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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 
女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

なし なし （安全文化の育成および維持） 

第２条の３ 第２条（基本方針）に係る保安活動を実施するに

あたり，原子力安全を最優先に位置付けた保安活動とするた

めに以下の健全な安全文化を育成し，および維持する活動を

行う。 

（１）社長は，健全な安全文化を育成し，および維持すること

をコミットメントするとともに健全な安全文化を育成し，

および維持する活動が行われる体制を確実にする。また，

必要な場合は，コミットメントの内容を見直す。 

（２）社長は，第三者の視点から健全な安全文化を育成し，お

よび維持する活動に対する提言を受けるため，社外有識者

を中心とした「原子力安全文化有識者会議」（以下「有識者

会議」という。）を設置する。 

（３）電源事業本部長は，「原子力安全文化育成・維持基本要領」

を定め，健全な安全文化を育成し，および維持を推進する

ための活動（内部監査部門の活動を除く。）を統括する。ま

た，「原子力安全文化有識者会議運営要領」を定め，有識者

会議から健全な安全文化を育成し，および維持する活動

（内部監査部門の活動を除く。）に対する提言を受ける。 

（４）電源事業本部長は，健全な安全文化を育成し，および維

持する活動（内部監査部門の活動を除く。）の実施状況を適

宜有識者会議に報告し，提言を受ける。有識者会議からの

提言を社長へ報告し，社長の意見を踏まえて部所長（第５

条（保安に関する職務）第１項（４）から（１０）および

第２項（１）に定める職位）へ健全な安全文化を育成し，

および維持する活動に反映することを指示する。 

（５）第４条（保安に関する組織）に定める組織（内部監査部

門を除く。）は，社長のコミットメントを受け，「原子力安

全文化育成・維持基本要領」に基づき健全な安全文化を育

成し，および維持するための活動計画を年度毎に策定し，

活動計画に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（６）電源事業本部長は，活動の実施状況およびその評価結果

をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，活動計画へ反映す

る。 

（７）内部監査部門長は，「原子力安全管理監査細則」を定め，

内部監査部門における健全な安全文化を育成し，および維

持を推進するための活動を統括する。 

（８）内部監査部門は，社長のコミットメントを受け，「原子力

安全管理監査細則」に基づき健全な安全文化を育成し，お

よび維持するための活動計画を年度毎に策定し，活動計画

に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（９）内部監査部門長は，活動の実施状況およびその評価結

果をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，活動計画へ反

映する。 

TS-87 原子力安全文化

の育成および維持活動

体制の見直しについて 

【島根固有】 

 安全文化の育成お

よび維持に関して，

明示する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第３章 体制および評価 

第１節 保安管理体制 

 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 

図４ 発電所の保安に関する組織図 

 

第３章 体制及び評価 

第１節 保安管理体制 

 

（保安に関する組織） 

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。 

 

図４ 

 

第３章 体制および評価 

第 1節 保安管理体制 

 

（保安に関する組織）  

第４条 発電所の保安に関する組織は，図４のとおりとする。  

 

図４ 

 

 

 

 

 

 

 

・組織構造の相違 

 

 

  【本 社】 

 【柏崎刈羽原子力発電所】 

＊＊ 

※１：発電所に常駐。  
※２：福島第二原子力発電所に常駐。 
※３：それぞれ１グループで１～７号炉を所管する。（所管する号

炉が第一及び第二保全部に係ることから，便宜上両部に記載

している。） 
※４：原子炉主任技術者，電気主任技術者及びボイラー・タービ

ン主任技術者を総称して「主任技術者」という。 

＊ 所  長 

原子炉主任技術者 ※４ 

原 子 力 発 電 
保安運営委員会 

※１ 

 

※２ 

発 電 グ ル ー プ 
当 直 
作 業 管 理 グ ル ー プ 
運 転 評 価 グ ル ー プ 
燃 料 グ ル ー プ 

防 災 安 全 グ ル ー プ 
防 護 管 理 グ ル ー プ 
放 射 線 安 全 グ ル ー プ 
放 射 線 管 理 グ ル ー プ 
化 学 管 理 グ ル ー プ 
環 境 グ ル ー プ 

保 全 総 括 グ ル ー プ 
タ ー ビ ン グ ル ー プ 
原 子 炉 グ ル ー プ 
高 経 年 化 評 価 グ ル ー プ  
電 気 機 器 グ ル ー プ 
計 測 制 御 グ ル ー プ 
環 境 施 設 グ ル ー プ 
環境施設プロジェクトグループ 
システムエンジニアリンググループ 
電 子 通 信 グ ル ー プ 
直 営 作 業 グ ル ー プ 
土 木 グ ル ー プ    
建 築 グ ル ー プ 
モバイル設備管理グループ 
コンフィグレーションマネジメントグループ 

 

 
 
 
※３ 

 

 

※３ 

※３ 

 

※３ 

※３ 

※３ 

※３ 

※３ 

※３ 

 

労 務 人 事 グ ル ー プ 
資 材 グ ル ー プ 
業 務 シ ス テ ム グ ル ー プ 

安 全 総 括 グ ル ー プ 
品 質 保 証 グ ル ー プ 
改 善 推 進 グ ル ー プ 
原 子 炉 安 全 グ ル ー プ 
技 術 計 画 グ ル ー プ 

発 電 グ ル ー プ 
当 直 
作 業 管 理 グ ル ー プ 
運 転 評 価 グ ル ー プ 
燃 料 グ ル ー プ 
保 全 総 括 グ ル ー プ 
タ ー ビ ン グ ル ー プ 
原 子 炉 グ ル ー プ 
高 経 年 化 評 価 グ ル ー プ 
電 気 機 器 グ ル ー プ 
計 測 制 御 グ ル ー プ 
環 境 施 設 グ ル ー プ 
環境施設プロジェクトグループ 
システムエンジニアリンググループ 
電 子 通 信 グ ル ー プ 
直 営 作 業 グ ル ー プ 
土 木 グ ル ー プ 
建 築 グ ル ー プ 
モバイル設備管理グループ 
コンフィグレーションマネジメントグループ 

 
 
 
 
※ ３ 

 

 

※ ３ 

※ ３ 

 

※ ３ 

※ ３ 

※ ３ 

※ ３ 

※ ３ 

※ ３ 

安 全 総 括 部 

第一運転管理部 

第 一 保 全 部 

所 長 付 

総 務 部 

防 災 安 全 部 

放射線安全部 

第二運転管理部 

第 二 保 全 部 

原 子 力 安 全 
セ ン タ ー 

ユニット所長 
（１～４号） 

ユニット所長 
（５～７号） 

管 理 責 任 者 
（ 内 部 監 査 室 長 ） 

管 理 責 任 者 
（原子力・立地本部長) 原子力・立地本部 

内 部 監 査 室 柏崎刈羽原子力監査グループ 

原 子 力 安 全 ・ 統 括 部 

原 子 力 運 営 管 理 部 
原 子 力 設 備 管 理 部 
原 子 燃 料 サ イ ク ル 部 

原 子 力 人 財 育 成 セ ン タ ー 
原 子 力 資 材 調 達 セ ン タ ー 

＊ → 

＊＊ → 

原 子 力 発 電 
保 安 委 員 会 

社 長 

電気主任技術者 ※４ 
 
ボイラー・タービン 
主 任 技 術 者 ※４ 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次のとお

り。 

（１）社長は，発電所における保安活動に係る品質マネジメン

トシステムの構築および実施を統括する。また，関係法令

および保安規定の遵守ならびに健全な安全文化の育成お

よび維持が行われることを確実にする。 

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとお

り。 

（１）社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮

し，品質マネジメントシステムの構築，実施，維持，改善

に関して，保安活動を統轄するとともに，関係法令及び保

安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全

な安全文化を育成及び維持するための活動を統轄する。ま

た，保安に関する組織（原子炉主任技術者を含む。）から

適宜報告を求め，「原子力リスク管理基本マニュアル」及

び｢トラブル等の報告マニュアル｣に基づき，原子力安全を

最優先し必要な指示を行う。 

（保安に関する職務） 

第５条 保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次のとお

り。 

（１）社長は，発電所における保安活動に係る品質マネジメン

トシステムの構築，実施，維持および改善を統括する。保

安に関する組織（発電用原子炉主任技術者（以下「原子炉

主任技術者」という。）を含む。）から報告を受けた場合，

「トラブル等の報告に関する社長対応指針」に基づき原子

力安全を最優先し必要な指示を行う。また，第２条の２（関

係法令および保安規定の遵守）および第２条の３（安全文

化の育成および維持）に関する活動として，関係法令およ

び保安規定の遵守を確実に行うことならびに健全な安全

文化を育成し，および維持することをコミットメントする

とともに，これらの活動が行われる体制を確実にする。 

 

・組織構造および役割

分担の相違 

 

（２）原子力考査室長は，内部監査に係る品質マネジメントシ

ステム管理責任者として，内部監査業務を統括する。また，

関係法令および保安規定の遵守ならびに健全な安全文化

の育成および維持に係る活動（内部監査部門に限る。）を

統括する。 

（３）原子力本部長は，発電所の保安に関する組織が実施する

品質保証活動（内部監査業務を除く。）の実施に係る品質

マネジメントシステム管理責任者として，品質マネジメン

トシステムの具体的活動を統括する。また，関係法令およ

び保安規定の遵守ならびに健全な安全文化の育成および

維持に係る活動（内部監査部門を除く。）を統括する。 

（２）内部監査室長は，管理責任者として，品質保証活動に関

わる監査を統括管理する。また，関係法令及び保安規定の

遵守の意識を定着させるための活動並びに健全な安全文

化を育成及び維持するための活動を統括する（内部監査室

に限る。）。 

（３）柏崎刈羽原子力監査グループは，品質保証活動の監査を

行う。 

（４）原子力・立地本部長は，管理責任者として，原子力安全・

統括部，原子力運営管理部，原子力設備管理部，原子燃料

サイクル部，原子力人財育成センター，原子力資材調達セ

ンターの長及び所長を指導監督し，原子力業務を統括す

る。また，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させ

るための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持する

ための活動を統括する（内部監査室を除く。）。 

 

（２）電源事業本部長は，品質保証活動（独立監査業務を除く。）

の実施に係る品質マネジメントシステム管理責任者とし

て，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。

また，第２条の２（関係法令および保安規定の遵守）およ

び第２条の３（安全文化の育成および維持）に関する活動

として，保安に関する組織（内部監査部門を除く。）にお

ける関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための

活動ならびに健全な安全文化を育成し，および維持を推進

するための活動を統括する。 

（３）内部監査部門長は，独立監査業務に係る品質マネジメン

トシステム管理責任者として，品質マネジメントシステム

における監査業務を統括する。また，第２条の２（関係法

令および保安規定の遵守）および第２条の３（安全文化の

育成および維持）に関する活動として，内部監査部門にお

ける関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための

活動ならびに健全な安全文化を育成し，および維持を推進

するための活動を統括する。 

 

（４）原子力品質保証室長は，発電所の保安に関する組織が実

施する品質保証活動（内部監査業務を除く。）について指

導・助言および総括に関する業務を行う。 

（５）資材部長は，供給者の選定に関する業務（燃料部長所管

業務を除く。）を統括する。 

（６）土木建築部長は，土木建築部が実施する発電所の施設管

理に関する業務を統括する。 

（５）原子力安全・統括部は，管理責任者を補佐し，原子力・

立地本部における安全・品質の管理及び要員の計画，管理

に関する業務を行う。 

（６）原子力運営管理部は，原子力発電所の運転及び施設管理

に関する業務（原子力設備管理部所管業務を除く。）を行

う（重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の体制の整備

に関する業務を含む。）。 

（４）調達本部長は，調達に関する業務を統括する。  

（５）電源事業本部部長（原子力安全監理）は，品質保証活動

（独立監査業務を除く。）の総括に関する業務を行う。ま

た，健全な安全文化を育成し，および維持する活動（内部

監査部門の活動を除く。）の総括に関する業務を行う。 

（６）電源事業本部部長（原子力管理）は，電源事業本部（原

子力管理）が実施する発電所の保安に関する業務（発電所
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（７）燃料部長は，燃料体等の供給者の選定に関する業務を統

括する。 

（８）原子力部長は，原子力部が実施する発電所の保安に関す

る業務を統括する（火山影響等発生時，その他自然災害発

生時等，重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制

の整備に関する業務を含む。）。 

 

（７）原子力設備管理部は，原子力発電設備の改良及び設計管

理に関する業務を行う（火山影響等発生時及びその他自然

災害発生時等の体制の整備に関する業務を含む。）。 

（８）原子燃料サイクル部は，原子燃料の調達に関する業務を

行う。 

 

における保安に関する業務のうち保安教育の総括，火山影

響等発生時，その他自然災害発生時等，重大事故等発生時

および大規模損壊発生時の体制の整備に関する業務を含

む。）を統括する。 

（７）電源事業本部部長（原子力安全技術）は，電源事業本部

（原子力安全技術）が実施する発電所の保安に関する業務

および輸入廃棄物の管理に関する業務を統括する。 

（８）電源事業本部部長（燃料）は，電源事業本部（燃料）が

実施する原子燃料の調達に関する業務を統括する。 

（９）電源事業本部部長（電源土木）は，原子力発電設備に関

する土木業務を統括する。 

（10）電源事業本部部長（電源建築）は，原子力発電設備に関

する建築業務を統括する。 

（９）原子力人財育成課長は，教育・訓練（保安教育を除く。）

の総括に関する業務を行う。 

（９）原子力人財育成センターは，保安教育及びその他必要な

教育の総括に関する業務を行う。 

（１０）原子力資材調達センターは，調達先の評価・選定に関

する業務を行う。 

（11）原子力人材育成センター所長は，教育訓練の総括（保安

教育の総括に関する業務を含む。）に関する業務を行う。 

（12）マネージャー（監視評価）は，健全な安全文化を育成し，

および維持する活動に係る取り組み状況（内部監査部門の

活動を除く。）の監視評価に関する業務を行う。 

 

２.保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

（１）所長は，発電所における保安に関する業務を統括する。 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

（１）所長は，原子力・立地本部長を補佐し，発電所における

保安に関する業務を統括し，その際には主任技術者の意見

を尊重する。 

（２）所長付は，変更管理の体系及びリスク管理の総括に関す

る業務を行う。 

２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

（１）発電所長（以下「所長」という。）は，発電所における

保安に関する業務（保安教育の総括に関する業務を除く。）

を統括する。 

 

 

（２）品質保証部長は，品質保証総括課長および検査課長の所

管する業務を統括する。 

（３）総務部長は，総務課長の所管する業務を統括する。 

（４）技術統括部長は，技術課長，計画管理課長，防災課長お

よび核物質防護課長の所管する業務を統括する。 

（５）環境・燃料部長は，放射線管理課長，輸送・固体廃棄物

管理課長，原子燃料課長および廃止措置管理課長の所管す

る業務を統括する。 

（６）保全部長は，保全計画課長，工程管理課長，電気課長，

計測制御課長,原子炉課長およびタービン課長の所管する

業務を統括する。 

（７）土木建築部長は，土木課長および建築課長の所管する業

務を統括する。 

（８）発電部長は，発電管理課長の所管する業務を統括する。 

 （２）品質保証部長は，課長（品質保証）の所管する業務を統

括する。 

（３）技術部長は，課長（技術），課長（燃料技術），課長（核

物質防護）および課長（建設管理）の所管する業務を統括

する。 

（４）廃止措置・環境管理部長は，課長（放射線管理）および

課長（廃止措置総括）の所管する業務を統括する。 

（５）発電部長は，課長（第一発電）および課長（第二発電）

の所管する業務を統括する。 

（６）保修部長は，課長（保修管理），課長（保修技術），課長

（電気），課長（計装），課長（３号電気），課長（原子炉），

課長（タービン），課長（３号機械），課長（土木），課長

（建築）および課長（ＳＡ工事プロジェクト）の所管する

業務を統括する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（９）品質保証総括課長は，品質保証活動の指導・助言および

品質保証の総括に関する業務を行う。 

（１０）検査課長は，原子炉施設に関する検査の総括に関する

業務を行う。 

（１１）総務課長は，供給者の選定に関する業務を行う。 

（１２）核物質防護課長は，保全区域および周辺監視区域の管

理に関する業務を行う。 

（１３）技術課長は，原子炉施設の保安管理の総括に関する業

務を行う。 

（１４）計画管理課長は，原子炉施設の運営計画の総括に関す

る業務および原子炉施設の定期的な評価の総括に関する

業務を行う。 

（１５）防災課長は，火災発生時，内部溢水発生時，火山影響

等発生時，その他自然災害発生時等，有毒ガス発生時，重

大事故等発生時，大規模損壊発生時および電源機能等喪失

時の体制の整備ならびに緊急時の措置の総括に関する業

務を行う。 

（１６）放射線管理課長は，放射線管理，化学管理，放射性廃

棄物（液体・気体）の管理および環境放射線モニタリング

に関する業務を行う。 

（１７）輸送・固体廃棄物管理課長は，放射性廃棄物（固体）

の管理に関する業務を行う。 

（１８）原子燃料課長は，炉心性能管理および燃料の管理に関

する業務を行う。 

（１９）保全計画課長は，原子炉施設の施設管理の総括に関す

る業務を行う。 

（２０）工程管理課長は，原子炉施設の施設管理に関する業務

のうち工程管理に関する業務を行う。 

（２１）電気課長は，原子炉施設のうち電気設備の施設管理に

関する業務を行う。 

（２２）計測制御課長は，原子炉施設のうち計測制御設備の施

設管理に関する業務を行う。 

（２３）原子炉課長は，原子炉施設のうち機械設備（原子炉設

備）の施設管理に関する業務を行う。 

（２４）タービン課長は，原子炉施設のうち機械設備（原子炉

設備を除く。）の施設管理に関する業務を行う。 

（２５）土木課長は，原子炉施設のうち土木設備の施設管理に

関する業務を行う。 

（３）労務人事グループは，要員の計画に関する業務を行う。 

（４）資材グループは，調達に関する業務を行う。 

（５）業務システムグループは，原子力業務システムの運用管

理に関する業務を行う。 

（６）安全総括グループは，事業者検査の総括に関する業務を

行う。 

（７）品質保証グループは，品質保証体系の総括に関する業務

を行う。 

（８）改善推進グループは，不適合情報，運転経験情報等の分

析・評価・活用に関する業務を行う。 

（９）原子炉安全グループは，原子力安全の総括に関する業務

を行う。 

（１０）技術計画グループは，原子力技術の総括に関する業務

を行う。 

（１１）防災安全グループは，緊急時の措置の総括及び初期消

火活動のための体制の整備に関する業務を行う。 

（１２）防護管理グループは，周辺監視区域及び保全区域の管

理に関する業務を行う。 

（１３）放射線安全グループは，放射線管理（放射線管理グル

ープ，化学管理グループ所管業務を除く。）及び環境放射

能測定に関する業務を行う。 

（１４）放射線管理グループは，発電所各グループマネージャ

ー（以下「各ＧＭ」といい，当直長及びグループマネージ

ャー相当の職位を含む。）が行う放射線管理の支援・指導・

助言及び管理区域の維持・管理に関する業務を行う。 

（１５）化学管理グループは，化学管理及び放射性気体・液体

廃棄物の管理並びに有毒ガス防護の発電所敷地内確認の

手順整備に関する業務を行う。 

（１６）環境グループは，放射性固体廃棄物の管理に関する業

務を行う。 

（１７）発電グループは，原子炉施設の運用管理に関する業務

を行う。 

（１８）当直は，原子炉施設の運転に関する業務（作業管理グ

ループ所管業務を除く。）及び燃料取扱いに関する業務を

行う。 

（１９）作業管理グループは，原子炉施設の運転に関する業務

のうち保全作業の管理に関する業務を行う。 

（２０）運転評価グループは，原子炉施設の運転に係る業務の

（７）課長（品質保証）は，発電所における品質保証活動の総

括および使用前事業者検査等の総括に関する業務を行う。 

（８）総務課長は，調達に関する業務，文書管理に関する業務

を行う。 

（９）課長（技術）は，内部溢水発生時，火山影響等発生時，

その他自然災害発生時等，有毒ガス発生時，重大事故等発

生時，および大規模損壊発生時の体制の整備ならびに異常

時・緊急時の措置のための体制整備に関する業務を行う。 

（10）課長（燃料技術）は，原子炉の安全管理および燃料の管

理に関する業務を行う。 

（11）課長（核物質防護）は，保全区域および周辺監視区域の

管理に関する業務を行う。 

（12）課長（放射線管理）は，放射線管理，化学管理，放射性

廃棄物管理，管理区域の出入管理および環境放射能測定に

関する業務を行う。 

（13）課長（建設管理）は，３号炉原子炉施設の試運転に関す

る業務の計画・管理に係る業務を行う。 

（14）課長（第一発電）は，２号炉原子炉施設の運転管理に関

する業務および燃料の取替に関する業務を行う。 

（15）課長（第二発電）は，３号炉原子炉施設の運転管理に関

する業務および燃料の取替に関する業務を行う。 

（16）当直長は，業務を所管している課長（第一発電）または

課長（第二発電）（以下「課長（発電）」という。）のもと

で原子炉施設の運転操作等に関する当直業務を行う。 

（17）課長（保修管理）は，原子炉施設の改造工事および保修

に関する業務のうち計画・管理に係る業務ならびに火災発

生時の体制の整備に関する業務を行う。 

（18）課長（保修技術）は，原子炉施設の改造工事および保修

に関する業務のうち高経年化対策に係る業務および保全

計画に関する業務を行う。 

（19）課長（電気）は，２号炉原子炉施設のうち電気設備の改

造工事および保修に関する業務を行う。 

（20）課長（計装）は，２号炉原子炉施設のうち計測制御設備

の改造工事および保修に関する業務を行う。 

（21）課長（３号電気）は，３号炉原子炉施設のうち電気・計

測制御設備の改造工事および保修に関する業務を行う。 

（22）課長（原子炉）は，２号炉原子炉施設のうち原子炉，放

射性廃棄物処理設備および空調換気設備の改造工事およ
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２６）建築課長は，原子炉施設のうち建築設備の施設管理に

関する業務を行う。 

（２７）発電管理課長は，原子炉施設の運転管理に関する業務

を行う。 

（２８）発電課長は，原子炉施設の運転および燃料取扱い（原

子燃料課長所管業務を除く。）に関する当直業務を行う。 

（２９）廃止措置管理課長は，第２編第２０５条（保安に関す

る職務）の所管業務に基づき緊急時の措置を行う。 

支援・評価に関する業務（発電グループ所管業務を除く。）

を行う。 

（２１）燃料グループは，燃料の管理に関する業務（当直所管

業務を除く。）を行う。 

（２２）保全総括グループは，原子炉施設の施設管理の総括に

関する業務を行う。 

（２３）タービングループは，原子炉施設のうちタービン設備

に係る施設管理に関する業務を行う。 

（２４）原子炉グループは，原子炉施設のうち原子炉設備に係

る施設管理に関する業務を行う。 

（２５）高経年化評価グループは，原子炉内部構造物及び原子

炉再循環系に係る施設管理並びに原子炉施設の高経年化

に関する技術評価の総括に関する業務を行う。 

（２６）電気機器グループは，原子炉施設のうち電気設備に係

る施設管理に関する業務を行う。 

（２７）計測制御グループは，原子炉施設のうち計測制御設備

に係る施設管理に関する業務を行う。 

（２８）環境施設グループは，廃棄物処理設備の施設管理に関

する業務を行う。 

（２９）環境施設プロジェクトグループは，廃棄物処理設備の

改良工事に関する業務を行う。 

（３０）システムエンジニアリンググループは，保全革新業務

の推進及び各設備点検結果の評価並びに系統信頼性に関

する技術検討に関する業務を行う。 

（３１）電子通信グループは，電子通信設備の運用・施設管理

に関する業務を行う。 

（３２）直営作業グループは，原子炉施設の直営作業の総括に

関する業務を行う。 

（３３）土木グループは，原子炉施設のうち土木設備に係る施

設管理に関する業務を行う。 

（３４）建築グループは，原子炉施設のうち建築設備に係る施

設管理に関する業務を行う。 

（３５）モバイル設備管理グループは，可搬型重大事故等対処

設備等に係る施設管理に関する業務を行う。 

（３６）コンフィグレーションマネジメントグループは，発電

所における設計管理及び構成管理の総括に関する業務を

行う。 

び保修に関する業務を行う。 

（23）課長（タービン）は，２号炉原子炉施設のうちタービン

および弁・配管設備の改造工事および保修に関する業務を

行う。 

（24）課長（３号機械）は，３号炉原子炉施設のうち機械設備

の改造工事および保修に関する業務を行う。 

（25）課長（土木）は，原子炉施設のうち土木関係設備の改造

工事および保修に関する業務を行う。 

（26）課長（建築）は，原子炉施設のうち建築関係設備の改造

工事および保修に関する業務を行う。 

（27）課長（ＳＡ工事プロジェクト）は，重大事故等対策工事

に関する業務を行う。 

 ３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。   7



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（１）本社各部長（原子力人財育成センター所長及び原子力資

材調達センター所長を含む。）は，原子力・立地本部長を

補佐し，第４条の定めのとおり，当該部が所管するグルー

プの業務を統括管理する。 

（２）原子力安全センター所長は，所長を補佐し，第４条の定

めのとおり，安全総括部，防災安全部及び放射線安全部の

業務を統括管理する。 

（３）ユニット所長（１～４号）は，所長を補佐し，第４条の

定めのとおり，第一運転管理部及び第一保全部の業務を統

括管理する。 

（４）ユニット所長（５～７号）は，所長を補佐し，第４条の

定めのとおり，第二運転管理部及び第二保全部の業務を統

括管理する。 

（５）発電所各部長は，第４条の定めのとおり，当該部が所管

するグループの業務を統括管理する。 

 

（３０）第１項（９）および第２項（９）から（２８）に定め

る職位は，所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育なら

びに記録および報告を行う（火災発生時，内部溢水発生時，

火山影響等発生時，その他自然災害発生時等，有毒ガス発

生時，重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の

整備に関する業務を含む。）。 

（３１）第１項（９）および第２項（９）から（２８）に定め

る職位は，第１項（９）および第２項（９）から（３０）

に定める業務の遂行にあたって，所属員を指示・指導し，

遂行に係る品質保証活動を行う。また，所属員は課長の指

示・指導に従い業務を実施する。 

 

（６）各ＧＭは，グループ員（当直員及び所長付要員を含む。）

を指示・指導し，所管する業務を遂行するとともに，所管

業務に基づき緊急時の措置，保安教育並びに記録及び報告

を行う（火災発生時，内部溢水発生時，火山影響等発生時，

その他自然災害発生時等，有毒ガス発生時，重大事故等発

生時及び大規模損壊発生時の体制の整備に関する業務を

含む。）。 

（７）グループ員（当直員及び所長付要員を含む。）は，ＧＭ

の指示・指導に従い，業務を遂行する。 

３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）第２項（７）から（２７）に定める職位（第２項（１６）

の当直長を除く。）（以下「各課長」という。），当直長，原

子力人材育成センター所長およびマネージャー（監視評

価）は，所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育ならび

に記録および報告を行う（火災発生時，内部溢水発生時，

火山影響等発生時，その他自然災害発生時等，有毒ガス発

生時，重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の

整備に関する業務を含む。）。また，課長（廃止措置総括）

は，第２編第１２７条（保安に関する職務）の所管業務に

基づき緊急時の措置を行う。 

（２）各課長，当直長，原子力人材育成センター所長およびマ

ネージャー（監視評価）は，第１項（１１）および（１２），

第２項（７）から（２７）ならびに第３項（１）に定める

業務の遂行にあたって，所属員を指示・指導し，品質保証

活動を行う。また，所属員は各課長，当直長，原子力人材

育成センター所長およびマネージャー（監視評価）の指

示・指導に従い業務を実施する。 

 

  （３）電源事業本部部長（原子力管理）および所長は，発電所

における保安に関する業務を統括する際には，原子炉主任

技術者の意見を尊重する。 

 

３．各職位は，第３条 8.2.4で要求される検査の独立性を確保

するために必要な場合は，本条の職務の内容によらず，検査

（３７）発電所各グループは，第３条 8.2.4で要求される検査

の独立性を確保するため，本項の業務以外に，他組織の職

（４）各職位は，第３条８．２．４で要求される検査の独立性

を確保するため，本条の業務以外に，他組織の職務に係る
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

に関する業務を実施することができる。 務に係る検査に関する業務を行うことができる。 検査に関する業務を行うことができる。 

４．その他発電所の保安に間接的に関係する組織の長は，別途

定められた｢組織規程｣に基づき所管業務を遂行する。 

 ４．その他関連する組織は，「組織規程」に基づき業務を行う。  
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（原子炉施設保安運営委員会） 

第７条 発電所に原子炉施設保安運営委員会（以下，本編におい

て「運営委員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関

する次の事項を審議し，確認する。ただし，あらかじめ運営委

員会にて定めた軽微な事項は，審議事項に該当しない。 

 

（１）運転管理に関するマニュアルの制定および改定 

・運転員の構成人員に関する事項 

・当直の引継方法に関する事項 

・原子炉の起動および停止操作に関する事項 

・巡視点検に関する事項 

・異常時の操作に関する事項 

・警報発生時の措置に関する事項 

・原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

・定期的に実施するサーベイランスに関する事項 

・誤操作の防止に関する事項（２号炉） 

・火災発生時，内部溢水発生時（２号炉），火山影響等発生時（２

号炉），その他自然災害発生時等および有毒ガス発生時（２号

炉）の体制の整備に関する事項 

・重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備に関

する事項（２号炉） 

（２）燃料管理に関するマニュアルの制定および改定 

・新燃料および使用済燃料の運搬に関する事項 

・新燃料および使用済燃料の貯蔵に関する事項 

・燃料の検査および取替に関する事項 

（３）放射性廃棄物管理に関するマニュアルの制定および改定 

・放射性固体廃棄物の保管および運搬に関する事項 

・放射性液体廃棄物の放出管理に関する事項 

・放射性気体廃棄物の放出管理に関する事項 

・放出管理用計測器の点検・校正に関する事項 

（４）放射線管理に関するマニュアルの制定および改定 

・管理区域の設定，区域区分，特別措置を要する区域に関する

事項 

・管理区域の出入管理および遵守事項に関する事項 

・保全区域に関する事項 

・周辺監視区域に関する事項 

・線量の評価に関する事項 

（原子力発電保安運営委員会） 

第７条 発電所に原子力発電保安運営委員会（以下「運営委員

会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に関

する次の事項を審議し，確認する。ただし，あらかじめ運営

委員会にて定めた軽微な事項は，審議事項に該当しない。 

 

（１）保安管理体制に関する事項 

（２）原子炉施設の定期的な評価に関する事項 

（３）運転管理に関する事項※１ 

（４）燃料管理に関する事項 

（５）放射性廃棄物管理に関する事項 

（６）放射線管理に関する事項 

（７）施設管理に関する事項 

（８）原子炉施設の改造に関する事項 

（９）緊急時における運転操作に関する事項 

（１０）事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子力発電保安運営委員会） 

第７条 発電所に原子力発電保安運営委員会（以下「運営委

員会」という。）を設置する。 

２．運営委員会は，発電所における原子炉施設の保安運営に

関する次の事項を審議し，確認する。ただし，あらかじめ

運営委員会にて定めた軽微な事項は審議事項に該当しな

い。 

（１）運転管理に関する規定類の制定および改正 

・運転員の構成人員に関する事項 

・当直の引継方法に関する事項 

・原子炉の起動および停止操作に関する事項 

・巡視点検に関する事項 

・異常時の操作に関する事項 

・警報発生時の措置に関する事項 

・原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

・定期試験に関する事項 

・誤操作の防止に関する事項（２号炉） 

・火災発生時，内部溢水発生時（２号炉），火山影響等発

生時（２号炉），その他自然災害発生時等および有毒ガ

ス発生時（２号炉）の体制の整備に関する事項 

・重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整

備に関する事項（２号炉） 

（２）燃料管理に関する規定類の制定および改正 

・新燃料および使用済燃料の運搬に関する事項 

・新燃料および使用済燃料の貯蔵に関する事項 

・燃料の検査および取替に関する事項 

（３）放射性廃棄物管理に関する規定類の制定および改正 

・放射性固体廃棄物の保管および運搬に関する事項 

・放射性液体廃棄物の放出管理に関する事項 

・放射性気体廃棄物の放出管理に関する事項 

・放出管理用計測器の点検・校正に関する事項 

（４）放射線管理に関する規定類の制定および改正 

・管理区域の設定，区域区分および特別措置を要する区

域に関する事項 

・管理区域の出入管理および遵守事項に関する事項 

・保全区域に関する事項 

・周辺監視区域に関する事項 

・線量の評価に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・従前からの記載表現

の相違であり実質的

な相違なし 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・除染に関する事項 

・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項 

・放射線計測器類の点検・校正に関する事項 

・管理区域内で使用した物品の搬出および運搬に関する事項 

 

（５）施設管理に関するマニュアルの制定および改定 

（６）原子炉施設の定期的な評価の結果（第１０条） 

（７）原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期

施設管理方針（第１０７条の６） 

（８）改造の実施に関する事項（第２１９条第２項に関する事

項を含む。） 

（９）緊急時における運転操作に関するマニュアルの制定およ

び改定（第１０９条） 

（１０）保安教育実施計画の策定（第１１７条）に関する事項 

（１１）事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

３．所長を委員長とする。 

４．運営委員会は，委員長，原子炉主任技術者，電気主任技術

者，ボイラー・タービン主任技術者，第５条第２項（２）から

（８）の各部長の職位にある者に加え委員長が指名した者で構

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．所長を委員長とする。 

４．運営委員会は，委員長，原子力安全センター所長，安全総

括部長，原子炉主任技術者，電気主任技術者，ボイラー・タ

ービン主任技術者に加え，ＧＭ以上の職位の者から委員長が

指名した者で構成する。 

 

※１：以下の事項を含む。 

・誤操作の防止に関する事項（７号炉） 

・火災発生時，内部溢水発生時（７号炉），火山影響等発生時（７

号炉），その他自然災害発生時等及び有毒ガス発生時（７号

炉）の体制の整備に関する事項 

・重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の体制の整備に関す

る事項（７号炉） 

・除染に関する事項 

・外部放射線に係る線量当量率等の測定に関する事項 

・放射線計測器類の点検・校正に関する事項 

・管理区域内で使用した物品の搬出および運搬に関する

事項 

（５）施設管理に関する規定類の制定および改正ならびに保

全・施設管理の有効性評価に関する事項 

 

 

（６）改造の実施に関する事項 

 

（７）緊急時における運転操作に関する規定類の制定および

改正（第１０９条） 

 

（８）事故・故障の水平展開の実施状況に関する事項 

３．所長を委員長とする。 

４．運営委員会は，委員長，原子炉主任技術者および各部長

（品質保証部長，技術部長，廃止措置・環境管理部長，発

電部長および保修部長）に加え，委員長が指名した者で構

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・従前からの保安運営

委員会審議事項の相

違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 原子炉主任技術者および代行者を，原子炉主任技術者

免状を有する者であって，次の業務の中で通算して３年以

上従事した経験を有する者の中から選任する。なお，原子

炉主任技術者は社長が選任する。 

（１）原子炉施設の施設管理に関する業務 

（２）原子炉の運転に関する業務 

（３）原子炉施設の設計に係る安全性の解析および評価に関す

る業務 

（４）原子炉に使用する燃料体の設計または管理に関する業務 

２．原子炉主任技術者は原子炉毎に選任する。 

３．原子炉主任技術者は，第９条（原子炉主任技術者の職務等）

に定める職務を専任する。 

４．原子炉主任技術者および代行者は，特別管理職とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合（２号炉の原

子炉主任技術者については，早期に非常招集可能なエリア外

に離れる場合を含む。）は，代行者と交代する。ただし，職務

を遂行できない期間が長期にわたる場合は，第１項から第３

項に基づき，あらためて原子炉主任技術者を選任する。 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 原子力・立地本部長は，原子炉主任技術者及び代行者

を，原子炉主任技術者免状を有する者であって，次の業務

に通算して３年以上従事した経験を有する者の中から選

任する。 

（１）原子炉施設の施設管理に関する業務 

（２）原子炉の運転に関する業務 

（３）原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する

業務 

（４）原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務 

２．原子炉主任技術者は原子炉毎に選任する。 

３．原子炉主任技術者及び代行者は特別管理職とする。 

４．原子炉主任技術者のうち少なくとも１名は部長以上に相当

する者とし，第９条に定める職務を専任する。 

 

５．第４項以外の原子炉主任技術者については，原子力安全セ

ンターの職務を兼務できる。 

６．第５項の原子炉主任技術者については，自らの担当してい

る号炉について原子炉主任技術者の職務と原子力安全セ

ンターの職務が重複する場合には，原子炉主任技術者とし

ての職務を優先し，原子力安全センターの職務について

は，上位職の者が実施する。 

 

７．原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合（７号炉の原

子炉主任技術者については，早期に非常召集が可能なエリ

ア外に離れる場合を含む。）は，代行者と交代する。ただ

し，職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は，第１

項から第５項に基づき，改めて原子炉主任技術者を選任す

る。 

（原子炉主任技術者の選任） 

第８条 電源事業本部長は，原子炉主任技術者および代行者

を，原子炉主任技術者免状を有する者であって，次の業務に

通算して３年以上従事した経験を有する者の中から選任す

る。 

（１）原子炉施設の施設管理に関する業務 

（２）原子炉の運転に関する業務 

（３）原子炉施設の設計に係る安全性の解析および評価に関す

る業務 

（４）原子炉に使用する燃料体の設計または管理に関する業務 

２．原子炉主任技術者は,原子炉毎に選任する。 

３．原子炉主任技術者は，電源事業本部の特別管理職または上

級管理職とし，第９条（原子炉主任技術者の職務等）に定

める職務を行う。 

４．原子炉主任技術者のうち１名は特別管理職とする。 

５．原子炉主任技術者は，電源事業本部部長（原子力安全監理），

原子力人材育成センター所長，マネージャー（監視評価），

副所長，品質保証部長，廃止措置・環境管理部長または課

長（品質保証）のいずれかの職位を兼務することができる。 

 

 

 

６．代行者の職位は，課長以上とする。 

７．原子炉主任技術者が職務を遂行できない場合（２号炉の原

子炉主任技術者については，早期に非常招集が可能なエリ

ア外に離れる場合を含む。）は，代行者と交代する。ただし，

職務を遂行できない期間が長期にわたる場合は別の原子炉

主任技術者を選任する。 

 

TS-42 原子炉主任技

術者の職務の見直しに

ついて 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（原子炉主任技術者の職務等） 

第９条 原子炉主任技術者は，原子炉施設の運転に関し保安の

監督を誠実に行うことを任務とし，「原子炉主任技術者の職務

等運用要領」に基づき，次の職務を遂行する。 

 

（１）原子炉施設の運転に関し，保安上必要な場合は，運転に

従事する者へ指示する（所長を含む。以下，本条において同

じ。）。 

（２）表９－１に定める事項について，所長の承認に先立ち確

認する。 

 

 

（３）表９－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表９－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１２０条第 1 項の報告を受けた場合，原子力部長に報

告する。 

 

 

 

 

 

（６）その他，原子炉施設の運転に関する保安の監督に必要な

職務を行う。 

２．原子炉主任技術者は，重大事故等発生時における原子炉施

設の保全のための活動を行うために必要な職務を誠実かつ，

最優先に行うことを任務とする。 

３．原子炉施設の運転に従事する者は，原子炉主任技術者がそ

の保安のためにする指示に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉主任技術者の職務等） 

第９条 原子炉主任技術者は，原子炉施設の運転に関し保安の

監督を誠実に行うことを任務とし，「原子炉主任技術者職務

運用マニュアル」に基づき，次の職務を遂行する。 

 

（１）原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は，運転に従

事する者（所長を含む。以下，本条において同じ。）へ指示

する。 

（２）表９－１に定める事項のうち，第１１８条及び第１１９

条については，原子力・立地本部長の承認に先立ち確認し，

その他の事項については，所長の承認に先立ち確認する。 

 

（３）表９－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表９－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１２１条第１項の報告を受けた場合は，自らの責任で

確認した正確な情報に基づき，社長に直接報告する。 

 

（６）保安の監督状況について，定期的に及び必要に応じて社

長に直接報告する。 

（７）保安委員会及び運営委員会に少なくとも１名が必ず出席

する。 

（８）その他，原子炉施設の運転に関する保安の監督に必要な

職務を行う。 

２．重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な職務を誠実かつ，最優先に行うことを任

務とする。 

３．原子炉施設の運転に従事する者は，原子炉主任技術者がそ

の保安のためにする指示に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉主任技術者の職務等） 

第９条 原子炉主任技術者は，原子炉施設の運転に関し保安の

監督を誠実に行うことを任務とし，「主任技術者の選任・解

任および職務等に関する基本要領」に基づき次の職務を遂行

する。 

（１）原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は，運転に従

事する者（所長を含む。以下，本条において同じ。）へ指

示する。 

（２）表９－１に定める事項のうち，第１１７条および第１１

８条については，電源事業本部部長（原子力管理）の承認

に先立ち確認し，その他の事項については，所長の承認に

先立ち確認する。 

（３）表９－２に定める各職位からの報告内容等を確認する。 

（４）表９－３に定める記録の内容を確認する。 

（５）第１２０条（報告）第１項に基づき報告を受けた場合，

自らの責任において，事態を確認し，その確認したところ

に従い正確な情報を社長に直接報告する。 

（６）保安の監督状況について，定期的および必要に応じて社

長へ直接報告する。 

（７）保安委員会，保安運営委員会へ出席しなければならない。 

 

（８）その他，原子炉施設の運転に関する保安の監督に必要な

職務を行う。 

２．重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な職務を誠実かつ，最優先に行うことを任

務とする。 

３．原子炉施設の運転に従事する者は，原子炉主任技術者がそ

の保安のためにする指示に従う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表９－１ 

条  文 内 容 

第１２条（運転員等の確保） 第５項，第６項，第８項およ

び第９項に定める体制の構築 

第１７条の７（重大事故等発生

時の体制の整備

（２号炉）） 

第３項に定める成立性の確認

訓練の実施計画（２号炉） 

第１７条の８（大規模損壊発生

時の体制の整備

（２号炉）） 

第１項に定める技術的能力の

確認訓練の実施計画（２号炉） 

第３７条（原子炉冷却材温度お

よび原子炉冷却材

温度変化率） 

原子炉冷却材温度制限値 

第７９条（異常収束後の措置） 原子炉の再起動 

第８３条（燃料の取替実施計

画） 
燃料取替実施計画 

第９３条（管理区域の設定およ

び解除） 

第５項に定める一時的な管理

区域の設定および解除 

第７項に定める管理区域の設

定および解除 

第１１７条（所員への保安教育） 所員の保安教育実施計画 

第１１８条（協力企業従業員へ

の保安教育） 

協力企業従業員の保安教育実

施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９－１ 

条  文 内  容 

第１２条（運転員等の確保） 

第５項，第６項，第８項

及び第９項に定める体

制の構築 

第１７条の７（重大事故等発生

時の体制の整備） 

第３項に定める成立性

の確認訓練の実施計画

（７号炉） 

第１７条の８（大規模損壊発生

時の体制の整備） 

第１項に定める技術的

能力の確認訓練の実施

計画（７号炉） 

第３７条（原子炉冷却材温度及

び原子炉冷却材温

度変化率） 

原子炉冷却材温度制限

値 

第７８条（異常収束後の措置） 原子炉の再起動 

第８２条（燃料取替実施計画） 燃料取替実施計画 

第９３条（管理区域の設定及び

解除） 

第５項に定める一時的

な管理区域の設定 

及び解除 

第７項に定める管理区

域の設定及び解除 

第１１８条（所員への保安教

育） 

所員の保安教育実施計

画 

第１１９条（協力企業従業員へ

の保安教育） 

協力企業従業員の保安

教育実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９－１  

条  文 内  容 

第１２条（運転員等の確保） 

第５項，第６項，第８項およ

び第９項に定める体制の構築 

 

第１７条の７（重大事故等発生時

の体制の整備） 

第３項に定める成立性の確認

訓練の実施計画（２号炉） 

 

第１７条の８（大規模損壊発生時

の体制の整備） 

 

第１項に定める技術的能力の

確認訓練の実施計画（２号炉） 

第３７条（原子炉冷却材温度およ

び原子炉冷却材温度変

化率） 

原子炉冷却材温度制限値 

第７７条（異常収束後の措置） 原子炉の再起動 

第８１条（燃料の取替実施計画） 燃料取替実施計画 

第９１条（管理区域の設定および

解除） 

 

第５項に定める一時的な管理

区域の設定および解除 

第７項に定める管理区域の設

定および解除 

第１１７条（所員への保安教育） 所員への保安教育実施計画 

第１１８条（協力会社従業員への

保安教育） 

協力会社従業員への保安教育

実施計画 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表９－２ 

条 文 内 容 

第１７条（火災発生時の体制の

整備） 

火災が発生した場合に講じた措

置の結果 

第１７条の２（内部溢水発生時

の体制の整備（２

号炉）） 

内部溢水が発生した場合に講じ

た措置の結果（２号炉） 

第１７条の３（火山影響等発生

時の体制の整備

（２号炉）） 

火山影響等発生時に講じた措置

の結果（２号炉） 

第１７条の４（その他自然災害

発生時等の体制

の整備） 

地震，津波，竜巻，積雪等が発生

した場合に講じた措置の結果 

第１７条の５（有毒ガス発生時

の体制の整備（２

号炉）） 

有毒ガス発生時に講じた措置の

結果（２号炉） 

第１７条の７（重大事故等発生

時の体制の整備

（２号炉）） 

成立性の確認訓練の結果（２号

炉） 

第１７条の８（大規模損壊発生

時の体制の整備

（２号炉）） 

技術的能力の確認訓練の結果（２

号炉） 

第２３条（制御棒の操作） 制御棒操作手順 

第３５条（原子炉停止時冷却系

その２） 

原子炉停止時冷却系以外の手段

で崩壊熱除去できる期間 

第６６条（重大事故等対処設備

（２号炉）） 

要求される代替措置の確認（２号

炉） 

第７０条（複数の制御棒引き抜

きを伴う検査） 

制御棒操作手順 

第７４条（運転上の制限を満足

しない場合） 

運転上の制限を満足していない

と判断した場合 

運転上の制限を満足していると

判断した場合 

運転上の制限を満足していない

と判断した時点の前の原子炉の

状態への移行または原子炉熱出

力の復帰 

表９－２ 

条  文 内  容 

第１７条（火災発生時の体制の

整備） 

火災が発生した場合に講じた

措置の結果 

第１７条の２（内部溢水発生時

の体制の整備） 

内部溢水が発生した場合に講

じた措置の結果 

（７号炉） 

第１７条の３（火山影響等発生

時の体制の整備） 

火山影響等発生時に講じた措

置の結果（７号炉） 

第１７条の４（その他自然災害

発生時等の体制

の整備） 

地震，津波，竜巻及び積雪等

が発生した場合に講じた措置

の結果 

第１７条の５（有毒ガス発生時

の体制の整備） 

有毒ガス発生時に講じた措置

の結果（７号炉） 

第１７条の７（重大事故等発生

時の体制の整備） 

成立性の確認訓練の結果（７

号炉） 

第１７条の８（大規模損壊発生

時の体制の整備） 

技術的能力の確認訓練の結果

（７号炉） 

第２３条（制御棒の操作） 制御棒操作手順 

第３５条（原子炉停止時冷却系

その２） 

原子炉停止時冷却系以外の手

段で崩壊熱除去できる期間 

第６６条（重大事故等対処設

備） 

要求される代替措置の確認

（７号炉） 

第６９条（複数の制御棒引き抜

きを伴う検査） 
制御棒操作手順 

第７３条（運転上の制限を満足

しない場合） 

運転上の制限を満足していな

いと判断した場合 

運転上の制限を満足している

と判断した場合 

運転上の制限を満足していな

いと判断した時点の前の原子

炉の状態への移行又は原子炉

熱出力の復帰 

表９－２  

条  文 内  容 

第１７条（火災発生時の体制の

整備） 

火災が発生した場合に講じた措

置の結果 

第１７条の２（内部溢水発生時

の体制の整備） 

内部溢水が発生した場合に講じ

た措置の結果（２号炉） 

 

第１７条の３（火山影響等発生

時の体制の整備） 

火山影響等発生時に講じた措置

の結果（２号炉） 

 

第１７条の４（その他自然災害

発生時等の体制の

整備） 

地震，津波，竜巻および積雪等

が発生した場合に講じた措置の

結果 

第１７条の５（有毒ガス発生時

の体制の整備） 

有毒ガス発生時に講じた措置の

結果（２号炉） 

第１７条の７（重大事故等発生

時の体制の整備） 

成立性の確認訓練の結果（２号

炉） 

第１７条の８（大規模損壊発生

時の体制の整備） 

技術的能力の確認訓練の結果

（２号炉） 

第２３条（制御棒の操作） 制御棒操作手順 

第３５条（残留熱除去系原子炉

停止時冷却モード 

その２） 

原子炉停止時冷却系以外の手段

で崩壊熱除去ができる期間 

第６５条（重大事故等対処設

備） 

要求される代替措置の確認（２

号炉） 

第６８条（複数の制御棒引き抜

きを伴う検査） 

制御棒操作手順 

第７２条（運転上の制限を満足

しない場合） 

運転上の制限を満足していない

と判断した場合 

運転上の制限を満足していると

判断した場合 

運転上の制限を満足していない

と判断した時点の前の原子炉の

状態への移行または原子炉熱出

力の復帰 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第７５条（予防保全を目的とし

た保全作業を実施

する場合） 

必要な安全措置 

運転上の制限外から復帰してい

ると判断した場合 

第７７条（異常発生時の基本的

な対応） 

異常が発生した場合の原因調査

および対応措置 

第７８条（異常時の措置） 第７７条第１項の異常の収束 

第８３条（燃料の取替実施計

画） 

第３項に定める取替炉心の安全

性の評価結果 

第１２０条（報告） 運転上の制限を満足していない

と判断した場合 

第７７条第１項または第２項に

定める異常が発生した場合 

放射性液体廃棄物または放射性

気体廃棄物について放出管理目

標値を超えて放出した場合 

外部放射線に係る線量当量率等

に異常が認められた場合 

実用発電用原子炉の設置、運転等

に関する規則（以下「実用炉規則」

という。）第１３４条第２号から

第１４号に定める報告事象が生

じた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７４条（予防保全を目的とし

た保全作業を実施す

る場合） 

必要な安全措置 

運転上の制限外から復帰して

いると判断した場合 

第７６条（異常発生時の基本的

な対応） 

異常が発生した場合の原因調

査及び対応措置 

第７７条（異常時の措置） 異常の収束 

第８２条（燃料取替実施計画） 
第３項に定める取替炉心の安

全性の評価結果 

第１２１条（報告） 

運転上の制限を満足していな

いと判断した場合 

放射性液体廃棄物又は放射性

気体廃棄物について放出管理

目標値を超えて放出した場合 

外部放射線に係る線量当量率

等に異常が認められた場合 

実用発電用原子炉の設置，運

転等に関する規則（以下「実

用炉規則」という。）第１３４

条第２号から第１４号に定め

る報告事象が生じた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７３条（予防保全を目的とし

た保全作業を実施す

る場合） 

必要な安全措置 

運転上の制限外から復帰してい

ると判断した場合 

第７５条（異常発生時の基本的

な対応） 

異常が発生した場合の原因調査

および対応措置 

第７６条（異常時の措置） 異常の収束 

第８１条（燃料の取替実施計

画） 

第３項に定める取替炉心の安全

性の評価結果 

第１２０条（報告） 運転上の制限を満足していない

と判断した場合 

放射性液体廃棄物または放射性

気体廃棄物について放出管理目

標値を超えて放出した場合 

外部放射線に係る線量当量率等

に異常が認められた場合 

「実用発電用原子炉の設置，運

転等に関する規則」（以下「実用

炉規則」という。） 

第１３４条第２号から第１４号

に定める報告事象が生じた場合 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表９－３  

記  録  項  目 

１．運転日誌 

 ・熱出力 

 ・炉心の中性子束密度 

 ・炉心の温度 

 ・冷却材入口温度 

 ・冷却材出口温度 

 ・冷却材圧力 

 ・冷却材流量 

 ・制御棒位置 

 ・再結合装置内の温度 

 ・原子炉に使用している冷却材および減速材の純度ならびにこ

れらの毎日の補給量 

２．燃料に係る記録 

 ・原子炉内における燃料体の配置 

 ・使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 

 ・使用済燃料の払出し時における放射能の量 

 ・燃料体の形状または性状に関する検査の結果 

３．点検報告書 

 ・運転開始前の点検結果 

 ・運転停止後の点検結果 

４．引継日誌 

５．放射線管理に係る記録 

 ・原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃棄施

設等の放射線しゃへい物の側壁における線量当量率 

 ・管理区域における外部放射線に係る１週間の線量当量，空気

中の放射性物質の１週間についての平均濃度および放射性物

質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 

 ・放射性物質による汚染の広がりの防止および除去を行った場

合には，その状況および担当者の氏名 

表９－３ 

記  録  項  目 

１．運転日誌 

・熱出力 

・炉心の中性子束密度 

・炉心の温度 

・冷却材入口温度 

・冷却材出口温度 

・冷却材圧力 

・冷却材流量 

・制御棒位置 

・再結合装置内の温度 

・原子炉に使用している冷却材及び減速材の純度並びに

これらの毎日の補給量 

２．燃料に係る記録 

・原子炉内における燃料体の配置 

・使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 

・使用済燃料の払出し時における放射能の量 

・燃料体の形状又は性状に関する検査の結果 

３．点検報告書 

・運転開始前の点検結果 

・運転停止後の点検結果 

４．引継日誌 

５．放射線管理に係る記録 

・原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の

廃棄施設等の放射線しゃへい物の側壁における線量

当量率 

・管理区域における外部放射線に係る１週間の線量当

量，空気中の放射性物質の１週間についての平均濃度

及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射

性物質の密度 

・放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行っ

た場合には，その状況 

表９－３ 

記  録  項  目 

１．運転日誌 

・熱出力 

・炉心の中性子束密度 

・炉心の温度 

・冷却材入口温度 

・冷却材出口温度 

・冷却材圧力 

・冷却材流量 

・再結合装置内の温度 

・原子炉に使用している冷却材および減速材の純度ならび

にこれらの毎日の補給量 

２．制御材の位置 

・制御棒の位置 

３．燃料に係る記録 

・原子炉内における燃料体の配置 

・使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置 

・使用済燃料の払出し時における放射能の量 

・燃料体の形状または性状に関する検査の結果 

４．点検報告  

・運転開始前の点検結果 

・運転停止後の点検結果 

５．引継日誌 

６．放射線管理に係る記録 

・原子炉本体，使用済燃料の貯蔵施設，放射性廃棄物の廃

棄施設等の放射線しゃへい物の側壁における線量当量率 

・管理区域内における外部放射線に係る１週間の線量当量，

空気中の放射性物質の１週間についての平均濃度および

放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の

密度 

・放射性物質による汚染の広がりの防止および除去を行っ

た場合には，その状況 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６．放射性廃棄物管理に係る記録 

・放射性廃棄物の排気口または排気監視設備および排水口また

は排水監視設備における放射性物質の１日間および３月間に

ついての平均濃度 

・廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該放射性廃棄物

に含まれる放射性物質の数量，当該放射性廃棄物を容器に封入

し，または容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量

および比重ならびにその廃棄の場所および方法 

・放射性廃棄物を容器に封入し，または容器に固型化した場合

には，その方法 

・発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量，

その運搬に使用した容器の種類ならびにその運搬の日時およ

び経路 

７．原子炉施設の巡視または点検の結果 

８．保安教育の実施報告書 

 

 

 

６．放射性廃棄物管理に係る記録 

・放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又

は排水監視設備における放射性物質の１日間及び３

月間についての平均濃度 

・廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該放射性

廃棄物に含まれる放射性物質の数量，当該放射性廃棄

物を容器に封入し，又は容器と一体的に固型化した場

合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の場

所及び方法 

・放射性廃棄物を容器に封入し，又は容器に固型化した

場合には，その方法 

・発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の

数量，その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬

の経路 

７．原子炉施設の巡視又は点検の結果 

８．保安教育の実施報告書 

 

 

 

 

７．放射性廃棄物管理に係る記録 

・放射性廃棄物の排気口または排気監視設備および排水口

または排水監視設備における放射性物質の１日間および

３月間についての平均濃度 

・廃棄施設に廃棄した放射性廃棄物の種類，当該放射性廃

棄物に含まれる放射性物質の数量，当該放射性廃棄物を

容器に封入し，または容器と一体的に固型化した場合に

は当該容器の数量および比重ならびにその廃棄の場所お

よび方法 

・放射性廃棄物を容器に封入し，または容器に固型化した

場合には，その方法 

・発電所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数

量，その運搬に使用した容器の種類およびその運搬の経

路 

８．原子炉施設の巡視または点検の結果 

９．保安教育の実施報告  
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（運転員等の確保） 

第１２条 発電管理課長は，原子炉の運転に必要な知識を有

する者を確保する※１。なお，原子炉の運転に必要な知識を

有する者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を受けた

者をいう。 

 

 

２．発電管理課長は，原子炉の運転にあたって第１項で定め

る者の中から，１班あたり表１２－１に定める人数の者を

そろえ，５班以上編成した上で３交替勤務を行わせる。な

お，特別な事情がある場合を除き，運転員は連続して２４

時間を超える勤務を行ってはならない。また，表１２－１

に定める人数のうち，１名は発電課長とし，運転責任者と

して原子力規制委員会が定める基準に適合した者の中から

選任された者とする。 

 

 

３．発電管理課長は，表１２－１に定める人数のうち，表１

２－２に定める人数の者を主機運転員以上の職位にある運

転員の中から常時中央制御室に確保する。なお，表１２－

２に定める人数のうち，原子炉の状態が運転，起動および

高温停止の場合においては，１名は発電課長または発電副

長※２とする。 

 

４．各課長は，重大事故等の対応のための力量を有する者を

確保する※１。また，防災課長は，２号炉の重大事故等対

応を行う要員として，表１２－３に定める人数を常時確保

する。 

 

５．発電管理課長は，第１７条の７第３項（２）の成立性の

確認訓練において，その訓練に係る者が，役割に応じた必

要な力量（以下，本条において「力量」という。）を確保で

きていないと判断した場合は，速やかに，表１２－１に定

める人数の者を確保する体制から，力量が確保できていな

いと判断された者を除外し，原子炉主任技術者の確認，所

長の承認を得て体制を構築する。 

 

６．発電管理課長は，第５項を受け，力量が確保できていな

（運転員等の確保） 

第１２条 第一運転管理部長及び第二運転管理部長（以下「運

転管理部長」という。）は，原子炉の運転に必要な知識を有す

る者を確保する※１。なお，原子炉の運転に必要な知識を有す

る者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者をい

う。 

 

２．運転管理部長は，原子炉の運転にあたって前項で定める者

の中から，１班あたり表１２－１に定める人数の者をそろ

え，５班以上編成した上で２交替勤務を行わせる。なお，特

別な事情がある場合を除き，運転員は連続して２４時間を超

える勤務を行ってはならない。また，表１２－１に定める人

数のうち，１名は当直長とし，運転責任者として原子力規制

委員会が定める基準に適合した者の中から選任された者と

する。 

 

 

３．運転管理部長は，表１２－１に定める人数のうち，表１２

－２に定める人数の者を主機操作員以上の職位にある運転

員の中から常時中央制御室に確保する。なお，表１２－２に

定める人数のうち，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止

の場合においては，１名は当直長又は当直副長とする。 

 

 

４．各ＧＭは，重大事故等の対応のための力量を有する者を確

保する※１。また，防災安全ＧＭは，重大事故等対応を行う要

員として，表１２－３に定める人数を常時確保する。 

 

 

５．発電ＧＭは，第１７条の７第３項（２）の成立性の確認訓

練において，その訓練に係る者が，役割に応じた必要な力量

（以下，本条において「力量」という。）を確保できていない

と判断した場合は，速やかに，表１２－１に定める人数の者

を確保する体制から，力量が確保できていないと判断された

者を除外し，原子炉主任技術者の確認，所長の承認を得て体

制を構築する。 

 

６．発電ＧＭは，第５項を受け，力量が確保できていないと判

（運転員等の確保） 

第１２条 課長（発電）は，原子炉の運転に必要な知識を有す

る者を確保する※１。なお，原子炉の運転に必要な知識を有す

る者とは，原子炉の運転に関する実務の研修を受けた者をい

う。 

 

 

２．課長（発電）は，原子炉の運転にあたって前項で定める者

の中から，１班あたり表１２－１に定める人数の者をそろ

え，５班以上編成した上で，２交替勤務を行わせる。（３号炉

については４班以上編成した上で，３交替勤務を行わせる。）

なお，特別な事情がある場合を除き，運転員には２４時間を

超える勤務を行わせてはならない。また，表１２－１に定め

る人数のうち，１名は当直長※２とし，運転責任者として原子

力規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任され

た者とする。 

 

３．課長（発電）は，表１２－１に定める人数のうち，表１２

－２に定める人数の者を当直長，当直副長，当直主任または

運転士の職位にある運転員の中から常時中央制御室に確保

する。なお，表１２－２に定める人数のうち，原子炉の状態

が運転，起動および高温停止の場合においては，１名は当直

長または当直副長とする。 

 

４．各課長は，重大事故等の対応のための力量を有する者を確

保する※１。また，課長（技術）は，重大事故等対応を行う要

員として，表１２－３に定める人数を常時確保する。 

 

 

５．課長（発電）は，第１７条の７第３項（２）の成立性の確

認訓練において，その訓練に係る者が，役割に応じた必要な

力量（以下，本条において「力量」という。）を確保できてい

ないと判断した場合は，速やかに，表１２－１に定める人数

の者を確保する体制から，力量が確保できていないと判断さ

れた者を除外し，原子炉主任技術者の確認，所長の承認を得

て体制を構築する。 

 

６．課長（発電）は，第５項を受け，力量が確保できていない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根３号炉の運用を

記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

いと判断された者については，教育訓練等により，力量が

確保されていることを確認した後，原子炉主任技術者の確

認，所長の承認を得て，表１２－１に定める人数の者を確

保する体制に復帰させる。 

 

７．発電管理課長は，表１２－１に定める人数の者に欠員が

生じた場合は，速やかに補充を行う。 

 

８．防災課長は，第１７条の７第３項（２）の成立性の確認

訓練において，その訓練に係る者が，力量を確保できてい

ないと判断した場合は，速やかに，表１２－３に定める人

数の者を確保する体制から，力量が確保できていないと判

断された者を除外し，原子炉主任技術者の確認，所長の承

認を得て体制を構築する。 

 

９．防災課長は，第８項を受け，力量が確保できていないと

判断された者については，教育訓練等により，力量が確保

されていることを確認した後，原子炉主任技術者の確認，

所長の承認を得て，表１２－３に定める人数の者を確保す

る体制に復帰させる。 

 

１０．防災課長は，表１２－３に定める人数の者に欠員が生

じた場合は，速やかに補充を行う。 

 

１１．所長は，表１２－１および表１２－３に定める人数の

者の補充の見込みが立たないと判断した場合，原子炉の運

転中は，原子炉の安全を確保しつつ，速やかに原子炉停止

の措置を実施する。原子炉の停止中は，原子炉の停止状態

を維持し，原子炉の安全を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断された者については，教育訓練等により，力量が確保され

ていることを確認した後，原子炉主任技術者の確認，所長の

承認を得て，表１２－１に定める人数の者を確保する体制に

復帰させる。 

 

７．発電ＧＭは，表１２－１に定める人数の者に欠員が生じた

場合は，速やかに補充を行う。 

 

８．防災安全ＧＭは，第１７条の７第３項（２）の成立性の確

認訓練において，その訓練に係る者が，力量を確保できてい

ないと判断した場合は，速やかに，表１２－３に定める人数

の者を確保する体制から，力量が確保できていないと判断さ

れた者を除外し，原子炉主任技術者の確認，所長の承認を得

て体制を構築する。 

 

９．防災安全ＧＭは，第８項を受け，力量が確保できていない

と判断された者については，教育訓練等により，力量が確保

されていることを確認した後，原子炉主任技術者の確認，所

長の承認を得て，表１２－３に定める人数の者を確保する体

制に復帰させる。 

 

１０．防災安全ＧＭは，表１２－３に定める人数の者に欠員が

生じた場合は，速やかに補充を行う。 

 

１１．所長は，表１２－１及び表１２－３に定める人数の者の

補充の見込みが立たないと判断した場合，原子炉の運転中

は，原子炉の安全を確保しつつ，速やかに原子炉停止の措置

を実施する。原子炉の停止中は，原子炉の停止状態を維持し，

原子炉の安全を確保する。 

※１：重大事故等対処施設等の使用を開始するにあたっては，

あらかじめ力量の付与のための教育訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

と判断された者については，教育訓練等により，力量が確保

されていることを確認した後，原子炉主任技術者の確認，所

長の承認を得て，表１２－１に定める人数の者を確保する体

制に復帰させる。 

 

７．課長（発電）は，表１２－１に定める人数の者に欠員が生

じた場合は，速やかに補充を行う。 

 

８．課長（技術）は，第１７条の７第３項（２）の成立性の確

認訓練において，その訓練に係る者が，力量を確保できてい

ないと判断した場合は，速やかに，表１２－３に定める人数

の者を確保する体制から，力量が確保できていないと判断さ

れた者を除外し，原子炉主任技術者の確認，所長の承認を得

て体制を構築する。 

 

９．課長（技術）は，第８項を受け，力量が確保できていない

と判断された者については，教育訓練等により，力量が確保

されていることを確認した後，原子炉主任技術者の確認，所

長の承認を得て，表１２－３に定める人数の者を確保する体

制に復帰させる。 

 

１０．課長（技術）は，表１２－３に定める人数の者に欠員が

生じた場合は，速やかに補充を行う。 

 

１１．所長は，表１２－１および表１２－３に定める人数の者

の補充の見込みが立たないと判断した場合，原子炉の運転中

は，原子炉の安全を確保しつつ，速やかに原子炉停止の措置

を実施する。原子炉の停止中は，原子炉の停止状態を維持し，

原子炉の安全を確保する。 

※１：重大事故等対処施設等の使用を開始するにあたって

は，あらかじめ力量の付与のための教育訓練を実施す

る。 

※２：２号炉の当直長は，１号炉および２号炉で兼任させる

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉の中央制

御室は，１号炉との

共用であるため，当

直長は，１号炉と２

号炉で兼任する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１２－１ 

 

 

 

表１２－２ 

 

 

表１２－３ 

 

※１：重大事故等対処設備等の使用を開始するにあたって

は，あらかじめ力量の付与のための教育訓練を実施す

る。 

※２：発電副長の代務を行う発電管理副長を含む。 

※３：３号炉については，原子炉への燃料装荷を行わない。 

※４：２３名以上のうち６名以上を発電所対策本部要員，１

７名以上を重大事故等対応要員とする。 

中央制御室名 

原子炉の状態 
２号炉 ３号炉※３ 

運転，起動および 

高温停止の場合 
７名以上 － 

冷温停止および 

燃料交換の場合 
５名以上 ４名以上 

中央制御室名 

原子炉の状態 
２号炉 ３号炉※３ 

運転，起動および 

高温停止の場合 
２名以上 － 

冷温停止および 

燃料交換の場合 
２名以上 １名以上 

 
重大事故等対策要員（運転

員を除く。） 
初期消火要員（消防車隊） 

常駐 ２３名以上※４ ７名以上 

招集 ５４名以上 － 

表１２－１ 

 

表１２－２ 

 

表１２－３ 

 

※２：１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉に

ついては，原子炉への燃料装荷を行わない。 

※３：１号炉から５号炉合わせて２２名以上常時確保する。 

※４：７号炉１基が該当する場合 

※５：原子炉が２基とも該当する場合 

 

※６：５０名以上のうち，６名以上を１号炉，２号炉，３号炉，

４号炉及び５号炉の要員，４４名以上を６号炉及び７号

炉の要員とする。 

※７：１１４名以上のうち，８名以上を１号炉，２号炉，３号

炉，４号炉及び５号炉の要員，１０６名以上を６号炉及

び７号炉の要員とする。 

※８：火災の規模に応じ召集する。 

中央制御室名 

 

 

原子炉の状態 

１号炉※２ 

２号炉，３号

炉，４号炉及

び５号炉※２ 

６／７号炉※

２ 

運転，起動，高

温停止の場合 
― ― 

１３名以上※

４ 

冷温停止，燃料

交換の場合 
４名以上※３ ３名以上※３ 

１０名以上※

５ 

中央制御室名 

 

原子炉の状態 

１号炉，２号炉，３

号炉，４号炉及び５

号炉※２ 

６／７号炉※２ 

運転，起動，高

温停止の場合 
― ３名以上※４ 

冷温停止，燃料

交換の場合 
１名以上 ３名以上※５ 

要員名 緊急時対策要員 自衛消防隊 

常駐 ５０名以上※６ １０名以上 

召集 １１４名以上※７ １８名以上※８ 

表１２－１ 

 

 

 

表１２－２ 

 

 

表１２－３ 

 

 

 

 

 

 

 

※３：２号炉の対応要員とする。 

 

 

 

 

 

※４：火災の規模に応じ招集する。 

中央制御室名 

原子炉の状態 
２号炉 ３号炉 

運転，起動および 

高温停止の場合 
７名以上 ３名以上 

冷温停止および 

燃料交換の場合 
５名以上 ２名以上 

中央制御室名 

原子炉の状態 
２号炉 ３号炉 

運転，起動および 

高温停止の場合 
２名以上 ２名以上 

冷温停止および 

燃料交換の場合 
２名以上 １名以上 

要員名 緊急時対策要員 自衛消防隊 

常駐 ３１名以上※３ ７名以上 

招集 ４６名以上※３ ８名以上※４ 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は単号炉

申請のため，人員数

が異なる。また，島

根３号炉の運転員の

人数は燃料装荷より

適用となる。 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は単号炉

申請のため，人員数

が異なる。また，島

根３号炉の運転員の

人数は燃料装荷より

適用となる。 

 

【島根固有】 

・重大事故等対応を行

う人員数が異なる。 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・重大事故等対応を行

う人員数が異なる。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長は，原子炉の状態に応じた原子力安全へ

の影響度を考慮して原子炉施設を安全な状態に維持するとと

もに，事故等を安全に収束させるため，運転管理に関する次の

各号の業務を実施する。 

（１）発電課長は，原子炉施設（系統より切離されている施設

※１を除く。）の運転に関する次の業務を実施する。 

a.中央制御室における監視，第１３条第１項および第２項の巡

視点検によって，施設の状態管理を実施し，その結果，機器に

異状があれば関係課長に通知する。 

b.運転操作（状態管理を含む。）を実施する。 

c.原子炉施設に係る警報発生時の対応操作を実施する。 

 

d.原子炉施設の設備故障および事故発生時の対応操作を実施

する。 

（２）各課長は，系統より切離されている施設の運転に関する

次の業務を実施する。 

a.第１３条第３項の巡視点検によって，施設の状態管理を実施

し，その結果，機器に異状があれば関係課長に通知する。 

 

（３）各課長は，系統より切離されている施設の運転に関する

次の業務を実施する。 

a.作業に伴う機器操作を実施する。 

b.原子炉施設の設備故障および事故発生時の対応を実施する。 

 

（４）発電課長は，各課長の依頼に基づく運転操作（状態管理

を含む。）が必要な場合は，第１号 b.による運転操作（状態管

理を含む。）を実施する。また，各課長は，発電課長から引き渡

された系統に対して必要な作業を行い，作業完了後に発電課長

へ系統を引き渡す。 

（５）各課長は，第３節（第７３条から第７６条を除く。）各条

第２項の運転上の制限を満足していることを確認するために

行う原子炉施設の定期的な試験・確認等の計画を定め，実施す

る。なお，原子炉起動前の施設および設備の点検については，

第１６条に従い実施する。 

※１：系統より切離されている施設とは，２号炉の可搬設備，

緊急時対策所設備および通信連絡を行うために必要な設備等

をいう。 

（運転管理業務） 

第１２条の２ 各ＧＭは，原子炉の状態に応じた原子力安全

への影響度を考慮して原子炉施設を安全な状態に維持する

とともに，事故等を安全に収束させるため，運転管理に関

する次の各号の業務を実施する。 

（１）当直長は，原子炉施設（系統より切離されている施設※

１を除く。）の運転に関する次の業務を実施する。 

a)中央制御室における監視，第１３条第１項の巡視点検及

び第２項の巡視によって，施設の状態管理を実施し，そ

の結果，機器に異状があれば関係ＧＭに通知する。 

b)運転操作（状態管理を含む。）を実施する。 

c)原子炉施設に係る警報発生時の対応操作を実施する。 

 

d)原子炉施設の設備故障及び事故発生時の対応操作を実施

する。 

（２）当直長及びモバイル設備管理ＧＭは，系統より切離さ

れている施設の運転に関する次の業務を実施する。 

a)第１３条第３項の巡視点検によって，施設の状態管理を

実施し，その結果，機器に異状があれば関係ＧＭに通知

する。 

（３）各ＧＭは，系統より切離されている施設の運転に関す

る次の業務を実施する。 

a)作業に伴う機器操作を実施する。 

b)原子炉施設の設備故障及び事故発生時の対応を実施す

る。 

（４）当直長は，関係ＧＭの依頼に基づく運転操作（状態管

理を含む。）が必要な場合は，第 1号 b)による運転操作

（状態管理を含む。）を実施する。また，関係ＧＭは，当

直長から引き渡された系統に対して，必要な作業を行

い，作業完了後に当直長へ系統を引き渡す。 

（５）各ＧＭは，第３節（第７２条から第７５条を除く。）各

条第２項の運転上の制限を満足していることを確認する

ために行う原子炉施設の定期的な試験・確認等の計画を定

め，実施する。なお，原子炉起動前の施設及び設備の点検

については，第１６条に従い実施する。 

※１：系統より切離されている施設とは，７号炉の可搬設備，

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所設備及び通信連絡を

行うために必要な設備等をいう。 

（運転管理業務） 

第１２条の２ 各課長または当直長は，原子炉の状態に応じ

た原子力安全への影響度を考慮して原子炉施設を安全な状

態に維持するとともに，事故等を安全に収束させるため，

運転管理に関する次の各号の業務を実施する。 

（１）当直長は，原子炉施設（系統より切離されている施設※

１を除く。）の運転に関する次の業務を実施する。 

ａ．中央制御室における監視，第１３条第１項および第

２項の巡視点検によって，施設の状態管理を実施し，

その結果，機器に異状があれば関係課長に通知する。 

ｂ．運転操作（状態管理を含む。）を実施する。 

ｃ．原子炉施設に係る警報発生時の対応操作を実施す

る。 

ｄ．原子炉施設の設備故障および事故発生時の対応操作

を実施する。 

（２）各課長または当直長は，系統より切離されている施設

の運転に関する次の業務を実施する。 

ａ．第１３条第３項の巡視点検によって，施設の状態管

理を実施し，その結果，機器に異状があれば関係課長

に通知する。 

 

 

ｂ．作業に伴う機器操作を実施する。 

ｃ．原子炉施設の設備故障および事故発生時の対応を実

施する。 

（３）当直長は，関係課長の依頼に基づく運転操作（状態管

理を含む。）が必要な場合は，第１号ｂ．による運転操作

（状態管理を含む。）を実施する。また，関係課長は，当

直長から引き渡された系統に対して，必要な作業を行

い，作業完了後に当直長へ系統を引き渡す。 

（４）各課長または当直長は，第３節（第７１条から第７４条

を除く。）各条第２項の運転上の制限を満足していること

を確認するために行う原子炉施設の定期的な試験・確認等

の計画を定め，実施する。なお，原子炉起動前の施設およ

び設備の点検については，第１６条に従い実施する。 

※１：系統より切離されている施設とは，２号炉の可搬型設備，

緊急時対策所設備および通信連絡を行うために必要な

設備等をいう。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（巡視点検） 

第１３条 発電課長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格納

容器（以下「格納容器」という。）内部，第９５条第１項で定め

る区域および系統より切離されている施設※１を除く。）を巡

視し，次の施設および設備について点検を行う。なお，実施に

おいては第１０７条の３第３項に定める観点を含めて行う（以

下，本条において同じ。）。 

 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水および排気施設 

 

２．発電課長は，「パトロール要領書」に基づき，格納容器内部

および第９５条第１項で定める区域の計器等による監視また

は巡視点検を行う。 

 

３．各課長は，「重大事故等対処設備（可搬型設備）およびアク

セスルートパトロール手順書」に基づき，系統より切離されて

いる施設について一定期間※２ごとに巡視し，点検を行う。 

 

※１：系統より切離されている施設とは，２号炉の可搬設備，

緊急時対策所設備および通信連絡を行うために必要な設備等

をいう。 

※２：一定期間とは，１ヶ月を超えない期間をいい，その確認

の間隔は７日間を上限として延長することができる。ただし，

確認回数の低減を目的として，恒常的に延長してはならない。

なお，定める頻度以上で実施することを妨げるものではない。

また，点検可能な時期が定期事業者検査時となる施設について

は，定期事業者検査ごととする。 

（巡視点検） 

第１３条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格

納容器（以下「格納容器」という。）内部及び第９５条第１

項で定める区域及び系統より切離されている施設※１を除

く。）を巡視し，次の施設及び設備について点検を行う。実

施においては，第１０７条の３第３項に定める観点を含め

て行う。以下，本条において同じ。 

 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水及び排気施設 

 

２．当直長は，「状態管理マニュアル」に基づき，格納容器内部

の関連パラメータの監視及び第９５条第１項で定める区域

の巡視を行う。 

 

３．当直長及びモバイル設備管理ＧＭは，「状態管理マニュ

アル」に基づき，系統より切離されている施設について一

定期間※２ごとに巡視し，点検を行う。 

 

※１：系統より切離されている施設とは，７号炉の可搬設

備，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所設備及び通信連

絡を行うために必要な設備等をいう。 

※２：一定期間とは，１ヶ月を超えない期間をいい，その確認

の間隔は７日間を上限として延長することができる。た

だし，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長して

はならない。なお，定める頻度以上で実施することを妨

げるものではない。また，点検可能な時期が定期事業者

検査時となる施設については，定期事業者検査毎とす

る。 

 

（巡視点検） 

第１３条 当直長は，毎日１回以上，原子炉施設（原子炉格

納容器（以下「格納容器」という。）内部，第９３条（管理

区域内における特別措置）第１項に定める区域および系統

より切離されている施設※１を除く。）を巡視し，次の施設お

よび設備について点検を行う。実施においては，第１０６

条の３第３項に定める観点を含めて行う。以下，本条にお

いて同じ。 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水および排気施設 

 

２．当直長は，格納容器内部および第９３条（管理区域内に

おける特別措置）第１項に定める区域の巡視点検につい

て，「運転管理要領」に基づき実施する。 

 

３．各課長または当直長は，系統より切離されている施設に

ついて，「運転管理要領」に基づき，一定期間※２ごとに巡

視し，点検を行う。 

 

※１：系統より切離されている施設とは，２号炉の可搬型設

備，緊急時対策所設備および通信連絡を行うために必

要な設備等をいう。 

※２：一定期間とは，１箇月を超えない期間をいい，その確

認の間隔は７日間を上限として延長することができる。た

だし，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長しては

ならない。なお，定める頻度以上で実施することを妨げる

ものではない。また，点検可能な時期が定期事業者検査時

となる施設については，定期事業者検査毎とする。 

TS-55 可搬型設備お

よび緊急時対策所設備

等の巡視点検について 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（マニュアルの作成） 

第１４条 各課長（発電課長を除く。）は，次の各号に掲げる原

子炉施設の運転管理に関する事項のマニュアルを作成し，制

定・改定にあたっては，第７条第２項に基づき運営委員会の確

認を得る。 

（１）原子炉の起動および停止操作に関する事項 

（２）巡視点検に関する事項 

（３）異常時の操作に関する事項 

（４）警報発生時の措置に関する事項 

（５）原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

（６）定期的に実施するサーベイランスに関する事項 

（７）誤操作の防止に関する事項（２号炉） 

（８）火災発生時，内部溢水発生時（２号炉），火山影響等発生

時（２号炉），その他自然災害発生時等および有毒ガス発生時

（２号炉）の体制の整備に関する事項 

（９）重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備

に関する事項（２号炉） 

（マニュアルの作成） 

第１４条 各ＧＭ（当直長を除く。）は，次の各号に掲げる原子

炉施設の運転管理に関する事項のマニュアルを作成し，制

定・改定にあたっては，第７条第２項に基づき運営委員会の

確認を得る。 

（１）原子炉の起動及び停止操作に関する事項 

（２）巡視点検に関する事項 

（３）異常時の操作に関する事項 

（４）警報発生時の措置に関する事項 

（５）原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

（６）定例試験に関する事項 

（７）誤操作の防止に関する事項（７号炉） 

（８）火災発生時，内部溢水発生時（７号炉），火山影響等発生

時（７号炉），その他自然災害発生時等及び有毒ガス発生時

（７号炉）の体制の整備に関する事項 

（９）重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の体制の整備に

関する事項（７号炉） 

 

（規定類の作成） 

第１４条 各課長は，次の各号に掲げる原子炉施設の運転管

理に関する事項の規定類を作成し，制定・改正にあたって

は，第７条（原子力発電保安運営委員会）第２項に基づき

運営委員会の確認を得る。 

（１）原子炉の起動および停止操作に関する事項 

（２）巡視点検に関する事項 

（３）異常時の操作に関する事項 

（４）警報発生時の措置に関する事項 

（５）原子炉施設の各設備の運転操作に関する事項 

（６）定期試験に関する事項 

（７）誤操作の防止に関する事項（２号炉） 

（８）火災発生時，内部溢水発生時（２号炉），火山影響等発生

時（２号炉），その他自然災害発生時等および有毒ガス発生

時（２号炉）の体制の整備に関する事項 

（９）重大事故等発生時および大規模損壊発生時の体制の整備

に関する事項（２号炉） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 各課長は，原子炉起動前に，次の施設および設備を点

検し，異常の有無を確認する。なお，各課長が点検を実施した

結果は，発電管理課長または防災課長に通知する。 

 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水および排気施設 

２．発電課長は，定事検停止後の原子炉起動前に，第３節の各

条文で定事検停止時に各課長から発電管理課長に通知される

ことになっている確認項目※１※２について，発電管理課長から発

電課長への通知が完了していることを確認する。 

３．防災課長は，定事検停止後の原子炉起動前に，第３節の各

条文で定事検停止時に各課長から防災課長に通知されること

になっている確認項目※１※２について，通知が完了していること

を確認する。 

※１：原子炉起動のための制御棒引抜き以降に実施される確認

項目を除く。 

※２：定事検停止時における最終の確認結果を確認する。なお，

動作確認を伴う確認項目および系統構成に係る確認項目につ

いては，原子炉起動のための制御棒引き抜き開始前の１年以内

の確認結果を確認することとする。 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 当直長及びモバイル設備管理ＧＭは，原子炉起動

前に，次の施設及び設備を点検し，異常の有無を確認す

る。なお，モバイル設備管理ＧＭが点検を実施した結果

は，当直長に通知する。 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水及び排気施設 

２．当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に，第３節の各条

文で定事検停止時に各ＧＭから当直長に通知されることに

なっている確認項目※１※２について，通知が完了していること

を確認する。 

※１：原子炉起動のための制御棒引抜き以降に実施される確認

項目を除く。 

※２：定期事業者検査における最終の確認結果を確認する。な

お，動作確認を伴う確認項目及び系統構成に係る確認項

目については，原子炉起動のための制御棒引抜き開始前

の１年以内の確認結果を確認することとする。 

 

（原子炉起動前の確認事項） 

第１６条 各課長および当直長は，原子炉起動前に，次の施

設および設備を点検し，異常の有無を確認する。なお，各

課長が点検を実施した結果は，課長（発電）に通知する。 

 

（１）原子炉冷却系統施設 

（２）制御材駆動設備 

（３）電源，給排水および排気施設 

２．当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に，第３節の各

条文で定事検停止時に各課長から課長（発電）に通知され

ることになっている確認項目※１※２について，通知が完了し

ていることを確認する。 

※１：原子炉起動のための制御棒引き抜き以降に実施される確

認項目を除く。 

※２：定期事業者検査における最終の確認結果を確認する。

なお，動作確認を伴う確認項目および系統構成に係る

確認項目については，原子炉起動のための制御棒引き

抜き開始前の１年以内の確認結果を確認することとす

る。 

TS-66 原子炉起動前

の確認について 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（火災発生時の体制の整備） 

 

 

第１７条 ２号炉について，防災課長は，火災が発生した場合

（以下「火災発生時」という。）における原子炉施設の保全

のための活動※１を行う体制の整備として，次の各号を含む計

画を策定し，所長の承認を得る。また，計画は，添付１－２

に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害およ

び有毒ガス対応に係る実施基準」に従い策定する。 

（１）発電所から消防機関へ通報するために必要な専用回線を

使用した通報設備設置※２に関すること 

（２）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な要員の配置に関すること 

（３）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

う要員に対する教育訓練に関すること 

（４）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な資機材の配備に関すること 

（５）発電所における可燃物の適切な管理に関すること 

２．２号炉について，各課長は，前項の計画に基づき，火災発

生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な体制および手順の整備を実施する。 

３．２号炉について，各課長は，第２項の活動の実施結果をと

りまとめ，第１項に定める事項について定期的に評価すると

ともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災課長に

報告する。防災課長は，第１項に定める事項について定期的

に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講

じる。 

４．２号炉について，発電課長は，火災の影響により，原子炉

施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合は，発電管理課長に報告する。発電管理課長は，所長，

原子炉主任技術者および関係課長に連絡するとともに，必要

に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

 

 

 

 

（火災発生時の体制の整備） 

第１７条 

〔７号炉〕 

防災安全ＧＭは，火災が発生した場合（以下「火災発生時」

という。）における原子炉施設の保全のための活動※１を行う体

制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，防災安全部長

の承認を得る。また，計画は，添付２に示す「火災，内部溢水，

火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応に係る実施基

準」に従い策定する。 

（１）発電所から消防機関へ通報するために必要な専用回線を

使用した通報設備設置※２に関すること 

（２）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な要員の配置に関すること 

（３）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

う要員に対する教育訓練に関すること 

（４）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な資機材の配備に関すること 

（５）発電所における可燃物の適切な管理に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，火災発生時における原子

炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手

順の整備を実施する。 

３．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果をとりまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価するとともに，評価の結

果に基づき必要な措置を講じ，防災安全ＧＭに報告する。防

災安全ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

４．当直長は，火災の影響により，原子炉施設の保安に重大な

影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉を所

管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管

理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡する

とともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協議す

る。 

 

※１：消防機関への通報，消火又は延焼の防止その他公設消防

隊が火災の現場に到着するまでに行う活動を含む。ま

た，火災の発生防止，火災の早期感知及び消火並びに火

災による影響の軽減に係る措置を含む（以下，本条にお

（火災発生時の体制の整備） 

第１７条 

〔２号炉〕 

課長（保修管理）は，火災が発生した場合（以下「火災発生

時」という。）における原子炉施設の保全のための活動※１を行

う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，保修部長

の確認，所長の承認を得る。また，計画は，添付２に示す「火

災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害および有毒ガス対

応に係る実施基準」に従い策定する。 

（１）発電所から消防機関へ通報するために必要な専用回線を

使用した通報設備設置※２に関すること 

（２）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な要員の配置に関すること 

（３）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

う要員に対する教育訓練に関すること 

（４）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な資機材の配備に関すること 

（５）発電所における可燃物の適切な管理に関すること 

２．各課長は，前項の計画に基づき，火災発生時における原子

炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制および

手順の整備を実施する。 

３．各課長は，第２項の活動の実施結果をとりまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価するとともに，評価の結

果に基づき必要な措置を講じ，課長（保修管理）に報告する。

課長（保修管理）は，第１項に定める事項について定期的に

評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ

る。 

４．当直長は，火災の影響により，原子炉施設の保安に重大な

影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじめ定

められた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長およ

び総務課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所長，

原子炉主任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・環

境管理部長および保修部長と原子炉停止等の措置について

協議する。 

※１：消防機関への通報，消火または延焼の防止その他公設消

防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動を含む。ま

た，火災の発生防止，火災の早期感知および消火ならび

に火災による影響の軽減に係る措置を含む（以下，本条
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

５．３号炉について，防災課長は，初期消火活動のための体制

の整備として，次の措置を講じる。 

（１）中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使

用した通報設備を設置する※２。 

（２）初期消火活動を行う要員として，１０名以上（発電所合

計数）を常駐させるとともに，この要員に対する火災発生

時の通報連絡体制を定める。 

（３）自衛消防隊に対して，火災発生時における初期消火活動

等に関する総合的な教育訓練を実施する。 

（４）化学消防自動車，泡消火薬剤等の初期消火活動のために

必要な資機材※３を配備する。 

６．３号炉について，各課長は，原子炉施設に火災が発生した

場合は，早期消火および延焼の防止に努めるとともに，火災

鎮火後，原子炉施設の損傷の有無を確認し，その結果を所長

および原子炉主任技術者に報告する。 

７．３号炉について，各課長は，発電所周辺のあらかじめ定め

た測候所等において震度５弱以上の地震が観測された場合，

地震終了後，原子炉施設※４の火災発生の有無を確認するとと

もに，その結果を所長および原子炉主任技術者に報告する。 

 

８．３号炉について，発電課長は，第１３条に定める巡視によ

り，火災発生の有無を確認する。 

９．３号炉について，防災課長は，前各号に定める初期消火活

動のための体制について，総合的な訓練および初期消火活動

の結果を１年に１回以上評価するとともに，評価結果に基づ

き，より適切な体制となるよう必要な見直しを行う。 

 

※１：消防機関への通報，消火または延焼の防止その他公設消

防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動を含む。ま

た，火災の発生防止，火災の早期感知および消火ならび

に火災による影響の軽減に係る措置を含む（以下，本条

において同じ。）。 

いて同じ。）。 

※２：一般回線の代替設備である専用回線，通報設備が点検又

は故障により使用不能となった場合を除く。ただし，点

検後又は修復後は遅滞なく復旧させる。 

 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

防災安全ＧＭは，初期消火活動のための体制の整備として，

次の措置を講じる。 

（１）中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使

用した通報設備を設置する※１。 

（２）初期消火活動を行う要員として，１０名以上を常駐させ

るとともに，この要員に対する火災発生時の通報連絡体制

を定める。 

（３）自衛消防隊に対して，火災発生時における初期消火活動

等に関する総合的な教育訓練を実施する。 

（４）化学消防自動車，泡消火薬剤等の初期消火活動のために

必要な資機材※２を配備する。 

２．各ＧＭは，原子炉施設に火災が発生した場合は，早期消火

及び延焼の防止に努めるとともに，火災鎮火後，原子炉施設

の損傷の有無を確認し，その結果を所長及び原子炉主任技術

者に報告する。 

３．各ＧＭは，発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等におい

て震度５弱以上の地震が観測された場合，地震終了後，原子

炉施設※３の火災発生の有無を確認するとともに，その結果を

所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

４．当直長は，第１３条（巡視点検）に定める巡視により，火

災発生の有無を確認する。 

５．防災安全ＧＭは，前各号に定める初期消火活動のための体

制について，総合的な訓練及び初期消火活動の結果を１年に

１回以上評価するとともに，評価結果に基づき，より適切な

体制となるよう必要な見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

において同じ。）。 

※２：一般回線の代替設備である専用回線，通報設備が点検ま

たは故障により使用不能となった場合を除く。ただし，

点検後または修復後は遅滞なく復旧させる。 

 

〔３号炉〕 

課長（保修管理）は，初期消火活動のための体制の整備とし

て，次の措置を講じる。 

（１）中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を使

用した通報設備を設置する※１｡ 

（２）初期消火活動を行う要員として，１０名以上（発電所合

計数）を常駐させるとともに，この要員に対する火災発生

時の通報連絡体制を定める。 

（３）自衛消防隊に対して，火災発生時における初期消火活動

等に関する総合的な教育訓練を実施する。 

（４）化学消防自動車，泡消火薬剤等の初期消火活動のために

必要な資機材※２を配備する。 

２．各課長または当直長は，原子炉施設に火災が発生した場合

は，早期消火および延焼の防止に努めるとともに，火災鎮火

後，原子炉施設の損傷の有無を確認し，その結果を所長，原

子炉主任技術者および各部長に報告する。 

３．各課長または当直長は，発電所周辺のあらかじめ定めた測

候所等において震度５弱以上の地震が観測された場合，地震

終了後，原子炉施設※３の火災発生の有無を確認するととも

に，その結果を所長，原子炉主任技術者，各部長および総務

課長に報告する。 

４．当直長は，第１３条（巡視点検）に定める巡視により，火

災発生の有無を確認する。 

５．課長（保修管理）は，前各号に定める初期消火活動のため

の体制について，総合的な訓練および初期消火活動の結果を

１年に１回以上評価するとともに，評価結果に基づき，より

適切な体制となるよう必要な見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載位置の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※２：一般回線の代替設備である専用回線，通報設備が点検ま

たは故障により使用不能となった場合を除く。ただし，

点検後または修復後は遅滞なく復旧させる。 

※３ 

設 備 数 量 

化学消防自動車※５ １台※６※７ 

泡消火薬剤 

（化学消防自動車保有分を含む。） 
1500 リットル以上※７ 

※４：重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有す

る構築物，系統および機器とする。 

※５：４００リットル毎分の泡放射を同時に２口行うことが可

能な能力を有すること。 

※６：化学消防自動車が，点検または故障の場合には，※５に

示す能力を有する水槽付消防ポンプ自動車等をもって

代用することができる。 

※７：発電所合計数 

※１：一般回線の代替設備である専用回線，通報設備が点検又

は故障により使用不能となった場合を除く。ただし，点

検後又は修復後は遅滞なく復旧させる。 

※２ 

設 備 数 量 

化学消防自動車※４ １台※５※６ 

泡消火薬剤 

（化学消防自動車保有分を含む） 
１５００リットル以上※６ 

※３：重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有す

る構築物，系統及び機器とする。 

※４：４００リットル毎分の泡放射を同時に２口行うことが可

能な能力を有すること。 

※５：化学消防自動車が，点検又は故障の場合には，※４に示

す能力を有する水槽付消防ポンプ自動車等をもって代

用することができる。 

※６：化学消防自動車及び泡消火薬剤は７号炉と共用する。 

 

 

※１：一般回線の代替設備である専用回線，通報設備が点検ま

たは故障により使用不能となった場合を除く。ただし，

点検後または修復後は遅滞なく復旧させる。 

※２ 

設備 数量 

化学消防自動車※４ １台※５※６ 

泡消火薬剤 

(化学消防自動車保有分を含む) 
１５００リットル以上※６ 

※３：重要度分類指針におけるクラス１，２，３の機能を有す

る構築物，系統および機器とする。 

※４：４００リットル毎分の泡放射を同時に２口行うことが可

能な能力を有すること。 

※５：化学消防自動車が，点検または故障の場合には，※４に

示す能力を有する小型動力ポンプ付水槽車等をもって

代用することができる。 

※６：化学消防自動車および泡消火薬剤は１号炉および２号炉

と共用する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（内部溢水発生時の体制の整備（２号炉）） 

 

 

第１７条の２ ２号炉について，防災課長は，原子炉施設内に

おいて溢水が発生した場合（以下「内部溢水発生時」という。）

における原子炉施設の保全のための活動※１を行う体制の整備

として，次の事項を含む計画を策定し，所長の承認を得る。ま

た，計画は，添付１－２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，

その他自然災害および有毒ガス対応に係る実施基準」に従い策

定する。 

（１）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な資機材の配備に関すること 

２．２号炉について，各課長は，前項の計画に基づき，内部溢

水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うた

めに必要な体制および手順の整備を実施する。 

３．２号炉について，各課長は，第２項の活動の実施結果をと

りまとめ，第１項に定める事項について定期的に評価すると

ともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災課長に

報告する。防災課長は，第１項に定める事項について定期的

に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講

じる。 

４．２号炉について，発電課長は，内部溢水の影響により，原

子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断

した場合は，発電管理課長に報告する。発電管理課長は，所

長，原子炉主任技術者および関係課長に連絡するとともに，

必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

※１：内部溢水発生時に行う活動を含む（以下，本条におい

て同じ。）。 

（内部溢水発生時の体制の整備） 

第１７条の２ 

〔７号炉〕 

技術計画ＧＭは，原子炉施設内において溢水が発生した場合

（以下「内部溢水発生時」という。）における原子炉施設の保

全のための活動※１を行う体制の整備として，次の事項を含む計

画を定め，安全総括部長の承認を得る。計画の策定にあたって

は，添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自然

災害及び有毒ガス対応に係る実施基準」に従って実施する。 

 

（１）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な資機材の配備に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，内部溢水発生時における

原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制及

び手順の整備を実施する。 

３．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果をとりまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価するとともに，評価の結

果に基づき必要な措置を講じ，技術計画ＧＭに報告する。技

術計画ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

４．当直長は，内部溢水の影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉

を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運

転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡

するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協

議する。 

 

※１：内部溢水発生時に行う活動を含む（以下，本条において

同じ。）。 

（内部溢水発生時の体制の整備） 

第１７条の２ 

〔２号炉〕 

課長（技術）は，原子炉施設内において溢水が発生した場合

（以下「内部溢水発生時」という。）における原子炉施設の保

全のための活動※１を行う体制の整備として，次の各号を含む計

画を策定し，技術部長の確認，所長の承認を得る。計画の策定

にあたっては，添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，

その他自然災害および有毒ガス対応に係る実施基準」に従って

実施する。 

（１）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な資機材の配備に関すること 

２．各課長は，前項の計画に基づき，内部溢水発生時における

原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制お

よび手順の整備を実施する。 

３．各課長は，第２項の活動の実施結果をとりまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価するとともに，評価の結

果に基づき必要な措置を講じ，課長（技術）に報告する。課

長（技術）は，第１項に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

４．当直長は，内部溢水の影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじ

め定められた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長

および総務課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所

長，原子炉主任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・

環境管理部長および保修部長と原子炉停止等の措置につい

て協議する。 

※１：内部溢水発生時に行う活動を含む（以下，本条において

同じ。）。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（火山影響等発生時の体制の整備（２号炉）） 

第１７条の３ 

 

 ２号炉について，防災課長は，火山現象による影響が発生す

るおそれがある場合または発生した場合（以下「火山影響等発

生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動※１を

行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，所長の

承認を得る。また，計画は，添付１－２に示す「火災，内部溢

水，火山影響等，その他自然災害および有毒ガス対応に係る実

施基準」に従い策定する。 

（１）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要なフィルタその他の資機材の配

備に関すること 

２．２号炉について，各課長は，前項の計画に基づき，次の各

号を含む火山影響等発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施

する。 

（１）火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の

機能を維持するための対策に関すること 

（２）（１）に掲げるものの他，火山影響等発生時における

代替電源設備その他の炉心を冷却するために必要な設

備の機能を維持するための対策に関すること 

（３）（２）に掲げるものの他，火山影響等発生時に交流動

力電源が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防

止するための対策に関すること 

３．２号炉について，各課長は，第１項（１）の要員に第２項

の手順を遵守させる。 

４．２号炉について，各課長は，第２項の活動の実施結果を取

りまとめ，第１項に定める事項について定期的に評価を行う

とともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災課長

に報告する。防災課長は，第１項に定める事項について定期

的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を

講じる。 

５．２号炉について，発電課長は，火山現象の影響により，原

子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断

した場合は，発電管理課長に報告する。発電管理課長は，所

長，原子炉主任技術者および関係課長に連絡するとともに，

必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

６．２号炉について，原子力部長は，火山現象に係る新たな知

見等の収集，反映等を実施する。 

（火山影響等発生時の体制の整備） 

第１７条の３ 

〔７号炉〕 

技術計画ＧＭは，火山現象による影響が発生するおそれが

ある場合又は発生した場合（以下「火山影響等発生時」とい

う。）における原子炉施設の保全のための活動※１を行う体制

の整備として，次の各号を含む計画を策定し，安全総括部長

の承認を得る。また，計画は，添付２に示す「火災，内部溢

水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応に係る実

施基準」に従い策定する。 

（１）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要なフィルタその他の資機材の配備

に関すること 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，次の各号を含む火山影響

等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うた

めに必要な体制及び手順の整備を実施する。 

 

（１）火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の

機能を維持するための対策に関すること 

（２）（１）に掲げるものの他，火山影響等発生時における

代替電源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備

の機能を維持するための対策に関すること 

（３）（２）に掲げるものの他，火山影響等発生時に交流動

力電源が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止

するための対策に関すること 

３．各ＧＭは，第１項（１）の要員に第２項の手順を遵守させ

る。 

４．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の

結果に基づき必要な措置を講じ，技術計画ＧＭに報告する。

技術計画ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価

を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

５．当直長は，火山現象の影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉

を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運

転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡

するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協

議する。 

 

６．原子力設備管理部長は，火山現象に係る新たな知見等の収

集，反映等を実施する。 

（火山影響等発生時の体制の整備） 

第１７条の３ 

〔２号炉〕 

 課長（技術）は，火山現象による影響が発生するおそれがあ

る場合または発生した場合（以下「火山影響等発生時」という。）

における原子炉施設の保全のための活動※１を行う体制の整備

として，次の各号を含む計画を策定し，技術部長の確認，所長

の承認を得る。計画の策定にあたっては，添付２に示す「火災，

内部溢水，火山影響等，その他自然災害および有毒ガス対応に

係る実施基準」に従って実施する。 

（１）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要なフィルタその他の資機材の配備に

関すること 

２．各課長は，前項の計画に基づき，次の各号を含む火山影響

等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うた

めに必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

（１）火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機

能を維持するための対策に関すること 

（２）（１）に掲げるものの他，火山影響等発生時における代

替電源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の

機能を維持するための対策に関すること 

（３）（２）に掲げるものの他，火山影響等発生時に交流動力

電源が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止す

るための対策に関すること 

３．各課長は，第１項（１）の要員に第２項の手順を遵守させ

る。 

４．各課長は，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の

結果に基づき必要な措置を講じ，課長（技術）に報告する。

課長（技術）は，第１項に定める事項について定期的に評価

を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

５．当直長は，火山現象の影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじ

め定められた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長

および総務課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所

長，原子炉主任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・

環境管理部長および保修部長と原子炉停止等の措置につい

て協議する。 

６．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，火山現象に係る

新たな知見等の収集，反映等を実施する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※１：火山影響等発生時に行う活動を含む（以下，本条におい

て同じ。）。 

※１：火山影響等発生時に行う活動を含む（以下，本条におい

て同じ。）。 

※１：火山影響等発生時に行う活動を含む（以下，本条におい

て同じ。）。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第１７条の４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２号炉について，防災課長は，原子炉施設内においてその

他自然災害（「地震，津波，竜巻，積雪等」をいう。以下，本

条において同じ。）が発生した場合における原子炉施設の保全

のための活動※１を行う体制の整備として，次の事項を含む計

画を策定し，所長の承認を得る。また，計画は，添付１－２

に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害およ

び有毒ガス対応に係る実施基準」に従い策定する。 

 

（１）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

 

 

２．２号炉について，各課長は，前項の計画に基づき，その

他自然災害発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

３．２号炉について，各課長は，第２項の活動の実施結果を

取りまとめ，第１項に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第１７条の４ 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

各ＧＭは，震度５弱以上の地震が観測※１された場合は，地

震終了後原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，その

結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

２．当直長は，その他自然災害の影響により，原子炉施設に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉

を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運

転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡

するとともに，必要に応じて安全停止状態を維持するための

措置について協議する。 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候所

等の震度をいう。 

〔７号炉〕 

技術計画ＧＭは，原子炉施設内においてその他自然災害

（「地震，津波，竜巻及び積雪等」をいう。以下，本条におい

て同じ。）が発生した場合における原子炉施設の保全のため

の活動※１を行う体制の整備として，次の事項を含む計画を定

め，安全総括部長の承認を得る。計画の策定にあたっては，

添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災

害及び有毒ガス対応に係る実施基準」に従って実施する。 

 

（１）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な資機材の配備に関するこ

と 

 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，その他自然災害発生時に

おける原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

体制及び手順の整備を実施する。 

 

３．各ＧＭは，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の

結果に基づき必要な措置を講じ，技術計画ＧＭに報告する。

（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

第１７条の４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔２号炉〕 

課長（技術）は，原子炉施設内においてその他自然災害（「地

震，津波，竜巻および積雪等」をいう。以下，本条において同

じ。）が発生した場合における原子炉施設の保全のための活動※

１を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し，技

術部長の確認，所長の承認を得る。計画の策定にあたっては，

添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害

および有毒ガス対応に係る実施基準」に従って実施する。 

 

（１）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行う要員に対する教育訓練に関すること 

（３）その他自然災害発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

 

 

２．各課長は，前項の計画に基づき，その他自然災害発生時に

おける原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

体制および手順の整備を実施する。 

 

３．各課長は，第２項の活動の実施結果を取りまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価の

結果に基づき必要な措置を講じ，課長（技術）に報告する。
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

災課長に報告する。防災課長は，第１項に定める事項につ

いて定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必

要な措置を講じる。 

 

４．２号炉について，発電課長は，その他自然災害の影響に

より，原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があ

ると判断した場合は，発電管理課長に報告する。発電管理

課長は，所長，原子炉主任技術者および関係課長に連絡す

るとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協

議する。 

 

 

５．２号炉について，原子力部長は，その他自然災害に係る

新たな知見等の収集，反映等を実施する。 

 

６．２号炉について，原子力部長は，その他自然災害のうち

地震に関して，新たな波及的影響の観点の抽出を実施す

る。 

 

７．２号炉について，原子力部長は，地震観測および影響確

認に関する活動を実施する。 

 

８．２号炉について，原子力部長は，定期的に発電所周辺の

航空路の変更状況を確認し，確認結果に基づき防護措置の

要否を判断する。防護措置が必要と判断された場合は，関

係箇所へ防護措置の検討依頼を行う。また，関係箇所の対

応が完了したことを確認する。 

 

 

 

 

 

９．３号炉について，各課長は，震度５弱以上の地震が観測※

２された場合は，地震終了後原子炉施設の損傷の有無を確認

するとともに，その結果を所長および原子炉主任技術者に

報告する。 

 

１０．３号炉について，発電課長は，その他自然災害の影響

技術計画ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価

を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

４．当直長は，その他自然災害の影響により，原子炉施設の保

安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当

該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管

する運転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭ

に連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置につ

いて協議する。 

 

 

５．原子力設備管理部長は，その他自然災害に係る新たな知見

等の収集，反映等を実施する。 

 

６．原子力設備管理部長は，その他自然災害のうち地震に関し

て，新たな波及的影響の観点の抽出を実施する。 

 

 

７．原子力設備管理部長は，地震観測及び影響確認に関する活

動を実施する。 

 

８．原子力設備管理部長は，定期的に発電所周辺の航空路の変

更状況を確認し，確認結果に基づき防護措置の要否を判断す

る。防護措置が必要と判断された場合は，関係箇所へ防護措

置の検討依頼を行う。また，関係箇所の対応が完了したこと

を確認する。 

 

※１：その他自然災害発生時に行う活動を含む（以下，本条に

おいて同じ。）。 

課長（技術）は，第１項に定める事項について定期的に評価

を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

４．当直長は，その他自然災害の影響により，原子炉施設の保

安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あ

らかじめ定められた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，

各部長および総務課長に連絡する。発電部長は，必要に応じ

て，所長，原子炉主任技術者，品質保証部長，技術部長，廃

止措置・環境管理部長および保修部長と原子炉停止等の措置

について協議する。 

 

５．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，その他自然災害

に係る新たな知見等の収集，反映等を実施する。 

 

６．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，その他自然災害

のうち地震に関して，新たな波及的影響の観点の抽出を実施

する。 

 

７．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，地震観測および

影響確認に関する活動を実施する。 

 

８．電源事業本部部長（原子力安全技術）は，定期的に発電所

周辺の航空路の変更状況を確認し，確認結果に基づき防護措

置の要否を判断する。防護措置が必要と判断された場合は，

関係箇所へ防護措置の検討依頼を行う。また，関係箇所の対

応が完了したことを確認する。 

 

※１：その他自然災害発生時に行う活動を含む（以下，本条に

おいて同じ。）。 

 

〔３号炉〕 

各課長または当直長は，震度５弱以上の地震が観測※１された

場合は，地震終了後原子炉施設の損傷の有無を確認するととも

に，その結果を所長，原子炉主任技術者および各部長に報告す

る。 

 

２．当直長は，その他自然災害の影響により，原子炉施設に重
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

により，原子炉施設に重大な影響を及ぼす可能性があると

判断した場合は，発電管理課長に報告する。発電管理課長

は，所長，原子炉主任技術者および関係課長に連絡すると

ともに，必要に応じて安全停止状態を維持するための措置

について協議する。 

 

 

※１：その他自然災害発生時に行う活動を含む（以下，本条

において同じ。）。 

※２：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候

所等の震度をいう。 

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじ

め定められた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長

および総務課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所

長，原子炉主任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・

環境管理部長および保修部長と原子炉停止等の措置につい

て協議する。 

 

 

 

※１：観測された震度は発電所周辺のあらかじめ定めた測候

所等の震度をいう。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（有毒ガス発生時の体制の整備（２号炉）） 

第１７条の５ 

 

 

 ２号炉について，防災課長は，発電所敷地内において有

毒ガスを確認した場合（以下「有毒ガス発生時」という。）

における原子炉施設の保全のための運転員および重大事故

等対策要員（運転員を除く。）（以下「運転・対処要員」とい

う。）の防護のための活動※１を行う体制の整備として，次の

事項を含む計画を策定し，所長の承認を得る。また，計画は，

添付１－２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自

然災害および有毒ガス対応に係る実施基準」に従い策定す

る。 

 

（１）有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための

活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

 

（２）有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための

活動を行う要員に対する教育訓練の実施に関すること 

 

（３）有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための

活動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

 

２．２号炉について，各課長は，前項の計画に基づき，有毒ガ

ス発生時における運転・対処要員の防護のための活動を行う

ために必要な体制および手順の整備を実施する。 

３．２号炉について，各課長は，第２項に定める事項について

定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措

置を講じ，防災課長に報告する。防災課長は，第１項に定め

る事項について定期的に評価を行うとともに，評価の結果に

基づき必要な措置を講じる。 

４．２号炉について，発電課長は，有毒ガスの影響により，原

子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断

した場合は，発電管理課長に報告する。発電管理課長は，所

長，原子炉主任技術者および関係課長に連絡するとともに，

必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

（有毒ガス発生時の体制の整備） 

第１７条の５ 

〔７号炉〕 

 

技術計画ＧＭは，発電所敷地内において有毒ガスを確認し

た場合（以下「有毒ガス発生時」という。）における有毒ガ

ス発生時における原子炉施設の保全のための運転員及び緊

急時対策要員（以下「運転・対処要員」という。）の防護の

ための活動※１を行う体制の整備として，次の事項を含む計画

を定め，安全総括部長の承認を得る。計画の策定にあたって

は，添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その他自

然災害及び有毒ガス対応に係る実施基準」に従って実施す

る。 

 

（１）有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための

活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

 

（２）有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための

活動を行う要員に対する教育訓練の実施に関すること 

 

（３）有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護のための

活動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

 

２．各ＧＭは，前項の計画に基づき，有毒ガス発生時における

運転・対処要員の防護のための活動を実施する。 

 

３．各ＧＭは，第２項に定める事項について定期的に評価を行

うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，技術計

画ＧＭに報告する。技術計画ＧＭは，第１項に定める事項に

ついて定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必

要な措置を講じる。 

４．当直長は，有毒ガスの影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉

を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運

転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡

するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協

議する。 

 

（有毒ガス発生時の体制の整備） 

第１７条の５ 

〔２号炉〕 

 

課長（技術）は，発電所敷地内において有毒ガスを確認し

た場合（以下「有毒ガス発生時」という。）における重大事

故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う

ために必要な運転員，緊急時対策要員および自衛消防隊（以

下「重大事故等に対処する要員」という。）の防護のための

活動※１を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定

し，技術部長の確認，所長の承認を得る。計画の策定にあた

っては，添付２に示す「火災，内部溢水，火山影響等，その

他自然災害および有毒ガス対応に係る実施基準」に従って実

施する。 

（１）有毒ガス発生時における重大事故等に対処する要員の防

護のための活動を行うために必要な要員の配置に関する

こと 

（２）有毒ガス発生時における重大事故等に対処する要員の防

護のための活動を行う要員に対する教育訓練の実施に関

すること 

（３）有毒ガス発生時における重大事故等に対処する要員の防

護のための活動を行うために必要な資機材の配備に関す

ること 

２．各課長は，前項の計画に基づき，有毒ガス発生時における

重大事故等に対処する要員の防護のための活動を実施する。 

 

３．各課長は，第２項に定める事項について定期的に評価を行

うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，課長（技

術）に報告する。課長（技術）は，第１項に定める事項につ

いて定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要

な措置を講じる。 

４．当直長は，有毒ガスの影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじ

め定められた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長

および総務課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所

長，原子炉主任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・

環境管理部長および保修部長と原子炉停止等の措置につい

て協議する。 

 

 

 

 

 

・体制および記載表現

の相違であり実質的

な相違なし 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※１：有毒ガス発生時に行う活動を含む（以下，本条において

同じ。）。 

※１：有毒ガス発生時に行う活動を含む（以下，本条において

同じ。）。 

※１：有毒ガス発生時に行う活動を含む（以下，本条において

同じ。）。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（資機材等の整備（２号炉）） 

第１７条の６ ２号炉について，各課長は，次の各号の資機材

等を整備する。 

 

（１）防災課長，電気課長，建築課長および発電管理課長は，

設計基準事故が発生した場合に用いる標識を設置した安

全避難通路，避難用および事故対策用照明を整備するとと

もに，作業用照明設置箇所以外で現場作業が必要となった

場合等に使用する可搬型照明を配備する。なお，可搬型照

明は，第１７条の７および第１７条の８で配備する資機材

と兼ねることができる。 

 

（２）電気課長，計測制御課長および発電管理課長は，設計

基準事故が発生した場合に用いる警報装置および通信連

絡設備を整備し，警報装置および通信連絡設備の操作に

関する手順ならびに専用通信回線，安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤＳ）およびデータ伝送設備の異常時の

対応に関する手順を定める。 

（資機材等の整備） 

第１７条の６  

〔７号炉〕 

各ＧＭは，次の各号の資機材等を整備する。 

（１）建築ＧＭ，電気機器ＧＭ，発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，

設計基準事故が発生した場合に用いる標識を設置した安

全避難通路，避難用及び事故対策用照明を整備するととも

に，作業用照明設置箇所以外で現場作業が必要となった場

合等に使用する可搬型照明を配備する。なお，可搬型照明

は，第１７条の７及び第１７条の８で配備する資機材と兼

ねることができる。 

 

（２）電気機器ＧＭ，電子通信ＧＭ，発電ＧＭ及び計測制御Ｇ

Ｍは，設計基準事故が発生した場合に用いる警報装置及び通

信連絡設備を整備し，警報装置及び通信連絡設備の操作に関

する手順並びに専用通信回線，安全パラメータ表示システム

（SPDS）及びデータ伝送設備の異常時の対応に関する手順を

定める。 

（資機材等の整備） 

第１７条の６  

〔２号炉〕 

各課長は，次の各号の資機材等を整備する。 

（１）課長（技術），課長（放射線管理），課長（第一発電），課

長（保修管理），課長（電気）および課長（原子炉）は，設

計基準事故が発生した場合に用いる標識を設置した安全

避難通路，避難用および作業用照明を整備するとともに，

作業用照明設置箇所以外で現場作業が必要となった場合

等に使用する可搬型照明を配備する。なお，可搬型照明は，

第１７条の７および第１７条の８で配備する資機材と兼

ねることができる。 

（２）課長（電気）および課長（計装）は，設計基準事故が

発生した場合に用いる警報装置および通信連絡設備を整

備し，警報装置および通信連絡設備の操作に関する手順

ならびに専用通信回線，安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）およびデータ伝送設備の異常時の対応に関

する手順を定める。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（重大事故等発生時の体制の整備（２号炉）） 

第１７条の７  

 

２号炉について，社長は，重大事故に至るおそれのある

事故または重大事故が発生した場合（以下「重大事故等発

生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動

を行う体制の整備にあたって，財産（設備等）保護よりも

安全を優先することを方針として定める。 

 

２．２号炉について，原子力部長は，添付１－３「重大事故

等および大規模損壊対応に係る実施基準」に示す重大事故

等発生時における原子炉主任技術者の職務等について計画

を定める。 

 

３．２号炉について，防災課長は，第１項の方針に基づき，

重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動

を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定し， 

所長の承認を得る。また，計画は，添付１－３に示す「重

大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策

定する。 

（１）重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な重大事故等対策要員※１，１号炉

運転員，３号炉運転員および初期消火要員（消防車隊）

（以下「重大事故等に対処する要員」という。）の役割

分担および責任者の配置に関する事項 

 

 

 

（２）重大事故等に対処する要員に対する教育訓練に関する

次の事項 

ａ．重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって，

あらかじめ力量の付与のための教育訓練を実施する※２

こと 

ｂ．力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施

すること 

ｃ．重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力を満足することおよび

有効性評価の前提条件を満足することを確認するため

（重大事故等発生時の体制の整備） 

第１７条の７  

〔７号炉〕 

社長は，重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故が

発生した場合（以下「重大事故等発生時」という。）における

原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備にあたっ

て，財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針と

して定める。 

 

２．原子力運営管理部長は，添付３「重大事故等及び大規模損

壊対応に係る実施基準」に示す重大事故等発生時における原

子炉主任技術者の職務等について計画を定める。 

 

 

３．防災安全ＧＭは，第１項の方針に基づき，重大事故等発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整

備として，次の各号を含む計画を策定し，防災安全部長の承

認を得る。また，計画は，添付３に示す「重大事故等及び大

規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

 

（１）重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な運転員，緊急時対策要員及び自

衛消防隊（以下「重大事故等に対処する要員」という。）

の役割分担及び責任者の配置に関する事項 

 

 

 

 

（２）重大事故等に対処する要員に対する教育訓練に関する

次の事項 

ア. 重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって，

あらかじめ力量の付与のための教育訓練を実施する※

１こと 

イ. 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施

すること 

ウ. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力を満足すること及び有効

性評価の前提条件を満足することを確認するための成

（重大事故等発生時の体制の整備） 

第１７条の７  

〔２号炉〕 

社長は，重大事故に至るおそれのある事故または重大事故

が発生した場合（以下「重大事故等発生時」という。）におけ

る原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備にあた

って，財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針

として定める。 

 

２．電源事業本部部長（原子力管理）は，添付３「重大事故等

および大規模損壊対応に係る実施基準」に示す重大事故等発

生時における原子炉主任技術者の職務等について計画を定

める。 

 

３．課長（技術）は，第１項の方針に基づき，重大事故等発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整

備として，次の各号を含む計画を策定し，技術部長の確認，

所長の承認を得る。また，計画は，添付３に示す「重大事故

等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

 

（１）重大事故等に対処する要員の役割分担および責任者の配

置に関する事項 

 

 

 

 

 

 

（２）重大事故等に対処する要員に対する教育訓練に関する次

の事項 

ア．重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって，あ

らかじめ力量の付与のための教育訓練を実施する※１こ

と 

イ．力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施す

ること 

ウ．重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力を満足することおよび有

効性評価の前提条件を満足することを確認するための

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根は，第１７条の

５にて読み替えを実

施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
8



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

の成立性の確認訓練（以下「成立性の確認訓練」とい

う。）を年１回以上実施すること 

ｄ．成立性の確認訓練の実施計画を作成し，原子炉主任

技術者の確認を得て，所長の承認を得ること 

ｅ．成立性の確認訓練の結果を記録し，所長および原子

炉主任技術者に報告すること 

（３）重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置，アク

セスルートの確保，復旧作業，支援等の原子炉施設の保

全のための活動および必要な資機材の配備に関すること 

 

 

４．２号炉について，各課長は，重大事故等発生時における

原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な次に掲

げる事項に関する手順を定める。また，手順を定めるにあ

たっては，添付１－３に示す「重大事故等および大規模損

壊対応に係る実施基準」に従うとともに，重大事故等対処

設備を使用する際の切替えの容易性を配慮し，第３項

（１）の役割に応じた内容とする。 

（１）重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止す

るための対策に関すること 

（２）重大事故等発生時における格納容器の破損を防止する

ための対策に関すること 

（３）重大事故等発生時における使用済燃料プールに貯蔵す

る燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関するこ

と 

（４）重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料

体の著しい損傷を防止するための対策に関すること 

（５）発生する有毒ガスからの運転・対処要員の防護に関す

ること 

 

５．２号炉について，各課長は，第３項の計画に基づき，重

大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を

実施するとともに，重大事故等に対処する要員に第４項の

手順を遵守させる。 

 

６．２号炉について，各課長は，第５項の活動の実施結果を

とりまとめ，第３項に定める事項について定期的に評価す

るとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災

立性の確認訓練（以下，「成立性の確認訓練」という。）

を年１回以上実施すること 

エ. 成立性の確認訓練の実施計画を作成し，原子炉主任

技術者の確認を得て，所長の承認を得ること 

オ. 成立性の確認訓練の結果を記録し，所長及び原子炉

主任技術者に報告すること 

（３）重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置，アクセ

スルートの確保，復旧作業及び支援等の原子炉施設の保

全のための活動，並びに必要な資機材の配備に関するこ

と 

 

４．各ＧＭは，重大事故等発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な次に掲げる事項に関する手

順を定める。また，手順を定めるにあたっては，添付３に示

す「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に従う

とともに，重大事故等対処設備を使用する際の切替えの容易

性を配慮し，第３項（１）の役割に応じた内容とする。 

 

（１）重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止す

るための対策に関すること 

（２）重大事故等発生時における格納容器の破損を防止する

ための対策に関すること 

（３）重大事故等発生時における使用済燃料プールに貯蔵す

る燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関する

こと 

（４）重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料

体の著しい損傷を防止するための対策に関すること 

（５）発生する有毒ガスからの運転・対処要員の防護に関す

ること 

 

５．各ＧＭは，第３項の計画に基づき，重大事故等発生時にお

ける原子炉施設の保全のための活動を実施するとともに，重

大事故等に対処する要員に第４項の手順を遵守させる。 

 

 

６．各ＧＭは，第５項の活動の実施結果をとりまとめ，第３項

に定める事項について定期的に評価するとともに，評価の結

果に基づき必要な措置を講じ，防災安全ＧＭに報告する。防

成立性の確認訓練（以下「成立性の確認訓練」という。）

を年１回以上実施すること 

エ．成立性の確認訓練の実施計画を作成し，原子炉主任技

術者の確認を得て，所長の承認を得ること 

オ．成立性の確認訓練の結果を記録し，所長および原子炉

主任技術者に報告すること 

（３）重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置，アクセ

スルートの確保，復旧作業および支援等の原子炉施設の保

全のための活動，ならびに必要な資機材の配備に関するこ

と 

 

４．各課長は，重大事故等発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な次に掲げる事項に関する手

順を定める。また，手順を定めるにあたっては，添付３に示

す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従

うとともに，重大事故等対処設備を使用する際の切替えの容

易性を配慮し，第３項（１）の役割に応じた内容とする。 

 

（１）重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止する

ための対策に関すること 

（２）重大事故等発生時における格納容器の破損を防止するた

めの対策に関すること 

（３）重大事故等発生時における燃料プールに貯蔵する燃料体

の著しい損傷を防止するための対策に関すること 

 

（４）重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料体

の著しい損傷を防止するための対策に関すること 

（５）発生する有毒ガスからの重大事故等に対処する要員の防

護に関すること 

 

５．各課長は，第３項の計画に基づき，重大事故等発生時にお

ける原子炉施設の保全のための活動を実施するとともに，重

大事故等に対処する要員に第４項の手順を遵守させる。 

 

 

６．各課長は，第５項の活動の実施結果をとりまとめ，第３項

に定める事項について定期的に評価するとともに，評価の結

果に基づき必要な措置を講じ，課長（技術）に報告する。課
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

課長に報告する。防災課長は，第３項に定める事項につい

て定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要 

な措置を講じる。 

 

７．２号炉について，原子力部長は，第１項の方針に基づ

き，本店が行う支援に関する活動を行う体制の整備とし

て，次の各号を含む計画を策定する。また，計画は，添付

１－３に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実

施基準」に従い策定する。 

（１）支援に関する活動を行うための役割分担および責任者

の配置に関すること 

（２）支援に関する活動を行うための資機材の配備に関する

こと 

 

８．２号炉について，原子力部長は，第７項の計画に基づ

き，本店が行う支援に関する活動を行うために必要な体制

の整備を実施する。 

 

９．２号炉について，原子力部長は，第７項に定める事項に

ついて定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき

必要な措置を講じる。 

 

※１：２号炉運転員を含む。特に断りがない場合は以下，本

編において同様とする。 

※２：重大事故等対処設備を設置または改造する場合，重大

事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始される

までに実施する。なお，運転員または重大事故等対策

要員（運転員を除く。）を新たに認定する場合は，第

１２条第２項および第４項の体制に入るまでに実施す

る。 

災安全ＧＭは，第３項に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

７．原子力運営管理部長は，第１項の方針に基づき，本社が行

う支援に関する活動を行う体制の整備として，次の各号を含

む計画を策定する。また，計画は，添付３に示す「重大事故

等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

 

（１）支援に関する活動を行うための役割分担及び責任者の

配置に関すること 

（２）支援に関する活動を行うための資機材の配備に関する

こと 

 

８．原子力運営管理部長は，第７項の計画に基づき，本社が行

う支援に関する活動を行うために必要な体制の整備を実施

する。 

 

９．原子力運営管理部長は，第７項に定める事項について定期

的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を

講じる。 

 

 

 

※１：重大事故等対処設備を設置若しくは改造する場合，重大

事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始されるま

でに実施する。なお，運転員若しくは緊急時対策要員を

新たに認定する場合は，第１２条第２項及び第４項の体

制に入るまでに実施する。 

長（技術）は，第３項に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

７．電源事業本部部長（原子力管理）は，第１項の方針に基づ

き，本社が行う支援に関する活動を行う体制の整備として，

次の各号を含む計画を策定する。また，計画は，添付３に示

す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従

い策定する。 

（１）支援に関する活動を行うための役割分担および責任者の

配置に関すること 

（２）支援に関する活動を行うための資機材の配備に関するこ

と 

 

８．電源事業本部部長（原子力管理）は，第７項の計画に基づ

き，本社が行う支援に関する活動を行うために必要な体制の

整備を実施する。 

 

９．電源事業本部部長（原子力管理）は，第７項に定める事項

について定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき

必要な措置を講じる。 

 

 

 

※１：重大事故等対処設備を設置もしくは改造する場合，重大

事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始されるま

でに実施する。なお，運転員もしくは緊急時対策要員を

新たに認定する場合は，第１２条第２項および第４項の

体制に入るまでに実施する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（大規模損壊発生時の体制の整備（２号炉）） 

第１７条の８  

 

２号炉について，防災課長は，大規模な自然災害または

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原

子炉施設の大規模な損壊が発生した場合（以下「大規模損

壊発生時」という。）における原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備として，次の各号を含む計画を策定

し，所長の承認を得る。また，計画は，添付１－３に示す

「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従

い策定する。 

 

 

 

 

（１）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行う要員に対する教育訓練に関する次の事項 

ａ．重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって，あ

らかじめ力量の付与のための教育訓練を実施する※１こと 

ｂ．力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施す

ること 

ｃ．重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力を満足することを確認する

ための訓練（以下「技術的能力の確認訓練」という。）

を年１回以上実施すること 

ｄ．技術的能力の確認訓練の実施計画を作成し，原子炉主

任技術者の確認を得て，所長の承認を得ること 

ｅ．技術的能力の確認訓練の結果を記録し，所長および原

子炉主任技術者に報告すること 

 

（３）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

 

２．２号炉について，各課長は，大規模損壊発生時における

原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な次に掲

げる事項に関する手順を定める。また，手順を定めるにあ

（大規模損壊発生時の体制の整備） 

第１７条の８  

〔７号炉〕 

防災安全ＧＭは，大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規模

な損壊が発生した場合（以下「大規模損壊発生時」という。）

における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備

として，次の各号を含む計画を策定し，防災安全部長の承認

を得る。また，計画は，添付３に示す「重大事故等及び大規

模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

 

 

 

 

 

（１）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行う要員に対する教育訓練に関する次の事項 

ア. 重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって，あ

らかじめ力量の付与のための教育訓練を実施する※１こと 

イ. 力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施す

ること 

ウ. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力を満足することを確認するた

めの訓練（以下，「技術的能力の確認訓練」という。）を年

１回以上実施すること 

エ. 技術的能力の確認訓練の実施計画を作成し，原子炉主

任技術者の確認を得て，所長の承認を得ること 

オ. 技術的能力の確認訓練の結果を記録し，所長及び原子

炉主任技術者に報告すること 

 

（３）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

 

２．各ＧＭは，大規模損壊発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な次に掲げる事項に関する手

順を定める。また，手順を定めるにあたっては，添付３に示

（大規模損壊発生時の体制の整備） 

第１７条の８  

〔２号炉〕 

課長（技術）は，大規模な自然災害または故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規

模な損壊が発生した場合（以下「大規模損壊発生時」という。）

における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備

として，次の各号を含む計画を策定し，技術部長の確認，所

長の承認を得る。また，計画は，添付３に示す「重大事故等

および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

 

 

 

 

 

（１）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な要員の配置に関すること 

（２）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行う要員に対する教育訓練に関する次の事項 

ア．重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって，あら

かじめ力量の付与のための教育訓練を実施する※１こと 

イ．力量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施す

ること 

ウ．重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置を実施

するために必要な技術的能力を満足することを確認する

ための訓練（以下「技術的能力の確認訓練」という。）を

年１回以上実施すること 

エ．技術的能力の確認訓練の実施計画を作成し，原子炉主任

技術者の確認を得て，所長の承認を得ること 

オ．技術的能力の確認訓練の結果を記録し，所長および原子

炉主任技術者に報告すること 

 

（３）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な資機材の配備に関すること 

 

２．各課長は，大規模損壊発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な次に掲げる事項に関する手

順を定める。また，手順を定めるにあたっては，添付３に示
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

たっては，添付１－３に示す「重大事故等および大規模損

壊対応に係る実施基準」に従う。 

 

（１）大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場

合における消火活動に関すること 

（２）大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和す

るための対策に関すること 

（３）大規模損壊発生時における格納容器の破損を緩和する

ための対策に関すること 

（４）大規模損壊発生時における使用済燃料プールの水位を

確保するための対策および燃料体の著しい損傷を緩和す

るための対策に関すること 

（５）大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減す

るための対策に関すること 

 

３．２号炉について，各課長は，第１項の計画に基づき，大

規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を

実施するとともに，第１項（１）の要員に第２項の手順を

遵守させる。 

 

４．２号炉について，各課長は，第３項の活動の実施結果を

とりまとめ，第１項に定める事項について定期的に評価す

るとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災

課長に報告する。防災課長は，第１項に定める事項につい

て定期的に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要

な措置を講じる。 

 

５．２号炉について，原子力部長は，大規模損壊発生時にお

ける本店が行う支援に関する活動を行う体制の整備につい

て計画を策定する。また，計画は，添付１－３に示す「重

大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策

定する。 

 

６．２号炉について，原子力部長は，第５項の計画に基づ

き，本店が行う支援に関する活動を行うために必要な体制

の整備を実施する。 

 

 

す「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準」に従う。 

 

 

（１）大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合

における消火活動に関すること 

（２）大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和する

ための対策に関すること 

（３）大規模損壊発生時における格納容器の破損を緩和するた

めの対策に関すること 

（４）大規模損壊発生時における使用済燃料プールの水位を確

保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること 

（５）大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減する

ための対策に関すること 

 

３．各ＧＭは，第１項の計画に基づき，大規模損壊発生時にお

ける原子炉施設の保全のための活動を実施するとともに，第

１項（１）の要員に第２項の手順を遵守させる。 

 

 

４．各ＧＭは，第３項の活動の実施結果をとりまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価するとともに，評価の結

果に基づき必要な措置を講じ，防災安全ＧＭに報告する。防

災安全ＧＭは，第１項に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

５．原子力運営管理部長は，大規模損壊発生時における本社が

行う支援に関する活動を行う体制の整備について計画を策

定する。また，計画は，添付３に示す「重大事故等及び大規

模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。 

 

 

６．原子力運営管理部長は，第５項の計画に基づき，本社が行

う支援に関する活動を行うために必要な体制の整備を実施

する。 

 

 

す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従

う。 

 

（１）大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合

における消火活動に関すること 

（２）大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和する

ための対策に関すること 

（３）大規模損壊発生時における格納容器の破損を緩和するた

めの対策に関すること 

（４）大規模損壊発生時における燃料プールの水位を確保する

ための対策および燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策に関すること 

（５）大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減する

ための対策に関すること 

 

３．各課長は，第１項の計画に基づき，大規模損壊発生時にお

ける原子炉施設の保全のための活動を実施するとともに，第

１項（１）の要員に第２項の手順を遵守させる。 

 

 

４．各課長は，第３項の活動の実施結果をとりまとめ，第１項

に定める事項について定期的に評価するとともに，評価の結

果に基づき必要な措置を講じ，課長（技術）に報告する。課

長（技術）は，第１項に定める事項について定期的に評価を

行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

 

５．電源事業本部部長（原子力管理）は，大規模損壊発生時に

おける本社が行う支援に関する活動を行う体制の整備につ

いて計画を策定する。また，計画は，添付３に示す「重大事

故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定す

る。 

 

６．電源事業本部部長（原子力管理）は，第５項の計画に基づ

き，本社が行う支援に関する活動を行うために必要な体制の

整備を実施する。 
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緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

７．２号炉について，原子力部長は，第６項の実施内容を踏

まえ，第５項に定める事項について定期的に評価を行うと

ともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

※１：重大事故等対処設備を設置または改造する場合，重

大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始さ

れるまでに実施し，大規模損壊対応で用いる大型化

学高所放水車および化学消防自動車を設置または改

造する場合，当該設備の使用を開始するまでに実施

する。なお，運転員，重大事故等対策要員（運転員

を除く。）または初期消火要員（消防車隊）を新た

に認定する場合は，第１２条第２項および第４項の

体制に入るまでに実施する。 

７．原子力運営管理部長は，第６項の実施内容を踏まえ，第５

項に定める事項について定期的に評価を行うとともに，評価

の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

※１：重大事故等対処設備を設置若しくは改造する場合，重

大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始され

るまでに実施し，大規模損壊対応で用いる大型化学高

所放水車，化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動

車を設置若しくは改造する場合，当該設備の使用を開

始するまでに実施する。なお，運転員，緊急時対策要

員又は自衛消防隊を新たに認定する場合は，第１２条

第２項及び第４項の体制に入るまでに実施する。 

 

７．電源事業本部部長（原子力管理）は，第６項の実施内容を

踏まえ，第５項に定める事項について定期的に評価を行うと

ともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じる。 

 

※１：重大事故等対処設備を設置もしくは改造する場合，重

大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始され

るまでに実施し，大規模損壊対応で用いる小型放水砲，

化学消防自動車および小型動力ポンプ付水槽車を設置

もしくは改造する場合，当該設備の使用を開始するま

でに実施する。なお，運転員，緊急時対策要員または

自衛消防隊を新たに認定する場合は，第１２条第２項

および第４項の体制に入るまでに実施する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁管理（２号炉）） 

 

第１８条の２ ２号炉について，発電課長は，定事検停止後の原

子炉起動前に，通常時閉，事故時閉となる手動弁のうち，開と

なるおそれがないように施錠管理を行う原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ隔離弁（原子炉側からみた第１弁）について，閉止施

錠状態であることを確認する。 

（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁管理） 

第１８条の２ 

〔７号炉〕 

当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に，通常時閉，事故

時閉となる手動弁のうち，開となるおそれがないように施錠管

理を行う原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁（原子炉側からみ

た第１弁）について，閉止施錠状態であることを確認する。 

（原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁管理） 

〔２号炉〕 

第１８条の２ 当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に，

通常時閉，事故時閉となる手動弁のうち，開となるおそれ

がないように施錠管理を行う原子炉冷却材圧力バウンダリ

隔離弁（原子炉側からみた第１弁）について，閉止施錠状

態であることを確認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（計測および制御設備） 

 

第２７条 原子炉の状態に応じて，次の計測および制御設備※１

は，表２７－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

（１）原子炉保護系計装 

（２）起動領域モニタ（中性子源領域）計装 

（３）非常用炉心冷却系計装 

（低圧炉心スプレイ系計装，低圧注水系計装，高圧炉心ス

プレイ系計装，自動減圧系計装） 

（４）格納容器隔離系計装 

（主蒸気隔離弁計装，格納容器隔離系計装，原子炉建屋隔

離系計装） 

（５）その他の計装 

（非常用ディーゼル発電機計装，原子炉隔離時冷却系計

装，原子炉再循環ポンプトリップ計装，制御棒引抜監視

装置計装，タービン駆動給水ポンプ・主タービン高水位

トリップ計装，中央制御室外原子炉停止装置計装，中央

制御室非常用換気空調系計装，事故時計装） 

 

２．計測および制御設備が前項で定める運転上の制限を満足し

ていることを確認するため，次号を実施する。 

（１）各課長は，原子炉の状態に応じて表２７－２の各項目

を実施し，その結果を発電管理課長に通知する。なお，

各課長は前項で定める計測および制御設備に関係する

事象を発見した場合には，誤動作※２または誤不動作※３等

の観点から，運転上の制限を満足するかどうかを判断す

る。 

 

 

 

 

３．発電課長は，計測および制御設備が第１項で定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表２７－３の措置

を講じる。なお，同時に複数の要素の動作不能が発生した場

合には，個々の要素に対して表２７－３の措置を講じる。 

 

 

（計測及び制御設備） 

第２７条 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態に応じて，次の計測及び制御設備※１は，表

２７－１で定める事項を運転上の制限とする。 

（１）原子炉保護系計装 

（２）起動領域モニタ計装 

（３）非常用炉心冷却系計装 

（低圧注水系計装，高圧炉心注水系計装，原子炉隔離

時冷却系計装，自動減圧系計装） 

（４）格納容器隔離系計装 

（主蒸気隔離弁計装，格納容器隔離系計装，原子炉建

屋隔離系計装） 

（５）その他の計装 

（非常用ディーゼル発電機計装，原子炉隔離時冷却系

計装，原子炉再循環ポンプトリップ計装，制御棒引抜

監視装置計装，タービン駆動給水ポンプ・主タービン

高水位トリップ計装，中央制御室外原子炉停止装置計

装，中央制御室非常用換気空調系計装，事故時計装） 

 

２．計測及び制御設備が前項で定める運転上の制限を満足し

ていることを確認するため，次号を実施する。 

（１）各ＧＭは，原子炉の状態に応じて表２７－２の各項

目を実施し，その結果を当直長に通知する。なお，各

ＧＭは前項で定める計測及び制御設備に関係する事

象を発見した場合には，誤動作※２又は誤不動作※３等

の観点から，運転上の制限を満足するかどうかを判断

する。 

 

 

 

 

３．当直長は，計測及び制御設備が第１項で定める運転上の

制限を満足していないと判断した場合，表２７－３の措置

を講じる。なお，同時に複数の要素の動作不能が発生した

場合には，個々の要素に対して表２７－３の措置を講じ

る。 

 

（計測および制御設備） 

〔２号炉〕 

第２７条 原子炉の状態に応じて，次の計測および制御設備※１

は，表２７－１に定める事項を運転上の制限とする。 

 

（１）原子炉保護系計装 

（２）中性子源領域計装 

（３）非常用炉心冷却系計装 

（低圧炉心スプレイ系計装，低圧注水系計装，高圧炉心ス

プレイ系計装，自動減圧系計装） 

（４）格納容器隔離系計装 

  （主蒸気隔離弁計装，格納容器隔離系計装，原子炉棟隔離

系計装） 

（５）その他の計装 

  （非常用ディーゼル発電機計装，原子炉隔離時冷却系計

装，原子炉再循環ポンプトリップ計装，制御棒引抜監視装

置計装，給水ポンプ・主タービン高水位トリップ計装，中

央制御室外原子炉停止装置計装，中央制御室非常用循環系

計装，事故時計装） 

 

２．計測および制御設備が前項に定める運転上の制限を満足し

ていることを確認するため，次号を実施する。 

（１）課長（燃料技術），課長（計装），課長（原子炉），課長

（タービン）および当直長は，原子炉の状態に応じて表２

７－２の各項目を実施する。課長（燃料技術），課長（計

装），課長（原子炉），課長（タービン）は，その結果を課

長（第一発電）に通知する。なお，課長（燃料技術），課

長（計装），課長（原子炉），課長（タービン）および当直

長は第１項に定める計測および制御設備に関係する事象を

発見した場合には，誤動作※２または誤不動作※３等の観点

から，運転上の制限を満足するかどうかを判断する。 

 

３．当直長は，計測および制御設備が第１項に定める運転上の

制限を満足していないと判断した場合は，表２７－３の措置

を講じる。なお，同時に複数の要素の動作不能が発生した場

合は，個々の要素に対して表２７－３の措置を講じる。 

 

 

TS-48 中央制御室外

原子炉停止盤（ＲＳＳ

盤）に関する技術基準

解釈と今後の対応につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２７条については，趣旨に変更のある箇所についてのみ抽出して比較する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（４）自動減圧系計装 

表２７－２－３（４） 自動減圧系計装に係る確認 

要  素 設定値 項    目 頻度 

1.原子炉水

位異常低

（Ｌ１） 

947cm以上 

（圧力容

器零レベ

ルより） 

 

 

 

 

(1)発電課長は，原子炉

の状態が運転，起動

※１および高温停止※

１において動作不能

でないことを指示

により確認する。 

(2)計測制御課長は，チ

ャンネル校正およ

び論理回路機能を

確認する。 

 

毎日１回 

 

 

 

 

 

定事検停止時 

2.ドライウ

ェル圧力

高 

 

 

 

 

 

13.7kPa[g

age]以下 

3.自動減圧

系始動タ

イマ 

120秒以下 計測制御課長は，チャ

ンネル校正および論理

回路機能を確認する。 

定事検停止時 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）自動減圧系計装 

表２７－２－３－４－Ａ 

要 素 設 定 値 項 目 頻度 

１．原子炉

水位異常低 

（レベル

１） 

９３６ｃｍ

以上 

（圧力容器

零レベルよ

り） 

当直長は，原子炉の状態が運

転，起動※１及び高温停止※１

において動作不能でないこ

とを指示により確認する。 

毎日 

１回 

計測制御ＧＭは，チャンネル

校正を実施する。 

定事検停

止時 

運転評価ＧＭは，論理回路機

能を確認する。 

定事検停

止時 

２．ドライ

ウェル圧力

高 

１ ３ ． ７

kPa[gage] 以

下（作動時間

遅れ３０秒

以下） 

当直長は，原子炉の状態が運

転，起動※１及び高温停止※１

において動作不能でないこ

とを指示により確認する。 

毎日 

１回 

計測制御ＧＭは，チャンネル

校正を実施する。 

定事検停

止時 

運転評価ＧＭは，論理回路機

能を確認する。 

定事検停

止時 

 

 

 

 

３．高圧炉

心注水系ポ

ンプ吐出圧

力高 

付表２７－

２－３－Ａ

参照 

計測制御ＧＭは，チャンネル

校正を実施する。 

定事検停

止時 

運転評価ＧＭは，論理回路機

能を確認する。 

定事検停

止時 

（４）自動減圧系計装 

表２７－２－３－４（２号炉自動減圧系計装） 

要  素 設 定 値 項    目 頻  度 

1. 原 子 炉 水

位 低 （ Ｌ

１） 

 

 

 

 

 

381cm 下方以上 

（気水分離器下

端より） 

(１)当直長は，原子

炉の状態が運

転，起動※１およ

び高温停止※１

において動作

不能でないこ

とを指示によ

り確認する。 

(２) 課長（計装）

は，チャンネル

校正および論

理回路機能を

確認する。 

 

 

 

毎日 

１回 

 

 

 

 

 

定事検停

止時 

 

 

 

 

2.ドライウェ

ル圧力高 

13.7kPa[gage]

以下 

3.自動減圧系

始動タイマ 

120秒以下 課長（計装）は，論理

回路機能を確認す

る。 

定事検停

止時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は，チャンネル

校正を論理回路機能

の確認に含める。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，自動減圧系

始動タイマの論理回

路機能の確認を実施

する。 

【柏崎刈羽との相違】 

・プラントの相違によ

る自動減圧後の注水

設備の相違 

 

 

 

 

 

 

第２７条については，趣旨に変更のある箇所についてのみ抽出して比較する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

4.低圧炉心

スプレイ

系ポンプ

出口圧力

高 

0.98MPa[g

age]※２ 

（２号炉） 

1.0MPa[ga

ge]※２ 

（３号炉） 

(1)発電課長は，原子炉

の状態が運転，起動

※１および高温停止※

１において動作不能

でないことを指示

により確認する。 

(2)計測制御課長は，チ

ャンネル校正およ

び論理回路機能を

確認する。 

毎日１回 

 

 

 

 

 

定事検停止時 

 

5.残留熱除

去系ポン

プ出口圧

力高 

0.69MPa[g

age]※２  

（２号炉） 

0.7MPa[ga

ge]※２ 

（３号炉） 

 

※１：原子炉圧力が 0.77MPa[gage]以上の場合。 

※２：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，

運転上の制限を満足していないとは見なさない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．残留熱

除去系ポン

プ吐出圧力

高 

付表２７－

２－３－Ａ

参照 

計測制御ＧＭは，チャンネル

校正を実施する。 

定事検停

止時 

運転評価ＧＭは，論理回路機

能を確認する。 

定事検停

止時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．残留熱除去

系ポンプ運転

中 

 

－ 

課長（計装）は，論

理回路機能を確認

する。 

定事検停

止時 

 

 

5．低圧炉心ス

プレイ系ポン

プ運転中 

 

 

 

 

※１：原子炉圧力が 0.78MPa[gage]以上の場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ポンプ吐出

圧力ではなくポンプ

遮断器閉を作動信号

として採用 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

表２７－２－５（６ａ）中央制御室外原子炉停止装置計装に

係る確認（２号炉） 

要 素 項 目 頻度 

1.原子炉

圧力 

計測制御課長は，チャンネル校正を実施す

る。 
定事検停止時 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 

2.原子炉

隔離時冷

却系流量 

計測制御課長は，チャンネル校正を実施す

る。 
定事検停止時 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 

3. 残 留熱

除 去 系流

量 

計測制御課長は，チャンネル校正を実施す

る。 
定事検停止時 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 

  

 

4. 原 子炉

水位 

計測制御課長は，チャンネル校正を実施す

る。 
定事検停止時 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 

5. サ プレ

ッ シ ョン

プ ー ル水

温度 

計測制御課長は，チャンネル校正を実施す

る。 
定事検停止時 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 

6. 残 留熱

除 去 系熱

交 換 器入

口温度 

計測制御課長は，チャンネル校正を実施す

る。 
定事検停止時 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 

7. 圧 力抑

制室水位 

計測制御課長は，チャンネル校正を実施す

る。 
定事検停止時 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 

〔７号炉〕 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装  

表２７－２－５－６－Ｂ 

 

要 素 項 目 頻度 

１．原子炉圧力  計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び

制御回路切替スイッチの機能を確認

する。 

 

定事検 

停止時 

２．高圧炉心注水系

流量 

計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び

制御回路切替スイッチの機能を確認

する。 

 

定事検 

停止時 

３．残留熱除去系流量 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び

制御回路切替スイッチの機能を確認

する。 

 

定事検 

停止時 

４．原子炉補機冷却水

系流量 

計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び

制御回路切替スイッチの機能を確認

する。 

定事検 

停止時 

５．原子炉水位 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び

制御回路切替スイッチの機能を確認

する。 

 

定事検 

停止時 

 

６．サプレッションプ

ール水温度 

計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び

制御回路切替スイッチの機能を確認

する。 

 

定事検 

停止時 

７．ＲＨＲ熱交換器入

口温度 

計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び

制御回路切替スイッチの機能を確認

する。 

 

定事検 

停止時 

８．サプレッションプ

ール水位 

計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び

制御回路切替スイッチの機能を確認

する。 

 

 

定事検 

停止時 

 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

表２７－２－５－６（２号炉 中央制御室外原子炉停止装置

計装） 

要  素 項    目 頻   度 

1.原子炉圧力 課長（計装）は，チャンネ

ル校正および制御回路切

替スイッチの機能を確認

する。 

定事検停止時 

または 

定事検停止後

の原子炉起動

時 

 

2.原子炉隔離時冷却

系流量 

課長（計装）は，チャンネ

ル校正および制御回路切

替スイッチの機能を確認

する。 

3.残留熱除去系流量 課長（計装）は，チャンネ

ル校正および制御回路切

替スイッチの機能を確認

する。 

  

4.原子炉水位 課長（計装）は，チャンネ

ル校正および制御回路切

替スイッチの機能を確認

する。 

5.サプレッションプ

ール水温度 

課長（計装）は，チャンネ

ル校正を実施する。 

 

 

6. 残留熱除去系熱交換

器入口温度 

課長（計装）は，チャンネ

ル校正を実施する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・プラントの相違によ

る監視項目の相違 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・プラントの相違によ

る監視項目の相違 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は切替スイッチ

無し 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は制御対象とし

ておらず，かつ機器

の運転点設定にも使

用しないことから監

第２７条については，趣旨に変更のある箇所についてのみ抽出して比較する。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

8. 復 水貯

蔵 タ ンク

水位 

計測制御課長は，チャンネル校正を実施す

る。 
定事検停止時 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 

9. 原 子炉

隔 離 時冷

却 系 ポン

プ（原子炉

隔 離 時冷

却系制御） 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 
定事検停止時 

発電管理課長は，中央制御室外原子炉停止

装置からの原子炉隔離時冷却系ポンプ起

動試験により動作可能であることを確認

する。 

定事検停止時 

10.残留熱

除 去 系ポ

ンプ（残留

熱 除 去系

制御） 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 
定事検停止時 

発電管理課長は，中央制御室外原子炉停止

装置からの残留熱除去系ポンプ起動試験

により動作可能であることを確認する。 
定事検停止時 

11.主蒸気

逃 が し安

全弁（主蒸

気 逃 がし

安 全 弁制

御） 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 
定事検停止時 

発電管理課長は，中央制御室外原子炉停止

装置からの主蒸気逃がし安全弁開閉試験

により動作可能であることを確認する。 
定事検停止時 

12.原子炉

補 機 冷却

水 ポ ンプ

（ 原 子炉

補 機 冷却

水系制御） 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 
定事検停止時 

発電管理課長は，中央制御室外原子炉停止

装置からの原子炉補機冷却水ポンプ起動

試験により動作可能であることを確認す

る。 

定事検停止時 

13.原子炉

補 機 冷却

海 水 ポン

プ（原子炉

補 機 冷却

海 水 系制

御） 

発電管理課長は，制御回路切替スイッチの

機能を確認する。 
定事検停止時 

発電管理課長は，中央制御室外原子炉停止

装置からの原子炉補機冷却海水ポンプ起

動試験により動作可能であることを確認

する。 

定事検停止時 

 

 

 

９．復水貯蔵槽水位 計測制御ＧＭは，チャンネル校正及び

制御回路切替スイッチの機能を確認

する。 

 

定事検 

停止時 

10．高圧炉心注水系ポ

ンプ（高圧炉心注水系

制御） 

 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッ

チの機能を確認する。 

定事検 

停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装

置からの高圧炉心注水系ポンプ起動

試験により動作可能であることを確

認する。 

定事検 

停止時 

11．残留熱除去系ポン

プ（残留熱除去系制

御） 

 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッ

チの機能を確認する。 

定事検 

停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装

置からの残留熱除去系ポンプ起動試

験により動作可能であることを確認

する。 

定事検 

停止時 

12．主蒸気逃がし安全

弁（主蒸気逃がし安全

弁制御） 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッ

チの機能を確認する。 

定事検 

停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装

置からの主蒸気逃がし安全弁開閉試

験により動作可能であることを確認

する。 

定事検 

停止時 

13．原子炉補機冷却水

ポンプ（原子炉補機冷

却水系制御） 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッ

チの機能を確認する。 

定事検 

停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装

置からの原子炉補機冷却水ポンプ起

動試験により動作可能であることを

確認する。 

定事検 

停止時 

14．原子炉補機冷却海

水ポンプ（原子炉補機

冷却海水系制御） 

電気機器ＧＭは，制御回路切替スイッ

チの機能を確認する。 

定事検 

停止時 

当直長は，中央制御室外原子炉停止装

置からの原子炉補機冷却海水ポンプ

起動試験により動作可能であること

を確認する。 

定事検 

停止時 

 

 

 

 

  

7.原子炉隔離時冷却

系ポンプ（原子炉隔離

時冷却系制御） 

課長（計装）は，制御回路

切替スイッチの機能を確

認する。 

8．残留熱除去系ポンプ

（残留熱除去系制御） 

課長（計装）は，制御回路

切替スイッチの機能を確

認する。 

 

 

9．主蒸気逃がし安全弁

（主蒸気逃がし安全弁

制御） 

課長（計装）は，制御回路

切替スイッチの機能を確

認する。 

 

 

 

10．原子炉補機冷却水ポ

ンプ（原子炉補機冷却水

系制御） 

課長（計装）は，制御回路

切替スイッチの機能を確

認する。 

 

 

 

11．原子炉補機海水ポン

プ（原子炉補機海水系制

御） 

課長（計装）は，制御回路

切替スイッチの機能を確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

視計器として選定し

ない 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・プラントの相違によ

る監視項目の相違 

【女川との相違】 

・島根は，保安規定第

４１条に基づく試験

で原子炉隔離時冷却

ポンプの動作確認を

実施 

【島根固有】 

・島根は，保安規定第

３９条に基づく試験

で残留熱除去系ポン

プの動作確認を実施 

【島根固有】 

・島根は，保安規定第

３０条に基づく試験

で主蒸気逃がし安全

弁の動作確認を実施 

【島根固有】 

・島根は，保安規定第

５２条に基づく試験

で原子炉補機冷却水

ポンプの動作確認を

実施 

【島根固有】 

・島根は，保安規定第

５２条に基づく試験

で原子炉補機海水ポ

ンプの動作確認を実

施 

 

 

 

第２７条については，趣旨に変更のある箇所についてのみ抽出して比較する。 
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（４）自動減圧系計装 

自動減圧系計装の要素に動作不能が発生し，動作可能

であるべきチャンネル数を満足できない場合は，下表の

要求される措置を完了時間内に講じる。 

なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，論理毎
※１のすべてのチャンネル数をいう。 

表２７－３－３（４）   自動減圧系計装に係る措置 

要  素 

適用され

る原子炉

の状態 

動 作 可

能 で あ

る べ き

チ ャ ン

ネル数 

（ 論 理

毎） 

条   件 
要求される

措置 
完了時間 

1.原子炉

水位異

常低 

(Ｌ１)※２ 

運転 

起動※３ 

高温停止

※３ 

２ A.いずれ

か の 動

作 論 理

に 動 作

不 能 チ

ャ ン ネ

ル が １

つ 以 上

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.チャン

ネルを動

作可能な

状態に復

旧する。 

または 

 

 

 

A2.当該チ

ャンネル

をトリッ

プする。 

 

 

 

１０日間 

ただし 

高圧炉心ス

プレイ系の

動作不能を

発見した場

合は４日間 

 

 

１０日間 

ただし 

高圧炉心ス

プレイ系の

動作不能を

発見した場

合は４日間 

 

 （ｄ）自動減圧系計装 

 

 

 

 

 

 

要 素 

適用される

原子炉の状

態 

 

 

動作可能で

あるべきチ

ャンネル数 

（論理毎） 

 

要求される 

措置 

完了時

間 

１．原子炉

水位異常低 

（レベル

１）※１ 

運 転 

起 動※２ 

高温停止※

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ１．自動減圧

系を動作不能と

みなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時

間 

（４）自動減圧系計装 

   自動減圧系計装の要素に動作不能が発生し，動作可能で

あるべきチャンネル数を満足できない場合は，下表の要求

される措置を完了時間内に講じる。 

   なお，動作可能であるべきチャンネル数とは，論理毎の

すべてのチャンネル数をいう。 

表２７－３－３－４（２号炉 自動減圧系計装） 

要素 

適用され

る原子炉

の状態 

動 作 可

能 で あ

る べ き

チ ャ ン

ネル数 

( 論 理

毎) 

条 件 
要求される

措置 

完了時

間 

1. 原 子

炉 水 位

低 

（Ｌ１）

※１ 

運 転 

起 動※２ 

高温停止

※２ 

２ A.いずれ

かの論理

に動作不

能チャン

ネルが１

つ以上の

場合 

A1.チャン

ネルを動作

可能な状態

に 復 旧 す

る。 

 

 

 

または 

 

 

 

 

A2.当該チ

ャンネルを

トリップす

る。 

１０日

間 

ただ

し，高

圧炉心

スプレ

イ系の

動作不

能を発

見した

場合は

４日間 

 

１０日

間 

ただ

し，高

圧炉心

スプレ

イ系の

動作不

能を発

見した

場合は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・プラントの相違によ

る自動減圧系計装の

要求される措置の相

違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

B.両方の

動作論理

が，それ

ぞれ動作

不能の場

合 

または 

上記要求

される措

置が完了

時間内に

達成でき

ない場合 

 

B1.自動減

圧系を動作

不能とみな

す。 

 

１時 

間 

2.ドライ

ウェル

圧力高 

運転 

起動※３ 

高温停止

※３ 

２ A.いずれ 

かの動作 

論理に動 

作不能チ 

ャンネル 

が１つ以 

上の場合 

A1.チャン

ネルを動作

可能な状態

に 復 旧 す

る。 

 

または 

 

 

A2.当該チ

ャンネル

をトリッ

プする。 

１０日間 

ただし 

高圧炉心 

スプレイ系 

の動作不能

を発見した 

場合は４日

間 

 

１０日間 

ただし高 

圧炉心ス 

プレイ系の 

動作不能を

発見した場 

合は４日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ドライ

ウェル圧力

高 

運 転 

起 動※２ 

高温停止※

２ 

４ Ａ１．自動減圧

系を動作不能と

みなす。 

１時

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４日間 

B.両方の

論理がそ

れぞれ動

作不能の

場合 

または 

条件 A の

要求され

る措置が

完了時間

内に達成

できない

場合 

B1.自動減

圧系を動作

不能とみな

す。 

１時間 

 

要素 

適用され

る原子炉

の状態 

動 作 可

能 で あ

る べ き

チ ャ ン

ネル数 

( 論 理

毎) 

条 件 
要求され

る措置 

完了時

間 

2. ド ラ

イ ウ ェ

ル 圧 力

高 

運 転 

起 動※２ 

高温停止

※２ 

２ A.いずれ

かの論理

に動作不

能チャン

ネルが１

つ以上の

場合 

A1. チ ャ

ンネルを

動作可能

な状態に

復 旧 す

る。 

 

 

 

または 

 

 

 

A2. 当 該

チャンネ

ルをトリ

１０日

間 

ただ

し，高

圧炉心

スプレ

イ系の

動作不

能を発

見した

場合は

４日間 

 

１０日

間 

ただ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・プラントの相違によ

る自動減圧系計装の

要求される措置の相

違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.両方の 

動作論理 

が，それ 

ぞれ動作 

不能の場 

合 

または 

上記要求 

される措 

置が完了 

時間内に 

達成でき 

ない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.自動減

圧系を動

作不能と

みなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間 

3.自動減

圧系始

動タイ

マ 

運転 

起動※３ 

高温停止

※３ 

１ A.いずれ

か の 動

作 論 理

に 動 作

不 能 の

場合 

A1.チャン

ネルを動

作可能な

状態に復

旧する。 

１０日間 

ただし 

高圧炉心ス

プレイ系の

動作不能を

発見した場

合は４日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ッ プ す

る。 

し，高

圧炉心

スプレ

イ系の

動作不

能を発

見した

場合は

４日間 

B.両方の

論理がそ

れぞれ動

作不能の

場合 

または 

条件 A の

要求され

る措置が

完了時間

内に達成

できない

場合 

B1. 自 動

減圧系を

動作不能

と み な

す。 

１時間 

3. 自 動

減 圧 系

始 動 タ

イマ 

運 転 

起 動※２ 

高温停止

※２ 

１ A.いずれ

かの論理

が動作不

能の場合 

A1. 当 該

論理を動

作可能な

状態に復

旧する。 

１０日

間 

ただ

し，高

圧炉心

スプレ

イ系の

動作不

能を発

見した

場合は

４日間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

B.両方の

動 作 論

理が，そ

れ ぞ れ

動 作 不

能 の 場

合 

または 

上 記 要

求 さ れ

る 措 置

が 完 了

時 間 内

に 達 成

で き な

い場合 

B1.自動減

圧系を動

作不能と

みなす。 

１時間 

4.低圧炉

心スプ

レイ系

ポンプ

出口圧

力高※２ 

または 

残 留 熱

除 去 系

ポ ン プ

出 口 圧

力高※２ 

運転 

起動※３ 

高温停止

※３ 

４※４ A.片方の

動 作 論

理 が 動

作 不 能

の場合 

A1.片トリ

ップ系を

動作可能

状態に復

旧する。 

１０日間 

ただし 

高圧炉心ス

プレイ系の

動作不能を

発見した場

合は４日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.両方の

論理がそ

れぞれ動

作不能の

場合 

または 

条件 A の

要求され

る措置が

完了時間

内に達成

できない

場合 

 

 

 

B1. 自 動

減圧系を

動作不能

と み な

す。 

１時間 

4．残留

熱 除 去

系 ポ ン

プ 運 転

中※１ 

ま た は

低 圧 炉

心 ス プ

レ イ 系

ポ ン プ

運転中※

１ 

 

 

運 転 

起 動※２ 

高温停止

※２ 

２※３ A.片方の

論理が動

作不能の

場合 

A1. 当 該

論理を動

作可能な

状態に復

旧する。 

１０日

間 

ただ

し，高

圧炉心

スプレ

イ系の

動作不

能を発

見した

場合は

４日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根はポンプ吐出圧

力ではなくポンプ遮

断機閉を作動信号と

して採用 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

B.両方の

動 作 論

理が，そ

れ ぞ れ

動 作 不

能 の 場

合 

または 

上 記 要

求 さ れ

る 措 置

が 完 了

時 間 内

に 達 成

で き な

い場合 

B1.自動減

圧系を動

作不能と

みなす。 

１時間 

※１：本条における論理とは，当該系統・設備を作動させるためのセ

ンサから論理回路の出力段までの最小単位の構成をいう。 

※２：２号炉の対象の要素は重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能

時は，第６６条（６６－３－１）の運転上の制限も確認する。 

 

※３：原子炉圧力が 0.77MPa[gage]以上の場合。 

※４：自動減圧系Ａ系は低圧炉心スプレイ系２チャンネルおよび残留

熱除去系２チャンネルをいい自動減圧系Ｂ系は残留熱除去系

４チャンネルをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：７号炉の対象の要素のうち，チャンネルＡ，Ｃ，Ｆは重大事故 

等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－３－１

及び６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

※２：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.両方の

論理がそ

れぞれ動

作不能の

場合 

または 

条件 A の

要求され

る措置が

完了時間

内に達成

できない

場合 

B1. 自 動

減圧系を

動作不能

と み な

す。 

１時間 

 

 

 

 

※１：対象の要素は重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，

第６５条（６５－３－１ 代替自動減圧機能）の運転上の制

限も確認する。 

※２：原子炉圧力が 0.78MPa[gage]以上の場合。 

※３：自動減圧系Ａ系は残留熱除去系１チャンネルおよび低圧炉心

スプレイ系１チャンネルをいい，自動減圧系Ｂ系は残留熱除

去系２チャンネルをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，水位低の要

素は「６５－１３－

１主要パラメータお

よび代替パラメー

タ」に使用していな

い 

【島根固有】 

・プラントの相違によ

る自動減圧系計装の

要求される措置の相

違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

２号炉について，中央制御室外原子炉停止装置計装の

要素に動作不能が発生した場合は，下表の要求される措

置を完了時間内に講じる。 

表２７－３－５（６ａ）中央制御室外原子炉停止装置計装に

係る措置（２号炉） 

要 素 

適用さ

れる原

子 炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

1. 原 子 炉

圧力 

運 転 

起 動 

高温停

止 

A.動作不能の要素

が１つある場合 

A1.要素を 

動作可能な 

状態に復旧 

する。 

３０日間 

B.条件Aで要 

求される措 

置を完了時 

間内に達成 

できない場 

合 

B1.高温停 

止にする。 

および 

B2.冷温停 

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

2. 原 子 炉

隔 離 時

冷 却 系

流量※１ 

運 転 

起 動 

高温停

止 

A.動作不能 

の要素が１ 

つある場合 

A1.要素を 

動作可能な 

状態に復旧 

する。 

３０日間 

B.条件Aで要 

求される措 

置を完了時 

間内に達成 

できない場 

合 

 

B1.高温停 

止にする。 

および 

B2.冷温停 

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 〔７号炉〕 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

中央制御室外原子炉停止装置計装の要素に動作不能が

発生した場合は，その状態に応じて表２７－３－５－６

－Ｂの要求される措置を完了時間内に講じる。 

表２７－３－５－６－Ｂ 

 

要 素 

適用される

原子炉の状

態 

条 件 
要求される

措置 
完了時間 

１．原

子炉圧

力 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

２．高圧

炉心注水

系流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

（６）中央制御室外原子炉停止装置計装 

   中央制御室外原子炉停止装置計装の要素に動作不能が発

生した場合は，下表の要求される措置を完了時間内に講じ

る。 

表２７－３－５－６（２号炉 中央制御室外原子炉停止装置

計装） 

要  素 

適 用さ れ

る 原子 炉

の状態 

条   件 
要求される措

置 
完了時間 

1. 原子 炉

圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 原子 炉

隔 離時 冷

却系流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運 転 

起 動 

高温停止 

A. 動作 不

能 な要 素

が １つ の

場合 

A1.要素を動

作可能な状態

に復旧する。 

３０日間 

B.条件Aの

要 求さ れ

る 措置 を

完 了時 間

内 に達 成

で きな い

場合 

B1.高温停止

にする。 

 

B2.冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・プラントの相違によ

る監視項目の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3. 残 留 熱

除 去 系

流量※１ 

運 転 

起 動 

高温停

止 

A.動作不能 

の要素が１ 

つある場合 

A1.要素を 

動作可能な 

状態に復旧 

する。 

３０日間 

B.条件Aで要 

求される措 

置を完了時 

間内に達成 

できない場 

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.高温停 

止にする。 

および 

B2.冷温停 

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

4. 原 子 炉

水位 

運 転 

起 動 

高温停

止 

A.動作不能 

の要素が１ 

つある場合 

A1.要素を 

動作可能な 

状態に復旧 

する。 

３０日間 

B.条件Aで要 

求される措 

置を完了時 

間内に達成 

できない場 

合 

B1.高温停 

止にする。 

および 

B2.冷温停 

止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

３．残留

熱除去系

流量 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

４．原子

炉補機冷

却水系流

量 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

 

 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

５．原子

炉水位 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

3. 残留 熱

除 去系 流

量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 原子 炉

水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・プラントの相違によ

る監視項目の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

5. サ プ レ

ッ シ ョ

ン プ ー

ル 水 温

度 

運 転 

起 動 

高温停

止 

A.動作不能 

の要素が１ 

つある場合 

A1.要素を 

動作可能な 

状態に復旧 

する。 

３０日間 

B.条件Aで要 

求される措 

置を完了時 

間内に達成 

できない場 

 

B1.高温停 

止にする。 

および 

B2.冷温停 

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

6, 残 留 熱

除 去 系

熱 交 換

器 入 口

温度 

運 転 

起 動 

高温停

止 

A.動作不能 

の要素が１ 

つある場合 

A1.要素を 

動作可能な 

状態に復旧 

する。 

３０日間 

B.条件Aで要 

求される措 

置を完了時 

間内に達成 

できない場 

合 

 

 

 

 

B1.高温停 

止にする。 

および 

B2.冷温停 

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

7. 圧 力 抑

制 室 水

位 

運 転 

起 動 

高温停

止 

A.動作不能の要素

が１つある場合 

A1.要素を動作

可能な状態に

復旧する。 

３０日間 

B.条件Aで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

 

 

 

B1.高温停止に

する。 

および 

B2.冷温停止に

する。 

２４時間 

 

３６時間 

６．サプ

レッショ

ンプール

水温度 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

７．ＲＨ

Ｒ熱交換

器入口温

度 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

要 素 

適用される

原子炉の状

態 

条 件 
要求される

措置 
完了時間 

８．サプ

レッショ

ンプール

水位 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

5. サプ レ

ッ ショ ン

プ ール 水

温度 

 

 

 

 

 

 

6. 残留熱

除去系熱交

換器入口温

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は制御対象とし

ておらず，かつ機器

の運転点設定にも使

用しないことから監

視計器として選定し

ない 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

8. 復 水 貯

蔵 タ ン

ク水位※

１ 

運  

転 

起  

動 

高温停

止 

A.動作不能の要素

が１つある場合 

A1.要素を動作

可能な状態に

復旧する。 

３０日間 

B.条件Aで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

 

 

 

 

B1.高温停止に

する。 

および 

B2.冷温停止に

する。 

２４時間 

 

３６時間 

9. 原 子 炉

隔 離 時

冷 却 系

ポ ン プ

（ 原 子

炉 隔 離

時 冷 却

系制御） 

 

 

運  

転 

起  

動 

高温停

止 

A.動作不能の要素

が１つある場合 

A1.要素を動作

可能な状態に

復旧する。 

３０日間 

B.条件Aで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

B1.高温停止に

する。 

および 

B2.冷温停止に

する。 

２４時間 

 

３６時間 

10.残留熱

除 去 系

ポ ン プ

（ 残 留

熱 除 去

系制御） 

運  

転 

起  

動 

高温停

止 

A.動作不能の要素

が１つある場合 

A1.要素を動作

可能な状態に

復旧する。 

３０日間 

B.条件 A で要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

 

 

 

B1.高温停止に

する。 

および 

B2.冷温停止に

する。 

２４時間 

 

３６時間 

９．復水

貯蔵槽水

位 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

10．高圧

炉心注水

系ポンプ

（高圧炉

心注水系

制御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

11．残留

熱除去系

ポ ン プ

（残留熱

除去系制

御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 原子 炉

隔 離時 冷

却 系ポ ン

プ（原子炉

隔 離時 冷

却系制御） 

 

 

 

 

8．残留熱除

去系ポンプ

（残留熱除

去系制御） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・プラントの相違によ

る監視項目の相違 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

11.主蒸気

逃がし

安全弁

（主蒸

気逃が

し安全

弁 制

御） 

 

 

運  

転 

起  

動 

高温停

止 

A.動作不能の要素

が１つある場合 

A1.要素を動作

可能な状態に

復旧する。 

３０日間 

B.条件Aで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

B1.高温停止に

する。 

および 

B2.冷温停止に

する。 

２４時間 

 

３６時間 

12.原子炉

補機冷

却水ポ

ン プ

（原子

炉補機

冷却水

系 制

御） 

運  

転 

起  

動 

高温停

止 

A.動作不能の要素

が１つある場合 

A1.要素を動作

可能な状態に

復旧する。 

３０日間 

B.条件Aで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

B1.高温停止に

する。 

および 

B2.冷温停止に

する。 

 

 

２４時間 

 

３６時間 

13.原子炉

補機冷

却海水

ポンプ 

（ 原 子 炉

補機冷

却海水

系 制

御） 

運  

転 

起  

動 

高温停

止 

A.動作不能の要素

が１つある場合 

A1.要素を動作

可能な状態に

復旧する。 

３０日間 

B.条件Aで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

B1.高温停止に

する。 

および 

B2.冷温停止に

する。 

２４時間 

 

３６時間 

※１：２号炉の対象の要素は重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能

時は，第６６条（６６－１３－１）の運転上の制限も確認する。 

３号炉について，中央制御室外原子炉停止装置計装の要素に

動作不能が発生した場合は，下表の要求される措置を完了時間

以内に講じる。 

12．主蒸

気逃がし

安 全 弁

（主蒸気

逃がし安

全 弁 制

御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

 

 

 

 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

13．原子

炉補機冷

却水ポン

プ（原子

炉補機冷

却水系制

御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

14．原子

炉補機冷

却海水ポ

ンプ（原

子炉補機

冷却海水

系制御） 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作不能

の要素が１

つある場合 

Ａ１．要素を

動作可能な

状態に復旧

する。 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

9．主蒸気逃

がし安全弁

（主蒸気逃

がし安全弁

制御） 

 

 

 

 

 

10．原子炉

補機冷却水

ポンプ（原

子炉補機冷

却 水 系 制

御） 

 

 

 

 

11．原子炉

補機海水ポ

ンプ（原子

炉補機海水

系制御） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は，原子炉隔離

時冷却系流量および

残留熱除去系流量の

要素は「６５－１３

－１主要パラメータ

および代替パラメー

タ」に使用していな

い。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系および高圧代替注水

系の系統圧力監視）  

第３２条 原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行

するまでの期間において，非常用炉心冷却系，原子炉隔離

時冷却系および高圧代替注水系※１の系統圧力は，表３２－

１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，非常用炉

心冷却系，原子炉隔離時冷却系または高圧代替注水系に関

する確認時および確認後４時間以内を除く。  

 

２．非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系および高圧代替注

水系の系統圧力が前項で定める運転上の制限を満足してい

ることを確認するため，次の各号を実施する。  

（１）原子炉課長は，定事検停止時に，供用中の漏えいま

たは水圧検査の結果を確認し，その結果を発電管理課長

に通知する。  

（２）発電課長は，原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温

停止に移行するまでの期間において，非常用炉心冷却

系，原子炉隔離時冷却系および高圧代替注水系の系統圧

力に有為な変動がないことを１ヶ月に１回確認する。  

３．発電課長は，非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系また

は高圧代替注水系の系統圧力が第１項で定める運転上の制

限を満足していないと判断した場合，表３２－２の措置を講

じる。  

  

 

 

表３２－１  

項 目  運転上の制限  

非常用炉心冷却系，  

原子炉隔離時冷却系および高

圧代替注水系の系統圧力  

原子炉冷却材の漏えいにより過圧

されていないこと  

  

 

 

 

 

 

 

（非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系

の系統圧力監視） 

第３２条 原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行

するまでの期間において，非常用炉心冷却系，原子炉隔離

時冷却系及び高圧代替注水系※１の系統圧力は，表３２－１

で定める事項を運転上の制限とする。ただし，非常用炉心

冷却系，原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系に関する

確認時及び確認後４時間以内を除く。 

 

２．非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水

系の系統圧力が前項で定める運転上の制限を満足してい

ることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）原子炉ＧＭは，定事検停止時に，供用中の漏えい又は水

圧検査の結果を確認し，当直長に通知する。 

 

（２）当直長は，原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に

移行するまでの期間において，非常用炉心冷却系，原子炉

隔離時冷却系及び高圧代替注水系の系統圧力に有意な変

動がないことを１ヶ月に１回確認する。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系又は高

圧代替注水系の系統圧力が第１項で定める運転上の制限

を満足していないと判断した場合，表３２－２の措置を講

じる。 

 

※１：高圧代替注水系は，７号炉のみ適用。 

 

表３２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 運転上の制限 

非常用炉心冷却系，原子炉

隔離時冷却系及び高圧代

替注水系の系統圧力 

原子炉冷却材の漏えいにより過圧さ

れていないこと 

（非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系および高圧原子炉

代替注水系の系統圧力監視） 

第３２条 原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止に移行

するまでの期間において，非常用炉心冷却系，原子炉隔離

時冷却系および高圧原子炉代替注水系※１の系統圧力は，表

３２－１に定める事項を運転上の制限とする。ただし，非

常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代

替注水系に関する動作確認時および動作確認後４時間以内

を除く。 

２．非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系および高圧原子

炉代替注水系の系統圧力が前項に定める運転上の制限を満

足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停

止時に，供用中の漏えいまたは水圧検査の結果を確認し，

課長（発電）に通知する。 

（２）当直長は，原子炉圧力が定格圧力到達後から冷温停止

に移行するまでの期間において，非常用炉心冷却系，原子

炉隔離時冷却系および高圧原子炉代替注水系の系統圧力に

有意な変動がないことを１箇月に１回確認する。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系また

は高圧原子炉代替注水系の系統圧力が，第１項に定める運

転上の制限を満足していないと判断した場合は，表３２－

２の措置を講じる。 

 

※１：高圧原子炉代替注水系は，２号炉のみ適用。 

 

表３２－１ 

項  目 運転上の制限 

非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷

却系および高圧原子炉代替注水系の

系統圧力 

原子炉冷却材の漏えいに

より過圧されていないこ

と 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表３２－２  

条 件  要求される措置  完了時間  

A.運転上の制限を満足

していないと判断し

た場合  

A1.当該系統からの原子炉冷

却材の著しい漏えいを停止

させる措置を講じる。なお，

講じた措置に応じて当該系

統を動作不能とみなす。  

４時間  

B.条件Aで要求される措

置を完了時間内に達

成できない場合  

B1.高温停止にする。  

および  

B2.冷温停止にする。  

２４時間  

  

３６時間  

  

※１：高圧代替注水系は，２号炉のみ適用。  

  

 

表３２－２ 
 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．運転上の制限を

満足していないと

判断した場合 

Ａ１．当該系統内への原子炉冷

却材の漏えいを停止させ

る措置を講じる。なお，講

じた措置に応じて当該系

統を動作不能とみなす。 

４時間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了時

間内に達成できな

い場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

表３２－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.運転上の制限を満

足していないと判

断した場合 

A1.当該系統内への原子炉冷

却材の漏えいを停止させ

る措置を講じる。なお，

講じた措置に応じて当該

系統を動作不能とみな

す。 

４時間 

B.条件 Aで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 

および 

B2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（非常用炉心冷却系その１） 

 

第３９条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止におい

て，非常用炉心冷却系は表３９－１に定める事項を運転上

の制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備およ

び原子炉停止時冷却系の運転中は，当該低圧注水系（格納

容器スプレイ系）を動作不能とはみなさない。 

 

 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足し

ていることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）電気課長は，定事検停止時に，高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系および低圧注水系が模擬信号で

作動することを確認し，その結果を発電管理課長に通知

する。 

（２）計測制御課長は，定事検停止時に，自動減圧系が模

擬信号で作動することを確認し，その結果を発電管理課

長に通知する。 

（３）原子炉課長は，定事検停止時に，格納容器スプレイ

系が手動で作動することを確認し，その結果を発電管理

課長に通知する。 

（４）発電課長は，定事検停止後の原子炉起動前に表３９

－２(項目３)に定める事項ならびに高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系および低圧注水系（格納容器ス

プレイ系）の主要な手動弁と電動弁が原子炉の状態に応

じた開閉状態および主要配管が満水であることを確認す

る。※１ 

（５）発電課長は，原子炉の状態が運転，起動および高温

停止において，表３９－２(項目３を除く。)に定める事

項を確認する。 

 

３．発電課長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表３９－３－１

または表３９－３－２の措置を講じる。 

 

 

 

 

（非常用炉心冷却系その１） 

第３９条 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自動減圧系に

ついては原子炉圧力が０．８４MPa[gage]以上）において，

非常用炉心冷却系は表３９－１で定める事項を運転上の

制限とする。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備及び原

子炉停止時冷却系の運転中は，当該低圧注水系（格納容器

スプレイ系）を動作不能とはみなさない。 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足して

いることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，高圧炉心スプレイ系，

低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，自動減圧系が模擬信号

で作動すること及び格納容器スプレイ系が手動で作動す

ることを確認し，その結果を当直長に通知する。 

 

 

 

 

 

 

（２）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項

目３）に定める事項及び高圧炉心スプレイ系，低圧炉心ス

プレイ系，低圧注水系（格納容器スプレイ系）の主要な手

動弁と電動弁が原子炉の状態に応じた開閉状態並びに主

要配管が満水であることを確認する。※１ 

 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（自

動減圧系については原子炉圧力が０．８４MPa[gage]以上）

において，表３９－２（項目３を除く。）に定める事項を確

認する。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制

限を満足していないと判断した場合，表３９－３－１又は

表３９－３－２の措置を講じる。 

 

 

 

 

（非常用炉心冷却系その１） 

〔２号炉〕 

第３９条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止におい

て，非常用炉心冷却系は，表３９－１に定める事項を運転

上の制限とする※１。ただし，残留熱除去系原子炉停止時冷

却モードの起動準備中および残留熱除去系原子炉停止時冷

却モードの運転中は，当該低圧注水系（格納容器冷却系）

の動作不能とはみなさない。 

 

２．非常用炉心冷却系が，前項に定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（第一発電）は，定事検停止時に，高圧炉心スプ

レイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系および自動減圧

系が模擬信号で作動することおよび格納容器冷却系が手動

で作動することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

（２）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に表３９－２

（項目３）に定める事項ならびに高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系，低圧注水系（格納容器冷却系）の主要

な手動弁と電動弁が原子炉の運転状態に応じた開閉状態に

あることおよび主要配管※２が満水であることを確認する。 

 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動および高温停止

において，表３９－２（項目３を除く。）に定める事項を確

認する。※１ 

 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が，第１項に定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合は，表３９－３－

１または表３９－３－２の措置を講じる。 

 

 

 

 

TS-93 高圧炉心スプ

レイ系および原子炉隔

離時冷却系の第一水源

変更に係るサーベイラ

ンスについて 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔６号炉及び７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉隔離時

冷却系及び自動減圧系については原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上かつ原子炉隔離時冷却系においては，原子

炉起動時に実施する運転確認終了後）において，非常用炉

心冷却系は表３９－１で定める事項を運転上の制限とす

る。ただし，原子炉停止時冷却系起動準備及び原子炉停止

時冷却系の運転中は，当該低圧注水系（格納容器スプレイ

冷却系）を動作不能とはみなさない。 

また，７号炉の高圧代替注水系起動準備及び運転中は，

原子炉隔離時冷却系を動作不能とみなさない。 

 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足して

いることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，高圧炉心注水系，低

圧注水系及び自動減圧系が模擬信号で作動すること及び

格納容器スプレイ冷却系が手動で作動することを確認し，

その結果を当直長に通知する。 

（２）運転評価ＧＭは，定事検停止後の原子炉起動から定期事

業者検査終了までの期間において，原子炉隔離時冷却系が

模擬信号で作動することを確認し，その結果を当直長に通

知する。 

（３）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に表３９－２（項

目３）に定める事項及び高圧炉心注水系，低圧注水系（格

納容器スプレイ冷却系），原子炉隔離時冷却系の主要な手

動弁と電動弁が原子炉の状態に応じた開閉状態並びに主

要配管が満水であることを確認する。※１ 

（４）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原

子炉隔離時冷却系及び自動減圧系については原子炉圧力

が１．０３MPa[gage]以上）において，表３９－２（項目３

を除く。）に定める事項を確認する。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項で定める運転上の制

限を満足していないと判断した場合，表３９－３－１又は

表３９－３－２の措置を講じる。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成す

るための水源（サプレッションプール又は復水貯蔵槽）

からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容

器（格納容器スプレイヘッダ）までの注入配管（格納容

器スプレイ配管）を指し，小口径配管を含まない。また，

主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及び電

動弁並びに主要配管の満水を維持するために必要な一

次弁をいう。なお，主要配管（格納容器スプレイ配管を

除く。）の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が継続的

に発生していないことで確認する。 

また，６号炉及び７号炉における，原子炉隔離時冷却

系の主要配管とは，原子炉隔離時冷却系に期待されてい

る機能を達成するための水源（サプレッションプール又

は復水貯蔵槽）からポンプまでの吸込配管とポンプから

原子炉圧力容器までの注入配管，並びにタービン駆動用

蒸気配管及び排気配管を指し，小口径配管を含まない。

また，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁

及び電動弁並びに主要配管の満水を維持するために必要

な一次弁をいう。なお，主要配管であるポンプの吸込配

管及び注入配管の満水は，当該主要配管の圧力低の警報

が継続的に発生していないことで確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：自動減圧系については，原子炉圧力が次表の場合に適

用する。 

 

項  目 原子炉圧力 

自動減圧系 0.78MPa[gage]以上 

 

※２：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成

するための水源（サプレッションチェンバ）からポン

プまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器（格納

容器スプレイヘッダ）までの注入配管（スプレイ配

管）を指し，小口径配管を含まない。また，主要な手

動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁および電動弁

ならびに主要配管の満水を維持するために必要な一次

弁をいう。なお，主要配管（スプレイ配管を除く。）の

満水は，当該主要配管の圧力計の指示が正圧になって

いることで確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号は，第一水

源変更に伴い復水貯

蔵タンクの安全重要

度を見直したことか

ら，非常用炉心冷却

系に期待されている

機能を達成するため

の水源はサプレッシ

ョンチェンバのみ。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表３９－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 運転上の制限 

（動作可能である

べき系列数） 

非常用炉心

冷却系 

低圧炉心スプレイ系※２ １※７ 

低圧注水系※３ 

（格納容器スプレイ系※４） 

３※７ 

（２※９） 

自動減圧系※５ 

（原子炉圧力が

0.77MPa[gage]以上） 

６※８ 

高圧炉心スプレイ系※６ １※７ 

※１：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するた

めの水源（サプレッションプールまたは復水貯蔵タンク（３

号炉においては復水貯蔵槽））からポンプまでの吸込配管と

ポンプから原子炉圧力容器（格納容器スプレイヘッダ）まで

の注入配管（スプレイ配管）を指し，小口径配管を含まな

い。また，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁

および電動弁ならびに主要配管の満水を維持するために必要

な一次弁をいう。なお，主要配管（スプレイ配管を除く。）

の満水は，当該主要配管の圧力計指示が正圧になっているこ

表３９－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

※１：１系列とは，ポンプ及び必要な弁並びに主要配管をいう。以下，

第４０条において同じ。 

※２：１系列とは，ポンプ，熱交換器及び必要な弁並びに主要配管を

いう。 

※３：自動減圧系の数は，１系列に相当する弁数をいう。 

 

２．６号炉及び７号炉 

 

 

 

 

 

項 目 

運転上の制限 

（動作可能であるべ

き系列数） 

非常用炉心

冷却系 

高圧炉心スプレイ系 １※１ 

低圧炉心スプレイ系 １※１ 

低圧注水系 

（格納容器スプレイ系） 

３※１ 

（２）※２ 

自動減圧系 

（原子炉圧力が０．８４

MPa[gage]以上） 

７※３ 

項 目 

運転上の制限 

（動作可能であるべき

系列数） 

非常用炉心

冷却系 

高圧炉心注水系※１ ２※６ 

低圧注水系※２ ３※６ 

原子炉隔離時冷却系※３ 

（原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上） 

１※６ 

自動減圧系※４ 

（原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上） 

８※７ 

格納容器スプレイ冷却系※

５ 
３※８ 

表３９－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 

運転上の制限 

（動作可能であるべき

系列数） 

非常用炉心

冷却系 

低圧炉心スプレイ系※３ １※８ 

低圧注水系※４ 

（格納容器冷却系※５） 

３※８ 

（２）※10 

自動減圧系※６ ６※９ 

高圧炉心スプレイ系※７ １※８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・炉型の違い 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

とで確認する。 

※２：２号炉の低圧炉心スプレイ系は，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）を兼ねる。 

※３：２号炉の低圧注水系は，重大事故等対処設備（設計基準拡

張）を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－４－１，６

６－４－３および６６－５－５）の運転上の制限も確認す

る。 

 

 

※４：２号炉の格納容器スプレイ系は，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－５－

５，６６－６－１および６６－６－２）の運転上の制限も確

認する。 

 

 

※５：２号炉の自動減圧系の主蒸気逃がし安全弁およびアキュムレ

ータは，重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６

６条（６６－３－２）の運転上の制限も確認する。 

 

※６：２号炉の高圧炉心スプレイ系は，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－４－

２）の運転上の制限も確認する。 

※７：１系列とは，ポンプ１台および必要な弁ならびに主要配管を

いう。 

※８：自動減圧系の数は，１系列に相当する弁数をいう。 

※９：１系列とは，ポンプ１台，熱交換器１基および必要な弁なら

びに主要配管をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：７号炉の高圧炉心注水系は，重大事故等対処設備（設計基準拡

張）を兼ねる。 

※２：７号炉の低圧注水系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）

を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－４－１，６６－４

－２及び６６－５－５）の運転上の制限も確認する。 

※３：７号炉の原子炉隔離時冷却系は，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－２－１）

の運転上の制限も確認する。 

※５：７号炉の格納容器スプレイ冷却系は，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－５－

５，６６－６－１及び６６－６－２）の運転上の制限も確認す

る。 

 

 

※４：７号炉の自動減圧系の主蒸気逃がし安全弁及びアキュムレータ

は，重大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６

６－３－２）の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

※６：１系列とは，ポンプ及び必要な弁並びに主要配管をいう。以下，

第４０条において同じ。 

※７：自動減圧系の数は，１系列に相当する弁数をいう。 

※８：１系列とは，ポンプ，熱交換器及び必要な弁並びに主要配管を

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：低圧炉心スプレイ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）

を兼ねる。 

※４：低圧注水系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。

動作不能時は，第６５条（６５－４－１ 低圧原子炉代替注水

系（常設），６５－４－２ 低圧原子炉代替注水系（可搬型），

６５－５－４ 残留熱代替除去系および６５－７－１ ペデ

スタル代替注水系（常設））の運転上の制限も確認する。 

 

※５：格納容器冷却系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼

ねる。動作不能時は，第６５条（６５－５－４ 残留熱代替除

去系，６５－６－１ 格納容器代替スプレイ系（常設），６５

－６－２ 格納容器代替スプレイ系（可搬型），６５－７－１ 

ペデスタル代替注水系（常設）および６５－７－３ 格納容器

代替スプレイ系（可搬型））の運転上の制限も確認する。 

※６：自動減圧系の主蒸気逃がし安全弁およびアキュムレータは，重

大事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６５条（６５－

３－２ 主蒸気逃がし安全弁（手動減圧））の運転上の制限も

確認する。 

※７：高圧炉心スプレイ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）

を兼ねる。 

 

※８：１系列とは，ポンプ１台，必要な弁および主要配管をいう。 

 

※９：自動減圧系の系列数は，１系列に相当する弁数をいう。 

※10：１系列とは，ポンプ１台，熱交換器１基，必要な弁および主要

配管をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・炉型の違い 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・炉型の違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川では，高圧炉心

スプレイ系と低圧代

替注水系（常設）（直

流駆動低圧注水ポン

プ）の流路の一部を

共通化している。 
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表３９－２ 

項 目 頻 度 

１．自動減圧系の窒素ガス供給圧力が

1.13MPa[gage]以上であることを確認する。 

１ヶ月に

１回 

２．高圧炉心スプレイポンプの流量が 1,074m3/h 以

上で，全揚程が   m 以上（３号炉については

263m 以上）であることを確認する。また，ポン

プの運転確認後，ポンプの運転確認に際し使用し

た弁が待機状態にあることおよび主要配管が満水

であることを確認する。 

１ヶ月に

１回 

３．高圧炉心スプレイポンプの流量が 325m3/h 以上

で，全揚程が   m 以上（３号炉については

861m 以上）であることを確認する。また，ポンプ

の運転確認後，ポンプの運転確認に際し使用した

弁が待機状態にあることおよび主要配管が満水で

あることを確認する。 

定事検停

止後の原

子炉起動

前に１回 

４．高圧炉心スプレイ系における注入隔離弁および

試験可能逆止弁が開することを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉

状態および主要配管が満水であることを確認す

る。 

１ヶ月に

１回 

５．低圧炉心スプレイポンプの流量が 1,074m3/h 以

上で，全揚程が   m 以上（３号炉については

203m 以上）であることを確認する。また，ポンプ

の運転確認後，ポンプの運転確認に際し使用した

弁が待機状態にあることおよび主要配管が満水で

あることを確認する。 

１ヶ月に

１回 

６．低圧炉心スプレイ系における注入隔離弁および

試験可能逆止弁が開できることを確認する。ま

た，動作確認後，動作確認に際して作動した弁の

開閉状態および主要配管が満水であることを確認

する。 

１ヶ月に

１回 

７．残留熱除去系ポンプの流量が 1,160m3/h 以上

で，全揚程が   m 以上（２号炉の残留熱除去系

ポンプ（Ｃ）については m 以上，３号炉について

は 92m 以上）であることを確認する。また，ポン

プの運転確認後，ポンプの運転確認に際し使用し

１ヶ月に

１回 

 

表３９－２ 

１．１号炉 

項  目 頻 度 

１．自動減圧系の高圧窒素ガス供給圧力が１．１３ 

MPa[gage]以上であることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

２．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，４６０ｍ

３／ｈ以上で，全揚程が２７３ｍ以上であることを

確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運

転確認に際して使用した弁が待機状態にあること

及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

３．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が３６８ｍ３／

ｈ以上で，全揚程が８６６ｍ以上であることを確

認する。 また，ポンプの運転確認後，ポンプの運

転確認に際して使用した弁が待機状態にあること

及び主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止

後の 

原子炉起動

前に１回 

４．高圧炉心スプレイ系における注入隔離弁及び試

験可能逆止弁が開することを確認する。また，動作

確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態

及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

５．低圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，４４１ｍ

３／ｈ以上で，全揚程が２０６ｍ以上であることを

確認する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運

転確認に際して使用した弁が待機状態にあること

及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

６．低圧炉心スプレイ系における注入隔離弁及び試

験可能逆止弁が開することを確認する。また，動作

確認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態

及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

７．残留熱除去系ポンプの流量が１，６３０ｍ３／ｈ

以上で，全揚程が８９ｍ以上であることを確認す

る。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及び主

要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

 

表３９－２ 

項  目 頻  度 

１．自動減圧系の窒素ガス供給圧力が

1.16MPa[gage]以上であることを確認する。 

１箇月に 1

回 

２．高圧炉心スプレイ系ポンプの全揚程が 260m以

上で流量が 1,074m3/h以上であることを確認す

る。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転

確認に際して使用した弁が待機状態にあること

および主要配管が満水であることを確認する。 

１箇月に 1

回 

３．高圧炉心スプレイ系ポンプの全揚程が 822m以

上で流量が 342m3/h 以上であることを確認す

る。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転

確認に際して使用した弁が待機状態にあること

および主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止

後の 

原子炉起動

前に 1回 

４．高圧炉心スプレイ系の注水弁および試験可能

逆止弁が開することを確認する。また，動作確

認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態

および主要配管が満水であることを確認する。 

１箇月に 1

回 

５．低圧炉心スプレイ系ポンプの全揚程が 198m以

上で，流量が 1,074m3/h以上であることを確認

する。また，ポンプの運転確認後，ポンプの運

転確認に際して使用した弁が待機状態にあるこ

とおよび主要配管が満水であることを確認す

る。 

１箇月に 1

回 

６．低圧炉心スプレイ系の注水弁および試験可能

逆止弁が開することを確認する。また，動作確

認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状態

および主要配管が満水であることを確認する。 

１箇月に 1

回 

７．低圧注水系ポンプの全揚程が 86m以上で，流

量が 1,160m3/h以上であることを確認する。ま

た，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に

際して使用した弁が待機状態にあることおよび

主要配管が満水であることを確認する。 

１箇月に 1

回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

た弁が待機状態にあることおよび主要配管が満水

であることを確認する。 

８．低圧注水系における注入隔離弁，試験可能逆止

弁，格納容器スプレイ弁，サプレッションプール

スプレイ弁および残留熱除去系試験用調整弁が開

することを確認する。また，動作確認後，動作確

認に際して作動した弁の開閉状態および主要配管

が満水であることを確認する。 

１ヶ月に

１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．低圧注水系における注入隔離弁，試験可能逆止弁

及び格納容器スプレイ系における格納容器冷却ラ

イン隔離弁，圧力抑制室スプレイ注入隔離弁並び

に残留熱除去系試験用調節弁が開することを確認

する。また，動作確認後，動作確認に際して作動し

た弁の開閉状態及び主要配管が満水であることを

確認する。 

１ヶ月に１

回 

 

２．２号炉 

項  目 頻  度 

１．自動減圧系の高圧窒素ガス供給圧力が１．１３ 

MPa[gage]以上であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，４６２

ｍ３／ｈ以上で，全揚程が２７４ｍ以上である

ことを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

３．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が３６９ｍ３

／ｈ以上で，全揚程が８６３ｍ以上であるこ

とを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後

の 

原子炉起動前

に１回 

４．高圧炉心スプレイ系における注入隔離弁及び試

験可能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

５．低圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，４４１

ｍ３／ｈ以上で，全揚程が２０８ｍ以上である

ことを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

６．低圧炉心スプレイ系における注入隔離弁及び試

験可能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

１ヶ月に１回 

８．低圧注水系（格納容器冷却系）の注水弁，ド

ライウェルスプレイ弁，トーラススプレイ弁，

残留熱除去系テスト弁および試験可能逆止弁が

開することを確認する。また，動作確認後，動

作確認に際して作動した弁の開閉状態および主

要配管が満水であることを確認する。 

１箇月に 1

回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

７．残留熱除去系ポンプの流量が１，６３０ｍ３／

ｈ以上で，全揚程が９２ｍ以上であることを

確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

８．低圧注水系における注入隔離弁，試験可能逆止

弁及び格納容器スプレイ系における格納容器

冷却ライン隔離弁，圧力抑制室スプレイ注入

隔離弁並びに残留熱除去系試験用調節弁が開

することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

 

３．３号炉 

項  目 頻  度 

１．自動減圧系の高圧窒素ガス供給圧力が１．１３ 

MPa[gage]以上であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，４６２

ｍ３／ｈ以上で，全揚程が２７４ｍ以上である

ことを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

３．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が３６９ｍ３

／ｈ以上で，全揚程が８６３ｍ以上であるこ

とを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後

の 

原子炉起動前

に１回 

４．高圧炉心スプレイ系における注入隔離弁及び試

験可能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
9



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．低圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，４４１

ｍ３／ｈ以上で，全揚程が２０５ｍ以上である

ことを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

６．低圧炉心スプレイ系における注入隔離弁及び試

験可能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

７．残留熱除去系ポンプの流量が１，６３０ｍ３／

ｈ以上で，全揚程が８９ｍ以上であることを

確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

８．低圧注水系における注入隔離弁，試験可能逆止

弁及び格納容器スプレイ系における格納容器

冷却ライン隔離弁，圧力抑制室スプレイ注入

隔離弁並びに残留熱除去系試験用調節弁が開

することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

 

４．４号炉 

項  目 頻  度 

１．自動減圧系の高圧窒素ガス供給圧力が

１．１１MPa[gage]以上であることを確

認する。 

１ヶ月に１回 

２．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，

４６２ｍ３／ｈ以上で，全揚程が２７４

ｍ以上であることを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運

転確認に際して使用した弁が待機状態

にあること及び主要配管が満水である

ことを確認する。 

１ヶ月に１回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が３６

９ｍ３／ｈ以上で，全揚程が８６３ｍ以

上であることを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運

転確認に際して使用した弁が待機状態

にあること及び主要配管が満水である

ことを確認する。 

定事検停止後の 

原子炉起動前に１回 

４．高圧炉心スプレイ系における注入隔離弁

及び試験可能逆止弁が開することを確

認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作

動した弁の開閉状態及び主要配管が満

水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

５．低圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，

４４２ｍ３／ｈ以上で，全揚程が２１４

ｍ以上であることを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運

転確認に際して使用した弁が待機状態

にあること及び主要配管が満水である

ことを確認する。 

１ヶ月に１回 

６．低圧炉心スプレイ系における注入隔離弁

及び試験可能逆止弁が開することを確

認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作

動した弁の開閉状態及び主要配管が満

水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

７．残留熱除去系ポンプの流量が１，６２８

ｍ３／ｈ以上で，全揚程が８７ｍ以上で

あることを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運

転確認に際して使用した弁が待機状態

にあること及び主要配管が満水である

ことを確認する。 

１ヶ月に１回 

８．低圧注水系における注入隔離弁，試験可

能逆止弁及び格納容器スプレイ系にお

ける格納容器冷却ライン隔離弁，圧力

抑制室スプレイ注入隔離弁並びに残留

熱除去系試験用調節弁が開することを

１ヶ月に１回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作

動した弁の開閉状態及び主要配管が満

水であることを確認する。 

 

５．５号炉 

項  目 頻  度 

１．自動減圧系の高圧窒素ガス供給圧力が１．１１

MPa[gage]以上であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，４６２

ｍ３／ｈ以上で，全揚程が２７４ｍ以上である

ことを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

３．高圧炉心スプレイ系ポンプの流量が３６９ｍ３

／ｈ以上で，全揚程が８６３ｍ以上であるこ

とを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後

の 

原子炉起動前

に１回 

４．高圧炉心スプレイ系における注入隔離弁及び試

験可能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

５．低圧炉心スプレイ系ポンプの流量が１，４４２

ｍ３／ｈ以上で，全揚程が２１４ｍ以上である

ことを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

６．低圧炉心スプレイ系における注入隔離弁及び試

験可能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．残留熱除去系ポンプの流量が１，６２９ｍ３／

ｈ以上で，全揚程が９０ｍ以上であることを

確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

８．低圧注水系における注入隔離弁，試験可能逆止

弁及び格納容器スプレイ系における格納容器

冷却ライン隔離弁，圧力抑制室スプレイ注入

隔離弁並びに残留熱除去系試験用調節弁が開

することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

 

６．６号炉 

項  目 頻  度 

１．自動減圧系の高圧窒素ガス供給圧力が１．１３

MPa[gage]以上であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．高圧炉心注水系ポンプの流量が７２７ｍ３／ｈ

以上で，全揚程が１９０ｍ以上であることを

確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること

及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

３．高圧炉心注水系ポンプの流量が１８２ｍ３／ｈ

以上で，全揚程が８９０ｍ以上であることを

確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること

及び主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後

の 

原子炉起動前

に１回 

４．高圧炉心注水系における注入隔離弁及び試験

可能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であるこ

とを確認する。 

１ヶ月に１回 

５．残留熱除去系ポンプの流量が９５４ｍ３／ｈ以

上で，全揚程が１１７ｍ以上であることを確

１ヶ月に１回 
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認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること

及び主要配管が満水であることを確認する。 

６．低圧注水系における注入弁，試験可能逆止弁及

び格納容器スプレイ冷却系における格納容

器冷却ライン隔離弁，圧力抑制室スプレイ注

入隔離弁並びに残留熱除去系試験用調節弁

が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であるこ

とを確認する。 

１ヶ月に１回 

７．原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が１８２ｍ３

／ｈで，全揚程が運転確認時の原子炉圧力に

加えて７２ｍ以上であることを確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること

及び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

８．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験

可能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であるこ

とを確認する。 

１ヶ月に１回 

９．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]相当※１におい

て，原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が１８

２ｍ３／ｈで，全揚程が運転確認時の原子炉

圧力に加えて８０ｍ以上であることを確認

する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること

及び主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後

の 

原子炉起動中

に１回 

10．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験

可能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であるこ

とを確認する。 

定事検停止後

の 

原子炉起動中

に１回 

※１：原子炉圧力設定を当該圧力とした場合の原子炉圧力をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
4



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．７号炉 

項  目 頻  度 

１．自動減圧系の高圧窒素ガス供給圧力が     MP

a[gage]以上であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

２．高圧炉心注水系ポンプの流量が７２７ｍ３／ｈ

以上で，全揚程が１９０ｍ以上であることを

確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

３．高圧炉心注水系ポンプの流量が１８２ｍ３／ｈ

以上で，全揚程が８９０ｍ以上であることを

確認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後

の 

原子炉起動前

に１回 

４．高圧炉心注水系における注入隔離弁及び試験可

能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

５．残留熱除去系ポンプの流量が９５４ｍ３／ｈ以

上で，全揚程が１０９ｍ以上であることを確

認する。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

１ヶ月に１回 

６．低圧注水系における注入弁，注入隔離弁，試験

可能逆止弁及び格納容器スプレイ冷却系にお

ける格納容器冷却ライン隔離弁，圧力抑制室

スプレイ注入隔離弁並びに残留熱除去系試験

用調節弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

７．原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が１８２ｍ３

／ｈで，全揚程が運転確認時の原子炉圧力に

加えて７２ｍ以上であることを確認する。 

１ヶ月に１回 
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  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

８．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験可

能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

１ヶ月に１回 

９．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]相当※１におい

て，原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が１８

２ｍ３／ｈで，全揚程が運転確認時の原子炉圧

力に加えて８０ｍ以上であることを確認す

る。 

  また，ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあること及

び主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後

の 

原子炉起動中

に１回 

10．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び試験可

能逆止弁が開することを確認する。 

  また，動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態及び主要配管が満水であること

を確認する。 

定事検停止後

の 

原子炉起動中

に１回 

※１：原子炉圧力設定を当該圧力とした場合の原子炉圧力をいう。 
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表３９－３－１ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.低圧炉心スプレイ

系が動作不能の場

合 

A1.低圧炉心スプレイ系を動

作可能な状態に復旧する。 

および 

A2.低圧注水系３系列につい

て動作可能であることを確

認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

B.低圧注水系１系列

が動作不能の場合

※１ 

B1.低圧注水系１系列を動作

可能な状態に復旧する。 

および 

B2.残りの低圧注水系２系列

について動作可能であるこ

とを確認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

C.自動減圧系の弁の

１つが動作不能の

場合 

C1.自動減圧系の弁の１つを

動作可能な状態に復旧す

る。 

および 

C2.高圧炉心スプレイ系およ

び原子炉隔離時冷却系（原

子炉圧力が 1.04MPa[gage]

以上の場合）について動作

可能であることを確認す

る。 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

D.高圧炉心スプレイ

系が動作不能の場

合 

D1.高圧炉心スプレイ系を動

作可能な状態に復旧する。 

および 

D2.自動減圧系（原子炉圧力

が 0.77MPa[gage]以上の場

合）の窒素ガス供給圧力が

表３９－２に定める値であ

ることを確認する。 

および 

D3.原子炉隔離時冷却系（原

子炉圧力が 1.04MPa[gage]

以上の場合）について動作

可能であることを確認す

１０日間 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

表３９－３－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．低圧炉心スプ

レイ系が動作不

能の場合 

Ａ１．低圧炉心スプレイ系を

動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

Ａ２．低圧注水系３系列につ

いて動作可能であることを

確認する。 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．低圧注水系１

系列が動作不能

の場合※１ 

Ｂ１．低圧注水系を動作可能

な状態に復旧する。 

及び 

Ｂ２．残りの低圧注水系２系

列について動作可能である

ことを確認する。 

 

 

 

１０日間 

 

 

速やかに 

Ｃ．自動減圧系の

弁１個が動作不

能の場合 

Ｃ１．自動減圧系の弁を動作

可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｃ２. 高圧炉心スプレイ系及

び原子炉隔離時冷却系につ

いて動作可能であることを

確認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

Ｄ．高圧炉心スプ

レイ系が動作不

能の場合 

Ｄ１．高圧炉心スプレイ系を

動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

Ｄ２．自動減圧系（原子炉圧力

が０．８４MPa[gage]以上の

場合）の高圧窒素ガス供給

圧力が表３９－２に定める

値であることを確認する。 

及び 

Ｄ３．原子炉隔離時冷却系（原

１０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

表３９－３－１ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.低圧炉心スプレ

イ系が動作不能

の場合 

A1.低圧炉心スプレイ系を動

作可能な状態に復旧する。 

および 

A2.低圧注水系３系列につい

て動作可能であることを確

認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

B.低圧注水系１系

列が動作不能の

場合※11 

B1.低圧注水系を動作可能な

状態に復旧する。 

および 

B2.残りの低圧注水系２系列

について動作可能であるこ

とを確認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

C.自動減圧系の弁

の１つが動作不

能の場合 

C1.自動減圧系の弁を動作可

能な状態に復旧する。 

および 

C2.高圧炉心スプレイ系およ

び原子炉隔離時冷却系（原

子炉圧力が 0.98MPa[gage]

以上の場合）について動作

可能であることを確認す

る。 

１０日間 

 

 

速やかに 

D.高圧炉心スプレ

イ系が動作不能

の場合 

D1.高圧炉心スプレイ系を動

作可能な状態に復旧する。 

および 

D2.自動減圧系※１の窒素ガス

供給圧力が表３９－２に定

める値であることを確認す

る。 

および 

D3.原子炉隔離時冷却系（原

子炉圧力が 0.98MPa[gage]

以上の場合）について動作

可能であることを確認す

る。 

１０日間 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

E. 非常用炉心冷 E1.高温停止にする。 ２４時間 7
7
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る。 

E. 非常用炉心冷却

系（ 自動減圧系を

除く）２系列以上

が動作不能の場合 

または 

非常用炉心冷却系

（自動減圧系を除

く）１系列および

自動減圧系の弁 1 

個が動作不能の場

合 

または 

自動減圧系の弁２

個以上が動作不能

の場合 

または 

条件 A～Dのいずれ

かの要求される措

置を完了時間内に

達成できない場合 

E1.高温停止にする。 

および 

E2.冷温停止にする。なお，

自動減圧系が動作不能の場

合は，原子炉圧力を

0.77MPa[gage]未満にす

る。 

２４時間 

 

３６時間 

※１：残留熱除去系ポンプの故障等により，低圧注水系および格納

容器スプレイ系の動作不能となる場合は，それぞれの要求さ

れる措置を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子 炉 圧 力 が １ ． ０ ３

MPa[gage]以上の場合）につ

いて動作可能であることを

確認する。 

Ｅ．非常用炉心冷

却系（自動減圧

系を除く）２系

列以上が動作不

能の場合 

又は 

 非常用炉心冷却

系（自動減圧系

を除く）１系列

及び自動減圧系

の弁１個が動作

不能の場合 

又は 

 自動減圧系の弁

２個以上が動作

不能の場合 

又は 

 条件Ａ～Ｄのい

ずれかの要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｅ１．高温停止にする。 

及び 

Ｅ２．冷温停止にする。 

なお，自動減圧系が動作不

能の場合は，原子炉圧力を

０．８４MPa[gage]未満にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

※１：残留熱除去系ポンプの故障等により，低圧注水系及び格納容器

スプレイ系の動作不能となる場合は，それぞれの要求される措

置を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

却系（自動減圧

系を除く）２系

列以上が動作不

能の場合 

または 

非常用炉心冷却

系（自動減圧系

を除く）１系列

および自動減圧

系の弁１つが動

作不能の場合 

または 

自動減圧系の弁

の２つ以上が動

作不能の場合 

または 

 条件 A～D のい

ずれかで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

および 

E2.冷温停止にする。 

なお，自動減圧系が動作不

能の場合は，原子炉圧力を

0.78MPa[gage]未満にす

る。 

 

３６時間 
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２．６号炉及び７号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

Ａ．高圧炉心注水

系１系列が動作

不能の場合 

Ａ１．高圧炉心注水系１系列

を動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

Ａ２．残りの高圧炉心注水系

について動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ａ３．自動減圧系（原子炉圧力

が１．０３MPa[gage]以上の

場合）の高圧窒素ガス供給

圧力が表３９－２に定める

値であることを確認する。 

及び 

Ａ４．原子炉隔離時冷却系（原

子 炉 圧 力 が １ ． ０ ３

MPa[gage]以上の場合）につ

いて動作可能であることを

確認する。 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

Ｂ．原子炉隔離時

冷却系が動作不

能の場合 

Ｂ１．原子炉隔離時冷却系を

動作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

Ｂ２．高圧炉心注水系２系列

について動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ｂ３．自動減圧系（原子炉圧力

が１．０３MPa[gage]以上の

場合）の高圧窒素ガス供給

圧力が表３９－２に定める

値であることを確認する。 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｃ．自動減圧系の

弁１個が動作不

能の場合 

Ｃ１．自動減圧系の弁を動作

可能な状態に復旧する。 

及び 

１０日間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ２．高圧炉心注水系２系列

について動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ｃ３．原子炉隔離時冷却系（原

子 炉 圧 力 が １ ． ０ ３

MPa[gage]以上の場合）につ

いて動作可能であることを

確認する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

Ｄ．低圧注水系１

系列が動作不能

の場合※１ 

Ｄ１．低圧注水系１系列を動

作可能な状態に復旧する。 

及び 

Ｄ２．残りの低圧注水系２系

列について動作可能である

ことを確認する。 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

Ｅ．非常用炉心冷

却系（自動減圧

系を除く）２系

列以上が動作不

能の場合 

又は 

 非常用炉心冷却

系（自動減圧系

を除く）１系列

及び自動減圧系

の弁１個が動作

不能の場合 

又は 

 自動減圧系の弁

２個以上が動作

不能の場合 

又は 

 条件Ａ～Ｄのい

ずれかの要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

Ｅ１．高温停止にする。 

及び 

Ｅ２．冷温停止にする。 

なお，自動減圧系が動作不

能の場合は，原子炉圧力を

１．０３MPa[gage]未満にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

表３９－３－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器スプレイ

系１系列が動作不

能の場合※１ 

A1.格納容器スプレイ系１系

列を動作可能な状態に復旧

する。 

および 

A2.残りの格納容器スプレイ

系について動作可能である

ことを確認する。 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

B.格納容器スプレイ

系２系列が動作不

能の場合 

または 

条件 A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 

および 

B2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１：残留熱除去系ポンプの故障等により，低圧注水系および格納

容器スプレイ系の動作不能となる場合は，それぞれの要求さ

れる措置を実施する。 

 

きない場合 

※１：残留熱除去系ポンプの故障等により，低圧注水系及び格納容器

スプレイ冷却系の動作不能となる場合は，それぞれの要求され

る措置を実施する。 

 

表３９－３－２ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

※１：残留熱除去系ポンプの故障等により，低圧注水系及び格納容器

スプレイ系の動作不能となる場合は，それぞれの要求される措

置を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器スプレイ

系１系列が動作不

能の場合※１ 

Ａ１．格納容器スプレイ系

を動作可能な状態に

復旧する。 

及び 

Ａ２．残りの格納容器スプ

レイ系について動作

可能であることを確

認する。 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．格納容器スプレイ

系２系列が動作不

能の場合※１ 

又は 

条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

表３９－３－２ 

条件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器冷却系１系

列が動作不能の場合

※11 

A1.格納容器冷却系を動

作可能な状態に復旧す

る。 

および 

A2.残りの格納容器冷却

系１系列について動作

可能であることを確認

する。 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

B.格納容器冷却系２系

列が動作不能の場合

※11 

または 

条件 Aで要求される

措置を完了時間内に

達成できない場合 

B1.高温停止にする。 

および 

B2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※11：残留熱除去系ポンプの故障等により，低圧注水系および格納

容器冷却系の動作不能となる場合は，それぞれの要求される

措置を実施する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器スプレイ

冷却系１系列が動

作不能の場合※１ 

Ａ１．格納容器スプレイ冷

却系を動作可能な状態

に復旧する。 

及び 

Ａ２．残りの格納容器スプ

レイ冷却系について動

作可能であることを確

認する。 

１０日間 

 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．格納容器スプレイ

冷却系２系列以上

が動作不能の場合※

１ 

又は 

条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

※１：残留熱除去系ポンプの故障等により，低圧注水系及び格

納容器スプレイ冷却系の動作不能となる場合は，それぞ

れの要求される措置を実施する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（非常用炉心冷却系その２）  

第４０条 原子炉の状態が冷温停止および燃料交換において，

非常用炉心冷却系は表４０－１で定める事項を運転上の

制限とする。ただし，原子炉が次に示す状態となった場合

は適用しない。 

また，原子炉停止時冷却系起動準備および原子炉停止時冷

却系の運転中は，低圧注水系の動作不能とはみなさない。 

  

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプー

ルゲートが開の場合  

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲート

が閉の場合  

 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足して

いることを確認するため，次号を実施する。  

（１）発電課長は，原子炉の状態が冷温停止および燃料交換

において，表４０－２に定める事項を確認する。ただし，

原子炉が次に示す状態となった場合は適用されない。  

①原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲー

トが開の場合 

②原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の

場合  

３．発電課長は，非常用炉心冷却系が第１項に定める運転上の

制限を満足していないと判断した場合，表４０－３の措置を

講じる。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非常用炉心冷却系その２） 

第４０条 原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，非

常用炉心冷却系は表４０－１に定める事項を運転上の制

限とする。ただし，原子炉が次に示す状態となった場合は

適用しない。また，原子炉停止時冷却系起動準備及び原子

炉停止時冷却系の運転中は，低圧注水系を動作不能とはみ

なさない。 

 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

２．非常用炉心冷却系が前項で定める運転上の制限を満足して

いることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換におい

て，表４０－２に定める事項を確認する。ただし，原子炉

が次に示す状態となった場合は適用されない。 

①原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲート

が開の場合  

②原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場

合 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が第１項に定める運転上の制

限を満足していないと判断した場合，表４０－３の措置を

講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非常用炉心冷却系その２） 

第４０条 原子炉の状態が冷温停止および燃料交換におい

て，非常用炉心冷却系は，表４０－１に定める事項を運転

上の制限とする。ただし，原子炉が次の各号に示す状態と

なった場合は適用しない。また，残留熱除去系原子炉停止

時冷却モードの起動準備中および残留熱除去系原子炉停止

時冷却モードの運転中は，低圧注水系の動作不能とはみな

さない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプール

ゲートが開の場合。 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが

閉の場合。 

 

２．非常用炉心冷却系が，前項に定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止および燃料交換に

おいて，表４０－２に定める事項を確認する。ただし，原

子炉が次に示す状態となった場合は適用されない。 

ａ．原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合。 

ｂ．原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合。 

３．当直長は，非常用炉心冷却系が，第１項に定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合は，表４０－３の

措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-93 高圧炉心スプ

レイ系および原子炉隔

離時冷却系の第一水源

変更に係るサーベイラ

ンスについて 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４０－１  

項  目  運転上の制限（動作可能であるべき系列数）※１  

非常用炉心

冷却系  

（１）非常用炉心冷却系※２（自動減圧系を除

く。） ２系列 

または 

（２）非常用炉心冷却系※２（自動減圧系を除

く。）１系列および復水補給水系※３１系列※４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：本条における１系列とは，ポンプ１台および必要な弁ならびに

主要配管をいう。  

※２：２号炉の低圧炉心スプレイ系，低圧注水系および高圧炉心スプ

レイ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。 

 

 

  

※３：２号炉の復水補給水系は，重大事故等対処設備を兼ねる。動作

不能時は，第６６条（６６－４－１および６６－４－３）の運

転上の制限も確認する。  

※４：復水補給水系１系列とは，ポンプ１台および注水に必要な弁な

らびに配管をいう。  

 

 

 

 

 

表４０－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

 

２．６号炉及び７号炉 

※１：復水補給水系１系列とは，復水移送ポンプ１台及び注水に必要

な弁並びに配管をいう。 

※２：７号炉の低圧注水系及び高圧炉心注水系は，重大事故等対処設

備（設計基準拡張）を兼ねる。 

 

 

 

※３：７号炉の復水補給水系は，重大事故等対処設備を兼ねる。動作

不能時は，第６６条（６６－４－１）の運転上の制限も確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

（１）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除

く。）２系列 

又は 

（２）非常用炉心冷却系（自動減圧系を除

く。）１系列及び復水補給水系１系列

※１ 

項 目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心冷却系 

（１）非常用炉心冷却系※２（原子炉隔離時

冷却系及び自動減圧系を除く。）２系

列 

又は 

（２）非常用炉心冷却系※２（原子炉隔離時

冷却系及び自動減圧系を除く。）１系

列及び復水補給水系※３１系列※１ 

表４０－１ 

１．２号炉 

項  目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心

冷却系 

(1)非常用炉心冷却系※１（自動減圧系を除く）２系列

※２ 

または 

(2)非常用炉心冷却系※１（自動減圧系を除く）１系列

※２および復水輸送系１系列※２ 

 

 

２．３号炉 

項  目 
運転上の制限 

（動作可能であるべき系列数） 

非常用炉心

冷却系 

(1)非常用炉心冷却系（原子炉隔離時冷却系および自

動減圧系を除く）２系列※２ 

または 

(2)非常用炉心冷却系（原子炉隔離時冷却系および自

動減圧系を除く）１系列※２および復水補給水系１系

列※２ 

 

 

 

※１：２号炉の低圧炉心スプレイ系，低圧注水系および高圧炉心スプ

レイ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。低

圧注水系動作不能時は，第６５条（６５－４－１ 低圧原子炉

代替注水系（常設）および６５－４－２ 低圧原子炉代替注水

系（可搬型））の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

※２：１系列とは，ポンプ１台および必要な弁ならびに主要配管をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉の復水輸

送系はＳＡ設備とし

て使用しない 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４０－２ 

１．２号炉 

項 目  頻 度  

１．動作可能であるべき系統がサプレッションプ

ールを水源とする場合は，サプレッションプー

ル水位が-5.0cm 以上あることを確認する。  

または  

動作可能であるべき系統が復水貯蔵タンクを

水源とする場合は，復水貯蔵タンク水位がタン

ク底部から 690m3 以上（復水補給水系ポンプを

期待する場合は 1,270m3 以上）あることを確認

する。  

１２時間に

１回  

 

  

１２時間に

１回  

２．動作可能であるべき低圧注水系，低圧炉心ス

プレイ系および高圧炉心スプレイ系について，

主要配管が満水であることを確認する。※５ただ

し，第３９条第２項(1)で定める確認時を除く。  

１ヶ月に１回  

３．動作可能であるべき低圧注水系，低圧炉心ス

プレイ系，高圧炉心スプレイ系および復水補給

水系について，注水するための系統構成が可能

となっていることを管理的手段により確認す

る。  

１ヶ月に１回  

４．動作可能であるべき低圧注水系，低圧炉心ス

プレイ系および高圧炉心スプレイ系について動

作可能であることを管理的手段により確認す

る。  

待機状態とな

る前に１回  

５．動作可能であるべき復水補給水系ポンプ１台

が運転中であることを確認する。  

１ヶ月に１回  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４０－２ 

１．１号炉 

項 目 頻 度 

１．動作可能であるべき系統がサプレッション

プールを水源とする場合は，サプレッショ

ンプール水位が－４，７１０ｍｍ以上ある

ことを確認する。 

又は 

動作可能であるべき系統が復水貯蔵槽を水

源とする場合は，復水貯蔵槽水位が貯蔵槽

底部から２．３ｍ以上あることを確認する。 

１２時間に１回 

２．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，主要配管が満水であることを確認す

る。※１ただし，第３９条第２項（１）で定

める確認時を除く。 

 

１ヶ月に１回 

３．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系，低圧注水系及び復水補

給水系について，注水するための系統構成

が可能となっていることを管理的手段に

より確認する。 

１ヶ月に１回 

４．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，動作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

待機状態となる

前に１回 

５．動作可能であるべき復水移送ポンプが運転

中であることを確認する。 
１ヶ月に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４０－２ 

１．２号炉 

項  目 頻度 

1.動作可能であるべき系統がサプレッション

チェンバを水源とする場合は，サプレッシ

ョンチェンバ水位が－44cm以上あることを

確認する。 

または 

 動作可能であるべき系統が復水貯蔵タンク

を水源とする場合は，復水貯蔵タンクと補

助復水貯蔵タンクの水量の合計が 1,674ｍ3

以上あることを確認する。 

１２時間に１回 

 

 

１２時間に１回 

2.動作可能であるべき低圧注水系，低圧炉心

スプレイ系および高圧炉心スプレイ系につ

いて，主要配管※３が満水であることを確認

する。ただし，第３９条第２項（１）に定

める確認時を除く。 

１箇月に１回 

3.動作可能であるべき低圧注水系，低圧炉心

スプレイ系，高圧炉心スプレイ系および復

水輸送系について，注水するための系統構

成が可能となっていることを管理的手段に

より確認する。 

１箇月に１回 

4.動作可能であるべき低圧注水系，低圧炉心

スプレイ系および高圧炉心スプレイ系につ

いて動作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

待機状態となる 

前に１回 

5.動作可能であるべき復水輸送系ポンプが運

転中であることを確認する。 

１箇月に１回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．３号炉  

項 目  頻 度  

１．動作可能であるべき系統がサプレッションプー

ルを水源とする場合は，サプレッションプール水

位が-5.0cm以上あることを確認する。  

または  

動作可能であるべき系統が復水貯蔵槽を水源

とする場合は，復水貯蔵槽水位が槽底部から

680m3 以上（復水補給水系ポンプを期待する場合

は 1,210m3以上）あることを確認する。  

１２時間

に１回  

  

  

１２時間

に１回  

２．動作可能であるべき低圧注水系，低圧炉心スプ

レイ系および高圧炉心スプレイ系について，主要

配管が満水であることを確認する。※５ただし，第 

３９条第２項(1)で定める確認時を除く。  

１ ヶ 月 に

１回  

３．動作可能であるべき低圧注水系，低圧炉心スプ

レイ系，高圧炉心スプレイ系および復水補給水系

について，注水するための系統構成が可能となっ

ていることを管理的手段により確認する。  

１ ヶ 月 に

１回  

４．動作可能であるべき低圧注水系，低圧炉心スプ

レイ系および高圧炉心スプレイ系について動作

可能であることを管理的手段により確認する。  

待 機 状 態

と な る 前

に１回  

５．動作可能であるべき復水補給水系ポンプ１台が

運転中であることを確認する。  

１ ヶ 月 に

１回  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．２号炉 

項 目 頻 度 

１．動作可能であるべき系統がサプレッション

プールを水源とする場合は，サプレッショ

ンプール水位が－４，４６０ｍｍ以上ある

ことを確認する。 

又は 

動作可能であるべき系統が復水貯蔵槽を水源と

する場合は，復水貯蔵槽水位が貯蔵槽底部

から４．４ｍ以上あることを確認する。 

１２時間に１回 

２．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，主要配管が満水であることを確認す

る。※１ただし，第３９条第２項（１）で定

める確認時を除く。 

１ヶ月に１回 

３．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系，低圧注水系及び復水補

給水系について，注水するための系統構成

が可能となっていることを管理的手段に

より確認する。 

１ヶ月に１回 

４．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，動作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

待機状態となる

前に１回 

５．動作可能であるべき復水移送ポンプが運転

中であることを確認する。 
１ヶ月に１回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３号炉 

項 目 頻 度 

１．動作可能であるべき系統がサプレッション

プールを水源とする場合は，サプレッショ

ンプール水位が－４，４６０ｍｍ以上ある

ことを確認する。 

又は 

動作可能であるべき系統が復水貯蔵槽を水源と

する場合は，復水貯蔵槽水位が貯蔵槽底部

から３．８ｍ以上あることを確認する。 

１２時間に１回 

２．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，主要配管が満水であることを確認す

る。※１ただし，第３９条第２項（１）で定

める確認時を除く。 

１ヶ月に１回 

３．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系，低圧注水系及び復水補

給水系について，注水するための系統構成

が可能となっていることを管理的手段に

より確認する。 

１ヶ月に１回 

４．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，動作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

待機状態となる

前に１回 

５．動作可能であるべき復水移送ポンプが運転

中であることを確認する。 
１ヶ月に１回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．４号炉 

項 目 頻 度 

１．動作可能であるべき系統がサプレッション

プールを水源とする場合は，サプレッショ

ンプール水位が－４，３５０ｍｍ以上ある

ことを確認する。 

又は 

動作可能であるべき系統が復水貯蔵槽を水源と

する場合は，復水貯蔵槽水位が貯蔵槽底部

から３．７ｍ以上あることを確認する。 

１２時間に１回 

２．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，主要配管が満水であることを確認す

る。※１ただし，第３９条第２項（１）で定

める確認時を除く。 

１ヶ月に１回 

３．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系，低圧注水系及び復水補

給水系について，注水するための系統構成

が可能となっていることを管理的手段に

より確認する。 

１ヶ月に１回 

４．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，動作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

待機状態となる

前に１回 

５．動作可能であるべき復水移送ポンプが運転

中であることを確認する。 
１ヶ月に１回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．５号炉 

項 目 頻 度 

１．動作可能であるべき系統がサプレッション

プールを水源とする場合は，サプレッショ

ンプール水位が－４，０００ｍｍ以上ある

ことを確認する。 

又は 

動作可能であるべき系統が復水貯蔵槽を水源と

する場合は，復水貯蔵槽水位が貯蔵槽底部

から４．４ｍ以上あることを確認する。 

１２時間に１回 

２．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，主要配管が満水であることを確認す

る。※１ただし，第３９条第２項（１）で定

める確認時を除く。 

１ヶ月に１回 

３．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系，低圧注水系及び復水補

給水系について，注水するための系統構成

が可能となっていることを管理的手段に

より確認する。 

１ヶ月に１回 

４．動作可能であるべき高圧炉心スプレイ系，低

圧炉心スプレイ系及び低圧注水系につい

て，動作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

待機状態となる

前に１回 

５．動作可能であるべき復水移送ポンプが運転

中であることを確認する。 
１ヶ月に１回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．６号炉 

項 目 頻 度 

１．動作可能であるべき系統がサプレッション

プールを水源とする場合は，サプレッショ

ンプール水位が－４，９５０ｍｍ以上ある

ことを確認する。 

又は 

動作可能であるべき系統が復水貯蔵槽を水

源とする場合は，復水貯蔵槽水位が貯蔵槽

底部から５．７ｍ以上あることを確認する。 

１２時間に１回 

２．動作可能であるべき高圧炉心注水系及び低

圧注水系について，主要配管が満水である

ことを確認する。※１ただし，第３９条第２

項（１）で定める確認時を除く。 

１ヶ月に１回 

３．動作可能であるべき高圧炉心注水系，低圧注

水系及び復水補給水系について，注水する

ための系統構成が可能となっていること

を管理的手段により確認する。 

１ヶ月に１回 

４．動作可能であるべき高圧炉心注水系及び低

圧注水系について，動作可能であることを

管理的手段により確認する。 

待機状態となる

前に１回 

５．動作可能であるべき復水移送ポンプが運転

中であることを確認する。 
１ヶ月に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３号炉 

項  目 頻度 

1.動作可能であるべき系統がサプレッション

チェンバを水源とする場合は，サプレッシ

ョンチェンバ水位が－4,950mm以上あること

を確認する。 

または 

動作可能であるべき系統が復水貯蔵タンク

を水源とする場合は，復水貯蔵タンクの水

量が 663m3以上あることを確認する。 

１２時間に１回 

 

 

 

 

１２時間に１回 

2.動作可能であるべき低圧注水系および高圧

炉心注水系について，主要配管※４が満水で

あることを確認する。ただし，第３９条の

２第２項（１）で定める検査時を除く。 

１箇月に１回 

3.動作可能であるべき低圧注水系，高圧炉心

注水系および復水補給水系について，注水

するための系統構成が可能となっているこ

とを管理的手段により確認する。 

１箇月に１回 

4.動作可能であるべき低圧注水系および高圧

炉心注水系について動作可能であることを

管理的手段により確認する。 

待機状態となる

前に１回 

5.動作可能であるべき復水補給水系のポンプ

が運転中であることを確認する。 

１箇月に１回 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の水源（サプレッションプールまたは復水貯蔵タンク（３号炉

においては復水貯蔵槽））からポンプまでの吸込配管とポンプ

から原子炉圧力容器までの注入配管を指し，小口径配管を含ま

ない。なお，主要配管の満水は，当該主要配管の圧力計指示が

正圧になっていることで確認する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

７．７号炉 

項 目 頻 度 

１．動作可能であるべき系統がサプレッション

プールを水源とする場合は，サプレッショ

ンプール水位が－４，９３０ｍｍ以上ある

ことを確認する。 

又は 

動作可能であるべき系統が復水貯蔵槽を水源と

する場合は，復水貯蔵槽水位が貯蔵槽底部

から４．４ｍ以上あることを確認する。 

１２時間に１回 

２．動作可能であるべき高圧炉心注水系及び低

圧注水系について，主要配管が満水である

ことを確認する。※１ただし，第３９条第２

項（１）で定める確認時を除く。 

１ヶ月に１回 

３．動作可能であるべき高圧炉心注水系，低圧注

水系及び復水補給水系について，注水する

ための系統構成が可能となっていること

を管理的手段により確認する。 

１ヶ月に１回 

４．動作可能であるべき高圧炉心注水系及び低

圧注水系について，動作可能であることを

管理的手段により確認する。 

待機状態となる

前に１回 

５．動作可能であるべき復水移送ポンプが運転

中であることを確認する。 
１ヶ月に１回 

※１：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するた

めの水源（サプレッションプール又は復水貯蔵槽）からポン

プまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器までの注入配

管を指し，小口径配管を含まない。なお，主要配管の満水

は，当該主要配管の圧力低の警報が継続的に発生していない

ことで確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するた

めの水源（サプレッションチェンバ）からポンプまでの吸込

配管とポンプから原子炉圧力容器までの注入配管を指し，小

口径配管を含まない。なお，主要配管の満水は，当該主要配

管の圧力計の指示が正圧になっていることで確認する。 

※４：主要配管とは，当該系統に期待されている機能を達成するた

めの水源（サプレッションチェンバまたは復水貯蔵タンク）

からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器まで

の注入配管を指し，小口径配管を含まない。なお，主要配管

の満水は，当該主要配管の圧力計の指示が正圧になっている

ことで確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号は，第一水

源変更に伴い復水貯

蔵タンクの安全重要

度を見直したことか

ら，非常用炉心冷却

系に期待されている

機能を達成するため

の水源はサプレッシ

ョンチェンバのみと

した。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４０－３  

条 件  要求される措置  完了時間  

A.１系列が動作

不能の場合  

A1.動作可能な状態に復旧する。  ４時間 

B.条件 A で要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合  

B1.有効燃料頂部以下の高さで原子炉

圧力容器に接続している配管につい

て，原子炉冷却材圧力バウンダリを

構成する隔離弁の開操作を禁止す

る。  

速やかに 

C.２系列が動作

不能の場合  

C1.有効燃料頂部以下の高さで原子炉

圧力容器に接続している配管につい

て，原子炉冷却材圧力バウンダリを

構成する隔離弁の開操作を禁止す

る。  

および  

C2.１系列を動作可能な状態に復旧す

る。  

速やかに 

 

 

 

 

 

４時間 

D.条件 C で要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合  

D1.原子炉建屋大物機器搬入口および

原子炉建屋原子炉棟の二重扉の各々

において，少なくとも１つの閉鎖状

態を確保するための措置を開始す

る。  

および  

D2.原子炉建屋給排気隔離弁機能を確

保するための措置を開始する。  

および  

D3.非常用ガス処理系１系列を動作可

能な状態とするための措置を開始す

る。  

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

  

 

 

表４０－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．１系列が動作

不能の場合 

Ａ１．動作可能な状態に復旧

する。 

４時間 

Ｂ．条件Ａで要求

される措置を完

了時間内に達成

できない場合 

Ｂ１．有効燃料頂部以下の高

さで原子炉圧力容器に接続

している配管について，原

子炉冷却材圧力バウンダリ

を構成する隔離弁の開操作

を禁止する。 

速やかに 

Ｃ．２系列が動作

不能の場合 

Ｃ１．有効燃料頂部以下の高

さで原子炉圧力容器に接続

している配管について，原

子炉冷却材圧力バウンダリ

を構成する隔離弁の開操作

を禁止する。 

及び 

Ｃ２．１系列を動作可能な状

態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

４時間 

Ｄ．条件Ｃで要求

される措置を完

了時間内に達成

できない場合 

Ｄ１．原子炉建屋大物機器搬

入口及び原子炉建屋原子炉

棟の二重扉の各々におい

て，少なくとも１つの閉鎖

状態を確保するための措置

を開始する。 

及び 

Ｄ２．原子炉建屋給排気隔離

弁機能を確保するための措

置を開始する。 

及び 

Ｄ３．非常用ガス処理系１系

列を動作可能な状態とする

ための措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

表４０－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.１系列が動作

不能の場合 

A1.動作可能な状態に復旧す

る。 

４時間 

B.条件 A で要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

B1.有効燃料頂部以下の高さで

原子炉圧力容器に接続してい

る配管について，原子炉冷却

材圧力容器バウンダリを構成

する隔離弁の開操作を禁止す

る。 

速やかに 

C.２系列が動作

不能の場合 

C1.有効燃料頂部以下の高さで

原子炉圧力容器に接続してい

る配管について，原子炉冷却

材圧力容器バウンダリを構成

する隔離弁の開操作を禁止す

る。 

および 

C2.１系列を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

４時間 

D.条件 C で要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

D1.原子炉棟大物機器搬入口お

よび原子炉棟二重扉の各々に

おいて，少なくとも１つの閉

鎖状態を確保するための措置

を開始する。 

および 

D2.原子炉棟給排気隔離弁機能

を確保するための措置を開始

する。 

および 

D3.非常用ガス処理系 1系列を

動作可能な状態とするための

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（原子炉隔離時冷却系）  

第４１条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止（原子

炉圧力が 1.04MPa[gage]以上かつ原子炉起動時に実施する

運転確認終了後）において，原子炉隔離時冷却系※１は表

４１－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，

２号炉について，高圧代替注水系起動準備および運転中

（運転上の制限を確認するための事項を実施している場

合を含む。）は，原子炉隔離時冷却系を動作不能とみなさ

ない。  

２．原子炉隔離時冷却系が前項に定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次の各号を実施する。  

（１）発電管理課長は，定事検停止後の原子炉起動から定

期事業者検査終了までの期間において，原子炉隔離時冷

却系が模擬信号で作動することを確認する。  

 

（２）発電課長は，定事検停止後の原子炉起動前に原子炉

隔離時冷却系の主要な手動弁と電動弁が原子炉の状態に

応じた開閉状態および主要配管が満水であることを確認

する。※２  

（３）発電課長は，原子炉の状態が運転，起動または高温

停止（原子炉圧力が 1.04MPa[gage]以上）において，表４

１－２に定める事項を確認する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉隔離時冷却系） 

第４１条 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止（原子炉圧力が

１．０３MPa[gage]以上かつ原子炉起動時に実施する運転確

認終了後）において，原子炉隔離時冷却系は表４１－１で

定める事項を運転上の制限とする。 

 

 

２．原子炉隔離時冷却系が前項に定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止後の原子炉起動から定

期事業者検査終了までの期間において，原子炉隔離時

冷却系が模擬信号で作動することを確認し，その結果

を当直長に通知する。 

（２）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に原子炉隔

離時冷却系の主要な手動弁と電動弁が原子炉の状態に

応じた開閉状態及び主要配管が満水であることを確認

する。※１ 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止

（原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上）において，表

４１－２に定める事項を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（原子炉隔離時冷却系） 

〔２号炉〕 

第４１条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止におい

て，原子炉隔離時冷却系※１は，表４１－１に定める事項を

運転上の制限とする。ただし，高圧原子炉代替注水系起動

準備および運転中（運転上の制限を確認するための事項を

実施している場合を含む。）は，原子炉隔離時冷却系を動作

不能とみなさない。※２ 

 

２．原子炉隔離時冷却系が，前項に定める運転上の制限を満

足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（第一発電）は，定事検停止後の原子炉起動から

定期事業者検査終了までの期間において，原子炉隔離時

冷却系が模擬信号で作動することを確認する。 

 

（２）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に，原子炉隔

離時冷却系の主要な手動弁と電動弁が，原子炉の運転状

態に応じた開閉状態および主要配管※３が満水であること

を確認する。 

（３）当直長は，原子炉の状態が運転，起動および高温停止

において，表４１－２に定める事項を確認する。※２ 

（４）課長（原子炉）は，定事検停止時に，原子炉隔離時冷

却系ポンプの全揚程が 0.74MPaに加えて 44ｍ以上で，流

量が 93.0m3/ｈ以上であることを確認※４し，その結果を課

長（第一発電）に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-92 原子炉隔離時

冷却系および高圧原子

炉代替注水系の低圧運

転点における確認運転

について  

TS-93 高圧炉心スプ

レイ系および原子炉隔

離時冷却系の第一水源

変更に係るサーベイラ

ンスについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号は，原子炉

隔離時冷却系ポンプ

の 低 圧 運 転 点

（0.74MPa[gage]）に

おける性能確認を，

定事検停止時に実施

する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

３．発電課長は，原子炉隔離時冷却系が第１項に定める運転

上の制限を満足していないと判断した場合，表４１－３の

措置を講じる。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．当直長は，原子炉隔離時冷却系が第１項に定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表４１－３の措

置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

※１：主要配管とは，原子炉隔離時冷却系に期待されている

機能を達成するための水源（サプレッションプール又は

復水貯蔵槽）からポンプまでの吸込配管とポンプから原

子炉圧力容器までの注入配管，並びにタービン駆動用蒸

気配管及び排気配管を指し，小口径配管を含まない。ま

た，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁及

び電動弁並びに主要配管の満水を維持するために必要な

一次弁をいう。なお，主要配管であるポンプの吸込配管

及び注入配管の満水は，当該主要配管の圧力低の警報が

継続的に発生していないことで確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．当直長は，原子炉隔離時冷却系が，第１項に定める運転

上の制限を満足していないと判断した場合は，表４１－３

の措置を講じる。 

 

 

※１：２号炉の原子炉隔離時冷却系は，重大事故等対処設備

（設計基準拡張）を兼ねる。動作不能時は，第６５条

（６５－２－１ 高圧原子炉代替注水系（中央制御室

からの遠隔起動））の運転上の制限も確認する。 

※２：原子炉の圧力が次表の場合に適用する。 

※３：主要配管とは，原子炉隔離時冷却系に期待されている

機能を達成するための水源（サプレッションチェンバ）

からポンプまでの吸込配管とポンプから原子炉圧力容器

までの注入配管，ならびにタービン駆動用蒸気配管およ

び排気配管を指し，小口径配管を含まない。また，主要

な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁および電動

弁ならびに主要配管の満水を維持するために必要な一次

弁をいう。なお，主要配管であるポンプの吸込配管およ

び注入配管の満水は，当該主要配管の圧力計の指示が正

圧になっていることで確認する。 

※４：原子炉隔離時冷却系のタービン入口における圧力が原

子炉圧力 0.74MPa[gage]にて運転した圧力と同等となる

よう所内蒸気圧力を調整して確認する。 

 

項  目 原子炉圧力 

原子炉隔離時冷却系 0.74MPa[gage]以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号は，第一水

源変更に伴い復水貯

蔵タンクの安全重要

度を見直したことか

ら，非常用炉心冷却

系に期待されている

機能を達成するため

の水源はサプレッシ

ョンチェンバのみ。 

【島根固有】 

・島根２号は，原子炉

隔離時冷却系ポンプ

の 低 圧 運 転 点

（0.74MPa[gage]）に

おける性能確認を，

所内蒸気にて実施す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４１－１  

項 目  運転上の制限  

原子炉隔離時冷却系  動作可能であること  

※１：２号炉の原子炉隔離時冷却系は，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－２－１）

の運転上の制限も確認する。  

※２：主要配管とは，原子炉隔離時冷却系に期待されている機能を達

成するための水源（サプレッションプールまたは復水貯蔵タン

ク（３号炉においては復水貯蔵槽））からポンプまでの吸込配

管とポンプから原子炉圧力容器までの注入配管，ならびにター

ビン駆動用蒸気配管および排気配管を指し，小口径配管を含ま

ない。また，主要な手動弁と電動弁とは，主要配管上の手動弁

と電動弁および主要配管の満水を維持するために必要な一次

弁をいう。なお，主要配管の満水は，当該主要配管の圧力計指

示が正圧になっていることで確認する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 運転上の制限 

原子炉隔離時冷却系 動作可能であること 

表４１－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉隔離時冷却系 動作可能であること 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４１－２  

項 目  頻 度  

１．原子炉隔離時冷却系ポンプ流量が 90.8m3/hで，

全揚程が運転確認時の原子炉圧力に加えて 66m 以

上であることを確認する。また，ポンプの運転確

認後，ポンプの運転確認に際し使用した弁が待機

状態にあることおよび主要配管が満水であること

を確認する。  

さらに注入隔離弁および試験可能逆止弁が開す

ることを確認する。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態および主要配管が満

水であることを確認する。 

１ヶ月に１

回  

２．原子炉圧力が 1.04MPa[gage]相当※３において，原

子炉隔離時冷却系ポンプ流量が 90.8m3/hで，全揚

程が運転確認時の原子炉圧力に加えて 78m 以上で

あることを確認する。また，ポンプの運転確認後，

ポンプの運転確認に際し使用した弁が待機状態に

あることおよび主要配管が満水であることを確認

する。  

さらに注入隔離弁および試験可能逆止弁が開す

ることを確認する。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態および主要配管が満

水であることを確認する。  

定事検停止

後の原子炉

起動中に１

回  

※３：主蒸気圧力設定を当該圧力とした場合の原子炉圧力をいう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

※２：主蒸気圧力設定を１．０３MPa[gage]とした場合の原子炉圧力

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 頻  度 

１．原子炉隔離時冷却系ポンプの流量が１３

６ｍ３／ｈで，全揚程が運転確認時の原子

炉圧力に加えて８０ｍ以上であることを

確認する。 

また，ポンプの運転確認後，ポンプの運

転確認に際して使用した弁が待機状態に

あること及び主要配管が満水であること

を確認する。 

定事検停止後の原

子炉起動中※２に１

回 

その後 

１ヶ月に１回 

２．原子炉隔離時冷却系における注入弁及び

試験可能逆止弁が開することを確認す

る。 

また，動作確認後，動作確認に際して作

動した弁の開閉状態及び主要配管が満水

であることを確認する。 

定事検停止後の原

子炉起動中に１回 

その後 

１ヶ月に１回 

表４１－２ 

項  目 頻  度 

1.原子炉隔離時冷却系ポンプの全揚程が運転確

認時の原子炉圧力に加えて44m以上で，流量が

93.0m3/ｈ以上であることを確認する。また，

ポンプの運転確認後，ポンプの運転確認に際

して使用した弁が待機状態にあることおよび

主要配管が満水であることを確認する。 

定事検停止後の

原子炉起動中※５

に１回 

その後１箇月に

１回 

2.原子炉隔離時冷却系の注水弁および試験可能

逆止弁が開することを確認する。また，動作確

認後，動作確認に際して作動した弁の開閉状

態および主要配管が満水であることを確認す

る。 

定事検停止後の

原子炉起動中に

１回 

その後１箇月に

１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５：原子炉圧力が 0.98MPa[gage]相当※６ 

※６：主蒸気圧力設定を当該圧力とした場合の原子炉圧力をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
6



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４１－３  

条 件  要求される措置  完了時間  

A.原子炉隔離

時冷却系が

動作不能の

場合  

A1.原子炉隔離時冷却系を動作可能

な状態に復旧する。  

および  

A2.高圧炉心スプレイ系について動

作可能であることを確認する。  

および  

A3.自動減圧系の窒素ガス供給圧力

が表３９－２に定める値である

ことを確認する。  

１０日間  

 

  

速やかに  

  

  

速やかに  

B.条件Aで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合  

B1.高温停止にする。  

および  

B2.原子炉圧力を 1.04MPa[gage]未

満にする。  

２４時間  

  

３６時間  

  

 

 

 

表４１－３ 

 

 

 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．原子炉隔離時冷

却系が動作不能

の場合 

Ａ１．原子炉隔離時冷却系を動

作可能な状態に復旧す

る。 

及び 

Ａ２．高圧炉心スプレイ系につ

いて動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ａ３．自動減圧系（原子炉圧力が

０．８４MPa[gage]以上の

場合）の高圧窒素ガス供

給圧力が表３９－２に定

める値であることを確認

する。 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．原子炉圧力を１．０３

MPa[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

表４１－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉隔離

時冷却系が

動作不能の

場合 

A1.原子炉隔離時冷却系を動作可能な

状態に復旧する。 

および 

A2.高圧炉心スプレイ系について動作

可能であることを確認する。 

および 

A3.自動減圧系の窒素ガス供給圧力が

表３９－２に定める値であること

を確認する。 

１０日間 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

B.条件Aで要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.高温停止にする。 

および 

B2.原子炉圧力を 0.74MPa[gage]未満

にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（格納容器および格納容器隔離弁） 

第４３条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止におい

て，格納容器および格納容器隔離弁※１は，表４３－１で定め

る事項を運転上の制限とする。ただし，ドライウェル点検時

は，速やかにエアロックを閉鎖できる措置を講じた上でエア

ロック二重扉を開放したままとすることができるが，この場

合は格納容器が機能喪失とはみなさない。 

 

２．格納容器および格納容器隔離弁が前項で定める運転上の制

限を満足していることを確認するため，次の各号を実施す

る。 

（１）原子炉課長は，定事検停止時に，格納容器漏えい率が表

４３－２に定める値であることを確認し，その結果を発電

管理課長に通知する。 

 

（２）計測制御課長は，定事検停止時に，表４３－３に定める

格納容器隔離弁が模擬信号で全閉することを確認し，その

結果を発電管理課長に通知する。 

（３）発電課長は，定事検停止後の原子炉起動前に格納容器バ

ウンダリとなっている格納容器隔離弁が原子炉の状態に

応じた開閉状態であることを確認する。 

３．発電課長は，格納容器または格納容器隔離弁が第１項で定

める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表４３

－４の措置を講じる。なお，同時に複数の動作不能な格納容

器隔離弁が発生した場合には，個々の弁に対して表４３－４

の措置を講じる。 

 

 

 

表４３－１ 

 

 

 

 

 

項 目 運転上の制限 

格納容器 機能が健全であること 

格納容器隔離弁 動作可能であること 

（格納容器及び格納容器隔離弁） 

第４３条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，

格納容器※１及び格納容器隔離弁※１は，表４３－１で定める事

項を運転上の制限とする。ただし，ドライウェル点検時は，

速やかにエアロックを閉鎖できる措置を講じた上でエアロ

ック二重扉を開放したままとすることができるが，この場合

は格納容器が機能喪失とはみなさない。 

 

２．格納容器及び格納容器隔離弁が前項で定める運転上の制限

を満足していることを確認するため，次の各号を実施する。 

 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，格納容器漏えい率が

表４３－２に定める値であることを確認し，その結果を当

直長に通知する。 

 

（２）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，表４３－３に定める

格納容器隔離弁が模擬信号で全閉することを確認し，その

結果を当直長に通知する。 

（３）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に格納容器バウ

ンダリとなっている格納容器隔離弁が原子炉の状態に応

じた開閉状態であることを確認する。 

３．当直長は，格納容器又は格納容器隔離弁が第１項で定める

運転上の制限を満足していないと判断した場合，表４３－４

の措置を講じる。なお，同時に複数の動作不能な格納容器隔

離弁が発生した場合には，個々の弁に対して表４３－４の措

置を講じる。 

※１：７号炉の格納容器及び格納容器隔離弁は重大事故等対処

設備を兼ねる。 

 

表４３－１ 

 

 

 

 

 

項 目 運転上の制限 

格納容器 機能が健全であること 

格納容器隔離弁 動作可能であること 

（格納容器および格納容器隔離弁） 

第４３条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止におい

て，格納容器※１および格納容器隔離弁※１は，表４３－１に

定める事項を運転上の制限とする。ただし，ドライウェル

内部の点検時は，速やかにエアロックを閉鎖できる措置を

講じた上で，エアロック二重扉を開放したままとすること

ができるが，この場合は格納容器の機能喪失とはみなさな

い。 

２．格納容器および格納容器隔離弁が，前項に定める運転上

の制限を満足していることを確認するため，次の各号を実

施する。 

（１）課長（原子炉）および課長（３号機械）は，定事検停

止時に，格納容器の漏えい率が表４３－２に定める値で

あることを確認し，その結果を課長（発電）に通知す

る。 

（２）課長（発電）は，定事検停止時に，表４３－３に定め

る格納容器隔離弁が模擬信号で全閉することを確認す

る。 

（３）当直長は，定事検停止後の原子炉起動前に格納容器バ

ウンダリとなっている格納容器隔離弁が原子炉の運転状

態に応じた開閉状態であることを確認する。 

３．当直長は，格納容器または格納容器隔離弁が，第１項に

定める運転上の制限を満足していないと判断した場合は，

表４３－４の措置を講じる。なお，同時に複数の動作不能

な格納容器隔離弁が発生した場合には，個々の弁に対して

表４３－４の措置を講じる。 

※１：２号炉の格納容器および格納容器隔離弁は，重大事故

等対処設備を兼ねる。 

 

表４３－１ 

項  目 運転上の制限 

格納容器 機能が健全であること 

格納容器隔離弁 動作可能であること 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 判定値 

格納容器の漏えい率 

0.5％／日以下 

（常温，空気または窒素，最高使用圧力の 

０．９倍に等しい圧力において） 

 

 

 

 

 

※１：２号炉の格納容器および格納容器隔離弁は重大事故等対

処設備を兼ねる。 

 

 

 

 

表４３－２ 

１．１号炉 

２．２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

３．６号炉及び７号炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 判 定 値 

格納容器の漏えい率 
０．５％／日以下 

（常温，空気，設計圧力において） 

項 目 判 定 値 

格納容器の漏えい率 

０．５％／日以下 

（常温，最高使用圧力の０．９倍の圧力，空

気において） 

項 目 判 定 値 

格納容器の漏えい率 

０．４％／日以下 

（常温，最高使用圧力の０．９倍の圧力，空

気において） 

表４３－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．２号炉 

項  目 判定値 

格納容器の漏えい率 

0.5%/日以下 

（常温，空気または窒素，最高使用圧力の

0.9倍において） 

２．３号炉 

項  目 判定値 

格納容器の漏えい率 

0.4%/日以下 

（常温，空気または窒素，最高使用圧力の

0.9倍において） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４３－３ 表４３－３ 

１．１号炉 

項 目 

（１）主蒸気管ドレン系 

主蒸気隔離弁間ドレン弁 

主蒸気ドレンライン内側隔離弁 

主蒸気ドレンライン外側隔離弁 

（２）炉水サンプル系 

炉水サンプル内側隔離弁 

炉水サンプル外側隔離弁 

（３）残留熱除去系 

残留熱除去系停止時冷却原子炉側吸込弁 

残留熱除去系吸込ライン外側隔離弁 

残留熱除去系停止時冷却注入隔離弁 

残留熱除去系ヘッドスプレイ注入弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第一隔離弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第二隔離弁 

残留熱除去系廃棄物処理系第一止め弁 

残留熱除去系廃棄物処理系第二止め弁 

残留熱除去系停止時冷却用暖機弁 

（４）廃棄物処理系 

ドライウェル低電導度廃液ライン第一隔離弁 

ドライウェル低電導度廃液ライン第二隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液ライン第一隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液ライン第二隔離弁 

ドライウェルオイルドレンライン第一隔離弁 

ドライウェルオイルドレンライン第二隔離弁 

（５）移動式炉心内計装系 

玉形弁 

パージライン隔離弁 

（６）不活性ガス系 

パージ用空気供給側隔離弁 

パージ用格納容器入口隔離弁 

パージ用圧力抑制室入口隔離弁 

窒素ガス供給用格納容器第一隔離弁 

窒素ガス供給用格納容器第二隔離弁 

窒素ガス供給用圧力抑制室第一隔離弁 

パージ用窒素供給側隔離弁 

表４３－３  

1
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ベント用格納容器出口隔離弁 

ベント用格納容器非常用ガス処理系側隔離弁 

ベント用格納容器換気空調系側隔離弁 

ベント用圧力抑制室出口隔離弁 

 

項 目 

ベント用格納容器出口隔離弁バイパス弁 

ベント用圧力抑制室出口隔離弁バイパス弁 

格納容器ベント弁 

真空破壊弁制御用空気配管隔離弁 

酸素分析サンプル隔離弁（内側） 

酸素分析サンプル隔離弁（外側） 

放射線モニタ入口側隔離弁（内側） 

放射線モニタ入口側隔離弁（外側） 

放射線モニタ出口側隔離弁（内側） 

放射線モニタ出口側隔離弁（外側） 

（７）原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン外側隔離弁 

（８）可燃性ガス濃度制御系 

可燃性ガス濃度制御系入口隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系出口隔離弁 

（９）格納容器内雰囲気モニタ系 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第二止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング戻り第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング戻り第二止め弁 

（10）試料採取系 

事故後炉水サンプリング第一隔離弁 

事故後炉水サンプリング第二隔離弁 

事故後サンプリング戻り第一止め弁 

事故後サンプリング戻り第二止め弁 

事故後残留熱除去系熱交換器出口サンプリング第一止め

弁 

事故後残留熱除去系熱交換器出口サンプリング第二止め

弁 

（11）復水補給水系 

ペデスタル注水ライン流量調節弁 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ペデスタル注水ライン隔離弁 

 

２．２号炉 

項 目 

（１）主蒸気管ドレン系 

主蒸気ドレンライン内側隔離弁 

主蒸気ドレンライン外側隔離弁 

（２）炉水サンプル系 

炉水サンプル内側隔離弁 

炉水サンプル外側隔離弁 

（３）残留熱除去系 

残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁 

残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁 

停止時冷却注入隔離弁 

ヘッドスプレイ注入弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第一隔離弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第二隔離弁 

サプレッションプール排水系第一止め弁 

サプレッションプール排水系第二止め弁 

事故後残留熱除去系熱交換器出口サンプリング第一止め

弁 

事故後残留熱除去系熱交換器出口サンプリング第二止め

弁 

残留熱除去系停止時冷却用暖機弁 

（４）廃棄物処理系 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ第一隔離弁 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ第二隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ第一隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ第二隔離弁 

（５）移動式炉心内計装系 

玉形弁 

移動式炉心内計装系パージライン隔離弁 

（６）不活性ガス系 

格納容器パージ用空気供給隔離弁 

ドライウェルパージ用入口隔離弁 

サプレッションチェンバパージ用入口隔離弁 

格納容器窒素供給隔離弁 

ドライウェル窒素入口隔離弁 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

サプレッションチェンバ窒素入口隔離弁 

格納容器パージ用窒素供給隔離弁 

ドライウェルベント用出口隔離弁 

非常用ガス処理系側格納容器ベント用隔離弁 

換気空調系側格納容器ベント用隔離弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁 

ドライウェルベント用出口隔離弁バイパス弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁バイパス弁 

 

項 目 

格納容器ベント弁 

真空破壊弁計装用空気配管隔離弁 

露点サンプリング第一隔離弁 

露点サンプリング第二隔離弁 

露点サンプリング戻り第一隔離弁 

露点サンプリング戻り第二隔離弁 

（７）漏えい検出系 

放射線モニタ入口側隔離弁（内側） 

放射線モニタ入口側隔離弁（外側） 

放射線モニタ出口側隔離弁（内側） 

放射線モニタ出口側隔離弁（外側） 

（８）原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン外側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系ブローラインサプレッションプール

側出口弁 

（９）可燃性ガス濃度制御系 

入口隔離弁（Ａ） 

入口第一隔離弁（Ｂ） 

出口隔離弁（Ａ） 

出口第一隔離弁（Ｂ） 

（10）格納容器内雰囲気モニタ系 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第二止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング戻り第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング戻り第二止め弁 

（11）試料採取系 

事故後炉水サンプリング内側隔離弁 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

事故後炉水サンプリング外側隔離弁 

事故後サンプリング戻り第一隔離弁 

事故後サンプリング戻り第二隔離弁 

（12）復水補給水系 

ペデスタル注水ライン流量調節弁 

ペデスタル注水ライン隔離弁 

 

３．３号炉 

項 目 

（１）主蒸気管ドレン系 

主蒸気ドレンライン内側隔離弁 

主蒸気ドレンライン外側隔離弁 

（２）炉水サンプル系 

炉水サンプル内側隔離弁 

炉水サンプル外側隔離弁 

（３）残留熱除去系 

残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁 

残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁 

停止時冷却注入隔離弁 

ヘッドスプレイ注入弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第一隔離弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第二隔離弁 

サプレッションプール排水系第一止め弁 

サプレッションプール排水系第二止め弁 

残留熱除去系事故後サンプリング設備第一炉水サンプリ

ング弁 

残留熱除去系事故後サンプリング設備第二炉水サンプリ

ング弁 

残留熱除去系停止時冷却用暖機弁 

系統暖機弁 

（４）廃棄物処理系 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ第一隔離弁 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ第二隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ第一隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ第二隔離弁 

（５）移動式炉心内計装系 

玉形弁 

パージライン隔離弁 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（６）不活性ガス系 

格納容器パージ用空気供給隔離弁 

ドライウェルパージ用入口隔離弁 

サプレッションチェンバパージ用入口隔離弁 

格納容器窒素供給隔離弁 

ドライウェル窒素入口隔離弁 

サプレッションチェンバ窒素入口隔離弁 

格納容器パージ用窒素供給隔離弁 

 

項 目 

ドライウェルベント用出口隔離弁 

非常用ガス処理系側格納容器ベント用隔離弁 

換気空調系側格納容器ベント用隔離弁 

格納容器ベント弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁 

ドライウェルベント用出口隔離弁バイパス弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁バイパス弁 

真空破壊弁計装用空気配管隔離弁 

露点サンプリング第一隔離弁 

露点サンプリング第二隔離弁 

露点サンプリング戻り第一隔離弁 

露点サンプリング戻り第二隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ入口側第一隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ入口側第二隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ出口側第一隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ出口側第二隔離弁 

（７）原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン外側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系ブローラインサプレッションプール

側出口弁 

（８）可燃性ガス濃度制御系 

入口第一隔離弁 

入口第二隔離弁 

出口第一隔離弁 

出口第二隔離弁 

（９）格納容器内雰囲気モニタ系 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第一止め弁 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第二止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング戻り第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング戻り第二止め弁 

（10）試料採取系 

事故後炉水サンプリング内側隔離弁 

事故後炉水サンプリング外側隔離弁 

事故後サンプリング戻り第一隔離弁 

事故後サンプリング戻り第二隔離弁 

（11）復水補給水系 

ペデスタル注入ライン流量調節弁 

ペデスタル注入ライン隔離弁 

 

４．４号炉 

項 目 

（１）主蒸気管ドレン系 

主蒸気ドレンライン内側隔離弁 

主蒸気ドレンライン外側隔離弁 

（２）炉水サンプル系 

炉水サンプル内側隔離弁 

炉水サンプル外側隔離弁 

（３）残留熱除去系 

残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁 

残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁 

停止時冷却注入隔離弁 

ヘッドスプレイ注入弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第一隔離弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第二隔離弁 

サプレッションプール排水系第一止め弁 

サプレッションプール排水系第二止め弁 

暖機水サプレッションプール側排出隔離弁 

事故後残留熱除去系熱交換器出口サンプリング第一隔離

弁 

事故後残留熱除去系熱交換器出口サンプリング第二隔離

弁 

残留熱除去系停止時冷却用暖機弁 

（４）廃棄物処理系 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ第一隔離弁 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ第二隔離弁 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ第一隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ第二隔離弁 

（５）移動式炉心内計装系 

ボール弁 

パージ弁 

（６）不活性ガス系 

格納容器パージ用空気供給隔離弁 

ドライウェルパージ用入口隔離弁 

サプレッションチェンバパージ用入口隔離弁 

格納容器窒素供給隔離弁 

ドライウェル窒素入口隔離弁 

サプレッションチェンバ窒素入口隔離弁 

格納容器パージ用窒素供給隔離弁 

ドライウェルベント用出口隔離弁 

 

項 目 

非常用ガス処理系側格納容器ベント用隔離弁 

換気空調系側格納容器ベント用隔離弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁 

ドライウェルベント用出口隔離弁バイパス弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁バイパス弁 

格納容器ベント弁 

サプレッションチェンバ計装用空気配管隔離弁 

（７）原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン外側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系ブローラインサプレッションプール

側隔離弁 

（８）可燃性ガス濃度制御系 

入口第一隔離弁 

入口第二隔離弁 

出口第一隔離弁 

出口第二隔離弁 

（９）漏えい検出系 

漏えい検出系放射線モニタ一次隔離弁（内側）入口 

漏えい検出系放射線モニタ二次隔離弁（外側）入口 

漏えい検出系放射線モニタ一次隔離弁（内側）出口 

漏えい検出系放射線モニタ二次隔離弁（外側）出口 

1
0
7



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（10）試料採取系 

試料採取系ドライウェルサンプル一次隔離弁 

試料採取系ドライウェルサンプル二次隔離弁 

試料採取系サンプル戻り一次隔離弁 

試料採取系サンプル戻り二次隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル内側隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル外側隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル戻り一次隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル戻り二次隔離弁 

（11）弁グランド部漏えい処理系 

弁グランド部漏えい処理系ドレンライン隔離弁 

（12）格納容器内雰囲気モニタ系 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第二止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング出口第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング出口第二止め弁 

（13）復水補給水系 

ペデスタル注水ライン流量調節弁 

ペデスタル注水ライン隔離弁 

 

５．５号炉 

項 目 

（１）主蒸気管ドレン系 

主蒸気ドレンライン内側隔離弁 

主蒸気ドレンライン外側隔離弁 

（２）炉水サンプル系 

炉水サンプル内側隔離弁 

炉水サンプル外側隔離弁 

（３）残留熱除去系 

残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁 

残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁 

停止時冷却注入隔離弁 

ヘッドスプレイ注入弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第一隔離弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第二隔離弁 

サプレッションプール排水系第一止め弁 

サプレッションプール排水系第二止め弁 

事故後残留熱除去系熱交換器出口サンプリング第一隔離
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

弁 

事故後残留熱除去系熱交換器出口サンプリング第二隔離

弁 

残留熱除去系停止時冷却用暖機弁 

（４）廃棄物処理系 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ第一隔離弁 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ第二隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ第一隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ第二隔離弁 

（５）移動式炉心内計装系 

ボール弁 

パージ弁 

（６）不活性ガス系 

格納容器パージ用空気供給隔離弁 

ドライウェルパージ用入口隔離弁 

サプレッションチェンバパージ用入口隔離弁 

格納容器窒素供給隔離弁 

ドライウェル窒素入口隔離弁 

サプレッションチェンバ窒素入口隔離弁 

格納容器パージ用窒素供給隔離弁 

ドライウェルベント用出口隔離弁 

 

項 目 

非常用ガス処理系側格納容器ベント用隔離弁 

換気空調系側格納容器ベント用隔離弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁 

ドライウェルベント用出口隔離弁バイパス弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁バイパス弁 

格納容器ベント弁 

サプレッションチェンバ計装用空気配管隔離弁 

（７）原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン外側隔離弁 

ブローラインサプレッションプール側隔離弁 

（８）可燃性ガス濃度制御系 

入口隔離弁 

出口隔離弁 

（９）漏えい検出系 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

漏えい検出系放射線モニタ隔離弁（内側）入口 

漏えい検出系放射線モニタ隔離弁（外側）入口 

漏えい検出系放射線モニタ隔離弁（内側）出口 

漏えい検出系放射線モニタ隔離弁（外側）出口 

（10）試料採取系 

試料採取系ドライウェルサンプル一次隔離弁 

試料採取系ドライウェルサンプル二次隔離弁 

試料採取系サンプル戻り一次隔離弁 

試料採取系サンプル戻り二次隔離弁 

試料採取系事故後ガスサンプル一次入口弁 

試料採取系事故後ガスサンプル二次入口弁 

試料採取系事故後ガスサンプル一次出口弁 

試料採取系事故後ガスサンプル二次出口弁 

試料採取系事故後炉水サンプル内側隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル外側隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル戻り第一隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル戻り第二隔離弁 

（11）弁グランド部漏えい処理系 

ドレンライン隔離弁 

（12）復水補給水系 

ペデスタル注水ライン流量調節弁 

ペデスタル注水ライン隔離弁 

 

６．６号炉 

項 目 

（１）主蒸気管ドレン系 

主蒸気ドレンライン内側隔離弁 

主蒸気ドレンライン外側隔離弁 

（２）炉水サンプル系 

原子炉冷却材浄化系炉水サンプル内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系炉水サンプル外側隔離弁 

（３）残留熱除去系 

残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁 

残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁 

残留熱除去系注入弁 

残留熱除去系試験可能逆止弁バイパス弁 

残留熱除去系サプレッションプール排水系第一止め弁 

残留熱除去系サプレッションプール排水系第二止め弁 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

残留熱除去系系統暖機弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第一隔離弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第二隔離弁 

残留熱除去系事故後サンプリング設備第一炉水サンプリ

ング弁 

残留熱除去系事故後サンプリング設備第二炉水サンプリ

ング弁 

（４）廃棄物処理系 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ内側隔離弁 

ドライウェル低電導度廃液系サンプ外側隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ内側隔離弁 

ドライウェル高電導度廃液系サンプ外側隔離弁 

（５）移動式炉心内計装系 

移動式炉心内計装系ボール弁 

移動式炉心内計装系パージ用電磁弁 

（６）不活性ガス系 

ドライウェルパージ用入口隔離弁 

サプレッションチェンバパージ用入口隔離弁 

ドライウェル窒素入口隔離弁 

サプレッションチェンバ窒素入口隔離弁 

ドライウェルベント用出口隔離弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁 

ドライウェルベント用出口隔離弁バイパス弁 

サプレッションチェンバベント用出口隔離弁バイパス弁 

格納容器パージ用空気供給隔離弁 

格納容器窒素供給隔離弁 

格納容器パージ用窒素供給隔離弁 

換気空調系側格納容器ベント用隔離弁 

 

項 目 

非常用ガス処理系側格納容器ベント用隔離弁 

格納容器耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 

真空破壊弁計装用空気配管隔離弁 

露点サンプリング第一隔離弁 

露点サンプリング第二隔離弁 

露点サンプリング戻り第一隔離弁 

露点サンプリング戻り第二隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ入口側第一隔離弁 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

漏えい検出系放射線モニタ入口側第二隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ出口側第一隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ出口側第二隔離弁 

（７）原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン外側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系ヘッドスプレイ隔離弁 

原子炉冷却材浄化系ブローラインサプレッションプール

側出口弁 

（８）可燃性ガス濃度制御系 

可燃性ガス濃度制御系入口第一隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系入口第二隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系出口第一隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系出口第二隔離弁 

（９）サプレッションプール浄化系 

サプレッションプール浄化系サプレッションプール側吸

込第一隔離弁 

サプレッションプール浄化系サプレッションプール側吸

込第二隔離弁 

サプレッションプール浄化系サプレッションプール戻り

隔離弁 

（10）試料採取系 

事故後炉水サンプリング第一隔離弁 

事故後炉水サンプリング第二隔離弁 

事故後サンプリング戻り第一隔離弁 

事故後サンプリング戻り第二隔離弁 

（11）弁グランド部漏えい処理系 

主蒸気隔離弁弁グランド部漏えい処理系第一隔離弁 

（12）格納容器内雰囲気モニタ系 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第二止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング出口第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング出口第二止め弁 

（13）復水補給水系 

下部ドライウェル注水流量調節弁 

下部ドライウェル注水ライン隔離弁 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１．２号炉 

 

(1)主蒸気管ドレン系 

主蒸気ドレンライン第一隔離弁 

主蒸気ドレンライン第二隔離弁 

(2)炉水サンプリング系 

ＰＬＲサンプルライン第一隔離弁 

ＰＬＲサンプルライン第二隔離弁 

(3)残留熱除去系 

ＲＨＲ Ａ，Ｂ系停止時冷却吸込第一隔離弁 

ＲＨＲ Ａ，Ｂ系停止時冷却吸込第二隔離弁 

ＲＨＲ Ａ，Ｂ系停止時冷却注入隔離弁 

ＲＨＲヘッドスプレイ注入隔離弁 

ＲＨＲ Ａ系停止時冷却試験可能逆止弁均圧弁 

ＲＨＲ Ｂ系停止時冷却試験可能逆止弁均圧弁 

ＲＨＲ Ａ系ＲＷ連絡第一弁 

ＲＨＲ Ｂ系ＲＷ連絡第一弁 

ＲＨＲ Ａ系ＲＷ連絡第二弁 

ＲＨＲ Ｂ系ＲＷ連絡第二弁 

ＲＨＲ Ａ系系統暖機弁 

ＲＨＲ Ｂ系系統暖機弁 

(4)原子炉格納容器ドレン系 

Ｄ／Ｗ ＬＣＷサンプ第一隔離弁 

Ｄ／Ｗ ＬＣＷサンプ第二隔離弁 

Ｄ／Ｗ ＨＣＷサンプ第一隔離弁 

Ｄ／Ｗ ＨＣＷサンプ第二隔離弁 

(5)可動インコアプローブ系 

ＴＩＰ玉形弁Ａ～Ｄ 

ＴＩＰパージ隔離弁 

(6)原子炉格納容器調気系 

パージ用空気供給側隔離弁 

Ｄ／Ｗパージ用入口隔離弁 

Ｓ／Ｃパージ用入口隔離弁 

補給用窒素ガス供給側第二隔離弁 

Ｄ／Ｗ補給用窒素ガス供給用第一隔離弁 

Ｓ／Ｃ補給用窒素ガス供給用第一隔離弁 

パージ用窒素ガス供給側第二隔離弁 

Ｄ／Ｗベント用出口隔離弁 

７．７号炉 

項 目 

（１）主蒸気管ドレン系 

主蒸気ドレンライン内側隔離弁 

主蒸気ドレンライン外側隔離弁 

（２）炉水サンプル系 

原子炉冷却材浄化系炉水サンプル内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系炉水サンプル外側隔離弁 

（３）残留熱除去系 

残留熱除去系停止時冷却内側隔離弁 

残留熱除去系停止時冷却外側隔離弁 

残留熱除去系注入弁 

残留熱除去系注入隔離弁 

残留熱除去系低圧注水モード試験可能逆止弁バイパス弁 

残留熱除去系サプレッションプール排水系第一止め弁 

残留熱除去系サプレッションプール排水系第二止め弁 

残留熱除去系系統暖機弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第一隔離弁 

残留熱除去系プロセスサンプル第二隔離弁 

残留熱除去系事故後サンプリング設備第一炉水サンプリ

ング弁 

残留熱除去系事故後サンプリング設備第二炉水サンプリ

ング弁 

（４）廃棄物処理系 

放射線ドレン移送系ドライウェル低電導度廃液系サンプ

内側隔離弁 

放射線ドレン移送系ドライウェル低電導度廃液系サンプ

外側隔離弁 

放射線ドレン移送系ドライウェル高電導度廃液系サンプ

内側隔離弁 

放射線ドレン移送系ドライウェル高電導度廃液系サンプ

外側隔離弁 

（５）移動式炉心内計装系 

移動式炉心内計装系ボール弁 

移動式炉心内計装系パージ弁 

（６）不活性ガス系 

不活性ガス系ドライウェルパージ用入口隔離弁 

不活性ガス系サプレッションチェンバパージ用入口隔離

１．２号炉 

系  統 格納容器隔離弁 

1.主蒸気系 主蒸気ドレン内側隔離弁 

 主蒸気ドレン外側隔離弁 

2.原子炉再循環系 炉水サンプリング内側隔離弁 

 炉水サンプリング外側隔離弁 

3.原子炉浄化系 入口内側隔離弁 

 入口外側隔離弁 

4.残留熱除去系 炉水入口内側隔離弁 

 炉水入口外側隔離弁 

 Ａ－ポンプ炉水戻り弁 

 Ｂ－ポンプ炉水戻り弁 

 炉頂部冷却外側隔離弁 

 炉頂部冷却内側隔離弁 

 トーラス水移送第１隔離弁 

 トーラス水移送第２隔離弁 

 Ａ－サンプリング第１隔離弁 

 Ｂ－サンプリング第１隔離弁 

 Ａ－サンプリング第２隔離弁 

 Ｂ－サンプリング第２隔離弁 

5.窒素ガス制御系 Ｎ２置換供給隔離弁 

 Ｎ２ドライウェル入口隔離弁 

 Ｎ２トーラス入口隔離弁 

 Ｎ２ドライウェル出口隔離弁 

 Ｎ２トーラス出口隔離弁 

 格納容器空気供給隔離弁 

 Ｎ２補給隔離弁 

 Ｎ２補給ドライウェル入口隔離弁 

 Ｎ２補給トーラス入口隔離弁 

 Ａ－トーラス真空破壊隔離弁 

 Ｂ－トーラス真空破壊隔離弁 

 Ｎ２ドライウェル出口弁バイパス隔離弁 

 Ｎ２トーラス出口弁バイパス隔離弁 

 ＳＧＴ入口隔離弁 

 ＳＧＴ入口隔離弁バイパス弁 

 ＨＶＲ入口隔離弁 

 Ａ－ドライウェル真空破壊空気供給隔離

弁 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ベント用ＳＧＴＳ側隔離弁 

ベント用ＨＶＡＣ側隔離弁 

Ｓ／Ｃベント用出口隔離弁 

Ｄ／Ｗベント用出口隔離弁バイパス弁 

Ｓ／Ｃベント用出口隔離弁バイパス弁 

ＰＣＶ耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 

真空破壊弁(A)～(F)計装用空気配管隔離弁 

(7)試料採取系 

ＲＨＲ Ａ系試料採取第一弁 

ＲＨＲ Ｂ系試料採取第一弁 

ＲＨＲ Ａ系試料採取第二弁 

ＲＨＲ Ｂ系試料採取第二弁 

露点サンプリング入口第一隔離弁 

露点サンプリング入口第二隔離弁 

 

露点サンプリング戻り第一隔離弁 

露点サンプリング戻り第二隔離弁 

(8)原子炉冷却材浄化系 

ＣＵＷ入口ライン第一隔離弁 

ＣＵＷ入口ライン第二隔離弁 

(9)可燃性ガス濃度制御系 

ＦＣＳ Ａ，Ｂ系入口隔離弁 

ＦＣＳ Ａ，Ｂ系出口隔離弁 

(10)漏えい検出系 

漏えい検出系放射線モニタ入口第一隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ入口第二隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ戻り第一隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ戻り第二隔離弁 

主蒸気第二隔離弁リークオフライン隔離弁 

(11)事故後サンプリング系 

事故後ＲＨＲサンプリング第一弁 

事故後ＲＨＲサンプリング第二弁 

事故後炉水サンプリング第一隔離弁 

事故後炉水サンプリング第二隔離弁 

事故後ＰＣＶ雰囲気サンプリング入口第一止め弁 

事故後ＰＣＶ雰囲気サンプリング入口第二止め弁 

事故後ＰＣＶ雰囲気サンプリング戻り第一止め弁 

事故後ＰＣＶ雰囲気サンプリング戻り第二止め弁 

弁 

不活性ガス系ドライウェル窒素入口隔離弁 

不活性ガス系サプレッションチェンバ窒素入口隔離弁 

不活性ガス系ドライウェルベント用出口隔離弁 

不活性ガス系サプレッションチェンバベント用出口隔離

弁 

不活性ガス系ドライウェルベント用出口隔離弁バイパス

弁 

不活性ガス系サプレッションチェンバベント用出口隔離

弁バイパス弁 

 

項 目 

不活性ガス系格納容器パージ用空気供給隔離弁 

不活性ガス系格納容器窒素供給隔離弁 

不活性ガス系格納容器パージ用窒素供給隔離弁 

不活性ガス系換気空調系側格納容器ベント用隔離弁 

不活性ガス系非常用ガス処理系側格納容器ベント用隔離

弁 

不活性ガス系格納容器耐圧強化ベント用連絡配管隔離弁 

真空破壊弁計装用空気配管隔離弁 

（７）原子炉冷却材浄化系 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン内側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系吸込ライン外側隔離弁 

原子炉冷却材浄化系原子炉圧力容器ヘッドスプレイ隔離

弁 

原子炉冷却材浄化系ブローラインサプレッションプール

側出口弁 

（８）可燃性ガス濃度制御系 

可燃性ガス濃度制御系入口第一隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系入口第二隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系出口第一隔離弁 

可燃性ガス濃度制御系出口第二隔離弁 

（９）サプレッションプール浄化系 

サプレッションプール浄化系サプレッションプール側吸

込第一隔離弁 

サプレッションプール浄化系サプレッションプール側吸

込第二隔離弁 

サプレッションプール浄化系サプレッションプール戻り

 Ｂ－ドライウェル真空破壊空気供給隔離

弁 

 Ｃ－ドライウェル真空破壊空気供給隔離

弁 

 Ｄ－ドライウェル真空破壊空気供給隔離

弁 

 Ｅ－ドライウェル真空破壊空気供給隔離

弁 

 Ｆ－ドライウェル真空破壊空気供給隔離

弁 

 Ｇ－ドライウェル真空破壊空気供給隔離

弁 

 Ｈ－ドライウェル真空破壊空気供給隔離

弁 

 ドライウェル内漏洩検出モニタ入口第１

隔離弁 

 ドライウェル内漏洩検出モニタ入口第２

隔離弁 

 ドライウェル内漏洩検出モニタ出口第１

隔離弁 

 ドライウェル内漏洩検出モニタ出口第２

隔離弁 

 

系  統 格納容器隔離弁 

6.移動形出力領域計装 Ａ－ボール弁 

Ｂ－ボール弁 

 Ｃ－ボール弁 

 Ｄ－ボール弁 

7.液体廃棄物処理系 ドライウェル機器ドレン内側隔離弁 

 ドライウェル機器ドレン外側隔離弁 

 ドライウェル床ドレン内側隔離弁 

 ドライウェル床ドレン外側隔離弁 

8.試料採取系 Ａ－Ｎ２ガスサンプリング第１隔離弁 

 Ｂ－Ｎ２ガスサンプリング第１隔離弁 

 Ｃ－Ｎ２ガスサンプリング第１隔離弁 

 Ｄ－Ｎ２ガスサンプリング第１隔離弁 

 Ａ－Ｎ２ガスサンプリング第２隔離弁 

 Ｂ－Ｎ２ガスサンプリング第２隔離弁 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

事故後サンプリング設備戻り第一隔離弁 

事故後サンプリング設備戻り第二隔離弁 

(12)計装用圧縮空気系 

計装用圧縮空気系第二隔離弁 

 

 

 

 

 

隔離弁 

（10）試料採取系 

試料採取系事故後炉水サンプル１次隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル２次隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル戻り１次隔離弁 

試料採取系事故後炉水サンプル戻り２次隔離弁 

試料採取系ドライウェル雰囲気サンプリング内側隔離弁 

試料採取系ドライウェル雰囲気サンプリング外側隔離弁 

試料採取系サンプル戻り１次隔離弁 

試料採取系サンプル戻り２次隔離弁 

（11）弁グランド部漏えい処理系 

弁グランド部漏えい処理系ドレンライン隔離弁 

（12）格納容器内雰囲気モニタ系 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング入口第二止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング出口第一止め弁 

事故後格納容器雰囲気サンプリング出口第二止め弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 

（13）漏えい検出系 

漏えい検出系放射線モニタ入口１次隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ入口２次隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ出口１次隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ出口２次隔離弁 

（14）復水補給水系 

下部ドライウェル注水流量調節弁 

下部ドライウェル注水ライン隔離弁 

 Ｃ－Ｎ２ガスサンプリング第２隔離弁 

 Ｄ－Ｎ２ガスサンプリング第２隔離弁 

 Ｎ２ガスサンプリング戻り第１隔離弁 

 Ｎ２ガスサンプリング戻り第２隔離弁 

 原子炉水サンプリング内側隔離弁 

 原子炉水サンプリング外側隔離弁 

 ＲＨＲサンプリング第１隔離弁 

 ＲＨＲサンプリング第２隔離弁 

 液体サンプル戻り第１隔離弁 

 液体サンプル戻り第２隔離弁 

 ＰＣＶ雰囲気サンプリング入口第１止め

弁 

 ＰＣＶ雰囲気サンプリング入口第２止め

弁 

 ＰＣＶ雰囲気サンプリング戻り第１止め

弁 

 ＰＣＶ雰囲気サンプリング戻り第２止め

弁 

9.可燃性ガス濃度制御系 Ａ－入口隔離弁 

Ｂ－入口隔離弁 

 Ａ－出口隔離弁 

 Ｂ－出口隔離弁 

10.補給水系 ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．３号炉 

 

(1)主蒸気管ドレン系 

主蒸気ドレンライン第一隔離弁 

主蒸気ドレンライン第二隔離弁 

(2)炉水サンプリング系 

ＰＬＲサンプルライン第一隔離弁 

ＰＬＲサンプルライン第二隔離弁 

(3)残留熱除去系 

ＲＨＲ Ａ，Ｂ系停止時冷却吸込第一隔離弁 

ＲＨＲ Ａ，Ｂ系停止時冷却吸込第二隔離弁 

ＲＨＲ Ａ，Ｂ系停止時冷却注入隔離弁 

ＲＨＲヘッドスプレイ注入隔離弁 

ＲＨＲ Ａ系停止時冷却試験可能逆止弁均圧弁 

ＲＨＲ Ｂ系停止時冷却試験可能逆止弁均圧弁 

ＲＨＲ Ａ系ＲＷ連絡第一弁 

ＲＨＲ Ｂ系ＲＷ連絡第一弁 

ＲＨＲ Ａ系ＲＷ連絡第二弁 

ＲＨＲ Ｂ系ＲＷ連絡第二弁 

ＲＨＲ Ａ系系統暖機弁 

ＲＨＲ Ｂ系系統暖機弁 

(4)原子炉格納容器ドレン系 

Ｄ／Ｗ ＬＣＷサンプ第一隔離弁 

Ｄ／Ｗ ＬＣＷサンプ第二隔離弁 

Ｄ／Ｗ ＨＣＷサンプ第一隔離弁 

Ｄ／Ｗ ＨＣＷサンプ第二隔離弁 

(5)可動インコアプローブ系 

ＴＩＰ 隔離弁Ａ，Ｂ 

ＴＩＰ パージ隔離弁 

(6)原子炉格納容器調気系 

パージ用空気供給側隔離弁 

Ｄ／Ｗパージ用入口隔離弁 

Ｓ／Ｃパージ用入口隔離弁 

補給用窒素ガス供給側第二隔離弁 

Ｄ／Ｗ補給用窒素ガス供給用第一隔離弁 

Ｓ／Ｃ補給用窒素ガス供給用第一隔離弁 

パージ用窒素ガス供給側第二隔離弁 

Ｄ／Ｗベント用出口隔離弁 

 ２．３号炉 

系  統 格納容器隔離弁 

1.主蒸気系 ＭＳ主蒸気ドレンライン内側隔離弁 

 ＭＳ主蒸気ドレンライン外側隔離弁 

2.原子炉冷却材浄化系 ＣＵＷ吸込ライン内側隔離弁 

ＣＵＷ吸込ライン外側隔離弁 

 ＣＵＷ ＲＰＶヘッドスプレイ隔離弁 

 ＣＵＷブローラインＳ／Ｐ側出口弁 

 ＣＵＷ炉水サンプルライン内側隔離弁 

 ＣＵＷ炉水サンプルライン外側隔離弁 

3.残留熱除去系 ＲＨＲ停止時冷却内側隔離弁（Ａ） 

 ＲＨＲ停止時冷却内側隔離弁（Ｂ） 

 ＲＨＲ停止時冷却内側隔離弁（Ｃ） 

 ＲＨＲ停止時冷却外側隔離弁（Ａ） 

 ＲＨＲ停止時冷却外側隔離弁（Ｂ） 

 ＲＨＲ停止時冷却外側隔離弁（Ｃ） 

 ＲＨＲ注入弁（Ａ） 

 ＲＨＲ注入隔離弁（Ｂ） 

 ＲＨＲ注入隔離弁（Ｃ） 

 ＲＨＲ ＬＰＦＬ試験可能逆止弁（Ａ）バ

イパス弁 

 ＲＨＲ ＬＰＦＬ試験可能逆止弁（Ｂ）バ

イパス弁 

 ＲＨＲ ＬＰＦＬ試験可能逆止弁（Ｃ）バ

イパス弁 

 ＲＨＲ ＳＰＨ一次止め弁（Ａ） 

 ＲＨＲ ＳＰＨ一次止め弁（Ｂ） 

 ＲＨＲ ＳＰＨ一次止め弁（Ｃ） 

 ＲＨＲ ＳＰＨ二次止め弁 

 ＲＨＲプロセスサンプル一次隔離弁（Ａ） 

 ＲＨＲプロセスサンプル一次隔離弁（Ｂ） 

 ＲＨＲプロセスサンプル一次隔離弁（Ｃ） 

 ＲＨＲプロセスサンプル二次隔離弁（Ａ） 

 ＲＨＲプロセスサンプル二次隔離弁（Ｂ） 

 ＲＨＲプロセスサンプル二次隔離弁（Ｃ） 

 ＲＨＲ ＰＡＳＳ炉水サンプリング弁 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ベント用ＳＧＴＳ側隔離弁 

ベント用ＨＶＡＣ側隔離弁 

Ｓ／Ｃベント用出口隔離弁 

Ｄ／Ｗベント用出口隔離弁バイパス弁 

Ｓ／Ｃベント用出口隔離弁バイパス弁 

真空破壊弁(A)～(F)計装用空気配管隔離弁 

ＰＣＶ耐圧強化ベント連絡配管隔離弁 

(7)試料採取系 

ＲＨＲ Ａ系試料採取第一弁 

ＲＨＲ Ｂ系試料採取第一弁 

ＲＨＲ Ａ系試料採取第二弁 

ＲＨＲ Ｂ系試料採取第二弁 

露点サンプリング入口第一隔離弁 

露点サンプリング入口第二隔離弁 

露点サンプリング戻り第一隔離弁 

 

露点サンプリング戻り第二隔離弁 

(8)原子炉冷却材浄化系 

ＣＵＷ入口ライン第一隔離弁 

ＣＵＷ入口ライン第二隔離弁 

(9)可燃性ガス濃度制御系 

ＦＣＳ Ａ，Ｂ系入口隔離弁 

ＦＣＳ Ａ，Ｂ系出口隔離弁 

(10)漏えい検出系 

漏えい検出系放射線モニタ入口第一隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ入口第二隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ戻り第一隔離弁 

漏えい検出系放射線モニタ戻り第二隔離弁 

主蒸気第二隔離弁リークオフライン隔離弁 

(11)事故後サンプリング系 

事故後ＲＨＲサンプリング第一弁 

事故後ＲＨＲサンプリング第二弁 

事故後炉水サンプリング第一隔離弁 

事故後炉水サンプリング第二隔離弁 

事故後ＰＣＶ雰囲気サンプリング入口第一止め弁 

事故後ＰＣＶ雰囲気サンプリング入口第二止め弁 

事故後ＰＣＶ雰囲気サンプリング戻り第一止め弁 

事故後ＰＣＶ雰囲気サンプリング戻り第二止め弁 

系  統 格納容器隔離弁 

4.不活性ガス系 ＡＣ ＰＣＶパージ用空気供給隔離弁 

 ＡＣ Ｄ／Ｗパージ用入口隔離弁 

 ＡＣ Ｓ／Ｃパージ用入口隔離弁 

 ＡＣ Ｄ／Ｗベント用出口隔離弁 

 ＡＣ Ｄ／Ｗベント用出口隔離弁バイパス

弁 

 ＡＣ Ｓ／Ｃベント用出口隔離弁 

 ＡＣ Ｓ／Ｃベント用出口隔離弁バイパス

弁 

 ＡＣ ＳＧＴＳ側ＰＣＶベント用隔離弁 

 ＡＣ ＨＶＡＣ側ＰＣＶベント用隔離弁 

 ＡＣ ＰＣＶパージ用窒素供給隔離弁 

 ＡＣ ＰＣＶ常時補給用窒素隔離弁 

 ＡＣ Ｄ／Ｗ常時補給用窒素入口隔離弁 

 ＡＣ Ｓ／Ｃ常時補給用窒素入口隔離弁 

 ＡＣ 真空破壊弁計装用空気配管隔離弁

（Ａ） 

 ＡＣ 真空破壊弁計装用空気配管隔離弁

（Ｂ） 

 ＡＣ ＰＣＶ耐圧強化ベント用連絡配管隔

離弁 

5.移動式炉心内計装系 ＴＩＰボール弁（Ａ） 

ＴＩＰボール弁（Ｂ） 

 ＴＩＰボール弁（Ｃ） 

 ＴＩＰパージラインパージ弁 

6.放射性ドレン移送系 ＲＤドライウェルＬＣＷサンプ内側隔離弁 

 ＲＤドライウェルＬＣＷサンプ外側隔離弁 

 ＲＤドライウェルＨＣＷサンプ内側隔離弁 

 ＲＤドライウェルＨＣＷサンプ外側隔離弁 

7.漏えい検出系 ＬＤＳ放射線モニタ入口１次隔離弁 

 ＬＤＳ放射線モニタ入口２次隔離弁 

 ＬＤＳ放射線モニタ出口１次隔離弁 

 ＬＤＳ放射線モニタ出口２次隔離弁 

8.試料採取系 ＳＡＭ事故後炉水サンプル１次隔離弁 

 ＳＡＭ事故後炉水サンプル２次隔離弁 

 ＳＡＭ事故後炉水サンプル戻り１次隔離弁 

 ＳＡＭ事故後炉水サンプル戻り２次隔離弁 
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事故後サンプリング設備戻り第一隔離弁 

事故後サンプリング設備戻り第二隔離弁 

(12)計装用圧縮空気系 

ＩＡ第二隔離弁 

 

 

 

 

 

 

 ＳＡＭ Ｄ／Ｗ雰囲気サンプリング内側隔

離弁 

 ＳＡＭ Ｄ／Ｗ雰囲気サンプリング外側隔

離弁 

 ＳＡＭサンプル戻り１次隔離弁 

 ＳＡＭサンプル戻り２次隔離弁 

 

系  統 格納容器隔離弁 

9.格納容器雰囲気モニ

タ系 

ＰＡＳＳ ＰＣＶ雰囲気サンプリング入口

１次止め弁 

ＰＡＳＳ ＰＣＶ雰囲気サンプリング出口

１次止め弁 

ＰＡＳＳ ＰＣＶ雰囲気サンプリング入口

２次止め弁 

ＰＡＳＳ ＰＣＶ雰囲気サンプリング出口

２次止め弁 

10.可燃性ガス濃度制御

系 

ＦＣＳ入口隔離弁（Ａ） 

ＦＣＳ入口隔離弁（Ｂ） 

 ＦＣＳ出口隔離弁（Ａ） 

 ＦＣＳ出口隔離弁（Ｂ） 

11.復水補給水系 ＭＵＷＣ下部ドライウェル注水ライン隔離

弁 

 ＭＵＷＣ下部ドライウェル注水流量調節弁 

12.サプレッションプー

ル浄化系 

ＳＰＣＵ Ｓ／Ｐ側吸込一次隔離弁 

ＳＰＣＵ Ｓ／Ｐ側吸込二次隔離弁 

ＳＰＣＵ Ｓ／Ｐ戻り隔離弁 
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表４３－４ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.条件 B，Cまたは D

以外の場合であっ

て，格納容器の機

能が健全でない場

合 

A1.格納容器の機能を健全な

状態に復旧する。 

１時間 

B. 

主蒸気隔離弁以

外の格納容器隔

離弁２個を有す

る配管に適用 

 

動作不能な格納容

器隔離弁１個を有

する配管が１つ以

上ある場合 

B1.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管を隔離す

る。※２ 

および 

B2.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管が隔離さ

れていることを確認す

る。ただし，第９５条に定

める区域については管理

的手段により確認するこ

とができる。 

 

 

４時間 

 

 

 

１ヶ月に１

回 

C.  

主蒸気隔離弁以

外の格納容器隔

離弁２個を有す

る配管に適用 

 

動作不能な格納

容器隔離弁２個

を有する配管が

１つ以上ある場

合 

C1.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管を隔離す

る。※２ 

および 

C2.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管が隔離さ

れていることを確認す

る。ただし，第９５条に定

める区域については管理

的手段により確認するこ

とができる。 

 

 

１時間 

 

 

 

１ヶ月に１

回 

D.  

格納容器隔離弁

１個を有する配

管に適用 

 

D1.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管を隔離す

る。※２ 

および 

D2.動作不能な格納容器隔離

４時間 

 

 

 

１ヶ月に１

表４３－４ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．条件Ｂ，Ｃ又はＤ

以外の場合であ

って，格納容器

の機能が健全で

ない場合 

Ａ１．格納容器の機能を健全

な状態に復旧する。 

１時間 

Ｂ．動作不能な格納

容器隔離弁１個

を有する配管が

１つ以上ある場

合 

 

主蒸気隔離弁以

外の格納容器隔

離弁２個を有す

る配管に適用 

 

Ｂ１．動作不能な格納容器隔

離弁を有する配管を

隔離する。※１ 

及び 

Ｂ２．動作不能な格納容器隔

離弁を有する配管が

隔離されていること

を確認する。 

ただし，第９５条第１

項に定める区域につ

いては管理的手段に

より確認することが

できる。 

４時間 

 

 

 

１ヶ月に１

回 

Ｃ．動作不能な格納

容器隔離弁２個

を有する配管が

１つ以上ある場

合 

 

主蒸気隔離弁以

外の格納容器隔

離弁２個を有す

る配管に適用 

 

Ｃ１．動作不能な格納容器隔

離弁を有する配管を

隔離する。※１ 

及び 

Ｃ２．動作不能な格納容器隔

離弁を有する配管が

隔離されていること

を確認する。 

ただし，第９５条第１

項に定める区域につ

いては管理的手段に

より確認することが

できる。 

１時間 

 

 

 

１ヶ月に１

回 

Ｄ．動作不能な格納

容器隔離弁１個

を有する配管が

１つ以上ある場

合 

Ｄ１．動作不能な格納容器隔

離弁を有する配管を

隔離する。※１ 

及び 

Ｄ２．動作不能な格納容器隔

４時間 

 

 

 

１ヶ月に１

表４３－４ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.条件 B，C または

D 以外の場合であ

って，格納容器の

機能が健全でない

場合 

A1.格納容器の機能を健全な

状態に復旧する。 

１時間 

B. 主蒸気隔離弁以

外の格納容器隔

離弁２個を有す

る配管に適用 

 

 

動作不能な格納容

器隔離弁１個を有

する配管が１つ以

上ある場合 

B1.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管を隔離す

る。※２ 

および 

B2.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管が隔離さ

れていることを確認す

る。ただし，第９３条

（管理区域内における特

別措置）第１項に定める

区域については管理的手

段により確認することが

できる。 

４時間 

 

 

 

１箇月に１

回 

C. 主蒸気隔離弁以

外の格納容器隔

離弁２個を有す

る配管に適用 

 

 

動作不能な格納容

器隔離弁２個を有

する配管が１つ以

上ある場合 

C1.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管を隔離す

る。※２ 

および 

C2.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管が隔離さ

れていることを確認す

る。ただし，第９３条

（管理区域内における特

別措置）第１項に定める

区域については管理的手

段により確認することが

できる。 

１時間 

 

 

 

１箇月に１

回 

D. 格納容器隔離弁

１個を有する配

管に適用 

 

 

D1.動作不能な格納容器隔離

弁を有する配管を隔離す

る。※２ 

および 

D2.動作不能な格納容器隔離

４時間 

 

 

 

１箇月に１
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動作不能な格納

容器隔離弁１個

を有する配管が

１つ以上ある場

合 

弁を有する配管が隔離さ

れていることを確認す

る。ただし，第９５条に定

める区域については管理

的手段により確認するこ

とができる。 

 

 

回 

E.条件 A，B，C また

は D で要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合 

E1.高温停止にする。 

および 

E2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※２：動作不能な格納容器隔離弁を有する配管を隔離したことによ

り，当該系統の機能が喪失した場合は，該当する条文を適用

する。 

 

 

 

格納容器隔離弁

１個を有する配

管に適用 

 

離弁を有する配管が

隔離されていること

を確認する。 

ただし，第９５条第１

項に定める区域につ

いては管理的手段に

より確認することが

できる。 

回 

Ｅ．条件Ａ，Ｂ，Ｃ又

はＤで要求され

る措置を完了時

間内に達成でき

ない場合 

Ｅ１．高温停止にする。 

及び 

Ｅ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※１：動作不能な格納容器隔離弁を有する配管を隔離したことによ

り，当該系統の機能が喪失した場合は，該当する条文を適用す

る。 

 

動作不能な格納容

器隔離弁１個を有

する配管が１つ以

上ある場合 

弁を有する配管が隔離さ

れていることを確認す

る。ただし，第９３条

（管理区域内における特

別措置）第１項に定める

区域については管理的手

段により確認することが

できる。 

回 

E.条件 A，B，C また

は Dで要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合 

E1.高温停止にする。 

および 

E2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※２：動作不能な格納容器隔離弁を有する配管を隔離したことによ

り，当該系統の機能が喪失した場合は，該当する条文を適用

する。 

 

 

1
2
0



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（サプレッションプールの平均水温） 

第４５条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止におい

て，サプレッションプール※１の平均水温※２は，表４５－１で

定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉隔離時冷

却系または高圧代替注水系※３の運転確認等により，サプレッ

ションプールの水温が上昇するような時は，確認開始時から

確認終了後２４時間までを除く。 

２．サプレッションプールの平均水温が前項で定める運転上の

制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。

なお，発電課長は，原子炉の状態が運転，起動および高温停

止において原子炉隔離時冷却系または高圧代替注水系の運

転確認等により，サプレッションプールの水温が上昇するよ

うな場合，サプレッションプールの動作可能な局所水温計の

最高温度が 47℃を超えた時には，５分毎に動作可能な局所水

温計の平均水温を計算し，平均水温が 47℃を超えていないこ

とを確認する。さらに平均水温が 47℃を超えた場合には，サ

プレッションプールの水温が上昇するような運転確認等を

中止し，２４時間以内に平均水温を 32℃以下に復旧する。 

 

（１）発電課長は，原子炉の状態が運転，起動および高温停止

においてサプレッションプールの動作可能な局所水温計

の平均水温を２４時間に１回確認する。 

３．発電課長は，サプレッションプールの平均水温が第１項で

定める運転上の制限を満足していないと判断した場合は，表

４５－２の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

表４５－１ 

項 目 運転上の制限 

サプレッションプールの平均水温 32℃以下 

※１：２号炉のサプレッションプールは，重大事故等対処設備

を兼ねる。 

※２：平均水温は，動作可能な局所水温計の最高温度をもって，

代えることができる。 

（サプレッションプールの平均水温） 

第４５条 原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，

サプレッションプール※１の平均水温※２は，表４５－１で定め

る事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉隔離時冷却系

又は高圧代替注水系※３の運転確認等により，サプレッション

プールの水温が上昇するような時は，確認開始時から確認終

了後２４時間までを除く。 

２．サプレッションプールの平均水温が前項で定める運転上の

制限を満足していることを確認するため，次号を実施する。

なお，当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止に

おいて原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系の運転確認

等により，サプレッションプールの水温が上昇するような場

合，サプレッションプールの動作可能な局所水温計の最高温

度が４７℃を超えた時には，５分毎に動作可能な局所水温計

の平均水温を計算し，平均水温が４７℃を超えていないこと

を確認する。さらに平均水温が４７℃を超えた場合には，サ

プレッションプールの水温が上昇するような運転確認等を

中止し，２４時間以内に平均水温を３５℃以下に復旧する。 

 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止にお

いてサプレッションプールの動作可能な局所水温計の平

均水温を２４時間に１回確認する。 

３．当直長は，サプレッションプールの平均水温が第１項で定

める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表４５

－２の措置を講じる。 

※１：７号炉のサプレッションプールは，重大事故等対処設備

を兼ねる。 

※２：平均水温は，動作可能な局所水温計の最高温度をもって，

代えることができる。 

※３：高圧代替注水系は，７号炉のみ適用。 

 

表４５－１ 

項 目 運転上の制限 

サプレッションプールの平均水温 ３５℃以下 

 

 

 

 

（サプレッションチェンバの平均水温） 

第４５条 原子炉の状態が運転，起動および高温停止におい

て，サプレッションチェンバ※１の平均水温※２は，表４５－１

に定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子炉隔離時

冷却系または高圧原子炉代替注水系※３の動作確認等により，

サプレッションチェンバの水温が上昇するような時は，確認

開始時から確認終了後２４時間までを除く。 

２．サプレッションチェンバの平均水温が，前項に定める運転

上の制限を満足していることを確認するため，次号を実施す

る。なお，当直長は，原子炉の状態が運転，起動および高温

停止において，原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注

水系の動作確認等により，サプレッションチェンバの水温が

上昇するような場合，サプレッションチェンバの動作可能な

局所水温計の最高温度が 47℃を超えたときには，５分毎に動

作可能な局所水温計の平均水温を計算し，平均水温が 47℃を

超えていないことを確認する。さらに平均水温が 47℃を超え

た場合には，サプレッションチェンバの水温が上昇するよう

な動作確認等を中止し，２４時間以内に平均水温を 35℃以下

に復旧する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動および高温停止に

おいて，サプレッションチェンバの動作可能な局所水温計

の平均水温を２４時間に 1回確認する。 

３．当直長は，サプレッションチェンバの平均水温が，第１項

に定める運転上の制限を満足していないと判断した場合は，

表４５－２の措置を講じる。 

※１：２号炉のサプレッションチェンバは，重大事故等対処設

備を兼ねる。 

※２：平均水温は，動作可能な局所水温計の最高温度をもって，

代えることができる。 

※３：高圧原子炉代替注水系は，２号炉のみ適用。 

 

表４５－１ 

項  目 運転上の制限 

サプレッションチェンバの平均水温 35℃以下 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※３：高圧代替注水系は，２号炉のみ適用。 

 

表４５－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.サプレッションプ

ール平均水温が

32℃を超えている

場合 

A1.32℃以下に復旧する。 ２４時間 

B.条件 A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 

および 

B2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

C.サプレッションプ

ール平均水温が

49℃を超えている

場合 

C1.原子炉をスクラムする。 

 

および 

C2.原子炉減圧を開始する。 

 

および 

C3.冷温停止にする。 

速やかに 

 

 

１時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

表４５－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．サプレッション

プール平均水温

が３５℃を超え

ている場合 

Ａ１．３５℃以下に復旧す

る。 

２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｃ．サプレッション

プール平均水温

が４９℃を超え

ている場合 

Ｃ１．原子炉をスクラムす

る。 

及び 

Ｃ２．原子炉減圧を開始す

る。 

及び 

Ｃ３．冷温停止にする。 

速やかに 

 

 

１時間 

 

 

３６時間 
 

 

 

表４５－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.サプレッションチ

ェンバ平均水温が

35℃を超えている

場合 

A1.サプレッションチェンバ

平均水温を 35℃以下に

復旧する。 

２４時間 

B.条件 A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 

および 

B2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

C.サプレッションチ

ェンバ平均水温が

49℃を超えている

場合 

C1.原子炉をスクラムする。 

 

および 

C2.原子炉減圧を開始する。 

 

および 

C3.冷温停止にする。 

速やかに 

 

 

1 時間 

 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（格納容器内の酸素濃度） 

第４８条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔２号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，格納容

器内の酸素濃度※１は，表４８－１で定める事項を運転上の制

限とする。ただし，次の（１）または（２）の期間は除く。 

（１）原子炉を起動する時にドライウェル点検を実施する場合

であって，原子炉の状態が起動以降，運転になってから２

４時間後までの期間。 

（２）原子炉を停止する時にドライウェル点検を実施する場合

であって，制御棒全挿入後の原子炉の状態が高温停止の期

間。 

 

 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項で定める運転上の制限を満

足していることを確認するため，次号を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（格納容器内の酸素濃度） 

第４８条  

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度は，

表４８－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原

子炉を起動する時の原子炉の状態が運転になってからの２

４時間及び原子炉を停止する時の原子炉の状態が起動にな

る前の２４時間を除く。 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項で定める運転上の制限を満

足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転において，格納容器内の

酸素濃度を１週間に１回確認する。 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表４８－２の措置

を講じる。 

 

〔７号炉〕 

原子炉の状態が運転,起動及び高温停止において，格納容

器内の酸素濃度※１は，表４８－１で定める事項を運転上の制

限とする。ただし，原子炉の起動時にドライウェル点検を実

施する場合は，ドライウェル点検後の原子炉の状態が起動と

なるまでの期間は運転上の制限を適用しない。また，原子炉

隔離時冷却系又は高圧代替注水系の確認運転等により格納

容器内の酸素濃度が１．８％を超えた時点から３日間，３．

５％を超えた時点から２４時間までの間は，運転上の制限を

満足していないとはみなさない。 

 

 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項で定める運転上の制限を満

足していることを確認するため，次号を実施する。なお，原

子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系の確認運転等により

格納容器内の酸素濃度が１．８％を超えた場合は，格納容器

圧力逃がし装置を動作不能とみなし要求される措置を実施

するとともに，５分毎に格納容器内の酸素濃度を監視する。

さらに３．５％を超えた場合，酸素濃度が上昇するような確

認運転等を中止し，２４時間以内に酸素濃度を制限値内に復

旧する。 

 

（格納容器内の酸素濃度） 

第４８条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度※１

は，表４８－１に定める事項を運転上の制限とする。ただし，

原子炉を起動する時の原子炉の状態が運転になってからの

２４時間および原子炉を停止する時の原子炉の状態が起動

になる前の２４時間を除く。 

 

 

 

 

 

 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項に定める運転上の制限を満

足していることを確認するため，次号を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-81 保安規定第 48

条（格納容器内の酸素

濃度）の変更について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・LCO適用期間の相違 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉は，RCIC

および HPAC の確認

運転等に外部水源を

用いないことから，

当該の記載はない。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉は，RCIC

および HPAC の確認

運転等に外部水源を

用いないことから，

当該の記載はない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（１）発電課長は，原子炉の状態が運転，起動および高温停止

において，格納容器内の酸素濃度を１週間に１回確認する。 

 

 

３．発電課長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転

上の制限を満足していないと判断した場合，表４８－２の措

置を講じる。 

 

〔３号炉〕 

原子炉の状態が運転において，格納容器内の酸素濃度は，表

４８－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，原子

炉を起動する時の原子炉の状態が運転になってからの２４

時間および原子炉を停止する時の原子炉の状態が起動にな

る前の２４時間を除く。 

２．格納容器内の酸素濃度が，前項に定める運転上の制限を満

足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）発電課長は，原子炉の状態が運転において，格納容器内

の酸素濃度を１週間に１回確認する。 

３．発電課長は，格納容器内の酸素濃度が第1 項で定める運転

上の制限を満足していないと判断した場合は，表４８－２の

措置を講じる。 

 

※１：２号炉の格納容器内の酸素濃度監視に必要な設備は重大

事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６

６－５－６）の運転上の制限も確認する。 

 

 

表４８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止にお

いて，格納容器内の酸素濃度を１週間に１回確認する。 

 

 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が第１項で定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表４８－２の措置

を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：７号炉の格納容器内の酸素濃度監視に必要な設備は重大

事故等対処設備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６

６－５－６）の運転上の制限も確認する。 

 

 

表４８－１ 

１．１号炉，２号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限  

格納容器内の酸素濃度 ４％以下  

 

２．３号炉，４号炉及び６号炉 

項 目 運転上の制限   

格納容器内の酸素濃度 ３．５％以下   

 

 

 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転において，格納容器内の

酸素濃度を１週間に１回確認する。 

 

 

３．当直長は，格納容器内の酸素濃度が，第１項に定める運転

上の制限を満足していないと判断した場合は，表４８－２の

措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：２号炉の格納容器内の酸素濃度監視に必要な設備のう

ち，格納容器酸素濃度（Ｂ系）は重大事故等対処設備を

兼ねる。動作不能時は，第６５条（６５－５－５ 格納

容器内の水素濃度および酸素濃度監視）の運転上の制限

も確認する。 

表４８－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・LCO適用期間の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・設備の相違（島根２

号炉は，片系のみＳ

Ａ設備） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

項 目 運転上の制限 

２号炉 格納容器内の酸素濃度 ２．５％以下 

３号炉 格納容器内の酸素濃度 ４％以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．７号炉 

項 目 運転上の制限   

格納容器内の酸素濃度 
１．８％以下※２   

３．５％以下※３  

 

 

※２：格納容器圧力逃がし装置内における水素燃焼防止のため

の制限値。 

※３：原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度を可燃限界未満に

維持するための制限値。 

 

 

 

 

 

表４８－２ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器内の酸

素濃度が制限値

を満足していな

いと判断した場

合 

Ａ１．酸素濃度を制

限値以内に復

旧する。 

２４時間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．高温停止にす

る。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．２号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ２．５％以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３号炉 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の酸素濃度 ４％以下 

 

表４８－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・有効性評価（水素燃

焼）における初期条

件の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器内の酸素

濃度が制限値を満

足していないと判

断した場合 

A1.酸素濃度を制限値

以内に復旧する。 

２４時間 

 

B.条件A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 

および 

B2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

２．７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間    

Ａ．格納容器内の酸

素濃度が１．８％

以下を満足して

いないと判断し

た場合 

Ａ１．酸素濃度を１．

８％以内に復旧

する措置を開始

する。 

及び 

Ａ２．格納容器圧力逃

がし装置を動作

不能とみなし要

求される措置を

実施する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

   

Ｂ．格納容器内の酸

素濃度が３．５％

以下を満足して

いないと判断し

た場合 

Ｂ１．酸素濃度を３．

５％以内に復旧

する。 

２４時間 

 

   

Ｃ．条件Ｂで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

   

 

 

 

 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器内の酸素

濃度が運転上の制

限を満足していな

いと判断した場合 

A1.酸素濃度を運転上

の制限以内に復旧

する。 

 

２４時間 

 

B.条件A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 

および 

B2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・有効性評価（水素燃

焼）における初期条

件の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（原子炉建屋）  

第４９条  原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心変

更時※１または原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に

係る作業時において，原子炉建屋原子炉棟※２※３は，表４９

－１で定める事項を運転上の制限とする。  

２．原子炉建屋原子炉棟が前項で定める運転上の制限を満足し

ていることを確認するため，次の各号を実施する。  

（１）発電管理課長は，定事検停止時に，原子炉建屋原子

炉棟を負圧に保ち得ることを確認する。  

 

（２）発電課長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止

および炉心変更時※１または原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時において，原子炉建屋原子炉棟

を負圧に保つために原子炉建屋大物機器搬入口および原

子炉建屋原子炉棟の二重扉の各々において，少なくとも

１つが閉鎖状態にあることを１ヶ月に１回確認する。  

 

３．発電課長は，原子炉建屋原子炉棟が第１項で定める運転上

の制限を満足していないと判断した場合，表４９－２の措置

を講じる。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４９－１  

項 目  運転上の制限  

原子炉建屋原子炉棟  機能が健全であること  

  

 

 

 

（原子炉建屋） 

第４９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉心変更

時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る

作業時において，原子炉建屋原子炉棟※２※３は，表４９－１

で定める事項を運転上の制限とする。 

２．原子炉建屋原子炉棟が前項で定める運転上の制限を満足し

ていることを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，原子炉建屋原子炉棟

を負圧に保ち得ることを確認し，その結果を当直長に通知

する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止及び炉

心変更時※１又は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料

に係る作業時において，原子炉建屋原子炉棟を負圧に保つ

ために原子炉建屋大物機器搬入口及び原子炉建屋原子炉

棟の二重扉の各々において，少なくとも１つが閉鎖状態に

あることを１ヶ月に１回確認する。 

 

３．当直長は，原子炉建屋原子炉棟が第１項で定める運転上の

制限を満足していないと判断した場合，表４９－２の措置

を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４９－１ 

 

 

 

 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋原子炉棟 機能が健全であること 

（原子炉棟） 

第４９条 原子炉の状態が運転，起動，高温停止および炉心

変更時※１または原子炉棟内での照射された燃料に係る作業

時において，原子炉棟※２※３は，表４９－１に定める事項を

運転上の制限とする。 

２．原子炉棟が，前項に定める運転上の制限を満足している

ことを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（発電）は，定事検停止時に，原子炉棟を負圧に

保ち得ることを確認する。 

 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止およ

び炉心変更時または原子炉棟内での照射された燃料に係る

作業時において，原子炉棟を負圧に保つために原子炉棟大

物機器搬入口および原子炉棟二重扉の各々において，少な

くとも１つが閉鎖状態にあることを１箇月に１回確認す

る。 

 

３．当直長は，原子炉棟が，第１項に定める運転上の制限を

満足していないと判断した場合は，表４９－２の措置を講

じる。 

 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（３号炉においては，同

一の水圧制御ユニットに属する１組または１本）の挿入・

引抜を除く。 

※２：２号炉の原子炉棟（原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネルおよび主蒸気管トンネル室ブローアウトパネルを

含む。）は重大事故等対処設備を兼ねる。 

※３：２号炉の原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルお

よび主蒸気管トンネル室ブローアウトパネルの開放機能

は，運転，起動および高温停止の場合に適用する。 

 

表４９－１ 

項  目 運転上の制限 

原子炉棟 機能が健全であること 

 

 

 

TS-74 原子炉建物ブ

ローアウトパネルおよ

び閉止装置の運用につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
7



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４９－２  

条 件  要求される措置  完了時間  

A.原子炉の状態が運

転，起動および高

温停止において，

運転上の制限を満

足していないと判

断した場合  

A1.原子炉建屋原子炉棟を負

圧に保つための措置を講

じる。※４  

４時間  

B.条件 A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合  

B1.高温停止にする。  

および  

B2.冷温停止にする。  

２４時間  

  

３６時間  

C.炉心変更時または

原子炉建屋原子炉

棟内で照射された

燃料に係る作業時

において，運転上

の制限を満足して

いないと判断した

場合  

C1.炉心変更を中止する。  

および  

C2.原子炉建屋原子炉棟内で

照射された燃料に係る作

業を中止する。  

速やかに  

  

速やかに  

※１：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。  

※２：２号炉の原子炉建屋原子炉棟（原子炉建屋ブローアウトパネル

を含む。）は重大事故等対処設備を兼ねる。  

※３：原子炉建屋ブローアウトパネルの開放機能は，運転，起動およ

び高温停止の場合に適用する。  

 

 

 

 

※４：２号炉の原子炉建屋ブローアウトパネルが開放した場合に，第

６６条（６６－１４－２）による再閉止をしても，本措置を完

了したこととしては扱わない。  

 

表４９－２ 

 

※１：停止余裕確認後の制御棒１本（６号炉及び７号炉においては同

一水圧制御ユニットに属する１組又は１本）の挿入・引抜を除

く。 

※２：７号炉の原子炉建屋原子炉棟（燃料取替床ブローアウトパネル

及び主蒸気系トンネル室ブローアウトパネルを含む。）は重大事

故等対処設備を兼ねる。 

※３：燃料取替床ブローアウトパネル及び主蒸気系トンネル室ブロー

アウトパネルの開放機能は，運転，起動及び高温停止の場合に

適用する。 

※４：燃料取替床ブローアウトパネルが開放した場合に，第６６条（６

６－１４－２）による再閉止をしても，本措置を完了したこと

とは扱わない。 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止

において，運転上の

制限を満足してい

ないと判断した場

合 

Ａ１．原子炉建屋原子炉棟

を負圧に保つための

措置を講じる。※４ 

４時間 

Ｂ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合 

Ｂ１．高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

Ｃ．炉心変更時又は原子

炉建屋原子炉棟内

で照射された燃料

に係る作業時にお

いて，運転上の制限

を満足していない

と判断した場合 

Ｃ１．炉心変更を中止す

る。 

及び 

Ｃ２．原子炉建屋原子炉棟

内で照射された燃料

に係る作業を中止す

る。 

速やかに 

 

 

速やかに 

表４９－２ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉の状態が運

転，起動および高

温停止において，

運転上の制限を満

足していないと判

断した場合 

A1.原子炉棟を負圧に保つため

の措置を講じる。※４ 

４時間 

B.条件 A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.高温停止にする。 

および 

B2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

C.炉心変更時または

原子炉棟内での照

射された燃料に係

る作業時におい

て，運転上の制限

を満足していない

と判断した場合 

C1.炉心変更を中止する。 

および 

C2.原子炉棟内での照射された

燃料に係る作業を中止す

る。 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４：２号炉の原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルが開放し

た場合に，第６５条（６５－１４－２ 原子炉建物ブローアウト

パネルおよび閉止装置）による再閉止をしても，本措置を完了し

たこととは扱わない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（外部電源その１（２号炉）） 

 

 

第５８条 ２号炉について，原子炉の状態が運転，起動，高温

停止，冷温停止および燃料交換において，外部電源※１は，表

５８－１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，送電

線事故等による瞬停時を除く。 

２．２号炉について，外部電源が前項で定める運転上の制限を

満足していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）発電課長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷

温停止および燃料交換において，１週間に１回，所要の非

常用交流高圧電源母線に電力供給可能な外部電源３回線※

２以上の電圧が確立していること，および１回線以上は他

の回線に対して独立性を有していることを確認する。 

変圧器１次側において１相開放を検知した場合，故障箇所

の隔離または非常用交流高圧電源母線を健全な電源から

受電できるよう切替えを実施する。 

３．２号炉について，発電課長は，外部電源が第１項で定める

運転上の制限を満足していないと判断した場合，表５８－２

の措置を講じる。 

 

表５８－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 

(1)３回線※２が動作可能であること 

(2)(1)の外部電源のうち，１回線以上は他の

回線に対して独立性を有していること※３ 

 

※１：外部電源とは，電力系統からの電力を第６４条および第

６５条で要求される非常用交流高圧電源母線に供給する

設備をいう。 

 

 

 

※２：外部電源の回線数は，当該原子炉に対する個々の非常用

交流高圧電源母線に対して電力供給することができる発

電所外からの送電線の回線数とする。 

※３：独立性を有するとは，「送電線の上流において１つの変

電所または開閉所のみに連係しないこと」をいう。 

（外部電源その３） 

第５８条の３ 

〔７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停止及び燃料

交換において，外部電源※１は，表５８の３－１で定める事項

を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等による瞬停時
※２を除く。 

２．外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温

停止及び燃料交換において，１週間に１回，所要の非常用

交流高圧電源母線に電力供給可能な外部電源３回線※３以

上の電圧が確立していること及び１回線以上は他の回線

に対して独立性を有していることを確認する。 

変圧器１次側において１相開放を検知した場合，故障箇所

の隔離又は非常用交流高圧電源母線を健全な電源から受

電できるよう切替えを実施する。 

３．当直長は，外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表５８の３－２の措置を講じ

る。 

 

表５８の３－１ 

項 目 運転上の制限 

外部電源 

（１）３回線※３が動作可能であること 

（２）（１）の外部電源のうち，１回線以上は

他の回線に対して独立性を有していること※

４ 

※１：外部電源とは，電力系統からの電力を第６４条及び第６

５条で要求される非常用交流高圧電源母線に供給する設

備をいう。 

 

※２：１５４ｋＶ送電線（荒浜線）については，回線に異常が

ないことを確認し速やかに復旧できることをいう。 

※３：外部電源の回線数は，当該原子炉に対する個々の非常用

交流高圧電源母線に対して電力供給することができる発

電所外からの送電線の回線数とする。 

※４：独立性を有するとは，「送電線の上流において１つの変

電所又は開閉所のみに連係しないこと」をいう。 

（外部電源その３） 

 

〔２号炉〕 

第５７条の３ 原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温停

止および燃料交換において，外部電源※１は表５７の３－１に

定める事項を運転上の制限とする。ただし，送電線事故等に

おける瞬時停電時※２を除く。 

２．外部電源が，前項に定める運転上の制限を満足しているこ

とを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が運転，起動，高温停止，冷温

停止および燃料交換において，１週間に１回，所要の非常

用交流高圧電源母線に電力供給可能な外部電源３回線※３

以上の電圧が確立していることおよび１回線以上は他の

回線に対して独立性を有していることを確認する。 

変圧器１次側において１相開放を検知した場合，故障箇所

の隔離または非常用交流高圧電源母線を健全な電源から

受電できるよう切替えを実施する。 

３．当直長は，外部電源が，第１項に定める運転上の制限を満

足していないと判断した場合は，表５７の３－２の措置を講

じる。 

 

表５７の３－１ 

項  目 運転上の制限 

外部電源 

（１）３回線※３が動作可能であること 

（２）（１）の外部電源のうち，１回線以上は

他の回線に対して独立性を有していること※

４ 

※１：外部電源とは，電力系統からの電力を第６３条（所内電

源系統その１）および第６４条（所内電源系統その２）

で要求される非常用交流高圧電源母線に供給する設備

をいう。 

※２：６６ｋＶ送電線（鹿島支線）については，回線に異常が

ないことを確認し速やかに復旧できることをいう。 

※３：外部電源の回線数は，当該原子炉に対する個々の非常用

交流高圧電源母線に対して電力供給することができる

発電所外からの送電線の回線数とする。 

※４：独立性を有するとは，「送電線の上流において１つの変

電所または開閉所のみに連系しないこと」をいう。 

・TS-50 外部電源の

運転上の制限につい

て 

・TS-73 外部電源お

よび非常用ディーゼ

ル発電機同時喪失時

の要求される措置に

ついて 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表５８－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.すべての外部

電源が他の回

線に対し独立

性を有してい

ない場合 

A1.動作可能な外部電源について，

電圧が確立していることを確

認する。 

および 

A2.動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に

対して独立性を有している状

態に復旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

３０日間 

B.動作可能な外

部電源が２回

線である場合 

B1.動作可能な外部電源について，

電圧が確立していることを確

認する。 

および 

B2.外部電源を３回線動作可能な

状態に復旧する。 

 

 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

３０日間 

C.動作可能な外

部電源が２回

線である場合 

および 

すべての外部

電源が他の回

線に対して独

立性を有して

いない場合 

C1.動作可能な外部電源について，

電圧が確立していることを確

認する。 

および 

C2.動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に

対し独立性を有している状態

に復旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

２０日間 

 

 

D.動作可能な外

部電源が１回

線である場合 

D1.動作可能な外部電源について，

電圧が確立していることを確

認する。 

および 

D2.外部電源を少なくとも２回線

動作可能な状態に復旧する。 

 

 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

１０日間 

E.動作可能であ

る外部電源が

１回線のみの

E1.外部電源を少なくとも２回線

動作可能な状態に復旧する。 

 

１２時間 

 

 

表５８の３－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．すべての外部

電源が他の回

線に対し独立

性を有してい

ない場合 

Ａ１．当直長は，動作可能な外部

電源について，電圧※５が確立し

ていることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，動作可能な外部

電源の少なくとも１回線以上を

他の回線に対して独立性を有し

ている状態に復旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

３０日間 

Ｂ．動作可能な外

部電源が２回

線である場合 

Ｂ１．当直長は，動作可能な外部

電源について，電圧※５が確立し

ていることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，動作不能となっ

ている外部電源の少なくとも１

回線を動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

３０日間 

Ｃ．動作可能な外

部電源が２回

線である場合 

及び 

すべての外部

電源が他の回

線に対して独

立性を有して

いない場合 

Ｃ１．当直長は，動作可能な外部

電源について，電圧※５が確立し

ていることを確認する。 

及び 

Ｃ２．当直長は，動作可能な外部

電源の少なくとも１回線以上を

他の回線に対し独立性を有して

いる状態に復旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

２０日間 

 

 

Ｄ．動作可能な外

部電源が１回

線である場合 

Ｄ１．当直長は，動作可能な外部

電源について，電圧※５が確立し

ていることを確認する。 

及び 

Ｄ２．当直長は，動作不能となっ

ている外部電源の少なくとも１

回線を動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

１０日間 

Ｅ．動作可能であ

る外部電源が

１回線のみの

Ｅ１．当直長は，動作不能となっ

ている外部電源の少なくとも１

回線を動作可能な状態に復旧す

１２時間 

 

 

表５７の３―２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.すべての外部

電源が他の回

線に対し独立

性を有してい

ない場合 

A1.動作可能な外部電源について，

電圧※５※６が確立していること

を確認する。 

および 

A2.動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対

して独立性を有している状態に

復旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

３０日間 

B.動作可能な外

部電源が２回

線である場合 

B1.動作可能な外部電源について，

電圧※５※６が確立していること

を確認する。 

および 

B2.外部電源を３回線動作可能な

状態に復旧する。 

 

 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

３０日間 

C.動作可能な外

部電源が２回

線である場合 

および 

すべての外部

電源が他の回

線に対して独

立性を有して

いない場合 

C1.動作可能な外部電源について，

電圧※５※６が確立していること

を確認する。 

および 

C2.動作可能な外部電源の少なく

とも１回線以上を他の回線に対

し独立性を有している状態に復

旧する。 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

２０日間 

 

 

D.動作可能な外

部電源が１回

線である場合 

D1.動作可能な外部電源について，

電圧※５※６が確立していること

を確認する。 

および 

D2.外部電源を少なくとも２回線

動作可能な状態に復旧する。 

 

 

速やかに 

その後， 

毎日１回 

 

１０日間 

E.動作可能であ

る外部電源が

１回線のみの

E1.外部電源を少なくとも２回線

動作可能な状態に復旧する。 

 

１２時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉は BWR-5

のため高圧炉心スプ
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

場合（高圧炉心

スプレイ系母

線を除く。） 

および 

第５９条およ

び第６０条で

要求される非

常用ディーゼ

ル発電機（高圧

炉心スプレイ

系ディーゼル

発 電 機 を 除

く。）の台数を

満足していな

い場合 

 

または 

E2.当該非常用ディーゼル発電機

を動作可能な状態に復旧す

る。 

 

 

１２時間 

F.高圧炉心スプ

レイ系母線に

対し動作可能

である外部電

源が１回線の

みの場合 

および 

第５９条およ

び第６０条で

要求される高

圧炉心スプレ

イ系ディーゼ

ル発電機が動

作不能の場合 

 

 

 

 

F1.1.外部電源を少なくとも２回

線動作可能な状態に復旧する。 

 

または 

F1.2.当該非常用ディーゼル発電

機を動作可能な状態に復旧する。 

 

および 

F2.自動減圧系（原子炉圧力が

0.77MPa[gage]以上の場合）の窒

素ガス供給圧力が表３９－２に

定める値であることを確認する。 

 

および 

F3.原子炉隔離時冷却系について

動作可能であることを確認する。

※４ 

１０日間 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

G.高圧炉心スプ

レイ系母線に

対し動作可能

である外部電

源が１回線も

G1.外部電源を少なくとも２回線

動作可能な状態に復旧する。 

および 

G2.自動減圧系（原子炉圧力が

0.77MPa[gage]以上の場合）の窒

１０日間 

 

 

速やかに 

 

場合 

及び 

第５９条及び

第６０条で要

求される非常

用ディーゼル

発電機の台数

を満足してい

ない場合 

 

 

 

 

 

 

る。 

又は 

Ｅ２．当直長は，当該非常用ディ

ーゼル発電機を動作可能な状態

に復旧する。 

 

 

 

１２時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

場合（高圧炉心

スプレイ系母

線を除く。） 

および 

第５８条およ

び第５９条で

要求される非

常用ディーゼ

ル発電機（高圧

炉心スプレイ

系ディーゼル

発 電 機 を 除

く。）の台数を

満足していな

い場合 

 

または 

E2.当該非常用ディーゼル発電機

を動作可能な状態に復旧する。 

 

 

１２時間 

F.高圧炉心スプ

レイ系母線に

対し動作可能

である外部電

源が１回線以

下の場合 

および 

第５８条およ

び第５９条で

要求される高

圧炉心スプレ

イ系ディーゼ

ル発電機が動

作不能の場合 

F1.1.外部電源を少なくとも２回

線動作可能な状態に復旧す

る。 

 または 

F1.2.当該非常用ディーゼル発電

機を動作可能な状態に復旧す

る。 

および 

F2.自動減圧系（原子炉圧力が

0.78MPa[gage]以上の場合）の窒

素ガス供給圧力が表３９－２に

定める値であることを確認す

る。 

および 

F3.原子炉隔離時冷却系（原子炉圧

力が 0.98MPa [gage]以上の場

合）について動作可能であるこ

とを確認する。 

１０日間 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

G.高圧炉心スプ

レイ系母線に

対し動作可能

である外部電

源が１回線も

G1.外部電源を少なくとも２回線

動作可能な状態に復旧する。 

および 

G2.自動減圧系（原子炉圧力が

0.78MPa[gage]以上の場合）の窒

１０日間 

 

 

速やかに 

 

レイ系を有してお

り，既存条文におい

ても，高圧炉心スプ

レイ系母線について

条件を書き分けてい

るため条件を分けて

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉は BWR-5

のため高圧炉心スプ

レイ系を有してお

り，既存条文におい

ても，高圧炉心スプ

レイ系母線について

条件を書き分けてい

るため条件を分けて

記載 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ない場合 素ガス供給圧力が表３９－２に

定める値であることを確認する。 

 

および 

G3.原子炉隔離時冷却系について

動作可能であることを確認する。

※４ 

 

 

 

 

 

速やかに 

H.原子炉の状態

が運転，起動お

よび高温停止

において，すべ

ての外部電源

が動作不能で

ある場合（高圧

炉心スプレイ

系 母 線 を 除

く。） 

または 

原子炉の状態

が運転，起動お

よび高温停止

において，条件

A,B,C,D,E,F

または G の措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

H1.外部電源を少なくとも１回線

動作可能な状態に復旧する。 

および 

H2.高温停止とする。 

および 

H3.冷温停止とする。 

２４時間 

 

 

２４時間 

 

３６時間 

I.原子炉の状態

が冷温停止お

よび燃料交換

において，すべ

ての外部電源

が動作不能で

ある場合（高圧

炉心スプレイ

系 母 線 を 除

く。） 

I1.外部電源を少なくとも１回線

動作可能な状態に復旧する措置

を開始する。 

および 

I2.炉心変更を中止する。 

 

および 

I3.原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業を中止す

る。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ．すべての外部

電源が動作不

能である場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ１．当直長は，動作不能となっ

ている外部電源の少なくとも１

回線を動作可能な状態に復旧す

る。 

２４時間 

Ｇ．原子炉の状態

が運転，起動及

び高温停止に

おいて，条件

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，

Ｅ又はＦの措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

Ｇ１．当直長は，高温停止とする。 

及び 

Ｇ２．当直長は，冷温停止とする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ１．当直長は，炉心変更を中止

する。 

及び 

Ｈ２．当直長は，原子炉建屋原子

炉棟内で照射された燃料に係る

作業を中止する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

ない場合 素ガス供給圧力が表３９－２に

定める値であることを確認す

る。 

および 

G3.原子炉隔離時冷却系（原子炉圧

力が 0.98MPa[gage]以上の場

合）について動作可能であるこ

とを確認する。 

 

 

 

 

速やかに 

H.原子炉の状態

が運転，起動お

よび高温停止

において，すべ

ての外部電源

が動作不能で

ある場合（高圧

炉心スプレイ

系 母 線 を 除

く。） 

または 

原子炉の状態

が運転，起動お

よび高温停止

において，条件

A,B,C,D,E,F

または G の措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

H1.外部電源を少なくとも１回線

動作可能な状態に復旧する。 

および 

H2.高温停止にする。 

および 

H3.冷温停止にする。 

２４時間 

 

 

２４時間 

 

３６時間 

I.原子炉の状態

が冷温停止お

よび燃料交換

において，すべ

ての外部電源

が動作不能で

ある場合（高圧

炉心スプレイ

系 母 線 を 除

く。） 

I1.外部電源を少なくとも１回線

動作可能な状態に復旧する措置

を開始する。 

および 

I2.炉心変更を中止する。 

 

および 

I3.原子炉棟内で照射された燃料

に係る作業を中止する。 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉では，既

存条文においても

「運転，起動および

高温停止において，

すべての外部電源が

動作不能である場

合」と「各条件で完

了時間を超過した場

合」の条件をまとめ

て記載しているた

め，条件をまとめて

記載 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉では，「冷

温停止および燃料交

換において，すべて

の外部電源が動作不

能である場合」と「各

条件で完了時間を超

過した場合」の措置

をまとめて記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

または 

原子炉の状態

が冷温停止お

よび燃料交換

において，条件

A,B,C,D,E,F

または G の措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

および 

I4.有効燃料頂部以下の高さで原

子炉圧力容器に接続している配

管について原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを構成する隔離弁の開

操作を禁止する。 

 

速やかに 

※４：原子炉圧力が 1.04MPa[gage]以上の場合に実施する。 

 

 

 

 

 

Ｈ．原子炉の状態

が冷温停止及

び燃料交換に

おいて，条件

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，

Ｅ又はＦの措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

及び 

Ｈ３．当直長は，有効燃料頂部以

下の高さで原子炉圧力容器に接

続している配管について原子炉

冷却材圧力バウンダリを構成す

る隔離弁の開操作を禁止する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

※５：１５４ｋＶ送電線（荒浜線）の予備変圧器の電圧につい

ては１次側及び２次側電圧値を確認する（予備変圧器が

通常負荷へ電源供給していない場合）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

または 

原子炉の状態

が冷温停止お

よび燃料交換

において，条件

A,B,C,D,E,F

または G の措

置を完了時間

内に達成でき

ない場合 

および 

I4.有効燃料頂部以下の高さで原

子炉圧力容器に接続している配

管について原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを構成する隔離弁の開

操作を禁止する。 

 

速やかに 

 

※５：起動変圧器が通常負荷へ電源供給していない場合は，２

２０ｋＶ送電線（第二島根原子力幹線）の電圧について

確認する。 

※６：予備変圧器が通常負荷へ電源供給していない場合は，６

６ｋＶ送電線（鹿島支線）の電圧について確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は外部電源に直

接接続される起動変

圧器，予備変圧器が

あり,通常運転時は

負荷へ電源供給して

いないため，送電線

の電圧を確認する 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（非常用ディーゼル発電機燃料油等） 

第６１条  

〔２号炉〕  

ディーゼル燃料油※１，潤滑油，起動用空気および燃料移送

ポンプ※２は，表６１－１で定める事項を運転上の制限とす

る。  

 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空気および燃料移送ポ

ンプが前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次の各号を実施する。  

（１）発電課長は，ディーゼル燃料油，潤滑油および起動

用空気が，第５９条および第６０条で動作可能であるこ

とを要求される非常用ディーゼル発電機※３に対し必要量

確保されていることを表６１－２で１ヶ月に１回確認す

る。  

 

（２）発電課長は，第５９条および第６０条で動作可能で

あることを要求される非常用ディーゼル発電機のデイタ

ンクにディーゼル燃料油を補給するための燃料移送ポン

プが起動することを１ヶ月に１回確認する。  

 

 

３．発電課長は，ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空気また

は燃料移送ポンプが第１項で定める運転上の制限を満足し

ていないと判断した場合，表６１－３の措置を講じる。  

  

 

 

 

 

 

 

 

〔３号炉〕  

ディーゼル燃料油，潤滑油および起動用空気は，表６１－

１で定める事項を運転上の制限とする。ただし，非常用ディ

ーゼル発電機※３が運転中および運転終了後２日間を除く。  

  

（非常用ディーゼル発電機燃料油等） 

第６１条 

〔７号炉〕 

ディーゼル燃料油※１，潤滑油，起動用空気及び燃料移送ポ

ンプ※２は，表６１－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空気及び燃料移送ポン

プが前項で定める運転上の制限を満足していることを確

認するため，次の各号を実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求され

る非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されている

ことを表６１－２で１ヶ月に１回確認する。 

 

 

（２）当直長は，第５９条及び第６０条で動作可能であること

を要求される非常用ディーゼル発電機のデイタンクにデ

ィーゼル燃料油を補給するための燃料移送ポンプが起動

することを１ヶ月に１回確認する。 

 

 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空気又は燃

料移送ポンプが第１項で定める運転上の制限を満足して

いないと判断した場合，表６１－３の措置を講じる。 

 

※１：６号炉及び７号炉の軽油タンクは重大事故等対処設備を

兼ねる。軽油タンクレベルが必要量確保されていない場合

は，第６６条（６６－１２－７）の運転上の制限も確認す

る。 

※２：７号炉の燃料移送ポンプは重大事故等対処設備（設計基

準拡張）を兼ねる。 

 

〔１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉〕 

ディーゼル燃料油※１，潤滑油及び起動用空気は，表６１－１

で定める事項を運転上の制限とする。 

 

 

（非常用ディーゼル燃料油等） 

第６０条 

〔２号炉〕 

非常用ディーゼル燃料油※１，潤滑油，起動用空気および燃

料移送ポンプ※２は，表６０－１に定める事項を運転上の制限

とする。 

 

２．非常用ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空気および燃

料移送ポンプ※２が，前項に定める運転上の制限を満足して

いることを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，燃料貯蔵タンクの燃料貯蔵量，潤滑油貯蔵

量および起動用空気貯槽圧力が，第５８条（非常用ディ

ーゼル発電機その１）および第５９条（非常用ディーゼ

ル発電機その２）で動作可能であることを要求される非

常用ディーゼル発電機に対し，必要量確保されているこ

とを表６０－２により１箇月に１回確認する。 

（２）当直長は，第５８条（非常用ディーゼル発電機その

１）および第５９条（非常用ディーゼル発電機その２）

で動作可能であることを要求される非常用ディーゼル発

電機のデイタンクに非常用ディーゼル燃料油を補給する

ための燃料移送ポンプが起動することを１箇月に１回確

認する。 

３．当直長は，非常用ディーゼル燃料油，潤滑油，起動用空

気または燃料移送ポンプが，第１項に定める運転上の制限

を満足していないと判断した場合は，表６０－３の措置を

講じる。 

※１：燃料貯蔵タンクは重大事故等対処設備を兼ねる。燃料

貯蔵タンクの燃料貯蔵量が必要量確保されていない場

合は，第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）の

運転上の制限も確認する。 

※２：燃料移送ポンプは重大事故等対処設備（設計基準拡

張）を兼ねる。 

 

〔３号炉〕 

非常用ディーゼル燃料油，潤滑油および起動用空気は，表

６０－１に定める事項を運転上の制限とする。 

 

 

TS-86 保安規定第 60

条（非常用ディーゼル

燃料油等）の変更につ

いて 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油および起動用空気が前項で定め

る運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。  

（１）発電課長は，ディーゼル燃料油，潤滑油および起動用

空気が，第５９条および第６０条で動作可能であることを

要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保さ

れていることを表６１－２で１ヶ月に１回確認する。  

 

 

３．発電課長は，ディーゼル燃料油，潤滑油または起動用空気

が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断し

た場合，表６１－３の措置を講じる。  

  

※１：２号炉の軽油タンクは，重大事故等対処設備を兼ねる。

軽油タンクレベルが必要量確保されていない場合は，第

６６条（６６－１２－７）の運転上の制限も確認する。  

※２：２号炉の燃料移送ポンプは，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）を兼ねる。  

※３：非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系および高圧炉

心スプレイ系のディーゼル発電機をいう。  

  

表６１－１  

１．２号炉  

項 目  運転上の制限  

ディーゼル燃料

油，潤滑油およ

び起動用空気  

第５９条および第６０条で動作可能であること

を要求される非常用ディーゼル発電機に対し必

要量確保されていること。ただし，非常用ディ

ーゼル発電機が運転中および運転終了後２日間

を除く  

燃料移送ポンプ  

第５９条および第６０条で動作可能であること

を要求される非常用ディーゼル発電機のデイタ

ンクにディーゼル燃料油を補給するための燃料

移送ポンプが動作可能であること※４  

  

 

 

 

 

２．ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が前項で定める

運転上の制限を満足していることを確認するため，次号を

実施する。 

（１）当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油及び起動用空気が，

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要求され

る非常用ディーゼル発電機に対し必要量確保されている

ことを表６１－２で１ヶ月に１回確認する。 

 

 

３．当直長は，ディーゼル燃料油，潤滑油又は起動用空気が第

１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した

場合，表６１－３の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－１ 

２．７号炉 

項 目 運転上の制限 

ディーゼル燃

料油，潤滑油

及び起動用空

気 

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要

求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確

保されていること。ただし，非常用ディーゼル発電

機が運転中及び運転終了後２日間を除く 

燃料移送ポン

プ 

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要

求される非常用ディーゼル発電機のデイタンクに

ディーゼル燃料油を補給するための燃料移送ポン

プが動作可能であること※１ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

 

 

 

 

 

２．非常用ディーゼル燃料油，潤滑油および起動用空気が，

前項に定める運転上の制限を満足していることを確認する

ため，次号を実施する。 

（１）当直長は，燃料貯蔵タンクの燃料貯蔵量，潤滑油貯蔵

量および起動用空気貯槽圧力が，第５８条（非常用ディ

ーゼル発電機その１）および第５９条（非常用ディーゼ

ル発電機その２）で動作可能であることを要求される非

常用ディーゼル発電機に対し，必要量確保されているこ

とを表６０－２により１箇月に１回確認する。 

３．当直長は，非常用ディーゼル燃料油，潤滑油または起動

用空気が，第１項に定める運転上の制限を満足していない

と判断した場合は，表６０－３の措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６０－１ 

１．２号炉 

項 目 運転上の制限 

ディーゼル燃

料油，潤滑油

および起動用

空気 

第５８条および第５９条で動作可能であることを

要求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量

確保されていること。ただし，非常用ディーゼル

発電機が運転中および運転終了後２日間を除く 

燃料移送ポン

プ 

第５８条および第５９条で動作可能であることを

要求される非常用ディーゼル発電機のデイタンク

にディーゼル燃料油を補給するための燃料移送ポ

ンプが動作可能であること※３ 

※３：必要な弁および配管を含む。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．３号炉  

項 目  運転上の制限  

ディーゼル燃料

油，潤滑油およ

び起動用空気  

第５９条および第６０条で動作可能であること

を要求される非常用ディーゼル発電機に対し必

要量確保されていること  

※４：必要な弁および配管を含む。  

  

 

表６１－２  

項 目  判定値  

２号炉  

非常用ディーゼル発電

設備軽油タンクレベル※

５  

2,570mm以上  

高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備軽油

タンクレベル  

2,290mm以上  

潤滑油サンプタンクレ

ベル※６  

500mm 以上  

（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機においては 390mm

以上）  

起動用空気圧縮貯槽圧

力  

（自動用）※６  

1.96MPa[gage]以上 

（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼ ル 発 電 機 に お い て は

2.26MPa[gage]以上）  

３号炉  

軽油タンクレベル※５  4,610mm以上  

潤滑油サンプタンクレ

ベル※６  

420mm 以上  

（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機においては 390mm

以上）  

起動用空気圧縮貯槽圧

力  

（自動用）※６  

2.0MPa[gage]以上 

（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼ ル 発 電 機 に お い て は

2.3MPa[gage]以上）  

※５：軽油タンクレベルとは，Ａ系およびＢ系の非常用ディーゼル発

電機の各々の軽油タンクレベルをいう。  

※６：潤滑油サンプタンクレベルおよび起動用空気圧縮貯槽圧力（自

動用）とは，Ａ系，Ｂ系および高圧炉心スプレイ系のディーゼ

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉 

項 目 運転上の制限 

ディーゼル燃

料油，潤滑油

及び起動用空

気 

第５９条及び第６０条で動作可能であることを要

求される非常用ディーゼル発電機に対し必要量確

保されていること。ただし，非常用ディーゼル発電

機が運転中及び運転終了後２日間を除く 

 

 

表６１－２ 

項 目 判 定 値 

１号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５４８ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５４５ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 

５００ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機） 

５００ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 

２．１６MPa[gage]

以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機） 

２．１６MPa[gage]

以上 

２号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５６２ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５５７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 

５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機） 

７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 

２．１６MPa[gage]

以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機） 

２．４６MPa[gage]

以上 

 

 

２．３号炉 

項  目 運転上の制限 

非常用ディーゼ

ル燃料油，潤滑

油および起動用

空気 

第５８条および第５９条で動作可能であること

を要求される非常用ディーゼル発電機に対し必

要量確保されていること。ただし，非常用ディ

ーゼル発電機が運転中および運転終了後２日間

を除く 

 

表６０－２ 

１．２号炉 

項 目 判定値 

非常用ディーゼル

発電機 

Ａ系 

燃料貯蔵量 280m３以上 

潤滑油貯蔵量 5.40m３以上 

起動用空気貯槽圧

力（自動用） 

2.06MPa[gage]以上 

非常用ディーゼル

発電機 

Ｂ系 

燃料貯蔵量 281m３以上 

潤滑油貯蔵量 5.40m３以上 

起動用空気貯槽圧

力（自動用） 

2.06MPa[gage]以上 

非常用ディーゼル

発電機 

高圧炉心スプレイ

系 

燃料貯蔵量 160m３以上 

潤滑油貯蔵量 4.59m３以上 

起動用空気貯槽圧

力（自動用） 

0.83MPa[gage]以上 

 

２．３号炉 

項 目 判定値 

軽油貯蔵タンク（A)／(B)レベル 6,630 ㎜以上 

非常用ディーゼル発

電機 

Ａ系，Ｂ系およびＣ

系 

潤滑油補給タンクレ

ベル 

520mm 以上 

起動用空気貯槽圧力

（自動用） 

2.2MPa[gage]以上 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ル発電機の各々の潤滑油サンプタンクレベル※７および起動用

空気圧縮貯槽圧力（自動用）をいう。  

※７：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機においてはオイルパン油

面とする。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８０ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７９ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 

５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

(高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機) 

７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 

２．１６MPa[gage]

以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機） 

２．４６MPa[gage]

以上 

４号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５７１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル  ５，５６８ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 

５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機） 

７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 

２．１６MPa[gage]

以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機） 

２．４６MPa[gage]

以上 

５号炉 Ａ系軽油タンクレベル ５，５８１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ５，５７７ｍｍ以上 

潤滑油サンプタンクレベル※１ 

（非常用ディーゼル発電機） 

５００ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機） 

７５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用）※２ 

（非常用ディーゼル発電機） 

２．１６MPa[gage]

以上 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用） 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機） 

２．４６MPa[gage]

以上 

６号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０２３ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，００６ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用）※４ 

２．４６MPa[gage]

以上 

７号炉 Ａ系軽油タンクレベル ７，０３１ｍｍ以上 

Ｂ系軽油タンクレベル ７，０３０ｍｍ以上 

潤滑油補給タンク油面※３ ６５０ｍｍ以上 

起動用空気圧縮貯槽圧力（自動

用）※４ 

２．４６MPa[gage]

以上 

 

※１：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれにタン

クを有する。 

※２：Ａ系及びＢ系の非常用ディーゼル発電機それぞれに空気

貯槽を有する。 

※３：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれ

にタンクを有する。 

※４：Ａ系，Ｂ系及びＣ系の非常用ディーゼル発電機それぞれ

に空気貯槽を有する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６１－３  

１．２号炉  

条 件  要求される措置  完了時間  

A.非常用ディーゼル

発電機１台以上に

対する軽油タンク

レベルが表６１－ 

２を満足しない場

合  

A1.制限値以内に復旧す

る。  

２日間 

B.非常用ディーゼル

発電機１台以上の

燃料移送ポンプが

動作不能の場合  

B1.動作可能な状態に復旧

する。  

２日間 

C.非常用ディーゼル

発電機１台以上の

潤滑油サンプタン

クレベルが表６１ 

－２を満足しない

場合  

C1.制限値以内に復旧す

る。  

２日間 

D.非常用ディーゼル

発電機１台以上の

起動用空気貯槽圧

力が表６１－２を

満足しない場合  

D1.制限値以内に復旧す

る。  

２日間 

E.条件 A，B，Cまたは

D で要求される措置

を完了時間内に達

成できない場合  

E1.当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能とみ

なす。  

速やかに 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－３ 

２．７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発

電機１台以上の軽

油タンクレベルが

表６１－２を満足

しない場合 

Ａ１．制限値以内に復旧

する。 

２日間 

 

Ｂ．非常用ディーゼル発

電機１台以上の燃

料移送ポンプが動

作不能の場合 

Ｂ１．動作可能な状態に

復旧する。 

２日間 

Ｃ．非常用ディーゼル発

電機１台以上の潤

滑油補給タンク油

面が表６１－２を

満足しない場合 

Ｃ１．制限値以内に復旧

する。 

２日間 

Ｄ．非常用ディーゼル発

電機１台以上の起

動用空気貯槽圧力

が表６１－２を満

足しない場合 

Ｄ１．制限値以内に復旧

する。 

２日間 

 

Ｅ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合  

Ｅ１．当該非常用ディー

ゼル発電機を動作

不能とみなす。ただ

し，軽油タンク１基

から非常用ディー

ゼル発電機２台に

供給している場合

は，原子炉停止時冷

却系に電源を供給

する非常用ディー

ゼル発電機を動作

不能とみなす。 

速やかに 

 

Ｆ．条件Ｂ，Ｃ又はＤで

要求される措置を

完了時間内に達成

できない場合 

Ｆ１．当該非常用ディー

ゼル発電機を動作

不能とみなす。 

速やかに 

表６０－３ 

１．２号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.非常用ディーゼル発電機

１台以上の燃料貯蔵量が

表６０－２を満足しない

場合 

A1.表６０－２の判定

値内に復旧する。 

２日間 

 

B.非常用ディーゼル発電機

１台以上の燃料移送ポン

プが動作不能の場合 

B1.動作可能な状態に

復旧する。 

２日間 

C.非常用ディーゼル発電機

１台以上の潤滑油貯蔵量

が表６０－２を満足しな

い場合 

C1.表６０－２の判定

値内に復旧する。 

２日間 

D.非常用ディーゼル発電機

１台以上の起動用空気貯

槽圧力が表６０－２を満

足しない場合 

D1.表６０－２の判定

値内に復旧する。 

２日間 

 

E.条件 A，B，C または Dで

要求される措置を完了時

間内に達成できない場合

  

E1.当該非常用ディー

ゼル発電機を動作不

能とみなす。 

速やかに 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．３号炉  

条 件  要求される措置  完了時間  

A.非常用ディーゼル発

電機１台以上に対

する軽油タンクレ

ベルが表６１－２

を満足しない場合  

A1.制限値以内に復旧す

る。  

２日間  

B.非常用ディーゼル発

電機１台以上の潤

滑油サンプレベル

が表６１－２を満

足しない場合  

B1.制限値以内に復旧す

る。  

２日間  

C.非常用ディーゼル発

電機１台以上の起

動用空気貯槽圧力

が表６１－２を満

足しない場合  

C1.制限値以内に復旧す

る。  

２日間  

D.条件 A で要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合  

D1.当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能とみ

なす。ただし，軽油タン

ク１基から非常用ディ

ーゼル発電機２台に供

給している場合は，原子

炉停止時冷却系に電源

を供給する非常用ディ

ーゼル発電機を動作不

能とみなす。  

速やかに  

E.条件 B または C で要

求される措置を完

了時間内に達成で

きない場合  

E1.当該非常用ディーゼル

発電機を動作不能とみ

なす。  

速やかに  

  

  

 

 

 

 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉，５号炉及び６号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．非常用ディーゼル発

電機１台以上の軽

油タンクレベルが

表６１－２を満足

しない場合  

Ａ１．制限値以内に復旧

する。 

２日間 

Ｂ．非常用ディーゼル発

電機１台以上の潤

滑油サンプタンク

レベル又は潤滑油

補給タンク油面が

表６１－２を満足

しない場合 

Ｂ１．制限値以内に復旧

する。 

２日間 

Ｃ．非常用ディーゼル発

電機１台以上の起

動用空気貯槽圧力

が表６１－２を満

足しない場合 

Ｃ１．制限値以内に復旧

する。 

２日間 

Ｄ．条件Ａで要求される

措置を完了時間内

に達成できない場

合 

Ｄ１．当該非常用ディー

ゼル発電機を動作

不能とみなす。ただ

し，軽油タンク１基

から非常用ディー

ゼル発電機２台に

供給している場合

は，原子炉停止時冷

却系に電源を供給

する非常用ディー

ゼル発電機を動作

不能とみなす。 

速やかに 

Ｅ．条件Ｂ又はＣで要求

される措置を完了

時間内に達成でき

ない場合 

Ｅ１．当該非常用ディー

ゼル発電機を動作

不能とみなす。 

速やかに 

 

 

２．３号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.非常用ディーゼル発電機

軽油貯蔵タンク１基以上

の軽油貯蔵タンクレベル

が表６０－２を満足しな

い場合 

A1.表６０－２の判定

値以内に復旧する。 

２日間 

B.非常用ディーゼル発電機

１台以上の潤滑油補給タ

ンクレベルが表６０－２

を満足しない場合 

B1. 表６０－２の判定

値以内に復旧する。 

２日間 

C.非常用ディーゼル発電機

１台以上の起動用空気貯

槽圧力が表６０－２を満

足しない場合 

C1. 表６０－２の判定

値以内に復旧する。 

２日間 

D.条件 A で要求される措置

を完了時間内に達成でき

ない場合 

D1.当該非常用ディー

ゼル発電機※４を動

作不能とみなす。 

速やかに 

E.条件 B または Cで要求さ

れる措置を完了時間内に

達成できない場合 

E1.当該非常用ディー

ゼル発電機を動作不

能とみなす。 

速やかに 

 

※４：当該非常用ディーゼル発電機とは，当該軽油貯蔵タンクより

燃料油を供給される非常用ディーゼル発電機をいう。 

 

1
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（直流電源その１） 

第６２条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（直流電源その１） 

第６２条 

〔１号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電

源は表６２－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，直流電源（蓄電池及

び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当直長に通知す

る。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止にお

いて，３系列の蓄電池及び充電器について，浮動充電時の

蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系及び高圧

炉心スプレイ系については１２６Ｖ以上であることを１

週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表６２－３の措置を講じる。 

 

〔２号炉，３号炉及び４号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電

源は表６２－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，直流電源（蓄電池及

び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当直長に通知

する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止にお

いて，３系列の蓄電池及び充電器について，浮動充電時の

蓄電池電圧が１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確

認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表６２－３の措置を講じる。 

 

〔６号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電

源は表６２－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次の各号を実施する。 

（直流電源その１） 

第６１条 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止において，直流

電源※１※２は表６２－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため次の各号を実施する。 

（１）電気課長は，定事検停止時において，直流電源（蓄電

池および充電器※３）の機能を確認し，その結果を発電管

理課長に通知する。 

（２）発電課長は，原子炉の状態が運転，起動および高温停

止において，３系列の蓄電池および充電器について，浮

動充電時の蓄電池電圧が表６２－２で定める値である

ことを１週間に１回確認する。 

３．発電課長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表６２－３の措置を講じる。 

 

※１：直流電源とは，Ａ系，Ｂ系および高圧炉心スプレイ系を

いう。 

 

 

 

※２：２号炉の直流電源Ａ系およびＢ系は，重大事故等対処設

備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－１２－３）

の運転上の制限も確認する。また，２号炉の高圧炉心ス

プレイ系直流電源は，重大事故等対処設備（設計基準拡

張）を兼ねる。 

 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，直流電源（蓄電池及

び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当直長に通知す

る。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止にお

いて，４系列の蓄電池及び充電器について，浮動充電時の

蓄電池電圧がＡ系については１２８Ｖ以上，Ｂ系，Ｃ系及

びＤ系については１２６Ｖ以上であることを１週間に１

回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表６２－３の措置を講じる。 

 

〔７号炉〕 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，直流電

源※２は表６２－１で定める事項を運転上の制限とする。 

 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次の各号を実施する。 

（１）運転評価ＧＭは，定事検停止時に，直流電源（蓄電池及

び充電器※１）の機能を確認し，その結果を当直長に通知す

る。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止にお

いて，４系列の蓄電池及び充電器について，浮動充電時の

蓄電池電圧が表６２－２に定める値であることを１週間

に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表６２－３の措置を講じる。 

 

 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，

両方が機能喪失となって動作不能となる。 

 

※２：７号炉の直流電源Ａ系（Ａ及びＡ－２）及びＢ系は，重

大事故等対処設備を兼ねる。直流電源Ａ系（Ａ及びＡ－

２）が動作不能時は，第６６条（６６－１２－４）の運

転上の制限も確認する。また，７号炉の直流電源Ｃ系及

びＤ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ね

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉の状態が，運転，起動および高温停止において，直

流電源※１は，表６１－１に定める事項を運転上の制限とす

る。 

２．直流電源が，前項に定める運転上の制限を満足しているこ

とを確認するため，次の各号を実施する。 

（１）課長（電気）および課長（３号電気）は，定事検停止時

に，直流電源（蓄電池および充電器※２）の機能を確認し，

その結果を課長（発電）に通知する。 

（２）当直長は，原子炉の状態が運転，起動および高温停止に

おいて，蓄電池および充電器について浮動充電時の蓄電池

電圧が表６１－２に定める値であることを１週間に１回

確認する。 

３．当直長は，直流電源が，第１項に定める運転上の制限を満

足していないと判断した場合は，表６１－３の措置を講じ

る。 

 

 

 

 

 

※１：２号炉の直流電源Ａ系（Ａ－１１５Ｖ系蓄電池およびＡ

－原子炉中性子計装用蓄電池）およびＢ系（Ｂ－１１５

Ｖ系蓄電池，Ｂ１－１１５Ｖ系蓄電池（ＳＡ），２３０Ｖ

系蓄電池（ＲＣＩＣ）およびＢ－原子炉中性子計装用蓄

電池）は，重大事故等対処設備を兼ねる。直流電源Ｂ系

が動作不能時は，第６５条（６５－１２－３ 所内常設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は直流電

源の設備構成を明確

に記載 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

※３：充電器とは，充電器または予備充電器のいずれかをいい，

両方が機能喪失となって動作不能となる。 

 

 

表６２－１ 

 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ３系列が動作可能であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６２－１ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ３系列※３が動作可能であること 

※３：３系列とは，Ａ系，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系をいう。 

 

２．６号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ４系列※４が動作可能であること 

※４：４系列とは，Ａ系，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系をいう。 

 

３． ７号炉 

項 目 運転上の制限 

直流電源 ４系列※５が動作可能であること 

 

 

 

 

 

 

※５：４系列とは，Ａ系（Ａ及びＡ－２），Ｂ系，Ｃ系及びＤ系

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

蓄電式直流電源設備および常設代替直流電源設備）の運

転上の制限も確認する。また，２号炉の直流電源高圧炉

心スプレイ系（高圧炉心スプレイ系蓄電池）は，重大事

故等対処設備（設計基準拡張）を兼ねる。以下，第６２

条（直流電源その２）において同じ。 

※２：充電器とは，充電器または予備充電器のいずれかをいい，

両方が機能喪失となって動作不能となる。以下，第６２

条（直流電源その２）において同じ。 

 

表６１－１ 

１．２号炉 

項  目 運転上の制限 

直流電源 ３系列※３が動作可能であること 

 

 

 

 

 

 

 

２．３号炉 

項  目 運転上の制限 

直流電源 ４系列※４が動作可能であること 

※３：３系列とは，Ａ系（Ａ－１１５Ｖ系蓄電池およびＡ－原

子炉中性子計装用蓄電池），Ｂ系（Ｂ－１１５Ｖ系蓄電

池，Ｂ１－１１５Ｖ系蓄電池（ＳＡ），２３０Ｖ系蓄電池

（ＲＣＩＣ）およびＢ－原子炉中性子計装用蓄電池）お

よび高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ系蓄電池）

をいう。 

※４：４系列とは，Ａ系，Ｂ系，Ｃ系およびＤ系をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第６２条においても

同様の定義とするこ

とを本条に記載し，第

６２条では本注記の

記載を省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は直流電

源の設備構成を明確

に記載 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６２－２ 

 

項目 
浮動充電時の 

蓄電池電圧 

２号炉 

Ａ系 128Ｖ以上 

Ｂ系 128Ｖ以上 

高圧炉心スプレイ系 126Ｖ以上 

３号炉 

Ａ系 126Ｖ以上 

Ｂ系 126Ｖ以上 

高圧炉心スプレイ系 126Ｖ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６２－２ 

１．７号炉 

系列 蓄電池 浮動充電時の蓄電池電圧 

Ａ系 
Ａ １２８Ｖ以上 

Ａ－２ １２６Ｖ以上 

Ｂ系 Ｂ １２６Ｖ以上 

Ｃ系 Ｃ １２６Ｖ以上 

Ｄ系 Ｄ １２６Ｖ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－２ 

１．２号炉 

系列 蓄電池 
浮動充電時の 

蓄電池電圧 

Ａ系 

（区分Ⅰ） 

Ａ－１１５Ｖ系蓄電池 113.4V以上 

Ａ－原子炉中性子計装用

蓄電池 
±25.2V 以上 

Ｂ系 

（区分Ⅱ） 

Ｂ－１１５Ｖ系蓄電池 113.4V以上 

Ｂ１－１１５Ｖ系蓄電池

（ＳＡ） 
113.4V以上 

２３０Ｖ系蓄電池（ＲＣ

ＩＣ） 
226.8V以上 

Ｂ－原子炉中性子計装用

蓄電池 
±25.2V 以上 

高圧炉心スプレイ系 

（区分Ⅲ） 

高圧炉心スプレイ系蓄電

池 
113.4V以上 

 

２．３号炉 

系列 
浮動充電時の 

蓄電池電圧 

Ａ系 113.4V以上 

Ｂ系 113.4V以上 

Ｃ系 113.4V以上 

Ｄ系 113.4V以上 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６２－３ 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.直流電源１系

列の蓄電池ま

たは充電器が

動作不能の場

合 

 

A1.蓄電池または充電器を動作可

能な状態に復旧する。 

および 

A2.残りの蓄電池および充電器が

動作可能であることを確認す

る。 

１０日間 

 

 

速やかに 

B.直流電源１系

列の蓄電池お

よび充電器が

動作不能の場

合 

B1.直流電源母線の電源喪失とみ

なす。 

速やかに 

C.条件 A または B

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.高温停止とする。 

および 

C2.冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

表６２－３ 

１．１号炉，２号炉，３号炉，４号炉及び５号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源１系

列の蓄電池又

は充電器が動

作不能の場合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可

能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が

動作可能であることを確認す

る。 

１０日間 

 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系

列の蓄電池及

び充電器が動

作不能の場合 

 

Ｂ１．直流電源母線の電源喪失と

みなす。 

速やかに 

Ｃ．条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．高温停止とする。 

及び 

Ｃ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６１－３ 

１．２号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.直流電源１系

列の蓄電池ま

たは充電器が

動作不能の場

合 

 

A1.蓄電池または充電器を動作可

能な状態に復旧する。 

および 

A2.残りの蓄電池および充電器が

動作可能であることを確認す

る。 

１０日間 

 

 

速やかに 

B.直流電源１系

列の蓄電池お

よび充電器が

動作不能の場

合 

B1.当該の直流電源母線の電源喪

失とみなす。 

速やかに 

C.条件 A または B

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.高温停止にする。 

および 

C2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．６号炉及び７号炉 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．直流電源Ｄ系

の蓄電池又は

充電器が動作

不能の場合 

Ａ１．蓄電池又は充電器を動作可

能な状態に復旧する。 

及び 

Ａ２．残りの蓄電池及び充電器が

動作可能であることを確認す

る。 

３０日間 

 

 

速やかに 

Ｂ．直流電源１系

列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池

又は充電器が

動作不能の場

合 

又は 

直流電源１系

列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池

又は充電器及

び直流電源Ｄ

系の蓄電池又

は充電器が動

作不能の場合 

 

Ｂ１．蓄電池又は充電器を動作可

能な状態に復旧する。 

及び 

Ｂ２．残りの蓄電池及び充電器が

動作可能であることを確認す

る。 

１０日間 

 

 

速やかに 

Ｃ．直流電源１系

列の蓄電池及

び充電器が動

作不能の場合 

 

Ｃ１．直流電源母線の電源喪失と

みなす。 

速やかに 

Ｄ．条件Ａ，Ｂ又

はＣで要求さ

れる措置を完

了時間内に達

成できない場

合 

Ｄ１．高温停止とする。 

及び 

Ｄ２．冷温停止とする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

２．３号炉 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.直流電源Ｄ系

の蓄電池また

は充電器が動

作不能の場合 

A1.蓄電池または充電器を動作可

能な状態に復旧する。 

および 

A2.残りの蓄電池および充電器が

動作可能であることを確認す

る。 

３０日間 

 

 

速やかに 

 

B.直流電源１系

列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池

または充電器

が動作不能の

場合 

または 

直流電源１系

列（Ａ系，Ｂ系，

Ｃ系）の蓄電池

または充電器

および直流電

源Ｄ系の蓄電

池または充電

器が動作不能

の場合 

B1.蓄電池または充電器を動作可

能な状態に復旧する。 

および 

B2.残りの蓄電池および充電器が

動作可能であることを確認す

る。 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

速やかに 

 

C.直流電源１系

列の蓄電池お

よび充電器が

動作不能の場

合 

C1.当該直流電源母線の電源喪失

とみなす。 

速やかに 

D.条件 A，B また

は Cで要求さ

れる措置を完

了時間内で達

成できない場

合 

D1.高温停止にする。 

および 

D2.冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（直流電源その２） 

第６３条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（直流電源その２） 

第６３条 

〔１号炉及び５号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源

は表６３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換におい

て，第６５条で要求される直流電源母線に接続する蓄電池

及び充電器※１について，浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系に

ついては１２８Ｖ以上，Ｂ系及び高圧炉心スプレイ系につ

いては１２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表６３－３の措置を講じる。 

 

〔２号炉，３号炉及び４号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源

は表６３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換におい

て，第６５条で要求される直流電源母線に接続する蓄電池

及び充電器※1について，浮動充電時の蓄電池電圧が１２６

Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表６３－３の措置を講じる。 

 

〔６号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源

は表６３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換におい

て，第６５条で要求される直流電源母線に接続する蓄電池

及び充電器※１について，浮動充電時の蓄電池電圧がＡ系に

ついては１２８Ｖ以上，Ｂ系，Ｃ系及びＤ系については１

２６Ｖ以上であることを１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足

（直流電源その２） 

第６２条 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

原子炉の状態が冷温停止および燃料交換において，直流電

源※１※２は表６３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため次号を実施する。 

（１）発電課長は，原子炉の状態が冷温停止および燃料交換

において，第６５条で要求される直流電源母線に接続す

る蓄電池および充電器※３について，浮動充電時の蓄電池

電圧が表６３－２で定める値であることを１週間に１

回確認する。 

３．発電課長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満

足していないと判断した場合，表６３－３の措置を講じる。 

 

※１：直流電源とは，Ａ系，Ｂ系および高圧炉心スプレイ系を

いう。 

 

 

※２：２号炉の直流電源Ａ系およびＢ系は，重大事故等対処設

備を兼ねる。動作不能時は，第６６条（６６－１２－３）

の運転上の制限も確認する。また，２号炉の高圧炉心ス

プレイ系直流電源は，重大事故等対処設備（設計基準拡

張）を兼ねる。 

 

※３：充電器とは，充電器または予備充電器のいずれかをいい，

両方が機能喪失となって動作不能となる。 

 

 

表６３－１ 

項 目 運転上の制限 

直流電源 
第６５条で要求される直流電源が動作可能

であること 

 

 

 

 

 

していないと判断した場合，表６３－３の措置を講じる。 

 

〔７号炉〕 

原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換において，直流電源
※２は表６３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が前項で定める運転上の制限を満足していること

を確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換におい

て，第６５条で要求される直流電源母線に接続する蓄電池

及び充電器※１について，浮動充電時の蓄電池電圧が表６３

－２に定める値であることを１週間に１回確認する。 

 

３．当直長は，直流電源が第１項で定める運転上の制限を満足

していないと判断した場合，表６３－３の措置を講じる。 

 

 

 

※１：充電器とは，充電器又は予備充電器のいずれかをいい，

両方が機能喪失となって動作不能となる。 

※２：７号炉の直流電源Ａ系（Ａ及びＡ－２）及びＢ系は，重

大事故等対処設備を兼ねる。直流電源Ａ系（Ａ及びＡ－

２）が動作不能時は，第６６条（６６－１２－４）の運

転上の制限も確認する。また，７号炉の直流電源Ｃ系及

びＤ系は，重大事故等対処設備（設計基準拡張）を兼ね

る。 

 

 

 

 

表６３－１ 

項 目 運転上の制限 

直流電源 
第６５条で要求される直流電源が動作可能

であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉の状態が冷温停止および燃料交換において，直流電

源は，表６２－１に定める事項を運転上の制限とする。 

２．直流電源が，前項に定める運転上の制限を満足しているこ

とを確認するため，次号を実施する。 

（１）当直長は，原子炉の状態が冷温停止および燃料交換にお

いて，第６４条（所内電源系統その２）で要求される直流

電源母線に接続する蓄電池および充電器について，浮動充

電時の蓄電池電圧が表６２－２に定める値であることを

１週間に１回確認する。 

３．当直長は，直流電源が，第１項に定める運転上の制限を満

足していないと判断した場合は，表６２－３の措置を講じ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６２－１ 

項  目 運転上の制限 

直流電源 
第６４条で要求される直流電源が動作可能

であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は直流電

源系統の設備構成に

ついて第６１条に記

載し，「第６２条にお

いて同じ」としてお

り本条では記載を省

略 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６３－２ 

 

項目 
浮動充電時の 

蓄電池電圧 

２号炉 

Ａ系 128Ｖ以上 

Ｂ系 128Ｖ以上 

高圧炉心スプレイ系 126Ｖ以上 

３号炉 

Ａ系 126Ｖ以上 

Ｂ系 126Ｖ以上 

高圧炉心スプレイ系 126Ｖ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６３―３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.要求される直

流電源の蓄電

池または充電

器が動作不能

の場合 

A1.要求される蓄電池または充電

器を動作可能な状態に復旧する

措置を開始する。 

および 

A2.炉心変更を中止する。 

および 

A3.原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業を中止す

る。 

および 

A4.有効燃料頂部以下の高さで原

子炉圧力容器に接続している配

管について，原子炉冷却材圧力

バウンダリを構成する隔離弁の

開操作を禁止する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

表６３－２ 

１．７号炉 

系列 蓄電池 浮動充電時の蓄電池電圧 

Ａ系 
Ａ １２８Ｖ以上 

Ａ－２ １２６Ｖ以上 

Ｂ系 Ｂ １２６Ｖ以上 

Ｃ系 Ｃ １２６Ｖ以上 

Ｄ系 Ｄ １２６Ｖ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６３－３ 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．要求される直

流電源の蓄電

池又は充電器

が動作不能の

場合 

Ａ１．要求される蓄電池又は充電

器を動作可能な状態に復旧する

措置を開始する。 

及び 

Ａ２．炉心変更を中止する。 

及び 

Ａ３．原子炉建屋原子炉棟内で照

射された燃料に係る作業を中止

する。 

及び 

Ａ４．有効燃料頂部以下の高さで

原子炉圧力容器に接続している

配管について，原子炉冷却材圧

力バウンダリを構成する隔離弁

の開操作を禁止する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

表６２－２ 

１．２号炉 

系列 蓄電池 
浮動充電時の 

蓄電池電圧 

Ａ系 

（Ⅰ系） 

Ａ－１１５Ｖ系蓄電池 113.4V以上 

Ａ－原子炉中性子計装

用蓄電池 
±25.2V 以上 

Ｂ系 

（Ⅱ系） 

Ｂ－１１５Ｖ系蓄電池 113.4V以上 

Ｂ－原子炉中性子計装

用蓄電池 
±25.2V 以上 

高圧炉心スプレイ系 

（Ⅲ系） 

高圧炉心スプレイ系蓄

電池 
113.4V以上 

 

２．３号炉 

系列 
浮動充電時の 

蓄電池電圧 

Ａ系 113.4V以上 

Ｂ系 113.4V以上 

Ｃ系 113.4V以上 

Ｄ系 113.4V以上 

 

表６２－３ 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.要求される直

流電源の蓄電

池または充電

器が動作不能

の場合 

 

A1.要求される蓄電池または充電

器を動作可能な状態に復旧する

措置を開始する。 

および 

A2.炉心変更を中止する。 

および 

A3.原子炉棟内での照射された燃

料に係る作業を中止する。 

 

および 

A4.有効燃料頂部以下の高さで原

子炉圧力容器に接続している配

管について，原子炉冷却材圧力

バウンダリを構成する隔離弁の

開操作を禁止する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（重大事故等対処設備（２号炉）） 

第６６条 

 

 ２号炉について，原子炉の状態に応じて，次の各号の重大

事故等対処設備※１は，表６６－１から表６６－１９で定める

事項を運転上の制限とする。 

（１） 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

設備 

（２） 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

（３） 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

（４） 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

（５） 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

 

 

（６） 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

（７） 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

（８） 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

（９） 使用済燃料プールの冷却等のための設備 

（10） 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

（11） 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

（12） 電源設備 

（13） 計装設備 

（14） 運転員が中央制御室にとどまるための設備 

（15） 監視測定設備 

（16） 緊急時対策所 

（17） 通信連絡を行うために必要な設備 

（18） アクセスルートの確保 

（19） 大容量送水ポンプ 

 

２．重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）各課長は，原子炉の状態に応じて表６６－１から表６

（重大事故等対処設備） 

第６６条  

〔７号炉〕 

原子炉の状態に応じて，次の各号の重大事故等対処設備※１

は，表６６－１から表６６－１９で定める事項を運転上の制限

とする。 

（１）緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設

備 

（２）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

（３）原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

（４）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

（５）最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

 

 

（６）原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

（７）原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

（８）水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設

備 

（９）使用済燃料プールの冷却等のための設備 

（10）発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

（11）重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

（12）電源設備 

（13）計装設備 

（14）運転員が中央制御室にとどまるための設備 

（15）監視測定設備 

（16）緊急時対策所 

（17）通信連絡を行うために必要な設備 

（18）アクセスルートの確保 

（19）可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） 

 

２．重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足し

ていることを確認するため，次号を実施する。 

（１）各ＧＭは，原子炉の状態に応じて表６６－１から表６６

（重大事故等対処設備） 

〔２号炉〕 

第６５条 

 原子炉の状態に応じて，次の各号の重大事故等対処設備※

１は，表６５－１から表６５－１９で定める事項を運転上の

制限とする。 

（１）緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

設備 

（２）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

（３）原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

（４）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備 

（５）最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設

備 

（６）原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

（７）原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

（８）水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための

設備 

（９）燃料プールの冷却等のための設備 

（10）発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

（11）重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

（12）電源設備 

（13）計装設備 

（14）運転員が中央制御室にとどまるための設備 

（15）監視測定設備 

（16）緊急時対策所 

（17）通信連絡を行うために必要な設備 

（18）アクセスルートの確保 

（19）大量送水車 

 

２．重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足

していることを確認するため，次号を実施する。 

（１）各課長または当直長は，原子炉の状態に応じて表６５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・設置許可基準規則解

釈の改正に伴う変更 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６－１９の確認事項を実施し，その結果を発電管理課長

または防災課長に通知する。 

３．発電課長または防災課長は，重大事故等対処設備が第１

項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合，表６６－１から表６６－１９の要求される措置を講じ

る。 

※１：可搬型設備の系統には，資機材等を含む。 

－１９の確認事項を実施し，その結果を当直長に通知す

る。 

３．当直長は，重大事故等対処設備が第１項で定める運転上の

制限を満足していないと判断した場合，表６６－１から表６

６－１９の措置を講じる。 

※１：可搬型設備の系統には，資機材等を含む。 

－１から表６５－１９の確認事項を実施する。各課長

は，その結果を課長（発電）に通知する。 

３．各課長または当直長は，重大事故等対処設備が第１項で

定める運転上の制限を満足していないと判断した場合，表

６５－１から表６５－１９の措置を講じる。 

※１：可搬型設備の系統には，資機材等を含む。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備 

 

６６－１－１ ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替

制御棒挿入機能） 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数 

運  転 

起  動 

原子炉圧力高 ４チャンネル 

原子炉水位異常低

（Ｌ２） 
４チャンネル 

手動 ２チャンネル※３ 

 

 

 

 

※１：Ａ系およびＢ系の代替制御棒挿入用電磁弁が動作可能であるこ

とを含む。 

※２：本表における動作可能とは，当該計測および制御設備に期待さ

れている機能が達成されている状態をいう。また，動作不能と

は，点検・修理のために当該チャンネルまたは論理回路をバイ

パスして動作可能であるべきチャンネル数を満足していない

場合および誤不動作が発見された場合で，当該計測および制御

設備に期待されている機能を達成できない状態をいう。トリッ

プ信号を出力している状態は，誤動作であっても動作不能とは

みなさない。 

 

 

 

 

 

※３：Ａ系およびＢ系それぞれ１チャンネルの計２チャンネルをい

う。 

表６６－１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備 

 

６６－１－１ ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替

制御棒挿入機能） 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数（論理毎） 

運  転 

起  動 

原子炉圧力高 ２チャンネル※３ 

原子炉水位異常低

（レベル２） 
２チャンネル※４ 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 所要数 

運  転 

起  動 
手動ＡＲＩ ２個※５ 

※１：Ａ系及びＢ系のＡＲＩ用電磁弁が動作可能であることを含む。 

 

※２：本条における動作可能とは，当該計測及び制御設備に期待され

ている機能が達成されている状態をいう。また，動作不能とは，

点検・修理のために当該チャンネル又は論理回路をバイパスし

て動作可能であるべきチャンネル数を満足していない場合及

び誤不動作が発見された場合で，当該計測及び制御設備に期待

されている機能を達成できない状態をいう。トリップ信号を出

力している状態は，誤動作であっても動作不能とは見なさな

い。 

 

 

※３：３チャンネルのうち２チャンネルをいう。 

※４：４チャンネルのうち２チャンネルをいう。 

 

※５：Ａ系及びＢ系それぞれ１個の計２個をいう。 

 

 

表６５－１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備 

 

６５－１－１ ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替

制御棒挿入機能） 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数（論理※３毎） 

運転 

起動 

原子炉圧力高 ２※４ 

原子炉水位低（Ｌ

２） 
２※４ 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 所要数 

運転 

起動 
手動ＡＲＩ ２※５ 

※１：Ａ系およびＢ系のＡＲＩ用電磁弁が動作可能であることを含

む。 

※２：本表における動作可能とは，当該計測および制御設備に期待さ

れている機能が達成されている状態をいう。また，動作不能と

は，点検・修理のために動作可能であるべきチャンネル数を満

足していない場合および誤不動作が発見された場合で，当該計

測および制御設備に期待されている機能を達成できない状態

をいう。トリップ信号を出力している状態は，誤動作であって

も動作不能とは見なさない。 

 

※３：論理とは，当該系統・設備を作動させるためのセンサから論理

回路の出力段までの最小単位の構成をいう。 

※４：チャンネルＡまたはチャンネルＢのうち１チャンネル，チャン

ネルＣまたはチャンネルＤのうち１チャンネルの計２チャン

ネルをいう。 

※５：Ａ系およびＢ系それぞれ１個の計２個をいう。 

 

TS-25 ６５－１－１ 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替制御棒挿入機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・回路構成の相違によ

る必要なチャンネル

数の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根はバイパス機能

を有していない。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・回路構成の相違によ

る必要なチャンネル

数の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

１．代替

制御棒挿

入機能 

－ 
機能を確認する※

４。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

２．原子炉

圧力高 

7.35MPa[

gage] 

以下 

原子炉の状態が運

転および起動にお

いて，動作不能で

ないことを指示に

より確認する※５。 

１ヶ月

に 

１回 

発電課長 

チャンネル校正を

実施する※６。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

論理回路機能を確

認する※７。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

３．原子炉

水位 

異常低 

（Ｌ２） 

1,216 ㎝ 

以上 

（圧力容

器零 

レベルよ

り） 

原子炉の状態が運

転および起動にお

いて，動作不能で

ないことを指示に

より確認する※５。 

１ヶ月

に 

１回 

発電課長 

チャンネル校正を

実施する※６。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

論理回路機能を確

認する※７。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

４．手動 － 
論理回路機能を確

認する※７。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

※４：「機能を確認する」とは，論理回路の出力段の信号により,電磁

弁が動作することを確認することをいう。 

※５：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャ

ンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること，また

可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないこ

とを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネ

ルについては，該当しない。 

※６：「チャンネル校正を実施する」とは，センサにあらかじめ定め

た信号を与えた時，許容範囲内で出力信号を発生または指示値

を示すよう調整することをいう。 

※７：「論理回路機能を確認する」とは，センサからの出力信号にて，

論理回路の出力段に信号が発生することにより，その機能の健

（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

１．代替制

御棒挿入機

能 

－ 機能を確認する※６。 
定事検 

停止時 

運 転 評

価ＧＭ 

２．原子炉

圧力高 

７．４８

MPa[gag

e]以下 

原子炉の状態が運転

及び起動において，

動作不能でないこと

を指示により確認す

る※７。 

１ ヶ 月

に１回 
当直長 

チャンネル校正を実

施する※８。 

定事検 

停止時 

計 測 制

御ＧＭ 

論理回路機能を確認

する※９。 

定事検 

停止時 

運 転 評

価ＧＭ 

３．原子炉

水位異常低

（ レ ベ ル

２） 

１，１６

５ｃｍ 

以上 

（ 圧 力

容器零 

レ ベ ル

より） 

原子炉の状態が運転

及び起動において，

動作不能でないこと

を指示により確認す

る※７。 

１ ヶ 月

に１回 
当直長 

チャンネル校正を実

施する※８。 

定事検 

停止時 

計 測 制

御ＧＭ 

論理回路機能を確認

する※９。 

定事検 

停止時 

運 転 評

価ＧＭ 

４．手動Ａ

ＲＩ 
－ 

論理回路機能を確認

する※９。 

定事検 

停止時 

運 転 評

価ＧＭ 

※６：機能の確認は，論理回路の出力段の信号により,電磁弁が動作

することを確認することをいう。 

※７：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャ

ンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること，また

可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないこ

とを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネ

ルについては，該当しない。 

※８：チャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた

時，許容範囲内で出力信号を発生又は指示値を示すよう調整す

ることをいう。 

※９：論理回路機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路

の出力段に信号が発生することにより，その機能の健全性を確

（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

1.代替制

御棒挿入

機能 

－ 
機能を確認する※

６。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

2.原子炉

圧力高 

7.41MPa

[gage]

以下 

原子炉の状態が運

転および起動にお

いて，動作不能で

ないことを指示に

より確認する※７。 

１箇月

に１回 
当直長 

チャンネル校正を

実施する※８。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

論理回路機能を確

認する※９。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

3.原子炉

水位低

（Ｌ２） 

112cm

下方以

上 

（気水

分離器

下端よ

り） 

原子炉の状態が運

転および起動にお

いて，動作不能で

ないことを指示に

より確認する※７。 

１箇月

に１回 
当直長 

チャンネル校正を

実施する※８。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

論理回路機能を確

認する※９。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

4.手動Ａ

ＲＩ 
－ 

論理回路機能を確

認する※９。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

※６：機能の確認は，論理回路の出力段の信号により，電磁弁が動作

することを確認することをいう。 

※７：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャ

ンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること，また

可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないこ

とを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネ

ルについては，該当しない。 

※８：チャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた

時，許容範囲内で出力信号を発生または指示値を示すよう調整

することをいう。 

※９：論理回路機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路

の出力段に信号が発生することにより，その機能の健全性を確
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み

重ねることにより，適用範囲を確認したとみなすことができ

る。 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能である

べきチャンネル

数を満足できな

い場合 

 

A1.発電課長は，当該機能と同等な

機能を持つ重大事故等対処設備

※８が動作可能であることを確

認する※９。 

および 

A2.発電課長は，当該チャンネルを

動作可能な状態に復旧する。 

６時間 

 

 

 

３０日間 

B.条件 A で要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

B1.発電課長は，高温停止にする。 ２４時間 

※８：ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能），

ＡＴＷＳ緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）およびほう酸水

注入系をいう。 

※９：ほう酸水注入系については１系列を起動し動作可能であること

を確認するとともに，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポ

ンプトリップ機能），ＡＴＷＳ緩和設備（自動減圧系作動阻止機

能）については至近の記録等により動作可能であることを確認

する。 

認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねるこ

とにより，適用範囲を確認したと見なすことができる。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能であ

るべきチャン

ネル数を満足

できない場合 

又は 

手動ＡＲＩ

が動作不能

の場合 

Ａ１．当該機能と同等な機能を持

つ重大事故等対処設備※１０

が動作可能であることを確

認する※１１。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該チャンネルを

動作可能な状態に復旧す

る。 

６時間 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 ２４時間 

※10：ＡＴＷＳ緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能），

自動減圧系の起動阻止スイッチ及びほう酸水注入系をいう。 

 

※11：ほう酸水注入系については１系列を起動し動作可能であること

を確認するとともに，ＡＴＷＳ緩和設備（代替冷却材再循環ポ

ンプ・トリップ機能），自動減圧系の起動阻止スイッチについ

ては至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねるこ

とにより，適用範囲を確認したとみなすことができる。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能である

べきチャンネル

数を満足できな

い場合 

または 

手動ＡＲＩが

動作不能の場

合 

A1.当直長は，当該機能と同等な

機能を持つ重大事故等対処設

備※10が動作可能であることを

確認する※11。 

および 

A2.当直長は，当該チャンネルを

動作可能な状態に復旧する。 

６時間 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件 A で要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

B1.当直長は，高温停止にする。 ２４時間 

※10：ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能），

自動減圧起動阻止スイッチ，代替自動減圧起動阻止スイッチお

よびほう酸水注入系をいう。 

※11：ほう酸水注入系については１系列を起動し動作可能であること

を確認するとともに，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポ

ンプトリップ機能），自動減圧起動阻止スイッチ，代替自動減

圧起動阻止スイッチについては至近の記録等により動作可能

であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，悪影響を及

ぼさないよう考慮し

て，自動減圧起動阻

止スイッチおよび代

替自動減圧起動阻止

スイッチをそれぞれ

設置 

【女川との相違】 

・女川は，運転員の負

担軽減の観点から，

手動操作の他に自動

インターロックを採

用 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１－２ ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ＡＴＷＳ緩和設

備（代替原子炉

再循環ポンプト

リップ機能） 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能）が動作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数 

運  転 

起  動 

原子炉圧力高 ４チャンネル 

  

原子炉水位異常低（Ｌ

２） 
４チャンネル 

手動 ２チャンネル※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

代替原子炉再循環ポンプトリップし

ゃ断器 
２台 

 

 

 

 

※１：本表における動作可能とは，当該計測および制御設備に期待さ

６６－１－２ ＡＴＷＳ緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・

トリップ機能） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ＡＴＷＳ緩和設

備（代替冷却材

再循環ポンプ・

トリップ機能） 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能）が動作可能であること※１※

２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数（論理毎） 

運  転 

起  動 

原子炉圧力高 ２チャンネル※３ 

原子炉水位低（レベ

ル３） 
２チャンネル※３ 

原子炉水位異常低

（レベル２） 
２チャンネル※４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 所要数 

運  転 

起  動 
ＲＩＰ－ＡＳＤ手動停止 １０台 

 

※１：ＲＩＰ－ＡＳＤが動作可能であることを含む。 

 

※２：本条における動作可能とは，当該計測及び制御設備に期待され

６５－１－２ ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ＡＴＷＳ緩和設

備（代替原子炉

再循環ポンプト

リップ機能） 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数（論理※３毎） 

運転 

起動 

原子炉圧力高 ２※４ 

  

原子炉水位低（Ｌ

２） 
２※４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 所要数 

運転 

起動 

原子炉再循環ポンプトリップ遮断器 

手動動作 
２※５ 

 

※１：原子炉再循環ポンプトリップ遮断器が動作可能であることを含

む。 

※２：本表における動作可能とは，当該計測および制御設備に期待さ

TS-25 ６５－１－２ 

ＡＴＷＳ緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・回路構成の相違によ

る必要なチャンネル

数の相違 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，原子炉再循

環ポンプの径および

質量が大きく，電動

機の電源喪失による

原子炉再循環ポンプ

停止後の十分な慣性

を有するため，原子

炉水位低（Ｌ２）で

原子炉再循環ポンプ

２台を停止させる設

計としている。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・原子炉再循環系を構

成する設備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

れている機能が達成されている状態をいう。また，動作不能と

は，点検・修理のために当該チャンネルまたは論理回路をバイ

パスして動作可能であるべきチャンネル数を満足していない

場合および誤不動作が発見された場合で，当該計測および制御

設備に期待されている機能を達成できない状態をいう。トリッ

プ信号を出力している状態は，誤動作であっても動作不能とは

みなさない。 

 

 

 

 

 

※２：Ａ系およびＢ系それぞれ１チャンネルの計２チャンネルをい

う。 

 

 

 

（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

１．代替原子

炉再循環

ポンプト

リップ機

能 

－ 
機能を確認

する※３。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

２．原子炉圧

力高 

7.35MPa[g

age] 

以下 

原子炉の状

態が運転お

よび起動に

おいて，動作

不能でない

ことを指示

により確認

する※４。 

１ヶ月に 

１回 
発電課長 

チャンネル

校正を実施

する※５。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

論理回路機

能を確認す

る※６。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

ている機能が達成されている状態をいう。また，動作不能とは，

点検・修理のために当該チャンネル又は論理回路をバイパスし

て動作可能であるべきチャンネル数を満足していない場合及

び誤不動作が発見された場合で，当該計測及び制御設備に期待

されている機能を達成できない状態をいう。トリップ信号を出

力している状態は，誤動作であっても動作不能とは見なさな

い。 

 

 

※３：３チャンネルのうち２チャンネルをいう。 

 

 

※４：４チャンネルのうち２チャンネルをいう。 

 

 

 

 

（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

１．代替冷

却材再

循環ポ

ンプ・

トリッ

プ機能 

－ 
機能を確認する

※５。 

定事検 

停止時 

運転評

価ＧＭ 

２．原子炉

圧力高 

７．４８

MPa[gage]

以下 

原子炉の状態が

運転及び起動に

おいて，動作不

能でないことを

指示により確認

する※６。 

 

１ヶ月に 

１回 
当直長 

チャンネル校正

を実施する※

７。 

定事検 

停止時 

計測制

御ＧＭ 

論理回路機能を

確認する※８。 

定事検 

停止時 

運転評

価ＧＭ 

れている機能が達成されている状態をいう。また，動作不能と

は，点検・修理のために動作可能であるべきチャンネル数を満

足していない場合および誤不動作が発見された場合で，当該計

測および制御設備に期待されている機能を達成できない状態

をいう。トリップ信号を出力している状態は，誤動作であって

も動作不能とは見なさない。 

 

※３：論理とは，当該系統・設備を作動させるためのセンサから論理

回路の出力段までの最小単位の構成をいう。 

※４：チャンネルＡまたはチャンネルＢのうち１チャンネル，チャン

ネルＣまたはチャンネルＤのうち１チャンネルの計２チャン

ネルをいう。 

※５：Ａ系２個のうち１個，Ｂ系２個のうち１個の計２個をいう。 

 

 

 

 

（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

1.代替原

子炉再

循環ポ

ンプト

リップ

機能 

－ 
機能を確認す

る※６。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

2.原子炉

圧力高 

7.41MPa[g

age]以下 

原子炉の状態

が運転および

起動におい

て，動作不能

でないことを

指示により確

認する※７。 

 

１箇月 

に１回 
当直長 

チャンネル校

正を実施する

※８。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

論理回路機能

を確認する※

９。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

 

【島根固有】 

・島根はバイパス機能

を有していない。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・回路構成の相違によ

る必要なチャンネル

数の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

３．原子炉水

位異常低 

（Ｌ２） 

1,216 ㎝以

上 

（圧力容

器零  

レベルよ

り） 

原子炉の状

態が運転お

よび起動に

おいて，動作

不能でない

ことを指示

により確認

する※４。 

１ヶ月に 

１回 
発電課長 

チャンネル

校正を実施

する※５。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

論理回路機

能を確認す

る※６。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

４．手動 － 

論理回路機

能を確認す

る※５。 

定事検 

停止時 

計測制御

課長 

 

 

 

 

 

※３：「機能を確認する」とは，論理回路の出力段の信号により,代替

原子炉再循環ポンプトリップしゃ断器が開放することを確認

することをいう。 

※４：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャ

ンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること，また

可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないこ

３．原子炉

水位低

（レベ

ル３） 

１，２８５

ｃｍ以上 

（圧力容器

レベルよ

り） 

原子炉の状態が

運転及び起動に

おいて，動作不

能でないことを

指示により確認

する※６。 

１ヶ月に 

１回 
当直長 

チャンネル校正

を実施する※７。 

定事検 

停止時 

計測制

御ＧＭ 

論理回路機能を

確認する※８。 

定事検 

停止時 

運転評

価ＧＭ 

４．原子炉

水位異

常低

（レベ

ル２） 

１，１６５

ｃｍ以上 

（圧力容器

レベルよ

り） 

原子炉の状態が

運転及び起動に

おいて，動作不

能でないことを

指示により確認

する※６。 

１ヶ月に 

１回 
当直長 

チャンネル校正

を実施する※

７。 

定事検 

停止時 

計測制

御ＧＭ 

論理回路機能を

確認する※８。 

定事検 

停止時 

運転評

価ＧＭ 

５．ＲＩＰ

－ＡＳ

Ｄ手動

スイッ

チ 

－ 
論理回路機能を

確認する※８。 

定事検 

停止時 

運転評

価ＧＭ 

 

 

 

※５：機能の確認は，論理回路の出力段の信号により,ＲＩＰ－ＡＳ

Ｄが停止することを確認することをいう。 

 

※６：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャ

ンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること，ま

た可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3.原子炉

水位低

（Ｌ

２） 

112cm 下方

以上（気水

分 離 器 下

端より） 

原子炉の状態

が運転および

起動におい

て，動作不能

でないことを

指示により確

認する※７。 

１箇月 

に１回 
当直長 

チャンネル校

正を実施する

※８。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

論理回路機能

を確認する※

９。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

4.原子炉

再循環

ポンプ

トリッ

プ遮断

器手動

スイッ

チ 

－ 

論理回路機能

を確認する※

９。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

※６：機能の確認は，論理回路の出力段の信号により，原子炉再循環

ポンプトリップ遮断器が動作することを確認することをいう。 

 

※７：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャ

ンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること，また

可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないこ

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，原子炉再循

環ポンプの径および

質量が大きく，電動

機の電源喪失による

原子炉再循環ポンプ

停止後の十分な慣性

を有するため，原子

炉水位低（Ｌ２）で

原子炉再循環ポンプ

２台を停止させる設

計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・原子炉再循環系を構

成する設備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

とを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネ

ルについては，該当しない。 

※５：「チャンネル校正を実施する」とは，センサにあらかじめ定め

た信号を与えた時，許容範囲内で出力信号を発生または指示値

を示すよう調整することをいう。 

※６：「論理回路機能を確認する」とは，センサからの出力信号にて，

論理回路の出力段に信号が発生することにより，その機能の健

全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み

重ねることにより，適用範囲を確認したとみなすことができ

る。 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能であるべ

きチャンネル数を

満足できない場合 

または 

原子炉再循環ポン

プトリップしゃ断

器が動作不能の場

合 

A1.発電課長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等対処

設備※７が動作可能であること

を確認する※８。 

および 

A2.発電課長は，当該チャンネル

を動作可能な状態に復旧す

る。 

６時間 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件 A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.発電課長は，高温停止にす

る。 

２４時間 

※７：ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）をいう。 

※８：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

ことを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャン

ネルについては，該当しない。 

※７：チャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた

時，許容範囲内で出力信号を発生又は指示値を示すよう調整

することをいう。 

※８：論理回路機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路

の出力段に信号が発生することにより，その機能の健全性を確

認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねるこ

とにより，適用範囲を確認したと見なすことができる。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能であるべ

きチャンネル数を

満足できない場合 

又は 

  ＲＩＰ－ＡＳＤ

手動スイッチに

よる停止ができ

ない場合 

Ａ１．当直長は，当該機能と

同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※９

が動作可能であるこ

とを確認する※１０。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該チャン

ネルを動作可能な状

態に復旧する。 

６時間 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止に

する。 

２４時間 

※９：ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）をいう。 

※10：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

とを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネ

ルについては，該当しない。 

※８：チャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた

時，許容範囲内で出力信号を発生または指示値を示すよう調整

することをいう。 

※９：論理回路機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路

の出力段に信号が発生することにより，その機能の健全性を確

認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねるこ

とにより，適用範囲を確認したとみなすことができる。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能であるべ

きチャンネル数を

満足できない場合 

または 

 原子炉再循環ポン

プトリップ遮断器

手動スイッチによ

る停止ができない

場合 

A1.当直長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等

対処設備※10 が動作可能で

あることを確認する※11。 

および 

A2.当直長は，当該チャンネル

を動作可能な状態に復旧

する。 

６時間 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件 A で要求され

る措置を完了時間

内に達成できない

場合 

B1.当直長は，高温停止にす

る。 

２４時間 

※10：ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）をいう。 

※11：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・原子炉再循環系を構

成する設備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備 

 

６６－２－１ 高圧代替注水系（中央制御室からの遠隔起動） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

高圧代替注水系 

（中央制御室からの遠隔起動） 

高圧代替注水系が動作可能であ

ること※１※２※３ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

（原子炉圧力が 

1.04MPa[gage]

以上かつ原子炉

起動時に実施す

る運転確認終了

後） 

高圧代替注水系ポンプ １台 

復水貯蔵タンク ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

可搬型代替直流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

常設代替直流電源設備 ※８ 

所内常設蓄電式直流電源設備 ※９ 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：原子炉隔離時冷却系起動準備および原子炉隔離時冷却系運転中

は，高圧代替注水系を動作不能とはみなさない。 

※３：当該系統が動作不能時は，「第４１条 原子炉隔離時冷却系」

の運転上の制限も確認する。 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運

転上の制限等を定める。  

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－５ 可搬型代替直流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※８：「６６－１２－４ 常設代替直流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※９：「６６－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備」において運

転上の制限等を定める。 

 

表６６－２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備 

 

６６－２－１ 高圧代替注水系（中央制御室からの遠隔起動） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

高圧代替注水系（中央制

御室からの遠隔起動） 

高圧代替注水系が動作可能であるこ

と※１※２※３ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

（原子炉圧力が１．０

３MPa[gage]以上の場

合） 

高圧代替注水系ポンプ １台 

復水貯蔵槽 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

可搬型直流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

常設代替直流電源設備 ※８ 

 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：原子炉隔離時冷却系起動準備及び原子炉隔離時冷却系運転中

は，高圧代替注水系を動作不能とはみなさない。 

※３：当該系統が動作不能時は，「第３９条 非常用炉心冷却系その

１」の運転上の制限も確認する。 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運

転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制

限等を定める。 

※７：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※８：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流

電源設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

 

表６５－２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備 

 

６５－２－１ 高圧原子炉代替注水系（中央制御室からの遠隔

起動） 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

高圧原子炉代替注水系 

（中央制御室からの遠隔起動） 

高圧原子炉代替注水系が動作可

能であること※１※２※３ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運 転 

起 動 

高温停止 

（原子炉圧力が

0.74MPa[gage]以上の場

合） 

高圧原子炉代替注水ポンプ １台 

サプレッションチェンバ ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

可搬型直流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

常設代替直流電源設備 ※８ 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：原子炉隔離時冷却系の起動準備中および原子炉隔離時冷却系の

運転中は，高圧原子炉代替注水系の動作不能とはみなさない。 

※３：当該系統が動作不能時は，第４１条（原子炉隔離時冷却系〔２

号炉〕）の運転上の制限も確認する。 

※４：第４６条（サプレッションチェンバの水位）において運転上の

制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

※６：第６５条（６５－１２－４ 可搬型直流電源設備）において運

転上の制限等を定める。 

※７：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

※８：第６５条（６５－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備およ

び常設代替直流電源設備）において運転上の制限等を定める。 

 

 

 

TS-25 ６５－２－１ 

高圧原子炉代替注水系

（中央制御室からの遠

隔起動） 

TS-92 原子炉隔離時

冷却系および高圧原子

炉代替注水系の低圧運

転点における確認運転

について 

 

 

 

 

・ＳＡ水源の相違 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・使用する電源設備の

相違 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・整理条文の相違 

 

・ＳＡ水源の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・使用する電源設備の

相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

 

  

１．中央制御室の操作スイッチにより，

ＲＣＩＣ蒸気供給ライン分離弁が

閉することを確認する。また，動作

確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止

後の原子炉

起動前に１

回 

発電課

長 

２．原子炉圧力が 1.04MPa[gage]相当※10

において，高圧代替注水系ポンプの

流量が . m3/h 以上で，揚程が運転

確認時の原子炉圧力に加えて。 m 以

上であることを確認する。また，ポ

ンプの運転確認後，ポンプの運転確

認に際して使用した弁が待機状態に

あることを確認する。 

定事検停止

後の原子炉

起動中に１

回 

発電課

長 

３．原子炉圧力が 1.04MPa[gage]相当※10

において，中央制御室の操作スイッ

チにより，ＨＰＡＣ注入弁が開する

ことを確認する。また，動作確認後，

動作確認に際して作動した弁の開

閉状態を確認する。 

定事検停止

後の原子炉

起動中に１

回 

発電課

長 

４．原子炉圧力が 1.04MPa[gage]以上に

おいて，高圧代替注水系ポンプの流

量が . m3/h 以上で，揚程が運転確

認時の原子炉圧力に加えて。 m 以上

であることを確認する。また，ポン

プの運転確認後，ポンプの運転確認

に際して使用した弁が待機状態にあ

ることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

発電課

長 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

１．高圧代替注水系ポンプが動作可能で

あることを確認する。また，ポンプ

の運転確認後，ポンプの運転確認に

際して使用した弁が待機状態にある

ことを確認する。 

待機状態 

となる 

前に１回 

原子炉Ｇ

Ｍ 

２．高圧代替注水系における注入弁が開

すること及び原子炉隔離時冷却系過

酷事故時蒸気止め弁が動作可能（中

操全閉）であることを確認する。ま

た，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

待機状態 

となる 

前に１回 

当直長 

３．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上

において，高圧代替注水系ポンプの

流量が図６６－２－１に定める領域

内にあることを確認する。また，ポ

ンプの運転確認後，ポンプの運転確

認に際して使用した弁が待機状態に

あることを確認する。 

定事検 

停止後の 

原子炉 

起動中 

に１回 

当直長 

４．高圧代替注水系における注入弁が開

することを確認する。また，動作確

認後，動作確認に際して作動した弁

の開閉状態を確認する。 

定事検 

停止後の 

原子炉 

起動中 

に１回 

当直長 

５．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上

において，高圧代替注水系ポンプの

流量が図６６－２－１に定める領域

内にあることを確認する。また，ポ

ンプの運転確認後，ポンプの運転確

認に際して使用した弁が待機状態に

あることを確認する。 

 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1. 原子炉圧力が 0.74MPa[gage]相当※

９において，高圧原子炉代替注水ポン

プの流量が図６５－２－１に定める

領域内にあることを確認する。また，

ポンプの運転確認後，ポンプの運転

確認に際して使用した弁が待機状態

にあることを確認する。 

定事検停止時 
課長(原

子炉) 

2.原子炉隔離時冷却系タービン蒸気入

口弁が閉することを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して作動

した弁の開閉状態を確認する。 
定事検停止時 当直長 

3.原子炉圧力が 0.98MPa[gage]以上に

おいて，高圧原子炉代替注水ポンプ

の流量が図６５－２－１に定める領

域内にあることを確認する。また，

ポンプの運転確認後，ポンプの運転

確認に際して使用した弁が待機状態

にあることを確認する。 

定事検停止後

の原子炉起動

中に１回 

当直長 

4.高圧原子炉代替注水系における注入

弁が開することを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して作動

した弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止後

の原子炉起動

中に１回 

当直長 

5.原子炉圧力が 0.98MPa[gage]以上に

おいて，高圧原子炉代替注水ポンプ

の流量が図６５－２－１に定める領

域内にあることを確認する。また，

ポンプの運転確認後，ポンプの運転

確認に際して使用した弁が待機状態

にあることを確認する。 

 

 

１箇月に１回 当直長 

 

 

【島根固有】 

・島根は，高圧原子炉

代替注水ポンプの低

圧運転点

（0.74MPa[gage]）に

おける性能確認を，

定事検停止時に実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根はポンプ性能を

図に示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根はポンプ性能を

図に示している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

５．原子炉圧力が 1.04MPa[gage]以上に

おいて，中央制御室の操作スイッチ

により，ＨＰＡＣ注入弁が開するこ

とおよびＦＰＭＵＷポンプ吸込弁が

閉することを確認する。また，動作

確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に１

回 

発電課

長 

※10：主蒸気圧力設定を当該圧力とした場合の原子炉圧力をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上

において，高圧代替注水系における

注入弁が開することを確認する。ま

た，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６６-２-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.原子炉圧力が 0.98MPa[gage]以上に

おいて，高圧原子炉代替注水系にお

ける注入弁が開することを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確認

する。 

１箇月に１回 当直長 

 

※９：高圧原子炉代替注水系のタービン入口における圧力が原子炉圧

力 0.74MPa[gage]にて運転した圧力と同等となるよう所内蒸気

圧力を調整して確認する。 

 

 

 

 

図６５-２-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，高圧原子炉

代替注水ポンプの低

圧運転点

（0.74MPa[gage]）に

おける性能確認を，

所内蒸気で実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
1



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.高圧代替注水

系が動作不能

の場合 

A1.発電課長は，高圧炉心スプレイ

系を起動し，動作可能であるこ

とを確認するとともに，その他

の設備※11が動作可能であること

を確認する。 

および 

A2.発電課長は，当該系統と同等な

機能を持つ重大事故等対処設備

※12が動作可能であることを確認

する。 

および 

A3.発電課長は，当該系統を動作可

能な状態に復旧する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

B.原子炉隔離時

冷却系と共用

する配管また

は弁が動作不

能の場合 

B1.発電課長は，高圧炉心スプレイ

系を起動し，動作可能であるこ

とを確認するとともに，その他

の設備※11が動作可能であること

を確認する。 

および 

B2.発電課長は，当該系統を動作可

能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

C.条件 A または

B で要求され

る措置を完了

時間内に達成

できない場合 

C1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

C2.発電課長は，原子炉圧力を

1.04MPa[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※11：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機をいい，至近の記録等

により動作可能であることを確認する。 

※12：原子炉隔離時冷却系をいう。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．高圧代替注水

系が動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，高圧炉心注水系

１系列を起動し，動作可能で

あることを確認するととも

に，その他設備※９が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該系統と同等

な機能を持つ重大事故等対

処設備※１０が動作可能であ

ることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．原子炉隔離時

冷却系と共用

する配管又は

弁が動作不能

の場合 

Ｂ１．当直長は，高圧炉心注水系

１系列及び常設代替交流電

源設備が動作可能であるこ

とを確認する。 

 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又はＢ

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，原子炉圧力を１．

０３MPa[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※９：残りの高圧炉心注水系１系列及び高圧炉心注水系に接続する非

常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

※10：原子炉隔離時冷却系をいう。 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.高圧原子炉

代替注水系

が動作不能

の場合 

A1.当直長は，高圧炉心スプレイ系

を起動し，動作可能であること

を確認するとともに，その他設

備※10 が動作可能であることを

確認する。 

および 

A2.当直長は，当該系統と同等な機

能を持つ重大事故等対処設備※11

が動作可能であることを確認す

る。 

および 

A3.当直長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

B.原子炉隔離

時冷却系と

共用する配

管または弁

が動作不能

の場合 

B1.当直長は，高圧炉心スプレイ系

を起動し，動作可能であること

を確認するとともに，その他設

備※10 が動作可能であることを

確認する。 

および 

B2.当直長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

C.条件 A また

は Bで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

C1.当直長は，高温停止にする。 

および 

C2.当直長は，原子炉圧力を

0.74MPa[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※10：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

※11：原子炉隔離時冷却系をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は常設代替交流

電源設備の負荷とし

て高圧炉心スプレイ

系を含めていないた

め，高圧炉心スプレ

イ系および高圧炉心

スプレイ系ディーゼ

ル発電機をγ設備と

している。 

なお，γ設備の確認

のためＡＯＴは３日

とする。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－２－２ 高圧代替注水系および原子炉隔離時冷却系（現

場起動） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

高圧代替注水系

および原子炉隔

離時冷却系（現

場起動） 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止（原子

炉圧力が 1.04MPa[gage]以上かつ原子炉起動時に

実施する運転確認終了後）において，高圧代替注

水系または原子炉隔離時冷却系を現場操作によ

り起動できること※１ 

※１：必要な電動弁の手動操作用レバーおよびハンドルの操作により

現場起動できることをいう。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動および高温

停止（原子炉圧力が 1.04MPa[gage]以

上かつ原子炉起動時に実施する運転確

認終了後）において，高圧代替注水系

を現場操作により起動するために必要

な電動弁の手動操作用レバーおよびハ

ンドルが取り付けられていることを確

認する。 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

２．原子炉の状態が運転，起動および高温

停止（原子炉圧力が 1.04MPa[gage]以

上かつ原子炉起動時に実施する運転確

認終了後）において，原子炉隔離時冷

却系を現場操作により起動するために

必要な電動弁の手動操作用レバーおよ

びハンドルが取り付けられていること

を確認する。 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

 

 

 

 

 

 

 

６６－２－２ 高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系（現場

起動） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

高圧代替注水系及び

原子炉隔離時冷却系

（現場起動） 

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止

（原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上）

において，高圧代替注水系又は原子炉隔離

時冷却系を現場操作により起動できるこ

と※１ 

※１：必要な電動弁の手動操作用レバー及びハンドルの操作により現

場起動できることをいう。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止（原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上）において，高圧

代替注水系を現場操作により起

動するために必要な電動弁の手

動操作用レバー及びハンドルが

取り付けられていることを確認

する。 

１ヶ月に１回 当直長 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止（原子炉圧力が１．０３

MPa[gage]以上）において，原子

炉隔離時冷却系を現場操作によ

り起動するために必要な電動弁

の手動操作用レバー及びハンド

ルが取り付けられていることを

確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

 

 

６５－２－２ 高圧原子炉代替注水系および原子炉隔離時冷

却系（現場起動） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

高圧原子炉代替注水

系および 

原子炉隔離時冷却系

（現場起動） 

原子炉の状態が運転，起動および高温停止

（原子炉圧力が 0.74MPa[gage]以上）にお

いて，高圧原子炉代替注水系または原子炉

隔離時冷却系を現場操作により起動でき

ること※１ 

※１：必要な電動弁の手動操作用レバーおよびハンドルの操作により

現場起動できることをいう。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止（原子炉圧力が0.74MPa[gage]

以上）において，高圧原子炉代替注

水系を現場操作により起動するため

に必要な電動弁の手動操作用レバー

およびハンドルが取り付けられてい

ることを確認する。 

１箇月に１回 当直長 

2.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止（原子炉圧力が0.74MPa[gage]

以上）において，原子炉隔離時冷却

系を現場操作により起動するために

必要な電動弁の手動操作用レバーお

よびハンドルが取り付けられている

ことを確認する。 

１箇月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－２－２ 

高圧原子炉代替注水系

および原子炉隔離時冷

却系（現場起動） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.高圧代替

注 水 系 お

よ び 原 子

炉 隔 離 時

冷 却 系 が

現 場 操 作

に よ り 起

動 で き な

い場合 

A1.発電課長は，高圧炉心スプレイ系

が動作可能であることを確認する※

２。 

および 

A2.発電課長は，高圧代替注水系また

は原子炉隔離時冷却系が中央制御

室からの遠隔操作により起動でき

ることを確認する※２。 

 

 

および 

A3.発電課長は，高圧代替注水系また

は原子炉隔離時冷却系が現場起動

できる状態に復旧する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件 Aで要

求 さ れ る

措 置 を 完

了 時 間 内

に 達 成 で

き な い 場

合 

B1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

B2. 発 電 課 長 は ， 原 子 炉 圧 力 を

1.04MPa[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※２：至近の記録等により確認することをいう。 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．高圧代替注水

系及び原子炉

隔離時冷却系

が現場操作に

より起動でき

ない場合 

Ａ１．当直長は，高圧炉心注

水系が動作可能であ

ることを確認する※２。 

及び 

Ａ２．当直長は，高圧代替注

水系又は原子炉隔離

時冷却系が中央制御

室からの遠隔操作に

より起動できること

を確認する※２。 

及び 

Ａ３．当直長は，高圧代替注

水系又は原子炉隔離

時冷却系が現場起動

できる状態に復旧す

る。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止に

する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，原子炉圧力

を１．０３MPa[gage]

未満にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

※２：至近の記録等により確認することをいう。 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.高圧原子炉

代替注水系

および原子

炉隔離時冷

却系が現場

操作により

起動できな

い場合 

A1.当直長は，高圧炉心スプレイ系

が動作可能であることを確認す

る※２。 

および 

A2.当直長は，高圧原子炉代替注水

系または原子炉隔離時冷却系が

中央制御室からの遠隔操作によ

り起動できることを確認する※

２。 

 

および 

A3.当直長は，高圧原子炉代替注水

系または原子炉隔離時冷却系が

現場起動できる状態に復旧す

る。 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.当直長は，高温停止にする。 

および 

B2.当直長は，原子炉圧力を 0.74MP

a[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※２：至近の記録等により確認することをいう。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－２－３ ほう酸水注入系（重大事故等対処設備） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ほう酸水注入系 

（重大事故等対処設備） 

ほう酸水注入系が動作可能であるこ

と※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状

態 

設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

ほう酸水注入系ポンプ １台 

ほう酸水注入系貯蔵タンク １基 

可搬型代替交流電源設備 ※３ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，「第２４条 ほう酸水注入系」

の運転上の制限も確認する。 

※３：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．定事検停止時に，ほう酸水注入系ポ

ンプの吐出圧力が 

  MPa[gage]以上であることを

確認する。 

定事検停止

時 
発電課長 

２．原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，ほう酸水注入系貯

蔵タンクの水位および温度が図２

４－１，２の範囲内にあることを確

認する。 

毎日１回 発電課長 

３．原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，ほう酸水注入系ポ

ンプの吐出圧力が   MPa[gage]

以上であることを確認する。また，

ポンプの運転確認後，ポンプの運転

１ヶ月に１

回 
発電課長 

６６－２－３ ほう酸水注入系（重大事故等対処設備） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ほう酸水注入系 

（重大事故等対処設備） 

ほう酸水注入系が動作可能であること

※１※２ 

 

適用される原

子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

ほう酸水注入系ポンプ １台 

ほう酸水注入系貯蔵タンク １基 

可搬型代替交流電源設備 ※３ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，「第２４条 ほう酸水注入系」の運

転上の制限も確認する。 

※３：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．定事検停止時に，ほう酸水注入ポン

プの吐出圧力が８．４３MPa[gage]

以上であることを確認する。 

 

定事検 

停止時 

運転評価 

ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温

停止において，ほう酸水貯蔵タンク

の液位及び温度が図２４－１，２の

範囲内にあることを確認する。 

 

毎日 

１回 
当直長 

３．原子炉の状態が運転，起動及び高温

停止において，ほう酸水注入ポンプ

の吐出圧力が８．４３MPa[gage]以

上であることを確認する。また，ポ

ンプの運転確認後，ポンプの運転確

１ヶ月 

に１回 
当直長 

６５－２－３ ほう酸水注入系（重大事故等対処設備） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ほう酸水注入系 

（重大事故等対処設備） 

ほう酸水注入系が動作可能であるこ

と※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

ほう酸水注入系注入ポンプ １台 

ほう酸水注入系貯蔵タンク １基 

代替所内電気設備 ※３ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，第２４条（ほう酸水注入系）の運転

上の制限も確認する。 

※３：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

※４：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.定事検停止時に，ほう酸水注入系注

入ポンプの吐出圧力が

11.04MPa[gage]以上であることを

確認する。 

定事検停止時 

課長 

（第一発

電） 

2.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，ほう酸水注入系貯

蔵タンクの溶液量および温度が図

２４－１，２の範囲内にあることを

確認する。 

毎日１回 当直長 

3.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，ほう酸水注入系注

入ポンプの吐出圧力が

11.04MPa[gage]以上であることを

確認する。また，ポンプの運転確認

１箇月に１回 当直長 

TS-25 ６５－２－３ 

ほう酸水注入系（重大

事故等対処設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は可搬型代替交

流電源設備の負荷と

してほう酸水注入系

注入ポンプを含めて

いない。 

島根のほう酸水注入

系注入ポンプは代替

所内電気設備を経由

して受電する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

確認に際して使用した弁が待機状

態であることを確認する。 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.ほう酸水貯蔵タ

ンクの水位およ

び温度が図２４

－１，２の範囲

内にない場合 

A1.発電課長は，ほう酸水貯蔵タ

ンクの水位および温度を図２

４－１，２の範囲内に復旧す

る。 

３日間 

B.ほう酸水注入系

が動作不能の場

合 

B1.1.発電課長は，高圧炉心スプ

レイ系を起動し，動作可能であ

ることを確認するとともに，そ

の他の設備※５が動作可能であ

ることを確認する。 

または 

B1.2.発電課長は，原子炉隔離時

冷却系を起動し，動作可能であ

ることを確認する※６。 

および 

B2.発電課長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

８時間 

C.条件 A または B

で要求される措

置を完了時間内

に達成できない

場合 

C1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※５：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機をいい，至近

の記録等により動作可能であることを確認する。 

※６：原子炉圧力が 1.04MPa[gage]以上の場合。 

認に際して使用した弁が待機状態

であることを確認する。 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．ほう酸水貯

蔵タンクの

液位及び温

度が図２４

－１，２の

範囲内にな

い場合 

Ａ１．当直長は，ほう酸水貯蔵タ

ンクの液位及び温度を図２４

－１，２の範囲内に復旧する。 

３日間 

Ｂ．ほう酸水注

入系が動作

不能の場合 

Ｂ１．１．当直長は，原子炉隔離

時冷却系を起動し，動作可能で

あることを確認する※５。 

又は 

Ｂ１．２．当直長は，高圧炉心注

水系１系列を起動し，動作可能

であることを確認するととも

に，その他設備※６が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

８時間 

Ｃ．条件Ａ又は

Ｂで要求さ

れる措置を

完了時間内

に達成でき

ない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

 

 

３６時間 

※５：原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合。 

※６：残りの高圧炉心注水系１系列及び高圧炉心注水系に接続する非

常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録等により動作可能であ

ることを確認する。 

後，ポンプの運転確認に際して使用

した弁が待機状態であることを確

認する。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.ほう酸水注入

系貯蔵タンク

の溶液量およ

び温度が図２

４－１，２の範

囲内にない場

合 

A1.当直長は，ほう酸水注入系

貯蔵タンクの溶液量および

温度を図２４－１，２の範

囲内に復旧する。 

３日間 

B.ほう酸水注入

系が動作不能

の場合 

B1.1.当直長は，原子炉隔離時

冷却系を起動し，動作可

能であることを確認する

※５。 

または 

B1.2.当直長は，高圧炉心スプ

レイ系を起動し，動作可

能であることを確認する

とともに，その他設備※６

が動作可能であることを

確認する。 

および 

B2.当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

８時間 

C.条件 A または B

で要求される

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

C1.当直長は，高温停止にする。 

および 

C2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※５：原子炉圧力が 0.74MPa[gage]以上の場合。 

※６：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・女川は島根が B1.1

に記載している内容

を B1.2 に記載してい

る 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

設備 

 

６６－３－１ 代替自動減圧機能 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替自動減圧機能 
代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）が

動作可能であること※１ 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数（論理

毎） 

運  転 

起  動 

高温停止 

（原子炉圧力が

0.77MPa[gage]

以上の場合） 

  

原子炉水位異常低（Ｌ

１）※２ 
２チャンネル 

原子炉水位低（Ｌ３） １チャンネル 

低圧炉心スプレイ系ポ

ンプ出口圧力高※２ 

または 

残留熱除去系ポンプ出

口圧力高※２ 

２チャンネル※３ 

自動減圧系作動阻止機

能 
※４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６６－３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

設備 

 

６６－３－１ 代替自動減圧機能 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替自動減圧機能 

（１）代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能）が動作可能であること※１ 

（２）自動減圧系の起動阻止スイッチが動作

可能であること 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

所要数・チャンネル数 

（論理毎） 

運  転 

起  動 

高温停止 

（原子炉圧力

が１．０３

MPa[gage]以

上の場合） 

代替自動減圧機能論理

回路 
１系※３ 

原子炉水位異常低（レ

ベル１）※２ 
２チャンネル※４ 

  

残留熱除去系ポンプ吐

出圧力高※２ 
１チャンネル※５ 

自動減圧系の起動阻止

スイッチ 
1 系※６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６５－３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

設備 

 

６５－３－１ 代替自動減圧機能 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替自動減圧機能 

（１）代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能）が動作可能であること※１ 

（２）自動減圧起動阻止スイッチおよび代替

自動減圧起動阻止スイッチが動作可能

であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

チャンネル数（論理

毎） 

運転 

起動※２ 

高温停止※２ 

  

原子炉水位低（Ｌ１）

※３ 
２※４ 

  

残留熱除去系ポンプま

たは低圧炉心スプレイ

系ポンプ運転中※３ 

１※５ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６６－３－１ 

代替自動減圧機能 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，悪影響を及

ぼさないよう考慮し

て，自動減圧起動阻

止スイッチおよび代

替自動減圧起動阻止

スイッチをそれぞれ

設置 

 

 

【島根固有】 

・回路構成の相違によ

る必要なチャンネル

数の相違 

【女川との相違】 

・女川は，原子炉水位

異常低（Ｌ１）計装

配管のＨ側破断によ

る自動減圧系誤始動

信号発生防止のため

原子炉水位低（Ｌ３）

も要素としている。 

【島根固有】 

・島根は，ポンプの吐

出圧力計をポンプ下

流の逆止弁後段に設

置しており，ポンプ

起動後に異常停止し

ても，残圧によりポ

ンプ運転状態を正確

に判別することがで

1
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※１：本表における動作可能とは，当該計測および制御設備に期待さ

れている機能が達成されている状態をいう。また，動作不能と

は，点検・修理のために当該チャンネルまたは論理回路をバイ

パスして動作可能であるべきチャンネル数を満足していない

場合および誤不動作が発見された場合で，当該計測および制御

設備に期待されている機能を達成できない状態をいう。トリッ

プ信号を出力している状態は，誤動作であっても動作不能とは

みなさない。 

 

 

※２：当該設備が動作不能時は，「第２７条 計測および制御設備」

の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：本条における動作可能とは，当該計測及び制御設備に期待され

ている機能が達成されている状態をいう。また，動作不能とは，

点検・修理のために当該チャンネル又は論理回路をバイパスし

て動作可能であるべきチャンネル数を満足していない場合及

び誤不動作が発見された場合で，当該計測及び制御設備に期待

されている機能を達成できない状態をいう。トリップ信号を出

力している状態は，誤動作であっても動作不能とは見なさな

い。 

 

 

※２：当該設備が動作不能時は，「第２７条 計測及び制御設備」及

び「６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ」の

運転上の制限も確認する。 

※３：１系とは，Ａ系又はＢ系の代替自動減圧機能論理回路をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能であるべき 

所要数 

運転 

起動※２ 

高温停止※２ 

代替自動減圧機能論理

回路 
１※６ 

自動減圧起動阻止スイ

ッチ 
２※７ 

代替自動減圧起動阻止

スイッチ 
１ 

 

 

 

 

 

 

※１：本表における動作可能とは，当該計測および制御設備に期待さ

れている機能が達成されている状態をいう。また，動作不能と

は，点検・修理のために動作可能であるべきチャンネル数を満

足していない場合および誤不動作が発見された場合で，当該計

測および制御設備に期待されている機能を達成できない状態

をいう。トリップ信号を出力している状態は，誤動作であって

も動作不能とは見なさない。 

 

※２：原子炉圧力が 0.78MPa[gage]以上の場合。 

 

※３：当該設備が動作不能時は，「第２７条 計測および制御設備」

の運転上の制限も確認する。 

 

 

きない可能性がある

ことから，吐出圧力

ではなくポンプの遮

断器閉を条件に設定 

【女川との相違】 

・女川は，運転員の負

担軽減の観点から，

手動操作の他に自動

インターロックを採

用 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，悪影響を及

ぼさないよう考慮し

て，自動減圧起動阻

止スイッチおよび代

替自動減圧起動阻止

スイッチをそれぞれ

設置 

 

 

【島根固有】 

・島根はバイパス機能

を有していない。 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，水位低およ

びＲＨＲポンプ吐出

圧力高の要素は「６

1
6
8
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※３：Ａ系論理は低圧炉心スプレイ系および残留熱除去系Ａ系の各１

チャンネルをいい，Ｂ系論理は残留熱除去系Ｂ系および残留熱

除去系Ｃ系の２チャンネルをいう。 

 

 

 

 

 

※４：「６６－１－３ ＡＴＷＳ緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）」

において運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

１．代替自

動減圧

機能 

－ 機能を確認する※５。 
定事検 

停止時 

計測制

御課長 

２．原子炉

水位異

常低 

（Ｌ１） 

947cm 以上

※６ 

（圧力容

器零 

レベル

より） 

原子炉の状態が運

転，起動および高温

停止（原子炉圧力が

0.77MPa[gage]以上

の場合）において，

動作不能でないこ

とを指示により確

認する※７。 

１ヶ月

に１回 

発電課

長 

チャンネル校正を

実施する※８。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

論理回路機能を確

認する※９。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

 

 

 

 

※４：片系３チャンネルのうち２チャンネルをいう。 

 

 

※５：片系３チャンネルのうち１チャンネルをいう。 

 

 

 

 

※６：1 系とは，Ａ系及びＢ系の自動減圧系の起動阻止スイッチをい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

１．代替自

動減圧

機能 

－ 
機能を確認する※

７。 

定事検 

停止時 

運転評

価ＧＭ 

２．原子炉

水位異

常低 

（レベ

ル

１） 

９ ３ ６ cm

以上※８ 

（ 圧 力 容

器 零 レ ベ

ルより） 

原子炉の状態が運

転，起動及び高温停

止（原子炉圧力が

１．０３MPa[gage]

以上の場合）におい

て，動作不能でない

ことを指示により

確認する※９。 

１ヶ月

に１回 
当直長 

チャンネル校正を

実施する※１０。 

定事検 

停止時 

計測制

御ＧＭ 

論理回路機能を確

認する※１１。 

定事検 

停止時 

運転評

価ＧＭ 

 

 

 

 

※４：代替自動減圧系Ａ系においては，チャンネルＡおよびチャンネ

ルＣの２チャンネルをいい，代替自動減圧系Ｂ系においては，

チャンネルＢおよびチャンネルＤの２チャンネルをいう。 

※５：代替自動減圧系Ａ系においては，残留熱除去系Ａ系および低圧

炉心スプレイ系のうち１チャンネルをいい，代替自動減圧系Ｂ

系においては，残留熱除去系Ｂ系および残留熱除去系Ｃ系のう

ち１チャンネルをいう。 

※６：Ａ系またはＢ系の代替自動減圧機能論理回路をいう。 

※７：Ａ系およびＢ系の自動減圧起動阻止スイッチをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

要 素 設定値 項 目 頻 度 担 当 

1.代替自

動 減 圧

機能 

－ 
機能を確認する※

８。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

2.原子炉

水 位 低

（Ｌ１） 

381cm 下方

以上※９ 

（ 気 水 分

離 器 下 端

より） 

原子炉の状態が運

転，起動※10 および

高温停止※10 におい

て動作不能でない

ことを指示により

確認する※11。 

１箇月

に１回 
当直長 

チャンネル校正を

実施する※12。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

論理回路機能を確

認する※13。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

５－１３－１主要パ

ラメータおよび代替

パラメータ」に使用

していない。 

【島根固有】 

・回路構成の相違によ

る必要なチャンネル

数の相違 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，運転員の負

担軽減の観点から，

手動操作の他に自動

インターロックを採

用 
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３．原子炉

水位低 

（ Ｌ

３） 

1,344cm 以

上※６ 

（ 圧 力 容

器零 

レ ベ ル

より） 

原子炉の状態が運

転，起動および高温

停止（原子炉圧力が

0.77MPa[gage]以上

の場合）において，

動作不能でないこ

とを指示により確

認する※７。 

１ヶ月

に 

１回 

発電課

長 

チャンネル校正を

実施する※８。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

論理回路機能を確

認する※９。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

４ .低圧炉

心 ス プ

レ イ 系

ポ ン プ

出 口 圧

力高 

0.98 

MPa[gage]

※６※10 

原子炉の状態が運

転，起動および高温

停止（原子炉圧力が

0.77MPa[gage]以上

の場合）において，

動作不能でないこ

とを指示により確

認する※７。 

１ヶ月

に 

１回 

発電課

長 

チャンネル校正を

実施する※８。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

論理回路機能を確

認する※９。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

５ .残留熱

除 去 系

ポ ン プ

出 口 圧

力高 

0.69 

MPa[gage]

※６※10 

原子炉の状態が運

転，起動および高温

停止（原子炉圧力が

0.77MPa[gage]以上

の場合）において，

動作不能でないこ

とを指示により確

認する※７。 

１ヶ月

に 

１回 

発電課

長 

チャンネル校正を

実施する※８。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

論理回路機能を確

認する※９。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

     

３ .残留熱

除 去 系

ポ ン プ

吐 出 

圧力高※

１２ 

０．９４ 

MPa[gage]

※８ 

原子炉の状態が運

転，起動及び高温停

止（原子炉圧力が

１．０３MPa[gage]

以上の場合）におい

て，動作不能でない

ことを指示により

確認する※９。 

１ヶ月

に１回 
当直長 

チャンネル校正を

実施する※１０。 

定事検 

停止時 

計測制

御ＧＭ 

論理回路機能を確

認する※１１。 

定事検 

停止時 

運転評

価ＧＭ 

     

3.残留熱

除 去 系

ポ ン プ

運転中 

－ 

論理回路機能を確

認する※13。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

4.低圧炉

心 ス プ

レ イ 系

ポ ン プ

運転中 

－ 

【女川との相違】 

・女川は，原子炉水位

異常低（Ｌ１）計装

配管のＨ側破断によ

る自動減圧系誤始動

信号発生防止のため

原子炉水位低（Ｌ３）

も要素としている。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ポンプの吐

出圧力計をポンプ下

流の逆止弁後段に設

置しており，ポンプ

起動後に異常停止し

ても，残圧によりポ

ンプ運転状態を正確

に判別することがで

きない可能性がある

ことから，吐出圧力

ではなくポンプの遮

断器閉を条件に設定 
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６．始動タ

イマ 

１０分以

下 

チャンネル校正を

実施する※８。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

論理回路機能を確

認する※９。 

定事検 

停止時 

計測制

御課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５：「機能を確認する」とは，センサからの出力信号にて，論理回

路の出力段に信号が発生することにより,その機能の健全性を

確認することをいう。 

※６：代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）に使用する設定値に適

用する。 

 

※７：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャ

ンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること，また

可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がないこ

とを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャンネ

ルについては，該当しない。 

※８：「チャンネル校正を実施する」とは，センサにあらかじめ定め

た信号を与えた時，許容範囲内で出力信号を発生または指示値

を示すよう調整することをいう。 

※９：「論理回路機能を確認する」とは，センサからの出力信号にて，

論理回路の出力段に信号が発生することにより，その機能の健

全性を確認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み

重ねることにより，適用範囲を確認したとみなすことができ

る。 

 

 

 

 

 

４．始動タ

イマ 

１０分 

以下 

チャンネル校正を

実施する※１０。 

定事検 

停止時 

電気機

器ＧＭ  

５．自動減

圧系の

起動阻

止スイ

ッチ 

－ 
論理回路機能を確

認する※１１。 

定事検 

停止時 

運転評

価ＧＭ 

 

 

 

 

 

※７：機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段

に信号が発生することにより,その機能の健全性を確認するこ

とをいう。 

※８：代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に使用する設定値

に適用する。 

 

※９：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャ

ンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること，ま

た可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がない

ことを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャン

ネルについては，該当しない。 

※10：チャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた

時，許容範囲内で出力信号を発生又は指示値を示すよう調整

することをいう。 

※11：論理回路機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路

の出力段に信号が発生（自動減圧系の起動阻止スイッチにつ

いては，信号の阻止）することにより，その機能の健全性を確

認することをいう。なお，確認は部分的な確認を積み重ねるこ

とにより，適用範囲を確認したと見なすことができる。 

 

 

 

 

 

5.始動タ

イマ 

１０分 

以下 

論理回路機能を確

認する※13。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装）  

6.自動減

圧 起 動

阻 止 ス

イッチ 

－ 
論理回路機能を確

認する※13。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

7.代替自

動 減 圧

起 動 阻

止 ス イ

ッチ 

－ 
論理回路機能を確

認する※13。 

定事検 

停止時 

課長 

（計装） 

※８：機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路の出力段

に信号が発生することにより，その機能の健全性を確認するこ

とをいう。 

※９：代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に使用する設定値

に適用する。 

※10：原子炉圧力が 0.78MPa[gage]以上の場合。 

※11：「動作不能でないことを指示により確認する」とは，当該チャ

ンネルの指示値に異常な変動がないことを確認すること，ま

た可能であれば他のチャンネルの指示値と有意な差異がない

ことを確認することをいう。なお，トリップ状態にあるチャン

ネルについては，該当しない。 

※12：チャンネル校正とは，センサにあらかじめ定めた信号を与えた

時，許容範囲内で出力信号を発生または指示値を示すよう調整

することをいう。 

※13：論理回路機能の確認は，センサからの出力信号にて，論理回路

の出力段に信号が発生（自動減圧起動阻止スイッチおよび代替

自動減圧起動阻止スイッチについては，信号の阻止）すること

により，その機能の健全性を確認することをいう。なお，確認

は部分的な確認を積み重ねることにより，適用範囲を確認した

とみなすことができる。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，チャンネル

校正を論理回路機能

の確認に含める。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，悪影響を及

ぼさないよう考慮し

て，自動減圧起動阻

止スイッチおよび代

替自動減圧起動阻止

スイッチをそれぞれ

設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，悪影響を及

ぼさないよう考慮し

て，自動減圧起動阻

止スイッチおよび代

替自動減圧起動阻止

スイッチをそれぞれ

設置 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※10：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，

運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能で

あるべきチ

ャンネル数

を満足でき

ない場合 

A1.発電課長は，当該機能と同等な機

能を持つ重大事故等対処設備※11

が動作可能であることを確認する

※12。 

および 

A2.発電課長は，当該所要数またはチ

ャンネルを動作可能な状態に復旧

する。 

６時間 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件Aで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

B1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

B2. 発 電 課 長 は ， 原 子 炉 圧 力 を

0.77MPa[gage]未満にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

※12：動作値が，設定値に対して計器の許容誤差の範囲内であれば，

運転上の制限を満足していないとは見なさない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

要 素 条 件 要求される措置 完了時間 

１．代替自

動減圧

機能論

理回路 

２．原子炉

水位異

常 低

（レベ

ル１） 

３．残留熱

除去系

ポンプ

吐出圧

力高 

４．始動タ

イマ 

Ａ．動作可能で

あるべき

所要数又

はチャン

ネル数を

満足でき

ない場合 

Ａ１．当直長は，当該機

能と同等な機能

を持つ重大事故

等対処設備※１３

が動作可能であ

ることを確認す

る※１４。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該所

要数又はチャン

ネルを動作可能

な状態に復旧す

る。 

６時間 

 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要

求される

措置を完

了時間内

に達成で

きない場

合 

Ｂ１．当直長は，高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，原子炉

圧力を１．０３

MPa[gage]未満に

する。 

 

 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

要 素 条 件 要求される措置 完了時間 

1.代替自動

減圧機能論

理回路 

2.原子炉水

位低（Ｌ１） 

3.残留熱除

去系ポンプ

または低圧

炉心スプレ

イ系ポンプ

運転中 

4.始動タイ

マ 

A.動作可能で

あるべき所

要数または

チャンネル

数を満足で

きない場合 

A1.当直長は，当該機

能と同等な機能を

持つ重大事故等対

処設備※14が動作

可能であることを

確認する※15。 

および 

A2.当直長は，当該所

要数またはチャン

ネルを動作可能な

状態に復旧する。 

６時間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件Aで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

B1.当直長は，高温停

止にする。 

および 

B2.当直長は，原子炉

圧力を 0.78 

MPa[gage]未満に

する。 

 

 

２４時間 

 

 

３６時間 

【島根固有】 

・島根は，ポンプの吐

出圧力計をポンプ下

流の逆止弁後段に設

置しており，ポンプ

起動後に異常停止し

ても，残圧によりポ

ンプ運転状態を正確

に判別することがで

きない可能性がある

ことから，吐出圧力

ではなくポンプの遮

断器閉を条件に設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ポンプの吐

出圧力計をポンプ下

流の逆止弁後段に設

置しており，ポンプ

起動後に異常停止し

ても，残圧によりポ

ンプ運転状態を正確

に判別することがで

きない可能性がある

ことから，吐出圧力

ではなくポンプの遮
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※11：主蒸気逃がし安全弁による手動減圧が可能であることをいう。 

※12：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等に

より行う。 

５．自動減

圧系の

起動阻

止スイ

ッチ 

Ａ．動作可能で

あるべき

所要数を

満足でき

ない場合 

Ａ１．当直長は，当該機

能と同等な機能

を持つ重大事故

等対処設備※１５

が動作可能であ

ることを確認す

る※１４。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該系

統を動作可能な

状態に復旧する。 

６時間 

 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要

求される

措置を完

了時間内

に達成で

きない場

合 

Ｂ１．当直長は，高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，原子炉

圧力を１．０３

MPa[gage]未満に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

※13：主蒸気逃がし安全弁による手動減圧が可能であることをいう。 

※14：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等に

より行う。 

※15：ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）をいう。 

5.自動減圧起

動阻止スイ

ッチ 

6.代替自動減

圧起動阻止

スイッチ 

A.動作可能で

あるべき所

要数を満足

できない場

合 

A1.当直長は，当該機

能と同等な機能を

持つ重大事故等対

処設備※16が動作

可能であることを

確認する※15。 

および 

A2.当直長は，当該系

統を動作可能な状

態に復旧する。 

６時間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件Aで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

B1.当直長は，高温停

止にする。 

および 

B2.当直長は，原子炉

圧力を

0.78MPa[gage]未

満にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

※14：主蒸気逃がし安全弁による手動減圧が可能であることをいう。 

※15：「動作可能であること」の確認は，対象設備の至近の記録等に

より行う。 

※16：ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）をいう。 

断器閉を条件に設定 

 

 

【島根固有】 

・島根は，悪影響を及

ぼさないよう考慮し

て，自動減圧起動阻

止スイッチおよび代

替自動減圧起動阻止

スイッチをそれぞれ

設置 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－３－２ 主蒸気逃がし安全弁（手動減圧） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁 

（手動減圧） 

主蒸気逃がし安全弁による手動減圧が可

能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

主蒸気逃がし安全弁 ６個 

可搬型代替交流電源設備 ※３ 

可搬型代替直流電源設備 ※４ 

所内常設蓄電式直流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

常設代替直流電源設備 ※７ 

※１：必要な配管およびアキュムレータを含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，「第３０条 主蒸気逃がし安全弁」

および「第３９条 非常用炉心冷却系その１」の運転上の制

限も確認する。 

※３：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転

上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－５ 可搬型代替直流電源設備」において運転

上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備」において

運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－４ 常設代替直流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．主蒸気逃がし安全弁の性能を

確認する。 
定事検停止時 

計測制御課

長 

 

 

 

６６－３－２ 主蒸気逃がし安全弁（手動減圧） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁 

（手動減圧） 

主蒸気逃がし安全弁による手動減圧系

が動作可能であること※１※２ 

 

適用される原

子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

主蒸気逃がし安全弁 ８個 

可搬型代替交流電源設備 ※３ 

可搬型直流電源設備 ※４ 

所内蓄電式直流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

 

 

※１：必要な配管及びアキュムレータを含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，「第３０条 主蒸気逃がし安全弁」

及び「第３９条 非常用炉心冷却系その１」の運転上の制限も

確認する。 

※３：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制

限等を定める。 

※５：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流

電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．主蒸気逃がし安全弁の性能を確認す

る。 

定事検 

停止時 

原子炉 

ＧＭ 

 

 

 

６５－３－２ 主蒸気逃がし安全弁（手動減圧） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁

（手動減圧） 

主蒸気逃がし安全弁による手動減圧系が

動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

主蒸気逃がし安全弁 ６個 

可搬型代替交流電源設備 ※３ 

可搬型直流電源設備 ※４ 

所内常設蓄電式直流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

常設代替直流電源設備 ※５ 

※１：必要な配管およびアキュムレータを含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，第３０条（主蒸気逃がし安全弁）お

よび第３９条（非常用炉心冷却系その１〔２号炉〕）の運転上

の制限も確認する。 

※３：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

※４：第６５条（６５－１２－４ 可搬型直流電源設備）において運

転上の制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備およ

び常設代替直流電源設備）において運転上の制限等を定める。 

※６：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.主蒸気逃がし安全弁の性能を確認す

る。 定事検停止時 

課長（原

子炉） 

 

 

 

TS-25 ６５－３－２ 

主蒸気逃がし安全弁

（手動減圧） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能な主

蒸気逃がし安

全弁が所要数

を満足してい

ない場合 

A1.発電課長は，高圧炉心スプレ

イ系について動作可能である

ことを確認する。 

および 

A2.発電課長は，原子炉隔離時冷

却 系 （ 原 子 炉 圧 力 が

1.04MPa[gage]以上の場合）に

ついて動作可能であること確

認する。 

および 

A3.発電課長は，当該設備を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

１０日間 

B.条件 A で要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

または 

主蒸気逃がし

安全弁（自動減

圧機能付き）２

個以上が動作

不能の場合 

B1.発電課長は，高温停止にす

る。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能な主

蒸気逃がし安全

弁が所要数を満

足していない場

合 

Ａ１．当直長は，高圧炉心注水

系２系列について動作可能で

あることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，原子炉隔離時

冷 却 系 （ 原 子 炉 圧 力 が

1.03MPa[gage]以上の場合）に

ついて動作可能であること確

認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該設備を動

作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求

される措置を完

了時間内に達成

できない場合 

又は 

主蒸気逃がし安全

弁（自動減圧機

能付き）２個以

上が動作不能の

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にす

る。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

（３）要求される措置 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能

な 主 蒸 気

逃 が し 安

全 弁 が 所

要 数 を 満

足 し て い

ない場合 

A1.当直長は，高圧炉心スプレイ系

について動作可能であることを

確認する。 

および 

A2.当直長は，原子炉隔離時冷却系

（原子炉圧力が 0.98MPa[gage]

以上の場合）について動作可能

であることを確認する。 

 

および 

A3.当直長は，当該設備を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

１０日間 

B.条件 Aで要

求 さ れ る

措 置 を 完

了 時 間 内

に 達 成 で

き な い 場

合 

または 

主 蒸 気 逃

が し 安 全

弁（自動減

圧 機 能 付

き）２個以

上 が 動 作

不 能 の 場

合 

B1.当直長は，高温停止にする。 

 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

・先行プラントも同様

に，動作可能な主蒸

気逃がし安全弁が所

要数を満足していな

い場合，主蒸気逃が

し安全弁（自動減圧

機能付き）が少なく

とも 1 個以上，動作

不能となっているこ

とから，保安規定第

39条（非常用炉心冷

却系その１）の「自

動減圧系の弁の 1 つ

が動作不能の場合」

における要求される

措置に準じて，確認

する設備および系列

数を決めている。 

確認する設備につい

ては柏崎では高圧炉

心注水系 2 系列およ

び原子炉隔離時冷却

系，島根では高圧炉

心スプレイ系（1 系

列）および原子炉隔

離時冷却系となって

おり，ECCSの構成が

異なることから相違

が生じている 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－３－３ 主蒸気逃がし安全弁の機能回復 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし

安全弁の 

機能回復 

（１）可搬型代替直流電源設備または主蒸気逃

がし安全弁用可搬型蓄電池による機能

回復が可能であること 

（２）高圧窒素ガス供給系（非常用）が動作可

能であること※１ 

（３）代替高圧窒素ガス供給系が動作可能であ

ること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型代替

直流電源設

備による機

能回復 

１２５Ｖ直流電源切替

盤 
１個 

可搬型代替直流電源設

備 
※２ 

主蒸気逃が

し安全弁用

可搬型蓄電

池による機

能回復 

主蒸気逃がし安全弁用

可搬型蓄電池 
１組 

高圧窒素ガ

ス供給系（非

常用） 

高圧窒素ガスボンベ ８本※３ 

  

常設代替交流電源設備 ※４ 

可搬型代替交流電源設

備 
※５ 

  

  

 

 

６６－３－３ 主蒸気逃がし安全弁の機能回復 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁の機

能回復 

（１）可搬型直流電源設備又は逃がし

安全弁用可搬型蓄電池による減

圧系が動作可能であること 

（２）高圧窒素ガス供給系による作動

窒素ガス確保系が動作可能であ

ること※１ 

 

 

適用される原

子炉の状態 
設 備 

所 要

数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型直流電

源設備による

減圧系 

ＡＭ用切替装置（ＳＲＶ） １個 

可搬型直流電源設備 ※２ 

常設代替直流電源設備 ※３ 

逃がし安全弁

用可搬型蓄電

池による減圧

系 

逃がし安全弁用可搬型蓄

電池 
１個 

高圧窒素ガス

供給系による

作動窒素ガス

確保系 

高圧窒素ガスボンベ ５本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－３－３ 主蒸気逃がし安全弁の機能回復 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主蒸気逃がし安全弁

の機能回復 

（１）可搬型直流電源設備または主蒸気

逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）

による減圧系が動作可能であるこ

と 

（２）逃がし安全弁窒素ガス供給系が動

作可能であること※１ 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

可搬型直流電

源設備 

による減圧系 

ＳＲＶ用電源切替盤 １個 

可搬型直流電源設備 ※２ 

常設代替直流電源設

備 
※３ 

主蒸気逃がし

安全弁用蓄電

池（補助盤室）

による減圧系 

主蒸気逃がし安全弁

用蓄電池（補助盤室） 
２個 

逃がし安全弁

窒素ガス供給

系 

逃がし安全弁用窒素

ガスボンベ 
１５本 

可搬型直流電源設備 ※２ 

常設代替直流電源設

備 
※３ 

可搬型代替交流電源

設備 
※４ 

所内常設蓄電式直流

電源設備 
※３ 

常設代替交流電源設

備 
※５ 

 

 

TS-25 ６５－３－３ 

主蒸気逃がし安全弁の

機能回復 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川の代替高圧窒素

ガス供給系に該当す

る島根の設備は，自

主対策設備に位置付

けているため記載し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根では，逃がし安

全弁窒素ガス供給系

として代替交流電源

設備以外の電源設備

も本系統の構成設備

としている。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

代替高圧窒

素ガス供給

系 

高圧窒素ガスボンベ ３本※６ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

可搬型代替交流電源設

備 
※５ 

代替所内電気設備 ※７ 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：「６６－１２－５ 可搬型代替直流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※３：Ａ系４本およびＢ系４本をいう。 

※４：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※６：Ａ系またはＢ系３本をいう。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

１．可搬型代替直流電源設備による機能回復 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動および

高温停止において，１２５Ｖ直流

電源切替盤が使用可能であるこ

とを外観点検により確認する。 

１ヶ月に１回 発電課長 

 

２．主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による機能回復 

項 目 頻 度 担 当 

１．主蒸気逃がし安全弁用可搬型

蓄電池の蓄電池電圧が 136V

以上であることを確認する。 

定事検停止時 
計測制御

課長 

２．原子炉の状態が運転，起動お

よび高温停止において，主蒸

気逃がし安全弁用可搬型蓄電

池が使用可能であることを確

認する。 

３ヶ月に１回 防災課長 

 

 

 

 

 

 

 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制

限等を定める。 

※３：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流

電源設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

１．可搬型直流電源設備による減圧系 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動及び高温

停止において，ＡＭ用切替装置（Ｓ

ＲＶ）が使用可能であることを外

観点検により確認する。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

 

２．逃がし安全弁用可搬型蓄電池による減圧系 

項 目 頻 度 担 当 

１．逃がし安全弁用可搬型蓄電池の蓄電

池電圧が１３１Ｖ以上であること

を確認する。 

定事検 

停止時 

計測制御 

ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温

停止において，逃がし安全弁用可

搬型蓄電池が使用可能であること

を確認する。 

３ヶ月 

に１回 
当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：第６５条（６５－１２－４ 可搬型直流電源設備）において運

転上の制限等を定める。 

※３：第６５条（６５－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備およ

び常設代替直流電源設備）において運転上の制限等を定める。 

※４：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

（２）確認事項 

ａ．可搬型直流電源設備による減圧系 

項 目 頻 度 担 当 

1.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，ＳＲＶ用電源切替

盤が使用可能であることを外観点

検により確認する。 

１箇月に１回 当直長 

 

ｂ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による減圧系 

項 目 頻 度 担 当 

1.主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助

盤室）の蓄電池電圧が 108Ｖ以上で

あることを確認する。 

定事検停止時 
課長（計

装） 

2.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，主蒸気逃がし安全

弁用蓄電池（補助盤室）が使用可能

であることを確認する。 

３箇月に１回 
課長（計

装） 

 

【女川との相違】 

・女川の代替高圧窒素

ガス供給系に該当す

る島根の設備は，自

主対策設備に位置付

けているため記載し

ていない。 
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３．高圧窒素ガス供給系（非常用） 

項 目 頻 度 担 当 

１．高圧窒素ガス供給系Ａ系およびＢ系

の供給圧力の設定値が

1.13MPa[gage]以上に設定できるこ

とを確認するとともに，ＨＰＩＮ常

用非常用窒素ガス連絡弁（Ａ），ＨＰ

ＩＮ常用非常用窒素ガス連絡弁

（Ｂ），ＨＰＩＮ非常用窒素ガス入口

弁（Ａ）およびＨＰＩＮ非常用窒素

ガス入口弁（Ｂ）が動作可能である

ことを確認する。また，動作確認後，

動作確認に際して作動した弁の開閉

状態を確認する。 

定事検

停止時 
発電課長 

２．原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，高圧窒素ガスボン

ベの外観点検および規定圧力の確認

により，使用可能であることを確認

する。 

１ヶ月

に１回 
発電課長 

 

４．代替高圧窒素ガス供給系 

項 目 頻 度 担 当 

１．代替高圧窒素ガス供給系の供給

圧力の設定値が  1  

MPa[gage]以上に設定できるこ

とを確認するとともに，代替Ｈ

ＰＩＮ第一隔離弁および代替Ｈ

ＰＩＮ窒素排気出口弁が動作可

能であることを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認す

る。 

定事検停止時 発電課長 

２．原子炉の状態が運転，起動およ

び高温停止において，高圧窒素

ガスボンベの外観点検および規

定圧力の確認により，使用可能

であることを確認する。 

１ヶ月に１回 発電課長 

 

３．高圧窒素ガス供給系による作動窒素ガス確保系 

項 目 頻 度 担 当 

１．高圧窒素ガス供給系Ａ系及びＢ系の

供給圧力の設定値が   MPa[gage]

以上に設定できることを確認すると

ともに，非常用窒素ガス供給弁，常

用・非常用窒素ガス連絡弁及び常用窒

素ガス供給止め弁が動作可能である

ことを確認する。また，動作確認後，

動作確認に際して作動した弁の開閉

状態を確認する。 

 

定事検 

停止時 

原子炉 

ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温

停止において，高圧窒素ガスボンベの

外観点検及び規定圧力の確認により，

使用可能であることを確認する。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．逃がし安全弁窒素ガス供給系 

項 目 頻 度 担 当 

1.逃がし安全弁窒素ガス供給系Ａ系

およびＢ系の供給圧力の設定値が

MPa[gage]以上に設定できる

ことを確認するとともに，Ｎ２ガス

ボンベ出口弁，逃がし弁Ｎ２入口弁

および逃がし弁Ｎ２供給弁が動作可

能であることを確認する。また，動

作確認後，動作確認に際して作動し

た弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 
課長（原

子炉） 

2.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，逃がし安全弁用窒

素ガスボンベの外観点検および規

定圧力の確認により，使用可能であ

ることを確認する。 

１箇月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川の代替高圧窒素

ガス供給系に該当す

る島根の設備は，自

主対策設備に位置付

けているため記載し

ていない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.可搬型代替直流電

源設備による機能

回復ができない場

合 

および 

主蒸気逃がし安全

弁用可搬型蓄電池

による機能回復が

できない場合 

A1.発電課長は，直流電源Ａ

系およびＢ系が動作可能

であることを確認する。 

および 

A2.1.発電課長は，代替措置※

８を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施す

る。 

または 

A2.2.防災課長は，代替措置※

８を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施す

る。 

および 

A3.1.発電課長は，可搬型代

替直流電源設備による機

能回復が可能な状態に復

旧する。 

または 

A3.2.防災課長は，主蒸気逃

がし安全弁用可搬型蓄電

池による機能回復が可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

１０日間 

B.高圧窒素ガス供給

系（非常用）が動作

不能の場合 

または 

代替高圧窒素ガス

供給系が動作不能

の場合 

B1.発電課長は，アキュムレ

ータの圧力が健全である

ことを確認する※９。 

および 

B2.発電課長は，代替措置※８

を検討し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施する。 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．可搬型直流

電源設備によ

る減圧系が動

作不能の場合 

及び 

逃がし安全弁

用可搬型蓄電

池による減圧

系が動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，直流電源Ａ系

及びＢ系が動作可能であ

ることを確認する。 

及び 

Ａ２．１．当直長は，代替措置※

４を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施す

る。 

又は 

Ａ２．２．当直長は，当該機能

を補完する自主対策設備※

５が動作可能であることを

確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動

作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．高圧窒素ガ

ス供給系によ

る作動窒素ガ

ス確保系が動

作不能の場合 

Ｂ１．当直長は，アキュムレー

タの圧力が健全であるこ

とを確認する※６。 

及び 

Ｂ２．１．当直長は，代替措置※

４を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施す

る。 

又は 

Ｂ２．２．当直長は，当該機能

を補完する自主対策設備※

５が動作可能であることを

確認する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.可搬型直流

電源設備に

よる減圧系

が動作不能

の場合 

および 

主 蒸 気 逃

が し 安 全

弁 用 蓄 電

池（補助盤

室）による

減 圧 系 が

動 作 不 能

の場合 

A1.当直長は，直流電源Ａ系および

Ｂ系が動作可能であることを確

認する。 

および 

A2.1.課長（計装）は，代替措置※６

を検討し，原子炉主任技術者

の確認を得て実施する。 

または 

A2.2.課長（計装）および課長（原

子炉）は，当該機能を補完す

る自主対策設備※７※８が動作可

能であることを確認する。 

および 

A3.課長（計装）は，当該系統を動

作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

B.逃がし安全

弁窒素ガス

供給系が動

作不能の場

合 

B1.当直長は，アキュムレータの圧

力が健全であることを確認する

※９。 

および 

B2.1.課長（原子炉）は，代替措置※

６を検討し，原子炉主任技術者

の確認を得て実施する。 

または 

B2.2.課長（原子炉）は，当該機能

を補完する自主対策設備※８が

動作可能であることを確認す

る。 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は自主対策設備

による措置がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川の代替高圧窒素

ガス供給系に該当す

る島根の設備は，自

主対策設備に位置付

けているため記載し

ていない。 

【女川との相違】 

・島根は自主対策設備

による措置がある。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

および 

B3.発電課長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧す

る。 

 

１０日間 

C.条件 Aまたは Bで要

求される 措置を

完了時間内に達成

できない場合 

C1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

※８：代替品の補充等をいう。 

 

 

※９：高圧窒素ガス供給圧力が「第３９条 非常用炉心冷却系その１」

に定める値であることを確認する。 

 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該系統を動

作可能な状態に復旧する。 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又は

Ｂで要求され

る措置を完了

時間内に達成

できない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止にす

る。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

※４：代替品の補充等をいう。 

 

※５：代替逃がし安全弁駆動装置による減圧をいう。 

※６：高圧窒素ガス供給圧力が「第３９条 非常用炉心冷却系その１」

に定める値であることを確認する。 

および 

B3.課長（原子炉）は，当該系統を

動作可能な状態に復旧する。 

１０日間 

C.条件 A また

は Bで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

C1.当直長は，高温停止にする。 

および 

C2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※６：代替品の補充等をいう。 

※７：主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による減圧をいう。 

※８：逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による減圧をいう。 

※９：窒素ガス供給圧力が第３９条（非常用炉心冷却系その１〔２号

炉〕）に定める値であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は自主対策設備

による措置に蓄電池

を用いるものがあ

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備 

６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧代替注水系（常設） 

（復水移送ポンプ） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※４ ２台 

復水貯蔵タンク ※６ 

可搬型代替交流電源設備 ※７ 

常設代替交流電源設備 ※８ 

所内常設蓄電式直流電源設備 ※９ 

代替所内電気設備 ※10 

冷温停止 

 燃料交換※３ 

復水移送ポンプ※５ １台 

復水貯蔵タンク ※６ 

可搬型代替交流電源設備 ※７ 

常設代替交流電源設備 ※８ 

所内常設蓄電式直流電源設備 ※９ 

代替所内電気設備 ※10 

 

 

 

 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の注水ラインは，

「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）」，

「６６－４－３ 低圧代替注水系（可搬型）」，「６６－５－５ 

代替循環冷却系」，「第３９条 非常用炉心冷却系その１」，「第

４０条 非常用炉心冷却系その２」の設備を兼ねる。動作不能

時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

 

表６６－４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備 

６６－４－１ 低圧代替注水系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧代替注水系（常設） 
低圧代替注水系（常設）が動作可能で

あること※１※２ 

 

適用される原

子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※４ ２台 

復水貯蔵槽 ※６ 

可搬型代替交流電源設備 ※７ 

常設代替交流電源設備 ※８ 

代替所内電気設備 ※９ 

冷温停止 

燃料交換※３ 

復水移送ポンプ※５ １台 

復水貯蔵槽 ※６ 

可搬型代替交流電源設備 ※７ 

常設代替交流電源設備 ※８ 

代替所内電気設備 ※９ 

 

 

 

 

 

 

 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：低圧代替注水系（常設）の注水ラインは，「６６－４－１ 低

圧代替注水系（常設）」，「６６－４－２ 低圧代替注水系（可

搬型）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「第３９条 非常

用炉心冷却系その１」，「第４０条 非常用炉心冷却系その２」

の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認

する。 

 

 

表６５－４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための設備 

６５－４－１ 低圧原子炉代替注水系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧原子炉代替注水

系（常設） 

低圧原子炉代替注水系（常設）が動作可能

であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※３ 

低圧原子炉代替注水ポンプ※４ １台 

低圧原子炉代替注水槽 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：低圧原子炉代替注水系（常設）の注水ラインは，第６５条（６

５－４－１ 低圧原子炉代替注水系（常設），６５－４－２ 低

圧原子炉代替注水系（可搬型），６５－５－４ 残留熱代替除

去系，６５－６－１ 格納容器代替スプレイ系（常設），６５

－７－１ ペデスタル代替注水系（常設）），第３９条（非常用

炉心冷却系その１〔２号炉〕）および第４０条（非常用炉心冷

却系その２）の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上

の制限も確認する。 

TS-25 ６５－４－１ 

低圧原子炉代替注水系

（常設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は低圧原子炉代

替注水系として新設

設備を用いる。 

・島根は可搬型代替交

流電源設備または所

内常設蓄電式直流電

源設備の負荷として

低圧原子炉代替注水

ポンプを含めていな

い。 

【島根固有】 

・柏崎，女川は復水移

送ポンプを用いるた

め，冷温停止，燃料

交換時において第４

０条の運転上の制限

を確認する必要があ

るが，島根は通常運

転時において待機状

態の低圧原子炉代替

注水ポンプを用いる

ため，先行同様の注

釈は不要 

【島根固有】 

・島根は，格納容器代

替スプレイ系（常設）
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲー

トが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の

場合 

※４：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）」，「６６－６－１ 原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系（常設）」および「６６－７－１ 原子炉格納容

器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）」の設備を兼ねる。動

作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※５：当該設備が動作不能時は，「第４０条 非常用炉心冷却系その

２」の運転上の制限も確認する。 

※６：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

※７：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※８：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※９：「６６－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備」において運

転上の制限等を定める。 

※10：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲート

が開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場

合 

※４：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，

「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「６６－６－１ 代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）」及び「６６－７－１ 格納容器

下部注水系（常設）」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文

の運転上の制限も確認する。 

※５：当該設備が動作不能時は，「第４０条 非常用炉心冷却系その

２」の運転上の制限も確認する。 

※６：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

※７：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※８：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

 

 

※９：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲート

が開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場 

   合 

※４：低圧原子炉代替注水ポンプは，第６５条（６５－４－１ 低圧

原子炉代替注水系（常設），６５－６－１ 格納容器代替スプ

レイ系（常設）および６５－７－１ ペデスタル代替注水系（常

設））の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限

も確認する。 

 

 

※５：第６５条（６５－１１－１ 重大事故等収束のための水源）に

おいて運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

※６：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

 

 

※７：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

およびペデスタル代

替注水系（常設）と

設備を兼用してい

る。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，代替循環冷

却系として，新設の

残留熱代替除去ポン

プを用いる。 

【島根固有】 

・島根は通常運転時に

おいて待機状態の低

圧原子炉代替注水ポ

ンプを用いるため，

第４０条は関係しな

い。 

【島根固有】 

・島根は可搬型代替交

流電源設備または所

内常設蓄電式直流電

源設備の負荷として

低圧原子炉代替注水

ポンプを含めていな

い。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて流

量が    m3/h 以上で，揚程が   

m 以上および復水移送ポンプ２

台で流量が    m3/h 以上で，

揚程が   m 以上であること

を確認する。 

定事検停止時 発電課長 

２．ＣＲＤ復水入口弁，Ｔ／Ｂ 緊

急時隔離弁，Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ緊

急時隔離弁，Ｒ／Ｂ １Ｆ 緊急

時隔離弁および復水貯蔵タン

ク常用，非常用給水管連絡ライ

ン止め弁が動作可能であるこ

とを確認する。また，動作確認

後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

定事検停止時 発電課長 

３．原子炉の状態が運転，起動およ

び高温停止において，復水移送

ポンプ２台が動作可能である

こと，冷温停止および燃料交換

※11においては，復水移送ポンプ

１台が動作可能であることを

確認する※12。 

１ヶ月に１回 発電課長 

４．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止，冷温停止および燃料交

換※11において，ＲＨＲ Ａ系（Ｂ

系）ＬＰＣＩ注入隔離弁，ＲＨ

Ｒヘッドスプレイライン洗浄

流量調整弁，ＲＨＲ Ｂ系格納

容器冷却ライン洗浄流量調整

弁，ＭＵＷＣサンプリング取出

止め弁およびＦＰＭＵＷポン

プ吸込弁が動作可能であるこ

とを確認する。また，動作確認

後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に１回 発電課長 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて揚程が

 ｍ以上，流量が   ｍ３／ｈ以

上であることを確認することで，復

水移送ポンプ２台で流量が   ｍ

３／ｈ以上，復水移送ポンプ１台で

流量が   ｍ３／ｈ以上確保可能

であることを確認する。 

定事検 

停止時 

原子炉 

ＧＭ 

２．復水補給水系におけるタービン建屋

負荷遮断弁が動作可能であること

を確認する。また，動作確認後，動

作確認に際して作動した弁の開閉

状態を確認する。 

定事検 

停止時 
当直長 

３．原子炉の状態が運転，起動，高温停

止において，復水移送ポンプ２台が

動作可能であること，冷温停止及び

燃料交換※１０においては，復水移送

ポンプ１台が動作可能であること

を確認する※１１。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

４．原子炉の状態が運転，起動，高温停

止，冷温停止及び燃料交換※１０にお

いて，低圧注水系Ａ系及びＢ系にお

ける注入隔離弁及び洗浄水弁が動

作可能であることを確認する。ま

た，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.低圧原子炉代替注水ポンプの揚程が

ｍ以上および流量が m3/h以

上であることを確認する。 

定事検停止時 
課長（原

子炉） 

2.原子炉の状態が運転，起動，高温停

止，冷温停止および燃料交換※８にお

いて，低圧原子炉代替注水ポンプが

動作可能であることを確認する。 １箇月に１回 当直長 

3.原子炉の状態が運転，起動，高温停

止，冷温停止および燃料交換※８にお

いて，ＦＬＳＲ注水隔離弁および低

圧注水系Ａ系におけるＡ－ＲＨＲ注

水弁が動作可能であることを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確認

する。 

１箇月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は新設の系統か

ら残留熱除去系注水

配管へ直接接続して

いるため，先行同様

の措置は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※11：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※12：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置  

適用され

る 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.低圧代

替 注 水

系 （ 常

設）（復

水 移 送

ポンプ）

が 動 作

不 能 の

場合 

A1.発電課長は，低圧注水

系１系列を起動し，動作

可能であることを確認

する※13 とともに，その

他の設備※14 が動作可能

であることを確認する。 

および 

A2.防災課長は，当該機能

と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※15 が

動作可能であることを

確認する。 

および 

A3.発電課長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

※10：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲート

が開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場

合 

※11：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置  

適用され

る原子炉

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．低圧代替

注水系（常

設）が動作

不能の場

合 

Ａ１．当直長は，低圧注水

系１系列を起動し，動作

可能であることを確認

する※１２とともに，その

他設備※１３が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該機能

と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※１４

が動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

※８：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置  

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.低圧原子

炉代替注

水系（常

設）が動

作不能の

場合 

A1.当直長は，低圧注水系１系

列を起動し，動作可能であ

ることを確認する※９とと

もに，その他設備※10が動

作可能であることを確認

する。 

および 

A2.当直長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等

対処設備※11が動作可能で

あることを確認する。 

および 

A3.当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の低圧原子炉代

替注水ポンプは，通

常運転時において待

機状態であるため，

運転状態による確認

の記載は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

適用され

る 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

 B.低圧注

水 系 と

共 用 す

る 配 管

ま た は

弁 が 動

作 不 能

の場合 

B1.発電課長は，低圧注水

系２系列および低圧炉

心スプレイ系を起動し，

動作可能であることを

確認する※13 とともに，

その他の設備※16 が動作

可能であることを確認

する。 

および 

B2.防災課長は，当該機能

と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※15 が

動作可能であることを

確認する。 

および 

B3.発電課長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

C.条件 A

または B

で 要 求

さ れ る

措 置 を

完 了 時

間 内 に

達 成 で

き な い

場合 

C1.発電課長は，高温停止

にする。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

適用され

る原子炉

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

 Ｂ．低圧注水

系と共用

する配管

又は弁が

動作不能

の場合 

Ｂ１．当直長は，低圧注水

系２系列を起動し，動作

可能であることを確認

する※１２とともに，その

他設備※１５が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該機能

と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※１４

が動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

Ｃ．条件Ａ又

はＢで要

求される

措置を完

了時間内

に達成で

きない場

合 

Ｃ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

 B.低圧注水

系と共用

する配管

または弁

が動作不

能の場合 

B1.当直長は，低圧注水系２系

列および低圧炉心スプレ

イ系を起動し，動作可能で

あることを確認する※９と

ともに，その他設備※12が

動作可能であることを確

認する。 

および 

B2.当直長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等

対処設備※11が動作可能で

あることを確認する。 

および 

B3.当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

C.条件 A ま

たは Bで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

C1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

C2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

適用され

る原子炉

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷 温 停

止 

燃料交換※

17 

A.低圧代

替 注 水

系 （ 常

設）（復

水 移 送

ポンプ）

が 動 作

不 能 の

場合 

または 

低 圧 注

水 系 と

共 用 す

る 配 管

ま た は

弁 が 動

作 不 能

の場合 

A1.発電課長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

および 

A2.発電課長および防災課

長は，第４０条で要求さ

れる非常用炉心冷却系

１系列を起動し，動作可

能であることを確認す

る※13 とともに，その他

の設備※18 が動作可能で

あることを確認する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※13：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※14：残りの低圧注水系２系列および低圧炉心スプレイ系ならびに非

常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系）をいい，至近の

記録等により動作可能であることを確認する。 

 

※15：低圧代替注水系（可搬型）をいう（時間短縮の補完措置を含む。）。 

※16：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディーゼ

ル発電機２台（Ａ系およびＢ系）をいい，至近の記録等により

動作可能であることを確認する。 

 

※17：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

適用され

る原子炉

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換※

１６ 

Ａ．低圧代替注

水系（常設）

が動作不能

の場合 

又は 

低圧注水系

と共用する

配管又は弁

が動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，第４０条

で要求される非常用炉

心冷却系１系列を起動

し，動作可能であること

を確認する※１２ととも

に，その他の設備※１７が

動作可能であることを

確認する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

※12：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※13：残りの低圧注水系２系列及び非常用ディーゼル発電機３台をい

い，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

※14：高圧炉心注水系をいう。 

※15：低圧注水系に接続する非常用ディーゼル発電機２台をいい，至

近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

※16：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲート

が開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場

合 

 

 

適用される 

原子炉の状

態 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

冷温停止 

燃料交換※13 

A.低圧原子

炉代替注

水系（常

設）が動

作不能の

場合 

または 

低圧注水

系と共用

する配管

または弁

が動作不

能の場合 

A1.当直長は，当該系統を

動作可能な状態に復

旧する措置を開始す

る。 

および 

A2.当直長および課長（原

子炉）は，第４０条で

要求される非常用炉

心冷却系１系列を起

動し，動作可能である

ことを確認する※９と

ともに，その他の設備

※14が動作可能である

ことを確認する。 

速やか

に 

 

 

 

速やか

に 

 

 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※10：残りの低圧注水系２系列および低圧炉心スプレイ系ならびに非

常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を除く。）をいい，至近の記録等により動作可能であるこ

とを確認する。 

※11：高圧炉心スプレイ系をいう。 

※12：低圧注水系および低圧炉心スプレイ系に接続する非常用ディー

ゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を除

く。）をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認

する。 

※13：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・低圧原子炉代替注水

系（常設）と同等の

機能を持つ重大事故

等対処設備の相違 

【柏崎刈羽との相違】 

・機能喪失を想定する

ＤＢ設備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※18：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディーゼ

ル発電機（Ａ系，Ｂ系または高圧炉心スプレイ系）および低圧

代替注水系（可搬型）をいい，至近の記録等により動作可能で

あることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※17：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディーゼ

ル発電機及び低圧代替注水系（可搬型）をいい，至近の記録等

により動作可能であることを確認する。 

※14：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディーゼ

ル発電機および低圧原子炉代替注水系（可搬型）をいい，至近

の記録等により動作可能であることを確認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－４－２ 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ）  

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧代替注水系（常

設） 

（直流駆動低圧注

水系ポンプ） 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧

注水系ポンプ）が動作可能であること※

１※２ 

 

適用され

る 

原子炉の

状態  

設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

低圧代替

注 水 系

（常設）

（直流駆

動低圧注

水系ポン

プ） 

直流駆動低圧注水系ポンプ １台 

復水貯蔵タンク ※３ 

可搬型代替交流電源設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

所内常設蓄電式直流電源設

備 
※６ 

常設代替直流電源設備 ※７ 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：直流駆動低圧注水系ポンプの注水ラインは，「６６－４－２ 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）」，「第

３９条 非常用炉心冷却系その１」の設備を兼ねる。動作

不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※３：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において

運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転

上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備」において

運転上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－４ 常設代替直流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

 

 

【女川との相違】 

・女川特有の設備 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．直流駆動低圧注水系ポンプの流量が 

m3/h以上で，揚程が 

 m以上であることを確認する。 

定事検

停止時 

原子炉

課長 

２．原子炉の状態が運転，起動および高温

停止において，直流駆動低圧注水系ポ

ンプを起動し，動作可能であることを

確認する。 

１ヶ月

に１回 

発電課

長 

３．原子炉の状態が運転，起動および高温

停止において，ＤＣＬＩポンプ吸込

弁，ＤＣＬＩ注入流量調整弁，ＨＰＣ

Ｓ注入隔離弁およびＦＰＭＵＷポン

プ吸込弁が動作可能であることを確

認する。また，動作確認後，動作確認

に際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

１ヶ月

に１回 

発電課

長 

４．ＨＰＣＳ注入隔離弁の現場操作に必要

な手動操作用レバーおよびハンドル

が取り付けられていることを確認す

る。 

１ヶ月

に１回 

発電課

長 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.低圧代

替 注 水

系 （ 常

設）（直

流 駆 動

低 圧 注

水 系 ポ

ンプ）が

動 作 不

能 の 場

合 

A1.発電課長は，低圧注水

系１系列を起動し，動

作可能であることを確

認する※８とともに，そ

の他の設備※９が動作

可能であることを確認

する。 

および 

A2.防災課長は，当該機能

と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※10

が動作可能であること

を確認する。 

および 

A3.発電課長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

 

B.条件 A

で 要 求

さ れ る

措 置 を

完 了 時

間 内 に

達 成 で

き な い

場合 

B1.発電課長は，高温停止

にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：残りの低圧注水系２系列および低圧炉心スプレイ系ならび

に非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録等によ

り動作可能であることを確認する。 

※10：低圧代替注水系（可搬型）をいう（時間短縮の補完措置を

含む。）。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－４－３ 低圧代替注水系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧代替注水系

（可搬型） 

低圧代替注水系（可搬型）が動作可能である

こと※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※３ 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） ※４ 

燃料補給設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

代替所内電気設備 ※８ 

 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するた

めの系統構成（接続口を含む。）ができることをいう。 

 

※２：低圧代替注水系（可搬型）の注水ラインは，「６６－４－１ 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）」，「６６－４－３ 

低圧代替注水系（可搬型）」，「６６－５－５ 代替循環冷却

系」，「第３９条 非常用炉心冷却系その１」，「第４０条 非

常用炉心冷却系その２」の設備を兼ねる。動作不能時は，各

条文の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプール

ゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが

閉の場合 

※４：「６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」において

運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等

を定める。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転

６６－４－２ 低圧代替注水系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧代替注水系（可

搬型） 

低圧代替注水系（可搬型）が動作可能であ

ること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※３ 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※４ 

燃料補給設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

代替所内電気設備 ※８ 

 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成（接続口及び遠隔手動弁操作設備を含む）ができる

ことをいう。 

※２：低圧代替注水系（可搬型）の注水ラインは，「６６－４－１ 低

圧代替注水系（常設）」，「６６－４－２ 低圧代替注水系（可搬

型）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「第３９条 非常用炉

心冷却系その１」，「第４０条 非常用炉心冷却系その２」の設

備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが

開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

 

※４：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」におい

て運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

６５－４－２ 低圧原子炉代替注水系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧原子炉代替注水

系（可搬型） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）が動作

可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※３ 

大量送水車 ※４ 

燃料補給設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

代替所内電気設備 ※８ 

 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成（接続口を含む。）ができることをいう。 

 

※２：低圧原子炉代替注水系（可搬型）の注水ラインは，第６５条（６

５－４－１ 低圧原子炉代替注水系（常設）），第６５条（６５

－４－２ 低圧原子炉代替注水系（可搬型）），第６５条（６５

－５－４ 残留熱代替除去系），第６５条（６５－６－１ 格

納容器代替スプレイ系（常設）），第６５条（６５－７－１ ペ

デスタル代替注水系（常設）），第３９条（非常用炉心冷却系そ

の１〔２号炉〕）および第４０条（非常用炉心冷却系その２）

の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認

する。 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※４：第６５条（６５－１９－１ 大量送水車）において運転上の制

限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

※６：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）におい

TS-25 ６５－４－２ 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は遠隔手動弁操

作設備が無いため記

載していない。 

 

 

【島根固有】 

・島根は，格納容器代

替スプレイ系（常設）

およびペデスタル代

替注水系（常設）と

設備を兼用してい

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

上の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※８：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制

限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※８：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て運転上の制限等を定める。 

※７：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

※８：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

1.原子炉の状態が運転，起動，高温停

止，冷温停止および燃料交換※９にお

いて，低圧注水系Ｂ系におけるＢ－

ＲＨＲ注水弁が動作可能であること

を確認する。また，動作確認後，動

作確認に際して作動した弁の開閉状

態を確認する。 

１箇月に１回 当直長 

※９：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は低圧原子炉代

替注水系（可搬）に

て操作する弁がある

ため確認事項を記載

している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置  

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

A.低圧代替

注 水 系

（ 可 搬

型）が動

作不能の

場合 

A1.発電課長は，低圧注

水系１系列を起動

し，動作可能である

ことを確認する※９と

ともに，その他の設

備※10が動作可能であ

ることを確認する。 

 

および 

A2.発電課長は，当該機

能と同等な機能を持

つ重大事故等対処設

備※11が動作可能であ

ることを確認する。 

 

および 

A3.防災課長は，当該系

統を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

（３）要求される措置  

適用される

原子炉の状

態 

条 件 要求される措置 
完 了 時

間 

運 転 

起 動 

高温停止 

Ａ．低圧

代替注

水 系

（可搬

型）が

動作不

能の場

合 

Ａ１．１．当直長は，低圧注水

系１系列を起動し，動作可能

であることを確認する※９とと

もに，その他設備※１０が動作可

能であることを確認する。 

 

 

及び 

Ａ１．２．当直長は，当該機能

と同等な機能を持つ重大事故

等対処設備※１１が動作可能で

あることを確認する。 

 

及び 

Ａ１．３．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧す

る。 

 

又は 

Ａ２．１．当直長は，低圧注水

系１系列を起動し，動作可能

であることを確認する※９とと

もに，その他設備※１０が動作可

能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．２．当直長は，当該機能

を補完する自主対策設備※１２

が動作可能であることを確認

する。 

及び 

Ａ２．３．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧す

る。 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３ ０ 日

間 

 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１ ０ 日

間 

 

（３）要求される措置  

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

運転 

起動 

高温停止 

A.低圧原

子炉代

替注水

系（可搬

型）が動

作不能

の場合 

A1.当直長は，低圧注水系１

系列を起動し，動作可能

であることを確認する※

10とともに，その他設備※

11が動作可能であること

を確認する。 

および 

A2.当直長は，当該機能と同

等な機能を持つ重大事

故等対処設備※12が動作

可能であることを確認

する。 

および 

A3.課長（原子炉）は，当該

系統を動作可能な状態

に復旧する。 

速やか

に 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，同等な性

能を有する自主対策

設備がないため､Ｄ

設備を設定しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

B.低圧注水

系と共用す

る配管また

は弁が動作

不能の場合 

B1.発電課長は，低圧注水

系２系列および低圧炉心

スプレイ系を起動し，動

作可能であることを確認

する※９とともに，その他

の設備※12 が動作可能で

あることを確認する。 

 

および 

B2.発電課長は，当該機能

と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備※11 が動

作可能であることを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

および 

B3.発電課長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧

する。 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日

間 

C.条件 A ま

たは B で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

C1.発電課長は，高温停止

にする。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止

にする。 

２４時

間 

 

３６時

間 

 

 

適 用 さ れ

る 原 子 炉

の状態 

条 件 要求される措置 
完 了 時

間 

運 転 

起 動 

高温停止 

Ｂ．低圧注水系

と共用する

配管又は弁

が動作不能

の場合 

Ｂ１．当直長は，低圧注

水系２系列を起動

し，動作可能である

ことを確認する※９

とともに，その他設

備※１３が動作可能

であることを確認

する。 

及び 

Ｂ２．１．当直長は，当

該機能と同等な機

能を持つ重大事故

等対処設備※１１が

動作可能であるこ

とを確認する。 

又は 

Ｂ２．２．当直長は，当

該機能を補完する

自主対策設備※１２

が動作可能である

ことを確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該系

統を動作可能な状

態に復旧する。 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１ ０ 日

間 

Ｃ．条件Ａ又は

Ｂで要求さ

れる措置を

完了時間内

に達成でき

ない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停

止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停

止にする。 

２ ４ 時

間 

 

 

３ ６ 時

間 

 

 

 

 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

運転 

起動 

高温停止 

B.低圧注水

系と共用

する配管

または弁

が動作不

能の場合 

B1.当直長は，低圧注水系

２系列および低圧炉心

スプレイ系を起動し，

動作可能であることを

確認する※10とともに，

その他設備※13が動作

可能であることを確認

する。 

および 

B2.当直長は，当該機能と

同等な機能を持つ重大

事故等対処設備※12が

動作可能であることを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

および 

B3.当直長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧

する。 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日

間 

C.条件 A ま

たは Bで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

C1.当直長は，高温停止に

する。 

および 

C2.当直長は，冷温停止に

する。 

24 時間 

 

36 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，同等な性

能を有する自主対策

設備がないため､Ｄ

設備を設定しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

冷温停止 

燃料交換※13 

A.低圧代替

注水系（可

搬型）が動

作不能の場

合 

 

または 

低圧注水系

と共用する

配管または

弁が動作不

能の場合 

A1.発電課長または防災

課長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

 

 

 

および 

A2.発電課長は，第４０条

で要求される非常用炉心

冷却系１系列を起動し，

動作可能であることを確

認する※９とともに，その

他の設備※14 が動作可能

であることを確認する。 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

速やか

に 

 

 

 

 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※10：残りの低圧注水系２系列および低圧炉心スプレイ系ならびに

非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系）をいい，至

近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

※11：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ））および低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）をいう。 

 

 

 

 

※12：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディー

ゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系）をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

 

※13：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，か

つプールゲートが開の場合 

適 用 さ れ

る 原 子 炉

の状態 

条 件 要求される措置 
完 了 時

間 

冷温停止 

燃料交換※

１４ 

Ａ．低圧代替注

水系（可搬

型）が動作不

能の場合 

 

 

又は 

低圧注水系

と共用する

配管又は弁

が動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，当該系

統を動作可能な状

態に復旧する措置

を開始する。 

 

 

及び 

Ａ２．当直長は，第４０

条で要求される非

常用炉心冷却系１

系列を起動し，動作

可能であることを

確認する※９ととも

に，その他の設備※

１５が動作可能であ

ることを確認する。 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※10：残りの低圧注水系２系列及び非常用ディーゼル発電機３台をい

い，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

※11：高圧炉心注水系をいう。 

 

 

 

 

※12：消火系による低圧注水をいう。 

※13：低圧注水系に接続する非常用ディーゼル発電機２台をいい，至

近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

※14：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが

開の場合 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換

※14 

A.低圧原子

炉代替注

水系（可

搬型）が

動作不能

の場合 

または 

低圧注水

系と共用

する配管

または弁

が動作不

能の場合 

A1.当直長または課長

（原子炉）は，当該

系統を動作可能な状

態に復旧する措置を

開始する。 

および 

A2.当直長は，第４０条

で要求される非常用

炉心冷却系１系列を

起動し，動作可能で

あることを確認する

※10とともに，その他

の設備※15が動作可能

であることを確認す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

※10：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※11：残りの低圧注水系２系列および低圧炉心スプレイ系ならびに非

常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を除く。）をいい，至近の記録等により動作可能であるこ

とを確認する。 

※12：高圧炉心スプレイ系をいう。 

 

 

 

 

 

※13：低圧注水系および低圧炉心スプレイ系に接続する非常用ディー

ゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を除

く。）をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認

する。 

※14：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・低圧原子炉代替注水

系（可搬）と同等の

機能を持つ重大事故

等対処設備の相違 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，同等な性

能を有する自主対策

設備がないため､Ｄ

設備を設定しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプール

ゲートが閉の場合 

※14：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディーゼ

ル発電機（Ａ系，Ｂ系または高圧炉心スプレイ系）および低圧

代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）をいい，至近の記録等

により動作可能であることを確認する。 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

 

※15：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディーゼ

ル発電機及び低圧代替注水系（常設）をいい，至近の記録等により動

作可能であることを確認する。 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※15：動作可能であることを確認する機器に接続する非常用ディーゼ

ル発電機および低圧原子炉代替注水系（常設）をいい，至近の

記録等により動作可能であることを確認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備 

 

 

 

 

６６－５－１ 原子炉格納容器フィルタベント系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉格納容器フィ

ルタベント系 

原子炉格納容器フィルタベント系が動作

可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

フィルタ装置 ３個 

フィルタ装置出口側圧力開放板 １個 

  

  

  

  

フィルタ装置出口放射線モニタ ※３ 

フィルタ装置出口水素濃度 ※３ 

可搬型窒素ガス供給装置 ※４ 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） ※５ 

表６６－５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備 

 

 

 

 

６６－５－１ 格納容器圧力逃がし装置 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器圧力逃がし

装置 

格納容器圧力逃がし装置が動作可能であ

ること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

フィルタ装置 １個 

よう素フィルタ ２個 

ラプチャーディスク ２個 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ ２本※３ 

スクラバ水ｐＨ制御設備 １式 

ドレン移送ポンプ １台 

ドレンタンク １基 

フィルタ装置出口放射線モニタ ※４ 

フィルタ装置水素濃度 ※４ 

可搬型窒素供給装置 ※５ 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※６ 

表６５－５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するた

めの設備 

 

 

６５－５－１ 格納容器フィルタベント系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器フィルタベ

ント系 

格納容器フィルタベント系が動作可能で

あること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

第１ベントフィルタスクラバ容器 ４個 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト

容器 
１個 

圧力開放板 １個 

  

  

  

  

第１ベントフィルタ出口放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ） 
※３ 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 ※３ 

可搬式窒素供給装置 ※４ 

  

 

 

 

 

【島根固有】 

・設置許可基準規則解

釈の改正に伴う変更 

 

TS-25 ６５－５－１ 

格納容器フィルタベン

ト系 

TS-75 格納容器フィ

ルタベント系および残

留熱代替除去系の運用

について 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は，スクラビン

グ水及び金属フィル

タと銀ゼオライトフ

ィルタを，別々の容

器で構成 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の排出経路に設

置する隔離弁は，電

動弁のみで構成して

いる。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の格納容器フィ

ルタベント系は，系

統待機時に十分な量

の薬品を保有してお

り，原子炉格納容器

から移行する酸の量

に対し，アルカリ性

を維持可能であるた

1
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

  

可搬型代替直流電源設備 ※６ 

  

常設代替直流電源設備 ※７ 

  

所内常設蓄電式直流電源設備 ※８ 

燃料補給設備 ※９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替交流電源設備 ※７ 

可搬型直流電源設備 ※８ 

常設代替交流電源設備 ※９ 

常設代替直流電源設備 ※１０ 

代替所内電気設備 ※１１ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

  

常設代替交流電源設備 ※６ 

  

代替所内電気設備 ※７ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め，補給設備（薬品

注入タンク）を自主

対策設備として設置

している。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の格納容器フィ

ルタベント系は，事

象発生後７日間，排

水設備を使用しなく

ても，フィルタ機能

を維持できる設計と

しているため，排水

設備を自主対策設備

として設置してい

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の配管ルート

は，原子炉格納容

器，スクラバ容器及

び放出口の設置レベ

ルを考慮し，ドレン

溜まりが出来ないよ

う，ドレンがスクラ

バ容器に戻るような

ルート構成としてお

り，ドレンタンクは

不要な設計としてい

る。 

【島根固有】 

・島根の格納容器フィ

ルタベント系は，事

象発生後７日間，ス

クラビング水の補給

設備を使用しなくて

も，フィルタ機能を

維持できる設計とし

ているため，補給設

備を自主対策設備と

1
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

※１：必要な弁（遠隔手動弁操作設備含む）および配管を含む。 

※２：次の（１）または（２）の期間は運転上の制限を適用しな

い。 

（１）原子炉を起動する時にドライウェル点検を実施する場合であ

って，原子炉の状態が起動以降，運転になってから２４時間

後までの期間 

（２）原子炉を停止する時にドライウェル点検を実施する場合であ

って，制御棒全挿入後の原子炉の状態が高温停止の期間 

 

 

※３：「６６－１３－１ 主要パラメータおよび代替パラメータ」に

おいて運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－５－３ 可搬型窒素ガス供給装置」において運転上の

制限等を定める。 

※５：「６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」において

運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６：「６６－１２－５ 可搬型代替直流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

 

 

※７：「６６－１２－４ 常設代替直流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※８：「６６－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備」において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

※１：必要な弁（遠隔手動弁操作設備含む）及び配管を含む。 

※２：原子炉の起動時にドライウェル点検を実施する場合は，ドラ

イウェル点検後の原子炉の状態が起動になるまでの期間は運

転上の制限を適用しない。 

 

 

 

 

※３：「６６－５－２ 耐圧強化ベント系」の遠隔空気駆動弁操作用

ボンベを兼ねる。 

※４：「６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ」にお

いて運転上の制限等を定める。 

※５：「６６－５－３ 可搬型窒素供給装置」において運転上の制限

等を定める。 

※６：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」にお

いて運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※８：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制

限等を定める。 

※９：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※10：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流

電源設備」において運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

※１：必要な弁（遠隔手動弁操作機構含む。）および配管を含む。 

※２：原子炉の起動時に格納容器内点検を実施する場合は，格納容

器内点検後の原子炉の状態が起動になるまでの期間は運転上

の制限を適用しない。 

 

 

 

 

 

 

※３：第６５条（６５－１３－１ 主要パラメータおよび代替パラ

メータ）において運転上の制限等を定める。 

※４：第６５条（６５－５－２ 可搬式窒素供給装置）において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）にお

いて運転上の制限等を定める。 

 

 

※６：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

して設置している。 

【島根固有】 

・島根の排出経路に設

置する隔離弁は交流

電源により駆動す

る。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の排出経路に設

置する隔離弁は，電

動弁のみで構成して

いる。 

 

【島根固有】 

・島根２号炉の格納容

器フィルタベント系

は，事象発生後７日

間，排水設備を使用

しなくても，フィル

タ機能を維持できる

設計としているた

め，排水設備を自主

対策設備として設置

している。 

 

【島根固有】 

・島根の排出経路に設

置する隔離弁は交流

電源により駆動す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

※９：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．フィルタ装置の性能を確認する。 

 

 

 

 

 

定事検停止時 原子炉

課長 

２．フィルタ装置のスクラバ溶液の 

      の濃度が    wt％

以上であることおよびｐＨが 13 以

上であることを確認する。 

 

定事検停止時

の原子炉起動

前に１回 

原子炉

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．ベント用ＳＧＴＳ側隔離弁，格納

容器排気ＳＧＴＳ側止め弁，ベント

用ＨＶＡＣ側隔離弁，格納容器排気

ＨＶＡＣ側止め弁，ＰＣＶ耐圧強化

ベント用連絡配管隔離弁，ＰＣＶ耐

圧強化ベント用連絡配管止め弁，Ｆ

ＣＶＳベントライン隔離弁（Ａ），

Ｆ Ｃ Ｖ Ｓ ベ ン ト ラ イン 隔 離 弁

（Ｂ），Ｓ／Ｃベント用出口隔離

定事検停止時 発電 

課長 

※11：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．よう素フィルタの性能を確認す

る。 

 

定事検停止時 原子炉 

ＧＭ 

２．フィルタ装置の性能を確認する。 

 

 

定事検停止時 原子炉 

ＧＭ 

３．フィルタ装置のスクラバ水の水酸

化ナトリウムの濃度が    wt％以

上であること及びｐＨが  以上で

あることを確認する。 

 

定事検停止後

の原子炉起動

前に１回 

原子炉 

ＧＭ 

４．ドレン移送ポンプの流量が９．１

ｍ3／ｈ，揚程が１４．３ｍ以上で

あることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

定事検停止時 原子炉 

ＧＭ 

５．必要な電動駆動弁，空気駆動弁及

び遠隔手動弁操作設備を用いた弁が

動作可能であることを確認する。ま

た，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

 

 

 

 

定事検停止時 当直長 

※７：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.第１ベントフィルタ銀ゼオライト

容器の性能を確認する。 

定事検停止時 課長

（原子

炉） 

2.第１ベントフィルタスクラバ容器

の性能を確認する。 

定事検停止時 課長

（原子

炉） 

3.第１ベントフィルタスクラバ容器

のスクラビング水の水酸化ナトリ

ウムの濃度が約  wt％以上であ

ることおよびｐＨが 13 以上である

ことを確認する。 

定事検停止後

の原子炉起動

前に１回 

課長

（原子

炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.必要な電動駆動弁が動作可能であ

ることを確認する。また，動作確

認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

 

定事検停止時 当直長 

5.遠隔手動弁操作機構を用いた弁が

動作可能であることを確認する。

また，動作確認後，動作確認に際

して作動した弁の開閉状態を確認

定事検停止時 課長

（第一

発電） 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根のスクラバ容器

は，配置スペースの

観点で容器をコンパ

クトに設計するた

め，スクラバ容器４

個を並列で構成する

設計としている。 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の格納容器フィ

ルタベント系は，事

象発生後７日間，排

水設備を使用しなく

ても，フィルタ機能

を維持できる設計と

しているため，排水

設備を自主対策設備

として設置してい

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の排出経路に設

置する隔離弁は，電

動弁のみで構成して

いる。 

【島根固有】 

・島根では，遠隔手動

弁操作機構を用いた

弁が操作可能である
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弁，Ｄ／Ｗベント用出口隔離弁およ

び遠隔手動弁操作設備を用いた弁が

動作可能であることを確認する。ま

た，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

 

 

  

４．原子炉の状態が運転，起動および

高温停止において，原子炉格納容器

フィルタベント系が使用可能である

ことを確認する。また，系統が窒素

置換されていることを系統圧力が保

持されていることにより確認する。 

 

１ヶ月に１回 発電 

課長 

５．原子炉の状態が運転，起動および

高温停止においてフィルタ装置のス

クラバ水位が  ㎜以上および  ㎜

以下であることを確認する。 

 

１ヶ月に１回 発電 

課長 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．スクラバ水ｐＨ制御装置の性能を

確認する。 

定事検停止時 原子炉 

ＧＭ 

７．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，格納容器圧力逃が

し装置が使用可能であることを確認

する。また，系統が窒素置換されて

いることを系統圧力が保持されてい

ることにより確認する。 

 

１ヶ月に１回 当直長 

８．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，フィルタ装置のス

クラバ水位が 500ｍｍ以上及び 2200

ｍｍ以下であることを確認する。 

 

１ヶ月に１回 当直長 

９．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，遠隔空気駆動弁操

作用ボンベが使用可能であることを

確認する。 

 

３ヶ月に１回 当直長 

10．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，スクラバ水ｐＨ制

御装置が動作可能であることを確認

する。また，水酸化ナトリウム水溶

液の保有量が     Ｌ以上ある

ことを確認する。 

３ヶ月に１回 モバイ

ル設備

管理Ｇ

Ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

 

 

 

 

 

 

  

6.原子炉の状態が運転，起動および

高温停止において，格納容器フィ

ルタベント系が使用可能であるこ

とを確認する。また，系統が窒素

置換されていることを系統圧力が

保持されていることにより確認す

る。 

１箇月に１回 当直長 

7.原子炉の状態が運転，起動および

高温停止において，第１ベントフ

ィルタスクラバ容器のスクラビン

グ水位が 1700mm 以上および 1900mm

以下であることを確認する。 

１箇月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

こと等を定事検とし

て実施するため，そ

の担当は，課長（第

一発電）としてい

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の格納容器フィ

ルタベント系は，系

統待機時に十分な量

の薬品を保有してお

り，原子炉格納容器

から移行する酸の量

に対し，アルカリ性

を維持可能であるた

め，補給設備（薬品

注入タンク）を自主

対策設備として設置

している。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の排出経路に設

置する隔離弁は，電

動弁のみで構成して

いる。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の格納容器フィ

ルタベント系は，系

統待機時に十分な量

の薬品を保有してお

り，原子炉格納容器

から移行する酸の量

に対し，アルカリ性

を維持可能であるた

め，補給設備（薬品

注入タンク）を自主

対策設備として設置

している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉格納

容器フィル

タベント系

が動作不能

の場合 

A1.発電課長は，残留熱除去系３系

列を起動し,動作可能であること

を確認する※10 とともに，その他

の設備※11 が動作可能であること

を確認する。 

および 

A2.発電課長は，可燃性ガス濃度制

御系１系列を起動し,動作可能で

あることを確認するとともに，

その他の設備※12 が動作可能であ

ることを確認する。 

 

 

 

 

 

および 

A3.発電課長は，当該系統を動作可

能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※10：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器

圧力逃がし

装置が動作

不能の場合 

Ａ１．当直長は，残留熱除去系２

系列を起動し,動作可能であるこ

とを確認する※１２とともに，その

他の設備※１３が動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，可燃性ガス濃度

制御系１系列を起動し,動作可能

であることを確認するととも

に，その他の設備※１４が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等対処設

備※１５が動作可能であることを確

認する※１６。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にす

る。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

３６時間 

※12：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器フ

ィルタベン

ト系が動作

不能の場合 

A1.当直長は，残留熱除去系３系列

を起動し，動作可能であること

を確認する※８とともに，その他

の設備※９が動作可能であること

を確認する。 

および 

A2.当直長は，可燃性ガス濃度制御

系１系列を起動し，動作可能で

あることを確認するとともに，

その他の設備※10が動作可能であ

ることを確認する。 

 

 

 

 

 

および 

A3.当直長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.当直長は，高温停止にする。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，LOCA 時

の原子炉水位回復と

して残留熱除去系

（低圧注水系）３系

列以上が必要である

ことから，要求され

る措置として確認す

る残留熱除去系の系

列数を３系列として

いる。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，「原子炉

格納容器の過圧破損

防止機能」としての

格納容器フィルタベ

ント系と同等の機能

を有するＳＡ設備と

して残留熱代替除去

系を設置している

が，「最終ヒートシ

ンクへの熱の輸送機

能」または「水素爆

発による原子炉格納

容器の破損防止機

能」としての格納容

器フィルタベント系

と同等の機能を有す

るＳＡ設備を設置し

ていないため，Ｃ設

備を設定していな

い。また，これによ

りＡＯＴは３日間と

している。 

（TS-75（格納容器

フィルタベント系及

2
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※11：非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系），原子炉補機

冷却水系２系列および原子炉補機冷却海水系２系列をいい，

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

※12：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

 

 

 

※13：残りの残留熱除去系１系列，非常用ディーゼル発電機３台，

原子炉補機冷却水系３系列及び原子炉補機冷却海水系３系列

をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認す

る。 

※14：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※15：代替循環冷却系及び耐圧強化ベント系（Ｗ／Ｗ）をいう。 

※16：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

 

 

 

 

※９：非常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を除く。），原子炉補機冷却水系２系列および原子炉

補機海水系２系列をいい，至近の記録等により動作可能であ

ることを確認する。 

※10：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

 

び残留熱代替除去系

の運用について）参

照） 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，LOCA 時

の原子炉水位回復と

して残留熱除去系

（低圧注水系）３系

列以上が必要である

ことから，要求され

る措置として確認す

る残留熱除去系の系

列数を３系列として

いるため，その他設

備として，残留熱除

去系に必要な非常用

ディーゼル発電機等

について，動作可能

であることを確認す

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，「原子炉

格納容器の過圧破損

防止機能」としての

格納容器フィルタベ

ント系と同等の機能

を有するＳＡ設備と

して残留熱代替除去

系を設置している

が，「最終ヒートシ

ンクへの熱の輸送機

能」または「水素爆

発による原子炉格納

容器の破損防止機

能」としての格納容

器フィルタベント系

と同等の機能を有す

るＳＡ設備を設置し
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ていないため，Ｃ設

備を設定していな

い。また，これによ

りＡＯＴは３日間と

している。なお，島

根の耐圧強化ベント

ラインは，「最終ヒ

ートシンクへの熱の

輸送機能」の自主対

策設備へ位置付けて

いる。 

（TS-75 格納容器フ

ィルタベント系及び

残留熱代替除去系の

運用について  参

照） 
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６６－５－２ 耐圧強化ベント系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

耐圧強化ベント系 
耐圧強化ベント系が動作可能であること

※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型代替交流電源設備 ４本 

可搬型代替直流電源設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

常設代替直流電源設備 ※６ 

所内常設蓄電式直流電源設備 ※７ 

代替所内電気設備 ※８ 

   

   

   

※１：必要な弁（遠隔手動弁操作設備含む）および配管を含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，原子炉格納容器フィルタベント系

が動作可能であることを確認し，動作可能であれば運転上の

制限を満足しているとみなす。 

※３：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－５ 可搬型代替直流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※６：「６６－１２－４ 常設代替直流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※７：「６６－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備」において運

転上の制限等を定める。 

※８：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

 

 

６６－５－２ 耐圧強化ベント系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

耐圧強化ベント系 
耐圧強化ベント系が動作可能であること

※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ※３ ４本 

可搬型窒素供給装置 ※４ 

フィルタ装置水素濃度 ※５ 

耐圧強化ベント系放射線モニタ ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

可搬型直流電源設備 ※７ 

常設代替交流電源設備 ※８ 

常設代替直流電源設備 ※９ 

代替所内電気設備 ※10 

※１：必要な弁（遠隔手動弁操作設備含む）及び配管を含む。 

※２：当該系統が動作不能時は，格納容器圧力逃がし装置が動作可

能であることを確認し，動作可能であれば運転上の制限を満

足しているとみなす。 

※３：「６６－５－１ 格納容器圧力逃がし装置」の遠隔空気駆動弁

操作用ボンベを兼ねる。 

※４：「６６－５－３ 可搬型窒素供給装置」において運転上の制限

等を定める。 

※５：「６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ」にお

いて運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制

限等を定める。 

※８：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※９：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流

電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※10：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の耐圧強化ベン

トラインは，最終ヒ

ートシンクへ熱を輸

送するための自主対

策設備に位置付けて

いる。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．非常用ガス処理系フィルタ装置出

口弁（Ａ），非常用ガス処理系フ

ィルタ装置出口弁(Ｂ)，ベント用

ＳＧＴＳ側隔離弁，格納容器排気

ＳＧＴＳ側止め弁，ベント用ＨＶ

ＡＣ側隔離弁，格納容器排気ＨＶ

ＡＣ側止め弁，ＦＣＶＳベントラ

イン隔離弁（Ａ），ＦＣＶＳベン

トライン隔離弁(Ｂ)，ＰＣＶ耐圧

強化ベント用連絡配管隔離弁，Ｐ

ＣＶ耐圧強化ベント用連絡配管止

め弁，Ｓ／Ｃベント用出口隔離

弁，Ｄ／Ｗベント用出口隔離弁お

よび遠隔手動弁操作設備を用いた

弁が動作可能であることを確認す

る。また，動作確認後，動作確認

に際して作動した弁の開閉状態を

確認する。 

 

定事検停止時 発電 

課長 

２．原子炉の状態が運転，起動および

高温停止において，耐圧強化ベン

ト系が使用可能であることを確認

する。 

１ヶ月に１回 発電 

課長 

 

  

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.耐圧強化

ベント系

が動作不

能の場合※

A1.発電課長は，残留熱除去系３系

列を起動し，動作可能であるこ

とを確認する※10 とともに，その

他の設備※11 が動作可能であるこ

速やかに 

 

 

 

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．必要な電動駆動弁，空気駆動弁及

び遠隔手動弁操作設備を用いた弁

が動作可能であることを確認す

る。また，動作確認後，動作確認

に際して作動した弁の開閉状態を

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定事検停止時 当直長 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，耐圧強化ベント

系が使用可能であることを確認す

る。 

１ヶ月に１回 当直長 

３．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，遠隔空気駆動弁

操作用ボンベが使用可能であるこ

とを確認する。 

３ヶ月に１回 当直長 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．耐圧強

化ベント

系が動作

不能の場

Ａ１．当直長は，残留熱除去系２

系列を起動し，動作可能である

ことを確認する※１２とともに，そ

の他の設備※１３が動作可能である

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

９ とを確認する。 

および 

A2.発電課長は，当該系統を動作可

能な状態に復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

Ｂ．条件Ａ

で要求さ

れる措置

を完了時

間内に達

成できな

い場合 

B1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※９：耐圧強化ベント系が動作不能の場合でも，原子炉格納容器フ

ィルタベント系が動作可能であれば運転上の制限を満足してい

るとみなす。 

※10：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※11：非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系），原子炉補機

冷却水系２系列および原子炉補機冷却海水系２系列をいい，至

近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合※１１ ことを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，可燃性ガス濃度

制御系１系列を起動し，動作可

能であることを確認するととも

に，その他の設備※１４が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※１５を検

討し，原子炉主任技術者の確認

を得て実施する措置を開始す

る。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａ

で要求さ

れる措置

を完了時

間内に達

成できな

い場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にす

る。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

３６時間 

※11：耐圧強化ベント系が動作不能の場合でも，格納容器圧力逃が

し装置が動作可能であれば運転上の制限を満足しているとみな

す。 

※12：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※13：残りの残留熱除去系１系列，非常用ディーゼル発電機３台，

原子炉補機冷却水系３系列及び原子炉補機冷却海水系３系列を

いい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※14：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

※15：代替品の補充等をいう。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－５－３ 可搬型窒素ガス供給装置 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型窒素ガス 

供給装置 

可搬型窒素ガス供給装置が動作可能であ

ること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型窒素ガス供給装置 １台 

常設代替交流電源設備 ※２ 

燃料補給設備 ※３ 

※１：必要な弁（遠隔手動弁操作設備含む。）および配管を含む。 

※２：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」にて運転上の制限

等を定める。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」にて運転上の制限等を定め

る。 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１.可搬型窒素ガス供給装置の吐出圧

力が       kPa[gage]，流量

が       Nm3/h 以上（窒素純

度       vol%以上※４にて）で

あることを確認する。 

定事検停止時 防災 

課長 

２．原子炉の状態が運転，起動および

高温停止において，可搬型窒素ガス

供給装置が動作可能であることを確

認する。 

３ヶ月に１回 防災 

課長 

３．ベント用ＳＧＴＳ側隔離弁，格納

容器排気ＳＧＴＳ側止め弁，ベント

用ＨＶＡＣ側隔離弁，格納容器排気

ＨＶＡＣ側止め弁，ＰＣＶ耐圧強化

ベント用連絡配管隔離弁，ＰＣＶ耐

圧強化ベント用連絡配管止め弁，Ｆ

定事検停止時 発電 

課長 

６６－５－３ 可搬型窒素供給装置 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型窒素供給装置 
可搬型窒素供給装置が動作可能であるこ

と※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型窒素供給装置 １台 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．可搬型窒素供給装置の吐出圧力が

０．５MPa，流量が７０Ｎｍ３／ｈ

（窒素純度９９％以上※２にて）であ

ることを確認する。 

 

定事検停止時 原子炉

ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高

温停止において，可搬型窒素供給装

置が動作可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１回 モバイル 

設備管理

ＧＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－５－２ 可搬式窒素供給装置 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬式窒素供給装置 
可搬式窒素供給装置が動作可能であるこ

と※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

可搬式窒素供給装置 １台 

※１：必要な弁および配管を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項  目 頻 度 担 当 

1.可搬式窒素供給装置の吐出圧力が

0.6MPa以上で流量が 100Nm3/h 以上

（窒素純度 99.9%以上※２にて）であ

ることを確認する。 

 

定事検停止時 課長 

（原子

炉） 

2.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，可搬式窒素供給装

置が動作可能であることを確認す

る。 

３箇月に１回 課長 

（原子

炉） 

 

 

 

 

 

 

  

TS-25 ６５－５－２ 

可搬式窒素供給装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根の操作弁は手動

弁のため，駆動用電

源は不要。また，操

作弁を原子炉建物南

側（屋外）および原

子炉建物付属棟に設

置することで，事故

時にアクセスできる

ため，遠隔手動弁操

作機構は不要な設計

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根の操作弁は手動

弁のため，他の設備

と同様に確認事項と

していない。また，
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ＣＶＳベントライン隔離弁（Ａ），

Ｆ Ｃ Ｖ Ｓ ベ ン ト ラ イ ン 隔 離 弁

（Ｂ），Ｓ／Ｃベント用出口隔離

弁，Ｄ／Ｗベント用出口隔離弁，Ｄ

／Ｗ補給用窒素ガス供給用第一隔離

弁，Ｓ／Ｃ側ＰＳＡ窒素供給ライン

第一隔離弁および遠隔手動弁操作設

備を用いた弁が動作可能であること

を確認する。また，動作確認後，動

作確認に際して作動した弁の開閉状

態を確認する。 

※４：酸素濃度１％未満であることをもって確認する。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.可搬型窒素

ガス供給装

置が動作不

能の場合 

A1.発電課長は，残留熱除去系３系

列を起動し,動作可能であること

を確認する※５とともに，その他

の設備※６が動作可能であること

を確認する。 

および 

A2.発電課長は，可燃性ガス濃度制

御系１系列を起動し，動作可能

であることを確認するととも

に，その他の設備※７が動作可能

であることを確認する。 

および 

A3.防災課長は，代替措置※８を検討

し，原子炉主任技術者の確認を

得て実施する。 

および 

A4.防災課長は，当該設備を動作可

能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

１０日間 

B.条件 Aで要

求される措

置を完了時

間内に達成

B1.発電課長は，高温停止にする。 

 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：酸素濃度１％未満であることをもって確認する。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．可搬型窒

素供給装置

が動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，残留熱除去系２

系列を起動し,動作可能であるこ

とを確認する※３とともに，その

他の設備※４が動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，可燃性ガス濃度

制御系１系列を起動し，動作可

能であることを確認するととも

に，その他の設備※５が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※６を検

討し，原子炉主任技術者の確認

を得て実施する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該設備を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

Ｂ１．当直長は，高温停止にす

る。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にす

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：酸素濃度 0.1％未満であることをもって確認する。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.可搬式窒素

供給装置が

動作不能の

場合 

A1.当直長は，残留熱除去系３系列

を起動し，動作可能であること

を確認する※３とともに，その他

の設備※４が動作可能であること

を確認する。 

および 

A2.当直長は，可燃性ガス濃度制御

系１系列を起動し，動作可能で

あることを確認するとともに，

その他の設備※５が動作可能であ

ることを確認する。 

および 

A3.課長（原子炉）は，代替措置※６

を検討し，原子炉主任技術者の

確認を得て実施する。 

および 

A4.課長（原子炉）は，当該設備を

動作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

１０日間 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

B1.当直長は，高温停止にする。 

 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

操作弁を原子炉建物

南側（屋外）および

原子炉建物付属棟に

設置することで，事

故時にアクセスでき

るため，遠隔手動弁

操作機構は不要な設

計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，LOCA 時

の原子炉水位回復と

して残留熱除去系

（低圧注水系）３系

列以上が必要である

ことから，要求され

る措置として確認す

る残留熱除去系の系

列数を３系列として

いる。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

できない場

合 

※５：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※６：非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系），原子炉補機

冷却水系２系列および原子炉補機冷却海水系２系列をいい，

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

※７：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

※８：代替品の補充等をいう。 

 

 

成できない

場合 

る。 

※３：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※４：残りの残留熱除去系１系列，非常用ディーゼル発電機３台，

原子炉補機冷却水系３系列及び原子炉補機冷却海水系３系列

をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認す

る。 

※５：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

※６：代替品の補充等をいう。 

 

できない場

合 

※３：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※４：非常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を除く。），原子炉補機冷却水系２系列および原子炉

補機海水系２系列をいい，至近の記録等により動作可能であ

ることを確認する。 

※５：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

※６：代替品の補充等をいう。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，LOCA 時

の原子炉水位回復と

して残留熱除去系

（低圧注水系）３系

列以上が必要である

ことから，要求され

る措置として確認す

る残留熱除去系の系

列数を３系列として

いるため，その他設

備として，残留熱除

去系に必要な非常用

ディーゼル発電機等

について，動作可能

であることを確認す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－５－４ 原子炉補機代替冷却水系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機代替

冷却水系 

原子炉補機代替冷却水系２系列※１が動作可

能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） ※３ 

熱交換器ユニット １台×２※４※５ 

  

常設代替交流電源設備 ※６ 

燃料補給設備 ※７ 

  

 

※１：１系列とは，熱交換器ユニット１台およびホースをいう。 

 

※２：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するた

めの原子炉補機冷却水系※８のＡ系およびＢ系のループ配管，

残留熱除去系熱交換器，サージタンク，主要配管上の手動弁，

電動弁および接続口を含む流路を構成できることを含む。 

なお，動作可能であるべき原子炉補機冷却水系（接続口含

む。）は，原子炉の状態が運転，起動および高温停止において

は，Ａ系およびＢ系の計２系列，原子炉の状態が冷温停止お

よび燃料交換においては，Ａ系またはＢ系どちらか１系列と

する。 

※３：「６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」において

運転上の制限等を定める。  

 

 

 

 

 

６６－５－４ 代替原子炉補機冷却系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替原子炉補機

冷却系 

代替原子炉補機冷却系２系列※１が動作可能で

あること※２※３ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大容量送水車（熱交換器ユニット

用） 
１台×２※４ 

熱交換器ユニット １式×２※４※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

常設代替交流電源設備 ※７ 

燃料補給設備 ※８ 

  

 

※１：１系列とは，大容量送水車（熱交換器ユニット用）１台，熱交

換器ユニット１式及びホースをいう。 

※２：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の原子炉補機冷却系のＡ系及びＢ系のループ配管，残留熱除去

系熱交換器，サージタンク，主要配管上の手動弁，電動弁及び

接続口を含む。 

なお，動作可能であるべき原子炉補機冷却系（接続口含む）は，

原子炉の状態が運転，起動及び高温停止においては，Ａ系及び

Ｂ系の計２系列，原子炉の状態が冷温停止及び燃料交換におい

ては，Ａ系又はＢ系どちらか１系列とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－５－３ 原子炉補機代替冷却系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉補機代替冷却

系 

原子炉補機代替冷却系２系列※１が動作可

能であること※２※３ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大型送水ポンプ車 １台×２※４ 

移動式代替熱交換設備 １式×２※４※５ 

  

常設代替交流電源設備 ※６ 

燃料補給設備 ※７ 

代替所内電気設備 ※８ 

 

※１：１系列とは，大型送水ポンプ車１台，移動式代替熱交換設備１

式およびホースをいう。 

※２：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の原子炉補機冷却水系のⅠ系およびⅡ系のループ配管，残留熱

除去系熱交換器，サージタンク，主要配管上の手動弁，電動弁

および接続口を含む。 

なお，動作可能であるべき原子炉補機冷却水系（接続口含

む。）は，原子炉の状態が運転，起動および高温停止において

は，Ⅰ系およびⅡ系の計２系列，原子炉の状態が冷温停止およ

び燃料交換においては，Ⅰ系またはⅡ系どちらか１系列とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－５－３ 

原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の移動式代替熱

交換設備は，常設代

替交流電源設備から

代替所内電気設備を

経由して受電するた

め，可搬型代替交流

電源設備は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は 65－19－1 で

説明する大量送水車

と異なる大型送水ポ

ンプ車にて当該機能

に対応する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※８：原子炉補機冷却水系のＡ系の冷却ラインは，「６６－５－５ 

代替循環冷却系」と兼ねる。 

動作不能時は，「６６－５－５ 代替循環冷却系」の運転上の

制限も確認する。 

また，当該系統が動作不能時は，「第５２条 原子炉補機冷

却水系および原子炉補機冷却海水系」の運転上の制限も確認

する。 

※４：熱交換器ユニットは，第１保管エリアおよび第３保管エリア

に１セットずつ分散配置されていること。 

 

※５：淡水ポンプおよび除熱ヘッダを含む。 

 

 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※７：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：原子炉補機冷却系のＢ系の冷却ラインは，「６６－５－５ 代

替循環冷却系」と兼ねる。 

   動作不能時は，運転上の制限も確認する。 

 

また，当該系統が動作不能時は，「第５２条 残留熱除去冷却

水系及び残留熱除去冷却海水系」及び「第５３条 非常用ディ

ーゼル発電設備冷却系」の運転上の制限も確認する。 

※４：大容量送水車（熱交換器ユニット用）及び熱交換器ユニットは，

荒浜側及び大湊側に１セットずつ分散配置されていること。 

 

※５：代替原子炉補機冷却水ポンプを含む。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※８：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：原子炉補機冷却水系のⅡ系の冷却ラインは，第６５条（６５－

５－４ 残留熱代替除去系）を兼ねる。 

動作不能時は，運転上の制限も確認する。 

 

また，当該系統が動作不能時は，第５２条（原子炉補機冷却

水系および原子炉補機海水系）の運転上の制限も確認する。 

 

※４：大型送水ポンプ車および移動式代替熱交換設備は，第１保管エ

リアおよび第４保管エリアに１セットずつ分散配置されてい

ること。 

※５：移動式代替熱交換設備淡水ポンプを含む。 

 

 

※６：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

※７：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

※８：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（比較のため女川注記

を前後させている） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の移動式代替熱

交換設備は，常設代

替交流電源設備から

代替所内電気設備を

経由して受電するた

め，可搬型代替交流

電源設備は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．熱交換器ユニットの淡水ポンプの流

量および揚程が以下を満足している

ことを確認する。 

・流量が    m3/h 以上で揚程が   m

以上。 

２年に１

回 

原子炉課

長 

 

 

 

 

 

 

 

２．ＲＣＷ常用冷却水供給側分離弁（Ａ），

ＲＣＷ常用冷却水供給側分離弁（Ｂ），Ｒ

ＣＷ常用冷却水戻り側分離弁（Ａ），ＲＣ

Ｗ常用冷却水戻り側分離弁（Ｂ），ＲＣＷ

代替冷却水不要負荷分離弁（Ａ），および

ＲＣＷ代替冷却水不要負荷分離弁（Ｂ）

が動作可能であることを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

定事検停

止時 
発電課長 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

１．熱交換器ユニット（P27-D2000,D3000,D4000）

の代替原子炉補機冷却水ポンプの流量及

び揚程が以下を満足していることを確認

する。 

・流量が６５０ｍ３／ｈ以上で揚程が６５ｍ以

上。 

・流量が６８０ｍ３／ｈ以上で揚程が５６ｍ以

上。 

・流量が７００ｍ３／ｈ以上で揚程が５３ｍ以

上。 

２年に

１回 

原子炉

ＧＭ 

２．熱交換器ユニット（P27-D1000,D5000）の代

替原子炉補機冷却水ポンプの流量及び揚

程が以下を満足していることを確認す

る。 

・流量が   ｍ３／ｈ以上で揚程が   ｍ以

上。 

・流量が   ｍ３／ｈ以上で揚程が   ｍ以

上。 

・流量が   ｍ３／ｈ以上で揚程が   ｍ以

上。 

２年に

１回 

原子炉

ＧＭ 

３．大容量送水車（熱交換器ユニット用）の流

量が   ｍ３／ｈ以上で吐出圧力が  MPa

以上であることを確認する。 
1 年に

１回 

原子炉

ＧＭ 

４．原子炉補機冷却水系における常用冷却水供

給側分離弁及び常用冷却水戻り側分離弁が

動作可能であることを確認する。また，動

作確認後，動作確認に際して作動した弁の

開閉状態を確認する。 

 

 

 

 

定事検

停止時 
当直長 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.移動式代替熱交換設備の移動式代

替熱交換設備淡水ポンプの流量お

よび揚程が以下を満足しているこ

とを確認する。 

・流量が 600m3/h以上で揚程が 55ｍ

以上。 

２年に１回 

課 長

（原子

炉） 

2.大型送水ポンプ車の流量および吐

出圧力が以下を満足していること

を確認する。 

・流量が 780m3/h以上で吐出圧力が

 MPa 以上。 

・流量が  m3/h以上で吐出圧力が

 MPa 以上。 

１年に１回 

課長 

（ター

ビン） 

3.原子炉補機冷却水系におけるＲＣ

Ｗ常用補機冷却水入口切替弁およ

びＲＣＷ常用補機冷却水出口切替

弁が動作可能であることを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

１箇月に１回

※９ 
当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は 65－19－1 で

説明する大量送水車

と異なる大型送水ポ

ンプ車にて当該機能

に対応するため，確

認事項を定める。 

 

 

 

【島根固有】 

・島根はⅠ系とⅡ系を

切り替えて常用系へ

送水可能なため，１

箇月に１回動作確認

を行う。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

３．熱交換器ユニットが動作可能である

ことを確認する。 

３ヶ月に

１回 
防災課長 

４．ＲＨＲ熱交換器（Ａ）冷却水出口弁，

ＲＨＲ熱交換器（Ｂ）冷却水出口弁，Ｆ

ＰＣ熱交換器（Ａ）冷却水出口弁および

ＦＰＣ 熱交換器（Ｂ）冷却水出口弁が動

作可能であることを確認する。また，動

作確認後，動作確認に際して作動した弁

の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に

１回 
発電課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．大容量送水車（熱交換器ユニット用）が動

作可能であることを確認する。 ３ヶ月

に１回 

モバイ

ル設備

管理Ｇ

Ｍ 

６．熱交換器ユニットが動作可能であることを

確認する。 ３ヶ月

に１回 

モバイ

ル設備

管理Ｇ

Ｍ 

７．原子炉補機冷却水系における残留熱除去系

熱交換器冷却水止め弁が動作可能であるこ

とを確認する。また，動作確認後，動作確

認に際して作動した弁の開閉状態を確認す

る。 

１ヶ月

に１回 
当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.大型送水ポンプ車が動作可能であ

ることを確認する。 
３箇月に１回 

課長 

（ター

ビン） 

5.移動式代替熱交換設備が動作可能

であることを確認する。 
３箇月に１回 

課 長

（原子

炉） 

6.原子炉補機冷却水系におけるＲＨ

Ｒ熱交冷却水出口弁が動作可能で

あることを確認する。また，動作確

認後，動作確認に際して作動した弁

の開閉状態を確認する。 

１箇月に１回 当直長 

※９：原子炉補機冷却水系におけるＲＣＷ常用補機冷却水入口切替弁

およびＲＣＷ常用補機冷却水出口切替弁を点検のため全閉と

している場合を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は 65－19－1 で

説明する大量送水車

と異なる大型送水ポ

ンプ車にて当該機能

に対応するため，確

認事項を定める。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用され

る 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.動作

可 能

な 原

子 炉

補 機

代 替

冷 却

水 系

が ２

系 列

未 満

１ 系

列 以

上 の

場合 

A1.防災課長は，残りの原子炉補

機代替冷却水系が動作可能で

あることを確認する。 

 

 

および 

A2.発電課長は，原子炉補機冷却

水系１系列を起動し，動作可

能であることを確認する※９

とともに，その他の設備※10

が動作可能であることを確認

する。 

 

および 

A3.1.防災課長は，当該機能を補

完する自主対策設備※11 が

動作可能であることを確認

する。 

 

または 

A3.2．防災課長は，代替措置※12

を検討し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施する。 

 

 

 

および 

A4.防災課長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用され

る 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

Ａ．動作可能な

代替原子炉

補機冷却系

が２系列未

満１系列以

上の場合 

Ａ１．当直長は，残りの

代替原子炉補機冷却系

が動作可能であること

を確認する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，原子炉

補機冷却水系１系列を

起動し，動作可能であ

ることを確認する※９と

ともに，その他の設備※

１０が動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ａ３．１．当直長は，当

該機能を補完する自主

対策設備※１１が動作可

能であることを確認す

る。 

又は 

Ａ３．２．当直長は，代

替措置※１２を検討し，原

子炉主任技術者の確認

を得て実施する。 

 

 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系

統を動作可能な状態に

復旧する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

（３）要求される措置 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.動作可

能な原

子炉補

機代替

冷却系

が２系

列未満

１系列

以上の

場合 

A1.課長（原子炉）および

課長（タービン）は，

残りの原子炉補機代替

冷却系が動作可能であ

ることを確認する。 

および 

A2.当直長は，原子炉補機

冷却水系１系列を起動

し，動作可能であるこ

とを確認する※10ととも

に，その他の設備※11が

動作可能であることを

確認する。 

および 

A3.1.課長（タービン）は，

当該機能を補完する

自主対策設備※12が動

作可能であることを

確認する。 

または 

A3.2.課長（原子炉）また

は課長（タービン）

は，代替措置※13を検

討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実

施する。 

および 

A4. 課長（原子炉）または

課長（タービン）は，

当該系統を動作可能な

状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

B.動作可能

な原子炉

補機代替

冷却水系

が１系列

未満の場

合 

B1.発電課長は，原子炉補機

冷却水系１系列を起動

し，動作可能であること

を確認する※９とともに，

その他の設備※10 が動作

可能であることを確認す

る。 

 

および 

B2.1.防災課長は，当該機能

を補完する自主対策設

備※11 が動作可能であ

ることを確認する。 

 

または 

B2.2.防災課長は，代替措置

※12を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て

実施する。 

 

 

および 

B3.防災課長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転 

起動 

高温停止 

Ｂ．動作可能な

代替原子炉

補機冷却系

が１系列未

満の場合 

Ｂ１．当直長は，原子炉

補機冷却水系１系列を

起動し，動作可能であ

ることを確認する※９と

ともに，その他の設備※

１０が動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ｂ２．１．当直長は，当

該機能を補完する自主

対策設備※１１が動作可

能であることを確認す

る。 

又は 

Ｂ２．２．当直長は，代

替措置※１２を検討し，原

子炉主任技術者の確認

を得て実施する。 

 

 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該系

統を動作可能な状態に

復旧する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転 

起動 

高温停止 

B.動作可

能な原

子炉補

機代替

冷却系

が１系

列未満

の場合 

B1.当直長は，原子炉補機

冷却水系１系列を起動

し，動作可能であるこ

とを確認する※10ととも

に，その他の設備※11が

動作可能であることを

確認する。 

および 

B2.1.課長（タービン）は，

当該機能を補完する

自主対策設備※12が動

作可能であることを

確認する。 

または 

B2.2.課長（原子炉）また

は課長（タービン）

は，代替措置※13を検

討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実

施する。 

および 

B3.課長（原子炉）または

課長（タービン）は，

当該系統を動作可能な

状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

１０日間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

C.原子炉補機

冷却水系の

Ａ系と共用

する配管ま

たは弁が動

作不能の場

合 

C1.発電課長は，代替循環冷

却系を動作不能とみな

す。 

および 

C2.発電課長は，原子炉補機

冷却水系Ｂ系を起動し，

動作可能であることを確

認する※９とともに，その

他の設備※13 が動作可能

であることを確認する。 

 

 

および 

C3.発電課長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

D.原子炉補機

冷却水系の

Ｂ系と共用

する配管ま

たは弁が動

作不能の場

合 

 

 

 

 

D1.発電課長は，原子炉補機

冷却水系Ａ系を起動し，

動作可能であることを確

認する※９とともに，その

他の設備※13 が動作可能

であることを確認する。 

 

 

および 

D2.発電課長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧す

る。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 
完 了 時

間 

運 転 

起 動 

高温停止 

Ｃ．原子炉補機

冷却水系の

Ａ系と共用

する配管又

は弁が動作

不能の場合 

 

 

 

 

Ｃ１．当直長は，原子炉

補機冷却水系２系列

を起動し，動作可能で

あることを確認する※

９とともに，その他の

設備※１３が動作可能

であることを確認す

る。 

及び 

Ｃ２．当直長は，当該系

統を動作可能な状態

に復旧する。 

 

 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

 

 

１ ０ 日

間 

Ｄ．原子炉補機

冷却水系の

Ｂ系と共用

する配管又

は弁が動作

不能の場合 

Ｄ１．当直長は，代替循

環冷却系を動作不能

とみなす。 

及び 

Ｄ２．当直長は，原子炉

補機冷却水系２系列

を起動し，動作可能で

あることを確認する※

９とともに，その他の

設備※１３が動作可能

であることを確認す

る。 

及び 

Ｄ３．当直長は，当該系

統を動作可能な状態

に復旧する。 

速 や か

に 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

 

 

１ ０ 日

間 

 

適用される 

原子炉の状

態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

C.原子炉

補機冷

却水系

のⅠ系

と共用

する配

管また

は弁が

動作不

能の場

合 

 

 

 

 

C1.当直長は，原子炉補機

冷却水系のⅡ系を起動

し，動作可能であるこ

とを確認する※10ととも

に，その他の設備※14が

動作可能であることを

確認する。 

 

および 

C2.当直長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧

する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

D.原子炉

補機冷

却水系

のⅡ系

と共用

する配

管また

は弁が

動作不

能の場

合 

D1.当直長は，残留熱代替

除去系を動作不能とみ

なす。 

および 

D2.当直長は，原子炉補機

冷却水系のⅠ系を起動

し，動作可能であるこ

とを確認する※10ととも

に，その他の設備※14が

動作可能であることを

確認する。 

 

および 

D3.当直長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は原子炉補機冷

却系のⅠ系を残留熱

代替除去系と共用し

ないため，当該記載

は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は原子炉補機冷

却系のⅡ系を残留熱

代替除去系と共用し

ているため，動作不

能とみなす。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

運  転 

起  動 

高温停止 

E.条件 A，B，

C または D

で要求され

る措置を完

了時間内に

達成できな

い場合 

E1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

E2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

３６時間 

冷温停

止 

燃料交

換 

A.動作可能な

原子炉補機

代替冷却水

系が２系列

未満の場合 

または 

原子炉補機

冷却水系と

共用する配

管または弁

が動作不能

の場合 

A1.発電課長または防災課

長は，当該系統を動作可

能な状態に復旧する措置

を開始する。 

 

および 

A2.1.防災課長は，当該機能

を補完する自主対策設

備※11 が動作可能であ

ることを確認する。 

 

または 

A2.2.防災課長は，代替措置

※12を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て

実施する措置を開始す

る。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※10：残りの原子炉補機冷却水系１系列，原子炉補機冷却海水系

２系列および非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ

系）をいい，至近の記録等により動作可能であることを確

認する。 

※11：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）にて原子炉補機冷却水系の

淡水側に海水直接通水を行う除熱をいう。 

運 転 

起 動 

高温停止 

Ｅ．条件Ａ，Ｂ，

Ｃ又はＤで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｅ１．当直長は，高温停

止にする。 

及び 

Ｅ２．当直長は，冷温停

止にする。 

２ ４ 時

間 

 

 

３ ６ 時

間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な

代替原子炉

補機冷却系

が２系列未

満の場合 

又は 

原子炉補機

冷却水系と

共用する配

管又は弁が

動作不能の

場合 

Ａ１．当直長は，当該系

統を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

 

及び 

Ａ２．１．当直長は，当

該機能を補完する自

主対策設備※１１が動

作可能であることを

確認する。 

又は 

Ａ２．２．当直長は，代

替措置※１２を検討し，

原子炉主任技術者の

確認を得て実施する

措置を開始する。 

 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

 

速 や か

に 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※10：残りの原子炉補機冷却水系２系列，原子炉補機冷却海水系３系

列及び非常用ディーゼル発電機３台をいい，至近の記録等によ

り動作可能であることを確認する。 

 

※11：大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却

海水ポンプ（移動式変圧器を含む）にて海水直接通水を行う除

運転 

起動 

高温停止 

E.条件 A, 

B,Cま

たは D

で要求

される

措置を

完了時

間内に

達成で

きない

場合 

E1.当直長は，高温停止に

する。 

および 

E2.当直長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可

能な原

子炉補

機代替

冷却水

系が２

系列未

満の場

合 

または 

原子炉

補機冷

却水系

と共用

する配

管また

は弁が

動作不

能の場

合 

A1.当直長，課長（原子炉）

または課長（タービン）

は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する措置

を開始する。 

および 

A2.1.課長（タービン）は，

当該機能を補完する自

主対策設備※12が動作可

能であることを確認す

る。 

または 

A2.2.課長（原子炉）また

は課長（タービン）は，

代替措置※13を検討し，原

子炉主任技術者の確認

を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

※10：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※11：残りの原子炉補機冷却水系１系列，原子炉補機海水系２系列お

よび非常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を除く。）をいい，至近の記録等により動作可能で

あることを確認する。 

※12：大型送水ポンプ車にて海水直接通水を行う除熱をいう。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

※12：代替品の補充等。 

※13：原子炉補機冷却水系に接続する原子炉補機冷却海水系１系列お

よび非常用ディーゼル発電機１台（Ａ系またはＢ系）をいい，

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

熱をいう。 

※12：代替品の補充等。 

※13：原子炉補機冷却水系に接続する原子炉補機冷却海水系２系列及

び非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録等により動

作可能であることを確認する。 

 

※13：代替品の補充等。 

※14：原子炉補機冷却水系に接続する原子炉補機海水系１系列および

非常用ディーゼル発電機１台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を除く。）をいい，至近の記録等により動作可能である

ことを確認する。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－５－５ 代替循環冷却系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替循環冷却系 代替循環冷却系が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

代替循環冷却ポンプ※３ １台 

サプレッションチェンバ ※４ 

原子炉補機代替冷却水系 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

燃料補給設備 ※８ 

 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：代替循環冷却系の注水ラインは，「６６－４－１ 低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ）」，「６６－４－３ 低圧代

替注水系（可搬型）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「６

６－６－１ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）」，

「６６－６－２ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型）」，「６６－７－１ 原子炉格納容器下部注水系（常設）

（復水移送ポンプ）」，「６６－７－２ 原子炉格納容器下部

注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）」，「６６－７－３ 原

子炉格納容器下部注水系（可搬型）」，「第３９条 非常用炉

心冷却系 その１」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文

の運転上の制限も確認する。 

※３：代替循環冷却系ポンプは，「６６－５－５ 代替循環冷却系」

および「６６－７－２ 原子炉格納容器下部注水系（常設）

（代替循環冷却ポンプ）」の設備を兼ねる。動作不能時は，

各条文の運転上の制限も確認する。 

 

※４：「第４６条 サプレッションプールの水位」において運転上

の制限等を定める。 

 

６６－５－５ 代替循環冷却系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替循環冷却系 代替循環冷却系が動作可能であること※１ 

 

適用される原

子炉の状態 
設 備 所要数 

運 転 

起 動 

高温停止 

復水移送ポンプ※２ ２台 

サプレッション・チェンバ ※３ 

可搬型代替交流電源設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

代替原子炉補機冷却系 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

燃料補給設備 ※８ 

 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，

「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「６６－６－１ 代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）」及び「６６－７－１ 格納容器

下部注水系（常設）」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文

の運転上の制限も確認する。 

※３：「第４６条 サプレッションプールの水位」において運転上の

制限等を定める。 

 

６５－５－４ 残留熱代替除去系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

残留熱代替除去系 
残留熱代替除去系が動作可能であること

※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

残留熱代替除去ポンプ １台 

サプレッションチェンバ ※３ 

  

常設代替交流電源設備 ※４ 

原子炉補機代替冷却系 ※５ 

代替所内電気設備 ※６ 

燃料補給設備 ※７ 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：残留熱代替除去系の注水ラインは，第６５条（６５－４－１ 低

圧原子炉代替注水系（常設），６５－４－２ 低圧原子炉代替

注水系（可搬型），６５－５－４ 残留熱代替除去系，６５－

６－１ 格納容器代替スプレイ系（常設），６５－６－２ 格

納容器代替スプレイ系（可搬型），６５－７－１ ペデスタル

代替注水系（常設），６５－７－３ 格納容器代替スプレイ系

（可搬型）および第３９条（非常用炉心冷却系 その１）の設

備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：第４６条（サプレッションチェンバの水位）において運転上の

制限等を定める。 

 

TS-25 ６５－５－４ 

残留熱代替除去系 

TS-91 テストタンク

を水源とした残留熱代

替除去系の確認運転に

ついて 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は代替循環冷却

系として新設設備を

用いる。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の残留熱代替除

去系は常設代替交流

電源設備から受電す

るため，可搬型代替

交流電源設備は不要 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は残留熱代替除

去系の兼用範囲を記

載 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の残留熱代替除

去ポンプは他設備と

兼用しない。 
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※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※５：「６６－５－４ 原子炉補機代替冷却水系」において運転上

の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制

限等を定める。 

※８：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等

を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．代替循環冷却ポンプの流量が    m3/h

以上で，揚程が   m 以上であることを

確認する。 

定事検停

止時 

発電課

長 

２．ＲＨＲ ＭＵＷＣ連絡第一弁およびＲ

ＨＲ ＭＵＷＣ連絡第二弁が動作可能

であることを確認する。また，動作確

認後，動作確認に際して作動した弁の

開閉状態を確認する。 

定事検停

止時 

発 電 課

長 

３．Ｔ／Ｂ緊急時隔離弁，Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ 

緊急時隔離弁およびＲ／Ｂ １Ｆ 緊急

時隔離弁が動作可能であることを確認

する。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確認す

る。 

定事検停

止時 

発電課

長 

４．原子炉の状態が運転，起動および高温

停止において，代替循環冷却ポンプを

起動し，動作可能であることを確認す

る。 

 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

※４：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※６：「６６－５－４ 代替原子炉補機冷却系」において運転上の制

限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

※８：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて揚程が  

ｍ以上，流量が    ｍ３／ｈ以上で

あることを確認することで，復水移送

ポンプ２台で流量が    ｍ３／ｈ以

上確保可能であることを確認する。 

定事検 

停止時 

原子炉 

ＧＭ 

２．残留熱除去系高圧炉心注水系第一止め

弁及び残留熱除去系高圧炉心注水系第

二止め弁，下部ドライウェル注水ライ

ン隔離弁及び下部ドライウェル注水流

量調節弁が動作可能であることを確認

する。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確認す

る。 

定事検 

停止時 
当直長 

３．復水補給水系におけるタービン建屋負

荷遮断弁が動作可能であることを確認

する。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確認す

る。 

定事検 

停止時 
当直長 

４．原子炉の状態が運転，起動及び高温停

止において，復水移送ポンプ２台が動

作可能であることを確認する※９。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

 

 

※４：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－５－３ 原子炉補機代替冷却系）において運

転上の制限等を定める。 

※６：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

※７：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.残留熱代替除去ポンプの揚程が

ｍ以上で，流量が m3/h以上であ

ることを確認する。 定事検停止時 
課長(原

子炉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，残留熱代替除去ポ

ンプを起動し，動作可能であること

を確認する。 

１箇月に１回 当直長 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の残留熱代替除

去系は常設代替交流

電源設備から受電す

るため，可搬型代替

交流電源設備は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は１箇月に１回

動作確認を行う。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は新設の系統か

ら残留熱除去系注水

配管へ直接接続して

いるため，先行同様

の措置は不要 
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５．原子炉の状態が運転，起動および高温

停止において，代替循環冷却ポンプバ

イパス弁，代替循環冷却ポンプ吸込

弁，代替循環冷却ポンプ流量調整弁，

ＲＨＲ Ａ系ＬＰＣＩ注入隔離弁，Ｒ

ＨＲ熱交換器（Ａ）バイパス弁，ＲＨ

Ｒ Ａ 系格納容器スプレイ隔離弁お

よびＲＨＲ Ａ系格納容器スプレイ流

量調整弁が動作可能であることを確

認する。また，動作確認後，動作確認

に際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

６．原子炉の状態が運転，起動および高温

停止において，ＲＨＲ Ｂ系ＬＰＣＩ

注入隔離弁およびＲＨＲ Ｂ系格納容

器冷却ライン洗浄流量調整弁が動作

可能であることを確認する。また，動

作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．原子炉の状態が運転，起動及び高温停

止において，低圧注水系Ａ系及びＢ系

における注入隔離弁及び洗浄水弁が

動作可能であることを確認する。ま

た，動作確認後，動作確認に際して作

動した弁の開閉状態を確認する。 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月に

１回 
当直長 

６．原子炉の状態が運転，起動及び高温停

止において，格納容器スプレイ冷却系

Ｂ系における洗浄水弁，格納容器冷却

ライン隔離弁，格納容器冷却流量調節

弁及び圧力抑制室スプレイ注入隔離

弁が動作可能であることを確認する。

また，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，ＲＨＲ ＲＨＡＲラ

イン入口止め弁，ＲＨＡＲライン流

量調節弁，ＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連

絡ライン流量調節弁，ＲＨＲ Ａ－Ｆ

ＬＳＲ連絡ライン止め弁，ＲＨＲ Ａ

－ＦＬＳＲ連絡ライン流量調節弁，

Ａ－ＲＨＲ注水弁およびＢ－ＲＨＲ

ドライウェル第２スプレイ弁が動作

可能であることを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して作動

した弁の開閉状態を確認する。 

１箇月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の残留熱代替除

去ポンプは，通常運

転時において待機状

態であるため，運転

状態による確認の記

載は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.代替循環

冷却系が

動作不能

の場合 

A1.発電課長は，残留熱除

去系３系列を起動し，

動作可能であることを

確認する※９とともに，

その他の設備※10 が動

作可能であることを確

認する。 

および 

A2.発電課長は，低圧炉心

スプレイ系を起動し，

動作可能であることを

確認する。 

および 

A3.発電課長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

B.条件 Aで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

B1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※10：非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系），原子炉補機

冷却水系２系列および原子炉補機冷却海水系２系列をいい，至近の記

録等により動作可能であることを確認する。 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．代替循環冷却

系が動作不能の

場合 

Ａ１．当直長は，格納容器スプ

レイ冷却系１系列を起動し，

動作可能であることを確認

する※１0 とともに，その他の

設備※１１が動作可能であるこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

及び 

Ａ２．当直長は，当該系統を動

作可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

Ｂ．条件Ａで要求

される措置を完

了時間内に達成

できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にす

る。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

※10：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※11：起動した格納容器スプレイ冷却系に関連する非常用ディーゼル

発電機１台，原子炉補機冷却水系１系列及び原子炉補機冷却海水系１

系列をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.残留熱代

替除去系

が動作不

能の場合 

A1.当直長は，格納容器冷却系１系

列を起動し，動作可能であるこ

とを確認する※８とともに，その

他の設備※９が動作可能であるこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

および 

A2.当直長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

B.条件 A で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

B1.当直長は，高温停止にする。 

および 

 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：起動した格納容器冷却系に関連する非常用ディーゼル発電機１

台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を除く。），原子炉補機冷却

水系１系列および原子炉補機海水系１系列をいい，至近の記録等によ

り動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は残留熱代替除

去系の機能として格

納容器下部への注水

を含んでいないこと

から，対応する設計

基準事故対処設備が

異なる。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－５－６ 格納容器内の水素濃度および酸素濃度の監視 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の水素濃

度 

および 

酸素濃度の監視 

格納容器内水素濃度および酸素濃度監視

設備が動作可能であること 

 
 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内水素濃度（Ｄ／Ｗ） ※１ 

格納容器内水素濃度（Ｓ／Ｃ） ※１ 

格納容器内雰囲気水素濃度 ※１ 

格納容器内雰囲気酸素濃度 ※１ 

※１：「６６－１３－１ 主要パラメータおよび代替パラメータ」に

おいて運転上の制限等を定める。なお，格納容器内雰囲気酸

素濃度は，「第４８条 格納容器内の酸素濃度」と兼ねる。動

作不能時は，運転上の制限も確認する。 

 

６６－５－６ 格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度の監視 

格納容器内水素濃度及び酸素濃度監視

設備が動作可能であること 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内水素濃度 ※１ 

格納容器内水素濃度（ＳＡ） ※１ 

格納容器内酸素濃度 ※１ 

 

※１：「６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ」にお

いて運転上の制限等を定める。なお，格納容器内酸素濃度

は，「第４８条 格納容器内の酸素濃度」と兼ねる。動作不能

時は，運転上の制限も確認する。 

 

６５－５－５ 格納容器内の水素濃度および酸素濃度の監視 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器内の水素濃度 

および酸素濃度の監視 

格納容器水素濃度および酸素濃度監視

設備が動作可能であること 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設  備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

格納容器水素濃度（Ｂ系） ※１ 

格納容器水素濃度（ＳＡ） ※１ 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） ※１ 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） ※１ 

※１：第６５条（６５－１３－１ 主要パラメータおよび代替パラ

メータ）において運転上の制限等を定める。なお，格納容器

酸素濃度（Ｂ系）は，第４８条（格納容器内の酸素濃度）と

兼ねる。動作不能時は，運転上の制限も確認する。 

 

TS－25 ６５－５－５ 

格納容器内の水素濃度

および酸素濃度の監視 

 

 

 

 

 

・島根は，既設の格納

容器水素濃度のうち

１系統を重大事故等

対処設備としても使

用する。 

・島根は，既設の格納

容器酸素濃度のうち

１系統を重大事故等

対処設備としても使

用する。 

【島根固有】 

・島根は，格納容器酸

素濃度（ＳＡ）を重

大事故等対処設備と

して新設する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

６６－６－１ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系（常設） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（常設）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※３ ２台 

復水貯蔵タンク ※４ 

常設代替交流電源設備  ※５ 

可搬型代替交流電源設備  ※６ 

代替所内電気設備  ※７ 

所内常設蓄電式直流電源設備  ※８ 

 

 

 

 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）のスプレイライ

ンは，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「６６－６－１ 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）」，「６６－６

－２原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）」，「第

３９条 非常用炉心冷却系その１」の設備を兼ねる。動作不能

時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

※３：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）」，「６６－６－１ 原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系（常設）」および「６６－７－１ 格納容器下

表６６－６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

６６－６－１ 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替格納容器スプレイ

冷却系（常設） 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）

が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※３ ２台 

復水貯蔵槽 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

   

 

 

 

 

 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：代替格納容器スプレイ冷却系（常設）のスプレイラインは，「６

６－６－１ 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）」，「６６－６

－２ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）」，「６６－５－５ 

代替循環冷却系」，「第３９条 非常用炉心冷却系その１」の設

備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

※３：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，

「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「６６－６－１ 代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）」及び「６６－７－１ 格納容器下部

表６５－６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

６５－６－１ 格納容器代替スプレイ系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器代替スプレイ系 

（常設） 

格納容器代替スプレイ系（常設）が

動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

低圧原子炉代替注水ポンプ※３ １台 

低圧原子炉代替注水槽 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

  

代替所内電気設備 ※６ 

 
  

 

 

 

 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：格納容器代替スプレイ系（常設）のスプレイラインは，第６５

条（６５－４－１ 低圧原子炉代替注水系（常設），６５－４

－２ 低圧原子炉代替注水系（可搬型），６５－５－４ 残留

熱代替除去系，６５－６－１ 格納容器代替スプレイ系（常

設），６５－６－２ 格納容器代替スプレイ系（可搬型），６５

－７－１ ペデスタル代替注水系（常設），６５－７－３ 格

納容器代替スプレイ系（可搬型））および第３９条（非常用炉

心冷却系その１〔２号炉〕）の設備を兼ねる。動作不能時は，

各条文の運転上の制限も確認する。 

※３：低圧原子炉代替注水ポンプは，第６５条（６５－４－１ 低圧

原子炉代替注水系（常設），６５－６－１ 格納容器代替スプ

レイ系（常設）および６５－７－１ ペデスタル代替注水系（常

TS-25 ６５－６－１ 

格納容器代替スプレイ

系（常設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は低圧原子炉代

替注水系として新設

設備を用いる。 

【島根固有】 

・島根は可搬型代替交

流電源設備の負荷と

して低圧原子炉代替

注水ポンプを含めて

いない。 

【女川との相違】 

・島根は所内常設蓄電

式直流電源設備の負

荷として低圧原子炉

代替注水ポンプを含

めていない。 

【島根固有】 

・島根は低圧原子炉代

替注水系（常設，可

搬型），ペデスタル代

替注水系（常設）お

よび格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）

と設備を兼用してい

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は代替循環冷却
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

部注水系（常設）（復水移送ポンプ）」の設備を兼ねる。動

作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運

転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

 

※８：「６６－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備」において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ２台運転にて流量

が   m3/h 以上，揚程が   m

以上であることを確認する。 

 

 

 

定事検停止時 発電課長 

２．ＣＲＤ復水入口弁，Ｔ／Ｂ 緊急時

隔離弁，Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ緊急時隔

離弁，Ｒ／Ｂ １Ｆ緊急時隔離弁

および復水貯蔵タンク常用，非常

用給水管連絡ライン止め弁が動

作可能であることを確認する。ま

た，動作確認後，動作確認に際し

て作動した弁の開閉状態を確認

する。 

定事検停止時 発電課長 

３．原子炉の状態が運転，起動，高温

停止において，復水移送ポンプ２

台が動作可能であることを確認

する※９。 

１ヶ月に１回 発電課長 

注水系（常設）」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運

転上の制限も確認する。 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運転

上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制

限等を定める。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等

を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて揚程

が   ｍ以上，流量が   ｍ３

／ｈ以上であることを確認する

ことで，復水移送ポンプ２台で流

量が    ｍ３／ｈ以上確保可

能であることを確認する。 

定事検停止時 
原子炉

ＧＭ 

２．復水補給水系におけるタービン建

屋負荷遮断弁が動作可能である

ことを確認する。また，動作確認

後，動作確認に際して作動した弁

の開閉状態を確認する。 

 

 

 

 

定事検停止時 当直長 

３．原子炉の状態が運転，起動，高温

停止において，復水移送ポンプ２

台が動作可能であることを確認

する※８。 

１ヶ月に１回 当直長 

設））の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限

も確認する。 

※４：第６５条（６５－１１－１ 重大事故等収束のための水源）に

おいて運転上の制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

 

 

※６：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.低圧原子炉代替注水ポンプの揚程が

ｍ以上で，流量が m3/h 以上で

あることを確認する。 

 

 

 

定事検

停止時 

課長（原

子炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.原子炉の状態が運転，起動，高温停止

において，低圧原子炉代替注水ポンプ

が動作可能であることを確認する。 

 

１箇月

に１回 
当直長 

系として，新設の残

留熱代替除去ポンプ

を用いる。 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は可搬型代替交

流電源設備の負荷と

して低圧原子炉代替

注水ポンプを含めて

いない。 

【女川との相違】 

・島根は，所内常設蓄

電式直流電源設備の

負荷として低圧原子

炉代替注水ポンプを

含めていない。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は新設の系統か

ら残留熱除去系注水

配管へ直接接続して

いるため，先行同様

の措置は不要 

 

 

 

 

 

 

 

2
2
6



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

４．原子炉の状態が運転，起動，高温

停止において，ＭＵＷＣサンプリ

ング取出止め弁，ＦＰＭＵＷポン

プ吸込弁，ＲＨＲヘッドスプレイ

ライン洗浄流量調整弁，ＲＨＲ 

Ｂ系格納容器冷却ライン洗浄流

量調整弁，ＲＨＲ Ａ系格納容器

スプレイ隔離弁，ＲＨＲ Ｂ系格

納容器スプレイ隔離弁，ＲＨＲ 

Ａ系格納容器スプレイ流量調整

弁およびＲＨＲ Ｂ系格納容器ス

プレイ流量調整弁が動作可能で

あることを確認する。また，動作

確認後，動作確認に際して作動し

た弁の開閉状態を確認する。 

１ヶ月に１回 発電課長 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉格納

容器代替ス

プレイ冷却

系（常設）が

動作不能の

場合 

A1.発電課長は，格納容器スプレイ

系１系列を起動し，動作可能で

あることを確認する※10 ととも

に，その他の設備※11が動作可能

であることを確認する。 

および 

A2.防災課長は，当該機能と同等な

機能を持つ重大事故等対処設

備※12 が動作可能であることを

確認する。 

および 

A3.発電課長は，当該系統を動作可

能な状態に復旧する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

４．原子炉の状態が運転，起動，高温

停止において，格納容器スプレイ

冷却系Ｂ系における洗浄水弁，格

納容器冷却ライン隔離弁，格納容

器冷却流量調節弁及び圧力抑制

室スプレイ注入隔離弁が動作可

能であることを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して作

動した弁の開閉状態を確認する。 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月に１回 当直長 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．代替格納

容器スプ

レイ冷却

系（常設）

が動作不

能の場合 

Ａ１．当直長は，格納容器スプレイ冷

却系１系列を起動し，動作可能

であることを確認する※９とと

もに，その他設備※１０が動作可

能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該機能を補完する

自主対策設備※１１が動作可能

であることを確認する。 

 

及び 

Ａ３．当直長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

3.原子炉の状態が運転，起動，高温停止

において，ＦＬＳＲ注水隔離弁，残留

熱除去系Ａ系におけるＡ－ＲＨＲドラ

イウェル第１スプレイ弁およびＡ－Ｒ

ＨＲドライウェル第２スプレイ弁が動

作可能であることを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して作動し

た弁の開閉状態を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

１箇月

に１回 
当直長 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条件 要求される措置 完了時期 

A.格納容器代

替スプレイ

系（常設）

が動作不能

の場合 

A1.当直長は，格納容器冷却系１

系列を起動し，動作可能であ

ることを確認する※７ととも

に，その他設備※８が動作可能

であることを確認する。 

および 

A2.課長（原子炉）は，当該機能

と同等な機能を持つ重大事故

等対処設備※９が動作可能であ

ることを確認する。 

および 

A3.当直長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の低圧原子炉代

替注水ポンプは，通

常運転時において待

機状態であるため，

運転状態による確認

の記載は不要 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）

をＣ設備として設定

しているため，「同等

な機能を持つ SA 設

備」および「３０日

間」としている。 

 

 

 

2
2
7



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

B.条件 Aで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

 

 

B1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※10：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※11：起動した格納容器スプレイ系に接続する非常用ディーゼル発電

機１台（Ａ系またはＢ系）をいい，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

※12：原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）をいう（時間短

縮の補完措置を含む。）。 

 

Ｂ．条件Ａで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※10：起動した格納容器スプレイ冷却系に接続する非常用ディーゼル

発電機１台をいい，至近の記録等により動作可能であることを

確認する。 

※11：消火系による格納容器スプレイをいう。（時間短縮の補完措置

含む） 

 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

 

B1.当直長は，高温停止にする。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする 

２４時間 

 

３６時間 

※７：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※８：起動した格納容器冷却系に接続する非常用ディーゼル発電機１

台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を除く。）をいい，

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※９：格納容器代替スプレイ系（可搬型）をいう。（時間短縮の補完

措置含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は SA設備である

格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）をＣ

設備として設定して

いる。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－６－２ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系（可搬型） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（可搬型）が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） ※３ 

燃料補給設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するた

めの系統構成（接続口を含む。）ができることをいう。 

 

 

 

※２：原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）のスプレイラ

インは，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「６６－６－１ 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）」，「６６－６

－２ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）」，「第

３９条 非常用炉心冷却系その１」の設備を兼ねる。動作不能

時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

 

 

※３：「６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」において

運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

６６－６－２ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型） 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）

が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※３ 

燃料補給設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成（接続口及び遠隔手動弁操作設備を含む）ができる

ことをいう。 

 

 

※２：代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）のスプレイラインは，

「６６－６－１ 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）」，「６

６－６－２ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）」，「６６

－５－５ 代替循環冷却系」，「第３９条 非常用炉心冷却系そ

の１」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限

も確認する。 

 

 

※３：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」におい

て運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

※５：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。  

※６：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

６５－６－２ 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型） 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）

が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

大量送水車 ※３ 

燃料補給設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成（接続口を含む。）ができることをいう。 

 

 

 

※２：格納容器代替スプレイ系（可搬型）のスプレイラインは，第６

５条（６５－６－１ 格納容器代替スプレイ系（常設）），第６

５条（６５－６－２ 格納容器代替スプレイ系（可搬型）），第

６５条（６５－７－１ ペデスタル代替注水系（常設）），第６

５条（６５－７－３ 格納容器代替スプレイ系（可搬型）），第

６５条（６５－５－４ 残留熱代替除去系）および第３９条（非

常用炉心冷却系その１〔２号炉〕）の設備を兼ねる。動作不能

時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※３：第６５条（６５－１９－１ 大量送水車）において運転上の制

限等を定める。 

※４：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。  

※６：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

TS-25 ６５－６－２ 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は遠隔手動弁操

作設備が無いため記

載していない。 

 

 

【島根固有】 

・島根はペデスタル代

替注水系（常設）お

よび６５－７－３格

納容器代替スプレイ

系（可搬型）と設備

を兼用している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉格納容

器代替スプレ

イ冷却系（可搬

型）が動作不能

の場合 

A1.発電課長は，格納容器スプレ

イ系１系列を起動し，動作可

能であることを確認する※８と

ともに，その他の設備※９が動

作可能であることを確認す

る。 

および 

A2.発電課長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等対処

設備※10 が動作可能であるこ

とを確認する。 

および 

A3.防災課長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．代替格納

容器スプ

レイ冷却

系（可搬

型）が動

作不能の

場合 

Ａ１．１．当直長は，格納容器スプレ

イ冷却系１系列を起動し，

動作可能であることを確

認する※８とともに，その他

設備※９が動作可能である

ことを確認する。 

及び 

Ａ１．２．当直長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等

対処設備※１０が動作可能

であることを確認する。 

及び 

Ａ１．３．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

 

又は 

Ａ２．１．当直長は，格納容器スプレ

イ冷却系１系列を起動し，

動作可能であることを確

認する※８とともに，その他

設備※９が動作可能である

ことを確認する。 

及び 

Ａ２．２．当直長は，当該機能を補完

する自主対策設備※１１が

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

※７：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.原子炉の状態が運転，起動，高温停止に

おいて，Ｂ－ＲＨＲドライウェル第２ス

プレイ弁が動作可能であることを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に際し

て作動した弁の開閉状態を確認する。 

１箇月

に１回 

当直長 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器代替

スプレイ系

（可搬型）が

動作不能の場

合 

A1.当直長は，格納容器冷却系１

系列を起動し，動作可能であ

ることを確認する※８ととも

に，その他設備※９が動作可能

であることを確認する。 

 

および 

A2.当直長は，当該機能と同等な

機能を持つ重大事故等対処設

備※10が動作可能であることを

確認する。 

および 

A3.課長（原子炉）は，当該系統

を動作可能な状態に復旧す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）

にて操作する弁があ

るため，確認事項を

記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では同等な性能

を有する自主対策設

備がないため，Ｄ設

備を設定しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

B.条件Aで要求さ

れる措置を完

了時間内に達

成できない場

合 

B1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にする。 

 

 

 

 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：起動した格納容器スプレイ系に接続する非常用ディーゼル発

電機１台（Ａ系またはＢ系）をいい，至近の記録等により動

作可能であることを確認する。 

※10：原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）をいう。 

動作可能であることを確

認する。 

及び 

Ａ２．３．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：起動した格納容器スプレイ冷却系に接続する非常用ディーゼル

発電機をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認

する。 

※10：代替格納容器スプレイ冷却系（常設）をいう。 

※11：消火系による格納容器スプレイをいう。 

 

 

 

 

 

B.条件 A で要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

 

 

B1.当直長は，高温停止にする。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

 

 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：起動した格納容器冷却系に接続する非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を除く。）をいい，至

近の記録等により動作可能であることを確認する。 

※10：格納容器代替スプレイ系（常設）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では同等な性能

を有する自主対策設

備がないため，Ｄ設

備を設定しない。 

 

 

 

 

2
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－７ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備 

６６－７－１ 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送

ポンプ） 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉格納容器下部注水

系（常設）（復水移送ポン

プ） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）

（復水移送ポンプ）が動作可能であ

ること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※３ １台 

復水貯蔵タンク ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

所内常設蓄電式直流電源設備 ※８ 

 

 

 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の注

水ラインは，「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「６６－７

－１ 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）」，「６６－７－２ 原子炉格納容器下部注水系（常設）

（代替循環冷却ポンプ）」および「６６－７－３ 原子炉格納

容器下部注水系（可搬型）」の設備を兼ねる。動作不能時

は，各条文の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

 

表６６－７ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備 

６６－７－１ 格納容器下部注水系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器下部注水系

（常設） 

格納容器下部注水系（常設）が動作可能

であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水移送ポンプ※３ １台 

復水貯蔵槽 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

   

 

 

 

 

※１：必要な弁及び配管を含む。 

※２：格納容器下部注水系（常設）の注水ラインは，「６６－７－１ 

格納容器下部注水系（常設）」，「６６－７－２ 格納容器下部注

水系（可搬型）」及び「６６－５－５ 代替循環冷却系」の設備を

兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６５－７ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

設備 

６５－７－１ ペデスタル代替注水系（常設） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ペデスタル代替注水系

（常設） 

ペデスタル代替注水系（常設）が動

作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

低圧原子炉代替注水ポンプ※３ １台 

低圧原子炉代替注水槽 ※４ 

  

常設代替交流電源設備 ※５ 

代替所内電気設備 ※６ 

 
  

 

 

 

 

※１：必要な弁および配管を含む。 

※２：ペデスタル代替注水系（常設）の注水ラインは，第６５条（６

５－４－１ 低圧原子炉代替注水系（常設），６５－４－２ 低

圧原子炉代替注水系（可搬型），６５－５－４ 残留熱代替除

去系，６５－６－１ 格納容器代替スプレイ系（常設），６５

－６－２ 格納容器代替スプレイ系（可搬型），６５－７－１ 

ペデスタル代替注水系（常設），６５－７－３ 格納容器代替

スプレイ系（可搬型））および第３９条（非常用炉心冷却系そ

の１〔２号炉〕）の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運

転上の制限も確認する。 

 

 

 

TS-25 ６５－７－１  

ペデスタル代替注水系

（常設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は低圧原子炉代

替注水系として新設

設備を用いる。 

・島根は可搬型代替交

流電源設備の負荷と

して低圧原子炉代替

注水ポンプを含めて

いない。 

【女川との相違】 

・島根は所内常設蓄電

式直流電源設備の負

荷として低圧原子炉

代替注水ポンプを含

めていない。 

【島根固有】 

・島根は低圧原子炉代

替注水系（常設，可

搬型），格納容器代替

スプレイ系（常設，

可搬型）および非常

用炉心冷却系と設備

を兼用している。 

・島根のペデスタル代

替注水系（可搬型）

は，設備を兼用して

2
3
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

※３：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）」，「６６－６－１ 原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系（常設）」および「６６－７－１ 原子炉格納

容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）」の設備を兼ね

る。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運

転上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

※８：「６６－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備」において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて流量

が  m3/h以上で，揚程が   m 以

上および流量が  m3/h以上で，揚

程が   m 以上であることを確認

する。 

定事検

停止時 
発電課長 

２．ＣＲＤ復水入口弁，Ｔ／Ｂ 緊急時

隔離弁，Ｒ／Ｂ Ｂ１Ｆ 緊急時隔

離弁，Ｒ／Ｂ １Ｆ 緊急時隔離弁

および復水貯蔵タンク常用，非常

用給水管連絡ライン止め弁が動作

可能であることを確認する。また，

動作確認後，動作確認に際して作

動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検

停止時 
発電課長 

 

 

 

 

 

※３：復水移送ポンプは，「６６－４－１ 低圧代替注水系（常設）」，

「６６－５－５ 代替循環冷却系」，「６６－６－１ 代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）」及び「６６－７－１ 格納容器下部

注水系（常設）」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運

転上の制限も確認する。 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運転

上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の制

限等を定める。 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限等

を定める。 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．復水移送ポンプ１台運転にて揚程が   ｍ

以上，流量が   ｍ３／ｈ以上であること

を確認する。 

 

 

定事検

停止時 

原子炉

ＧＭ 

２．復水補給水系における下部ドライウェル注

水流量調節弁及び下部ドライウェル注水ラ

イン隔離弁が動作可能であることを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に際して

作動した弁の開閉状態を確認する。 

定事検

停止時 
当直長 

３．復水補給水系におけるタービン建屋負荷遮

断弁が動作可能であることを確認する。ま

た，動作確認後，動作確認に際して作動し

定事検

停止時 
当直長 

 

 

 

 

 

※３：低圧原子炉代替注水ポンプは，第６５条（６５－４－１ 低圧

原子炉代替注水系（常設），６５－６－１ 格納容器代替スプ

レイ系（常設）および６５－７－１ ペデスタル代替注水系（常

設））の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限

も確認する。 

※４：第６５条（６５－１１－１ 重大事故等収束のための水源）に

おいて運転上の制限等を定める。 

 

 

※５：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

※６：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.低圧原子炉代替注水ポンプの揚程が

ｍ以上で，流量が m3/h以上であるこ

とを確認する。 

 

 

定事検

停止時 

課長（原

子炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

いない。 

・島根は原子炉格納容

器下部への注水に格

納容器代替スプレイ

系（可搬型）を用い

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は代替循環冷却

系として，新設の残

留熱代替除去ポンプ

を用いる。 

 

【島根固有】 

・島根は可搬型代替交

流電源設備の負荷と

して低圧原子炉代替

注水ポンプを含めて

いない。 

【女川との相違】 

・島根は所内常設蓄電

式直流電源設備の負

荷として低圧原子炉

代替注水ポンプを含

めていない。 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は新設の系統か

ら残留熱除去系注水

配管へ直接接続して

いるため，先行同様

の措置は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

３．原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，復水移送ポンプ

１台が動作可能であることを確認

する※９。 

１ヶ月

に１回 
発電課長 

４．原子炉の状態が運転，起動および高

温停止において，ＭＵＷＣサンプ

リング取出止め弁，ＦＰＭＵＷポ

ンプ吸込弁，原子炉格納容器下部

注水用復水仕切弁および原子炉格

納容器下部注水用復水流量調整弁

が動作可能であることを確認す

る。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確

認する。 

１ヶ月

に１回 
発電課長 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉格納

容器下部注

水系（常設）

（復水移送

ポンプ）が

動作不能の

場合 

A1. 発電課長は，低圧注水系３系列

を起動し，動作可能であることを

確認する※10 とともに，その他の

設備※11 が動作可能であることを

確認する。 

 

および 

A2.発電課長または防災課長は，当該

機能と同等な機能を持つ重大事

故等対処設備※12 が動作可能であ

ることを確認する。 

 

および 

A3.発電課長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

た弁の開閉状態を確認する。 

４．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止に

おいて，復水移送ポンプ１台が動作可能で

あることを確認する※８。 

 

１ヶ月

に１回 
当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器

下部注水

系（常設）

が動作不

能の場合 

Ａ１．１．当直長は，低圧注水系１系

列を起動し，動作可能であ

ることを確認する※９とと

もに，その他設備※１０が動

作可能であることを確認

する。 

及び 

Ａ１．２．当直長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等

対処設備※１１が動作可能

であることを確認する。 

 

及び 

Ａ１．３．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

2.原子炉の状態が運転，起動および高温停

止において，低圧原子炉代替注水ポンプ

が動作可能であることを確認する。 

 

１箇月

に１回 

当直長 

3.原子炉の状態が運転，起動および高温停

止において，ＦＬＳＲ注水隔離弁，残留

熱除去系Ａ系におけるＡ－ＲＨＲドライ

ウェル第１スプレイ弁およびＡ－ＲＨＲ

ドライウェル第２スプレイ弁が動作可能

であることを確認する。また，動作確認

後，動作確認に際して作動した弁の開閉

状態を確認する。 

 

 

１箇月

に１回 

当直長 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時期 

A.ペデスタル代

替注水系（常

設）が動作不

能の場合 

A1.当直長は，低圧注水系３系列

を起動し，動作可能であるこ

とを確認する※７とともに，

その他設備※８が動作可能で

あることを確認する。 

 

および 

A2.当直長および課長（原子炉）

は，当該機能と同等な機能を

持つ重大事故等対処設備※９

が動作可能であることを確認

する。 

および 

A3.当直長は，当該系統を動作可

能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は原子炉運転中

に動作確認できる弁

があるため，確認事

項に記載している。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の低圧原子炉代

替注水ポンプは，通

常運転時において待

機状態であるため，

運転状態による確認

の記載は不要 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は LOCA時の原子

炉水位回復として残

留熱除去系（低圧注

水系）３系列以上で

あることから，γ設

備の残留熱除去系の

確認する系列数は３

系列とした。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

 

B1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※10：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※11：非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系）をいい，至近

の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※12：原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）を

いう（時間短縮の補完措置を含む。）。 

 

 

 

又は 

Ａ２．１．当直長は，低圧注水系１系

列を起動し，動作可能であ

ることを確認する※９とと

もに，その他設備※１０が動

作可能であることを確認

する。 

及び 

Ａ２．２．当直長は，当該機能を補完

する自主対策設備※１２が

動作可能であることを確

認する。 

及び 

Ａ２．３．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※９：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※10：残りの低圧注水系２系列及び非常用ディーゼル発電機３台をい

い，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※11：格納容器下部注水系（可搬型）をいい，当該系統に要求される

準備時間を満足させるために可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２

級）を設置する等の補完措置が完了していることを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.条件 A で要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

 

 

B1.当直長は，高温停止にする。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする 

２４時間 

 

３６時間 

※７：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※８：非常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を除く。）をいい，至近の記録等により動作可能である

ことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

※９：ペデスタル代替注水系（可搬型）または格納容器代替スプレイ

系（可搬型）をいう。（時間短縮の補完措置を含む。） 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は当該機能を補

完する自主対策設備

がなくＤ設備を設定

しないため，要求さ

れる措置の書き分け

は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は LOCA時の原子

炉水位回復として残

留熱除去系（低圧注

水系）３系列以上で

あることから，γ設

備の残留熱除去系の

確認する系列数は３

系列とした。 

 

【島根固有】 

・島根は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）

もＣ設備として設定

2
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※12：消火系による格納容器下部注水をいう。 している。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は当該機能を補

完する自主対策設備

がないため，Ｄ設備

を設定しない。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－７－３ 原子炉格納容器下部注水系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器下部注水系

（可搬型） 

格納容器下部注水系（可搬型）が動作可

能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） ※３ 

燃料補給設備 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するた

めの系統構成（接続口を含む。）ができることをいう。 

 

 

 

※２：原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の注水ラインは，「６

６－５－５ 代替循環冷却系」，「６６－７－１ 原子炉格納

容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）」，「６６－７

－２原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポン

プ）」および「６６－７－３ 原子炉格納容器下部注水系（可

搬型）」の設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の

制限も確認する。 

※３：「６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」において

運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

６６－７－２ 格納容器下部注水系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器下部注水系

（可搬型） 

格納容器下部注水系（可搬型）が動作可

能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※３ 

燃料補給設備 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成（接続口及び遠隔手動弁操作設備を含む）ができる

ことをいう。 

 

 

※２：格納容器下部注水系（可搬型）の注水ラインは，「６６－７－

１ 格納容器下部注水系（常設）」，「６６－７－２ 格納容器

下部注水系（可搬型）」，「６６－５－５ 代替循環冷却系」の

設備を兼ねる。動作不能時は，各条文の運転上の制限も確認す

る。 

 

 

※３：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」におい

て運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

６５－７－２ ペデスタル代替注水系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ペデスタル代替注水系

（可搬型） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）が動

作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

大量送水車 ※２ 

燃料補給設備 ※３ 

可搬型代替交流電源設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

代替所内電気設備 ※６ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成（接続口を含む。）ができることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：第６５条（６５－１９－１ 大量送水車）において運転上の制

限等を定める。 

※３：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

※４：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

TS-25 ６５－７－２ 

ペデスタル代替注水系

（可搬型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は遠隔手動弁操

作設備が無いため記

載していない。 

【島根固有】 

・島根は当該系統に兼

用するラインが無い

ため記載不要 
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赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉格

納 容 器 下

部 注 水 系

（可搬型）

が 動 作 不

能の場合 

A1.発電課長は，低圧注水系３系列を

起動し，動作可能であることを確

認する※８とともに，その他の設備

※９が動作可能であることを確認

する。 

 

 

 

 

および 

A2.発電課長は，当該機能と同等な機

能を持つ重大事故等対処設備※10

が動作可能であることを確認す

る。 

および 

A3.防災課長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

※７：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器

下部注水

系（可搬

型）が動

作不能の

場合 

Ａ１．１．当直長は，低圧注水系１系

列を起動し，動作可能であ

ることを確認する※８とと

もに，その他設備※９が動作

可能であることを確認す

る。 

 

 

 

及び 

Ａ１．２．当直長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等

対処設備※１０が動作可能で

あることを確認する。 

及び 

Ａ１．３．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

又は 

Ａ２．１．当直長は，低圧注水系１系

列を起動し，動作可能であ

ることを確認する※８とと

もに，その他設備※９が動作

可能であることを確認す

る。 

及び 

Ａ２．２．当直長は，当該機能を補完

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

※６：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外側隔離弁が動

作可能であることを確認する。また，動

作確認後，動作確認に際して作動した弁

の開閉状態を確認する。 

定事検

停止時 

当直長 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.ペデスタル

代替注水系

（可搬型）

が動作不能

の場合 

A1.当直長は，低圧注水系３系列を

起動し，動作可能であることを

確認する※７とともに，その他設

備※８が動作可能であることを確

認する。 

 

 

 

 

および 

A2.当直長および課長（原子炉）

は，当該機能と同等な機能を持

つ重大事故等対処設備※９が動作

可能であることを確認する。 

および 

A3.課長（原子炉）は，当該系統を

動作可能な状態に復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根はペデスタル代

替注水系（可搬型）

にて操作する弁があ

るため，確認事項を

記載している。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は LOCA時の原子

炉水位回復として残

留熱除去系（低圧注

水系）３系列以上必

要であることから，

γ設備の残留熱除去

系の確認する系列数

は３系列とした。 

 

【島根固有】 

・島根は同等な機能を

持つ重大事故等対処

設備として可搬型設

備を設定しているこ

とから，記載してい

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では同等な性能

を有する自主対策設

備がないため，Ｄ設

備を設定しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

B.条件 Aで要

求 さ れ る

措 置 を 完

了 時 間 内

に 達 成 で

き な い 場

合 

B1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系）をいい，至近

の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

※10：原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）または

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）を

いう。 

する自主対策設備※１１が動

作可能であることを確認

する。 

及び 

Ａ２．３．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する。 

 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：残りの低圧注水系２系列及び非常用ディーゼル発電機３台をい

い，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

※10：格納容器下部注水系（常設）をいう。 

 

 

 

 

※11：消火系による格納容器下部注水をいう。 

 

 

 

 

 

 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

 

B1.当直長は，高温停止にする。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※７：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※８：非常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を除く。）をいい，至近の記録等により動作可能である

ことを確認する。 

 

 

 

 

 

※９：ペデスタル代替注水系（常設）または格納容器代替スプレイ系

（可搬型）をいう。（時間短縮の補完措置を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は LOCA時の原子

炉水位回復として残

留熱除去系（低圧注

水系）３系列以上必

要であることから，

残りの系列が無い。 

 

【島根固有】 

・島根は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）

もＣ設備として設定

している。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では同等な性能

を有する自主対策設

備がないため，Ｄ設

備を設定しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

  ６５－７－３ 格納容器代替スプレイ系（可搬型） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型） 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）

が動作可能であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

大量送水車 ※３ 

燃料補給設備 ※４ 

常設代替交流電源設備 ※５ 

可搬型代替交流電源設備 ※６ 

代替所内電気設備 ※７ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成（接続口を含む。）ができることをいう。 

※２：格納容器代替スプレイ系（可搬型）の注水ラインは，第６５条

（６５－６－１ 格納容器代替スプレイ系（常設）），第６５条

（６５－６－２ 格納容器代替スプレイ系（可搬型）），第６５

条（６５－７－１ ペデスタル代替注水系（可搬型）），第６５

条（６５－７－３ 格納容器代替スプレイ系（可搬型）），第６

５条（６５－５－４ 残留熱代替除去系）および第３９条（非

常用炉心冷却系その１〔２号炉〕）の設備を兼ねる。動作不能

時は，各条文の運転上の制限も確認する。 

※３：第６５条（６５－１９－１ 大量送水車）において運転上の制

限等を定める。 

※４：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。  

※６：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

※７：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

 

 

TS-25 ６５－７－３ 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型） 

【島根固有】 

・島根は原子炉格納容

器下部への注水に格

納容器代替スプレイ

系（可搬型）を用い

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

（３）要求される措置   

条 件 要求される措置 完了時間 

A.格納容器代

替スプレイ

系（可搬

型）が動作

不能の場合 

A1.当直長は，低圧注水系３系列

を起動し，動作可能であるこ

とを確認する※８とともに，そ

の他設備※９が動作可能である

ことを確認する。 

および 

A2.当直長および課長（原子炉）

は，当該機能と同等な機能を

持つ重大事故等対処設備※10が

動作可能であることを確認す

る。 

および 

A3. 課長（原子炉）は，当該系統

を動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.当直長は，高温停止にする。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：非常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を除く。）をいい，至近の記録等により動作可能である

ことを確認する。 

※10：ペデスタル代替注水系（常設）またはペデスタル代替注水系（可

搬型）をいう。（時間短縮の補完措置を含む。） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－８ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための設備 

６６－８－１ 静的触媒式水素再結合装置 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

静的触媒式水素

再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置の所要数が動作可

能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※１ 

静的触媒式水素再結合装置 １９個 

静的触媒式水素再結合装置動作監視

装置 
※２ 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※２：「６６－１３－1 主要パラメータおよび代替パラメータ」に

おいて運転上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．静的触媒式水素再結合装置が動作

可能であることを確認する。 

定事検 

停止時 

原子炉 

課長 

２．原子炉の状態が運転，起動，高温

停止，冷温停止および燃料交換※３

において，所要数の静的触媒式水

素再結合装置が動作可能である

ことを外観点検により確認する。 

１ヶ月に１

回 
発電課長 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲート

が開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場

合 

表６６－８ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止する

ための設備 

６６－８－１ 静的触媒式水素再結合器 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

静的触媒式水素

再結合器 

静的触媒式水素再結合器の所要数が動作可能

であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※１ 

静的触媒式水素再結合器 ５６個 

静的触媒式水素再結合器動作監視装

置 
※２ 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※２：「６６－１３－1 主要パラメータ及び代替パラメータ」におい

て運転上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．静的触媒式水素再結合器が動作可

能であることを確認する。 

定事検 

停止時 

原子炉Ｇ

Ｍ 

２．原子炉の状態が運転，起動，高温停

止，冷温停止及び燃料交換※３にお

いて，所要数の静的触媒式水素再

結合器が動作可能であることを外

観点検により確認する。 

１ヶ月に１

回 
当直長 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが

開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

 

表６５－８ 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止する

ための設備 

６５－８－１ 静的触媒式水素処理装置 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

静的触媒式水素

処理装置 

静的触媒式水素処理装置の所要数が動作可能

であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※１ 

静的触媒式水素処理装置 １８個 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 
※２ 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※２：第６５条（６５－１３－１ 主要パラメータおよび代替パラメ

ータ）において運転上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.静的触媒式水素処理装置が動作可

能であることを確認する。 

定事検 

停止時 

課長（原

子炉） 

2.原子炉の状態が運転，起動，高温停

止，冷温停止および燃料交換※３に

おいて，所要数の静的触媒式水素処

理装置が動作可能であることを外

観点検により確認する。 

１箇月に１

回 
当直長 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

TS-25 ６５－８－１  

静的触媒式水素処理装

置 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用される原

子炉の状態 
条 件 要求される措置 

完了

時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.動作可能

な静的触

媒式水素

再結合装

置が所要

数を満足

していな

い場合 

A1.発電課長は，低圧注水系

３系列を起動し，動作可

能であることを確認す

る※４とともに，その他

の設備※５が動作可能で

あることを確認する。 

 

および 

A2.発電課長は，当該機能を

補完する自主対策設備※

６が動作可能であること

を確認する。 

 

および 

A3.発電課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

速や

かに 

 

 

 

 

 

 

３日

間 

 

 

 

 

１０

日間 

B.条件 A で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

 

 

B1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４

時間 

 

３６

時間 

冷温停止 

燃料交換※７ 

A.動作可能

な静的触

媒式水素

再結合装

置が所要

数を満足

していな

い場合 

A1.発電課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

および 

A2.発電課長は，第４０条で

要求される非常用炉心

冷却系１系列を起動し，

動作可能であることを

速や

かに 

 

 

 

速や

かに 

 

 

（３）要求される措置 

適用される原

子炉の状態 
条 件 要求される措置 

完了

時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可

能な静

的触媒

式水素

再結合

器が所

要数を

満足し

ていな

い場合 

Ａ１．当直長は，低圧注水系

２系列を起動し，動

作可能であることを

確認する※４ととも

に，その他設備※５が

動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該機能を

補完する自主対策設

備※６が動作可能で

あることを確認す

る。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該設備を

動作可能な状態に復

旧する。 

速や

かに 

 

 

 

 

 

 

３日

間 

 

 

 

 

１０

日間 

Ｂ．条件Ａ

で要求

される

措置を

完了時

間内に

達成で

きない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止に

する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止に

する。 

２４

時間 

 

３６

時間 

冷温停止 

燃料交換※７ 

Ａ．動作可

能な静

的触媒

式水素

再結合

器が所

要数を

満足し

ていな

Ａ１．当直長は，当該設備を

動作可能な状態に復

旧する措置を開始す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，第４０条で

要求される非常用炉

心冷却系１系列を起

動し，動作可能であ

速や

かに 

 

 

 

速や

かに 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 

完了

時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.動作可能

な静的触

媒式水素

処理装置

が所要数

を満足し

ていない

場合 

A1.当直長は，低圧注水系３

系列を起動し，動作可能

であることを確認する

※４とともに，その他設

備※５が動作可能である

ことを確認する。 

 

および 

A2.当直長および課長（建

築）は，当該機能を補完

する自主対策設備※６が

動作可能であることを

確認する。 

および 

A3.当直長は，当該設備を動

作可能な状態に復旧す

る。 

速や

かに 

 

 

 

 

 

 

３日

間 

 

 

 

 

１０

日間 

B.条件 A で

要求され

る装置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

 

 

B1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４

時間 

 

３６

時間 

冷温停止 

燃料交換※７ 

A.動作可能

な静的触

媒式水素

処理装置

が所要数

を満足し

ていない

場合 

A1.当直長は，当該設備を動

作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

 

および 

A2.当直長は，第４０条で要

求される非常用炉心冷

却系１系列を起動し，動

作可能であることを確

速や

かに 

 

 

 

速や

かに 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，LOCA時の

原子炉水位回復とし

て低圧注水系３系列

以上が必要であるこ

とから，要求される

措置として確認する

低圧注水系の系列数

を３系列としてい

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

確認する※４とともに，

残りの非常用炉心冷却

系が動作可能であるこ

とを確認する※８。 

 

および 

A3.発電課長は，当該機能を

補完する自主対策設備※

６が動作可能であること

を確認する。 

 

および 

A4.発電課長は使用済燃料

プール水位がオーバー

フロー水位付近である

ことおよび水温が 65℃

以下であることを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

速や

かに 

 

 

 

 

速や

かに 

※４：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※５：非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系），原子炉補機

冷却水系２系列および原子炉補機冷却海水系２系列をいい，至

近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６：原子炉建屋ベント設備をいう。 

 

※７：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

い場合 ることを確認する※

４とともに，残りの非

常用炉心冷却系が動

作可能であることを

確認する※８。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能を

補完する自主対策設

備※６が動作可能で

あることを確認す

る。 

及び 

Ａ４．当直長は使用済燃料

プール水位がオーバ

ーフロー水位付近で

あること及び水温が

６５℃以下であるこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

速や

かに 

 

 

 

 

速や

かに 

※４：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※５：残りの低圧注水系１系列をいい，至近の記録等により動作可能

であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６：原子炉建屋トップベントをいう。 

 

※７：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

認する※４とともに，残

りの非常用炉心冷却系

が動作可能であること

を確認する※８。 

 

および 

A3.当直長および課長（建

築）は，当該機能を補完

する自主対策設備※６が

動作可能であることを

確認する。 

および 

A4.当直長は燃料プール水

位がオーバーフロー水

位付近であることおよ

び水温が６５℃以下で

あることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

速や

かに 

 

 

 

 

速や

かに 

※４：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※５：非常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を除く。），原子炉補機冷却水系２系列および原子炉補機

海水系２系列をいい，至近の記録等により動作可能であること

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルおよび原子炉建物燃

料取替階ブローアウトパネル強制開放装置をいう。 

※７：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，LOCA時の

原子炉水位回復とし

て低圧注水系３系列

以上が必要であるこ

とから，要求される

措置として確認する

低圧注水系の系列数

を３系列としている

ため，その他設備と

して，低圧注水系に

必要な非常用ディー

ゼル発電機等につい

て，動作可能である

ことを確認する。 

【島根固有】 

・自主対策設備の相違 2
4
4



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※８：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※８：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※８：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

 

2
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－８－２ 原子炉建屋内の水素濃度監視 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋内の水素

濃度監視 

原子炉建屋水素濃度監視設備が動作可能

であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 

動作可能であるべき 

チャンネル数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※１ 

原子炉建屋内水素濃度 ７ 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 
計測制御

課長 

２．原子炉の状態が運転，起動，

高温停止，冷温停止および燃

料交換※２において，動作不

能でないことを指示により

確認する。 

１ヶ月に１回 発電課長 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

６６－８－２ 原子炉建屋内の水素濃度監視 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋内の水素

濃度監視 

原子炉建屋内水素濃度監視設備が動作可

能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 

動作可能であるべき 

チャンネル数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

 燃料交換※１ 

原子炉建屋水素濃度 ８ 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動，

高温停止，冷温停止及び燃

料交換※１において，動作不

能でないことを指示により

確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

２．チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 計測制御ＧＭ 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

６５－８－２ 原子炉建物内の水素濃度監視 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建物内の水素

濃度監視 

原子炉建物水素濃度監視設備が動作可能

であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 

動作可能であるべき 

チャンネル数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※１ 

原子炉建物水素濃度 ７ 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.原子炉の状態が運転，起動，

高温停止，冷温停止および燃

料交換※１において，動作不能

でないことを指示により確認

する。 

１箇月に１回 当直長 

2.チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 課長（計装） 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－８－２ 

原子炉建物内の水素濃

度監視 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用され 

る原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

A.動作可能

な 原 子 炉

建 屋 水 素

濃 度 監 視

設 備 が チ

ャ ン ネ ル

数 を 満 足

し て い な

い場合 

A1.1.発電課長は，他チャ

ンネルの原子炉建屋水

素濃度監視設備が動作

可能であることを確認

する。 

 または 

A1.2.発電課長は，静的触

媒式水素再結合装置動

作監視装置が動作可能

であることを確認する。 

 

 

および 

A2.発電課長は，当該設備

を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.原子炉建

屋 燃 料 取

替 床 の 原

子 炉 建 屋

水 素 濃 度

監 視 設 備

２ チ ャ ン

ネ ル 動 作

不 能 の 場

合 

または 

原子炉建

屋水素濃

度監視設

備がすべ

て動作不

能の場合 

B1.発電課長は，格納容器

内の水素濃度監視設備

が動作可能であること

を確認する。 

および 

B2.発電課長は，当該設備

を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

（３）要求される措置 

適用される

原子炉の状

態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

Ａ．動作可能

な原子炉

建屋内水

素濃度監

視設備が

チャンネ

ル数を満

足してい

ない場合 

Ａ１．１．当直長は，他チ

ャンネルの原子炉建

屋内水素濃度監視装

置が動作可能である

ことを確認する。 

 又は 

Ａ１．２．当直長は，静的

触媒式水素再結合器

動作監視装置が動作

可能であることを確

認する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，当該設備

を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．原子炉建

屋燃料取

替床の原

子炉建屋

内水素濃

度監視設

備３チャ

ンネル動

作不能の

場合 

又は 

原子炉建

屋内水素

濃度監視

設備がす

べて動作

不能の場

合 

Ｂ１．当直長は格納容器内

水素濃度監視装置が

動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該設備

を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

（３）要求される措置 

適用される

原子炉の状

態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.動作可能

な 原 子 炉

建 物 水 素

濃 度 監 視

設 備 が チ

ャ ン ネ ル

数 を 満 足

し て い な

い場合 

A1.1.当直長は，他チャン

ネルの原子炉建物水

素濃度監視設備が動

作可能であることを

確認する。 

 または 

A1.2.当直長は，静的触媒

式水素処理装置入口

温度および静的触媒

式水素処理装置出口

温度が動作可能であ

ることを確認する。 

および 

A2.当直長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.原子炉建

物 燃 料 取

替 階 の 原

子 炉 建 物

水 素 濃 度

監 視 設 備

２ チ ャ ン

ネ ル 動 作

不 能 の 場

合 

または 

原子炉建

物水素濃

度監視設

備がすべ

て動作不

能の場合 

B1.当直長は格納容器水素

濃度監視設備が動作可

能であることを確認す

る。 

および 

B2.当直長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根は，個別に設備

名称を付与してい

る。 

2
4
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

C.条件 Aまた

は Bの措置

を 完 了 時

間 内 に 達

成 で き な

い場合 

C1.発電課長は，高温停止

にする。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止

にする。 

 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換※３ 

A.動作可能

な 原 子 炉

建 屋 水 素

濃 度 監 視

設 備 が チ

ャ ン ネ ル

数 を 満 足

し て い な

い場合 

A1.発電課長は，当該設備

を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

速やかに 

※３：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

Ｃ.条件Ａ又

はＢの措

置を完了

時間内に

達成でき

ない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換※２ 

Ａ．動作可能

な原子炉

建屋内水

素濃度監

視設備が

チャンネ

ル数を満

足してい

ない場合 

Ａ１．当直長は，当該設備

を動作可能な状態に

復旧する措置を開始

する。 

速やかに 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

C.条件 Aまた

は Bの措置

を 完 了 時

間 内 に 達

成 で き な

い場合 

C1.当直長は，高温停止に

する。 

および 

C2.当直長は，冷温停止に

する。 

 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換※２ 

A.動作可能

な 原 子 炉

建 物 水 素

濃 度 監 視

設 備 が チ

ャ ン ネ ル

数 を 満 足

し て い な

い場合 

A1.当直長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

速やかに 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－９ 使用済燃料プールの冷却等のための設備 

 

 

６６－９－１ 燃料プール代替注水系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料プール代替注水

系 

燃料プール代替注水系（常設配管）※１およ

び燃料プール代替注水系（可搬型）が動作

可能であること※２ 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

使用済燃料プールに

照射された燃料を貯

蔵している期間 

大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ） 
※３ 

燃料補給設備 ※４ 

※１：当該系統に期待されている機能を達成するための使用済燃料

プールまでの配管，系統構成に必要な手動弁および接続口を

含む。 

※２：サイフォン防止機能を含む。 

※３：「６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」において

運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等

を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

表６６－９ 使用済燃料プールの冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６５－９ 燃料プールの冷却等のための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－９－１ 

燃料プールスプレイ系 

 

【女川との相違】 

・女川は燃料プールの

冷却等のための設備

として注水ラインと

スプレイラインを設

けており，６６－９

－１を注水ライン，

６６－９－２をスプ

レイラインと分けて

記載している。 

島根と柏崎はスプレ

イラインのみである

ため，女川の６６－

９－２との比較を後

段で示す。 

なお，スプレイライ

ンのみでも常設ライ

ンと可搬ラインを設

けており多重性は確

保しているため問題

ない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.燃料プー

ル代替注

水系（常

設配管）

が動作不

能の場合 

A1.防災課長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

および 

A2.発電課長は，使用済燃料プールの水

位がオーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

および 

A3.防災課長は，当該機能と同等な機能

を持つ重大事故等対処設備※５が動

作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

B.燃料プー

ル代替注

水系（可

搬型）が

動作不能

の場合 

B1.防災課長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

および 

B2.発電課長は，使用済燃料プールの水

位がオーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

および 

B3.防災課長は，当該機能と同等な機能

を持つ重大事故等対処設備※６が動

作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

C.燃料プー

ル代替注

水系（常

設配管）

および燃

料プール

代替注水

系（可搬

型）が動

作不能の

場合 

C1.1.防災課長は，燃料プール代替注水

系（常設配管）を動作可能な状態

に復旧する措置を開始する。 

または 

C1.2.防災課長は，燃料プール代替注水

系（可搬型）を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

および 

C2.発電課長は，使用済燃料プールの水

位がオーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

および 

C3.発電課長は，使用済燃料プールの水

位を維持するための注水手段※７が確

保されていることを確認する。 

※５：燃料プール代替注水系（可搬型）をいう。 

※６：燃料プール代替注水系（常設配管）をいう。 

※７：ろ過水系による注水をいう。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－９－２ 燃料プールスプレイ系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料プールスプレイ

系 

燃料プールスプレイ系（常設配管）※１およ

び燃料プールスプレイ系（可搬型）が動作

可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

使用済燃料プールに

照射された燃料を貯

蔵している期間 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） ※２ 

燃料補給設備 ※３ 

スプレイノズル １２個※４ 

 

 

 

 

 

 

 

※１：当該系統に期待されている機能を達成するためのスプレイノ

ズルまでの配管，系統構成に必要な手動弁および接続口を含

む。 

 

※２：「６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」において

運転上の制限等を定める。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等

を定める。 

※４：常設配管用６個（３個×２）および可搬型用６個（３個×２）

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

６６－９－１ 燃料プール代替注水系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料プール代替

注水系 

可搬型スプレイヘッダ及び常設スプレイヘッ

ダを使用した燃料プール代替注水系が動作可

能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

使用済燃料プー

ルに照射された

燃料を貯蔵して

いる期間 

可搬型スプレイヘッダ １個 

常設スプレイヘッダ １個 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級） １台 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） ※２ 

燃料補給設備 ※３ 

 

 

 

 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の可搬型スプレイヘッダ及び常設スプレイヘッダまでの配管，

サイフォンブレーク孔，系統構成に必要な手動弁及び接続口を

含む。 

※２：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」におい

て運転上の制限等を定める。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－９－１ 燃料プールスプレイ系 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料プールスプレイ

系 

可搬型スプレイノズルおよび常設スプレ

イヘッダを使用した燃料プールスプレイ

系が動作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

燃料プールに

照射された燃

料を貯蔵して

いる期間 

可搬型スプレイノズル ２個 

常設スプレイヘッダ １個 

  

大量送水車 ※２ 

燃料補給設備 ※３ 

 

 

 

 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の常設スプレイヘッダまでの配管，サイフォンブレイク配管，

系統構成に必要な手動弁および接続口を含む。 

 

※２：第６５条（６５－１９－１ 大量送水車）において運転上の制

限等を定める。 

※３：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎は，可搬型代替

注水ポンプ（Ａ－１

級）または可搬型代

替注水ポンプ（Ａ－

２級）にて注水する

のに対して，島根で

は，大量送水車にて

注水する。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は可搬型スプレ

イノズル使用時の流

路に常設配管がな

い。 

 

 

【女川との相違】 

･女川は常設と可搬を

合わせた個数を記載

している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

   

   

１．スプレイノズルが使用可能であることを

外観点検により確認する。 

３ヶ月

に１回 

防災

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１

級）及び可搬型代替注水ポンプ

（Ａ－２級）を起動し，可搬型

代替注水ポンプ（Ａ－１級）の

流量が１４７ｍ３／ｈ以上で，

吐出圧力が１．７０MPa[gage]

以上であることを確認する。 

１年に１回 
タービンＧ

Ｍ 

２．可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１

級）及び可搬型代替注水ポンプ

（Ａ－２級）を起動し，可搬型

代替注水ポンプ（Ａ－１級）が

動作可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１

回 

モバイル 

設備管理Ｇ

Ｍ 

３．可搬型スプレイヘッダが使用可

能であることを外観点検により

確認する。 

３ヶ月に１

回 
発電ＧＭ 

４．常設スプレイヘッダが使用可能

であることを外観点検により確

認する。 

１ヶ月に１

回 
当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

 

  

 

  

1.可搬型スプレイノズルが使用可能で

あることを外観点検により確認す

る。 

３箇月に１回 課長（原

子炉） 

2.常設スプレイヘッダが使用可能であ

ることを外観点検により確認する。 

１箇月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では 65－19－1

で説明する大量送水

車で確認するため，

本表に記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は常設スプレイ

ヘッダに対しては，

常設設備としての確

認頻度を設定 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.燃料プー

ルスプレ

イ系（常

設配管）

が動作不

能の場合 

A1.防災課長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

および 

A2.発電課長は，使用済燃料プールの水

位がオーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

および 

A3.防災課長は，当該機能と同等な機能

を持つ重大事故等対処設備※５が動

作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

B.燃料プー

ルスプレ

イ系（可

搬型）が

動作不能

の場合 

B1.防災課長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

および 

B2.発電課長は，使用済燃料プールの水

位がオーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

および 

B3.防災課長は，当該機能と同等な機能

を持つ重大事故等対処設備※６が動

作可能であることを管理的手段によ

り確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．常設スプレイ

ヘッダが動作

不能の場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作

可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プー

ルの水位がオーバーフロ

ー水位付近にあること及

び水温が６５℃以下であ

ることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等

対処設備※４が動作可能で

あることを管理的手段に

より確認する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．可搬型スプレ

イヘッダが動

作不能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該設備を動作

可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，使用済燃料プー

ルの水位がオーバーフロ

ー水位付近にあること及

び水温が６５℃以下であ

ることを確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該機能と同等

な機能を持つ重大事故等

対処設備※５が動作可能で

あることを管理的手段に

より確認する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.常設スプ

レイヘッ

ダが動作

不能の場

合 

A1.当直長は，当該設備を動作可能

な状態に復旧する措置を開始す

る。 

および 

A2.当直長は，燃料プールの水位が

オーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であ

ることを確認する。 

および 

A3.課長（原子炉）は，当該機能と

同等な機能を持つ重大事故等対

処設備※４が動作可能であること

を管理的手段により確認する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

B.可搬型ス

プレイノ

ズルが動

作不能の

場合 

B1.課長（原子炉）は，当該設備を

動作可能な状態に復旧する措置

を開始する。 

および 

B2.当直長は，燃料プールの水位が

オーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であ

ることを確認する。 

および 

B3.当直長は，当該機能と同等な機

能を持つ重大事故等対処設備※５

が動作可能であることを管理的

手段により確認する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.燃料プー

ルスプレ

イ系（常

設配管）

および燃

料プール

スプレイ

系（可搬

型）が動

作不能の

場合 

C1.1.防災課長は，燃料プールスプレイ

系（常設配管）を動作可能な状態に

復旧する措置を開始する。 

または 

C1.2.防災課長は，燃料プールスプレイ

系（可搬型）を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

および 

C2.発電課長は，使用済燃料プールの水

位がオーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

 

および 

C3.防災課長は，使用済燃料プール内燃

料体等にスプレイするための手段※７

が確保されていることを確認する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

※５：燃料プールスプレイ系（可搬型）をいう。 

※６：燃料プールスプレイ系（常設配管）をいう。 

※７：化学消防自動車および大型化学高所放水車による燃料プールス

プレイ系（常設配管）を用いたスプレイをいう。 

 

Ｃ．動作可能な可

搬型代替注水

ポンプ（Ａ－

１級）が所要

数を満足して

いない場合 

Ｃ１．当直長は，当該設備を動作

可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

及び 

Ｃ２．当直長は，使用済燃料プー

ルの水位がオーバーフロ

ー水位付近にあること及

び水温が６５℃以下であ

ることを確認する。 

及び 

Ｃ３．当直長は，代替措置※６を

検討し，原子炉主任技術者

の確認を得て実施する措

置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

Ｄ．可搬型スプレ

イヘッダ及び

常設スプレイ

ヘッダが動作

不能の場合 

又は 

燃料プール代

替注水系が動

作不能の場合 

Ｄ１．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

 

 

 

 

及び 

Ｄ２．当直長は，使用済燃料プー

ルの水位がオーバーフロ

ー水位付近にあること及

び水温が６５℃以下であ

ることを確認する。 

及び 

Ｄ３．当直長は，使用済燃料プー

ルの水位を維持するため

の注水手段※７が確保され

ていることを確認する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

※４：可搬型スプレイヘッダをいう。 

※５：常設スプレイヘッダをいう。 

※６：代替品の補充等をいう。 

※７：消火系による注水をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.可搬型ス

プレイノ

ズルおよ

び常設ス

プレイヘ

ッダが動

作不能の

場合 

または 

燃料プー

ルスプレ

イ系が動

作不能の

場合 

C1.課長（原子炉）は，当該系統を

動作可能な状態に復旧する措置

を開始する。 

 

 

 

 

および 

C2.当直長は，燃料プールの水位が

オーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であ

ることを確認する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

※４：可搬型スプレイノズルをいう。 

※５：常設スプレイヘッダをいう。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，６５条（６

５－１９－１ 大量

送水車）にて整理す

る可搬型ポンプのみ

で対応可能であるた

め、本表にて管理す

る可搬型ポンプが無

いため記載不要。 

なお、６５条（６５

－１９－１ 大量送

水車）に可搬型ポン

プの代替措置検討を

記載している。 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は（１）運転上

の制限で『スプレイ

ヘッダを使用した燃

料プールスプレイ系

が動作可能であるこ

と』と記載している

ことから当該箇所で

書き分けた表現とし

ている 

【島根固有】 

・島根は当該機能を補

完する自主対策設備

がなくＤ設備を設定

しないため，要求さ

れる措置の書き分け

は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－９－３ 使用済燃料プールの除熱 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

使用済燃料プールの

除熱 

燃料プール冷却浄化系による使用済燃料

プールの除熱※１が可能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

使用済燃料プールに

照射された燃料を貯

蔵している期間 

燃料プール冷却浄化系ポン

プ 
１台 

燃料プール冷却浄化系熱交

換器 
１基 

原子炉補機代替冷却水系 ※３ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

 

※１：燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱とは，

ろ過脱塩装置バイパス運転による除熱をいう。 

※２：必要な弁，配管およびスキマサージタンクを含む。 

※３：「６６－５－４ 原子炉補機代替冷却水系」において運転上の

制限等を定める。 

※４：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６－９－２ 使用済燃料プールの除熱 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

使用済燃料プールの

除熱 

燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プ

ールの除熱※１が動作可能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

使用済燃料プールに

照射された燃料を貯

蔵している期間 

燃料プール冷却浄化系ポンプ １台 

燃料プール冷却浄化系熱交換器 １基 

代替原子炉補機冷却系 ※３ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

可搬型代替交流電源設備 ※５ 

 

 

※１：燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱とは，ろ

過脱塩器バイパス運転による除熱をいう。 

※２：必要な弁，配管及びスキマサージタンクを含む。 

※３：「６６－５－４ 代替原子炉補機冷却系」において運転上の制

限等を定める。 

※４：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※５：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－９－２ 燃料プールの除熱 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料プールの除熱 
燃料プール冷却系による燃料プールの除

熱※１が動作可能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

燃料プールに

照射された燃

料を貯蔵して

いる期間 

燃料プール冷却ポンプ １台 

燃料プール冷却系熱交換器 １基 

原子炉補機代替冷却系 ※３ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

  

代替所内電気設備 ※５ 

 

※１：燃料プール冷却系による燃料プールの除熱とは，フィルタバイ

パス運転による除熱をいう。 

※２：必要な弁，配管およびスキマサージタンクを含む。 

※３：第６５条（６５－５－３ 原子炉補機代替冷却系）において運

転上の制限等を定める。 

※４：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－９－２ 

燃料プールの除熱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の可搬型代替交

流電源設備の負荷と

して燃料プール冷却

ポンプを含めていな

い。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の燃料プール冷

却ポンプは代替所内

電気設備を経由して

受電する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．燃料プール冷却浄化系ポンプの流量が  

m3/h 以上で，揚程が  m 以上である

ことを確認する。 

１年に１

回 

発電課

長 

２．ＦＰＣろ過脱塩装置入口第一弁，ＦＰ

Ｃろ過脱塩装置入口第二弁，ＦＰＣ熱

交換器（Ａ）入口弁，ＦＰＣ熱交換器

（Ｂ）入口弁，ＦＰＣろ過脱塩装置出

口弁およびＦＰＣろ過脱塩装置バイ

パス弁が動作可能であることを確認

する。また，動作確認後，動作確認に

際して作動した弁の開閉状態を確認

する。 

１年に１

回 

発電課

長 

３．燃料プール冷却浄化系ポンプが起動す

ること※６を確認する。 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

※６：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

１．燃料プール冷却浄化系ポンプの流量

が●●   ｍ３／ｈ以上で，揚程

が ●● ｍ以上であることを確

認する。 

１年に１回 
原 子 炉

ＧＭ 

２．ＦＰＣろ過脱塩器第一入口弁，ＦＰ

Ｃろ過脱塩器第二入口弁，ＦＰＣ

ろ過脱塩器出口弁及びＦＰＣろ過

脱塩器バイパス弁が動作可能であ

ることを確認する。また，動作確

認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

１年に１回 当直長 

３．燃料プール冷却浄化系ポンプが起動

すること※６を確認する。 

１ヶ月に１

回 
当直長 

※６：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.燃料プール冷却ポンプの流量が

m3/h以上で，揚程が ｍ以上

であることを確認する。 

１年に１回 
課長（原

子炉） 

2.ＦＰＣフィルタ入口弁およびＦＰＣ

フィルタバイパス弁が動作可能であ

ることを確認する。また，動作確認

後，動作確認に際して作動した弁の

開閉状態を確認する。 

１年に１回 当直長 

3.燃料プール冷却ポンプが起動するこ

と※６を確認する。 
１箇月に１回 当直長 

 

 

 

※６：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.燃料プール

冷却浄化系

による使用

済燃料プー

ルの除熱が

できない場

合 

A1.発電課長は，当該系統を動作可能

な状態に復旧する措置を開始する。 

 

および 

A2.発電課長は，使用済燃料プールの

温度上昇評価を実施する。 

 

および 

A3.発電課長および防災課長は，代替

措置※７を検討し，原子炉主任技術者

の確認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※７：燃料プール代替注水系による使用済燃料プールへの注水および

残留熱除去系による使用済燃料プールの除熱が要求される措置

A2 の評価時間内に実施可能であることを確認する。燃料プー

ル代替注水系については，ホースの事前接続等の補完措置を含

む。残留熱除去系については管理的手段により確認する。 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．燃料プール

冷 却 浄 化

系 に よ る

使 用 済 燃

料 プ ー ル

の 除 熱 が

動 作 不 能

の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を動作

可能な状態に復旧する措置

を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プー

ルの温度上昇評価を実施す

る。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措置※７を検

討し，原子炉主任技術者の確

認を得て実施する措置を開

始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※７：燃料プール代替注水系による使用済燃料プールの注水，及び残

留熱除去系による使用済燃料プールの除熱が要求される措置Ａ２の

評価時間内に実施可能であることを確認する。燃料プール代替注水系

については，ホースの事前接続等の補完措置を含む。残留熱除去系に

ついては管理的手段により確認する。 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.燃料プール

冷却系によ

る燃料プー

ルの除熱が

動作不能の

場合 

A1.当直長は，当該系統を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

 

および 

A2.当直長は，燃料プールの温度上昇

評価を実施する。 

 

および 

A3.当直長および課長（原子炉）は，

代替措置※７を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施する措

置を開始する 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※７：燃料プールスプレイ系による燃料プールの注水および残留熱除

去系による燃料プールの除熱が要求される措置 A2の評価時間内に実

施可能であることを確認する。燃料プールスプレイ系については，ホ

ースの事前接続等の補完措置を含む。残留熱除去系については管理的

手段により確認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－９－４ 使用済燃料プール監視設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

使用済燃料プール

監視設備 

使用済燃料プール監視設備が動作可能であ

ること 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能で 

あるべき 

チャンネル数 

使用済燃料プー

ルに照射された

燃料を貯蔵して

いる期間 

使用済燃料プール水位／温度

（ガイドパルス式） 
１ 

使用済燃料プール水位／温度

（ヒートサーモ式） 
１ 

使用済燃料プール上部空間放射

線モニタ（高線量，低線量） 
 １※１ 

使用済燃料プール監視カメラ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：１チャンネルとは，高線量および低線量の両方をいう。 

 

 

 

 

６６－９－３ 使用済燃料プール監視設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

使用済燃料プール監視

設備 

使用済燃料プール監視設備が動作可能で

あること 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能で 

あるべき 

チャンネル数 

使用済燃料プー

ルに照射された

燃料を貯蔵して

いる期間 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（ＳＡ広域） 
１ 

使用済燃料貯蔵プール水位・温度

（ＳＡ） 
１ 

使用済燃料貯蔵プール放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ） 
１※２ 

使用済燃料貯蔵プール監視カメ

ラ※１ 
１ 

常設代替交流電源設備 ※３ 

可搬型代替交流電源設備 ※４ 

所内蓄電式直流電源設備 ※５ 

可搬型直流電源設備 ※６ 

 

 

 

 

※１：使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置を含む。 

 

 

 

 

 

※２：１チャンネルとは，高レンジ及び低レンジの両方をいう。 

※３：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※４：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において運転上

６５－９－３ 燃料プール監視設備 

 

（１）運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

燃料プール監視設備 燃料プール監視設備が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
要 素 

動作可能で 

あるべき 

チャンネル数 

燃料プールに

照射された燃

料を貯蔵して

いる期間 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） １ 

燃料プール水位（ＳＡ） １ 

燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 
１※２ 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）※１ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。 

 

 

 

 

 

※２：１チャンネルとは，高レンジおよび低レンジの両方をいう。 

 

 

 

TS-25 ６５－９－３ 

燃料プール監視設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・燃料プールの水温及

び水位を計測するた

めの設備構成の相違 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，計装設備

に対する運転上の制

限として「動作可能

であるべきチャンネ

ル数」を設定してい

るため，電源設備は

含めないと整理して

いる。 

【女川との相違】 

・島根の燃料プール監

視カメラ（ＳＡ）は，

カメラ本体と冷却設

備を個別に設置して

いる。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，計装設備

に対する運転上の制

2
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

要 素 項 目 頻 度 担 当 

１．使用済燃

料プール

水位／温

度（ガイ

ドパルス

式） 

チャンネル校正を実施する。 
定事検

停止時 

計測制御

課長 

使用済燃料プールに照射さ

れた燃料を貯蔵している期

間において，動作不能でない

ことを指示により確認する。 

１ヶ月

に１回 
発電課長 

２．使用済燃

料プール

水位／温

度（ヒー

トサーモ

式） 

チャンネル校正を実施する。 
定事検

停止時 

計測制御

課長 

使用済燃料プールに照射さ

れた燃料を貯蔵している期

間において，動作不能でない

ことを指示により確認する。 

１ヶ月

に１回 
発電課長 

３．使用済燃

料プール

上部空間

放射線モ

ニタ（高

線量，低

線量） 

チャンネル校正を実施する。 
定事検

停止時 

計測制御

課長 

使用済燃料プールに照射さ

れた燃料を貯蔵している期

間において，動作不能でない

ことを指示により確認する。 

１ヶ月

に１回 
発電課長 

４．使用済燃

料プール

監視カメ

ラ 

機能を確認する。 
定事検

停止時 
電気課長 

使用済燃料プールに照射さ

れた燃料を貯蔵している期

間において，動作可能である

ことを確認する。 

１ヶ月

に１回 
発電課長 

 

 

 

 

 

の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流

電源設備」において運転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－５ 可搬型直流電源設備」において運転上の制

限等を定める。 

 

 

（２）確認事項 

要 素 項 目 頻度 担当 

１．使用済燃

料貯蔵プ

ー ル 水

位・温度

（ＳＡ広

域） 

チャンネル校正を実施する。 
定事検 

停止時 

計測制御

ＧＭ 

使用済燃料プールに照射され

た燃料を貯蔵している期間に

おいて，動作不能でないこと

を指示により確認する。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

２．使用済燃

料貯蔵プ

ー ル 水

位・温度

（ＳＡ） 

チャンネル校正を実施する。 
定事検 

停止時 

計測制御

ＧＭ 

使用済燃料プールに照射され

た燃料を貯蔵している期間に

おいて，動作不能でないこと

を指示により確認する。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

３．使用済燃

料貯蔵プ

ール放射

線モニタ 

（高レン

ジ・低レ

ンジ） 

チャンネル校正を実施する。 
定事検 

停止時 

計測制御

ＧＭ 

使用済燃料プールに照射され

た燃料を貯蔵している期間に

おいて，動作不能でないこと

を指示により確認する。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

４．使用済燃料

貯蔵プー

ル監視カ

メラ 

機能を確認する。 
定事検 

停止時 

計測制御

ＧＭ 

使用済燃料プールに照射され

た燃料を貯蔵している期間に

おいて，動作可能であること

を確認する。 

１ヶ月 

に１回 

計測制御

ＧＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

要 素 項 目 頻 度 担 当 

1.燃料プール

水位・温度

（ＳＡ） 

チャンネル校正を実施する。 
定事検 

停止時 

課長（計

装） 

燃料プールに照射された燃料

を貯蔵している期間におい

て，動作不能でないことを指

示により確認する。 

１箇月 

に１回 
当直長 

2.燃料プール

水位（ＳＡ） 
チャンネル校正を実施する。 

定事検 

停止時 

課長（計

装） 

燃料プールに照射された燃料

を貯蔵している期間におい

て，動作不能でないことを指

示により確認する。 

１箇月 

に１回 
当直長 

3.燃料プール

エリア放射

線 モ ニ タ

（ 高 レ ン

ジ・低レン

ジ）（ＳＡ） 

チャンネル校正を実施する。 
定事検 

停止時 

課長（計

装） 

燃料プールに照射された燃料

を貯蔵している期間におい

て，動作不能でないことを指

示により確認する。 

１箇月 

に１回 
当直長 

4.燃料プール

監視カメラ

（ＳＡ） 

機能を確認する。 
定事検 

停止時 

課長（計

装） 

燃料プールに照射された燃料

を貯蔵している期間におい

て，動作可能であることを確

認する。 

１箇月 

に１回 
当直長 

 

 

 

 

 

限として「動作可能

であるべきチャンネ

ル数」を設定してい

るため，電源設備は

含めないと整理して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・燃料プールの水温及

び水位を計測するた

めの設備構成の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.１つ以上

の要素が

監視不能

の場合 

A1.発電課長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

および 

A2.発電課長は，使用済燃料プールの水

位がオーバーフロー水位付近にある

ことおよび水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

および 

A3.発電課長は，残りの要素が監視可能

であることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．１つ以上

の 要 素

が 監 視

不 能 の

場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃料プールの水

位がオーバーフロー水位付近にあ

ること及び水温が６５℃以下であ

ることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，残りの要素が監視可能

であることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.１つ以上の

要素が監視

不能の場合 

A1.当直長は，当該設備を動作可能な

状態に復旧する措置を開始する。 

および 

A2.当直長は，燃料プールの水位がオ

ーバーフロー水位付近にあること

および水温が 65℃以下であること

を確認する。 

および 

A3.当直長は，残りの要素が監視可能

であることを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１０ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの設備 

６６－１０－１ 大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料

火災への泡消火 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

放水設備（大気への拡散抑

制設備）および放水設備

（泡消火設備） 

放水設備（大気への拡散抑制設

備）および放水設備（泡消火設

備）が動作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大型送水ポンプ車（タイプⅡ） ※２ 

放水砲 １台 

泡消火薬剤混合装置 １台 

  

燃料補給設備 ※３ 

※１：必要なホースを含む。 

※２：「６６－１９－２ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）」において

運転上の制限等を定める。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

表６６－１０ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの設備 

６６－１０－１ 大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料

火災への泡消火 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋放水設備 
原子炉建屋放水設備が動作可能である

こと※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大容量送水車（原子炉建屋放水設

備用） 
１台 

放水砲 １台 

泡原液混合装置 １台 

泡原液搬送車 １台 

燃料補給設備 ※２ 

※１：必要なホースを含む。 

 

 

※２：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

を起動し，吐出圧力     MPa[gage]以

上，流量が   ｍ３／ｈ以上であること

を確認する。 

１年に１回 タービン

ＧＭ 

２．大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

を起動し，動作可能であることを確認する。 

３ヶ月に１

回 

モバイル

設備管理

ＧＭ 

表６５－１０ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの設備 

６５－１０－１ 大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料

火災への泡消火 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建物放水設備 
原子炉建物放水設備が動作可能である

こと※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大型送水ポンプ車 １台 

放水砲 １台 

泡消火薬剤容器 ５個 

  

燃料補給設備 ※２ 

※１：必要なホースを含む。 

 

 

※２：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.大型送水ポンプ車を起動し，吐出

圧力 1.34MPa[gage]以上，流量が

1,320m3/h以上であることを確認す

る。 

１年に１回 課長 

（タービン） 

2.大型送水ポンプ車を起動し，動作

可能であることを確認する。 

３箇月に１回 課長 

（タービン） 

TS-25 ６５－１０－

１ 大気への放射性物

質の拡散抑制，航空機

燃料火災への泡消火 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，当該放水設

備に必要な大容量送

水ポンプ（タイプⅡ）

（必要なホースを含

む）については，６

６－１９－２で管理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，当該放水設

備に必要な大容量送

水ポンプ（タイプⅡ）

（必要なホースを含

む）については，６

６－１９－２で管理

する。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１．放水砲が使用可能であることを確

認する。 

３ヶ月に１回 防災課長 

２．泡消火薬剤混合装置が使用可能で

あることを確認する。 

３ヶ月に１回 防災課長 

３．泡消火薬剤の備蓄量が 646L以上

あることを確認する。 

３ヶ月に１回 防災課長 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.放水設備

（大気への

拡散抑制設

備）または

放水設備

（泡消火設 

備）が動作

不能の場合 

A1.発電課長は，残留熱除

去系１系列を起動し,動作

可能であることを確認す

る※４とともに，その他の

設備※５が動作可能である

ことを確認する。 

 

および 

A2.発電課長は，使用済燃

料プールの水位がオーバ

ーフロー水位付近にある

ことおよび水温が65℃以

下であることを確認す

る。 

および 

A3.防災課長は，代替措置

※６を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

３．放水砲が使用可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１

回 

モバイル

設備管理

ＧＭ 

４．泡原液混合装置が使用可能であること

を確認する。 

３ヶ月に１

回 

モバイル

設備管理

ＧＭ 

５．泡原液搬送車が使用可能であること及

び泡消火薬剤の備蓄量が６４６Ｌ以上ある

ことを確認する。 

３ヶ月に１

回 

モバイル

設備管理

ＧＭ 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

Ａ．原子炉建屋

放水設備が

動作不能の

場合 

Ａ１．当直長は，残留熱

除去系１系列を起動

し,動作可能であるこ

とを確認する※３とと

もに，その他の設備※４

が動作可能であること

を確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃

料プールの水位がオーバ

ーフロー水位付近にある

こと及び水温が６５℃以

下であることを確認す

る。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措

置※５を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得

て実施する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

3.放水砲が使用可能であることを確

認する。 

３箇月に１回 課長 

（タービン） 

4.泡消火薬剤容器が使用可能である

ことおよび泡消火薬剤の備蓄量が

646Ｌ以上あることを確認する。 

３箇月に１回 課長 

（保修管理） 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.原子炉建物

放水設備が

動作不能の

場合 

A1.当直長は，残留熱除去

系１系列を起動し,動

作可能であることを確

認する※３とともに，そ

の他の設備※４が動作可

能であることを確認す

る。 

および 

A2.当直長は，燃料プールの

水位がオーバーフロー水

位付近にあることおよび

水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

 

および 

A3.課長（タービン）または

課長（保修管理）は，代

替措置※５を検討し，原

子炉主任技術者の確認

を得て実施する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

および 

A4.防災課長は，当該設備

を動作可能な状態に復旧

する。 

 

 

１０日間 

B.条件A で

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

B1.発電課長は，高温停止

にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.放水設備

（大気への

拡散抑制設 

備）または

放水設備

（泡消火設 

備）が動作

不能の場合 

A1.防災課長は，当該設備

を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

 

および 

A2.発電課長は，使用済燃

料プールの水位がオーバ

ーフロー水位付近にある

ことおよび水温が65℃以

下であることを確認す

る。 

および 

A3.防災課長は，代替措置

※６を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

※４：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※５：残りの残留熱除去系２系列をいい，至近の記録等により動作

可能であることを確認する。 

※６：代替品の補充等をいう。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系

統を動作可能な状態に

復旧する。 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

Ｂ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．原子炉建屋

放水設備が

動作不能の

場合 

Ａ１．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済燃

料プールの水位がオーバ

ーフロー水位付近にある

こと及び水温が６５℃以

下であることを確認す

る。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措

置※５を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得

て実施する措置を開始

する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

※３：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※４：残りの残留熱除去系２系列をいい，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

※５：代替品の補充等をいう。 

および 

A4.課長（タービン）または

課長（保修管理）は，当

該系統を動作可能な状

態に復旧する。 

 

１０日間 

B.条件 Aで要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.原子炉建物

放水設備が

動作不能の

場合 

A1.課長（タービン）または

課長（保修管理）は，当

該系統を動作可能な状態

に復旧する措置を開始す

る。 

および 

A2.当直長は，燃料プールの

水位がオーバーフロー水

位付近にあることおよび

水温が 65℃以下であるこ

とを確認する。 

 

および 

A3.課長（タービン）または

課長（保修管理）は，代

替措置※５を検討し，原

子炉主任技術者の確認

を得て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

※３：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※４：残りの残留熱除去系２系列をいい，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

※５：代替品の補充等をいう。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１０－２ 海洋への放射性物質の拡散抑制 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

海洋への拡散抑制設備

（シルトフェンス） 
所要数が使用可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

  

シルトフェンス※１ １２本 

  

※１：南側排水路排水桝用（高さ5m×幅5m）：２本，タービン補機

放水ピット用（高さ7m×幅5m）：２本，北側排水路排水桝用（高さ

6m×幅11m）：２本，取水口用（高さ12m×幅20m）：６本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．シルトフェンスについて，所要

数が使用可能であることを外観点検

により確認する。 

３ヶ月に１回 防災課長 

６６－１０－２ 海洋への放射性物質の拡散抑制 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

海洋拡散抑制設備 所要数が使用可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

小型船舶（汚濁防止膜設置

用） 
１台 

放水口側汚濁防止膜※１ １４本 

取水口側汚濁防止膜※２ ２４本 

放射性物質吸着材 ４０８０ｋｇ※３ 

※１：北放水口側（高さ６ｍ×幅２０ｍ） 

※２：５号炉，６号炉及び７号炉取水口側（高さ８ｍ×幅２０ｍ） 

 

 

 

 

 

 

※３：６号及び７号炉雨水排水路集水桝用（１０２０ｋｇ×２），５

号雨水排水路集水桝用（５１０ｋｇ）並びにフラップゲート

入口用（５１０ｋｇ×３） 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．汚濁防止膜について，所要数が使用

可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル設

備管理ＧＭ 

６５－１０－２ 海洋への放射性物質の拡散抑制 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

海洋拡散抑制設備 所要数が使用可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

小型船舶 １台 

２号炉放水接合槽用シルトフェンス

※１ 
２本 

輪谷湾用シルトフェンス※２ ３２本 

放射性物質吸着材 3080kg※３ 

※１：２号炉放水接合槽用（高さ１０ｍ×幅１０ｍ） 

※２：輪谷湾用（高さ７～２０ｍ（１重目は計１６本（高さ約７ｍ：

３本，約１０ｍ：１本，約１２ｍ：２本，約１４ｍ：１本，約

１５ｍ：２本，約１６ｍ：１本，約１７ｍ：１本，約１８ｍ：

１本，約１９ｍ：２本，約２０ｍ：２本），２重目は計１６本

（高さ約７ｍ：３本，約１０ｍ：１本，約１３ｍ：２本，約１

５ｍ：１本，約１６ｍ：１本，約１７ｍ：２本，約１８ｍ：１

本，約１９ｍ：２本，約２０ｍ：３本）。）×幅２０ｍ） 

※３：雨水排水路集水桝（Ｎｏ．３排水路）用（2280kg），雨水排水路

集水桝（２号炉放水槽南）用（100kg）および雨水排水路集水桝

（２号炉廃棄物処理建物南）用（700kg） 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.シルトフェンスについて，所要数が使

用可能であることを確認する。 

３箇月に１回 課長（土

木） 

TS-25 ６５－１０－

２ 海洋への放射性物

質の拡散抑制 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根では，シルトフ

ェンスの設置に小型

船舶を使用するため

記載（女川は，陸上

からの作業でシルト

フェンスの設置が可

能） 

 

【女川との相違】 

・女川では，放射性物

質吸着材は自主対策

設備としているため

記載なし 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.海洋への拡

散抑制設備

（シルトフェ

ンス）が所要

数を満足して

いない場合 

A1.発電課長は，残留熱

除去系１系列を起動し,

動作可能であることを確

認する※２とともに，そ

の他の設備※３が動作可

能であることを確認す

る。 

 

および 

A2.発電課長は，使用済

燃料プールの水位がオー

バーフロー水位付近にあ

ることおよび水温が65℃

以下であることを確認す

る。 

および 

A3.1.防災課長は，代替

措置※４を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得

て実施する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

２．小型船舶（汚濁防止膜設置用）につ

いて，所要数が使用可能であること

を確認する。 

 

 

 

 

 

３ヶ月に１回 
モバイル設

備管理ＧＭ 

３．放射性物質吸着材について，所要数

が使用可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 

モバイル設

備管理ＧＭ 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．海洋拡散抑

制設備が所要

数を満足して

いない場合 

Ａ１．当直長は，残留

熱除去系１系列を

起動し，動作可能で

あることを確認す

る※４とともに，その

他の設備※５が動作

可能であることを

確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済

燃料プールの水位が

オーバーフロー水位

付近にあること及び

水温が６５℃以下で

あることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替

措置※６を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

2.小型船舶について，所要数が使用可能

であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

３箇月に１回 課長（放

射線管

理） 

3.放射性物質吸着材について，所要数が

使用可能であることを確認する。 

３箇月に１回 課長（土

木） 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.海洋拡散抑

制設備が所

要数を満足

していない

場合 

A1.当直長は，残留熱除去

系１系列を起動し，動

作可能であることを

確認する ※ ４ととも

に，その他の設備※５

が動作可能であるこ

とを確認する。 

 

および 

A2.当直長は，燃料プールの

水位がオーバーフロー

水位付近にあることお

よび水温が 65℃以下で

あることを確認する。 

 

および 

A3.課長（土木）または課

長（放射線管理）は，

代替措置 ※ ６を検討

し，原子炉主任技術者

の確認を得て実施す

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根では，シルトフ

ェンスの設置に小型

船舶を使用するため

記載（女川は，陸上

からの作業でシルト

フェンスの設置が可

能） 

【女川との相違】 

・女川では，放射性物

質吸着材は自主対策

設備としているため

記載なし 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

または 

A3.2.防災課長は，当該

機能を補完する自主対策

設備※５が使用可能であ

ることを確認する。 

および 

A4.防災課長は，当該設

備を使用可能な状態に復

旧する。 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

B.条件A で要

求される措置

を完了時間内

に達成できな

い場合 

B1.発電課長は，高温停

止にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止

にする。 

 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.海洋への拡

散抑制設備

（シルトフェ

ンス）が所要

数を満足して 

いない場合 

A1.防災課長は，当該設

備を使用可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

 

 

および 

A2.発電課長は，使用済

燃料プールの水位がオー

バーフロー水位付近にあ

ることおよび水温が65℃

以下であることを確認す

る。 

および 

A3.1.防災課長は，代替

措置※４を検討し，原子

炉主任技術者の確認を得

て実施する措置を開始す

る。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び 

Ａ４．当直長は，当該

設備を使用可能な

状態に復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停

止にする。 

 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．海洋拡散抑

制設備が所要

数を満足して

いない場合 

Ａ１．当直長は，当該設

備を使用可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，使用済

燃料プールの水位が

オーバーフロー水位

付近にあること及び

水温が６５℃以下で

あることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替

措置※６を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る措置を開始する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

る。 

 

 

 

 

 

および 

A4.課長（土木）または課

長（放射線管理）は，

当該設備を使用可能

な状態に復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.海洋拡散抑

制設備が所

要数を満足

していない

場合 

A1.課長（土木）または課

長（放射線管理）は，

当該設備を使用可能

な状態に復旧する措置

を開始する。 

および 

A2.当直長は，燃料プールの

水位がオーバーフロー

水位付近にあることお

よび水温が 65℃以下で

あることを確認する。 

 

および 

A3.課長（土木）または課

長（放射線管理）は，

代替措置 ※ ６を検討

し，原子炉主任技術者

の確認を得て実施す

る措置を開始する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

【女川との相違】 

・女川では，放射性物

質吸着材は自主対策

設備としているため

記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

または 

A3.2.防災課長は，当該

機能を補完する自主対策

設備※5 が使用可能であ

ることを確認する。 

 

速やかに 

※２：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※３：残りの残留熱除去系２系列をいい，至近の記録等により動作

可能であることを確認する。 

※４：代替品の補充等をいう。 

※５：放射性物質吸着材をいう。 

 

 

 

 

 

※４：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※５：残りの残留熱除去系２系列をいい，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

※６：代替品の補充等をいう。 

 

 

 

 

 

※４：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※５：残りの残留熱除去系２系列をいい，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

※６：代替品の補充等をいう。 

【女川との相違】 

・女川では，放射性物

質吸着材は自主対策

設備としているため

記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１１ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

重大事故等収束のための

水源 

復水貯蔵タンクの水量が所要値以上

であること。 

 

適用される原

子炉の状態 
設 備 所要値 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水貯蔵タンク 948m3 

冷温停止 

燃料交換※１ 
復水貯蔵タンク 622m3 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止，冷温停止および燃料交

換※２において，復水貯蔵タンク

の水量を確認する。 

２４時間に１

回 
発電課長 

 

 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

表６６－１１ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

重大事故等収束のための

水源 

復水貯蔵槽の水量が所要値以上であ

ること※１ 

 

適用される原

子炉の状態 
設 備 所要値 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水貯蔵槽 １２．７ｍ 

冷温停止 

燃料交換※２ 
復水貯蔵槽 ４．４ｍ 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉の状態が運転，起動，高温

停止，冷温停止及び燃料交換※２に

おいて，復水貯蔵槽の水位を確

認する。 

２４時間に１

回 
当直長 

※１：原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系の確認運転開始から確

認運転終了後２４時間までを除く。 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

表６５－１１ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

６５－１１－１ 重大事故等収束のための水源 

 

 

（１）運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

重大事故等収束のた

めの水源 

低圧原子炉代替注水槽の水量が所要値以

上であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要値 

運転 

起動 

高温停止 

低圧原子炉代替注水槽 660ｍ３ 

冷温停止 

燃料交換※１ 
低圧原子炉代替注水槽 520ｍ３ 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.原子炉の状態が運転，起動，高温停止，

冷温停止および燃料交換※１において，

低圧原子炉代替注水槽の水量を確認

する。 

２４時間に１

回 
当直長 

 

 

※１：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

TS-25 ６５－１１－

１ 重大事故等収束の

ための水源 

 

 

 

 

 

 

 

 

・TS-77 低圧原子炉

代替注水槽水量の維

持管理について 参

照 

 

 

【女川との相違】 

・記載箇所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，低圧原子

炉代替注水槽を水源

とした手順の運転確

認時の移送先は，水

源である低圧原子炉

代替注水槽となり，

除外規定の記載は不

要 

2
6
9



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

（３）要求される措置 

適用される原

子炉の状態 
条 件 要求される措置 

完了時

間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．復水貯蔵

タンクの水

量が所要値

を満足して

いない場合 

A1.発電課長は，サプレッ

ションプール水位が第

４６条を満足している

ことを確認する。 

 

および 

A2.発電課長は，低圧注水

系３系列を起動し,動作

可能であることを確認

する※３。 

 

 

および 

A3.防災課長は，当該機能

と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※４が

動作可能であることを

確認する。 

 

および 

A4.発電課長は，当該設備

の水量を復旧する。 

速や 

かに 

 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０ 

日間 

B.条件A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４ 

時間 

 

３６ 

時間 

冷温停止 

燃料交換※５ 

 

A.復水貯蔵タ

ンクの水量

が所要値を

満足してい

ない場合 

A1.発電課長は，当該設備

の水量を復旧する措置

を開始する。 

および 

A2.発電課長は，第４０条

で要求されるサプレッ

速や 

かに 

 

 

速や 

かに 

 

（３）要求される措置 

適用される原

子炉の状態 
条 件 要求される措置 

完了時

間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．復水貯蔵

槽の水量が

所要値を満

足していな

い場合 

Ａ１．当直長は，サプレッ

ション・チェンバ水位が

規定値以上であること

を確認する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，サプレッ

ションプールを水源と

した非常用炉心冷却系

２系列を起動し,動作可

能であることを確認す

る※３。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能

と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※４が

動作可能であることを

確認する。 

 

及び 

Ａ４．当直長は，当該設備

の水量を復旧する。 

速や 

かに 

 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０ 

日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止に

する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止に

する。 

２４ 

時間 

 

３６ 

時間 

冷温停止 

燃料交換 

※５ 

Ａ．復水貯蔵

槽の水量が

所要値を満

足していな

い場合 

Ａ１．当直長は，当該設備の

水量を復旧する措置を

開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，第４０条

で要求されるサプレッ

速や 

かに 

 

 

速や 

かに 

 

（３）要求される措置 

適用される原

子炉の状態 
条 件 要求される措置 

完了時

間 

運転 

起動 

高温停止 

A.低圧原子炉

代替注水槽

の水量が所

要値を満足

していない

場合 

A1. 当直長は，サプレ

ッションチェンバ水

位が第４６条を満足

していることを確認

する。 

および 

A2.当直長は，サプレッ

ションチェンバを水

源とした非常用炉心

冷却系３系列を起動

し,動作可能である

ことを確認する※２。 

および 

A3.課長（原子炉）は，

当該機能と同等な機

能を持つ重大事故等

対処設備※３が動作可

能であることを確認

する。 

および 

A4.当直長は，当該設備

の水量を復旧する。 

速やか

に 

 

 

 

 

速やか

に 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日

間 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時

間 

 

３６時

間 

冷温停止 

燃料交換※４ 

A.低圧原子炉

代替注水槽

の水量が所

要値を満足

していない

場合 

A1.当直長は，当該設備の

水量を復旧する措置を

開始する。 

および 

A2.当直長は，第４０条

で要求されるサプレ

速やか

に 

 

 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，LOCA時の原

子炉水位回復として残

留熱除去系（低圧注水

系）３系列以上が必要

であることから，γ設

備の残留熱除去系の確

認する系列数は３系列

としている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ションチェンバを水源

とした非常用炉心冷却

系について１系列を起

動し,動作可能であるこ

とを確認する※３ととも

に，残りの非常用炉心冷

却系が動作可能である

ことを確認する※６。 

 

 

および 

A3.防災課長は，当該機能

と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※４が

動作可能であることを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速や 

かに 

※３：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※４：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた復水貯蔵タンクへの供

給手段をいい，速やかに復水貯蔵タンクへ補給できる体制を整

えるため，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を設置する等の補完

措置が完了していることを含む。 

※５：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※６：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

 

 

 

 

ションプールを水源と

した非常用炉心冷却系

について１系列を起動

し,動作可能であること

を確認する ※３ととも

に，残りの非常用炉心冷

却系が動作可能である

ことを確認する※６。 

 

 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能

と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※４が

動作可能であることを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速や 

かに 

※３：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※４：可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）を用いた復水貯蔵槽への移

送手段をいい，速やかに復水貯蔵槽へ補給できる体制を整える

ため，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）を設置する等の補完

措置が完了していることを含む。 

※５：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※６：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 

 

 

 

ッションチェンバを

水源とした非常用炉

心冷却系について１

系列を起動し,動作

可能であることを確

認する※２とともに，

残りの非常用炉心冷

却系が動作可能であ

ることを確認する※

５。 

および 

A3.課長（原子炉）は，

当該機能と同等な機

能を持つ重大事故等

対処設備※３が動作可

能であることを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やか

に 

※２：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※３：大量送水車を用いた低圧原子炉代替注水槽への移送手段をい

い，速やかに低圧原子炉代替注水槽へ補給できる体制を整える

ため，大量送水車を設置する等の補完措置が完了していること

を含む。 

※４：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※５：「動作可能であること」の確認は，至近の記録等により動作可

能であることを確認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１１－２ 復水貯蔵タンクへの供給設備 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

復水貯蔵タンク

への供給設備 

淡水貯水槽（Ｎｏ．１）および淡水貯水槽

（Ｎｏ．２）ならびに海から復水貯蔵タンク

へ水を供給するための設備が動作可能である

こと※１ 

 

適用される原子

炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※２ 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） ※３ 

復水貯蔵タンク ※４ 

燃料補給設備 ※５ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成（接続口を含む。）ができることをいう。 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※３：「６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」において運

転上の制限等を定める。 

 

 

※４：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運転

上の制限等を定める。 

※５：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定

める。 

 

 

 

 

 

６６－１１－２ 復水貯蔵槽への移送設備 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

復水貯蔵槽への 

移送設備 

淡水貯水池，防火水槽及び海から復水貯蔵槽

へ水を移送するための設備が動作可能である

こと※１ 

 

 

適用される原子

炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※２ 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２

級） 
※３ 

大容量送水車（海水取水用） ※４ 

復水貯蔵槽 ※５ 

燃料補給設備 ※６ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成（接続口を含む）ができることをいう。 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※３：「６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）」におい

て運転上の制限等を定める。 

※４：「６６－１１－３ 海水移送設備」において運転上の制限等を

定める。 

※５：「６６－１１－１ 重大事故等収束のための水源」において運

転上の制限等を定める。 

※６：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

 

 

 

 

６５－１１－２ 低圧原子炉代替注水槽への移送設備 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

低圧原子炉代替注水

槽への移送設備 

輪谷貯水槽（西１），輪谷貯水槽（西２）

および海から低圧原子炉代替注水槽へ水

を移送するための設備が動作可能である

こと※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※２ 

大量送水車 ※３ 

低圧原子炉代替注水槽 ※４ 

燃料補給設備 ※５ 

※１：動作可能とは，当該系統に期待されている機能を達成するため

の系統構成ができることをいう。 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※３：第６５条（６５－１９－１ 大量送水車）および第６５条（６

５－１１－３ 海水移送設備）において運転上の制限等を定め

る。 

 

※４：第６５条（６５－１１－１ 重大事故等収束のための水源）に

おいて運転上の制限等を定める。 

※５：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１１－

２ 低圧原子炉代替注

水槽への移送設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，海水取水

についても大量送水

車により実施 

 

 

 

【島根固有】 

・島根では，低圧原子

炉代替注水槽への水

の移送において接続

口を使用しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．復水貯蔵

タンクへ

の供 給設

備が動作

不能の場

合 

A1.発電課長は，復水貯

蔵タンクの水量が６

６－１１－１の所要

値以上であることを

確認する。 

および 

A2.防災課長は，代替措

置※６を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する。 

 

および 

A3.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する。 

速や 

かに 

 

 

 

 

３日 

間 

 

 

 

 

１０ 

日間 

B.条件A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

 

B1.発電課長は，高温停止

にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止

にする。 

２４ 

時間 

 

３６ 

時間 

冷温停止 

燃料交換※７ 

A.復水貯蔵

タンクへ

の供給設

備が動作

不能の場

合 

A1.防災課長は，当該設備

を動作可能な状態に復

旧する措置を開始す

る。 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．復水貯蔵

槽への移

送設備が

動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，復水貯

蔵槽水位が６６－１

１－１の所要水位以

上であることを確認

する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措

置※７を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する。 

 

及び 

Ａ３．当直長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する。 

速や 

かに 

 

 

 

 

３日 

間 

 

 

 

 

１０ 

日間 

Ｂ．条件Ａで

要求される

措置を完了

時間内に達

成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４ 

時間 

 

３６ 

時間 

 

 

冷温停止 

燃料交換※８ 

Ａ．復水貯蔵

槽への移

送設備が

動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，当該設備

を動作可能な状態に復

旧する措置を開始す

る。 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.低圧原子

炉代替注

水槽への

移送設備

が動作不

能の場合 

A1.当直長は，低圧原子

炉代替注水槽水量が

６５－１１－１の所

要値以上であること

を確認する。 

および 

A2.課長（原子炉）は，代

替措置※６を検討し，

原子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る。 

および 

A3.課長（原子炉）は，当

該設備を動作可能な

状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

B.条件Aで要

求される

措置を完

了時間内

に達成で

きない場

合 

B1.当直長は，高温停止に

する。 

および 

B2.当直長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換※７ 

A.低圧原子

炉代替注

水槽への

移送設備

が動作不

能の場合 

A1.課長（原子炉）は，当該

設備を動作可能な状態

に復旧する措置を開始

する。 

 

 

 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

および 

A2.防災課長は，復水貯

蔵タンクの水量が

942m3 以上となるよ

うに補給する，また

は発電課長は，942m3 

以上であることを確

認する。 

および 

A3.防災課長は，代替措

置※６を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

 

速や 

かに 

※６：代替品の補充等をいう。 

※７：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

及び 

Ａ２．当直長は，復水貯

蔵槽水位が５．５ｍ

以上となるように補

給する又は５．５ｍ

以上であることを確

認する。 

 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措

置※７を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

 

速や 

かに 

※７：代替品の補充等をいう。 

※８：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

および 

A2.課長（原子炉）は，低

圧原子炉代替注水槽

水量が 690ｍ３以上と

なるように補給す

る，または当直長は，

690ｍ３以上であるこ

とを確認する。 

および 

A3.課長（原子炉）は，代

替措置※６を検討し，

原子炉主任技術者の

確認を得て実施する

措置を開始する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

※６：代替品の補充等をいう。 

※７：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１１－３ 海水供給設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

海水供給設備 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）および大容量

送水ポンプ（タイプⅡ）による海水供給設備

が動作可能であること 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ） 
※１ 

大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅱ） 
※２ 

燃料補給設備 ※３ 

 

 

 

 

※１：「６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

※２：「６６－１９－２ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）」において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

６６－１１－３ 海水移送設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

海水移送設備 
海水移送設備２系列※１が動作可能であるこ

と 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大容量送水車（海水取水用） １台×２※２ 

燃料補給設備 ※３ 

※１：１系列とは，大容量送水車（海水取水用）１台及び必要なホー

スをいう。 

※２：大容量送水車（海水取水用）は，荒浜側高台保管場所及び大湊

側高台保管場所に分散配置されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－１１－３ 海水移送設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

海水移送設備 
海水移送設備２系列※１が動作可能であるこ

と 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大量送水車 
１台×２※

２ 

燃料補給設備 ※３ 

※１：１系列とは，大量送水車１台および必要なホースをいう。 

 

※２：大量送水車は，第１保管エリアおよび第４保管エリアに分散配

置されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１１－

３ 海水移送設備 

 

【女川との相違】 

・女川では，海水供給

は大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）および

（ライプⅡ）で実施

し，運転上の制限は

各表で整理する。 

 

 

 

【島根固有】 

・島根では，海水取水

についても大量送水

車により実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川では，大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）

については，６６－

１９－１で管理す

る。 

【女川との相違】 

・女川では，大容量送

水ポンプ（タイプⅡ）

については，６６－

１９－２で管理す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を定

める。 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

（項目なし） ― ― 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.海水供給設

備が動作不

能の場合 

 

 

 

 

 

 

A1.発電課長は，サプレ

ッションプール水位

が第４６条を満足し

ていることを確認す

る。 

および 

A2.発電課長は，復水

貯蔵タンクの水量

が６６－１１－１

の所要値以上であ

ることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．大容量送水車（海水取水用）を起動

し，流量が    ｍ３／ｈ以上で，

吐出圧力が    MPa[gage]以上

であることを確認する。 

１年に１回 
原子炉 

ＧＭ 

２．大容量送水車（海水取水用）を起動

し，動作可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１回 

モバイル 

設備管理

ＧＭ 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可能な

海水移送設

備が２系列

未満１系列

以上の場合 

Ａ１．当直長は，残りの

海水移送設備が動作

可能であることを確

認する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，サプ

レッション・チェン

バ水位が第４６条

を満足しているこ

とを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，復水

貯蔵槽水位が６６

－１１－１の所要

水位以上であるこ

とを確認する。 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

 

※３：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運転上の

制限等を定める。 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.大量送水車の性能確認を実施し，以

下を満足することを確認する。 

（１）吐出圧力が 0.99MPa[gage]以上，

流量が 120m3/h/台以上。 

（２）吐出圧力が 0.42MPa[gage]以上，

流量が 150m3/h/台以上。 

１年に１回 課長（原

子炉） 

2.大量送水車を起動し，動作可能であ

ることを確認する。 

３箇月に１回 課長（原

子炉） 

 

 

（３）要求される措置 

適用され

る原子炉

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.動作可能な

海 水 移 送

設 備 が ２

系 列 未 満

１ 系 列 以

上の場合 

A1.課長（原子炉）は，残りの

海水移送設備が動作可能で

あることを確認する。 

 

 

および 

A2.当直長は，サプレッショ

ンチェンバ水位が第４６

条を満足していることを

確認する。 

 

および 

A3.当直長は，低圧原子炉代

替注水槽水量が６５－１

１－１の所要値以上であ

ることを確認する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根では，海水取水

についても大量送水

車により実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根の条件 A は，2N

要求設備が 2N 未満

1N 以上になった場

合を記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.発電課長は，高温

停止にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温

停止にする。 

２４ 

時間 

 

３６ 

時間 

及び 

Ａ４．当直長は，代替

措置※４を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る。 

及び 

Ａ５．当直長は，当該

系統を動作可能な

状態に復旧する。 

 

１０ 

日間 

 

 

 

 

３０ 

日間 

Ｂ．動作可能な

海水移送設

備が１系列

未満の場合 

Ｂ１．当直長は，サプ

レッション・チェン

バ水位が第４６条

を満足しているこ

とを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，復水

貯蔵槽水位が６６

－１１－１の所要

水位以上であるこ

とを確認する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，代替

措置※４を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る。 

及び 

Ｂ４．当直長は，当該

系統を動作可能な

状態に復旧する。 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

３日 

間 

 

 

 

 

１０ 

日間 

Ｃ．条件Ａ又は

Ｂで要求され

る措置を完了

時間内に達成

できない場合 

Ｃ１．当直長は，高温停

止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停

止にする。 

 

２４ 

時間 

 

３６ 

時間 

および 

A4.課長（原子炉）は，代替措

置※４を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実

施する。 

 

および 

A5.課長（原子炉）は，当該系

統を動作可能な状態に復

旧する。 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

B.動作可能な

海 水 移 送

設 備 が １

系 列 未 満

の場合 

B1.当直長は，サプレッショ

ンチェンバ水位が第４６

条を満足していることを

確認する。 

 

および 

B2.当直長は，低圧原子炉代

替注水槽水量が６５－１

１－１の所要値以上であ

ることを確認する。 

 

および 

B3.課長（原子炉）は，代替措

置※４を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実

施する。 

 

および 

B4.課長（原子炉）は，当該系

統を動作可能な状態に復

旧する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

C.条件 A また

は B で要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

C1.当直長は，高温停止にする。 

 

および 

C2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

冷温停止 

燃料交換 

A.海水供給設

備が動作不

能の場合 

 

 

 

 

 

 

A1.防災課長は，復水貯

蔵タンクの水量が

942m3 以上となるよ

うに補給する，または

発電課長は，942m3 以

上であることを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な

海水移送設

備が２系列

未満の場合 

Ａ１．当直長は，当該

系統を動作可能な状

態に復旧する措置を

開始する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，復水

貯蔵槽水位が５．５

ｍ以上となるよう

に補給する又は５．

５ｍ以上であるこ

とを確認する。 

 

及び 

Ａ３．当直長は，代替

措置※４を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る措置を開始する。 

速や 

かに 

 

 

 

 

速や 

かに 

 

 

 

 

 

 

速や 

かに 

※４：代替品の補充又は淡水貯水池からの移送が可能であることの確

認等をいう。 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能な

海 水 移 送

設 備 が ２

系 列 未 満

の場合 

A1.課長（原子炉）は，当該系

統を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

 

および 

A2.課長（原子炉）は，低圧

原子炉代替注水槽水量が

690ｍ３以上となるように

補給する，または当直長

は，690ｍ３以上であるこ

とを確認する。 

 

および 

A3.課長（原子炉）は，代替措

置※４を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実

施する措置を開始する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

※４：代替品の補充または輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西

２）からの移送が可能であることの確認等をいう。 

【女川との相違】 

・女川では，代替措置

および当該系統の復

旧については，６６

－１９－１および６

６－１９－２で整理

する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

  ６５－１１－４ 構内監視設備 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

構内監視設備 
構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物

屋上）が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設  備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

構内監視カメラ（ガスタービン発電

機建物屋上） 
１台 

常設代替交流電源設備 ※１ 

可搬型代替交流電源設備 ※２ 

※１：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

※２：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻  度 担  当 

構内監視カメラ（ガスタービン発

電機建物屋上）が動作可能である

ことを確認する。 

１箇月に１回 当直長 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.構内監視

カメラ（ガ

スタービ

ン発電機

建物屋上）

が動作不

能の場合 

A1.課長（計装）は，当該設備を動

作可能な状態に復旧する。 

または 

A2.課長（計装）は，代替措置※３を

検討し，原子炉主任技術者の確

認を得て実施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※３：代替品の補充等をいう。 

TS-25 ６５－１１－

４ 構内監視設備 

 

【島根固有】 

・島根では，代替淡水

源である輪谷貯水槽

（西１）および輪谷

貯水槽（西２）周辺

で土石流が発生した

場合，水源として使

用できなくなる場合

があることから，土

石流発生の監視が可

能な耐震性を有する

構内監視カメラを設

置 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１２ 電源設備 

６６－１２－１ 常設代替交流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

常設代替交流電源

設備 

常設代替交流電源設備が動作可能であること

※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ガスタービン発電機 ２台 

ガスタービン発電設備軽油タンク ※２ 

ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ ２台 

タンクローリ ※２ 

軽油タンク ※２ 

 

※１：当該系統が動作不能時は，「６６－１６－２ 緊急時対策

所の代替電源設備」の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

※２：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．ガスタービン発電機が模擬信号で作

動することおよび運転状態（電圧等）

に異常のないことを確認する。 

定事検停止

時 

電気課長 

２．ガスタービン発電機を起動し，動作

可能であることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

発電課長 

表６６－１２ 電源設備 

６６－１２－１ 常設代替交流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

常設代替交流電源

設備 

常設代替交流電源設備による電源系が動作可

能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

第一ガスタービン発電機 １台 

第一ガスタービン発電機用燃料タンク １基 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポ

ンプ 
１台 

タンクローリ（１６ｋＬ） ※２ 

軽油タンク ※２ 

※１：燃料移送系の必要な弁及び配管を含む。 

 

 

 

 

 

 

※２：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．第一ガスタービン発電機を起動し，

運転状態（電圧等）に異常のないこと

を確認する。 

定事検停止

時 

電気機器Ｇ

Ｍ 

２．第一ガスタービン発電機を起動し，

動作可能であることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

当直長 

表６５－１２ 電源設備 

６５－１２－１ 常設代替交流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

常設代替交流電源

設備 

常設代替交流電源設備による電源系が動作可

能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設  備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ガスタービン発電機 １台 

ガスタービン発電機用サービスタンク １基 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ １台 

  

ガスタービン発電機用軽油タンク ※２ 

※１：燃料移送系の必要な弁および配管を含む。 

 

 

 

 

 

 

※２：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運

転上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項  目 頻  度 担当 

1.ガスタービン発電機を起動し，運転状

態（電圧等）に異常のないことを確認

する。 

定事検停止

時 

課長（電気） 

2.ガスタービン発電機を起動し，動作可

能であることを確認する。 

１箇月に１

回 

当直長 

TS-25 ６５－１２－

１ 常設代替交流電源

設備 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川ではガスタービ

ン発電設備用軽油タ

ンクについても「66-

12-7  燃料補給設

備」で管理している。 

【島根固有】 

・島根２号炉では常設

代替交流電源設備の

燃料移送にタンクロ

ーリを使用しない。 

【女川との相違】 

・島根２号炉では緊急

時対策所の代替電源

として常設代替交流

電源設備の使用を想

定していない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

  

３．ガスタービン発電設備燃料移送ポン

プを起動し，動作可能であることを確

認する。 

１ヶ月に１

回 

発電課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.常設代替

交流電源

設備が動

作不能の

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．第一ガスタービン発電機用燃料タン

クの油量が２０ｋＬ以上であること

を確認する。ただし，第一ガスタービ

ン発電機の運転中及び運転終了後１

２時間を除く。 

１ヶ月に１

回 

当直長 

４．第一ガスタービン発電機用燃料移送

ポンプを起動し，動作可能であること

を確認する。 

１ヶ月に１

回 

当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．常設代替

交流電源

設備によ

る電源系

が動作不

能の場合 

Ａ１．１．当直長は，非常

用ディーゼル発電機１台

を起動し，動作可能であ

ることを確認するととも

に，その他の設備※３が動

作可能であることを確認

する。 

及び 

Ａ１．２．当直長は，当該

機能と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備※４

が動作可能であることを

確認する。 

及び 

Ａ１．３．当直長は，当該

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

3.ガスタービン発電機用サービスタン

クのタンクレベルが 1,400mm以上であ

ることを確認する。ただし，ガスター

ビン発電機の運転中および運転終了

後２日間を除く。 

１箇月に１

回 

当直長 

4.ガスタービン発電機用燃料移送ポン

プを起動し，動作可能であることを確

認する。 

１箇月に１

回 

当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.常設代替

交流電源

設備によ

る電源系

が動作不

能の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉では既存

の非常用ディーゼル

発電機デイタンクと

同様に，設備運転中

及び設備運転終了後

２日間を除外期間と

して設定する。なお，

女川では「66-12-7 

燃料補給設備」にお

いてガスタービン発

電設備軽油タンクを

管理しており，常設

代替交流電源設備運

転終了後２日間を除

外期間として設定し

ていることは同様 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は常設代替

交流電源設備に対応

するＣ設備およびＤ

設備を有しており，そ

れぞれの条件を分け

て記載している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

A1.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台（Ａ系，

Ｂ系または高圧炉心スプ

レイ系）を起動し，動作

可能であることを確認す

るとともに，その他の設

備※３が動作可能である

ことを確認する。 

および 

A2.発電課長および防災課

長は，当該機能を補完す

る自主対策設備※４が使

用可能であることを確認

する。 

および 

A3.発電課長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧す

る。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

B.条件 A で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

B1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統を動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

Ａ２．１．当直長は，非常

用ディーゼル発電機１台

を起動し，動作可能であ

ることを確認するととも

に，その他の設備※３が動

作可能であることを確認

する。 

 

及び 

Ａ２．２．当直長は，当該

機能を補完する自主対策

設備※５が動作可能であ

ることを確認する。 

 

及び 

Ａ２．３．当直長は，当該

系統を動作可能な状態に

復旧する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.当直長は，非常用ディー

ゼル発電機１台を起動

し，動作可能であること

を確認するとともに，そ

の他の設備※３が動作可

能であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

および 

A2.当直長は，当該系統を動

作可能な状態に復旧す

る。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

B.条件 A で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

B1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は，常設

代替交流電源設備に

対応するＣ設備およ

びＤ設備がないため

「保安規定変更に係

る基本方針」により

AOT３日を適用する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.常設代替

交流電源

設備が動

作不能の

場合 

A1.発電課長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

および 

A2.発電課長は，非常用デ

ィーゼル発電機１台（Ａ

系，Ｂ系または高圧炉心

スプレイ系）を起動し，

動作可能であることを

確認する。 

および 

 

 

 

 

 

 

A3.発電課長および防災

課長は，当該機能を補

完する自主対策設備※４

が使用可能であること

を確認する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

※３：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記

録等により動作可能であることを確認する。 

※４：号炉間電力融通ケーブルを使用した３号炉非常用ディ

ーゼル発電機（Ａ系またはＢ系）による非常用交流高

圧電源母線２Ｃ系または２Ｄ系の受電（号炉間電力融

通ケーブル（常設）を使用した場合または号炉間電力

融通ケーブル（可搬型）を使用した場合）をいい，当

該系統で要求される準備時間を満足させるためにケー

ブルを接続する等の補完措置を含む。 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．常設代替

交流電源

設備によ

る電源系

が動作不

能の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，非常用デ

ィーゼル発電機１台を

起動し，動作可能である

ことを確認する。 

 

 

及び 

Ａ３．１．当直長は，当該機

能と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※４が動

作可能であることを確認

する。 

又は 

Ａ３．２．当直長は，当該

機能を補完する自主対

策設備※５が動作可能で

あることを確認する。 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

※３：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録

等により動作可能であることを確認する。 

※４：号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／Ｃ（Ｃ）系又は

Ｍ／Ｃ（Ｄ）系の受電をいい，当該系統で要求される準

備時間を満足させるためにケーブルを接続する等の補

完措置を含む。なお，６号炉側の電路が自主対策設備で

あることから，号炉間電力融通ケーブルを使用した場合

の復旧までの完了時間は１０日間となる。 

 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.常設代替

交流電源

設備によ

る電源系

が動作不

能の場合 

A1.当直長は，当該系統を動

作可能な状態に復旧する

措置を開始する。 

および 

A2.当直長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台を起

動し，動作可能であるこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

※３：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録

等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は，常設

代替交流電源設備に

対応するＣ設備およ

びＤ設備はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉も号炉間

融通電力設備を自主

設備として所持して

いるが，融通を行う１

号炉の非常用ディー

ゼル発電機は，常設代

替交流電源設備の機

能を補完することが

出来ないため（常設代

替交流電源設備：
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５：第二代替交流電源設備（第二ガスタービン発電機）をい

い，当該系統で要求される準備時間を満足させるための

補完措置を含む。 

4800kW に対して 1 号

DG：3000kWであり容量

が少なく，重大事故等

対処に必要な容量（有

効性評価の長期ＴＢ

において必要な容量）

である，4378kWを給電

することが出来ない）

Ｄ設備として設定し

ていない。 

【柏崎刈羽との相違】 

・自主対策設備の相違 

 

 

2
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型代替交流電

源設備 

可搬型代替交流電源設備２系列※１が動作可

能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

電源車 ２台×２※３ 

タンクローリ ※４ 

軽油タンク ※４ 

ガスタービン発電設備軽油タンク ※４ 

※１：１系列とは，電源車２台をいう。 

 

 

 

 

 

 

※２：動作可能とは，電源車接続口(原子炉建屋西側)または電

源車接続口(原子炉建屋東側)に接続できることを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型代替交流電

源設備 

可搬型代替交流電源設備による電源系２系列

※１が動作可能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

電源車 ２台×２※３ 

タンクローリ（４ｋＬ） ※４ 

軽油タンク ※４ 

  

※１：１系列とは，電源車２台をいう。 

 

 

 

 

 

 

※２：動作可能とは，緊急用電源切替箱接続装置，動力変圧器

Ｃ系，ＡＭ用動力変圧器及び代替原子炉補機冷却系に接

続できることを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

可搬型代替交流電

源設備 

可搬型代替交流電源設備による電源系２系列

※１が動作可能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設  備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

高圧発電機車 ３台×２※３ 

ガスタービン発電機用軽油タンク ※４ 

タンクローリ ※４ 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 
※４ 

※１：１系列とは，高圧発電機車３台をいう。 

 

 

 

 

 

 

※２：動作可能とは，高圧発電機車接続プラグ収納箱のうち原

子炉建物西側もしくは原子炉建物南側の１箇所に接続

し，メタクラ切替盤が使用できること，または緊急用メ

タクラ接続プラグ盤に接続できることを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１２－

２ 可搬型代替交流電

源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根２号炉は女川の

ガスタービン発電設

備軽油タンクに相当

するガスタービン発

電機用サービスタン

クを可搬型設備の燃

料補給設備として使

用しない 

【島根固有】 

・高圧発電機車接続プ

ラグ収納箱に接続し

て給電する場合，メ

タクラ切替盤を必ず

経由するため，可搬

型代替交流電源設備

の動作可能範囲に含

める。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉の原子炉

補機代替冷却系（移

動式代替熱交換設

備）は常設代替交流

2
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：電源車は，第２保管エリアおよび第３保管エリアに分散

配置されていること。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．電源車を起動し，運転状態（電圧等）

に異常のないことを確認する。 
２年に１回 防災課長 

２．電源車を起動し，動作可能であるこ

とを確認する。 

３ヶ月に１

回 
防災課長 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.動作可能

な可搬型

代替交流

電源設備

が２系列

未満１系

列以上の

場合 

A1.防災課長は，残りの可搬

型代替交流電源設備が動

作可能であることを確認

する。 

および 

A2.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台（Ａ系，

Ｂ系または高圧炉心スプ

レイ系）を起動し，動作

可能であることを確認す

るとともに，その他の設

備※５が動作可能である

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：電源車は，荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場所

に分散配置されていること。 

※４：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．電源車を起動し，運転状態（電圧等）

に異常のないことを確認する。 
２年に１回 

電気機器Ｇ

Ｍ 

２．電源車を起動し，動作可能であること

を確認する。 

３ヶ月に１

回 

モバイル設

備管理ＧＭ 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止  

Ａ．動作可能

な可搬型

代替交流

電源設備

による電

源系が２

系列未満

１系列以

上の場合 

Ａ１．当直長は，残りの可

搬型代替交流電源設備が

動作可能であることを確

認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，非常用デ

ィーゼル発電機１台を起

動し，動作可能であるこ

とを確認するとともに，

その他の設備※５が動作

可能であることを確認す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３：高圧発電機車は，第１保管エリアおよび第４保管エリア

に分散配置されていること。 

※４：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運

転上の制限等を定める。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.高圧発電機車を起動し，運転状態（電

圧等）に異常のないことを確認する。 
２年に１回 課長（電気） 

2.高圧発電機車を起動し，動作可能である

ことを確認する。 

３箇月に１

回 
課長（電気） 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.動作可能

な可搬型

代替交流

電源設備

による電

源系が２

系列未満

１系列以

上の場合 

A1.課長（電気）は，残りの

可搬型代替交流電源設

備が動作可能であるこ

とを確認する。 

および 

A2.当直長は，非常用ディー

ゼル発電機１台を起動

し，動作可能であるこ

とを確認するととも

に，その他の設備※５が

動作可能であることを

確認する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

電源設備から給電を

行うことから，高圧

発電機車の接続は不

要 

・島根２号炉の可搬型

代替交流電源設備の

接続口は原子炉建物

西側および南側に２

個所，ガスタービン

発電機建物南側に１

個所の合計３箇所設

けており，いずれか

に接続可能であるこ

とを動作可能とす

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ことを確認する。 

および 

A3.1.発電課長は，当該機能

と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備※６が動

作可能であることを確認

する。 

または 

A3.2.防災課長は，当該機能

を補完する自主対策設備

※７が使用可能であるこ

とを確認する。 

 

または 

A3.3.防災課長は，代替措置

※８を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する。 

および 

A4.防災課長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧す

る。 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

B.動作可能

な可搬型

代替交流

電源設備

が１系列

未満の場

合 

 

 

 

 

B1.1.発電課長は，非常用デ

ィーゼル発電機１台（Ａ

系，Ｂ系または高圧炉心

スプレイ系）を起動し，

動作可能であることを確

認するとともに，その他

の設備※５が動作可能で

あることを確認する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ３．当直長は，代替措置

※６を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止  

Ｂ．動作可能

な可搬型

代替交流

電源設備

による電

源系が１

系列未満

の場合 

 

Ｂ１．当直長は，代替原子

炉補機冷却系を動作不能

とみなす。 

及び 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

および 

A3.1.当直長は，当該機能と

同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※６

が動作可能であるこ

とを確認する。 

または 

A3.2.当直長および課長（電

気）は，当該機能を補完

する自主対策設備※７が

使用可能であることを

確認する。 

または 

A3.3.課長（電気）は，代替

措置※８を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する。 

および 

A4.課長（電気）は，当該系

統を動作可能な状態に

復旧する。 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

B.動作可能

な可搬型

代替交流

電源設備

による電

源系が１

系列未満

の場合 

 

 

 

 

 

B1.1.当直長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台を

起動し，動作可能で

あることを確認する

とともに，その他の

設備※５が動作可能で

あることを確認す

る。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉は，可搬

型代替交流電源設備

に対応するＣ設備お

よびＤ設備があるた

め，要求される措置

を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉では原子

炉補機代替冷却系

（移動式代替熱交換

設備）の電源として

可搬型代替交流電源

設備を使用しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

および 

B1.2.発電課長は，当該機能

と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備※６が動

作可能であることを確認

する。 

および 

B1.3.防災課長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧

する。 

または 

B2.1.発電課長は，非常用デ

ィーゼル発電機１台（Ａ

系，Ｂ系または高圧炉心

スプレイ系）を起動し，

動作可能であることを確

認するとともに，その他

の設備※５が動作可能で

あることを確認する。 

および 

B2.2.1.防災課長は，当該機

能を補完する自主対策設

備※７が使用可能である

ことを確認する。 

 

 

または 

B2.2.2.防災課長は，代替措

置※８を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実

施する。 

 

および 

B2.3.防災課長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧

する 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ２．当直長は，非常用デ

ィーゼル発電機１台を起

動し，動作可能であるこ

とを確認するとともに，

その他の設備※５が動作

可能であることを確認す

る。 

 

及び 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ３．当直長は，代替措置

※６を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する。 

 

及び 

Ｂ４．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

および 

B1.2.当直長は，当該機能と

同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※６

が動作可能であるこ

とを確認する。 

および 

B1.3.課長（電気）は，当該

系統を動作可能な状

態に復旧する。 

または 

B2.1.当直長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台を

起動し，動作可能で

あることを確認する

とともに，その他の

設備※５が動作可能で

あることを確認す

る。 

および 

B2.2.1.当直長および課長

（電気）は，当該機

能を補完する自主

対策設備※７が使用

可能であることを

確認する。 

または 

B2.2.2課長（電気）は，代

替措置 ※ ８を検討

し，原子炉主任技

術者の確認を得て

実施する。 

および 

B2.3.課長（電気）は，当該

系統を動作可能な状

態に復旧する。 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉は，可搬

型代替交流電源設備

に対応するＣ設備が

あるため，要求され

る措置を記載してお

り，ＡＯＴは基本方

針により３０日間と

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉は，可搬

型代替交流電源設備

に対応するＤ設備が

あるため，要求され

る措置を記載してお

り，ＡＯＴは基本設

計方針により１０日

間としている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

C.条件 A ま

たは B で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

C1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能

な可搬型

代替交流

電源設備

が２系列

未満の場

合 

A1.防災課長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

 

および 

A2.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台（Ａ系，

Ｂ系または高圧炉心スプ

レイ系）を起動し，動作

可能であることを確認す

る。 

および 

A3.1.発電課長は，当該機能

と同等な機能を持つ重大

事故等対処設備※６が動

作可能であることを確認

する。 

または 

A3.2.防災課長は，当該機能

を補完する自主対策設備

※７が使用可能であるこ

とを確認する。 

 

 

または 

A3.3.防災課長は，代替措置

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 Ｃ．条件Ａ又

はＢで要

求される

措置を完

了時間内

に達成で

きない場

合 

Ｃ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能

な可搬型

代替交流

電源設備

による電

源系が２

系列未満

の場合 

Ａ１．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，非常用デ

ィーゼル発電機１台を起

動し，動作可能であるこ

とを確認する。 

 

 

及び 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ３．当直長は，代替措置

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 C.条件 A ま

たは B で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

C1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

C2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能

な可搬型

代替交流

電源設備

による電

源系が２

系列未満

の場合 

A1.課長（電気）は，当該系

統を動作可能な状態に

復旧する措置を開始す

る。 

および 

A2.当直長は，非常用ディー

ゼル発電機１台を起動

し，動作可能であるこ

とを確認する。 

 

 

および 

A3.1.当直長は，当該機能と

同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※６

が動作可能であるこ

とを確認する。 

または 

A3.2.当直長および課長（電

気）は，当該機能を補

完する自主対策設備

※７が使用可能である

ことを確認する。 

または 

A3.3.課長（電気）は，代替

措置※８を検討し，原

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉は，可搬

型代替交流電源設備

に対応するＣ設備お

よびＤ設備があるた

め，要求される措置

を記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※８を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

 

 

※５：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録

等により動作可能であることを確認する。 

※６：常設代替交流電源設備をいう。 

※７：号炉間電力融通ケーブルを使用した３号炉非常用ディー

ゼル発電機（Ａ系またはＢ系）による非常用交流高圧電

源母線２Ｃ系または２Ｄ系の受電（号炉間電力融通ケー

ブル（常設）を使用した場合または号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型）を使用した場合）をいう。 

※８：代替品の補充等。 

 

 

 

 

 

※６を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

 

 

※５：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録

等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

※６：代替品の補充等。 

子炉主任技術者の確

認を得て実施する措

置を開始する。 

 

 

※５：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近の記録

等により動作可能であることを確認する。 

※６：常設代替交流電源設備をいう。 

※７：号炉間電力融通ケーブルを使用した１号炉非常用ディー

ゼル発電機による非常用交流高圧電源母線Ａ系または

Ｂ系の受電（号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用し

た場合または号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用

した場合）をいう。 

※８：代替品の補充等をいう。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 ６６－１２－３ 号炉間電力融通電気設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

号炉間電力融通電

気設備 
所要数が使用可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

号炉間電力融通ケーブル（常設） １セット※１ 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） １セット※１ 

※１：１セットとは，１相分１本の３相分３本をいう。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用

可能であることを確認する。 

１ヶ月に

１回 
当直長 

２．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）が使

用可能であることを  確認する。 

３ヶ月に

１回 

モバイル 

設備管理Ｇ

Ｍ 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．所要数を

満足 して

いな い場

合 

Ａ１．１．当直長は，非常

用ディーゼル発電機１台

を起動し，動作可能であ

ることを確認するととも

に，その他の設備※１が動

作可能であることを確認

する。 

及び 

Ａ１．２．当直長は，当該

機能と同等な機能を持つ

重大事故等対処設備※２

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

島根２号炉では該当設備なし 【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は６，７号

炉の複数号炉申請で

あるため，号炉間電

力融通電気設備を重

大事故等対処設備と

しているが，島根２

号炉は単独申請であ

るため，号炉間融通

設備は自主対策設備

としており，該当設

備はない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

が動作可能であることを

確認する。 

及び 

Ａ１．３．当直長は，当該

系統を動作可能な状態に

復旧する。 

又は 

Ａ２．１．当直長は，非常

用ディーゼル発電機１台

を起動し，動作可能であ

ることを確認するととも

に，その他の設備※１が動

作可能であることを確認

する。 

及び 

Ａ２．２．１．当直長は，

当該機能を補完する自主

対策設備※３が動作可能

であることを確認する。 

又は 

Ａ２．２．２．当直長は，

代替措置※４を検討し原

子炉主任技術者の確認を

得て実施する。 

及び 

Ａ２．３．当直長は，当該

系統を動作可能な状態に

復旧する。 

 

 

 

３０日間 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止に

する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．所要数を

満足 して

いな い場

合 

Ａ１．当直長は，当該系統を

動作可能な状態に 復旧す

る措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，非常用デ

ィーゼル発電機  １台

を起動し，動作可能であ

ることを確認する。 

及び 

Ａ３．１．当直長は，当該機

能と同等な機能を  持つ

重大事故等対処設備※２が

動作可能であることを確認

する。 

又は 

Ａ３．２．当直長は，当該機

能を補完する自主  対策

設備※３が動作可能である

ことを確認する。 

又は 

Ａ３．３．当直長は，代替

措置※４を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得て

実施する措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※１：残りの非常用ディーゼル発電機２台をいい，至近

の記録等により動作可能であることを確認する。 

※２：常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機）をい

う。 

※３：第二代替交流電源設備（第二ガスタービン発電機）をい

う。 

※４：代替品の補充等。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

所内常設蓄電式直

流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備が動作可能であ

ること 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

１２５Ｖ充電器２Ａ※１ １個 

１２５Ｖ蓄電池２Ａ※１ １組 

１２５Ｖ充電器２Ｂ※１ １個 

１２５Ｖ蓄電池２Ｂ※１ １組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：当該系統が動作不能時は，「第６２条 直流電源その

１」，「第６３条 直流電源その２」，「第６４条 所内

電源系統その１」および「第６５条 所内電源系統そ

の２」の運転上の制限も確認する。 

６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流

電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

所内蓄電式 

直流電源設備※１ 

及び常設代替 

直流電源設備※２ 

所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電

源設備による電源系が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

直流１２５Ｖ充電器Ａ※３ １個 

直流１２５Ｖ蓄電池Ａ※３ １組 

直流１２５Ｖ充電器Ａ－２※３ １個 

直流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２※３ １組 

ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器※４ １個 

ＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池※４ １組 

 

 

 

※１：所内蓄電式直流電源設備とは，直流１２５Ｖ充電器Ａ，

直流１２５Ｖ蓄電池Ａ，直流１２５Ｖ充電器Ａ－２，

直流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２，ＡＭ用直流１２５Ｖ充電

器及びＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池をいう。 

 

 

 

 

 

※２：常設代替直流電源設備とは，ＡＭ用直流１２５Ｖ充電

器及びＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池をいう。 

※３：当該系統が動作不能時は，「第６２条 直流電源その

１」及び「第６３条 直流電源その２」の運転上の制

限も確認する。 

 

６５－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設備および常設代

替直流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

所内常設蓄電式直

流電源設備※１ 

および常設代替直

流電源設備※２ 

所内常設蓄電式直流電源設備および常設代替

直流電源設備による電源系が動作可能である

こと 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

Ｂ－１１５Ｖ系充電器※３ １個 

Ｂ－１１５Ｖ系蓄電池※３ １組 

Ｂ１－１１５Ｖ系充電器（ＳＡ）

※３ 
１個 

Ｂ１－１１５Ｖ系蓄電池（ＳＡ）

※３ 
１組 

ＳＡ用１１５Ｖ系充電器 １個 

ＳＡ用１１５Ｖ系蓄電池 １組 

運転 

起動 

高温停止 

２３０Ｖ系充電器（ＲＣＩＣ）※４ １個 

２３０Ｖ系蓄電池（ＲＣＩＣ）※４ １組 

※１：所内常設蓄電式直流電源設備とは，Ｂ－１１５Ｖ系充電

器，Ｂ１－１１５Ｖ系充電器（ＳＡ），２３０Ｖ系充電器

（ＲＣＩＣ），ＳＡ用１１５Ｖ系充電器，Ｂ－１１５Ｖ系

蓄電池，Ｂ１－１１５Ｖ系蓄電池（ＳＡ），２３０Ｖ系蓄

電池（ＲＣＩＣ）およびＳＡ用１１５Ｖ系蓄電池をいう。 

 

 

 

 

※２：常設代替直流電源設備とは，ＳＡ用１１５Ｖ系充電器お

よびＳＡ用１１５Ｖ系蓄電池をいう。 

※３：当該系統が動作不能時は，第６１条（直流電源その１），

第６２条（直流電源その２），第６３条（所内電源系統そ

の１）および第６４条（所内電源系統その２）の運転上

の制限も確認する。 

TS-25 ６５－１２－

３ 所内常設蓄電式直

流電源設備および常設

代替直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は原子炉

隔離時冷却系専用電

源として２３０Ｖ系

充電器（ＲＣＩＣ）

及び２３０Ｖ系蓄電

池（ＲＣＩＣ）を有

しており，適用され

る原子炉の状態は原

子炉隔離時冷却系と

同様に運転，起動，

高温停止とする。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．所内常設蓄電式直流電源設備（蓄電

池および充電器）の機能を確認する。 

 

定事検停止

時 
電気課長 

２．１２５Ｖ蓄電池２Ａの浮動充電時の

蓄電池電圧が１２８Ｖ以上であるこ

とを確認する。 

１週間に１

回 
発電課長 

３．１２５Ｖ蓄電池２Ｂの浮動充電時の

蓄電池電圧が１２８Ｖ以上であるこ

とを確認する。 

１週間に１

回 
発電課長 

 

 

 

  

 

 

 

  

４．１２５Ｖ充電器２Ａおよび１２５Ｖ

充電器２Ｂの出力電圧を確認する。 

 

１週間に１

回 
発電課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４：当該系統が動作不能時は，「６６－９－３ 使用済燃料

プール監視設備」の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．所内蓄電式直流電源設備及び常設代

替直流電源設備（蓄電池及び充電器）

の機能を確認する。 

定事検停止

時 

運転評価Ｇ

Ｍ 

２．直流１２５Ｖ蓄電池Ａの浮動充電時の

蓄電池電圧が１２８Ｖ以上であることを

確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

３．直流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２の浮動充電

時の蓄電池電圧が１２６Ｖ以上であるこ

とを確認する。 

１週間に１

回 

当直長 

 

 

 

  

４．ＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池について，浮

動充電時の蓄電池電圧が１２８Ｖ以上で

あることを確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

５．直流１２５Ｖ充電器Ａ及び直流１２５

Ｖ充電器Ａ－２の出力電圧を確認する。 

 

１週間に１

回 

当直長 

※４：当該系統が動作不能時は，第６１条（直流電源その１）

および第６３条（所内電源系統その１）の運転上の制限

も確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.所内常設蓄電式直流電源設備および

常設代替直流電源設備（蓄電池および

充電器）の機能を確認する。 

定事検停止

時 

課長（電

気） 

2.Ｂ－１１５Ｖ系蓄電池の浮動充電時の

蓄電池電圧が 113.4Ｖ以上であることを

確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

3.Ｂ１－１１５Ｖ系蓄電池（ＳＡ）の浮

動充電時の蓄電池電圧が 113.4Ｖ以上で

あることを確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

4.２３０Ｖ系蓄電池（ＲＣＩＣ）の浮動

充電時の蓄電池電圧が 226.8Ｖ以上であ

ることを確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

5.ＳＡ用１１５Ｖ系蓄電池について，浮動

充電時の蓄電池電圧が 113.4Ｖ以上であ

ることを確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

6.Ｂ－１１５Ｖ系充電器，Ｂ１－１１５

Ｖ系充電器（ＳＡ）および２３０Ｖ系充

電器（ＲＣＩＣ）の出力電圧を確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

【島根固有】 

・２３０Ｖ系充電器

（ＲＣＩＣ）および

２３０Ｖ系蓄電池

（ＲＣＩＣ）は適用

される原子炉の状態

が異なるため，既存

条文の確認先につい

て個別に記載してい

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根２号炉の計装設

備は「動作可能であ

るべきチャンネル

数」を運転上の制限

とし，計装設備にお

いては電源を含めた

運転上の制限として

いないため確認は不

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は原子炉

隔離時冷却系専用電

源として２３０Ｖ系

充電器（ＲＣＩＣ）

及び２３０Ｖ系蓄電

池（ＲＣＩＣ）を有

している。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 
  

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.蓄電池が

動作不能

の場合 

A1.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機※２を起動

し，動作可能であること

を確認するとともに，当

該蓄電池の充電器が健全

であることを確認する。 

 

および 

A2.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，当該蓄電池の

充電器が健全であること

を確認する。 

および 

A3.発電課長は，当該蓄電池

を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.充電器が

動作不能

の場合 

B1.発電課長は，１２５Ｖ蓄

電池２Ａ，１２５Ｖ蓄電

池２Ｂおよび１２５Ｖ代

替蓄電池が健全であるこ

とを確認する。 

 

 

 

および 

B2.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機※３を起動

し，動作可能であること

を確認するとともに，動

作確認した非常用ディー

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

６．ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器の出力電圧

を確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．蓄電池が

動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，非常用デ

ィーゼル発電機 Ａ系を

起動し，動作可能である

ことを確認するととも

に，当該蓄電池の充電器

が健全であることを確認

する。 

及び 

Ａ２．当直長は，常設代替

交流電源設備が動作可能

であることを確認すると

ともに，当該蓄電池の充

電器が健全であることを

確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該蓄電

池を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．充電器が

動作不能

の場合 

Ｂ１．当直長は，蓄電池Ａ，

Ａ－２及びＡＭが健全で

あることを確認する。 

 

 

 

 

 

及び 

Ｂ２．当直長は，非常用デ

ィーゼル発電機 Ａ系を

起動し，動作可能である

ことを確認するととも

に，残りの充電器が健全

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

7.ＳＡ用１１５Ｖ系充電器の出力電圧を確

認する。 

１週間に１

回 
当直長 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.蓄電池が

動作不能

の場合 

A1.当直長は，非常用ディー

ゼル発電機 Ｂ系を起

動し，動作可能である

ことを確認するととも

に，当該蓄電池の充電

器が健全であることを

確認する。 

および 

A2.当直長は，常設代替交流

電源設備が動作可能で

あることを確認すると

ともに，当該蓄電池の

充電器が健全であるこ

とを確認する。 

および 

A3.当直長は，当該蓄電池を

動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.充電器が

動作不能

の場合 

B1.当直長は，Ｂ－１１５Ｖ

系蓄電池，Ｂ１－１１

５Ｖ系蓄電池（ＳＡ），

２３０Ｖ系蓄電池（Ｒ

ＣＩＣ）およびＳＡ用

１１５Ｖ系蓄電池が健

全であることを確認す

る。 

および 

B2.当直長は，非常用ディー

ゼル発電機 Ｂ系を起

動し，動作可能である

ことを確認するととも

に，残りの充電器が健

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は所内常設蓄電

式直流電源設備およ

び常設代替直流電源

設備としてＢ系蓄電

池が該当するため，

蓄電池動作不能時は

非常用ディーゼル発

電機Ｂ系および常設

代替交流電源設備の

動作を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は原子炉

隔離時冷却系専用電

源として２３０Ｖ系

充電器（ＲＣＩＣ）

及び２３０Ｖ系蓄電

池（ＲＣＩＣ）を有

している。 

【女川との相違】 

・島根２号炉は所内常

設蓄電式直流電源設
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ゼル発電機に接続する１

２５Ｖ充電器が健全であ

ることを確認する。 

および 

B3.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，充電器※４が健

全であることを確認す

る。 

および 

B4.発電課長は，当該充電器

を動作可能な状態に復旧

する。 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

C.条件 A ま

たは B で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

C1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.蓄電池が

動作不能

の場合 

A1.発電課長は，当該蓄電池

を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

および 

A2.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，当該蓄電池の

充電器が健全であること

を確認する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

B.充電器が

動作不能

の場合 

B1.発電課長は，当該充電器

を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

であることを確認する。 

 

 

及び 

Ｂ３．当直長は，常設代替

交流電源設備が動作可能

であることを確認すると

ともに，残りの充電器が

健全であることを確認す

る。 

及び 

Ｂ４．当直長は，当該充電

器を動作可能な状態に復

旧する。 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｃ．条件Ａ又

はＢで要

求される

措置を完

了時間内

に達成で

きない場

合 

Ｃ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．蓄電池が

動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，当該蓄電

池を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，常設代替

交流電源設備が動作可能

であることを確認すると

ともに，当該蓄電池の充

電器が健全であることを

確認する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．充電器が

動作不能

の場合 

Ｂ１．当直長は，当該充電

器を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

全であることを確認す

る。 

 

および 

B3.当直長は，常設代替交流

電源設備が動作可能で

あることを確認すると

ともに，残りの充電器

が健全であることを確

認する。 

および 

B4.当直長は，当該充電器を

動作可能な状態に復旧

する。 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

運転 

起動 

高温停止 

C.条件 A ま

たは B で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

C1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

C2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.蓄電池が

動作不能

の場合 

A1.当直長は，当該蓄電池を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

および 

A2.当直長は，常設代替交流

電源設備が動作可能で

あることを確認すると

ともに，当該蓄電池の

充電器が健全であるこ

とを確認する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

B.充電器が

動作不能

の場合 

B1.当直長は，当該充電器を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

備および常設代替直

流電源設備としてＢ

系蓄電池が該当する

ため，充電器動作不

能時は非常用ディー

ゼル発電機Ｂ系およ

び常設代替交流電源

設備の動作を確認

し，動作不能となっ

た充電器を除くＢ系

の充電器が健全であ

ることを確認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

および 

B2.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，充電器※４が健

全であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：１２５Ｖ蓄電池２Ａが動作不能の場合は，非常用ディー

ゼル発電機Ａ系とし，１２５Ｖ蓄電池２Ｂが動作不能の

場合は，非常用ディーゼル発電機Ｂ系とする。 

※３：１２５Ｖ充電器２Ａが動作不能の場合は，非常用ディー

ゼル発電機Ｂ系とし，１２５Ｖ充電器２Ｂが動作不能の

場合は，非常用ディーゼル発電機Ａ系とする。 

※４：１２５Ｖ充電器２Ａが動作不能の場合は，１２５Ｖ充電

器２Ｂおよび１２５Ｖ代替充電器とし，１２５Ｖ充電器

２Ｂが動作不能の場合は，１２５Ｖ充電器２Ａおよび１

２５Ｖ代替充電器とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び 

Ｂ２．当直長は，常設代替

交流電源設備が動作可能

であることを確認すると

ともに，残りの充電器が

健全であることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

および 

B2.当直長は，常設代替交流

電源設備が動作可能で

あることを確認すると

ともに，残りの充電器

が健全であることを確

認する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は所内常設蓄電

式直流電源設備およ

び常設代替直流電源

設備としてＢ系蓄電

池が該当するため，

充電器動作不能時は

常設代替交流電源設

備の動作を確認し，

Ｂ系の動作不能とな

った充電器を除く充

電器が健全であるこ

とを確認する。 

・女川は所内常設蓄電

式直流電源設備とし

てＡ系及びＢ系の直

流電源設備が該当し

ているため，動作不

能となる蓄電池また

は充電器に応じて確

認する非常用ディー

ゼル発電機を記載し

ているが，島根２号

炉の所内常設蓄電式

直流電源設備および

常設代替直流電源設

備はＢ系に接続され

ており，確認する非

常用ディーゼル発電

機はＢ系であること

から，動作不能とな

る設備毎の記載は不

要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１２－４ 常設代替直流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

常設代替 

直流電源設備 
常設代替直流電源設備が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

１２５Ｖ代替蓄電池 １組 

運  転 

起  動 

高温停止 

２５０Ｖ蓄電池※１ １組 

※１：当該系統が動作不能時は，「６６－４－２ 低圧代替注水

系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）」の運転上の制

限も確認する。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．１２５Ｖ代替蓄電池の機能を確認す

る。 

定事検停

止時 
電気課長 

２．２５０Ｖ蓄電池の機能を確認する。 
定事検停

止時 
電気課長 

３．１２５Ｖ代替蓄電池の浮動充電時の

蓄電池電圧が１２８Ｖ以上であるこ

とを確認する。 

１週間に

１回 
発電課長 

４．２５０Ｖ蓄電池の浮動充電時の蓄電

池電圧が２４８Ｖ以上であることを

確認する。 

１週間に

１回 
発電課長 

 

 

 

 

・島根は「６５－１２

－３ 所内常設蓄電

式直流電源設備およ

び常設代替直流電源

設備」として記載し

ている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.１２５Ｖ

代替蓄電

池が動作

不能の場

合 

A1.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台（Ａ系

またはＢ系）を起動し，

動作可能であることを確

認するとともに，動作確

認した非常用ディーゼル

発電機に接続する１２５

Ｖ充電器が健全であるこ

とおよびその他の設備※

２が動作可能であること

を確認する。 

および 

A2.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，１２５Ｖ代替

充電器が健全であること

を確認する。 

および 

A3.発電課長は，当該蓄電池

を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.２５０Ｖ

蓄電池が

動作不能

の場合 

B1.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台（Ａ系

またはＢ系）を起動し，

動作可能であることを確

認するとともに，動作確

認した非常用ディーゼル

発電機に接続する１２５

Ⅴ充電器および２５０V

充電器が健全であること

ならびにその他の設備※

２が動作可能であること

を確認する。 

および 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

B2.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，２５０Ｖ充電

器が健全であることを確

認する。 

および 

B3.発電課長は，当該蓄電池

を動作可能な状態に復旧

する。 

３日間 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

C.条件 A ま

たは B で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

C1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

適用される 

原子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.１２５Ｖ

代替蓄電

池が動作

不能の場

合 

A1.発電課長は，当該蓄電池

を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

および 

A2.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，１２５Ｖ代替

充電器が健全であること

を確認する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

※２：残りの非常用ディーゼル発電機および１２５Ｖ充電器

をいい，至近の記録等により動作可能であることを確

認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１２－５ 可搬型代替直流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型代替直流電

源設備 

可搬型代替直流電源設備が動作可能であるこ

と 

 

適用される原子

炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

１２５Ｖ代替蓄電池 ※１ 

  

１２５Ｖ代替充電器 １個 

電源車 ※２ 

軽油タンク ※３ 

ガスタービン発電設備軽油タンク ※３ 

タンクローリ ※３ 

運  転 

起  動 

高温停止 

２５０Ｖ蓄電池 ※１ 

２５０Ｖ充電器 １個 

電源車 ※２ 

軽油タンク ※３ 

ガスタービン発電設備軽油タンク ※３ 

タンクローリ ※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６－１２－５ 可搬型直流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型直流電源設

備 

可搬型直流電源設備による電源系が動作可能

であること 

 

適用される原子

炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

  

  

ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器 ※１ 

電源車 ※２ 

タンクローリ（４ｋＬ） ※３ 

軽油タンク ※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－１２－４ 可搬型直流電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型直流電源設

備 

可搬型直流電源設備による電源系が動作可能

であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

  

Ｂ１－１１５Ｖ系充電器（ＳＡ） ※１ 

ＳＡ用１１５Ｖ系充電器 ※１ 

高圧発電機車 ※２ 

タンクローリ ※３ 

ガスタービン発電機用軽油タンク ※３ 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク 
※３ 

運転 

起動 

高温停止 

２３０Ｖ系充電器（常用） １個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１２－

４ 可搬型直流電源設

備 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根２号炉では蓄電

池について本系統の

構成設備にしていな

い。 

・島根２号炉のＳＡ用

１１５Ｖ系充電器に

ついては，所内常設

蓄電式直流電源設備

および常設代替交流

電源設備の構成設備

であるため，６５－

１２－３にて運転上

の制限を定めてい

る。 

・島根２号炉は女川の

ガスタービン発電設

備軽油タンクに相当

するガスタービン発

電機用サービスタン

クを可搬型設備の燃

料補給設備として使

用しない。 

・女川の２５０Ｖ系蓄

電池および充電器は

低圧代替注水系の電

源であり島根２号炉

には該当する設備は

ない。 

【島根固有】 

・島根２号炉では本系

統を用いた原子炉隔
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：「６６－１２－４ 常設代替直流電源設備」において運

転上の制限等を定める。 

 

※２：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」において

運転上の制限等を定める。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の

制限等を定める。 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．１２５Ｖ代替充電器の機能を確認す

る。 

 

定事検停止

時 
電気課長 

２．２５０Ｖ充電器の機能を確認する。 

 

 

定事検停止

時 
電気課長 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：「６６－１２－４ 所内蓄電式直流電源設備及び常

設代替直流電源設備」において運転上の制限等を定

める。 

※２：「６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備」におい

て運転上の制限等を定める。 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の

制限等を定める。 

 

 

65-12-3 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備

（比較のため再掲・抜粋） 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

 

 

 

  

１．所内蓄電式直流電源設備及び常設代

替直流電源設備（蓄電池及び充電器）

の機能を確認する。 

定事検停止

時 

運転評価Ｇ

Ｍ 

２．直流１２５Ｖ蓄電池Ａの浮動充電時の

蓄電池電圧が１２８Ｖ以上であることを

確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

３．直流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２の浮動充電

時の蓄電池電圧が１２６Ｖ以上であるこ

とを確認する。 

１週間に１

回 

当直長 

４．ＡＭ用直流１２５Ｖ蓄電池について，浮

動充電時の蓄電池電圧が１２８Ｖ以上で

１週間に１

回 
当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：第６５条（６５－１２－３ 所内常設蓄電式直流電源設

備および常設代替直流電源設備）において運転上の制限

等を定める。 

※２：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）

において運転上の制限等を定める。 

※３：第６５条（６５－１２－６ 燃料補給設備）において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

 

 

 

  

1.２３０Ｖ系充電器（常用）の機能を確

認する。 

 

定事検停止

時 
課長（電気） 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
  

離時冷却系（以下，

「ＲＣＩＣ」という）

への給電設備として

２３０Ｖ系充電器

（常用）を使用し，

適用される原子炉の

状態はＲＣＩＣと同

様に，運転，起動，高

温停止とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根２号炉のＳＡ用

１１５Ｖ系充電器に

ついては６５－１２

－３にて運転上の制

限を定めている。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

３．１２５Ｖ代替充電器の出力電圧を確

認する。 

１週間に１

回 
発電課長 

４．２５０Ｖ充電器の出力電圧を確認す

る。 

１週間に１

回 
発電課長 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件  要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

 

 

  

A.１２５Ｖ

代替充電

器が動作

不能の場

合 

A1.発電課長は，１２５Ｖ蓄

電池２Ａ，１２５Ｖ蓄電

池２Ｂおよび１２５Ｖ代

替蓄電池が健全であるこ

とを確認する。 

および 

A2.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台（Ａ系

またはＢ系）を起動し，

動作可能であることを確

認するとともに，動作確

認した非常用ディーゼル

発電機に接続する１２５

Ｖ充電器が健全であるこ

とおよびその他の設備※

４が動作可能であること

を確認する。 

および 

A3.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，１２５Ｖ充電

器２Ａおよび１２５Ｖ充

電器２Ｂが健全であるこ

とを確認する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

あることを確認する。 

５．直流１２５Ｖ充電器Ａ及び直流１２５

Ｖ充電器Ａ－２の出力電圧を確認する。 

１週間に１

回 

当直長 

６．ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器の出力電圧

を確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件  要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．蓄電池が

動作不能

の場合 

（略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

2.２３０Ｖ系充電器（常用）の出力電圧

を確認する。 

１週間に１

回 
当直長 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【女川との相違】 

・島根２号炉のＳＡ用

１１５Ｖ系充電器に

ついては６５－１２

－３にて運転上の制

限を定めている。 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根２号炉のＳＡ用

１１５Ｖ系充電器に

ついては６５－１２

－３にて運転上の制

限を定めている。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

および 

A4.発電課長は，当該充電器

を動作可能な状態に復旧

する。 

 

３０日間 

B.２５０Ｖ

充電器が

動作不能

の場合 

B1.発電課長は，１２５Ｖ蓄

電池２Ａ，１２５Ｖ蓄電

池２Ｂおよび２５０Ｖ蓄

電池が健全であることを

確認する。 

および 

B2.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台（Ａ系

またはＢ系）を起動し動

作可能であることを確認

するとともに，動作確認

した非常用ディーゼル発

電機に接続する１２５Ｖ

充電器が健全であること

およびその他の設備※４

が動作可能であることを

確認する。 

および 

B3.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，１２５Ｖ充電

器２Ａおよび１２５Ｖ充

電器２Ｂが健全であるこ

とを確認する。 

および 

B4.発電課長は，当該充電器

を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

 

C.条件 A ま

たは B で

要求され

る措置を

完了時間

C1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

Ｂ．充電器が

動作不能

の場合 

Ｂ１．当直長は，蓄電池Ａ，

Ａ－２及びＡＭが健全で

あることを確認する。 

 

 

及び 

Ｂ２．当直長は，非常用デ

ィーゼル発電機 Ａ系を

起動し，動作可能である

ことを確認するととも

に，残りの充電器が健全

であることを確認する。 

 

 

 

 

 

及び 

Ｂ３．当直長は，常設代替

交流電源設備が動作可能

であることを確認すると

ともに，残りの充電器が

健全であることを確認す

る。 

 

及び 

Ｂ４．当直長は，当該充電

器を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｃ．条件Ａ又

はＢで要

求される

措置を完

了時間内

Ｃ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

A.２３０Ｖ

系充電器

（常用）が

動作不能

の場合 

A1.当直長は，２３０Ｖ系

蓄電池（ＲＣＩＣ）が

健全であることを確認

する。 

 

および 

A2.当直長は，非常用ディ

ーゼル発電機 Ｂ系を

起動し，動作可能であ

ることを確認するとと

もに，２３０Ｖ系充電

器（ＲＣＩＣ）が健全

であることを確認す

る。 

 

 

 

および 

A3.当直長は，常設代替交

流電源設備が動作可能

であることを確認する

とともに，２３０Ｖ系

充電器（ＲＣＩＣ）が

健全であることを確認

する。 

および 

A4.当直長は，当該充電器

を動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件 A で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

B1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉は２３０

Ｖ系充電器（常用）

を用いてＲＣＩＣへ

の給電を行うため，

充電器動作不能時に

は，ＲＣＩＣの動力

電源である２３０Ｖ

系蓄電池（ＲＣＩＣ）

を確認する。 

【島根固有】 

・島根２号炉はＲＣＩ

Ｃが接続されている

母線へ給電可能な接

続されている非常用

ディーゼル発電機Ｂ

系，常設代替交流電

源設備の動作を確認

し，２３０Ｖ系充電

器（ＲＣＩＣ）の動

作を確認する。 
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内に達成

できない

場合 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
条 件  要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.１２５Ｖ

代替充電

器が動作

不能の場

合 

A1.発電課長は，１２５Ｖ代

替充電器を動作可能な状

態に復旧する措置を開始

する。 

および 

A2.発電課長は，常設代替交

流電源設備２台が動作可

能であることを確認する

とともに，１２５Ｖ充電

器２Ａおよび１２５Ｖ充

電器２Ｂが健全であるこ

とを確認する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

※４：残りの非常用ディーゼル発電機および１２５Ｖ充電器

をいい，至近の記録等により動作可能であることを確

認する。 

 

に達成で

きない場

合 

 

 

 

 

 

できない

場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根２号炉のＳＡ用

１１５Ｖ系充電器に

ついては，所内常設

蓄電式直流電源設備

および常設代替交流

電源設備の構成設備

であるため，６５－

１２－３にて運転上

の制限を定めてい

る。 

 

 

【女川との相違】 

・島根２号炉はＲＣＩ

Ｃが接続されている

母線へ給電可能な接

続されている非常用

ディーゼル発電機Ｂ

系および２３０Ｖ系

充電器（ＲＣＩＣ）

の動作を確認する。 
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６６－１２－６ 代替所内電気設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替所内電気設備 
代替所内電気設備が使用可能であること※１※

２ 

 

適用される原子

炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ガスタービン発電機接続盤※３ ２個 

緊急用高圧母線２Ｆ系※３ ２系列 

緊急用高圧母線２Ｇ系 １系列 

緊急用動力変圧器２Ｇ系 １個 

緊急用低圧母線２Ｇ系 ３系列 

緊急用交流電源切替盤２Ｇ系 ２個 

緊急用交流電源切替盤２Ｃ系 １個 

緊急用交流電源切替盤２Ｄ系 １個 

 

※１：非常用交流高圧電源母線Ａ系およびＢ系に給電できるこ

とを含む。 

※２：非常用交流高圧電源母線Ａ系およびＢ系が動作不能時

は，「第６４条 所内電源系統その１」および「第６５条 

所内電源系統その２」の運転上の制限も確認する。 

※３:当該系統が動作不能時は，「６６－１６－２ 緊急時対策

所の代替電源設備」の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６－１２－６ 代替所内電気設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替所内電気設備 
代替所内電気設備※１からの給電系が使用可

能であること※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ＡＭ用ＭＣＣ ４個 

ＡＭ用切替盤 ２個 

ＡＭ用動力変圧器 １個 

緊急用断路器 ２個 

緊急用電源切替箱接続装置 ２個 

緊急用電源切替箱断路器 １個 

※１：ＡＭ用操作盤を含む。 

※２：非常用交流高圧電源母線Ａ系及びＢ系に給電できるこ

とを含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－１２－５ 代替所内電気設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

代替所内電気設備 
代替所内電気設備※１からの給電系が使用可

能であること※２※３ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

緊急用メタクラ １個 

メタクラ切替盤 ２個 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 ２個 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 １個 

ＳＡロードセンタ １個 

ＳＡ１コントロールセンタ １個 

ＳＡ２コントロールセンタ １個 

充電器電源切替盤 １個 

ＳＡ電源切替盤 ２個 

※１：重大事故操作盤を含む。 

※２：非常用交流高圧電源母線Ａ系およびＢ系に給電できるこ

とを含む。 

※３：非常用交流高圧電源母線Ａ系およびＢ系が動作不能時

は，第６３条（所内電源系統その１）および第６４条（所

内電源系統その２）の運転上の制限も確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１２－

５ 代替所内電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根２号炉では緊急

時対策所の代替電源

として常設代替交流

電源設備の使用を想

定していない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．代替所内電気設備が使用可能である

ことを外観点検により確認する。 

１ヶ月に１

回 
発電課長 

 

 

（３）要求される措置 

適用される原

子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.ガスター

ビン発電

機接続盤

が動作不

能の場合 

A1.発電課長は，常設代替交

流電源設備を動作不能と

みなす。 

 

 

速やかに 

B.代替所内

電気設備

が動作不

能の場合 

B1.発電課長は，非常用所内

電気設備が動作可能であ

ることを確認する。 

および 

B2.発電課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧す

る。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

C.条件 B で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

C1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.ガスター

ビン発電

機接続盤

が動作不

能の場合 

A1.発電課長は，常設代替交

流電源設備を動作不能と

みなす。 

 

 

速やかに 

B.代替所内

電気設備

が動作不

能の場合 

B1.発電課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

および 

速やかに 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．代替所内電気設備からの給電系が使

用可能であることを外観点検により

確認する。 

１ヶ月に１

回 
当直長 

 

 

（３）要求される措置 

適用される原

子炉の状態 
条  件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．緊急用断

路器が動

作不能の

場合 

Ａ１．当直長は，常設代替

交流電源設備を動作不能

とみなす。 

 

 

速やかに 

Ｂ．代替所内

電気設備

による電

源系が動

作不能の

場合 

Ｂ１．当直長は，非常用所

内電気設備が動作可能で

あることを確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

Ｃ．条件Ｂで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成 

できない

場合 

Ｃ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．緊急用断

路器が動

作不能の

場合 

Ａ１．当直長は，常設代替

交流電源設備を動作不能

とみなす。 

 

 

速やかに 

Ｂ．代替所内

電気設備

による電

源系が動

Ｂ１．当直長は，当該系統

を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

及び 

速やかに 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.代替所内電気設備からの給電系が使

用可能であることを外観点検により

確認する。 

１箇月に１

回 
当直長 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状態 
条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.緊急用メ

タクラが

動作不能

の場合 

 

A1.当直長は，常設代替交

流電源設備を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

B.代替所内

電気設備

による電

源系が動

作不能の

場合 

B1.当直長は，非常用所内

電気設備が動作可能で

あることを確認する。 

および 

B2.当直長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

C.条件 B で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

C1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

C2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.緊急用メ

タクラが

動作不能

の場合 

 

A1.当直長は，常設代替交

流電源設備を動作不能

とみなす。 

速やかに 

 

B.代替所内

電気設備

による電

源系が動

B1.当直長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

および 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

B2.発電課長は，非常用所内

電気設備が動作可能であ

ることを確認する。 

速やかに 

 

作不能の

場合 

Ｂ２．当直長は，非常用所

内電気設備が動作可能で

あることを確認する。 

速やかに 

 

作不能の

場合 

B2.当直長は，非常用所内電

気設備が動作可能である

ことを確認する。 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１２－７ 燃料補給設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料補給設備 

（２）ガスタービン発電設備軽油タンクレベルが

所要値以上であること※２ 

（１）軽油タンクレベルが所要値以上であること

※１ 

（３）所要数のタンクローリが動作可能であること※

３ 

 

 

 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状

態 

設 備 
所要値・ 

所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

非常用ディーゼル発電設備軽油タン

クレベル※４※５ 
2,770mm 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備軽油タンクレベル※５ 
3,140mm 

ガスタービン発電設備軽油タンクレ

ベル※６ 
2,080mm 

タンクローリ ２台※７ 

 

 

 

 

 

 

※２：常設代替交流電源設備が運転中および運転終了後２日間は除

く。 

※１：非常用ディーゼル発電機が運転中および運転終了後２日間は

除く。なお，非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系およ

び高圧炉心スプレイ系のディーゼル発電機をいう。 

６６－１２－７ 燃料補給設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料補給設備 

 

 

（１）軽油タンク１基以上が使用可能であるこ

と 

 

（２）所要数のタンクローリ（４ｋＬ）及びタ

ンクローリ（１６ｋＬ）が動作可能であるこ

と※１ 

 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

軽油タンク※２ 

 

 

 

１基※３ 

タンクローリ（４ｋＬ） ３台※４ 

タンクローリ（１６ｋＬ） １台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－１２－６ 燃料補給設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

燃料補給設備 

（１）ガスタービン発電機用軽油タンク

レベルが所要値以上であること※１ 

（２）非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンクの燃料貯蔵量が所要値以上

であること※２ 

（３）所要数のタンクローリが動作可能

であること※３ 

 

 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 

所要値・ 

所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ガスタービン発電機用軽油タンク 
6,219mm

以上 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク※４ 

721ｍ３以

上※５ 

タンクローリ １台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：常設代替交流電源設備が運転中および運転終了後２日間は除

く。 

※２：非常用ディーゼル発電機が運転中および運転終了後２日間は

除く。なお，非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系およ

び高圧炉心スプレイ系のディーゼル発電機をいう。 

TS-25 ６５－１２－

６ 燃料補給設備 

 

【柏崎刈羽との相違】 

･島根では，燃料補給設

備としてガスタービ

ン発電機用軽油タン

クも使用するため本

表で整理する。 

【島根固有】 

･島根では，非常用ディ

ーゼル発電機燃料貯

蔵タンクの燃料貯蔵

量を運転上の制限と

して設定する。 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

･島根はガスタービン

発電機用軽油タンク

について，６５条（６

５－１２－１）にお

いて運転上の制限等

を定めるタンクレベ

ルを確認する。 

【島根固有】 

･島根は非常用ディー

ゼル発電機燃料貯蔵

タンクについて，６

０条において運転上

の制限等を定める非

常用ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク６

基の燃料貯蔵量の合

計値を確認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※３：燃料移送系の必要な弁，配管およびホースを含む。 

※５：軽油タンクレベルが必要量確保されていない場合は，「第６

１条 非常用ディーゼル発電機燃料油等」の運転上の制限も

確認する。 

※４：非常用ディーゼル発電設備軽油タンクレベルとは，非常用デ

ィーゼル発電設備軽油タンク６基の各々の軽油タンクレベ

ルをいう。 

※６：ガスタービン発電設備軽油タンクレベルとは，ガスタービン

発電設備軽油タンク３基の各々の軽油タンクレベルをいう。 

※７：タンクローリは，第２保管エリア，第３保管エリアに分散配

置されていること。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．非常用ディーゼル発電設備軽油タン

クレベルが所要値以上であることを

確認する。 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

２．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備軽油タンクレベルが所要値以上

であることを確認する。 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

３．ガスタービン発電設備軽油タンクレ

ベルが所要値以上であることを確認

する。 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

４．タンクローリが動作可能であること

を確認する。 

３ヶ月に

１回 

防災課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：必要なホースを含む。 

※２：当該設備が使用不能時は，「第６１条 非常用ディーゼル発電

機燃料油等」の運転上の制限も確認する。 

 

※３：６号炉及び７号炉の軽油タンク４基のうち１基。 

 

 

 

 

※４：タンクローリ（４ｋＬ）は，大湊側高台保管場所及び５号炉東

側第二保管場所に分散配置されていること。 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．６号炉及び７号炉の軽

油タンク４基のうち１基

以上が第６１条で定める

軽油タンクレベルを満足

していることを確認す

る。 

 

 

 

 

１ヶ月に１回 
当直長 

 

２．タンクローリ（４ｋＬ）

が動作可能であることを

確認する。 

３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 

３．タンクローリ（１６ｋ

Ｌ）が動作可能であるこ

とを確認する。 

３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 

 

 

 

 

 

 

 

※３：必要なホースを含む。 

※４：非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの燃料貯蔵量が必要量

確保されていない場合は，第６０条（非常用ディーゼル発電機

燃料油等）の運転上の制限も確認する。 

※５：非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク６基の燃料貯蔵量の合

計値 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.ガスタービン発電機用軽油タンク

レベルが所要値以上であることを

確認する。 １箇月に１回 当直長 

2.非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンクの燃料貯蔵量が所要値以上

であることを確認する。 １箇月に１回 当直長 

3.タンクローリが動作可能であるこ

とを確認する。 ３箇月に１回 

課長 

（ タ ー

ビン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

･島根のタンクローリ

は１台であるため記

載不要。なお，予備

とは分散配置してい

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

クレベルが所要値

を満足していない

場合 

A1.発電課長は，非常用ディー

ゼル発電設備軽油タンクレ

ベルを所要値内に回復させ

る 

２日間 

B.高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電

設備軽油タンクレ

ベルが所要値を満

足していない場合 

B1.発電課長は，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備

軽油タンクレベルを所要値

内に回復させる。 

２日間 

C.ガスタービン発電

設備軽油タンクレ

ベルが所要値を満

足していない場合 

 

C1.発電課長は，ガスタービン

発電設備軽油タンクレベル

を所要値内に回復させる。 

２日間 

D.動作可能なタンク

ローリが所要数を

満足していない場

合 

D1.防災課長は，当該設備を動

作可能な状態に復旧する。 

または 

D2.防災課長は，代替措置※８を

検討し，原子炉主任技術者の

確認を得て実施する※９。 

２日間 

 

 

２日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．軽油タンクが

所要数を満足し

ていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ１.当直長は，当該設備を

使用可能な状態に復旧す

る。 

２日間 

Ｂ．動作可能なタ

ンクローリ（４

ｋＬ）が所要数

を満足していな

い場合 

Ｂ１．当直長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧す

る。 

又は 

Ｂ２．当直長は，代替措置※

５を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施す

る※６。 

２日間 

 

 

 

 

２日間 

 

Ｃ．動作可能なタ

ンクローリ（１

６ｋＬ）が所要

数を満足してい

ない場合  

Ｃ１．当直長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧す

る。 

又は 

Ｃ２．当直長は，代替措置※

５を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施す

る※６。 

２日間 

 

 

２日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.ガスタービン発

電機用軽油タン

クレベルが所要

値を満足してい

ない場合 

 

 

A1.当直長は，ガスタービン発電

機用軽油タンクレベルを所要

値内に回復させる。 

２日間 

B.非常用ディーゼ

ル発電機燃料貯

蔵タンクの燃料

貯蔵量が所要値

を満足していな

い場合 

 

 

B1.当直長は，非常用ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクの燃料

貯蔵量を所要値内に回復させ

る。 

２日間 

C.動作可能なタン

クローリが所要

数を満足してい

ない場合 

C1.課長（タービン）は，当該設

備を動作可能な状態に復旧す

る。 

または 

C2.課長（タービン） 
は，代替措

置※６を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施する※

７。 

２日間 

 

 

２日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
1
2



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

E.条件 A，B，Cまたは

D で要求される措

置を完了時間内に

達成できない場合 

E1.防災課長は，燃料補給を要

する重大事故等対処設備※10

を動作不能※11とみなす。 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※８：代替品の補充等をいう。 

※９：２日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧す

るまで運転上の制限の逸脱は継続するが，２日間を超えた

としても条件Ｅには移行しない。 

※10：燃料補給を要する重大事故等対処設備とは，以下をいう。 

電源車，大容量送水ポンプ（タイプⅠ），熱交換器ユニッ

ト，可搬型窒素ガス供給装置および大容量送水ポンプ（タ

イプⅡ），ガスタービン発電機 

 

 

 

 

※11：燃料補給を要する重大事故等対処設備の運転上の制限は個

別に適用される。 

 

Ｄ．条件Ａで要求

される措置を完

了時間内に達成

できない場合 

 

Ｄ１．当直長は，燃料補給を

要する重大事故等対処設

備※７を動作不能※８とみな

す。 

速やかに 

Ｅ．条件Ｂで要求

される措置を完

了時間内に達成

できない場合 

Ｅ１．当直長は，タンクロー

リ（４ｋＬ）による燃料補

給を要する重大事故等対

処設備※７を動作不能※８と

みなす。 

 

速やかに 

Ｆ．条件Ｃで要求

される措置を完

了時間内に達成

できない場合 

Ｆ１．当直長は，タンクロー

リ（１６ｋＬ）による燃料

補給を要する重大事故等

対処設備※７を動作不能※８

とみなす。 

速やかに 

 

 

※５：代替品の補充等をいう。 

※６：２日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するま

で運転上の制限の逸脱は継続するが，２日間を超えたとしても

条件Ｅ及びＦには移行しない。 

※７：燃料補給を要する重大事故等対処設備とは，以下をいう。 

タンクローリ（４ｋＬ）；可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級），

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級），大容量送水車（海水取水用），

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），電源車，モニタリング

ポスト用発電機及び５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型

電源設備。 

タンクローリ（１６ｋＬ）；第一ガスタービン発電機。 

 

※８：燃料補給を要する重大事故等対処設備の運転上の制限は個別に

適用される。 

D.条件 A または B

で要求される措

置を完了時間内

に達成できない

場合 

D1.当直長は，燃料補給を要する

重大事故等対処設備※８を動

作不能※９とみなす。 

速やかに 

E.条件 C で要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

E1.課長（タービン）は，タンク

ローリによる燃料補給を要す

る重大事故等対処設備※８を

動作不能※９とみなす。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

※６：代替品の補充等をいう。 

※７：２日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧するま

で運転上の制限の逸脱は継続するが，２日間を超えたとしても

条件 Eには移行しない。 

※８：燃料補給を要する重大事故等対処設備とは，以下をいう。 

ガスタービン発電機用軽油タンク；高圧発電機車，可搬式窒素

供給装置，大型送水ポンプ車および大量送水車ならびにガスタ

ービン発電機 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク；高圧発電機車，可搬

式窒素供給装置，大型送水ポンプ車および大量送水車 

タンクローリ；高圧発電機車，可搬式窒素供給装置，大型送水

ポンプ車および大量送水車 

※９：燃料補給を要する重大事故等対処設備の運転上の制限は個別に

適用される。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１３ 計装設備 

 

６６－１３－１ 主要パラメータおよび代替パラメータ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主要パラメータ 
主要パラメータを計測する計器が１チャンネ

ル以上動作可能であること※１※３ 

代替パラメータ 
主要パラメータの推定が可能であること※１※２

※３ 

※１：プラント起動に伴う計器校正，原子炉水圧検査および格納容器

漏えい率検査時に計器保護のため隔離している場合ならびに

計器ベント等の計器隔離時は，運転上の制限を満足していない

とはみなさない。 

※２：代替パラメータに記載する番号は優先順位であり，推定方法が

複数あることを示す。 

なお，推定方法が複数ある場合は，いずれかの方法で推定で

きれば運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※３：主要パラメータおよび代替パラメータに記載する[  ]は，有効

監視パラメータまたは重要監視パラメータの常用計器（耐震性

または耐環境性等はないが，監視可能であれば原子炉施設の状

態を把握することが可能な計器）を示す。運転上の制限は適用

しないが，要求される措置で代替パラメータとして確認するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６６－１３ 計装設備 

 

６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主要パラメータ 
１チャンネル以上が監視可能であること※１※３ 

 

代替パラメータ 
主要パラメータの推定が可能であること※１※２

※３ 

※１：プラント起動に伴う計器校正，原子炉水圧検査及び原子炉格納

容器漏えい率検査時に計器保護のため隔離している場合並び

に計器ベント等の計器校正時は，運転上の制限を満足してい

ないとはみなさない。 

※２：代替パラメータに記載する番号は優先順位であり，推定方法が

複数あることを示す。 

なお，推定方法が複数ある場合は，いずれかの方法で推定でき

れば運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※３：主要パラメータ及び代替パラメータに記載する[  ]は，有効監

視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は

耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状

態を把握することが可能な計器）を示す。運転上の制限は適用

しないが，要求される措置で代替パラメータとして確認するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６５－１３ 計装設備 

 

６５－１３－１ 主要パラメータおよび代替パラメータ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

主要パラメータ 
１チャンネル以上が監視可能であること

※１※３ 

代替パラメータ 
主要パラメータの推定が可能であること

※１※２※３ 

※１：プラント起動に伴う計器校正，原子炉水圧検査および格納容器

漏えい率検査時に計器保護のため隔離している場合ならびに

計器ベント等の計器校正時は，運転上の制限を満足していない

とはみなさない。 

※２：代替パラメータに記載する番号は優先順位であり，推定方法が

複数あることを示す。 

なお，推定方法が複数ある場合は，いずれかの方法で推定でき

れば運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※３：主要パラメータおよび代替パラメータに記載する［  ］は，

有効監視パラメータまたは重要監視パラメータの常用計器（耐

震性または耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子

炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。運転上の

制限は適用しないが，要求される措置で代替パラメータとして

確認することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１３－

１ 主要パラメータお

よび代替パラメータ 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１．原子炉圧力容器内の温度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※４ 

原子炉圧力

容器温度 

 

①主要パラメータ

の他の検出器 

原子炉圧力容器温

度の１つの検出器

が故障した場合

は，他の検出器に

より推定する。 

 

②原子炉圧力 

②原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位から原

子炉圧力容器内が

飽和状態にあると

想定することで，

原子炉圧力より飽

和温度／圧力の関

係を利用して原子

炉圧力容器内の温

度を推定する。 

③残留熱除去系熱

交換器入口温度 

残留熱除去系が運

転状態であれば，

残留熱除去系熱交

換器入口温度によ

り推定する。 

※４：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

１．原子炉圧力容器内の温度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※４ 

原子炉圧力

容器温度 

 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉圧力容器温

度の１チャンネル

が故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

 

②原子炉圧力 

②原子炉圧力（SA） 

 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

温度を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

③残留熱除去系熱

交換器入口温度 

残留熱除去系が運

転状態であれば，

残留熱除去系熱交

換器入口温度によ

り推定する。 

※４：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

１．原子炉圧力容器内の温度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※４ 

原子炉圧力

容 器 温 度

（ＳＡ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉圧力容器温

度（ＳＡ）の１チ

ャンネルが故障し

た場合は，他チャ

ンネルにより推定

する。 

②原子炉圧力 

②原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

②原子炉水位（広帯

域） 

②原子炉水位（燃料

域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

温度を推定する。 

③残留熱除去系熱

交換器入口温度 

残留熱除去系が運

転状態であれば，

残留熱除去系熱交

換器入口温度によ

り推定する。 

※４：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，島根および

柏崎の「原子炉水位

(ＳＡ)」に対して，

計測範囲の異なる 2

つパラメータ「原子

炉水位(ＳＡ広帯域)

および原子炉水位

(ＳＡ燃料域)」を設

定している。以下，

同じ差異理由は記載

を省略。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．原子炉圧力容器内の圧力 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

原子炉圧力 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉圧力の１チ

ャンネルが故障し

た場合は，他チャ

ンネルにより推定

する。 

②原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

原子炉圧力（ＳＡ）

により推定する。 

③原子炉水位（広

帯域） 

③原子炉水位（燃

料域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

③原子炉圧力容器

温度 

原子炉水位から原

子炉圧力容器内が

飽和状態にあると

想定することで，

原子炉圧力容器温

度より飽和温度／

圧力の関係を利用

して原子炉圧力容

器内の圧力を推定

する。 

原子炉圧力

（ＳＡ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ）

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

②原子炉圧力 
原子炉圧力により

推定する。 

③原子炉水位（広

帯域） 

③原子炉水位（燃

料域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

③原子炉圧力容器

温度 

原子炉水位から原

子炉圧力容器内が

飽和状態にあると

想定することで，

原子炉圧力容器温

度より飽和温度／

圧力の関係を利用

して原子炉圧力容

器内の圧力を推定

する。 

２．原子炉圧力容器内の圧力 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

原子炉圧力 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉圧力の１チ

ャンネルが故障し

た場合は，他チャ

ンネルにより推定

する。 

②原子炉圧力（SA） 
原子炉圧力（SA）

により推定する。 

③原子炉水位（広

帯域） 

③原子炉水位（燃

料域） 

③原子炉水位（SA） 

 

 

 

③原子炉圧力容器

温度 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

圧力を推定する。 

原子炉圧力

（SA） 

 

 

 

 

 

 

①原子炉圧力 
原子炉圧力により

推定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

②原子炉圧力容器

温度 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

圧力を推定する。 

２．原子炉圧力容器内の圧力 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

原子炉圧力 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉圧力の１チ

ャンネルが故障し

た場合は，他チャ

ンネルにより推定

する。 

②原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

原子炉圧力（ＳＡ）

により推定する。 

③原子炉水位（広帯

域） 

③原子炉水位（燃料

域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

③原子炉圧力容器

温度（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

圧力を推定する。 

原子炉圧力

（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

①原子炉圧力 
原子炉圧力により

推定する。 

②原子炉水位（広帯

域） 

②原子炉水位（燃料

域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

②原子炉圧力容器

温度（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

圧力を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，主要パラメ

ータの検出器を複数

設置しており他チャ

ンネルを代替パラメ

ータとして記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

３．原子炉圧力容器内の水位 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※５ 

原子炉水位 

（広帯域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（広帯

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ

広帯域）により推

定する。 

③高圧代替注水系

ポンプ出口流量 

③残留熱除去系洗

浄ラ イン流量

（残留熱除去系

ヘッドスプレイ

ライ ン洗浄流

量） 

③残留熱除去系洗

浄ラ イン流量

（残留熱除去系

Ｂ系格納容器冷

却ライン洗浄流

量） 

 

 

 

 

③直流駆動低圧注

水系ポンプ出口

流量 

③代替循環冷却ポ

ンプ出口流量 

③原子炉隔離時冷

却系ポンプ出口

流量 

機器動作状態にあ

る注水流量と崩壊

熱除去に必要な注

水流量により推定

する。 

 

 

 

３．原子炉圧力容器内の水位 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※５ 

原子炉水位 

（広帯域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（広帯

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（SA） 

 

原子炉水位（SA）

により推定する。 

 

③高圧代替注水系

系統流量 

③復水補給水系流

量（RHR A 系代替

注水流量） 

③復水補給水系流

量（RHR B 系代替

注水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③原子炉隔離時冷

却系系統流量 

 

機器動作状態にあ

る流量より，崩壊

熱による原子炉水

位変化量を考慮

し，原子炉圧力容

器内の水位を推定

する。 

３．原子炉圧力容器内の水位 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※５ 

原子炉水位 

（広帯域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（広帯

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

原子炉水位（ＳＡ）

により推定する。 

 

③高圧原子炉代替

注水流量 

③代替注水流量

（常設） 

③低圧原子炉代替

注水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

③低圧原子炉代替

注水流量（狭帯

域用） 

 

 

 

 

 

 

③原子炉隔離時冷

却ポンプ出口流

量 

機器動作状態にあ

る流量より，崩壊

熱による原子炉水

位変化量を考慮

し，原子炉圧力容

器内の水位を推定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，低圧原子炉

代替注水系（常設），

低圧原子炉代替注水

系（可搬型）および

残留熱代替除去系に

各々流量計を設置 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）

による低流量注水用

の流量計を設置 

【女川との相違】 

・女川は，直流駆動低

圧注水系を設置 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

③高圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

③残留熱除去系ポ

ンプ出口流量 

③低圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

 

 

 

 

④原子炉圧力 

④原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

④圧力抑制室圧力 

 

 

原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ）と

圧力抑制室圧力の

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

原子炉水位 

（燃料域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（燃料

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ

燃料域）により推

定する。 

③高圧代替注水系

ポンプ出口流量 

③残留熱除去系洗

浄ラ イン流量

（残留熱除去系

ヘッドスプレイ

ライ ン洗浄流

量） 

③残留熱除去系洗

浄ラ イン流量

（残留熱除去系

Ｂ系格納容器冷

機器動作状態にあ

る注水流量と崩壊

熱除去に必要な注

水流量により推定

する。 

 

 

 

 

③高圧炉心注水系

系統流量 

 

③残留熱除去系系

統流量 

 

 

 

 

 

 

 

④原子炉圧力 

④原子炉圧力（SA） 

 

④格納容器内圧力

（S/C） 

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

 

 

 

原子炉水位 

（燃料域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（燃料

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（SA） 

 

原子炉水位（SA）

により推定する。 

 

③高圧代替注水系

系統流量 

③復水補給水系流

量（RHR A 系代替

注水流量） 

③復水補給水系流

量（RHR B 系代替

注水流量） 

 

 

 

 

機器動作状態にあ

る流量より，崩壊

熱による原子炉水

位変化量を考慮

し，原子炉圧力容

器内の水位を推定

する。 

 

 

③高圧炉心スプレ

イポンプ出口流

量 

③残留熱除去ポン

プ出口流量 

③低圧炉心スプレ

イポンプ出口流

量 

③残留熱代替除去

系原子炉注水流

量 

 

④原子炉圧力 

④原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

④サプレッション

チェンバ圧力

（ＳＡ） 

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

原子炉水位 

（燃料域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（燃料

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

原子炉水位（ＳＡ）

により推定する。 

 

③高圧原子炉代替

注水流量 

③代替注水流量

（常設） 

③低圧原子炉代替

注水流量 

 

 

 

 

 

 

機器動作状態にあ

る流量より，崩壊

熱による原子炉水

位変化量を考慮

し，原子炉圧力容

器内の水位を推定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違（女

川の代替循環冷却ポ

ンプ出口流量に相

当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，低圧原子炉

代替注水系（常設），

低圧原子炉代替注水

系（可搬型）および

残留熱代替除去系に

各々流量計を設置す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

却ライン洗浄流

量） 

 

 

 

 

③直流駆動低圧注

水系ポンプ出口

流量 

③代替循環冷却ポ

ンプ出口流量 

③原子炉隔離時冷

却系ポンプ出口

流量 

③高圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

③残留熱除去系ポ

ンプ出口流量 

③低圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

 

 

 

 

④原子炉圧力 

④原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

④圧力抑制室圧力 

 

 

 

原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ）と

圧力抑制室圧力の

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

 

 

原子炉水位

（ＳＡ広帯

域） 

①原子炉水位（広

帯域） 

 

 

 

原子炉水位（広帯

域）により推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③原子炉隔離時冷

却系系統流量 

 

③高圧炉心注水系

系統流量 

 

③残留熱除去系系

統流量 

 

 

 

 

 

 

 

④原子炉圧力 

④原子炉圧力（SA） 

 

④格納容器内圧力 

（S/C） 

 

 

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

原子炉水位

（SA） 

①原子炉水位（広

帯域） 

①原子炉水位（燃

料域） 

 

原子炉水位（広帯

域），原子炉水位

（燃料域）により

推定する。 

 

 

 

③低圧原子炉代替

注水流量（狭帯

域用） 

 

 

 

 

 

 

③原子炉隔離時冷

却ポンプ出口流

量 

③高圧炉心スプレ

イポンプ出口流

量 

③残留熱除去ポン

プ出口流量 

③低圧炉心スプレ

イポンプ出口流

量 

③残留熱代替除去

系原子炉注水流

量 

 

④原子炉圧力 

④原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

④サプレッション

チェンバ圧力

（ＳＡ） 

 

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

原子炉水位

（ＳＡ） 

①原子炉水位（広

帯域） 

①原子炉水位（燃

料域） 

 

原子炉水位（広帯

域），原子炉水位

（燃料域）により

推定する。 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）

による低流量注水用

の流量計を設置 

【女川との相違】 

・女川は，直流駆動低

圧注水系を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違（女

川の代替循環冷却ポ

ンプ出口流量に相

当） 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は原子炉水位（SA

広帯域)と計測範囲

の異なる原子炉水位

（燃料域）を代替パ

ラメータとしていな

い。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

②高圧代替注水系

ポンプ出口流量 

②残留熱除去系洗

浄ラ イン流量

（残留熱除去系

ヘッドスプレイ

ライ ン洗浄流

量） 

②残留熱除去系洗

浄ラ イン流量

（残留熱除去系

Ｂ系格納容器冷

却ライン洗浄流

量） 

 

 

 

 

②直流駆動低圧注

水系ポンプ出口

流量 

②代替循環冷却ポ

ンプ出口流量 

②原子炉隔離時冷

却系ポンプ出口

流量 

②高圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

②残留熱除去系ポ

ンプ出口流量 

②低圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

 

 

 

 

機器動作状態にあ

る注水流量と崩壊

熱除去に必要な注

水流量により推定

する。 

 

 

 

 

②高圧代替注水系

系統流量 

②復水補給水系流

量（RHR A系代替

注水流量） 

②復水補給水系流

量（RHR B系代替

注水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②原子炉隔離時冷

却系系統流量 

 

②高圧炉心注水系

系統流量 

 

②残留熱除去系系

統流量 

 

 

 

 

 

 

 

機器動作状態にあ

る流量より，崩壊

熱による原子炉水

位変化量を考慮

し，原子炉圧力容

器内の水位を推定

する。 

②高圧原子炉代替

注水流量 

②代替注水流量

（常設） 

②低圧原子炉代替

注水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

②低圧原子炉代替

注水流量（狭帯

域用） 

 

 

 

 

 

 

②原子炉隔離時冷

却ポンプ出口流

量 

②高圧炉心スプレ

イポンプ出口流

量 

②残留熱除去ポン

プ出口流量 

②低圧炉心スプレ

イポンプ出口流

量 

②残留熱代替除去

系原子炉注水流

量 

 

機器動作状態にあ

る流量より，崩壊

熱による原子炉水

位変化量を考慮

し，原子炉圧力容

器内の水位を推定

する。 

 

 

【島根固有】 

・島根は，低圧原子炉

代替注水系（常設），

低圧原子炉代替注水

系（可搬型）および

残留熱代替除去系に

各々流量計を設置 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）

による低流量注水用

の流量計を設置 

【女川との相違】 

・女川は，直流駆動低

圧注水系を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違（女

川の代替循環冷却ポ

ンプ出口流量に相

当） 

3
2
0



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

③原子炉圧力 

③原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

③圧力抑制室圧力 

 

 

原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ）と

圧力抑制室圧力の

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

原子炉水位

（ＳＡ燃料

域） 

①原子炉水位（燃

料域） 

原子炉水位（燃料

域）により推定す

る。 

②高圧代替注水系

ポンプ出口流量 

②残留熱除去系洗

浄ラ イン流量

（残留熱除去系

ヘッドスプレイ

ライ ン洗浄流

量） 

②残留熱除去系洗

浄ラ イン流量

（残留熱除去系

Ｂ系格納容器冷

却ライン洗浄流

量） 

②直流駆動低圧注

水系ポンプ出口

流量 

②代替循環冷却ポ

ンプ出口流量 

②原子炉隔離時冷

却系ポンプ出口

流量 

②高圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

②残留熱除去系ポ

ンプ出口流量 

②低圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

機器動作状態にあ

る注水流量と崩壊

熱除去に必要な注

水流量により推定

する。 

③原子炉圧力 

③原子炉圧力（SA） 

 

③格納容器内圧力

（S/C） 

 

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③原子炉圧力 

③原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

③サプレッション

チェンバ圧力

（ＳＡ） 

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域）とは計測

範囲の異なる原子炉

水位（ＳＡ燃料域）

を設置 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

流量 

③原子炉圧力 

③原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

③圧力抑制室圧力 

原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ）と

圧力抑制室圧力の

差圧から原子炉圧

力容器の満水を推

定する。 

※５：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

４．原子炉圧力容器への注水量 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動

※６ 

高温停止

※６ 

高圧代替注

水系ポンプ

出口流量 

①復水貯蔵タンク

水位 

 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵タンクの

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位の変化

量により注水量を

推定する。 

原子炉隔離

時冷却系ポ

ンプ出口流

量 

①復水貯蔵タンク

水位 

 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵タンクの

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

 

 

原子炉水位の変化

量により注水量を

推定する。 

４．原子炉圧力容器への注水量 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動

※６ 

高温停止

※６ 

高圧代替注

水系系統流

量 

 

①復水貯蔵槽水位

（SA） 

 

水源である復水貯

蔵槽水位（SA）の

変化により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵槽の補給

状況も考慮した上

で注水量を推定す

る。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り高圧代替注水系

系統流量を推定す

る。 

原子炉隔離

時冷却系系

統流量 

 

①復水貯蔵槽水位

（SA） 

 

水源である復水貯

蔵槽水位（SA）の

変化により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵槽の補給

状況も考慮した上

で注水量を推定す

る。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り原子炉隔離時冷

却系系統流量を推

定する。 

４．原子炉圧力容器への注水量 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動※６ 

高温停止

※６ 

高圧原子炉

代替注水流

量 

 

①サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

水源であるサプレ

ッションプール水

位の変化により注

水量を推定する。 

 

 

 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り高圧原子炉代替

注水流量を推定す

る。 

原子炉隔離

時冷却ポン

プ出口流量 

 

①サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

水源であるサプレ

ッションプール水

位の変化により注

水量を推定する。 

 

 

 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り原子炉隔離時冷

却ポンプ出口流量

を推定する。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，サプレッシ

ョンプールを水源と

しており，水源の補

給はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，サプレッシ

ョンプールを水源と

しており，水源の補

給はない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

高圧炉心ス

プレイ系ポ

ンプ出口流

量 

①復水貯蔵タンク

水位 

 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵タンクの

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位の変化

量により注水量を

推定する。 

※６：高圧代替注水系ポンプ出口流量および原子炉隔離時冷却系ポン

プ出口流量については，原子炉圧力が 1.04MPa[gage]以上の場

合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心注

水系系統流

量 

 

①復水貯蔵槽水位

（SA） 

 

水源である復水貯

蔵槽水位（SA）の

変化により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵槽の補給

状況も考慮した上

で注水量を推定す

る。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り高圧炉心注水系

系統流量を推定す

る。 

※６：高圧代替注水系系統流量及び原子炉隔離時冷却系系統流量につ

いては，原子炉圧力が１．０３MPa[gage]以上の場合に適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心ス

プレイポン

プ出口流量 

 

①サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

水源であるサプレ

ッションプール水

位の変化により注

水量を推定する。 

 

 

 

 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り高圧炉心スプレ

イポンプ出口流量

を推定する。 

※６：高圧原子炉代替注水流量および原子炉隔離時冷却ポンプ出口流

量については，原子炉圧力が 0.74MPa[gage]以上の場合に適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，サプレッシ

ョンプールを水源と

しており，水源の補

給はない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

代替循環冷

却ポンプ出

口流量 

①圧力抑制室水位 

水源である圧力抑

制室水位の変化量

により注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位の変化

量により注水量を

推定する。 

直流駆動低

圧注水系ポ

ンプ出口流

量  

①復水貯蔵タンク

水位 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵タンクの

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉水位の変化

量により注水量を

推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用され

る原子炉 

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，直流駆動低

圧注水系を設置 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換

※７ 

残留熱除去

系洗浄ライ

ン流量（残

留熱除去系

ヘッドスプ

レイライン

洗浄流量） 

①復水貯蔵タンク

水位 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵タンクの

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位の変化

量により注水量を

推定する。 

残留熱除去

系洗浄ライ

ン流量（残

留熱除去系

Ｂ系格納容

器冷却ライ

ン 洗 浄 流

量） 

①復水貯蔵タンク

水位 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵タンクの

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位の変化

量により注水量を

推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※

７ 

復水補給水

系流量（RHR 

A 系代替注

水流量） 

 

 

 

①復水貯蔵槽水位

（SA） 

水源である復水貯

蔵槽水位（SA）の

変化により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵槽の補給

状況も考慮した上

で注水量を推定す

る。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り復水補給水系流

量（RHR A系代替

注水流量）を推定

する。 

復水補給水

系流量（RHR 

B 系代替注

水流量） 

①復水貯蔵槽水位

（SA） 

水源である復水貯

蔵槽水位（SA）の

変化により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵槽の補給

状況も考慮した上

で注水量を推定す

る。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り復水補給水系流

量（RHR B 系代替

注水流量）を推定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※

７ 

代替注水流

量（常設） 

 

 

 

 

①低圧原子炉代替

注水槽水位 

水源である低圧原

子炉代替注水槽水

位の水量変化によ

り注水量を推定す

る。なお，低圧原

子炉代替注水槽の

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り代替注水流量

（常設）を推定す

る。 

低圧原子炉

代替注水流

量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①原子炉水位（広

帯域） 

①原子炉水位（燃

料域） 

①原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り低圧原子炉代替

注水流量を推定す

る。 

 

低圧原子炉

代替注水流

量（狭帯域

用） 

①原子炉水位（広

帯域） 

①原子炉水位（燃

料域） 

①原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り低圧原子炉代替

注水流量（狭帯域

用）を推定する。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，低圧原子炉

代替注水系（常設），

低圧原子炉代替注水

系（可搬型）および

残留熱代替除去系に

各々流量計を設置す

る。 

 

 

 

【島根固有】 

・低圧原子炉代替注水

流量は，可搬型設備

を使用した注水流量

であることから水源

の水位を代替パラメ

ータとしていない。 

【島根固有】 

・島根は，低圧原子炉

代替注水系（常設），

低圧原子炉代替注水

系（可搬型）および

残留熱代替除去系に

各々流量計を設置す

る。 

 

【島根固有】 

・島根は，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）

における崩壊熱相当

の低流量を低圧原子

炉代替注水流量（狭

3
2
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

残留熱除去

系ポンプ出

口流量 

①圧力抑制室水位 

 

 

水源である圧力抑

制室水位の変化量

により注水量を推

定する。 

 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位の変化

量により注水量を

推定する。 

 

低圧炉心ス

プレイ系ポ

ンプ出口流

量 

①圧力抑制室水位 

 

 

 

水源である圧力抑

制室水位の変化量

により注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位の変化

量により注水量を

推定する。 

 

 

 

 

 

※７：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去

系系統流量 

①サプレッショ

ン・チェンバ・

プール水位 

水源であるサプレ

ッション・チェン

バ・プール水位の

変化により注水量

を推定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り残留熱除去系系

統流量を推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※７：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

残留熱除去

ポンプ出口

流量 

①サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

 

水源であるサプレ

ッションプール水

位の変化により注

水量を推定する。 

 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り残留熱除去ポン

プ出口流量を推定

する。 

低圧炉心ス

プレイポン

プ出口流量 

①サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

水源であるサプレ

ッションプール水

位の変化により注

水量を推定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り低圧炉心スプレ

イポンプ出口流量

を推定する。 

※７：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯域用）で計測する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

残留熱代替

除去系原子

炉注水流量 

①サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

水源であるサプレ

ッションプール水

位の変化により注

水量を推定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り残留熱代替除去

系原子炉注水流量

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違（女

川の代替循環冷却ポ

ンプ出口流量に相

当） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

５．格納容器への注水量 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

残留熱除去

系洗浄ライ

ン流量（残

留熱除去系

ヘッドスプ

レイライン

洗浄流量） 

①復水貯蔵タンク

水位 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵タンクの

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

 

②原子炉格納容器

下部水位 

②ドライウェル水

位 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器下

部水位，ドライウ

ェル水位の変化量

により注水量を推

定する。 

 

 

 

③ドライウェル温

度 

③ドライウェル圧

力 

③圧力抑制室圧力 

ドライウェル温

度，ドライウェル

圧力，圧力抑制室

圧力が低下傾向に

あることにより注

水機能が確保され

ていることを推定

する。 

 

 

５．原子炉格納容器への注水量 

適用され

る原子炉 

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

復水補給水

系流量（RHR 

B 系代替注

水流量） 

 

 

①復水貯蔵槽水位

（SA） 

水源である復水貯

蔵槽水位（SA）の

変化により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵槽の補給

状況も考慮した上

で注水量を推定す

る。 

 

②格納容器内圧力

（D/W） 

②格納容器内圧力

（S/C） 

 

②格納容器下部水

位 

注水先の格納容器

内圧力（D/W）又は

格納容器内圧力

（S/C）より格納容

器への注水量を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．格納容器への注水量 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水流

量（常設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①低圧原子炉代替

注水槽水位 

水源である低圧原

子炉代替注水槽水

位の水量変化によ

り注水量を推定す

る。なお，低圧原

子炉代替注水槽の

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

②ドライウェル圧

力（ＳＡ） 

②サプレッション

チ ェ ン バ 圧 力

（ＳＡ） 

 

 

②ドライウェル水

位 

②サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

②ペデスタル水位 

注水先のドライウ

ェル圧力（ＳＡ）

またはサプレッシ

ョンチェンバ圧力

（ＳＡ）より代替

注水流量（常設）

を推定する。 

注水先のドライウ

ェル水位，サプレ

ッションプール水

位（ＳＡ）および

ペデスタル水位の

変化により代替注

水流量（常設）を

推定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，格納容器代

替スプレイ系（常

設），格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）

および残留熱代替除

去系に各々流量計を

設置 

【島根固有】 

・島根は，ドライウェ

ルからサプレッショ

ンプールへの水の流

入を考慮してサプレ

ッションプール水位

を記載 

【女川との相違】 

・女川は，代替パラメ

ータにより注水機能

が確保されているこ

とを推定する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

残留熱除去

系洗浄ライ

ン流量（残

留熱除去系

Ｂ系格納容

器冷却ライ

ン 洗 浄 流

量） 

①復水貯蔵タンク

水位 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵タンクの

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

②原子炉格納容器

下部水位 

②ドライウェル水

位 

原子炉格納容器下

部水位，ドライウ

ェル水位の変化量

により注水量を推

定する。 

③ドライウェル温

度 

③ドライウェル圧

力 

③圧力抑制室圧力 

ドライウェル温

度，ドライウェル

圧力，圧力抑制室

圧力が低下傾向に

あることにより注

水機能が確保され

ていることを推定

する。 

原子炉格納

容器代替ス

プレイ流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

①原子炉格納容器

下部水位 

①ドライウェル水

位 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器下

部水位，ドライウ

ェル水位の変化量

により注水量を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

格納容器代

替スプレイ

流量 

①ドライウェル圧

力（ＳＡ） 

①サプレッション

チ ェ ン バ 圧 力

（ＳＡ） 

 

 

①ドライウェル水

位 

①サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

①ペデスタル水位 

注水先のドライウ

ェル圧力（ＳＡ）

またはサプレッシ

ョンチェンバ圧力

（ＳＡ）より格納

容器代替スプレイ

流量を推定する。 

注水先のドライウ

ェル水位，サプレ

ッションプール水

位（ＳＡ）および

ペデスタル水位の

変化により格納容

器代替スプレイ流

量を推定する。 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，格納容器代

替スプレイとして残

留熱除去系Ｂ系も使

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，注水先の圧

力による推定のため

ドライウェル圧力

（ＳＡ）およびサプ

レッションチェンバ

圧力（ＳＡ）を代替

パラメータに記載 

【島根固有】 

・島根は，ドライウェ

ルへ注水した水はサ

プレッションプール

へ流入するためサプ

レッションプール水

位（ＳＡ）を代替パ

ラメータに記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

②ドライウェル温

度 

②ドライウェル圧

力 

②圧力抑制室圧力 

ドライウェル温

度，ドライウェル

圧力，圧力抑制室

圧力が低下傾向に

あることにより注

水機能が確保され

ていることを推定

する。 

代替循環冷

却ポンプ出

口流量 

①原子炉格納容器

下部水位 

①ドライウェル水

位 

原子炉格納容器下

部水位，ドライウ

ェル水位の変化量

により注水量を推

定する。 

②ドライウェル温

度 

②ドライウェル圧

力 

②圧力抑制室圧力 

ドライウェル温

度，ドライウェル

圧力，圧力抑制室

圧力が低下傾向に

あることにより注

水機能が確保され

ていることを推定

する。 

原子炉格納

容器下部注

水流量 

 

①復水貯蔵タンク

水位 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵タンクの

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

 

 

 

 

②原子炉格納容器

下部水位 

②ドライウェル水

位 

 

原子炉格納容器下

部水位，ドライウ

ェル水位の変化量

により注水量を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

復水補給水

系流量（格

納容器下部

注水流量） 

①復水貯蔵槽水位

（SA） 

水源である復水貯

蔵槽水位（SA）の

変化により注水量

を推定する。なお，

復水貯蔵槽の補給

状況も考慮した上

で注水量を推定す

る。 

②格納容器内圧力

（D/W） 

②格納容器内圧力

（S/C） 

②格納容器下部水

位 

 

 

 

注水先の格納容器

下部水位の変化に

より復水補給水系

流量（格納容器下

部注水流量）を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル

代替注水流

量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ペデスタル水位 

 

①ドライウェル水

位 

注水先のペデスタ

ル水位およびドラ

イウェル水位の変

化によりペデスタ

ル代替注水流量を

推定する。 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，代替パラメ

ータにより注水機能

が確保されているこ

とを推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根では，ペデスタ

ル代替注水流量は，

可搬型設備を使用し

た注水流量であり水

源の水位を代替パラ

メータとはしていな

い。 
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緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル

代替注水流

量（狭帯域

用） 

①ペデスタル水位 

①ドライウェル水

位 

注水先のペデスタ

ル水位およびドラ

イウェル水位の変

化によりペデスタ

ル代替注水流量

（狭帯域用）を推

定する。 

残留熱代替

除去系格納

容器スプレ

イ流量 

①残留熱代替除去

系原子炉注水流

量 

①残留熱代替除去

ポンプ出口圧力 

残留熱代替除去ポ

ンプ出口圧力から

残留熱代替除去ポ

ンプの注水特性を

用いて流量を推定

し，この流量から

残留熱代替除去系

原子炉注水流量を

差し引いて，残留

熱代替除去系格納

容器スプレイ流量

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ペデスタル

代替注水系（可搬型）

による低流量注水の

流量計を設置する。 

 

 

・記載箇所の相違（女

川の代替循環冷却ポ

ンプ出口流量に相

当） 

【島根固有】 

・島根は残留熱代替除

去系による原子炉圧

力容器および格納容

器への注水に対して

各々流量計を設置し

ているため，残留熱

代替除去系原子炉注

水流量を代替パラメ

ータとしている。ま

た，島根はポンプの

出口圧力との注水特

性から推定するため

残留熱代替除去ポン

プ出口圧力を代替パ

ラメータとしてい

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６．格納容器内の温度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

ドライウェ

ル温度 

①主要パラメータ

の他の検出器 

ドライウェル温度

の１つの検出器が

故障した場合は，

他の検出器により

推定する。 

 

 

 

 

 

②ドライウェル圧

力 

飽和温度／圧力の

関係を利用してド

ライウェル圧力に

よりドライウェル

温度を推定する。 

 

 

③圧力抑制室圧力 

 

飽和温度／圧力の

関係を利用して圧

力抑制室圧力によ

りドライウェル温

度を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６．原子炉格納容器内の温度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

ドライウェ

ル雰囲気温

度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

ドライウェル雰囲

気温度の１チャン

ネルが故障した場

合は，他チャンネ

ルにより推定す

る。 

 

 

 

 

②格納容器内圧力

（D/W） 

飽和温度／圧力の

関係を利用して格

納 容 器 内 圧 力

（D/W）によりドラ

イウェル雰囲気温

度を推定する。 

 

③格納容器内圧力

（S/C） 

飽和温度／圧力の

関係を利用して格

納 容 器 内 圧 力

（S/C）によりドラ

イウェル雰囲気温

度を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６．格納容器内の温度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

ドライウェ

ル温度（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

 

 

ドライウェル温度

（ＳＡ）の１チャ

ンネルが故障した

場合は，他チャン

ネルにより推定す

る。 

②ペデスタル温度

（ＳＡ） 

ペデスタル温度

（ＳＡ）により推

定する。 

③ドライウェル圧

力（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用してド

ライウェル圧力

（ＳＡ）によりド

ライウェル温度

（ＳＡ）を推定す

る。 

④サプレッション

チェンバ圧力

（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用してサ

プレッションチェ

ンバ圧力（ＳＡ）

によりドライウェ

ル温度（ＳＡ）を

推定する。 

ペデスタル

温度（ＳＡ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

ペデスタル温度

（ＳＡ）の１チャ

ンネルが故障した

場合は，他チャン

ネルにより推定す

る。 

②ドライウェル温

度（ＳＡ） 

ドライウェル温度

（ＳＡ）により推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ドライウェ

ル内の雰囲気温度の

パラメータ名称を，

ドライウェル温度

（ＳＡ）とペデスタ

ル温度（ＳＡ）に分

けており，相互に代

替パラメータとして

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ドライウェ

ル内の雰囲気温度の

パラメータ名称を，

ドライウェル温度
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圧力抑制室

内空気温度 

①主要パラメータ

の他の検出器 

圧力抑制室内空気

温度の１つの検出

器が故障した場合

は，他の検出器に

より推定する。 

 

②サプレッション

プール水温度 

 

サプレッションプ

ール水温度により

圧力抑制室内空気

温度を推定する。 

 

 

③圧力抑制室圧力 

 

飽和温度／圧力の

関係を利用して圧

力抑制室圧力によ

り圧力抑制室内空

気温度を推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サプレッシ

ョン・チェ

ンバ気体温

度 

 

 

 

 

 

 

 

①サプレッショ

ン・チェンバ・

プール水温度 

サプレッション・

チェンバ・プール

水温度によりサプ

レッション・チェ

ンバ気体温度を推

定する。 

②格納容器内圧力

（S/C） 

飽和温度／圧力の

関係を利用して格

納 容 器 内 圧 力

（S/C）によりサプ

レッション・チェ

ンバ気体温度を推

定する。 

③ドライウェル圧

力（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用してド

ライウェル圧力

（ＳＡ）によりペ

デスタル温度（Ｓ

Ａ）を推定する。 

④サプレッション

チェンバ圧力

（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用してサ

プレッションチェ

ンバ圧力（ＳＡ）

によりペデスタル

温度（ＳＡ）を推

定する。 

ペデスタル

水温度（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

ペデスタル水温度

（ＳＡ）の１チャ

ンネルが故障した

場合は，他チャン

ネルにより推定す

る。 

サプレッシ

ョンチェン

バ温度（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

サプレッションチ

ェンバ温度（ＳＡ）

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

②サプレッション

プール水温度

（ＳＡ） 

 

 

サプレッションプ

ール水温度（ＳＡ）

によりサプレッシ

ョンチェンバ温度

（ＳＡ）を推定す

る。 

③サプレッション

チェンバ圧力

（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用してサ

プレッションチェ

ンバ圧力（ＳＡ）

によりサプレッシ

ョンチェンバ温度

（ＳＡ）を推定す

（ＳＡ）とペデスタ

ル温度（ＳＡ）に分

けており，相互に代

替パラメータとして

いる 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ペデスタル

水温度を計測する。 
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サプレッシ

ョンプール

水温度 

 

①主要パラメータ

の他の検出器 

サプレッションプ

ール水温度の１つ

の検出器が故障し

た場合は，他の検

出器により推定す

る。 

 

②圧力抑制室内空

気温度 

 

圧力抑制室内空気

温度によりサプレ

ッションプール水

温度を推定する。 

 

 

原子炉格納

容器下部温

度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉格納容器下

部温度の１チャン

ネルが故障した場

合は，他チャンネ

ルにより推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③［サプレッショ

ン・チェンバ気

体温度] 

監視可能であれば

サプレッション・

チェンバ気体温度

（常用計器）によ

り，温度を推定す

る。 

サプレッシ

ョン・チェ

ンバ・プー

ル水温度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

サプレッション・

チェンバ・プール

水温度の１チャン

ネルが故障した場

合は，他チャンネ

ルにより推定す

る。 

②サプレッション 

・チェンバ気体

温度 

サプレッション・

チェンバ気体温度

によりサプレッシ

ョン・チェンバ・

プール水温度を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッシ

ョンプール

水温度（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

サプレッションプ

ール水温度（ＳＡ）

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

 

②サプレッション

チ ェ ン バ 温 度

（ＳＡ） 

 

サプレッションチ

ェンバ温度（ＳＡ）

によりサプレッシ

ョンプール水温度

（ＳＡ）を推定す

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎は，サプレッシ

ョン・チェンバ気体

温度が 1 チャンネル

であり常用計器を代

替パラメータに記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，原子炉格納

容器下部温度を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
3
5
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７．格納容器内の圧力 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

ドライウェ

ル圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①圧力抑制室圧力 

 

 

圧力抑制室圧力に

より推定する。 

②ドライウェル温

度 

 

 

 

 

 

 

飽和温度／圧力の

関係を利用してド

ライウェル温度に

よりドライウェル

圧力を推定する。 

 

 

 

③［ドライウェル

圧力］ 

 

 

監視可能であれば

ドライウェル圧力

（常用計器）によ

り，ドライウェル

圧力を推定する。 

圧力抑制室

圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ドライウェル圧

力 

 

 

 

 

ドライウェル圧力

により推定する。 

７．原子炉格納容器内の圧力 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内

圧力（D/W） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①格納容器内圧力

（S/C） 

 

格納容器内圧力

（S/C）により推定

する。 

②ドライウェル雰

囲気温度 

 

 

 

 

 

 

飽和温度／圧力の

関係を利用してド

ライウェル雰囲気

温度により格納容

器内圧力（D/W）を

推定する。 

 

③［格納容器内圧

力（D/W）］ 

 

 

監視可能であれば

格納容器内圧力

（D/W）（常用計器）

により，圧力を推

定する。 

格納容器内

圧力（S/C） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①格納容器内圧力

（D/W） 

 

 

 

 

格納容器内圧力

（D/W）により推定

する。 

 

 

 

７．格納容器内の圧力 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

ドライウェ

ル圧力（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

ドライウェル圧力

（ＳＡ）の１チャ

ンネルが故障した

場合は，他チャン

ネルにより推定す

る。 

②サプレッション

チェンバ圧力（Ｓ

Ａ） 

サプレッションチ

ェンバ圧力（ＳＡ）

により推定する。 

③ドライウェル温

度（ＳＡ） 

③ペデスタル温度

（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用してド

ライウェル温度

（ＳＡ），ペデスタ

ル温度（ＳＡ）に

よりドライウェル

圧力（ＳＡ）を推

定する。 

 

 

 

 

 

  

サプレッシ

ョンチェン

バ圧力（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

サプレッションチ

ェンバ圧力（ＳＡ）

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

②ドライウェル圧

力（ＳＡ） 

 

 

 

 

ドライウェル圧力

（ＳＡ）により推

定する。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，主要パラメ

ータの検出器を複数

設置しており他チャ

ンネルを代替パラメ

ータとして記載 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ドライウェ

ル内の雰囲気温度の

パラメータ名称をド

ライウェル温度（Ｓ

Ａ）とペデスタル温

度（ＳＡ）に分けて

いる。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，主要パラメ

ータの検出器を複数

設置しており他チャ

ンネルを代替パラメ

ータとして記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

②圧力抑制室内空

気温度 

 

 

 

 

飽和温度／圧力の

関係を利用して圧

力抑制室内空気温

度により圧力抑制

室圧力を推定す

る。 

 

 

③［圧力抑制室圧

力］ 

監視可能であれば

圧力抑制室圧力

（常用計器）によ

り，圧力抑制室圧

力を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②サプレッショ

ン・チェンバ気

体温度 

 

 

 

飽和温度／圧力の

関係を利用してサ

プレッション・チ

ェンバ気体温度に

より格納容器内圧

力（S/C）を推定す

る。 

 

③［格納容器内圧

力（S/C)］ 

監視可能であれば

格納容器内圧力

（S/C）（常用計器）

により，圧力を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③サプレッション

チェンバ温度（Ｓ

Ａ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用してサ

プレッションチェ

ンバ温度（ＳＡ）

によりサプレッシ

ョンチェンバ圧力

（ＳＡ）を推定す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

８．格納容器内の水位 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８．原子炉格納容器内の水位 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

８．格納容器内の水位 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

ドライウェ

ル水位 

①サプレッションプ

ール水位（ＳＡ） 

格納容器下部注水

の停止判断に用い

るドライウェル水

位計の監視が不可

能となった場合

は，サプレッショ

ンプール水位（Ｓ

Ａ）により推定す

る。 

②代替注水流量（常

設） 

②低圧原子炉代替注

水流量 

②低圧原子炉代替注

水流量（狭帯域用） 

②格納容器代替スプ

レイ流量 

②ペデスタル代替注

水流量 

②ペデスタル代替注

水流量（狭帯域用） 

機器動作状態にあ

る流量により，ド

ライウェル水位を

推定する。 

③低圧原子炉代替注

水槽水位 

水源である低圧原

子炉代替注水槽水

位の水量変化によ

り，ドライウェル

水位を推定する。

なお，低圧原子炉

代替注水槽水位の

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ドライウェ

ルからサプレッショ

ンプールへ水が流入

することを踏まえて

代替パラメータを選

定。 

【島根固有】 

・島根は，外部水源を

使用したドライウェ

ルへ注水する各系統

に各々流量計を設置

し，動作状況にある

流量によりドライウ

ェル水位を推定す

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎は，炉型のちが

いから島根のドライ

ウェル水位に相当す

る設備がない。 

【女川との相違】 

・記載箇所の相違（女

川はドライウェル水

位を下段に記載） 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

圧力抑制室

水位 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

圧力抑制室水位の

１チャンネルが故

障した場合は，他

チャンネルにより

推定する。 

②高圧代替注水系

ポンプ出口流量 

②残留熱除去系洗

浄ライン流量

（残留熱除去系

ヘッドスプレイ

ライン洗浄流

量） 

②残留熱除去系洗

浄ライン流量

（残留熱除去系

Ｂ系格納容器冷

却ライン洗浄流

量） 

②直流駆動低圧注

水系ポンプ出口

流量 

②原子炉隔離時冷

却系ポンプ出口

流量 

②高圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

②原子炉格納容器

代替スプレイ流

量 

②原子炉格納容器

下部注水流量 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系ポ

ンプ出口流量，残

留熱除去系洗浄ラ

イン流量（残留熱

除去系ヘッドスプ

レイライン洗浄流

量），残留熱除去系

洗浄ライン流量

（残留熱除去系Ｂ

系格納容器冷却ラ

イン洗浄流量），直

流駆動低圧注水系

ポンプ出口流量，

原子炉隔離時冷却

系ポンプ出口流

量，高圧炉心スプ

レイ系ポンプ出口

流量，原子炉格納

容器代替スプレイ

流量および原子炉

格納容器下部注水

流量により，外部

水源を使用した注

水量の積算により

圧力抑制室水位を

推定する。 

サプレッシ

ョン・チェ

ンバ・プー

ル水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

①復水補給水系流

量（RHR B 系代

替注水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復水補給水系流量

（RHR B 系代替注

水流量）の注水量

により，サプレッ

ション・チェン

バ・プール水位を

推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッシ

ョンプール

水位（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①代替注水流量（常

設） 

①低圧原子炉代替注

水流量 

①低圧原子炉代替注

水流量（狭帯域用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①格納容器代替スプ

レイ流量 

 

①ペデスタル代替注

水流量 

①ペデスタル代替注

水流量（狭帯域用） 

 

 

 

機器動作状態にあ

る流量により，サ

プレッションプー

ル水位（ＳＡ）を

推定する。 

【女川との相違】 

・女川は，主要パラメ

ータの検出器を複数

設置しており他チャ

ンネルを代替パラメ

ータとして記載 

【島根固有】 

・島根は，格納容器代

替スプレイ系（常設）

および格納容器代替

スプレイ系（可搬型）

に各々流量計を設置

する。 

【島根固有】 

・柏崎は，外部水源に

よる格納容器代替ス

プレイの流量のみ代

替パラメータとして

いる。島根および女

川は，外部水源によ

る格納容器代替スプ

レイに加えて，原子

炉圧力容器からサプ

レッションプールに

水が流入することを

考慮して代替パラメ

ータを設定してい

る。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ペデスタル

代替注水系（可搬型）

による低流量注水の

流量計を設置する。 
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③復水貯蔵タンク

水位 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により，原子

炉格納容器下部水

位を推定する。な

お，復水貯蔵タン

クの補給状況も考

慮した上で注水量

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納

容器下部水

位 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉格納容器下

部水位の１チャン

ネルが故障した場

合は，他チャンネ

ルにより推定す

る。 

②残留熱除去系洗

浄ライン流量

（残留熱除去系

ヘッドスプレイ

ライン洗浄流

量） 

②残留熱除去系洗

浄ライン流量

（残留熱除去系

Ｂ系格納容器冷

却ライン洗浄流

残留熱除去系洗浄

ライン流量（残留

熱除去系ヘッドス

プレイライン洗浄

流量），残留熱除去

系洗浄ライン流量

（残留熱除去系Ｂ

系格納容器冷却ラ

イン洗浄流量），原

子炉格納容器代替

スプレイ流量，代

②復水貯蔵槽水位

（SA） 

水源である復水貯

蔵槽水位の変化に

より，サプレッシ

ョン・チェンバ・

プール水位を推定

する。なお，復水

貯蔵槽の補給状況

も考慮した上で注

水量を推定する。 

 

 

③格納容器内圧力

（D/W） 

③格納容器内圧力

（S/C） 

差圧によりサプレ

ッション・チェン

バ・プール水位を

推定する。 

④［サプレッショ

ン・チェンバ・

プール水位］ 

監視可能であれば

サプレッション・

チェンバ・プール

水位（常用計器）

により，水位を推

定する。 

格納容器下

部水位 

 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器下部水位

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復水補給水系流量

（格納容器下部注

水流量）の注水量

により，格納容器

下部水位を推定す

る。 

 

 

 

 

 

②低圧原子炉代替注

水槽水位 

水源である低圧原

子炉代替注水槽水

位の水量変化によ

り，サプレッショ

ンプール水位（Ｓ

Ａ）を推定する。

なお，低圧原子炉

代替注水槽水位の

補給状況も考慮し

た上で注水量を推

定する。 

 

 

 

 

 

③［サプレッション

プール水位］ 

 

監視可能であれば

サプレッションプ

ール水位（常用計

器）により，水位

を推定する。 

 

ペデスタル

水位 

①主要パラメータの

他チャンネル 

ペデスタル水位の

１チャンネルが故

障した場合は，他

チャンネルにより

推定する。 

 

②代替注水流量（常

設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替注水流量（常

設），格納容器代替

スプレイ流量，ペ

デスタル代替注水

流量により，ペデ

スタル水位を推定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎は，圧力計２か

所の差圧から水位を

推定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ペデスタル

代替注水系（常設）

およびペデスタル代

替注水系（可搬型）

に各々流量計を設置

する。 

【島根固有】 

・島根は，格納容器代

替スプレイ系（可搬

型）により注水した

3
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量） 

②原子炉格納容器

代替スプレイ流

量 

②代替循環冷却ポ

ンプ出口流量 

②原子炉格納容器

下部注水流量 

 

替循環冷却ポンプ

出口流量および原

子炉格納容器下部

注水流量により原

子炉格納容器下部

水位を推定する。 

③復水貯蔵タンク

水位 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により，原子

炉格納容器下部水

位を推定する。な

お，復水貯蔵タン

クの補給状況も考

慮した上で注水量

を推定する。 

 

ドライウェ

ル水位 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

ドライウェル水位

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

②残留熱除去系洗

浄ライン流量

（残留熱除去系

ヘッドスプレイ

ライン洗浄流

量） 

②残留熱除去系洗

浄ライン流量

（残留熱除去系

Ｂ系格納容器冷

却ライン洗浄流

量） 

②原子炉格納容器

残留熱除去系洗浄

ライン流量（残留

熱除去系ヘッドス

プレイライン洗浄

流量），残留熱除去

系洗浄ライン流量

（残留熱除去系Ｂ

系格納容器冷却ラ

イン洗浄流量），原

子炉格納容器代替

スプレイ流量，代

替循環冷却ポンプ

出口流量および原 

 

 

 

 

 

 

②復水補給水系流

量（格納容器下

部注水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③復水貯蔵槽水位

（SA） 

水源である復水貯

蔵槽水位の変化に

より，格納容器下

部水位を推定す

る。なお，復水貯

蔵槽の補給状況も

考慮した上で注水

量を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

②格納容器代替スプ

レイ流量 

 

 

 

②ペデスタル代替注

水流量 

 

③低圧原子炉代替注

水槽水位 

水源である低圧原

子炉代替注水槽水

位の水量変化によ

り，ペデスタル水

位を推定する。な

お，低圧原子炉代

替注水槽水位の補

給状況も考慮した

上で注水量を推定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水が格納容器下部に

流入することを考慮

して代替パラメータ

を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・記載箇所の相違（島

根はドライウェル水

位を上段に記載） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

代替スプレイ流

量 

②代替循環冷却ポ

ンプ出口流量 

②原子炉格納容器

下部注水流量 

子炉格納容器下部

注水流量によりド

ライウェル水位を

推定する。 

③復水貯蔵タンク

水位 

水源である復水貯

蔵タンク水位の変

化量により，ドラ

イウェル水位を推

定する。なお，復

水貯蔵タンクの補

給状況も考慮した

上で注水量を推定

する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

９．格納容器内の水素濃度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

格納容器内

水 素 濃 度

（Ｄ／Ｗ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器内水素濃

度（Ｄ／Ｗ）の１

チャンネルが故障

した場合は，他チ

ャンネルにより推

定する。 

②格納容器内雰囲

気水素濃度 

格納容器内雰囲気

水素濃度により推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．原子炉格納容器内の水素濃度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内

水素濃度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器内水素濃

度の１チャンネル

が故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②格納容器内水素

濃度（SA） 

格納容器内水素濃

度（SA）により推

定する。 

 

 

 

 

 

 

格納容器内

水 素 濃 度

（SA） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器内水素濃

度（SA）の１チャ

ンネルが故障した

場合は，他チャン

ネルにより推定す

る。 

②格納容器内水素

濃度 

格納容器内水素濃

度により推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．格納容器内の水素濃度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

格納容器水

素濃度（Ｂ

系） 

 

 

 

 

 

 

①格納容器水素濃

度（ＳＡ） 

格納容器水素濃度

（ＳＡ）により推

定する。 

②［格納容器水素濃

度（Ａ系）］ 

監視可能であれば

格納容器水素濃度

（Ａ系）（常用計

器）により，水素

濃度を推定する。 

格納容器水

素濃度（Ｓ

Ａ） 

 

 

 

 

 

 

 

①格納容器水素濃

度（Ｂ系） 

格納容器水素濃度

（Ｂ系）により推

定する。 

②［格納容器水素濃

度（Ａ系）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視可能であれば

格納容器水素濃度

（Ａ系）（常用計

器）により，水素

濃度を推定する。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，既設の格納

容器水素濃度のうち

Ｂ系を重大事故等対

処設備として使用す

ることから，Ａ系は

常用計器として後段

に記載 

【女川との相違】 

・記載箇所の相違（女

川の格納容器内雰囲

気水素濃度に相当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，既設の格納

容器水素濃度のうち

Ｂ系を重大事故等対

処設備として使用す

ることから，Ａ系は

常用計器として記載 

【女川との相違】 

・女川は，島根および

柏崎の「格納容器水

素濃度（ＳＡ）」に相

当する設備のパラメ

3
4
3



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

格納容器内

水 素 濃 度

（Ｓ／Ｃ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器内水素濃

度（Ｓ／Ｃ）の１

チャンネルが故障

した場合は，他チ

ャンネルにより推

定する。 

②格納容器内雰囲

気水素濃度 

格納容器内雰囲気

水素濃度により推

定する。 

格納容器内

雰囲気水素

濃度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器内雰囲気

水素濃度の１チャ

ンネルが故障した

場合は，他チャン

ネルにより推定す

る。 

②格納容器内水素

濃度（Ｄ／Ｗ） 

②格納容器内水素

濃度（Ｓ／Ｃ） 

格納容器内水素濃

度（Ｄ／Ｗ）およ

び格納容器内水素

濃度（Ｓ／Ｃ）に

より推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ータ名称を２つに分

けて設定 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，島根および

柏崎の「格納容器水

素濃度（ＳＡ）」に相

当する設備のパラメ

ータ名称を２つに分

けて設定 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１０．格納容器内の放射線量率 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内

雰囲気放射

線 モ ニ タ

（Ｄ／Ｗ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器内雰囲気

放射線モニタ（Ｄ

／Ｗ）の１チャン

ネルが故障した場

合は，他チャンネ

ルにより推定す

る。 

②［エリア放射線

モニタ］ 

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラ

メータ）の指示値

を用いて格納容器

内の放射線量率を

推定する。 

 

格納容器内

雰囲気放射

線 モ ニ タ

（Ｓ／Ｃ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器内雰囲気

放射線モニタ（Ｓ

／Ｃ）の１チャン

ネルが故障した場

合は，他チャンネ

ルにより推定す

る。 

②［エリア放射線

モニタ］ 

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラ

メータ）の指示値

を用いて格納容器

内の放射線量率を

推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

10．原子炉格納容器内の放射線量率 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内

雰囲気放射

線 レ ベ ル

（D/W） 

①主要パラメー

タの他チャン

ネル 

格納容器内雰囲気

放射線レベル（D/W）

の１チャンネルが

故障した場合は，他

チャンネルにより

推定する。 

 

②［エリア放射

線モニタ］ 

監視可能であれば，

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラメ

ータ）の指示値を用

いて，原子炉格納容

器内の放射線量率

を推定する。 

格納容器内

雰囲気放射

線 レ ベ ル

（S/C） 

 

①主要パラメー

タの他チャン

ネル 

格納容器内雰囲気

放射線レベル（S/C）

の１チャンネルが

故障した場合は，他

チャンネルにより

推定する。 

 

②［エリア放射

線モニタ］ 

監視可能であれば，

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラメ

ータ）の指示値を用

いて，原子炉格納容

器内の放射線量率

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

１０．格納容器内の放射線量率 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

格納容器雰

囲気放射線

モニタ（ドラ

イウェル） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

 

格納容器雰囲気放

射線モニタ（ドラ

イウェル）の１チ

ャンネルが故障し

た場合は，他チャ

ンネルにより推定

する。 

②［エリア放射線

モニタ］ 

監視可能であれ

ば，エリア放射線

モニタ（有効監視

パラメータ）の指

示値を用いて，格

納容器内の放射線

量率を推定する。 

格納容器雰

囲気放射線

モニタ（サプ

レッション

チェンバ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

 

格納容器雰囲気放

射線モニタ（サプ

レッションチェン

バ）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②［エリア放射線

モニタ］ 

監視可能であれ

ば，エリア放射線

モニタ（有効監視

パラメータ）の指

示値を用いて，格

納容器内の放射線

量率を推定する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１１．未臨界の維持または監視 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

起  動

※８ 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※９ 

起動領域モ

ニタ 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

 

起動領域モニタの

１チャンネルが故

障した場合は，他

チャンネルにより

推定する。 

 

②平均出力領域モ

ニタ 

平均出力領域モニ

タにより推定す

る。 

③［制御棒位置指

示系］ 

 

 

 

 

 

制御棒位置指示系

（有効監視パラメ

ータ）により全制

御棒が全挿入状態

にあることが確認

できる場合は，未

臨界状態の維持を

推定する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．未臨界の維持又は監視 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

起  動※

８ 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※９ 

 

起動領域モ

ニタ 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

 

起動領域モニタの

１チャンネルが故

障した場合は，他

チャンネルにより

推定する。 

 

②平均出力領域モ

ニタ 

平均出力領域モニ

タにより推定す

る。 

③［制御棒操作監

視系］ 

 

 

 

 

 

制御棒操作監視系

（有効監視パラメ

ータ）により全制

御棒が挿入状態に

あることが確認で

きる場合は，未臨

界状態の維持を推

定する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．未臨界の維持または監視 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

起動※８ 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換

※９ 

中性子源領

域計装 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

 

中性子源領域計装

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

②中間領域計装 

②平均出力領域計

装 

中間領域計装，平

均出力領域計装に

より推定する。 

③［制御棒手動操

作・監視系］ 

 

 

 

 

 

制御棒手動操作・

監視系（有効監視

パラメータ）によ

り全制御棒が挿入

状態にあることが

確認できる場合

は，未臨界状態の

維持を推定する。 

起動 

高温停止※

10 

冷温停止※

10 

燃料交換

※10 

中間領域計

装 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

中間領域計装の１

チャンネルが故障

した場合は，他チ

ャンネルにより推

定する。 

②中性子源領域計

装 

②平均出力領域計

装 

中性子源領域計

装，平均出力領域

計装により推定す

る。 

③［制御棒手動操

作・監視系］ 

制御棒手動操作・

監視系（有効監視

パラメータ）によ

り全制御棒が挿入

状態にあることが

確認できる場合

は，未臨界状態の

維持を推定する。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，中性子源領

域計装および中間領

域計装を設置してい

るが，女川および柏

崎は起動領域モニタ

を採用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，中性子源領

域計装および中間領

域計装を設置してい

るが，女川および柏

崎は起動領域モニタ

を採用している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

運  転 

起  動 

平均出力領

域モニタ 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

平均出力領域モニ

タの１チャンネル

が故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②起動領域モニタ 

 

 

起動領域モニタに

より推定する。 

 

③［制御棒位置指

示系］ 

制御棒位置指示系

（有効監視パラメ

ータ）により全制

御棒が全挿入状態

にあることが確認

できる場合は，未

臨界状態の維持を

推定する。 

［制御棒位

置指示系］ 

 

①起動領域モニタ 

 

起動領域モニタに

より推定する。 

②平均出力領域モ

ニタ 

平均出力領域モニ

タにより推定す

る。 

※８：中性子源領域の場合に適用する。 

※９：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運  転 

起  動 

平均出力領

域モニタ 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

平均出力領域モニ

タの１チャンネル

が故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②起動領域モニタ 

 

 

起動領域モニタに

より推定する。 

 

③［制御棒操作監

視系］ 

制御棒操作監視系

（有効監視パラメ

ータ）により全制

御棒が挿入状態に

あることが確認で

きる場合は，未臨

界状態の維持を推

定する。 

［制御棒操

作監視系］ 

 

①起動領域モニタ 

 

起動領域モニタに

より推定する。 

②平均出力領域モ

ニタ 

平均出力領域モニ

タにより推定す

る。 

※８：計数領域の場合に適用する。 

※９：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転 

起動 

平均出力領

域計装 

 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

 

平均出力領域計装

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

②中性子源領域計

装 

②中間領域計装 

中性子源領域計

装，中間領域計装

により推定する。 

③［制御棒手動操

作・監視系］ 

制御棒手動操作・

監視系（有効監視

パラメータ）によ

り全制御棒が挿入

状態にあることが

確認できる場合

は，未臨界状態の

維持を推定する。 

［制御棒手

動操作・監

視系］ 

①中性子源領域計

装 

中性子源領域計装

により推定する。 

②中間領域計装 中間領域計装によ

り推定する。 

③平均出力領域計

装 

平均出力領域計装

により推定する。 

※８：中間領域計装がレンジ２以下である場合。 

※９：中性子源領域計装周りの燃料が４体未満の場合は除く。 

※10：１体以上の燃料が装荷されているセルの制御棒が全挿入かつ除

外されている場合または全燃料が取り出されている場合を除

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，中性子源領

域計装および中間領

域計装を採用してい

るが，女川および柏

崎は起動領域モニタ

を採用している。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，中性子源領

域計装および中間領

域計装を採用してい

るが，女川および柏

崎は起動領域モニタ

を採用している。 

・島根は，起動におけ

る中性子源領域計装

の計測期間を記載し

ている。 

【島根固有】 

・島根は，中性子源領

域計装および中間領

域計装を採用してお

り，保安規定 27条の

期間を記載。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１２．最終ヒートシンクの確保 

（１）代替循環冷却系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

サプレッシ

ョンプール

水温度 

①主要パラメータ

の他の検出器 

サプレッションプ

ール水温度の１つ

の検出器が故障し

た場合は，他の検

出器により推定す

る。 

 

②圧力抑制室内空

気温度 

圧力抑制室内空気

温度により推定す

る。 

 

 

 

残留熱除去

系熱交換器

入口温度 

 

①サプレッション

プール水温度 

 

サプレッションプ

ール水温度により

残留熱除去系熱交

換器入口温度を推

定する。 

 

代替循環冷

却ポンプ出

口流量（原

子炉圧力容

器 へ の 注

水） 

①圧力抑制室水位 

 

水源である圧力抑

制室水位の変化量

により注水量を推

定する。 

 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

 

注水先の原子炉水

位の変化量により

代替循環冷却ポン

プ出口流量を推定

する。 

12．最終ヒートシンクの確保 

（１）代替循環冷却系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

サプレッシ

ョン・チェ

ンバ・プー

ル水温度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

サプレッション・

チェンバ・プール

水温度の１チャン

ネルが故障した場

合は，他チャンネ

ルにより推定す

る。 

②サプレッショ

ン・チェンバ気

体温度 

サプレッション・

チェンバ気体温度

によりサプレッシ

ョン・チェンバ・

プール水温度を推

定する。 

復水補給水

系温度（代

替 循 環 冷

却） 

①サプレッショ

ン・チェンバ・

プール水温度 

熱交換器ユニット

の熱交換量評価か

らサプレッショ

ン・チェンバ・プ

ール水温度により

推定する。 

復水補給水

系流量（RHR 

A 系代替注

水流量） 

 

 

 

 

 

 

①原子炉水位（広

帯域） 

①原子炉水位（燃

料域） 

①原子炉水位（SA） 

 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り復水補給水系流

量（RHR A系代替注

水流量）を推定す

る。 

１２．最終ヒートシンクの確保 

（１）残留熱代替除去系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

サプレッシ

ョンプール

水温度（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

サプレッションプ

ール水温度（ＳＡ）

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

 

②サプレッション

チェンバ温度（Ｓ

Ａ） 

サプレッションチ

ェンバ温度（ＳＡ）

によりサプレッシ

ョンプール水温度

（ＳＡ）を推定す

る。 

残留熱除去

系熱交換器

出口温度 

 

①サプレッション

プール水温度（Ｓ

Ａ） 

 

熱交換器ユニット

の熱交換量評価か

らサプレッション

プール水温度（Ｓ

Ａ）により推定す

る。 

残留熱代替

除去系原子

炉注水流量 

①サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

水源であるサプレ

ッションプール水

位（ＳＡ）の変化

により注水量を推

定する。 

②原子炉水位（広帯

域） 

②原子炉水位（燃料

域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り残留熱代替除去

系原子炉注水流量

を推定する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③原子炉圧力容器

温度 

原子炉圧力容器温

度により最終ヒー

トシンクが確保さ

れていることを確

認する。 

代替循環冷

却ポンプ出

口流量（原

子炉格納容

器 へ の 注

水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①原子炉格納容器

下部水位 

①ドライウェル水

位 

原子炉格納容器下

部水位，ドライウ

ェル水位の変化量

により代替循環冷

却ポンプ出口流量

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②原子炉圧力容器

温度 

原子炉圧力容器温

度により最終ヒー

トシンクが確保さ

れていることを推

定する。 

復水補給水

系流量（RHR 

B 系代替注

水流量） 

①復水補給水系流

量（RHR A 系代替

注水流量） 

①復水補給水系流

量（格納容器下

部注水流量） 

①復水移送ポンプ

吐出圧力 

 

①格納容器内圧力

（S/C） 

①サプレッショ

ン・チェンバ・

プール水位 

復水移送ポンプの

注水特性から推定

した総流量より，

原子炉格納容器側

への注水量を推定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③残留熱代替除去

系格納容器スプ

レイ流量 

③残留熱代替除去

ポンプ出口圧力 

残留熱代替除去ポ

ンプ出口圧力から

残留熱代替除去ポ

ンプの注水特性を

用いて流量を推定

し，この流量から

残留熱代替除去系

格納容器スプレイ

流量を差し引い

て，残留熱代替除

去系原子炉注水流

量を推定する。 

④原子炉圧力容器

温度（ＳＡ） 

原子炉圧力容器温

度（ＳＡ）により

最終ヒートシンク

が確保されている

ことを推定する。 

残留熱代替

除去系格納

容器スプレ

イ流量 

①残留熱代替除去

系原子炉注水流

量 

 

 

 

 

 

①残留熱代替除去

ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

残留熱代替除去ポ

ンプ出口圧力から

残留熱代替除去ポ

ンプの注水特性を

用いて流量を推定

し，この流量から

残留熱代替除去系

原子炉注水流量を

差し引いて，残留

熱代替除去系格納

容器スプレイ流量

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ポンプの出

口圧力とポンプの注

水特性を用いて推定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，ポンプの出

口圧力とポンプの注

水特性を用いて推定 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎の「復水補給水

系流量（格納容器下

部注水流量）」は，島

根では「残留熱代替

除去系格納容器スプ

レイ流量」に含まれ

る。 

 

 

【女川との相違】 

・女川は注水先の水位

変化により推定 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

②ドライウェル温

度 

 

 

 

②ドライウェル圧

力 

②圧力抑制室圧力 

ドライウェル温

度，ドライウェル

圧力，圧力抑制室

圧力により，最終

ヒートシンクが確

保されていること

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②サプレッショ

ン・チェンバ・

プール水温度 

②ドライウェル雰

囲気温度 

②サプレッショ

ン・チェンバ気

体温度 

 

 

 

サプレッション・

チェンバ・プール

水温度，ドライウ

ェル雰囲気温度，

サプレッション・

チェンバ気体温度

により，最終ヒー

トシンクが確保さ

れていることを推

定する。 

復水補給水

系流量（格

納容器下部

注水流量） 

①復水補給水系流

量（RHR B 系代替

注水流量） 

①復水移送ポンプ

吐出圧力 

①格納容器内圧力

（S/C） 

①サプレッショ

ン・チェンバ・

プール水位 

復水移送ポンプの

注水特性から推定

した総流量より，

原子炉格納容器下

部への注水量を推

定する。 

②格納容器下部水

位 

注水先の格納容器

下部水位の変化に

より復水補給水系

流量（格納容器下

部注水流量）を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②サプレッション

プール水温度（Ｓ

Ａ） 

②ドライウェル温

度（ＳＡ） 

②サプレッション

チェンバ温度（Ｓ

Ａ） 

 

 

 

サプレッションプ

ール水温度（Ｓ

Ａ），ドライウェル

温度（ＳＡ），サプ

レッションチェン

バ温度（ＳＡ）に

より最終ヒートシ

ンクが確保されて

いることを推定す

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，格納容器圧

力も代替パラメータ

として記載 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎は，復水移送ポ

ンプによる格納容器

下部流量計を個別に

設置している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）原子炉格納容器フィルタベント系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

フィルタ装

置水位（広

帯域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

フィルタ装置水位

（広帯域）の１チ

ャンネルが故障し

た場合は，他チャ

ンネルにより推定

する。 

フィルタ装

置入口圧力

（広帯域） 

 

 

 

 

 

 

①ドライウェル圧

力 

①圧力抑制室圧力 

 

ドライウェル圧力

または圧力抑制室

圧力の傾向監視に

より原子炉格納容

器フィルタベント

系フィルタ装置の

健全性を推定す

る。 

フィルタ装

置出口圧力

（広帯域） 

①ドライウェル圧

力 

①圧力抑制室圧力 

ドライウェル圧力

または圧力抑制室

圧力の傾向監視に

より原子炉格納容

器フィルタベント

系フィルタ装置の

健全性を推定す

る。 

フィルタ装

置水温度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

フィルタ装置水温

度の１チャンネル

が故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

 

 

（２）格納容器圧力逃がし装置 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

フィルタ装

置水位 

 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

フィルタ装置水位

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

 

フィルタ装

置入口圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

①格納容器内圧力

（D/W） 

①格納容器内圧力

（S/C） 

格納容器内圧力

（D/W）又は格納容

器内圧力（S/C）の

傾向監視により格

納容器圧力逃がし

装置の健全性を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）格納容器フィルタベント系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

スクラバ容

器水位 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

スクラバ容器水位

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

 

スクラバ容

器圧力 

 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

スクラバ容器圧力

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

②ドライウェル圧

力（ＳＡ） 

②サプレッション

チェンバ圧力（Ｓ

Ａ） 

ドライウェル圧力

（ＳＡ）またはサ

プレッションチェ

ンバ圧力（ＳＡ）

の傾向監視により

格納容器フィルタ

ベント系の健全性

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スクラバ容

器温度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

スクラバ容器温度

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，主要パラメ

ータの検出器を複数

設置しており他チャ

ンネルを代替パラメ

ータとして記載 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，フィルタ装

置の出口圧力を設置 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

フィルタ装

置出口放射

線モニタ 

 

 

 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

フィルタ装置出口

放射線モニタの１

チャンネルが故障

した場合は，他チ

ャンネルにより推

定する。 

 

フィルタ装

置出口水素

濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①格納容器内水素

濃度（Ｄ／Ｗ） 

①格納容器内水素

濃度（Ｓ／Ｃ） 

格納容器内の水素

が原子炉格納容器

フィルタベント系

フィルタ装置の配

管内を通過するこ

とから，格納容器

内水素濃度（Ｄ／

Ｗ）または格納容

器内水素濃度（Ｓ

／Ｃ）により推定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

フィルタ装

置出口放射

線モニタ 

 

 

 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

フィルタ装置出口

放射線モニタの１

チャンネルが故障

した場合は，他チ

ャンネルにより推

定する。 

 

フィルタ装

置水素濃度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

フィルタ装置水素

濃度の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

 

 

②格納容器内水素

濃度（SA） 

 

 

 

 

原子炉格納容器内

の水素ガスが格納

容器圧力逃がし装

置の配管内を通過

することから，格

納容器内水素濃度

（SA）により推定

する。 

 

 

 

 

フィルタ装

置金属フィ

ルタ差圧 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

フィルタ装置金属

フィルタ差圧の１

チャンネルが故障

した場合は，他チ

ャンネルにより推

定する。 

フィルタ装

置スクラバ

水 pH 

①フィルタ装置水

位 

フィルタ装置水位

によりベントガス

に含まれる水蒸気

の凝縮によるスク

ラバ水の希釈状況

により推定する。 

 

 

第１ベント

フィルタ出

口放射線モ

ニタ（高レン

ジ・低レン

ジ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

第１ベントフィル

タ出口放射線モニ

タ（高レンジ）の

１チャンネルが故

障した場合は，他

チャンネルにより

推定する。 

第１ベント

フィルタ出

口水素濃度 

①主要パラメータ

の予備 

 

予備の第１ベント

フィルタ出口水素

濃度により推定す

る。 

 

②格納容器水素濃

度（Ｂ系） 

②格納容器水素濃

度（ＳＡ） 

 

 

 

 

格納容器内の水素

ガスが格納容器フ

ィルタベント系の

配管内を通過する

ことから，格納容

器水素濃度（Ｂ系）

および格納容器水

素濃度（ＳＡ）に

より推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，可搬型設備

の予備を代替パラメ

ータに設定 

 

【島根固有】 

・島根は，重大事故等

対処設備としても使

用する格納容器水素

濃度（Ｂ系）を代替

パラメータとして設

定している。 

【女川との相違】 

・女川は，島根および

柏崎の「格納容器水

素濃度（ＳＡ）」に相

当する設備のパラメ

ータ名称を２つに分

けて設定 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根および女川は，

同様の計測装置を使

用していない。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根および女川では，

pH 計は自主対策設

備 

 

 

 

 

3
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）耐圧強化ベント系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

耐圧強化ベント

系放射線モニタ 

①主要パラメー

タの他チャン

ネル 

耐圧強化ベント系

放射線モニタの１

チャンネルが故障

した場合は，他チ

ャンネルにより推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）耐圧強化ベント系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

耐圧強化ベン

ト系放射線モ

ニタ 

 

①主要パラメー

タの他チャン

ネル 

耐圧強化ベント系

放射線モニタの１

チャンネルが故障

した場合は，他チ

ャンネルにより推

定する。 

フィルタ装置

水素濃度 

①格納容器内水

素濃度（SA） 

原子炉格納容器内

の水素ガスが耐圧

強化ベント系の配

管内を通過するこ

とから，格納容器

内水素濃度（SA）

により推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根では，耐圧強化

ベントは自主対策設

備 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（４）残留熱除去系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※10 

残留熱除去

系熱交換器

入口温度 

①原子炉圧力容器

温度 

①サプレッション

プール水温度 

 

原子炉圧力容器温

度およびサプレッ

ションプール水温

度により最終ヒー

トシンクが確保さ

れていることを推

定する。 

 

残留熱除去

系熱交換器

出口温度 

①残留熱除去系熱

交換器入口温度 

残留熱除去系熱交

換器の熱交換量評

価から残留熱除去

系熱交換器入口温

度により推定す

る。 

②原子炉補機冷却

水系系統流量 

②残留熱除去系熱

交換器冷却水入

口流量 

原子炉補機冷却水

系系統流量および

残留熱除去系熱交

換器冷却水入口流

量により最終ヒー

トシンクが確保さ

れていることを推

定する。 

残留熱除去

系ポンプ出

口流量 

①圧力抑制室水位 

水源である圧力抑

制室水位の変化量

により注水量を推

定する。 

②残留熱除去系ポ

ンプ出口圧力 

残留熱除去系ポン

プ出口圧力から残

留熱除去系ポンプ

の注水特性を用い

て，残留熱除去系

ポンプ出口流量が

確保されているこ

とを推定する。 

（４）残留熱除去系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※10 

 

残留熱除去

系熱交換器

入口温度 

 

①原子炉圧力容器

温度 

①サプレッショ

ン・チェンバ・

プール水温度 

原子炉圧力容器温

度，サプレッショ

ン・チェンバ・プ

ール水温度によ

り，最終ヒートシ

ンクが確保されて

いることを推定す

る。 

残留熱除去

系熱交換器

出口温度 

 

①残留熱除去系熱

交換器入口温度 

熱交換器ユニット

の熱交換量評価か

ら推定する。 

 

 

 

②原子炉補機冷却

水系系統流量 

 

②残留熱除去系熱

交換器入口冷却

水流量 

原子炉補機冷却水

系系統流量，残留

熱除去系熱交換器

入口冷却水流量に

より，最終ヒート

シンクが確保され

ていることを推定

する。 

残留熱除去

系系統流量 

 

 

 

 

 

 

 

①残留熱除去系ポ

ンプ吐出圧力 

 

残留熱除去系ポン

プの注水特性を用

いて，残留熱除去

系系統流量が確保

されていることを

推定する。 

 

 

（３）残留熱除去系 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換

※11 

残留熱除去

系熱交換器

入口温度 

 

①原子炉圧力容器

温度（ＳＡ） 

①サプレッション

プール水温度（Ｓ

Ａ） 

 

原子炉圧力容器温

度（ＳＡ），サプレ

ッションプール水

温度（ＳＡ）によ

り，最終ヒートシ

ンクが確保されて

いることを推定す

る。 

残留熱除去

系熱交換器

出口温度 

 

①残留熱除去系熱

交換器入口温度 

熱交換器ユニット

の熱交換量評価か

ら残留熱除去系熱

交換入口温度によ

り推定する。 

 

 

 

 

②残留熱除去系熱

交換器冷却水流

量 

残留熱除去系熱交

換器冷却水流量に

より，最終ヒート

シンクが確保され

ていることを推定

する。 

 

 

残留熱除去

ポンプ出口

流量 

 

 

 

 

 

 

①残留熱除去ポン

プ出口圧力 

 

残留熱除去ポンプ

出口圧力から残留

熱除去系ポンプの

注水特性を用い

て，残留熱除去ポ

ンプ出口流量が確

保されていること

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，原子炉補機

冷却系に系統流量を

計測する装置を設置

していない。 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，圧力抑制室

水位を代替パラメー

タとして記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※10：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※11：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１３．格納容器バイパスの監視 

（１）原子炉圧力容器内の状態 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

原子炉水位 

（広帯域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（広帯

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

原子炉水位（ＳＡ

広帯域）により推

定する。 

原子炉水位 

（燃料域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（燃料

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ

燃料域）により推

定する。 

原子炉水位

（ＳＡ広帯

域） 

①原子炉水位（広

帯域） 

 

 

原子炉水位（広帯

域）により推定す

る。 

 

原子炉水位

（ＳＡ燃料

域） 

①原子炉水位（燃

料域） 

原子炉水位（燃料

域）により推定す

る。 

 

原子炉圧力 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉圧力の１チ

ャンネルが故障し

た場合は，他チャ

ンネルにより推定

する。 

②原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

原子炉圧力（ＳＡ）

により推定する。 

 

 

13．格納容器バイパスの監視 

（１）原子炉圧力容器内の状態 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

原子炉水位 

（広帯域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（広帯

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（SA） 

原子炉水位（SA）

により推定する。 

 

原子炉水位 

（燃料域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（燃料

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（SA） 

原子炉水位（SA）

により推定する。 

 

原子炉水位

（SA） 

 

①原子炉水位（広

帯域） 

①原子炉水位（燃

料域） 

原子炉水位（広帯

域），原子炉水位

（燃料域）により

推定する。 

 

 

 

 

  

原子炉圧力 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉圧力の１チ

ャンネルが故障し

た場合は，他チャ

ンネルにより推定

する。 

②原子炉圧力（SA） 

原子炉圧力（SA）

により推定する。 

 

 

１３．格納容器バイパスの監視 

（１）原子炉圧力容器内の状態 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

原子炉水位 

（広帯域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉水位（広帯

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

原子炉水位（ＳＡ）

により推定する。 

 

原子炉水位 

（燃料域） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

 

原子炉水位（燃料

域）の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

原子炉水位（ＳＡ）

により推定する。 

 

原子炉水位

（ＳＡ） 

 

①原子炉水位（広

帯域） 

①原子炉水位（燃

料域） 

原子炉水位（広帯

域），原子炉水位

（燃料域）により

推定する。 

 

 

 

 

  

原子炉圧力 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

 

原子炉圧力の１チ

ャンネルが故障し

た場合は，他チャ

ンネルにより推定

する。 

②原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

原子炉圧力（ＳＡ）

により推定する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

③原子炉水位（広

帯域） 

③原子炉水位（燃

料域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

③原子炉圧力容器

温度 

原子炉水位から原

子炉圧力容器内が

飽和状態にあると

想定することで，

原子炉圧力容器温

度より飽和温度／

圧力の関係を利用

して原子炉圧力容

器内の圧力を推定

する。 

原子炉圧力 

（ＳＡ） 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉圧力（ＳＡ）

の１チャンネルが

故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

②原子炉圧力 
原子炉圧力により

推定する。 

③原子炉水位（広

帯域） 

③原子炉水位（燃

料域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

③原子炉圧力容器

温度 

原子炉水位から原

子炉圧力容器内が

飽和状態にあると

想定することで，

原子炉圧力容器温

度より飽和温度／

圧力の関係を利用

して原子炉圧力容

器内の圧力を推定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③原子炉水位（広

帯域） 

③原子炉水位（燃

料域） 

③原子炉水位（SA） 

 

 

 

③原子炉圧力容器

温度 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

圧力を推定する。 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力

（SA） 

 

 

 

 

 

 

①原子炉圧力 
原子炉圧力により

推定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

②原子炉圧力容器

温度 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

圧力を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③原子炉水位（広

帯域） 

③原子炉水位（燃

料域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

③原子炉圧力容器

温度（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

圧力を推定する。 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力

（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

①原子炉圧力 
原子炉圧力により

推定する。 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

②原子炉圧力容器

温度（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の

関係を利用して原

子炉圧力容器内の

圧力を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，主要パラメ

ータの検出器を複数

設置しており他チャ

ンネルを代替パラメ

ータとして記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）格納容器内の状態 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

ドライウェ

ル温度 

①主要パラメータ

の他の検出器 

ドライウェル温度

の１つの検出器が

故障した場合は他

の検出器により推

定する。 

②ドライウェル圧

力 

飽和温度／圧力の

関係を利用してド

ライウェル圧力に

よりドライウェル

温度を推定する。 

 

ドライウェ

ル圧力 

 

 

 

 

 

 

①圧力抑制室圧力 

 

 

圧力抑制室圧力に

より推定する。 

 

②ドライウェル温

度 

飽和温度／圧力の

関係を利用してド

ライウェル温度に

よりドライウェル

圧力を推定する。 

 

③［ドライウェル

圧力］ 

監視可能であれば

ドライウェル圧力

（常用計器）によ

り，ドライウェル

圧力を推定する。 

 

 

 

 

（２）原子炉格納容器内の状態 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

ドライウェ

ル雰囲気温

度 

①主要パラメー

タの他チャン

ネル 

ドライウェル雰囲

気温度の１チャン

ネルが故障した場

合は，他チャンネル

により推定する。 

②格納容器内圧

力（D/W） 

飽和温度／圧力の

関係を利用して格

納容器内圧力（D/W）

によりドライウェ

ル雰囲気温度を推

定する。 

格納容器内

圧力（D/W） 

 

 

 

 

 

 

①格納容器内圧

力（S/C） 

 

格 納 容 器 内 圧 力

（S/C）により推定

する。 

②ドライウェル

雰囲気温度 

飽和温度／圧力の

関係を利用してド

ライウェル雰囲気

温度により格納容

器内圧力（D/W）を

推定する。 

③［格納容器圧力

（D/W）］ 

監視可能であれば

格 納 容 器 内 圧 力

（D/W）（常用計器）

により，圧力を推定

する。 

 

 

 

 

（２）格納容器内の状態 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

ドライウェ

ル温度（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメー

タの他チャン

ネル 

ドライウェル温度（Ｓ

Ａ）の１チャンネルが

故障した場合は，他チ

ャンネルにより推定

する。 

②ドライウェル

圧力（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の関

係を利用してドライ

ウェル圧力（ＳＡ）に

よりドライウェル温

度（ＳＡ）を推定する。 

 

ドライウェ

ル圧力（Ｓ

Ａ） 

①主要パラメー

タの他チャン

ネル 

ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ）の１チャンネルが

故障した場合は，他チ

ャンネルにより推定

する。 

②サプレッショ

ンチェンバ圧

力（ＳＡ） 

サプレッションチェ

ンバ圧力（ＳＡ）によ

り推定する。 

③ドライウェル

温度（ＳＡ） 

飽和温度／圧力の関

係を利用してドライ

ウェル温度（ＳＡ）に

よりドライウェル圧

力（ＳＡ）を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，主要パラメ

ータの検出器を複数

設置しており他チャ

ンネルを代替パラメ

ータとして記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）原子炉建屋内の状態 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

高圧炉心ス

プレイ系ポ

ンプ出口圧

力 

①原子炉圧力 

①原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ）の

低下により格納容

器バイパスの発生

を推定する。 

②［エリア放射線

モニタ］ 

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラ

メータ）により格

納容器バイパスの

発生を推定する。 

残留熱除去

系ポンプ出

口圧力 

①原子炉圧力 

①原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ）の

低下により格納容

器バイパスの発生

を推定する。 

②［エリア放射線

モニタ］ 

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラ

メータ）により格

納容器バイパスの

発生を推定する。 

低圧炉心ス

プレイ系ポ

ンプ出口圧

力 

①原子炉圧力 

①原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ）の

低下により格納容

器バイパスの発生

を推定する。 

②［エリア放射線

モニタ］ 

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラ

メータ）により格

納容器バイパスの

発生を推定する。 

 

 

 

 

（３）原子炉建屋内の状態 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

高圧炉心注

水系ポンプ

吐出圧力 

 

①原子炉圧力 

①原子炉圧力（SA） 

原子炉圧力，原子

炉圧力(SA)の低下

により格納容器バ

イパスの発生を推

定する。 

②［エリア放射線

モニタ］ 

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラ

メータ）により格

納容器バイパスの

発生を推定する。 

残留熱除去

系ポンプ吐

出圧力 

①原子炉圧力 

①原子炉圧力（SA） 

原子炉圧力，原子

炉圧力(SA)の低下

により格納容器バ

イパスの発生を推

定する。 

②［エリア放射線

モニタ］ 

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラ

メータ）により格

納容器バイパスの

発生を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（３）原子炉建物内の状態 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

残留熱除去

ポンプ出口

圧力 

①原子炉圧力 

①原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ）の

低下により格納容

器バイパスの発生

を推定する。 

②［エリア放射線モ

ニタ］ 

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラ

メータ）により格

納容器バイパスの

発生を推定する。 

低圧炉心ス

プレイポン

プ出口圧力 

①原子炉圧力 

①原子炉圧力（Ｓ

Ａ） 

原子炉圧力，原子

炉圧力（ＳＡ）の

低下により格納容

器バイパスの発生

を推定する。 

②［エリア放射線モ

ニタ］ 

エリア放射線モニ

タ（有効監視パラ

メータ）により格

納容器バイパスの

発生を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，格納容器バ

イパスの発生頻度の

観点から高圧炉心ス

プレイ系は監視不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１４．水源の確保 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※11 

復水貯蔵タ

ンク水位 

 

①高圧代替注水系

ポンプ出口流量 

①残留熱除去系洗

浄 ラ イ ン 流 量

（残留熱除去系

ヘッドスプレイ

ラ イ ン 洗 浄 流

量） 

①残留熱除去系洗

浄 ラ イ ン 流 量

（残留熱除去系

Ｂ系格納容器冷

却ライン洗浄流

量） 

①直流駆動低圧注

水系ポンプ出口

流量 

①原子炉隔離時冷

却系ポンプ出口

流量 

①高圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

①原子炉格納容器

下部注水流量 

 

 

高圧代替注水系ポ

ンプ出口流量，残

留熱除去系洗浄ラ

イン流量（残留熱

除去系ヘッドスプ

レイライン洗浄流

量），残留熱除去系

洗浄ライン流量

（残留熱除去系Ｂ

系格納容器冷却ラ

イン洗浄流量），直

流駆動低圧注水系

ポンプ出口流量，

原子炉隔離時冷却

系ポンプ出口流

量，高圧炉心スプ

レイ系ポンプ出口

流量および原子炉

格納容器下部注水

流量のうち，復水

貯蔵タンクを水源

として実際の機器

動作状態にある流

量により推定す

る。なお，復水貯

蔵タンクの補給状

況も考慮した上で

水位を推定する。 

 

 

 

 

 

 

14．水源の確保 

適用され

る原子炉 

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※11 

復水貯蔵槽

水位 

（SA） 

①高圧代替注水系

系統流量 

①復水補給水系流

量（RHR A 系代替

注水流量） 

 

 

 

①復水補給水系流

量（RHR B 系代替

注水流量） 

 

 

 

 

 

 

①原子炉隔離時冷

却系系統流量 

 

①高圧炉心注水系

系統流量 

 

①復水補給水系流

量（格納容器下

部注水流量） 

 

 

復水貯蔵槽を水源

とするポンプの注

水量から，復水貯

蔵槽水位（SA）を

推定する。なお，

復水貯蔵槽の補給

状況も考慮した上

で水位を推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４．水源の確保 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換

※12 

低圧原子炉

代替注水槽

水位 

 

 

①代替注水流量（常

設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注

水槽を水源とする

代替注水流量（常

設）から低圧原子

炉代替注水槽水位

を推定する。なお，

低圧原子炉代替注

水槽の補給状況も

考慮した上で水位

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・当該水源を使用する

設備の違いにより代

替パラメータが異な

る。島根は，低圧原

子炉代替注水槽を水

源とする系統の流量

は代替注水流量（常

設）で計測する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

②高圧代替注水系

ポンプ出口圧力 

②直流駆動低圧注

水系ポンプ出口

圧力 

②原子炉隔離時冷

却系ポンプ出口

圧力 

②高圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

圧力 

②復水移送ポンプ

出口圧力 

復水貯蔵タンクを

水源とする高圧代

替注水系ポンプ出

口圧力，直流駆動

低圧注水系ポンプ

出口圧力，原子炉

隔離時冷却系ポン

プ出口圧力，高圧

炉心スプレイ系ポ

ンプ出口圧力およ

び復水移送ポンプ

出口圧力が正常に

動作していること

を把握することに

より，水源である

復水貯蔵タンク水

位が確保されてい

ることを推定す

る。 

③原子炉水位（広

帯域） 

③原子炉水位（燃

料域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ広帯域） 

③原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の変化量により

復水貯蔵タンク水

位を推定する。な

お，復水貯蔵タン

クの補給状況も考

慮した上で水位を

推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②原子炉水位（広

帯域） 

②原子炉水位（燃

料域） 

②原子炉水位（SA） 

 

 

 

 

 

 

②復水移送ポンプ

吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

注水先の原子炉水

位の水位変化によ

り復水貯蔵槽水位

（SA）を推定する。

なお，復水貯蔵槽

の補給状況も考慮

した上で水位を推

定する。 

 

 

 

復水移送ポンプが

正常に動作してい

ることを把握する

ことにより，水源

である復水貯蔵槽

水位が確保されて

いることを推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②原子炉水位（広帯

域） 

②原子炉水位（燃料

域） 

②原子炉水位（Ｓ

Ａ） 

 

 

②サプレッション

プール水位（Ｓ

Ａ） 

②低圧原子炉代替

注水ポンプ出口

圧力 

 

 

 

 

注水先の原子炉水

位またはサプレッ

ションプール水位

（ＳＡ）の水位変

化により低圧原子

炉代替注水槽水位

を推定する。なお，

低圧原子炉代替注

水槽の補給状況も

考慮した上で水位

を推定する。 

低圧原子炉代替注

水槽を水源とする

低圧原子炉代替注

水ポンプ出口圧力

から低圧原子炉代

替注水ポンプが正

常に動作している

ことを把握するこ

【女川との相違】 

・女川は，復水貯蔵タ

ンクを水源とする機

器の出口圧力も代替

パラメータとして設

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，サプレッシ

ョンプール水位（Ｓ

Ａ）も代替パラメー

タとして設定 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③［復水貯蔵槽水

位］ 

監視可能であれば

復水貯蔵槽水位

（常用計器）によ

り，水位を推定す

る。 

※11：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とにより，水源で

ある低圧原子炉代

替注水槽水位が確

保されていること

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

※12：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプール

ゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが

閉の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎は，常用計器を

代替パラメータとし

て設定。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

圧力抑制室

水位 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

圧力抑制室水位の

１チャンネルが故

障した場合は，他

チャンネルにより

推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②代替循環冷却ポ

ンプ出口流量 

②残留熱除去系ポ

ンプ出口流量 

②低圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

流量 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッションチ

ェンバのプール水

を水源とする代替

循環冷却ポンプ，

残留熱除去系ポン

プおよび低圧炉心

スプレイ系ポンプ

の出口流量から，

これらのポンプが

正常に動作してい

ることを把握する

ことにより水源で

ある圧力抑制室水

位が確保されてい

ることを推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

サプレッシ

ョン・チェ

ンバ・プー

ル水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①復水補給水系流

量（RHR A 系代

替注水流量） 

①復水補給水系流

量（RHR B 系代

替注水流量） 

 

 

 

①残留熱除去系系

統流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッション・

チェンバの水位容

量曲線を用いて，

原子炉格納容器へ

注水する復水補給

水系流量（RHR B

系代替注水流量）

と経過時間より算

出した注水量から

推定する。 

また，サプレッシ

ョン・チェンバの

水位容量曲線を用

いて，サプレッシ

ョン・チェンバ・

プール水から原子

炉圧力容器へ注水

する復水補給水系

流量（RHR A 系代替

注水流量）又は残

留熱除去系系統流

量と経過時間より

算出した注水量か

ら推定する。 

 

 

 

 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

サプレッシ

ョンプール

水位（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

①高圧原子炉代替注

水流量 

①原子炉隔離時冷却

ポンプ出口流量 

①高圧炉心スプレイ

ポンプ出口流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

①残留熱除去ポンプ

出口流量 

①低圧炉心スプレイ

ポンプ出口流量 

 

①残留熱代替除去系

原子炉注水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッションプ

ールの水位容量曲

線を用いて，原子

炉圧力容器へ注水

する高圧原子炉代

替注水流量，原子

炉隔離時冷却ポン

プ出口流量，高圧

炉心スプレイポン

プ出口流量，残留

熱除去ポンプ出口

流量，低圧炉心ス

プレイポンプ出口

流量，残留熱代替

除去系原子炉注水

流量と経過時間よ

り算出した注水量

から推定する。 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は，主要パラメ

ータの検出器を複数

設置しており他チャ

ンネルを代替パラメ

ータとして記載 

【島根固有】 

・島根は高圧原子炉代

替注水流量,原子炉

隔離時冷却ポンプ出

口流量および高圧炉

心スプレイポンプ出

口流量もサプレッシ

ョンプールを水源と

して使用する。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎は，復水補給水

系流量（RHR A 系代

替注水流量）および

復水補給水系流量

（RHR B 系代替注水

流量）を代替パラメ

ータとして設定 

【女川との相違】 

・女川はポンプの出口

流量から水源水位が

確保されている事を

推定 

【島根固有】 

・島根は，水源と注水

先が同じとなるサプ

レッションプールを

水源とした格納容器

への注水量を水位の

推定に使用しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

③代替循環冷却ポ

ンプ出口圧力 

③残留熱除去系ポ

ンプ出口圧力 

③低圧炉心スプレ

イ系ポンプ出口

圧力 

 

 

 

サプレッションチ

ェンバのプール水

を水源とする代替

循環冷却ポンプ，

残留熱除去系ポン

プおよび低圧炉心

スプレイ系ポンプ

の出口圧力から，

これらのポンプが

正常に動作してい

ることを把握する

ことにより水源で

ある圧力抑制室水

位が確保されてい

ることを推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

※11：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプール

ゲートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが

閉の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②復水移送ポンプ

吐出圧力 

 

 

②残留熱除去系ポ

ンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

復水移送ポンプ，

残留熱除去系ポン

プが正常に動作し

ていることを把握

することにより，

水源であるサプレ

ッション・チェン

バ・プール水位が

確保されているこ

とを推定する。 

③［サプレッショ

ン・チェンバ・

プール水位］ 

監視可能であれば

サプレッション・

チェンバ・プール

水位（常用計器）

により，水位を推

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②原子炉隔離時冷却

ポンプ出口圧力 

②高圧炉心スプレイ

ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

②残留熱除去ポンプ

出口圧力 

②低圧炉心スプレイ

ポンプ出口圧力 

②残留熱代替除去ポ

ンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却

系ポンプ，高圧炉

心スプレイ系ポン

プ，残留熱除去系

ポンプ，低圧炉心

スプレイ系ポン

プ，残留熱代替除

去ポンプが正常に

動作していること

を把握することに

より，水源である

サプレッションプ

ール水位（ＳＡ）

が確保されている

ことを推定する。 

 

③［サプレッション

プール水位］ 

監視可能であれば

サプレッションプ

ール水位（常用計

器）により，水位

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，原子炉隔離

時冷却ポンプ出口流

量および高圧炉心ス

プレイポンプ出口流

量もサプレッション

プールを水源として

使用する。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎は，復水移送ポ

ンプも当該水源を使

用 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１５．原子炉建屋内の水素濃度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※12 

原子炉建屋

内水素濃度

※13 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉建屋内水素

濃度の１チャンネ

ルが故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②静的触媒式水素

再結合装置動作

監視装置※14 

 

 

 

静的触媒式水素再

結合装置動作監視

装置（静的触媒式

水素再結合装置入

口および出口の差

温度から水素濃度

を推定）により推

定する。 

※12：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※13：「６６－８－２ 原子炉建屋内の水素濃度監視」において運転

上の制限等を定める。 

※14：１チャンネルとは１個の静的触媒式水素再結合装置の出入口に

設置している２個の静的触媒式水素再結合装置動作監視装置

をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．原子炉建屋内の水素濃度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※12 

原子炉建屋

水素濃度※13 

 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

原子炉建屋水素濃

度の１チャンネル

が故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②静的触媒式水素

再結合器動作監

視装置※１４ 

 

 

 

静的触媒式水素再

結合器動作監視装

置（静的触媒式水

素再結合器入口／

出口の差温度によ

り水素濃度を推

定）により推定す

る。 

※12：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※13：「６６－８－２ 原子炉建屋内の水素濃度監視」において運転

上の制限等を定める。 

※14：１チャンネルとは１個の静的触媒式水素再結合器の出入口に設

置している２個の静的触媒式水素再結合器動作監視装置をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５．原子炉建物内の水素濃度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

※13 

原子炉建物

水素濃度 

※14 

 

①主要パラメー

タの他チャン

ネル 

原子炉建物水素濃

度の１チャンネル

が故障した場合

は，他チャンネル

により推定する。 

②静的触媒式水

素処理装置入

口温度 

②静的触媒式水

素処理装置出

口温度 

静的触媒式水素処

理装置入口温度お

よび静的触媒式水

素処理装置出口温

度の温度差により

推定する。 

 

 

※13：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※14：第６５条（６５－８－２ 原子炉建物内の水素濃度監視）にお

いて運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根は，出入口検出

器に各々設備名称を

設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根は，出入口検出

器に各々設備名称を

設定 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１６．格納容器内の酸素濃度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内

雰囲気酸素

濃度 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器内雰囲気

酸素濃度の１チャ

ンネルが故障した

場合は，他チャンネ

ルにより推定する。 

 

 

 

 

 

②格納容器内雰囲

気放射線モニタ

（Ｄ／Ｗ） 

 

②格納容器内雰囲

気放射線モニタ

（Ｓ／Ｃ） 

 

②ドライウェル圧

力 

②圧力抑制室圧力 

 

 

格納容器内雰囲気

放射線モニタ（Ｄ／

Ｗ）または格納容器

内雰囲気放射線モ

ニタ（Ｓ／Ｃ）にて

炉心損傷を判断し

た後，初期酸素濃度

と保守的なＧ値を

入力とした 

評価結果（解析結

果）により格納容器

内雰囲気酸素濃度

を推定する。 

ドライウェル圧力

および圧力抑制室

圧力により格納容

器内の圧力が正圧

であることを確認

することで，事故後

の格納容器内への

空気（酸素）の流入

有無を把握し，水素

燃焼の可能性を推

定する。 

 

16．原子炉格納容器内の酸素濃度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

運  転 

起  動 

高温停止 

格納容器内

酸素濃度 

 

①主要パラメータ

の他チャンネル 

格納容器内酸素濃

度の１チャンネル

が故障した場合は，

他チャンネルによ

り推定する。 

 

 

 

 

 

②格納容器内雰囲

気放射線レベル

（D/W） 

 

②格納容器内雰囲

気放射線レベル

（S/C） 

 

②格納容器内圧力

（D/W） 

②格納容器内圧力

（S/C） 

 

格納容器内雰囲気

放射線レベル（D/W）

又は格納容器内雰

囲気放射線レベル

（S/C）にて炉心損

傷を判断した後，初

期酸素濃度と保守

的な G 値を入力と

した評価結果（解析

結果）により格納容

器内酸素濃度を推

定する。 

事故後の原子炉格

納容器内への空気

（酸素）の流入有無

を把握し，水素燃焼

の可能性を推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

１６．格納容器内の酸素濃度 

適用され

る原子炉

の状態 

主要 

パラメータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

運転 

起動 

高温停止 

格納容器酸

素濃度（Ｂ

系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①格納容器酸素濃

度（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度

（ＳＡ）により推定

する。 

②格納容器雰囲気

放射線モニタ

（ドライウェ

ル） 

②格納容器雰囲気

放射線モニタ

（サプレッショ

ンチェンバ） 

②ドライウェル圧

力（ＳＡ） 

②サプレッション

チェンバ圧力

（ＳＡ） 

格納容器雰囲気放射

線モニタ（ドライウ

ェル）または格納容

器雰囲気放射線モニ

タ（サプレッション

チェンバ）にて炉心

損傷を判断した後，

初期酸素濃度と保守

的なＧ値を入力とし

た評価結果（解析結

果）により格納容器

酸素濃度（Ｂ系）を

推定する。 

ドライウェル圧力

（ＳＡ）またはサプ

レッションチェンバ

圧力（ＳＡ）により，

格納容器内圧力が正

圧であることを確認

することで，事故後

の格納容器内への空

気（酸素）の流入有

無を把握し，水素燃

焼の可能性を推定す

る。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，既設の格納

容器酸素濃度のうち

Ｂ系を重大事故等対

処設備として使用す

ることから，Ａ系は

常用計器として後段

に記載 

【島根固有】 

・島根は，格納容器酸

素濃度を計測する新

設の重大事故等対処

設備を設置する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③［格納容器酸素

濃度（Ａ系）］ 

監視可能であれば格

納容器酸素濃度（Ａ

系）（常用計器）によ

り，酸素濃度を推定

する。 

格納容器酸

素濃度（Ｓ

Ａ） 

①格納容器酸素濃

度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度

（Ｂ系）により推定

する。 

②格納容器雰囲気

放射線モニタ

（ドライウェ

ル） 

②格納容器雰囲気

放射線モニタ

（サプレッショ

ンチェンバ） 

②ドライウェル圧

力（ＳＡ） 

②サプレッション

チェンバ圧力

（ＳＡ） 

格納容器雰囲気放射

線モニタ（ドライウ

ェル）または格納容

器雰囲気放射線モニ

タ（サプレッション

チェンバ）にて炉心

損傷を判断した後，

初期酸素濃度と保守

的なＧ値を入力とし

た評価結果（解析結

果）により格納容器

酸素濃度（ＳＡ）を

推定する。 

ドライウェル圧力

（ＳＡ）またはサプ

レッションチェンバ

圧力（ＳＡ）により，

格納容器内圧力が正

圧であることを確認

することで，事故後

の格納容器内への空

気（酸素）の流入有

無を把握し，水素燃

焼の可能性を推定す

る。 

③［格納容器酸素

濃度（Ａ系）］ 

監視可能であれば格

納容器酸素濃度（Ａ

系）（常用計器）によ

り，酸素濃度を推定

する。 

【島根固有】 

・島根は，既設の格納

容器酸素濃度のうち

Ｂ系を重大事故等対

処設備として使用す

ることから，Ａ系は

常用計器として記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，格納容器酸

素濃度を計測する新

設の重大事故等対処

設備を設置する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１７．使用済燃料プールの監視※15 

適用され

る原子炉

の状態 

主要パラ

メータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

使用済燃

料プール

に照射さ

れた燃料

を貯蔵し

ている期

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

使用済燃

料プール

水位／温

度（ヒート

サーモ式 

①使用済燃料プ

ール水位／温

度（ガイドパル

ス式） 

使用済燃料プール水位

／温度（ガイドパルス

式）により，水位・温

度を推定する。 

②使用済燃料プ

ール上部空間

放射線モニタ

（高線量，低線

量） 

②使用済燃料プ

ール監視カメ

ラ 

使用済燃料プール上部

空間放射線モニタ（高

線量，低線量）により

放射線量／水位の関係

を利用し使用済燃料プ

ール水位を推定すると

ともに使用済燃料プー

ル監視カメラにて使用

済燃料プールの状態を

監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

17．使用済燃料プールの監視※１５ 

適用され

る原子炉

の状態 

主要パラ

メータ 
代替パラメータ 

要素 要素 推定方法 

使用済燃

料プール

に照射さ

れた燃料

を貯蔵し

ている期

間 

使用済燃

料貯蔵プ

ール水

位・温度

（SA広域） 

①使用済燃料貯

蔵プール水

位・温度（SA） 

 

使用済燃料貯蔵プール

水位・温度（SA）によ

り，水位・温度を推定

する。 

②使用済燃料貯

蔵プール放射

線モニタ（高レ

ンジ・低レン

ジ） 

使用済燃料貯蔵プール

放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）にて使

用済燃料プールの水位

を推定する。 

③使用済燃料貯

蔵プール監視カ

メラ 

使用済燃料貯蔵プール

監視カメラにより，使

用済燃料プールの状態

を監視する。 

使用済燃

料貯蔵プ

ー ル 水

位・温度

（SA） 

①使用済燃料貯

蔵 プ ー ル 水

位・温度（SA

広域） 

使用済燃料貯蔵プール

水位・温度（SA 広域）

により，水位・温度を

推定する。 

②使用済燃料貯

蔵プール放射

線モニタ（高レ

ンジ・低レン

ジ） 

 

 

 

 

 

使用済燃料貯蔵プール

放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）にて使

用済燃料プールの水位

を推定する。 

 

 

 

 

 

③使用済燃料貯

蔵プール監視

カメラ 

 

 

 

 

使用済燃料貯蔵プール

監視カメラにより，使

用済燃料プールの状態

を監視する。 

 

 

 

１７．燃料プールの監視※15 

適用され

る原子炉

の状態 

主要パラ

メータ 
代替パラメータ 

要 素 要 素 推定方法 

燃料プー

ルに照射

された燃

料を貯蔵

している

期間 

燃料プー

ル水位（Ｓ

Ａ） 

①燃料プール水

位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ）により燃料プ

ール水位を推定する。 

 

②燃料プールエ

リア放射線モ

ニタ（高レン

ジ・低レンジ）

（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）にて

燃料プール水位を推定

する。 

③燃料プール監

視カメラ（Ｓ

Ａ） 

燃料プール監視カメラ

（ＳＡ）により，燃料

プールの状態を監視す

る。 

燃料プー

ル水位・温

度（ＳＡ） 

①燃料プール水

位（ＳＡ） 

燃料プール水位（ＳＡ）

により，水位・温度を

推定する。 

 

②燃料プールエ

リア放射線モ

ニタ（高レン

ジ・低レンジ）

（ＳＡ） 

 

 

 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ）にて

燃料プールの水位を推

定する。 

 

 

 

 

 

③燃料プール監

視カメラ（Ｓ

Ａ） 

燃料プール監視カメラ

（ＳＡ）により，燃料

プールの状態を監視す

る。 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・記載箇所の相違（島

根の燃料プール水位

（ＳＡ）は女川の使

用済燃料プール水位

／温度（ガイドパル

ス式）に相当） 

【島根固有】 

・島根は，燃料プール

の水位を計測する設

備として設置 

・柏崎および女川は，

燃料プールの水位お

よび温度を計測する

設備を設置 

【島根固有】 

・島根は，燃料プール

水位（ＳＡ）により，

水位・温度を推定 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は、使用済燃料

プール上部空間放射

線モニタによる水位

の推定と使用済燃料

プール監視カメラに

よる状態監視を組み

合わせた推定手段と

している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

使用済燃

料プール

水位／温

度（ガイド

パルス式） 

①使用済燃料プ

ール水位／温

度（ヒートサー

モ式） 

使用済燃料プール水位

／温度（ヒートサーモ

式）により，水位・温

度を推定する。 

②使用済燃料プ

ール上部空間

放射線モニタ

（高線量，低線

量） 

②使用済燃料プ

ール監視カメ

ラ 

使用済燃料プール上部

空間放射線モニタ（高

線量，低線量）により

放射線量／水位の関係

を利用し使用済燃料プ

ール水位を推定すると

ともに使用済燃料プー

ル監視カメラにて使用

済燃料プールの状態を

監視する。 

 

 

 

 

 

使用済燃

料プール

上部空間

放射線モ

ニタ（高線

量，低線

量） 

 

 

 

 

①使用済燃料プ

ール水位／温

度（ヒートサー

モ式） 

①使用済燃料プ

ール水位／温

度（ガイドパル

ス式） 

使用済燃料プール水位

／温度（ヒートサーモ

式）および使用済燃料

プール水位／温度（ガ

イドパルス式）にて水

位を計測した後，水位

と放射線量率の関係に

より放射線量率を推定

する。 

 

 

 

②使用済燃料プ

ール監視カメ

ラ 

使用済燃料プール監視

カメラにより，使用済

燃料プールの状態を監

視する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃

料貯蔵プ

ール放射

線モニタ

（高レン

ジ・低レン

ジ） 

①使用済燃料貯

蔵 プ ー ル 水

位・温度（SA

広域） 

①使用済燃料貯

蔵 プ ー ル 水

位・温度（SA） 

使用済燃料貯蔵プール

水位・温度(SA 広域)，

(SA)にて水位を測定し

た後，水位と放射線量

率の関係により放射線

量率を推定する。 

 

 

 

 

 

 

②使用済燃料貯

蔵プール監視

カメラ 

使用済燃料貯蔵プール

監視カメラにより，使

用済燃料プールの状態

を監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

燃料プー

ルエリア

放射線モ

ニタ（高レ

ンジ・低レ

ンジ）（Ｓ

Ａ） 

①燃料プール水

位（ＳＡ） 

 

 

①燃料プール水

位・温度（ＳＡ） 

燃料プール水位（Ｓ

Ａ），燃料プール水位・

温度（ＳＡ）にて水位

を計測した後，水位と

放射線量率の関係によ

り放射線量率を推定す

る。 

 

 

 

 

 

②燃料プール監

視カメラ（Ｓ

Ａ） 

燃料プール監視カメラ

（ＳＡ）により，燃料

プールの状態を監視す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は、使用済燃料

プール上部空間放射

線モニタによる水位

の推定と使用済燃料

プール監視カメラに

よる状態監視を組み

合わせた推定手段と

している。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，燃料プール

の水位を計測する設

備を設置 

・柏崎および女川は，

燃料プールの水位お

よび温度を計測する

設備を設置 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

使用済燃

料プール

監視カメ

ラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①使用済燃料プ

ール水位／温

度（ヒートサー

モ式） 

①使用済燃料プ

ール水位／温

度（ガイドパル

ス式） 

①使用済燃料プ

ール上部空間

放射線モニタ

（高線量，低線

量） 

使用済燃料プール水位

／温度（ヒートサーモ

式），使用済燃料プール

水位／温度（ガイドパ

ルス式）および使用済

燃料プール上部空間放

射線モニタ（高線量，

低線量）により使用済

燃料プールの状態を推

定する。 

※15：「６６－９－４ 使用済燃料プール監視設備」において運転上

の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃

料貯蔵プ

ール監視

カメラ(使

用済燃料

貯蔵プー

ル監視カ

メラ用空

冷装置を

含む) 

①使用済燃料貯

蔵 プ ー ル 水

位・温度（SA

広域） 

①使用済燃料貯

蔵 プ ー ル 水

位・温度（SA） 

 

 

 

 

 

①使用済燃料貯

蔵プール放射

線モニタ（高レ

ンジ・低レン

ジ） 

使用済燃料貯蔵プール

水位・温度，使用済燃

料貯蔵プール放射線モ

ニタにて，使用済燃料

プールの状態を推定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※15：「６６－９－３ 使用済燃料プール監視設備」において運転上

の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プー

ル監視カ

メラ（Ｓ

Ａ）（燃料

プール監

視カメラ

用冷却設

備 を 含

む。） 

 

 

①燃料プール水

位（ＳＡ） 

 

 

①燃料プール水

位・温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

①燃料プールエ

リア放射線モ

ニタ（高レン

ジ・低レンジ）

（ＳＡ） 

燃料プール水位（Ｓ

Ａ），燃料プール水位・

温度（ＳＡ），燃料プー

ルエリア放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）にて，燃料プ

ールの状態を推定す

る。 

※15：第６５条（６５－９－３ 燃料プール監視設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，燃料プール

の水位を計測する設

備として設置 

・柏崎および女川は，

燃料プールの水位お

よび温度を計測する

設備を設置 

【女川との相違】 

・記載箇所の相違（島

根の燃料プール水位

（ＳＡ）は女川の使

用済燃料プール水位

／温度（ガイドパル

ス式）に相当） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

１．チャンネル校正を実施する。 定事検停止時 

計測制御課長 

または 

電気課長 

 

 

 

 

 

 

  

２．動作不能でないことを指示に

より確認する。 
１ヶ月に１回 

発電課長 

または 

計測制御課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

１．動作不能でないことを指示に

より確認する。 
１ヶ月に１回 

当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．チャンネル校正を実施する。 

 
定事検停止時 

計測制御ＧＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項  目 頻  度 担  当 

1.動作不能でないことを指示により

確認する※16。 
１箇月に１回 

当直長 

 

 

2.格納容器水素濃度（ＳＡ）および

格納容器酸素濃度（ＳＡ）が動作

可能であることを確認する。 

１箇月に１回 当直長 

3.第１ベントフィルタ出口水素濃度

が動作可能であることを確認す

る。 

３箇月に１回 
課長 

（計装） 

4.チャンネル校正を実施する。 

 
定事検停止時 

課長 

（計装） 

 

※16：格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度（ＳＡ）および

第１ベントフィルタ出口水素濃度を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，重大事故等

対処設備として格納

容器水素濃度（ＳＡ）

および格納容器酸素

濃度（ＳＡ）を設置

する。 

【島根固有】 

・島根は，第１ベント

フィルタ出口水素濃

度を計測する可搬型

重大事故等対処設備

を設置する。（記載方

法はＰＷＲを踏襲） 

【島根固有】 

・島根は，第１ベント

フィルタ出口水素濃

度を計測する可搬型

重大事故等対処設備

を設置する。（記載方

法はＰＷＲを踏襲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
7
1



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.主要パラメータ

を計測する計器

すべてが動作不

能である場合 

A1.発電課長は，代替パラメータ

が動作可能であることを確認

する。 

および 

A2.発電課長は，当該計器が故障

状態であることが運転員に明

確に分かるような措置を講じ

る。 

および 

A3.発電課長は，当該計器を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３０日間 

B.代替パラメータ

を計測する計器

すべてが動作不

能である場合 

B1.発電課長は，主要パラメータ

が動作可能であることを確認

する。 

および 

B2.発電課長は，当該計器が故障

状態であることが運転員に明

確に分かるような措置を講じ

る。 

および 

B3.発電課長は，当該計器を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３０日間 

C.１つの機能を確

認するすべての

計器が動作不能

である場合 

C1.発電課長は，当該機能の主要

パラメータまたは代替パラメ

ータを１手段以上動作可能な

状態に復旧する。 

 

３日間 

D.運転，起動または

高温停止におい

て条件 A，B また

は C の措置を完

了時間内に達成

できない場合 

 

 

 

D1.発電課長は，高温停止にす

る。 

および 

D2.発電課長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ.主要パラメー

タを計測する

計器すべてが

動作不能であ

る場合 

Ａ１.当直長は，代替パラメータ

が動作可能であることを確

認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該計器が故障

状態であることが運転員

に明確に分かるような措

置を講じる。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該計器を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ.代替パラメー

タを計測する

計器すべてが

動作不能であ

る場合 

Ｂ１．当直長は，主要パラメータ

が動作可能であることを

確認する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該計器が故障

状態であることが運転員

に明確に分かるような措

置を講じる。 

及び 

Ｂ３．当直長は，当該計器を動作

可能な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３０日間 

Ｃ.１つの機能を

確認する すべ

ての計器が動

作不能である

場合 

Ｃ１．当直長は，当該機能の主要

パラメータ又は代替パラ

メータを１手段以上動作

可能な状態に復旧する。 

３日間 

Ｄ.運転，起動又は

高温停止にお

いて条件Ａ，Ｂ

又はＣの措置

を完了時間内

に達成できな

い場合 

 

 

Ｄ１．当直長は，高温停止にする。 

 

及び 

Ｄ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

（３）要求される措置 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.主要パラメー

タを計測する

計器すべてが

動作不能であ

る場合 

A1.当直長は，代替パラメータが動

作可能であることを確認する。 

 

および 

A2.当直長は，当該計器が故障状態

であることが運転員に明確に

分かるような措置を講じる。 

 

および 

A3.当直長は，当該計器を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３０日間 

B.代替パラメー

タを計測する

計器すべてが

動作不能であ

る場合 

B1.当直長は，主要パラメータが動

作可能であることを確認する。 

 

および 

B2.当直長は，当該計器が故障状態

であることが運転員に明確に

分かるような措置を講じる。 

 

および 

B3.当直長は，当該計器を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３０日間 

C.１つの機能を

確認するすべ

ての計器が動

作不能である

場合 

C1.当直長は，当該機能の主要パラ

メータまたは代替パラメータ

を１手段以上動作可能な状態

に復旧する。 

３日間 

D.運転，起動また

は高温停止に

お い て 条 件

A,Bまたは Cの

措置を完了時

間内に達成で

きない場合 

 

 

D1.当直長は，高温停止にする。 

 

および 

D2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

E.冷温停止，燃料交

換において条件

A，B または C の

措置を完了時間

以内に達成でき

ない場合 

 

E1.発電課長は，当該計器を動作

可能な状態に復旧する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

Ｅ.冷温停止，燃料

交換において

条件Ａ，Ｂ又は

Ｃの措置を完

了時間以内に

達成できない

場合 

Ｅ１．当直長は，当該計器を動作

可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

E.冷温停止，燃料

交換において

条件 A,B また

は C の措置を

完了時間以内

に達成できな

い場合 

E1.当直長は，当該計器を動作可能

な状態に復旧する措置を開始

する。 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１３－２ 補助パラメータ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

補助パラメータ 
補助パラメータを計測する計器が動作可能で

あること※１ 

 

１．電源関係 

適用され

る 

原子炉の

状態 

補助パラメータ  

動作可能 

であるべき 

チャンネル数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

６－２Ｆ－１ 母線電圧 １ 

６－２Ｆ－２ 母線電圧 １ 

６－２Ｃ 母線電圧 １ 

６－２Ｄ 母線電圧 １ 

６－２Ｈ 母線電圧 １ 

４－２Ｃ 母線電圧 １ 

４－２Ｄ 母線電圧 １ 

１２５Ｖ 直流主母線２Ａ 電

圧 
１ 

１２５Ｖ 直流主母線２Ｂ 電

圧 
１ 

１２５Ｖ 直流主母線２Ａ－１ 

電圧 
１ 

１２５Ｖ 直流主母線２Ｂ－１ 

電圧 
１ 

ＨＰＣＳ１２５Ｖ 直流主母線

電圧 
１ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６－１３－２ 補助パラメータ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

補助パラメータ 補助パラメータが監視可能であること※１ 

 

１．電源関係 

適用される 

原子炉 

の状態 

補助パラメータ  

動作可能 

であるべき 

チャンネル数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

Ｍ／Ｃ Ｃ電圧 １ 

Ｍ／Ｃ Ｄ電圧 １ 

Ｍ／Ｃ Ｅ電圧 １ 

Ｐ／Ｃ Ｃ－１電圧 １ 

Ｐ／Ｃ Ｄ－１電圧 １ 

Ｐ／Ｃ Ｅ－１電圧 １ 

直流１２５Ｖ主母線盤Ａ電圧 １ 

直流１２５Ｖ主母線盤Ｂ電圧 １ 

直流１２５Ｖ主母線盤Ｃ電圧 １ 

直流１２５Ｖ充電器盤Ａ－２蓄電

池電圧 
１ 

ＡＭ用直流１２５Ｖ充電器盤蓄電

池電圧 
１ 

 

 

 

 

 

 

非常用Ｄ／Ｇ発電機電圧  １※２ 

非常用Ｄ／Ｇ発電機周波数 １※２ 

非常用Ｄ／Ｇ発電機電力 １※２ 

第一ＧＴＧ発電機電圧 １ 

第一ＧＴＧ発電機周波数 １ 

電源車電圧 １※３ 

６５－１３－２ 補助パラメータ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

補助パラメータ 補助パラメータが監視可能であること※１ 

 

１．電源関係 

適用される 

原子炉の状

態 

補助パラメータ 

動作可能であるべき 

チャンネル数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

Ｃ－メタクラ母線電圧 １ 

Ｄ－メタクラ母線電圧 １ 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線

電圧 
１ 

Ｃ－ロードセンタ母線電

圧 
１ 

Ｄ－ロードセンタ母線電

圧 
１ 

緊急用メタクラ電圧 １ 

ＳＡロードセンタ母線電

圧 
１ 

Ｂ１－115V系蓄電池（Ｓ

Ａ）電圧 
１ 

Ａ－115V 系直流盤母線

電圧 
１ 

Ｂ－115V 系直流盤母線

電圧 
１ 

ＳＡ用 115V 系充電器盤

蓄電池電圧 
１ 

  

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１３－

２ 補助パラメータ 

TS-79 補助パラメー

タの運用について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，技術的能力

に係る審査基準１．

１～１．１４から抽

出される監視計器の

相違による。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

２５０Ｖ 直流主母線電圧 １ 

※１：計測対象の系統本体が動作可能であることを要求されない場合

を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源車周波数 １※３ 

  

 

 

 

※１：監視対象の系統本体が動作可能であることを要求されない場合

を除く。 

※２：非常用ディーゼル発電機１系列あたり。 

※３：電源車１台あたり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転 

起動 

高温停止 

230V系直流盤（常用）母

線電圧 
１ 

※１：監視対象の系統本体が動作可能であることを要求されない場合

を除く。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．その他 

適用され

る 

原子炉の

状態 

補助パラメータ 

動作可能 

であるべきチ

ャンネル数 

運  転 

起  動 

高温停止 

高圧窒素ガス供給系 ＡＤＳ入口

圧力 
１※２ 

代替高圧窒素ガス供給系窒素ガス

供給止め弁入口圧力 
１※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：高圧窒素ガス供給系１系列あたり。 

※３：代替高圧窒素ガス供給系１系列あたり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他 

適用される

原子炉 

の状態 

補助パラメータ 

動作可能 

であるべきチ

ャンネル数 

運  転 

起  動 

高温停止 

高圧窒素ガス供給系ＡＤＳ入口圧

力 
１※４ 

高圧窒素ガス供給系窒素ガスボン

ベ出口圧力 
１※４ 

格納容器圧力逃がし装置 ドレン

タンク水位 
４ 

格納容器圧力逃がし装置・耐圧強化

ベント系 

遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口

圧力 

１※５ 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ＲＣＷサージタンク水位 １※６ 

原子炉補機冷却水系熱交換器出口

冷却水温度 
１※６ 

※４：高圧窒素ガス供給系１系列あたり。 

 

 

※５：遠隔空気駆動弁操作用ボンベ１本あたり。 

※６：原子炉補機冷却水系１系列あたり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他 

適用される 

原子炉の状

態 

補助パラメータ 

動作可能であるべき 

チャンネル数 

運転 

起動 

高温停止 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁

二次側圧力 
１※２ 

Ｎ２ガスボンベ圧力 １※２ 

  

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

原子炉補機冷却水ポンプ

出口圧力 
１※３ 

ＲＣＷ熱交換器出口温度 １※３ 

ＲＣＷサージタンク水位 １※３ 

※２：逃がし安全弁窒素ガス供給系１系列あたり。 

 

 

 

※３：原子炉補機冷却水系１系列あたり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，技術的能力

に係る審査基準１．

１～１．１４から抽

出される監視計器の

相違による。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

１．補助パラメータ（電源関係）

を監視する計器の機能を確

認する。 

定事検停止時 電気課長 

２．補助パラメータ（その他）を

監視する計器のチャンネル

校正を実施する。 

定事検停止時 計測制御課長 

３．補助パラメータを監視する計

器が健全であることを確認

する。 

 

１ヶ月に１回 発電課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担当 

１．補助パラメータ（電源関係）

を監視する計器の機能を確

認する。 

定事検停止時 電気機器ＧＭ 

２．補助パラメータ（その他）を

監視する計器のチャンネル

校正を実施する。 

定事検停止時 計測制御ＧＭ 

３．補助パラメータ（電源車電圧

及び電源車周波数を除く）を

監視する計器が健全である

ことを確認する。 

１ヶ月に１回 当直長 

４．補助パラメータ（電源車電圧

及び電源車周波数）を監視す

る計器が健全であることを

確認する。 

３ヶ月に１回 
モバイル 

設備管理ＧＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.補助パラメータ（電源関係）を監視

する計器の機能を確認する。 

 

定事検停止時 
課長 

（電気） 

2.補助パラメータ（その他）を監視す

る計器のチャンネル校正を実施す

る。 

定事検停止時 
課長 

（計装） 

3.補助パラメータを監視する計器が健

全であることを確認する。 

 

 

１箇月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，電源車電圧

および電源車周波数

にＬＣＯ設定してい

ない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用さ

れる 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運 転 

起 動 

高温停止 

A.補助パラ

メータを

計測する

計器が動

作不能の

場合 

A1.発電課長は，代替措置※４

を検討し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施する措

置を開始する。 

 

および 

A2.発電課長は，当該計器が故

障状態であることが運転員

に明確に分かるような措置

を講じる。 

 

および 

A3.発電課長は，当該計器を動

作可能な状態に復旧する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件 A の

A1 または

A2 で要求

される措

置を完了

時間内に

達成でき

ない場合 

 

 

 

B1.発電課長は，当該計器を動

作可能な状態に復旧する。 

３日間 

C.条件 A の

A3 または

条件 B で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

C1.発電課長は，高温停止にす

る。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

（３）要求される措置 

適用され

る原子炉

の状態 

条 件 要求される措置 
完了 

時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．補助パラ

メ ー タ

が 監 視

不 能 の

場合 

Ａ１．当直長は，代替措置※７

を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て

実施する措置を開始

する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該計器が

故障状態であること

が運転員に明確に分

かるような措置を講

じる。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該計器を

動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａの

Ａ １ 又

は Ａ ２

で 要 求

さ れ る

措 置 を

完 了 時

間 内 に

達 成 で

き な い

場合 

Ｂ１．当直長は，当該計器を

動作可能な状態に復

旧する。 

３日間 

Ｃ．条件Ａの

Ａ ３ 又

は 条 件

Ｂ で 要

求 さ れ

る 措 置

を 完 了

Ｃ１．当直長は，高温停止にす

る。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

（３）要求される措置 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.補助パラ

メータが

監視不能

の場合 

A1.当直長は，代替措置※４

を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実

施する措置を開始す

る。 

および 

A2.当直長は，当該計器が

故障状態であることが

運転員に明確に分かる

ような措置を講じる。 

 

および 

A3.当直長は，当該計器を

動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３０日間 

B.条件 Aの

A1または

A2で要求

される措

置を完了

時間内に

達成でき

ない場合 

 

 

 

B1.当直長は，当該計器を

動作可能な状態に復旧

する。 

３日間 

C.条件 Aの

A3または

条件 Bで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

C1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

C2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

3
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

できない

場合 

 

 

冷温停止 

燃料交換 

A.補助パラ

メータを

計測する

計器が動

作不能の

場合 

A1.発電課長は，当該計器を動

作可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

 

および 

A2.発電課長は，代替措置※４

を検討し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施する措

置を開始する。 

 

および 

A3.発電課長は，当該計器が故

障状態であることが運転員

に明確に分かるような措置

を講じる。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

※４：代替計器等による監視をいう。 

 

 

時 間 内

に 達 成

で き な

い場合 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．補助パラ

メ ー タ

が 監 視

不 能 の

場合 

Ａ１．当直長は，当該計器を

動作可能な状態に復

旧する措置を開始す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※７

を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て

実施する措置を開始

する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該計器が

故障状態であること

が運転員に明確に分

かるような措置を講

じる。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

※７：代替計器等による監視をいう。 

 

 

できない

場合 

 

 

冷温停止 

燃料交換 

A.補助パラ

メータが

監視不能

の場合 

A1.当直長は，当該計器を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

および 

A2.当直長は，代替措置※４

を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実

施する措置を開始す

る。 

および 

A3.当直長は，当該計器が

故障状態であることが

運転員に明確に分かる

ような措置を講じる。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

※４：代替計器等による監視をいう。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１３－３ 可搬型計測器 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型計測器 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

可搬型計測器 ２５個 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．所要数の可搬型計測器の機能を確

認する。 
１年に１回 

計測制御課

長 

２．所要数の可搬型計測器が動作可能

であることを確認する。 

３ヶ月に１

回 
防災課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６－１３－３ 可搬型計測器 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型計測器 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

可搬型計測器 ２３個 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．所要数の可搬型計測器の機能

を確認する。 
１年に１回 計測制御ＧＭ 

２．所要数の可搬型計測器が動作

可能であることを確認する。 
３ヶ月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－１３－３ 可搬型計測器 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型計測器 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

可搬型計測器 ２９個 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.所要数の可搬型計測器の機能を確認

する。 

１年に１回 課長（計

装） 

2.所要数の可搬型計測器が動作可能で

あることを確認する。 

３箇月に１回 課長（計

装） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１３－

３ 可搬型計測器 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.動作可能

な可搬型

計測器が

所要数を

満足して

いない場

合 

 

A1.防災課長は，当該設備を動

作可能な状態に復旧する。 

 

または 

A2.防災課長は，代替措置※１

を検討し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施する※

２。 

 

３０日間 

 

 

 

３０日間 

B.条件 Aで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

 

 

B1.発電課長は，高温停止にす

る。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能

な可搬型

計測器が

所要数を

満足して

いない場

合 

A1.防災課長は，当該設備を動

作可能な状態に復旧する措

置を開始する。 

 

および 

A2.防災課長は，代替措置※１

を検討し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施する措

置を開始する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※１：代替品の補充等をいう。 

※２：３０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧す

るまで運転上の制限の逸脱は継続するが，３０日間を超えたとして

も条件 B には移行しない。 

（３）要求される措置 

適用される

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可能

な可搬型

計測器が

所要数を

満足して

いない場

合 

Ａ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

Ａ２．当直長は，代替措

置※１を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る※２。 

３０日間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

 

 

Ｂ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能

な可搬型

計測器が

所要数を

満足して

いない場

合 

Ａ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する措置

を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措

置※１を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※１：代替品の補充等をいう。 

※２：３０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧す

るまで運転上の制限の逸脱は継続するが，３０日間を超えたとして

も条件Ｂには移行しない。 

（３）要求される措置 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.動作可

能な可

搬型計

測器が

所要数

を満足

してい

ない場

合 

A1.課長（計装）は，当該設

備を動作可能な状態に

復旧する。 

または 

A2.課長（計装）は，代替措

置※１を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得

て実施する※２。 

３０日間 

 

 

 

３０日間 

B.条件 A

で要求

される

措置を

完了時

間内に

達成で

きない

場合 

B1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にす

る。 

２４時間 

 

 

３６時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可

能な可

搬型計

測器が

所要数

を満足

してい

ない場

合 

A1.課長（計装）は，当該設

備を動作可能な状態に

復旧する措置を開始す

る。 

および 

A2.課長（計装）は，代替措

置※１を検討し，原子炉

主任技術者の確認を得

て実施する措置を開始

する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※１：代替品の補充等をいう。 

※２：３０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧す

るまで運転上の制限の逸脱は継続するが，３０日間を超えたとして

も条件Ｂには移行しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１３－４ パラメータ記録 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

パラメータ記録 
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

安全パラメータ 

表示システム 

（ＳＰＤＳ） 

データ収集装置 ※１ 

ＳＰＤＳ伝送装置 ※１ 

ＳＰＤＳ表示装置 ※１ 

※１：「６６－１７－１ 通信連絡設備」において運転上の制限等を

定める。 

６６－１３－４ パラメータ記録 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

パラメータ記録 
安全パラメータ表示システム（SPDS）が動作可

能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

安全パラメータ 

表示システム 

（SPDS） 

データ伝送装置 ※１ 

緊急時対策支援

システム伝送装

置 

※１ 

SPDS表示装置 ※１ 

※１：「６６－１７－１ 通信連絡設備」において運転上の制限等を

定める。 

６５－１３－４ パラメータ記録 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

パラメータ記録 
安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

安全パラメータ 

表示システム 

（ＳＰＤＳ） 

ＳＰＤＳデータ 

収集サーバ 
※１ 

ＳＰＤＳ伝送 

サーバ 
※１ 

ＳＰＤＳデータ 

表示装置 
※１ 

※１：第６５条（６５－１７－１ 通信連絡設備）において運転上の

制限等を定める。 

TS-25 ６５－１３－

４ パラメータ記録 

 

・主語および条番号等

の相違であり実質的

な相違なし。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１４ 運転員が中央制御室にとどまるための設備 

 

６６－１４－１ 中央制御室の居住性確保 

 

（１）運転上の制限 

項目 運転上の制限 

被ばく 

低減設備 

（１）中央制御室換気空調系が動作可能であること※１ 

 

（２）中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）が動作

可能であること※２ 

 

 

（３）データ表示装置（待避所），差圧計（中央制御室

待避所用），酸素濃度計（中央制御室用）および二

酸化炭素濃度計（中央制御室用）の所要数が動作

可能であること 

 

その他設

備 

可搬型照明（ＳＡ）の所要数が動作可能であること 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

炉心変更時※４ 

または原子炉建

屋原子炉棟内で

照射された燃料

に係る作業時 

中央制御室送風機 １台 

中央制御室排風機 １台 

中央制御室再循環送風機 １台 

中央制御室再循環フィルタ装置 １基 

中央制御室待避所加圧設備（空気

ボンベ） 
４０本 

データ表示装置（待避所） 

 
１台 

  

酸素濃度計（中央制御室用） ２個 

二酸化炭素濃度計（中央制御室用） ２個 

差圧計（中央制御室待避所用） 

 
１台 

表６６－１４ 運転員が中央制御室にとどまるための設備 

 

６６－１４－１ 中央制御室の居住性確保 

 

（１）運転上の制限 

項目 運転上の制限 

被ばく 

低減設

備 

（１）中央制御室可搬型陽圧化空調機による加圧系が動

作可能であること※１ 

（２）中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）によ

る加圧系が動作可能であること※２ 

 

 

（３）データ表示装置（待避室），中央制御室待避室遮

蔽（可搬型），差圧計及び酸素濃度・二酸化炭素

濃度計の所要数が動作可能であること 

 

 

その他

設備 

可搬型蓄電池内蔵型照明及び中央制御室用乾電池内蔵

型照明（ランタンタイプ）の所要数が動作可能であるこ

と 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

炉心変更時※４ 

又は原子炉建

屋原子炉棟内

で照射された

燃料に係る作

業時 

中央制御室可搬型陽圧化空調機（フ

ィルタユニット） 
２台 

中央制御室可搬型陽圧化空調機（ブ

ロワユニット） 
４台 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気

ボンベ） 
１７４本 

データ表示装置（待避室） 

 
１台 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型） １式 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

 
２個 

差圧計 

 
２個 

表６５－１４ 運転員が中央制御室にとどまるための設備 

 

６５－１４－１ 中央制御室の居住性確保 

 

（１）運転上の制限 

項目 運転上の制限 

被ばく 

低減設

備 

（１）中央制御室非常用循環系が動作可能であること※

１ 

（２）中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）が動

作可能であること※２ 

 

 

（３）プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避

室），中央制御室差圧計，待避室差圧計，酸素濃

度計および二酸化炭素濃度計の所要数が動作可

能であること 

 

その他

設備 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）の所要数が動作可能である

こと 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設  備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

炉心変更時※４ 

または原子炉

棟内で照射さ

れた燃料に係

る作業時 

中央制御室非常用再循環処理装置フ

ィルタ 
１台 

中央制御室送風機 １台 

中央制御室非常用再循環送風機 １台 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボ

ンベ） 
１５本 

プラントパラメータ監視装置（中央制

御室待避室） 
１個 

  

酸素濃度計 ２個 

二酸化炭素濃度計 ２個 

中央制御室差圧計 １個 

待避室差圧計 １個 

TS-25 ６５－１４－

１ 中央制御室の居住

性確保 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はプルーム通過

前後において，既存

設備である中央制御

室非常用循環系にて

中央制御室の環境を

維持する。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は可搬型の中央

制御室待避室遮蔽は

ないため，LCO 設定

は不要 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は中央制御室内

の照度をＬＥＤライ

ト（三脚タイプ）で

確保し，中央制御室

待避室内及び中央制

御室チェンジングエ

リアの照度を資機材

にて確保する。 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は可搬型の中央

制御室待避室遮蔽は

ないため，LCO 設定

は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

 

可搬型照明（ＳＡ） 

 

６個 

衛星電話設備（固定型） ※５ 

無線連絡設備（固定型） ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：隔離に必要なバウンダリ※３，ダクトおよびダンパを含む。ま

た，当該系統が動作不能時は，「第５６条 中央制御室非常用

換気空調系」の運転上の制限も確認する。 

※２：正圧化に必要なバウンダリ※３，弁および配管を含む。 

※３：バウンダリの一時的な開放については，速やかにバウンダリ機

能を復旧できる状態に管理されていれば，運転上の制限を満足

していないとはみなさない。 

※４：停止余裕確認後の制御棒 1本の挿入・引抜を除く。 

 

※５：「６６－１７－１ 通信連絡設備」において運転上の制限等を

定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

可搬型蓄電池内蔵型照明 ２個 

中央制御室用乾電池内蔵型照明（ラ

ンタンタイプ） 
４個 

衛星電話設備（常設） ※５ 

無線連絡設備（常設） ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：陽圧化に必要なバウンダリ※３，弁，配管，ダクト及びダンパ

を含む。また，当該系統が動作不能時は，「第５７条 中央制

御室非常用換気空調系」の運転上の制限も確認する。 

※２：陽圧化に必要なバウンダリ※３，弁及び配管を含む。 

※３：バウンダリの一時的な開放については，速やかにバウンダリ機

能を復旧できる状態に管理されていれば，運転上の制限を満足

していないとはみなさない。 

※４：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する 1組又は 1本

の制御棒の挿入・引抜を除く。 

※５：「６６－１７－１ 通信連絡設備」において運転上の制限等を

定める。 

※６：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

 

ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

 

２個 

衛星電話設備（固定型） ※５ 

無線通信設備（固定型） ※５ 

常設代替交流電源設備 ※６ 

可搬型代替交流電源設備 ※７ 

代替所内電気設備 ※８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：正圧化および隔離に必要なバウンダリ※３，弁，配管，ダクト

およびダンパを含む。また，当該系統が動作不能時は，「第５

６条 中央制御室非常用循環系」の運転上の制限も確認する。 

※２：正圧化に必要なバウンダリ※３，弁および配管を含む。 

※３：バウンダリの一時的な開放については，速やかにバウンダリ機

能を復旧できる状態に管理されていれば，運転上の制限を満足

していないとはみなさない。 

※４：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

※５：第６５条（６５－１７－１ 通信連絡設備）において運転上の

制限等を定める。 

※６：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）において

運転上の制限等を定める。 

※７：第６５条（６５－１２－２ 可搬型代替交流電源設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

※８：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）において運転

上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根のＳＡ設備は可

搬型代替交流電源設

備からも給電可能で

ある。 

【島根固有】 

・島根は代替所内電気

設備を中央制御室に

とどまるための設備

としている。 

 

【島根固有】 

・ＳＡ時，中央性制御

室非常用循環系（加

圧運転および系統隔

離運転）は，正圧化

および隔離を目的と

した設備である。 

【柏崎刈羽との相違】 

・停止余裕に係る運転

上の制限の相違によ

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．中央制御室換気空調系の性能確

認を実施する。 

定事検停止

時 
原子炉課長 

２．中央制御室再循環フィルタ装置

の性能確認を実施する。 

 

定事検停止

時 

放射線管理 

課長 

３．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※７また

は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時におい

て，中央制御室換気空調系を起

動し，動作可能であることを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月に１

回 

発電 

課長 

４．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※７また

は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時におい

て，中央制御室排風機出口ダン

パ，中央制御室外気取入ダンパ，

中央制御室少量外気取入ダンパ

および中央制御室再循環フィル

タ装置入口ダンパが動作可能で

あることを確認する。 

１ヶ月に１

回 

発電 

課長 

５．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※７また

は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時におい

て，所要数の中央制御室待避所

３ヶ月に１

回 

発電 

課長 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．中央制御室可搬型陽圧化空調機

（ブロワユニット）の性能確認

を実施する。 

 

 

定事検停止

時 
原子炉ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更時※７又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時にお

いて，中央制御室可搬型陽圧化

空調機（フィルタユニット）が

使用可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１

回 

化学管理Ｇ

Ｍ 

３．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更時※７又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時にお

いて，中央制御室可搬型陽圧化

空調機（ブロワユニット）を起

動し，動作可能であることを確

認する。 

３ヶ月に１

回 
当直長 

４．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更時※７又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時にお

いて，ＭＣＲ排気隔離ダンパ，

ＭＣＲ通常時外気取入隔離ダ

ンパ及びＭＣＲ非常時外気取

入隔離ダンパが閉することを

確認する。 

１ヶ月に１

回 
当直長 

５．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更時※７又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時にお

いて，所要数の中央制御室待避

３ヶ月に１

回 
当直長 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．中央制御室非常用循環系の性能

確認を実施する。 

定事検停止

時 

課長 

（原子炉） 

２．中央制御室非常用再循環処理装

置フィルタの性能確認を実施

する。 

定事検停止

時 

課長 

（原子炉） 

３．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※９ま

たは原子炉棟内で照射された

燃料に係る作業時において，中

央制御室非常用循環系を起動

し，動作可能であることを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１箇月に１

回 
当直長 

４．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※９ま

たは原子炉棟内で照射された

燃料に係る作業時において，中

央制御室外気取入調節弁，中央

制御室給気外側隔離弁，中央制

御室給気内側隔離弁，中央制御

室排気内側隔離弁および中央

制御室排気外側隔離弁が動作

可能であることを確認する。 

１箇月に１

回 
当直長 

５．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※９ま

たは原子炉棟内で照射された

燃料に係る作業時において，所

要数の中央制御室待避室正圧

３箇月に１

回 
当直長 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の相違による。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽の中央制御

室可搬型陽圧化空調

機が可搬型設備であ

るのに対し，島根の

中央制御室非常用循

環系は，常設設備で

あるため，頻度を１

箇月毎に設定 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根におけるＳＡ時

に期待する設備を記

載 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

加圧設備（空気ボンベ）が規定

圧力であることを確認する。 

 

６．可搬型照明（ＳＡ）の点灯確認

を行い，使用可能であることを

確認する。 

 

 

 

 

 

３ヶ月に１

回 

発電 

課長 

７．差圧計（中央制御室待避所用）

の計器校正を実施する。 

 

定事検停止

時 

計測制御課

長 

８．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※７また

は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時におい

て，差圧計（中央制御室待避所

用）が使用可能であることを外

観点検により確認する。 

 

１ヶ月に１

回 

発電 

課長 

９．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※７また

は原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時におい

て，酸素濃度計（中央制御室用）

および二酸化炭素濃度計（中央

制御室用）が使用可能であるこ

とを確認する。 

３ヶ月に１

回 

発電 

課長 

10．酸素濃度計（中央制御室用）お

よび二酸化炭素濃度計（中央制

御室用）の計器校正を実施する。 

 

 

１年に１回 
計測制御課

長 

11．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※７また

は原子炉建屋原子炉棟内で照射

１ヶ月に１

回 

発電 

課長 

室陽圧化装置（空気ボンベ）が

規定圧力であることを確認す

る。 

６．可搬型蓄電池内蔵型照明の点灯

確認を行い，使用可能であるこ

とを確認する。 

３ヶ月に１

回 
当直長 

７．中央制御室用乾電池内蔵型照明

（ランタンタイプ）の点灯確認

を行い，使用可能であることを

確認する。 

 

３ヶ月に１

回 

放射線管理 

ＧＭ 

８．差圧計が健全であることを確認

する。 

 

定事検停止

時 

計測制御Ｇ

Ｍ 

９．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更時※７又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時にお

いて，差圧計が使用可能である

ことを外観点検により確認す

る。 

 

３ヶ月に１

回 
当直長 

10．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更時※７又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時にお

いて，酸素濃度・二酸化炭素濃

度計が使用可能であることを

確認する。 

 

３ヶ月に１

回 

発電 

ＧＭ 

11．酸素濃度・二酸化炭素濃度計の

計器校正を実施する。 

 

 

 

定事検停止

時 

発電 

ＧＭ 

12．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更時※７又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射

３ヶ月に１

回 

計測制御Ｇ

Ｍ 

化装置（空気ボンベ）が規定圧

力であることを確認する。 

 

６．ＬＥＤライト（三脚タイプ）の

点灯確認を行い，使用可能であ

ることを確認する。 

３箇月に１

回 

課長 

（電気） 

 

 

 

 

 

  

７．中央制御室差圧計および待避室

差圧計が健全であることを確

認する。 

定事検停止

時 

課長 

（計装） 

８．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※９ま

たは原子炉棟内で照射された

燃料に係る作業時において，中

央制御室差圧計および待避室

差圧計が使用可能であること

を外観点検により確認する。 

 

１箇月に１

回 
当直長 

９．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※９ま

たは原子炉棟内で照射された

燃料に係る作業時において，酸

素濃度計および二酸化炭素濃

度計が使用可能であることを

確認する。 

 

３箇月に１

回 

課長 

（計装） 

10．酸素濃度計および二酸化炭素濃

度計の計器校正を実施する。 

 

 

 

１年に 

１回 

課長 

（計装） 

11．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止および炉心変更時※９ま

たは原子炉棟内で照射された

３箇月に１

回 

課長 

（計装） 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は中央制御室内

の照度をＬＥＤライ

ト（三脚タイプ）で

確保し，中央制御室

待避室内及び中央制

御室チェンジングエ

リアの照度を資機材

にて確保する。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽の差圧計が

可搬設備であるのに

対し，島根の差圧計

は常設設備であるた

め，頻度を１箇月毎

に設定 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，可搬型ＳＡ

設備のサーベイラン

ス（性能確認）の頻

度を参考に設定 

【女川との相違】 

・島根のプラントパラ

メータ監視装置（中

3
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

された燃料に係る作業時におい

て，データ表示装置（待避所）

の伝送確認を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

（３）要求される措置 

適用される

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 
要求される措

置 
完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.中央制御室

換気空調系が

動作不能の場

合 

A1.発 電課長

は，残留熱除去

系３系列を起

動し，動作可能

であることを

確認する※８と

ともに，その他

の設備※９が動

作可能である

ことを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

された燃料に係る作業時にお

いて，データ表示装置（待避室）

の伝送確認を実施する。 

 

13．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更時※７又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時にお

いて，中央制御室待避室遮蔽

（可搬型）が使用可能であるこ

とを確認する。 

３ヶ月に１

回 

放射線管理 

ＧＭ 

※７：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する 1組又は 1本

の制御棒の挿入・引抜を除く。 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 
要求される措

置 

完了 

時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．中央制御

室可搬型陽圧

化空調機によ

る中央制御室

の加圧系が動

作不能の場合 

Ａ１．当直長

は，７号炉の

中央制御室非

常用換気空調

系１系列を起

動し，動作可

能であること

を確認すると

ともに，その

他の設備※９が

動作可能であ

ることを確認

する。 

及び 

Ａ２．当直長

は，代替措置※

１０を検討し，

原子炉主任技

術者の確認を

得 て 実 施 す

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

燃料に係る作業時において，プ

ラントパラメータ監視装置（中

央制御室待避室）の伝送確認を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

※９：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 
完了 

時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.中央制御室

非常用循環系

が動作不能の

場合 

 

A1. 当 直 長

は，残留熱除去

系３系列を起

動し，動作可能

であることを

確認する※11 と

ともに，その他

の設備※12 が動

作可能である

ことを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

央制御室待避室）は

可搬型設備であるた

め，頻度を３箇月毎

に設定 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根には可搬型の待

避室遮蔽はないた

め，確認は不要 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・停止余裕に係る運転

上の制限の相違によ

る。 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は，γ設備

を中央制御室非常換

気空調系としている

が，島根の場合，当

該設備がＳＡ設備で

ある。島根はγ設備

として，炉心損傷防

止及び格納容器破損

防止の観点から最も

有効と思われる残留

熱除去系（原子炉水

位の確保に必要な３

系列）を設定 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の中央制御室非

常用循環系は，常設設

備であるため，代替措

置（代替品の補充等）

なし。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

および 

A2.発 電課長

は，当該系統を

動作可能な状

態に復旧する。 

 

 

３日間 

 

 

 

適用される

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 
要求される措

置 
完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

B.中央制御室

待避所加圧設

備（空気ボン

ベ）が動作不能

の場合 

B1.発 電課長

は，残留熱除去

系３系列を起

動し，動作可能

であることを

確認する※８と

ともに，その他

の設備※９が動

作可能である

ことを確認す

る。 

 

 

 

 

および 

B2.防 災課長

は，代替措置※

10を検討し，原

子炉主任技術

者の確認を得

て実施する。 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

及び 

Ａ３．当直長

は，当該系統

を動作可能な

状態に復旧す

る。 

 

 

１０日間 

 

 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

Ｂ．中央制御室

待避室陽圧化装

置（空気ボンベ）

による中央制御

室待避室の加圧

系が動作不能の

場合 

Ｂ１．当直長

は，７号炉の中

央制御室非常

用換気空調系

１系列を起動

し，動作可能で

あることを確

認するととも

に，その他の設

備※９が動作可

能であること

を確認する。 

 

 

 

及び 

Ｂ２．当直長は

当該機能を補

完する自主対

策設備※１１が

動作可能であ

ることを確認

する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

および 

A2.当直長は，

当該系統を動

作可能な状態

に復旧する。 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

 

B.中央制御室待

避室正圧化装置

（空気ボンベ）

が動作不能の場

合 

B1.当直長は，

残留熱除去系

３系列を起動

し，動作可能で

あることを確

認する※11 とと

もに，その他の

設備※12 が動作

可能であるこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

および 

B2.課長（放射

線管理）は，代

替措置※13 を検

討し，原子炉主

任技術者の確

認を得て実施

する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，Ｄ設備が

ないため完了時間を

「３日間」としてい

る。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

･柏崎刈羽は，γ設備を

中央制御室非常用換

気空調系としている

が，島根の場合，当

該設備がＳＡ設備で

ある。当該設備は，

格納容器フィルタベ

ント系とともに使用

す る こ と か ら

65-5-1（格納容器フ

ィルタベント系）と

同様に残留熱除去系

をγ設備として設定 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の相違による。

（柏崎刈羽：カード

ル式空気ボンベユニ

ットによる中央制御

室待避室の加圧を自

主対策設備としてい

る。 

島根：代替品の補充
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

および 

B3.防 災課長

は，当該系統を 

動作可能な状

態に復旧する。 

 

１０日間 

 

 

適用される

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 
要求される措

置 
完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

C.動作可能な

データ表示装

置（待避所），

差圧計（中央制

御 室 待 避 所

用），酸素濃度

計（中央制御室

用），二酸化炭

素濃度計（中央

制御室用）また

は可搬型照明

（ＳＡ）が所要

数を満足して

いない場合 

C1.防 災課長

は，当該設備を

動作可能な状

態に復旧する。 

 

 

 

または 

C2.防 災課長

は，代替措置※

10を検討し，原

子炉主任技術

者の確認を得

て実施する ※

11。 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

D.条件 A，Bま

たは C で要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

D1.発 電課長

は，高温停止に

する。 

 

および 

D2.発 電課長

は，冷温停止に

する。 

 

２４時間 

 

 

 

 

３６時間 

 

 

 

及び 

Ｂ３．当直長

は，当該系統を

動作可能な状

態に復旧する。 

 

１０日間 

 

 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ｃ．動作可能な

データ表示装

置（待避室），

中央制御室待

避室遮蔽（可搬

型），差圧計，

酸素濃度・二酸

化炭素濃度計，

可搬型蓄電池内

蔵型照明又は中

央制御室用乾電

池内蔵型照明

（ランタンタイ

プ）が所要数を

満足していな

い場合 

Ｃ１．当直長

は，当該設備を

動作可能な状

態に復旧する。 

 

 

 

又は 

Ｃ２．当直長

は，代替措置※

１０を検討し，

原子炉主任技

術者の確認を

得て実施する

※１２。 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

Ｄ．条件Ａ，Ｂ

又はＣで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｄ１．当直長は，

高温停止にす

る。 

 

及び 

Ｄ２．当直長は，

冷温停止にす

る。 

 

２４時間 

 

 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

および 

B3.課長（放射

線管理）は，当

該系統を動作

可能な状態に

復旧する。 

 

１０日間 

 

適用される 

原 子炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

C.動作可能なプ

ラントパラメー

タ監視装置（中

央制御室待避

室），中央制御

室差圧計，待避

室差圧計，酸素

濃度計，二酸化

炭素濃度計，Ｌ

ＥＤライト（三

脚タイプ）が所

要数を満足し

ていない場合 

 

 

 

C1.課長（計装）

または課長（電

気）は，当該設

備を動作可能

な状態に復旧

する。 

 

または 

C2.課長（計装）

または課長（電

気）は，代替措

置 ※ 13 を検討

し，原子炉主任

技術者の確認

を得て実施す

る※14。 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

D.条件 A,B ま

たは C で要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

 

 

D1.当直長は，

高温停止にす

る。 

 

および 

D2.当直長は，

冷温停止にす

る。 

 

２４時間 

 

 

 

 

３６時間 

 

 

 

をＤ設備としてい

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根には可搬型の待

避室遮蔽はない。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は中央制御室内

の照度をＬＥＤライ

ト（三脚タイプ）で

確保し，中央制御室

待避室内及び中央制

御室チェンジングエ

リアの照度を資機材

にて確保する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用される

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 
要求される措

置 
完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能な

可搬型照明（Ｓ

Ａ）が所要数を

満足していな

い場合 

A1. 防 災 課 長

は，当該設備を

動作可能な状

態に復旧する

措置を開始す

る。 

および 

A2. 防 災 課 長

は，代替措置※

10を検討し，原

子炉主任技術

者の確認を得

て実施する措

置を開始する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

炉心変更時※12 

または 

原子炉建屋原

子炉棟内で照

射された燃料

に係る作業時 

A.炉心変更時

※12 または原子

炉建屋原子炉

棟内で照射さ

れた燃料に係

る作業時にお

いて要求され

る設備が，運転

上の制限を満

足していない

と判断した場

合 

A1. 発 電 課 長

は，炉心変更を

中止する。 

 

および 

A2. 発 電 課 長

は，原子炉建屋

原子炉棟内で

照射された燃

料に係る作業

を中止する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

※８：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※９：非常用ディーゼル発電機２台（Ａ系およびＢ系），原子炉補機

冷却水系２系列および原子炉補機冷却海水系２系列をいい，至

近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な

可搬型蓄電池

内蔵型照明又

は中央制御室

用乾電池内蔵

型照明（ランタ

ンタイプ）が所

要数を満足し

ていない場合 

Ａ１．当直長は，

当該設備を動

作可能な状態に

復旧する措置を

開始する。 

 

及び 

Ａ２．当直長

は，代替措置※

１０を検討し，

原子炉主任技

術者の確認を

得て実施する

措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

炉心変更時※８又

は 

原子炉建屋原子

炉棟内で照射さ

れた燃料に係る

作業時 

Ａ．炉心変更時※

８又は原子炉建

屋原子炉棟内で

照射された燃料

に係る作業時に

おいて要求され

る設備が，運転

上の制限を満足

していないと判

断した場合 

Ａ１．当直長は，

炉心変更を中止

する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，

原子炉建屋原子

炉棟内で照射さ

れた燃料に係る

作業を中止す

る。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※８：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する１組又は１本

の制御棒の挿入・引抜を除く。 

 

 

※９：残りの中央制御室非常用換気空調系１系列をいい，至近の記録

等により動作可能であることを確認する。 

 

 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能なＬ

ＥＤライト（三

脚タイプ）が所

要数を満足し

ていない場合 

A1.課長（電気）

は，当該設備を

動作可能な状態

に復旧する措置

を開始する。 

 

および 

A2.課長（電気）

は，代替措置※

13を検討し，原

子炉主任技術

者の確認を得

て実施する措

置を開始する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

炉心変更時※10

または 

原子炉棟内で照

射された燃料に

係る作業時 

A.炉心変更時※

10 または原子

炉棟内で照射

された燃料に

係る作業時に

おいて要求され

る設備が，運転

上の制限を満足

していないと判

断した場合 

 

 

A1.当直長は，

炉心変更を中

止する。 

 

および 

A2.当直長は，

原子炉棟内で

照射された燃

料に係る作業

を中止する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※10：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

※11：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※12：非常用ディーゼル発電機２台（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を除く。），原子炉補機冷却水系２系列および原子炉補機

海水系２系列をいい，至近の記録等により動作可能であること

を確認する。 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は中央制御室内

の照度をＬＥＤライ

ト（三脚タイプ）で

確保し，中央制御室

待避室内及び中央制

御室チェンジングエ

リアの照度を資機材

にて確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・停止余裕に係る運転

上の制限の相違によ

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・γ設備の設定の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※10：代替品の補充等をいう。 

 

 

 

※11：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件 Dには移行しない。 

※12：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

 

※10：代替品の補充等をいう。 

※11：カードル式空気ボンベユニットによる中央制御室待避室の加圧

をいう。（準備時間短縮の補完措置を含む） 

 

※12：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件Ｄには移行しない。 

 

 

 

 

 

※13：代替品の補充等をいう。 

 

 

 

※14：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件 Dには移行しない。 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の相違による。

（柏崎刈羽：カード

ル式空気ボンベユニ

ットによる中央制御

室待避室の加圧を自

主対策設備としてい

る。島根：代替品の

補充をＤ設備として

いる。） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１４－２ 原子炉建屋ブローアウトパネルおよび閉止

装置 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋ブローアウト

パネルおよび閉止装置※１ 

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

原子炉建屋ブローアウトパネ

ル閉止装置 
２４台 

※１：「原子炉建屋ブローアウトパネルおよび閉止装置」のうち原子

炉建屋ブローアウトパネルの開放機能は，「第４９条 原子炉

建屋」で確認する。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装

置の性能を確認する。 

定事検停

止時 

原子炉

課長 

２．原子炉の状態が運転，起動および高温

停止において，原子炉建屋ブローアウ

トパネル閉止装置が動作可能である

ことを確認する。 

１ヶ月に

１回 

発電課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６－１４－２ 原子炉建屋ブローアウトパネル 

 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建屋ブローアウト

パネル※１ 

燃料取替床ブローアウトパネル閉止

装置の機能が健全であること 

 

適用される原子

炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

燃料取替床ブローアウトパネル閉

止装置 
４台 

※１：燃料取替床ブローアウトパネル及び主蒸気系トンネル室ブロー

アウトパネルの開放機能は，「第４９条 原子炉建屋」で確認

する。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置

の性能を確認する。 

定事検 

停止時 

原子炉 

ＧＭ 

２．原子炉の状態が運転，起動及び高温停止

において，燃料取替床ブローアウトパ

ネル閉止装置の機能が健全であるこ

とを確認する。 

１ヶ月 

に１回 
当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５－１４－２ 原子炉建物ブローアウトパネルおよび閉止

装置 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

原子炉建物ブローア

ウトパネル※１ 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ル閉止装置の機能が健全であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネル閉止装置 
４８台 

※１：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルおよび主蒸気管トン

ネル室ブローアウトパネルの開放機能は，第４９条（原子炉棟）

で確認する。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネル閉止装置の性能を確認する。 

定事検停止時 課長（原

子炉） 

2.原子炉の状態が運転，起動および高温停

止において，原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装置の機能が

健全であることを確認する。 

１箇月に１回 当直長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１４－

２ 原子炉建物ブロー

アウトパネルおよび閉

止装置 

TS-74 原子炉建物ブ

ローアウトパネルおよ

び閉止装置の運用につ

いて 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

（３）要求される措置  

条 件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉建

屋 ブ ロ ー

ア ウ ト パ

ネ ル 閉 止

装 置 が 動

作 不 能 の

場合 

A1.発電課長は，原子炉建屋ブローア

ウトパネルの機能が健全であるこ

とを確認する。 

および 

A2.発電課長は，代替措置※２を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て実

施する。 

 

 

および 

A3.発電課長は，当該設備を動作可能

な状態に復旧する。 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

B.条件 Aで要

求 さ れ る

措 置 を 完

了 時 間 内

に 達 成 で

き な い 場

合 

B1.発電課長は，高温停止にする。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

※２：手動操作等による閉止手段の確認をいう。 

 

（３）要求される措置  

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．燃料取替床ブロ

ーアウトパネ

ル閉止装置の

機能が健全で

ない場合 

Ａ１．当直長は，燃料取替床

ブローアウトパネル

の機能が健全である

ことを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※２

を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て

実施する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該設備を

動作可能な状態に復

旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にす

る。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にす

る。 

 

 

 

 

２４時間 

 

 

３６時間 

※２：手動操作等による閉止手段の確認をいう。 

 

（３）要求される措置  

条 件 要求される措置 完了時間 

A.原子炉建

物 燃 料 取

替 階 ブ ロ

ー ア ウ ト

パ ネ ル 閉

止 装 置 の

機 能 が 健

全 で な い

場合 

A1.当直長は，原子炉建物燃料取替

階ブローアウトパネルの機能が

健全であることを確認する。 

および 

A2.当直長は，代替措置※２を検討し，

原子炉主任技術者の確認を得て

実施する。 

 

 

および 

A3.当直長は，当該設備を動作可能

な状態に復旧する。 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

B.条件 A で要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.当直長は，高温停止にする。 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

 

 

 

※２：手動操作等による閉止手段の確認をいう。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１５ 監視測定設備 

６６－１５－１ 監視測定設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

監視測定設備 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

γ線サーベイメータ ２台 

β線サーベイメータ ２台 

α線サーベイメータ １台 

電離箱サーベイメータ ２台 

可搬型ダスト・よう素サンプラ ２台 

可搬型モニタリングポスト※１ ９台 

常設代替交流電源設備 ※２ 

代替気象観測設備※１ １台 

小型船舶 １艇 

※１：データ処理装置を含む。 

※２：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運

転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

表６６－１５ 監視測定設備 

６６－１５－１ 監視測定設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

監視測定設備 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ＧＭ汚染サーベイメータ  ２台※１ 

ＮａＩシンチレーションサーベイ

メータ 
 ２台※１ 

ＺｎＳシンチレーションサーベイ

メータ 
 １台※１ 

電離箱サーベイメータ  ２台※１ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ  ２台※１ 

可搬型モニタリングポスト※２ １５台 

モニタリングポスト用発電機 ３台 

可搬型気象観測装置※２ １台 

小型船舶（海上モニタリング用） １台 

※１：５号炉原子炉建屋内緊急時対策所あたりの合計所要数。 

※２：データ処理装置を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６５－１５ 監視測定設備 

６５－１５－１ 監視測定設備 

 

（１）運転上の制限 

項  目 運転上の制限 

監視測定設備 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設  備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ＧＭ汚染サーベイメータ  ２台※１ 

ＮａＩシンチレーションサーベイ

メータ 
 ２台※１ 

α・β線サーベイメータ  １台※１ 

電離箱サーベイメータ  ２台※１ 

可搬式ダスト・よう素サンプラ  ２台※１ 

可搬式モニタリングポスト※２ １０台 

  

可搬式気象観測装置※２ １台 

小型船舶 ※３ 

常設代替交流電源設備 ※４ 

代替所内電気設備 ※５ 

※１：緊急時対策所あたりの合計所要数。 

※２：データ表示装置を含む。 

※３：第６５条（６５－１０－２ 海洋への放射性物質の拡散

抑制）において運転上の制限等を定める。 

※４：第６５条（６５－１２－１ 常設代替交流電源設備）に

おいて運転上の制限等を定める。 

TS-25 ６５－１５－

１ 監視測定設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用する計測器の相

違 

 

 

 

 

・配置場所相違による

所有数量の相違 

【島根固有】 

・柏崎はモニタリング

ポスト用発電機を，

女川は常設代替交流

電源設備により給電

するが，島根は常設

代替交流電源設備及

び代替所内電源設備

により給電する（６

５－１２－１及び６

５－１２－５に記

載） 

【島根固有】 

・島根の小型船舶は，

シルトフェンス展張

用と兼用する（６５
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．所要数のγ線サーベイメータの機

能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線管理

課長 

２．所要数のβ線サーベイメータの機

能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線管理

課長 

３．所要数のα線サーベイメータの機

能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線管理

課長 

４．所要数の電離箱サーベイメータの

機能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線管理

課長 

５．所要数の可搬型ダスト・よう素サ

ンプラの機能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線管理

課長 

６．所要数の可搬型モニタリングポス

トの機能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線管理

課長 

７．所要数の代替気象観測設備の機能

確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線管理

課長 

８．所要数のγ線サーベイメータが動

作可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管理

課長 

９．所要数のβ線サーベイメータが動

作可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管理

課長 

10．所要数のα線サーベイメータが動

作可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管理

課長 

11．所要数の電離箱サーベイメータが

動作可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管理

課長 

12．所要数の可搬型ダスト・よう素サ

ンプラが動作可能であることを確

認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管理

課長 

13．所要数の可搬型モニタリングポス

トが動作可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に

１回 

放射線管理

課長 

14．所要数の代替気象観測設備が動作

可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管理

課長 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．所要数の可搬型ダスト・よう素サンプ

ラの機能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線安全

ＧＭ 

２．所要数の可搬型ダスト・よう素サンプ

ラが動作可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線安全

ＧＭ 

３．所要数のＮａＩシンチレーションサ

ーベイメータの機能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線安全

ＧＭ 

４．所要数のＮａＩシンチレーションサ

ーベイメータが動作可能であること

を確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線安全

ＧＭ 

５．所要数のＧＭ汚染サーベイメータの機

能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線安全

ＧＭ 

６．所要数のＧＭ汚染サーベイメータが動

作可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線安全

ＧＭ 

７．所要数の電離箱サーベイメータの機

能確認を実施   する。 

１年に１

回 

放射線安全

ＧＭ 

８．所要数の電離箱サーベイメータが動

作可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線安全

ＧＭ 

９．所要数のＺｎＳシンチレーションサ

ーベイメータの機能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線安全

ＧＭ 

10．所要数のＺｎＳシンチレーションサ

ーベイメータが動作可能であること

を確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線安全

ＧＭ 

11．所要数の可搬型モニタリングポストの

機能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線安全

ＧＭ 

12．所要数の可搬型モニタリングポストが

動作可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線安全

ＧＭ 

13．所要数の小型船舶（海上モニタリン

グ用）が使用可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に

１回 

放射線安全

ＧＭ 

14．所要数の可搬型気象観測装置の機能確 １年に１ 放射線安全

※５：第６５条（６５－１２－５ 代替所内電気設備）におい

て運転上の制限等を定める。 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項  目 頻 度 担 当 

1.所要数の可搬式ダスト・よう素サンプラの

機能確認を実施する。 

１年に１

回 

課長（放射

線管理） 

2.所要数の可搬式ダスト・よう素サンプラが

動作可能であることを確認する。 

３箇月に

１回 

課長（放射

線管理） 

3.所要数のＮａＩシンチレーションサー

ベイメータの機能確認を実施する。 

１年に１

回 

課長（放射

線管理） 

4.所要数のＮａＩシンチレーションサー

ベイメータが動作可能であることを確認

する。 

３箇月に

１回 

課長（放射

線管理） 

5.所要数のＧＭ汚染サーベイメータの機能

確認を実施する。 

１年に１

回 

課長（放射

線管理） 

6.所要数のＧＭ汚染サーベイメータが動作

可能であることを確認する。 

３箇月に

１回 

課長（放射

線管理） 

7.所要数の電離箱サーベイメータの機能

確認を実施する。 

１年に１

回 

課長（放射

線管理） 

8 所要数の電離箱サーベイメータが動作

可能であることを確認する。 

３箇月に

１回 

課長（放射

線管理） 

9.所要数のα・β線サーベイメータの機能

確認を実施する。 

１年に１

回 

課長（放射

線管理） 

10.所要数のα・β線サーベイメータが動

作可能であることを確認する。 

 

３箇月に

１回 

課長（放射

線管理） 

11.所要数の可搬式モニタリングポストの機

能確認を実施する。 

１年に１

回 

課長（放射

線管理） 

12.所要数の可搬式モニタリングポストが動

作可能であることを確認する。 

３箇月に

１回 

課長（放射

線管理） 

 

 

 

  

13.所要数の可搬式気象観測装置の機能確認 １年に１ 課長（放射

－１０－２に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用する計測器の相

違 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の小型船舶は，

シルトフェンス展張

用と兼用する（６５

－１０－２に記載） 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

15．所要数の小型船舶が使用可能であ

ることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線管理

課長 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能

な 監 視 測

定 設 備 が

所 要 数 を

満 足 し て

い な い 場

合 

A1.防災課長は，当該設備を動作可

能な状態に復旧する措置を開始

する。 

および 

A2.防災課長は，代替措置※３を検討

し，原子炉主任技術者の確認を

得て実施する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※３：代替品の補充等をいう。 

 

認を実施する。 回 ＧＭ 

15．所要数の可搬型気象観測装置が動作可

能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

放射線安全

ＧＭ 

16．所要数のモニタリングポスト用発電機

の機能確認を実施する。 

１年に１

回 

放射線安全

ＧＭ 

17．所要数のモニタリングポスト用発電機

が動作可能であることを確認する。 

１ヶ月に

１回 

放射線安全

ＧＭ 

 

 

（３）要求される措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．動作可能な監

視測定設備

が所要数を満

足していない

場合 

Ａ１．当直長は，当該設備を動作

可能な状態に復旧する措置

を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置※３を

検討し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施する

措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

※３：代替品の補充等をいう。 

 

を実施する。 回 線管理） 

14.所要数の可搬式気象観測装置が動作可能

であることを確認する。 

３箇月に

１回 

課長（放射

線管理） 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

条  件 要求される措置 完了時間 

A.動作可能な

監 視 測 定

設備が所要

数を満足し

ていない場

合 

A1. 課長（放射線管理）は，当該設備を

動作可能な状態に復旧する措置を開

始する。 

および 

A2. 課長（放射線管理）は，代替措置

※６を検討し，原子炉主任技術者の

確認を得て実施する措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

※６：代替品の補充等をいう。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎はモニタリング

ポスト用発電機で給

電するが，島根は常

設代替交流電源設備

及び代替所内電源設

備により給電する

（６５－１２－１及

び６５－１２－５に

記載） 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１６ 緊急時対策所 

６６－１６－１ 緊急時対策所の居住性確保 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

被ばく 

低減設備 

（１）緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）が動作可

能であること※１ 

 

 

 

 

（２）緊急時対策所非常用送風機および緊急時対策所

非常用フィルタ装置が動作可能であること※１ 

 

（３）差圧計，酸素濃度計および二酸化炭素濃度計の

所要数が動作可能であること 

 

その他設

備 

緊急時対策所可搬型エリアモニタの所要数が動作可

能であること 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

炉心変更時※３ 

または 

原子炉建屋原

子炉棟内で照

射された燃料

に係る作業時 

緊急時対策所加圧設備（空気ボン

ベ） 
４１５本 

 

 

 

 

表６６－１６ 緊急時対策所 

６６－１６－１ 緊急時対策所の居住性確保（対策本部） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

被ばく 

低減設備 

（１）５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

陽圧化装置（空気ボンベ）による加圧系が動作

可能であること※１ 

（２）５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

二酸化炭素吸収装置の所要数が動作可能であ

ること 

（３）５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

可搬型外気取入送風機及び可搬型陽圧化空調

機による加圧系が動作可能であること※２ 

（４）差圧計（対策本部），酸素濃度計（対策本部）

及び二酸化炭素濃度計（対策本部）の所要数が

動作可能であること 

その他設備 

可搬型エリアモニタ（対策本部）及び５号炉原子炉

建屋内緊急時対策所用乾電池内蔵型照明（ランタン

タイプ）の所要数が動作可能であること 

 

 

 

適用される原子

炉の状態 
設 備 所要数※４ 

運 転 

起 動 

高温停止 

炉心変更時※５ 

又は 

原子炉建屋原子

炉棟内で照射さ

れた燃料に係る

作業時 

 

 

 

 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）陽圧化装置（空

気ボンベ） 

１２３本 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）二酸化炭素吸収

装置 

１台 

表６５－１６ 緊急時対策所 

６５－１６－１ 緊急時対策所の居住性確保 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

被ばく低減

設備 

（１）空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）が動作可

能であること※１ 

 

 

 

 

（２）緊急時対策所空気浄化送風機※２および緊急時

対策所空気浄化フィルタユニットが動作可

能であること※３ 

（３）差圧計，酸素濃度計および二酸化炭素濃度計

の所要数が動作可能であること 

 

その他設備 
可搬式エリア放射線モニタの所要数が動作可能で

あること 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

炉心変更時※５

または 

原子炉棟内で

照射された燃

料に係る作業

時 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンべ） ４５４本 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１６－

１ 緊急時対策所の居

住性確保 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，プルーム

通過時の 10 時間の

ボンベ加圧におい

て，CO2 濃度が許容

値を満足するため，

二酸化炭素吸収装置

は設置不要 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，緊急時対策

所チェンジングエリ

アの照明は常設照明

により確保するため

可搬照明は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，プルーム

通過時の 10 時間の

ボンベ加圧におい
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運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

緊急時対策所非常用送風機 １台 

緊急時対策所非常用フィルタ装置 １基 

差圧計 １台 

酸素濃度計 １個 

二酸化炭素濃度計 １個 

緊急時対策所可搬型エリアモニタ １個 

可搬型モニタリングポスト ※４ 

 

 

 

 

※１：正圧化に必要なバウンダリ※２，弁および配管を含む。 

 

 

 

 

 

※２：バウンダリの一時的な開放については，速やかにバウンダリ

機能を復旧できる状態に管理されていれば，運転上の制限を

満足していないとはみなさない。 

 

 

 

 

 

※３：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

※４：「６６－１５－１ 監視測定設備」において運転上の制限等

を定める。 

 

 

 

 

運 転 

起 動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型外気取入

送風機 

２台 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型陽圧化空

調機 

１台 

差圧計（対策本部） １個 

酸素濃度計（対策本部） １個 

二酸化炭素濃度計（対策本部） １個 

可搬型エリアモニタ（対策本部） １台 

可搬型モニタリングポスト ※６ 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所用乾電池内蔵型照明（ランタ

ンタイプ） 

４個 

※１：陽圧化に必要なバウンダリ※３，弁及び配管を含む。 

 

 

 

 

 

※２：陽圧化に必要なバウンダリ※３及びダクトを含む。 

※３：バウンダリの一時的な開放については，速やかにバウンダリ機

能を復旧できる状態に管理されていれば，運転上の制限を満足

していないとはみなさない。 

※４：５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）あたりの合計所

要数。 

 

 

※５：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する制御棒１組又

は１本の挿入・引抜を除く。 

※６：「６６－１５－１ 監視測定設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

緊急時対策所空気浄化送風機 １台 

緊急時対策所空気浄化フィルタユ

ニット 
１台 

差圧計 １個 

酸素濃度計 １個 

二酸化炭素濃度計 １個 

可搬式エリア放射線モニタ １台 

可搬式モニタリングポスト ※６ 

 

 

 

 

※１：正圧化に必要なバウンダリ※４，弁および配管を含む。 

 

 

※２：緊急時対策所空気浄化装置操作盤を含む。 

 

 

※３：正圧化に必要なバウンダリ※４およびダクトを含む。 

※４：バウンダリの一時的な開放については，速やかにバウンダリ機

能を復旧できる状態に管理されていれば，運転上の制限を満足

していないとはみなさない。 

 

 

 

 

※５：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

※６：第６５条（６５－１５－１ 監視測定設備）において運転上の

制限等を定める。 

て，CO2 濃度が許容

値を満足するため，

二酸化炭素吸収装置

は設置不要 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の緊急時対策所

空気浄化送風機の吸

気元は屋外であるた

め，吸気元のエリア

を外気で換気する設

備は不要 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，緊急時対策

所チェンジングエリ

アの照明は常設照明

により確保するため

可搬照明は不要 

 

【島根固有】 

・島根は送風機起動停

止に必要な操作盤も

含む注記を記載 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の緊急時対策所

は複数個所に分かれ

ていない。 

【柏崎刈羽との相違】 

・停止余裕に係る運転

上の制限の相違によ

る。 
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（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

７．緊急時対策所非常用フィルタ装置が使

用可能であることを確認する。 
１ヶ月

に１回 
防災課長 

６．緊急時対策所非常用フィルタ装置の性

能確認を実施する。 

定事検

停止時 

放射線管

理課長 

３．緊急時対策所非常用送風機の性能確認

を実施する。 
定事検

停止時 

タービン

課長 

４．緊急時対策所非常用送風機を起動し，

動作可能であることを確認する。 

１ヶ月

に１回 
防災課長 

 

 

 

 

 

 

 

２．原子炉の状態が運転，起動，高温停止

および炉心変更時※５または原子炉建

屋原子炉棟内で照射された燃料に係

る作業時において，緊急時対策所加圧

設備（空気ボンベ）が規定圧力である

ことを確認する。 

３ヶ月

に１回 

タービン

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型陽圧化空

調機の活性炭フィルタが使用

可能であることを確認する。 

３ヶ月に１

回 
化学管理ＧＭ 

２．５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型陽圧化空

調機の性能確認を実施する。 

 

定事検停止

時 
原子炉ＧＭ 

３．５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型陽圧化空

調機を起動し，動作可能である

ことを確認する。 

３ヶ月に１

回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

４．５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型外気取入

送風機の性能確認を実施する。 

定事検停止

時 
原子炉ＧＭ 

５．５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型外気取入

送風機を起動し，動作可能であ

ることを確認する。 

３ヶ月に１

回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

６．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更時※７又は

原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業時にお

いて，５号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部）陽圧化装

置（空気ボンベ）が規定圧力で

あることを確認する。 

３ヶ月に１

回 
５号炉当直長 

７．５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）二酸化炭素吸収

装置の性能が維持されている

ことを確認する。 

定事検停止

時 
原子炉ＧＭ 

８．原子炉の状態が運転，起動，高

温停止及び炉心変更  時※７

又は原子炉建屋原子炉棟内で

照射された燃料に係る作業時

において，５号炉原子炉建屋内

１ヶ月に１

回 
原子炉ＧＭ 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.緊急時対策所空気浄化フィルタユニ

ットが使用可能であることを確認す

る。 ３箇月に１回 
課長（原

子炉） 

2.緊急時対策所空気浄化送風機および

緊急時対策所空気浄化フィルタユニ

ットの性能確認を実施する。 定事検停止時 
課長（原

子炉） 

3.緊急時対策所空気浄化送風機を起動

し，動作可能であることを確認する。 
３箇月に１回 

課長（原

子炉） 

 

 

 

 

 

 

 

4.原子炉の状態が運転，起動，高温停

止および炉心変更時※７または原子

炉棟内で照射された燃料に係る作業

時において，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ）が規定圧力であることを

確認する。 

３箇月に１回 
課長（原

子炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比較のため女川の記載

順を変更している。 

 

【女川との相違】 

・島根の送風機および

フィルタは可搬型設

備のため実施頻度は

可搬型設備としての

頻度を設定 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の緊急時対策所

空気浄化送風機の吸

気元は屋外であるた

め，吸気元のエリア

を外気で換気する設

備は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，プルーム

通過時の 10 時間の

ボンベ加圧におい

て，CO2 濃度が許容

値を満足するため，

二酸化炭素吸収装置

は設置不要 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

14．緊急時対策所可搬型エリアモニタの機

能確認を実施する。 

１年に

１回 

放射線管

理課長 

15．緊急時対策所可搬型エリアモニタが動

作可能であることを確認する。 

３ヶ月

に１回 

放射線管

理課長 

10．酸素濃度計の計器校正を実施する。 
１年に

１回 

計測制御

課長 

11．酸素濃度計が使用可能であることを確

認する。 

３ヶ月

に１回 

計測制御

課長 

12．二酸化炭素濃度計の計器校正を実施す

る。 

１年に

１回 

計測制御

課長 

13．二酸化炭素濃度計が使用可能であるこ

とを確認する。 

３ヶ月

に１回 

計測制御

課長 

８．差圧計の計器校正を実施する。 
定事検

停止時 

計測制御

課長 

９．差圧計が使用可能であることを外観

点検により確認する。 

１ヶ月

に１回 

計測制御

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所（対策本部）二酸

化炭素吸収装置が動作可能で

あることを確認する。 

９．可搬型エリアモニタ（対策本部）

の機能確認を実施する。 
１年に１回 

放射線安全Ｇ

Ｍ 

10．可搬型エリアモニタ（対策本部）

が動作可能であることを確認

する。 

３ヶ月に１

回 

放射線安全Ｇ

Ｍ 

11．酸素濃度計（対策本部）の計器

校正を実施する。 
１年に１回 発電ＧＭ 

12．酸素濃度計（対策本部）が使用

可能であることを確認する。 

３ヶ月に１

回 
発電ＧＭ 

13．二酸化炭素濃度計（対策本部）

の計器校正を実施する。 
１年に１回 発電ＧＭ 

14．二酸化炭素濃度計（対策本部）

が使用可能であることを確認

する。 

３ヶ月に１

回 
発電ＧＭ 

15．差圧計（対策本部）が健全であ

ることを確認する。 
１年に１回 計測制御ＧＭ 

16．差圧計（対策本部）が使用可能

であることを外観点検により

確認する。 

３ヶ月に１

回 
計測制御ＧＭ 

17．５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所用乾電池内蔵型照明（ランタ

ンタイプ）の点灯確認を行い，

使用可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１

回 

放射線管理Ｇ

Ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.可搬式エリア放射線モニタの機能

確認を実施する。 
１年に１回 

課長（放射

線管理） 

6.可搬式エリア放射線モニタが動作

可能であることを確認する。 ３箇月に１回 
課長（放射

線管理） 

7.酸素濃度計の計器校正を実施す

る。 
１年に１回 

課 長 （ 計

装） 

8.酸素濃度計が使用可能であること

を確認する。 
３箇月に１回 

課 長 （ 計

装） 

9.二酸化炭素濃度計の計器校正を実

施する。 
１年に１回 

課 長 （ 計

装） 

10.二酸化炭素濃度計が使用可能で

あることを確認する。 
３箇月に１回 

課 長 （ 計

装） 

11．差圧計が健全であることを確認

する。 
１年に１回 

課 長 （ 計

装） 

12．差圧計が使用可能であることを

外観点検により確認する。 
１箇月に１回 

課 長 （ 計

装） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の差圧計は常設

設備であるため，実

施頻度は 1 箇月に 1

回を設定 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，緊急時対策

所チェンジングエリ

アの照明は常設照明

により確保するため

可搬照明は不要 
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１．給排気隔離弁（緊急対策室給気），給

排気隔離弁（緊急対策室排気）が閉す

ることおよび高圧空気ボンベ出口電

動弁が開することならびに給排気隔

離弁（緊急対策室室圧調整弁）が動作

可能であることを確認する。また，動

作確認後，動作確認に際して作動した

弁の開閉状態を確認する。 

定事検

停止時 

タービン

課長 

５．原子炉の状態が運転，起動，高温停止

および炉心変更時※５または原子炉建

屋原子炉棟内で照射された燃料に係

る作業時において，給排気隔離弁（緊

急対策室給気）および給排気隔離弁

（緊急対策室排気）が開することなら

びに給排気隔離弁（緊急対策室室圧調

整弁）および給排気隔離弁（建屋差圧

排気隔離弁）が動作可能であることを

確認する。また，動作確認後，動作確

認に際して作動した弁の開閉状態を

確認する。 

１ヶ月

に１回 
防災課長 

※５：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する制御棒１組又

は１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※７：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根の空気ボンベま

たは送風機による加

圧時に操作する弁は

全て手動であるた

め，遠隔操作による

開閉状態確認は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・停止余裕に係る運転

上の制限の相違によ

る。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用され

る 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

A.動作可能な緊急

時対策所可搬型

エリアモニタが

所要数を満足し

ていない場合 

A1.防災課長は，当

該設備を動作可

能な状態に復旧

する措置を開始

する。 

および 

A2.防災課長は，代

替措置※７を検討

し，原子炉主任技

術者の確認を得

て実施する措置

を開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

B.緊急時対策所非

常用送風機が動

作不能の場合 

B1.防災課長は，当

該系統を動作可

能な状態に復旧

する。 

 

１０日間 

 

 

C.緊急時対策所非

常用フィルタ装

置が動作不能の

場合 

C1.防災課長は，当

該系統を動作可

能な状態に復旧

する。 

 

１０日間 

 

 

D.緊急時対策所加

圧設備（空気ボ

ンベ）が動作不

能の場合 

D1.防災課長は，当

該系統を動作可

能な状態に復旧

する。 

または 

D2.防災課長は，代

替措置※７を検討

し，原子炉主任技

術者の確認を得

て実施する※８。 

１０日間 

 

 

 

 

１０日間 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉 

の状態 

 

条 件 要求される措置 
完 了 時

間 

運  転 

起  動 

高温停止 

 

Ａ．動作可能な

可搬型エリ

アモニタ（対

策本部）が所

要数を満足

していない

場合 

Ａ１．当直長は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する措置を 

開始する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，代替

措置※９を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する措

置を開始する。 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

速 や か

に 

Ｂ．５号炉原子

炉建屋内緊

急時対策所

（対策本部）

可搬型外気

取入送風機

及び可搬型

陽圧化空調

機による加

圧系が動作

不能の場合 

又は 

５号炉原子

炉建屋内緊

急時対策所

（対策本部）

陽圧化装置

（空気ボン

ベ）による加

圧系が動作

不能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該

系統を動作可能な状

態に復旧する。 

 

又は 

Ｂ２．当直長は，代替

措置※９を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する※

１０。 

１ ０ 日

間 

 

 

 

１ ０ 日

間 

（３）要求される措置 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.動作可能な

可搬式エリ

ア放射線モ

ニタが所要

数を満足し

ていない場

合 

 

A1.課長（放射線管理）

は，当該設備を動作

可能な状態に復旧

する措置を開始す

る。 

および 

A2.課長（放射線管理）

は，代替措置※９を

検討し，原子炉主任

技術者の確認を得

て実施する措置を

開始する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

B.緊急時対策

所空気浄化

送風機また

は緊急時対

策所空気浄

化フィルタ

ユニットが

動作不能の

場合 

または 

空気ボンベ

加 圧 設 備

（空気ボン

ベ）が動作

不能の場合 

 

 

 

 

 

B1.課長（原子炉）は，

当該系統を動作可

能な状態に復旧す

る。 

または 

B2.課長（原子炉）は，

代替措置※９を検討

し，原子炉主任技術

者の確認を得て実

施する※10。 

１０日間 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の緊急時対策所

空気浄化送風機の吸

気元は屋外であるた

め，吸気元のエリア

を外気で換気する設

備は不要 
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E.動作可能な差圧

計，酸素濃度計

または二酸化炭

素濃度計が所要

数を満足してい

ない場合 

E1.防災課長は，当

該設備を動作可

能な状態に復旧

する。 

または 

E2.防災課長は，代

替措置※７を検討

し，原子炉主任技

術者の確認を得

て実施する※８。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

１０日間 

F.条件 B，C，D ま

たは E で要求さ

れる措置を完了

時間内に達成で

きない場合 

F1.発電課長は，高

温停止にする。 

および 

F2.発電課長は，冷

温停止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．動作可能な

５号炉原子

炉建屋内緊

急時対策所

（対策本部）

二酸化炭素

吸収装置，差

圧計（対策本

部），酸素濃

度計（対策本

部），二酸化

炭素濃度計

（対策本部）

又は５号炉

原子炉建屋

内緊急時対

策所用乾電

池内蔵型照

明（ランタン

タイプ）が所

要数を満足

していない

場合 

Ｃ１．当直長は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

Ｃ２．当直長は，代替

措置※９を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する※

１０。 

１ ０ 日

間 

 

 

１ ０ 日

間 

Ｄ．条件Ｂ又は

Ｃで要求さ

れる措置を

完了時間内

に達成でき

ない場合 

Ｄ１．当直長は，高温

停止にする。 

及び 

Ｄ２．当直長は，冷温

停止にする。 

２ ４ 時

間 

 

３ ６ 時

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.動作可能な

差圧計，酸

素濃度計ま

たは二酸化

炭素濃度計

が所要数を

満足してい

ない場合 

C1.課長（計装）は，当

該設備を動作可能

な状態に復旧する。 

または 

C2.課長（計装）は，代

替措置 ※ ９を検討

し，原子炉主任技術

者の確認を得て実

施する※10。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

１０日間 

D.条件Ｂまた

はＣで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

D1.当直長は，高温停止

にする。 

および 

D2.当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，プルーム

通過時の 10 時間の

ボンベ加圧におい

て，CO2 濃度が許容

値を満足するため，

二酸化炭素吸収装置

は設置不要 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，緊急時対策

所チェンジングエリ

アの照明は常設照明

により確保するため

可搬照明は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用され

る 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能な

緊急時対策

所可搬型エ

リアモニタ

が所要数を

満足してい

ない場合 

A1.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

および 

A2.防災課長は，代替措

置※７を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

B.緊急時対策

所非常用送

風機が動作

不能の場合 

B1.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

速やかに 

 

 

C.緊急時対策

所非常用フ

ィルタ装置

が動作不能

の場合 

C1.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

速やかに 

 

 

適用される 

原子炉 

の状態 

 

条 件 要求される措置 
完 了 時

間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な可

搬型エリアモニ

タ（対策本部）

が所要数を満足

していない場合 

Ａ１．当直長は，当

該設備を動作可

能な状態に復旧

する措置を開始

する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代

替措置※９を検討

し，原子炉主任技

術者の確認を得

て実施する措置

を開始する。 

速 や か

に 

 

 

 

 

速 や か

に 

Ｂ．５号炉原子炉

建屋内緊急時対

策所（対策本部）

可搬型外気取入

送風機及び可搬

型陽圧化空調機

による加圧系が

動作不能の場合 

Ｂ１．当直長は，当

該設備を動作可

能な状態に復旧

する措置を開始

する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，代

替措置※９を検討

し，原子炉主任技

術者の確認を得

て実施する措置

を開始する。 

 

速 や か

に 

 

 

 

 

速 や か

に 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能な

可搬式エリ

ア放射線モ

ニタが所要

数を満足し

ていない場

合 

 

A1.課長（放射線管理）

は，当該設備を動作

可能な状態に復旧

する措置を開始す

る。 

および 

A2.課長（放射線管理）

は，代替措置※９を検

討し，原子炉主任技

術者の確認を得て

実施する措置を開

始する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

B.緊急時対策

所空気浄化

送風機また

は緊急時対

策所空気浄

化フィルタ

ユニットが

動作不能の

場合 

B1.課長（原子炉）は，

当該設備を動作可

能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

および 

B2.課長（原子炉）は，

代替措置※９を検討

し，原子炉主任技術

者の確認を得て実

施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の緊急時対策所

空気浄化送風機の吸

気元は屋外であるた

め，吸気元のエリア

を外気で換気する設

備は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

D.動作可能な

差圧計，酸素

濃度計また

は二酸化炭

素濃度計が

所要数を満

足していな

い場合 

D1.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

および 

D2.防災課長は，代替措

置※７を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

炉心変更

時※６ 

または 

原子炉建

屋原子炉

棟内で照

射された

燃料に係

る作業時 

 

 

 

A.緊急時対策

所加圧設備

（空気ボン

ベ）が動作不

能の場合 

A1.発電課長は，炉心変

更を中止する。 

および 

A2.発電課長は，原子炉

建屋原子炉棟内で照

射された燃料に係る

作業を中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※６：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

※７：代替品の補充等をいう。 

※８：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件 Fには移行しない。 

 

Ｃ．動作可能な差

圧 計 （ 対 策 本

部），酸素濃度計

（対策本部），二

酸化炭素濃度計

（対策本部）又

は５号炉原子炉

建屋内緊急時対

策所用乾電池内

蔵型照明（ラン

タンタイプ）が 

所要数を満足し

ていない場合 

Ｃ１．当直長は，当

該設備を動作可

能な状態に復旧

する措置を開始

する。 

及び 

Ｃ２．当直長は，代

替 措 置 ※ ９ を  

検討し，原子炉主

任技術者の確認

を得て実施する

措置を開始する。 

速 や か

に 

 

 

 

 

速 や か

に 

炉心変更時※

８ 

又は 

原子炉建屋

原子炉棟内

で照射され

た燃料に係

る作業時 

Ａ．炉心変更時※８

又は原子炉建屋

原子炉棟内で照

射された燃料に

係る作業時にお

いて要求される

設備が，運転上

の制限を満足し

ていないと判断

した場合 

 

 

Ａ１．当直長は，炉

心変更を中止す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，原

子炉建屋原子炉

棟内で照射され

た燃料に係る作

業を中止する。 

速 や か

に 

 

 

速 や か

に 

※８：停止余裕確認後の同一水圧制御ユニットに属する制御棒１組又

は１本の挿入・引抜を除く。 

※９：代替品の補充等をいう。 

※10：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件Ｄには移行しない。 

C.動作可能な

差圧計，酸素

濃度計，二酸

化炭素濃度

計が所要数

を満足して

いない場合 

C1.課長（計装）は，当

該設備を動作可能

な状態に復旧する

措置を開始する。 

および 

C2.課長（計装）は，代

替措置※９を検討し，

原子炉主任技術者

の確認を得て実施

する措置を開始す

る。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

炉心変更

時※８ 

または 

原子炉棟

内で照射

された燃

料に係る

作業時 

A.炉心変更時※

８または原子

炉棟内で照

射された燃

料に係る作

業時におい

て要求され

る設備が，運

転上の制限

を満足して

いないと判

断した場合 

A1.当直長は，炉心変更

を中止する。 

および 

A2.当直長は，原子炉棟

内で照射された燃

料に係る作業を中

止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

※８：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。 

 

※９：代替品の補充等をいう。 

※10：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件 Dには移行しない。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，緊急時対策

所チェンジングエリ

アの照明は常設照明

により確保するため

可搬照明は不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・停止余裕に係る運転

上の制限の相違によ

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１６－２ 緊急時対策所の代替電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

緊急時対策所の代替

電源設備 

緊急時対策所の代替電源設備が動作可能

であること※１※２ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要値・所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ガスタービン発電機 ※４ 

ガスタービン発電設備軽油タン

ク 
※５ 

タンクローリ ※５ 

軽油タンク ※５ 

ガスタービン発電設備燃料移送

ポンプ 
※４ 

ガスタービン発電機接続盤 ※６ 

緊急用高圧母線２Ｆ系 ※６ 

電源車（緊急時対策所用） １台 

  

緊急時対策所軽油タンクレベル

※３ 
2,410mm 

  

緊急時対策所用高圧母線Ｊ系 ２系列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６－１６－３ 緊急時対策所の代替電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

緊急時対策所の代替電

源設備 

代替電源設備による電源系が動作可能で

あること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数※１ 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

  

 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

５号炉原子炉建屋内緊

急時対策所用可搬型電

源設備 

２台 

可搬ケーブル ２セット※２ 

 

 
 

  

交流分電盤 ３台 

負荷変圧器 １台 

燃料補給設備 ※３ 

  

 

 

 

 

 

６５－１６－２ 緊急時対策所の代替電源設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

緊急時対策所の代替

電源設備 

代替電源設備による電源系が動作可能で

あること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要値・所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

  

 

 
 

  

  

 

 
 

  

  

緊急時対策所用発電機 ２台 

可搬ケーブル ２セット※１ 

緊急時対策所用燃料地

下タンクの燃料貯蔵量 
５ｍ３以上 

タンクローリ １台 

緊急時対策所 低圧母

線盤 
１台 

緊急時対策所 発電機

接続プラグ盤 
１台 

  

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１６－

２ 緊急時対策所の代

替電源設備 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は緊急時対策所

用発電機により多重

性を有する。女川は

ガスタービン発電機

および電源車（緊急

時対策所用）により

多様性を有する。 

 

【女川との相違】 

・島根は緊急時対策所

用発電機を２台配備

する。女川は１台配

備する。 

 

【島根固有】 

･島根では緊急時対策

所用発電機専用のタ

ンクローリを有す

る。 

【島根固有】 

・設備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※１：燃料移送系の必要な弁および配管を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：動作可能とは，電源車接続口(緊急時対策建屋北側)に接続でき

ることを含む。 

※３：緊急時対策所軽油タンクレベルとは，緊急時対策所軽油タンク

２基の各々の軽油タンクレベルをいう。 

※４：「６６－１２－１ 常設代替交流電源設備」において運転上の

制限等を定める。 

※５：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

※６：「６６－１２－６ 代替所内電気設備」において運転上の制限

等を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：５号炉原子炉建屋内緊急時対策所あたりの合計所要数。 

 

 

 

※２：２セットとは，１相分１本の３相分３本を１セット及び１相分

２本の３相分６本を１セットをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

※３：「６６－１２－７ 燃料補給設備」において運転上の制限等を

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：１相分２本の３相分６本を１セットという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・設備の相違 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の緊急時対策所

は，複数個所に分か

れていない。 

【島根固有】 

・島根は同じ構成の可

搬ケーブルを配備す

る。 

 

 

【島根固有】 

・島根は緊急時対策所

用発電機により多重

性を有する。女川は

ガスタービン発電機

および電源車（緊急

時対策所用）により

多様性を有する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．電源車（緊急時対策所用）を起

動し，運転状態（電圧等）に異

常のないことを確認する。 

 

２年に１回 防災課長 

２．電源車（緊急時対策所用）を起

動し，動作可能であることを確

認する。 

 

３ヶ月に１回 防災課長 

 

 

 

  

３．緊急時対策所軽油タンクレベル

が所要値以上であることを確認

する。 

１ヶ月に１回 防災課長 

４．緊急時対策所用高圧母線J系が使

用可能であることを外観点検に

より確認する。 

１ヶ月に１回 防災課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所用可搬型電源設備を起動し，

運転状態（電圧等）に異常のな

いことを確認する。 

２年に１回 電気機器ＧＭ 

２．５号炉原子炉建屋内緊急時対策

所用可搬型電源設備の発電機

を起動し，動作可能であること

を確認する。 

３ヶ月に１

回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

３．負荷変圧器が使用可能であるこ

とを外観点検にて確認する。 

 

１ヶ月に１

回 
電気機器ＧＭ 

 

 

 

  

４．交流分電盤が使用可能であるこ

とを外観点検にて確認する。 

 

１ヶ月に１

回 
電気機器ＧＭ 

５．可搬ケーブルが使用可能である

ことを外観点検にて確認する。 

 

３ヶ月に１

回 

モバイル 

設備管理ＧＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.緊急時対策所用発電機を起動

し，運転状態（電圧等）に異常

のないことを確認する。 

 

２年に１回 課長（電気） 

2.緊急時対策所用発電機を起動

し，動作可能であることを確認

する。 

 

３箇月に１回 課長（電気） 

3.緊急時対策所 発電機接続プ

ラグ盤が使用可能であること

を外観点検にて確認する。 

１箇月に１回 課長（電気） 

4.緊急時対策所用燃料地下タン

クの燃料貯蔵量が所要値以上

であることを確認する。 

１箇月に１回 課長 

（タービン） 

5.緊急時対策所 低圧母線盤が

使用可能であることを外観点

検にて確認する。 

１箇月に１回 課長（電気） 

6.可搬ケーブルが使用可能であ

ることを外観点検にて確認す

る。 

３箇月に１回 課長（電気） 

7.タンクローリが動作可能であ

ることを確認する。 

３箇月に１回 課長 

（タービン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

･島根では緊急時対策

所用発電機専用のタ

ンクローリを有す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 
完了

時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.代替電源設

備が動作不

能の場合 

A1.1.発電課長は，ガスター

ビン発電機が動作可能

であることを確認する。 

または 

A1.2.防災課長は，電源車

（緊急時対策所用）が動

作可能であることを確

認する。 

および 

A2.1.防災課長は，代替措置

※７を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て

実施する※８。 

 

または 

A2.2.防災課長は，当該系統

を動作可能な状態に復

旧する。 

 

速や

かに 

 

 

速や

かに 

 

 

 

１０

日間 

 

 

 

 

１０

日間 

B.条件Aで要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

B2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４

時間 

 

３６

時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 
完了

時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．代替電源設備

による電源

系が動作不

能の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ１．当直長は，代替措置

※４を検討し，原子炉

主任技術者の確認

を得て実施する※５。 

 

又は 

Ａ２．当直長は，当該系統

を動作可能な状態

に復旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０

日間 

 

 

 

 

１０

日間 

Ｂ．条件Ａで要求

される措置を

完了時間内に

達成できない

場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止に

する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止に

する。 

 

２４

時間 

 

３６

時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 
完了

時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.代替電源設

備による電

源系が動作

不能の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.課長（電気）または課長

（タービン）は，代替措

置※２を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実

施する※３。 

または 

A2.課長（電気）または課長

（タービン）は，当該系

統を動作可能な状態に復

旧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０

日間 

 

 

 

 

１０

日間 

B.条件Aで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

B1.当直長は，高温停止にする。 

 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

 

 

２４

時間 

 

３６

時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は緊急時対策所

用発電機により多重

性を有する。女川は

ガスタービン発電機

および電源車（緊急

時対策所用）により

多様性を有する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 
完了

時間 

冷温停止 

燃料交換 

 

A.代替電源設

備が動作不

能の場合 

A1.1.発電課長は，ガスター

ビン発電機が動作可能

であることを確認する。 

または 

A1.2.防災課長は，電源車

（緊急時対策所用）が動

作可能であることを確

認する。 

および 

A2.防災課長は，当該系統を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

 

および 

A3.防災課長は，代替措置※

７を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実

施する措置を開始する。 

速や

かに 

 

 

速や

かに 

 

 

 

速や

かに 

 

 

 

 

速や

かに 

 

 

※７：自主対策設備（予備電源車および電源車接続口（緊急時対策建

屋南側））の使用，代替品の補充等をいう。 

 

 

 

 

 

 

※８：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件Bには移行しない。 

 

適用される

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 
完了

時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．代替電源設備

による電源

系が動作不

能の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ１．当直長は，当該系統

を動作可能な状態

に復旧する措置を

開始する。 

 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措置

※４を検討し，原子炉

主任技術者の確認

を得て実施する措

置を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速や

かに 

 

 

 

 

速や

かに 

※４：代替品の補充をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

※５：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件Ｂには移行しない。 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 
完了

時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.代替電源設

備による電

源系が動作

不能の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.課長（電気）または課長

（タービン）は，当該系

統を動作可能な状態に復

旧する措置を開始する。 

および 

A2.課長（電気）または課長

（タービン）は，代替措

置※２を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て実

施する措置を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速や

かに 

 

 

 

 

速や

かに 

 

※２：代替品の補充等をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

※３：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件Ｂには移行しない。 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は緊急時対策所

用発電機により多重

性を有する。女川は

ガスタービン発電機

および電源車（緊急

時対策所用）により

多様性を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は緊急時対策所

用発電機により多重

性を有する。女川は

ガスタービン発電機

および電源車（緊急

時対策所用）により

多様性を有する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１７ 通信連絡を行うために必要な設備 

６６－１７－１ 通信連絡設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

通信連絡設備 

（１）ＳＰＤＳ伝送装置およびデータ収集

装置が動作可能であること 

（２）統合原子力防災ネットワークを用い

た通信連絡設備（テレビ会議システ

ム，ＩＰ電話およびＩＰ－ＦＡＸ）

が動作可能であること 

（３）ＳＰＤＳ表示装置，衛星電話設備（固

定型），衛星電話設備（携帯型），無

線連絡設備（固定型），無線連絡設

備（携帯型）および携行型通話装置

の所要数が動作可能であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６６－１７ 通信連絡を行うために必要な設備 

６６－１７－１ 通信連絡設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

通信連絡設備 

（１）緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ

伝送装置が動作可能であること 

（２）統合原子力防災ネットワークを用いた通信連

絡設備（テレビ会議システム，IP-電話機及

び IP-FAX）が動作可能であること 

 

（３）SPDS 表示装置，衛星電話設備（常設），衛星

電話設備（可搬型），無線連絡設備（常設），

無線連絡設備（可搬型），携帯型音声呼出電

話機及び５号炉屋外緊急連絡用インターフ

ォンの所要数が動作可能であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６５－１７ 通信連絡を行うために必要な設備 

６５－１７－１ 通信連絡設備 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

通信連絡設備 

（１）ＳＰＤＳ伝送サーバおよびＳＰＤＳデ

ータ収集サーバが動作可能であること 

（２）統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備（テレビ会議システム，

ＩＰ－電話機およびＩＰ－ＦＡＸ）が

動作可能であること 

（３）ＳＰＤＳデータ表示装置，衛星電話設

備（固定型），衛星電話設備（携帯型），

無線通信設備（固定型），無線通信設備

（携帯型）および有線式通信機の所要

数が動作可能であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１７－

１ 通信連絡設備 

 

・主語および条番号等

の相違であり実質的

な相違なし。 

  

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・重大事故等発生時に

期待する通信連絡設

備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

適用される 

原子炉 

の状態 

設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

緊急時 

対策所 

安全パラメー

タ表示システ

ム（ＳＰＤＳ） 

ＳＰＤＳ 

伝送装置※１ 
１式※２ 

ＳＰＤＳ 

表示装置 
１台 

統合原子力防

災ネットワー

クを用いた通

信連絡設備 

テレビ会議 

システム 
１台※３ 

ＩＰ電話 ６台※３ 

ＩＰ－ＦＡＸ ３台※３ 

衛星電話設備（固定型） ４台 

衛星電話設備（携帯型） １０台 

無線連絡設備（固定型） ４台 

無線連絡設備（携帯型） ３８台 

  

 

 
 

プロセス

計算機室 

安全パラメー

タ表示システ

ム（ＳＰＤＳ） 

データ収集 

装置 
１式※２ 

中央 

制御室 

衛星電話設備（固定型） ２台 

無線連絡設備（固定型） ２台 

無線連絡設備（携帯型） ５台 

携行型通話装置 １０台 

 

 

 

 

 

 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

５号炉 

原子炉 

建屋内 

緊急時 

対策所 

（対策本部） 

安全パラメ

ータ表示シ

ス テ ム

（SPDS） 

緊急時対策 

支援システム 

伝送装置※１ 

１式※２ 

SPDS 

表示装置 
１台※２ 

統合原子力

防災ネット

ワークを用

いた通信連

絡設備 

テレビ会議 

システム 
１台※３ 

IP-電話機 ６台※３ 

IP-FAX ２台※３ 

衛星電話設備（常設） ５台 

衛星電話設備（可搬型） ４台 

無線連絡設備（常設） ４台 

無線連絡設備（可搬型） ２９台 

携帯型音声呼出電話機 ２台 

５号炉屋外緊急連絡用イン

ターフォン 
２台※４ 

７号炉 

プロセス 

計算機室 

安全パラメ

ータ表示シ

ス テ ム

（SPDS） 

データ伝送 

装置 
１式※２ 

７号炉 

中央制御室 

衛星電話設備（常設） １台 

無線連絡設備（常設） １台 

  

携帯型音声呼出電話機 ３台 

５号炉中央

制御室 

５号炉屋外緊急連絡用イン

ターフォン 
２台※４ 

５号炉原子

炉建屋屋外 

５号炉屋外緊急連絡用イン

ターフォン 
６台※４ 

 

 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

緊急時 

対策所 

安全パラメ

ータ表示シ

ステム（Ｓ

ＰＤＳ） 

ＳＰＤＳ伝送 

サーバ※１ 
１式※２ 

ＳＰＤＳデータ 

表示装置 
１台 

統合原子力

防災ネット

ワークに接

続する通信

連絡設備 

テレビ会議 

システム 
１台※３ 

ＩＰ－電話機 ６台※３ 

ＩＰ－ＦＡＸ ３台※３ 

衛星電話設備（固定型） ５台 

衛星電話設備（携帯型） ５台 

無線通信設備（固定型） ５台 

無線通信設備（携帯型） １０台 

  

 

 
 

計算機室 

安全パラメ

ータ表示シ

ステム（Ｓ

ＰＤＳ） 

ＳＰＤＳデータ

収集サーバ 
１式※２ 

中央 

制御室 

衛星電話設備（固定型） ２台 

無線通信設備（固定型） ２台 

  

廃棄物 

処理建物 
有線式通信機 ４台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・重大事故等発生時に

期待する通信連絡設

備の相違 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は緊急時対策所

に携帯型の設備を配

備する。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・重大事故等発生時に

期待する通信連絡設

備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：データ収集装置を含む。 

※２：ＳＰＤＳ伝送装置およびデータ収集装置については，Ａ系また

はＢ系のいずれかにより所内は有線系または無線系回線，所外

は有線系または衛星系回線で伝送可能であることをいう。 

※３：統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備について

は，テレビ会議システム，ＩＰ電話またはＩＰ－ＦＡＸのいず

れかにより有線系または衛星系回線で所外へ通信可能である

ことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：データ伝送設備を含む。 

※２：緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ伝送装置について

は，Ａ系又はＢ系のいずれかにより所内は有線系又は無線系回

線，所外は有線系又は衛星系回線で伝送可能であることをい

う。 

※３：統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備について

は，テレビ会議システム，IP-電話機又は IP-FAXのいずれかに

より有線系又は衛星系回線で所外へ通信可能であることをい

う。 

※４：５号炉屋外緊急連絡用インターフォンについては，Ａ系又はＢ

系のいずれかが動作可能であることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：データ伝送設備を含む。 

※２：ＳＰＤＳ伝送サーバおよびＳＰＤＳデータ収集サーバについて

は，サーバ１またはサーバ２のいずれかにより所内は有線系ま

たは無線系回線，所外は有線系または衛星系回線で伝送可能で

あることをいう。 

※３：統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備について

は，テレビ会議システム，ＩＰ－電話機またはＩＰ－ＦＡＸの

いずれかにより有線系または衛星系回線で所外へ通信可能で

あることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・重大事故等発生時に

期待する通信連絡設

備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．ＳＰＤＳ伝送装置，データ収集装

置およびＳＰＤＳ表示装置の伝

送機能を確認する。また，データ

の記録機能を確認する。 

 

１ヶ月に

１回 

技術課長 

または 

発電課長 

２．統合原子力防災ネットワークを用

いた通信連絡設備（テレビ会議シ

ステム，ＩＰ電話およびＩＰ－Ｆ

ＡＸ）の通話および通信機能を確

認する。 

１ヶ月に

１回 

 

技術課長 

３．衛星電話設備（固定型）の通話機

能を確認する。 
１ヶ月に

１回 

技術課長 

または 

発電課長 

４．衛星電話設備（携帯型）の通話機

能を確認する。 

３ヶ月に

１回 
技術課長 

５．無線連絡設備（固定型）の通話機

能を確認する。 
１ヶ月に

１回 

技術課長 

または 

発電課長 

６．無線連絡設備（携帯型）の通話機

能を確認する。 
３ヶ月に

１回 

技術課長 

または 

発電課長 

７．携行型通話装置の通話確認を実施

する。 

 

 

 

３ヶ月に

１回 
発電課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．緊急時対策支援システム伝送装

置，データ伝送装置及び SPDS 表

示装置の伝送機能を確認する。ま

た，データの記録機能を確認す

る。 

１ヶ月に

１回 
計測制御ＧＭ 

２．統合原子力防災ネットワークを用

いた通信連絡設備（テレビ会議シ

ステム，IP-電話機及び IP-FAX）

の通話及び通信機能を確認する。 

 

１ヶ月に

１回 
電子通信ＧＭ 

３．衛星電話設備（常設）の通話機能

を確認する。 

 

１ヶ月に

１回 
電子通信ＧＭ 

４．衛星電話設備（可搬型）の通話機

能を確認する。 

３ヶ月に

１回 
電子通信ＧＭ 

５．無線連絡設備（常設）の通話機能

を確認する。 

 

１ヶ月に

１回 
電子通信ＧＭ 

６．無線連絡設備（可搬型）の通話機

能を確認する。 

 

３ヶ月に

１回 
電子通信ＧＭ 

７．携帯型音声呼出電話機の通話確認

を実施する。 

 

 

 

３ヶ月に

１回 

（７号炉中央制

御室） 

発電ＧＭ 

（緊急時対策所） 

電子通信ＧＭ 

８．５号炉屋外緊急連絡用インターフ

ォンの通話機能を確認する。 

１ヶ月に

１回 
電気機器ＧＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項  目 頻  度 担  当 

1.ＳＰＤＳ伝送サーバ，ＳＰＤＳデー

タ収集サーバおよびＳＰＤＳデー

タ表示装置の伝送機能を確認する。

また，データの記録機能を確認す

る。 

１箇月に

１回 

課長（計装） 

2.統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備（テレビ会議シ

ステム，ＩＰ－電話機およびＩＰ－

ＦＡＸ）の通話および通信機能を確

認する。 

１箇月に

１回 

課長（電気） 

3.衛星電話設備（固定型）の通話機能

を確認する。 

 

１箇月に

１回 

課長（電気） 

4.衛星電話設備（携帯型）の通話機能

を確認する。 

３箇月に

１回 

課長（電気） 

5.無線通信設備（固定型）の通話機能

を確認する。 

 

１箇月に

１回 

課長（電気） 

6.無線通信設備（携帯型）の通話機能

を確認する。 

 

３箇月に

１回 

課長（電気） 

7.有線式通信機の通話機能を確認す

る。 

 

 

 

３箇月に

１回 

課長（電気） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・重大事故等発生時に

期待する通信連絡設

備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.ＳＰＤＳ

伝送装置

※ ４ また

はデータ

収集装置

※ ４ が動

作不能で

ある場合 

A1.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

または 

A2.防災課長は，代替措置※７

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する※８。 

 

１０日間

※12 

 

 

１０日間 

B.統合原子

力防災ネ

ットワー

クを用い

た通信連

絡設備※

５が動作

不能の場

合 

B1.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

 

または 

B2.防災課長は，代替措置※９

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する※８。 

 

 

 

１０日間

※12 

 

 

１０日間 

C.ＳＰＤＳ

表示装置

※ ４ が動

作不能の

場合 

C1.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

または 

C2.防災課長は，代替措置※10

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する※８。 

 

１０日間 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．緊急時対

策支援シ

ステム伝

送装置※５

又はデー

タ伝送装

置※５が動

作不能で

ある場合 

Ａ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

Ａ２．当直長は，代替措

置※８を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る※９。 

１０日間

※１３ 

 

 

１０日間 

Ｂ．統合原子

力防災ネ

ットワー

クを用い

た通信連

絡設備※６

が動作不

能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する。 

 

又は 

Ｂ２．当直長は，代替措

置※１０を検討し，

原子炉主任技術者

の確認を得て実施

する※９。 

 

 

１０日間

※１３ 

 

 

１０日間 

Ｃ．SPDS 表示

装置※５が

動作不能

の場合 

Ｃ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

Ｃ２．当直長は，代替措

置※１１を検討し，

原子炉主任技術者

の確認を得て実施

する※９。 

１０日間 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.Ｓ Ｐ Ｄ

Ｓ 伝 送

サーバ※

４または

ＳＰＤＳ

データ収

集サーバ

※４が動作

不能であ

る場合 

A1.課長（計装）は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する。 

または 

A2.課長（計装）は，代替

措置※７を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する※

８。 

 

１０日間※12 

 

 

 

１０日間 

B.統 合 原

子 力 防

災 ネ ッ

ト ワ ー

ク に 接

続 す る

通 信 連

絡設備※

５が動作

不能の場

合 

B1.課長（電気）は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する。 

または 

B2.課長（電気）は，代替

措置※９を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する※

８。 

１０日間※12 

 

 

 

１０日間 

C.ＳＰＤＳ

データ表

示装置※４

が動作不

能の場合 

 

C1.課長（計装）は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する。 

または 

C2.課長（計装）は，代替

措置※10 を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する※

８。 

１０日間 

 

 

 

１０日間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

D.動作可能

な衛星電

話 設 備

（ 固 定

型）※６，

衛星電話

設備（携 

帯型）※６，

無線連絡

設備（固

定型）※

６，無線連

絡 設 備

（ 携 帯

型）※６ま

たは携行

型通話装

置 ※ ６が

所要数を

満足して

いない場

合 

D1.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

または 

D2.防災課長は，代替措置※11

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する※８。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間

※12 

 

 

１０日間 

 E.条件 Aか

ら Dで要

求される

措置を完

了時間内

に達成で

きない場

合 

E1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

E2.発電課長は，冷温停止に

する。 

 

 

 

２４時

間 

 

３６時

間 

 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ｄ．動作可能な

衛星電話

設備（常

設）※７，

衛星電話

設備（可

搬型）※７，

無線連絡

設備（常

設）※７，

無線連絡

設備（可

搬型）※７，

携帯型音

声呼出電

話機※７又

は５号炉

屋外緊急

連絡用イ

ンターフ

ォン※７が

所要数を

満足して

いない場

合 

Ｄ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する。 

又は 

Ｄ２．当直長は，代替措

置※１２を検討し，

原子炉主任技術者

の確認を得て実施

する※９。 

１０日間

※１３ 

 

 

１０日間 

 Ｅ．条件Ａから

Ｄで要求

される措

置を完了

時間内に

達成でき

ない場合 

Ｅ１．当直長は，高温停止

にする。 

及び 

Ｅ２．当直長は，冷温停止

にする。 

 

 

 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

D.動作可能

な 衛 星

電 話 設

備（固定

型）※６，

衛 星 電

話 設 備

（ 携 帯

型）※６，

無 線 通

信 設 備

（ 固 定

型）※６，

無 線 通

信 設 備

（ 携 帯

型）※６ま

た は 有

線 式 通

信 機 ※ ６

が 所 要

数 を 満

足 し て

い な い

場合 

D1.課長（電気）は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する。 

または 

D2.課長（電気）は，代替

措置※11 を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する※

８。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間※12 

 

 

 

１０日間 

 E.条件 A か

ら D で要

求される

措置を完

了時間内

に達成で

きない場

合 

E1.当直長は，高温停止にす

る。 

および 

E2.当直長は，冷温停止にす

る。 

 

 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・重大事故等発生時に

期待する通信連絡設

備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

適用される 

原子炉 

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.ＳＰＤＳ

伝送装置

※４または

データ収

集装置※４

が動作不

能である

場合 

A1.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

および 

A2.防災課長は，代替措置※７

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

 

 

速やかに

※12 

 

 

 

速やかに 

B.統合原子

力防災ネ

ットワー

クを用い

た通信連

絡設備※５

が動作不

能の場合 

B1.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

および 

B2.防災課長は，代替措置※９

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

 

 

速やかに

※12 

 

 

 

速やかに 

C.ＳＰＤＳ

表示装置

※４が動作

不能の場

合 

C1.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

および 

C2.防災課長は，代替措置※10

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．緊急時対

策支援シ

ステム伝

送装置※５

又はデー

タ伝送装

置※５が動

作不能で

ある場合 

Ａ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する措置

を開始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措

置※８を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る措置を開始す

る。 

速やかに

※１３ 

 

 

 

速やかに 

Ｂ．統合原子

力防災ネ

ットワー

クを用い

た通信連

絡設備※６

が動作不

能の場合 

Ｂ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する措置

を開始する。 

及び 

Ｂ２．当直長は，代替措

置※１０を検討し，

原子炉主任技術者

の確認を得て実施

する措置を開始す

る。 

速やかに

※１３ 

 

 

 

速やかに 

Ｃ．SPDS 表示

装置※５が

動作不能

の場合 

 

Ｃ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する措置

を開始する。 

及び 

Ｃ２．当直長は，代替措

置※１１を検討し，

原子炉主任技術者

の確認を得て実施

する措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.Ｓ Ｐ Ｄ

Ｓ 伝 送

サーバ※

４または

ＳＰＤＳ

データ収

集サーバ

※４が動作

不能であ

る場合 

A1.課長（計装）は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する措置を

開始する。 

および 

A2.課長（計装）は，代替

措置※７を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する措

置を開始する。 

 

速やかに※12 

 

 

 

 

速やかに 

B.統 合 原

子 力 防

災 ネ ッ

ト ワ ー

ク に 接

続 す る

通 信 連

絡設備※

５が動作

不能の場

合 

B1.課長（電気）は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する措置を

開始する。 

および 

B2.課長（電気）は，代替

措置※９を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する措

置を開始する。 

速やかに※12 

 

 

 

 

速やかに 

C.ＳＰＤＳ

データ表

示装置※４

が動作不

能の場合 

 

C1.課長（計装）は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する措置を

開始する。 

および 

C2.課長（計装）は，代替

措置※10 を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する措

置を開始する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

D.動作可能

な，衛星

電話設備

（ 固 定

型）※６，

衛星電話

設備（携

帯型）※６，

無線連絡

設備（固

定型）※６，

無線連絡

設備（携

帯型）※６

または携

行型通話

装置※６が

所要数を

満足して

いない場

合 

D1.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

 

および 

D2.防災課長は，代替措置※11

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに

※12 

 

 

 

速やかに 

※４：サーバー切替等による一時的なデータ伝送停止は，運転上の制

限を満足していないとはみなさない。また，所要の確認対象パ

ラメータを記録し，連絡する要員を確保することを条件に行う

計画的な保全作業および機能試験による停止時（他の事業者等

が所掌する設備の点検および試験に伴うデータ伝送停止を含

む。）は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

Ｄ．動作可能

な，衛星

電話設備

（常設）※

７，衛星電

話 設 備

（ 可 搬

型）※７，

無線連絡

設備（常

設）※７，

無線連絡

設備（可

搬型）※７，

携帯型音

声呼出電

話機※７又

は５号炉

屋外緊急

連絡用イ

ンターフ

ォン※７が

所要数を

満足して

いない場

合 

 

Ｄ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する措置

を開始する。 

及び 

Ｄ２．当直長は，代替措

置※１２を検討し，

原子炉主任技術者

の確認を得て実施

する措置を開始す

る。 

速やかに

※１３ 

 

 

 

速やかに 

※５：サーバー切替等による一時的なデータ伝送停止は，運転上の制

限を満足していないとはみなさない。また，所要の確認対象パ

ラメータを記録し，連絡する要員を確保することを条件に行う

計画的な保全作業及び機能試験による停止時（他の事業者等が

所掌する設備の点検及び試験に伴うデータ伝送停止を含む。）

は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

 

 

適用される 

原子炉の 

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

D.動作可能

な，衛星

電 話 設

備（固定

型）※６，

衛 星 電

話 設 備

（ 携 帯

型）※６，

無 線 通

信 設 備

（ 固 定

型）※６，

無 線 通

信 設 備

（ 携 帯

型）※６ま

た は 有

線 式 通

信 機 ※ ６

が 所 要

数 を 満

足 し て

い な い

場合 

D1.課長（電気）は，当該

設備を動作可能な状

態に復旧する措置を

開始する。 

および 

D2.課長（電気）は，代替

措置※11 を検討し，原

子炉主任技術者の確

認を得て実施する措

置を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに※12 

 

 

 

 

速やかに 

※４：サーバ切替等による一時的なデータ伝送停止は，運転上の制限

を満足していないとはみなさない。また，所要の確認対象パラ

メータを記録し，連絡する要員を確保することを条件に行う計

画的な保全作業および機能試験による停止時（他の事業者等が

所掌する設備の点検および試験に伴うデータ伝送停止を含

む。）は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・重大事故等発生時に

期待する通信連絡設

備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※５：衛星電話設備（固定型）等による通信手段を確保することを条

件に行う計画的な保全作業および機能試験による停止時（他の

事業者等が所掌する設備の点検および試験に伴う停止を含

む。）は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※６：連絡要員の追加や，同種の通信機器の追加または他種の通信機

器等による通信手段を確保することを条件に行う計画的な保

全作業および機能試験による停止時（他の事業者等が所掌する

設備の点検および試験に伴う停止を含む。）は，運転上の制限

を満足していないとはみなさない。 

※７：ＳＰＤＳ伝送装置およびデータ収集装置の代替措置は，所要の

確認対象パラメータを記録し，連絡する要員を確保すること等

をいう。 

※８：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限は継続するが，１０日間を超えたとしても条

件Eには移行しない。 

※９：統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備の代替措置

は，通信機器の補充等をいう。 

※10：ＳＰＤＳ表示装置の代替措置は，連絡要員の追加や，同種の通

信機器の追加または他種の通信機器による通信手段の確保お

よびあらかじめ記録対象パラメータを定め，記録要員を確保す

ること等をいう。 

※11：連絡要員の追加や，同種の通信機器の追加または他種の通信機

器による通信手段の確保による措置をいう。 

※12：ＳＰＤＳ伝送装置，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携

帯型）および統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設

備（テレビ会議システム，ＩＰ電話およびＩＰ－ＦＡＸ）につ

いては，原子炉設置者所掌外の設備（通信衛星等の他の事業者

等が所掌する設備）の故障等により運転上の制限を逸脱した場

合において，当該要求される措置に対する完了時間を除外す

る。 

※６：衛星電話設備（常設）等による通信手段を確保することを条件

に行う計画的な保全作業及び機能試験による停止時（他の事業

者等が所掌する設備の点検及び試験に伴う停止を含む。）は，

運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※７：連絡要員の追加や，同種の通信機器の追加又は他種の通信機器

等による通信手段を確保することを条件に行う計画的な保全

作業及び機能試験による停止時（他の事業者等が所掌する設備

の点検及び試験に伴う停止を含む。）は，運転上の制限を満足

していないとはみなさない。 

※８：緊急時対策支援システム伝送装置及びデータ伝送装置の代替措

置は，所要の確認対象パラメータを記録し，連絡する要員を確

保すること等をいう。 

※９：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限は継続するが，１０日間を超えたとしても条

件Ｅには移行しない。 

※10：統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備の代替措置

は，通信機器の補充等をいう。 

※11：SPDS 表示装置の代替措置は，連絡要員の追加や，同種の通信

機器の追加又は他種の通信機器による通信手段の確保及びあ

らかじめ記録対象パラメータを定め，記録要員を確保すること

等をいう。 

※12：連絡要員の追加や，同種の通信機器の追加又は他種の通信機器

による通信手段の確保による措置をいう。 

※13：緊急時対策支援システム伝送装置，衛星電話設備（常設），衛

星電話設備（可搬型）及び統合原子力防災ネットワークを用い

た通信連絡設備（テレビ会議システム，IP-電話機及び IP-FAX）

については，原子炉設置者所掌外の設備（通信衛星等の他の事

業者等が所掌する設備）の故障等により運転上の制限を逸脱し

た場合において，当該要求される措置に対する完了時間を除外

する。 

※５：衛星電話設備（固定型）等による通信手段を確保することを条

件に行う計画的な保全作業および機能試験による停止時（他の

事業者等が所掌する設備の点検および試験に伴う停止を含

む。）は，運転上の制限を満足していないとはみなさない。 

※６：連絡要員の追加や，同種の通信機器の追加または他種の通信機

器等による通信手段を確保することを条件に行う計画的な保

全作業および機能試験による停止時（他の事業者等が所掌する

設備の点検および試験に伴う停止を含む。）は，運転上の制限

を満足していないとはみなさない。 

※７：ＳＰＤＳ伝送サーバおよびＳＰＤＳデータ収集サーバの代替措

置は，所要の確認対象パラメータを記録し，連絡する要員を確

保すること等をいう。 

※８：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限は継続するが，１０日間を超えたとしても条

件Ｅには移行しない。 

※９：統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備の代替措

置は，通信機器の補充等をいう。 

※10：ＳＰＤＳデータ表示装置の代替措置は，連絡要員の追加や，同

種の通信機器の追加または他種の通信機器による通信手段の

確保およびあらかじめ記録対象パラメータを定め，記録要員を

確保すること等をいう。 

※11：連絡要員の追加や，同種の通信機器の追加または他種の通信機

器による通信手段の確保による措置をいう。 

※12：ＳＰＤＳ伝送サーバ，衛星電話設備（固定型），衛星電話設備

（携帯型）および統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機およびＩＰ－Ｆ

ＡＸ）については，原子炉設置者所掌外の設備（通信衛星等の

他の事業者等が所掌する設備）の故障等により運転上の制限を

逸脱した場合において，当該要求される措置に対する完了時間

を除外する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１８ アクセスルートの確保 

６６－１８－１ ブルドーザおよびバックホウ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ブルドーザおよび 

バックホウ 
所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ブルドーザ １台 

バックホウ １台 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．ブルドーザについて，所要数が動作

可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 
防災課長 

２．バックホウについて，所要数が動作

可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 
防災課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６６－１８ アクセスルートの確保 

６６－１８－１ ホイールローダ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ホイールローダ 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ホイールローダ ４台※１ 

※１：ホイールローダは，荒浜側高台保管場所及び大湊側高台保管場

所に分散配置されていること。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．ホイールローダについて，所要数が

動作可能であることを確認する。 

３ヶ月に

１回 

モバイル 

設備管理

ＧＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６５－１８ アクセスルートの確保 

６５－１８－１ ホイールローダ 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

ホイールローダ 所要数が動作可能であること 

 

適用される 

原子炉の状態 
設  備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

ホイールローダ ２台※１ 

※１：ホイールローダは，第１保管エリアおよび第３保管エリアに分

散配置されていること。 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.ホイールローダについて，所要数

が動作可能であることを確認す

る。 

３箇月に１回 
課長（土

木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１８－

１ ホイールローダ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川では，所要数を

各１台としているた

め，分散配置の記載

なし 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

運  転 

起  動 

高温停止 

A.動作可能な

ブルドーザ

が所要数を

満足してい

ない場合 

A1.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する。 

または 

A2.防災課長は，代替措

置※１を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する※２。 

 

 

１０日

間 

 

 

１０日

間 

B.動作可能な

バックホウ

が所要数を

満足してい

ない場合 

B1.防災課長は，当該設備

を動作可能な状態に復

旧する。 

または 

B2.防災課長は，代替措置

※１を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て

実施する※２。 

１０日

間 

 

 

１０日

間 

C.条件 A また

は B で要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

C1.発電課長は，高温停止

にする。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止

にする。 

２４時

間 

 

３６時

間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能な

ブルドーザ

が所要数を

満足してい

ない場合 

A1.防災課長は，当該設備

を動作可能な状態に復

旧する措置を開始す

る。 

および 

A2.防災課長は，代替措

置※１を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

速やか

に 

 

 

 

速やか

に 

（３）要求される措置 

適用される 

原 子 炉 

の 状 態 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

運  転 

起  動 

高温停止 

Ａ．動作可能な

ホイールロ

ーダが所要

数を満足し

ていない場

合 

Ａ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する。 

又は 

Ａ２．当直長は，代替措

置※２を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する※３。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日

間 

 

 

１０日

間 

Ｂ．条件Ａで要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

Ｂ１．当直長は，高温停

止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停

止にする。 

 

２４時

間 

 

３６時

間 

冷温停止 

燃料交換 

Ａ．動作可能な

ホイールロ

ーダが所要

数を満足し

ていない場

合 

Ａ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状態に

復旧する措置を開始す

る。 

及び 

Ａ２．当直長は，代替措

置※２を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

速やか

に 

 

 

 

速やか

に 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状

態 

条  件 要求される措置 
完了時

間 

運転 

起動 

高温停止 

A.動作可能な

ホイールロ

ーダが所要

数を満足し

ていない場

合 

A1.課長（土木）は，当該設備

を動作可能な状態に復旧

する。 

または 

A2.課長（土木）は，代替措置

※２を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する※３。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日

間 

 

 

１０日

間 

B.条件 Aで要

求される措

置を完了時

間内に達成

できない場

合 

B1.当直長は，高温停止にする。 

 

および 

B2.当直長は，冷温停止にする。 

２４時

間 

 

３６時

間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能な

ホイールロ

ーダが所要

数を満足し

ていない場

合 

A1.課長（土木）は，当該設備を

動作可能な状態に復旧する

措置を開始する。 

 

および 

A2.課長（土木）は，代替措置

※２を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施

する措置を開始する。 

 

速やか

に 

 

 

 

速やか

に 
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〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

B.動作可能な

バックホウ

が所要数を

満足してい

ない場合 

B1.防災課長は，当該設備

を動作可能な状態に復

旧する措置を開始す

る。 

および 

B2.防災課長は，代替措置

※１を検討し，原子炉主

任技術者の確認を得て

実施する措置を開始す

る。 

速やか

に 

 

 

 

速やか

に 

※１：代替品の補充等をいう。 

※２：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件 C には移行しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：代替品の補充等をいう。 

※３：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧する

まで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えたとし

ても条件Ｂには移行しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２：代替品の補充等をいう。 

※３：１０日間以内に代替措置が完了した場合，当該設備が復旧す

るまで運転上の制限の逸脱は継続するが，１０日間を超えた

としても条件Ｂには移行しない。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６６－１９ 大容量送水ポンプ 

６６－１９－１ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

大容量送水ポンプ 

（タイプⅠ） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の所要数が

動作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※２ 

使用済燃料プールに

照射された燃料を貯

蔵している期間 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） ４台※２ 

※１：動作可能とは，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）およびホースに

より送水できる（海を水源とすることを含む。）ことをいう。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用する各系統の必要数は以

下のとおり。 

【注水設備および水の供給設備※３※４】 

「６６－４－３ 低圧代替注水系（可搬型）」， 

 

「６６－５－１ 原子炉格納容器フィルタベント系」， 

 

「６６－６－２ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

※５」， 

「６６－７－３ 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）」， 

 

 

 

 

 

 

 

表６６－１９ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） 

６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

可搬型代替注水ポンプ

（Ａ－２級） 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）の所

要数が動作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※２ 

使用済燃料プールに照

射された燃料を貯蔵し

ている期間 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ

－２級） 
８台※３ 

※１：動作可能とは，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）及びホース

により送水できることをいう。 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）を使用する各系統の必要数

は以下のとおり。 

 

・６６－４－２ 低圧代替注水系（可搬型） 

４台×２ 

・６６－５－１ 格納容器圧力逃がし装置  

４台 

・６６－６－２ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 

４台×２ 

・６６－７－２ 格納容器下部注水系（可搬型）４台×２ 

 

 

 

 

 

 

 

表６５－１９ 大量送水車 

６５－１９－１ 大量送水車 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

大量送水車 
大量送水車の所要数が動作可能であるこ

と※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運転 

起動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換※２ 

燃料プールに照射

された燃料を貯蔵

している期間 

大量送水車 ２台※３ 

※１：動作可能とは，大量送水車およびホースにより送水できること

をいう。 

大量送水車を使用する各系統の必要数は以下のとおり。 

 

 

・第６５条（６５－４－２ 低圧原子炉代替注水系（可搬型））

１台×２ 

 

 

・第６５条（６５－６－２ 格納容器代替スプレイ系（可搬型））

※４１台×２ 

・第６５条（６５－７－２ ペデスタル代替注水系（可搬型））

１台×２ 

 

 

 

 

 

 

TS-25 ６５－１９－

１ 大量送水車 

TS-27 大量送水車に

関する LCO等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は海水補給設備

として使用する大量

送水車とは別であ

り，６５―１１－３

にて整理している。 

 

【島根固有】 

・島根の格納容器フィ

ルタベント系は，事

象発生後７日間，ス

クラビング水の補給

／排水設備を使用し

なくても，フィルタ

機能を維持できる設

計としているため，

大量送水車は自主対

策設備に位置付けて

いる 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

「６６－９－１ 燃料プール代替注水系」， 

「６６－９－２ 燃料プールスプレイ系※５」， 

「６６－１１－２ 復水貯蔵タンクへの供給設備」および 

「６６－１１－３ 海水供給設備」：１台×２ 

【除熱設備※４】 

「６６－５－４ 原子炉補機代替冷却水系」：１台×２ 

 

 

 

 

 

※２：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は，第１保管エリア，第２保管

エリアおよび第３保管エリアに分散配置されていること。 

 

※３：注水用ヘッダを含む。必要数は１個×２とする。 

※４：ホース延長回収車を含む。必要数は，「６６－１９－２ 大容量

送水ポンプ（タイプⅡ）」と合わせて２台×２とする。 

※５：可搬型ストレーナを含む。必要数は２個×２とする。 

・「６６－６－２ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型）」：１個×２ 

・「６６－９－２ 燃料プールスプレイ系」：１個×２ 

 

（２）確認事項 

項 目 頻度 担当 

１．大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の性能確認を

実施し，以下の項目を満足することを確認する。 

（１）流量が 10m3/h/台以上，揚程が 21.6m 以上。 

（２）流量が 50m3/h/台以上，揚程が 98.8m 以上。 

（３）流量が 88m3/h/台以上，揚程が 95.0m 以上。 

（４）流量が 114m3/h/台以上，揚程が 42.1m 以上。 

（５）流量が 126m3/h/台以上，揚程が 116.1m 以上。 

（６）流量が 150m3/h/台以上，揚程が 30.8m 以上。 

（７）流量が 199m3/h/台以上，揚程が 117.8m 以上。 

（８）流量が 1,200m3/h/台以上，揚程が 94.8m 以

上。 

 

１ 年

に １

回 

防 災

課長 

 

 

・６６－９－１ 燃料プール代替注水系 

 ４台×２ 

・６６－１１－２ 復水貯蔵槽への移送設備 ４台×２ 

 

 

 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが

開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

 

※３：可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）は，荒浜側高台保管場所，

大湊側高台保管場所及び５号炉東側第二保管場所に分散配置さ

れていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

１．可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）

の性能確認を実施し，以下の３項

目を全て満足することを確認す

る。 

（１）吐出圧力が１．２９MPa[gage]

以上，流量が １４７ｍ３／ｈ／

台以上。 

（２）吐出圧力が１．６３MPa[gage]

以上，流量が １２０ｍ３／ｈ／

台以上。 

（３）吐出圧力が１．６７MPa[gage]

以上，流量が ９０ｍ３／ｈ／台

１年に１回 
タービンＧ

Ｍ 

・第６５条（６５－７－３ 格納容器代替スプレイ系（可搬型））

※４１台×２ 

・第６５条（６５－９－１ 燃料プールスプレイ系）※４１台

×２ 

・第６５条（６５－１１－２ 低圧原子炉代替注水槽への移送

設備）１台×２ 

 

 

※２：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

※３：大量送水車は，第２保管エリアおよび第３保管エリアに分散配

置されていること。 

 

 

 

 

※４：可搬型ストレーナを含む。必要数は１個×２とする。 

 

 

 

 

（２）確認事項 

項 目 頻 度 担 当 

1.大量送水車の性能確認を実施し，以

下の８項目を全て満足することを

確認する。 

（１）吐出圧力が 1.21MPa[gage]以上，

流量が 70m3/h/台以上。 

（２）吐出圧力が 1.38MPa[gage]以上，

流量が 120m3/h/台以上。 

（３）吐出圧力が 1.44MPa[gage]以上，

流量が 150m3/h/台以上。 

（４）吐出圧力が 1.37MPa[gage]以上，

流量が 120m3/h/台以上。 

（５）吐出圧力が 1.36MPa[gage]以上，

１年に１回 
課長（原

子炉） 

【島根固有】 

・島根は６５－７ 原子

炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するた

めの設備としても格

納容器代替スプレイ

系を使用する。 

【女川との相違】 

・島根は海水補給設備

として使用する大量

送水車とは別であ

り，６５―１１－３

にて整理している。 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は送水ヘッダ及

びホース展張車を資

機材と整理しており

記載不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

２．大容量送水ポンプ（タイプⅠ）が動作可能で

あることを確認する。 

３ ヶ

月 に

１回 

防 災

課

長 

 

（３）要求される措置 

適用さ

れる 

原子炉

の状態 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

運転 

起動 

高温停

止 

A.動作可能な

大容量送水

ポンプ（タ

イプⅠ）【注

水設備およ

び水の供給

設備】が２

台未満の場

合※６（１台

以上が動作

可能） 

または 

動作可能な

大容量送水

ポンプ（タ

イプⅠ）【除

熱設備】が

２台未満の

場合※７（１

台以上が動

作可能） 

A1.防災課長は，残りの大容

量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）が動作可能であるこ

とを確認する。 

および 

A2.発電課長は，残留熱除去

系１系列および非常用

ディーゼル発電機１台

（Ａ系またはＢ系）を起

動し，動作可能であるこ

とを確認するとともに，

その他の設備※８が動作

可能であることを確認

する。 

 

および 

A3.防災課長は，代替措置※９

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する。 

および 

A4.防災課長は，当該設備を

速やか

に 

 

 

 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日

間 

 

 

 

３０日

以上。 

 

 

 

 

２．可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）

が動作可能であることを確認す

る。 

３ヶ月に１

回 

モバイル 

設備管理Ｇ

Ｍ 

 

（３）要求される措置 

適 用され

る原子炉 

の状態 

 

条 件 要求される措置 
完 了 時

間 

運 転 

起 動 

高温停止 

Ａ．動作可能な

可搬型代替注

水ポンプ（Ａ

－２級）が８

台未満の場合

（４台以上が

動作可能） 

Ａ１．当直長は，残りの

可搬型代替注水ポン

プ（Ａ－２級）が動作

可能であることを確

認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，残留熱

除去系１系列及び非

常用ディーゼル発電

機１台を起動し，動作

可能であることを確

認するとともに，その

他の設備※４が動作可

能であることを確認

する。 

 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措

置※５を検討し，原子炉

主任技術者の確認を

得て実施する。 

及び 

速 や か

に 

 

 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ０ 日

間 

 

 

 

流量が 48m3/h/台以上。 

（６）吐出圧力が 0.48MPa[gage]以上，

流量が 48m3/h/台以上。 

（７）吐出圧力が 1.58MPa[gage]以上，

流量が 120m3/h/台以上。 

（８）吐出圧力が 0.33MPa[gage]以上，

流量が 120m3/h/台以上。 

２．大量送水車が動作可能であること

を確認する。 
３箇月に１回 

課長（原

子炉） 

 

 

（３）要求される措置 

適用される 

原子炉の状

態 

 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

A.動作可

能な大

量送水

車が２

台未満

の場合※

５（１台

以上が

動作可

能） 

A1.課長（原子炉）は，

残りの大量送水車が

動作可能であること

を確認する。 

および 

A2.当直長は，残留熱除

去系１系列および非

常用ディーゼル発電

機１台（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル

発電機を除く。）を起

動し，動作可能であ

ることを確認すると

ともに，その他の設

備※６が動作可能であ

ることを確認する。 

および 

A3.課長（原子炉）は，

代替措置※ ７を検討

し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施

する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は除熱設備に該

当する原子炉補機代

替冷却系に大量送水

車は使用しないた

め，女川のように【注

水設備および水の補

給設備】と【除熱設

備】それぞれ１Ｎ以

上が必要という書き

分けが不要 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

動作可能な状態に復旧

する。 

 

 

間 

B.動作可能な

大容量送水

ポンプ（タ

イプⅠ）【注

水設備およ

び水の供給

設備】が１

台未満の場

合※10 

B1.防災課長は，低圧代替注

水系（可搬型），原子炉

格納容器フィルタベン

ト系，原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬

型），原子炉格納容器下

部注水系（可搬型），復

水貯蔵タンクへの供給

設備および海水供給設

備を動作不能とみなす。 

および 

B2.発電課長は，非常用ディ

ーゼル発電機１台（Ａ系

またはＢ系）を起動し，

動作可能であることを

確認するとともに，その

他の設備※11 が動作可能

であることを確認する。 

 

 

 

および 

B3.防災課長は，代替措置※９

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する。 

 

および 

B4.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日

間 

 

 

 

Ａ４．当直長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する。 

 

３ ０ 日

間 

Ｂ．動作可能な

可搬型代替注

水ポンプ（Ａ

－２級）が４

台未満の場合 

Ｂ１．当直長は，低圧代

替注水系（可搬型），

格納容器圧力逃がし

装置，代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬

型），格納容器下部注

水系（可搬型）及び復

水貯蔵槽への移送設

備を動作不能とみな

す。 

及び 

Ｂ２．当直長は，非常用

ディーゼル発電機１

台を起動し，動作可能

であることを確認す

るとともに，その他の

設備※４が動作可能で

あることを確認する。 

 

 

 

及び 

Ｂ３．当直長は，代替措

置※５を検討し，原子炉

主任技術者の確認を

得て実施する。 

 

及び 

Ｂ４．当直長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する。 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１ ０ 日

間 

 

 

 

および 

A4.課長（原子炉）は，

当該設備を動作可能

な状態に復旧する。 

 

３０日間 

B.動作可

能な大

量送水

車が１

台未満

の場合※

８ 

B1.課長（原子炉）は，

低圧原子炉代替注水

系（可搬型），格納容

器代替スプレイ系

（可搬型），ペデスタ

ル代替注水系（可搬

型）および低圧原子

炉代替注水槽への移

送設備を動作不能と

みなす。 

および 

B2.当直長は，非常用デ

ィーゼル発電機１台

（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機

を除く。）を起動し，

動作可能であること

を確認するととも

に，その他の設備※９

が動作可能であるこ

とを確認する。 

および 

B3.課長（原子炉）は，

代替措置※ ７を検討

し，原子炉主任技術

者の確認を得て実施

する。 

および 

B4.課長（原子炉）は，

当該設備を動作可能

な状態に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

 

１０日間 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の格納容器フィ

ルタベント系は，事

象発生後７日間，ス

クラビング水の補給

／排水設備を使用し

なくても，フィルタ

機能を維持できる設

計としているため，

大量送水車は自主対

策設備に位置付けて

おり、要求される措

置は不要 

【女川との相違】 

・島根は海水補給設備

として使用する大量

送水車とは別であ

り，６５―１１－３

にて整理している。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

C.動作可能

な大容量

送水ポン

プ（タイプ

Ⅰ）【除熱

設備】が１

台未満の

場合※12 

C1.防災課長は，原子炉

補機代替冷却水系を

動作不能とみなす。 

および 

C2.発電課長は，非常用

ディーゼル発電機１

台（Ａ系またはＢ系）

を起動し，動作可能で

あることを確認する

とともに，その他の設

備※11 が動作可能で

あることを確認する。 

および 

C3.防災課長は，代替措

置※９を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する。 

および 

C4.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

D.条件 A,Bま

たは C で

要求され

る措置を

完了時間

内に達成

できない

場合 

 

 

 

 

D1.発電課長は，高温停

止にする。 

および 

D2.発電課長は，冷温停

止にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適 用され

る原子炉 

の状態 

 

条 件 要求される措置 
完 了 時

間 

運 転 

起 動 

高温停止 

Ｃ．条件Ａ又は

Ｂで要求され

る措置を完了

時間内に達成

できない場合 

 

 

Ｃ１．当直長は，高温停

止にする。 

及び 

Ｃ２．当直長は，冷温停

止にする。 

２ ４ 時

間 

 

３ ６ 時

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停止 

C.条件 A また

は Bで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

C1.当直長は，高温停止

にする。 

および 

C2.当直長は，冷温停止

にする。 

２４時間 

 

 

３６時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は除熱設備に該

当する原子炉補機代

替冷却系に大量送水

車は使用しないた

め，女川のように【注

水設備および水の補

給設備】と【除熱設

備】それぞれ１Ｎ以

上が必要という書き

分けが不要 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換

※10 

A.動作可能

な大容量

送水ポン

プ（タイプ

Ⅰ）【注水

設備およ

び水の供

給設備】が

２台未満

の場合※13

（１台以

上が動作

可能） 

または 

動作可能

な大容量

送水ポン

プ（タイプ

Ⅰ）【除熱

設備】が２

台未満の

場合※ ７ 

（１台以上

が動作可

能） 

A1.防災課長は，残りの

大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）が動作

可能であることを確

認する。 

および 

A2.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

および 

A3.発電課長は，第６０

条で要求される非常

用ディーゼル発電機

１台（Ａ系，Ｂ系ま

たは高圧炉心スプレ

イ系）を起動し，動

作可能であることを

確認するとともに，

その他の設備※14 が

動作可能であること

を確認する。 

および 

A4.防災課長は，代替措

置※９を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

適用される 

原子炉の状

態 

 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

冷温停止 

燃料交換※

６ 

Ａ．動作可能な

可搬型代替注

水ポンプ（Ａ

－２級）が８

台未満の場合

（４台以上が

動作可能） 

 

 

 

 

 

 

Ａ１．当直長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

及び 

Ａ２．当直長は，第６０

条で要求される非常

用ディーゼル発電機

１台を起動し，動作可

能であることを確認

するとともに，その他

の設備※７が動作可能

であることを確認す

る。 

 

 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措

置※５を検討し，原子炉

主任技術者の確認を

得て実施する措置を

開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やか

に 

 

 

 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やか

に 

 

 

 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換

※10 

A.動作可能な

大量送水車

が２台未満

の場合※５

（１台以上

が動作可

能） 

 

 

 

 

 

 

A1.課長（原子炉）は，

当該設備を動作可

能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

および 

A2.当直長は，第５９条

で要求される非常

用ディーゼル発電

機１台を起動し，動

作可能であること

を確認するととも

に，その他の設備※

11が動作可能である

ことを確認する。 

 

 

および 

A3.課長（原子炉）は，

代替措置※７を検討

し，原子炉主任技術

者の確認を得て実

施する措置を開始

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は除熱設備に該

当する原子炉補機代

替冷却系に大量送水

車は使用しないた

め，女川のように【注

水設備および水の補

給設備】と【除熱設

備】それぞれ１Ｎ以

上が必要という書き

分けが不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

B.動作可能

な大容量

送水ポン

プ（タイプ

Ⅰ）【注水

設備およ

び水の供

給設備】が

１台未満

の場合※15 

B1.防災課長は，低圧代

替注水系（可搬型）

復水貯蔵タンクへの

供給設備および海水

供給設備を動作不能

とみなす※16。 

および 

B2.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

および 

B3.発電課長は，第６０

条で要求される非常

用ディーゼル発電機

１台（Ａ系，Ｂ系ま

たは高圧炉心スプレ

イ系）を起動し，動

作可能であることを

確認するとともに，

その他の設備※14 が

動作可能であること

を確認する。 

および 

B4.防災課長は，代替措

置※９を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

Ｂ．動作可能な

可搬型代替注

水ポンプ（Ａ

－２級）が４

台未満の場合 

Ｂ１．当直長は，低圧代

替注水系（可搬型），

復水貯蔵槽への移送

設備を動作不能とみ

なす。 

 

及び 

Ｂ２．当直長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

及び 

Ｂ３．当直長は，第６０

条で要求される非常

用ディーゼル発電機

１台を起動し，動作可

能であることを確認

するとともに，その他

の設備※７が動作可能

であることを確認す

る。 

 

 

及び 

Ｂ４．当直長は，代替措

置※５を検討し，原子炉

主任技術者の確認を

得て実施する措置を

開始する。 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

速やか

に 

 

 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やか

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.動作可能な

大量送水車

が１台未満

の場合※８ 

B1.課長（原子炉）は，

低圧原子炉代替注

水系（可搬型），低

圧原子炉代替注水

槽への移送設備を

動作不能とみなす。 

および 

B2.課長（原子炉）は，

当該設備を動作可

能な状態に復旧す

る措置を開始する。 

および 

B3.当直長は，第５９条

で要求される非常

用ディーゼル発電

機 1台を起動し，動

作可能であること

を確認するととも

に，その他の設備※

11が動作可能である

ことを確認する。 

 

 

および 

B4.課長（原子炉）は，

代替措置※７を検討

し，原子炉主任技術

者の確認を得て実

施する措置を開始

する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は除熱設備に該

当する原子炉補機代

替冷却系に大量送水

車は使用しないた

め，女川のように【注

水設備および水の補

給設備】と【除熱設

備】それぞれ１Ｎ以

上が必要という書き

分けが不要 

【女川との相違】 

・島根は海水補給設備

として使用する大量

送水車とは別であ

り，６５―１１－３

にて整理している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

C.動作可能

な大容量

送水ポン

プ（タイプ

Ⅰ）【除熱

設備】が１

台未満の

場合※12 

C1.防災課長は，原子炉

補機代替冷却水系を

動作不能とみなす。 

および 

C2.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

および 

C3.発電課長は，第６０

条で要求される非常

用ディーゼル発電機

１台（Ａ系，Ｂ系ま

たは高圧炉心スプレ

イ系）を起動し，動

作可能であることを

確認するとともに，

その他の設備※14 が

動作可能であること

を確認する。 

および 

C4.防災課長は，代替措

置※９を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は除熱設備に該

当する原子炉補機代

替冷却系に大量送水

車は使用しないた

め，女川のように【注

水設備および水の補

給設備】と【除熱設

備】それぞれ１Ｎ以

上が必要という書き

分けが不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

使用済燃

料プール

に照射さ

れた燃料

を貯蔵し

ている期

間 

A.動作可

能な大

容量送

水ポン

プ（タ

イプ

Ⅰ）【注

水設備

および

水の供

給設

備】が

２台未

満の場

合※17 

A1.防災課長は，燃料プー

ル代替注水系および燃

料プールスプレイ系を

動作不能とみなす。 

および 

A2.防災課長は，当該設備

を動作可能な状態に復

旧する措置を開始す

る。 

および 

A3.防災課長は，代替措置※

９を検討し，原子炉主任

技術者の確認を得て実

施する措置を開始す

る。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

※６：動作可能な注水用ヘッダ１個以上２個未満，原子炉格納容器代

替スプレイ系（可搬型）に使用する可搬型ストレーナ１個以上

２個未満またはホース延長回収車２台以上４台未満の場合を

含む。 

※７：動作可能なホース延長回収車１台以上２台未満の場合を含む。 

※８：残りの残留熱除去系２系列，非常用ディーゼル発電機１台，原

子炉補機冷却水系２系列および原子炉補機冷却海水系２系列

をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

※９：代替品の補充等をいう。 

※10：動作可能な注水用ヘッダ１個未満，原子炉格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）に使用する可搬型ストレーナ１個未満またはホ

ース延長回収車２台未満の場合を含む。 

※11：残りの非常用ディーゼル発電機１台，原子炉補機冷却水系２系

列および原子炉補機冷却海水系２系列をいい，至近の記録等に

より動作可能であることを確認する。 

 

 

適用される 

原子炉の状

態 

 

条 件 要求される措置 
完了時

間 

使用済燃

料プール

に照射さ

れた燃料

を貯蔵し

ている期

間 

Ａ．動作可能な

可搬型代替注

水ポンプ（Ａ

－２級）が８

台未満の場合 

Ａ１．当直長は，燃料プ

ール代替注水系を

動作不能とみな

す。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該設

備を動作可能な状

態に復旧する措置

を開始する。 

及び 

Ａ３．当直長は，代替措

置※５を検討し，原

子炉主任技術者の

確認を得て実施す

る措置を開始す

る。 

速 や か

に 

 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

速 や か

に 

 

 

 

 

 

 

※４：残りの非常用ディーゼル発電機２台，原子炉補機冷却水系３系

列及び原子炉補機冷却海水系３系列をいい，至近の記録等によ

り動作可能であることを確認する。 

 

※５：代替品の補充等をいう。 

 

 

 

※４：残りの非常用ディーゼル発電機２台，原子炉補機冷却水系３系

列及び原子炉補機冷却海水系３系列をいい，至近の記録等によ

り動作可能であることを確認する。 

 

 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

燃料プー

ルに照射

された燃

料を貯蔵

している

期間 

A.動作可

能な大

量送水

車が２

台未満

の場合

※５ 

A1.課長（原子炉）は，燃

料プールスプレイ系を

動作不能とみなす。 

 

および 

A2.課長（原子炉）は，当

該設備を動作可能な状

態に復旧する措置を開

始する。 

および 

A3.課長（原子炉）は，代

替措置※７を検討し，原

子炉主任技術者の確認

を得て実施する措置を

開始する。 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

※５：動作可能な可搬型ストレーナが１個以上２個未満の場合を含

む。 

 

 

 

※６：残りの残留熱除去系２系列，非常用ディーゼル発電機１台（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を除く。），原子炉補機冷却

水系２系列および原子炉補機海水系２系列をいい，至近の記録

等により動作可能であることを確認する。 

※７：代替品の補充等をいう。 

※８：動作可能な可搬型ストレーナが１個未満の場合を含む。 

 

 

※９：残りの非常用ディーゼル発電機１台（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を除く。），原子炉補機冷却水系２系列および原子

炉補機海水系２系列をいい，至近の記録等により動作可能であ

ることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は送水ヘッダ及

びホース展張車を資

機材と整理しており

記載不要 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は送水ヘッダ及

びホース展張車を資

機材と整理しており

記載不要 

 

 

 

4
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※16：低圧代替注水系（可搬型）および復水貯蔵タンクへの供給設備

について，原子炉が次の状態になった場合は除く。 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが

開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合 

 

※12：動作可能なホース延長回収車１台未満の場合を含む。 

※13：動作可能な注水用ヘッダ１個以上２個未満またはホース延長回

収車２台以上４台未満の場合を含む。 

※14：動作可能であることを確認する機器に必要な原子炉補機冷却水

系１系列および原子炉補機冷却海水系１系列または高圧炉心

スプレイ系補機冷却水系および高圧炉心スプレイ系補機冷却

海水系をいい，至近の記録等により動作可能であることを確認

する。 

※15：動作可能な注水用ヘッダ１個未満またはホース延長回収車２台

未満の場合を含む。 

※17：動作可能な注水用ヘッダ２個未満，燃料プールスプレイ系に使

用する可搬型ストレーナ２個未満またはホース延長回収車４

台未満の場合を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲー

トが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の

場合 

 

 

 

※７：動作可能であることを確認する機器に必要な原子炉補機冷却水

系１系列及び原子炉補機冷却海水系１系列をいい，至近の記録

等により動作可能であることを確認する。 

※10：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。 

 

（１）原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲ

ートが開の場合 

（２）原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉

の場合 

 

 

 

※11：動作可能であることを確認する機器に必要な原子炉補機冷却水

系１系列および原子炉補機海水系１系列または高圧炉心スプ

レイ補機冷却水系および高圧炉心スプレイ補機海水系をいい，

至近の記録等により動作可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は送水ヘッダ及

びホース展張車を資

機材と整理しており

記載不要 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は送水ヘッダ及

びホース展張車を資

機材と整理しており

記載不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６６－１９－２ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

 

（１）運転上の制限 

項 目 運転上の制限 

大容量送水ポンプ 

（タイプⅡ） 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の所要数が

動作可能であること※１ 

 

適用される 

原子炉の状態 
設 備 所要数 

運 転 

起 動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ） ２台※２ 

※１：動作可能とは，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）およびホースに

より送水できることをいう。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を使用する各系統の必要数は以

下のとおり。 

・「６６－１０－１ 大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料

火災への泡消火」：１台※３ 

・「６６－１１－３ 海水供給設備」：１台※３ 

※２：大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は，第１保管エリアおよび第２

保管エリアに分散配置されていること。 

※３：ホース延長回収車を含む。必要数は，「６６－１９－１ 大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）」と合わせて２台×２とする。 

（２）確認事項 

項 目 頻度 担当 

１．大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の性能確認を

実施し， 

以下の項目を満足することを確認する。 

（１）流量が 600m3/h/台以上，揚程が 117.0m 以

上。 

（２）流量が 613m3/h/台以上，揚程が 79.4m 以上。 

（３）流量が 1,200m3/h/台以上，揚程が 119.5m 以

上。 

１年

に１

回 

防災

課長 

２．大容量送水ポンプ（タイプⅡ）が動作可能で

あることを確認する。 

３ヶ

月に

１回 

防災

課

長 

【女川との相違】 

・女川が当該表で記載

している機能につい

て，島根は大量送水

車と異なる設備で対

応するため，当該表

は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３）要求される措置 

適用さ

れる 

原子炉

の状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

運転 

起動 

高温停

止 

A.動作可能な

大容量送水

ポンプ（タ

イプⅡ）【大

気への放射

性物質の拡

散抑制，航

空機燃料火

災への泡消

火】が所要

数を満足し

ていない場

合※４ 

A1.防災課長は，大気への放

射性物質の拡散抑制設

備および航空機燃料火

災への泡消火設備を動

作不能とみなす。 

および 

A2.発電課長は，残留熱除去

系１系列を起動し,動作

可能であることを確認

する※５とともに，その他

の設備※６が動作可能で

あることを確認する。 

および 

A3.発電課長は，使用済燃料

プールの水位がオーバ

ーフロー水位付近にあ

ることおよび水温が

65℃以下であることを

確認する。 

および 

A4.防災課長は，代替措置※７

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する。 

および 

A5.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

B.動作可能な

大容量送水

B1.防災課長は，海水供給設

備を動作不能とみなす。 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ポンプ（タ

イプⅡ）【海

水供給設

備】が所要

数を満足し

ていない場

合※８ 

および 

B2.発電課長は，サプレッシ

ョンプール水位が第４

６条を満足しているこ

とを確認する。 

および 

B3.発電課長は，復水貯蔵タ

ンクの水量が６６－１

１－１の所要値以上で

あることを確認する。 

および 

B4.防災課長は，代替措置※７

を検討し，原子炉主任技

術者の確認を得て実施

する。 

および 

B5.防災課長は，当該設備を

動作可能な状態に復旧

する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

３日間 

 

 

 

 

１０日間 

C.条件 A また

は Bで要求

される措置

を完了時間

内に達成で

きない場合 

C1.発電課長は，高温停止に

する。 

および 

C2.発電課長は，冷温停止に

する。 

２４時間 

 

 

３６時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

適用され

る 

原子炉の

状態 

条 件 要求される措置 完了時間 

冷温停止 

燃料交換 

A.動作可能

な 大 容 量

送 水 ポ ン

プ（タイプ

Ⅱ）【大気

へ の 放 射

性 物 質 の

拡散抑制，

航 空 機 燃

料 火 災 へ

の泡消火】

が 所 要 数

を 満 足 し

て い な い

場合※４ 

A1.防災課長は，大気へ

の放射性物質の拡散

抑制設備および航空

機燃料火災への泡消

火設備を動作不能と

みなす。 

および 

A2.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

および 

A3.発電課長は，使用済

燃料プールの水位が

オーバーフロー水位

付近にあることおよ

び水温が 65℃以下で

あることを確認する。 

および 

A4.防災課長は，代替措

置※７を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

 

B.動作可能

な 大 容 量

送 水 ポ ン

プ（タイプ

Ⅱ）【海水

供給設備】

が 所 要 数

を 満 足 し

て い な い

場合※８ 

B1.防災課長は，海水供

給設備を動作不能と

みなす。 

および 

B2.防災課長は，当該設

備を動作可能な状態

に復旧する措置を開

始する。 

および 

B3.防災課長は，復水貯

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

蔵タンクの水量が

942m3 以上となるよ

うに補給する，または

発電課長は，942m3以

上であることを確認

する。 

および 

B4.防災課長は，代替措

置※７を検討し，原子

炉主任技術者の確認

を得て実施する措置

を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに 

※４：動作可能なホース延長回収車１台未満の場合を含む。 

※５：運転中のポンプについては，運転状態により確認する。 

※６：残りの残留熱除去系２系列をいい，至近の記録等により動

作可能であることを確認する。 

※７：代替品の補充等をいう。 

※８：動作可能なホース延長回収車２台未満の場合を含む。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（運転上の制限の確認） 

第７３条 各課長（第３節各条の第２項で定める事項を行う課

長をいう。）は，運転上の制限を第３節各条の第２項で定める事

項※１で確認する。なお，この確認は，確認する機能が必要とな

る事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認

（以下「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事

故時等の条件を模擬できない場合等においては，実条件性能確

認に相当する方法であることを検証した代替の方法を含む。）

により行う。 

 

 

 

２．第３節各条の第２項で定められた頻度および第３項の要求

される措置に定められた当該措置の実施頻度に関して，その確

認の間隔は，表７３に定める範囲内で延長することができる※２

※３。ただし，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長して

はならない。なお，定められた頻度以上で実施することを妨げ

るものではない※３。 

 

３．各課長は，第３節各条の第２項で定める事項を行うことが

できなかった場合または第３節各条の第２項で定める事項を

行うことができなかった旨の連絡を受けた場合は，運転上の制

限を満足していないと判断するが，この場合は判断した時点か

ら第３節各条の第３項の要求される措置を開始するのではな

く，判断した時点から速やかに当該事項を実施し，運転上の制

限を満足していることを確認することができる。この結果，運

転上の制限を満足していないと判断した場合は，この時点から

第３節各条の第３項の要求される措置を開始する。 

 

 

４．各課長（第３節各条の第２項で定める事項を行う課長をい

う。）は，運転上の制限が適用される時点から，第３節各条の第

２項で定める頻度（期間）以内に最初の運転上の制限を確認す

るための事項を実施する。ただし，特別な定めがある場合を除

く。なお，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）より，適

用になった期間が短い場合は，当該事項を実施する必要はな

い。 

 

（運転上の制限の確認） 

第７２条 各ＧＭ（第３節各条の第２項で定める事項を行う当

直長及びＧＭをいう。）は，運転上の制限を第３節各条の第２

項で定める事項※１で確認する。 

 

なお，この確認は，確認する機能が必要となる事故時等の

条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認（以下「実条

件性能確認」という。）するために十分な方法（事故時等の条

件を模擬できない場合等においては，実条件性能確認に相当

する方法であることを検証した代替の方法を含む。）により

行う。 

 

２．第３節各条の第２項で定められた頻度及び第３項の要求さ

れる措置に定められた当該措置の実施頻度に関して，その確

認の間隔は，表７２に定める範囲内で延長することができる
※２※３。ただし，確認回数の低減を目的として，恒常的に延長

してはならない。なお，定められた頻度以上で実施すること

を妨げるものではない※３。 

 

３．当直長及び燃料ＧＭは，第３節各条の第２項で定める事項

を行うことができなかった場合又は各ＧＭ（当直長及び燃料

ＧＭを除く。）から第３節各条の第２項で定める事項を行う

ことができなかった旨の連絡を受けた場合は，運転上の制限

を満足していないと判断するが，この場合は判断した時点か

ら第３節各条の第３項の要求される措置を開始するのでは

なく，判断した時点から速やかに当該事項を実施し，運転上

の制限を満足していることを確認することができる。この結

果，運転上の制限を満足していないと判断した場合は，この

時点から第３節各条の第３項の要求される措置を開始する。 

 

４．各ＧＭ（第３節各条の第２項で定める事項を行う当直長及

びＧＭをいう。）は，運転上の制限が適用される時点から，第

３節各条の第２項で定める頻度（期間）以内に最初の運転上

の制限を確認するための事項を実施する。ただし，特別な定

めがある場合を除く。なお，第３節各条の第２項で定める頻

度（期間）より，適用になった期間が短い場合は，当該事項

を実施する必要はない。 

 

（運転上の制限の確認） 

第７１条 各課長（第３節各条の第２項で定める事項を行う

課長をいう。）または当直長は，運転上の制限を第３節各条

の第２項に定める事項※１で確認する。 

 

  なお，この確認は，確認する機能が必要となる事故時等

の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認（以下

「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事故

時等の条件を模擬できない場合等においては，実条件性能

確認に相当する方法であることを検証した代替の方法を含

む。）により行う。 

 

２．第３節各条の第２項に定められた頻度および第３項の要

求される措置に定められた当該措置の頻度に関して，その

確認の間隔は，表７１に定める範囲内で延長することがで

きる※２※３。ただし，確認回数の低減を目的として，恒常的

に延長してはならない。なお，定められた頻度以上で実施

することを妨げるものではない※３。 

 

３．各課長または当直長は，第３節各条の第２項に定める事

項を行うことができなかった場合または第３節各条の第２

項で定める事項を行うことができなかった旨の連絡を受け

た場合は，運転上の制限を満足していないと判断するが，

この場合は判断した時点から第３節各条の第３項の要求さ

れる措置を開始するのではなく，判断した時点から速やか

に当該事項を実施し，運転上の制限を満足していることを

確認することができる。この結果，運転上の制限を満足し

ていないと判断した場合は，この時点から第３節各条の第

３項の要求される措置を開始する。 

 

４．各課長（第３節各条の第２項で定める事項を行う課長を

いう。）または当直長は，運転上の制限が適用される時点か

ら，第３節各条の第２項で定める頻度（期間）以内に最初

の運転上の制限を確認するための事項を実施する。ただ

し，特別な定めがある場合を除く。なお，頻度（期間）よ

り，適用になった期間が短い場合は，当該事項を実施する

必要はない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間

は，当該の運転上の制限を満足していないと判断しなくてもよ

い。 

 

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結

果が運転上の制限を満足していれば，第３節各条の第２項で定

める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が満足して

いないと判断しない。ただし，第７４条第２項で運転上の制限

を満足していないと判断した場合を除く。 

 

 

７．各課長（第３節各条の第２項で定める事項を行う課長をい

う。）は，第２項で定める運転上の制限を満足していることの確

認を実施する場合において，確認事項が複数の条文で同一であ

る場合，各条文に対応して複数回実施する必要はなく，１回の

確認により各条文の確認を実施したとみなすことができる。 

 

 

８．各課長は，第１７条の７または第１７条の８に基づく教育

および訓練の実施にあたり，重大事故等対処設備を使用する場

合は，教育および訓練中に重大事故等が発生した場合に適切に

対処できるよう必要な措置を講じている期間，運転上の制限を

満足していないとはみなさない。 

 

※１：第７３条から第７６条を除く。 

 

 

 

 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

※３：第７５条第３項で定める保全作業時の措置の実施時期に

も適用される。 

 

 

 

 

 

 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間

は，当該運転上の制限を満足していないと判断しなくてもよ

い。 

 

６．第３節各条の第２項で定める事項が実施され，かつその結

果が運転上の制限を満足していれば，第３節各条の第２項で

定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限が満足

していないと判断しない。ただし，第７３条第２項で運転上

の制限を満足していないと判断した場合を除く。 

 

 

７．各ＧＭ（第３節各条の第２項で定める事項を行う当直長及

びＧＭをいう。）は，第２項で定める運転上の制限を満足して

いることの確認を実施する場合において，確認事項が複数の

条文で同一である場合，各条文に対応して複数回実施する必

要はなく，１回の確認により各条文の確認を実施したとみな

すことができる。 

 

８．当直長は，各ＧＭが第１７条の７又は第１７条の８に基づ

く教育及び訓練の実施にあたり,重大事故等対処設備を使用

する場合は，教育及び訓練中に重大事故等が発生した場合に

適切に対処できるよう必要な措置を講じている期間，運転上

の制限を満足していないとはみなさない。 

 

※１：第７２条から第７５条を除く。以下，第７３条及び第７

４条において同じ。 

 

 

 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

※３：第７４条第３項で定める保全作業時の措置の実施時期に

も適用される。 

 

 

 

 

 

 

５．運転上の制限を確認するための事項を実施している期間

は，当該運転上の制限を満足していないと判断しなくても

よい。 

 

６．第３節各条の第２項に定める事項が実施され，かつその

結果が運転上の制限を満足していれば，第３節各条の第２

項に定める事項が実施されていない期間は，運転上の制限

が満足していないと判断しない。ただし，第７２条（運転

上の制限を満足しない場合）第２項で運転上の制限を満足

していないと判断した場合を除く。 

 

７．各課長（第３節各条の第２項で定める事項を行う課長をい

う。）または当直長は，第３節各条の第２項で定める運転上の

制限を満足していることの確認を実施する場合において，確

認事項が複数の条文で同一である場合，各条文に対応して複

数回実施する必要はなく，１回の確認により各条文の確認を

実施したとみなすことができる。 

 

８．各課長または当直長は，第１７条の７または第１７条の

８に基づく教育および訓練の実施にあたり，重大事故等対

処設備を使用する場合は，教育および訓練中に重大事故等

が発生した場合に適切に対処できるよう必要な措置を講じ

ている期間，運転上の制限を満足していないとはみなさな

い。 

※１：第７１条（運転上の制限の確認）から第７４条（運

転上の制限に関する記録）までを除く。以下，第７

２条（運転上の制限を満足しない場合）および第７

３条（予防保全を目的とした保全作業を実施する場

合）において同じ。 

※２：第２節で定められた頻度も適用される。 

※３：第７３条第３項で定める保全作業時の措置の実施時

期にも適用される。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表７３ 

頻  度 

備 考 保安規定で定める

頻度 

延長できる時

間 

１時間に１回 １５分 分単位の間隔で確認する。 

１２時間に１回 ３時間 時間単位の間隔で確認する。 

２４時間に１回 ６時間 時間単位の間隔で確認する。 

毎日１回  
所定の直の時間帯で確認す

る。 

１週間に１回 ２日 日単位の間隔で確認する。 

１ヶ月に１回 ７日 

日単位の間隔で確認する。 

なお，１ヶ月は３１日とす

る。 

３ヶ月に１回 ２３日 

日単位の間隔で確認する。 

なお，３ヶ月は９２日とす

る。 

１年に１回 ９２日 

日単位の間隔で確認する。 

なお，１年は３６５日とす

る。 

２年に１回 １８２日 

日単位の間隔で確認する。 

なお，２年は７３０日とす

る。 

１０００ＭＷｄ／

ｔに１回 

２５０ＭＷ

ｄ／ｔ 
 

 

 

 

表７２ 

頻  度 

備 考 保安規定で定める

頻度 

延長できる時

間 

１時間に１回 １５分 分単位の間隔で確認する。 

１２時間に１回 ３時間 時間単位の間隔で確認する。 

２４時間に１回 ６時間 時間単位の間隔で確認する。 

毎日１回  
所定の直の時間帯で確認す

る。 

１週間に１回 ２日 日単位の間隔で確認する。 

１ヶ月に１回 ７日 

日単位の間隔で確認する。 

なお，１ヶ月は３１日とす

る。 

３ヶ月に１回 ２３日 

日単位の間隔で確認する。 

なお，３ヶ月は９２日とす

る。 

１年に１回 ９２日 

日単位の間隔で確認する。 

なお，１年は３６５日とす

る。 

２年に１回 １８２日 

日単位の間隔で確認する。 

なお，２年は７３０日とす

る。 

１０００ＭＷｄ／

ｔに１回 

２５０ＭＷ

ｄ／ｔ 
 

 

 

表７１ 

頻 度 

備   考 保安規定に定める頻

度 
延長できる時間 

  １時間に１回 １５分 
分単位の間隔で確認す

る。 

１２時間に１回 ３時間 
時間単位の間隔で確認

する。 

２４時間に１回 ６時間 
時間単位の間隔で確認

する。 

 毎日１回 － 
所定の直の時間帯で確

認する。 

  １週間に１回 ２日 
日単位の間隔で確認す

る。 

  １箇月に１回 ７日 

日単位の間隔で確認す

る。 

なお，１箇月は３１日

とする。 

３箇月に１回 ２３日 

日単位の間隔で確認す

る。 

なお，３箇月は９２日と

する。 

１年に１回 ９２日 

日単位の間隔で確認す

る。 

なお，１年は３６５日と

する。 

２年に１回 １８２日 

日単位の間隔で確認す

る。 

なお，２年は７３０日と

する。 

１,０００ＭＷｄ／

ｔに１回 

２５０ＭＷｄ／

ｔ 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合） 

第７５条 各課長は，予防保全を目的とした保全作業を実施す

るため，計画的に運転上の制限外に移行する場合は，当該運転

上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置※

１を，その有効性について確率論的リスク評価等を用いて検証

した上で，要求される完了時間の範囲内で実施する。 

 

 

２．各課長は，予防保全を目的とした保全作業を実施するため，

計画的に運転上の制限外に移行する場合であって，当該運転上

の制限を満足していないと判断した場合に要求される措置を

要求される完了時間の範囲を超えて保全作業を実施する場合

は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，その有効性について

確率論的リスク評価等を用いて検証し，原子炉主任技術者の確

認を得て実施する。 

 

３．各課長は，表７５で定める設備について，保全計画に基づ

き定期的に行う保全作業を実施するため，計画的に運転上の制

限外に移行する場合は，同表に定める保全作業時の措置を実施

する。なお，要求される完了時間の範囲を超えて保全作業を実

施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※２を定め，その有効

性について確率論的リスク評価等を用いて検証し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施する。 

 

４．第１項，第２項および第３項の実施については，第７４条

第１項の運転上の制限を満足しない場合とはみなさない。 

 

 

５．各課長は，第１項，第２項または第３項に基づく保全作業

を行う場合，関係課長と協議し実施する。 

 

６．第１項，第２項および第３項の実施にあたっては，運転上

の制限外へ移行した時点を保全作業に対する完了時間の起点

とする。 

 

７．各課長は，第１項を実施する場合，運転上の制限外に移行

する前に，要求される措置※３を順次実施し，すべて終了した時

点から２４時間以内に運転上の制限外に移行する。 

（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合） 

第７４条 各ＧＭは，予防保全を目的とした保全作業を実施す

るため，計画的に運転上の制限外に移行する場合は，当該運

転上の制限を満足していないと判断した場合に要求される

措置※１を，その有効性について確率論的リスク評価等を用い

て検証した上で，要求される完了時間の範囲内で実施する。 

 

 

２．各ＧＭは，予防保全を目的とした保全作業を実施するため，

計画的に運転上の制限外に移行する場合であって，当該運転

上の制限を満足していないと判断した場合に要求される措

置を要求される完了時間の範囲を超えて保全作業を実施す

る場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定め，その有効性

について確率論的リスク評価等を用いて検証し，原子炉主任

技術者の確認を得て実施する。 

 

３．各ＧＭは，表７４で定める設備について，保全計画に基づ

き定期的に行う保全作業を実施するため，計画的に運転上の

制限外に移行する場合は，同表に定める保全作業時の措置を

実施する。なお，要求される完了時間の範囲を超えて保全作

業を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※２を定め，

その有効性について確率論的リスク評価等を用いて検証し，

原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

 

４．第１項，第２項及び第３項の実施については，第７３条第

１項の運転上の制限を満足しない場合とはみなさない。 

 

 

５．各ＧＭは，第１項，第２項又は第３項に基づく保全作業を

行う場合，関係ＧＭと協議し実施する。 

 

６．第１項，第２項及び第３項の実施にあたっては，運転上の

制限外へ移行した時点を保全作業に対する完了時間の起点

とする。 

 

７．各ＧＭは，第１項を実施する場合，運転上の制限外に移行

する前に，要求される措置※３を順次実施し，すべて終了した

時点から２４時間以内に運転上の制限外に移行する。 

（予防保全を目的とした保全作業を実施する場合） 

第７３条 各課長または当直長は，予防保全を目的とした保全

作業を実施するため，計画的に運転上の制限外に移行する場

合は，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に

要求される措置※１を，その有効性について確率論的リスク評

価等を用いて検証した上で，要求される完了時間の範囲内で

実施する。 

 

２．各課長または当直長は，予防保全を目的とした保全作業を

実施するため，計画的に運転上の制限外に移行する場合であ

って，当該運転上の制限を満足していないと判断した場合に

要求される措置を要求される完了時間の範囲を超えて保全

作業を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措置※１を定

め，その有効性について確率論的リスク評価等を用いて検証

し，原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

 

３．各課長または当直長は，表７３で定める設備について，保

全計画に基づき定期的に行う保全作業を実施するため，計画

的に運転上の制限外に移行する場合は，同表に定める保全作

業時の措置を実施する。なお，要求される完了時間の範囲を

超えて保全作業を実施する場合は，あらかじめ必要な安全措

置※２を定め，その有効性について確率論的リスク評価等を用

いて検証し，原子炉主任技術者の確認を得て実施する。 

 

４．第１項，第２項および第３項の実施については，第７２条

（運転上の制限を満足しない場合）第１項の運転上の制限を

満足しない場合とはみなさない。 

 

５．各課長または当直長は，第１項，第２項または第３項に基

づく保全作業を行う場合，関係課長と協議し実施する。 

 

６．第１項，第２項および第３項の実施にあたっては，運転上

の制限外に移行した時点を保全作業に対する完了時間の起

点とする。 

 

７．各課長または当直長は，第１項を実施する場合，運転上の

制限外に移行する前に，要求される措置※３を順次実施し，す

べて終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移

・TS-35 予防保全を

目的とした保全作業

を実施する場合の考

え方について（青旗

作業対象設備につい

て） 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

８．各課長は，第１項，第２項または第３項を実施する場合，

第７４条第３項および第８項に準拠する。なお，第３項に基づ

き運転上の制限外に移行する場合は，「要求される措置」を「保

全作業時の措置」に読み替えるものとする。 

 

 

９．各課長は，第１項の要求される措置，第２項の安全措置お

よび第３項の保全作業時の措置を実施できなかった場合，当該

運転上の制限を満足していないと判断する。 

 

 

１０．各課長は，第２項および第３項に基づく保全作業におい

て当該運転上の制限外から復帰していると判断した場合は，発

電管理課長または防災課長に報告し，発電管理課長または防災

課長は原子炉主任技術者に報告する。 

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実

施している場合は，第１項においては要求される措置，第２項

においては必要な安全措置に代えることができる。 

 

※２：表７５に基づく事項として同様の措置を実施している場

合は，必要な安全措置に代えることができる。 

 

※３：保全作業を実施する当該設備等に係る措置および運転上

の制限が適用されない状態へ移行する措置を除く。また，複数

回の実施要求があるものについては，２回目以降の実施につい

ては除く。 

 

表７５ 

 

 

 

 

 

※４：運転上の制限外に移行する前に順次実施し，その全てが

終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移行する。

 

 

８．各ＧＭは，第１項，第２項又は第３項を実施する場合，第

７３条第３項及び第８項に準拠する。なお，第３項に基づき

運転上の制限外に移行する場合は，「要求される措置」を「保

全作業時の措置」に読み替えるものとする。 

 

 

９．各ＧＭは，第１項の要求される措置，第２項の安全措置及

び第３項の保全作業時の措置を実施できなかった場合，当直

長に連絡する。当直長は当該運転上の制限を満足していない

と判断する。 

 

１０．当直長は，第２項及び第３項に基づく保全作業において

当該運転上の制限外から復帰していると判断した場合は，当

該号炉を所管する運転管理部長に報告し，当該号炉を所管す

る運転管理部長は原子炉主任技術者に報告する。 

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実

施している場合は，第１項においては要求される措置，

第２項においては必要な安全措置に代えることができ

る。 

※２：表７４に基づく事項として同様の措置を実施している場

合は，必要な安全措置に代えることができる。 

 

※３：保全作業を実施する当該設備等に係る措置及び運転上の

制限が適用されない状態へ移行する措置を除く。また，

複数回の実施要求があるものについては，２回目以降の

実施については除く。 

 

表７４ 

 

※４：６号炉及び７号炉の中央制御室非常用換気空調系の中央

制御室バウンダリを構成する隔離弁及びダクト（外気の

取入，排気のライン）等をいう。 

 

※５：運転上の制限外に移行する前に順次実施し，その全てが

終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移行

行する。 

 

８．各課長または当直長は，第１項，第２項または第３項を実

施する場合，第７２条（運転上の制限を満足しない場合）第

３項および第８項に準拠する。なお，第３項に基づき運転上

の制限外に移行する場合は，「要求される措置」を「保全作業

時の措置」に読み替えるものとする。 

 

９．各課長または当直長は，第１項の要求される措置，第２項

の安全措置および第３項の保全作業時の措置を実施できな

かった場合，当該運転上の制限を満足していないと判断す

る。 

 

１０．各課長または当直長は，第２項および第３項に基づく保

全作業において，当該運転上の制限外から復帰していると判

断した場合は，原子炉主任技術者および課長（発電）に報告

する。 

 

※１：第３節各条の第２項に基づく事項として同様の措置を実

施している場合は，第１項においては要求される措置，第

２項においては必要な安全措置に代えることができる。 

 

※２：表７３に基づく事項として同様の措置を実施している場

合は，必要な安全措置に代えることができる。 

 

※３：保全作業を実施する当該設備等に係る措置および運転上の制

限が適用されない状態へ移行する措置を除く。また，複数回の

実施要求があるものについては，２回目以降の実施については

除く。 

 

表７３ 

 

 

 

 

 

※４：運転上の制限外に移行する前に順次実施し，その全てが

終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の相違（島根で

は，当該系統が待機

除外期間に保全作業

を実施するため，記

載不要） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

なお，移行前に実施した措置については，移行時点で完了した

ものとみなす。 

※５：「動作可能であることを確認」とは，原子炉の状態が運転，

起動および高温停止の場合，非常用ディーゼル発電機３台を起

動し，冷温停止および燃料交換の場合は，非常用ディーゼル発 

電機２台※６を起動し動作可能であることを確認する。 

 

※６：非常用ディーゼル発電機に非常用発電機１台を含めるこ

とができる。 

 

表７５ 

関連条文 点検対象設備 第７５条 

適用時期 

保全作業時の措置 実施頻度 

第５７条 ・地下水位低下設備 冷温停止 

燃料交換 

・代替品を確保する。 点検前 

・可搬ポンプユニットによる水位低

下措置が動作可能であることを確

認する。 

・当該揚水井戸の地下水位が水位高

高警報設定値未満であることを確

認する。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

   

 

 

 

  

第５８条 ・外部電源 運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・動作可能な外部電源について，電

圧が確立していることを確認す

る。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

 

・所要の非常用ディーゼル発電機が

動作可能であることを確認※５す

る。 

点検前※４ 

点検期間が完了時間（３

０日）を超えて点検を実

施する場合は，その後，

１ヶ月に１回 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

する。なお，移行前に実施した措置については，移行時

点で完了したものとみなす。 

※６：「動作可能であることを確認」とは，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止の場合，非常用ディーゼル発電機３台

を起動し，冷温停止及び燃料交換の場合は，非常用ディ

ーゼル発電機２台※７を起動し動作可能であることを確

認する。 

※７：非常用ディーゼル発電機に非常用発電機１台を含めるこ

とができる。 

 

表７４ 

関連条文 点検対象設備 第７４条 

適用時期 

保全作業時の措置 実施頻度 

     

 

 

 

 

 

 

 

第５７条 

第６６条 

（66-14-1） 

・中央制御室非常用換

気空調系※４ 

第５７条の適

用される原子

炉の状態 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機に

よる加圧系が動作可能であること

を確認する。 

 

点検前※５ 

その後，１０日に１回 

第５８条

の３ 

・外部電源 運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・動作可能な外部電源について，電

圧が確立していることを確認す

る。 

点検前※５ 

その後，毎日１回 

 

・所要の非常用ディーゼル発電機が

動作可能であることを確認※６す

る。 

点検前※５ 

点検期間が完了時間（３

０日）を超えて点検を実

施する場合は，その後，

１ヶ月に１回 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

行する。なお，移行前に実施した措置については，移行

時点で完了したものとみなす。 

※５：「動作可能であることを確認」とは，原子炉の状態が運転，

起動および高温停止の場合，非常用ディーゼル発電機３

台を起動し，冷温停止および燃料交換の場合は，非常用

ディーゼル発電機２台※６を起動し動作可能であること

を確認する。 

※６：非常用ディーゼル発電機に非常用発電機１台を含めるこ

とができる。 

 

表７３ 

関連条文 点検対象設備 第７３条 

適用時期 

保全作業時の措置 実施頻度 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

    

第５７条

の３ 

・外部電源 運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・動作可能な外部電源について，

電圧が確立していることを確認

する。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

・所要の非常用ディーゼル発電機

が動作可能であることを確認※５

する。 

点検前※４ 

点検期間が完了時間（３

０日）を超えて点検を実

施する場合は，その後，

１箇月に１回 

第６５条 

（６５－

９－１） 

・燃料プールスプレイ

系を構成する弁 

燃料プールに

照射された燃

料を貯蔵して

いる期間 

・燃料プールの水位がオーバーフ

ロー水位付近にあることおよび

水温が６５℃以下であることを

確認する。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

・可搬型スプレイノズルが動作可

能であることを管理的手段で確

点検前※４ 

その後，毎日１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・設備の相違（島根で

は，当該設備がＳＡ

設備ではないため，

記載不要） 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の相違（島根で

は，当該系統が待機

除外期間に保全作業

を実施することが可

能であるため，記載

不要） 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・設備の相違（島根で

は，当該設備を構成

する弁に予備がない

ため，本表に記載） 
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赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第６６条 

（６６－

９－３） 

・燃料プール冷却浄化

系を構成する弁 

使用済燃料プ

ールに照射さ

れた燃料を貯

蔵している期

間 

・使用済燃料プールの温度上昇評価

を実施する。 

点検前※４ 

・燃料プール代替注水系による使用

済燃料プールの注水が動作可能で

あることを確認する。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

・残留熱除去系による使用済燃料プ

ールの除熱が評価時間内に実施可

能であることを管理的手段で確認

する。 

点検前※４ 

第６６条 

（６６－

９－４） 

・使用済燃料プール水

位／温度（ガイドパ

ルス式） 

・使用済燃料プール水

位／温度（ヒートサ

ーモ式） 

・使用済燃料プール上

部空間放射線モニタ

（高線量，低線量） 

・使用済燃料プール監

視カメラ 

 

 

使用済燃料プ

ールに照射さ

れた燃料を貯

蔵している期

間 

・使用済燃料プールの水位がオーバ

ーフロー水位付近にあることおよ

び水温が６５℃以下であることを

確認する。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

・残りの要素が監視可能であること

を確認する。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第６６条 

（66-9-2） 

・燃料プール冷却浄化

系を構成する弁 

使用済燃料プ

ールに照射さ

れた燃料を貯

蔵している期

間 

・使用済燃料プールの温度上昇評価

を実施する。 

点検前※５ 

・燃料プール代替注水系による使用

済燃料プールの注水が動作可能で

あることを確認する。 

点検前※５ 

その後，毎日１回 

・残留熱除去系による使用済燃料プ

ールの除熱が評価時間内に実施可

能であることを管理的手段で確認

する。 

点検前※５ 

第６６条 

（66-9-3） 

・使用済燃料貯蔵プー

ル水位・温度（SA

広域） 

・使用済燃料貯蔵プー

ル水位・温度（SA） 

・使用済燃料貯蔵プー

ル放射線モニタ（高

レンジ，低レンジ） 

・使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラ（使用

済貯蔵プール監視カ

メラ用空冷装置含

む） 

使用済燃料プ

ールに照射さ

れた燃料を貯

蔵している期

間 

・使用済燃料プールの水位がオーバ

ーフロー水位付近にあること及び

水温が６５℃以下であることを確

認する。 

点検前※５ 

その後，毎日１回 

・残りの要素が監視可能であること

を確認する。 

点検前※５ 

その後，毎日１回 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

認する。  

第６５条 

（６５－

９－２） 

・燃料プール冷却系を

構成する弁 

燃料プールに

照射された燃

料を貯蔵して

いる期間 

・燃料プールの温度上昇評価を実

施する。 

点検前※４ 

・燃料プールスプレイ系による燃

料プールの注水が動作可能であ

ることを確認する。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

・残留熱除去系による燃料プール

の除熱が評価時間内に実施可能

であることを管理的手段で確認

する。 

点検前※４ 

第６５条 

（６５－

９－３） 

・燃料プール水位・温

度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（Ｓ

Ａ） 

・燃料プールエリア放

射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

・燃料プール監視カメ

ラ（ＳＡ）（燃料プ

ール監視カメラ用冷

却設備を含む。） 

 

燃料プールに

照射された燃

料を貯蔵して

いる期間 

・燃料プールの水位がオーバーフ

ロー水位付近にあることおよび

水温が６５℃以下であることを

確認する。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

・残りの要素が監視可能であるこ

とを確認する。 

点検前※４ 

その後，毎日１回 

第６５条 

（６５－

１１－

４） 

・構内監視カメラ（ガ

スタービン発電機建

物屋上） 

冷温停止 

燃料交換 

 

 

 

・代替品または監視要員の確保を

行う。 

点検前※４ 

第６５条 

（６５－

１２－

１） 

 

 

 

 

 

 

・ガスタービン発電機

用燃料移送ラインを

構成する弁 

 

 

 

 

 

 

 

燃料交換 

（原子炉水位

がオーバーフ

ロー水位付近

で，かつプー

ルゲートが開

の場合または

原子炉内から

全燃料が取出

され，かつプ

・所要の非常用ディーゼル発電機

が動作可能であることを確認※５

する。 

点検前※４ 

その後，1 週間に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・設備の相違（島根で

は，構内監視カメラ

が常時要求設備であ

るため，本表に記載） 

【島根固有】 

・設備の相違（島根で

は，ガスタービン発

電機用燃料移送ライ

ンに予備がないた

め，本表に記載） 
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第６６条 

（６６－

１２－

１） 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電設

備燃料移送ポンプ 

燃料交換（原

子炉水位がオ

ーバーフロー

水位付近で，

かつプールゲ

ートが開の場

合または原子

炉内から全燃

料が取出さ

れ，かつプー

ルゲートが閉

の場合） 

・所要の非常用ディーゼル発電機が

動作可能であることを確認※５す

る。 

点検前※４ 

点検期間が完了時間（１

０日）を超えて点検を実

施する場合は，その後，

1 週間に１回 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

第６６条 

（６６－

１２－

３） 

・１２５Ｖ充電器２Ａ 

・１２５Ｖ蓄電池２Ａ 

冷温停止 

燃料交換 

・１２５Ⅴ蓄電池・充電器２Ｂおよ

び１２５Ⅴ代替蓄電池・充電器が

健全であることを確認する。 

 

点検前※４ 

その後，１週間に１回 

・１２５Ｖ充電器２Ｂ 

・１２５Ｖ蓄電池２Ｂ 

・１２５Ⅴ蓄電池・充電器２Ａおよ

び１２５Ⅴ代替蓄電池・充電器が

健全であることを確認する。 

 

第６６条 

（６６－

１２－

４） 

・１２５Ｖ代替蓄電池 冷温停止 

燃料交換 

・１２５Ⅴ代替充電器，１２５Ｖ蓄

電池２Ａ，２Ｂおよび１２５Ｖ充

電器２Ａ，２Ｂが健全であること

を確認する。 

点検前※４ 

その後，１週間に１回 

第６６条 

（６６－

１２－

５） 

・１２５Ｖ代替充電器 冷温停止 

燃料交換 

・１２５Ｖ蓄電池２Ａ，２Ｂおよび

１２５Ｖ充電器２Ａ，２Ｂが健全

であることを確認する。 

点検前※４ 

その後，１週間に１回 

第６６条 ・ガスタービン発電機 冷温停止 ・所要の非常用ディーゼル発電機が 点検前※４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第６６条 

（66-12-3） 

・号炉間電力融通ケー

ブル（常設） 

・号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型） 

冷温停止 

燃料交換 

・所要の非常用ディーゼル発電機が

動作可能であることを確認※６す

る。 

点検前※５ 

点検期間が完了時間（３

０日）を超えて点検を実

施する場合は，その後，

１ヶ月に１回 

・常設代替交流電源設備が動作可能

であることを確認する。 

点検前※５ 

第６６条 

（66-12-4） 

・直流１２５Ｖ充電器

Ａ 

・直流１２５Ｖ蓄電池

Ａ 

冷温停止 

燃料交換 

・ＡＭ用蓄電池・充電器及び蓄電

池・充電器Ａ－２が健全であるこ

とを確認する。 

 

点検前※５ 

その後，１週間に１回 

・直流１２５Ｖ充電器

Ａ－２ 

・直流１２５Ｖ蓄電池

Ａ－２ 

・ＡＭ用蓄電池・充電器及び蓄電

池・充電器Ａが健全であることを

確認する。 

 

・ＡＭ用直流１２５Ｖ

充電器 

・ＡＭ用直流１２５Ｖ

蓄電池 

 

 

 

 

・蓄電池Ａ，Ａ－２及び充電器Ａ，

Ａ－２が健全であることを確認す

る。 

第６６条 ・ＡＭ用ＭＣＣ 冷温停止 ・所要の非常用ディーゼル発電機が 点検前※５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ールゲートが

閉の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

  

第６５条 

（６５－

１２－

３） 

・Ｂ－１１５Ｖ系充電

器 

・Ｂ－１１５Ｖ系蓄電

池 

冷温停止 

燃料交換 

・Ｂ１－１１５Ｖ系充電器（Ｓ

Ａ）・蓄電池（ＳＡ）およびＳＡ

用１１５Ｖ系充電器・蓄電池が

健全であることを確認する。 

点検前※４ 

その後，１週間に１回 

・Ｂ１－１１５Ｖ系充

電器（ＳＡ） 

・Ｂ１－１１５Ｖ系蓄

電池（ＳＡ） 

・Ｂ－１１５Ｖ系充電器・蓄電池

およびＳＡ用１１５Ｖ系充電

器・蓄電池が健全であることを

確認する。 

・ＳＡ用１１５Ｖ系充

電器 

・ＳＡ用１１５Ｖ系蓄

電池 

・Ｂ－１１５Ｖ系充電器・蓄電池

およびＢ１－１１５Ｖ系充電器

（ＳＡ）・蓄電池（ＳＡ）が健全

であることを確認する。 

 

 

 

 

第６５条 ・緊急用メタクラ 冷温停止 ・所要の非常用ディーゼル発電機 点検前※４ 

 

 

【女川との相違】 

・設備の相違（島根で

は，ガスタービン発

電機等に予備がある

ため，記載不要） 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の相違（島根で

は，号炉間融通ケー

ブルはＳＡ設備では

ないため，記載不要） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（６６－

１２－

６） 

接続盤 

・緊急時高圧母線２Ｆ

系 

・緊急用高圧母線２Ｇ

系 

・緊急用動力変圧器２

Ｇ系 

・緊急用低圧母線２Ｇ

系 

・緊急用交流電源切替

盤２Ｇ系 

・緊急用交流電源切替

盤２Ｃ系 

・緊急用交流電源切替

盤２Ｄ系 

燃料交換 動作可能であることを確認※５す

る。 

点検期間が完了時間（３

日）を超えて点検を実施

する場合は，その後，１

週間に１回 

第６６条 

（６６－

１２－

７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ガスタービン発電設

備軽油タンク 

燃料交換（原

子炉水位がオ

ーバーフロー

水位付近で，

かつプールゲ

ートが開の場

合または原子

炉内から全燃

料が取出さ

れ，かつプー

ルゲートが閉

の場合） 

・所要の非常用ディーゼル発電機が

動作可能であることを確認※５す

る。 

点検前※４ 

その後，１０日に１回 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（66-12-6） ・ＡＭ用切替盤 

・ＡＭ用操作盤 

・ＡＭ用動力変圧器 

・緊急用断路器 

・緊急用電源切替箱接

続装置 

・緊急用電源切替箱断

路器 

 

 

 

 

 

 

 

燃料交換 動作可能であることを確認※６す

る。 

点検期間が完了時間（３

日）を超えて点検を実施

する場合は，その後，１

週間に１回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

    

（６５―

１２―

５） 

・メタクラ切替盤 

・ＳＡロードセンタ 

・ＳＡ１コントロール

センタ 

・ＳＡ２コントロール

センタ 

・充電器電源切替盤 

・ＳＡ電源切替盤 

 

 

 

 

 

 

 

燃料交換 が動作可能であることを確認※５

する。 

点検期間が完了時間（３

日）を超えて点検を実施

する場合は，その後，１

週間に１回 

第６５条 

（６５－

１２－

６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ガスタービン発電機

用軽油タンク 

 

燃料交換 

（原子炉水位

がオーバーフ

ロー水位付近

で，かつプー

ルゲートが開

の場合または

原子炉内から

全燃料が取出

され，かつプ

ールゲートが

閉の場合） 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンクの燃料貯蔵量が所要値

以上であることを確認する。 

点検前※４ 

その後，１週間に１回 

・タンクローリが動作可能である

ことを至近の記録により確認す

る。 

点検前※４ 

 

・非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク 

燃料交換 

（原子炉水位

がオーバーフ

ロー水位付近

で，かつプー

ルゲートが開

の場合または

原子炉内から

全燃料が取出

され，かつプ

ールゲートが

・点検対象外の非常用ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンクの燃料貯

蔵量が保安規定第６０条で規定

される必要量確保されているこ

とを確認する。 

点検前※４ 

その後，１週間に１回 

・ガスタービン発電機用軽油タン

クレベルが所要値以上であるこ

とを確認する。 

点検前※４ 

その後，１週間に１回 

・タンクローリが動作可能である

ことを至近の記録により確認す

る。 

点検前※４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・運用の相違（島根で

は，当該燃料が不足

する場合の保全作業

時の措置として，リ

スク増加抑制の観点

から，他系統から燃

料が補給できること

を確認する） 

 

 

 

【島根固有】 

・運用の相違（島根で

は，当該系統の保全

により燃料の所要値

を満足できないた

め，本表に記載） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第６６条 

（６６－

１６－

１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

・差圧計 冷温停止 

燃料交換 

・代替品を確保する。 点検前 

 

 

 

 

    

 

 

 

第６６条 

（66-14-1） 

・中央制御室退避室陽

圧化装置（空気ボン

ベ） 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・６号炉及び７号炉の中央制御室換

気空調系１系列が動作可能である

ことを確認する。 

点検前※５ 

その後，１０日に１回 

・カードル式空気ボンベユニットに

よる中央制御室退避室の加圧がで

きることを確認する。 

 

 

第６６条 

（66-15-1） 

・モニタリングポスト

用発電機 

冷温停止 

燃料交換 

・代替品を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

点検前 

第６６条 

（66-16-1） 

 

 

 

 

 

 

・5 号炉原子炉建屋緊

急時対策所（対策本

部）陽圧化装置（空

気ボンベ） 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・５号炉原子炉建屋緊急時対策所

（対策本部）可搬型外気取入送風

機及び可搬型陽圧化空調機による

加圧系が動作可能であることを確

認する。 

 

 

 

点検前※５ 

その後，１０日に１回 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

第６６条 

（66-16-2） 

・5 号炉原子炉建屋緊

急時対策所（待機場

所）陽圧化装置（空

気ボンベ） 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

・５号炉原子炉建屋緊急時対策所

（待機場所）可搬型陽圧化空調機

による加圧系が動作可能であるこ

とを確認する。 

点検前※５ 

その後，１０日に１回 

閉の場合） 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第６５条 

（６５－

１６－

１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・緊急時対策所 空気

浄化装置操作盤 

 

 

 

冷温停止 

燃料交換 

・代替品を確保する。 点検前※４ 

・差圧計 冷温停止 

燃料交換 

・代替品を確保する。 点検前※４ 

 

 

 

 

    

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・運用の相違（島根で

は，中央制御室退避

室正圧化装置（空気

ボンベ）は，待機除

外期間に点検するた

め，記載不要） 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の相違（柏崎は

モニタリングポスト

用発電機をＳＡ設備

としているが，島根

は代替交流電源設備

により給電する） 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の相違（島根で

は，空気ボンベ加圧

設備（空気ボンベ）

は，待機除外期間に

点検するため，記載

不要） 

 

【島根固有】 

・設備の差異（島根で

は，当該設備は常時

要求設備であるた

め，本表に記載） 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の相違（島根で

は，緊急時対策所に

陽圧化する待機場所

4
4
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

第６６条 

（６６－

１６－

２） 

 

・緊急時対策所用高圧

母線Ｊ系 

冷温停止 

燃料交換 

・他の１系列について動作可能であ

ることを確認する。 

点検前※４ 

その後，１０日に 1 回 

※４：運転上の制限外に移行する前に順次実施し，その全てが

終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移行す

る。なお，移行前に実施した措置については，移行時点で完

了したものとみなす。 

※５：「動作可能であることを確認」とは，原子炉の状態が運転，

起動および高温停止の場合，非常用ディーゼル発電機３台を

起動し，冷温停止および燃料交換の場合は，非常用ディーゼ

ル発電機２台※６を起動し動作可能であることを確認する。 

 

※６：非常用ディーゼル発電機に非常用発電機１台を含めるこ

とができる。 

燃料交換  

 

 

第６６条 

（66-16-3） 

・交流分電盤 

・負荷変圧器 

運  転 

起  動 

高温停止 

冷温停止 

燃料交換 

・代替品を確保する。 点検前 

※５：運転上の制限外に移行する前に順次実施し，その全てが

終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移行す

る。なお，移行前に実施した措置については，移行時点で完

了したものとみなす。 

※６：「動作可能であることを確認」とは，原子炉の状態が運転，

起動及び高温停止の場合，非常用ディーゼル発電機３台を起

動し，冷温停止及び燃料交換の場合は，非常用ディーゼル発

電機２台※７を起動し動作可能であることを確認する。 

 

※７：非常用ディーゼル発電機に非常用発電機１台を含めるこ

とができる。 

 

 

 

第６５条 

（６５―

１６―

２） 

・緊急時対策所 低圧

母線盤 

 

 

 

冷温停止 

燃料交換 

・代替品を確保する。 点検前※４ 

※４：運転上の制限外に移行する前に順次実施し，その全て

が終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移行

する。なお，移行前に実施した措置については，移行時点

で完了したものとみなす。 

※５：「動作可能であることを確認」とは，原子炉の状態が運

転，起動および高温停止の場合，非常用ディーゼル発電機

３台を起動し，冷温停止および燃料交換の場合は，非常用

ディーゼル発電機２台※６を起動し動作可能であることを確

認する。 

※６：非常用ディーゼル発電機に非常用発電機１台を含める

ことができる。 

がないため，記載不

要） 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・運用の相違（島根で

は，代替所内電気設

備からの給電が必要

となる負荷が少ない

「冷温停止」および

「燃料交換」に限定

する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（新燃料の貯蔵） 

第８１条 原子燃料課長は，新燃料を貯蔵する場合は，次の事

項を遵守する。 

（１）新燃料貯蔵庫または使用済燃料プール（以下「貯蔵施設」

という。）に貯蔵すること。 

 

（２）貯蔵施設の目につきやすい場所に貯蔵上の注意事項を掲

示すること。 

（３）原子炉建屋クレーンまたは燃料交換機を使用すること。 

 

（４）貯蔵施設において新燃料が臨界に達しない措置が講じら

れていることを確認すること。 

（５）２号炉について，使用済燃料プールに貯蔵する場合

は，原子炉に全ての燃料が装荷されている状態で，使用

済燃料プールに１炉心以上の使用済燃料貯蔵ラックの空

き容量を確保すること。 

（新燃料の貯蔵） 

第８０条 燃料ＧＭは，新燃料を貯蔵する場合は，次の事項を

遵守する。 

（１）新燃料貯蔵庫又は使用済燃料プール（以下「貯蔵施設」

という。）に貯蔵すること。ただし，ＭＯＸ燃料は，使用

済燃料プールに貯蔵すること。 

（２）貯蔵施設の目につきやすい場所に貯蔵上の注意事項を

掲示すること。 

（３）原子炉建屋クレーン又は燃料取替機を使用すること。 

 

（４）貯蔵施設において新燃料が臨界に達しない措置を講じ

ること。 

（５）使用済燃料プールに貯蔵する場合は，原子炉に全ての

燃料が装荷されている状態で，使用済燃料プールに１炉

心以上の使用済燃料貯蔵ラックの空き容量を確保するこ

と（７号炉）。 

 

（新燃料の貯蔵） 

第７９条 課長（燃料技術）は，新燃料を貯蔵する場合は，次

の各号を遵守する。 

（１）新燃料貯蔵庫または燃料プール（以下「貯蔵施設」とい

う。）に貯蔵すること。 

 

（２）貯蔵施設の目につきやすい箇所に貯蔵上の注意事項を掲

示すること。 

（３）原子炉建物天井クレーンまたは燃料取替機を使用するこ

と。 

（４）貯蔵施設において新燃料が臨界に達しない措置が講じら

れていること。 

（５）燃料プールに貯蔵する場合は，原子炉に全ての燃料が装

荷されている状態で，燃料プールに１炉心以上の使用済

燃料貯蔵ラックの空き容量を確保すること（２号炉）。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（使用済燃料の貯蔵） 

第８６条 原子燃料課長は，使用済燃料（以下，本編におい

て照射された燃料を含む。）を貯蔵する場合は，次の事項を

遵守する。 

（１）各号炉の使用済燃料を表８６に定める使用済燃料プー

ルに貯蔵すること。 

（２）使用済燃料プールの目につきやすい場所に貯蔵上の注

意事項を掲示すること。 

（３）燃料交換機を使用すること。 

（４）使用済燃料プールにおいて燃料が臨界に達しない措置

が講じられていることを確認すること。 

（５）使用済燃料貯蔵ラックに収納することが適切でないと

判断した使用済燃料については，破損燃料格納容器に収

納する等の措置を講じること。 

（６）２号炉について，原子炉に全ての燃料が装荷されてい

る状態で，使用済燃料プールに１炉心以上の使用済燃料

貯蔵ラックの空き容量を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

２．２号炉について，各課長は，使用済燃料プール周辺に設

置する設備について，使用済燃料プールに影響を及ぼす

落下物となる可能性が考えられる場合は，落下を防止す

る措置を講じること。 

 

表８６ 

各号炉の使用済燃料 貯蔵可能な使用済燃料プール 

１号炉 ２号炉※１，３号炉※１ 

２号炉 ２号炉 

３号炉 ３号炉 

※１：１号炉の使用済燃料プールで４２ヶ月以上冷却した燃料

を貯蔵する。 

 

（使用済燃料の貯蔵） 

第８５条 燃料ＧＭは，発電所内において，使用済燃料（以下，

照射された燃料を含む。）を貯蔵する場合は，次の事項を遵

守する。 

（１）各号炉の使用済燃料を表８５に定める使用済燃料プール

に貯蔵すること。 

（２）使用済燃料プールの目につきやすい場所に貯蔵上の注意

事項を掲示すること。 

（３）燃料取替機を使用すること。 

（４）使用済燃料プールにおいて燃料が臨界に達しない措置を

講じること。 

（５）使用済燃料貯蔵ラックに収納することが適切ではないと

判断した使用済燃料については，破損燃料容器に収納する

等の措置を講じること。 

（６）原子炉に全ての燃料が装荷されている状態で，使用済燃

料プールに１炉心以上の使用済燃料貯蔵ラックの空き容

量を確保すること（７号炉）。 

２．燃料ＧＭは，使用済燃料中間貯蔵施設で使用する貯蔵容器

に使用済燃料を収納する場合は，次の事項を遵守する。 

（１）実用炉規則第８９条第２項第２号に基づき，使用済燃料

を選定すること。 

（２）使用済燃料について，貯蔵の終了まで密封し，健全性を

維持するよう容器に封入すること。 

３．各ＧＭは，使用済燃料プール周辺に設置する設備について，

使用済燃料プールに影響を及ぼす落下物となる可能性が考

えられる場合は，落下を防止する措置を講じること（７号

炉）。 

 

表８５ 

各号炉の使用済燃料 貯蔵可能な使用済燃料プール 

１号炉 １号炉，３号炉※１，４号炉※１，

６号炉※１又は７号炉※１ 

２号炉 ２号炉，３号炉※１，４号炉※１，

６号炉※１又は７号炉※１ 

３号炉 ３号炉 

４号炉 ４号炉 

５号炉 ３号炉※１，４号炉※１，５号炉，

６号炉※１又は７号炉※１ 

（使用済燃料の貯蔵） 

第８４条 課長（燃料技術）は，使用済燃料（以下，照射され

た燃料を含む。）を貯蔵する場合は，次の各号を遵守する。 

 

（１）各号炉の使用済燃料を表８４に定める燃料プールに貯蔵

すること。 

（２）燃料プールの目につきやすい箇所に燃料貯蔵施設である

旨および貯蔵上の注意事項を掲示すること。 

（３）燃料取替機を使用すること。 

（４）燃料プールにおいて燃料が臨界に達しない措置が講じら

れていることを確認すること。 

（５）使用済燃料貯蔵ラックに収納することが適切ではないと

判断した使用済燃料については，破損燃料収納容器に収納

する等の措置を講じること。 

（６）原子炉に全ての燃料が装荷されている状態で，燃料プー

ルに１炉心以上の使用済燃料貯蔵ラックの空き容量を確

保すること（２号炉）。 

 

 

 

 

 

 

２．各課長は，燃料プール周辺に設置する設備について，燃料

プールに影響を及ぼす落下物となる可能性が考えられる場

合は，落下を防止する措置を講じること（２号炉）。 

 

 

表８４ 

各号炉の使用済燃料 貯蔵可能な燃料プール 

２号炉 ２号炉 

３号炉 ３号炉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
5
0



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６号炉 ６号炉 

７号炉 ７号炉 

※１：使用済燃料プールで３５ヶ月以上冷却した燃料を貯蔵す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（使用済燃料の運搬） 

第８６条の２ 原子燃料課長は，使用済燃料輸送容器から使用

済燃料を取り出す場合は，使用済燃料プールにおいて，燃料

交換機を使用する。 

２．原子燃料課長は，発電所内において使用済燃料を運搬する

場合は，運搬前に次の事項を確認し，使用済燃料プールにお

いて，使用済燃料輸送容器に収納する。 

（１）法令に適合する容器を使用すること。 

（２）燃料交換機を使用すること。 

（３）使用済燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

（４）収納する使用済燃料のタイプおよび冷却期間が，容器の

収納条件に適合していること。 

（５）２号炉について，原子炉建屋クレーンにより使用済燃料

輸送容器を使用済燃料プール上で取り扱う場合は，キャス

クピットゲートを閉止することおよび使用済燃料輸送容

器の移動範囲や移動速度を制限すること。 

３．原子燃料課長は，発電所内において，使用済燃料を収納し

た使用済燃料輸送容器（以下，本条において「輸送物」とい

う。）を運搬する場合は，運搬前に次の事項を確認する。ただ

し，管理区域内で運搬する場合については，（３）から（６）

は適用とならない。 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転

落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以

外の者および他の車両の立入りを制限するとともに，必要

な箇所に見張人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有

する者を同行させ，保安のために必要な監督を行わせるこ

と。 

（６）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけ

ること。 

４．放射線管理課長は，輸送物を管理区域外において運搬する

場合は，運搬前に容器等の線量当量率が法令に定める値を超

えていないことおよび容器等の表面汚染密度が法令に定め

る表面密度限度の１０分の１を超えていないことを確認す

る。ただし，第９４条第１項（１）に定める区域から運搬す

（使用済燃料の運搬） 

第８６条 燃料ＧＭは，使用済燃料輸送容器から使用済燃料を

取り出す場合は，使用済燃料プールにおいて，燃料取替機を

使用する。 

２．燃料ＧＭは，発電所内において，使用済燃料を運搬する場

合は，運搬前に次の事項を確認し，使用済燃料プールにおい

て，使用済燃料輸送容器に収納する。 

（１）法令に適合する容器を使用すること。 

（２）燃料取替機を使用すること。 

（３）使用済燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

（４）収納する使用済燃料のタイプ及び冷却期間が，容器の収

納条件に適合していること。 

（５）原子炉建屋クレーンにより使用済燃料輸送容器を使用済

燃料プール上で取り扱う場合は，キャスクピットゲートを

閉止すること及び使用済燃料輸送容器の移動範囲や移動

速度を制限すること（７号炉）。 

３．燃料ＧＭは，発電所内において，使用済燃料を収納した使

用済燃料輸送容器を運搬する場合は，運搬前に次の事項を確

認する。ただし，管理区域内で運搬する場合については，（３）

から（６）の適用を除く。 

 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒又は転落

を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以

外の者及び他の車両の立入りを制限するとともに，必要な

箇所に見張り人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識及び経験を有す

る者を同行させ，保安のために必要な監督を行わせるこ

と。 

（６）容器及び車両の適当な箇所に法令に定める標識をつける

こと。 

４．放射線管理ＧＭは，使用済燃料を収納した使用済燃料輸送

容器を管理区域外において運搬する場合は，運搬前に容器等

の線量当量率が法令に定める値を超えていないこと及び容

器の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の 1

を超えていないことを確認する。ただし，第９４条第１項

（使用済燃料の運搬） 

第８４条の２ 課長（燃料技術）は，使用済燃料輸送容器から

使用済燃料を取り出す場合は，燃料プールにおいて，燃料取

替機を使用する。 

２．課長（燃料技術）は，発電所内において使用済燃料を運搬

する場合は，運搬前に次の各号を確認し，燃料プールにおい

て，使用済燃料輸送容器に収納する。 

（１）法令に適合する容器を使用すること。 

（２）燃料取替機を使用すること。 

（３）使用済燃料が臨界に達しない措置を講じること。 

（４）収納する使用済燃料のタイプおよび冷却期間が，使用済

燃料輸送容器の収納条件に適合していること。 

（５）原子炉建物天井クレーンにより使用済燃料輸送容器を燃

料プール上で取り扱う場合は，キャスク置場ゲートを閉止

することおよび使用済燃料輸送容器の移動範囲や移動速

度を制限すること（２号炉）。 

３．課長（燃料技術）は，発電所内において，使用済燃料を収

納した使用済燃料輸送容器を運搬する場合は，運搬前に次の

各号を確認する。ただし，管理区域内で運搬する場合につい

ては，（３）から（６）の適用を除く。 

 

（１）容器の車両への積付けは，運搬中に移動，転倒または転

落を防止する措置を講じること。 

（２）法令に定める危険物と混載しないこと。 

（３）運搬経路に標識を設けること等の方法により，関係者以

外の者および他の車両の立入を制限するとともに，必要な

箇所に見張り人を配置すること。 

（４）車両を徐行させること。 

（５）核燃料物質の取扱いに関し，相当の知識および経験を有

する者を同行させ，保安のために必要な監督を行わせるこ

と。 

（６）容器および車両の適当な箇所に法令に定める標識をつけ

ること。 

４．課長（放射線管理）は，使用済燃料を収納した使用済燃料

輸送容器を管理区域外において運搬する場合は，運搬前に容

器等の線量当量率が法令に定める値を超えていないことお

よび容器等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の

１０分の１を超えていないことを確認する。ただし，第９２
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る場合は，表面汚染密度について確認を省略できる。 

 

 

５．放射線管理課長は，原子燃料課長が管理区域内で第９４条

第１項（１）に定める区域に輸送物を移動する場合は，容器

等の表面汚染密度が法令に定める表面密度限度の１０分の

１を超えていないことを確認する。 

 

 

６．原子燃料課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，

輸送物が法令に定められた技術基準に適合するよう，措置を

講じる。 

７．所長は，第４条に定める保安に関する組織のうち，使用済

燃料の運搬に関する組織以外の者を，検査実施責任者として

指名する。 

 

 

 

８．前項の検査実施責任者は，使用済燃料を発電所外に運搬す

る場合は，輸送物が法令に定められた技術基準に適合したも

のであることを確認するために，次の検査を実施する。 

 

 

（１）外観検査 

（２）気密漏えい検査 

（３）圧力測定検査 

（４）線量当量率検査 

（５）未臨界検査 

（６）温度測定検査 

（７）吊上検査 

（８）重量検査 

（９）収納物検査 

（１０）表面密度検査 

９．原子燃料課長は，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，

所長の承認を得る。 

 

（１）に定める区域から運搬する場合は，表面汚染密度につ

いて確認を省略できる。 

 

５．放射線管理ＧＭは，燃料ＧＭが管理区域内で第９４条第１

項（１）に定める区域に使用済燃料を収納した使用済燃料輸

送容器を移動する場合は，移動前に容器の表面汚染密度が法

令に定める表面密度限度の１０分の１を超えていないこと

を確認する。 

 

６．燃料ＧＭは，使用済燃料を発電所外に運搬する場合は，輸

送物が法令に定められた技術基準に適合するよう，措置を講

じる。 

７.安全総括ＧＭは，第４条に定める保安に関する組織のうち，

使用済燃料の運搬に関する組織とは別の組織の者を，検査実

施ＧＭとして指名する。 

８．検査実施ＧＭは，自ら検査実施責任者となるか，第４条に

定める保安に関する組織のうち，検査の独立性確保を考慮

し，検査実施責任者を指名する。 

９．前項の検査実施責任者は，使用済燃料を発電所外に運搬す

る場合は，輸送物が法令に定められた技術基準に適合したも

のであることを確認するために，次の検査を実施する。使用

済燃料を他の号炉に運搬をする場合にも同様の検査を実施

する。 

（１）外観検査 

（２）気密漏えい検査 

（３）圧力測定検査 

（４）線量当量率検査 

（５）未臨界検査 

（６）温度測定検査 

（７）吊上検査 

（８）重量検査 

（９）収納物検査 

（１０）表面密度検査 

１０．燃料ＧＭは，使用済燃料を発電所外に運搬する場合

は，所長の承認を得る。 

条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定める区

域から運搬する場合は，表面汚染密度について確認を省略で

きる。 

５．課長（放射線管理）は，課長（燃料技術）が管理区域内で

第９２条（管理区域内における区域区分）第１項（１）に定

める区域に使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容器を移

動する場合は，移動前に容器等の表面汚染密度が法令に定め

る表面密度限度の１０分の１を超えていないことを確認す

る。 

６．課長（燃料技術）は，使用済燃料を発電所外に運搬する場

合は，輸送物が法令に定められた技術基準に適合するよう，

措置を講じる。 

７.検査総括責任者は，第４条に定める保安に関する組織のう

ち，使用済燃料の運搬に関する組織とは別の組織の者を，検

査実施責任者として指名する。 

 

 

 

８．前項の検査実施責任者は，使用済燃料を発電所外に運搬す

る場合は，輸送物が法令に定められた技術基準に適合したも

のであることを確認するために，次の検査を実施する。使用

済燃料を他の号炉に運搬をする場合にも同様の検査を実施

する。 

（１）外観検査 

（２）気密漏えい検査 

（３）圧力測定検査 

（４）線量当量率検査 

（５）未臨界検査 

（６）温度測定検査 

（７）吊上検査 

（８）重量検査 

（９）収納物検査 

（１０）表面密度検査 

９．課長（燃料技術）は，使用済燃料を発電所外に運搬する場

合は，所長の承認を得る。 
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第８章 施設管理 

 

（施設管理計画） 

第１０７条 原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受

けた設備に係る事項および「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」とい

う。)を含む要求事項への適合を維持し，原子炉施設の安全

を確保するため，以下の施設管理計画を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 施設管理の実施方針および施設管理目標 

(1) 社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，施設管理

の継続的な改善を図るため，施設管理の現状等を踏まえ，施

設管理の実施方針を定める。また，11.の施設管理の有効性

評価の結果および施設管理を行う観点から特別な状態（6.3

参照）を踏まえ施設管理の実施方針の見直しを行う。 

 

(2) さらに，第１０７条の６に定める長期施設管理方針を策定

または変更した場合には，長期施設管理方針に従い保全を実

施することを施設管理の実施方針に反映する。 

(3) 組織は，施設管理の実施方針に基づき，施設管理の改善を

図るための施設管理目標を設定する。また，11.の施設管理

の有効性評価の結果および施設管理を行う観点から特別な

状態（6.3参照）を踏まえ施設管理目標の見直しを行う。 

第８章 施設管理 

 

（施設管理計画） 

第１０７条 

原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受けた設備

に係る事項及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則」を含む要求事項への適合を維持し，原子

炉施設の安全を確保するため，以下の施設管理計画を定め

る。 

 

 

 

【施設管理計画】 

1. 用語の定義 

保全：プラントの運転に関わる設備の機能を確認，維持又は

向上させる活動。原子炉施設の安全確保を前提に，電

力の供給信頼性を維持するとの観点から設備の重要

さ度合いに応じて，効率性，経済性を考慮しながら行

われるもので，設計，点検，巡視，工事を含む。 

工事：補修，取替え及び改造の総称であり，建設，使用前点

検を含む。 

作業管理：保全のうち設計を除く点検，巡視，工事等のため

の作業の管理。 

 

2. 施設管理の実施方針及び施設管理目標 

(1) 社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，施設管

理の継続的な改善を図るため，施設管理の現状等を踏ま

え，施設管理の実施方針を定める。また，12.の施設管理

の有効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から特別な

状態（7.3 参照）を踏まえ施設管理の実施方針の見直しを

行う。 

(2) さらに，第１０７条の６に定める長期施設管理方針を策

定又は変更した場合には，長期施設管理方針に従い保全を

実施することを施設管理の実施方針に反映する。 

(3) 組織は，施設管理の実施方針に基づき，施設管理の改善

を図るための施設管理目標を設定する。また，１２．の施

設管理の有効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から

特別な状態（7.3 参照）を踏まえ施設管理目標の見直しを

第８章 施設管理 

 

（施設管理計画） 

第１０６条 原子炉施設について原子炉設置（変更）許可を受

けた設備に係る事項および「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」とい

う。）」を含む要求事項への適合を維持し，原子炉施設の安全

を確保するため，以下の施設管理計画を定める。施設管理に

関する業務を確実に実施するために，「施設管理要領」に従

い実施する。また，組織は，施設管理の業務に必要な文書を

「文書・記録管理基本要領」に従い品質マネジメントシステ

ムの文書として作成・管理し，施設管理の業務を実施する。 

 

１．用語の定義 

保全：プラントの運転に関わる設備の機能を確認，維持また

は向上させる活動。原子炉施設の安全確保を前提に，電力

の供給信頼性を維持するとの観点から設備の重要さ度合

いに応じて，効率性，経済性を考慮しながら行われるもの

で，設計，点検，巡視，工事を含む。 

工事：補修，取替えおよび改造の総称であり，建設，使用前

点検を含む。 

作業管理：保全のうち設計を除く点検，巡視，工事等のため

の作業の管理。 

 

２．施設管理の実施方針および施設管理目標 

（１）社長は，原子炉施設の安全確保を最優先として，施設管

理の継続的な改善を図るため，施設管理の現状等を踏ま

え，施設管理の実施方針を定める。また，１２．の施設管

理の有効性評価の結果，および施設管理を行う観点から特

別な状態（７．３参照）を踏まえ施設管理の実施方針の見

直しを行う。 

（２）さらに，第１０６条の６に定める長期施設管理方針を策

定または変更した場合には，長期施設管理方針に従い保全

を実施することを施設管理の実施方針に反映する。 

（３）所長は，「監視測定および分析基本要領」で定めた手順

により，社達で周知された施設管理の実施方針に基づき，

施設管理の改善を図るための施設管理目標を設定する。ま

た，１２．の施設管理の有効性評価の結果，および施設管

・TS-37 新規制基準適

用後の施設管理につ

いて 

 

 

 

 

・平成 22 年 6 月 15 日

付け「保安規定の変

更命令について」（以

下「保安規定変更命

令」という。）の反映

内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保安規定変更命令の

反映内容 
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2. 保全プログラムの策定 

組織は，1.の施設管理目標を達成するため，3.より 10.か

らなる保全プログラムを策定する。 

また，11.の施設管理の有効性評価の結果および施設管理

を行う観点から特別な状態（6.3 参照）を踏まえ保全プログ

ラムの見直しを行う。 

3. 保全対象範囲の策定 

組織は，原子炉施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき

対象範囲として次の各項の設備を選定する。 

(1) 重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高

度な信頼性の確保および維持が要求される機能を有する

設備 

(2) 重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の

信頼性の確保および維持が要求される機能を有する設備 

(3) 原子炉設置（変更）許可申請書ならびに設計及び工事計

画（変更）認可申請書で保管または設置要求があり，許可

または認可を得た設備 

(4) 自主対策設備※１（２号炉） 

(5) 炉心損傷または格納容器機能喪失を防止するために必

要な機能を有する設備 

(6) その他自ら定める設備 

 

※１：自主対策設備とは，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則」の全ての要求事項を満

たすことや全てのプラント状況において使用するこ

とは困難であるが，プラント状況によっては，事故対

応に有効な設備をいう。 

 

4. 施設管理の重要度の設定 

組織は，3.の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を

明確にした上で，構築物，系統および機器の施設管理の重要

度として点検に用いる重要度（以下「保全重要度」という。）

と設計および工事に用いる重要度を設定する。 

(1) 系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するた

め，重大事故等対処設備（２号炉）に該当することおよび

行う。 

 

 

3. 保全プログラムの策定 

組織は，2.の施設管理目標を達成するため 4.より 11.から

なる保全プログラムを策定する。また，12.の施設管理の有

効性評価の結果，及び施設管理を行う観点から特別な状態

（7.3参照）を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

 

4. 保全対象範囲の策定 

組織は，原子炉施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき

対象範囲として次の各項の設備を選定する。 

(1) 重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高

度な信頼性の確保及び維持が要求される機能を有する設

備 

(2) 重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の

信頼性の確保及び維持が要求される機能を有する設備 

(3) 原子炉設置（変更）許可申請書及び設計及び工事計画（変

更）認可申請書で保管又は設置要求があり，許可又は認可

を得た設備 

(4) 自主対策設備※１（７号炉） 

(5) 炉心損傷又は格納容器機能喪失を防止するために必要

な機能を有する設備 

(6) その他自ら定める設備 

 

※１：自主対策設備とは，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則」の全ての要求事項を満

たすことや全てのプラント状況において使用するこ

とは困難であるが，プラント状況によっては，事故対

応に有効な設備をいう。 

 

5. 施設管理の重要度の設定 

組織は，4.の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を

明確にした上で，構築物，系統及び機器の施設管理の重要度

として点検に用いる重要度（以下「保全重要度」という。）

と設計及び工事に用いる重要度を設定する。 

(1) 系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するた

め重大事故等対処設備（７号炉）に該当すること及び重要

理を行う観点から特別な状態（７．３参照）を踏まえ施設

管理目標の見直しを行う。 

 

３．保全プログラムの策定 

組織は，２．の施設管理目標を達成するため，４．より１１．

からなる保全プログラムを策定する。また，１２．の施設管理

の有効性評価の結果，および施設管理を行う観点から特別な状

態（７．３参照）を踏まえ保全プログラムの見直しを行う。 

 

４．保全対象範囲の策定 

組織は，原子炉施設の中から，各号炉毎に保全を行うべき対

象範囲として次の各項の設備を選定する。 

（１）重要度分類指針において，一般の産業施設よりも更に高

度な信頼性の確保および維持が要求される機能を有する

設備 

（２）重要度分類指針において，一般の産業施設と同等以上の

信頼性の確保および維持が要求される機能を有する設備 

（３）原子炉設置（変更）許可申請書および設計及び工事計画

（変更）認可申請書で保管または設置要求があり，許可ま

たは認可を得た設備 

（４）自主対策設備※１（２号炉） 

（５）炉心損傷または格納容器機能喪失を防止するために必要

な機能を有する設備 

（６）その他，自ら定める設備 

 

※１：自主対策設備とは，技術基準規則の全ての要求事項を

満たすことや全てのプラント状況において使用するこ

とは困難であるが，プラント状況によっては，事故対

応に有効な設備をいう。 

 

 

５．施設管理の重要度の設定 

組織は，４．の保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を

明確にした上で，構築物，系統および機器の施設管理の重要度

として点検に用いる重要度（以下「保全重要度」という。）と

設計および工事の重要度を設定する。 

（１）系統の保全重要度は，原子炉施設の安全性を確保するた

め重大事故等対処設備（２号炉）に該当することおよび重
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重要度分類指針の重要度に基づき確率論的リスク評価か

ら得られるリスク情報を考慮して設定する。 

(2) 機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要

度と整合するよう設定する。なお，この際，機器が故障し

た場合の系統機能への影響，確率論的リスク評価から得ら

れるリスク情報および運転経験等を考慮することができ

る。 

(3) 構築物の保全重要度は，(1)または(2)に基づき設定す

る。 

(4) 設計および工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性

を確保するため，重大事故等対処設備（２号炉）の該当有

無，重要度分類指針の重要度等に基づき設定する。 

(5) 次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。 

 

5. 保全活動管理指標の設定，監視計画の策定および監視 

(1) 組織は，保全の有効性を監視，評価するために，4.の施

設管理の重要度を踏まえ，施設管理目標の中でプラントレ

ベルおよび系統レベルの保全活動管理指標を設定する。 

a. プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のも

のを設定する。 

① ７０００臨界時間あたりの計画外自動・手動スクラム

回数 

② ７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

③ 工学的安全施設の計画外作動回数 

b. 系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，4.(1)の施設管

理の重要度の高い系統のうち，重要度分類指針クラス１，

クラス２およびリスク重要度の高い系統機能ならびに重

大事故等対処設備（２号炉）に対して以下のものを設定す

る。 

① 予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

② 非待機（ＵＡ）時間※２ 

 

 

 

(2) 組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定

する。また，10.の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全

度分類指針の重要度に基づき，確率論的リスク評価から得

られるリスク情報を考慮して設定する。 

(2) 機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要

度と整合するよう設定する。 

なお，この際，機器が故障した場合の系統機能への影響，

確率論的リスク評価から得られるリスク情報，運転経験等

を考慮することができる。 

(3) 構築物の保全重要度は，(1)又は(2)に基づき設定する。 

 

(4) 設計及び工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性を

確保するため，重大事故等対処設備（７号炉）の該当有無，

重要度分類指針の重要度等を組み合わせて設定する。 

(5) 次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。 

 

6. 保全活動管理指標の設定，監視計画の策定及び監視 

(1) 組織は，保全の有効性を監視，評価するために 5.の施設

管理の重要度を踏まえ，施設管理目標の中でプラントレベ

ル及び系統レベルの保全活動管理指標を設定する。 

a) プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のもの

を設定する。 

ⅰ．７０００臨界時間あたりの計画外自動・手動スクラ

ム回数  

ⅱ．７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

ⅲ．工学的安全施設の計画外作動回数 

b) 系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，5.(1)の施設管

理の重要度の高い系統のうち，重要度分類指針クラス１，

クラス２及びリスク重要度の高い系統機能並びに重大事

故等対処設備（７号炉）に対して以下のものを設定する。 

 

ⅰ．予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

ⅱ．非待機（ＵＡ）時間※２ 

※２：非待機（ＵＡ）時間については，待機状態にある機

能及び待機状態にある系統の動作に必須の機能に

対してのみ設定する（以下，本条において同じ。）。 

(2) 組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定

する。また，11.の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全

要度分類指針の重要度に基づき，確率論的リスク評価から

得られるリスク情報を考慮して設定する。 

（２）機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要

度と整合するよう設定する。なお，この際，機器が故障し

た場合の系統機能への影響，確率論的リスク評価から得ら

れるリスク情報，運転経験等を考慮することができる。 

 

（３）構築物の保全重要度は，（１）または（２）に基づき設

定する。 

（４）設計および工事に用いる重要度は，原子炉施設の安全性

を確保するため，重大事故等対処設備（２号炉）の該当有

無，重要度分類指針の重要度等を組み合わせて設定する。 

（５）次項以降の保全活動は重要度に応じた管理を行う。 

 

６．保全活動管理指標の設定，監視計画の策定および監視 

（１）組織は，保全の有効性を監視，評価するために５．の施

設管理の重要度を踏まえ，施設管理目標の中でプラントレ

ベルおよび系統レベルの保全活動管理指標を設定する。 

ａ．プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標として，以下のも

のを設定する。 

（ａ）７０００臨界時間あたりの計画外自動・手動ス

クラム回数 

（ｂ）７０００臨界時間あたりの計画外出力変動回数 

（ｃ）工学的安全施設の計画外作動回数 

ｂ．系統レベルの保全活動管理指標 

系統レベルの保全活動管理指標として，５．（１）の施

設管理の重要度の高い系統のうち，重要度分類指針クラ

ス１，クラス２およびリスク重要度の高い系統機能なら

びに重大事故等対処設備（２号炉）に対して以下のもの

を設定する。 

（ａ）予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数 

（ｂ）非待機（ＵＡ）時間※２ 

 

 

 

（２）組織は，以下に基づき保全活動管理指標の目標値を設定

する。また，１１．の保全の有効性評価の結果を踏まえ保
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活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

a. プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標の目標値は，運転

実績を踏まえて設定する。 

b. 系統レベルの保全活動管理指標 

①予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実績，

重要度分類指針の重要度，リスク重要度を考慮して設定

する。 

②非待機（ＵＡ）時間※２の目標値は，点検実績および第４

章第３節（運転上の制限）第１９条から第７６条の第３

項で定める要求される措置の完了時間を参照して設定

する。 

(3) 組織は，プラントまたは系統の供用開始までに，保全活

動管理指標の監視項目，監視方法および算出周期を具体的

に定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画

の始期および期間に関することを含める。 

(4) 組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報

の採取および監視を実施し，その結果を記録する。 

 

※２：非待機（ＵＡ）時間については，待機状態にある機

能および待機状態にある系統の動作に必須の機能

に対してのみ設定する。 

 

6. 保全計画の策定 

(1) 組織は，3.の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策

定する。なお，保全計画には，計画の始期および期間に関

することを含める。 

a．点検計画（6.1参照） 

b．設計および工事の計画（6.2参照） 

c．特別な保全計画（6.3参照） 

(2) 組織は，保全計画の策定にあたって，4.の施設管理の重

要度を勘案し，必要に応じて次の事項を考慮する。また，

10.の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直し

を行う。 

a．運転実績，事故および故障事例などの運転経験 

b．使用環境および設置環境 

c．劣化，故障モード 

d．機器の構造等の設計的知見 

活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

a) プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標の目標値は，運転実

績を踏まえて設定する。 

b) 系統レベルの保全活動管理指標 

ⅰ．予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運転実

績，重要度分類指針の重要度，リスク重要度を考慮し

て設定する。 

ⅱ．非待機（ＵＡ）時間の目標値は，点検実績及び第４

章第３節（運転上の制限）第１９条から第７１条の第

３項で定める要求される措置の完了時間を参照して設

定する。 

(3) 組織は，プラント又は系統の供用開始までに，保全活動

管理指標の監視項目，監視方法及び算出周期を具体的に定

めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画の始

期及び期間に関することを含める。 

(4) 組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報

の採取及び監視を実施し，その結果を記録する。 

 

 

 

 

 

7. 保全計画の策定 

(1) 組織は，4.の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を策

定する。なお，保全計画には，計画の始期及び期間に関す

ることを含める。 

a) 点検計画（7.1参照） 

b) 設計及び工事の計画（7.2参照） 

c) 特別な保全計画（7.3参照） 

(2) 組織は，保全計画の策定にあたって，5.の施設管理の重

要度を勘案し，必要に応じて次の事項を考慮する。また，

11.の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直し

を行う。 

a) 運転実績，事故及び故障事例などの運転経験 

b) 使用環境及び設置環境 

c) 劣化，故障モード 

d) 機器の構造等の設計的知見 

全活動管理指標の目標値の見直しを行う。 

ａ．プラントレベルの保全活動管理指標 

プラントレベルの保全活動管理指標の目標値は，運転

実績を踏まえて設定する。 

ｂ．系統レベルの保全活動管理指標 

（ａ）予防可能故障（ＭＰＦＦ）回数の目標値は，運

転実績，重要度分類指針の重要度，リスク重要度

を考慮して設定する。 

（ｂ）非待機（ＵＡ）時間の目標値は，点検実績およ

び第４章第３節（運転上の制限）第１９条から第

７４条の第３項で定める要求される措置の完了時

間を参照して設定する。 

（３）組織は，プラントまたは系統の供用開始までに，保全活

動管理指標の監視項目，監視方法および算出周期を具体的

に定めた監視計画を策定する。なお，監視計画には，計画

の始期および期間に関することを含める。 

（４）組織は，監視計画に従い保全活動管理指標に関する情報

の採取および監視を実施し，その結果を記録する。 

 

※２：非待機（ＵＡ）時間については，待機状態にある機

能および待機状態にある系統の動作に必須の機能

に対してのみ設定する。 

 

７．保全計画の策定 

（１）組織は，４．の保全対象範囲に対し，以下の保全計画を

策定する。なお，保全計画には，計画の始期および期間に

関することを含める。 

ａ．点検の計画（７．１参照） 

ｂ．設計および工事の計画（７．２参照） 

ｃ．特別な保全計画（７．３参照） 

（２）組織は，保全計画の策定にあたって，５．の施設管理の

重要度を勘案し，必要に応じて次の事項を考慮する。また，

１１．の保全の有効性評価の結果を踏まえ保全計画の見直

しを行う。 

ａ．運転実績，事故および故障事例などの運転経験 

ｂ．使用環境および設置環境 

ｃ．劣化，故障モード 

ｄ．機器の構造等の設計的知見 
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e．科学的知見 

(3) 組織は，保全の実施段階での原子炉の安全性が確保され

ていることを確認するとともに，安全機能に影響を及ぼす

可能性のある行為を把握し，保全計画を策定する。 

 

6.1 点検計画の策定 

(1) 組織は，原子炉停止中または運転中に点検を実施する場

合は，あらかじめ保全方式を選定し，点検の方法ならびに

それらの実施頻度および実施時期を定めた点検計画を策

定する。 

(2) 組織は，構築物，系統および機器の適切な単位ごとに，

予防保全を基本として，以下に示す保全方式から適切な方

式を選定する。 

a. 予防保全 

①時間基準保全 

②状態基準保全 

b. 事後保全 

(3) 組織は，選定した保全方式の種類に応じて，次の事項を

定める。 

a. 時間基準保全 

点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①点検の具体的方法 

②構築物，系統および機器が所定の機能を発揮しうる状

態にあることを確認・評価するために必要なデータ項

目，評価方法および管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

なお，時間基準保全を選定した機器に対して，運転中

に設備診断技術を使った状態監視データ採取，巡視点検

または定例試験の状態監視を実施する場合は，状態監視

の内容に応じて，状態基準保全を選定した場合に準じて

必要な事項を定める。 

b. 状態基準保全 

(a) 設備診断技術を使い状態監視データを採取する時期

までに，次の事項を定める。 

①状態監視データの具体的採取方法 

②機器の故障の兆候を検知するために必要な状態監視

データ項目，評価方法および必要な対応を適切に判断

e) 科学的知見 

(3) 組織は，保全の実施段階での原子炉の安全性が確保され

ていることを確認するとともに，安全機能に影響を及ぼす

可能性のある行為を把握し，保全計画を策定する。 

 

7.1 点検計画の策定 

(1) 組織は，原子炉停止中又は運転中に点検を実施する場合

は，あらかじめ保全方式を選定し，点検の方法並びにそれ

らの実施頻度及び実施時期を定めた点検計画を策定する。 

 

(2) 組織は，構築物，系統及び機器の適切な単位ごとに，予

防保全を基本として，以下に示す保全方式から適切な方式

を選定する。 

a) 予防保全 

ⅰ．時間基準保全 

ⅱ．状態基準保全 

b) 事後保全 

(3) 組織は，選定した保全方式の種類に応じて，次の事項を

定める。 

a) 時間基準保全 

点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

①点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態

にあることを確認・評価するために必要なデータ項目，

評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

なお，時間基準保全を選定した機器に対して，運転中に

設備診断技術を使った状態監視データ採取，巡視点検又は

定例試験の状態監視を実施する場合は，状態監視の内容に

応じて，状態基準保全を選定した場合に準じて必要な事項

を定める。 

b) 状態基準保全 

ⅰ．設備診断技術を使い状態監視データを採取する時期

までに，次の事項を定める。 

①状態監視データの具体的採取方法 

②機器の故障の兆候を検知するために必要な状態監

視データ項目，評価方法及び必要な対応を適切に判

ｅ．科学的知見 

（３）組織は，保全の実施段階での原子炉の安全性が確保され

ていることを確認するとともに，安全機能に影響を及ぼす

可能性のある行為を把握し，保全計画を策定する。 

 

７．１ 点検の計画策定 

（１）組織は，原子炉停止中または運転中に点検を実施する場

合，あらかじめ保全方式を選定し，点検の方法ならびにそ

れらの実施頻度および実施時期を定めた点検計画を策定

する。 

（２）組織は，構築物，系統および機器の適切な単位ごとに，

予防保全を基本として，以下に示す保全方式から適切な方

式を選定する。 

ａ．予防保全 

（ａ）時間基準保全 

（ｂ）状態基準保全 

ｂ．事後保全 

（３）組織は，選定した保全方式の種類に応じて，次の事項を

定める。 

ａ．時間基準保全 

点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

（ａ）点検の具体的方法 

（ｂ）構築物，系統および機器が所定の機能を発揮し

うる状態にあることを確認・評価するために必要

なデータ項目，評価方法および管理基準 

（ｃ）実施頻度 

（ｄ）実施時期 

なお，時間基準保全を選定した機器に対して，運転中

に設備診断技術を使った状態監視データ採取，巡視点検

または定例試験の状態監視を実施する場合，状態監視の

内容に応じて，状態基準保全を選定した場合に準じて必

要な事項を定める。 

ｂ．状態基準保全 

（ａ）設備診断技術を使い状態監視データを採取する

時期までに，次の事項を定める。 

①状態監視データの具体的採取方法 

②機器の故障の兆候を検知するために必要な状態

監視データ項目，評価方法および必要な対応を
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するための管理基準 

③状態監視データ採取頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

(b) 巡視点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

 

①巡視点検の具体的方法 

②構築物，系統および機器の状態を監視するために必要

なデータ項目，評価方法および管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達するかまたは故障の兆候

を発見した場合の対応方法 

(c) 定例試験を実施する時期までに，次の事項を定める。 

 

①定例試験の具体的方法 

②構築物，系統および機器が所定の機能を発揮しうる状

態にあることを確認・評価するために必要なデータ項

目，評価方法および管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

c. 事後保全 

事後保全を選定した場合は，機能喪失の発見後，修復を

実施する前に，修復方法，修復後に所定の機能を発揮する

ことの確認方法および修復時期を定める。 

(4) 組織は，点検を実施する構造物，系統および機器が，所

定の機能を発揮しうる状態にあることを事業者検査※３に

より確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

a. 事業者検査の具体的方法 

b. 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要な事業者検査の項目，評価方法および管

理基準 

c. 事業者検査の実施時期 

※３：事業者検査とは，点検および工事に伴うリリースのた

め，点検および工事とは別に，要求事項への適合を確

認する合否判定行為であり，第１０７条の４による使

用前事業者検査および第１０７条の５による定期事

断するための管理基準 

③状態監視データ採取頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

ⅱ．巡視点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

 

①巡視点検の具体的方法 

②構築物，系統及び機器の状態を監視するために必要

なデータ項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達するか又は故障の兆候

を発見した場合の対応方法 

ⅲ．定例試験を実施する時期までに，次の事項を定める。 

 

①定例試験の具体的方法 

②構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状

態にあることを確認・評価するために必要なデータ

項目，評価方法及び管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

c) 事後保全 

事後保全を選定した場合は，機能喪失の発見後，修復を

実施する前に，修復方法，修復後に所定の機能を発揮する

ことの確認方法及び修復時期を定める。 

(4) 組織は，点検を実施する構築物，系統及び機器が，所定

の機能を発揮しうる状態にあることを事業者検査※３によ

り確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

a) 事業者検査の具体的方法 

b) 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要な事業者検査の項目，評価方法及び管理

基準 

c)  事業者検査の実施時期 

※３：事業者検査とは，点検及び工事に伴うリリースのため，

点検及び工事とは別に，要求事項への適合を確認する

合否判定行為であり，第１０７条の４による使用前事

業者検査及び第１０７条の５による定期事業者検査

適切に判断するための管理基準 

③状態監視データ採取頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

（ｂ）巡視点検を実施する時期までに，次の事項を定

める。 

①巡視点検の具体的方法 

②構築物，系統および機器の状態を監視するため

に必要なデータ項目，評価方法および管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達するかまたは故障の

兆候を発見した場合の対応方法 

（ｃ）定例試験を実施する時期までに，次の事項を定

める。 

①定例試験の具体的方法 

②構築物，系統および機器が所定の機能を発揮し

うる状態にあることを確認・評価するために必

要なデータ項目，評価方法および管理基準 

③実施頻度 

④実施時期 

⑤機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

ｃ．事後保全 

事後保全を選定した場合，機能喪失の発見後，修復を

実施する前に，修復方法，修復後に所定の機能を発揮す

ることの確認方法および修復時期を定める。 

（４）組織は，点検を実施する構築物，系統および機器が，所

定の機能を発揮しうる状態にあることを事業者検査※３に

より確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

ａ．事業者検査の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要な事業者検査の項目，評価方法および管

理基準 

ｃ．事業者検査の実施時期 

※３：事業者検査とは，点検および工事に伴うリリースの

ため，点検および工事とは別に，要求事項への適合

を確認する合否判定行為であり，第１０６条の４に

よる使用前事業者検査および第１０６条の５によ
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業者検査をいう（以下，本条において同じ。）。 

 

 

6.2 設計および工事の計画の策定 

(1) 組織は，設計および工事を実施する場合は，あらかじめ

その方法および実施時期を定めた設計および工事の計画

を策定する。また，安全上重要な機器等の工事を実施する

場合は，その計画段階において，法令に基づく必要な手続

き※４の要否について確認を行い，その結果を記録する。 

 

 

(2) 組織は，原子炉施設に対する使用前点検を行う場合は，

使用前点検の方法ならびにそれらの実施頻度および実施

時期を定めた使用前点検の計画を策定する。 

(3) 組織は，工事を実施する構築物，系統および機器が，所

定の機能を発揮しうる状態にあることを事業者検査なら

びに事業者検査以外の検査および試験（以下「試験等」と

いう。）により確認・評価する時期までに，次の事項を定

める。 

a．事業者検査および試験等の具体的方法 

b．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要な事業者検査および試験等の項目，評価

方法および管理基準 

c．事業者検査および試験等の実施時期 

 

※４：法令に基づく必要な手続きとは，原子炉等規制法第４

３条の３の８（変更の許可及び届出等），第４３条の

３の９（設計及び工事の計画の認可），第４３条の３

の１０（設計及び工事の計画の届出）および第４３条

の３の１１第３項（使用前事業者検査の確認申請）な

らびに電気事業法第４７条・第４８条（工事計画）お

よび第４９条・第５０条（使用前検査）に係る手続き

をいう（以下，第１１９条において同じ。）。 

 

 

 

6.3 特別な保全計画の策定 

(1) 組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実

をいう(以下，本条において同じ。)。 

 

 

7.2 設計及び工事の計画の策定 

(1) 組織は，設計及び工事を実施する場合は，あらかじめそ

の方法及び実施時期を定めた設計及び工事の計画を策定

する。また，安全上重要な機器及び構造物の工事を実施す

る場合は，その計画段階において，法令に基づく必要な手

続き※４の要否について確認を行い，その結果を記録する。 

 

 

(2) 組織は，原子炉施設に対する使用前点検を行う場合は，

使用前点検の方法並びにそれらの実施頻度及び実施時期

を定めた使用前点検の計画を策定する。 

(3) 組織は，工事を実施する構築物，系統及び機器が，所定

の機能を発揮しうる状態にあることを事業者検査並びに

事業者検査以外の検査及び試験（以下「試験等」という。）

により確認・評価する時期までに，次の事項を定める。 

 

a) 事業者検査及び試験等の具体的方法 

b) 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要な事業者検査及び試験等の項目，評価方

法及び管理基準 

c) 事業者検査及び試験等の実施時期 

 

※４：法令に基づく手続きとは，原子炉等規制法 第４３条

の３の８（変更の許可及び届出等），第４３条の３の

９（設計及び工事の計画の認可），第４３条の３の１

０（設計及び工事の計画の届出）及び第４３条の３の

１１第３項（使用前事業者検査の確認申請），並びに

電気事業法第４７条・第４８条（工事計画）及び第４

９条・第５０条（使用前検査）に係る手続きをいう。 

 

 

 

 

7.3 特別な保全計画の策定 

(1) 組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実

る定期事業者検査をいう(以下，本条において同

じ。)。 

 

７．２ 設計および工事の計画の策定 

（１）組織は，設計および工事を実施する場合，あらかじめそ

の方法および実施時期を定めた設計および工事の計画を

策定する。また，安全上重要な機器の工事を実施する場合

は，その計画段階において，法令に基づく必要な手続き※

４の要否について確認を行い，法令に基づく必要な手続き

の要否およびその内容（手続きが不要と判断した場合，そ

の理由を含む。）を記録する。 

（２）組織は，原子炉施設に対する使用前点検を行う場合は，

使用前点検の方法ならびにそれらの実施頻度および実施

時期を定めた使用前点検の計画を策定する。 

（３）組織は，工事を実施する構築物，系統および機器が，所

定の機能を発揮しうる状態にあることを，事業者検査なら

びに事業者検査以外の検査および試験（以下「試験等」と

いう。）により確認・評価する時期までに，次の事項を定

める。 

ａ．事業者検査および試験等の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要な事業者検査および試験等の項目，評価

方法および管理基準 

ｃ．事業者検査および試験等の実施時期 

 

※４：法令に基づく必要な手続きとは，「原子炉等規制法」

の第４３条の３の８（変更の許可及び届出等），第

４３条の３の９（設計及び工事の計画の認可），第

４３条の３の１０（設計及び工事の計画の届出）お

よび第４３条の３の１１第３項（使用前事業者検査

の確認申請）ならびに「電気事業法」の第４７条・

第４８条（工事計画）および第４９条・第５０条（使

用前検査）に係る手続きをいう。なお，手続きが不

要と判断した場合にも，その理由を併せて記録す

る。（以下，第１１９条（記録）において同じ。） 

 

７．３ 特別な保全計画の策定 

（１）組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実
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施する場合などは，特別な措置として，あらかじめ当該原

子炉施設の状態に応じた保全方法および実施時期を定め

た計画を策定する。 

(2) 組織は，特別な保全計画に基づき保全を実施する構築

物，系統および機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあ

ることを点検により確認・評価する時期までに，次の事項

を定める。 

a. 点検の具体的方法 

b. 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要な点検の項目，評価方法および管理基準 

c. 点検の実施時期 

 

7. 保全の実施 

(1) 組織は，6.で定めた保全計画に従って保全を実施する。 

(2) 組織は，保全の実施にあたって，第１０７条の２による

設計管理および第１０７条の３による作業管理を実施す

る。 

(3) 組織は，保全の結果について記録する。 

 

8. 保全の結果の確認・評価 

(1) 組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採

取した構築物，系統および機器の保全の結果から所定の機

能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※５までに確

認・評価し，記録する。 

(2) 組織は，原子炉施設の使用を開始するために，所定の機

能を発揮しうる状態にあることを検証するため，事業者検

査を実施する。 

(3) 組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができ

ない場合には，定めたプロセスに基づき，保全が実施され

ていることを，所定の時期※５までに確認・評価し，記録す

る。 

 

※５：所定の時期とは，所定の機能が要求される時またはあ

らかじめ計画された保全の完了時をいう。 

 

9. 不適合管理，是正処置および未然防止処置 

(1) 組織は，施設管理の対象となる施設およびプロセスを監

視し，以下の a.および b.の状態に至らないよう通常と異

施する場合などは，特別な措置として，あらかじめ当該原

子炉施設の状態に応じた保全方法及び実施時期を定めた

計画を策定する。 

(2) 組織は，特別な保全計画に基づき保全を実施する構築

物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる状態にある

ことを点検により確認・評価する時期までに，次の事項を

定める。 

a) 点検の具体的方法 

b) 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要な点検の項目，評価方法及び管理基準 

c) 点検の実施時期 

 

8. 保全の実施 

(1) 組織は，7.で定めた保全計画に従って保全を実施する。 

(2) 組織は，保全の実施にあたって，第１０７条の２による

設計管理及び第１０７条の３による作業管理を実施する。 

 

(3) 組織は，保全の結果について記録する。 

 

9. 保全の結果の確認・評価 

(1) 組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採

取した構築物，系統及び機器の保全の結果から所定の機能

を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※５までに確

認･評価し，記録する。 

(2) 組織は，原子炉施設の使用を開始するために，所定の機

能を発揮しうる状態にあることを検証するため，事業者検

査を実施する。 

(3) 組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができ

ない場合には，定めたプロセスに基づき，保全が実施され

ていることを，所定の時期※５までに確認・評価し，記録す

る。 

 

※５：所定の時期とは，所定の機能が要求される時又はあら

かじめ計画された保全の完了時をいう。 

 

10. 不適合管理，是正処置及び未然防止処置 

(1) 組織は，施設管理の対象となる施設及びプロセスを監視

し，以下の a)及び b)の状態に至らないよう通常と異なる

施する場合などは，特別な措置として，あらかじめ当該原

子炉施設の状態に応じた保全方法および実施時期を定め

た計画を策定する。 

（２）組織は，特別な保全計画に基づき保全を実施する構築物，

系統および機器が，所定の機能を発揮しうる状態にあるこ

とを点検により確認・評価する時期までに，次の事項を定

める。 

ａ．点検の具体的方法 

ｂ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要な点検の項目，評価方法および管理基準 

ｃ．点検の実施時期 

 

８．保全の実施 

（１）組織は，７．で定めた保全計画に従って保全を実施する。 

（２）組織は，保全の実施にあたって，第１０６条の２による

設計管理および第１０６条の３による作業管理を実施す

る。 

（３）組織は，保全の結果について記録する。 

 

９．保全の結果の確認・評価 

（１）組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採

取した構築物，系統および機器の保全の結果から所定の機

能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期※５までに確

認・評価し，記録する。 

（２）組織は，原子炉施設の使用を開始するために，所定の機

能を発揮しうる状態にあることを検証するため，事業者検

査を実施する。 

（３）組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができ

ない場合には，定めたプロセスに基づき，保全が実施され

ていることを，所定の時期※５までに確認・評価し，記録す

る。 

 

※５：所定の時期とは，所定の機能が要求される時または

あらかじめ計画された保全の完了時をいう。 

 

10．不適合管理，是正処置および未然防止処置 

（１）組織は，施設管理の対象となる施設およびプロセスを監

視し，以下のａ．およびｂ．の状態に至らないよう通常と
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なる状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じるととも

に，以下の a.および b.に至った場合には，不適合管理を

行った上で，是正処置を講じる。 

a. 保全を実施した構築物，系統および機器が所定の機能

を発揮しうることを確認・評価できない場合 

b. 最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場

合にあって，定めたプロセスに基づき，保全が実施され

ていることが確認・評価できない場合 

(2) 組織は，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自

らの組織で起こり得る問題の影響に照らし，適切な未然防

止処置を講じる。 

(3) 組織は，(1)および(2)の活動を第３条に基づき実施す

る。 

 

10. 保全の有効性評価 

組織は，保全活動から得られた情報等から，保全の有効性

を評価し，保全が有効に機能していることを確認するととも

に，継続的な改善につなげる。 

(1) 組織は，あらかじめ定めた時期および内容に基づき，保

全の有効性を評価する。なお，保全の有効性評価は，以下

の情報を適切に組み合わせて行う。 

 

a. 保全活動管理指標の監視結果 

b. 保全データの推移および経年劣化の長期的な傾向監視

の実績 

c. トラブルなど運転経験 

d. 高経年化技術評価および定期安全レビュー結果 

e. 他プラントのトラブルおよび経年劣化傾向に係るデー

タ 

f. リスク情報，科学的知見 

(2) 組織は，保全の有効性評価の結果を踏まえ，構築物，系

統および機器の保全方式を変更する場合には，6.1 に基づ

き保全方式を選定する。また，構築物，系統および機器の

点検間隔を変更する場合には，保全重要度を踏まえた上

で，以下の評価方法を活用して評価する。 

a. 点検および取替結果の評価 

b. 劣化トレンドによる評価 

c. 類似機器等のベンチマークによる評価 

状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じるとともに，

以下の a)及び b)に至った場合には，不適合管理を行った

上で，是正処置を講じる。 

a) 保全を実施した構築物，系統及び機器が所定の機能を

発揮しうることを確認・評価できない場合 

b) 最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場

合にあって，定めたプロセスに基づき，保全が実施され

ていることが確認・評価できない場合 

(2) 組織は，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自

らの組織で起こり得る問題の影響に照らし，適切な未然防

止処置を講じる。 

(3) 組織は，(1)及び(2)の活動を第３条に基づき実施する。 

 

 

11. 保全の有効性評価 

組織は，保全活動から得られた情報等から，保全の有効性

を評価し，保全が有効に機能していることを確認するととも

に，継続的な改善につなげる。 

(1) 組織は，あらかじめ定めた時期及び内容に基づき，保全

の有効性を評価する。 

なお，保全の有効性評価は，以下の情報を適切に組み合

わせて行う。 

a) 保全活動管理指標の監視結果 

b) 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の

実績 

c) トラブルなど運転経験 

d) 高経年化技術評価及び定期安全レビュー結果 

e) 他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

 

f) リスク情報，科学的知見 

(2) 組織は，保全の有効性評価の結果を踏まえ，構築物，系

統及び機器の保全方式を変更する場合には，7.1 に基づき

保全方式を選定する。また，構築物，系統及び機器の点検

間隔を変更する場合には，保全重要度を踏まえた上で，以

下の評価方法を活用して評価する。 

a) 点検及び取替結果の評価 

b) 劣化トレンドによる評価 

c) 類似機器等のベンチマークによる評価 

異なる状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じるとと

もに，以下のａ．およびｂ．に至った場合には，不適合管

理を行った上で是正処置を講じる。 

ａ．保全を実施した構築物，系統および機器が所定の機能

を発揮しうることを確認・評価できない場合。 

ｂ．最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場

合にあって，定めたプロセスに基づき，保全が実施され

ていることが確認・評価できない場合。 

（２）組織は，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自

らの組織で起こり得る問題の影響に照らし，適切な未然防

止処置を講じる。 

（３）組織は，（１）および（２）の活動を第３条に基づき実

施する。 

 

11．保全の有効性評価 

組織は，保全活動から得られた情報等から，保全の有効性を

評価し，保全が有効に機能していることを確認するとともに，

継続的な改善につなげる。 

（１）組織は，あらかじめ定めた時期および内容に基づき，保

全の有効性を評価する。なお，保全の有効性評価は，以下

の情報を適切に組み合わせて行う。 

 

ａ．保全活動管理指標の監視結果 

ｂ．保全データの推移および経年劣化の長期的な傾向監視

の実績 

ｃ．トラブルなど運転経験 

ｄ．高経年化技術評価および定期安全レビュー結果 

ｅ．他プラントのトラブルおよび経年劣化傾向に係るデー

タ 

ｆ．リスク情報，科学的知見 

（２）組織は，保全の有効性評価の結果を踏まえ，構築物，系

統および機器の保全方式を変更する場合には，７．１に基

づき保全方式を選定する。また，構築物，系統および機器

の点検間隔を変更する場合には，保全重要度を踏まえた上

で，以下の評価方法を活用して評価する。 

ａ．点検および取替結果の評価 

ｂ．劣化トレンドによる評価 

ｃ．類似機器等のベンチマークによる評価 
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d. 研究成果等による評価 

(3) 組織は，保全の有効性評価の結果とその根拠および必要

となる改善内容について記録する。 

 

11. 施設管理の有効性評価 

(1) 組織は，10.の保全の有効性評価の結果および 1.の施設

管理目標の達成度から，定期的に施設管理の有効性を評価

し，施設管理が有効に機能していることを確認するととも

に，継続的な改善につなげる。 

(2) 組織は，施設管理の有効性評価の結果およびその根拠な

らびに改善内容について記録する。 

 

12. 構成管理 

組織は，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を維持する。 

(1) 設計要件（第３条 7.2.1 に示す個別業務等要求事項のう

ち，「構築物，系統および機器がどのようなものでなけれ

ばならないか」という要件を含む第１０７条の２の設計に

対する要求事項をいう。） 

(2) 施設構成情報（第３条 4.2.1 に示す文書のうち，「構築

物，系統および機器がどのようなものかを示す図書および

情報」をいう。） 

(3) 物理的構成（実際の構築物，系統および機器をいう。） 

 

13. 情報共有 

組織は，保全を行った事業者から得られた保安の向上に資

するために必要な技術情報を，ＢＷＲ事業者協議会を通じて

他の原子炉設置者と情報共有を行う。 

d) 研究成果等による評価 

(3) 組織は，保全の有効性評価の結果とその根拠及び必要と

なる改善内容について記録する。 

 

12. 施設管理の有効性評価 

(1) 組織は，11.の保全の有効性評価の結果及び 2.の施設管

理目標の達成度から，定期的に施設管理の有効性を評価

し，施設管理が有効に機能していることを確認するととも

に，継続的な改善につなげる。 

(2) 組織は，施設管理の有効性評価の結果とその根拠及び改

善内容について記録する。 

 

13. 構成管理 

組織は，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を維持する。 

(1) 設計要件（第３条７．２．１に示す業務・原子炉施設に

対する要求事項のうち，「構築物，系統及び機器がどのよ

うなものでなければならないか」という要件を含む第１０

７条の２の設計に対する要求事項をいう。） 

(2) 施設構成情報（第３条４．２．１に示す文書のうち，「構

築物，系統及び機器がどのようなものかを示す図書，情報」

をいう。） 

(3) 物理的構成（実際の構築物，系統及び機器をいう。） 

 

14. 情報共有 

組織は，保全を行った事業者から得られた保安の向上に資

するために必要な技術情報を，ＢＷＲ事業者協議会を通じて

他の原子炉設置者と共有する。 

ｄ．研究成果等による評価 

（３）組織は，保全の有効性評価の結果とその根拠および必要

となる改善内容について記録する。 

 

12．施設管理の有効性評価 

（１）組織は，１１．の保全の有効性評価の結果および２．の

施設管理目標の達成度から，定期的に施設管理の有効性を

評価し，施設管理が有効に機能していることを確認すると

ともに，継続的な改善につなげる。 

（２）組織は，施設管理の有効性評価の結果とその根拠および

改善内容について記録する。 

 

13．構成管理 

組織は，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を維持する。 

（１）設計要件（第３条７．２．１に示す業務・原子炉施設に

対する要求事項のうち，「構築物，系統および機器がどの

ようなものでなければならないか」という要件を含む第１

０６条の２の設計に対する要求事項をいう。） 

（２）施設構成情報（第３条４．２．１に示す文書のうち，「構

築物，系統および機器がどのようなものかを示す図書，情

報」をいう。） 

（３）物理的構成（実際の構築物，系統および機器をいう。） 

 

14．情報共有 

組織は，保全を行った事業者から得られた保安の向上に資す

るために必要な技術情報を，ＢＷＲ事業者協議会を通じて他の

原子炉設置者と情報共有を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第１０章 保安教育 

 

（所員への保安教育） 

第１１７条 原子炉施設の運転および管理を行う所員への保

安教育を実施するにあたり，具体的な保安教育の内容とその

見直し頻度等を定めた「保安教育実施要領書」に基づき，次

の各号を実施する。 

（１）技術課長は，毎年度，原子炉施設の運転および管理を行

う所員への保安教育実施計画を表１１７－１，２，３の実

施方針に基づいて作成し，原子炉主任技術者の確認を得て

所長の承認を得る。 

 

（２）技術課長は，（１）の保安教育実施計画の策定にあたり，

第７条第２項に基づき運営委員会の確認を得る。 

 

（３）各課長は，（１）の保安教育実施計画に基づき，保安教

育を実施する。技術課長は，年度毎に実施結果を所長へ報

告する。 

 

ただし，各課長が，定められた基準に従い，各項目の全部

または一部について十分な知識および技能を有しているも

のと認めた者については，該当する教育について省略する

ことができる。 

（４）各課長は，保安教育の具体的な内容について，定められ

た頻度に基づき見直しを行う。 

 

第１０章 保安教育 

 

（所員への保安教育） 

第１１８条 原子炉施設の運転及び管理を行う所員への保安

教育を実施するにあたり，具体的な保安教育の内容及びその

見直し頻度を「保安教育マニュアル」に定め，これに基づき

次の各号を実施する。 

（１）原子力人財育成センター所長は，毎年度，原子炉施設の

運転及び管理を行う所員への保安教育実施計画を表１１

８－１，２，３の実施方針に基づいて作成し，原子炉主任

技術者及び所長の確認を得て原子力・立地本部長の承認を

得る。 

（２）原子力人財育成センター所長は，（１）の保安教育実施計

画の策定にあたり，第６条第２項に基づき保安委員会の確

認を得る。 

（３）各ＧＭは，（１）の保安教育実施計画に基づき，保安教育

を実施する。原子力人財育成センター所長は，年度毎に実

施結果を所長及び原子力・立地本部長へ報告する。 

 

ただし，各ＧＭが，定められた基準に従い，各項目の全

部又は一部について十分な知識及び技能を有しているも

のと認めた者については，該当する教育について省略する

ことができる。 

（４）原子力人財育成センター所長は，具体的な保安教育の内

容について，定められた頻度に基づき見直しを行う。 

 

第１０章 保安教育 

 

（所員への保安教育） 

第１１７条 原子炉施設の運転および管理を行う所員への保

安教育を実施するにあたり，具体的な保安教育内容およびそ

の見直し頻度を定めた「力量および教育訓練基本要領」に基

づき，次の各号を実施する。 

（１）原子力人材育成センター所長は，毎年度，原子炉施設の

運転および管理を行う所員への保安教育実施計画を表１

１７－１，２，３の実施方針に基づき作成し，原子炉主任

技術者および所長の確認を得て，電源事業本部部長（原子

力管理）の承認を得る。 

（２）原子力人材育成センター所長は，（１）の保安教育実施計

画の策定にあたり，第６条（原子力発電保安委員会）第２

項に基づき保安委員会の確認を得る。 

（３）各課長は，（１）の保安教育実施計画に基づき，保安教育

を実施する。原子力人材育成センター所長は，年度毎に実

施結果を所長および電源事業本部部長（原子力管理）に報

告する。 

ただし，各課長が，定められた基準に従い，各項目の全

部または一部について，十分な知識および技能を有してい

ると認めた者については，該当する教育について省略する

ことができる。 

（４）原子力人材育成センター所長は，保安教育の具体的な

内容について，定められた頻度に基づき見直しを行う。 

・TS-23 教育訓練に

ついて 
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（協力企業従業員への保安教育） 

第１１８条 総務課長は，原子炉施設に関する作業を協力企業

が行う場合，当該協力企業従業員の発電所入所時に安全上必

要な教育が表１１８の実施方針に基づいて実施されている

ことを確認する。 

なお，各課長は，教育の実施状況を確認するため，教育現

場に適宜立ち会い，その結果を総務課長に報告する。 

ただし，総務課長が，所長により別途承認された基準に従

い，各項目の全部または一部について十分な知識および技能

を有しているものと認めた者については，該当する教育につ

いて省略することができる。 

 

２．放射線管理課長は，原子炉施設に関する作業のうち，管理

区域内における業務を協力企業が行う場合，当該協力企業従

業員に対し，安全上必要な教育が表１１８の実施方針に基づ

いて実施されていることを確認する。 

なお，各課長は，教育の実施状況を確認するため教育現場

に適宜立ち会い，その結果を放射線管理課長に報告する。 

ただし，放射線管理課長が，所長により別途承認された基

準に従い，各項目の全部または一部について十分な知識およ

び技能を有しているものと認めた者については，該当する教

育について省略することができる。 

 

３．発電管理課長は，放射性廃棄物処理設備に関する業務の補

助を協力企業が行う場合，毎年度，当該業務に従事する協力

企業従業員に対し，表１１７－１，２，３の実施方針のうち，

「放射性廃棄物処理設備の業務に関わる者」に準じる保安教

育実施計画を定めていることを確認し，その内容を原子炉主

任技術者の確認を得て所長の承認を得る。 

 

４．原子燃料課長は，燃料取替に関する業務の補助を協力企業

が行う場合，毎年度，当該業務に従事する協力企業従業員に

対し，表１１７－１，２，３の実施方針のうち，「燃料取替の

業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めているこ

とを確認し，その内容を原子炉主任技術者の確認を得て所長

の承認を得る。 

 

５．各課長は，火災，重大事故等発生時および大規模損壊発生

（協力企業従業員への保安教育） 

第１１９条 各ＧＭは，原子炉施設に関する作業を協力企業が

行う場合，当該協力企業従業員の発電所入所時に安全上必要

な教育が表１１９の実施方針に基づいて実施されているこ

とを確認する。 

なお，各ＧＭは，教育の実施状況を確認するため，教育現

場に適宜立ち会う。 

ただし，各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の

全部又は一部について十分な知識及び技能を有しているも

のと認めた者については，該当する教育について省略するこ

とができる。 

 

２．各ＧＭは，原子炉施設に関する作業のうち管理区域内にお

ける業務を協力企業が行う場合，当該協力企業従業員に対

し，安全上必要な教育が表１１９の実施方針に基づいて実施

されていることを確認する。 

なお，各ＧＭは，教育の実施状況を確認するため，教育現

場に適宜立ち会う。 

ただし，各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の

全部又は一部について十分な知識及び技能を有しているも

のと認めた者については，該当する教育について省略するこ

とができる。 

 

３．発電ＧＭは，放射性廃棄物処理設備に関する業務の補助を

協力企業が行う場合，毎年度，当該業務に従事する従業員に

対し，表１１８－１，２，３の実施方針のうち，「放射性廃棄

物処理設備の業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を

定めていることを確認し，その内容を原子炉主任技術者及び

所長の確認を得て原子力・立地本部長の承認を得る。 

 

４．発電ＧＭ又は燃料ＧＭは，燃料取替に関する業務の補助を

協力企業が行う場合，毎年度，当該業務に従事する従業員に

対し，表１１８－１，２，３の実施方針のうち，「燃料取替の

業務に関わる者」に準じる保安教育実施計画を定めているこ

とを確認し，その内容を原子炉主任技術者及び所長の確認を

得て原子力・立地本部長の承認を得る。 

 

５．各ＧＭは，火災，重大事故等発生時及び大規模損壊発生時

（協力会社従業員への保安教育） 

第１１８条 総務課長は，原子炉施設に関する作業を協力会社

が行う場合は，当該協力会社従業員の発電所入所時に安全上

必要な教育が表１１８の実施方針に基づき実施されている

ことを確認する。 

なお，総務課長は，教育の実施状況を確認するため，教育

現場に適宜立ち会う。 

ただし，総務課長が，電源事業本部部長（原子力管理）に

よりあらかじめ承認された基準に従い，各項目の全部または

一部について，十分な知識および技能を有していると認めた

者については，該当する教育について省略することができ

る。 

２．課長（放射線管理）は，原子炉施設に関する作業のうち，

管理区域内における業務を協力会社が行う場合は，当該業務

に従事する協力会社従業員に対し，安全上必要な教育が表１

１８の実施方針に基づき実施されていることを確認する。 

なお，課長（放射線管理）は，教育の実施状況を確認する

ため教育現場に適宜立ち会う。 

ただし，課長（放射線管理）が，電源事業本部部長（原子

力管理）によりあらかじめ承認された基準に従い，各項目の

全部または一部について，十分な知識および技能を有してい

ると認めた者については，該当する教育について省略するこ

とができる。 

３．課長（発電）は，放射性廃棄物処理設備に関する業務の補

助を協力会社が行う場合は，当該業務に従事する協力会社従

業員に対し，表１１７－１，２，３の実施方針のうち，「放射

性廃棄物処理設備の業務に関わる者」に準じる保安教育実施

計画を定めていることを確認する。原子力人材育成センター

所長は，その内容を原子炉主任技術者および所長の確認を得

て，電源事業本部部長（原子力管理）の承認を得る。 

４．課長（発電）または課長（燃料技術）は，燃料取替に関す

る業務の補助を協力会社が行う場合は，当該業務に従事する

協力会社従業員に対し，表１１７－１，２，３の実施方針の

うち，「燃料取替の業務に関わる者」に準じる保安教育実施計

画を定めていることを確認する。原子力人材育成センター所

長は，その内容を原子炉主任技術者および所長の確認を得

て，電源事業本部部長（原子力管理）の承認を得る。 

５．各課長は，火災，重大事故等発生時および大規模損壊発生
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時における原子炉施設の保全のための活動に関する業務の

補助を協力企業が行う場合，当該業務に従事する協力企業従

業員に対し，安全上必要な教育が表１１７－１の実施方針の

うち「運転員以外の技術系所員」に準じる保安教育（火災発

生時の措置に関すること,緊急事態応急対策等，原子力防災

対策活動に関すること（重大事故等発生時および大規模損壊

発生時における原子炉施設の保全のための活動を含む。）。）

の実施計画を定めていることを確認し，原子炉主任技術者の

確認を得て所長の承認を得る。 

 

 

６．各課長は，第３項，第４項および第５項の保安教育実施計

画に基づき保安教育が実施されていることを確認し，その実

施結果を年度毎に所長に報告する。 

 

なお，教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち

会う。 

ただし，所長により別途承認された基準に従い，各項目の

全部または一部について十分な知識および技能を有してい

るものと認めた者については，該当する教育について省略す

ることができる。 

 

における原子炉施設の保全のための活動に関する業務の補

助を請負会社に行わせる場合は，当該業務に従事する請負会

社従業員に対し，安全上必要な教育が表１１８－１の実施方

針のうち「運転員以外の技術系所員」に準じる保安教育（火

災発生時の措置に関すること,緊急事態応急対策等，原子力

防災対策活動に関すること（重大事故等発生時及び大規模損

壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を含む））

の実施計画を定めていることを確認し，原子炉主任技術者及

び所長の確認を得て原子力・立地本部長の承認を得る。 

 

 

６．各ＧＭは，第３項，第４項及び第５項の保安教育実施計画

に基づき保安教育が実施されていることを確認し，その実施

結果を年度毎に所長及び原子力・立地本部長に報告する。 

 

なお，教育の実施状況を確認するため教育現場に適宜立ち

会う。 

ただし，所長により別途承認された基準に従い，各項目の

全部又は一部について十分な知識及び技能を有しているも

のと認めた者については，該当する教育について省略するこ

とができる。 

 

時における原子炉施設の保全のための活動に関する業務の

補助を協力会社に行わせる場合は，当該業務に従事する協力

会社従業員に対し，安全上必要な教育が表１１７－１の実施

方針のうち「運転員以外の技術系所員」に準じる保安教育（火

災発生時の措置に関すること，緊急事態応急対策等，原子力

防災対策活動に関すること（重大事故等発生時および大規模

損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を含

む。）。）の実施計画を定めていることを確認する。原子力人材

育成センター所長は，その内容を原子炉主任技術者および所

長の確認を得て，電源事業本部部長（原子力管理）の承認を

得る。 

６．各課長は，第３項，第４項および第５項の保安教育実施計

画に基づき保安教育が実施されていることを確認する。原子

力人材育成センター所長は，その実施結果を所長および電源

事業本部部長（原子力管理）に報告する。 

なお，各課長は，教育の実施状況を確認するため教育現場

に適宜立ち会う。 

ただし，各課長が，電源事業本部部長（原子力管理）によ

りあらかじめ承認された基準に従い，各項目の全部または一

部について，十分な知識および技能を有していると認めた者

については，該当する教育について省略することができる。 
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なし なし （安全文化の育成および維持） 

第１２４条 第１２２条（基本方針）に係る保安活動を実施す

るにあたり，原子力安全を最優先に位置付けた保安活動とす

るために以下の健全な安全文化を育成し，および維持する活

動を行う。 

（１）社長は，健全な安全文化を育成し，および維持すること

をコミットメントするとともに健全な安全文化を育成し，

および維持する活動が行われる体制を確実にする。また，

必要な場合は，コミットメントの内容を見直す。 

（２）社長は，第三者の視点から健全な安全文化を育成し，お

よび維持する活動に対する提言を受けるため，社外有識者

を中心とした「原子力安全文化有識者会議」（以下「有識者

会議」という。）を設置する。 

（３）電源事業本部長は，「原子力安全文化育成・維持基本要領」

を定め，健全な安全文化を育成し，および維持を推進する

ための活動（内部監査部門の活動を除く。）を統括する。ま

た，「原子力安全文化有識者会議運営要領」を定め，有識者

会議から健全な安全文化を育成し，および維持する活動

（内部監査部門の活動を除く。）に対する提言を受ける。 

（４）電源事業本部長は，健全な安全文化を育成し，および維

持する活動（内部監査部門の活動を除く。）の実施状況を適

宜有識者会議に報告し，提言を受ける。有識者会議からの

提言を社長へ報告し，社長の意見を踏まえて部所長（第１

２７条（保安に関する職務）第１項（４）から（１０）お

よび第２項（１）に定める職位）へ健全な安全文化を育成

し，および維持する活動に反映することを指示する。 

（５）第１２６条（保安に関する組織）に定める組織（内部監

査部門を除く。）は，社長のコミットメントを受け，「原子

力安全文化育成・維持基本要領」に基づき健全な安全文化

を育成し，および維持するための活動計画を年度毎に策定

し，活動計画に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（６）電源事業本部長は，活動の実施状況およびその評価結果

をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，活動計画へ反映す

る。 

（７）内部監査部門長は，「原子力安全管理監査細則」を定め，

内部監査部門における健全な安全文化を育成し，および維

持を推進するための活動を統括する。 

（８）内部監査部門は，社長のコミットメントを受け，「原子力

安全管理監査細則」に基づき健全な安全文化を育成し，お

よび維持するための活動計画を年度毎に策定し，活動計画

に基づき活動を実施し，評価を行う。 

（９）内部監査部門長は，活動の実施状況およびその評価結果

をまとめ，社長へ報告し，指示を受け，活動計画へ反映す

る。 

TS-87 原子力安全文化

の育成および維持活動

体制の見直しについて 

【島根固有】 

 安全文化の育成お

よび維持に関して，

明示する。 
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第３章 保安管理体制 

 

 

（保安に関する組織） 

第２０４条 発電所の保安に関する組織は，図２０４のとおり

とする。 

 

図２０４ 発電所の保安に関する組織図 

 

なし 第３章 保安管理体制 

 

 

（保安に関する組織） 

第１２６条 発電所の保安に関する組織は，図１２６のとおり

とする。  

  

図１２６ 

 

 

 

 

 

・組織構造の相違 

 

 

  

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

電源事業本部長 

（発電所）  

     廃止措置主任者 

品質保証部長   課長（品質保証） 

 

                                      総務課長 

            技術部長   課長（技術） 

                               課長（燃料技術） 

                   課長（核物質防護） 

  原子力発電保安   廃止措置・  課長（建設管理） 

  運 営 委 員 会   環境管理   課長（放射線管理） 

            部長     課長（廃止措置総括） 

            発電部長   課長（第一発電） 当直長 

                   課長（第二発電） 当直長 

           課長（保修管理） 

         課長（保修技術） 

      保修部長   課長（電気） 

課長（計装） 

課長（３号電気） 

課長（原子炉） 

課長（タービン） 

課長（３号機械） 

課長（土木） 

課長（建築） 

課長（ＳＡ工事プロジェクト） 

  

                    

 

品質マネジメント 

システム管理責任者 

（電源事業本部長） 

品質マネジメント 

システム管理責任者 

（内部監査部門長） 

社長 

調達本部長 

電源事業本部部長（原子力管理） 

 

 

（電源事業本部） 

原子力発電保安委員会 

 内部監査部門長 

電源事業本部部長

（原子力安全監理） 

※３ 発電所長 

※３ 

電源事業本部部長（電源土木） 

電源事業本部部長（電源建築） 

電源事業本部部長（原子力安全技術） 

電源事業本部部長（燃料） 

－※２ 

※１－マネージャー（監視評価） 

 ※２－原子力人材育成センター所長 

 

－※１ 
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（保安に関する職務） 

第２０５条 保安に関する職務のうち，本店組織の職務は次の

とおり。 

（１）社長は，発電所における保安活動に係る品質マネジメン

トシステムの構築および実施を統括する。また，関係法令

および保安規定の遵守ならびに健全な安全文化の育成お

よび維持が行われることを確実にする。 

なし （保安に関する職務） 

第１２７条 保安に関する職務のうち，本社組織の職務は次の

とおり。 

（１）社長は，発電所における保安活動に係る品質マネジメン

トシステムの構築，実施，維持および改善を統括する。保

安に関する組織（廃止措置主任者を含む。）から報告を受

けた場合，「トラブル等の報告に関する社長対応指針」に

基づき原子力安全を最優先し必要な指示を行う。また，第

１２３条（関係法令および保安規定の遵守）および第１２

４条（安全文化の育成および維持）に関する活動として，

関係法令および保安規定の遵守を確実に行うことならび

に健全な安全文化を育成し，および維持することをコミッ

トメントするとともに，これらの活動が行われる体制を確

実にする。 

 

・組織構造および役割

分担の相違 

 

 

（２）原子力考査室長は，内部監査に係る品質マネジメントシ

ステム管理責任者として，内部監査業務を統括する。また，

関係法令および保安規定の遵守ならびに健全な安全文化

の育成および維持に係る活動（内部監査部門に限る。）を

統括する。 

（３）原子力本部長は，発電所の保安に関する組織が実施する

品質保証活動（内部監査業務を除く。）の実施に係る品質

マネジメントシステム管理責任者として，品質マネジメン

トシステムの具体的活動を統括する。また，関係法令およ

び保安規定の遵守ならびに健全な安全文化の育成および

維持に係る活動（内部監査部門を除く。）を統括する。 

 （２）電源事業本部長は，品質保証活動（独立監査業務を除く。）

の実施に係る品質マネジメントシステム管理責任者とし

て，品質マネジメントシステムの具体的活動を統括する。

また，第１２３条（関係法令および保安規定の遵守）およ

び第１２４条（安全文化の育成および維持）に関する活動

として，保安に関する組織（内部監査部門を除く。）にお

ける関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための

活動ならびに健全な安全文化を育成し，および維持を推進

するための活動を統括する。 

（３）内部監査部門長は，独立監査業務に係る品質マネジメン

トシステム管理責任者として，品質マネジメントシステム

における監査業務を統括する。また，第１２３条（関係法

令および保安規定の遵守）および第１２４条（安全文化の

育成および維持）に関する活動として，内部監査部門にお

ける関係法令および保安規定の遵守を確実に行うための

活動ならびに健全な安全文化を育成し，および維持を推進

するための活動を統括する。 

 

（４）原子力品質保証室長は，発電所の保安に関する組織が実

施する品質保証活動（内部監査業務を除く。）について指

導・助言および総括に関する業務を行う。 

（５）資材部長は，供給者の選定に関する業務（燃料部長所管

業務を除く。）を統括する。 

（６）土木建築部長は，土木建築部が実施する発電所の施設管

理に関する業務を統括する。 

 （４）調達本部長は，調達に関する業務を統括する。 

（５）電源事業本部部長（原子力安全監理）は，品質保証活動

（独立監査業務を除く。）の総括に関する業務を行う。ま

た，健全な安全文化を育成し，および維持する活動（内部

監査部門の活動を除く。）の総括に関する業務を行う。 

（６）電源事業本部部長（原子力管理）は，電源事業本部（原

子力管理）が実施する発電所の保安に関する業務（発電所
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（７）燃料部長は，燃料体等の供給者の選定に関する業務を統

括する。 

（８）原子力部長は，原子力部が実施する発電所の保安に関す

る業務を統括する。 

 

における保安に関する業務のうち保安教育の総括に関す

る業務を含む。）を統括する。 

（７）電源事業本部部長（原子力安全技術）は，電源事業本部

（原子力安全技術）が実施する発電所の保安に関する業務

および輸入廃棄物の管理に関する業務を統括する。 

（８）電源事業本部部長（燃料）は，電源事業本部（燃料）が

実施する原子燃料の調達に関する業務を統括する。 

（９）電源事業本部部長（電源土木）は，原子力発電設備に関

する土木業務を統括する。 

（10）電源事業本部部長（電源建築）は，原子力発電設備に関

する建築業務を統括する。 

（９）原子力人財育成課長は，教育・訓練（保安教育を除く。）

の総括に関する業務を行う。 

 （11）原子力人材育成センター所長は，教育訓練の総括（保安

教育の総括に関する業務を含む。）に関する業務を行う。 

（12）マネージャー（監視評価）は，健全な安全文化を育成し，

および維持する活動に係る取り組み状況（内部監査部門の

活動を除く。）の監視評価に関する業務を行う。 

 

２.保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

（１）所長は，発電所における保安に関する業務を統括する。 

 ２．保安に関する職務のうち，発電所組織の職務は次のとおり。 

（１）発電所長（以下「所長」という。）は，発電所における

保安に関する業務（保安教育の総括に関する業務を除く。）

を統括する。 

 

（２）品質保証部長は，品質保証総括課長および検査課長の所

管する業務を統括する。 

（３）総務部長は，総務課長の所管する業務を統括する。 

（４）技術統括部長は，技術課長，計画管理課長，防災課長お

よび核物質防護課長の所管する業務を統括する。 

（５）環境・燃料部長は，放射線管理課長，輸送・固体廃棄物

管理課長，原子燃料課長および廃止措置管理課長の所管す

る業務を統括する。 

（６）保全部長は，保全計画課長，工程管理課長，電気課長，

計測制御課長,原子炉課長およびタービン課長の所管する

業務を統括する。 

（７）土木建築部長は，土木課長および建築課長の所管する業

務を統括する。 

（８）発電部長は，発電管理課長の所管する業務を統括する。 

 （２）品質保証部長は，課長（品質保証）の所管する業務を統

括する。 

（３）技術部長は，課長（技術），課長（燃料技術），課長（核

物質防護）および課長（建設管理）の所管する業務を統括

する。 

（４）廃止措置・環境管理部長は，課長（放射線管理）および

課長（廃止措置総括）の所管する業務を統括する。 

（５）発電部長は，課長（第一発電）および課長（第二発電）

の所管する業務を統括する。 

（６）保修部長は，課長（保修管理），課長（保修技術），課長

（電気），課長（計装），課長（３号電気），課長（原子炉），

課長（タービン），課長（３号機械），課長（土木），課長

（建築）および課長（ＳＡ工事プロジェクト）の所管する

業務を統括する。 

 

（９）品質保証総括課長は，品質保証活動の指導・助言および

品質保証の総括に関する業務を行う。 

（１０）検査課長は，原子炉施設に関する検査の総括に関する

業務を行う。 

 （７）課長（品質保証）は，発電所における品質保証活動の総

括および使用前事業者検査等の総括に関する業務を行う。 

（８）総務課長は，調達に関する業務，文書管理に関する業務

を行う。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（１１）総務課長は，供給者の選定に関する業務を行う。 

（１２）核物質防護課長は，保全区域および周辺監視区域の管

理に関する業務を行う。 

（１３）技術課長は，原子炉施設の保安管理の総括に関する業

務を行う。 

（１４）計画管理課長は，原子炉施設の運営計画の総括に関す

る業務を行う。 

（１５）防災課長は，初期消火活動のための体制の整備および

緊急時の措置の総括に関する業務を行う。 

（１６）放射線管理課長は，放射線管理，化学管理，放射性廃

棄物（液体・気体）の管理および環境放射線モニタリング

に関する業務を行う。 

（１７）輸送・固体廃棄物管理課長は，放射性廃棄物（固体）

の管理に関する業務を行う。 

（１８）原子燃料課長は，燃料の管理に関する業務を行う。 

（１９）廃止措置管理課長は，廃止措置管理の総括および廃止

措置工事※１に関する業務を行う。 

（２０）保全計画課長は，原子炉施設の施設管理の総括に関す

る業務を行う。 

（２１）工程管理課長は，原子炉施設の施設管理に関する業務

のうち工程管理に関する業務を行う。 

（２２）電気課長は，原子炉施設のうち電気設備の施設管理お

よび廃止措置工事※１に関する業務を行う。 

（２３）計測制御課長は，原子炉施設のうち計測制御設備の施

設管理および廃止措置工事※１に関する業務を行う。 

（２４）原子炉課長は，原子炉施設のうち機械設備（原子炉設

備）の施設管理および廃止措置工事※１に関する業務を行

う。 

（２５）タービン課長は，原子炉施設のうち機械設備（原子炉

設備を除く）の施設管理および廃止措置工事※１に関する業

務を行う。 

（２６）土木課長は，原子炉施設のうち土木設備の施設管理お

よび廃止措置工事※１に関する業務を行う。 

（２７）建築課長は，原子炉施設のうち建築設備の施設管理お

よび廃止措置工事※１に関する業務を行う。 

（２８）発電管理課長は，原子炉施設の運転管理に関する業務

を行う。 

（２９）発電課長は，原子炉施設の運転に関する当直業務を行

（９）課長（技術）は，異常時・緊急時の措置のための体制整

備に関する業務を行う。 

（10）課長（燃料技術）は，燃料の管理および廃止措置工事※

１に関する業務を行う。 

（11）課長（核物質防護）は，保全区域および周辺監視区域の

管理に関する業務を行う。 

（12）課長（放射線管理）は，放射線管理，化学管理，放射性

廃棄物管理，管理区域の出入管理および環境放射能測定に

関する業務を行う。 

（13）課長（廃止措置総括）は，廃止措置管理に関する業務を

行う。 

（14）課長（第一発電）は，原子炉施設の運転管理に関する業

務および燃料の取扱いに関する業務を行う。 

（15）当直長は，業務を所管している課長（第一発電）のもと

で原子炉施設の運転操作等に関する当直業務を行う。 

（16）課長（保修管理）は，原子炉施設の改造工事および保修

に関する業務のうち計画・管理に係る業務ならびに火災発

生時の体制の整備に関する業務を行う。 

（17）課長（保修技術）は，原子炉施設の改造工事および保修

に関する業務のうち保全計画に関する業務を行う。 

（18）課長（電気）は，原子炉施設のうち電気設備の改造工事，

保修および廃止措置工事※１に関する業務を行う。  

（19）課長（計装）は，原子炉施設のうち計測制御設備の改造

工事，保修および廃止措置工事※１に関する業務を行う。  

（20）課長（原子炉）は，原子炉施設のうち原子炉，放射性廃

棄物処理設備および空調換気設備の改造工事，保修および

廃止措置工事※１に関する業務を行う。 

（21）課長（タービン）は，原子炉施設のうちタービンおよび

弁・配管設備の改造工事，保修および廃止措置工事※１に関

する業務を行う。 

（22）課長（土木）は，原子炉施設のうち土木関係設備の改造

工事，保修および廃止措置工事※１に関する業務を行う。 

（23）課長（建築）は，原子炉施設のうち建築関係設備の改造

工事，保修および廃止措置工事※１に関する業務を行う。  

 

4
7
5



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

う。 

（３０）第１項（９）および第２項（９）から（２９）に定め

る職位は，所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育なら

びに記録および報告を行う。 

 ３．各職位は次のとおり，当該業務にあたる。 

（１）第２項（７）から（２３）に定める職位（第２項（１５）

の当直長を除く。）（以下「各課長」という。），当直長，原

子力人材育成センター所長およびマネージャー（監視評

価）は，所管業務に基づき緊急時の措置，保安教育ならび

に記録および報告を行う。また，課長（建設管理），課長

（第二発電），課長（３号電気），課長（３号機械）および

課長（ＳＡ工事プロジェクト）は，第１編第５条（保安に

関する職務）の所管業務に基づき緊急時の措置を行う。 

 

（３１）第１項（９）および第２項（９）から（２９）に定め

る職位は，第１項（９）および第２項（９）から（３０）

に定める業務の遂行にあたって，所属員を指示・指導し，

遂行に係る品質保証活動を行う。また，所属員は課長の指

示・指導に従い業務を実施する。 

 （２）各課長，当直長および原子力人材育成センター所長は，

第１項（１２）および（１３），第２項（７）から（２３）

ならびに第３項（１）に定める業務の遂行にあたって，所

属員を指示・指導し，品質保証活動を行う。また，所属員

は各課長，当直長，原子力人材育成センター所長およびマ

ネージャー（監視評価）の指示・指導に従い業務を実施す

る。 

 

３．各職位は，第２０３条 8.2.4で要求される検査の独立性を

確保するために必要な場合は，本条の職務の内容によらず，

検査に関する業務を実施することができる。 

 （３）各職位は，第１２５条８．２．４で要求される検査の独

立性を確保するため，本条の業務以外に，他組織の職務に

係る検査に関する業務を行うことができる。 

 

４．その他発電所の保安に間接的に関係する組織の長は，別途

定められた｢組織規程｣に基づき所管業務を遂行する。 

 ４．その他関連する組織は，「組織規程」に基づき業務を行う。  

※１：廃止措置計画に基づく核燃料物質による汚染の除去・汚

染状況の調査およびその他第３０７条に定める保全対

象範囲以外の設備の解体撤去工事（以下，本編において

「廃止措置工事」という。）をいう。 

 ※１：廃止措置工事とは，第１４１条に定める，原子炉等規制

法第４３条の３の３３第２項の規定に基づき認可を受け

た廃止措置計画（以下「廃止措置計画」という。）に基づ

き実施する工事をいう。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（電源機能喪失時等の体制の整備） 

第２１７条の９ 防災課長は，交流電源を供給する全ての設備

の機能が喪失した場合，原子炉施設内において溢水が発生した

場合，火山現象による影響が発生するおそれがある場合または

発生した場合，重大事故※１に至るおそれがある事故もしくは重

大事故が発生した場合（以下，本編において「重大事故等発生

時」という。）または大規模な自然災害若しくは故意による大型

航空機の衝突その他テロリズムにより原子炉施設に大規模な

損壊が生じた場合（以下，本編において「大規模損壊発生時」

という。）で，使用済燃料プールを冷却する全ての設備の機能が

喪失した場合等（以下，これらの事象を本編において「電源機

能喪失時等」という。）における原子炉施設の保全のための活動

を行う体制の整備として，以下の各号に掲げる事項を含む計画

を策定し，所長の承認を得る。 

（１）電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な要員の配置 

（２）電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための活

動を行う要員に対する１年に１回以上の教育訓練 

（３）電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な資機材の配備 

２．各課長は，前項の計画に基づき電源機能喪失時等における

原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として必要

な手順を定める。 

３．各課長は，第１項の計画に基づき，電源機能喪失時等にお

ける原子炉施設の保全のための活動を実施するとともに，第１

項（１）の要員に第２項の手順を遵守させる。 

４．各課長は，第３項に定める事項について定期的に評価を行

うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ，防災課長

に報告する。防災課長は，第１項に定める事項について定期的

に評価を行うとともに，評価の結果に基づき必要な措置を講じ

る。 

※１：本条における重大事故とは，実用炉規則第４条に掲げる

「核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体または使用済燃料の

著しい損傷」をいう。 

なし （電源機能喪失時等の体制の整備） 

第１３９条 課長（技術）は，交流電源を供給する全ての設

備の機能が喪失した場合，原子炉施設内において溢水が発

生した場合，火山現象による影響が発生するおそれがある

場合または発生した場合，重大事故※1に至るおそれがある

事故もしくは重大事故が発生した場合または大規模な自然

災害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムにより原子炉施設に大規模な損壊が生じた場合で，使用

済燃料プールを冷却する全ての設備の機能が喪失した場合

（以下「電源機能喪失時等」という。）における原子炉施設

の保全のための活動を行う体制の整備として，次の各号に

掲げる事項に係る計画を策定し，技術部長の確認，所長の

承認を得る。 

 

（１）電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な要員の配置 

（２）電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための

活動を行う要員に対する１年に１回以上の教育訓練 

（３）電源機能喪失時等における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な資機材の配備 

２．各課長は，前項の計画に基づき，電源機能喪失時等にお

ける原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備とし

て必要な手順を定める。 

３．各課長は，第１項の計画に基づき，電源機能喪失時等に

おける原子炉施設の保全のための活動を実施するととも

に，第１項（１）の要員に第２項の手順を遵守させる。 

４．各課長は，第３項に定める事項について定期的に評価を

行い，所管する部長の確認（総務課長を除く。）を受けて，

課長（技術）に報告する。課長（技術）は，評価の結果に

ついて技術部長の確認，所長の承認を得て必要な措置を講

じる。 

※１：「重大事故」とは，実用炉規則第４条に掲げる「核燃料

物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損

傷」をいう。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（放射性液体廃棄物の管理） 

第２８９条 発電課長は，放射性液体廃棄物を放出する場合

は，復水器冷却水放水口より放出するとともに，次の事項

を管理する。 

（１）放射性液体廃棄物の放出による復水器冷却水放水口排

水中の放射性物質濃度の３ヶ月平均値が，法令に定める

周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないこ

と。 

（２）復水器冷却水放水口排水中の放射性物質（トリチウム

を除く。）の放出量が，表２８９－１に定める放出管理目

標値を超えないように努めること。 

２．発電課長は，復水器冷却水放水口排水中のトリチウムの

放出量が，表２８９－２に定める放出管理の基準値を超え

ないように努める。 

３．放射線管理課長は，表２８９－３に定める項目につい

て，同表に定める頻度で測定し，発電課長にその結果を通

知する。 

 

表２８９－１  

項 目 放出管理目標値※１ 

放射性液体廃棄物 

（トリチウムを除く。） 
7.4×109  Bq/年 

※１：１号炉，２号炉および３号炉の合計 

 

表２８９－２  

項 目 放出管理の基準値※１ 

トリチウム  7.4×1012  Bq/年 

※１：１号炉，２号炉および３号炉の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし （放射性液体廃棄物の管理） 

第１５４条 課長（第一発電）は，放射性液体廃棄物を放出

する場合は，復水器冷却水放水路より放出するとともに，

次の事項を管理する。 

（１）放射性液体廃棄物の放出による復水器冷却水放水路排

水中の放射性物質濃度の３箇月平均値が，法令に定める

周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないこ

と。 

（２）復水器冷却水放水路排水中の放射性物質（トリチウム

を除く。）の放出量が，表１５４－１に定める放出管理目

標値を超えないように努めること。 

２．課長（第一発電）は，復水器冷却水放水路排水中のトリ

チウムの放出量が，表１５４－２に定める放出管理の基準

値を超えないように努める。 

３．課長（放射線管理）は，表１５４－３に定める項目につい

て，同表に定める頻度で測定し，その結果を課長（第一発電）

に通知する。 

 

表１５４－１ 

項  目 放出管理目標値 

放射性液体廃棄物 

（トリチウムを除く。） 

7.4×1010Bq／年※１ 

 

 

表１５４－２ 

項  目 放出管理の基準値 

トリチウム 7.4×1012Bq／年※１ 

  ※１：１号炉，２号炉および３号炉の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制および条番号の

相違であり実質的な

相違なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置許可で記載した

値の相違であり実質

的な相違なし 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表２８９－３ 

分 類 測定項目 計測器種類 測定頻度 
試料採取箇

所 

放 射 性 液

体廃棄物 

放射性物質

の濃度 

（主要ガン

マ線放出核

種） 

試料放射能

測定装置 
放出の都度 

・サンプルタ

ンク 

・再生純水タ

ンク 
トリチウム

濃度 

試料放射能

測定装置 

１ヶ月に１

回 
 

表１５４－３ 

分類 測定項目 計測器種類 測定頻度 試料採取箇所 

放射性液

体廃棄物 

放射性物質

の濃度 

（主要ガン

マ線放出核

種） 

試料放射能

測定装置 

放出の都

度 

・床ドレンサン

プルタンク 

・シャワドレン

タンク 

トリチウム

濃度 

試料放射能

測定装置 

１箇月に

１回 

 

 

・名称および条番号の

相違であり実質的な

相違なし 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

附 則（ 年 月 日 原規規発第 号） 

（施行期日） 

 

第１条 本規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１

０日以内に施行する。 

 

２．本規定施行の際，各原子炉施設に係る規定については，各

原子炉施設に係る使用前事業者検査終了日以降に適用するこ

ととし，それまでの間は従前の例による。なお，第１２条（運

転員等の確保），第１７条（火災発生時の体制の整備），第１７

条の２（内部溢水発生時の体制の整備（２号炉）），第１７条の

３（火山影響等発生時の体制の整備（２号炉）），第１７条の４

（その他自然災害発生時等の体制の整備），第１７条の５（有毒

ガス発生時の体制の整備（２号炉）），第１７条の６（資機材等

の整備（２号炉）），第１７条の７（重大事故等発生時の体制の

整備（２号炉））および第１７条の８（大規模損壊発生時の体制

の整備（２号炉））については，教育訓練に係る規定を除き２号

炉の発電用原子炉に燃料体を挿入する前の時期における各原

子炉施設に係る使用前事業者検査終了日以降に適用すること

とし，それまでの間は従前の例による。ただし，それ以降に実

施する使用前事業者検査の対象となる設備に係る規定につい

ては当該検査終了日以降に適用することとし，それまでの間は

従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

３．本規定施行の際，添付１－４のうち，管理区域全体図中の

「２－④サプレッションプール水貯蔵タンク」および管理区域

図２－④（２号炉のサプレッションプール水貯蔵タンク）中の

管理区域を汚染のおそれのない管理区域とする変更について

は，放射線測定評価により基準値を下回っていることを確認

後，当社が定める日から適用する。また，添付１－４のうち，

管理区域全体図中の「２－④サプレッションプール水貯蔵タン

ク」の削除，管理区域図２－④（２号炉のサプレッションプー

ル水貯蔵タンク）の削除および添付１－５の保全区域図中の

附則（令和 年 月 日 原規規発第  号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日

以内に施行する。 

 

２．本規定施行の際，各原子炉施設に係る規定については，各

原子炉施設に係る使用前事業者検査終了日以降に適用する

こととし，それまでの間は従前の例による。 

なお，第１２条（運転員等の確保），第１７条（火災発生時

の体制の整備），第１７条の２（内部溢水発生時の体制の整

備），第１７条の３（火山影響等発生時の体制の整備），第１

７条の４（その他自然災害発生時等の体制の整備），第１７条

の５（有毒ガス発生時の体制の整備），第１７条の６（資機材

等の整備），第１７条の７（重大事故等発生時の体制の整備）

及び第１７条の８（大規模損壊発生時の体制の整備）につい

ては，教育訓練に係る規定を除き７号炉の発電用原子炉に燃

料体を挿入する前の時期における各原子炉施設に係る使用

前事業者検査終了日以降に適用することとし，それまでの間

は従前の例による。ただし，それ以降に実施する使用前事業

者検査の対象となる設備に係る規定については当該検査終

了日以降に適用することとし，それまでの間は従前の例によ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則（令和 年 月 日 原規規発第  号） 

（施行期日） 

 

第１条 この原子炉施設保安規定は，原子力規制委員会の認

可を受けた日から１０日以内に施行する。 

 

２．本規定施行の際，各原子炉施設に係る規定については，各

原子炉施設に係る使用前事業者検査終了日以降に適用する

こととし，それまでの間は従前の例による。 

なお，第１２条（運転員等の確保），第１７条（火災発生時

の体制の整備），第１７条の２（内部溢水発生時の体制の整

備），第１７条の３（火山影響等発生時の体制の整備），第１

７条の４（その他自然災害発生時等の体制の整備），第１７条

の５（有毒ガス発生時の体制の整備），第１７条の６（資機材

等の整備），第１７条の７（重大事故等発生時の体制の整備）

および第１７条の８（大規模損壊発生時の体制の整備）につ

いては，教育訓練に係る規定を除き２号炉の発電用原子炉に

燃料体を挿入する前の時期における各原子炉施設に係る使

用前事業者検査終了日以降に適用することとし，それまでの

間は従前の例による。ただし，それ以降に実施する使用前事

業者検査の対象となる設備に係る規定については当該検査

終了日以降に適用することとし，それまでの間は従前の例に

よる。 

 

３．原子力安全文化の育成および維持活動体制の見直しに係る

規定については，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社

が定める日から施行することとし，それまでの間は従前の例

による。 

 

４．添付４ 管理区域図「図１４．２号原子炉建物１階，２号

タービン建物２階，２号廃棄物処理建物１階」および「図２

８．屋外配管トレンチ（１）」の変更は，管理区域の変更をも

って適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 

 

 

 

 

TS-64 保安規定の施

行期日について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・変更条文の相違 

 

 

 

【島根固有】 

・変更条文の相違 

 

 

 

 

 

 

 

4
8
0



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

「２－④サプレッションプール水貯蔵タンク」の削除について

は，２号炉のサプレッションプール水貯蔵タンクの解体撤去工

事が完了し，放射線測定評価により基準値を下回っていること

を確認後，当社が定める日から適用する。 

 

４．３号炉については，原子力規制委員会設置法の一部施行に

伴う関係規則の整備に関する規則の施行に伴う原子炉設置変

更の許可および原子炉施設保安規定変更の施行までの間，原子

炉への燃料の装荷は行わない。 

 

 

 

 

 

５．第６０条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，

必要な電力供給が可能な場合，他号炉の非常用ディーゼル発電

機または大容量電源装置を非常用発電設備とみなすことがで

きる。 

 

 

 

 

 

３．１号炉から６号炉については，原子力規制委員会設置法の

一部施行に伴う関係規則の整備に関する規則の施行に伴う

原子炉設置変更の許可及び原子炉施設保安規定変更の施行

までの間，原子炉への燃料の装荷は行わない。 

 

４．第６２条及び第６３条は，１号炉，５号炉及び６号炉の蓄

電池に係る使用前事業者検査終了日以降に適用することと

し，それまでの間は従前の例による。 

 

５．第６０条において，非常用発電機の運用を開始するまでは，

必要な電力供給が可能な場合，他号炉の非常用ディーゼル発

電機又は可搬式発電機を非常用発電設備とみなすことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

５．３号炉については，原子力規制委員会設置法の一部施行に

伴う関係規則の整備に関する規則の施行に伴う原子炉設置

変更の許可および原子炉施設保安規定変更の施行までの間，

原子炉への燃料の装荷は行わない。 

 

 

【島根固有】 

・変更条文の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・変更条文の相違 

 

 

【島根固有】 

・変更条文の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

添付１－１ 原子炉がスクラムした場合の

運転操作手順 

（第７８条関連） 

添付１ 原子炉がスクラムした場合の運転

操作基準 

（第 77条関連） 

添付１ 原子炉がスクラムした場合の運転

操作基準 

（第７６条関連） 

TS-41 保安規定と手

順との関連 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

原子炉がスクラムした場合の運転操作手順（２号炉） 

 

炉心は原子力発電所において最大の放射能インベントリを

有する部分である。したがって，著しい放射能の放出となる

炉心の大損傷を防止するために，原子炉内の核分裂反応を停

止し，炉心冷却形状を維持することおよび発電所外への放射

能の放出を防止するために格納容器の健全性を維持すること

が重要である。このため，原子炉の未臨界維持，原子炉の冷

却の確保，格納容器の健全性確保に関して，以下の運転操作

手順について定める。 

なお，この操作手順を使用する際には，発電課長の判断に

基づいて，より保守的な（安全側の）操作や事象の進展に応

じた監視操作の省略等を妨げるものではない。 

また，添付１－３「重大事故等および大規模損壊対応に係

る実施基準」の重大事故等の発生および拡大防止に必要な措

置の運用手順等に示された各操作手順については，その対応

手段等に該当した場合に使用する。 

 

 

原子炉がスクラムした場合の運転操作基準（７号炉） 

 

炉心は、原子力発電所において最大の放射能インベントリを

有する部分である。したがって、著しい放射能の放出となる炉

心の大損傷を防止するために、原子炉内の核分裂反応を停止

し、炉心冷却形状を維持すること及び発電所外への放射能の放

出を防止するために格納容器の健全性を維持することが重要

である。このため、原子炉の未臨界維持、原子炉の冷却の確保、

格納容器の健全性確保に関して、以下の運転操作基準について

定める。 

なお、この操作基準を使用する際には、当直長の判断に基づ

いて、より保守的な（安全側の）操作や事象の進展に応じた監

視操作の省略等を妨げるものではない。 

また、添付３「重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基

準」の重大事故等の発生及び拡大防止に必要な措置の運用手順

等に示された各操作手順については、その対応手段等に該当し

た場合に使用する。 

 

〔２号炉〕 

原子炉がスクラムした場合の運転操作基準 

 

炉心は原子力発電所において最大の放射能インベントリ

を有する部分である。したがって，著しい放射能の放出とな

る炉心の大損傷を防止するために，原子炉内の核分裂反応を

停止し，炉心冷却形状を維持することおよび発電所外への放

射能の放出を防止するために格納容器の健全性を維持する

ことが重要である。このため，原子炉の未臨界維持，原子炉

の冷却の確保，格納容器の健全性確保に関して，以下の運転

操作基準を定める。 

なお，この操作基準を使用する際には，当直長の判断に基

づいて，より保守的な（安全側の）操作や事象の進展に応じ

た監視操作の省略等を妨げるものではない。 

また，添付３「重大事故等および大規模損壊対応に係る実

施基準」の重大事故等の発生および拡大防止に必要な措置の

運用手順等に示された各操作手順については，その対応手段

等に該当した場合に使用する。 

 

 

 

 

原子炉がスクラムした場合の運転操作基準 

※原子炉スクラムする前から導入される場合がある。 

各制御番号および名称 添付１表番号 添付３表番号 

１ 原子炉制御 － － 

(１) スクラム １ － 

(２) 反応度制御 ２ １，２，３，４ 

(３) 水位確保 ３ ２，４ 

(４) 減圧冷却 ４ ２，３，４ 

２ 一次格納容器制御※ － － 

(１) 格納容器圧力制御 ５ ２,３,４,５,６ 

(２) ドライウェル温度制御 ６ ６ 

(３) サプレッションプール温度制御 ７ ６ 

(４) サプレッションプール水位制御 ８ ６ 

(５) 格納容器水素濃度制御 ９ ６ 

３ 二次格納容器制御※ － － 

(１) 原子炉建屋制御 １０ ２，３，４ 

(２) 使用済燃料プール水位・温度制御 １１ １１ 

４ 不測事態 － － 

(１) 水位回復 １２ ２，４ 

(２) 急速減圧 １３ ２，３，４ 

(３) 水位不明 １４ ２，３，４ 

５ 電源制御 － － 

(１) 交流／直流電源供給回復 １５ ５，１４，１６ 

事象整定 

事象発生 

第１４条に定めるマニュアルに基づく対応 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

また，発電課長は，以下の一般的な注意事項について留意する。 

（１）原子炉スクラム信号が発生した場合には，制御棒位置表

示が挿入されていることを示し，かつ中性子束が減少して

いることにより原子炉スクラムを確認する。 

（２）原子炉スクラム信号が発生したにもかかわらず，原子炉

がスクラムしない場合は直ちに原子炉の手動スクラムを

試みる。また，原子炉が自動スクラムすべき事態が発生し

たと判断される場合にもかかわらず，スクラム回路が作動

しない場合は，直ちに原子炉を手動スクラムさせる。 

（３）非常用炉心冷却系，非常用交流電源および非常用ガス処

理系等が自動作動した場合は，２つ以上の独立した計器に

より状況を確認するまでは，自動作動が正しいものとして

対処し，不用意に手動停止しない。 

（４）非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機※，非常用ガ

ス処理系等が自動作動した場合は，複数の計器により系統

の健全性および注入の有無等を確認する。 

（５）非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機，非常用ガ

ス処理系等の自動作動信号が発生したにもかかわらず，非

常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機，非常用ガス処

理系等が自動作動しない場合は，直ちに当該設備の手動作

動を試みる。また，非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル

発電機，非常用ガス処理系等の自動的に起動すべき事態が

発生したと判断される場合にもかかわらず，非常用炉心冷

却系，非常用ディーゼル発電機，非常用ガス処理系等が作

動しない場合は，直ちに当該設備を手動作動する。 

 

（６）非常用炉心冷却系が自動作動した場合に，十分な炉心冷

却が確保されていることが少なくとも２つ以上の独立し

た計器により確認できない場合は，非常用炉心冷却系を手

動操作してはならない。さらに，炉心冷却が確保され，非

常用炉心冷却系の手動操作が必要なくなり，手動停止した

場合は，当該系統を必ず自動作動できる状態とする。 

 

（７）格納容器隔離信号，原子炉建屋隔離信号が発生した場合

は，格納容器隔離弁，原子炉建屋給排気隔離弁が自動閉鎖

したことを確認する。 

（８）格納容器隔離信号，原子炉建屋隔離信号が発生したにも

かかわらず，格納容器隔離弁，原子炉建屋給排気隔離弁が

また、当直長は、以下の一般的な注意事項について留意する。 

（１） 原子炉スクラム信号が発生した場合には、制御棒位置

表示が挿入されていることを示し、かつ中性子束が減少

していることにより原子炉スクラムを確認する。 

（２） 原子炉スクラム信号が発生したにもかかわらず、原子

炉がスクラムしない場合は直ちに原子炉の手動スクラム

を試みる。また、原子炉が自動スクラムすべき事態が発生

したと判断される場合にもかかわらず、スクラム回路が

作動しない場合は、直ちに原子炉を手動スクラムさせる。 

（３） 非常用炉心冷却系、非常用交流電源及び非常用ガス処

理系等が自動作動した場合は、２つ以上の独立した計器

により状況を確認するまでは、自動作動が正しいものと

して対処し、不用意に手動停止しない。 

（４） 非常用炉心冷却系、非常用ディーゼル発電機、非常用ガ

ス処理系等が自動作動した場合は、複数の計器により系

統の健全性及び注入の有無等を確認する。 

（５） 非常用炉心冷却系、非常用ディーゼル発電機、非常用ガ

ス処理系等の自動作動信号が発生したにもかかわらず、

非常用炉心冷却系、非常用ディーゼル発電機、非常用ガ

ス処理系等が自動作動しない場合は、直ちに当該設備の

手動作動を試みる。また、非常用炉心冷却系、非常用ディ

ーゼル発電機、非常用ガス処理系等の自動的に起動すべ

き事態が発生したと判断される場合にもかかわらず、非

常用炉心冷却系、非常用ディーゼル発電機、非常用ガス

処理系等が作動しない場合は、直ちに当該設備を手動作

動する。 

（６） 非常用炉心冷却系が自動作動した場合に、十分な炉心

冷却が確保されていることが少なくとも２つ以上の独立

した計器により確認できない場合は、非常用炉心冷却系

を手動操作してはならない。さらに、炉心冷却が確保さ

れ、非常用炉心冷却系の手動操作が必要なくなり、手動停

止した場合は、当該系統を必ず自動作動できる状態とす

る。 

（７） 格納容器隔離信号、原子炉建屋隔離信号が発生した場

合は、格納容器隔離弁、原子炉建屋給排気隔離弁が自動

閉鎖したことを確認する。 

（８） 格納容器隔離信号、原子炉建屋隔離信号が発生したに

もかかわらず、格納容器隔離弁、原子炉建屋給排気隔離弁

また，当直長は，以下の一般的な注意事項について留意する。 

（１）原子炉スクラム信号が発生した場合は，制御棒位置表示

が挿入されていることを示し，かつ中性子束が減少してい

ることにより原子炉スクラムを確認する。 

（２）原子炉スクラム信号が発生したにもかかわらず，原子炉

がスクラムしない場合は，直ちに原子炉の手動スクラムを

試みる。また，原子炉が自動スクラムすべき事態が発生し

たと判断される場合にもかかわらず，スクラム回路が作動

しない場合は，直ちに原子炉を手動スクラムさせる。 

（３）非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機または非常

用ガス処理系等が自動作動した場合は，２つ以上の独立し

た計器により状況を確認するまでは，自動作動が正しいも

のとして対処し，不用意に手動停止しない。 

（４）非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機または非常

用ガス処理系等が自動作動した場合は，複数の計器により

系統の健全性および注入の有無等を確認する。 

（５）非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機または非常

用ガス処理系等の自動作動信号が発生したにもかかわら

ず，非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機または非

常用ガス処理系等が自動作動しない場合は，直ちに当該設

備の手動作動を試みる。また，非常用炉心冷却系，非常用

ディーゼル発電機または非常用ガス処理系等が自動的に

作動すべき事態が発生したと判断される場合にもかかわ

らず，非常用炉心冷却系，非常用ディーゼル発電機または

非常用ガス処理系等が作動しない場合は，直ちに当該設備

を手動作動する。 

（６）非常用炉心冷却系が自動作動した場合に，十分な炉心冷

却が確保されていることが少なくとも２つ以上の独立し

た計器により確認できない場合は，非常用炉心冷却系を手

動操作してはならない。さらに，炉心冷却が確保され，非

常用炉心冷却系の手動操作が必要なくなり，手動停止した

場合は，当該系統を必ず自動作動できる状態とする。 

 

（７）格納容器隔離信号または原子炉棟隔離信号が発生した場

合は，当該隔離弁が自動作動したことを確認する。 

 

（８）格納容器隔離信号または原子炉棟隔離信号が発生したに

もかかわらず，当該隔離弁が自動作動しない場合は手動で
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

自動閉鎖しない場合は手動で閉鎖することを試みる。ま

た，格納容器隔離弁，原子炉建屋給排気隔離弁が自動閉鎖

する事態が発生したと判断される場合にもかかわらず，格

納容器隔離弁，原子炉建屋給排気隔離弁が自動閉鎖しない

場合は，直ちに手動で閉鎖する。 

（９）格納容器隔離弁，原子炉建屋給排気隔離弁の自動隔離が

発生した場合は，放射線モニタの指示を確認し，異常のな

いことが判明するまで，隔離解除あるいは復旧を行っては

ならない。ただし，特段の理由がある場合を除く。 

 

※：非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系および高圧炉

心スプレイ系のディーゼル発電機をいう。特に断りがな

い場合は以下，本添付において同様とする。 

が自動閉鎖しない場合は手動で閉鎖することを試みる。

また、格納容器隔離弁、原子炉建屋給排気隔離弁が自動閉

鎖する事態が発生したと判断される場合にもかかわら

ず、格納容器隔離弁、原子炉建屋給排気隔離弁が自動閉鎖

しない場合は、直ちに手動で閉鎖する。 

（９） 格納容器隔離弁、原子炉建屋給排気隔離弁の自動隔離

が発生した場合は、放射線モニタの指示を確認し、異常の

ないことが判明するまで、隔離解除あるいは復旧を行っ

てはならない。ただし、特段の理由がある場合を除く。 

 

全閉することを試みる。また，格納容器隔離弁または原子

炉棟給排気隔離弁が自動作動する事態が発生したと判断

される場合にもかかわらず，当該隔離弁が自動作動しない

場合は，直ちに手動で全閉する。 

 

（９）格納容器隔離弁または原子炉棟給排気隔離弁の自動隔離

が発生した場合は，放射線モニタの指示を確認し，異常の

ないことが判明するまで，隔離解除あるいは復旧を行って

はならない。ただし，特段の理由がある場合を除く。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表１ 

１．原子炉制御 

（１）スクラム

①目的

・原子炉を停止する。

・十分な炉心冷却状態を維持する。

・原子炉を冷温停止状態まで冷却する。

・一次および二次格納容器制御への導入条件を監視する（原子炉が

スクラムしない場合を含む。）。

②導入条件

・原子炉スクラム信号が発生した場合

・手動スクラムした場合

・各制御の脱出条件が成立した場合

③脱出条件

④基本的な考え方

・原子炉スクラム要求時にはスクラム成功の有無の確認を確実に

行う。

・単一故障による原子炉スクラム時の復旧操作を全て原子炉制御

「スクラム」で収束させ，通常停止操作に移行する。

・各計器を並行監視し，徴候に応じた制御を行う。

・原子炉制御「スクラム」から要求される操作は，一次格納容器制

御より優先される。ただし，一次格納容器が損傷する恐れがある

場合には原子炉制御「スクラム」と一次格納容器制御を並行して

行う。

・二次格納容器制御「原子炉建屋制御」から要求される操作は原子

炉制御「スクラム」と二次格納容器制御を並行して行う。

・原子炉制御「スクラム」においては，最初に「原子炉出力」の制

御棒全挿入を確認し，「原子炉水位」，「原子炉圧力」，「ター

ビン・電源」の各制御を並行して行う。

・多重故障により他の制御への移行条件が成立した場合には，移行

先の制御を優先し，残りの制御は原子炉制御「スクラム」での制

御を並行して行う。 

⑤主な監視操作内容

Ａ．原子炉出力 

・「原子炉自動スクラム」警報の発信を確認する。

〔７号炉〕 

表１ 

１．原子炉制御 

（１）スクラム

①目的

・ 原子炉を停止する。

・ 十分な炉心冷却状態を維持する。

・ 原子炉を冷温停止状態まで冷却する。

・ 一次及び二次格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉が

スクラムしない場合を含む。）

②導入条件

・ 原子炉スクラム信号が発生した場合

・ 手動スクラムした場合

・ 各制御の脱出条件が成立した場合

③脱出条件

④基本的な考え方

・ 原子炉スクラム要求時にはスクラム成功の有無の確認を確実に

行う。

・単一故障による原子炉スクラム時の復旧操作を全て原子炉制御

「スクラム」で収束させ、通常停止操作に移行する。

・ 多重故障により他の制御への移行条件が成立した場合には、移

行先の制御を優先し、残りの制御は原子炉制御「スクラム」での

制御を並行して行う。

・ 各計器を並行監視し、徴候に応じた制御を行う。

・ 原子炉制御「スクラム」から要求される操作は、一次格納容器制

御より優先される。ただし、一次格納容器が損傷する恐れがある

場合は原子炉制御「スクラム」と一次格納容器制御を並行して行

う。

・ 二次格納容器制御「原子炉建屋制御」から要求される操作は原子

炉制御「スクラム」と二次格納容器制御を並行して行う。

・ 原子炉制御「スクラム」においては、最初に「原子炉出力」の全

制御棒全挿入を確認し、「原子炉水位」、「原子炉圧力」、「タービ

ン・電源」の各制御を並行して行う。

⑤主な監視操作内容

Ａ．原子炉出力 

・ 重要警報「スクラム」の発信を確認する。

表１ 

１．原子炉制御 

（１）スクラム

①目的

・原子炉を停止する。

・十分な炉心冷却状態を維持する。

・原子炉を冷温停止状態まで冷却する。

・一次および二次格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉

がスクラムしない場合を含む。） 

②導入条件

・原子炉スクラム信号が発生した場合

・手動スクラムした場合

・各制御の脱出条件が成立した場合

③脱出条件

④基本的な考え方

・原子炉スクラム要求時にはスクラム成功の有無の確認を確実に

行う。 

・単一故障による原子炉スクラム時の復旧操作を全て原子炉制御「

スクラム」で収束させ，通常停止操作に移行する。

・多重故障により他の制御への移行条件が成立した場合には，移行

先の制御を優先し，残りの制御は原子炉制御「スクラム」での制

御を並行して行う。 

・各計器を並行監視し，徴候に応じた制御を行う。

・原子炉制御「スクラム」から要求される操作は，一次格納容器制

御より優先される。ただし，一次格納容器が損傷する恐れがある

場合は原子炉制御「スクラム」と一次格納容器制御を並行して行

う。 

・二次格納容器制御「二次格納施設制御」から要求される操作は原

子炉制御「スクラム」と二次格納容器制御を並行して行う。 

・原子炉制御「スクラム」においては，最初に「原子炉出力」の全

制御棒全挿入を確認し，「原子炉水位」，「原子炉圧力」，「タービ

ン・電源」の各制御を並行して行う。

⑤主な監視操作内容

Ａ．原子炉出力 

・「自動スクラム」警報の発信を確認する。 

【女川との相違】 

・女川は同ページの後

段に記載

【女川との相違】 

・島根は同ページの前

段に記載
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・全制御棒挿入状態を確認する。 

・平均出力領域モニタの指示を確認する。 

 

・自動スクラムが失敗した場合には，手動スクラムを行う。 

 

・原子炉モードスイッチを「停止」位置にする。 

・全制御棒が全挿入位置まで挿入されていない場合，代替制御棒挿

入機能を動作させる。 

・全挿入位置まで挿入されていない制御棒が１本を超える場合，

「反応度制御」へ移行する。また，「反応度制御」に移行した場

合には，原子炉水位制御も「反応度制御」で行う。 

 

 

 

・全制御棒が全挿入位置まで挿入された場合または全挿入位置ま

で挿入されていない制御棒が１本以下の場合，原子炉水位，原子

炉圧力，スクラム排出容器ドレン弁，ベント弁の閉鎖および原子

炉再循環ポンプ速度を確認する。 

 

 

・平均出力領域モニタおよび起動領域モニタにより原子炉未臨界

を確認する。 

 

Ｂ．原子炉水位 

・原子炉水位を確認する。 

・原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値まで低下した場合，格

納容器隔離弁の開閉状態を確認する。 

・タービン駆動給水ポンプを停止し※，電動駆動給水ポンプおよび

給水制御系（単要素）で原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定

値から原子炉水位高タービントリップ設定値の間を目標として

維持する。 

・給復水系（主復水器を含む。）が正常でない場合，原子炉隔離時

冷却系を手動作動する（原子炉隔離時冷却系が自動作動した場合

は不要）。 

・原子炉水位が非常用炉心冷却系作動水位まで低下した場合には，

非常用炉心冷却系および原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認

する。 

・給復水系，非常用炉心冷却系または原子炉隔離時冷却系により原

・ 全制御棒挿入状態を確認する。 

・ 平均出力領域モニタの指示を確認する。 

 

・ 自動スクラムが失敗した場合には、手動スクラム及び代替制御

棒挿入機能の動作を行う。 

・ 原子炉モードスイッチを「停止」位置にする。 

 

 

・ 全制御棒が全挿入位置であること確認し、全挿入位置を確認で

きない場合に同一水圧制御ユニットに属する１組又は１本の制

御棒以上が未挿入であることを確認し、確認できない場合は原

子炉制御「反応度制御」へ移行する。また、原子炉制御「反応度

制御」に移行した場合は、原子炉水位制御も「反応度制御」で行

う。 

・ 原子炉水位、原子炉圧力、原子炉再循環ポンプ運転状態及び速度

を確認する。 

・  

 

 

 

・ 平均出力領域モニタ、起動領域モニタにより原子炉未臨界を確

認する。 

 

Ｂ．原子炉水位 

・ 原子炉水位を確認する。 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値まで低下した場合、

格納容器隔離弁の開閉状態を確認する。 

・ タービン駆動給水ポンプの自動停止を確認し、電動駆動給水ポ

ンプ及び給水制御系（単要素）で原子炉水位を原子炉水位低スク

ラム設定値から原子炉水位高タービントリップ設定値の間を目

標として維持する。 

・ 給復水系（復水器を含む）が正常でない場合、原子炉隔離時冷却

系を手動作動する。（原子炉隔離時冷却系が自動作動した場合は

不要） 

・ 原子炉水位が非常用炉心冷却系作動水位まで低下した場合に

は、非常用炉心冷却系の運転状態を確認し、給復水系、原子炉隔

離時冷却系、高圧代替注水系、低圧代替注水系（常設）、低圧代

替注水系（可搬型）、消火系又は制御棒駆動水圧系を使用して原

・全制御棒挿入状態を確認する。 

・平均出力領域計装の指示を確認する。 

・スクラム排出水容器ドレン弁，ベント弁の全閉を確認する。 

・自動スクラムが失敗した場合には，手動スクラムおよび代替制御

棒挿入機能の動作を行う。 

・原子炉モードスイッチを「停止」位置にする。 

 

 

・全制御棒が全挿入位置であることを確認し，全挿入位置を確認で

きない場合に１本のみ制御棒が未挿入であることを確認し，確認

できない場合は原子炉制御「反応度制御」に移行する。また，原

子炉制御「反応度制御」に移行した場合は，原子炉水位制御も原

子炉制御「反応度制御」で行う。 

 

・原子炉水位，原子炉圧力，原子炉再循環ポンプ運転状態および速

度を確認する。 

 

 

・中性子源領域計装検出器および中間領域計装検出器を炉心内に

挿入する。 

・平均出力領域計装，中性子源領域計装および中間領域計装により

，原子炉未臨界を確認する。 

 

Ｂ．原子炉水位 

・原子炉水位を確認する。 

・原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値まで低下した場合は，

格納容器隔離弁の開閉状態を確認する。 

・タービン駆動給水ポンプを停止し，電動駆動給水ポンプおよび給

水制御系（一要素）で原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値

から原子炉水位高タービントリップ設定値の間を目標として維

持する。 

・給復水系（復水器を含む）が正常でない場合，原子炉隔離時冷却

系を手動作動する。（原子炉隔離時冷却系が自動作動した場合は

不要） 

・原子炉水位が非常用炉心冷却系作動水位まで低下した場合には，

非常用炉心冷却系の運転状態を確認し，給復水系，原子炉隔離時

冷却系，高圧原子炉代替注水系，低圧原子炉代替注水系（常設）

，低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系，消火系または

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はスクラム排出

水容器を設置（女川

は後段に記載） 

【女川との相違】 

・島根は手動スクラム

と同時に実施 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は同一水圧制御

ユニットに属する制

御棒は１本のみ 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は前段に記載 

【島根固有】 

・島根は中性子源領域

計装および中間領域

計装を設置してお

り，検出時に検出器

の挿入操作が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は本手順におい
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位高ター

ビントリップ設定値の間を目標として維持する。 

 

 

 

 

 

 

・原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上に維持できない

場合は，原子炉制御「水位確保」に移行する。 

 

・原子炉水位が不明になった場合には，不測事態「水位不明」およ

び一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」へ移行する。 

・原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態

「水位回復」および一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」

へ移行する。 

・原子炉水位を連続的に監視する。 

※：タービン駆動給水ポンプは，原子炉水位高タービントリッ

プ設定値で自動停止する。 

 

Ｃ．原子炉圧力 

・原子炉スクラム後，原子炉圧力を確認する。 

・主蒸気隔離弁が開の場合，原子炉圧力制御が正常であることを確

認する。また，主復水器が使用可能であることを確認する。 

・原子炉圧力制御が正常でない場合または主復水器が使用不能で

ある場合は，主蒸気隔離弁を閉鎖し原子炉を隔離する。 

・主蒸気逃がし安全弁が開固着した場合，一次格納容器制御「サプ

レッションプール水温制御」へ移行する。 

・主蒸気隔離弁が閉の場合，主蒸気逃がし安全弁を開して，原子炉

圧力を調整する。また，主蒸気逃がし安全弁の開閉によって原子

炉圧力の調整ができない場合，原子炉制御「減圧冷却」へ移行す

る。なお，主復水器が使用可能である場合は主蒸気管ドレン弁に

より調整してもよい。 

・主蒸気逃がし安全弁の開閉によってサプレッションプールの水

温が上昇するため，残留熱除去系によるサプレッションプール冷

却を行う。 

・原子炉圧力がタービンバイパス弁または主蒸気逃がし安全弁に

より制御されていることを連続的監視する。 

子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位高ター

ビントリップ設定値の間を目標として維持する。 

 

 

 

 

 

 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上に維持できない

場合は、消防車の出動を要請し、原子炉制御「水位確保」に移行

する。 

・ 原子炉水位が不明になった場合は、不測事態「水位不明」及び一

次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」へ移行する。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持できない場合は、不測事

態「水位回復」及び一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」

へ移行する。 

・ 原子炉水位を連続的に監視する。 

 

 

 

Ｃ．原子炉圧力 

・ 原子炉スクラム後、原子炉圧力を確認する。 

・ 主蒸気隔離弁が開の場合、原子炉圧力制御が正常であることを

確認する。また、復水器が使用可能であることを確認する。 

・ 原子炉圧力制御が正常でない場合又は復水器が使用不能である

場合は、主蒸気隔離弁を閉鎖し原子炉を隔離する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁が開固着した場合は、一次格納容器制御「サ

プレッションプール水温制御」へ移行する。 

・ 主蒸気隔離弁が閉の場合、主蒸気逃がし安全弁を開し、原子炉圧

力を調整する。また、主蒸気逃がし安全弁の開閉によって原子炉

圧力の調整ができない場合は、原子炉制御「減圧冷却」へ移行す

る。なお、復水器が使用可能である場合は主蒸気管ドレン弁によ

り調整してもよい。 

・ 主蒸気逃がし安全弁の開閉によってサプレッションプールの水

温が上昇するため、残留熱除去系によるサプレッションプール

冷却を行う。 

・ 原子炉圧力がタービンバイパス弁又は主蒸気逃がし安全弁によ

り原子炉圧力を原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力まで

制御棒駆動水圧系を使用して原子炉水位を原子炉水位低スクラ

ム設定値から原子炉水位高タービントリップ設定値の間を目標

として維持する。 

 

 

 

 

 

・原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上に維持できない

場合は，大量送水車の接続を要請し，原子炉制御「水位確保」に

移行する。 

・原子炉水位が不明になった場合は，不測事態「水位不明」および

一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

・原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態

「水位回復」および一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・原子炉水位を連続的に監視する。 

 

 

 

Ｃ．原子炉圧力 

・原子炉スクラム後，原子炉圧力を確認する。 

・主蒸気隔離弁が開の場合は，原子炉圧力制御が正常であることを

確認する。また，復水器が使用可能であることを確認する。 

・原子炉圧力制御が正常でない場合または復水器が使用不能であ

る場合は，主蒸気隔離弁を全閉し，原子炉を隔離する。 

・主蒸気逃がし安全弁が開固着した場合は，一次格納容器制御「サ

プレッションチェンバ温度制御」に移行する。 

・主蒸気隔離弁が閉の場合は，主蒸気逃がし安全弁を開して，原子

炉圧力を調整する。また，主蒸気逃がし安全弁の開閉によって原

子炉圧力の調整ができない場合は，原子炉制御「減圧冷却」に移

行する。なお，復水器が使用可能である場合は，主蒸気ドレン弁

により調整してもよい。 

・主蒸気逃がし安全弁の開閉によってサプレッションチェンバの

水温が上昇するため，残留熱除去系によるサプレッションチェン

バ冷却を行う。 

・原子炉圧力をタービンバイパス弁または主蒸気逃がし安全弁に

より原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力まで減圧し，原子

て重大事故等対処設

備を使用しない運用 

【島根固有】 

・柏崎刈羽は復水輸送

系を低圧代替注水系

（常設）とし，島根

は低圧原子炉代替注

水系（常設）を新設 

 

【女川との相違】 

・女川は本手順におい

て重大事故等対処設

備を使用しない運用 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

・主蒸気逃がし安全弁の開閉状態を連続的に監視する。 

 

Ｄ．タービン・電源 

・原子炉スクラム後，発電機出力が低下していることおよびタービ

ン自動トリップを確認する。 

 

・タービントリップ状態および発電機トリップ状態を確認する。 

・所内電源系が確保されていることを確認する。 

・直流電源が確保されない場合は，「電源回復（直流電源復旧）」

へ移行する。 

・起動変圧器から受電されていない場合，「電源回復（交流電源復

旧）」へ移行する。 

・非常用母線が正常であることを確認する。正常でない場合，「電

源回復」へ移行する。 

・主蒸気隔離弁が開の場合，原子炉圧力制御が正常であることを確

認する。また，主復水器が使用可能であることを確認し，空気抽

出器およびグランドシールの切替により主復水器真空度を維持

する。 

・原子炉圧力制御が正常でない場合または主復水器が使用不能で

ある場合は，主蒸気隔離弁を閉鎖し原子炉を隔離する。 

・タービンおよび発電機の停止状態を確認する。 

 

Ｅ．モニタ確認 

・各種放射線モニタの指示を確認する。 

・各種放射線モニタの指示の異常が確認された場合，「復旧」操作

へ移行せず原因の調査を実施する。 

 

Ｆ．復旧 

・原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上で安定している

ことを確認する。 

・格納容器隔離系がリセット可能であることを確認する。 

・原子炉圧力等の主要パラメータが整定していることを確認する。 

 

・格納容器隔離信号をリセットし，隔離状態を復旧する。 

減圧し、原子炉隔離時冷却系を停止する。 

・ 原子炉圧力を残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧

力以下まで減圧し、残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を起動

する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁の開閉状態を連続的に監視する。 

 

Ｄ．タービン・電源 

・ 原子炉スクラム後、発電機出力が低下していることを確認して

タービンを手動トリップする。（タービン自動トリップの場合は

不要。） 

・ タービントリップ状態及び発電機トリップ状態を確認する。 

・ 所内電源系が確保されていることを確認する。所内電源系の一

部又は全部が確保されない場合は、「交流／直流電源供給回復」

へ移行する。 

 

 

 

 

・ 主蒸気隔離弁が開の場合、原子炉圧力制御が正常であることを

確認する。また、復水器が使用可能であることを確認し、空気抽

出器及びグランドシールの切替により復水器真空度を維持す

る。 

・ 原子炉圧力制御が正常でない場合又は復水器が使用不能である

場合は、主蒸気隔離弁を閉鎖し原子炉を隔離する。 

・ タービン、発電機の停止状態を確認する。 

 

Ｅ．モニタ確認 

・ 各種放射線モニタの指示を確認する。 

・ 各種放射線モニタの指示に異常が確認された場合は、「復旧」操

作へ移行せず原因の調査を実施する。 

 

Ｆ．復旧 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上で安定している

ことを確認する。 

・ 格納容器隔離系がリセット可能であることを確認する。 

・ 原子炉圧力等の主要パラメータが整定していることを確認す

る。 

・ 格納容器隔離信号をリセットし、隔離状態を復旧する。 

炉隔離時冷却系を停止する。 

・原子炉圧力を残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの使用可能

圧力以下まで減圧し，残留熱除去系原子炉停止時冷却モードを起

動する。 

・主蒸気逃がし安全弁の開閉状態を連続的に監視する。 

 

Ｄ．タービン・電源 

・原子炉スクラム後，発電機出力が低下していることを確認してタ

ービンを手動トリップする。（タービン自動トリップの場合は不

要。） 

・タービントリップ状態，発電機トリップ状態を確認する。 

・所内電源系が確保されていることを確認する。所内電源系の一部

または全部が確保されない場合は，「交流／直流電源供給回復」

に移行する。 

 

 

 

 

・主蒸気隔離弁が開の場合は，原子炉圧力制御が正常であることを

確認する。また，復水器が使用可能であることを確認し，空気抽

出器およびグランドシールの切替により復水器真空度を維持す

る。 

・原子炉圧力制御が正常でない場合または復水器が使用不能であ

る場合は，主蒸気隔離弁を全閉し原子炉を隔離する。 

・タービン，発電機の停止状態を確認する。 

 

Ｅ．モニタ確認 

・各種放射線モニタの指示を確認する。 

・各種放射線モニタの指示の異常が確認された場合は，「復旧」操

作に移行せず原因の調査を実施する。 

 

Ｆ．復旧 

・原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上で安定している

ことを確認する。 

・格納容器隔離系がリセット可能であることを確認する。 

・原子炉圧力等の主要パラメータが整定していることを確認する。 

 

・格納容器隔離信号をリセットし，隔離状態を復旧する。 

【女川との相違】 

・女川は表４「減圧冷

却」にて実施する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・原子炉冷却材浄化系により原子炉水位が調整可能であることを

確認する。また，原子炉建屋換気空調系を起動し，非常用ガス処

理系を停止する。 

 

 

 

 

・スクラム原因を究明し，原因除去後スクラムリセットを行う。 

 

・原子炉再循環ポンプが停止している場合，原子炉水位を原子炉水

位高タービントリップ設定値以上で維持する。 

・原子炉を冷温停止する。 

 

Ｇ．一次格納容器制御への導入 

・一次格納容器制御への導入条件を監視する（原子炉がスクラムし

ない場合を含む。）。 

 

Ｈ．二次格納容器制御への導入 

・二次格納容器制御への導入条件を監視する（原子炉がスクラムし

ない場合を含む。）。 

 

 

 

・ 原子炉冷却材浄化系により原子炉水位が調整可能であることを

確認する。また、原子炉建屋換気空調系を起動し、非常用ガス処

理系を停止する。 

・  

・ 主蒸気隔離弁が閉している場合、開可能であれば均圧後主蒸気

隔離弁を開する。また、開不能であれば主蒸気逃がし安全弁で原

子炉減圧する。 

・ スクラム原因を究明し、原因除去後スクラムリセットを行う。 

 

・ 原子炉再循環ポンプが停止した場合、再起動が可能であれば原

子炉再循環ポンプを起動する。 

・ 原子炉を冷温停止する。 

 

Ｇ．一次格納容器制御への導入 

・ 一次格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉がスクラム

しない場合を含む。） 

 

Ｈ．二次格納容器制御への導入 

・ 二次格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉がスクラム

しない場合を含む。） 

 
 

・原子炉浄化系により原子炉水位が調整可能であることを確認す

る。また，原子炉棟空調換気系を起動し，非常用ガス処理系を停

止する。 

 

・主蒸気隔離弁が閉している場合は，開可能であれば均圧後，主蒸

気隔離弁を開する。また，開不能であれば主蒸気逃がし安全弁で

原子炉を減圧する。 

・原子炉スクラム原因を究明し，原因除去後スクラムリセットを行

う。 

・原子炉再循環ポンプが停止した場合は，再起動が可能であれば原

子炉再循環ポンプを起動する。 

・原子炉を冷温停止する。 

 

Ｇ．一次格納容器制御への導入 

・一次格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉がスクラム

しない場合を含む。） 

 

Ｈ．二次格納容器制御への導入 

・二次格納容器制御への導入条件を監視する。（原子炉がスクラム

しない場合を含む。） 

 
 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は表４「減圧冷

却」にて実施する。 

 

 

【女川との相違】 

・運用の相違であり，

島根は従前から再起

動が可能であれば原

子炉再循環ポンプを

再起動する運用 

 

4
9
0



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表２ 

１．原子炉制御 

（２）反応度制御 

①目的 

・スクラム不能異常過渡事象発生時に，原子炉を安全に停止させ

る。 

なお，スクラム不能異常過渡事象とは，ＡＴＷＳのことをいう。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラ

ム」により１本を超え

る制御棒が全挿入位

置まで挿入されてい

ない場合 

 

③脱出条件 

・全制御棒が全挿入位置または最大未臨

界引抜位置まで挿入され，ほう酸水注

入系が停止している場合 

・全挿入位置まで挿入されていない制御

棒が１本以下となり，ほう酸水注入系

が停止している場合 

 

④基本的な考え方 

・短期的には原子炉の健全性を維持し，長期的には非常用炉心冷却

系の水源であるサプレッションプールの健全性を維持する。 

・「ほう酸水注入系」，「水位」，「制御棒」，「圧力」を並行操

作する。なお，同時に実行することが不可能な場合は，「ほう酸

水注入系」，「水位」，「制御棒」，「圧力」の順に優先させる。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．反応度制御 

・全制御棒が全挿入位置まで挿入されず，１本を超える制御棒が全

挿入位置まで挿入されていない場合には，「反応度制御」のほう

酸水注入系起動操作および水位制御，制御棒操作，圧力制御を並

行操作する。 

 

・原子炉再循環ポンプを停止する。 

 

 

・自動減圧系作動阻止スイッチにより自動減圧系の動作を阻止す

る。 

 

Ｂ．ほう酸水注入系 

・ほう酸水注入系を起動する。 

・原子炉冷却材浄化系が隔離したことを確認する。 

・全量注入完了後，ほう酸水注入系を停止する。ただし，全制御棒

表２ 

１．原子炉制御 

（２）反応度制御 

①目的 

・ スクラム不能異常過渡事象発生時に、原子炉を安全に停止させ

る。 

なお、スクラム不能異常過渡事象とは、ＡＴＷＳのことをいう。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」

により全制御棒が全挿

入位置又は同一水圧制

御ユニットに属する１

組又は１本を超える制

御棒が挿入されていな

い場合 

③脱出条件 

・ 全制御棒が全挿入位置又は最大未

臨界引抜位置まで挿入され、ほう酸

水注入系が停止している場合 

・ 同一水圧制御ユニットに属する１

組又は１本の制御棒以下まで挿入

され、ほう酸水注入系が停止してい

る場合 

④基本的な考え方 

・ 短期的には原子炉の健全性を維持し、長期的には非常用炉心冷

却系の水源であるサプレッションプールの健全性を維持する。 

・ 「ほう酸水注入系」、「水位」、「制御棒」、「圧力」を並行操作する。

なお、同時に実行することが不可能な場合は、「ほう酸水注入

系」、「水位」、「制御棒」、「圧力」の順に優先させる。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．反応度制御 

・ 全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置まで挿入され

ず、同一水圧制御ユニットに属する１組又は１本を超える制御

棒が挿入されていない場合には、「反応度制御」のほう酸水注入

系起動操作及び水位制御、制御棒操作、圧力制御を並行操作す

る。 

・ タービンが運転中の場合は、原子炉再循環ポンプをランバック

後停止する。また、タービンが停止中の場合は、原子炉再循環ポ

ンプを停止する。 

・ 自動減圧系自動起動を阻止し、自動減圧系の動作を阻止する。 

 

 

Ｂ．ほう酸水注入系 

・ ほう酸水注入系を起動する。 

・ 原子炉冷却材浄化系が隔離したことを確認する。 

・ ほう酸水注入系を起動した場合には、全量注入完了までほう酸

表２ 

１．原子炉制御 

（２）反応度制御 

①目的 

・スクラム不能異常過渡事象発生時に，原子炉を安全に停止させ

る。 

なお，スクラム不能異常過渡事象とは，ＡＴＷＳのことをいう。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」

において１本を超える

制御棒が挿入されてい

ない場合 

③脱出条件 

・全制御棒が全挿入位置または最大未

臨界引抜位置まで挿入され，ほう酸水

注入系が停止している場合 

・全挿入でない制御棒が１本以下まで

挿入され，ほう酸水注入系が停止して

いる場合 

 

④基本的な考え方 

・短期的には原子炉の健全性を維持し，長期的には非常用炉心冷却

系の水源であるサプレッションチェンバの健全性を維持する。 

・「ほう酸水注入系」，「水位」，「制御棒」，「圧力」を並行操作する。

なお，同時に実行することが不可能な場合は，「ほう酸水注入系」，

「水位」，「制御棒」，「圧力」の順に優先させる。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．反応度制御 

・全制御棒が全挿入位置または最大未臨界引抜位置まで挿入され

ず，１本を超える制御棒が挿入されていない場合は，原子炉制御

「反応度制御」の「ほう酸水注入系」，「水位」，「制御棒」，「圧力

」を並行操作する。 

 

・原子炉が隔離していない場合は，原子炉再循環ポンプをランバッ

ク後停止する。また，原子炉が隔離している場合は，原子炉再循

環ポンプを停止する。 

・自動減圧系自動起動を阻止し，自動減圧系の動作を阻止する。 

 

 

Ｂ．ほう酸水注入系 

・ほう酸水注入系を起動する。 

・原子炉浄化系が隔離したことを確認する。 

・ほう酸水注入系を起動した場合は，全量注入完了までほう酸水を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は同一水圧制御

ユニットに属する制

御棒は１本のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は同一水圧制御

ユニットに属する制

御棒は１本のみ 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

が全挿入位置または最大未臨界引抜位置まで挿入された場合も

しくは全挿入位置まで挿入されていない制御棒が１本以下とな

った場合は，ほう酸水注入系を停止する。 

・未臨界を確認する。 

 

Ｃ．水位 

・原子炉水位が不明となった場合，「反応度制御」水位不明および

一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

・スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力高判定値以上の場

合，または原子炉が隔離状態の場合「水位低下」操作として，原

子炉給水流量を原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時

原子炉出力低判定値以下になるまで低下させる（原子炉水位をス

クラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値以上で維持

する。）。 

 

 

 

 

・原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力高判

定値未満で，かつ原子炉が隔離状態でない場合，原子炉出力が中

性子束振動発生防止値以下となるよう水位維持操作を行う（原子

炉水位を原子炉隔離時冷却系自動作動水位以上を目標として維

持する。）。 

 

 

 

・ほう酸水が全量注入完了し原子炉が未臨界となった場合は，原子

炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位高タービ

ントリップ設定値の間を目標として維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下

限値以上に維持できない場合は，給復水系，非常用炉心冷却系，

水を注入する。ただし、全制御棒が全挿入位置又は最大未臨界引

抜位置まで挿入された場合には、ほう酸水注入系を停止する。 

 

 

 

Ｃ．水位 

・ 原子炉水位が不明となった場合、「反応度制御」水位不明及び「格

納容器水素濃度制御」に移行する。 

・ スクラム不能異常過渡事象発生時、原子炉出力高判定値以上の場

合又は原子炉出力高判定未満の場合でかつ主蒸気隔離弁が閉の

場合、「水位低下」操作として、原子炉給水流量を原子炉出力が

スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値以下にな

るまで低下させる。（原子炉水位の下限値は高圧で注水可能な非

常用炉心冷却系作動水位とする。） 

 

 

 

 

・ 原子炉出力がスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力高判

定値未満の場合で、かつ原子炉が隔離状態でない場合は、原子炉

出力が中性子束振動発生防止値以下となるよう水位維持操作を

行う。（原子炉水位を原子炉隔離時冷却系自動作動水位から原子

炉水位高タービントリップ設定値の間を目標として維持する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 原子炉を減圧することにより高圧で注水可能な非常用炉心冷却

系作動水位以上に維持可能な場合は、自動減圧機能を有する主蒸

気逃がし安全弁を数弁開して、原子炉を減圧し非常用炉心冷却系

の注水流量を増加し、原子炉水位を高圧で注水可能な非常用炉心

冷却系作動水位以上に維持する。 

・ 自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を数弁開しても、原子

炉水位を高圧で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位以上に維

注入する。ただし，全制御棒が全挿入位置または最大未臨界引抜

位置まで挿入された場合ならびに全挿入でない制御棒が１本の

みとなった場合は，ほう酸水注入系を停止する。 

 

 

Ｃ．水位 

・原子炉水位が不明となった場合は，「反応度制御」水位不明およ

び一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

・スクラム不能異常過渡事象発生時，原子炉が隔離状態の場合，「水

位低下」操作として，原子炉給水流量を原子炉出力がスクラム不

能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値以下になるまで原子

炉水位を低下させる。（原子炉水位の下限値は高圧で注水可能な

非常用炉心冷却系作動水位とする。） 

 

 

 

 

 

・原子炉が隔離状態でない場合は，原子炉出力が中性子束振動発生

防止値以下となるよう水位維持操作を行う。（原子炉水位を原子

炉水位低スクラム設定値と原子炉水位高タービントリップ設定

値の間を目標として維持する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉を減圧することによりスクラム不能異常過渡事象発生時

原子炉水位低下限値以上に維持可能な場合は，自動減圧機能を有

する主蒸気逃がし安全弁を数弁開して原子炉を減圧し，非常用炉

心冷却系により原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時

原子炉水位低下限値以上に維持する。 

・自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を数弁開しても，原子

炉水位をスクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根はタービンバイ

パス弁容量が大きい

ため，原子炉が隔離

状態でなければ原子

炉出力の高低にかか

わらず格納容器への

蒸気流出は起こらな

いため，水位低下操

作は不要 

【島根固有】 

・目標値の相違であ

り，島根は中性子束

振動防止のため，炉

出力 20％以下を目

標に L-3 を下限に設

定 

 

【女川との相違】 

・女川はほう酸水注入

系停止後の水位目標

を明記 

 

【島根固有】 

・目標値の相違であ

り，島根は ATWS解析

の目標水位を設定 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

低圧代替注水系（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ），

低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系，低圧代替注水系（常

設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），ろ過水系）を起動後，自動

減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を優先して主蒸気逃がし

安全弁を順次開放し，原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．制御棒 

・スクラム弁が閉の場合，代替制御棒挿入機能の動作，選択制御棒

手動挿入，スクラムパイロット弁電磁弁の電源切，スクラムテス

トスイッチによるシングルロッドスクラムまたは制御用空気の

排気を行う。 

・スクラム弁が開の場合，スクラムリセットし，スクラム排出容器

水位高リセットを確認し，手動スクラム，代替制御棒挿入機能の

動作またはスクラムテストスイッチによるシングルロッドスク

ラムを行う。 

・制御棒駆動水圧系の水圧を確保し，制御棒を手動挿入する。 

・制御棒駆動水圧系の引抜配管ベント弁から排水し制御棒を挿入

する。 

持できない場合には、低圧で原子炉に注水可能な系統※又は低圧

代替注水系（常設）、低圧代替注水系（可搬型）、消火系、制御棒

駆動水圧系を起動し、自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁

を優先して主蒸気逃がし安全弁を順次開放し、原子炉水位を高圧

で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位以上に維持する。 

 

※：低圧で原子炉へ注水可能な系統とは、高圧復水ポンプ、低圧復

水ポンプ、高圧炉心注水系Ｂ系、高圧炉心注水系Ｃ系、低圧注

水系Ａ系、低圧注水系Ｂ系、低圧注水系Ｃ系をいう。以下、各

表において同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．制御棒 

・ スクラム弁が閉の場合、代替制御棒挿入機能の動作、スクラムテ

ストスイッチ、スクラムパイロット弁電磁弁の電源切を行う。 

 

 

・ スクラム弁が開の場合、スクラムリセットし、再度手動スクラム

又は代替制御棒挿入機能等によるスクラムを行う。 

 

 

・ 個々の制御棒の電動挿入を行う。 

 

 

以上に維持できない場合は，低圧で原子炉に注水可能な系統※ま

たは低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可

搬型），復水輸送系，消火系，制御棒駆動水圧系を起動し，自動

減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を優先して主蒸気逃がし

安全弁を順次開放し，原子炉水位をスクラム不能異常過渡事象発

生時原子炉水位低下限値以上に維持する。 

※：低圧で原子炉へ注水可能な系統とは，給復水系，高圧炉心スプ

レイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系Ａ系，低圧注水系Ｂ

系，低圧注水系Ｃ系をいう。以下，各表において同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ．制御棒 

・スクラム弁が閉の場合は，代替制御棒挿入機能の動作，選択制御

棒手動挿入，スクラムテストスイッチによる個別スクラム，スク

ラムパイロット弁電磁弁の電源切または制御空気の排気を行う。 

 

・スクラム弁が開の場合は，スクラムリセットし，スクラム排出水

容器水位高トリップリセットを確認し，再度手動スクラムまたは

代替制御棒挿入機能等によるスクラムを行う。 

 

・制御棒駆動水圧系の水圧を確保し，制御棒を手動挿入する。 

 

 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

【島根固有】 

・目標値の相違であ

り，島根は ATWS解析

の目標水位を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・BWR-5 に制御棒の電

動挿入機能はない 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

Ｅ．圧力 

・反応度制御中は，主蒸気逃がし安全弁またはタービンバイパス弁

により原子炉圧力を一定に制御する。 

・ほう酸水全量注入完了後，原子炉未臨界を確認し，原子炉圧力を

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧力未満まで低

下させ，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を起動する。 

 

Ｆ．「反応度制御」水位不明 

・「反応度制御」水位不明を実行中に全制御棒が全挿入位置または

最大未臨界引抜位置まで挿入された場合もしくは全挿入位置ま

で挿入されていない制御棒が１本以下となった場合には，不測事

態「水位不明」に移行する。 

・給復水系，非常用炉心冷却系，低圧代替注水系（低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），代替

循環冷却系，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ），ろ過水系）を追加起動する。 

 

・主蒸気隔離弁，格納容器隔離弁および主蒸気ドレン弁ならびに原

子炉隔離時冷却系および原子炉冷却材浄化系の隔離弁を閉鎖す

る。 

 

・自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」原子

炉水位不明操作時必要弁数開して，原子炉を減圧し，原子炉圧力

が炉心冠水最低圧力以上で，かつできる限り低くなるように注水

する。 

・原子炉圧力が炉心冠水最低圧力以上を維持できない場合，自動減

圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を順次開にして，原子炉圧力

が炉心冠水最低圧力以上で，かつできる限り低くなるように注水

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｅ．圧力 

・ 反応度制御中は、主蒸気逃がし安全弁又はタービンバイパス弁に

より原子炉圧力を一定に制御する。 

ほう酸水全量注入完了後、全制御棒を全挿入位置又は最大未臨界引

抜位置まで挿入されるまで、原子炉圧力を残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）の使用可能圧力未満まで低下させ、残留熱除去系（原

子炉停止時冷却系）を起動する。 

Ｆ．「反応度制御」水位不明 

・ 「反応度制御」水位不明を実行中に全制御棒が全挿入位置又は最

大未臨界引抜位置まで挿入された場合又は同一水圧制御ユニッ

トに属する１組又は１本の制御棒以上が挿入された場合には、不

測事態「水位不明」に移行する。 

 

 

 

 

・ 制御棒が原子炉出力高温未臨界パターン以上まで挿入されてい

る場合には、主蒸気隔離弁、格納容器隔離弁及び主蒸気管ドレン

弁、並びに原子炉隔離時冷却系及び原子炉冷却材浄化系の隔離弁

を閉鎖し、「満水注入」を行う。 

・ 制御棒が原子炉出力高温未臨界パターンまで挿入されていない

場合、自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」

原子炉水位不明操作時必要弁数開して、原子炉を減圧し、給復水

系、制御棒駆動水圧系、高圧炉心注水系、低圧注水系、又は低圧

代替注水系（常設）、低圧代替注水系（可搬型）、消火系を使用し

て原子炉圧力が炉心冠水最低圧力以上で、かつできる限り低くな

るように注水する。 

 

 

 

 

原子炉出力６％未満の場合、ほう酸水注入系を起動３０分経過

後、ほう酸水注入系、制御棒駆動水圧系、原子炉隔離時冷却系に

よる注水とする。 

 

 

 
 

Ｅ．圧力 

・反応度制御中は，主蒸気逃がし安全弁またはタービンバイパス弁

により原子炉圧力を一定に制御する。 

・ほう酸水全量注入完了後，全制御棒を全挿入位置または最大未臨

界引抜位置まで挿入されるまで，原子炉圧力を残留熱除去系原子

炉停止時冷却モードの使用可能圧力以下まで低下させ，残留熱除

去系原子炉停止時冷却モードを起動する。 

Ｆ．「反応度制御」水位不明 

・「反応度制御」水位不明を実行中に全制御棒が全挿入位置または

最大未臨界引抜位置まで挿入された場合または全挿入でない制

御棒が１本のみとなった場合は，不測事態「水位不明」に移行す

る。 

 

 

 

 

・ 制御棒が原子炉出力高温未臨界パターン以上まで挿入されてい

る場合には，主蒸気隔離弁，主蒸気ドレン弁ならびに原子炉隔離

時冷却系および原子炉浄化系の隔離弁を全閉し，「満水注入」を

行う。 

・ 制御棒が原子炉出力高温未臨界パターンまで挿入されていない

場合，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁を「反応度制御」

水位不明操作時必要弁数開して原子炉を減圧し，給復水系，制御

棒駆動水圧系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧

注水系，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系

（可搬型），復水輸送系，消火系を使用して原子炉圧力が炉心冠

水最低圧力以上で，かつできる限り低くなるように注水する。 

 

 

 

 

・原子炉出力８％未満の場合，ほう酸水注入系を起動３５分経過後

，ほう酸水注入系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系によ

る注水とする。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は同一水圧制御

ユニットに属する制

御棒は１本のみ 

【女川との相違】 

・女川は原子炉圧力の

状況に応じて水位制

御を行うが，島根は

制御棒の挿入割合に

より対応操作が異な

る。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・柏崎刈羽は復水輸送

系を低圧代替注水系

（常設）とし，島根

は低圧原子炉代替注

水系（常設）を新設 

【女川との相違】 

・女川は原子炉圧力の

状況に応じて水位制

御を行うが，島根は

制御棒の挿入割合に

より対応操作が異な

る。 
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赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表３ 

１．原子炉制御 

（３）水位確保 

①目的 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に回復させ，安定に維持する。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」において原子炉水位

が原子炉水位低スクラム設定値以上に維持

できない場合 

 

 

 

 

・不測事態「水位回復」において原子炉水位を

有効燃料頂部以上に維持できる場合 

・不測事態「急速減圧」において，減圧が完了

し水位が判明している場合 

 

 

・不測事態「水位不明」において最長許容炉心

露出時間以内に原子炉水位が判明した場合 

③脱出条件 

・原子炉水位が

原子炉水位低

スクラム設定

値から原子炉

水位高タービ

ントリップ設

定値の間に維

持できる場合 

 

④基本的な考え方 

・原子炉水位と原子炉に注水可能な系統を随時把握する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位 

 

 

・作動すべきものが不作動の場合は，手動で作動させる。 

 

 

・給復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系または高圧代

替注水系を使用して原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値

から原子炉水位高タービントリップ設定値の間に維持する。 

 

 

 

・原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値以上に維持できず原

子炉水位が降下中の場合であって，給復水系および非常用炉心冷

表３ 

１．原子炉制御 

（３）水位確保 

①目的 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に回復させ、安定に維持する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において原子炉水位が

原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位

高タービントリップ設定値の間に維持できな

い場合 

・ 「格納容器圧力制御」において原子炉満水後サ

プレッションプール圧力を格納容器圧力制限

値以下に維持できる場合 

・ 不測事態「水位回復」において原子炉水位を有

効燃料頂部以上に維持できる場合 

・ 不測事態「急速減圧」において、減圧が完了し

水位が判明しており、かつドライウェル空間部

温度が水位不明判断曲線の水位不明領域外で

ある場合 

・ 不測事態「水位不明」において最長許容炉心露

出時間以内に原子炉水位が判明した場合 

③脱出条件 

・ 原子炉水位

が原子炉水

位低スクラ

ム設定値か

ら原子炉水

位高タービ

ントリップ

設定値の間

に維持でき

る場合 

 

④基本的な考え方 

・ 原子炉水位と原子炉に注水可能な系統を随時把握する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位確保 

・ 原子炉水位、原子炉圧力及び格納容器隔離、並びに非常用炉心冷

却系及び非常用ディーゼル発電機の起動を確認する。 

・ 作動すべきものが不作動の場合は、手動で作動させる。 

 

Ｂ．水位 

・ 給復水系、原子炉隔離時冷却系、非常用炉心冷却系、高圧代替注

水系、低圧代替注水系（常設）、低圧代替注水系（可搬型）、消火

系又は制御棒駆動水圧系を使用して原子炉水位を原子炉水位低

スクラム設定値から原子炉水位高タービントリップ設定値の間

に維持する。 

 

・ 原子炉水位が原子炉水位低スクラム設定値以上に維持できない

場合は、消防車の出動を要請する。 

表３ 

１．原子炉制御 

（３）水位確保 

①目的 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に回復させ，安定に維持する。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」において原子炉水位が

原子炉水位低スクラム設定値から原子炉水位

高タービントリップ設定値の間に維持できな

い場合 

・一次格納容器制御「格納容器圧力制御」におい

て原子炉満水後サプレッションチェンバ圧力

を格納容器圧力制限値以下に維持できる場合 

・不測事態「水位回復」において原子炉水位を有

効燃料頂部以上に維持できる場合 

・不測事態「急速減圧」において，減圧が完了し，

水位が判明しており，かつドライウェル空間部

温度が水位不明判断曲線の水位不明領域外であ

る場合 

・不測事態「水位不明」において最長許容炉心露

出時間以内に原子炉水位が判明した場合 

③脱出条件 

・原子炉水位

が原子炉水

位低スクラ

ム設定値か

ら原子炉水

位高タービ

ントリップ

設定値の間

に維持でき

る場合 

④基本的な考え方 

・原子炉水位と原子炉に注水可能な系統を随時把握する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位確保 

・原子炉水位，原子炉圧力，格納容器隔離ならびに非常用炉心冷却

系および非常用ディーゼル発電機の作動を確認する。 

・作動すべきものが不作動の場合は，手動で作動させる。 

 

Ｂ．水位 

・給復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系，高圧原子炉

代替注水系，低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火

系または低圧原子炉代替注水系（可搬型），制御棒駆動水圧系を

使用して原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値から原子炉

水位高タービントリップ設定値の間に維持する。 

 

・原子炉水位を原子炉水位低スクラム設定値以上に回復，維持でき

ない場合は，大量送水車の接続を要請する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・柏崎刈羽は復水輸送

系を低圧代替注水系

（常設）とし，島根

は低圧原子炉代替注

水系（常設）を新設 

【女川との相違】 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

却系が起動せず，原子炉隔離時冷却系または高圧代替注水系によ

り原子炉水位の維持ができない場合は，低圧代替注水系（低圧代

替注水系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），

代替循環冷却系，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系

ポンプ），ろ過水系）を起動し，不測事態「急速減圧」に移行す

る。低圧代替注水系が起動できない場合は，不測事態「水位回復」

に移行する。 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態

「水位回復」および一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・原子炉水位が不明の場合には，不測事態「水位不明」および一次

格納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

・原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持可能な場合は，原子炉制御

「減圧冷却」に移行する。 

 

 

・ 給復水系及び非常用炉心冷却系が起動せず、原子炉水位の低下

が継続した場合は、低圧代替注水系（常設）２台以上又は低圧代

替注水系（可搬型）と消火系から２系統以上による原子炉注水の

準備を行い不測事態「急速減圧」及び一次格納容器制御「格納容

器水素濃度制御」に移行する。 

 

 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は、不測事

態「水位回復」及び一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・ 原子炉水位が不明の場合には、不測事態「水位不明」及び一次格

納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持可能な場合は、原子炉制

御「減圧冷却」に移行する。 
 

・給復水系および非常用炉心冷却系が起動せず，原子炉水位の低下

が継続した場合は，低圧原子炉代替注水系（常設）１系統以上ま

たは復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替注水系（可搬型）から

１系統以上による原子炉注水の準備を行い不測事態「急速減圧」

および一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

 

 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態

「水位回復」および一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

・原子炉水位が不明の場合は，不測事態「水位不明」および一次格

納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

・原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持可能な場合は，原子炉制御

「減圧冷却」に移行する。 
 

・島根は大量送水車の

準備時間を考慮し，

事前に接続依頼をす

る。 

【島根固有】 

・島根は記載系統の１

系統以上で必要な注

水量を確保できる。 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

4
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４ 

１．原子炉制御 

（４）減圧冷却 

①目的 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持しつつ，原子炉を減圧し，

冷温停止状態へ移行させる。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」において，主蒸気隔

離弁が閉状態でかつ主蒸気逃がし安全弁に

よる原子炉圧力の調整ができない場合また

はタービンバイパス弁もしくは主蒸気逃が

し安全弁を使用して原子炉圧力の調整およ

び監視ができる場合 

・原子炉制御「水位確保」において，有効燃料

頂部から原子炉水位低スクラム設定値の間

に維持可能な場合 

・一次格納容器制御「サプレッションプール

水温制御」において，手動スクラム後，サプ

レッションプール水温がサプレッションプ

ール熱容量制限図の運転禁止範囲外の場合 

 

 

 

 

③脱出条件 

・原子炉圧力が残

留熱除去系（原

子炉停止時冷却

系）の使用可能

圧力以下で，残

留熱除去系（原

子炉停止時冷却

系）が起動し，原

子炉水位が有効

燃料頂部以上に

維持できる場合 

 

④基本的な考え方 

・緊急性を要しないため，原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率

は原子炉冷却材温度変化率制限値以内になるように努める。 

・主蒸気逃がし安全弁にて減圧冷却を行う場合には，原子炉冷却材

温度変化率およびサプレッションプール水温を十分監視しなが

ら，主蒸気逃がし安全弁の開閉を間欠に行う。さらに，サプレッ

ションプール水温上昇を均一にするように開閉する主蒸気逃が

し安全弁を選択する。また，サプレッションプール水温上昇防止

のため，残留熱除去系によるサプレッションプール冷却を行う。 

 

・水位と減圧を並行操作する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位 

・給復水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系または高圧代

表４ 

１．原子炉制御 

（４）減圧冷却 

①目的 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持しつつ、原子炉を減圧し、

冷温停止状態へ移行させる。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において、主蒸気隔

離弁が閉状態でかつ主蒸気逃がし安全弁に

よる原子炉圧力の調整ができない場合 

 

 

 

・ 原子炉制御「水位確保」において、有効燃料

頂部から原子炉水位低スクラム設定値の間

に維持可能な場合 

・ 「サプレッションプール水温制御」におい

て、手動スクラム後、サプレッションプール

水温がサプレッションプール熱容量制限図

の運転禁止範囲外の場合 

 

・ 「サプレッションプール水位制御」におい

て、手動スクラムした場合 

・  

③脱出条件 

・ 原子炉圧力が

残留熱除去系

（原子炉停止

時冷却系）の使

用可能圧力以

下で、残留熱除

去系（原子炉停

止時冷却系）が

起動し、原子炉

水位が有効燃

料頂部以上に

維持できる場

合 

 

④基本的な考え方 

・ 緊急性を要しないため、原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化

率は原子炉冷却材温度変化率制限値以内になるように努める。 

・ 主蒸気逃がし安全弁にて減圧冷却を行う場合には、原子炉冷却

材温度変化率及びサプレッションプール水温を十分監視しなが

ら、主蒸気逃がし安全弁の開閉を間欠に行う。さらに、サプレッ

ションプール水温上昇を均一にするように開閉する主蒸気逃が

し安全弁を選択する。また、サプレッションプール水温上昇防止

のため、残留熱除去系によるサプレッションプール冷却を行う。 

 

・ 水位と減圧を並行操作する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位 

・ 給復水系、原子炉隔離時冷却系、非常用炉心冷却系又は高圧代替

表４ 

１．原子炉制御 

（４）減圧冷却 

①目的 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持しつつ，原子炉を減圧し，

冷温停止状態に移行させる。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」において，主蒸気

隔離弁が閉状態でかつ主蒸気逃がし安全弁

による原子炉圧力の調整ができない場合 

 

 

 

・原子炉制御「水位確保」において，原子炉

水位が有効燃料頂部以上に維持可能な場合 

 

・一次格納容器制御「サプレッションチェン

バ温度制御」において，手動スクラム後，

サプレッションチェンバ水温がサプレッシ

ョンチェンバ熱容量制限図の運転禁止範囲

外の場合 

・一次格納容器制御「サプレッションチェン

バ水位制御」において，手動スクラムした

場合 

③脱出条件 

・原子炉圧力が残留

熱除去系原子炉停

止時冷却モードの

使用可能圧力以下

で，残留熱除去系

原子炉停止時冷却

モードを起動し，

原子炉水位が有効

燃料頂部以上に維

持できる場合 

④基本的な考え方 

・緊急性を要しないため，原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率

は原子炉冷却材温度変化率制限値以内になるように努める。 

・主蒸気逃がし安全弁にて減圧冷却を行う場合は，原子炉冷却材温

度変化率およびサプレッションチェンバ水温を十分監視しなが

ら，主蒸気逃がし安全弁の開閉を間欠に行う。さらに，サプレッ

ションチェンバ水温上昇を均一にするように開閉する主蒸気逃

がし安全弁を選択する。また，サプレッションチェンバ水温上昇

防止のため，残留熱除去系によるサプレッションチェンバ冷却を

行う。 

・「水位」と「減圧」を並行操作する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位 

・給復水系，制御棒駆動水圧系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根はタービンバイ

パス弁または主蒸気

逃がし安全を使用し

て原子炉圧力の調整

および監視ができる

場合の操作を原子炉

制御「スクラム」に

て実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 
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替注水系を使用して，原子炉水位を有効燃料頂部から原子炉水位

高タービントリップ設定値の間で維持する。 

 

・原子炉水位が不明の場合には，不測事態「水位不明」および一次

格納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態

「水位回復」および一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

 

Ｂ．減圧 

・注水系統が原子炉隔離時冷却系または高圧代替注水系のみ場合，

原子炉圧力を原子炉隔離時冷却系または高圧代替注水系定格流

量維持最低圧力以上に維持する。 

 

・主復水器が使用可能である場合，タービンバイパス弁等による減

圧を行う。なお，主蒸気隔離弁が閉している場合，開可能であれ

ば均圧後主蒸気隔離弁を開する。 

・主復水器が使用不能であり，かつサプレッションプール水温がサ

プレッションプール熱容量制限図の運転禁止範囲外でサプレッ

ションプール冷却が実施されている場合，主蒸気逃がし安全弁等

による減圧を行う。 

・主復水器が使用不能であり，かつサプレッションプール水温がサ

プレッションプール熱容量制限図の運転禁止範囲に入った場合，

不測事態「急速減圧」に移行する。 

・原子炉圧力が残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧

力以下の場合は，原子炉隔離時冷却系および高圧代替注水系を停

止し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を起動する。残留熱

除去系（原子炉停止時冷却系）が起動できない場合は，復旧を図

る。 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に確保する。 
 

注水系を使用して、原子炉水位を有効燃料頂部から原子炉水位

高タービントリップ設定値の間で維持する。 

 

・ 原子炉水位が不明の場合には、不測事態「水位不明」及び一次格

納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は、不測事

態「水位回復」及び一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

 

Ｂ．減圧 

・ 給復水系による原子炉注水ができない場合、注水系統が原子炉

隔離時冷却系又は高圧代替注水系のみの場合は、原子炉圧力を

原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下に減圧してはな

らない。 

・ 復水器が使用可能である場合、タービンバイパス弁等による減

圧を行う。 

 

・ 復水器が使用不能であり、かつサプレッションプール水温がサ

プレッションプール熱容量制限図の運転禁止範囲外の場合、主

蒸気逃がし安全弁等による減圧を行う。 

 

・ 復水器が使用不能であり、かつサプレッションプール水温がサ

プレッションプール熱容量制限図の運転禁止範囲に入った場

合、不測事態「急速減圧」に移行する。 

・ 原子炉圧力が残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧

力以下の場合は、残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）を起動す

る。残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）が起動できない場合は、

復旧を図る。 

 

・ 原子炉水位を有効燃料頂部以上に確保する。 
 

冷却系，高圧原子炉代替注水系を使用して，原子炉水位を有効燃

料頂部から原子炉水位高タービントリップ設定値の間で維持す

る。 

・原子炉水位が不明の場合には，不測事態「水位不明」および一次

格納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に維持できない場合は，不測事態

「水位回復」および一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」

に移行する。 

 

Ｂ．減圧 

・給復水系による原子炉注水ができない場合に，注水系統が原子炉

隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系のみの場合は，原子炉

圧力を原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下に減圧し

てはならない。 

・復水器が使用可能である場合は，タービンバイパス弁等による減

圧を行う。なお，主蒸気隔離弁が閉している場合，開可能であれ

ば均圧後主蒸気隔離弁を開する。 

・復水器が使用不能であり，かつサプレッションチェンバ水温がサ

プレッションチェンバ熱容量制限図の運転禁止範囲外の場合は，

主蒸気逃がし安全弁等による減圧を行う。 

 

・復水器が使用不能であり，かつサプレッションチェンバ水温がサ

プレッションチェンバ熱容量制限図の運転禁止範囲に入った場

合，不測事態「急速減圧」に移行する。 

・原子炉圧力が残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの使用可能

圧力以下の場合は，残留熱除去系原子炉停止時冷却モードを起動

する。残留熱除去系原子炉停止時冷却モードが起動できない場合

は，復旧を図る。 

 

・原子炉水位を有効燃料頂部以上に確保する。 
 

・島根は注水手段とし

て制御棒駆動水圧系

も明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根はサプレッショ

ンプール冷却の実施

の有無にかかわらず

運転禁止範囲外にて

減圧する。 

 

【女川との相違】 

・島根は残留熱除去系

起動前に蒸気駆動注

水系を停止する運用

としていない。 
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表５ 

２．一次格納容器制御 

（１）格納容器圧力制御 

①目的 

・格納容器圧力を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ドライウェル圧力が非

常用炉心冷却系作動圧

力以上の場合 

 

③脱出条件 

・ドライウェル圧力の上昇の原因が，

窒素ガスまたは空気の漏えいであ

り，ドライウェル内温度が 66℃以下

で，かつドライウェルベントを実施

した場合 

・２４時間以内にドライウェル圧力が

非常用炉心冷却系作動圧力未満に

復帰した場合 

 

④基本的な考え方 

・サプレッションプール圧力を設計基準事故時最高圧力以下に維

持できない場合は，格納容器の健全性を維持して，できる限り放

射能放出を抑える目的で，格納容器設計圧力に達する前に原子炉

を急速減圧する。 

・サプレッションプール圧力を格納容器設計圧力以下に維持でき

ない場合は，原子炉を満水にし，格納容器最高使用圧力を超える

場合は格納容器ベントを行う。 

 

 

 

 

 

・一次格納容器内で原子炉冷却材圧力バウンダリの大破断が発生

した場合，ドライウェルスプレイおよびサプレッションプールス

プレイは安全解析上の要求時間以内に完了する必要があるため，

速やかにドライウェルスプレイおよびサプレッションプールス

プレイを起動する。 

・原子炉制御「反応度制御」を実施中は，原子炉制御「反応度制御」

を優先する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．格納容器圧力制御 

・ドライウェル圧力高スクラム設定値で原子炉スクラムしたこと

表５ 

２．一次格納容器制御 

（１）格納容器圧力制御 

①目的 

・ 格納容器圧力を監視し、制御する。 

②導入条件 

・ ドライウェル圧力が

非常用炉心冷却系作

動圧力以上の場合 

③脱出条件 

・ ドライウェル圧力の上昇の原因が、

窒素ガス又は空気の漏えいであり、

ドライウェル温度が６６℃以下で、

かつドライウェルベントを実施した

場合 

・ ２４時間以内にドライウェル圧力が

非常用炉心冷却系作動圧力未満に復

帰した場合 

 

④基本的な考え方 

・ ドライウェル圧力を設計基準事故時最高圧力以下に維持できな

い場合は、格納容器の健全性を維持して、できる限り放射能放出

を抑える目的で、サプレッションプール圧力が設計基準事故時

最高圧力に達する前に原子炉を急速減圧し、格納容器圧力制限

値以下に維持できない場合は、原子炉を満水にし、格納容器最高

使用圧力を超える場合は格納容器ベントを行う。 

 

 

 

 

 

 

・ 一次格納容器内で原子炉冷却材圧力バウンダリの大破断が発生

した場合、ドライウェルスプレイ及びサプレッションプールス

プレイは安全解析上の要求時間以内に完了する必要があるた

め、速やかにドライウェルスプレイ及びサプレッションプール

スプレイを起動する。 

・ 原子炉制御「反応度制御」を実施中は、原子炉制御「反応度制御」

を優先する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．格納容器圧力制御 

・ ドライウェル圧力高スクラム設定値で原子炉スクラムしたこと

表５ 

２．一次格納容器制御 

（１）格納容器圧力制御 

①目的 

・格納容器圧力を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ドライウェル圧力が非常

用炉心冷却系作動圧力以

上の場合 

・不測事態「急速減圧」にお

いて，減圧が完了し，水位

が判明しており，かつドラ

イウェル空間部温度が水

位不明判断曲線の水位不

明領域外である場合 

③脱出条件 

・ドライウェル圧力の上昇の原因

が，窒素ガスまたは空気の漏えい

であり，ドライウェル局所温度が

温度高警報設定点以下で，かつド

ライウェルベントを実施した場合 

・２４時間以内にドライウェル圧力

が非常用炉心冷却系作動圧力未満

に復帰した場合 

④基本的な考え方 

・ドライウェル圧力を設計基準事故時最高圧力以下に維持できな

い場合は，格納容器の健全性を維持して，できる限り放射能放出

を抑える目的で，サプレッションチェンバ圧力が設計基準事故時

最高圧力に達する前に原子炉を急速減圧し，格納容器圧力制限値

以下に維持できない場合は，原子炉を満水にし，サプレッション

チェンバ水位が「格納容器圧力制御」外部注水制限値に到達また

は格納容器代替スプレイ失敗の場合は，格納容器ベントを行う。 

 

 

 

 

 

・格納容器内で原子炉冷却材圧力バウンダリの大破断が発生した

場合は，ドライウェルスプレイおよびサプレッションチェンバス

プレイは安全解析上の要求時間以内に完了する必要があり，炉心

再冠水後速やかにドライウェルスプレイおよびサプレッション

チェンバスプレイを起動する。 

・原子炉制御「反応度制御」を実施中は，原子炉制御「反応度制御」

を優先する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．格納容器圧力制御 

・ドライウェル圧力高スクラム設定値で原子炉がスクラムしたこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は不測事態「急

速減圧」からの導入

条件を明記 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は外部注水制限

値到達した場合，ま

たは格納容器代替ス

プレイ失敗の場合，

格納容器圧力・温度

を制御する手段がな

くなるため，格納容

器ベントを実施 

 

【島根固有】 

・ABWR は大 LOCA 事象

でも有効燃料頂部以

上を維持できるが，

BWR は燃料露出後再

冠水することについ

て島根は明記 
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を確認する。 

・ドライウェル圧力の上昇の原因が，窒素ガスまたは空気の漏えい

であることが判明した場合は，非常用ガス処理系を使用してドラ

イウェルベントを行う。 

・ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつ原子

炉水位が低圧で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を経

験した場合には，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低

圧注水系Ｃ系により原子炉水位を有効炉心長の３分の２に相当

する水位以上に維持可能であることを確認した後に，ドライウェ

ルスプレイおよびサプレッションプールスプレイを起動する。ま

た，一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」を並行して行う。 

 

・原子炉水位が不明となった場合は，不測事態「水位不明」および

一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」を行う。 

・サプレッションプール圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上の

場合は，サプレッションプールスプレイを起動する。 

・サプレッションプール圧力がドライウェルスプレイ起動圧力以

上かつ設計基準事故時最高圧力未満の状態が２４時間継続した

場合またはサプレッションプール圧力が設計基準事故時最高圧

力以上の場合は，原子炉再循環ポンプおよびドライウェル空調機

を停止し，ドライウェルスプレイおよびサプレッションプールス

プレイを起動する。 

・サプレッションプール圧力が設計基準事故時最高圧力以下に維

持できない場合は，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

・サプレッションプール圧力が格納容器設計圧力以上の場合，ドラ

イウェル代替スプレイを間欠で実施する。なお，サプレッション

プール水位が外部水源注水量限界に到達した場合，ドライウェル

代替スプレイを停止する。 

 

 

・サプレッションプール圧力が格納容器設計圧力以下に維持でき

ない場合，格納容器ベント準備を行う。 

 

Ｂ．原子炉満水 

・サプレッションプール圧力が格納容器設計圧力に達した場合，か

つドライウェルスプレイまたはサプレッションプールスプレイ

およびドライウェル代替スプレイを起動できない場合，「急速減

を確認する。 

・ ドライウェル圧力の上昇の原因が、窒素ガス又は空気の漏えい

であることが判明した場合は、非常用ガス処理系を使用してド

ライウェルベントを行う。 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で、かつ原

子炉水位が低圧で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を

経験した場合には、高圧炉心注水系、低圧注水系Ａ系、原子炉隔

離時冷却系による原子炉水位維持を確認した後に、ドライウェ

ルスプレイ及びサプレッションプールスプレイを起動する。ま

た、一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」を並行して行う。 

 

 

・ 原子炉水位が不明な場合は、不測事態「水位不明」及び一次格納

容器制御「格納容器水素濃度制御」を行う。 

・ サプレッションプール圧力が非常用炉心冷却系作動圧力に達し

た場合は、サプレッションプールスプレイを起動する。 

・ サプレッションプール圧力がドライウェルスプレイ起動圧力に

達した場合は、原子炉再循環ポンプ及びドライウェル換気空調

系を停止し、ドライウェルスプレイ及びサプレッションプール

スプレイを起動する。 

 

 

・ サプレッションプール圧力が圧力制限条件以下に維持できない

場合は、不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

・ サプレッションプール圧力が格納容器圧力制限値以下に維持で

きない場合は、低圧注水系を一時ドライウェルスプレイ及びサ

プレッションプールスプレイとして起動し、格納容器を減圧す

るとともに原子炉満水操作を行う。 

 

 

 

 

 

Ｂ．原子炉満水 

・ サプレッションプール圧力が格納容器圧力制限値に達した場合

は、「急速減圧」時必要最小弁数以上の主蒸気逃がし安全弁が開

しているか、又は電動駆動給水ポンプ、高圧炉心注水系が原子炉

とを確認する。 

・ドライウェル圧力の上昇の原因が，窒素ガスまたは空気の漏えい

であることが判明した場合は，非常用ガス処理系を使用してドラ

イウェルベントを行う。 

・ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつ原子

炉水位が低圧で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を経

験した場合は，原子炉水位が有効炉心長の３分の２に相当する水

位以上で安定し，格納容器冷却系として作動させる低圧注水系以

外の非常用炉心冷却系の継続的作動を確認した後に，ドライウェ

ルスプレイおよびサプレッションチェンバスプレイを作動させ

る。また，一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」を並行し

て行う。 

・原子炉水位が不明な場合は，不測事態「水位不明」および一次格

納容器制御「格納容器水素濃度制御」を行う。 

・サプレッションチェンバ圧力が非常用炉心冷却系作動圧力にな

った場合は，サプレッションチェンバスプレイを作動させる。 

・サプレッションチェンバ圧力がドライウェルスプレイ起動圧力

以上かつ設計基準事故時最高圧力未満の状態が２４時間継続し

た場合，またはサプレッションチェンバ圧力が設計基準事故時最

高圧力以上の場合は，原子炉再循環ポンプおよびドライウェル冷

却機を停止し，ドライウェルスプレイおよびサプレッションチェ

ンバスプレイを作動させる。 

・サプレッションチェンバ圧力が設計基準事故時最高圧力以下に

維持できない場合は，不測事態「急速減圧」に移行する。また，

格納容器ベント準備を行う。 

・サプレッションチェンバ圧力を格納容器圧力制限値以下に維持

できない場合は，低圧注水系を一時ドライウェルスプレイおよび

サプレッションチェンバスプレイとして起動し，格納容器を減圧

するとともに「原子炉満水」操作を行う。また，ドライウェルス

プレイおよびサプレッションチェンバスプレイが起動できない

場合は，格納容器代替スプレイを間欠で行う。 

 

 

 

Ｂ．原子炉満水 

・サプレッションチェンバ圧力が格納容器圧力制限値に達した場

合は，「急速減圧」時必要最少弁数以上の主蒸気逃がし安全弁を

開した後，主蒸気隔離弁，主蒸気ドレン弁ならびに原子炉隔離時

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の大 LOCA事象は

PLR 配管破断である

ことから，再冠水後

は有効炉心長の３分

の２の水位で安定す

る。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は規定値到

達かつ LOCA 判断で

即スプレイを実施す

る運用 

 

 

【島根固有】 

・島根は中央制御室で

操作できない場合の

現場操作時間を考慮

し，設計基準事故時

最高圧力をベント準

備の判断基準として

いる。 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根はスプレイ操作

と原子炉満水操作を
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圧」時必要最小弁数以上の主蒸気逃がし安全弁を開し，主蒸気隔

離弁，主蒸気ドレン弁，原子炉隔離時冷却系および原子炉冷却材

浄化系の隔離弁を閉鎖する。 

・給復水系，非常用炉心冷却系を使用して原子炉へ注水し，注水量

を増して，原子炉水位をできるだけ高く維持する。また，必要に

応じて，低圧代替注水系（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系，低圧代替

注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），ろ過水系），制

御棒駆動水圧系またはほう酸水注入系※による原子炉注水を行

う。 

※：ほう酸水注入系を原子炉注水機能として使用する場合は，純水

補給水系を水源とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．格納容器ベント 

・サプレッションプール圧力が格納容器最高使用圧力に到達した

場合は，炉心損傷がないことを確認して，格納容器ベントを実施

注水可能な場合は主蒸気隔離弁、主蒸気管ドレン弁、原子炉隔離

時冷却系及び原子炉冷却材浄化系の隔離弁を閉鎖する。 

 

・ 給復水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）、低圧代

替注水系（可搬型）、消火系又は制御棒駆動水圧系を使用して原

子炉へ注水し、注水量を増して、原子炉水位をできるだけ高く維

持する。 

 

 

 

 

 

・ サプレッションプール圧力が格納容器圧力制限値以下に維持さ

れる場合は、原子炉制御「水位確保」に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ サプレッションプール圧力が格納容器圧力制限値以下に維持で

きない場合は、格納容器ベント準備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．格納容器ベント 

・ サプレッションプール圧力が格納容器最高使用圧力を超える場

合は、炉心損傷がないことを確認して、格納容器ベントを実施す

冷却系および原子炉浄化系の隔離弁を全閉する。 

 

 

・給復水系，非常用炉心冷却系，低圧原子炉代替注水系（常設），

復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替注水系（可搬型）または制

御棒駆動水圧系を使用して原子炉へ注水し，注水量を増やして，

原子炉水位をできるだけ高く維持する。 

 

 

 

 

 

・サプレッションチェンバ圧力を格納容器圧力制限値以下に維持

できる場合は，原子炉制御「水位確保」に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．格納容器ベント 

・サプレッションチェンバ水位が「格納容器圧力制御」外部注水制

限値に到達または格納容器代替スプレイ失敗の場合は，炉心損傷

並行して実施する運

用 

 

 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は中央制御室で

操作できない場合の

現場操作時間を考慮

し，設計基準事故時

最高圧力をベント準

備の判断基準として

いる。 

 

【島根固有】 

・島根は外部注水制限

値に到達した場合，
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

する。 

・格納容器ベントは，サプレッションプール側フィルタベントライ

ンを優先する。サプレッションプール側が使用できない場合は，

ドライウェル側フィルタベントラインを使用する。フィルタベン

トラインが使用できない場合は，サプレッションプール側耐圧ベ

ントラインを優先する。サプレッションプール側が使用できない

場合は，ドライウェル側耐圧ベントラインを使用する。 

 

 
 

る。 

・ 格納容器ベントは、サプレッションプール側フィルターベント

ラインを優先して使用し、サプレッションプール水位が高い場

合は、ドライウェル側フィルターベントラインを使用する。フィ

ルターベントラインが使用出来ない場合は、サプレッションプ

ール側耐圧ベントラインを優先して使用し、サプレッションプ

ール水位が高い場合は、ドライウェル側耐圧ベントラインを使

用する。 

 
 

がないことを確認して，格納容器ベントを実施する。 

・格納容器ベントは，サプレッションチェンバ側フィルタベントラ

インを優先して使用し，サプレッションチェンバ側フィルタベン

トラインが使用できない場合は，ドライウェル側フィルタベント

ラインを使用する。フィルタベントラインが使用できない場合

は，サプレッションチェンバ側耐圧強化ベントラインを優先して

使用し，サプレッションチェンバ側耐圧強化ベントラインが使用

できない場合は，ドライウェル側耐圧強化ベントラインを使用す

る。 
 

または格納容器代替

スプレイ失敗の場

合，格納容器圧力・

温度を制御する手が

なくなるため，格納

容器ベントを実施 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６ 

２．一次格納容器制御 

（２）ドライウェル温度制御 

①目的 

・ドライウェルの空間温度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ドライウェル冷却系戻り温度

が通常運転時制限温度以上の

場合 

・ドライウェル局所温度が温度

高警報設定点以上の場合 

③脱出条件 

・ドライウェル冷却系戻り温度

が通常運転時制限温度未満維

持可能で，かつドライウェル

局所温度が温度高警報設定点

未満となった場合 

 

 

 

 

 

④基本的な考え方 

・ドライウェル空間温度が主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度

に到達した場合，原子炉手動スクラムする。 

・ドライウェル空間温度がドライウェル設計温度に到達したら，ド

ライウェルスプレイを起動する。 

 

・ドライウェル設計温度以下に維持できない場合は，不測事態「急

速減圧」に移行する。 

・原子炉制御「反応度制御」を実施中は，原子炉制御「反応度制御」

を優先する。 

⑤主な監視操作内容 

・ドライウェル冷却系戻り温度が通常運転時制限温度以上または

ドライウェル局所温度が温度高警報設定点以上の場合は，予備の

ドライウェル空調機を運転する。 

 

・ドライウェル局所温度が温度高警報設定点以上かつ主蒸気隔離

弁用弁位置検出器許容温度未満の場合，通常停止を行う。 

・ドライウェル局所温度が主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度

以上かつドライウェル設計温度未満の場合，手動スクラムする。 

・ドライウェル局所温度がドライウェル設計温度に到達し，ドライ

ウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上の場合，原子炉再循

環ポンプおよびドライウェル空調機を停止し，ドライウェルスプ

表６ 

２．一次格納容器制御 

（２）ドライウェル温度制御 

①目的 

・ ドライウェルの空間温度を監視し、制御する。 

②導入条件 

・ ドライウェル換気空調系戻

り温度が通常運転時制限温

度以上の場合 

・ ドライウェル局所温度が温

度高警報設定点以上の場合 

③脱出条件 

・ ドライウェル換気空調系戻り

温度が通常運転時制限温度未

満維持可能で、かつドライウェ

ル局所温度が温度高警報設定

点未満維持可能となった場合 

 

 

 

 

 

④基本的な考え方 

 

 

・ ドライウェル空間温度が主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度

に到達した場合は、ドライウェルスプレイを起動する。 

 

・ ドライウェル圧力高スクラム設定値の飽和温度に維持できない

場合は、不測事態「急速減圧」に移行する。 

・ 原子炉制御「反応度制御」を実施中は、原子炉制御「反応度制御」

を優先する。 

⑤主な監視操作内容 

・ ドライウェル換気空調系戻り温度が通常運転時制限温度、又は

ドライウェル局所温度が温度高警報設定点を超えるような場合

は、予備のドライウェル換気空調系を運転し、原子炉補機冷却水

系温度調節弁を全開し、復水器を延命する措置を行う。 

・ ドライウェル空間温度の上昇抑制を行ってもドライウェル局所

温度の上昇が継続する場合は、通常停止を行う。 

・ ドライウェル局所温度が主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度

に到達した場合は、手動スクラムし、ドライウェル圧力が非常用

炉心冷却系作動圧力に到達した場合は、原子炉再循環ポンプ及

びドライウェル換気空調系を停止し、ドライウェルスプレイを

起動する。ドライウェルスプレイが起動しない場合は、不測事態

表６ 

２．一次格納容器制御 

（２）ドライウェル温度制御 

①目的 

・ドライウェルの空間温度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・ドライウェル冷却機入口ガス温

度が温度高警報設定点以上の

場合 

・ドライウェル局所温度が温度高

警報設定点以上の場合 

・不測事態「急速減圧」において，

減圧が完了し，水位が判明して

おり，かつドライウェル空間部

温度が水位不明判断曲線の水

位不明領域外である場合 

③脱出条件 

・ドライウェル冷却機入口ガス

温度が温度高警報設定点未

満維持可能で，かつドライウ

ェル局所温度が温度高警報

設定点未満維持可能となっ

た場合 

・ドライウェル局所温度が主蒸

気隔離弁用弁位置検出器許

容温度に到達し，手動スクラ

ムした場合 

④基本的な考え方 

 

 

・ドライウェル空間温度がドライウェル設計温度に到達する前に，

ドライウェルスプレイを起動する。 

 

・ドライウェル設計温度以下に維持できない場合は，不測事態「急

速減圧」に移行する。 

・原子炉制御「反応度制御」を実施中は，原子炉制御「反応度制御」

を優先する。 

⑤主な監視操作内容 

・ドライウェル冷却機入口ガス温度が温度高警報設定点，またはド

ライウェル局所温度が温度高警報設定点を超えるような場合

は，予備のドライウェル冷却機を運転する。 

 

・ドライウェル空間温度の上昇抑制を行ってもドライウェル局所

温度の上昇が継続する場合は，通常停止を行う。 

・ドライウェル局所温度が主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度

に到達した場合は，手動スクラムし，ドライウェル圧力が非常用

炉心冷却系作動圧力に到達した場合は，原子炉再循環ポンプお

よびドライウェル冷却機を停止し，ドライウェルスプレイを起

動する。また，ドライウェルスプレイが起動できない場合は，格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は不測事態「急

速減圧」からの導入

条件およびスクラム

における脱出条件を

明記 

【女川との相違】 

・島根は操作内容とし

て⑤主な監視操作内

容に記載 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はドライウェル

設計温度を超える前

にドライウェルへの

放出エネルギーを抑

え，格納容器健全性

の維持を目的として

設定 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は原子炉補機冷

却水系に温度調節弁

がない。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

レイを起動する。 

・ ドライウェルスプレイが起動失敗し，ドライウェル設計温度に到

達した場合，ドライウェル代替スプレイを間欠で実施する。なお，

サプレッションプール水位が外部水源注水量限界に到達した場

合，ドライウェル代替スプレイを停止する。 

 

・ ドライウェル局所温度がドライウェル設計温度以下に維持でき

ないようであれば，不測事態「急速減圧」に移行する。 

 

・ ドライウェル局所温度が水位不明判断曲線の水位不明領域に入

った場合は，不測事態「水位不明」および一次格納容器制御「格

納容器水素濃度制御」へ移行する。 
 

「急速減圧」に移行する。 

 

 

 

 

 

・ ドライウェル局所温度がドライウェル圧力高スクラム設定値の

飽和温度以下に維持できないようであれば、不測事態「急速減

圧」に移行する。 

・ ドライウェル空間部温度が水位不明判断曲線の水位不明領域に

入った場合は、不測事態「水位不明」及び一次格納容器制御「格

納容器水素濃度制御」へ移行する。 
 

納容器代替スプレイを間欠で行う。格納容器代替スプレイが作

動しない場合は，不測事態「急速減圧」に移行する。 

 

 

 

 

・ドライウェル局所温度がドライウェル設計温度以下に維持でき

ない場合は，不測事態「急速減圧」に移行する。 

 

・ドライウェル空間温度が水位不明判断曲線の水位不明領域に入

った場合は，不測事態「水位不明」および一次格納容器制御「格

納容器水素濃度制御」に移行する。 
 

 

 

【女川との相違】 

・女川はスプレイ操作

目安を明記 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はドライウェル

設計温度を超える前

にドライウェルへの

放出エネルギーを抑

え，格納容器健全性

の維持を目的として

設定 
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表７ 

２．一次格納容器制御 

（３）サプレッションプール温度制御 

①目的 

・サプレッションプールの水温および空間部温度を監視し，制御す

る。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」におい

て，主蒸気逃がし安全弁が開固

着の場合 

・サプレッションプール水の平均

温度が通常運転時制限温度を

超えた場合 

・サプレッションプール空間部の

局所温度が温度高警報設定点

以上の場合 

 

 

 

 

 

 

③脱出条件 

・サプレッションプール水の平

均温度が通常運転時制限温

度未満となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッションプール空間部

の局所温度が温度高警報設

定点未満となった場合 

④基本的な考え方 

・サプレッションプール水温およびサプレッションプール空間部

局所温度が通常運転時制限温度を超え，各制御を実施しても上昇

継続する場合は，直ちに手動スクラムし，原子炉を減圧する。 

 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションプール水温制御 

・サプレッションプール水温が通常運転時制限温度まで上昇した

ら，サプレッションプールの冷却を開始する。 

 

・サプレッションプール水温の上昇抑制を行っても，サプレッショ

ンプール水温の上昇が継続したら，手動スクラムし，サプレッシ

ョンプール水温を確認する。サプレッションプール熱容量制限図

の運転禁止範囲外の場合は原子炉制御「減圧冷却」へ移行し，サ

プレッションプール熱容量制限図の運転禁止範囲に入った場合

は不測事態「急速減圧」へ移行する。 

表７ 

２．一次格納容器制御 

（３）サプレッションプール温度制御 

①目的 

・ サプレッションプールの水温及び空間部温度を監視し、制御す

る。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」におい

て、主蒸気逃がし安全弁が開

固着の場合 

・ サプレッションプールのバル

ク水温が通常運転時制限温度

を超えた場合 

・ サプレッションプール空間部

局所温度がサプレッションプ

ールスプレイ起動温度以上の

場合 

③脱出条件 

・ サプレッションプールのバ

ルク水温の上昇が停止した

場合 

・ サプレッションプールのバ

ルク水温が通常運転時制限

温度を超えて手動スクラム

した場合、又はサプレッショ

ンプール空間部局所温度が

サプレッションプールスプ

レイ起動温度以上で手動ス

クラムした場合 

・ サプレッションプール空間

部局所温度の上昇が停止し

た場合 

 

④基本的な考え方 

・サプレッションプール水温及びサプレッションプール空間部局

所温度が通常運転時制限温度を超え、各制御を実施しても上昇継

続する場合は、直ちに手動スクラムし、原子炉を減圧する。 

 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションプール水温制御 

・ サプレッションプール水温が通常運転時制限温度まで上昇した

ら、サプレッションプールの冷却を開始し、原子炉補機冷却水系

温度調節弁を全開する。 

・ サプレッションプール水温の上昇抑制を行っても、サプレッシ

ョンプール水温の上昇が継続したら、手動スクラムし、サプレッ

ションプール水温を確認する。サプレッションプール熱容量制

限図の運転禁止範囲外の場合は原子炉制御「減圧冷却」へ移行

し、サプレッションプール熱容量制限図の運転禁止範囲に入っ

た場合は不測事態「急速減圧」へ移行する。 

表７ 

２．一次格納容器制御 

（３）サプレッションチェンバ温度制御 

①目的 

・サプレッションチェンバの水温および空間部温度を監視し，制御

する。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」におい

て，主蒸気逃がし安全弁が開

固着の場合 

・サプレッションチェンバのバ

ルク水温が通常運転時制限温

度を超えた場合 

・サプレッションチェンバ空間

部局所温度がサプレッション

チェンバスプレイ起動温度以

上の場合 

・不測事態「急速減圧」において，

減圧が完了し，水位が判明し

ており，かつドライウェル空

間部温度が水位不明判断曲線

の水位不明領域外である場合 

③脱出条件 

・サプレッションチェンバのバ

ルク水温の上昇が停止した場

合 

・サプレッションチェンバのバ

ルク水温が通常運転時制限温

度を超えて手動スクラムした

場合，またはサプレッション

チェンバ空間部局所温度がサ

プレッションチェンバスプレ

イ起動温度以上で手動スクラ

ムした場合 

・サプレッションチェンバ空間

部局所温度の上昇が停止した

場合 

④基本的な考え方 

・サプレッションチェンバ水温およびサプレッションチェンバ空

間部局所温度が通常運転時制限温度を超え，各制御を実施して

も上昇を継続する場合は，直ちに手動スクラムし，原子炉を減圧

する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションチェンバ水温 

・サプレッションチェンバ水温が通常運転時制限温度まで上昇し

たら，サプレッションチェンバの冷却を開始する。 

 

・サプレッションチェンバ水温の上昇抑制を行っても，サプレッシ

ョンチェンバ水温の上昇が継続したら，手動スクラムし，サプレ

ッションチェンバ水温を確認する。サプレッションチェンバ熱

容量制限図の運転禁止範囲外の場合は原子炉制御「減圧冷却」に

移行し，サプレッションチェンバ熱容量制限図の運転禁止範囲

に入った場合は不測事態「急速減圧」に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は不測事態「急

速減圧」からの導入

条件を明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は原子炉補機冷

却水系の温度調節弁

がない 
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・サプレッションプール水温が 80℃に到達した場合，高圧炉心ス

プレイ系の水源切替えを行う。 

 

Ｂ．サプレッションプール空間部温度制御 

・サプレッションプール空間部温度が温度高警報設定点まで上昇

した場合は，サプレッションプールスプレイを作動させる。 

 

・ サプレッションプール空間部局所温度の上昇抑制を行っても，サ

プレッションプール空間部局所温度が温度高警報設定値未満に

維持できない場合は，手動スクラムする。サプレッションプール

熱容量制限図の運転禁止範囲外の場合は原子炉制御「減圧冷却」

へ移行し，サプレッションプール熱容量制限図の運転禁止範囲に

入った場合は不測事態「急速減圧」へ移行する。 
 

 

 

 

Ｂ．サプレッションプール空間部温度制御 

・ サプレッションプール空間部局所温度がサプレッションプール

スプレイ起動温度まで上昇したらサプレッションスプレイを作

動させ、原子炉補機冷却水系温度調節弁を全開する。 

・ サプレッションプール空間部局所温度の上昇抑制を行っても、

サプレッションプール空間部局所温度の上昇が継続した場合

は、手動スクラムする。サプレッションプール熱容量制限図の運

転禁止範囲外の場合は原子炉制御「減圧冷却」へ移行し、サプレ

ッションプール熱容量制限図の運転禁止範囲に入った場合は不

測事態「急速減圧」へ移行する。 
 

 

 

 

Ｂ．サプレッションチェンバ空間部温度 

・サプレッションチェンバ空間部局所温度がサプレッションチェ

ンバスプレイ起動温度まで上昇したら，サプレッションチェン

バスプレイを実施する。 

・サプレッションチェンバ空間部局所温度の上昇抑制を行っても，

サプレッションチェンバ空間部局所温度の上昇が継続した場合

は，手動スクラムする。サプレッションチェンバ熱容量制限図の

運転禁止範囲外の場合は原子炉制御「減圧冷却」に移行し，サプ

レッションチェンバ熱容量制限図の運転禁止範囲に入った場合

は不測事態「急速減圧」に移行する。 
 

【女川との相違】 

・女川は高圧炉心スプ

レイ系の水源切替え

基準を明記 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は原子炉補機冷

却水系の温度調節弁

がない。 
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表８ 

２．一次格納容器制御 

（４）サプレッションプール水位制御 

①目的 

・サプレッションプール水位を監視し，制御する。 

②導入条件 

・サプレッションプール水

位が通常運転時高水位

制限値以上の場合 

・サプレッションプール水

位が通常運転時低水位

制限値以下の場合 

③脱出条件 

・サプレッションプール水位が通常

運転時制限値以内に復旧した場合 

 

④基本的な考え方 

・サプレッションプール高水位は，冷却材喪失事故時の空間部体積

を確保する観点からサプレッションプール水位上昇を抑制する

措置を行っても通常運転時高水位限界値以上が継続する場合は，

手動スクラムし，減圧を開始する。さらに，それ以上の水位では

主蒸気逃がし安全弁の動荷重制限および真空破壊弁機能喪失防

止の観点から，通常運転時高水位限界値以上でドライウェルスプ

レイを実施する。なお，真空破壊弁位置から作動差圧相当分の水

位を引いた水位に到達前に不測事態「急速減圧」に移行する。最

終的には，格納容器ベント最高水位になる前に格納容器外部から

の原子炉への注水を停止する。 

・サプレッションプール低水位は，冷却材喪失事故時の除熱源を確

保する観点からサプレッションプール水位低下を抑制する措置

を行っても通常運転時低水位制限値以下が継続する場合は，手動

スクラムし，減圧を開始する。また，急速減圧へ移行するサプレ

ッションプール水位以下になった場合には，不測事態「急速減圧」

へ移行する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションプール水位制御（高水位） 

・サプレッションプール水位が２４時間以内に通常運転時高水位

制限値以下に復旧しない場合は，原子炉を通常停止する。 

・サプレッションプール水位上昇を抑制する措置を行ってもサプ

レッションプール水位が通常運転時高水位限界値に到達した場

合には，手動スクラムする。 

 

 

表８ 

２．一次格納容器制御 

（４）サプレッションプール水位制御 

①目的 

・ サプレッションプール水位を監視し、制御する。 

②導入条件 

・ サプレッションプール

水位が通常運転時高水

位制限値以上の場合 

・ サプレッションプール

水位が通常運転時低水

位制限値以下の場合 

③脱出条件 

・ サプレッションプール水位が通常運

転時制限値以内に復旧した場合 

・ サプレッションプール水位が通常運

転時高水位制限値又は通常運転時低

水位制限値を超えて手動スクラムし

た場合 

④基本的な考え方 

・ サプレッションプール高水位は、冷却材喪失事故時の空間部体

積を確保する観点からサプレッションプール水位上昇を抑制す

る措置を行っても通常運転時高水位制限値以上が継続する場合

は、手動スクラムし、減圧を開始する。さらに、それ以上の水位

では主蒸気逃がし安全弁の動荷重制限及び真空破壊弁機能喪失

防止の観点から、通常運転時高水位限界値以上でドライウェル

スプレイを実施する。なお、真空破壊弁位置から作動差圧相当分

の水位を引いた水位に到達前に不測事態「急速減圧」する。最終

的には、格納容器ベント最高水位になる前に格納容器外部から

の原子炉への注水を停止する。 

・ サプレッションプール低水位は、冷却材喪失事故時の除熱源を

確保する観点からサプレッションプール水位低下を抑制する措

置を行っても通常運転時低水位制限値以下が継続する場合は、

手動スクラムし、減圧を開始する。また、ベント管凝縮限界値以

下になった場合には、不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションプール水位制御（高水位） 

 

 

・ サプレッションプール水位上昇を抑制する措置を行ってもサプ

レッションプール水位が通常運転時高水位制限値以上が継続す

る場合には、手動スクラムし、原子炉制御「スクラム」及び原子

炉制御「減圧冷却」へ移行する。 

 

表８ 

２．一次格納容器制御 

（４）サプレッションチェンバ水位制御 

①目的 

・サプレッションチェンバ水位を監視し，制御する。 

②導入条件 

・サプレッションチェン

バ水位が通常運転時高

水位制限値以上の場合 

・サプレッションチェン

バ水位が通常運転時低

水位制限値以下の場合 

③脱出条件 

・サプレッションチェンバ水位が通常

運転時制限値以内に復旧した場合 

・サプレッションチェンバ水位が通常

運転時高水位制限値または通常運

転時低水位制限値を超えてスクラ

ムした場合 

④基本的な考え方 

・サプレッションチェンバ高水位は，原子炉冷却材喪失事故時の空

間部体積を確保する観点から，サプレッションチェンバ水位を

抑制する措置を行っても通常運転時高水位制限値以上が継続す

る場合は，手動スクラムし，減圧を開始する。さらにそれ以上の

水位では，主蒸気逃がし安全弁の動荷重制限および真空破壊弁

機能喪失防止の観点から，通常運転時高水位限界値以上でドラ

イウェルスプレイを実施する。なお，真空破壊弁位置から作動差

圧相当分の水位を引いた水位到達前に不測事態「急速減圧」に移

行する。最終的には，格納容器ベント最高水位になる前に格納容

器外部からの原子炉への注水を停止する。 

・サプレッションチェンバ低水位は，原子炉冷却材喪失事故時の除

熱源を確保する観点からサプレッションチェンバ水位低下を抑

制する措置を行っても通常運転時低水位制限値以下が継続する

場合は，手動スクラムし，減圧を開始する。また，ベント管凝縮

限界値以下になった場合には，不測事態「急速減圧」に移行する。 

 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．サプレッションチェンバ水位制御（高水位） 

 

 

・サプレッションチェンバ水位上昇を抑制する措置を行ってもサ

プレッションチェンバ水位が通常運転時高水位制限値以上が継

続する場合は，手動スクラムし，原子炉制御「スクラム」および

原子炉制御「減圧冷却」に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は通常運転時制

限値を超えている場

合，脱出しない運用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・記載方針の相違 

 

【女川との相違】 

・判断基準値の相違 
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・サプレッションプール水位が真空破壊弁位置から作動差圧相当

分の水位を引いた水位-0.2m に到達した場合は，原子炉再循環ポ

ンプおよびドライウェル空調機を停止し，ドライウェルスプレイ

を実施する。なお，真空破壊弁位置から作動差圧相当分の水位を

引いた水位に到達前に不測事態「急速減圧」に移行する。なお，

サプレッションプール水位の上昇が補給水系等の漏えいによる

ことが判明している場合には，ドライウェルスプレイを作動させ

ない。 

・サプレッションプール水位が，格納容器ベント最高水位になる前

に格納容器外部からの原子炉への注水を停止する。 

 

Ｂ．サプレッションプール水位制御（低水位） 

・サプレッションプール水位が２４時間以内に通常運転時低水位

制限値以上に復旧しない場合は，原子炉を通常停止する。 

・サプレッションプール水位低下を抑制する措置を行ってもサプ

レッションプール水位が通常運転時低水位限界値に到達した場

合は，手動スクラムする。 

 

・サプレッションプール水位が，急速減圧へ移行するサプレッショ

ンプール水位以下になった場合には，不測事態「急速減圧」へ移

行する。 

 

 

 

 
 

・ サプレッションプール水位が通常運転時高水位限界値以上でド

ライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力に到達した場合

は、原子炉再循環ポンプ及びドライウェル換気空調系を停止し、

ドライウェルスプレイを実施する。なお、真空破壊弁位置から作

動差圧相当分の水位を引いた水位に到達前に不測事態「急速減

圧」に移行する。なお、サプレッションプール水位の上昇が補給

水系等の漏えいによることが判明している場合には、ドライウ

ェルスプレイを作動させない。 

・ サプレッションプール水位が、格納容器ベント最高水位になる

前に格納容器外部からの原子炉への注水を停止する。 

 

Ｂ．サプレッションプール水位制御（低水位） 

 

 

・ サプレッションプール水位低下を抑制する措置を行ってもサプ

レッションプール水位が通常運転時低水位制限値以下が継続す

る場合は、手動スクラムし、原子炉制御「スクラム」及び原子炉

制御「減圧冷却」へ移行する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

・サプレッションチェンバ水位が通常運転時高水位限界値以上で

ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力に到達した場

合，原子炉再循環ポンプおよびドライウェル冷却機を停止し，ド

ライウェルスプレイを実施する。なお，真空破壊弁位置から作動

差圧相当分の水位を引いた水位に到達前に格納容器代替スプレ

イを停止し，不測事態「急速減圧」に移行する。なお，サプレッ

ションチェンバ水位の上昇が補給水等の漏えいによることが判

明している場合にはドライウェルスプレイを作動させない。 

・格納容器内水位が，格納容器ベント最高水位になる前に格納容器

外部からの原子炉への注水を停止する。 

 

Ｂ．サプレッションチェンバ水位制御（低水位） 

 

 

・サプレッションチェンバ水位低下を抑制する措置を行ってもサ

プレッションチェンバ水位が通常運転時低水位制限値以下が継

続する場合は，手動スクラムし，原子炉制御「スクラム」および

原子炉制御「減圧冷却」に移行する。 

・ サプレッションチェンバ水位がベント管凝縮限界値以下で，低

圧で原子炉へ注水可能な系統のうち，１系統以上を起動できた

場合は，不測事態「急速減圧」に移行する。低圧で原子炉へ注水

可能な系統のうち，１系統以上の起動ができず，低圧原子炉代替

注水系（常設）１系統以上，または，復水輸送系，消火系，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）から１系統以上を起動できた場合

は，不測事態「急速減圧」に移行する。 
 

【女川との相違】 

・判断基準値の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・記載方針の相違 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は詳細手順を明

記 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表９ 

２．一次格納容器制御 

（５）格納容器水素濃度制御 

①目的 

・格納容器内の水素および酸素濃度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」から導入さ

れ，主蒸気隔離弁全閉後，１２時間

以内に冷温停止できない場合 

 

・一次格納容器制御「格納容器圧力制

御」においてドライウェル圧力が

非常用炉心冷却系作動圧力以上

で，かつ原子炉水位が低圧で注水

可能な非常用炉心冷却系作動水位

以下を経験した場合 

 

・原子炉水位が有効燃料頂部以下を

経験した場合 

 

 

・原子炉水位が不明の場合 

③脱出条件 

・可燃性ガス濃度制御系を

作動し，格納容器内の水

素濃度が低下した場合 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内の水素濃度が

可燃性限界に対し可燃性

ガス濃度制御系の起動に

要する時間，格納容器雰

囲気モニタの応答時間お

よび計測誤差の余裕を見

込んだ濃度未満の場合 

 

 

 

④基本的な考え方 

・冷却材喪失事故または炉心露出が生じた場合には，格納容器雰囲

気モニタにより格納容器内の水素濃度および酸素濃度を監視す

る。 

・原子炉水位不明または原子炉隔離かつ高温停止状態が長時間継

続する場合には，格納容器雰囲気モニタにより可燃性ガス濃度の

監視を開始し，可燃性ガス濃度制御系を作動させることができる

ようにする。 

・格納容器圧力が可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力以下に

なるように必要に応じてドライウェルスプレイまたはサプレッ

ションプールスプレイを運転し，可燃性ガス濃度制御系を作動さ

せることができるようにする。 

・再結合器入口の可燃性ガス濃度が高い場合には，ドライウェル内

表９ 

２．一次格納容器制御 

（５）格納容器水素濃度制御 

①目的 

・格納容器内の水素及び酸素濃度を監視し、制御する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」から

導入され、主蒸気隔離弁全

閉後、１２時間以内に冷温

停止できない場合 

・ 「格納容器圧力制御」にお

いてドライウェル圧力が非

常用炉心冷却系作動圧力以

上で、かつ原子炉水位が低

圧で注水可能な非常用炉心

冷却系作動水位以下を経験

した場合 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部

以下を経験した場合 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部

を維持できない場合 

・ 原子炉水位が不明の場合 

③脱出条件 

 

 

 

・ 冷却材喪失事故で格納容器内の

水素濃度が可燃性限界に対し可

燃性ガス濃度制御系の起動に要

する時間、格納容器雰囲気測定

系の応答時間及び計測誤差の余

裕を見込んだ濃度未満の場合 

・ 主蒸気隔離弁閉、又は原子炉水

位不明であるが格納容器内の水

素濃度が可燃性限界に対し可燃

性ガス濃度制御系の起動に要す

る時間、格納容器雰囲気測定系

の応答時間及び計測誤差の余裕

を見込んだ濃度未満の場合 

・ 可燃性ガス濃度制御系を起動

し、格納容器内の水素濃度が低

下した場合 

④基本的な考え方 

・ 冷却材喪失事故又は炉心露出が生じた場合には、格納容器雰囲

気測定系により格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視す

る。 

・ 原子炉水位不明又は原子炉隔離状態が長時間継続する場合に

は、格納容器雰囲気測定系により可燃性ガス濃度の監視を開始

し、可燃性ガス濃度制御系を作動させることができるようにす

る。 

・ 格納容器圧力が可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力以下に

なるように必要に応じてドライウェルスプレイ又はサプレッシ

ョンプールスプレイを運転し、可燃性ガス濃度制御系を作動さ

せることができるようにする。 

・ 再結合器入口の可燃性ガス濃度が高い場合には、ドライウェル

表９ 

２．一次格納容器制御 

（５）格納容器水素濃度制御 

①目的 

・格納容器内の水素および酸素濃度を監視し，制御する。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」から導入

され，主蒸気隔離弁全閉後，１２

時間以内に冷温停止できない場

合 

・一次格納容器制御「格納容器圧力

制御」においてドライウェル圧力

が非常用炉心冷却系作動圧力以

上で，かつ原子炉水位が低圧で注

水可能な非常用炉心冷却系作動

水位以下を経験した場合 

 

・原子炉水位が有効燃料頂部以下

を経験した場合 

・原子炉水位が有効燃料頂部を維

持できない場合 

・原子炉水位が不明の場合 

③脱出条件 

 

 

 

・冷却材喪失事故で格納容

器内の水素濃度の上昇が

ない場合 

 

 

 

・主蒸気隔離弁閉，または原

子炉水位不明であるが格

納容器内の水素濃度の上

昇がない場合 

 

 

 

・可燃性ガス濃度制御系が

作動し，格納容器内の水素

濃度が低下した場合 

④基本的な考え方 

・原子炉冷却材喪失事故または炉心露出が生じた場合は，格納容器

水素・酸素濃度分析系により格納容器内の水素濃度および酸素

濃度を監視する。 

・原子炉水位不明または原子炉隔離状態が長時間継続する場合は，

格納容器水素・酸素濃度分析系により可燃性ガス濃度の監視を

開始し，可燃性ガス濃度制御系を作動させることができるよう

にする。 

・格納容器圧力が可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力以下に

なるように必要に応じてドライウェルスプレイまたはサプレッ

ションチェンバスプレイを運転し，可燃性ガス濃度制御系を作

動させることができるようにする。 

・可燃性ガス濃度制御系再結合器入口の可燃性ガス濃度が高い場

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は同ページの後

段に記載 

 

【島根固有】 

・島根は水素が上昇し

ている場合，可燃性

ガス濃度制御系を起

動するため脱出条件

が相違 

 

 

 

【女川との相違】 

・運用の相違 

 

【女川との相違】 

・女川は同ページの前

段に記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

酸素および水素濃度と可燃性ガス濃度制御系再循環流量関係図

の可燃領域に入らないように再循環流量を調整する。 

 

⑤主な監視操作内容 

・ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつ原子

炉水位が低圧で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を経

験した場合，格納容器雰囲気モニタまたは格納容器水素濃度計に

より格納容器内の水素濃度を監視する。 

 

・主蒸気隔離弁全閉後１２時間以内に冷温停止できない場合また

は原子炉水位が不明になった場合は，格納容器雰囲気モニタまた

は格納容器水素濃度計により格納容器内の水素濃度を監視する。 

 

・ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつ原子

炉水位が低圧で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を経

験した場合，原子炉水位が有効燃料頂部以下を経験した場合は，

可燃性ガス濃度制御系を作動させる。 

・主蒸気隔離弁全閉後１２時間以内に冷温停止できない場合また

は原子炉水位が不明になった場合であって，格納容器内の水素濃

度が可燃性限界に対し可燃性ガス濃度制御系の起動に要する時

間，格納容器雰囲気モニタの応答時間および計測誤差の余裕を見

込んだ濃度以上の場合は，可燃性ガス濃度制御系を作動させる。 

・可燃性ガス濃度制御系の運転に際しては，格納容器圧力が可燃性

ガス濃度制御系運転時の制限圧力以下になるように必要に応じ

てドライウェルスプレイまたはサプレッションプールスプレイ

を運転する。 

・ 可燃性ガス濃度制御系の運転は，格納容器内の水素および酸素濃

度に応じて再循環流量および吸込流量を調整する。 
 

酸素及び水素濃度と可燃性ガス濃度制御系再循環流量関係図の

可燃領域に入らないように再循環流量を調整する。 

 

⑤主な監視操作内容 

・ ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で、かつ原

子炉水位が低圧で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を

経験した場合は、格納容器雰囲気測定系又は格納容器水素濃度

計により格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視する。 

 

・ 主蒸気隔離弁全閉後１２時間以内に冷温停止できない場合又は

原子炉水位が不明になった場合は、格納容器雰囲気測定系によ

り格納容器内の水素濃度を監視する。 

 

・ 格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が可燃性限界に対し可燃性

ガス濃度制御系の起動に要する時間、格納容器雰囲気測定系の

応答時間及び計測誤差の余裕を見込んだ濃度に到達した場合、

格納容器内の水素濃度が可燃性限界に対し可燃性ガス濃度制御

系の起動に要する時間、格納容器雰囲気測定系の応答時間及び

計測誤差の余裕を見込んだ濃度に到達した場合、又は原子炉水

位が有効燃料頂部以下を経験し、かつ格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度が可燃性限界に対し可燃性ガス濃度制御系の起動に

要する時間、格納容器雰囲気測定系の応答時間及び計測誤差の

余裕を見込んだ濃度に到達した場合には、格納容器圧力が可燃

性ガス濃度制御系運転時の制限圧力以下になるように必要に応

じてドライウェルスプレイ又はサプレッションプールスプレイ

を運転し、可燃性ガス濃度制御系を作動させる。 

・ 可燃性ガス濃度制御系の運転は、格納容器内の水素及び酸素濃

度に応じて再循環流量及び吸込流量を調整する。 
 

合は，ドライウェル酸素・水素濃度と可燃性ガス濃度制御系再循

環流量関係図の可燃領域に入らないように再循環流量を調整す

る。 

⑤主な監視操作内容 

・ドライウェル圧力が非常用炉心冷却系作動圧力以上で，かつ原子

炉水位が低圧で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位以下を経

験した場合または原子炉水位が有効燃料頂部以上維持不可能と

判断した場合は，格納容器水素・酸素濃度分析系または多機能格

納容器雰囲気監視系により格納容器内の水素濃度を監視する。 

・主蒸気隔離弁全閉後，１２時間以内に冷温停止できない場合また

は原子炉水位が不明になった場合は格納容器水素・酸素濃度分

析系または多機能格納容器雰囲気監視系により格納容器内の水

素濃度を監視する。 

・格納容器内の水素濃度が上昇した場合，格納容器圧力が可燃性ガ

ス濃度制御系運転時の制限圧力以下になるように，必要に応じ

てドライウェルスプレイまたはサプレッションチェンバスプレ

イを運転し，可燃性ガス濃度制御系を作動させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・可燃性ガス濃度制御系の運転は，格納容器内の水素および酸素濃

度に応じて再循環流量および吸込流量を調整する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は導入条件を全

て明記 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は水素が上昇し

ている場合，可燃性

ガス濃度制御系を起

動する運用 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１０ 

３．二次格納容器制御 

（１）原子炉建屋制御 

①目的 

・原子炉圧力容器からの原子炉建屋への漏えいを監視し，制御す

る。 

②導入条件 

一次系の漏えいを示す個別警報が複

数発生した場合 

・一次系の漏えいおよび原子炉建屋

原子炉棟内へ漏えいに関連する警

報が発生した場合 

・一次系の漏えいの警報および関連

するパラメータで漏えいの傾向が

確認された場合 

③脱出条件 

・漏えい箇所の隔離が成功

した場合 

④基本的な考え方 

・一次格納容器外で原子炉冷却材圧力バウンダリの破断が発生し

た場合，原子炉建屋からの退避を指示し中央制御室から速やかに

漏えい箇所の特定を行い，隔離を行う。 

・速やかな隔離が不可能な場合は，漏えい量の低減を図るために原

子炉を手動スクラムし，急速減圧を実施する。原子炉減圧完了後

は原子炉を低圧で維持する。また，非常用ガス処理系を起動する。 

 

・原子炉水位は破断箇所を露出させた水位を維持し，原子炉建屋へ

の漏えいを抑制する。 

・原子炉建屋環境を改善し漏えい箇所の隔離を行う。 

 

 

 

・環境緩和（放射線，建屋温度，建屋水位）は導入条件にかかわら

ず並行して実施する。 

・モニタリングポスト指示上昇時または原子炉建屋差圧の低下が

発生した場合は、不測事態「急速減圧」に移行する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．原子炉圧力 

・中央制御室から速やかに隔離操作を実施し，隔離が不可の場合は

原子炉を手動スクラムする。 

・中央制御室から漏えい箇所の隔離ができず，給復水系，非常用炉

表１０ 

３．二次格納容器制御 

（１）原子炉建屋制御 

①目的 

・ 原子炉圧力容器から原子炉建屋への漏えいを監視し、制御する。 

 

②導入条件 

下記条件が複数該当し、原子炉手動ス

クラムした場合 

・ 原子炉建屋放射線量が警報設定値

以上の場合 

・ 原子炉建屋温度が警報設定値以上

の場合 

・ 原子炉建屋内で漏えいを示す警報

が発生した場合 

③脱出条件 

・ 漏えい箇所の隔離が成

功した場合 

④基本的な考え方 

・ 一次格納容器外で原子炉冷却材圧力バウンダリの破断が発生し

た場合、原子炉建屋からの退避を指示し中央制御室から速やか

に隔離を行う。 

・ 隔離されたことが確認できない場合は、非常用ガス処理系を起

動した後に原子炉を急速減圧し、原子炉冷却材の漏えい先を一

次格納容器側に切り替える。 

 

・ 原子炉水位は高圧で注水可能な非常用炉心冷却作動水位から低

圧で注水可能な非常用炉心冷却作動水位の間に維持する。 

・ 原子炉建屋環境を改善し、漏えい箇所の隔離を行う。 

 

 

 

 

 

・ モニタリングポスト指示上昇時又は原子炉建屋差圧の低下が発

生した場合は、不測事態「急速減圧」に移行する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．原子炉圧力 

・ 中央制御室から速やかな隔離操作を実施する。 

 

・ 原子炉圧力容器の隔離が確認できず、原子炉隔離時冷却系又は

表１０ 

３．二次格納容器制御 

（１）二次格納施設制御 

①目的 

・原子炉圧力容器から原子炉棟への漏えいを監視し，制御する。 

 

②導入条件 

下記条件が複数該当し，原子炉手動ス

クラムした場合 

・原子炉棟放射線量が警報設定値以上

の場合 

・原子炉棟温度が警報設定値以上の場

合 

・原子炉棟内で漏えいを示す警報が発

報した場合  

③脱出条件 

・漏えい箇所の隔離が成

功した場合 

④基本的な考え方 

・一次格納容器外で原子炉冷却材圧力バウンダリの破断が発生し

た場合，原子炉棟からの退避を指示し中央制御室から速やかに

隔離を行う。 

・隔離されたことが確認できない場合は，非常用ガス処理系を起動

した後に原子炉を急速減圧し，原子炉棟への漏えいを抑制する。 

 

 

・原子炉水位は原子炉隔離時冷却系作動水位以上で低めに維持す

る。 

・原子炉棟環境を改善し，漏えい箇所の隔離を行う。 

 

 

 

・「原子炉棟環境」の各制御（「放射線」，「原子炉棟温度」，「原子炉

棟水位」）は並行して実施する。 

・モニタリングポスト指示上昇時または原子炉棟差圧の低下が発

生した場合は，不測事態「急速減圧」に移行する。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．原子炉圧力 

・中央制御室から速やかな隔離操作を実施する。 

 

・原子炉圧力容器の隔離が確認できず，原子炉隔離時冷却系または

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は本手順内で手

動スクラムを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は本手順内で手

動スクラムを実施 

 

【島根固有】 

・目標値の相違であ

り，島根は IS-LOCA

解析の目標水位を設

定 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・基本的な考え方の明

確化 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

心冷却系，低圧代替注水系（低圧代替注水系（常設）（復水移送

ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系，低圧代替

注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），ろ過水系）が起

動できた場合は，不測事態「急速減圧」に移行する。 

・急速減圧後，タービンバイパス弁または主蒸気逃がし安全弁によ

り原子炉建屋への漏えいを抑制する。 

・中央制御室から漏えい箇所の隔離ができず，原子炉隔離時冷却系

または高圧代替注水系のみが運転中の場合は，主蒸気逃がし安全

弁またはタービンバイパス弁にて原子炉圧力を蒸気駆動設備の

運転可能範囲内で低めに維持する。 

 

 

Ｂ．原子炉水位 

・原子炉水位を低下させる場合は，原子炉注水に不要な系統を抑制

する。 

・破断箇所に応じて原子炉水位を維持する。 

 

 

 

Ｃ．環境緩和 

・中央制御室の環境を維持するため，非常用ガス処理系を起動し，

中央制御室換気空調系を事故時運転モードに切り替える。 

 

 

 

 

 

・原子炉建屋環境を改善するため，原子炉建屋換気空調系および使

用可能な原子炉建屋全室の空調機を起動する。 

・原子炉建屋内の溢水を処理するため，原子炉建屋内のサンプポン

プの起動を確認する。 

・漏えい箇所の隔離が成功し，一次系の漏えいおよび原子炉建屋原

子炉棟内の漏えいに関連する警報が復帰した場合は，原子炉制御

「スクラム」に脱出する。 
 

高圧代替注水系のみが運転中でない場合は、不測事態「急速減

圧」に移行する。 

 

 

・ 急速減圧後、タービンバイパス弁及び主蒸気逃がし安全弁によ

り原子炉建屋への漏えいを抑制する。 

・ 原子炉圧力容器の隔離が確認できず、原子炉隔離時冷却系又は

高圧代替注水系のみが運転中の場合は、自動減圧系機能を有す

る主蒸気逃がし安全弁若しくはタービンバイパス弁にて原子炉

圧力を蒸気駆動設備の運転可能範囲内で低めに維持する。 

 

 

Ｂ．原子炉水位 

・ 原子炉注水に不要な系統を抑制し、原子炉建屋への漏えいを抑

制する。 

・ 破断箇所を露出した原子炉水位とするため、高圧で注水可能な

非常用炉心冷却作動水位から低圧で注水可能な非常用炉心冷却

作動水位の間に維持する。 

 

Ｃ．原子炉建屋環境 

・ 中央制御室の環境を維持するため、中央制御室換気空調系を事

故時運転モードに切り替え（「使用済燃料プール水位・温度制御」

から導入の場合を除く。）、非常用ガス処理系を起動する。 

 

 

 

 

・ 原子炉建屋環境を改善するため、原子炉建屋・タービン建屋換気

空調系を起動する。 

・ 原子炉建屋内の溢水を処理するため、原子炉建屋内の排水ポン

プを起動する。 

・ 各室温度設定値以下かつ原子炉建屋放射線レベル設定値以下と

なり、漏えい箇所の隔離が成功した場合は、原子炉建屋制御導入

前の制御に移行する。 
 

高圧原子炉代替注水系のみが運転中でない場合は，不測事態「急

速減圧」に移行する。 

 

 

・急速減圧後，タービンバイパス弁および主蒸気逃がし安全弁によ

り原子炉棟への漏えいを抑制する。 

・原子炉圧力容器の隔離が確認できず，原子炉隔離時冷却系または

高圧原子炉代替注水系のみが運転中の場合は，自動減圧系機能

を有する主蒸気逃がし安全弁もしくはタービンバイパス弁にて

原子炉圧力を蒸気駆動設備の運転可能範囲内で低めに維持す

る。 

 

Ｂ．原子炉水位 

・原子炉注水に不要な系統を抑制し，原子炉棟への漏えいを抑制す

る。 

・破断箇所の水頭圧が低い原子炉水位とするため，原子炉隔離時冷

却系作動水位以上で低めに維持する。 

 

 

Ｃ．原子炉棟環境 

・中央制御室の環境を維持するため，中央制御室空調換気系を事故

時運転モードに切り替え（二次格納容器制御「燃料プール水位・

温度制御」から導入の場合を除く。），非常用ガス処理系を起動す

る。 

・原子炉圧力が残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの使用可能

圧力以下の場合は，残留熱除去系原子炉停止時冷却モードを起

動する。 

・原子炉棟環境を改善するため，原子炉棟空調換気系および原子炉

棟内局所冷却機を起動する。 

・原子炉棟内の溢水を処理するため，原子炉棟内の排水ポンプを起

動する。 

・各室温度設定値以下かつ原子炉棟放射線レベル設定値以下とな

り，漏えい箇所の隔離が成功した場合は，二次格納施設制御導入

前の制御に移行する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・目標値の相違であ

り，島根は IS-LOCA

解析の目標水位を設

定 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は IS-LOCA 時の

有効性評価解析上，

漏えい水温度抑制の

ため残留熱除去系原

子炉停止時冷却モー

ドを起動する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１１ 

３．二次格納容器制御 

（２）使用済燃料プール水位・温度制御 

①目的 

・使用済燃料プールの水位および水温を監視し，制御する。 

②導入条件 

・使用済燃料プール水位低警

報が発生した場合 

・使用済燃料プールの水温が

通常運転時制限温度以上の

場合 

③脱出条件 

・使用済燃料プール水位がオーバ

ーフローレベル付近に維持可能

かつ使用済燃料プールの水温が

通常運転時制限温度未満の場合 

④基本的な考え方 

・使用済燃料プールの水位と使用済燃料プールに注水可能な系統

を随時把握する。 

・使用済燃料プール水温と通常運転時制限温度以下に維持可能な

系統を随時把握する。 

・二次格納容器制御「原子炉建屋制御」も並行して対応する。 

 

・全交流電源喪失時には，燃料プール冷却浄化系の停止による使用

済燃料プールの温度上昇に引き続き使用済燃料プールの水位低

下が発生するが，事象の進展は緩やかであり，原子炉制御および

一次格納容器制御を優先して実施するとともに使用済燃料プー

ルへの注水を確保する。 

・使用済燃料プール水位の低下が継続し，使用済燃料プール周辺で

作業が実施できる水位を維持できない場合は，可搬型設備による

使用済燃料プールスプレイを実施する。 

・二次格納容器制御「使用済燃料プール水位・温度制御」に導入し

た場合は，原子炉建屋退避指示をする。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．使用済燃料プール水位 

・使用済燃料プールへ注水可能な系統を手動で起動する。 

・常設設備にて使用済燃料プールの水位の上昇が確認できない場

合は，使用済燃料プールへ注水可能な可搬型設備を起動する。 

・使用済燃料プールの水位をオーバーフロー水位付近に維持する。 

 

・使用済燃料プールの水位を使用済燃料プール周辺で作業が実施

できる水位以上に維持できない場合は，可搬型設備により使用済

燃料プールスプレイ系を起動する。 

表１１ 

３．二次格納容器制御 

（２）使用済燃料プール水位・温度制御 

①目的 

・ 使用済燃料プールの水位及び水温を監視し、制御する。 

②導入条件 

・ 使用済燃料プール水位低警

報が発生した場合 

・ 使用済燃料プールの水温が

通常運転時制限温度以上の

場合 

③脱出条件 

・ 使用済燃料プール水位が通常

運転時制限水位以上で維持可

能となった場合 

④基本的な考え方 

・ 使用済燃料プール水位と使用済燃料プールに注水可能な系統を

随時把握する。 

・ 使用済燃料プール水温を通常運転時制限温度以下に維持可能な

系統を随時把握する。 

・ 漏えい箇所が特定された場合、二次格納容器制御「原子炉建屋制

御」へ移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 二次格納容器制御「使用済燃料プール水位・温度制御」に導入し

た場合、消防車の出動を要請し、原子炉建屋退避指示をする。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．使用済燃料プール水位制御 

・ 使用済燃料プールへ注水可能な系統を手動で起動する。 

 

 

・ 使用済燃料プールの水位を通常運転時制限水位以上に維持す

る。 

・ 使用済燃料プール周辺で作業が実施できる使用済燃料プールラ

ック水位以上に維持できない場合は、使用済燃料プールへ注水

可能な系統を２系統以上起動する。 

表１１ 

３．二次格納容器制御 

（２）燃料プール水位・温度制御 

①目的 

・燃料プールの水位および水温を監視し，制御する。 

②導入条件 

・燃料プール水位低警報が発生

した場合 

・燃料プール水温が通常運転時

制限温度以上の場合 

 

③脱出条件 

・燃料プール水位が通常運転時

制限水位以上で維持可能,か

つ燃料プール水温が通常運転

時制限温度以下で維持可能と

なった場合 

④基本的な考え方 

・燃料プール水位と燃料プールに注水可能な系統を随時把握する。 

 

・燃料プール水温を通常運転時制限温度以下に維持可能な系統を

随時把握する。 

・漏えい箇所が特定された場合，二次格納容器制御「二次格納施設

制御」に移行する。 

 

 

 

 

 

・燃料プール水位の低下が継続し，燃料プール周辺で作業が実施で

きる燃料プール水位を維持できない場合は，可搬型設備による

燃料プールスプレイを実施する。 

・二次格納容器制御「燃料プール水位・温度制御」に導入した場合，

大量送水車の接続を要請し，原子炉棟退避指示をする。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．燃料プール水位制御 

・燃料プールへ注水可能な系統を手動で起動する。 

 

 

・燃料プールの水位を通常運転時制限水位以上に維持する。 

 

・燃料プール周辺で作業が実施できる燃料プール水位以上に維持

できない場合は，燃料プールへ注水可能な系統を２系統以上起

動する。なお，１系統は大量送水車による燃料プールスプレイと

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は導入条件にあ

る燃料プール水温に

ついても脱出条件に

明記 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・スクラム対応時の優

先順位の原則とし

て，格納容器が破損

する恐れがある場合

を除き原子炉側から

要求される操作を優

先することとしてお

り，本制御にのみ明

記することをしな

い。 

 

 

【女川との相違】 

・島根は前文の燃料プ

ールへ注水可能な系

統に可搬型設備も含

めている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

Ｂ．使用済燃料プール水温 

・使用済燃料プールの除熱可能な系統を手動で起動する。 

・使用済燃料プール水温を通常運転時制限温度以下に維持できな

い場合は，使用済燃料プールの除熱可能な系統を２系統以上起動

する。 

 

・使用済燃料プール水温を通常運転時制限温度未満に維持する。 

 
 

・ 使用済燃料プールの水位を下限限界制限水位以上に維持できな

い場合は、消防車による使用済燃料プールスプレイを実施する。 

 

Ｂ．使用済燃料プール水温制御 

・ 使用済燃料プール除熱可能な系統を手動で起動する。 

・ 使用済燃料プール水温を通常運転時制限温度以下に維持できな

い場合は、使用済燃料プール除熱可能な系統を２系統以上起動

する。 

・  

・ 使用済燃料プール水温を使用済燃料プールのコンクリートの長

期的な健全性を確保するための制限値以下に維持する。 
 

する。 

 

 

Ｂ．燃料プール水温制御 

・燃料プール除熱可能な系統を手動で起動する。 

・燃料プール水温を通常運転時制限温度以下に維持できない場合

は，燃料プール除熱可能な系統を２系統以上起動する。 

 

 

・燃料プール水温を燃料プールのコンクリートの長期的な健全性

を確保するための制限値以下に維持する。 
 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，燃料プール

周辺で作業が実施で

きる燃料プール水位

以上に維持できない

場合に１系統は大量

送水車を使用する運

用 

 

【女川との相違】 

・島根は保安規定第５

５条（燃料または制

御棒を移動するとき

の原子炉水位）の値

を記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１２ 

４．不測事態 

（１）水位回復 

①目的 

・原子炉水位を回復する。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」において，原子炉水位が有効燃料頂部以

上を維持できない場合 

・原子炉制御「水位確保」において，原子炉水位が有効燃料頂部以

上を維持できない場合 

・原子炉制御「減圧冷却」において，原子炉水位が有効燃料頂部以

上を維持できない場合 

・不測事態「急速減圧」において，減圧が完了し，水位が判明して

おり，かつドライウェル空間部温度が飽和温度以下の場合 

 

④基本的な考え方 

・原子炉水位の徴候に応じて，非常用炉心冷却系の再起動や低圧代

替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型）の起動を行う。 

 

・原子炉停止後何らかの理由により炉心が露出した場合，炉心の健

全性が保たれている間に何らかの方法により原子炉水位を確保

しなければならない。そのために，原子炉停止後，燃料被覆管温

度が 1,200℃または燃料被覆管酸化割合が 15％に達するまでの

時間内に原子炉水位を確保する。よって，炉心が露出した時刻を

記録し，前述の時間以内に原子炉水位を有効燃料頂部以上に回復

するように非常用炉心冷却系，低圧代替注水系（常設）および低

圧代替注水系（可搬型）を起動する。 

 

・原子炉制御「反応度制御」実施中は，本制御を実施しない。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位回復 

・原子炉水位が不明となった場合，不測事態「水位不明」および一

次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」へ移行する。 

・原子炉水位が有効燃料頂部に到達した場合，原子炉水位が有効燃

料頂部に到達した時刻を記録するとともに，一次格納容器制御

「格納容器水素濃度制御」を導入する。 

・原子炉隔離時冷却系または高圧代替注水系を起動する。 

・給復水系または非常用炉心冷却系の１系統以上を起動する。 

表１２ 

４．不測事態 

（１）水位回復 

①目的 

・ 原子炉水位を回復する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において、原子炉水位が有効燃料頂部以

上を維持できない場合 

・ 原子炉制御「水位確保」において、原子炉水位が有効燃料頂部以

上を維持できない場合 

・ 原子炉制御「減圧冷却」において、原子炉水位が有効燃料頂部以

上を維持できない場合 

・ 不測事態「急速減圧」において、減圧が完了し、水位が判明して

おり、かつドライウェル空間部温度が飽和温度以下の場合 

 

④基本的な考え方 

・ 原子炉水位の徴候に応じて、非常用炉心冷却系の再起動や、低圧

代替注水系（常設）、低圧代替注水系（可搬型）、消火系の起動を

行う。 

・ 原子炉停止後何らかの理由により炉心が露出した場合、炉心の

健全性が保たれている間に何らかの方法により原子炉水位を確

保しなければならない。そのために、原子炉停止後、燃料被覆管

温度が１２００℃又は燃料被覆管酸化割合が１５％に達するま

での時間内に原子炉水位を確保する。よって、炉心が露出した時

刻を記録し、前述の時間以内に原子炉水位を有効燃料頂部以上

に回復するように非常用炉心冷却系及び低圧代替注水系（常

設）、低圧代替注水系（可搬型）、消火系を起動する。 

 

 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位回復 

・ 原子炉水位が不明の場合、不測事態「水位不明」へ移行する。 

 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部より低下した時刻を記録する。 

 

 

・ 原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系を起動する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち、少なくとも１系統以上

表１２ 

４．不測事態 

（１）水位回復 

①目的 

・原子炉水位を回復する。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」において，原子炉水位が有効燃料頂部以

上を維持できない場合 

・原子炉制御「水位確保」において，原子炉水位が有効燃料頂部以

上を維持できない場合 

・原子炉制御「減圧冷却」において，原子炉水位が有効燃料頂部以

上を維持できない場合 

・不測事態「急速減圧」において，減圧が完了し，水位が判明して

おり，かつドライウェル空間部温度が水位不明判断曲線の水位

不明領域外である場合 

④基本的な考え方 

・原子炉水位の徴候に応じて，非常用炉心冷却系の再起動や低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）の起動を行う。 

・原子炉停止後何らかの理由により炉心が露出した場合，炉心の健

全性が保たれている間に何らかの方法により原子炉水位を確保

しなければならない。そのために，原子炉停止後，燃料被覆管温

度が１２００℃または燃料被覆管酸化割合が１５％に達するま

での時間内に原子炉水位を確保する。よって，炉心が露出した時

刻を記録し，前述の時間以内に原子炉水位を有効燃料頂部以上

に回復するように非常用炉心冷却系，低圧原子炉代替注水系（常

設），復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替注水系（可搬型）を

起動する。 

 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．水位回復 

・原子炉水位が不明の場合，不測事態「水位不明」に移行する。 

 

・原子炉水位が有効燃料頂部以下に低下した時刻を記録する。 

 

 

・原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系を起動する。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち，少なくとも１系統の起動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は原子炉

代替注水系（常設）

を新設 

 

 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は原子炉

代替注水系（常設）

を新設 

 

【女川との相違】 

・島根は本制御（水位

回復）の導入時に並

行して格納容器水素
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち１系統以上を起動できな

い場合は，低圧原子炉注水系（低圧代替注水系（常設）（復水移

送ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系，低圧

代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），ろ過水系）

を起動し，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持可能な場合は，原子炉制御

「水位確保」へ移行する。 

 

Ｂ．水位上昇中 

・給復水系または非常用炉心冷却系の１系統以上の作動を確認し

て，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

・原子炉隔離時冷却系または高圧代替注水系が作動している場合

で，かつ最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が有効燃料頂部

を回復できない場合は，低圧で注水可能な系統の１台以上の作動

を確認して，不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

・原子炉隔離時冷却系または高圧代替注水系が作動している場合

で，かつ最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が有効燃料頂部

を回復できる場合は，原子炉制御「水位確保」へ移行する。 

 

 

 Ｃ．水位下降中 

 

 

 

・原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下の

場合または原子炉隔離時冷却系もしくは高圧代替注水系による

原子炉水位の維持ができない場合は，低圧で原子炉へ注水可能な

系統のうち，１系統以上起動し，不測事態「急速減圧」へ移行す

る。 

不測事態に関しては，「③脱出条件」はない。以下，表１３および

表１４も同じ。 

 

の起動を試みる。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能で系統１系統以上の起動ができない場

合、低圧代替注水系（常設）２台以上、低圧代替注水系（可搬型）

と消火系から２系統以上を起動し、不測事態「急速減圧」へ移行

する。 

 

・ 原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持可能な場合は、原子炉制

御「水位確保」へ移行する。 

 

Ｂ．水位上昇中 

・ 原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系が作動していない場合

は、非常用炉心冷却系１系統以上の作動を確認して、不測事態

「急速減圧」へ移行する。 

・ 原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系が作動している場合

で、かつ最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が有効燃料頂

部を回復できない場合は、不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

 

・ 原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系が作動している場合

で、かつ最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が有効燃料頂

部を回復できる場合は、原子炉制御「水位確保」へ移行する。 

 

 

Ｃ．水位下降中 

・ 原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以上の

場合は、原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系を作動させる。 

 

・ 原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下の

場合、又は原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系が作動した

にもかかわらず原子炉水位が上昇しない場合は、不測事態「急速

減圧」へ移行する。 

 

不測事態に関しては、「③脱出条件」はない。以下、表１３及び表１

４も同じ。 

 

を試みる。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち，１系統以上の起動ができ

ない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設）１系統以上，または，

復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替注水系（可搬型）から１系

統以上を起動し，不測事態「急速減圧」に移行する。 

 

・原子炉水位が有効燃料頂部以上に維持可能な場合は，原子炉制御

「水位確保」に移行する。 

 

Ｂ．水位上昇中 

・原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系が作動してい

ない場合は，低圧で原子炉へ注水可能な系統の１系統以上の作

動を確認して，不測事態「急速減圧」に移行する。 

・原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系が作動してい

る場合で，かつ最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が有効

燃料頂部を回復できない場合は，低圧で原子炉へ注水可能な系

統の１系統以上の作動を確認して，不測事態「急速減圧」に移行

する。 

・原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系が作動してい

る場合で，かつ最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が有効

燃料頂部を回復できる場合は，原子炉制御「水位確保」に移行す

る。 

 

Ｃ．水位下降中 

・原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以上の

場合は，原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系を作

動させる。 

・原子炉圧力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下の

場合，または原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系

が作動したにもかかわらず原子炉水位が上昇しない場合は，不

測事態「急速減圧」に移行する。 

 

不測事態に関しては，「③脱出条件」はない。以下，表１３および

表１４も同じ。 

濃度制御にも導入し

ている 

【島根固有】 

・島根は記載系統の１

系統以上で必要な注

水量を確保できる。 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 
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表１３ 

４．不測事態 

（２）急速減圧 

①目的 

・原子炉を速やかに減圧する。 

②導入条件 

・原子炉制御「水位確保」において，給復水系もしくは非常用炉心

冷却系または原子炉隔離時冷却系もしくは高圧代替注水系によ

る原子炉水位の維持ができず，低圧代替注水系（低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），代替循

環冷却系，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），

ろ過水系）が起動できた場合 

・原子炉制御「減圧冷却」において，サプレッションプール水温が

サプレッションプール熱容量制限図の運転禁止領域に入った場

合 

・一次格納容器制御「格納容器圧力制御」において，サプレッショ

ンプール圧力が設計基準事故時最高圧力以上となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一次格納容器制御「ドライウェル温度制御」において，ドライウ

ェル空間部局所温度がドライウェル設計温度に到達した場合 

 

 

表１３ 

４．不測事態 

（２）急速減圧 

①目的 

・ 原子炉を速やかに減圧する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「水位確保」において、給復水系及び非常用炉心冷却

系が起動せず、原子炉水位の低下が継続し、低圧代替注水系（常

設）２台以上又は低圧代替注水系（可搬型）と消火系から２系統

以上が起動できた場合 

 

 

・ 原子炉制御「減圧冷却」において、サプレッションプール水温が

サプレッションプール熱容量制限図の運転禁止領域に入った場

合 

・ 一次格納容器制御「格納容器圧力制御」において、サプレッショ

ンプール圧力が圧力制限条件以上となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ドライウェル温度制御においてドライウェル空間部局所温度が

１０３℃に接近した場合、又はドライウェル局所温度９０℃に

て手動スクラム後もドライウェル圧力が上昇して１３．７ｋＰ

ａ以上でドライウェルスプレイできない場合 

表１３ 

４．不測事態 

（２）急速減圧 

①目的 

・原子炉を速やかに減圧する。 

②導入条件 

・原子炉制御「水位確保」において，給復水系，原子炉隔離時冷却

系，高圧原子炉代替注水系および非常用炉心冷却系が起動せず，

原子炉水位の低下が継続し，低圧原子炉代替注水系（常設）１系

統以上または復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）から１系統以上が起動できた場合 

 

・原子炉制御「減圧冷却」において，サプレッションチェンバ水温

がサプレッションチェンバ熱容量制限図の運転禁止範囲に入っ

た場合 

・一次格納容器制御「格納容器圧力制御」において，サプレッショ

ンチェンバ圧力が設計基準事故時最高圧力以上となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一次格納容器制御「ドライウェル温度制御」において，ドライウ

ェル局所温度がドライウェル設計温度に接近した場合，またはド

ライウェル局所温度が主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度以

上にて原子炉スクラム後もドライウェル圧力が上昇して非常用

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は記載系統の１

系統以上で必要な注

水量を確保できる。 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はドライウェル

設計温度を超える前

にドライウェルへの
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 
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・一次格納容器制御「サプレッションプール温度制御」において，

サプレッションプール水温がサプレッションプール熱容量制限

図の運転禁止領域に入った場合 

・一次格納容器制御「サプレッションプール水位制御」において，

サプレッションプール水位が真空破壊弁位置から作動差圧相当

分の水位を引いた水位に誤差を考慮した値以上になった場合 

・一次格納容器制御「サプレッションプール水位制御」において，

サプレッションプール水位が急速減圧へ移行するサプレッショ

ンプール水位以下になった場合 

・二次格納容器制御「原子炉建屋制御」において，中央制御室から

の漏えい箇所隔離に失敗した場合 

・不測事態｢水位回復｣において，給復水系または非常用炉心冷却系

の１系統以上の起動ができない場合かつ原子炉隔離時冷却系ま

たは高圧代替注水系による原子炉水位の維持ができない場合で

あって，低圧代替注水系（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系，低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），ろ過水系）が起動

でき，原子炉隔離時冷却系機能維持最低圧力以上の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 不測事態「水位回復」において、給復水系及び非常用炉心冷却系

が起動せず、低圧代替注水系（常設）２台以上又は低圧代替注水

系（可搬型）と消火系から２系統以上が起動できた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心冷却系作動圧力以上でドライウェルスプレイできない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不測事態「水位回復」において，給復水系，非常用炉心冷却系が

起動せず，低圧原子炉代替注水系（常設）１系統以上または低圧

原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系，消火系から１系統以

上が起動できた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放出エネルギーを抑

え，格納容器健全性

の維持を目的として

設定 

 

【女川との相違】 

・島根は次ページに記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は記載系統の１

系統以上で必要な注

水量を確保できる。 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として
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・不測事態｢水位回復｣において，給復水系または非常用炉心冷却系

の１系統以上を起動しても原子炉水位を有効燃料頂部以上に維

持できない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 不測事態「水位回復」において、原子炉水位が下降中で原子炉圧

力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下の場合 

・ 不測事態「水位回復」において、原子炉水位が下降中で原子炉隔

離時冷却系又は高圧代替注水系が起動できない場合、又は起動

しても原子炉水位が上昇しない場合 

・ 不測事態「水位回復」において、原子炉水位が上昇中で原子炉隔

離時冷却系又は高圧代替注水系が起動できない場合 

・ 不測事態「水位回復」において、原子炉水位が上昇中で原子炉隔

離時冷却系又は高圧代替注水系が作動しているが、最長許容炉

心露出時間以内に原子炉水位が有効燃料頂部を回復できない場

合 

・ 不測事態「水位不明」において、低圧で原子炉へ注水可能な系統

１系統以上、低圧代替注水系（常設）２台以上又は低圧代替注水

系（可搬型）と消火系から２系統以上が起動できた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 一次格納容器制御「サプレッションプール水位制御」において、

サプレッションプール水位が真空破壊弁位置から作動差圧相当

分の水位を引いた水位に誤差を考慮した値以上になった場合 

・ 一次格納容器制御「サプレッションプール水位制御」において、

サプレッションプール水位が通常運転時低水位制限以下になっ

た場合又はＳＲＶテールパイプ制限禁止領域の場合 

・ 一次格納容器制御「サプレッションプール温度制御」において、

サプレッションプール水温がサプレッションプール熱容量制限

図の運転禁止領域に入った場合 

・ 二次格納容器制御「原子炉建屋制御」において、漏えい箇所の速

やかな隔離に失敗した場合 

 

 

 

 

 

・不測事態「水位回復」において，原子炉水位が下降中で原子炉圧

力が原子炉隔離時冷却系定格流量維持最低圧力以下の場合 

・不測事態「水位回復」において，原子炉水位が下降中で原子炉隔

離時冷却系または高圧原子炉代替注水系が起動できない場合，ま

たは起動しても原子炉水位が上昇しない場合 

・不測事態「水位回復」において，原子炉水位が上昇中で原子炉隔

離時冷却系または高圧原子炉代替注水系が起動できない場合 

・不測事態「水位回復」において，原子炉水位が上昇中で原子炉隔

離時冷却系または高圧原子炉代替注水系が作動しているが，最長

許容炉心露出時間以内に原子炉水位が有効燃料頂部を回復でき

ない場合 

・不測事態「水位不明」において，低圧で原子炉へ注水可能な系統，

低圧原子炉代替注水系（常設）１系統以上，復水輸送系，消火系，

低圧原子炉代替注水系（可搬型）から１系統以上が起動できた場

合 

 

 

 

 

 

 

 

・一次格納容器制御「サプレッションチェンバ水位制御」において，

サプレッションチェンバ水位が，真空破壊弁位置から作動差圧相

当分の水位を引いた水位に誤差を考慮した値以上になった場合 

・一次格納容器制御「サプレッションチェンバ水位制御」において，

サプレッションチェンバ水位がベント管凝縮限界値以下になっ

た場合 

・一次格納容器制御「サプレッションチェンバ温度制御」において，

サプレッションチェンバ水温がサプレッションチェンバ熱容量

制限図の運転禁止範囲に入った場合 

・二次格納容器制御「二次格納施設制御」において，漏えい箇所の

速やかな隔離に失敗した場合 

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

 

【女川との相違】 

・島根は水位回復の対

応を水位上昇中と水

位下降中に分けてい

ることによる導入条

件の相違 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は記載系統の１

系統以上で必要な注

水量を確保できる。 

・柏崎刈羽は復水輸送

系を低圧代替注水系

（常設）とし，島根

は低圧原子炉代替注

水系（常設）を新設 

 

【女川との相違】 

・女川は前ページに記

載 

 

【島根固有】 

・島根は圧力抑制機能

喪失となるベント管

凝縮限界値にて急速

減圧へ移行 
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④基本的な考え方 

・原子炉圧力低下必要時に自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安

全弁全弁を順次開放して急速減圧する。または，自動減圧機能を

有する主蒸気逃がし安全弁全弁が開放できなければ，自動減圧機

能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全

弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数開放する。 

・主蒸気逃がし安全弁が「急速減圧」時必要弁数開放できない場合

は，タービンバイパス弁および原子炉隔離時冷却系等を使用して

減圧する。 

・原子炉減圧の結果，原子炉水位が不明になった場合は，不測事態

「水位不明」へ移行する。 

・原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率は原子炉冷却材温度変

化率制限値を遵守する必要はない。 

・ 急速減圧中に原子炉へ注水可能な系統が喪失した場合は，急速減

圧操作を中断し，原子炉へ注水可能な系統を再起動する。 

⑤主な監視操作内容 

・給復水系，非常用炉心冷却系，低圧代替注水系（低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），代替循

環冷却系，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），

ろ過水系）を起動する。 

・自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁を順次開放する。 

 

・自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁が開放できなけ

れば，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主

蒸気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数開放する。 

 

・自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気

逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数開放できなけれ

ば，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸

気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要最小弁数以上開放

する。 

・原子炉減圧が不十分である場合，主蒸気隔離弁を開し，タービン

バイパス弁と主復水器により減圧する。 

・主蒸気隔離弁が開できなければ，原子炉隔離時冷却系等を使用し

て減圧する。 

・原子炉水位が判明している場合は，不測事態「急速減圧」の導入

・ タービンバイパス弁を使用する場合で、主蒸気隔離弁の隔離条

件を解除する場合は、緊急時対策本部との協議により実施する。 

④基本的な考え方 

・ 原子炉圧力低下必要時に自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし

安全弁全弁を順次開放して急速減圧する。又は、自動減圧系機能

を有する主蒸気逃がし安全弁全弁が開放できなければ、自動減

圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃が

し安全弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数開放する。 

・ 主蒸気逃がし安全弁が使用できない場合は、復水器又は原子炉

隔離時冷却系等を使用して減圧する。 

 

・ 原子炉減圧の結果、原子炉水位が不明になった場合は、不測事態

「水位不明」へ移行する。 

・ 原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率は原子炉冷却材温度変

化率制限値を遵守する必要はない。 

・ 急速減圧実施中に原子炉へ注水可能な系統が喪失した場合は、

急速減圧操作を中断し、原子炉へ注水可能な系統を再起動する。 

⑤主な監視操作内容 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統以上又は低圧代替注水

系（常設）２台以上、低圧代替注水系（可搬型）と消火系から２

系統以上が起動していること、又はその状態が維持されている

ことを確認する。 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁を順次開放す

る。 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁が開放できな

ければ、自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以

外の主蒸気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数開放

する。 

・ 自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸

気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数開放できなけ

れば、自動減圧系機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外

の主蒸気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要最小弁数以

上開放する。 

原子炉減圧が不十分である場合、主蒸気隔離弁を開し、タービン

バイパス弁と復水器により減圧する。 

・ 主蒸気隔離弁が開できなければ、原子炉隔離時冷却系等を使用

して減圧する。 

・ 原子炉水位が判明している場合は、不測事態「急速減圧」の導入

 

 

④基本的な考え方 

・原子炉圧力低下必要時に，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安

全弁全弁を順次開放して急速減圧する。自動減圧機能を有する主

蒸気逃がし安全弁全弁が開放できなければ，自動減圧機能を有す

る主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気逃がし安全弁を合わ

せて「急速減圧」時必要弁数を開放する。 

・主蒸気逃がし安全弁が使用できない場合は，復水器または原子炉

隔離時冷却系等を使用して減圧する。 

 

・原子炉減圧の結果，原子炉水位が不明になった場合は，不測事態

「水位不明」に移行する。 

・原子炉減圧時の原子炉冷却材温度変化率は原子炉冷却材温度変

化率制限値を遵守する必要はない。 

・急速減圧実施中に原子炉へ注水可能な系統が喪失した場合は，急

速減圧操作を中断し，原子炉へ注水可能な系統を再起動する。 

⑤主な監視操作内容 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統以上，低圧原子炉代替注

水系（常設）１系統以上または低圧原子炉代替注水系（可搬型），

復水輸送系，消火系から１系統以上が作動していること，または

その状態が維持されていることを確認する。 

・自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁を順次開放する。 

 

・自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁が開放できなけ

れば，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主

蒸気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数を開放する。 

 

・自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主蒸気

逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要弁数を開放できなけ

れば，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁とそれ以外の主

蒸気逃がし安全弁を合わせて「急速減圧」時必要最少弁数以上開

放する。原子炉減圧が不十分である場合，主蒸気隔離弁を開し，

タービンバイパス弁と復水器により減圧する。 

 

・主蒸気隔離弁が開できなければ，原子炉隔離時冷却系等を使用し

て減圧する。 

・原子炉水位が判明した場合は，不測事態「急速減圧」の導入前の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は記載系統の１

系統以上で必要な注

水量を確保できる 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

【島根固有】 

5
2
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

前の制御へ移行する。 

・原子炉水位が不明な場合は，不測事態「水位不明」の「満水注入」

および一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」へ移行する。 
 

前の制御へ移行する。 

・ 原子炉水位が不明な場合は、不測事態「水位不明」の「満水注入」

及び一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」へ移行する。 
 

制御に移行する。 

・原子炉水位が不明な場合は，不測事態「水位不明」の「満水注入」

および一次格納容器制御「格納容器水素濃度制御」に移行する。 
 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

5
2
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１４ 

４．不測事態 

（３）水位不明 

①目的 

・原子炉水位が不明な場合に原子炉の冷却を確保する。 

②導入条件 

・原子炉制御「反応度制御」を除き，原子炉制御｢スクラム｣，｢水

位確保｣および｢減圧冷却｣，一次格納容器制御｢格納容器圧力制

御｣ならびに不測事態｢水位回復｣，「急速減圧」において，原子炉

水位が不明になった場合 

・原子炉制御「反応度制御」の「水位不明」を実施中に，未挿入制

御棒が１本以下まで挿入された場合 

・一次格納容器制御「ドライウェル温度制御」において，ドライウ

ェル空間部温度が水位不明判断曲線の水位不明領域に入った場

合 

 

 

 

④基本的な考え方 

・原子炉水位不明時に，給復水系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心

スプレイ系もしくは低圧注水系または低圧代替注水系（低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），

代替循環冷却系，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系

ポンプ），ろ過水系）を使用した原子炉注水操作を行い，さらに

原子炉圧力を目安にした原子炉満水操作を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１４ 

４．不測事態 

（３）水位不明 

①目的 

・ 原子炉水位が不明な場合に原子炉の冷却を確保する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「反応度制御」を除き、原子炉制御「スクラム」の他

全ての制御において、原子炉水位が不明になった場合 

 

 

・ 原子炉制御「反応度制御」の「水位不明」を実施中に、全ての制

御棒が全挿入位置又は最大未臨界引抜位置まで挿入された場合 

・ 「ドライウェル温度制御」において、ドライウェル空間部温度が

水位不明判断曲線の水位不明領域に入った場合 

 

・ 不測事態「急速減圧」において、原子炉水位が判明しない場合、

又はドライウェル空間部温度が水位不明判断曲線の水位不明領

域に入った場合 

④基本的な考え方 

・ 原子炉水位不明時に、給復水系、非常用炉心冷却系、又は低圧代

替注水系（常設）、低圧代替注水系（可搬型）、消火系を使用した

原子炉注水操作を行い、さらに原子炉圧力を目安にした原子炉

満水操作を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１４ 

４．不測事態 

（３）水位不明 

①目的 

・原子炉水位が不明な場合に原子炉の冷却を確保する。 

②導入条件 

・原子炉制御「反応度制御」を除き，原子炉制御「スクラム」の他

全ての制御において，原子炉水位が不明になった場合 

 

 

・原子炉制御「反応度制御」水位不明を実施中に，全ての制御棒が

全挿入位置または最大未臨界引抜位置まで挿入された場合 

・一次格納容器制御「ドライウェル温度制御」において，ドライウ

ェル空間部温度が水位不明判断曲線の水位不明領域に入った場

合 

・不測事態「急速減圧」において，原子炉水位が判明しない場合，

またはドライウェル空間部温度が水位不明判断曲線の水位不明

領域に入った場合 

④基本的な考え方 

・原子炉水位不明時に，給復水系，非常用炉心冷却系，または低圧

原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復

水輸送系，消火系を使用した原子炉注水操作を行い，さらに原子

炉圧力を目安にした原子炉満水操作を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は不測事態「急

速減圧」からの導入

条件を明記 

 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として

期待していない。 
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・原子炉注水操作は，原子炉圧力とサプレッションプール圧力の差

圧を原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上になるように注水操

作を行う。 

 

・原子炉水位が判明した場合は，原子炉制御「水位確保」へ移行す

る。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．注水確保 

 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統以上作動した場合は，急

速減圧を実施する。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統も作動しない場合は，原

子炉隔離時冷却系または高圧代替注水系を作動させる。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統，原子炉隔離時冷却系および高圧

代替注水系が作動しない場合は，低圧代替注水系（低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），代替

循環冷却系，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ），ろ過水系）を起動後，急速減圧を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 原子炉注水操作は、使用可能な全ての注水系のうち、２系統以上

を作動させ、原子炉圧力とサプレッションプール圧力の差圧を

原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上になるように注水操作を

行う。 

・ 原子炉水位が判明した場合は、原子炉制御「水位確保」へ移行す

る。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．注水確保 

・ 水位不明時刻を記録する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統以上作動した場合は、

不測事態「急速減圧」へ移行する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統も作動しない場合は、

原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系を作動させる。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統が作動しない場合は、低圧代替

注水系（常設）２台以上、低圧代替注水系（可搬型）と消火系か

ら２系統以上を作動させ、不測事態「急速減圧」へ移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉注水操作は，使用可能な全ての注水系のうち，１系統以上

を作動させ，原子炉圧力とサプレッションチェンバ圧力の差圧

を原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上になるように注水操作

を行う。 

・原子炉水位が判明した場合は，原子炉制御「水位確保」に移行す

る。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．注水確保 

・水位不明時刻を記録する。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統以上作動した場合は，不

測事態「急速減圧」に移行する。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統も作動しない場合は，原

子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系を作動させる。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統が１系統も作動しない場合は，低

圧原子炉代替注水系（常設）１系統以上または復水輸送系，消火

系，低圧原子炉代替注水系（可搬型）から１系統以上を作動させ，

不測事態「急速減圧」に移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

 

【島根固有】 

・島根は記載系統の１

系統以上で必要な注

水量を確保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は記載系統の１

系統以上で必要な注

水量を確保できる。 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，
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・急速減圧は，自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁全弁を優

先し，それ以外の主蒸気逃がし安全弁と合わせて「急速減圧」時

必要弁数開放する。なお，「急速減圧」時必要最小弁数以上は開

放する。 

 

Ｂ．満水注入 

・急速減圧完了後，主蒸気逃がし安全弁が１弁以上開放可能な場

合，主蒸気隔離弁，主蒸気管ドレン弁，原子炉隔離時冷却系およ

び原子炉冷却材浄化系の隔離弁を閉鎖し，「満水注入」を行う。 

 

 

 

 

 

 

・主蒸気逃がし安全弁が１弁も開放できない場合は，給復水系，高

圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，低圧代替

注水系（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替

注水系（可搬型），代替循環冷却系，低圧代替注水系（常設）（直

流駆動低圧注水系ポンプ），ろ過水系）または制御棒駆動水圧系

を使用して原子炉への注水維持を行うとともに，主蒸気隔離弁，

主蒸気管ドレン弁，原子炉隔離時冷却系および原子炉冷却材浄化

系の隔離弁を開けて原子炉の減圧を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．満水注入 

・ 不測事態「急速減圧」から移行してきた場合において、主蒸気逃

がし安全弁が２弁以上開放、「水位計復旧」において最長許容炉

心露出時間以内に原子炉水位が判明しない場合、主蒸気隔離弁、

主蒸気管ドレン弁、原子炉隔離時冷却系及び原子炉冷却材浄化

系の隔離弁を閉鎖し、「満水注入」を行う。 

 

 

 

 

・ 不測事態「急速減圧」から移行してきた場合において、主蒸気逃

がし安全弁が２弁も開放できない場合は、復水系、高圧炉心注水

系、低圧注水系、低圧代替注水系（常設）、低圧代替注水系（可

搬型）、消火系又は制御棒駆動水圧系を使用して原子炉への注水

維持を行うとともに、主蒸気隔離弁、主蒸気管ドレン弁、原子炉

隔離時冷却系及び原子炉冷却材浄化系の隔離弁を開けることに

より原子炉を減圧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．満水注入 

・不測事態「急速減圧」から移行してきた場合において，主蒸気逃

がし安全弁が１弁以上開放，「水位計復旧」において最長許容炉

心露出時間以内に原子炉水位が判明しない場合は，主蒸気隔離

弁，主蒸気ドレン弁ならびに原子炉隔離時冷却系および原子炉

浄化系の隔離弁を全閉し，「満水注入」を行う。 

 

 

 

 

・不測事態「急速減圧」から移行してきた場合において，主蒸気逃

がし安全弁が１弁も開放できない場合は，給復水系，高圧炉心ス

プレイ系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，低圧原子炉代替注

水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系，制

御棒駆動水圧系，消火系を使用して原子炉への注水維持を行う

とともに，主蒸気隔離弁，主蒸気ドレン弁ならびに原子炉隔離時

冷却系および原子炉浄化系の隔離弁を開けることにより，原子

炉を減圧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低圧注水設備として

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

 

【女川との相違】 

・島根は急速減圧を表

１３の急速減圧で実

施 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・主蒸気逃がし安全弁

の容量の違いに伴う

弁数の相違 

【女川との相違】 

・島根は満水注入の実

施条件として水位計

復旧操作からの条件

も明記 

 

 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

5
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・低圧で原子炉へ注水可能な系統により注水流量調整および，主蒸

気逃がし安全弁を原子炉圧力容器満水確認用適正弁数に操作し

て原子炉を加圧し，原子炉圧力とサプレッションプール圧力の差

圧を原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

 

・原子炉圧力とサプレッションプール圧力の差圧を原子炉圧力容

器満水確認最低圧力以上に維持できない場合は，原子炉への注水

流量を増加させて，原子炉圧力とサプレッションプール圧力の差

圧を原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統を全て起動しても，原子炉圧力を

サプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧

力以上に維持できない場合は，主蒸気逃がし安全弁の開数を原子

炉圧力容器満水確認用最小必要弁数まで減らし，原子炉圧力をサ

プレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低圧力

以上に維持する。 

・主蒸気逃がし安全弁を原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数

のみ開としても原子炉圧力とサプレッションプール圧力の差圧

を原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持できない場合は，

他の代替確認方法にて満水を確認する。 

 

・他の代替確認方法によっても原子炉圧力容器満水が確認できな

い場合には，主蒸気逃がし安全弁を６弁開とし，低圧代替注水系

（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系（可

搬型），代替循環冷却系，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧

注水系ポンプ），ろ過水系）を起動し原子炉へ注水を継続する。 

・原子炉への注水を継続し，基準水柱の周囲温度を 100℃以下にす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち、いずれか２系統を使用

して原子炉へ注水し、注水流量を増加して原子炉を加圧し、原子

炉圧力容器満水確認用適正弁数以下の主蒸気逃がし安全弁を開

放して原子炉圧力をサプレッションプール圧力より原子炉圧力

容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・ 原子炉圧力がサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満

水確認最低圧力以上に維持できない場合は、原子炉への注水流

量を増加させて、原子炉圧力をサプレッションプール圧力より

原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統を全て起動しても、原子炉圧力

をサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最低

圧力以上に維持できない場合は、主蒸気逃がし安全弁の開数を

原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数まで減らし、原子炉圧

力をサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満水確認最

低圧力以上に維持する。 

・ 低圧で原子炉へ注水可能な系統を全て起動し、主蒸気逃がし安

全弁を原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数のみ開としても

原子炉圧力をサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満

水確認最低圧力以上に維持できない場合は、他の代替確認方法

にて満水を確認する。 

・ 他の代替確認方法によっても原子炉圧力容器満水が確認できな

い場合には、主蒸気逃がし安全弁を８弁開とし、低圧代替注水系

（常設）、低圧代替注水系（可搬型）、消火系を起動し原子炉水位

をできるだけ上昇させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統のうち，いずれか１系統を使用し

て原子炉へ注水し，注水流量を増加して原子炉を加圧し，原子炉

圧力容器満水確認用適正弁数以下の主蒸気逃がし安全弁を開放

して原子炉圧力をサプレッションチェンバ圧力より原子炉圧力

容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・原子炉圧力をサプレッションチェンバ圧力より原子炉圧力容器

満水確認最低圧力以上に維持できない場合は，原子炉への注水

流量を増加させて，原子炉圧力をサプレッションチェンバ圧力

より原子炉圧力容器満水確認最低圧力以上に維持する。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統を全て起動しても，原子炉圧力を

サプレッションチェンバ圧力より原子炉圧力容器満水確認最低

圧力以上に維持できない場合は，主蒸気逃がし安全弁の開数を

原子炉圧力容器満水確認用最少必要弁数まで減らし，原子炉圧

力をサプレッションチェンバ圧力より原子炉圧力容器満水確認

最低圧力以上に維持する。 

・低圧で原子炉へ注水可能な系統を全て起動し，主蒸気逃がし安全

弁を原子炉圧力容器満水確認用最少必要弁数のみ開しても，原

子炉圧力をサプレッションチェンバ圧力より原子炉圧力容器満

水確認最低圧力以上に維持できない場合は，他の代替確認方法

にて満水を確認する。 

・他の代替確認方法によっても原子炉圧力容器満水が確認できな

い場合には，主蒸気逃がし安全弁を６弁開とし，低圧原子炉代替

注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系，

制御棒駆動水圧系，消火系を起動し，原子炉水位をできるだけ上

昇させる。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原

子炉代替注水系（常

設）を新設 

 

【島根固有】 

・島根は記載系統の１

系統以上で必要な注

水量を確保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・主蒸気逃がし安全弁

の容量の違いに伴う

弁数の相違 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

は復水輸送系を低圧

代替注水系（常設）

とし，島根は低圧原
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．水位計復旧 

・原子炉圧力がサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満

水確認最低圧力以上に維持できていれば，炉心の健全性は確保さ

れているため，「水位計復旧」操作は対応する余裕がある場合の

み試みればよい。 

・原子炉水位計の基準水柱に水を満たす。 

 

 

・原子炉水位を読み取るため，原子炉注水を停止し，原子炉水位を

下げる。 

・最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が判明した場合には，原

子炉制御「水位確保」へ移行する。原子炉水位が判明しない場合

には，「満水注入」へ移行する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．水位計復旧 

・ 原子炉圧力がサプレッションプール圧力より原子炉圧力容器満

水確認最低圧力以上に維持できていれば、炉心の健全性は確保

されているため、「水位計復旧」操作は対応する余裕がある場合

のみ試みればよい。 

・ 原子炉水位計の基準水柱に水を満たす。 

・ 原子炉への注水を継続し、基準水柱の周囲温度を１００℃以下

にし、原子炉水位計を使用可能とする。 

・ 原子炉水位を読み取るため、原子炉注水を停止し、原子炉水位を

下げる。 

・ 最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が判明した場合には、

原子炉制御「水位確保」へ移行する。原子炉水位が判明しない場

合には、「満水注入」へ移行する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．水位計復旧 

・原子炉圧力がサプレッションチェンバ圧力より原子炉圧力容器

満水確認最低圧力以上に維持できていれば，炉心の健全性は確

保されているため，「水位計復旧」操作は対応する余裕がある場

合のみ試みればよい。 

・原子炉水位計の基準水柱に水を満たす。 

・原子炉への注水を継続し，基準水柱の周囲温度を１００℃以下に

し，原子炉水位計を使用可能とする。 

・原子炉水位を読み取るため，原子炉注水を停止し，原子炉水位を

下げる。 

・最長許容炉心露出時間以内に原子炉水位が判明した場合には，原

子炉制御「水位確保」に移行する。原子炉水位が判明しない場合

は，「満水注入」に移行する。 
 

子炉代替注水系（常

設）を新設 

【女川との相違】 

・島根において代替循

環冷却系と同様な設

備である残留熱代替

除去系は原子炉格納

容器の過圧破損を防

止するための設備の

重大事故等対処設備

と位置付けており，

低圧注水設備として

期待していない。 

・直流駆動低圧注水系

ポンプは女川固有の

設備 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は原子炉水位計

の復旧操作を明記 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１５ 

５．電源制御 

（１）電源回復 

①目的 

・交流電源および直流電源の供給を回復し維持する。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」において，直流電源

が喪失した場合 

・原子炉制御「スクラム」において，起動用変

圧器からの受電に失敗した場合 

・原子炉制御「スクラム」において，非常用Ｃ

母線またはＤ母線の電源が喪失した場合 

③脱出条件 

・起動用変圧器か

ら所内電源を受

電した場合 

④基本的な考え方 

・非常用ディーゼル発電機※の起動状況を確認し，状況に応じて代

替電源設備による給電を行う。 

・非常用交流電源喪失が長期化する場合には常設１２５Ⅴ直流電

源および常設代替直流電源（１２５Ⅴ代替蓄電池および２５０Ⅴ

蓄電池）機能維持のため，直流負荷の切り離しを行う。 

・直流電源喪失時は，可搬型計測器にて中央制御室で計器毎に確認

する。 

※：非常用ディーゼル発電機とは，Ａ系，Ｂ系のディーゼル発電機

をいう。以下，本表において同じ。 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．非常用交流高圧電源確保 

・非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認する。 

・運転している非常用ディーゼル発電機に対応する原子炉補機冷

却海水系の運転状態を確認する。当該原子炉補機冷却海水系の運

転不可の場合は，常設代替交流電源設備を起動し，非常用ディー

ゼル発電機を停止する。 

・非常用ディーゼル発電機からの受電ができない場合，予備変圧器

より受電する。予備変圧器からの受電ができない場合は常設代替

交流電源設備より受電し，常設代替交流電源設備からの受電もで

きない場合は，号炉間等より受電する。 

・非常用交流高圧電源母線２系統喪失となった場合，常設代替交流

電源設備より受電する。 

・非常用交流高圧電源母線２系統喪失となった場合であって，常設

代替交流電源設備から受電できた非常用交流高圧電源母線が１

系統である場合，直流２５０Ⅴ充電器を受電した交流高圧電源母

表１５ 

５．電源制御 

（１）交流／直流電源供給回復 

①目的 

・ 交流電源及び直流電源の供給を回復し、維持する。 

②導入条件 

・ 原子炉制御「スクラム」において、所内電源が喪失した場合 

 

 

 

 

 

④基本的な考え方 

・ 非常用ディーゼル発電機の起動状況を確認し、状況に応じて代

替電源設備による給電を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．非常用ディーゼル発電機 

・ 非常用ディーゼル発電機の状況を随時把握する。 

・ 原子炉補機冷却海水系の運転状態を随時把握し、非常用ディー

ゼル発電機の冷却が継続可能であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１５ 

５．電源制御 

（１）交流／直流電源供給回復 

①目的 

・交流電源および直流電源の供給を回復し，維持する。 

②導入条件 

・原子炉制御「スクラム」において，所内電源が喪失した場合 

 

 

 

 

 

④基本的な考え方 

・非常用ディーゼル発電機の起動状況を確認し，状況に応じて代替

電源設備による給電を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤主な監視操作内容 

Ａ．非常用ディーゼル発電機 

・非常用ディーゼル発電機の状況を随時把握する。 

・原子炉補機海水系および高圧炉心スプレイ補機海水系の運転状

態を随時把握し，非常用ディーゼル発電機の冷却が継続可能であ

ることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は本制御にて復

旧・維持操作を実施

するため脱出条件な

し 

【女川との相違】 

・女川は電源設備およ

びフロー構成が異な

るため，全般的に記

載の相違はあるが，

喪失した電源に対し

て代替電源を使用す

ることおよび復旧操

作をすることの主な

内容に相違なし 
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線側へ切り替える。 

・非常用交流高圧電源母線２系統喪失となった場合であって，２系

統とも常設代替交流電源設備から受電できなかった場合，直流駆

動低圧注水系の系統構成，発電機水素ガス放出ならびに直流２５

０Ⅴ電源確保および直流１２５Ⅴ電源確保を行うとともに，号炉

間等からの受電を実施する。 

・非常用交流高圧電源母線の号炉間等からの受電ができなかった

場合，可搬型代替交流電源設備より受電する。 

・給電設備容量に応じた設備復旧を行う。常設代替交流電源設備か

ら受電している場合は，受電後１時間および２４時間にて常設代

替交流電源設備の負荷抑制を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．直流電源確保 

・非常用ディーゼル発電機および常設代替交流電源設備から直流

電源Ａ系およびＢ系への給電ができない場合，１時間後および８

時間後までに負荷の切り離しによる負荷抑制を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 全交流電源喪失となった場合は、代替熱交換器車接続の要請・準

備、及び原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系を起動し原子

炉圧力容器への注水を確保する。サプレッションプール圧力が

３１０ｋＰａ以上となった場合は、格納容器圧力逃がし装置又

は耐圧強化ベントにより格納容器ベントを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．電源構成 

・ 常設代替電源設備、可搬型代替交流電源設備、号炉間電力融通設

備のうち、使用可能な給電設備の状況に応じ、代替所内電源設備

を使用した電路を構成し、電源供給を回復させる。 

 

Ｃ．給電 

・ 常設代替電源設備、可搬型代替交流電源設備、号炉間電力融通設

備のうち、使用可能な給電設備による電源供給を回復させる。 

 

 

Ｄ．直流電源確保 

・ 所内蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備、可搬型直流電

源設備の状況を随時把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全交流電源喪失となった場合は，可搬型設備による冷却水供給要

請，および原子炉隔離時冷却系または高圧原子炉代替注水系を起

動し原子炉圧力容器への注水を確保する。全交流電源喪失が継続

し格納容器ベント基準に到達した場合は，格納容器フィルタベン

ト系または耐圧強化ベントにより格納容器ベントを実施する。 

 

Ｂ．ＦＬＳＲ，ＲＨＡＲ電源確保 

・非常用炉心冷却系，原子炉隔離時冷却系および高圧原子炉代替注

水系の起動に失敗し高圧・低圧注水機能喪失となった場合には，

常設代替交流電源設備により代替所内電気設備を受電し，低圧原

子炉代替注水系（常設）および残留熱代替除去系による原子炉注

水に必要な設備の電源を確保する。 

 

 Ｃ．受電 

・常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，号炉間電力融

通設備のうち，使用可能な給電設備の状況に応じ，代替所内電源

設備を使用した電路を構成し，電源供給を回復させる。 

 

 Ｄ．給電 

・常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，号炉間電力融

通設備のうち，使用可能な給電設備による電源供給を回復させ

る。 

 

 Ｅ．直流電源確保 

・所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直

流電源設備の状況を随時把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は有効性評価

「高圧・低圧注水機

能喪失」事象等にお

ける電源確保操作を

反映 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・直流電源Ａ系およびＢ系が喪失または枯渇した場合，常設代替直

流電源設備より給電する。 

・直流電源Ａ系およびＢ系が喪失または枯渇し，常設代替直流電源

設備より給電している場合であって，Ｇ母線の受電ができない場

合は，８時間後に負荷抑制を実施する。また，代替直流電源用切

替盤への電源車接続を実施し，常設代替直流電源設備の充電器へ

給電する。 

 

Ｃ．直流２５０Ⅴ電源確保 

・発電機水素ガスの放出の完了または，直流電源Ａ系およびＢ系が

喪失した場合は負荷抑制を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ．直流電源回復 

・ 常設代替電源設備、可搬型代替交流電源設備、号炉間電力融通設

備のうち、使用可能な給電設備の状況に応じ、代替所内電源設備

を使用した電路を構成し、電源供給を回復させる。 

 

Ｆ．復旧 

・ 常設電源設備又は非常用電源設備の復旧状況に応じ、継続して

電源供給可能な設備に切替える。 

電源制御に関しては、「③脱出条件」はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ．直流電源回復 

・常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，号炉間電力融

通設備のうち，使用可能な給電設備の状況に応じ，代替所内電源

設備を使用した電路を構成し，電源供給を回復させる。 

 

Ｇ．復旧 

・常設電源設備または非常用電源設備の復旧状況に応じ，継続して

電源供給可能な設備に切り替える。 

電源制御に関しては，「③脱出条件」はない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

参考 

 

（１）最大未臨界引抜位置：０２位置 

（２）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値：

3％（平均出力領域モニタ） 

（３）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力高判定値：

40％（平均出力領域モニタ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値：

レベル１+1,000mm 

（５）中性子束振動発生防止値：20％（平均出力領域モニタ） 

（６）原子炉水位インターロック：下表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

参考 

 

（１）最大未臨界引抜位置：１６ステップ 

（２）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値：

３％（平均出力領域モニタ） 

（３）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力高判定値：

６０％（平均出力領域モニタ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）中性子束振動発生防止値：２０％（平均出力領域モニタ） 

（５）原子炉水位インターロック：下表のとおり 

L-8
(1650mm)

T/D RFP(A,B)トリップ
M/D RFP(A,B)トリップ
RCIC自動停止
主タービントリップ
HPCF(B,C)注入弁閉

L-3
(610mm)

PCIS作動
RIP(A,F,D,J）トリップ
SGTS(A,B)起動

L-2
(-590mm)

RCIC起動
RIP(B,E,H,C,G,K)トリップ
CUW隔離
ARI作動

L-1.5
(-2040mm)

MSIV全閉
MSドレン弁全閉
RCIC起動
HPCF(B,C)起動
D/G(B,C)起動

L-1
(-2880mm)

LPFL(A,B,C)起動
D/G(A)起動
CAMS起動
SA-ADSタイマ作動
ADSタイマ作動許可

原子炉水位インターロック

狭
帯
域

広
帯
域

 

 

 

 

 

２号炉  参 考 

 

（１）最大未臨界引抜位置：０２位置 

（２）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉出力低判定値：

３％（平均出力領域計装） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中性子束振動発生防止値：２０％（平均出力領域計装） 

（４）原子炉水位インターロック：下表のとおり 

 
 

（５）スクラム不能異常過渡事象発生時原子炉水位低下限値：

低圧で注水可能な非常用炉心冷却系作動水位＋50cm 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根はタービンバイ

パス弁容量が大きい

ため，原子炉が隔離

状態でなければ原子

炉出力の高低にかか

わらず格納容器への

蒸気流出は起こらな

いため目標水位とし

て設定していない。 

 

【女川との相違】 

・島根は（５）に記載 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は（４）に記載 

 

L-8

(132cm)

RFPトリップ

主タービントリップ

HPCS注水弁閉

RCICトリップ

L-3

(16cm)

スクラム

SGT起動

CUW隔離

格納容器隔離弁閉

L-2

(-112cm)

MSIV閉

PLRポンプトリップ

RCIC起動

ARI動作

L-1H

(-261cm)

HPCS起動

HPCS-DEG起動

L-1

(-381cm)

RHR起動

LPCS起動

DEG起動

ADS作動条件

AM自動減圧作動条件

原子炉水位インターロック

狭

帯

域

広

帯

域
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

（７）「反応度制御」原子炉水位不明操作時必要弁数：２弁 

（８）炉心冠水最低圧力：下表のとおり 

開いている主蒸気 

逃がし安全弁の数 

炉心冠水最低圧力

MPa[gage] 

２ 9.26 

３ 6.14 

４ 4.58 

５ 3.65 

６ 3.02 

７ 2.58 

８ 2.24 

９ 1.98 

１０ 1.78 

１１ 1.60 

 

 

 

 

 

 

（９）最長許容炉心露出時間：下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）「反応度制御」原子炉水位操作時必要弁数：３弁 

（７）「反応度制御」原子炉水位不明操作時必要弁数：３弁 

（８）炉心冠水最低圧力：下表のとおり 

開いてるSRVの個数 炉心冠水最低圧力(MPa)

3 5.77

4 4.31

5 3.42

6 2.83

7 2.41

8 2.10

9 1.86

10 1.67

11 1.50

12 1.38

13 1.26

14 1.16

15 1.08

16 1.00

17 0.95

18 0.89

ATWS＋水位不明時の炉心冠水最低圧力

 
 

（９）最長許容炉心露出時間：下図のとおり 

原子炉停止後時間に対する最長許容炉心露出時間

原子炉停止後の時間

最
長
許
容
炉
心
露
出
時
間

(分)

60

50

40

30

20

10

0
0.1分 1分 10分 1時間 10時間 100時間

禁止領域

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）「反応度制御」原子炉減圧操作時必要弁数：２弁 

（７）「反応度制御」水位不明時操作時必要弁数：１弁 

（８）炉心冠水最低圧力：下表のとおり 

開いている主蒸気 

逃がし安全弁の数 

炉心冠水最低圧力 

MPa［gage］ 

３ 0.5 

２ 0.8 

１ 2.1 

ＡＴＷＳ＋水位不明時の炉心冠水最低圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）最長許容炉心露出時間：下図のとおり 

最
長
許
容
炉
心
露
出
時
間

(分)

60

50

40

30

20

10

0

原子炉停止後時間に対する最長許容炉心露出時間

原子炉停止後の時間

1分 10分 1時間 10時間 100時間

禁止領域

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉停止後の時間に対する最長許容炉心露出時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（１０）サプレッションプール熱容量制限図：下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１１）残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧力：

1.04MPa[gage]以下 

（１２）格納容器設計圧力：0.486MPa[abs] 

 

 

（１３）ドライウェルスプレイ起動圧力：0.199MPa[abs]  

（１４）「急速減圧」時必要最小弁数：２弁 

 

 

（１５）温度高警報設定点：66℃ 

（１６）主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度：90℃ 

（１７）水位不明判断曲線：下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）サプレッションプール熱容量制限図：下図のとおり 

110

100

90

80

70

60

50

40
0 0.98 2.0 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.8

NWL -259cm

NWL -200cm

NWL -150cm

NWL -100cm
NWL  -50cm
NWL

S/P水位

運転禁止領域

104 ：サプレッションプール設計温度

104

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温
度

（ ）

原子炉圧力(MPa)

S/P水熱容量制限曲線  

 

（１１）残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の使用可能圧力：

０．８８MPa[gage]以下 

（１２）格納容器圧力制限値：０．２７９MPa[gage] 

 

 

（１３）ドライウェルスプレイ起動圧力：０．０９８MPa[gage] 

（１４）「急速減圧」時必要最小弁数：２弁 

 

 

（１５）温度高警報設定点：６５℃ 

（１６）主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度：９０℃ 

（１７）水位不明判断曲線：下図のとおり 

 

170

160

150

140

130

120

110

100

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
空
間
部
温
度

（ ）

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

原子炉圧力(MPa)

水 位 不 明 判 断 曲 線

[水位不明領域]

 

 

 

（１０）サプレッションチェンバ熱容量制限図：下図のとおり 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
温
度

（℃）

原子炉圧力(MPa)

S/P熱容量制限図

200

100

180

160

140

120

80

60

40

20

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0.25

運転禁止領域

104℃：S/C設計 温度 77℃：LOCA後のﾌﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ制限 値

0.25MPa：SR V最低 駆動圧 力

 

 

（１１）残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの使用可能圧

力：0.88MPa[gage]以下 

（１２）格納容器圧力制限値：0.384MPa[gage] 

（１３）「格納容器圧力制御」外部注水制限値：サプレッション

チェンバ通常水位+1.29m 

（１４）ドライウェルスプレイ起動圧力：98kPa[gage] 

（１５）「急速減圧」時必要最少弁数：１弁 

 

（１６）ドライウェル冷却機入口ガス温度高警報設定点：60℃ 

（１７）ドライウェル局所温度高警報設定点：65℃ 

（１８）主蒸気隔離弁用弁位置検出器許容温度：90℃ 

（１９）水位不明判断曲線：下図のとおり 

 

170

160

150

140

130

120
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ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
空
間
部
温
度

（℃）

180

190

200

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

原子炉圧力(MPa)

水 位 不 明 判 断 曲 線

0.9 1.0

[禁止領域]
水位不明領域

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【島根固有】 

・島根は表５で引用し

ているため記載 

・設備の相違 

 

【島根固有】 

・島根はドライウェル

冷却機入口ガス温度

高警報設定点を参考

に明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サプレッションプール熱容量温度制限値 

5
3
2



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（１８）通常運転時制限温度（サプレッションプール水温）：

32℃ 

（１９）温度高警報設定点（サプレッションプール空間部温

度）：49℃ 

（２０）真空破壊弁位置から作動差圧相当分の水位を引いた水

位に誤差等を考慮した値：サプレッションプール底部

より＋5.50ｍ 

（２１）格納容器ベント最高水位：サプレッションプール底部

より＋25.2ｍ 

（２２）急速減圧へ移行するサプレッションプール水位：-40cm 

 

（２３）水素濃度が可燃性限界に対し可燃性ガス濃度制御系の

起動に要する時間，格納容器雰囲気モニタの応答時間

および計測誤差の余裕を見込んだ濃度：3.2％ 

 

 

 

 

（２４）ドライウェル酸素・水素濃度と可燃性ガス濃度制御系

再循環流量関係図：下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１８）サプレッションプールスプレイ起動温度：４９℃ 

 

（１９）真空破壊弁位置から作動差圧相当分の水位を引いた水

位に誤差等を考慮した値：＋１２．７ｍ 

 

（２０）格納容器ベント最高水位：＋２７．２ｍ 

 

（２１）ベント管凝縮限界値：－２５９ｃｍ 

 

（２２）水素濃度が可燃性限界に対し可燃性ガス濃度制御系の

起動に要する時間、格納容器雰囲気測定系の応答時間

及び計測誤差の余裕を見込んだ濃度：３．４％ 

（２３）水素濃度及び酸素濃度が可燃性限界に対し可燃性ガス

濃度制御系の起動に要する時間、格納容器雰囲気測定

系の応答時間及び計測誤差の余裕を見込んだ濃度：

３．３％及び４．６％ 

（２４）ドライウェル酸素・水素濃度と可燃性ガス濃度制御系

再循環流量関係図：下図のとおり 
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（２０）サプレッションチェンバスプレイ起動温度：49℃ 

 

（２１）真空破壊弁位置から作動差圧相当分の水位を引いた水

位：サプレッションチェンバ底部より+4.9m 

 

（２２）格納容器ベント最高水位：サプレッションチェンバ底

部より+26.2m 

（２３）ベント管凝縮限界値：サプレッションチェンバ通常水

位-35.6cm 

 

 

 

 

 

 

 

（２４）ドライウェル酸素・水素濃度と可燃性ガス濃度制御系

再循環流量関係図：下図のとおり 
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【女川との相違】 

・女川は参考に明記 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・運用の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（２５）可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力：

0.206MPa[abs] 

（２６）「急速減圧」時必要弁数：６弁 

（２７）原子炉圧力容器満水確認最低圧力：0.6MPa[gage] 

（２８）原子炉圧力容器満水確認用適正弁数：３弁 

（２９）原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数：１弁 

（３０）原子炉圧力容器水位計測定範囲 

 

 

 

（３１）原子炉圧力制御ブレークポイント 

 

 

 

 

 

（２５）可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力：０．１０５

MPa[gage] 

（２６）「急速減圧」時必要弁数：８弁 

（２７）原子炉圧力容器満水確認最低圧力：０．４MPa[gage] 

（２８）原子炉圧力容器満水確認用適正弁数：３弁 

（２９）原子炉圧力容器満水確認用最小必要弁数：２弁 

（３０）原子炉圧力容器水位計測定範囲 

主蒸気ノズル中心：3300mm
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（３１）原子炉圧力制御ブレークポイント 

圧力
（MPa）

対象項目 意味

7.92～8.19 安全弁機能設定圧力 圧力バウンダリー保護

7.51～7.85 逃がし弁機能設定圧力 SRV開に伴う水位・出力の変動

7.48 ARIトリップ
ATWS発生時に圧力容器内圧力上昇を緩和し、且つS/Pの温度
上昇を抑えるためRIP4台トリップ及びARIが動作する。

7.34 圧力高スクラム設定値
原子炉圧力が上昇すると、炉内ボイドが減少し正の反応度が投
入されるため、燃料破損や異常高圧状態を引き起こす。そのた
め原子炉圧力高でスクラムさせ圧力上昇を防止する。

6.7 TBV100%開 6.52MPaで設定されたEHC圧力によるTBVの最大圧力

6.52 TBV0%開 TBVの最小圧力（EHC圧力設定による制御）

5.98 復水ポンプ注水開始 HPCP注水開始

3.06 LPFL注入弁開許可 LPFL注入弁開

2.16 LPFL注水開始 LPFL注水開始

0.88 RHR停止時冷却隔離弁開許可 SHC運転許可

0.34 SRV最低開圧力 SRV開維持に必要な最小圧力

原子炉圧力制御ブレークポイント

 

 

 

 

 

（２５）可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力：

177kPa[gage] 

（２６）「急速減圧」時必要弁数：６弁 

（２７）原子炉圧力容器満水確認最低圧力：0.6MPa[gage]  

（２８）原子炉圧力容器満水確認用適正弁数：４弁 

（２９）原子炉圧力容器満水確認用最少必要弁数：１弁 

（３０）原子炉圧力容器水位計測定範囲 

 

 

（３１）原子炉圧力制御ブレークポイント 

圧力

（MPa）
対象項目 意味

8.62 最高使用圧力

8.13～8.34 安全弁機能設定圧力 圧力バウンダリー保護

7.58～7.78 逃し弁機能設定圧力 SRV開に伴う水位・出力の変動

7.41
ATWS-RPT作動

ARI作動

ATWS発生時に圧力容器内圧力上昇を緩和し、且つS/Pの

温度上昇を抑えるためPLRトリップ及びARIが作動する。

7.34 圧力高スクラム設定値

原子炉圧力が上昇すると、炉内ボイドが減少し正の反応度

が投入されるため、燃料破損や異常高圧状態を引き起こ

す。そのため原子炉圧力高でスクラムさせ圧力上昇を防止

する。

6.76

(主蒸気圧力）
TBV100%開 6.55MPaで設定されたEHC圧力によるTBVの最大圧力

6.55

(主蒸気圧力）
TBV0%開 TBVの最小圧力（EHC圧力設定による制御）

5.03 LPCS，RHR注入弁開 LOCA信号＋弁差圧4.90MPaで自動開

0.88 RHR停止時冷却隔離弁開許可 SDC運転許可

0.46 急速減圧完了 0.46MPaまたはD/W圧力+0.03MPa以下

0.343 RCIC蒸気入口弁閉 RCICトリップ

0.25 SRV最低駆動圧力 SRV開維持に必要な最小圧力

原子炉圧力制御ブレークポイント

 

・設備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３２）原子炉水位制御ブレークポイント 

 

 

 

 

（３３）原子炉出力ブレークポイント 

 
 

（３４）格納容器圧力制御ブレークポイント 

 
 

 

 

 

 

 

 

（３２）原子炉水位制御ブレークポイント 

原子炉水位
（mm）

対象項目 意味

1650
（L-8）

主タービントリップ
給水ポンプトリップ

RCIC自動停止
HPCF注入弁閉

RCIC、HPCF系運転時に原子炉水位異常上昇を防止し、
タービンに過度のキャリーオーバー流入及び主蒸気管への
炉水流入を防止。

1290
（L-7）

原子炉水位高(ANN) 過度なキャリーオーバーとならないよう警報を発生。

1180
（NWL）

通常運転水位 運転時の通常水位

1070
（L-4）

原子炉水位低(ANN) 過度なキャリーアンダーとならないよう警報を発生。

610
（L-3）

原子炉スクラム
PCIS隔離
SGTS起動

自動スクラム

-590
（L-2）

RCIC起動
ARI作動
CUW隔離

全給水喪失時にRCICが起動すればL1.5に至らない。
代替制御棒挿入手段としてARIを作動

-2040
（L-1.5）

HPCF起動
D/G（B,C）起動

MSIV閉

原子炉水位が異常低下した場合に、一次系からの冷却材
の流出を防止する為、MSIVを閉止するとともにECCS系の
起動により原子炉水位の低下を抑える。

-2880
（L-1）

LPFL起動
D/G(A)起動

ADSタイマ作動

LOCA時にECCSが作動するのに時間的余裕が十分あり、
炉心が冠水維持されて冷却が十分達成できる水位とする。

-3190
（TAF）

有効燃料頂部 燃料冠水による十分な冷却機能の喪失

燃料域：-1850
（BAF+50%）

燃料下端上50% 燃料被覆管パーフォレーション開始温度（815℃）

原子炉水位制御ブレークポイント

 

 

 

 

 

（３３）原子炉出力ブレークポイント 

120 APRM高高 自動スクラム

63 100%ロッドラインの最小流量
再循環ポンプが最小流量ランバックしたときの理想最低出
力

40 100%ロッドラインの自然循環流量 再循環ポンプがトリップした時の理想最低出力

35 TBVのキャパシティ TBV操作によって制御できる最大出力

15 APRMセットダウン高高 モードスイッチが起動ポジションにあるときのスクラム

原子炉出力制御ブレークポイント

出力
（％）

対象項目 意味

 

 

（３４）格納容器圧力制御ブレークポイント 

圧力
（kPa[gage]）

対象項目 意味

990 PCV限界圧力制限値 PCV降伏圧力

400
（500KPa・abs）

中操指示計フルスケール

310 PCV最高使用圧力 緊急時対策本部へ連絡し、格納容器ベントをする。

279 PCV圧力制限値
格納容器スプレイを実施し、格納容器を減圧するとともに
「原子炉満水」操作を実施する。

250 設計基準事故時の最高圧力

180 圧力抑制、圧力制限条件 急速減圧へ移行する。

105
（210KPa・abs）

FCS設計圧力 FCSブロワ吸込圧力高にてトリップする。

100 FCVS系ラプチャーディスク破裂圧力 左記圧力以上でないとFCVS系は使用不可能

98
圧力上昇が継続する場合、D/Ｗスプレイ及びS/Pスプレイ
を実施する。

13.7 スクラム設定点 原子炉自動スクラム、ECCS作動

8.5 AC系D/W圧力高設定値

5.2 通常運転圧力

0.7 D/W圧力低設定値

格納容器圧力制御ブレークポイント

 

 

 

 

 

 

 

 

（３２）原子炉水位制御ブレークポイント 

原子炉水位

（cm）
対象項目 意味

132

（L-8）

RFPトリップ

主タービントリップ

HPCS注入弁閉

RCICトリップ

原子炉水位異常上昇を防止し、タービンに過度のキャリー

オーバー流入及び主蒸気管への炉水流入を防止。

97

（L-7）
原子炉水位高(ANN) 過度なキャリーオーバーとならないよう警報を発生。

83

（NWL）
通常運転水位 運転時の通常水位

69

（L-4）
原子炉水位低(ANN) 過度なキャリーアンダーとならないよう警報を発生。

58

（L-4L）
PLRランバック

16

（L-3）

スクラム

SGT起動

CUW隔離

格納容器隔離弁閉

自動スクラム

-112

（L-2）

MSIV閉

PLRポンプトリップ

RCIC起動

ARI作動

原子炉水位が異常低下した場合に、一次系からの冷却材の

流出を防止する為、MSIVを閉止

全給水喪失時にRCICが起動すればL1Hに至らない。

代替制御棒挿入手段としてARIが作動

-261

（L-1H）

HPCS起動

HPCS-DEG起動
ECCS系の起動により原子炉水位の低下を抑える。

-381

（L-1）

RHR起動

LPCS起動

A,B-D/G起動

ADS作動条件

AM自動減圧作動条件

LOCA時にECCSが作動するのに時間的余裕が十分あり、炉

心が冠水維持されて冷却が十分達成できる水位とする。

-427

（TAF）
有効燃料頂部 燃料冠水による十分な冷却機能の喪失

-612

（BAF+50%）
燃料下端上50% 燃料被覆管パーフォレーション開始温度

原子炉水位制御ブレークポイント

 

 

（３３）原子炉出力制御ブレークポイント 

120 APRM高高 自動スクラム

100 TBVのキャパシティ TBV操作によって制御できる最大出力

15 APRMセットダウン高高 モードスイッチが起動ポジションにあるときのスクラム

原子炉出力制御ブレークポイント

出力

（％）
対象項目 意味

 

 

（３４）格納容器圧力制御ブレークポイント 

圧力

（kPa[gage]）
対象項目 意味

1000 指示計フルスケール

853 PCV限界圧力 ２Pd

427 PCV最高使用圧力

384 PCV圧力制限値
PCV代替スプレイを実施し、格納容器を減圧するとともに

「原子炉満水」操作を実施する。

334 PCV代替スプレイ停止 384kPa～334kPaで間欠運転を実施する。

245 設計基準事故時の最高圧力

245 圧力抑制、圧力制限条件
PCVベント準備を実施するとともに，急速減圧へ移行す

る。

177 FCS設計圧力 FCSブロワ吸込圧力高にてトリップする。

98 PCVスプレイ
圧力上昇が継続する場合、D/Ｗスプレイ及びS/Pスプレ

イを実施する。

13.7 スクラム設定点 原子炉自動スクラム、ECCS作動

10.4 RPS系　D/W圧力高設定値

8.63 NGC系　D/W圧力高設定値

5.2 通常運転圧力

0.686 RPS系　D/W圧力低設定値

格納容器圧力制御ブレークポイント

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３５）Ｄ／Ｗ温度制御ブレークポイント 

 
 

 

 

 

（３６）Ｓ／Ｐ温度制御ブレークポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３５）Ｄ／Ｗ温度制御ブレークポイント 

温度
(℃）

対象項目 意味

171 D/W設計温度
・水位不明判断曲線の確認
・原子炉ウェル水張

103 D/W圧力高スクラム設定値の飽和温度 急速減圧実施

90 MSIV用LS許容温度 手動スクラム実施

66
（局所温度）

格納容器内機器設計温度
（SGTSチャコールフィルタ性能保証温度)

57
（DWC入口温度）

D/W通常運転制限温度

・DWC追加起動
・DWC追加起動しても温度上昇が継続する場合、通常停止

D/W温度制御ブレークポイント

 

 

 

 

 

（３６）Ｓ／Ｐ温度制御ブレークポイント 

温度
(℃）

対象項目 意味

104 S/C最高使用温度

100 ECCS系の最高使用温度 可能であれば水源をCSPへ切替える。

77 LOCA時S/P水温上限
蒸気凝縮実験からのLOCA時ブローダウン中のプール水温
は77℃以下に制限する。

60 RCIC長期運転保障
60℃を超えてのRCIC運転は長期的に保障できないため、
可能であれば水源をCSP側へ切替える。

49
（空間部局所温度）

S/Pスプレイ起動温度
空間部温度のみが上昇した場合、真空破壊弁バイパス等
の異常発生の可能性があるため、S/Pスプレイを作動させ
る。

49
高温待機運転中のS/P水高温度

（スクラム制限温度）

プール水温を77℃以下を満足するためには原子炉隔離事
象を想定してもプール水温が49℃以下であればよい。
手動スクラムし、「減圧冷却」を開始する。
S/P水熱容量制限値を超えた場合は急速減圧する。

35 S/P通常運転制限温度 S/P冷却を開始する。温度上昇継続なら手動スクラムする。

Ｓ／Ｐ温度制御ブレークポイント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３５）Ｄ／Ｗ温度制御ブレークポイント 

温度

(℃）
対象項目 意味

200 D/W限界温度

171 D/W設計温度

・急速減圧

・PCV代替スプレイ

・原子炉ウェル注水（D/Wヘッド雰囲気171℃）

150 PCV代替スプレイ停止 171℃～150℃で間欠運転を実施する。

90 手動スクラム
手動スクラム実施

D/W圧力13.7kPa以上でD/Wｽﾌﾟﾚｲ

65

（局所温度）

格納容器内機器設計温度

（SGTチャコールフィルタ性能保証温度)

60

（D/W冷却機

入口温度）

D/W通常運転制限温度

・D/W冷却機追加起動

・D/W冷却機追加起動しても温度上昇が継続する場合、

通常停止

D/W温度制御ブレークポイント

 

 

（３６）Ｓ／Ｐ温度制御ブレークポイント 

温度

(℃）
対象項目 意味

104 S/C最高使用温度

100 ECCS系の最高使用温度 可能であれば水源をCSTへ切替える。

77 LOCA時S/P水温上限
蒸気凝縮実験からのLOCA時ブローダウン中のプール水

温は77℃以下に制限する。

49

（空間部局所温度）
S/Cスプレイ起動温度

空間部温度のみが上昇した場合、真空破壊弁バイパス

等の異常発生の可能性があるため、S/Cスプレイを作動

させる。

49
高温待機運転中のS/P水高温度

（スクラム制限温度）

プール水温を77℃以下を満足するためには原子炉隔離

事象を想定してもプール水温が49℃以下であればよい。

手動スクラムし、「減圧冷却」を開始する。

S/P水熱容量制限値を超えた場合は急速減圧する。

35 S/P通常運転制限温度
S/P冷却を開始する。温度上昇継続なら手動スクラムす

る。

Ｓ／Ｐ温度制御ブレークポイント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（３７）Ｓ／Ｐ水位制御ブレークポイント 

 

 

（３７）Ｓ／Ｐ水位制御ブレークポイント 

 

 

（３７）Ｓ／Ｐ水位制御ブレークポイント 

 

 

・設備の相違 

 

 

 
S/P底部よ り(m)

(S/P水位計)
対象項目 意味

28.8 D/Wスプレイ ノズル位置 D/Wスプレイ は空間スプレイ に有効ではない。

27.2 格納容器ベント位置 格納容器外の水源からの原子炉への注水を停止する。

26.5 CAMS D/W側H2・O2サンプル位置 CAMS D/W側H2・O2サンプリングできないレベル。

23.03 FCS(B)吸込み位置 FCS(B)が使用できないレベル

22.9 FCS(A)吸込み位置 FCS(A)が使用できないレベル

22.2 TAF 原子炉水位に関係あるTAF。

19 S/Cスプレイ ノズル位置 S/Cスプレイ は空間スプレイ に有効ではない。

18.4 BAF 原子炉水位に関係のあるBAF。

18 AM盤S/C水位計最大表示 これ以上の水位はAM盤　S/C水位計指示は信用できない。

17.4

(+10.07m)
S/Cベント位置 S/Cベントができないレベル。

16.8

(+9.75m)
CAMS S/C側H2・O2サンプル位置 CAMS S/C側H2・O2サンプリングできないレベル。

14.35

(+7.3m)
真空破壊弁位置 圧力抑制機能喪失。

14.0

(+6.95m)

真空破壊弁位置から

作動差圧を引いた値
D/Wスプレイ を停止する。

13.15

(+6.1m)
圧力容器底部 原子炉水位に関係のある圧力容器底部。

12.7

(+5.65m)

真空破壊弁機能上の

S/P水位制限値
急速減圧する。

10.85

(+3.8m)
FCS(Ａ)戻り位置

ＦＣＳ(A)排気管が水没するレベル。

ＦＣＳ(A)系の運転に影響を与える恐れ。

9.7

（+2.65m)
FCS(B)戻り位置

ＦＣＳ(B)排気管が水没するレベル。

ＦＣＳ(B)系の運転に影響を与える恐れ。

8.6

(+1.6m)
リターンラ イ ン位置 下部D/Wへ流入した水がS/Pへ戻る。

7.2

(+15.0cm)

通常運転高水位限界値

（保安規定上限値+10cm）
RIP及びDWCを停止し、D/Wスプレイ を作動する。

7.1

(+5.0cm)

通常運転高水位制限値

（保安規定上限値）

水位上昇要因の復旧ができない場合、

手動スクラ ムし、減圧する。

7.05

(±0cm)
通常運転低水位 通常運転水位。

7

(-5.0cm)

通常運転低水位制限値

（保安規定下限値）

水位低下要因の復旧ができない場合、

手動スクラ ムし、減圧する。

6.9

(-15.0cm)

通常運転低水位限界値

（保安規定上限値-10cm）
急速減圧する。

4.46

(-259cm)
ベント管凝縮限界値 この水位以下になると、圧力抑制機能喪失。

4.05

(-300cm)
RCIC排気スパージャ上端水位 RCICが起動している場合は、S/C圧力が上がる

2.13

（-492cm）
SRVクエンチャー水位 SRVが作動しているとき、PCV圧が上昇する。

2.05

(-500cm)

ECCSポンプ

渦吸込制限値

可能ならばECCSを外部水源切替か

代替注水等によりS/P水位回復。

S/P水位制御ブ レー クポ イ ン ト

S/ P底部よ り(m)

(S/ P水位計)
対象項目 意味

27.4 D/Wスプレイ ノズル位置 D/Wスプレイ は空間スプレイ に有効ではない。

26.2 D/Wベント位置

25.2 外部水源からの原子炉注水停止基準 D/W水位異常高ラ ンプ点灯

24.8 FCS(B)吸込み位置 FCS(B)が使用できないレベル

24.1 FCS(A)吸込み位置 FCS(A)が使用できないレベル

22.8 CAMS D/W側H2・O2サンプル位置 CAMS D/W側H2・O2サンプリングできないレベル。

23.4 TAF 原子炉水位に関係あるTAF。

19.7 BAF 原子炉水位に関係のあるBAF。

14.4 圧力容器底部 原子炉水位に関係のある圧力容器底部。

9.61

（+6m）
AM盤S/C水位計最大表示

これ以上の水位はAM盤　S/C水位計指示は信用で

きない。

9.12 S/Cベント位置 S/Cベントができないレベル。

8.72 S/Cスプレイ ノズル位置 S/Cスプレイ は空間スプレイ に有効ではない。

D/W水位

0.9m
リターン位置 D/Wへ流入した水がS/Pへ戻る。

7.9

（+4.29m)
FCS(A）（B)戻り位置

ＦＣＳ排気管が水没するレベル。

ＦＣＳ系の運転に影響を与える恐れ。

5.5

(+1.91m)
CAMS S/C側H2・O2サンプル位置 CAMS S/C側H2・O2サンプリングできないレベル。

5.39

(+1.78m)
真空破壊弁位置 圧力抑制機能喪失。

4.9

（+1.29m）
外部注水制限 PCVベントする。

3.76

(+15.0cm)

通常運転高水位限界値

（保安規定上限値+10cm）

PLR及びD/W冷却機を停止し、D/Wスプレイ を作動

する。

3.66

(+5.0cm)

通常運転高水位制限値

（保安規定上限値）

水位上昇要因の復旧ができない場合、

手動スクラ ムし、減圧する。

3.61

(±0cm)
通常運転低水位 通常運転水位。

3.56

(-5.0cm)

通常運転低水位制限値

（保安規定下限値）

水位低下要因の復旧ができない場合、

手動スクラ ムし、減圧する。

3.25

(-35.6cm)
ベント管凝縮限界 この水位以下になると、圧力抑制機能喪失。

S/ P水位制御ブ レ ー ク ポ イ ン ト
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

添付１－２ 火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害 

および有毒ガス対応に係る実施基準 

（第１７条，第１７条の２，第１７条の３，第１７条の４ 

および第１７条の５関連） 

 

 

火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害および有毒ガ

ス対応に係る実施基準 

 

１．火 災 

防災課長は，火災発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備として，次の１．１項から１．５項

を含む火災防護計画を策定し，所長の承認を得る。また，各

課長は，火災防護計画に基づき，火災発生時における原子炉

施設の保全のための活動を行うために必要な体制および手順

の整備を実施する。 

 

１．１ 専用回線を使用した通報設備の設置 

防災課長は，中央制御室から消防機関へ通報するための専

用回線を使用した通報設備を設置する。 

 

１．２ 要員の配置 

（１）防災課長は，火災の発生により災害（原子力災害を除

く。）が発生するおそれがある場合または発生した場合に

備え，必要な要員を配置する。 

（２）防災課長は，火災の発生により原子力災害が発生する

おそれがある場合または発生した場合に備え，第１０８

条に定める必要な要員を配置する。 

（３）防災課長は，上記体制以外の通常時および火災発生時

における火災防護対策を実施するための要員を以下のと

おり配置する。 

ａ．火災予防活動に関する要員 

各建屋，階および部屋等の火災予防活動を実施するた

め，防火管理者および防災管理者を置く。 

ｂ．初期消火要員 

通報連絡責任者，現場責任者，現場指揮者，消火担

当，消防車隊による初期消火要員として，１０名以上を

発電所に常駐させる。 

添付２ 火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害 

及び有毒ガス対応に係る実施基準 

（第１７条，第１７条の２，第１７条の３，第１７条の４ 

及び第１７条の５関連） 

 

 

火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス

対応に係る実施基準 

 

１．火 災 

防災安全ＧＭは，火災発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備として，次の１．１項から１．

５項を含む火災防護計画を策定し，防災安全部長の承認を得

る。また，各ＧＭは，火災防護計画に基づき，火災発生時に

おける原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な

体制及び手順の整備を実施する。 

 

１．１ 専用回線を使用した通報設備の設置 

防災安全ＧＭは，中央制御室から消防機関へ通報するため

の専用回線を使用した通報設備を設置する。 

 

１．２ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，火災の発生により災害（原子力災害を

除く。）が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

備え，必要な要員を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，火災の発生により原子力災害が発生す

るおそれがある場合又は発生した場合に備え，第１０８条

（原子力防災組織）に定める必要な要員を配置する。 

（３）防災安全ＧＭは，上記体制以外の通常時及び火災発生時

における火災防護対策を実施するための要員を以下のと

おり配置する。 

ア．火災予防活動に関する要員 

各建屋，階及び部屋等の火災予防活動を実施するため，

防火・防災管理者を置く。 

イ．消火要員 

運転員，消防車隊による消火要員として，１０名以上を

発電所に常駐させる。 

 

添付２ 火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害 

および有毒ガス対応に係る実施基準 

（第１７条，第１７条の２，第１７条の３，第１７条の４ 

および第１７条の５関連） 

 

 

火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害および有毒ガ

ス対応に係る実施基準 

 

１．火 災 

課長（保修管理）は，火災発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行う体制の整備として，次の１．１項から１．

５項を含む火災防護計画を策定し，保修部長の確認，所長の承

認を得る。また，各課長は，火災防護計画に基づき，火災発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な体制および手順の整備を実施する。 

 

１．１ 専用回線を使用した通報設備の設置 

課長（保修管理）は，中央制御室から消防機関へ通報するた

めの専用回線を使用した通報設備を設置する。 

 

１．２ 要員の配置 

（１）課長（保修管理）は，火災の発生により災害（原子力災

害を除く。）が発生するおそれがある場合または発生した

場合に備え，必要な要員を配置する。 

（２）課長（技術）は，火災の発生により原子力災害が発生す

るおそれがある場合または発生した場合に備え，第１０７

条（原子力防災組織）に定める必要な要員を配置する。 

（３）課長（保修管理）は，上記体制以外の通常時および火災

発生時における火災防護対策を実施するための要員を以

下のとおり配置する。 

ア．火災予防活動に関する要員 

各建物，階および部屋等の火災予防活動を実施するた

め，防火・防災管理者を置く。 

イ．消火要員 

連絡責任者，運転員，自衛消防隊長，消防チームによ

る消火要員として，１０名以上を発電所に常駐させる。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ｃ．自衛消防隊 

（ａ）火災による人的または物的な被害を最小限にとどめ

るため，所長が指名した統括管理者を自衛消防隊に設

置する。 

（ｂ）自衛消防隊は，９つの班で構成され，各班には，責

任者である班長を配置するとともに，自衛消防隊を統

括する統括管理者を置く。 

（ｃ）統括管理者は，自衛消防隊が行う活動に対し，指

揮，指令を行うとともに，公設消防隊との連携を密に

し，円滑な自衛消防活動ができるように努める。 

 

１．３ 教育訓練の実施 

火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施す

る。 

（１）火災防護教育 

防災課長は，全所員に対して，以下の教育訓練を実施

する。また，消防車隊に対して，以下の教育訓練が実施

されていることを確認する。 

ａ．原子炉施設内の火災区域または火災区画に設置される

安全機能を有する構築物，系統および機器ならびに重大

事故等対処施設の機能を火災から防護することを目的と

して，火災から防護すべき機器等の火災の発生防止，火

災の感知および消火ならびに火災の影響軽減のそれぞれ

を考慮した対策に関する教育訓練 

ｂ．安全施設を外部火災から防護するために必要な以下の

教育訓練 

（ａ）外部火災発生時の予防散水に関する教育訓練 

（ｂ）外部火災によるばい煙発生時および有毒ガス発生時

における外気取入ダンパの閉止，換気空調系の停止ま

たは中央制御室の事故時運転モードにより，建屋内へ

のばい煙および有毒ガスの侵入を防止することについ

ての教育訓練 

 

（ｃ）森林火災から外部事象防護対象施設を防護するため

の防火帯の点検等に係る教育訓練 

（ｄ）近隣の産業施設の火災・爆発から外部事象防護対象

施設を防護するために，離隔距離を確保すること等の

火災防護に関する教育訓練 

ウ．自衛消防組織 

（ア）火災による人的又は物的な被害を最小限にとどめるた

め，所長が指名した統括管理者を自衛消防組織に設置す

る。 

（イ）自衛消防組織は，９つの班で構成され，各班には，責

任者である班長を配置するとともに，自衛消防組織を統

括する統括管理者を置く。 

（ウ）統括管理者は，自衛消防組織が行う活動に対し，指揮，

指令を行うとともに，公設消防隊との連携を密にし，円

滑な自衛消防活動ができるように努める。 

 

１．３ 教育訓練の実施 

防災安全ＧＭは，火災防護の対応に関する以下の教育訓練

を定期的に実施する。 

（１）火災防護教育 

全所員に対して，以下の教育訓練を実施する。また，消

防車隊に対して，以下の教育訓練が実施されていることを

確認する。 

ア．原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全

機能を有する構築物，系統及び機器並びに重大事故等対処

施設の機能を火災から防護することを目的として，火災か

ら防護すべき機器等の火災の発生防止，火災の感知及び消

火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮した対策に関

する教育訓練 

イ．安全施設を外部火災から防護するために必要な以下の教

育訓練 

（ア）外部火災発生時の予防散水に関する教育訓練 

（イ）外部火災によるばい煙発生時及び有毒ガス発生時にお

ける外気取入ダンパの閉止，換気空調系の停止又は中央

制御室の再循環運転により，建屋内へのばい煙及び有毒

ガスの侵入を防止することについての教育訓練 

 

 

（ウ）森林火災から外部事象防護対象施設を防護するための

防火帯の点検等に係る教育訓練 

（エ）近隣の産業施設の火災・爆発から外部事象防護対象施

設を防護するために，離隔距離を確保すること等の火災

防護に関する教育訓練 

ウ．自衛消防組織 

（ア）火災による人的または物的な被害を最小限にとど

めるため，所長を本部長とした自衛消防組織を設置

する。 

（イ）自衛消防組織は，９つの班および自衛消防隊で構

成され，各班および自衛消防隊には，責任者である

班長および自衛消防隊長を配置する。 

（ウ）本部長は，自衛消防組織が行う活動に対し，指揮，

指令を行うとともに，公設消防隊との連携を密にし，

円滑な自衛消防活動ができるように努める。 

 

１．３ 教育訓練の実施 

火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施す

る。 

（１）火災防護教育 

課長（保修管理）は，全所員に対して，以下の教育訓練

を実施する。また，消防チームに対して，以下の教育訓練

が実施されていることを確認する。 

ア．原子炉施設内の火災区域または火災区画に設置される

安全機能を有する構築物，系統および機器ならびに重大

事故等対処施設の機能を火災から防護することを目的

として，火災から防護すべき機器等の火災の発生防止，

火災の感知および消火ならびに火災の影響軽減のそれ

ぞれを考慮した対策に関する教育訓練 

イ．安全施設を外部火災から防護するために必要な以下の

教育訓練 

（ア）外部火災発生時の予防散水に関する教育訓練 

（イ）外部火災によるばい煙発生時および有毒ガス発生

時における給気隔離弁および排気隔離弁の閉止，換

気空調設備の停止または中央制御室の系統隔離運転

モードへの切替えの実施により，建物内へのばい煙

および有毒ガスの侵入を防止することについての教

育訓練 

（ウ）森林火災から外部事象防護対象施設を防護するた

めの防火帯の点検等に係る教育訓練 

（エ）近隣の産業施設の火災・爆発から外部事象防護対

象施設を防護するために，離隔距離を確保すること

等の火災防護に関する教育訓練 

 

 

【島根固有】 

・島根では，統括管理

者を置かない 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ｃ．火災が発生した場合の消火活動および内部溢水を考慮

した消火活動に関する教育訓練 

（２）自衛消防隊による総合訓練 

防災課長は，自衛消防隊に対して，火災発生時におけ

る消火活動等に関する総合的な訓練を実施する。また，

消防車隊に対して，同内容の訓練が実施されていること

を確認する。 

（３）運転員に対する教育訓練 

発電管理課長は，運転員に対して，火災発生時の運転

操作等に関する教育訓練を実施する。 

（４）消防訓練（防火対応） 

防災課長は，初期消火要員に対して，火災発生時にお

ける初期消火活動に関する訓練を実施する。また，消防

車隊に対して，同内容の訓練が実施されていることを確

認する。 

 

１．４ 資機材の配備 

（１）防災課長は，化学消防自動車，泡消火薬剤等の消火活

動のために必要な資機材を配備する。 

（２）各課長は，火災防護対策のために必要な資機材を配備

する。 

 

１．５ 手順書の整備 

（１）防災課長は，原子炉施設全体を対象とした火災防護対

策を実施するために定める火災防護計画に以下の項目を

含める。 

ａ．火災防護対策を実施するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理に必要な要員の確保および

教育訓練，火災発生防止のための活動，火災防護設備の

施設管理，点検および火災情報の共有化等 

ｂ．原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統および機

器を設置する火災区域および火災区画を考慮した火災の

発生防止，火災の早期感知および消火ならびに火災の影

響軽減の３つの深層防護の概念に基づく火災防護対策 

 

ｃ．重大事故等対処施設を設置する火災区域および火災区

画を考慮した火災の発生防止，火災の早期感知および消

火の２つの深層防護の概念に基づく火災防護対策 

ウ．火災が発生した場合の消火活動及び内部溢水を考慮した

消火活動に関する教育訓練 

（２）自衛消防隊による総合訓練 

自衛消防隊に対して，火災発生時における消火活動等に

関する総合的な訓練を実施する。また，消防車隊に対して，

同内容の訓練が実施されていることを確認する。 

 

（３）運転員に対する教育訓練 

運転員に対して，火災発生時の運転操作等の教育訓練を

実施する。 

（４）消防訓練（防火対応） 

消火要員に対して，火災発生時における初期消火活動に

関する訓練を実施する。また，消防車隊に対して，同内容

の訓練が実施されていることを確認する。 

 

 

１．４ 資機材の配備 

（１）防災安全ＧＭは，化学消防自動車，泡消火薬剤等の消火

活動のために必要な資機材を配備する。 

（２）各ＧＭは，火災防護対策のために必要な資機材を配備す

る。 

 

１．５ 手順書の整備 

（１）防災安全ＧＭは，原子炉施設全体を対象とした火災防護

対策を実施するために定める火災防護計画に以下の項目

を含める。 

ア．火災防護対策を実施するための体制，責任の所在，責任

者の権限，体制の運営管理に必要な要員の確保及び教育訓

練，火災発生防止のための活動，火災防護設備の施設管理，

点検及び火災情報の共有化等 

イ．原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統及び機器

を設置する火災区域及び火災区画を考慮した火災の発生

防止，火災の早期感知及び消火並びに火災の影響軽減の

３つの深層防護の概念に基づく火災防護対策 

 

ウ．重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画を

考慮した火災の発生防止，火災の早期感知及び消火の２つ

の深層防護の概念に基づく火災防護対策 

ウ．火災が発生した場合の消火活動および内部溢水を考慮

した消火活動に関する教育訓練 

（２）自衛消防隊による総合訓練 

課長（保修管理）は，自衛消防隊に対して，火災発生時

における消火活動等に関する総合的な訓練を実施する。ま

た，消防チームに対して，同内容の訓練が実施されている

ことを確認する。 

（３）運転員に対する教育訓練 

課長（第一発電）は，運転員に対して，火災発生時の運

転操作等の教育訓練を実施する。 

（４）消防訓練（防火対応） 

課長（保修管理）は，消火要員に対して，火災発生時に

おける初期消火活動に関する訓練を実施する。また，消防

チームに対して，同内容の訓練が実施されていることを確

認する。 

 

１．４ 資機材の配備 

（１）課長（保修管理）は，化学消防自動車，泡消火薬剤等の

消火活動のために必要な資機材を配備する。 

（２）各課長は，火災防護対策のために必要な資機材を配備す

る。 

 

１．５ 手順書の整備 

（１）課長（保修管理）は，原子炉施設全体を対象とした火災

防護対策を実施するために定める火災防護計画に以下の

項目を含める。 

ア．火災防護対策を実施するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理に必要な要員の確保および

教育訓練，火災発生防止のための活動，火災防護設備の

施設管理，点検および火災情報の共有化等 

イ．原子炉施設の安全機能を有する構築物，系統および

機器を設置する火災区域および火災区画を考慮した火

災の発生防止，火災の早期感知および消火ならびに火

災の影響軽減の３つの深層防護の概念に基づく火災防

護対策 

ウ．重大事故等対処施設を設置する火災区域および火災

区画を考慮した火災の発生防止，火災の早期感知およ

び消火の２つの深層防護の概念に基づく火災防護対策 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ｄ．その他の原子炉施設については，消防法，建築基準

法，日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応

じた火災防護対策 

ｅ．安全施設を外部火災から防護するための運用等 

（２）防災課長は，火災発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することを品質マネジメント文書に定め

る。 

ａ．消火活動 

各課長は，火災発生現場の確認および中央制御室への

連絡ならびに消火器，消火栓等を用いた消火活動を実施

する。 

ｂ．消火設備故障時の対応 

発電課長は，消火設備の故障警報が発信した場合，中

央制御室および必要な現場の制御盤の警報の確認を実施

する。 

ｃ．消火設備のうち，自動消火設備を設置する火災区域ま

たは火災区画における火災発生時の対応 

 

（ａ）発電課長は，火災感知器が作動した場合，火災区域

または火災区画からの退避警報，自動消火設備の動作

状況の確認を実施する。 

（ｂ）発電課長は，自動消火設備の動作後の消火状況の確

認，消火状況を踏まえた消火活動の実施，プラント運

転状況の確認等を実施する。 

ｄ．消火設備のうち，手動操作による固定式消火設備を設

置する火災区域または火災区画における火災発生時の対

応 

（ａ）発電課長は，火災感知器が作動し，火災を確認した

場合，消火活動を実施する。 

（ｂ）発電課長は，消火が困難な場合，職員の退避確認後

に固定式消火設備を手動操作により動作させ，その動

作状況，消火状況，プラント運転状態の確認等を実施

する。 

ｅ．格納容器内における火災発生時の対応 

発電課長は，原子炉の起動中および原子炉が冷温停止

中の格納容器内において火災が発生した場合には，消火

器等による消火活動，消火状況の確認，プラント運転状

エ．その他の原子炉施設については，消防法，建築基準法，

日本電気協会電気技術規程・指針に基づき設備に応じた火

災防護対策 

オ．安全施設を外部火災から防護するための運用等 

（２）防災安全ＧＭは，火災発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することをマニュアルに定める。 

 

ア．消火活動 

各ＧＭは，火災発生現場の確認及び中央制御室への連絡

並びに消火器，消火栓等を用いた消火活動を実施する。 

 

イ．消火設備故障時の対応 

当直長は，消火設備の故障警報が発信した場合，中央制

御室及び必要な現場の制御盤の警報の確認を実施する。 

 

ウ．消火設備のうち，自動ガス消火設備を設置する火災区域

又は火災区画における火災発生時の対応 

 

（ア）当直長は，火災感知器が作動した場合，火災区域又は

火災区画からの退避警報，自動ガス消火設備の動作状況

の確認を実施する。 

（イ）当直長は，自動ガス消火設備の動作後の消火状況の確

認，消火状況を踏まえた消火活動の実施，プラント運転

状況の確認等を実施する。 

エ．消火設備のうち，手動操作による固定式ガス消火設備を

設置する火災区域又は火災区画における火災発生時の対

応 

（ア）当直長は，火災感知器が作動し，火災を確認した場合，

消火活動を実施する。 

（イ）当直長は，消火が困難な場合，職員の退避確認後に固

定式ガス消火設備を手動操作により動作させ，その動作

状況，消火状況，プラント運転状態の確認等を実施する。 

 

オ．格納容器内における火災発生時の対応 

当直長は，原子炉の起動中及び原子炉が冷温停止中の

格納容器内において火災が発生した場合には，消火器等

による消火活動，消火状況の確認，プラント運転状況の

エ．その他の原子炉施設については，消防法，建築基準

法，一般社団法人 日本電気協会電気技術規程・指針に

基づき設備に応じた火災防護対策 

オ．安全施設を外部火災から防護するための運用等 

（２）課長（保修管理）は，火災発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な体制の整備として，

以下の活動を実施することを手順書に定める。 

 

ア．消火活動 

各課長または当直長は，火災発生現場の確認および中

央制御室への連絡ならびに消火器，消火栓等を用いた消

火活動を実施する。 

イ．消火設備故障時の対応 

当直長は，消火設備の故障警報が発信した場合，中央

制御室および必要な現場の制御盤の警報の確認を実施す

る。 

ウ．消火設備のうち，自動起動による全域ガス消火設備を

設置する火災区域または火災区画における火災発生時

の対応 

（ア）当直長は，火災感知器が作動した場合，火災区域

または火災区画からの退避警報および全域ガス消火

設備の動作状況の確認を実施する。 

（イ）当直長は，全域ガス消火設備の動作後の消火状況

の確認，消火状況を踏まえた消火活動の実施および

プラント運転状況の確認等を実施する。 

エ．消火設備のうち，手動起動による全域ガス消火設備を

設置する火災区域または火災区画における火災発生時

の対応 

（ア）当直長は，火災感知器が作動し，火災を確認した

場合，消火活動を実施する。 

（イ）当直長は，消火が困難な場合，職員の退避確認後

に全域ガス消火設備を手動操作により動作させ，そ

の動作状況，消火状況およびプラント運転状態の確

認等を実施する。 

オ．格納容器内における火災発生時の対応 

当直長は，原子炉の起動中および冷温停止中の格納容

器内において火災が発生した場合には，消火器等による

消火活動，消火状況の確認，プラント運転状況の確認お
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

況の確認および必要な運転操作等を実施する。 

ｆ．単一故障も想定した中央制御室盤内における火災発生

時の対応（中央制御室の制御盤１面の機能が火災により

全て喪失した場合における原子炉の安全停止に係る対応

を含む。） 

（ａ）発電課長は，中央制御室盤内の高感度煙検出設備に

より火災を感知し，火災を確認した場合は，常駐する

運転員による二酸化炭素消火器を用いた消火活動を行

い，プラント運転状況の確認等を実施する。 

 

 

 

 

火災の発生箇所が特定できない場合を想定し，サーモグ

ラフィカメラ等，火災の発生箇所を特定できる装置を使

用して消火活動を行い，プラント運転状況の確認等を実

施する。 

（ｂ）発電課長は，煙の充満により運転操作に支障がある

場合，火災発生時の煙を排気するため，排煙設備を起

動する。 

ｇ．水素濃度検知器が設置される火災区域または火災区画

における水素濃度上昇時の対応 

発電課長は，換気空調設備の運転状態の確認，換気空

調設備の追加起動または切替え等を実施する。 

ｈ．火災発生時の煙の充満により消火活動に支障を生じた

際のポンプ室の消火活動 

固定式消火設備による消火後，自衛消防隊が消火の確

認のためにポンプ室へ入室する場合は，十分に冷却時間

を確保した上で，可搬型排煙装置を準備し，扉を開放，

換気空調系，可搬型排煙装置により換気し入室する。 

 

ｉ．消火用水の最大放水量の確保 

防災課長は，屋内消火栓用の水源である消火水槽には

最大放水量 62.4ｍ3 および消火水タンクには最大放水量

31.2ｍ3 に対して，十分な水量を確保する。また，屋外消

火栓用の水源である屋外消火系消火水タンクには最大放

水量 84.0ｍ3 に対して，十分な水量を確保する。 

ｊ．防火帯の維持・管理 

確認及び必要な運転操作等を実施する。 

カ．単一故障も想定した中央制御室盤内における火災発生時

の対応（中央制御室の制御盤１面の機能が火災により全て

喪失した場合における原子炉の安全停止に係る対応を含

む。） 

（ア）当直長は，中央制御室盤内の高感度煙検出設備により

火災を感知し，火災を確認した場合は，常駐する運転員

による消火器を用いた消火活動を行い，プラント運転状

況の確認等を実施する。 

 

 

 

 

火災の発生箇所が特定できない場合を想定し，サーモグ

ラフィカメラ等，火災の発生箇所を特定できる装置を使

用して消火活動を行い，プラント運転状況の確認等を実

施する。 

（イ）当直長は，煙の充満により運転操作に支障がある場合，

火災発生時の煙を排気するため，排煙設備を起動する。 

 

キ．水素濃度検知器が設置される火災区域又は火災区画にお

ける水素濃度上昇時の対応 

当直長は，換気空調設備の運転状態の確認及び換気空調

設備の追加起動や切替え等を実施する。 

ク．火災発生時の煙の充満により消火活動に支障を生じた際

のポンプ室の消火活動 

固定式ガス消火設備による消火後，消火要員が消火の確

認のためにポンプ室へ入室する場合は，十分に冷却時間を

確保した上で，可搬型排煙装置を準備し，扉を開放，換気

空調系，可搬型排煙装置により換気し入室する。 

 

ケ．消火用水の最大放水量の確保 

当直長は，水源であるろ過水タンクには，最大放水量３

６０ｍ3に対して，十分な水量を確保する。 

 

 

 

コ．防火帯の維持・管理 

よび必要な運転操作等を実施する。 

カ．単一故障も想定した中央制御室または補助盤室盤内に

おける火災発生時の対応（中央制御室または補助盤室の

制御盤１面の機能が火災により全て喪失した場合にお

ける原子炉の安全停止に係る対応を含む。） 

（ア）当直長は，中央制御室盤内の高感度煙検出設備に

より火災を感知し，火災を確認した場合は，常駐す

る運転員による二酸化炭素消火器を用いた消火活動

を行い，プラント運転状況の確認等を実施する。ま

た，補助盤室盤内の高感度煙検出設備により火災を

感知し，火災を確認した場合は，二酸化炭素消火器

を用いた消火活動または全域ガス消火設備による消

火を行い，プラント運転状況の確認等を実施する。

火災の発生箇所が特定できない場合を想定し，サー

モグラフィカメラ等，火災の発生箇所を特定できる

装置を使用して消火活動を行い，プラント運転状況

の確認等を実施する。 

（イ）当直長は，煙の充満により運転操作に支障がある

場合，火災発生時の煙を排気するため，排煙設備を

起動する。 

キ．水素濃度検知器が設置される火災区域または火災区画

における水素濃度上昇時の対応 

当直長は，換気空調設備の運転状態の確認および換気

空調設備の追加起動や切替え等を実施する。 

ク．火災発生時の煙の充満により消火活動に支障を生じた

際のポンプ室の消火活動 

全域ガス消火設備による消火後，消火要員が消火の確

認のためにポンプ室へ入室する場合は，十分に冷却時間

を確保した上で，可搬型排煙装置を準備し，扉の開放，

換気空調設備および可搬型排煙装置により換気し入室す

る。 

ケ．消火用水の最大放水量の確保 

課長（保修管理）は，水源である補助消火水槽および

４４ｍ盤消火タンクには，最大放水量 120ｍ３，４５ｍ盤

消火タンクおよび５０ｍ盤消火タンクには，最大放水量

84ｍ３ならびにサイトバンカ建物消火タンクには，最大

放水量 31.2ｍ３に対して，十分な水量を確保する。 

コ．防火帯の維持・管理 

 

【島根固有】 

・柏崎刈羽および女川

では，中央制御室に

制御盤を配置してい

るが、島根では，中

央制御室と補助盤室

に分散して制御盤を

配置しており，補助

盤室に対しても中央

制御室と同等の運用

を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽では，ろ過

水タンクにて屋外消

火栓および屋内消火

栓による放水に必要

な水量を確保する。 
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防災課長は，防火帯の維持・管理を実施する。 

ｋ．外部火災によるばい煙発生時の対応 

発電課長は，ばい煙発生時，ばい煙侵入防止のため，

外気取入ダンパの閉止および換気空調系の停止または中

央制御室の事故時運転モードによる建屋内へのばい煙の

侵入の防止を実施する。 

ｌ．外部火災による有毒ガス発生時の対応 

発電課長は，有毒ガス発生時，有毒ガス侵入防止のた

め，外気取入ダンパの閉止，換気空調系の停止または中

央制御室の事故時運転モードによる建屋内への有毒ガス

の侵入の防止を実施する。 

 

ｍ．外部火災によりモニタリングポストが影響を受けた場合 

 

放射線管理課長は，モニタリングポストが外部火災の

影響を受けた場合，代替設備をモニタリングポスト周辺

に設置できる場合はその周辺に設置し，モニタリングポ

スト周辺に設置できない場合は，防火帯の内側同一方向

に設置する。 

ｎ．油貯蔵設備の運用 

防災課長は，油貯蔵設備の油量制限を実施する。 

 

ｏ．火災予防活動（巡視点検） 

各課長は，巡視点検により，火災発生の有無の確認を

実施する。 

ｐ．火災予防活動（可燃物管理） 

防災課長は，原子炉施設の安全機能を有する構築物，

系統および機器を設置する火災区域または火災区画につ

いては，当該施設を火災から防護するため，恒設機器お

よび点検等に使用する可燃物（資機材）の総発熱量が，

制限発熱量を超えない管理（持込みと保管）および重大

事故等対処施設を設置する屋外の火災区域については，

当該施設を火災から防護するため，可燃物を置かない管

理を実施する。 

 

 

ｑ．火災予防活動（火気作業等の管理） 

各課長は，火災区域または火災区画において，溶接等

防災安全ＧＭは，防火帯の維持・管理を実施する。 

サ．外部火災によるばい煙発生時の対応 

当直長は，ばい煙発生時，ばい煙侵入防止のため，外気

取入ダンパの閉止及び換気空調系の停止又は中央制御室

の再循環運転による建屋内へのばい煙の侵入の防止を実

施する。 

シ．外部火災による有毒ガス発生時の対応 

当直長は，有毒ガス発生時，有毒ガス侵入防止のため，

外気取入ダンパの閉止，換気空調系の停止又は中央制御室

の再循環運転による建屋内への有毒ガスの侵入の防止を

実施する。 

 

ス．外部火災によりモニタリングポストが影響を受けた場合 

 

放射線安全ＧＭは，モニタリングポストが外部火災の影

響を受けた場合，代替設備をモニタリングポスト周辺に設

置できる場合はその周辺に設置し，モニタリングポスト周

辺に設置できない場合は，防火帯の内側同一方向に設置す

る。 

セ．油貯蔵設備の運用 

当直長は，油貯蔵設備の油量制限を実施する。 

 

ソ．火災予防活動（巡視点検） 

各ＧＭは，巡視点検により，火災発生の有無の確認を実

施する。 

タ．火災予防活動（可燃物管理） 

保全総括ＧＭは，原子炉施設の安全機能を有する構築

物，系統及び機器を設置する火災区域又は火災区画につい

ては，当該施設を火災から防護するため，恒設機器及び点

検等に使用する可燃物（資機材）の総発熱量が，制限発熱

量を超えない管理（持込みと保管）及び重大事故等対処施

設を設置する屋外の火災区域については，当該施設を火災

から防護するため，可燃物を置かない管理を実施する。 

 

 

 

チ．火災予防活動（火気作業等の管理） 

各ＧＭは，火災区域又は火災区画において，溶接等の火

課長（保修管理）は，防火帯の維持・管理を実施する。 

サ．外部火災によるばい煙発生時の対応 

当直長は，ばい煙発生時，ばい煙侵入防止のため，給

気隔離弁および排気隔離弁の閉止，換気空調設備の停止

または中央制御室の系統隔離運転モードへの切替えの実

施による建物内へのばい煙の侵入の防止を実施する。 

シ．外部火災による有毒ガス発生時の対応 

当直長は，有毒ガス発生時，有毒ガス侵入防止のため，

給気隔離弁および排気隔離弁の閉止，換気空調設備の停

止または中央制御室の系統隔離運転モードへの切替えの

実施による建物内への有毒ガスの侵入の防止を実施す

る。 

ス．外部火災によりモニタリングポストが影響を受けた場

合 

課長（放射線管理）は，モニタリングポストが外部火

災の影響を受けた場合，代替設備をモニタリングポスト

周辺に設置できる場合はその周辺に設置し，モニタリン

グポスト周辺に設置できない場合は，防火帯の内側同一

方向に設置する。 

セ．油貯蔵設備の運用 

課長（保修管理）は，油貯蔵設備の油量制限を実施す

る。 

ソ．火災予防活動（巡視点検） 

各課長および当直長は，巡視点検により，火災発生の

有無の確認を実施する。 

タ．火災予防活動（可燃物管理） 

課長（保修管理）は，原子炉施設の安全機能を有する

構築物，系統および機器を設置する火災区域または火災

区画については，当該施設を火災から防護するため，恒

設機器および点検等に使用する可燃物（資機材）の総発

熱量が，制限発熱量を超えない管理（持込みと保管）な

らびに重大事故等対処施設を設置する火災区域について

は，当該施設を火災から防護するため，可燃物管理を実

施する。 

なお，火災感知器を設置しない火災区域または火災区

画については，可燃物を持込まない。 

チ．火災予防活動（火気作業等の管理） 

各課長は，火災区域または火災区画において，溶接等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根では，海水ポン

プエリア等の屋外の

火災区域について

も，可燃物管理を実

施のうえ，可燃物を

仮置き可能な運用と

する。 

 

【島根固有】 

・島根では，火災感知

器を設置しない火災

区域または火災区画
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

の火気作業を実施する場合，火気作業前に計画を策定す

るとともに，火気作業時の養生，消火器等の配備，監視

人の配置等を実施する。 

ｒ．延焼防止 

防災課長は，重大事故等対処施設を設置する屋外の火

災区域では，周辺施設および植生との離隔を確保し，火

災区域内の周辺の植生区域については，除草等の管理を

実施し，延焼防止を図る。 

ｓ．火災鎮火後の原子炉施設への影響確認 

各課長は，原子炉施設に火災が発生した場合は，火災

鎮火後，原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，

その結果を所長および原子炉主任技術者に報告する。 

 

ｔ．地震発生時における火災発生の有無の確認 

各課長は，発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等に

おいて震度５弱以上の地震が観測された場合，地震終了

後，原子炉施設の火災発生の有無を確認するとともに，

その結果を所長および原子炉主任技術者に報告する。 

 

ｕ．定事検停止時等における運用管理 

防災課長は，定事検停止時等の作業に伴う防護対象設

備の不待機や扉の開放等，影響評価上設定したプラント

状態の一時的な変更時においても，その状態を踏まえた

必要な安全機能が損なわれないよう管理を行う。 

 

ｖ．施設管理，点検 

各課長は，火災防護に必要な設備の要求機能を維持す

るため，施設管理計画に基づき適切に施設管理，点検を

実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

なお，格納容器内に設置する火災感知器については，

起動時の窒素ガス封入後に作動信号を切り替え，次のプ

ラント停止後には速やかに健全性を確認し機能喪失した

火災感知器を取り替える。 

ｗ．火災影響評価条件の変更の要否確認 

（ａ）内部火災影響評価 

各課長は，設備改造等を行う場合，都度，防災課長へ

設備更新計画を連絡し内部火災影響評価への影響確認を

行う。 

気作業を実施する場合，火気作業前に計画を策定するとと

もに，火気作業時の養生，消火器等の配備，監視人の配置

等を実施する。 

ツ．延焼防止 

防災安全ＧＭは，重大事故等対処施設を設置する屋外の

火災区域では，周辺施設及び植生との離隔を確保し，火災

区域内の周辺の植生区域については，除草等の管理を実施

し，延焼防止を図る。 

テ．火災鎮火後の原子炉施設への影響確認 

各ＧＭは，原子炉施設に火災が発生した場合は，火災鎮

火後，原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，その

結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

ト．地震発生時における火災発生の有無の確認 

各ＧＭは，発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等にお

いて震度５弱以上の地震が観測された場合，地震終了後，

原子炉施設の火災発生の有無を確認するとともに，その結

果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

ナ．定事検停止時等における運用管理 

原子炉安全ＧＭは，定事検停止時等の作業に伴う防護対

象設備の不待機や扉の開放等，影響評価上設定したプラン

ト状態の一時的な変更時においても，その状態を踏まえた

必要な安全機能が損なわれないよう管理を行う。 

 

ニ．施設管理，点検 

各ＧＭは，火災防護に必要な設備の要求機能を維持する

ため，施設管理計画に基づき適切に施設管理，点検を実施

するとともに，必要に応じ補修を行う。 

なお，格納容器内に設置する火災感知器については，起

動時の窒素ガス封入後に作動信号を切り替え,次のプラン

ト停止後には速やかに健全性を確認し機能喪失した火災

感知器を取り替える。 

ヌ．火災影響評価条件の変更の要否確認 

（ア）内部火災影響評価 

各ＧＭは，設備改造等を行う場合，都度，技術計画Ｇ

Ｍへ設備更新計画を連絡し内部火災影響評価への影響確

認を行う。 

の火気作業を実施する場合，火気作業前に計画を策定す

るとともに，火気作業時の養生，消火器等の配備および

監視人の配置等を実施する。 

ツ．延焼防止 

課長（保修管理）は，重大事故等対処施設を設置する

屋外の火災区域では，周辺施設および植生との離隔を確

保し，火災区域内の周辺の植生区域については，除草等

の管理を実施し，延焼防止を図る。 

テ．火災鎮火後の原子炉施設への影響確認 

各課長または当直長は，原子炉施設に火災が発生した

場合は，火災鎮火後，原子炉施設の損傷の有無を確認す

るとともに，その結果を所長，原子炉主任技術者および

各部長に報告する。 

ト．地震発生時における火災発生の有無の確認 

各課長または当直長は，発電所周辺のあらかじめ定め

た測候所等において震度５弱以上の地震が観測された場

合，地震終了後，原子炉施設の火災発生の有無を確認す

るとともに，その結果を所長，原子炉主任技術者，各部

長および総務課長に報告する。 

ナ．定事検停止時等における運用管理 

課長（保修管理）は，定事検停止時等の作業に伴う防

護対象設備の不待機や扉の開放等，影響評価上設定した

プラント状態の一時的な変更時においても，その状態を

踏まえた必要な安全機能が損なわれないよう管理を行

う。 

ニ．施設管理，点検 

各課長は，火災防護に必要な設備の要求機能を維持す

るため，施設管理計画に基づき適切に施設管理，点検を

実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

なお，格納容器内に設置する火災感知器については，

起動時の窒素ガス封入後に作動信号を切り替え,次のプ

ラント停止後には速やかに健全性を確認し機能喪失した

火災感知器を取り替える。 

ヌ．火災影響評価条件の変更の要否確認 

（ア）内部火災影響評価 

各課長は，設備改造等を行う場合，都度，課長（保

修管理）へ設備更新計画を連絡し内部火災影響評価

への影響確認を行う。 

は，可燃物を持込ま

ない運用とする。  
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

防災課長は，内部火災影響評価にて改善すべき知見が

得られた場合には改善策の検討を行う。 

 

また，定期的に内部火災影響評価を実施し，評価結果

に影響がある際は，原子炉施設内の火災に対しても，安

全保護系および原子炉停止系の作動が要求される場合に

は，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞ

れの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停

止および冷温停止を達成し維持できることを確認するた

めに，内部火災影響評価の再評価を実施する。 

 

（ｂ）外部火災影響評価 

防災課長は，評価条件を定期的に確認し，評価結果に

影響がある場合は，発電所敷地内外で発生する火災が外

部事象防護対象施設へ影響を与えないことおよび火災の

二次的影響に対する適切な防護対策が施されていること

を確認するために，外部火災影響評価の再評価を実施す

る。 

 

１．６ 定期的な評価 

（１）各課長は，１．１項から１．５項の活動の実施結果に

ついて，防災課長に報告する。 

（２）防災課長は，１．１項から１．５項の活動の実施結果

を取りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行うとと

もに，評価結果に基づき，より適切な活動となるように

必要に応じて，火災防護計画の見直しを行う。 

 

１．７ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

発電課長は，火災の影響により，原子炉施設の保安に重大

な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，発電管理課

長に報告する。発電管理課長は，所長，原子炉主任技術者お

よび関係課長に連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止

等の措置について協議する。 

技術計画ＧＭは，内部火災影響評価にて改善すべき知

見が得られた場合には改善策の検討を行う。 

 

また，定期的に内部火災影響評価を実施し，評価結果

に影響がある際は，原子炉施設内の火災に対しても，安

全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合に

は，火災による影響を考慮しても，多重化されたそれぞ

れの系統が同時に機能を失うことなく，原子炉の高温停

止及び冷温停止を達成し維持できることを確認するため

に，内部火災影響評価の再評価を実施する。 

 

（イ）外部火災影響評価 

技術計画ＧＭは，評価条件を定期的に確認し，評価結果

に影響がある場合は，発電所敷地内外で発生する火災が

外部事象防護対象施設へ影響を与えないこと及び火災の

二次的影響に対する適切な防護対策が施されていること

を確認するために，外部火災影響評価の再評価を実施す

る。 

 

１．６ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，１．１項から１．５項の活動の実施結果につ

いて，防災安全ＧＭに報告する。 

（２）防災安全ＧＭは，１．１項から１．５項の活動の実施結

果を取りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行うとと

もに，評価結果に基づき，より適切な活動となるように必

要に応じて，火災防護計画の見直しを行う。 

 

１．７ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，火災の影響により，原子炉施設の保安に重大な

影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉を所

管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管

理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡する

とともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協議す

る。 

 

 

 

課長（保修管理）は，内部火災影響評価にて改善

すべき知見が得られた場合には改善策の検討を行

う。 

また，定期的に内部火災影響評価を実施し，評価

結果に影響がある際は，原子炉施設内の火災に対し

ても，安全保護系および原子炉停止系の作動が要求

される場合には，火災による影響を考慮しても，多

重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うこと

なく，原子炉の高温停止および冷温停止を達成し維

持できることを確認するために，内部火災影響評価

の再評価を実施する。 

（イ）外部火災影響評価 

課長（保修管理）は，評価条件を定期的に確認し，

評価結果に影響がある場合は，発電所敷地内外で発

生する火災が外部事象防護対象施設へ影響を与え

ないことおよび火災の二次的影響に対する適切な

防護対策が施されていることを確認するために，外

部火災影響評価の再評価を実施する。 

 

１．６ 定期的な評価 

（１）各課長は，１．１項から１．５項の活動の実施結果につ

いて，課長（保修管理）に報告する。 

（２）課長（保修管理）は，１．１項から１．５項の活動の実

施結果を取りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行う

とともに，評価結果に基づき，より適切な活動となるよう

に必要に応じて，火災防護計画の見直しを行う。 

 

１．７ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，火災の影響により，原子炉施設の保安に重大な影

響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじめ定めら

れた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長および総務

課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所長，原子炉主

任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・環境管理部長

および保修部長と原子炉停止等の措置について協議する。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．内部溢水 

防災課長は，溢水発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備として，次の２．１項から２．４項を含

む計画を策定し，所長の承認を得る。また，各課長は，計画に

基づき，溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

 

２．１ 要員の配置 

防災課長は，原子力災害が発生するおそれがある場合または

発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な要員を配置す

る。 

 

２．２ 教育訓練の実施 

溢水発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施

する。 

（１）防災課長は，全所員に対して，溢水全般（評価内容なら

びに溢水経路，防護すべき設備，水密扉および堰等の設置

の考え方等）の運用管理に関する教育訓練を実施する。 

 

（２）発電管理課長は，運転員に対して，溢水発生時の運転操

作等に関する教育訓練を実施する。 

 

２．３ 資機材の配備 

各課長は，溢水発生時に使用する資機材を配備する。 

 

２．４ 手順書の整備 

（１）防災課長は，溢水発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制の整備として，以下の活

動を実施することを品質マネジメント文書に定める。 

 

ａ．溢水発生時の措置に関する手順 

（ａ）発電課長は，想定破損による溢水，消火水の放水

による溢水，地震起因による溢水およびその他の要

因による溢水が発生した場合の措置を行う。 

（ｂ）発電課長は，燃料プール冷却浄化系または燃料プ

ール補給水系が機能喪失した場合，残留熱除去系に

よる使用済燃料プールの注水および冷却の措置を行

２．内部溢水 

技術計画ＧＭは，溢水発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備として，次の２．１項から２．４項

を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得る。また，各Ｇ

Ｍは，計画に基づき，溢水発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施す

る。 

 

２．１ 要員の配置 

防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場合又

は発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な要員を配置

する。 

 

２．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，溢水発生時の対応に関する以下の教育訓練

を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，溢水全般（評価内容並びに溢水経路，

防護すべき設備，水密扉及び堰等の設置の考え方等）の運

用管理に関する教育訓練を実施する。 

 

（２）運転員に対して，溢水発生時の運転操作等に関する教育

訓練を実施する。 

 

２．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，溢水発生時に使用する資機材を配備する。 

 

２．４ 手順書の整備 

（１）発電ＧＭ及び技術計画ＧＭは，溢水発生時における原子

炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整

備として，以下の活動を実施することをマニュアルに定め

る。 

ア．溢水発生時の措置に関する手順 

（ア）当直長は，想定破損による溢水，消火水の放水に

よる溢水，地震起因による溢水及びその他の要因に

よる溢水が発生した場合の措置を行う。 

（イ）当直長は，燃料プール冷却浄化系やサプレッショ

ンプール浄化系が機能喪失した場合，残留熱除去系

による使用済燃料プールの注水及び冷却の措置を行

２．内部溢水 

課長（技術）は，溢水発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備として，次の２．１項から２．４項

を含む計画を策定し，技術部長の確認，所長の承認を得る。ま

た，各課長は，計画に基づき，溢水発生時における原子炉施設

の保全のための活動を行うために必要な体制および手順の整

備を実施する。 

 

２．１ 要員の配置 

課長（技術）は，原子力災害が発生するおそれがある場合ま

たは発生した場合に備え，第１０７条に定める必要な要員を配

置する。 

 

２．２ 教育訓練の実施 

溢水発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施

する。 

（１）課長（保修技術）は，全所員に対して，溢水全般（評価

内容ならびに溢水経路，防護すべき設備，水密扉および堰

等の設置の考え方等）の運用管理に関する教育訓練を実施

する。 

（２）課長（第一発電）は，運転員に対して，溢水発生時の運

転操作等に関する教育訓練を実施する。 

 

２．３ 資機材の配備 

各課長は，溢水発生時に使用する資機材を配備する。 

 

２．４ 手順書の整備 

（１）課長（第一発電）および課長（保修技術）は，溢水発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な体制の整備として，以下の活動を実施することを手

順書に定める。 

ア．溢水発生時の措置に関する手順 

（ア）当直長は，想定破損による溢水，消火水の放水に

よる溢水，地震起因による溢水およびその他の要因

による溢水が発生した場合の措置を行う。 

（イ）当直長は，燃料プール冷却系や燃料プール補給水

系が機能喪失した場合，残留熱除去系による燃料プ

ールの注水および冷却の措置を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

う。 

ｂ．運転時間実績管理 

防災課長は，運転実績（高エネルギー配管として運転

している割合が当該系統の運転している時間の２％また

はプラント運転期間の１％より小さい）により，低エネ

ルギー配管としている系統についての運転時間実績管理

を行う。 

ｃ．水密扉の閉止状態の管理 

発電課長は，中央制御室等において水密扉監視設備等

の警報監視により，必要な水密扉の閉止状態の確認を行

う。また，各課長は，水密扉開放後の確実な閉止操作お

よび閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作

を行う。 

ｄ．屋外タンクの水量の管理 

防災課長は，防護すべき設備が設置される建屋へ過度

の溢水が流入し伝播することを防ぐため，必要な屋外タ

ンク（再生純水タンク，Ｎｏ.１サプレッションプール水

貯蔵タンク，２号復水浄化系復水脱塩装置苛性ソーダ貯

槽，２号復水浄化系復水脱塩装置硫酸貯槽，２号硫酸計

量槽，３号各種薬液貯蔵および移送系硫酸貯槽，３号各

種薬液貯蔵および移送系苛性ソーダ貯槽）の水量を常時

管理する。 

 

ｅ．溢水発生時の原子炉施設への影響確認に関する手順 

各課長は，原子炉施設に溢水が発生した場合は，事象

収束後，原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，

その結果を所長および原子炉主任技術者に報告する。 

 

 

 

 

ｆ．排水誘導経路に対する管理 

発電課長は，排水を期待する設備等の状態監視を行う。

また，防災課長は，排水を期待する箇所からの排水を阻

害する要因に対し，それを防止するための管理を行う。 

 

 

 

う。 

イ．運転時間実績管理 

技術計画ＧＭは，運転実績（高エネルギー配管として

運転している割合が当該系統の運転している時間の２％

又はプラント運転期間の１％より小さい）により，低エ

ネルギー配管としている系統についての運転時間実績管

理を行う。 

ウ．水密扉の閉止状態の管理 

当直長は，中央制御室等において水密扉監視設備等の

警報監視により，必要な水密扉の閉止状態の確認を行う。

また，各ＧＭは，水密扉開放後の確実な閉止操作及び閉

止されていない状態が確認された場合の閉止操作を行

う。 

エ．屋外タンクの片側運用の管理 

当直長は，防護すべき設備が設置される建屋へ過度の

溢水が流入し伝播することを防ぐため，ろ過水タンク及

び純水タンクを常時一基隔離し，片側運用とする。 

 

 

 

 

 

 

オ．溢水発生時の原子炉施設への影響確認に関する手順 

各ＧＭは，原子炉施設に溢水が発生した場合は，事象

収束後，原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，

その結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

カ．蒸気漏えいに対する管理 

当直長は，原子炉建屋内における所内蒸気系漏えいに

よる影響の発生を防止するための管理を行う。 

キ．排水誘導経路に対する管理 

当直長は，排水を期待する設備の状態監視を行う。ま

た，技術計画ＧＭは，排水を期待する箇所からの排水を

阻害する要因に対し，それを防止するための管理を行う。 

 

 

 

 

イ．運転時間実績管理 

課長（保修技術）は，運転実績（高エネルギ配管とし

て運転している割合が当該系統の運転している時間の

２％またはプラント運転期間の１％より小さい）により，

低エネルギ配管としている系統についての運転時間実績

管理を行う。 

ウ．水密扉の閉止状態の管理 

当直長は，中央制御室等において水密扉監視設備等の

警報監視により，必要な水密扉の閉止状態の確認を行う。

また，各課長または当直長は，水密扉開放後の確実な閉

止操作および閉止されていない状態が確認された場合の

閉止操作を行う。 

エ．屋外タンクの運用の管理 

各課長または当直長は，防護すべき設備が設置される

建物等へ溢水が流入することを防ぐため，１号処理水受

入タンク，１号補助サージタンク，３号代替注水槽，３

号地上式淡水タンク（Ａ）（Ｂ）および３号補助消火水槽

（Ａ）（Ｂ）を空運用とする。また,１号復水貯蔵タンク

の保有水量を 500ｍ３，２号復水貯蔵タンク，２号補助復

水貯蔵タンクおよび２号トーラス水受入タンクの保有水

量を 1800ｍ３，３号復水貯蔵タンクおよび３号補助復水

貯蔵タンクの保有水量を 1600ｍ３に制限する。 

オ．溢水発生時の原子炉施設への影響確認に関する手順 

各課長または当直長は，原子炉施設に溢水が発生した

場合は，事象収束後，原子炉施設の損傷の有無を確認す

るとともに，その結果を所長および原子炉主任技術者に

報告する。 

カ．蒸気漏えいに対する管理 

各課長は，原子炉建物内における所内蒸気系漏えいに

よる影響の発生を防止するための管理を行う。 

キ．排水誘導経路に対する管理 

当直長は，排水を期待する設備の状態監視を行う。ま

た，課長（保修技術）は，排水を期待する箇所からの排

水を阻害する要因に対し，それを防止するための管理を

行う。 

ク．排水作業に関する手順 

当直長または各課長は，溢水発生後の滞留区画等での

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，屋外タン

クの常時一基隔離に

よる片側運用を実施

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根では，蒸気漏え

いに対する対策およ

び管理を実施 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，溢水発生
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

ｇ．定事検停止時等における運用管理 

防災課長は，定事検停止時等の作業に伴う防護対象設

備の不待機や扉の開放等，影響評価上設定したプラント

状態の一時的な変更時においても，その状態を踏まえた

必要な安全機能が損なわれないよう管理を行う。 

 

ｈ．施設管理，点検 

（ａ）各課長は，配管の想定破損評価において，応力評

価の結果により破損形状の想定を行う配管は，評価

結果に影響するような減肉がないことを確認するた

めに，継続的な肉厚管理を行う。 

（ｂ）各課長は，浸水防護設備を維持するため，施設管

理計画に基づき適切に施設管理，点検を実施すると

ともに，必要に応じ補修を行う。 

ｉ．溢水評価条件の変更の要否を確認する手順 

防災課長は，各種対策設備の追加および資機材の持ち

込み等により評価条件に見直しがある場合，都度，溢水

評価への影響確認を行う。 

ｊ．Ｂ，Ｃクラス機器運用管理 

各課長は，地震起因による溢水において，溢水源とな

る機器のうち運用によって溢水を考慮しない機器（ＣＲ

Ｄ自動交換機制御室，ＩＳＩおよびＰＣＶ Ｌ/Ｔ室，脱

衣エリア，下足エリア，女性用更衣室エリアおよび女性

用脱衣手洗いエリアの各ファンコイルユニット）につい

て，常時，系統運用を停止し，隔離（水抜き）する。 

ｋ．排水手順 

各課長は，溢水発生後，滞留区画等の排水作業を行う。 

 

 

 

２．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，２．１項から２．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，防災課長に報告する。 

（２）防災課長は，各課長からの報告を受け，必要に応じて，

計画の見直しを行う。 

 

ク．定事検停止時等における運用管理 

原子炉安全ＧＭは，定事検停止時等の作業に伴う防護

対象設備の不待機や扉の開放等，影響評価上設定したプ

ラント状態の一時的な変更時においても，その状態を踏

まえた必要な安全機能が損なわれないよう管理を行う。 

 

ケ．施設管理，点検 

（ア）各ＧＭは，配管の想定破損評価において，応力評

価の結果により破損形状の想定を行う配管は，評価

結果に影響するような減肉がないことを確認するた

めに，継続的な肉厚管理を行う。 

（イ）各ＧＭは，浸水防護施設を維持するため，施設管

理計画に基づき適切に施設管理，点検を実施すると

ともに，必要に応じ補修を行う。 

コ．溢水評価条件の変更の要否を確認する手順 

技術計画ＧＭは，各種対策設備の追加及び資機材の持

ち込み等により評価条件に見直しがある場合，都度，溢

水評価への影響確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，２．１項から２．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

排水作業を行う。 

ケ．定期事業者検査停止時等における運用管理 

課長（保修技術）は，定期事業者検査停止時等の作業

に伴う防護すべき設備の不待機，扉の開放，堰の取り外

し等，影響評価上設定したプラント状態の一時的な変更

時においても，その状態を踏まえた必要な安全機能が損

なわれないよう管理を行う。 

コ．施設管理，点検 

（ア）各課長は，配管の想定破損評価において，応力評

価の結果により破損形状の想定を行う配管は，評価

結果に影響するような減肉がないことを確認するた

めに，継続的な肉厚管理を行う。 

（イ）各課長は，浸水防護施設を維持するため，施設管

理計画に基づき適切に施設管理，点検を実施すると

ともに，必要に応じ補修を行う。 

サ．溢水評価条件の変更の要否を確認する手順 

課長（保修技術）は，各種対策設備の追加および資機

材の持ち込み等により評価条件に見直しがある場合，都

度，溢水評価への影響確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，２．１項から２．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，課長（技術）に報告する。 

（２）課長（技術）は，各課長からの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

後の排水作業を明確

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根で運用管理する

のは屋外タンクのみ

であり，前段（エ．屋

外タンクの運用の管

理）に記載 

 

【女川との相違】 

・島根では，前段（ク．

排水作業に関する手

順）に記載 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

２．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

発電課長は，溢水の影響により，原子炉施設の保安に重大

な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，発電管理課

長に報告する。発電管理課長は，所長，原子炉主任技術者お

よび関係課長に連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止

等の措置について協議する。 

２．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，溢水の影響により，原子炉施設の保安に重大な影

響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉を所管す

る運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管理部長

は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，

必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

２．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，溢水の影響により，原子炉施設の保安に重大な影

響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじめ定めら

れた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長および総務

課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所長，原子炉主

任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・環境管理部長

および保修部長と原子炉停止等の措置について協議する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

３．火山影響等，積雪 

防災課長は，火山影響等および積雪発生時における原子炉

施設の保全のための活動を行う体制の整備として，次の３．

１項から３．４項を含む計画を策定し，所長の承認を得る。

また，各課長は，計画に基づき，火山影響等および積雪発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必

要な体制および手順の整備を実施する。 

３．１ 要員の配置 

（１）防災課長は，災害（原子力災害を除く。）が発生するお

それがある場合または発生した場合に備え，必要な要員を

配置する。 

（２）防災課長は，原子力災害が発生するおそれがある場合ま

たは発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な要員

を配置する。 

また，所長は，降灰予報等により女川原子力発電所を含

む地域（女川町，石巻市）への多量の降灰が予想される場

合，品質マネジメント文書に定める組織の要員を参集して

活動する。 

なお，休日，時間外（夜間）においては，第１２条に定

める重大事故等の対応を行う要員を活用する。 

３．２ 教育訓練の実施 

火山影響等および積雪発生時の対応に関する以下の教育

訓練を定期的に実施する。 

（１）防災課長は，全所員に対して，火山影響等および積雪発

生時に対する運用管理に関する教育訓練を実施する。 

（２）発電管理課長は，運転員に対して，火山影響等発生時の

運転操作等に関する教育訓練を実施する。 

 

 

（３）防災課長は，重大事故等対応要員に対して，火山影響等

発生時の非常用ディーゼル発電機（Ａ系およびＢ系）の機

能を維持するための対策等に関する教育訓練を実施する。 

 

３．３ 資機材の配備 

（１）各課長は，降下火砕物の除去等の屋外作業時に使用する

道具，防護具等を配備する。 

（２）原子炉課長は，火山影響等発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な非常用ディーゼル

発電機（Ａ系およびＢ系）の吸気流路への着脱可能なフィ

ルタ（１５０メッシュ。以下「火山灰フィルタ」という。）

その他の必要な資機材を配備する。 

（３）防災課長は，火山影響等発生時における原子炉施設の保

全のための活動を行うために必要な電源車（緊急時対策所

用）の着脱可能なフィルタ（３００メッシュ。以下「フィ

ルタコンテナ」という。）ならびに緊急時対策所の居住性

確保および通信連絡設備の確保に必要な資機材を配備す

３．火山影響等，積雪 

技術計画ＧＭは，火山影響等及び積雪発生時における原子

炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として，次の

３．１項から３．４項を含む計画を策定し，安全総括部長の

承認を得る。また，各ＧＭは，計画に基づき，火山影響等及

び積雪発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

３．１ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生す

るおそれがある場合又は発生した場合に備え，必要な要員

を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場

合又は発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な要

員を配置する。 

また，所長は，降灰予報等により柏崎刈羽原子力発電所

を含む地域（柏崎市，刈羽村）への多量の降灰が予想され

る場合，マニュアルに定める組織の要員を参集して活動す

る。 

なお，休日，時間外（夜間）においては，第１２条に定

める重大事故等の対応を行う要員を活用する。 

３．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，火山影響等及び積雪発生時の対応に関

する以下の教育訓練を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，火山影響等及び積雪発生時に対する運

用管理に関する教育訓練を実施する。 

（２）運転員に対して，火山影響等発生時の運転操作等に係る

手順に関する教育訓練を実施する。 

（３）各グループ員に対して，降下火砕物防護対策施設の施設

管理，点検に関する教育訓練を実施する。 

（４）緊急時対策要員に対して，火山影響等発生時の非常用デ

ィーゼル発電機の機能を維持するための対策等に関する

教育訓練を実施する。 

 

３．３ 資機材の配備 

（１）各ＧＭは，降下火砕物の除去等の屋外作業時に使用する

道具や防護具等を配備する。 

（２）原子炉ＧＭは，火山影響等発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な非常用ディーゼル

発電機の着脱可能なフィルタ（２００メッシュ。以下「改

良型フィルタ」という。）その他必要な資機材を配備する。 

 

 

 

 

 

 

３．火山影響等，積雪 

課長（技術）は，火山影響等および積雪発生時における原

子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として，次の

３．１項から３．４項を含む計画を策定し，技術部長の確認，

所長の承認を得る。また，各課長は，計画に基づき，火山影

響等および積雪発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

３．１ 要員の配置 

（１）課長（技術）は，災害（原子力災害を除く。）が発生す

るおそれがある場合または発生した場合に備え，必要な要

員を配置する。 

（２）課長（技術）は，原子力災害が発生するおそれがある場

合または発生した場合に備え，第１０７条に定める必要な

要員を配置する。 

また，所長は，降灰予報等により島根原子力発電所を含

む地域（松江市）への多量の降灰が予想される場合，手順

書に定める組織の要員を参集して活動する。 

 

なお，休日，時間外（夜間）においては，第１２条に定

める重大事故等の対応を行う要員を活用する。 

３．２ 教育訓練の実施 

火山影響等および積雪発生時の対応に関する以下の教

育訓練を定期的に実施する。 

（１）課長（技術）は，全所員に対して，火山影響等および積

雪発生時に対する運用管理に関する教育訓練を実施する。 

（２）課長（第一発電）は，運転員に対して，火山影響等発生

時の運転操作等に係る手順に関する教育訓練を実施する。 

（３）各課長は，所属員に対して，火山防護対策設備の施設管

理，点検に関する教育訓練を実施する。 

（４）課長（技術）は，緊急時対策要員に対して，火山影響等

発生時の非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を除く。）の機能を維持するための対策等

に関する教育訓練を実施する。 

３．３ 資機材の配備 

（１）各課長は，降下火砕物の除去等の屋外作業時に使用する

道具や防護具等を配備する。 

（２）課長（原子炉）は，火山影響等発生時における原子炉施

設の保全のための活動を行うために必要な非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を除

く。）の着脱可能なフィルタ（３００メッシュ。以下「改

良型フィルタ」という。）その他必要な資機材を配備する。 

 

 

 

 

 

TS-78 高濃度火山灰

対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は火山防護対策

設備を有するため教

育訓練に係る内容を

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は高圧発電機車

を建物内に配置し，

フィルタを用いな

い。また，その他の
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

る。 

３．４ 手順書の整備 

防災課長は，火山影響等及び積雪発生時における原子炉

施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備

として，以下の活動を実施することを品質マネジメント文

書に定める。 

（１）降下火砕物の侵入防止 

発電課長は，外気取入口に設置しているバグフィルタ等

の差圧監視および外気取入ダンパの閉止，換気空調系の停

止または事故時運転モードにより建屋内への降下火砕物

の侵入を防止する。 

（２）降下火砕物および積雪の除去作業 

各課長は，降下火砕物の堆積または積雪が確認された場

合は，降下火砕物および積雪より防護すべき屋外の施設な

らびに降下火砕物および積雪より防護すべき施設を内包

する建屋について，堆積により施設に悪影響を及ぼさない

よう降下火砕物および積雪を除去する。 

（３）非常用ディーゼル発電機（Ａ系およびＢ系）の機能を維

持するための対策 

原子炉課長は，火山影響発生時において，非常用ディー

ゼル発電機（Ａ系およびＢ系）の機能を維持するため，非

常用ディーゼル発電機（Ａ系およびＢ系）への火山灰フィ

ルタの取り付けを実施する。 

 

 

 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」または「詳細」）に

より女川原子力発電所を含む地域（女川町，石巻市）への

「多量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表する噴火

に関する火山観測報において地理的領域（発電所敷地から

半径１６０ｋｍ）内の火山に噴火が確認されたが，噴火後

１０分以内に降灰予報が発表されない場合または降下火

砕物による発電所への重大な影響が予想された場合。 

 

（４）高圧代替注水系を用いた炉心を冷却するための対策 

 

発電課長は，火山影響等発生時において外部電源喪失お

よび非常用ディーゼル発電機（Ａ系，Ｂ系および高圧炉心

スプレイ系）が機能喪失し，かつ原子炉隔離時冷却系が機

能喪失した場合は，炉心損傷を防止するため高圧代替注水

系を使用し炉心の冷却を行う。 

 

 

 

３．４ 手順書の整備 

技術計画ＧＭは，火山影響等及び積雪発生時における原

子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制の

整備として，以下の活動を実施することをマニュアルに定

める。 

（１）降下火砕物の侵入防止 

当直長は，外気取入口に設置しているバグフィルタ等の

差圧監視，及び外気取入ダンパの閉止，換気空調系の停止

又は再循環運転により建屋内への降下火砕物の侵入を防

止する。 

（２）降下火砕物及び積雪の除去作業 

各ＧＭは，降下火砕物の堆積又は積雪が確認された場合

は，降下火砕物及び積雪より防護すべき屋外の施設，並び

に降下火砕物及び積雪より防護すべき施設を内包する建

屋について，堆積により施設に悪影響を及ぼさないよう降

下火砕物及び積雪を除去する。 

（３）非常用ディーゼル発電機の機能を維持するための対策 

 

火山影響発生時において，非常用ディーゼル発電機の機

能を維持するため，非常用ディーゼル発電機への改良型フ

ィルタの取付を実施する。 

 

 

 ア．非常用ディーゼル発電機への改良型フィルタ取付 

 

原子炉ＧＭは，フィルタの取付が容易な改良型フィルタ

を取り付ける。 

（ア）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）に

より柏崎刈羽原子力発電所を含む地域（柏崎市，刈羽村）

への「多量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表す

る噴火に関する火山観測報において，地理的領域（発電

所敷地から半径１６０ｋｍ）内の火山に噴火が確認され

たが，噴火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合

又は降下火砕物による発電所への重大な影響が予想され

た場合 

（４）高圧代替注水系ポンプを用いた炉心を冷却するための対

策 

火山影響等発生時において外部電源喪失及び非常用デ

ィーゼル発電機が機能喪失し，かつ原子炉隔離時冷却系が

機能喪失した場合は，炉心損傷を防止するため高圧代替注

水系ポンプを使用し炉心の冷却を行う。 

 

ア．高圧代替注水系ポンプを用いた炉心冷却 

当直長は，原子炉隔離時冷却系による注水ができない場

 

３．４ 手順書の整備 

課長（技術）は，火山影響等および積雪発生時における

原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制

の整備として，以下の活動を実施することを手順書に定め

る。 

（１）降下火砕物の侵入防止 

当直長は，外気取入口に設置しているバグフィルタ等の

差圧監視および給気隔離弁の閉止，空調換気設備の停止ま

たは系統隔離運転モードにより建物内への降下火砕物の

侵入を防止する。 

（２）降下火砕物および積雪の除去作業 

各課長は，降下火砕物の堆積または積雪が確認された場

合は，降下火砕物および積雪より防護すべき屋外の施設，

ならびに降下火砕物および積雪より防護すべき施設を内

包する建物等について，堆積により施設に悪影響を及ぼさ

ないよう降下火砕物および積雪を除去する。 

（３）非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を除く。）の機能を維持するための対策 

火山影響等発生時において，非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を除く。）の機能

を維持するため，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を除く。）への改良型フィルタの

取付けを実施する。 

ア．非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を除く。）への改良型フィルタ取付け 

課長（原子炉）は，フィルタの取付けが容易な改良型フ

ィルタを取り付ける。 

（ア）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」または「詳細」）

により島根原子力発電所を含む地域（松江市）への「多

量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表する噴火に

関する火山観測報において，地理的領域（発電所敷地か

ら半径１６０ｋｍ）内の火山に噴火が確認されたが，噴

火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合または降

下火砕物による発電所への重大な影響が予想された場合 

 

（４）高圧原子炉代替注水系を用いた炉心を冷却するための対

策 

火山影響等発生時において外部電源喪失および非常用

ディーゼル発電機が機能喪失し，かつ原子炉隔離時冷却系

が機能喪失した場合は，炉心損傷を防止するため高圧原子

炉代替注水系を使用し炉心の冷却を行う。 

 

ア．高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却 

当直長は，原子炉隔離時冷却系による注水ができない場

資機材は３．３（１）

に記載 

TS-78 高濃度火山

灰対応について参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根は防護すべき施

設を内包する屋外土

木構造物を含むた

め，「建物等」と記載 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・文章構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・文章構成の相違 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

ａ．手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常

用ディーゼル発電機（Ａ系，Ｂ系および高圧炉心スプレイ

系）３台がともに機能喪失し，かつ原子炉隔離時冷却系が

機能喪失した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）原子炉隔離時冷却系を用いた炉心の著しい損傷を防止す

るための対策 

発電課長は，火山影響等発生時において外部電源喪失お

よび非常用ディーゼル発電機（Ａ系，Ｂ系および高圧炉心

スプレイ系）が機能喪失した場合は，炉心損傷を防止する

ため原子炉隔離時冷却系を使用し炉心の冷却を行う。 

 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常

用ディーゼル発電機（Ａ系，Ｂ系および高圧炉心スプレイ

系）３台がともに機能喪失した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）緊急時対策所の居住性確保に関する対策 

各課長は，火山影響等発生時において緊急時対策建屋内

の扉を開放することにより緊急時対策所の居住性を確保

する。 

 

 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」または「詳細」）に

より女川原子力発電所を含む地域（女川町，石巻市）への

「多量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表する噴火

に関する火山観測報において地理的領域（発電所敷地から

合は，高圧代替注水系ポンプを用いた炉心冷却を行う。 

（ア）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非

常用ディーゼル発電機３台がともに機能喪失し，かつ原

子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合 

 

イ．フィルタ装置水位調整準備（排水ポンプ水張り） 

緊急時対策本部は,残留熱除去系の機能喪失による格納

容器圧力の上昇に備え,格納容器ベント準備作業としてフ

ィルタ装置水位調整準備（排水ポンプ水張り）を実施する。 

（ア）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非

常用ディーゼル発電機３台がともに機能喪失した場合 

（５）原子炉隔離時冷却系ポンプを用いた炉心の著しい損傷を

防止するための対策 

火山影響等発生時において外部電源喪失及び非常用デ

ィーゼル発電機が機能喪失した場合は，炉心損傷を防止す

るため原子炉隔離時冷却系ポンプを使用し炉心の冷却を

行う。 

ア．原子炉隔離時冷却系ポンプを用いた炉心冷却 

当直長は，原子炉隔離時冷却系ポンプを用いた炉心冷却

を行う。 

（ア）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非

常用ディーゼル発電機３台がともに機能喪失した場合 

 

イ．フィルタ装置水位調整準備（排水ポンプ水張り） 

緊急時対策本部は,残留熱除去系の機能喪失による格納

容器圧力の上昇に備え,格納容器ベント準備作業としてフ

ィルタ装置水位調整準備（排水ポンプ水張り）を実施する。 

（ア）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非

常用ディーゼル発電機３台がともに機能喪失した場合 

（６）緊急時対策所の居住性確保に関する対策 

火山影響等発生時において５号炉原子炉建屋内緊急時

対策所扉を開放することにより緊急時対策所の居住性を

確保する。 

ア．緊急時対策所の居住性確保 

各ＧＭは，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所扉を開放す

る。 

 

（ア）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）に

より柏崎刈羽原子力発電所を含む地域（柏崎市，刈羽村）

への「多量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表す

る噴火に関する火山観測報において，地理的領域（発電

合は，高圧原子炉代替注水系を用いた炉心冷却を行う。 

（ア）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非

常用ディーゼル発電機３台がともに機能喪失し，かつ原

子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）原子炉隔離時冷却系を用いた炉心の著しい損傷を防止す

るための対策 

火山影響等発生時において外部電源喪失および非常用

ディーゼル発電機が機能喪失した場合は，炉心損傷を防止

するため原子炉隔離時冷却系を使用し炉心の冷却を行う。 

 

ア．原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却 

当直長は，原子炉隔離時冷却系を用いた炉心冷却を行

う。 

（ア）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において外部電源喪失が発生し，非

常用ディーゼル発電機３台がともに機能喪失した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）緊急時対策所の居住性確保に関する対策 

火山影響等発生時において緊急時対策所扉を開放する

ことにより緊急時対策所の居住性を確保する。 

 

ア．緊急時対策所の居住性確保 

各課長は，緊急時対策所扉の開放により居住性を確保

し，降下火砕物の侵入を防止するため，仮設フィルタを設

置する。 

（ア）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」または「詳細」）

により島根原子力発電所を含む地域（松江市）への「多

量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表する噴火に

関する火山観測報において，地理的領域（発電所敷地か

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は解析の結果，

格納容器フィルタベ

ント系の使用を想定

しないため記載して

いない 

TS-78 高濃度火山

灰対応について参照 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・文章構成の相違 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は解析の結果，

格納容器フィルタベ

ント系の使用を想定

しないため記載して

いない 

TS-78 高濃度火山

灰対応について参照 

 

 

 

【女川との相違】 

・文章構成の相違 

【島根固有】 

・島根は扉部分に仮設

フィルタを設置 

TS-78 高濃度火山

灰対応について参照 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

半径１６０ｋｍ）内の火山に噴火が確認されたが噴火後１

０分以内に降灰予報が発表されない場合または降下火砕

物による発電所への重大な影響が予想された場合。 

 

（７）通信連絡設備に関する対策 

火山影響等発生時における通信連絡について，降下火砕

物の影響を受けない有線系の設備を複数手段確保するこ

とにより機能を確保する。非常用ディーゼル発電機（Ｂ系）

の機能が喪失した場合においては，電源車（緊急時対策所

用）から緊急時対策所内の通信連絡設備へ給電する。 

 

 

火山影響等発生時にはフィルタの取替え・清掃が容易な

フィルタコンテナを接続する。 

ａ．電源車（緊急時対策所用）による給電準備 

 

防災課長は，火山影響発生時において，電源車（緊急時

対策所用）の機能を維持するため，電源車（緊急時対策所

用）へのフィルタコンテナの取り付けを実施する。 

（ａ）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」または「詳細」）

により女川原子力発電所を含む地域（女川町，石巻市）

への「多量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表す

る噴火に関する火山観測報において，地理的領域（発電

所敷地から半径１６０ｋｍ）内の火山に噴火が確認され

たが噴火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合ま

たは降下火砕物による発電所への重大な影響が予想され

た場合。 

ｂ．電源車（緊急時対策所用）による給電開始 

 

防災課長は，電源車（緊急時対策所用）からの給電準備

を行ったのち給電を開始する。 

（ａ）手順着手の判断基準 

電源車（緊急時対策所用）による給電開始は，火山影

響等発生時において外部電源喪失が発生し，非常用ディ

ーゼル発電機（Ｂ系）からの受電が不能となった場合。 

 

ｃ．電源車（緊急時対策所用）フィルタコンテナのフィルタ

取替え 

防災課長は，電源車（緊急時対策所用）の吸気フィルタ

の閉塞を防止するため，フィルタ取り替えを実施する。 

（ａ）手順着手の判断基準 

火山影響等発生時において電源車（緊急時対策所用）

起動から１１時間を超えた場合。 

 

 

所敷地から半径１６０ｋｍ）内の火山に噴火が確認され

たが，噴火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合

又は降下火砕物による発電所への重大な影響が予想され

た場合 

（７）通信連絡設備に関する対策 

火山影響等発生時における通信連絡について，降下火砕

物の影響を受けない有線系の設備を複数手段確保するこ

とにより機能を確保する。非常用ディーゼル発電機の機能

が喪失した場合においては，７号炉タービン建屋内に配置

した５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備

から５号炉原子炉建屋内緊急時対策所内の通信連絡設備

へ給電する。 

 

 

ア．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の準

備作業 

各ＧＭは，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電

源設備を降下火砕物の影響を受けることのない７号炉タ

ービン建屋内へ移動し準備作業を行う。 

（ア）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」又は「詳細」）に

より柏崎刈羽原子力発電所を含む地域（柏崎市，刈羽村）

への「多量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表す

る噴火に関する火山観測報において，地理的領域（発電

所敷地から半径１６０ｋｍ）内の火山に噴火が確認され

たが，噴火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合

又は降下火砕物による発電所への重大な影響が予想され

た場合 

イ．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備から

の給電作業 

各ＧＭは，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電

源設備からの給電準備を行ったのち給電を開始する。 

（ア）手順着手の判断基準 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備に

よる給電開始は，火山影響等発生時において外部電源喪

失が発生し，非常用ディーゼル発電機からの受電不能と

なった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら半径１６０ｋｍ）内の火山に噴火が確認されたが，噴

火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合または降

下火砕物による発電所への重大な影響が予想された場合 

 

（７）通信連絡設備に関する対策 

火山影響等発生時における通信連絡について，降下火砕

物の影響を受けない有線系の設備を複数手段確保するこ

とにより機能を確保する。非常用ディーゼル発電機Ａ系の

機能が喪失した場合においては，原子炉建物内に配置した

高圧発電機車から緊急時対策所内の通信連絡設備へ給電

する。 

 

 

 

ア．高圧発電機車の準備作業 

 

各課長は，高圧発電機車を降下火砕物の影響を受けるこ

とのない原子炉建物内へ移動し準備作業を行う。 

 

（ア）手順着手の判断基準 

気象庁が発表する降灰予報（「速報」または「詳細」）

により島根原子力発電所を含む地域（松江市）への「多

量」の降灰が予想された場合，気象庁が発表する噴火に

関する火山観測報において，地理的領域（発電所敷地か

ら半径１６０ｋｍ）内の火山に噴火が確認されたが，噴

火後１０分以内に降灰予報が発表されない場合または降

下火砕物による発電所への重大な影響が予想された場合 

 

イ．高圧発電機車からの給電作業 

 

各課長および当直長は，高圧発電機車からの給電準備を

行ったのち給電を開始する。 

（ア）手順着手の判断基準 

高圧発電機車による給電開始は，火山影響等発生時に

おいて外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機

Ａ系からの受電が不能となった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は高圧発電機車

を建物内に配置し，

フィルタを用いない 

TS-78 高濃度火山

灰対応について参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は高圧発電機車

を建物内に配置し，

フィルタを用いない 

TS-78 高濃度火山

灰対応について参照 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

火山影響等発生時の対策における主な作業 

作業 

手順 

№ 

対応手段 要員 
要員

数 
想定時間 

（３） 

非常用ディーゼル

発電機（Ａ系およ

びＢ系）へ火山灰

フィルタ取付け※1 

重大事故

等対応要

員 

４ ６０分 

（４） 
高圧代替注水系を

用いた炉心冷却 

運転員 

（中央制

御室） 

１ １５分 

（５） 

原子炉隔離時冷却

系を用いた炉心冷

却 

運転員 

（中央制

御室） 

１ 速やかに 

（７）ａ．  

ｂ． 

電源車（緊急時対

策所用）による給

電の準備作業およ

び給電開始 

重大事故

等対応要

員 

３ ９０分 

（７）ｃ． 

電源車（緊急時対

策所用）フィルタ

コンテナのフィル

タ取替え 

重大事故

等対応要

員 

２ ５０分 

※１：１班２名で２班が並行で実施する。 

 

（８）代替設備の確保 

各課長は，火山影響等発生時または積雪により，安全施

設の構造健全性が維持できない場合を考慮して，代替設備

による必要な機能の確保，安全上支障のない期間における

補修の実施等により，安全機能を維持する。 

（９）降灰時の原子炉施設への影響確認 

各課長は，降灰が確認された場合は，原子炉施設への影

響を確認するため，降下火砕物より防護すべき施設ならび

に降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋につい

て，点検を行うとともに，その結果を所長および原子炉主

任技術者に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，３．１項から３．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

火山影響等発生時の対策における主な作業 

作業 

手順 

№ 

対応手段 要員 
要員

数 
想定時間 

（３）ア． 

非常用ディーゼル

発電機へ改良型フ

ィルタ取付※1 

緊急時対

策要員 
４ ７０分 

（４）ア． 

高圧代替注水系ポ

ンプを用いた炉心

冷却 

運転員 

（中央制

御室） 

２ １５分 

（５）ア． 

原子炉隔離時冷却

系ポンプを用いた

炉心冷却 

運転員 

（中央制

御室） 

２ 速やかに 

（７）ア．

イ． 

５号炉原子炉建屋

内緊急時対策所用

可搬型電源設備の

準備作業及び給電

作業※２ 

緊急時対

策要員 
６ ８５分 

（４）イ． 

（５）イ． 

フィルタ装置水位

調整準備（排水ポ

ンプ水張り） 

緊急時対

策要員 
２ ６０分 

※１：１班２名で２班が並行で実施する。 

※２：１班２名で３班が並行で実施する。 

 

（８）代替設備の確保 

各ＧＭは，火山影響等発生時又は積雪により，安全施設

の構造健全性が維持できない場合を考慮して，代替設備に

よる必要な機能の確保，安全上支障のない期間における補

修の実施等により，安全機能を維持する。 

（９）降灰時の原子炉施設への影響確認 

各ＧＭは，降灰が確認された場合は，原子炉施設への影

響を確認するため，降下火砕物より防護すべき施設並びに

降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋について，

点検を行うとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術

者に報告する。 

 

 

 

 

（１０）施設管理，点検 

各ＧＭは，降下火砕物防護対策施設について，その要求

機能を維持するため，施設管理計画に基づき適切に施設管

理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

３．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，３．１項から３．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

火山影響等発生時の対策における主な作業 

作業 

手順 

№ 

対応手段 要員 
要員

数 
想定時間 

（３）

ア． 

非常用ディーゼル発電

機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を

除く。）へ改良型フィル

タ取付け※1 

緊急時対

策要員 
８ ４５分 

（４）

ア． 

高圧原子炉代替注水系

を用いた炉心冷却 

運転員 

（中央制

御室） 

１ １０分 

（５）

ア． 

原子炉隔離時冷却系を

用いた炉心冷却 

運転員 

（中央制

御室） 

１ 速やかに 

（７）

ア．

イ． 

高圧発電機車の準備作

業および給電作業 

運転員 

（中央制

御室，現

場），緊急

時対策要

員 

７ 
１時間５

０分 

※１：１班４名で２班が並行で実施する。 

 

 

（８）代替設備の確保 

各課長または当直長は，火山影響等発生時または積雪に

より，安全施設の構造健全性が維持できない場合を考慮し

て，代替設備による必要な機能の確保，安全上支障のない

期間における補修の実施等により，安全機能を維持する。 

（９）降灰時の原子炉施設への影響確認 

各課長または当直長は，降灰が確認された場合は，原子

炉施設への影響を確認するため，降下火砕物より防護すべ

き施設ならびに降下火砕物より防護すべき施設を内包す

る建物等について，点検を行うとともに，その結果を所長

および原子炉主任技術者に報告する。 

 

 

 

 

（10）施設管理，点検 

各課長は，火山防護対策設備について，その要求機能を

維持するため，施設管理計画に基づき適切に施設管理，点

検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

３．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，３．１項から３．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は解析の結果，

格納容器フィルタベ

ント系の使用を想定

しないため記載して

いない 

TS-78 高濃度火山

灰対応について参照 

【女川との相違】 

・島根は高圧発電機車

を建物内に配置し，

フィルタを用いない 

TS-78 高濃度火山

灰対応について参照 

 

・島根は防護すべき施

設を内包する屋外土

木構造物を含むた

め，「建物等」と記載 

 

 

【女川との相違】 

・島根は火山防護対策

設備の有するため，

施設管理，点検に係

る内容を記載 5
5
4



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，防災課長に報告する。 

（２）防災課長は，各課長からの報告を受け，必要に応じて，

計画の見直しを行う。 

３．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

発電課長は，火山影響等および積雪の影響により，原子炉

施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合は，発電管理課長に報告する。発電管理課長は，所長，

原子炉主任技術者および関係課長に連絡するとともに，必要

に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

（１）火山影響等発生時における原子炉停止の判断基準 

ａ．火山影響等発生時において，発電所を含む地域（女川町，

石巻市）に降灰予報「多量」が発表された場合 

ｂ．発電所より半径１６０ｋｍ以内の火山が噴火したが降灰

予報が発表されない場合において，第５８条に定める外部

電源５回線のうち，３回線以上が動作不能となり，動作可

能な外部電源が２回線以下となった場合（送電線の点検時

を含む。）または全ての外部電源が他の回線に対し独立性

を有していない場合 

３．７ その他関連する活動 

（１）原子力部長は，以下の活動を実施することを品質マネジ

メント文書に定める。 

ａ．新たな知見の収集，反映 

原子力部長は，定期的に新たな知見の確認を行い，新た

な知見が得られた場合の火山現象の評価を行い，必要な事

項を適切に反映する。 

 

 

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

３．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，火山影響等及び積雪の影響により，原子炉施

設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合は，当該号炉を所管する運転管理部長に報告する。当

該号炉を所管する運転管理部長は，所長，原子炉主任技術

者及び関係ＧＭに連絡するとともに，必要に応じて原子炉

停止等の措置について協議する。 

 

（１）火山影響等発生時における原子炉停止の判断基準 

ア．火山影響等発生時において，発電所を含む地域（柏崎市，

刈羽村）に降灰予報「多量」が発表された場合 

イ．発電所より半径１６０ｋｍ以内の火山が噴火したが，降

灰予報が発表されない場合において，保安規定第５８条の

３に定める外部電源５回線のうち，３回線以上が動作不能

となり，動作可能な外部電源が２回線以下となった場合

（送電線の点検時を含む。）又は全ての外部電源が他の回

線に対し独立性を有していない場合 

３．７ その他関連する活動 

（１）原子力設備管理部長は，以下の活動を実施することをマ

ニュアルに定める。 

ア．新たな知見の収集，反映 

原子力設備管理部長は，定期的に新たな知見の確認を行

い，新たな知見が得られた場合の火山現象の評価を行い，

必要な事項を適切に反映する。 

 

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，課長（技術）に報告する。 

（２）課長（技術）は，各課長からの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

３．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，火山影響等および積雪の影響により，原子炉

施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断し

た場合は，あらかじめ定められた経路に従い，所長，原子

炉主任技術者，各部長および総務課長に連絡する。発電部

長は，必要に応じて，所長，原子炉主任技術者，品質保証

部長，技術部長，廃止措置・環境管理部長および保修部長

と原子炉停止等の措置について協議する。 

（１）火山影響等発生時における原子炉停止の判断基準 

ア．火山影響等発生時において，発電所を含む地域（松江市）

に降灰予報「多量」が発表された場合 

イ．発電所より半径１６０ｋｍ以内の火山が噴火したが，降

灰予報が発表されない場合において，保安規定第５７条の

３に定める外部電源３回線のうち，１回線以上が動作不能

となり，動作可能な外部電源が２回線以下となった場合

（送電線の点検時を含む。）または全ての外部電源が他の

回線に対し独立性を有していない場合 

３．７ その他関連する活動 

（１）電源事業本部部長（原子力安全技術）は，以下の活動を

実施することを手順書に定める。 

ア．新たな知見の収集，反映 

電源事業本部部長（原子力安全技術）は，定期的に新た

な知見の確認を行い，新たな知見が得られた場合の火山現

象の評価を行い，必要な事項を適切に反映する。 

 

 

5
5
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

４．地 震 

防災課長は，地震発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備として，次の４．１項から４．

４項を含む計画を策定し，所長の承認を得る。また，各課

長は，計画に基づき，地震発生時における原子炉施設の保

全のための活動を行うために必要な体制および手順の整備

を実施する。 

 

４．１ 要員の配置 

（１）防災課長は，災害（原子力災害を除く。）が発生するお

それがある場合または発生した場合に備え，必要な要員

を配置する。 

（２）防災課長は，原子力災害が発生するおそれがある場合

または発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な

要員を配置する。 

（３）防災課長は，地下水位低下設備の機能喪失のおそれが

ある場合または機能喪失した場合に備え，必要な要員を

配置する。 

 

４．２ 教育訓練の実施 

地震発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実

施する。 

（１）防災課長は，全所員に対して，地震発生時の運用管理

に関する教育訓練を実施する。 

（２）発電管理課長は，運転員に対して，地震発生時の運転

操作等に関する教育訓練を実施する。 

 

４．３ 資機材の配備 

（１）各課長は，地震発生時に使用する資機材を配備する。 

（２）防災課長は，地下水位低下設備の機能喪失時における

地下水の排水措置および復旧に使用する資機材を配備す

る。 

 

４．４ 手順書の整備 

（１）防災課長は，地震発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することを品質マネジメント文書に定め

る。 

４．地 震 

技術計画ＧＭは，地震発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備として，次の４．１項から４．

４項を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得る。また，

各ＧＭは，計画に基づき，地震発生時における原子炉施設の

保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備

を実施する。 

 

４．１ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生する

おそれがある場合又は発生した場合に備え，必要な要員を

配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場

合又は発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な要

員を配置する。 

 

 

 

 

４．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，地震発生時の対応に関する以下の教育訓

練を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，地震発生時の運用管理に関する教育訓

練を実施する。 

（２）運転員に対して，地震発生時の運転操作等に関する教育

訓練を実施する。 

 

４．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，地震発生時に使用する資機材を配備する。 

 

 

 

 

４．４ 手順書の整備 

（１）技術計画ＧＭは，地震発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することをマニュアルに定める。 

 

４．地 震 

課長（技術）は，地震発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備として，次の４．１項から４．

４項を含む計画を策定し，技術部長の確認，所長の承認を得

る。また，各課長は，計画に基づき，地震発生時における原

子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制およ

び手順の整備を実施する。 

 

４．１ 要員の配置 

（１）課長（技術）は，災害（原子力災害を除く。）が発生する

おそれがある場合または発生した場合に備え，必要な要員

を配置する。 

（２）課長（技術）は，原子力災害が発生するおそれがある場

合または発生した場合に備え，第１０７条に定める必要な

要員を配置する。 

 

 

 

 

４．２ 教育訓練の実施 

地震発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実

施する。 

（１）課長（技術）は，全所員に対して，地震発生時の運用管

理に関する教育訓練を実施する。 

（２）課長（第一発電）は，運転員に対して，地震発生時の運

転操作等に関する教育訓練を実施する。 

 

４．３ 資機材の配備 

各課長は，地震発生時に使用する資機材を配備する。 

 

 

 

 

４．４ 手順書の整備 

（１）課長（技術）は，地震発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することを手順書に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根の地下水位低下

設備は設置許可基準

規則第 12 条第 2 項

に該当しないため，

地下水位低下設備の

機能喪失は考慮して

いない。 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根の地下水位低下

設備は設置許可基準

規則第 12 条に該当

しないため，保安規

定に定める運転上の

制限は考慮していな

い。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ａ．波及的影響防止に関する手順 

（ａ）各課長は，波及的影響を防止するよう現場を維持す

るため，２号炉の機器設置時の配慮事項等を定めて管

理する。 

（ｂ）各課長は，２号炉の機器・配管等の設置および点検

資材等の仮設・仮置時における，耐震重要施設（耐震

Ｓクラス施設）および常設耐震重要重大事故防止設

備，常設重大事故緩和設備，常設重大事故防止設備

（設計基準拡張）（当該設備が属する耐震重要度分類が

Ｓクラスのもの）または常設重大事故緩和設備（設計

基準拡張）ならびにこれらが設置される重大事故等対

処施設（以下「耐震重要施設等」という。）に対する下

位クラス施設※１の波及的影響（４つの観点※２および溢

水・火災の観点）を防止する。 

 

※１：耐震重要施設等以外の施設をいう。 

※２：４つの観点とは，以下をいう。 

 

ⅰ．設置地盤および地震応答性状の相違等に起因する相対

変位または不等沈下による影響 

ⅱ．耐震重要施設等と下位クラス施設との接続部における

相互影響 

ⅲ．建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒および落

下等による耐震重要施設等への影響 

ⅳ．建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒および落

下等による耐震重要施設等への影響 

ｂ．設備の保管に関する手順 

（ａ）各課長は，２号炉の可搬型重大事故等対処設備につ

いて，地震による周辺斜面の崩壊・溢水・火災等の影

響により重大事故等に対処するために必要な機能を喪

失しないよう，固縛措置，分散配置，転倒防止対策等

による適切な保管がなされていることを確認する。 

（ｂ）各課長は，２号炉の可搬型重大事故等対処設備のう

ち，屋外の車両型設備等について，離隔距離を基に必

要な設備間隔を定め適切な保管がなされていることを

確認する。 

ｃ．地震発生時の原子炉施設への影響確認に関する手順 

各課長は，発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等に

ア．波及的影響防止に関する手順 

（ア）各ＧＭは，波及的影響を防止するよう現場を維持する

ため，７号炉の機器設置時の配慮事項等を定めて管理す

る。 

（イ）各ＧＭは，７号炉の機器・配管等の設置及び点検資材

等の仮設・仮置時における，耐震重要施設（耐震Ｓクラ

ス施設）及び常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大

事故緩和設備，常設重大事故防止設備（設計基準拡張）

（当該設備が属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）

又は常設重大事故緩和設備（設計基準拡張）並びにこれ

らが設置される重大事故等対処施設（以下，「耐震重要施

設等」という。）に対する下位クラス施設※１の波及的影

響（４つの観点※２及び溢水・火災の観点）を防止する。 

 

 

※１：耐震重要施設等以外の施設をいう。  

※２：４つの観点とは，以下をいう。 

 

ａ．設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変

位又は不等沈下による影響 

ｂ．耐震重要施設等と下位クラス施設との接続部における

相互影響 

ｃ．建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

等による耐震重要施設等への影響 

ｄ．建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

等による耐震重要施設等への影響 

イ．設備の保管に関する手順 

（ア）各ＧＭは，７号炉の可搬型重大事故等対処設備につい

て，地震による周辺斜面の崩壊・溢水・火災等の影響に

より重大事故等に対処するために必要な機能を喪失し

ないよう，固縛措置，分散配置，転倒防止対策等による

適切な保管がなされていることを確認する。 

（イ）各ＧＭは，７号炉の可搬型重大事故等対処設備のうち，

屋外の車両型設備等について，離隔距離を基に必要な設

備間隔を定め適切な保管がなされていることを確認す

る。 

ウ．地震発生時の原子炉施設への影響確認に関する手順 

各ＧＭは，発電所周辺のあらかじめ定めた測候所等にお

ア．波及的影響防止に関する手順 

（ア）各課長は，波及的影響を防止するよう現場を維持する

ため，２号炉の機器設置時の配慮事項等を定めて管理す

る。 

（イ）各課長は，２号炉の機器・配管等の設置および点検資

材等の仮設・仮置時における，設計基準対象施設のうち

耐震重要施設（Ｓクラスの施設），その間接支持構造物お

よび屋外重要土木構造物，重大事故等対処施設のうち常

設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和設備お

よび常設重大事故防止設備（設計基準拡張）（当該設備が

属する耐震重要度分類がＳクラスのもの）ならびにこれ

らが設置される常設重大事故等対処施設（以下「耐震重

要施設等」という。）に対する下位クラス施設※１の波及

的影響（４つの観点※２および溢水・火災の観点）を防止

する。 

※１：耐震重要施設等以外の施設をいう。 

※２：４つの観点とは，以下をいう。 

 

ａ．設置地盤および地震応答性状の相違等に起因する相対

変位または不等沈下による影響 

ｂ．耐震重要施設等と下位クラス施設との接続部における

相互影響 

ｃ．建物内における下位クラス施設の損傷，転倒および落

下等による耐震重要施設等への影響 

ｄ．屋外における下位クラス施設の損傷，転倒および落下

等による耐震重要施設等への影響 

イ．設備の保管に関する手順 

（ア）各課長は，２号炉の可搬型重大事故等対処設備につい

て，地震による周辺斜面の崩壊・溢水・火災等の影響に

より重大事故等に対処するために必要な機能を喪失し

ないよう，固縛措置，分散配置，転倒防止対策等による

適切な保管がなされていることを確認する。 

（イ）各課長は，２号炉の可搬型重大事故等対処設備のうち，

屋外の車両型設備等について，離隔距離を基に必要な設

備間隔を定め適切な保管がなされていることを確認す

る。 

ウ．地震発生時の原子炉施設への影響確認に関する手順 

各課長または当直長は，発電所周辺のあらかじめ定めた
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

おいて震度５弱以上の地震が観測された場合，原子炉施

設の損傷の有無を確認するとともに，その結果を所長お

よび原子炉主任技術者に報告する。 

ｄ．代替設備の確保 

各課長は，地震の影響により，安全施設の構造健全性

が維持できない場合を考慮して，代替設備による必要な

機能の確保，安全上支障のない期間における補修の実施

等により，安全機能を維持する。 

ｅ．地下水位低下設備の機能喪失時の対応 

（ａ）発電課長は，防災課長に可搬型ポンプユニットによ

る排水措置を依頼する。また，発電課長は，第５７条

に基づき必要に応じて原子炉を停止する。 

（ｂ）防災課長は，第５７条に基づき可搬型ポンプユニッ

トによる排水措置を実施する。 

（ｃ）防災課長は，屋外排水路の排水異常により，地表面

での滞水が確認された場合は，仮設ホースの敷設等に

よる対応を行い，排水経路の確保を行う。 

ｆ．地下水位上昇時の原子炉施設への影響確認 

各課長は，地下水位が設計用地下水位を超過したおそ

れがあることを確認した場合は，事象収束後，原子炉施

設の損傷の有無を確認するとともに，その結果を所長お

よび原子炉主任技術者に報告する。 

ｇ．地下水位低下設備の施設管理，点検 

原子炉課長，電気課長，計測制御課長および土木課長

は，地下水位低下設備の要求機能を維持するため，施設

管理計画に基づき適切に施設管理，点検を実施するとと

もに，必要に応じ補修を行う。 

ｈ．地下水位低下設備の設計条件の変更の要否確認 

（ａ）土木課長は，地下水位の観測記録を一定期間取得

し，設計用地下水位の妥当性を確認する。 

（ｂ）土木課長は，地下水位に影響を与える大規模な地盤

改良や地中構造物の設置・撤去等を行 

う場合，設計用地下水位への影響確認を行う。 

 

４．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，４．１項から４．４項の活動の実施結果に

ついて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，

評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に

いて震度５弱以上の地震が観測された場合，原子炉施設の

損傷の有無を確認するとともに，その結果を所長及び原子

炉主任技術者に報告する。 

エ．代替設備の確保 

各ＧＭは，地震の影響により，安全施設の構造健全性が

維持できない場合を考慮して，代替設備による必要な機能

の確保，安全上支障のない期間における補修の実施等によ

り，安全機能を維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，４．１項から４．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

測候所等において震度５弱以上の地震が観測された場合，

原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，その結果を

所長および原子炉主任技術者に報告する。 

エ．代替設備の確保 

各課長または当直長は，地震の影響により，安全施設の

構造健全性が維持できない場合を考慮して，代替設備によ

る必要な機能の確保，安全上支障のない期間における補修

の実施等により，安全機能を維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，４．１項から４．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根の地下水位低下

設備は設置許可基準

規則第 12 条第 2 項

に該当しないため，

地下水位低下設備の

機能喪失は考慮して

いない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

応じて，計画の見直しを行い，防災課長に報告する。 

（２）防災課長は，各課長からの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

 

４．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

発電課長は，地震の影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，発電管

理課長に報告する。発電管理課長は，所長，原子炉主任技

術者および関係課長に連絡するとともに，必要に応じて原

子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

 

４．７ その他関連する活動 

（１）２号炉について，原子力部長は，以下の活動を実施す

ることを品質マネジメント文書に定める。 

ａ．新たな知見等の収集，反映 

原子力部長は，定期的に新たな知見の確認を行い，新

たな知見が得られた場合，耐震安全性に関する評価を行

い，必要な事項を適切に反映する。 

ｂ．波及的影響防止 

原子力部長は，４つの観点以外の新たな波及的影響の

観点の抽出を実施する。 

ｃ．地震観測および影響確認 

（ａ）原子力部長は，２号炉の原子炉施設のうち安全上特

に重要なものに対して，地震観測等により振動性状の

把握および土木設備・建築物の機能に支障のないこと

の確認を行うとともに，適切な観測を継続的に実施す

るために，必要に応じ，地震観測網の拡充を計画す

る。 

（ｂ）原子力部長は，２号炉の原子炉施設のうち安全上特

に重要なものに対する振動性状の確認結果を受けて，

その結果をもとに施設の機能に支障のないことを確認

する。 

て，計画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

 

４．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，地震の影響により，原子炉施設の保安に重大な

影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉を所

管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管

理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡する

とともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協議す

る。 

 

 

４．７ その他関連する活動 

（１）７号炉について，原子力設備管理部長は，以下の活動を

実施することをマニュアルに定める。 

ア．新たな知見等の収集，反映 

原子力設備管理部長は，定期的に新たな知見の確認を行

い，新たな知見が得られた場合，耐震安全性に関する評価

を行い，必要な事項を適切に反映する。 

イ．波及的影響防止 

原子力設備管理部長は，４つの観点以外の新たな波及的

影響の観点の抽出を実施する。 

ウ．地震観測及び影響確認 

（ア）原子力設備管理部長は，７号炉の原子炉施設のうち安

全上特に重要なものに対して，地震観測等により振動性

状の把握及び土木設備・建築物の機能に支障のないこと

の確認を行うとともに，適切な観測を継続的に実施する

ために，必要に応じ，地震観測網の拡充を計画する。 

 

（イ）原子力設備管理部長は，７号炉の原子炉施設のうち安

全上特に重要なものに対する振動性状の確認結果を受

けて，その結果をもとに施設の機能に支障のないことを

確認する。 

て，計画の見直しを行い，課長（技術）に報告する。 

（２）課長（技術）は，各課長からの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

 

４．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，地震の影響により，原子炉施設の保安に重大な

影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじめ定

められた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長およ

び総務課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所長，

原子炉主任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・環

境管理部長および保修部長と原子炉停止等の措置について

協議する。 

 

４．７ その他関連する活動 

（１）２号炉について，電源事業本部部長（原子力安全技術）

は，以下の活動を実施することを手順書に定める。 

ア．新たな知見等の収集，反映 

電源事業本部部長（原子力安全技術）は，定期的に新たな

知見の確認を行い，新たな知見が得られた場合，耐震安全

性に関する評価を行い，必要な事項を適切に反映する。 

イ．波及的影響防止 

電源事業本部部長（原子力安全技術）は，４つの観点以

外の新たな波及的影響の観点の抽出を実施する。 

ウ．地震観測および影響確認 

（ア）電源事業本部部長（原子力安全技術）は，２号炉の原

子炉施設のうち安全上特に重要なものに対して，地震観

測等により振動性状の把握および土木設備・建築物の機

能に支障のないことの確認を行うとともに，適切な観測

を継続的に実施するために，必要に応じ，地震観測網の

拡充を計画する。 

（イ）電源事業本部部長（原子力安全技術）は，２号炉の原

子炉施設のうち安全上特に重要なものに対する振動性

状の確認結果を受けて，その結果をもとに施設の機能に

支障のないことを確認する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

５．津 波 

防災課長は，津波発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備として，次の５．１項から５．４項を含

む計画を策定し，所長の承認を得る。また，各課長は，計画に

基づき，津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

 

５．１ 要員の配置 

（１）防災課長は，災害（原子力災害を除く。）が発生するおそ

れがある場合または発生した場合に備え，必要な要員を配

置する。 

（２）防災課長は，原子力災害が発生するおそれがある場合ま

たは発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な要員

を配置する。 

 

５．２ 教育訓練の実施 

津波発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施

する。 

（１）防災課長は，全所員に対して，津波防護の運用管理に関

する教育訓練を実施する。 

（２）発電管理課長は，運転員に対して，津波発生時の運転操

作等に関する教育訓練を実施する。 

（３）各課長は，各所属員に対して，津波防護施設，浸水防止

設備および津波監視設備の施設管理，点検に関する教育訓

練を実施する。 

 

５．３ 資機材の配備 

各課長は，津波発生時に使用する資機材を配備する。 

 

５．４ 手順書の整備 

（１）防災課長は，津波発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制の整備として，以下の活

動を実施することを品質マネジメント文書に定める。 

ａ．津波の襲来が予想される場合の対応 

（ａ）発電課長は，発電所を含む地域に大津波警報が発表

された場合，原子炉を停止し，冷却操作を開始すると

ともに，ⅰ～ⅲ.を実施する。ただし，以下の場合は

５．津 波 

技術計画ＧＭは，津波発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備として，次の５．１項から５．４項

を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得る。 

また，各ＧＭは，計画に基づき，津波発生時における原子炉

施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の

整備を実施する。 

 

５．１ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生する

おそれがある場合又は発生した場合に備え，必要な要員を

配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場

合又は発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な要

員を配置する。 

 

５．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，津波発生時の対応に関する以下の教育訓練

を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，津波防護の運用管理に関する教育訓練

を実施する。 

（２）運転員に対して，津波発生時の運転操作等に関する教育

訓練を実施する。 

（３）各グループ員に対して，津波防護施設，浸水防止設備及

び津波監視設備の施設管理，点検に関する教育訓練を実施

する。 

 

５．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，津波発生時に使用する資機材を配備する。 

 

５．４ 手順書の整備 

（１）技術計画ＧＭは，津波発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することをマニュアルに定める。 

ア．津波の襲来が予想される場合の対応 

（ア）当直長は，発電所を含む地域に大津波警報が発令さ

れた場合，原子炉を停止し，冷却操作を開始する。ま

た，補機取水槽の水位を中央制御室にて監視し，引き

５．津 波 

課長（技術）は，津波発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備として，次の５．１項から５．４項

を含む計画を策定し，技術部長の確認，所長の承認を得る。 

また，各課長は，計画に基づき，津波発生時における原子炉

施設の保全のための活動を行うために必要な体制および手順

の整備を実施する。 

 

５．１ 要員の配置 

（１）課長（技術）は，災害（原子力災害を除く。）が発生する

おそれがある場合または発生した場合に備え，必要な要員

を配置する。 

（２）課長（技術）は，原子力災害が発生するおそれがある場

合または発生した場合に備え，第１０７条に定める必要な

要員を配置する。 

 

５．２ 教育訓練の実施 

津波発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施

する。 

（１）課長（技術）は，全所員に対して，津波防護の運用管理

に関する教育訓練を実施する。 

（２）課長（第一発電）は，運転員に対して，津波発生時の運

転操作等に関する教育訓練を実施する。 

（３）各課長は，所属員に対して，津波防護施設，浸水防止設

備および津波監視設備の施設管理，点検に関する教育訓練

を実施する。 

 

５．３ 資機材の配備 

各課長は，津波発生時に使用する資機材を配備する。 

 

５．４ 手順書の整備 

（１）課長（技術）は，津波発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することを手順書に定める。 

ア．津波の来襲が予想される場合の対応 

（ア）当直長は，発電所を含む地域に大津波警報が発令さ

れた場合，原子炉を停止し，冷却操作を開始するとと

もに，日本海東縁部に想定される地震による津波に対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

その限りではない。 

①大津波警報が誤報であった場合。 

②発電所から遠方で発生した地震に伴う津波であっ

て，津波が到達するまでの間に大津波警報が解除ま

たは見直された場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ.海水ポンプ室の水位を中央制御室にて監視し，引き

波による水位低下を確認した場合，原子炉補機冷却

海水ポンプによる原子炉補機冷却および高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水ポンプによる高圧炉心スプレイ

補機冷却に必要な海水を確保するため，常用系海水

ポンプ（循環水ポンプ）を停止する。 

ⅱ.循環水配管の損傷に伴う海水流入を防止するため，

海水ポンプ室水位を確認し，循環水ポンプの停止お

よび復水器水室出入口弁の閉止を実施する。 

ⅲ.タービン補機冷却海水系配管の損傷に伴う海水流

入を防止するため，海水ポンプ室水位を確認し，タ

ービン補機冷却海水ポンプの停止およびタービン補

機冷却海水ポンプ吐出弁の閉止を実施する。 

（ｂ）各課長は，燃料等輸送船に関し，発電所を含む地域

に津波警報等が発表された場合，荷役作業を中断し，

陸側作業員および輸送物の退避に関する措置を実施

する。 

 

波による水位低下を確認した場合，原子炉補機冷却海

水ポンプによる原子炉補機冷却に必要な海水を確保

するため，常用系海水ポンプ（循環水ポンプ及びター

ビン補機冷却海水ポンプ）を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）各ＧＭは，燃料等輸送船に関し，発電所を含む地域

に津波警報等が発令された場合，荷役作業を中断し，

陸側作業員及び輸送物の退避に関する措置を実施す

る。 

（ウ）土木ＧＭは，浚渫作業で使用する土運船等に関し，

しては，原子炉補機海水ポンプによる原子炉補機冷却

に必要な海水を確保するため，津波到達予想時刻５分

前までに，常用系海水ポンプ（循環水ポンプ）を停止

する。また，取水槽水位を中央制御室にて監視し，引

き波による水位低下を確認した場合，原子炉を停止

し，冷却操作を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）各課長は，燃料等輸送船，その他の作業船，貨物船

等に関し，発電所を含む地域に津波警報等が発令され

た場合，荷役作業を中断し，陸側作業員および輸送物

の退避に関する措置を実施する。また，取水口，津波

防護施設等の機能に影響を及ぼす可能性のある船舶

・島根では，日本海東

縁部に想定される地

震による津波の取水

槽の下降側の評価水

位が原子炉補機海水

ポンプ及び高圧炉心

スプレイ補機海水ポ

ンプの取水可能水位

に対して余裕がない

ため，津波到達予想

時刻の５分前まで

に，常用海水ポンプ

（循環水ポンプ）を

停止する。 

【島根固有】 

・島根では，引き波に

より取水槽水位低下

を確認した場合，原

子炉を停止し，冷却

操作を開始する。 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根では，地震大等

のインターロックに

より循環水系及びタ

ービン補機海水系を

隔離する。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

（ｃ）各課長は，緊急離岸する船側と退避状況に関する情

報連絡を行う。 

 

 

 

 

 

（ｄ）発電課長は，津波監視カメラおよび取水ピット水位

計による津波の襲来状況の監視を実施する。 

ｂ．水密扉の閉止状態の管理 

発電課長は，中央制御室等において水密扉監視設備等

の警報監視により，必要な水密扉の閉止状態の確認を行

う。また，各課長は，水密扉開放後の確実な閉止操作お

よび閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作

を行う。 

ｃ．浸水防止蓋および防潮壁鋼製扉の管理 

各課長は，浸水防止蓋および防潮壁鋼製扉開放後の確

実な閉止操作および閉止されていない状態が確認された

場合の閉止操作を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．２号炉および３号炉のカーテンウォール内への入港管

理 

各課長は，２号炉および３号炉のカーテンウォール内

にはゴムボートのみ入港できるよう運用管理を実施す

る。 

ｅ．津波発生時の原子炉施設への影響確認 

発電所を含む地域に津波警報等が発令された場合，作

業を中断し，陸側作業員の退避に関する措置を実施す

る。また，退避が困難な浚渫船等については，係留等

の措置を実施する。 

（エ）各ＧＭは，緊急離岸する船側と退避状況に関する情

報連絡を行う。 

（オ）各ＧＭは，大湊側護岸部で使用する車両のうち，海

水貯留堰への衝突影響のある車両に関し，発電所を含

む地域に津波警報等が発令された場合，漂流物化防止

対策を実施し，作業員の退避に関する措置を実施す

る。 

（カ）当直長は，津波監視カメラ及び取水槽水位計による

津波の襲来状況の監視を実施する。 

イ. 水密扉の閉止状態の管理 

当直長は，中央制御室等において水密扉監視設備等の

警報監視により，必要な水密扉の閉止状態の確認を行う。

また，各ＧＭは，水密扉開放後の確実な閉止操作及び閉

止されていない状態が確認された場合の閉止操作を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ. 取水槽閉止板の管理 

各ＧＭは，取水槽閉止板を点検等により開放する際の

確実な閉止操作及び閉止されていない状態が確認された

場合の閉止操作を行う。 

 

 

 

 

 

エ．津波発生時の原子炉施設への影響確認 

については，緊急離岸できない場合を想定し，着岸時

には耐震性を有する係船柱への係留を実施する。 

 

 

（ウ）各課長は，緊急離岸する船側と退避状況に関する情

報連絡を行う。 

（エ）各課長は，荷揚場周辺の漂流物となる可能性のある

車両等のうち，取水口，津波防護施設等の機能に影響

を及ぼす可能性のあるものに関し，発電所を含む地域

に津波警報等が発令された場合，漂流物化防止対策を

実施し，作業員の退避に関する措置を実施する。 

（オ）当直長は，津波監視カメラおよび取水槽水位計によ

る津波の来襲状況の監視を実施する。 

イ. 防波扉および水密扉の閉止状態の管理 

当直長は，中央制御室等において水密扉監視設備等の

警報監視により，防波扉および必要な水密扉の閉止状態

の確認を行う。また，各課長または当直長は，防波扉お

よび水密扉開放後の確実な閉止操作および閉止されてい

ない状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．津波発生時の原子炉施設への影響確認 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根では，漂流する

可能性のある車両は

防波壁内へ退避可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根では，浸水防止

蓋を設置しない。ま

た，防波扉に係る運

用は前段（イ．防波

扉および水密扉の閉

止状態の管理）に記

載 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では，取水槽閉

止板を設置しない。 

 

【女川との相違】 

・島根では，カーテン

ウォール内への入港

管理に係る運用はな

い。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

各課長は，発電所を含む地域に大津波警報が発表され

た場合は，事象収束後，原子炉施設の損傷の有無を確認

するとともに，その結果を所長および原子炉主任技術者

に報告する。 

ｆ．施設管理，点検 

各課長は，津波防護施設，浸水防止設備および津波監

視設備について，その要求機能を維持するため，施設管

理計画に基づき適切に施設管理，点検を実施するととも

に，必要に応じ補修を行う。 

ｇ．津波評価条件の変更の要否確認 

（ａ）各課長は，設備改造等を行う場合，都度，津波評価

への影響確認を行う。 

（ｂ）防災課長は，津波評価に係る評価条件を定期的に確

認する。 

ｈ．代替設備の確保 

各課長は，津波の襲来により，安全施設の構造健全性

が維持できない場合を考慮して，代替設備による必要な

機能の確保，安全上支障のない期間における補修の実施

等により，安全機能を維持する。 

 

５．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，５．１項から５．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，防災課長に報告する。 

（２）防災課長は，各課長からの報告を受け，必要に応じて，

計画の見直しを行う。 

 

５．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

発電課長は，津波の影響により，原子炉施設の保安に重大な

影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，発電管理課長に

報告する。発電管理課長は，所長，原子炉主任技術者および関

係課長に連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置

について協議する。 

 

 

５．７ その他関連する活動 

（１）原子力部長は，以下の活動を実施することを品質マネ

各ＧＭは，発電所を含む地域に大津波警報が発令され

た場合は，事象収束後，原子炉施設の損傷の有無を確認

するとともに，その結果を所長及び原子炉主任技術者に

報告する。 

オ．施設管理，点検 

各ＧＭは，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視

設備について，その要求機能を維持するため，施設管理

計画に基づき適切に施設管理，点検を実施するとともに，

必要に応じ補修を行う。 

カ．津波評価条件の変更の要否確認 

（ア）各ＧＭは，設備改造等を行う場合，都度，津波評価

への影響確認を行う。 

（イ）技術計画ＧＭは，津波評価に係る評価条件を定期的

に確認する。 

キ．代替設備の確保 

各ＧＭは，津波の襲来により，安全施設の構造健全性

が維持できない場合を考慮して，代替設備による必要な

機能の確保，安全上支障のない期間における補修の実施

等により，安全機能を維持する。 

 

５．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，５．１項から５．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

 

５．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，津波の影響により，原子炉施設の保安に重大な影

響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉を所管す

る運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運転管理部長

は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡するとともに，

必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

５．７ その他関連する活動 

（１）原子力設備管理部長は，以下の活動を実施することをマ

各課長または当直長は，発電所を含む地域に大津波警

報が発令された場合は，事象収束後，原子炉施設の損傷

の有無を確認するとともに，その結果を所長および原子

炉主任技術者に報告する。 

エ．施設管理，点検 

各課長は，津波防護施設，浸水防止設備および津波監

視設備について，その要求機能を維持するため，施設管

理計画に基づき適切に施設管理，点検を実施するととも

に，必要に応じ補修を行う。 

オ．津波評価条件の変更の要否確認 

（ア）各課長は，設備改造等を行う場合，都度，津波評価

への影響確認を行う。 

（イ）課長（技術）は，津波評価に係る評価条件を定期的

に確認する。 

カ．代替設備の確保 

各課長または当直長は，津波の来襲により，安全施設

の構造健全性が維持できない場合を考慮して，代替設備

による必要な機能の確保，安全上支障のない期間におけ

る補修の実施等により，安全機能を維持する。 

 

５．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，５．１項から５．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，課長（技術）に報告する。 

（２）課長（技術）は，各課長からの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

 

５．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，津波の影響により，原子炉施設の保安に重大な影

響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじめ定めら

れた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長および総務

課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所長，原子炉主

任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・環境管理部長

および保修部長と原子炉停止等の措置について協議する。 

 

５．７ その他関連する活動 

（１）電源事業本部部長（原子力安全技術）は，以下の活動を
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ジメント文書に定める。 

ａ．新たな知見の収集，反映 

原子力部長は，定期的に新たな知見の確認を行い，新

たな知見が得られた場合，耐津波安全性に関する評価を

行い，必要な事項を適切に反映する。 

ニュアルに定める。 

ア．新たな知見の収集，反映 

原子力設備管理部長は，定期的に新たな知見の確認を

行い，新たな知見が得られた場合，耐津波安全性に関す

る評価を行い，必要な事項を適切に反映する。 

 

実施することを手順書に定める。 

ア．新たな知見の収集，反映 

電源事業本部部長（原子力安全技術）は，定期的に新

たな知見の確認を行い，新たな知見が得られた場合，耐

津波安全性に関する評価を行い，必要な事項を適切に反

映する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

６．竜 巻 

防災課長は，竜巻発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備として，次の６．１項から６．

４項を含む計画を策定し，所長の承認を得る。また，各課

長は，計画に基づき，竜巻発生時における原子炉施設の保

全のための活動を行うために必要な体制および手順の整備

を実施する。 

 

６．１ 要員の配置 

（１）防災課長は，災害（原子力災害を除く。）が発生するお

それがある場合または発生した場合に備え，必要な要員

を配置する。 

（２）防災課長は，原子力災害が発生するおそれがある場合

または発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な

要員を配置する。 

 

６．２ 教育訓練の実施 

竜巻発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実

施する。 

（１）防災課長は，全所員に対して，竜巻防護の運用管理に

関する教育訓練を実施する。また，全所員に対して，竜

巻発生時における車両退避等の教育訓練を実施する。 

（２）発電管理課長は，運転員に対して，竜巻発生時の運転

操作等に関する教育訓練を実施する。 

（３）各課長は，各所属員に対して，竜巻防護対策施設の施

設管理，点検に関する教育訓練を実施する。 

 

６．３ 資機材の配備 

各課長は，竜巻対策として固縛に使用する資機材を配備

する。 

 

６．４ 手順書の整備 

防災課長は，竜巻発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制の整備として，以下の活

動を実施することを品質マネジメント文書に定める。 

（１）飛来物管理の手順 

ａ．各課長は，衝突時に建屋または竜巻防護対策施設に

与えるエネルギー，貫通力が設計飛来物※１のうち鋼製

６．竜 巻 

技術計画ＧＭは，竜巻発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備として，次の６．１項から６．

４項を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得る。 

また，各ＧＭは，計画に基づき，竜巻発生時における原子

炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順

の整備を実施する。 

 

６．１ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生す

るおそれがある場合又は発生した場合に備え，必要な要

員を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある

場合又は発生した場合に備え，第１０８条に定める必要

な要員を配置する。 

 

６．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，竜巻発生時の対応に関する以下の教育

訓練を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，竜巻防護の運用管理に関する教育訓

練を実施する。また，全所員に対して，竜巻発生時にお

ける車両退避等の教育訓練を実施する。 

（２）運転員に対して，竜巻発生時の運転操作等に関する教

育訓練を実施する。 

（３）各グループ員に対して，竜巻防護対策施設の施設管

理，点検に関する教育訓練を実施する。 

 

６．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，竜巻対策として固縛に使用する資機材を配備

する。 

 

６．４ 手順書の整備 

技術計画ＧＭは，竜巻発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行うために必要な体制の整備として，以下

の活動を実施することをマニュアルに定める。 

（１）飛来物管理の手順 

ア．各ＧＭは，衝突時に建屋又は竜巻防護対策設備に与

えるエネルギー，貫通力が設計飛来物※１（極小飛来物

６．竜 巻 

課長（技術）は，竜巻発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行う体制の整備として，次の６．１項から６．４項

を含む計画を策定し，技術部長の確認，所長の承認を得る。 

また，各課長は，計画に基づき，竜巻発生時における原子炉

施設の保全のための活動を行うために必要な体制および手順

の整備を実施する。 

 

６．１ 要員の配置 

（１）課長（技術）は，災害（原子力災害を除く。）が発生する

おそれがある場合または発生した場合に備え，必要な要員

を配置する。 

（２）課長（技術）は，原子力災害が発生するおそれがある場

合または発生した場合に備え，第１０７条に定める必要な

要員を配置する。 

 

６．２ 教育訓練の実施 

竜巻発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施

する。 

（１）課長（技術）は，全所員に対して，竜巻防護の運用管理

に関する教育訓練を実施する。また，全所員に対して，竜

巻発生時における車両退避等の教育訓練を実施する。 

（２）課長（第一発電）は，運転員に対して，竜巻発生時の運

転操作等に関する教育訓練を実施する。 

（３）各課長は，所属員に対して，竜巻防護対策設備の施設管

理，点検に関する教育訓練を実施する。 

 

６．３ 資機材の配備 

各課長は，竜巻対策として固縛に使用する資機材を配備す

る。 

 

６．４ 手順書の整備 

課長（技術）は，竜巻発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制の整備として，以下の活動を

実施することを手順書に定める。 

（１）飛来物管理の手順 

ア．各課長は，衝突時に建物，竜巻防護対策設備等に与え

るエネルギー，貫通力が設計飛来物※１（極小飛来物であ
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

材によるものより大きなものについて，設置場所等に

応じて固縛，固定または外部事象防護対象施設からの

離隔により飛来物とならない管理を実施する。 

ｂ．各課長は，屋外の重大事故等対処設備について，設

計基準事故対処設備と位置的分散を図ることで，設計

基準事故対処設備と同時に重大事故等対処設備の機能

を損なわないよう管理する。 

※１：設計飛来物の寸法等は，以下のとおり。 

 

飛来物の種類 砂利 鋼製材 

寸法（m） 
長さ×幅×高さ 

0.04×0.04×0.04 

長さ×幅×高さ 

4.2×0.3×0.2 

質量（kg） 0.2 135 

 

 

 

 

 

 

（２）竜巻の襲来が予想される場合の対応 

ａ．各課長は，車両に関して停車している場所に応じて

退避または固縛することにより飛来物とならない管理

を実施する。 

ｂ．各課長は，屋外におけるクレーン作業を中止し，海

水ポンプ室門型クレーンについては，停留位置に固定

する。 

 

ｃ．発電課長は，外部事象防護対象施設を内包する区画

に設置する扉の閉止状態を確認する。また，各課長

は，外部事象防護対象施設を内包する区画に設置する

扉の開放後の確実な閉止操作および閉止されていない

状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

（３）代替設備の確保 

各課長は，竜巻の襲来により，安全施設の構造健全性が

維持できない場合を考慮して，代替設備による必要な機能

の確保，安全上支障のない期間における補修の実施等によ

り，安全機能を維持する。 

である砂利を除く。）よりも大きなものについて，設置

場所等に応じて固縛，固定又は外部事象防護対象施設

からの離隔により飛来物とならない管理を実施する。 

イ．各ＧＭは，屋外の重大事故等対処設備について，設

計基準事故対処設備と位置的分散を図ることで，設計

基準事故対処設備と同時に重大事故等対処設備の機能

を損なわないよう管理する。 

※１：設計飛来物の寸法等は，以下のとおり。 

 

飛来物の種類 鋼製材 角型鋼管（大） 

質量（kg） 135 28 

 

飛来物の

種類 
足場パイプ 鋼製足場板 

寸法

（m） 

長さ×幅×奥行き 

4.0×0.05×0.05 

長さ×幅×高さ 

4.0×0.25×0.04 

質量

（kg） 
11 14 

 

（２）竜巻の襲来が予想される場合の対応 

ア．各ＧＭは，車両に関して停車している場所に応じて

退避又は固縛することにより飛来物とならない管理を

実施する。 

イ．各ＧＭは，炉心変更，原子炉建屋原子炉棟内で照射

された燃料に係る作業及び屋外におけるクレーン作業

を中止する。 

 

ウ．当直長は，外部事象防護対象施設を内包する区画に

設置する扉の閉止状態を確認する。また，各ＧＭは，

外部事象防護対象施設を内包する区画に設置する扉の

開放後の確実な閉止操作及び閉止されていない状態が

確認された場合の閉止操作を行う。 

（３）代替設備の確保 

各ＧＭは，竜巻の襲来により，安全施設の構造健全性が

維持できない場合を考慮して，代替設備による必要な機能

の確保，安全上支障のない期間における補修の実施等によ

り，安全機能を維持する。 

る砂利を除く。）よりも大きなものについて，設置場所等

に応じて固縛，固定または外部事象防護対象施設からの

離隔により飛来物とならない管理を実施する。 

イ．各課長は，屋外の重大事故等対処設備について，設計

基準事故対処設備と位置的分散を図ることで，設計基準

事故対処設備と同時に重大事故等対処設備の機能を損

なわないよう管理する。 

※１：設計飛来物の寸法等は，以下のとおり。 

 

飛来物の種類 鋼製材 

寸法（m） 
長さ×幅×奥行き 

4.2×0.3×0.2 

質量（kg） 135 

 

 

 

 

 

 

（２）竜巻の襲来が予想される場合の対応 

ア．各課長は，車両に関して停車している場所に応じて退

避または固縛することにより飛来物とならない管理を

実施する。 

イ．各課長は，炉心変更，原子炉棟内で照射された燃料に

係る作業および屋外におけるクレーン作業を中止し，取

水槽ガントリークレーンについては，係留位置に固定す

る。 

ウ．当直長は，外部事象防護対象施設を内包する区画に設

置する扉の閉止状態を確認する。また，各課長または当

直長は，外部事象防護対象施設を内包する区画に設置す

る扉の開放後の確実な閉止操作および閉止されていな

い状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

（３）代替設備の確保 

各課長または当直長は，竜巻の襲来により，安全施設の

構造健全性が維持できない場合を考慮して，代替設備によ

る必要な機能の確保，安全上支障のない期間における補修

の実施等により，安全機能を維持する。 

料貯蔵タンク室等も

外殻として期待して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根では，取水槽ガ

ントリークレーンが

波及的影響を及ぼさ

ないよう実施 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（４）竜巻発生時の原子炉施設への影響確認 

各課長は，発電所敷地内に竜巻が発生した場合は，事象収

束後，原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，その結

果を所長および原子炉主任技術者に報告する。 

 

（５）施設管理，点検 

各課長は，竜巻防護対策施設について，その要求機能を維

持するために，施設管理計画に基づき適切に施設管理，点検

を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

 

６．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，６．１項から６．４項の活動の実施結果に

ついて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，

評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に

応じて，計画の見直しを行い，防災課長に報告する。 

 

（２）防災課長は，各課長からの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

 

６．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

発電課長は，竜巻の影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，発電管

理課長に報告する。発電管理課長は，所長，原子炉主任技

術者および関係課長に連絡するとともに，必要に応じて原

子炉停止等の措置について協議する。 

 

 

６．７ その他関連する活動 

（１）原子力部長は，以下の活動を実施することを品質マネ

ジメント文書に定める。 

ａ．新たな知見の収集，反映 

原子力部長は，定期的に新たな知見の確認を行い，新

たな知見が得られた場合の竜巻の評価を行い，必要な事

項を適切に反映する。 

（４）竜巻発生時の原子炉施設への影響確認 

各ＧＭは，発電所敷地内に竜巻が発生した場合は，事象

収束後，原子炉施設の損傷の有無を確認するとともに，そ

の結果を所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

（５）施設管理，点検 

各ＧＭは，竜巻防護対策施設について，その要求機能を

維持するために，施設管理計画に基づき適切に施設管理，

点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

 

６．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，６．１項から６．４項の活動の実施結果に

ついて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，

評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に

応じて，計画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告す

る。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応

じて，計画の見直しを行う。 

 

６．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，竜巻の影響により，原子炉施設の保安に重大

な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉

を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する

運転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに

連絡するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置につ

いて協議する。 

 

６．７ その他関連する活動 

（１）原子力設備管理部長は，以下の活動を実施することを

マニュアルに定める。 

ア．新たな知見の収集，反映 

原子力設備管理部長は，定期的に新たな知見の確認を

行い，新たな知見が得られた場合の竜巻の評価を行い，

必要な事項を適切に反映する。 

 

（４）竜巻発生時の原子炉施設への影響確認 

各課長または当直長は，発電所敷地内に竜巻が発生した

場合は，事象収束後，原子炉施設の損傷の有無を確認する

とともに，その結果を所長および原子炉主任技術者に報告

する。 

（５）施設管理，点検 

各課長は，竜巻防護対策設備について，その要求機能を

維持するために，施設管理計画に基づき適切に施設管理，

点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行う。 

 

６．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，６．１項から６．４項の活動の実施結果につ

いて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，課長（技術）に報告する。 

 

（２）課長（技術）は，各課長からの報告を受け，必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

 

６．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，竜巻の影響により，原子炉施設の保安に重大な影

響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじめ定めら

れた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長および総務

課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて所長，原子炉主任

技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・環境管理部長お

よび保修部長と原子炉停止等の措置について協議する。 

 

６．７ その他関連する活動 

（１）電源事業本部部長（原子力安全技術）は，以下の活動を

実施することを手順書に定める。 

ア．新たな知見の収集，反映 

電源事業本部部長（原子力安全技術）は，定期的に新

たな知見の確認を行い，新たな知見が得られた場合の竜

巻の評価を行い，必要な事項を適切に反映する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

７． 有毒ガス 

防災課長は，有毒ガス発生時における運転・対処要員の防

護のための活動を行う体制の整備として，次の７．１項から

７．４項を含む計画を策定し，所長の承認を得る。また，各

課長は，計画に基づき，運転・対処要員の防護のための活動

を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

 

 

 

 

７．１ 要員の配置 

（１）防災課長は，災害（原子力災害を除く。）が発生するお

それがある場合または発生した場合に備え，必要な要員を

配置する。 

（２）防災課長は，原子力災害が発生するおそれがある場合ま

たは発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な要員

を配置する。 

 

７．２ 教育訓練の実施 

有毒ガス発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的

に実施する。 

（１）防災課長は，全所員に対して，有毒ガス発生時における

運転・対処要員の防護のための活動に係る教育訓練を実施

する。 

（２）防災課長は，有毒ガス発生時における運転・対処要員の

うち初動対応を行う要員に対して，有毒ガス発生時におけ

る防護具の着用のための教育訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

７．３ 資機材の配備 

各課長は，有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護

のための活動を行うために必要な資機材を配備する。 

 

 

７． 有毒ガス 

技術計画ＧＭは，有毒ガス発生時における運転・対処要員

の防護のための活動を行う体制の整備として，次の７．１項

から７．４項を含む計画を策定し，安全総括部長の承認を得

る。また，各ＧＭは，計画に基づき，運転・対処要員の防護

のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施

する。 

 

 

 

 

７．１ 要員の配置 

（１）防災安全ＧＭは，災害（原子力災害を除く。）が発生す

るおそれがある場合又は発生した場合に備え，必要な要員

を配置する。 

（２）防災安全ＧＭは，原子力災害が発生するおそれがある場

合又は発生した場合に備え，第１０８条に定める必要な要

員を配置する。 

 

７．２ 教育訓練の実施 

技術計画ＧＭは，有毒ガス発生時の対応に関する以下の教

育訓練を定期的に実施する。 

（１）全所員に対して，有毒ガス発生時における運転・対処要

員の防護のための活動に係る教育訓練を実施する。 

 

（２）有毒ガス発生時における原子炉施設の保全のための運転

員及び緊急時対策要員のうち初動対応を行う要員に対し

て，有毒ガス発生時における防護具の着用のための教育訓

練を実施する。 

 

 

 

 

７．３ 資機材の配備 

各ＧＭは，有毒ガス発生時における運転・対処要員の防護

のための活動を行うために必要な資機材を配備する。 

 

 

７． 有毒ガス 

課長（技術）は，有毒ガス発生時における重大事故等に対

処する要員の防護のための活動を行う体制の整備として，次

の７．１項から７．４項を含む計画を策定し，技術部長の確

認，所長の承認を得る。また，各課長は，計画に基づき，有

毒ガス発生時における重大事故等に対処する要員の防護のた

めの活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施す

る。 

 

 

 

７．１ 要員の配置 

（１）課長（技術）は，災害（原子力災害を除く。）が発生す

るおそれがある場合または発生した場合に備え，必要な要

員を配置する。 

（２）課長（技術）は，原子力災害が発生するおそれがある場

合または発生した場合に備え，第１０７条に定める必要な

要員を配置する。 

 

７．２ 教育訓練の実施 

有毒ガス発生時の対応に関する以下の教育訓練を定期的

に実施する。 

（１）課長（放射線管理）は，全所員に対して，有毒ガス発

生時における重大事故等に対処する要員の防護のための

活動に係る教育訓練を定期的に実施する。 

（２）課長（放射線管理）は，運転員，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員，立会人および終息活動

を行う要員に対して，有毒ガス発生時における防護具の

着用のための教育訓練を定期的に実施する。 

 

 

 

 

７．３ 資機材の配備 

各課長は，有毒ガス発生時における重大事故等に対処する

要員の防護のための活動を行うために必要な資機材を配備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉では，可

動源に対する防護対

象として運転員，重

大事故等に対処する

ために必要な指示を

行う要員，立会人お

よび終息活動要員を

設定する 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

７．４ 手順書の整備 

（１）防災課長は，有毒ガス発生時における運転・対処要員の

防護のための活動を行うために必要な体制の整備として，

以下の活動を実施することを品質マネジメント文書に定

める。 

 

ａ．有毒ガス防護の確認に関する手順 

（ａ）各課長は，発電所敷地内外において貯蔵施設に保管さ

れている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学

物質（以下「固定源」という。）および発電所敷地内に

おいて輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガス

を発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」

という。）に対して，（ｂ）項および（ｃ）項の実施によ

り，運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス

防護のための判断基準値を下回るようにする。 

 

（ｂ）防災課長は，発電所敷地内および中央制御室等から半

径１０ｋｍ近傍における新たな有毒化学物質の有無を

確認し，新たな固定源または可動源を評価対象として特

定した場合には，有毒ガスが発生したことを想定して吸

気中の有毒ガス濃度評価を実施し，評価結果に基づき必

要な有毒ガス防護を実施する。 

 

 

 

 

 

 

（ｃ）各課長は，可動源の輸送ルートについて，運転員およ

び緊急時対策所内で指示を行う要員の吸気中の有毒ガ

ス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値

を下回るよう運用管理を実施する。 

 

ｂ．有毒ガス発生時の防護に関する手順 

 

 

 

 

７．４ 手順書の整備 

（１）技術計画ＧＭは，有毒ガス発生時における運転・対処要

員の防護のための活動を行うために必要な体制の整備とし

て，以下の活動を実施することをマニュアルに定める。 

 

 

ア．有毒ガス防護の確認に関する手順 

（ア）各ＧＭは，発電所敷地内外において貯蔵施設に保管さ

れている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学

物質（以下，「固定源」という。）及び発電所敷地内に

おいて輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガス

を発生させるおそれのある有毒化学物質（以下，「可動

源」という。）に対して，（イ）項及び（ウ）項の実施

により，運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒

ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。 

 

（イ）化学管理ＧＭは，発電所敷地内における新たな有毒化

学物質の有無を確認し，技術計画ＧＭは中央制御室等か

ら半径１０ｋｍ近傍における新たな有毒化学物質の有

無を確認する。化学管理ＧＭは，発電所敷地内における

新たな固定源又は可動源を評価対象として特定した場

合，技術計画ＧＭに連絡する。技術計画ＧＭは，有毒ガ

スが発生した場合の吸気中の有毒ガス濃度評価を実施

し，評価結果に基づき必要な有毒ガス防護を実施する。 

 

 

 

 

（ウ）各ＧＭは可動源の輸送ルートについて，運転員及び緊

急時対策所内で指示を行う要員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下

回るよう運用管理を実施する。 

 

イ. 有毒ガス発生時の防護に関する手順 

 

 

 

 

７．４ 手順書の整備 

（１）課長（放射線管理）は，有毒ガス発生時における重大

事故等に対処する要員の防護のための活動を行うために

必要な体制の整備として，以下の活動を実施することを手

順書に定める。 

 

ア．有毒ガス防護の確認に関する手順 

（ア）各課長は，発電所敷地内外において貯蔵施設に保管さ

れている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物

質（以下「固定源」という。）に対して，（イ）項，（ウ）

項およびウ．項の実施により，重大事故等に対処する要員

の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基

準値を下回るようにする。 

 

 

 

（イ）課長（放射線管理）は，発電所敷地内および中央制御

室等から半径１０ｋｍ近傍における新たな有毒化学物質

および有毒化学物質の性状，貯蔵状況等の変更を確認し，

固定源の見直しがある場合は，有毒ガスが発生した場合の

吸気中の有毒ガス濃度評価を実施し，評価結果に基づき必

要な有毒ガス防護を実施する。可動源の見直しがある場合

は，必要な有毒ガス防護を実施する。 

 

（ウ）各課長は，有毒ガス防護に係る影響評価において，有

毒ガス影響を軽減することを期待する堰および覆い（以

下「防液堤等」という。）について，適切に運用管理を

実施する。 

 

 

 

 

 

イ．有毒ガス発生時の防護に関する手順 

（ア）当直長および各課長は，可動源に対して，立会人の随

行，通信連絡手段による連絡，中央制御室空調換気系およ

び緊急時対策所換気設備の隔離，防護具の着用ならびに終

息活動等の対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉では，可

動源に対して防護対

策を実施。また，有

毒ガス評価において

固定源の防液堤を考

慮している 

【島根固有】 

・島根２号炉では，有

毒ガス評価において

固定源の防液堤を考

慮している。また，

可動源に対して防護

対策を実施 

【島根固有】 

・島根２号炉では，有

毒ガス評価において

固定源の防液堤を考

慮している 

【島根固有】 

・島根２号炉では，可

動源に対して防護対

策を実施 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉では，可

動源に対して防護対

策を実施 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（ａ）各課長は，予期せぬ有毒ガスの発生に対して，防護具

の着用および防護具のバックアップ体制整備の対策を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

７．５ 定期的な評価 

（１）各課長は，７．１項から７．４項の活動の実施結果に

ついて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，

評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に

応じて，計画の見直しを行い，防災課長に報告する。 

（２）防災課長は，各課長からの報告を受け，必要に応じて，

計画の見直しを行う。 

 

７．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

発電課長は，有毒ガスの影響により，原子炉施設の保安に

重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，発電管

理課長に報告する。発電管理課長は，所長，原子炉主任技術

者および関係課長に連絡するとともに，必要に応じて原子炉

停止等の措置について協議する。 

（ア）各ＧＭは，予期せぬ有毒ガスの発生に対して，防護具

の着用及び防護具のバックアップ体制整備の対策を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

７．５ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，７．１項から７．４項の活動の実施結果に

ついて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，

評価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に

応じて，計画の見直しを行い，技術計画ＧＭに報告する。 

（２）技術計画ＧＭは，各ＧＭからの報告を受け，必要に応

じて，計画の見直しを行う。 

 

７．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，有毒ガスの影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，当該号炉

を所管する運転管理部長に報告する。当該号炉を所管する運

転管理部長は，所長，原子炉主任技術者及び関係ＧＭに連絡

するとともに，必要に応じて原子炉停止等の措置について協

議する。 

（イ）各課長は，予期せぬ有毒ガスの発生に対して，防護具

の着用および防護具のバックアップ体制整備の対策を実

施する。 

ウ．施設管理，点検 

各課長は，有毒ガス防護に係る影響評価において，有毒ガ

ス影響を軽減することを期待する防液堤等は，有毒ガス影響

を軽減する機能を維持するため，施設管理計画に基づき適切

に施設管理，点検を実施するとともに，必要に応じ補修を行

う。 

 

７．５定期的な評価 

（１）各課長は，７．１項から７．４項の活動の実施結果に

ついて，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評

価結果に基づき，より適切な活動となるように必要に応じ

て，計画の見直しを行い，課長（技術）に報告する。 

（２）課長（技術）は，各課長からの報告を受け，必要に応

じて，計画の見直しを行う。 

 

７．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

当直長は，有毒ガスの影響により，原子炉施設の保安に重

大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は，あらかじ

め定められた経路に従い，所長，原子炉主任技術者，各部長

および総務課長に連絡する。発電部長は，必要に応じて，所

長，原子炉主任技術者，品質保証部長，技術部長，廃止措置・

環境管理部長および保修部長と原子炉停止等の措置につい

て協議する。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根２号炉では，有

毒ガス評価において

固定源の防液堤を考

慮している 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

添付１－３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る 

実施基準 

（第１７条の７および第１７条の８関連） 

添付３ 重大事故等及び大規模損壊対応に係る 

実施基準 

（第１７条の７及び第１７条の８関連） 

添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る 

実施基準 

（第１７条の７および第１７条の８関連） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準 

 

本「実施基準」は，重大事故に至るおそれがある事故もし

くは重大事故が発生した場合または大規模な自然災害もしく

は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原

子炉施設の大規模な損壊が発生するおそれがある場合もしく

は発生した場合に対処しうる体制を維持管理していくための

実施内容について定める。 

また，重大事故等の発生および拡大の防止に必要な措置の

運用手順等については，表１から表１９に定める。なお，自

主対策設備を使用した運用手順および運用手順の詳細な内容

等については，品質マネジメント文書に定める。 

 

１．重大事故等対策 

（１）社長は，重大事故等発生時における原子炉施設の保全

のための活動を行う体制の整備にあたって，財産（設備

等）保護よりも安全を優先することを方針として定め

る。 

（２）原子力部長は，以下に示す重大事故等発生時における

原子炉主任技術者の職務等について，「原子炉主任技術

者の職務等運用要領」に定める。 

 

ａ．原子炉主任技術者は，警戒対策本部または緊急時対策

本部（以下「発電所対策本部」という。）において，独

立性を確保し，重大事故等対策における原子炉施設の運

転に関し保安監督を誠実かつ最優先に行うことを任務と

する。 

ｂ．原子炉主任技術者は，保安上必要な場合は，重大事故

等に対処する要員（所長を含む。）へ指示を行い，発電

所対策本部長は，その指示を踏まえ方針を決定する。 

ｃ．原子炉主任技術者は，夜間および休日（平日の勤務時

間帯以外）に重大事故等が発生した場合，重大事故等対

策要員からの情報連絡（プラントの状況，対策の状況）

を受け，保安上必要な場合は指示を行う。 

ｄ．重大事故等の発生連絡を受けた後，速やかに発電所対

策本部に駆けつけられるよう，早期に非常招集が可能な

エリア（女川町または石巻市）に２号炉の原子炉主任技

術者または代行者１名を待機させる。 

重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準 

 

本「実施基準」は，重大事故に至るおそれがある事故若しく

は重大事故が発生した場合又は大規模な自然災害若しくは故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉

施設の大規模な損壊が発生した場合に対処しうる体制を維持

管理していくための実施内容について定める。 

 

また，重大事故等の発生及び拡大の防止に必要な措置の運用

手順等については，表１から表１９に定める。なお，自主対策

設備を使用した運用手順及び運用手順の詳細な内容等につい

ては，マニュアルに定める。 

 

１．重大事故等対策 

（１）社長は，重大事故等発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備にあたって，財産（設備等）

保護よりも安全を優先することを方針として定める。 

 

（２）原子力運営管理部長は，以下に示す重大事故等発生時に

おける原子炉主任技術者の職務等について，「原子炉主任

技術者職務運用マニュアル」に定める。 

 

ア．原子炉主任技術者は，緊急時対策本部において，独立性

を確保し，重大事故等対策における原子炉施設の運転に関

し保安監督を誠実かつ最優先に行うことを任務とする。 

 

 

イ．原子炉主任技術者は，保安上必要な場合は，重大事故等

に対処する要員（所長を含む。）へ指示を行い，緊急時対策

本部長は，その指示を踏まえ方針を決定する。 

ウ．原子炉主任技術者は，夜間及び休日（平日の勤務時間帯

以外）に重大事故等が発生した場合，緊急時対策要員から

の情報連絡（プラントの状況，対策の状況）を受け，保安

上必要な場合は指示を行う。 

エ．重大事故等の発生連絡を受けた後，速やかに発電所対策

本部に駆けつけられるよう，早期に非常召集が可能なエリ

ア（柏崎市又は刈羽村）に７号炉の原子炉主任技術者又は

代行者１名を待機させる。 

重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準 

 

本「実施基準」は，重大事故に至るおそれがある事故もしく

は重大事故が発生した場合または大規模な自然災害もしくは

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子

炉施設の大規模な損壊が発生するおそれがある場合もしくは

発生した場合に対処しうる体制を維持管理していくための実

施内容について定める。 

 また，重大事故等の発生および拡大の防止に必要な措置の運

用手順等については，表１から表１９に定める。なお，自主対

策設備を使用した運用手順および運用手順の詳細な内容等に

ついては，手順書に定める。 

 

１．重大事故等対策 

（１）社長は，重大事故等発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備にあたって，財産（設備等）

保護よりも安全を優先することを方針として定める。 

 

（２）電源事業本部部長（原子力管理）は，以下に示す重大事

故等発生時における原子炉主任技術者の職務等について，

「原子炉主任技術者の選任・解任および職務等に関する運

用手順書」に定める。 

 ア．原子炉主任技術者は，緊急時対策本部において，独立性

を確保し，重大事故等対策における原子炉施設の運転に関

し保安監督を誠実かつ最優先に行うことを任務とする。 

 

 

イ．原子炉主任技術者は，保安上必要な場合は，重大事故等

に対処する要員（所長を含む。）へ指示を行い，緊急時対策

本部長は，その指示を踏まえ方針を決定する。 

ウ．原子炉主任技術者は，夜間および休日（平日の勤務時間

帯以外）に重大事故等が発生した場合，緊急時対策要員か

らの情報連絡（プラントの状況，対策の状況）を受け，保

安上必要な場合は指示を行う。 

エ．重大事故等の発生連絡を受けた後，速やかに緊急時対策

本部に駆けつけられるよう，早期に非常招集が可能なエリ

ア（松江市）に原子炉主任技術者または代行者１名を配置

する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ｅ．原子炉主任技術者は，重大事故等対策に係る手順書の

整備にあたって，保安上必要な事項について確認を行

う。 

（３）防災課長は，（１）の方針に基づき，重大事故等発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備として，次の１．１項および１．２項を含む計画を

策定し，所長の承認を得る。また，各課長は，計画に基

づき，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制の整備を実施する。 

 

 

（４）各課長は，（１）の方針に基づき，重大事故等発生時

における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整

備として，次の１．３項および表１から表１９に示す

「重大事故等の発生および拡大の防止に必要な措置の運

用手順等」を含む手順を整備し，次の１．１（１）ａ．

の要員にこの手順を遵守させる。 

（５）原子力部長は，（１）の方針に基づき，重大事故等発

生時における本店が行う支援に関する活動を行う体制の

整備として，次の１．１項および１．２項を含む計画を

策定するとともに，計画に基づき，本店が行う支援に関

する活動を行うために必要な体制の整備を実施する。 

 

 

１．１ 体制の整備，教育訓練の実施および資機材の配備 

（１）体制の整備 

ａ．防災課長は，以下に示す重大事故等対策を実施する実

施組織およびその支援組織の役割分担および責任者を品

質マネジメント文書に定め，効果的な重大事故等対策を

実施し得る体制を確立する。 

（ａ）所長は，重大事故等を起因とする原子力災害が発生す

るおそれがある場合または発生した場合に，事故原因の

除去，原子力災害の拡大防止その他の必要な活動を迅速

かつ円滑に行うため，緊急体制を発令し，重大事故等対

策要員の非常招集および通報連絡を行い，第１０８条に

定める原子力防災組織を設置し，発電所に自らを本部長

とする発電所対策本部の体制を整え対処する。 

 

オ．原子炉主任技術者は，重大事故等対策に係る手順書の整

備にあたって，保安上必要な事項について確認を行う。 

 

（３）防災安全ＧＭは，（１）の方針に基づき，重大事故等発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備として，次の１．１項及び１．２項を含む計画を策定

し，防災安全部長の承認を得る。また，各ＧＭは，計画に

基づき，重大事故等発生時における原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制の整備を実施する。 

 

 

（４）各ＧＭは，（１）の方針に基づき，重大事故等発生時にお

ける原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して，次の１．３項及び表１から表１９に示す「重大事故

等の発生及び拡大の防止に必要な措置の運用手順等」を含

む手順を整備し，次の１．１（１）ア．の要員にこの手順

を遵守させる。 

（５）原子力運営管理部長は，（１）の方針に基づき，重大事故

等発生時における本社が行う支援に関する活動を行う体

制の整備として，次の１．１項及び１．２項を含む計画を

策定するとともに，計画に基づき，本社が行う支援に関す

る活動を行うために必要な体制の整備を実施する。 

 

 

１．１ 体制の整備，教育訓練の実施及び資機材の配備 

（１）体制の整備 

ア．防災安全ＧＭは，以下に示す重大事故等対策を実施する

実施組織及びその支援組織の役割分担及び責任者をマニ

ュアルに定め，効果的な重大事故等対策を実施し得る体制

を確立する。 

（ア）所長は，重大事故等を起因とする原子力災害が発生す

るおそれがある場合又は発生した場合に，事故原因の除

去，原子力災害の拡大防止及びその他の必要な活動を迅

速かつ円滑に行うため，原子力防災態勢を発令し，緊急

時対策要員の非常召集及び通報連絡を行い，第１０８条

に定める原子力防災組織を設置し，発電所に自らを本部

長とする緊急時対策本部の体制を整え対処する。 

 

オ．原子炉主任技術者は，重大事故等対策に係る手順書の整

備にあたって，保安上必要な事項について確認を行う。 

 

（３）課長（技術）は，（１）の方針に基づき，重大事故等発生

時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備として，次の１．１項および１．２項を含む計画を策

定し，技術部長の確認，所長の承認を得る。また，各課長

は，計画に基づき，重大事故等発生時における原子炉施設

の保全のための活動を行うために必要な体制の整備を実

施する。 

 

（４）各課長は，（１）の方針に基づき，重大事故等発生時にお

ける原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備と

して，次の１．３項および表１から表１９に示す「重大事

故等の発生および拡大の防止に必要な措置の運用手順等」

を含む手順を整備し，次の１．１（１）ア．の要員にこの

手順を遵守させる。 

（５）電源事業本部部長（原子力管理）は，（１）の方針に基づ

き，重大事故等発生時における本社が行う支援に関する活

動を行う体制の整備として，次の１．１項および１．２項

を含む計画を策定するとともに，計画に基づき，本社が行

う支援に関する活動を行うために必要な体制の整備を実

施する。 

 

１．１ 体制の整備，教育訓練の実施および資機材の配備 

（１）体制の整備 

ア．課長（技術）は，以下に示す重大事故等対策を実施する

実施組織およびその支援組織の役割分担および責任者を

手順書に定め，効果的な重大事故等対策を実施し得る体制

を確立する。 

（ア）所長は，重大事故等を起因とする原子力災害が発生す

るおそれがある場合または発生した場合に，事故原因の

除去，原子力災害の拡大防止およびその他の必要な活動

を迅速かつ円滑に行うため，緊急時体制を発令し，重大

事故等に対処する要員の非常招集および通報連絡を行

い，第１０７条に定める原子力防災組織を設置し，発電

所に自らを本部長とする緊急時対策本部の体制を整え

対処する。 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は既存の類似条

文（第 17条の 2）と

合わせ，確認行為に

ついて記載するとと

もに第 17 条関連の

計画の承認者を所長

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・TS-58 原子力防災

体制の運用強化につ

いて 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（ｂ）所長は，発電所対策本部長として，発電所対策本部の

統括管理を行い，責任を持って原子力防災の活動方針を

決定する。指揮者である発電所対策本部長が不在の場合

は，あらかじめ定めた順位に従い，副原子力防災管理者

がその職務を代行する。 

（ｃ）発電所対策本部は，重大事故等対策を実施する実施組

織，実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織お

よび実施組織が事故対策に専念できる環境を整える運営

支援組織で編成し，専門性および経験を考慮した上で機

能班の構成を行う。また，各班の役割分担，対策の実施

責任を有する班長を定め，指揮命令系統を明確にし，効

果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する。 

（ｄ）重大事故等対策の実施組織および支援組織の各班なら

びに運転員の機能を明確にするとともに，各班には，役

割に応じた対策の実施および事故対処に係る現場作業等

の責任を有する班長ならびに発電課長を配置する。 

（ｅ）所長は，指揮者である本部長の所長が欠けた場合に備

え，本部長の代行者と代行順位をあらかじめ定め明確に

する。また，班長が欠けた場合は，同じ機能を担務する

下位の要員が代行するか，または上位の職位の要員が下

位の職位の要員の職務を兼務することとし，具体的な代

行者の配置については上位の職位の要員が決定すること

をあらかじめ定める。発電課長が欠けた場合は，発電課

長代務者が中央制御室へ到着するまでの間，運転管理に

あたっている発電副長が代務にあたることをあらかじめ

定める。 

（ｆ）所長は，原子力災害が発生するおそれがある場合また

は発生した場合，速やかに緊急体制を発令するとともに

原子力部長へ報告する。 

（ｇ）実施組織は，発電管理班および保修班により構成し，

必要な役割の分担を行い重大事故等対策が円滑に実施で

きる体制を整備する。 

 

 

 

 

 

  

（イ）所長は，緊急時対策本部長として，緊急時対策本部の

統括管理を行い，責任を持って原子力防災の活動方針を

決定する。指揮者である緊急時対策本部長が不在の場合

に備え，副原子力防災管理者の中からあらかじめ定めた

順位で代行者を指定する。 

（ウ）緊急時対策本部は，重大事故等対策を実施する実施組

織，実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織及

び実施組織が事故対策に専念できる環境を整える運営

支援組織で編成し，専門性及び経験を考慮した上で機能

班の構成を行う。また，各班の役割分担，対策の実施責

任を有する班長を定め，指揮命令系統を明確にし，効果

的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する。 

（エ）重大事故等対策の実施組織及び支援組織の各班並びに

当直の機能を明確にするとともに，責任者として配下の

各班の監督責任を有する統括，対策の実施責任を有する

班長及び当直副長を配置する。 

（オ）所長は，指揮者である本部長の所長が欠けた場合に備

え，本部長の代行者と代行順位をあらかじめ定め明確に

する。また，統括及び班長が欠けた場合は，同じ機能を

担務する下位の要員が代行するか，又は上位の職位の要

員が下位の職位の要員の職務を兼務することとし，具体

的な代行者の配置については上位の職位の要員が決定

することをあらかじめ定める。 

 

 

 

（カ）所長は，原子力災害が発生するおそれがある場合又は

発生した場合，速やかに原子力防災態勢を発令するとと

もに原子力運営管理部長へ報告する。 

（キ）実施組織は，号機統括を配置し，号機班，当直，復旧

班，自衛消防隊により構成し，必要な役割の分担を行い

重大事故等対策が円滑に実施できる体制を整備する。 

 

 

ａ．号機統括は，対象号炉に関する事故の影響緩和・拡大

防止に関わる対応の統括を行う。 

 

 

（イ）所長は，緊急時対策本部長として，緊急時対策本部の

統括管理を行い，責任を持って原子力防災の活動方針を

決定する。指揮者である緊急時対策本部長が不在の場合

に備え，副原子力防災管理者の中からあらかじめ定めた

順位で代行者を指定する。 

（ウ）緊急時対策本部は，重大事故等対策を実施する実施組

織，実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織お

よび実施組織が事故対策に専念できる環境を整える運

営支援組織で編成し，専門性および経験を考慮した上で

機能班の構成を行う。また，各班の役割分担，対策の実

施責任を有する班長を定め，指揮命令系統を明確にし，

効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する。 

（エ）重大事故等対策の実施組織および支援組織の各班なら

びに当直の機能を明確にするとともに，責任者として配

下の各班の監督責任を有する統括，対策の実施責任を有

する班長および当直副長を配置する。 

（オ）所長は，指揮者である本部長の所長が欠けた場合に備

え，本部長の代行者と代行順位をあらかじめ定め明確に

する。また，統括および班長が欠けた場合は，同じ機能

を担務する下位の要員が代行するか，または上位の職位

の要員が下位の職位の要員の職務を兼務することとし，

具体的な代行者の配置については上位の職位の要員が

決定することをあらかじめ定める。 

 

 

 

（カ）所長は，原子力災害が発生するおそれがある場合また

は発生した場合，速やかに緊急時体制を発令するととも

に電源事業本部部長（原子力管理）へ報告する。 

（キ）実施組織は，プラント監視統括および復旧統括を配置

し，プラント監視統括のもと，プラント監視班，当直，

復旧統括のもと，復旧班，自衛消防隊により構成し，必

要な役割の分担を行い重大事故等対策が円滑に実施で

きる体制を整備する。 

ａ．プラント監視統括は，事故状況の把握の統括ならびに

事故の影響緩和および拡大防止に必要な運転上の操作

への助言を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は役割ごとに統

括を配置している。 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は下部規定文書

に記載している。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は役割ごとに統

括を配置している。 

 TS-10  

 

【島根固有】 

・島根は役割ごとに統

括を配置している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ⅰ．発電管理班は，運転員からの重要パラメータの入手，

事故の影響緩和および拡大防止に係るプラントの運転操

作を行う。 

 

 

 

 

 

 

ⅱ．保修班は，事故の影響緩和および拡大防止に係る可搬

型重大事故等対処設備の準備および操作，不具合設備の

復旧ならびに火災発生時における消火活動を行う。 

 

 

（ｈ）実施組織は，複数号炉において同時に重大事故等が発

生した場合においても対応できる組織とする。 

ⅰ．発電所対策本部は，複数号炉の同時被災の場合におい

て，情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう，運

転号炉および停止号炉に統括を配置し，発電所対策本部

長の活動方針の下，対象号炉の事故影響緩和・拡大防止

に係るプラント運転操作への助言や可搬型重大事故等対

処設備を用いた対応，不具合設備の復旧等の統括を行

う。 

ⅱ．複数号炉の同時被災の場合において，必要な重大事故

等に対処する要員を発電所構内に常時確保することによ

り，重大事故等対処設備を使用して２号炉の炉心損傷防

止および格納容器破損防止の重大事故等対策を実施する

とともに，他号炉の使用済燃料プールの被災対応ができ

る体制とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ．複数号炉の同時被災時において，運転員は号炉ごとの

運転操作指揮を発電課長が行い，号炉ごとに運転操作に

ｂ．号機班は，当直からの重要パラメータの入手，事故対

応手段の選定に関する当直への情報提供を行う。 

 

ｃ．当直は，事故の影響緩和及び拡大防止に関わるプラン

トの運転操作を行う。 

 

 

 

 

ｄ．復旧班は，事故の影響緩和及び拡大防止に関わる可搬

型重大事故等対処設備の準備と操作，及び不具合設備の

復旧を行う。 

ｅ．自衛消防隊は，火災発生時における消火活動を行う。 

 

（ク）実施組織は，複数号炉において同時に重大事故等が発

生した場合においても対応できる組織とする。 

ａ．緊急時対策本部は，複数号炉の同時被災の場合におい

て，情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう，緊

急時対策本部長が活動方針を示し，号炉ごとに配置され

た号機統括は，対象号炉の事故影響緩和・拡大防止に関

わるプラント運転操作への助言や可搬型重大事故等対

処設備を用いた対応，不具合設備の復旧等の統括を行

う。 

ｂ．複数号炉の同時被災の場合において，必要な緊急時対

策要員を発電所構内に常時確保することにより，重大事

故等対処設備を使用して７号炉の炉心損傷防止及び格

納容器破損防止の重大事故等対策を実施するとともに，

他号炉の使用済燃料プールの被災対応ができる体制と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．複数号炉の同時被災時において，当直は号炉ごとの運

転操作指揮を当直副長が行い，号炉ごとに運転操作に係

ｂ．プラント監視班は，当直からの重要パラメータの入手，

事故対応手段の選定に関する当直への情報提供を行う。 

 

ｃ．当直は，事故の影響緩和および拡大防止に係るプラン

トの運転操作を行う。 

 

ｄ．復旧統括は，可搬型設備を用いた対応，不具合設備の

復旧および消火活動の統括を行う。 

 

ｅ．復旧班は，事故の影響緩和および拡大防止に係る可搬

型重大事故等対処設備の準備と操作ならびに不具合設

備の復旧を行う。 

ｆ．自衛消防隊は，火災発生時における消火活動を行う。 

 

（ク）実施組織は，複数号炉において同時に重大事故等が発

生した場合においても対応できる組織とする。 

ａ．緊急時対策本部は，複数号炉の同時被災の場合におい

て，情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう，緊

急時対策本部長が活動方針を示し，プラント監視統括

は，事故状況の把握の統括ならびに事故の影響緩和およ

び拡大防止に必要な運転上の操作への助言の統括を行

い，復旧統括は可搬型重大事故等対処設備を用いた対

応，不具合設備の復旧および消火活動の統括を行う。 

ｂ．複数号炉の同時被災の場合において，必要な緊急時対

策要員を発電所内に常時確保することにより，重大事故

等対処設備を使用して２号炉の炉心損傷防止および格

納容器破損防止の重大事故等対策を実施するとともに，

１号炉については，１号炉の燃料プールに燃料が保管さ

れているため，１号炉運転員により１号炉の燃料プール

の監視を行うとともに，対応作業までは時間的余裕があ

るため，平日の時間帯においては発電所内に勤務する緊

急時対策要員，夜間および休日(平日の勤務時間帯以外)

においては参集する緊急時対策要員で対応する。 

 

 

 

ｃ．複数号炉の同時被災時において，当直は号炉ごとの運

転操作指揮を２号炉は当直副長，１号炉は当直主任が行

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直の役割を

記載している。 

【島根固有】 

・島根は役割ごとに統

括を配置している。 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は自衛消防隊の

役割を記載してい

る。 

 

 

【島根固有】 

・島根は役割ごとに統

括を配置している。 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根１号炉は廃止措

置段階であるため，

燃料プールに係る対

応措置に時間的な余

裕があることから，

参集した復旧班が島

根１号炉の対応も含

め実施する。 

 

【島根固有】 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

係る情報収集や事故対策の検討等を行うことにより，情

報の混乱や指揮命令が遅れることのない体制とする。 

 

 

 

ⅳ．原子炉主任技術者は，号炉ごとに選任し，担当号炉の

プラント状況把握および事故対策に専念することによ

り，複数号炉の同時被災が発生した場合においても的確

に指示を行う。 

ⅴ．各号炉の原子炉主任技術者は，複数号炉の同時被災時

に，号炉ごとの保安監督を誠実かつ最優先に行う。 

 

（ｉ）技術支援組織と運営支援組織の班構成および必要な役

割分担については，以下のとおりとし，重大事故等対策

を円滑に実施する。 

ⅰ．技術支援組織は，技術班および放射線管理班で構成す

る。 

 

 

 

 

（ⅰ）技術班は，プラントパラメータ等の把握，プラント状

態の進展予測・評価およびその評価結果の事故対応方針

への反映を行う。 

 

（ⅱ）放射線管理班は，発電所内外の放射線・放射能の状況

把握，影響範囲の評価，被ばく管理，汚染拡大防止措置

に関する指示を行う。 

 

 

 

ⅱ．運営支援組織は，情報班，総務班および広報班で構成

する。 

 

 

 

 

 

る情報収集や事故対策の検討等を行うことにより，情報

の混乱や指揮命令が遅れることのない体制とする。 

 

 

 

ｄ．原子炉主任技術者は，号炉ごとに選任し，担当号炉の

プラント状況把握及び事故対策に専念することにより，

複数号炉の同時被災が発生した場合においても的確に

指示を行う。 

ｅ．各号炉の原子炉主任技術者は，複数号炉の同時被災時

に，号炉ごとの保安監督を誠実かつ最優先に行う。 

 

（ケ）技術支援組織と運営支援組織の班構成及び必要な役割

分担については，以下のとおりとし，重大事故等対策を

円滑に実施する。 

ａ．技術支援組織は，計画・情報統括を配置し，計画班及

び保安班で構成する。 

（ａ）計画・情報統括は，事故対応状況の把握及び事故対

応方針の立案を行う。 

 

 

（ｂ）計画班は，プラント状態の進展予測・評価及びその

評価結果の事故対応方針への反映を行う。 

 

 

（ｃ）保安班は，発電所内外の放射線・放射能の状況把握，

影響範囲の評価，被ばく管理，汚染拡大防止措置に関

する指示を行う。 

 

 

 

ｂ．運営支援組織は，対外対応統括及び総務統括を配置し，

通報班，立地・広報班，資材班及び総務班で構成する。 

 

（ａ）対外対応統括は，対外対応活動の統括を行う。 

 

 

 

い，号炉ごとに運転操作に係る情報収集や事故対策の検

討等を行うことにより，情報の混乱や指揮命令が遅れる

ことのない体制とする。 

 

 

 

 

 

 

ｄ．原子炉主任技術者は，２号炉の保安監督を誠実かつ最

優先に行う。 

 

（ケ）技術支援組織と運営支援組織の班構成および必要な役

割分担については，以下のとおりとし，重大事故等対策

を円滑に実施する。 

ａ．技術支援組織は，技術統括を配置し，技術班および放

射線管理班で構成する。 

（ａ）技術統括は，原子炉の運転に関するデータの収集，

分析および評価の統括，原子炉の運転に関する具体的

復旧方法，工程等作成の統括，発電所内外の放射線，

放射性物質濃度の状況把握に係る測定の統括を行う。 

（ｂ）技術班は，原子炉の運転に関するデータの収集，分

析および評価，原子炉の事故の影響緩和および拡大防

止に必要な運転に関する技術的措置，原子炉の運転に

関する具体的復旧方法，工程等作成を行う。 

（ｃ）放射線管理班は，発電所内外の放射線および放射性

物質濃度の状況把握に係る測定，放射性物質の影響範

囲の推定，緊急時対策活動に係る立入禁止措置，退去

措置，除染等の放射線管理ならびに重大事故等に対処

する要員・退避者の線量評価および汚染拡大防止措

置・除染を行う。 

ｂ．運営支援組織は，広報統括，情報統括および支援統括

を配置し，報道班，対外対応班，情報管理班，通報班，

支援班および警備班で構成する。 

（ａ）広報統括は，報道機関対応支援，対外対応活動の統

括を行う。 

 

（ｂ）報道班は，緊急時対策総本部が行う報道機関対応の

・島根 1 号炉は廃止措

置段階であるため，

当直副長ではなく，

当直主任が運転操作

指揮等を行う。 

【島根固有】 

・島根２号炉は単号炉

申請であり，島根１

号炉は廃止措置段階

であるため，原子炉

主任技術者は１名と

している。 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は役割ごとに統

括を配置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は役割ごとに統

括を配置している。 

【島根固有】 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

（ⅰ）情報班は，発電所対策本部の運営支援，対外関係機関

へ通報連絡等を行う。 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）総務班は，要員の呼集，食料・被服の調達，医療活

動，所内の警備指示，一般入所者__の避難指示，資材の

調達および輸送に関する一元管理等を行う。 

 

（ⅲ）広報班は，社外対応情報の収集，報道機関対応者の支

援等を行う。 

 

 

（ｊ）地震の影響による通信障害等が発生し，自動呼出シス

テムまたは通信連絡設備を用いて非常招集連絡ができな

い場合でも，発電所周辺地域（女川町，石巻市または東

松島市）で震度６弱以上の地震の発生により，重大事故

等対策要員は発電所に自動参集する。 

（ｋ）重大事故等が発生した場合に速やかに対応するために

必要な要員として，第１２条に規定する重大事故等に対

処する要員について，以下のとおり役割および人数を割

り当て確保する。 

 

ⅰ．重大事故等が発生した場合に速やかに対応するため，

２号炉の重大事故等に対処する要員として，発電所構内

に重大事故等対策要員３０名（うち２号炉運転員７

名），１号炉および３号炉運転員８名，火災発生時の初

期消火活動に対応するための初期消火要員（消防車隊）

６名の合計４４名を確保する。 

ⅱ．２号炉運転停止中※においては，２号炉運転員を５名

とする。 

※原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が

100℃未満）および燃料交換の期間 

ⅲ．重大事故等が発生した場合，重大事故等対策要員（運

 

（ｂ）通報班は，対外関係機関へ通報連絡等を行う。 

（ｃ）立地・広報班は，自治体派遣者及び報道機関対応者

の支援を行う。 

 

 

 

（ｄ）総務統括は，緊急時対策本部の運営支援の統括を行

う。 

（ｅ）資材班は，資材の調達及び輸送に関する一元管理を

行う。 

（ｆ）総務班は，要員の呼集，食糧・被服の調達，医療活

動，所内の警備指示，一般入所者の避難指示等を行う。 

 

 

 

 

（コ）地震の影響による通信障害等が発生し，自動呼出・安

否確認システム又は電話を用いて非常召集連絡ができ

ない場合でも，新潟県内で震度６弱以上の地震の発生に

より，発電所に自動参集する。 

 

（サ）重大事故等が発生した場合に速やかに対応するために

必要な要員として，第１２条に規定する重大事故等に対

処する要員について，以下のとおり役割及び人数を割り

当て確保する。 

 

ａ．重大事故等が発生した場合に速やかに対応するため，

６号炉及び７号炉の重大事故等に対処する要員として，

発電所構内に緊急時対策要員４４名，運転員１３名，火

災発生時の初期消火活動に対応するための自衛消防隊

１０名の合計６７名を確保する。 

 

ｂ．７号炉運転停止中※においては，運転員を１０名とす

る。 

※原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が１０

０℃未満）及び燃料交換の期間 

ｃ．重大事故等が発生した場合，緊急時対策要員は，５号

支援を行う。 

（ｃ）通報班は，関係機関への通報連絡等を行う。 

（ｄ）対外対応班は，自治体からの問合せ対応，自治体派

遣者の支援を行う。 

（ｅ）情報統括は，関係機関への通報連絡，情報管理等の

統括を行う。 

（ｆ）情報管理班は，情報の収集，共有等を行う。 

（ｇ）支援統括は，緊急時対策本部の運営支援，警備対応

の統括を行う。 

（ｈ）支援班は，緊急時対策本部の運営支援，重大事故等

に対処する要員の人員把握，避難誘導，資機材および

輸送手段の確保，救出・医療活動を行う。 

 

 

 

（ｉ）警備班は，出入り管理および警備当局対応，緊急車

両の誘導を行う。 

（コ）地震の影響による通信障害等が発生し，要員招集シス

テムまたは電話を用いて非常招集連絡ができない場合

でも，松江市で震度６弱以上の地震の発生により，重大

事故等に対処する要員は社内規程に基づき発電所に自

動参集する。 

（サ）重大事故等が発生した場合に速やかに対応するために

必要な要員として，第１２条に規定する重大事故等に対

処する要員について，以下のとおり役割および人数を割

り当て確保する。 

 

ａ．重大事故等が発生した場合に速やかに対応するため，

発電所内に緊急時対策要員３１名，２号炉運転員７名，

火災発生時の初期消火活動に対応するための自衛消防

隊７名の合計４５名を確保する。 

 

 

ｂ．２号炉運転停止中※においては，２号炉運転員を５名と

する。 

※原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が１０

０℃未満）および燃料交換の期間 

ｃ．重大事故等が発生した場合，緊急時対策要員は，緊急

・島根は役割ごとに統

括を配置している。 

 

 

【島根固有】 

・島根は役割ごとに統

括を配置している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

転員を除く。）は，緊急時対策所または事務建屋の対策

室に参集し，要員の任務に応じた対応を行う。 

ⅳ．発電所外から要員が参集するルートは，発電所正門を

通行して参集するルートを使用する。発電所正門を通行

した参集ルートが使用できない場合は，発電所南側の牡

鹿ゲートの通行を含む，当該参集ルート以外の参集ルー

トを使用して参集する。 

ⅴ．重大事故等発生時の対応で，高線量下における対応が

必要な場合においても，社員および協力企業社員で対応

できるよう重大事故等に対処する要員を確保する。 

 

ⅵ．病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のあ

る新感染症等が発生し，所定の重大事故等に対処する要

員に欠員が生じた場合は，夜間および休日（平日の勤務

時間帯以外）を含め重大事故等に対処する要員の補充を

行うとともに，そのような事態に備えた重大事故等に対

処する要員の体制に係る管理を行う。重大事故等に対処

する要員の補充の見込みが立たない場合は，原子炉停止

等の措置を実施し，確保できる重大事故等に対処する要

員で，安全が確保できる原子炉の運転状態に移行する。 

ⅶ．夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）を含めて必

要な重大事故等対策要員を非常招集できるよう，計画的

に通報連絡訓練を実施する。 

（ｌ）重大事故等に対処する要員が実効的に活動するための

以下の施設，設備等を管理する。 

ⅰ．支援組織が，必要なプラントのパラメータを確認する

ための安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），発電

所内外に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統

合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ電話およびＩＰＦＡＸ），衛星電

話設備および無線連絡設備を備えた緊急時対策所 

ⅱ．実施組織が，中央制御室，緊急時対策所および現場と

の連携を図るための，携行型通話装置，無線連絡設備お

よび衛星電話設備 

ⅲ．電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場へ

の移動，操作および作業を実施し，作業内容および現場

状況の情報共有を実施するための可搬型照明 

（ｍ）支援組織の役割については，以下のとおりとし，重大

炉原子炉建屋内緊急時対策所に参集し，要員の任務に応

じた対応を行う。 

 

 

 

 

 

ｄ．重大事故等発生時の対応で，高線量下における対応が

必要な場合においても，重大事故等に対処する要員を確

保する。 

 

ｅ．病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のあ

る新感染症等が発生し，所定の重大事故等に対処する要

員に欠員が生じた場合は，夜間及び休日（平日の勤務時

間帯以外）を含め重大事故等に対処する要員の補充を行

うとともに，そのような事態に備えた重大事故等に対処

する要員の体制に係る管理を行う。重大事故等に対処す

る要員の補充の見込みが立たない場合は，原子炉停止等

の措置を実施し，確保できる重大事故等に対処する要員

で，安全が確保できる原子炉の運転状態に移行する。 

（シ）夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）を含めて必要

な緊急時対策要員を非常召集できるよう，定期的に連絡

訓練を実施する。 

（ス）重大事故等に対処する要員が実効的に活動するための

以下の施設及び設備等を管理する。 

ａ．支援組織が，必要なプラントのパラメータを確認する

ための安全パラメータ表示システム（SPDS），発電所内外

に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原

子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会

議システムを含む。），衛星電話設備及び無線連絡設備を

備えた５号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

ｂ．実施組織が，中央制御室，５号炉原子炉建屋内緊急時

対策所及び現場との連携を図るための，携帯型音声呼出

電話設備，無線連絡設備及び衛星電話設備 

ｃ．電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場へ

の移動，操作及び作業を実施し，作業内容及び現場状況

の情報共有を実施するための照明機器等 

（セ）支援組織の役割については，以下のとおりとし，重大

時対策所に参集し，要員の任務に応じた対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

ｄ．重大事故等発生時の対応で，高線量下における対応が

必要な場合においても，特定の重大事故等に対処する要

員に被ばくが集中しないように，重大事故等に対処する

要員を確保する。 

ｅ．病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のあ

る新感染症等が発生し，所定の重大事故等に対処する要

員に欠員が生じた場合は，夜間および休日（平日の勤務

時間帯以外）を含め重大事故等に対処する要員の補充を

行うとともに，そのような事態に備えた重大事故等に対

処する要員の体制に係る管理を行う。重大事故等に対処

する要員の補充の見込みが立たない場合は，原子炉停止

等の措置を実施し，確保できる重大事故等に対処する要

員で，安全が確保できる原子炉の運転状態に移行する。 

（シ）夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）を含めて必

要な緊急時対策要員を非常招集できるよう，定期的に連

絡訓練を実施する。 

（ス）重大事故等に対処する要員が実効的に活動するための

以下の施設，設備等を管理する。 

ａ．支援組織が，必要なプラントのパラメータを確認する

ための安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），発電所

内外に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テ

レビ会議システム，ＩＰ－電話機，ＩＰ－ＦＡＸ），衛星

電話設備，無線連絡設備等を備えた緊急時対策所 

ｂ．実施組織が，中央制御室，緊急時対策所および現場と

の連携を図るための，有線式通信設備，無線通信設備，

衛星電話設備等 

ｃ．電源が喪失し照明が消灯した場合でも，迅速な現場へ

の移動，操作および作業を実施し，作業内容および現場

状況の情報共有を実施するための可搬型照明 

（セ）支援組織の役割については，以下のとおりとし，重大

 

 

【女川との相違】 

・島根は発電所外から

参集ルートは下部規

定文書に記載してい

る。 

・TS-43 SA 要員欠損

時のプラント停止判

断に係る記載につい

て 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

事故等対策を円滑に実施する。 

ⅰ．発電所内外の組織への通報連絡を実施できるよう，衛

星電話設備，統合原子力防災ネットワークを用いた通信

連絡設備等を配備し，広く情報提供を行う。 

ⅱ．原子炉施設の状態および重大事故等対策の実施状況に

係る情報は，発電所対策本部の情報班にて一元的に集約

管理し，発電所内で共有するとともに，本店に設置する

緊急時対策本部（以下「本店対策本部」という。）と発

電所対策本部間において，衛星電話設備，統合原子力防

災ネットワークを用いた通信連絡設備，安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）等を使用することにより，発

電所の状況および重大事故等対策の実施状況の情報共有

を行う。 

ⅲ．本店対策本部との情報共有を密にすることで報道発

表，外部からの問い合わせ対応および関係機関への連絡

を本店対策本部で実施し，発電所対策本部が事故対応に

専念でき，かつ，発電所内外へ広く情報提供を行う。 

 

（ｎ）防災課長は，地下水位低下設備の機能喪失のおそれが

ある場合または機能喪失の場合に備え，地下水位低下設

備の復旧作業に的確かつ柔軟に対処できるように，必要

な体制を整備する。 

 

ｂ．原子力部長は，以下に示す本店対策本部の役割分担およ

び責任者等を品質マネジメント文書に定め，体制を確立す

る。 

（ａ）原子力部長は速やかに社長に報告し，社長は本店にお

ける緊急体制を発令する。 

（ｂ）原子力部長は，本店に警戒対策体制を発令した場合，

速やかに警戒対策本部を設置し，本店警戒対策本部長と

して本店における対策活動を実施し，発電所において実

施される対策活動を支援する。原子力部長が不在の場合

は，あらかじめ定めた順位に従い，本店警戒対策本部の

副本部長がその職務を代行する。 

（ｃ）社長は，本店における第１または第２緊急体制を発令

した場合，速やかに本店対策本部を設置し，本店対策本

部長としてその職務を行う。社長が不在の場合は，あら

かじめ定めた順位に従い，本店対策本部の副本部長がそ

事故等対策を円滑に実施する。 

ａ．発電所内外の組織への通報連絡を実施できるよう，衛

星電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた

通信連絡設備等を配備し，広く情報提供を行う。 

ｂ．原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況に係

る情報は，緊急時対策本部の通報班にて一元的に集約管

理し，発電所内で共有するとともに，本社対策本部と緊

急時対策本部間において，衛星電話設備，統合原子力防

災ネットワークを用いた通信連絡設備及び安全パラメ

ータ表示システム（SPDS）等を使用することにより，発

電所の状況及び重大事故等対策の実施状況の情報共有

を行う。 

 

ｃ．本社対策本部との情報共有を密にすることで報道発

表，外部からの問い合わせ対応及び関係機関への連絡を

本社対策本部で実施し，緊急時対策本部が事故対応に専

念でき，かつ，発電所内外へ広く情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

イ．原子力運営管理部長は，以下に示す本社対策本部の役割

分担及び責任者等をマニュアルに定め，体制を確立する。 

 

（ア）原子力運営管理部長は速やかに社長に報告し，社長は

本社における原子力防災態勢を発令する。 

 

 

 

 

 

 

（イ）社長は，本社における原子力防災態勢を発令した場合，

速やかに東京本社の原子力施設事態即応センターに本

社対策本部を設置し，本社対策本部長としてその職務を

行う。社長が不在の場合は，あらかじめ定めた順位に従

事故等対策を円滑に実施する。 

ａ．発電所内外の組織への通報連絡を実施できるよう，衛

星電話設備，統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備等を配備し，広く情報提供を行う。 

ｂ．原子炉施設の状態および重大事故等対策の実施状況に

係る情報は，緊急時対策本部の情報管理班にて一元的に

集約管理し，発電所内外で共有するとともに，緊急時対

策総本部と緊急時対策本部間において，衛星電話設備，

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

および安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）等を使

用することにより，発電所の状況および重大事故等対策

の実施状況の情報共有を行う。 

 

ｃ．緊急時対策総本部との情報共有を密にすることで報道

発表，外部からの問い合わせ対応および関係機関への連

絡を緊急時対策総本部で実施し，緊急時対策本部が事故

対応に専念でき，かつ，発電所内外へ広く情報提供を行

う。 

 

 

 

 

 

イ．電源事業本部部長（原子力管理）は，以下に示す緊急時

対策総本部の役割分担および責任者等を手順書に定め，体

制を確立する。 

（ア）電源事業本部部長（原子力管理）は速やかに社長に報

告し，社長は本社における緊急時体制を発令する。 

 

 

 

 

 

 

（イ）社長は，本社における緊急時体制を発令した場合，速

やかに本社の原子力施設事態即応センターに緊急時対策

総本部を設置し，緊急時対策総本部長としてその職務を

行う。社長が不在の場合は，あらかじめ定めた順位に従

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は地下水低下設

備の対応に必要な体

制を規定している。 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は社長が緊急時

体制を発令する。（女

川は警戒対策体制を

本店原子力部長が発

令） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

の職務を代行する。本店対策本部は，全社での体制と

し，発電所対策本部が重大事故等対策に専念できるよう

技術面および運用面で支援する。本店対策本部は，原子

力防災組織に適用すべき必要要件を定めた体制とするこ

とにより，社長を本店対策本部長とした指揮命令系統を

明確にし，発電所対策本部が重大事故等対策に専念でき

る体制を整備する。本店対策本部は，店所対策本部およ

び関係店所との連絡を行う事務局，応急復旧の総括，官

公庁および地方自治体への報告・連絡，放射性物質によ

る被害状況の把握，事故影響範囲の評価，他原子力事業

者・原子力緊急事態支援組織への応援要請，原子力事業

所災害対策支援拠点の開設・運営等を行う原子力班，報

道関係に対する情報提供等を行う広報班，土地の被害調

査等を行う総務班，復旧活動従業員の安全対策，医師・

病院の手配等を行う人財班，復旧用資機材の調達・輸

送，輸送用機動力の調達・確保，一般交通関係情報の収

集等を行う資材班，ヘリコプターの確保・運用，供給対

策等を行う電力システム班，応急復旧対策，本復旧計画

の策定等を行う土木建築班，保安通信回線の確保，電気

通信事業者回線および社外非常用通信設備の利用対策を

行う情報通信班で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｄ）原子力部長は，あらかじめ選定している施設の候補の

中から，放射性物質が放出された場合の影響等を考慮し

た上で原子力事業所災害対策支援拠点を指定し，必要な

要員を派遣するとともに，発電所の事故収束対応を維持

するために必要な燃料および資機材等の支援を実施す

る。 

い，本社対策本部の副本部長がその職務を代行する。本

社対策本部は，原子力部門のみでなく他部門も含めた全

社（全社とは，東京電力ホールディングス株式会社及び

各事業子会社のことをいう）での体制とし，緊急時対策

本部が重大事故等対策に専念できるよう技術面及び運

用面で支援する。本社対策本部は，原子力防災組織に適

用すべき必要要件を定めた体制とすることにより，社長

を本社対策本部長とした指揮命令系統を明確にし，緊急

時対策本部が重大事故等対策に専念できる体制を整備

する。本社対策本部は，復旧統括，計画・情報統括，対

外対応統括，総務統括及び支援統括を配置し，発電所の

復旧方法検討・立案等を行う復旧班，本社対策本部内で

の情報共有等を行う情報班，事故状況の把握・進展評価

等を行う計画班，放射性物質の放出量評価等を行う保安

班，関係官庁への通報連絡等を行う官庁連絡班，報道機

関対応等を行う広報班，発電所の立地地域対応の支援等

を行う立地班，通信連絡設備の復旧・確保の支援等を行

う通信班，発電所の職場環境の整備等を行う総務班，現

地医療体制整備支援等を行う厚生班，発電所の復旧活動

に必要な資機材の調達・搬送等を行う資材班，原子力事

業所災害対策支援拠点の立ち上げ・運営等を行う後方支

援拠点班，官庁への支援要請等を行う支援受入調整班及

び他の原子力事業者からの支援受入調整等を行う電力

支援受入班で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）本社支援統括は，あらかじめ選定している施設の候補

の中から，放射性物質が放出された場合の影響等を考慮

した上で原子力事業所災害対策支援拠点を指定し，必要

な要員を派遣するとともに，発電所の事故収束対応を維

持するために必要な燃料及び資機材等の支援を実施す

る。 

い，緊急時対策総本部の副総本部長がその職務を代行す

る。緊急時対策総本部は，原子力部門のみでなく他部門

も含めた全社（全社とは，中国電力株式会社および中国

電力ネットワーク株式会社のことをいう）での体制と

し，緊急時対策本部が重大事故等対策に専念できるよう

技術面および運用面で支援する。緊急時対策総本部は，

原子力防災組織に適用すべき必要要件を定めた体制とす

ることにより，社長を緊急時対策総本部長とした指揮命

令系統を明確にし，緊急時対策本部が重大事故等対策に

専念できる体制を整備する。緊急時対策総本部は，緊急

時対策本部からの情報収集および社内関係箇所への連

絡，発電所からの情報およびメーカ等からの情報に基づ

いた応急措置の検討等を行う統括班，発電所外の放射線

レベル，環境への放出放射能量および周辺公衆の線量評

価を行う放射線班，プラント状況，設備損傷の状況，漏

えい量等の情報の入手，事故規模の評価等を行う技術

班，プレス発表文の作成，想定Ｑ＆Ａの作成，プレス発

表会場の設置，プレス発表等を行う広報班，食料等の調

達，宿泊施設の手配等を行う総務班，警備関係を行う警

備班，応急復旧用資機材および輸送手段の確保，その他

必要な物品の調達を行う資材班，従業員・応援者の健康

管理，作業服の調達を行う労務班，送電設備被害・復旧

状況の把握，送電設備の応急措置，復旧対策の検討，発

電所保安用外部電源の送電確保に係る需給運用を行う外

部電源復旧班，保安通信回線の確保等を行う通信班，情

報共有システムの維持管理を行う情報システム班，原子

力事業所災害対策支援拠点の設営，運営，原子力事業所

災害対策支援拠点から原子力施設への資機材の調達，輸

送，その他原子力災害対策活動の後方支援を行う支援

班，原子力防災活動における関係自治体との連携，原子

力事業者間協力協定に基づく他電力との防災活動の連携

を行う地域対応班で構成する。 

（ウ）本社統括班長は，あらかじめ選定している施設の候補

の中から，放射性物質が放出された場合の影響等を考慮

したうえで原子力事業所災害対策支援拠点を指定する。

本社支援班長は，必要な要員を派遣するとともに，発電

所の事故収束対応を維持するために必要な燃料，資機材

等の支援を実施する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（ｅ）本店対策本部は，他の原子力事業者および原子力緊急

事態支援組織より技術的な支援が受けられる体制を整備

する。 

ｃ．原子力部長は，重大事故等発生後の中長期的な対応が必

要になる場合に備えて，本店対策本部が中心となり，プラ

ントメーカおよび協力企業を含めた社内外の関係各所と連

携し，適切かつ効果的な対応を検討できる体制を整備す

る。重大事故等への対応操作や作業が長期間にわたる場合

に備えて，機能喪失した設備の部品取替えによる復旧手段

を整備するとともに，主要な設備の取替部品をあらかじめ

確保する。また，重大事故等時に，機能喪失した設備の復

旧を実施するための作業環境の線量低減対策や，放射性物

質を含んだ汚染水が発生した場合の対応等について，事故

収束対応を円滑に実施するため，平時から連絡体制を構築

するとともに，必要な対応を検討できる協力体制を構築す

る。 

 

 

（２）教育訓練の実施 

ａ．力量の付与のための教育訓練 

発電管理課長および防災課長は，重大事故等対処設備

を設置または改造する場合は重大事故等対処設備に係る

運転上の制限が適用開始される日（使用前事業者検査終

了日等）までに，運転員または重大事故等対策要員（運

転員を除く。）を新たに認定する場合は第１２条第２項

および第４項の体制に入るまでに，以下の教育訓練につ

いて品質マネジメント文書に基づき実施する。 

（ａ）表１から表１９に記載した対応手段を実施するために

必要とする手順について，「ｃ．成立性の確認訓練」の

要素を考慮した教育訓練項目を定め，運転員および重大

事故等対策要員（運転員を除く。）の役割に応じた教育

訓練を実施する。 

（ｂ）重大事故等対処設備を設置または改造する場合，重大

事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始される日

（使用前事業者検査終了日等）までに，成立性確認訓練

（現場訓練による有効性評価の成立性確認）および成立

性確認訓練の要素等を考慮した確認方法により，力量の

付与方法の妥当性を確認する。 

（エ）本社対策本部は，他の原子力事業者及び原子力緊急事

態支援組織より技術的な支援が受けられる体制を整備

する。 

ウ．原子力運営管理部長は，重大事故等発生後の中長期的な

対応が必要になる場合に備えて，本社対策本部が中心とな

り，プラントメーカ，協力会社を含めた社内外の関係各所

と連携し，適切かつ効果的な対応を検討できる体制を整備

する。重大事故等への対応操作や作業が長期間にわたる場

合に備えて，機能喪失した設備の部品取替えによる復旧手

段を整備するとともに，主要な設備の取替部品をあらかじ

め確保する。また，重大事故等時に，機能喪失した設備の

補修を実施するための作業環境の線量低減対策や，放射性

物質を含んだ汚染水が発生した場合の対応等について，福

島第一原子力発電所における経験や知見を踏まえた対策

を行うとともに，事故収束対応を円滑に実施するため，平

時から必要な対応を検討できる協力体制を継続して構築

する。 

 

（２）教育訓練の実施 

ア．力量の付与のための教育訓練 

   防災安全ＧＭは，重大事故等対処設備を設置若しくは改

造する場合，重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適

用開始される日（使用前事業者検査終了日等）までに又は

運転員若しくは緊急時対策要員を新たに認定する場合は，

第１２条第２項及び第４項の体制に入るまでに以下の教

育訓練について，マニュアルに基づき実施する。 

 

（ア）表１から表１９に記載した対応手段を実施するために

必要とする手順について，「ウ. 成立性の確認訓練」の要

素を考慮した教育訓練項目を定め，運転員及び緊急時対

策要員の役割に応じた教育訓練を実施する。 

 

（イ）重大事故等対処設備を設置又は改造する場合，重大事

故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始される日

（使用前事業者検査終了日等）までに，成立性確認訓練

（現場訓練による有効性評価の成立性確認）及び成立性

確認訓練の要素等を考慮した確認方法により，力量の付

与方法の妥当性を確認する。 

（エ）緊急時対策総本部は，他の原子力事業者および原子力

緊急事態支援組織より技術的な支援が受けられる体制を

整備する。 

ウ．電源事業本部部長（原子力管理）は，重大事故等発生後

の中長期的な対応が必要になる場合に備えて，緊急時対策

総本部が中心となり，プラントメーカおよび協力会社を含

めた社内外の関係各所と連携し，適切かつ効果的な対応を

検討できる体制を整備する。重大事故等への対応操作や作

業が長期間にわたる場合に備えて，機能喪失した設備の部

品取替えによる復旧手段を整備するとともに，主要な設備

の取替部品をあらかじめ確保する。また，重大事故等時に，

機能喪失した設備の復旧を実施するための作業環境の線

量低減対策や，放射性物質を含んだ汚染水が発生した場合

の対応等について，事故収束対応を円滑に実施するため，

平時から連絡体制を構築するとともに，必要な対応を検討

できる協力体制を継続して構築する。 

 

 

（２）教育訓練の実施 

ア．力量の付与のための教育訓練 

各課長は，重大事故等対処設備を設置もしくは改造する

場合，重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始

される日（使用前事業者検査終了日等）までにまたは運転

員もしくは緊急時対策要員を新たに認定する場合は，第１

２条第２項および第４項の体制に入るまでに以下の教育

訓練について，手順書に基づき実施する。 

 

（ア）表１から表１９に記載した対応手段を実施するために

必要とする手順について，「ウ. 成立性の確認訓練」の要

素を考慮した教育訓練項目を定め，運転員および緊急時

対策要員の役割に応じた教育訓練を実施する。 

 

（イ）重大事故等対処設備を設置または改造する場合，重大

事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始される

日（使用前事業者検査終了日等）までに，成立性確認訓

練（現場訓練による有効性評価の成立性確認）および成

立性確認訓練の要素等を考慮した確認方法により，力量

の付与方法の妥当性を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は運転員の教育

訓練を課長（第一発

電）が実施し，緊急

時対策要員の教育訓

練を各主管課の課長

が実施する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ｂ．力量の維持向上のための教育訓練 

発電管理課長および防災課長は，力量の維持向上のため

の教育訓練の実施計画を作成する。 

また，重大事故等に対処する要員に対して，事象の種類

および事象の進展に応じて的確かつ柔軟に対処するために

必要な力量の維持向上を図るため，以下の教育訓練につい

て，品質マネジメント文書に基づき実施する。 

（ａ）表１から表１９に記載した対応手段を実施するために

必要とする手順を教育訓練項目として定め，重大事故等

に対処する要員の役割に応じた教育訓練を計画的に実施

する。 

ⅰ．重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じた教育

訓練項目を年１回以上実施する。なお，年１回の実施頻

度では力量の維持が困難と判断される教育訓練項目につ

いては，教育訓練を年２回以上実施する。 

ⅱ．重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じ実施す

るⅰ．項の教育訓練結果を評価し，力量が維持されてい

ることを確認する。 

（ｂ）重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じた以下

の教育訓練等を実施する。 

ⅰ．重大事故等発生時の原子炉施設の挙動に関する知識な

らびに的確な状況把握および確実かつ迅速な対応を実施

するために必要な知識の向上を図ることのできる教育訓

練を年１回以上実施する。 

ⅱ．重大事故等の内容，基本的な対処方法等，知識ベース

の理解向上に資する教育訓練を年１回以上実施する。ま

た，重大事故等発生時のプラント状況の把握，的確な対

応操作の選択等，実施組織および支援組織の実効性等を

確認するための総合的な教育訓練を年１回以上実施す

る。 

ⅲ．重大事故等発生時において復旧を迅速に実施するため

に，普段から保全活動を社員自らが行って部品交換等の

実務経験を積むこと等により，原子炉施設および予備品

等について熟知する。 

運転員は，通常時に実施する項目を定めた品質マネジ

メント文書に基づき，設備の巡視点検，定例試験および

運転に必要な操作を社員自らが行う。 

ⅳ．（ａ）ⅰ．項の教育訓練において，重大事故等発生時

イ．力量の維持向上のための教育訓練 

防災安全ＧＭは，力量の維持向上のための教育訓練の実

施計画を作成する。 

また，重大事故等に対処する要員に対して，事象の種類

及び事象の進展に応じて的確かつ柔軟に対処するために

必要な力量の維持向上を図るため，以下の教育訓練につい

て，マニュアルに基づき実施する。 

（ア）表１から表１９に記載した対応手段を実施するために

必要とする手順を教育訓練項目として定め，重大事故等

に対処する要員の役割に応じた教育訓練を計画的に実

施する。 

ａ．重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じた教育

訓練項目を年１回以上実施する。なお，年１回の実施頻

度では力量の維持が困難と判断される教育訓練項目に

ついては，教育訓練を年２回以上実施する。 

ｂ．重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じ実施す

るａ項の教育訓練結果を評価し，力量が維持されている

ことを確認する。 

（イ）重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じた以下

の教育訓練等を実施する。 

ａ．重大事故等発生時の原子炉施設の挙動に関する知識並

びに的確な状況把握，確実かつ迅速な対応を実施するた

めに必要な知識の向上を図ることのできる教育訓練を

年１回以上実施する。 

ｂ．重大事故等の内容，基本的な対処方法等，知識ベース

の理解向上に資する教育訓練を年１回以上実施する。ま

た，重大事故等発生時のプラント状況の把握，的確な対

応操作の選択等，実施組織及び支援組織の実効性等を確

認するための総合的な教育訓練を年１回以上実施する。 

 

ｃ．重大事故等発生時において復旧を迅速に実施するため

に，普段から保全活動を社員自らが行って部品交換等の

実務経験を積むこと等により，原子炉施設及び予備品等

について熟知する。 

運転員は，通常時に実施する項目を定めたマニュアル

に基づき，設備の巡視点検，定例試験及び運転に必要な

操作を社員自らが行う。 

ｄ．（ア）ａ項の教育訓練において，重大事故等発生時の対

イ．力量の維持向上のための教育訓練 

課長（技術）および課長（第一発電）は，力量の維持向

上のための教育訓練の実施計画を作成する。 

また，重大事故等に対処する要員に対して，事象の種類

および事象の進展に応じて的確かつ柔軟に対処するため

に必要な力量の維持向上を図るため，以下の教育訓練につ

いて，手順書に基づき実施する。 

（ア）表１から表１９に記載した対応手段を実施するために

必要とする手順を教育訓練項目として定め，重大事故等

に対処する要員の役割に応じた教育訓練を計画的に実

施する。 

ａ．重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じた教育

訓練項目を年１回以上実施する。なお，年１回の実施頻

度では力量の維持が困難と判断される教育訓練項目に

ついては，教育訓練を年２回以上実施する。 

ｂ．重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じ実施す

るａ項の教育訓練結果を評価し，力量が維持されている

ことを確認する。 

（イ）重大事故等に対処する要員に対し，役割に応じた以下

の教育訓練等を実施する。 

ａ．重大事故等発生時の原子炉施設の挙動に関する知識な

らびに的確な状況把握，確実かつ迅速な対応を実施する

ために必要な知識の向上を図ることのできる教育訓練

を年１回以上実施する。 

ｂ．重大事故等の内容，基本的な対処方法等，知識ベース

の理解向上に資する教育訓練を年１回以上実施する。ま

た，重大事故等発生時のプラント状況の把握，的確な対

応操作の選択等，実施組織および支援組織の実効性等を

確認するための総合的な教育訓練を年１回以上実施す

る。 

ｃ．重大事故等発生時において復旧を迅速に実施するため

に，普段から保守点検活動を社員自らが行って部品交換

等の実務経験を積むこと等により，原子炉施設，予備品

等について熟知する。 

運転員は，通常時に実施する項目を定めた手順書に基

づき，設備の巡視点検，定期試験および運転に必要な操

作を社員自らが行う。 

ｄ．（ア）ａ項の教育訓練において，重大事故等発生時の対

 

【島根固有】 

・島根は運転員の教育

訓練を課長（第一発

電）が計画し，緊急

時対策要員の教育訓

練を課長（技術）が

計画する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

の対応や事故後の復旧を迅速に実施するために，重大事

故等発生時の事象進展により高線量下になる場所を想定

した事故時対応訓練，夜間，降雨，強風等の悪天候下等

を想定した事故時対応訓練等，様々な状況を想定し，訓

練を実施する。 

ⅴ．設備および事故時用の資機材等に関する情報ならびに

品質マネジメント文書が即時に利用できるよう，普段か

ら保全活動等を通じて準備し，それらの情報および品質

マネジメント文書を用いた事故時対応訓練を行う。 

 

ｃ．成立性の確認訓練 

発電管理課長および防災課長は，成立性の確認訓練の実

施計画を作成し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の

承認を得る。 

また，運転員および重大事故等対策要員（運転員を除

く。）に対し，以下の成立性の確認訓練を品質マネジメン

ト文書に基づき実施する。 

（ａ）成立性の確認訓練を以下のⅰ．項，ⅱ．項に定める頻

度，内容で計画的に実施する。 

ⅰ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認 

（ⅰ）中央制御室主体の操作に係る成立性確認（シミュレー

タによる成立性確認） 

中央操作主体，重要事故シーケンスの類似性および操

作の類似性の観点から整理した①から⑦の重要事故シー

ケンスについて，運転員を対象に年１回以上実施する。 

 

 

① 高圧注水・減圧機能喪失 

② 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ） 

③ 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 

 

 

④ 原子炉停止機能喪失 

⑤ ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

⑥ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣ

Ａ） 

 

 

応や事故後の復旧を迅速に実施するために，重大事故等

発生時の事象進展により高線量下になる場所を想定し

た事故時対応訓練，夜間及び降雨並びに強風等の悪天候

下等を想定した事故時対応訓練等，様々な状況を想定

し，訓練を実施する。 

ｅ．設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニ

ュアルが即時に利用できるよう，普段から保全活動等を

通じて準備し，それらの情報及びマニュアルを用いた事

故時対応訓練を行う。 

 

ウ．成立性の確認訓練 

防災安全ＧＭは，成立性の確認訓練の実施計画を作成

し，原子炉主任技術者の確認を得て，所長の承認を得る。 

 

また，運転員及び緊急時対策要員に対し，以下の成立性

の確認訓練をマニュアルに基づき実施する。 

 

（ア）成立性の確認訓練を以下のａ項，ｂ項に定める頻度，

内容で計画的に実施する。 

ａ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認 

（ａ）中央制御室主体の操作に係る成立性確認（シミュレ

ータによる成立性確認） 

中央操作主体，重要事故シーケンスの類似性及び操

作の類似性の観点から整理したⅠからⅧの重要事故シ

ーケンスについて，運転員を対象に年１回以上実施す

る。 

Ⅰ 高圧・低圧注水機能喪失 

Ⅱ 高圧注水・減圧機能喪失 

 

Ⅲ 全交流電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ喪失）＋Ｒ

ＣＩＣ失敗 

 

Ⅳ 原子炉停止機能喪失 

 

Ⅴ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬ

ＯＣＡ） 

Ⅵ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）代替循環冷却系を使用する場合 

応や事故後の復旧を迅速に実施するために，重大事故等

発生時の事象進展により高線量下になる場所を想定し

た事故時対応訓練，夜間および降雨，強風等の悪天候下

等を想定した事故時対応訓練等，様々な状況を想定し，

訓練を実施する。 

ｅ．設備および事故時用の資機材等に関する情報ならびに

手順書が即時に利用できるよう，普段から保守点検活動

等を通じて準備し，それらの情報および手順書を用いた

事故時対応訓練を行う。 

 

ウ．成立性の確認訓練 

課長（技術）および課長（第一発電）は，成立性の確認

訓練の実施計画を作成し，原子炉主任技術者の確認を得

て，所長の承認を得る。 

また，運転員および緊急時対策要員に対し，以下の成立

性の確認訓練を手順書に基づき実施する。 

 

（ア）成立性の確認訓練を以下のａ項，ｂ項に定める頻度，

内容で計画的に実施する。 

ａ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認 

（ａ）中央制御室主体の操作に係る成立性確認（シミュレ

ータによる成立性確認） 

中央操作主体，重要事故シーケンスの類似性および

操作の類似性の観点から整理したⅠからⅧの重要事故

シーケンスについて，運転員を対象に年１回以上実施

する。 

Ⅰ 高圧・低圧注水機能喪失 

Ⅱ 高圧注水・減圧機能喪失 

 

Ⅲ 全交流動力電源喪失（ＴＢＵ） 

 

Ⅳ 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合） 

Ⅴ 原子炉停止機能喪失 

 

Ⅵ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬ

ＯＣＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は成立性確認訓

練のうち運転員の教

育訓練を課長（第一

発電）が計画し，緊

急時対策要員の教育

訓練を課長（技術）

が計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・重要事故シーケンス

の類似性および操作

の網羅性の観点から

選定した重要事故シ

ーケンスの相違。 

TS-23  
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

⑦ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

 

（ⅱ）成立性の確認の評価方法 

重要事故シーケンスの有効性評価上の解析条件のうち

操作条件等を評価のポイントとして品質マネジメント文

書に定め，発電課長の指示の下，適切な対応ができてい

ることを以下のとおり評価する。 

① 重要事故シーケンスに応じた対応において，発電課長

からの指示に対して，運転員が適切に対応し，報告す

ることにより連携が図られていること 

② 解析上の操作条件が満足されるように対応できること 

 

③ 手順書に従い確実な対応ができること 

ⅱ．現場主体の操作に係る成立性確認 

（ⅰ）技術的能力の成立性確認 

表２０の対応手段のうち，現場主体で実施する有効性

評価の重要事故シーケンスに係る対応手段について，運

転員および重大事故等対策要員（運転員を除く。）を対

象に年１回以上実施する。 

 

（ⅱ）机上訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体，重要事故シーケンスの類似性および現場作

業の類似性の観点から整理した①から④の重要事故シー

ケンスについて，重大事故等対策要員（運転員を除

く。）を対象に年１回以上実施する。 

① 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 

 

 

 

② 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）代替循環冷却系を使用できない場合 

③ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

④ 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがあ

る事故（想定事故２） 

 

 

Ⅶ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）代替循環冷却系を使用しない場合 

Ⅷ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

 

（ｂ）成立性の確認の評価方法 

重要事故シーケンスの有効性評価上の解析条件のう

ち操作条件等を評価のポイントとしてマニュアルに定

め，当直副長の指示の下，適切な対応ができているこ

とを以下のとおり評価する。 

Ⅰ 重要事故シーケンスに応じた対応において，当直

副長からの指示に対して，運転員が適切に対応し，

報告することにより連携が図られていること 

Ⅱ 解析上の操作条件が満足されるように対応できる

こと 

Ⅲ 手順書に従い確実な対応ができること 

ｂ．現場主体の操作に係る成立性確認 

（ａ）技術的能力の成立性確認 

表２０の対応手段のうち，現場主体で実施する有効

性評価の重要事故シーケンスに係る対応手段につい

て，運転員及び緊急時対策要員（復旧班員）を対象に

年１回以上実施する。 

 

（ｂ）机上訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体，重要事故シーケンスの類似性及び現場作

業の類似性の観点から整理したⅠからⅤの重要事故シ

ーケンスについて，緊急時対策要員（復旧班員）を対

象に年１回以上実施する。 

Ⅰ 全交流動力電源喪失（主蒸気逃がし安全弁再閉失

敗） 

Ⅱ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）代替循環冷却系を使用する場合 

Ⅲ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）代替循環冷却系を使用しない場合 

 

Ⅳ 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれ

がある事故（想定事故２） 

Ⅴ 全交流動力電源喪失（運転停止中） 

 

Ⅶ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）残留熱代替除去系を使用しない場合 

Ⅷ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

 

（ｂ）成立性の確認の評価方法 

重要事故シーケンスの有効性評価上の解析条件のう

ち操作条件等を評価のポイントとして手順書に定め，

当直副長の指示の下，適切な対応ができていることを

以下のとおり評価する。 

Ⅰ 重要事故シーケンスに応じた対応において，当直

副長からの指示に対して，運転員が適切に対応し，

報告することにより連携が図られていること 

Ⅱ 解析上の操作条件が満足されるように対応できる

こと 

Ⅲ 手順書に従い確実な対応ができること 

ｂ．現場主体の操作に係る成立性確認 

（ａ）技術的能力の成立性確認 

表２０の対応手段のうち，現場主体で実施する有効

性評価の重要事故シーケンスに係る対応手段につい

て，運転員および緊急時対策要員を対象に年１回以上

実施する。 

 

（ｂ）机上訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体，重要事故シーケンスの類似性および現場

作業の類似性の観点から整理したⅠからⅣの重要事故

シーケンスについて，緊急時対策要員を対象に年１回

以上実施する。 

Ⅰ 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 

 

Ⅱ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合 

Ⅲ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）残留熱代替除去系を使用しない場合 

 

Ⅳ 燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある

事故（想定事故２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運

転操作の指揮を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・重要事故シーケンス

の類似性および操作

の網羅性の観点から

選定した重要事故シ

ーケンスの相違。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（ⅲ）現場訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体，重要事故シーケンスの類似性および現場作

業の類似性の観点から整理した③の重要事故シーケンス

に，①，②および④の重要事故シーケンスのうち現場で

実施する個別手順を加え，運転員および重大事故等対策

要員（運転員を除く。）で構成する班の中から任意の班※

を対象に年１回以上実施する。 

① 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 

 

 

 

② 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）代替循環冷却系を使用できない場合 

③ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

④ 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがあ

る事故（想定事故２） 

 

※成立性の確認を行う班を構成する要員について

は，毎年特定の役割に偏らないように配慮する。 

（ⅳ）成立性の確認の評価方法 

一 技術的能力の成立性確認は，有効性評価の重要事故シ

ーケンスに係る対応手段について，役割に応じた対

応が必要な要員数で想定時間内に実施するために必

要とする手順に沿った訓練結果をもとに，算出され

た訓練時間と表２０に記載した対応手段ごとの想定

時間を比較し評価する。 

二 机上訓練による有効性評価の成立性確認は，有効性評

価の重要事故シーケンスについて，必要な役割に応

じて求められる現場作業等ができることの確認事項

を品質マネジメント文書に定め，満足することを評

価する。 

三 現場訓練による有効性評価の成立性確認は，有効性評

価の成立性担保のために必要な操作が完了すべき時

間であるホールドポイントを品質マネジメント文書

に定め，満足することを評価する。 

四 （ⅰ）および（ⅲ）の成立性の確認は，多くの訓練項

目に対して効果的に行うため，以下の条件により実

施する。 

（ｃ）現場訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体，重要事故シーケンスの類似性及び現場作

業の類似性の観点から整理したⅡ又はⅢの重要事故シ

ーケンスに，Ⅰ，Ⅳ及びⅤの重要事故シーケンスのう

ち現場で実施する個別手順を加え，運転員及び緊急時

対策要員で構成する班の中から任意の班※を対象に年

１回以上実施する。 

Ⅰ 全交流動力電源喪失（主蒸気逃がし安全弁再閉失

敗） 

Ⅱ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）代替循環冷却系を使用する場合 

Ⅲ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）代替循環冷却系を使用しない場合 

 

Ⅳ 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれ

がある事故（想定事故２） 

Ⅴ 全交流動力電源喪失（運転停止中） 

※成立性の確認を行う班を構成する要員について

は，毎年特定の役割に偏らないように配慮する。 

（ｄ）成立性の確認の評価方法 

Ⅰ 技術的能力の成立性確認は，有効性評価の重要事

故シーケンスに係る対応手段について，役割に応

じた対応が必要な要員数で想定時間内に実施する

ために必要とする手順に沿った訓練結果をもと

に，算出された訓練時間と表２０に記載した対応

手段ごとの想定時間を比較し評価する。 

Ⅱ 机上訓練による有効性評価の成立性確認は，有効

性評価の重要事故シーケンスについて，必要な役

割に応じて求められる現場作業等ができることの

確認事項をマニュアルに定め，満足することを評

価する。 

Ⅲ 現場訓練による有効性評価の成立性確認は，有効

性評価の成立性担保のために必要な操作が完了す

べき時間であるホールドポイントをマニュアルに

定め，満足することを評価する。 

Ⅳ （ａ）及び（ｃ）の成立性の確認は，多くの訓練

項目に対して効果的に行うため，以下の条件によ

り実施する。 

（ｃ）現場訓練による有効性評価の成立性確認 

現場主体，重要事故シーケンスの類似性および現場

作業の類似性の観点から整理したⅡの重要事故シーケ

ンスに，Ⅰ，ⅢおよびⅣの重要事故シーケンスのうち

現場で実施する個別手順を加え，運転員および緊急時

対策要員で構成する班の中から任意の班※を対象に年

１回以上実施する。 

Ⅰ 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 

 

Ⅱ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合 

Ⅲ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）残留熱代替除去系を使用しない場合 

 

Ⅳ 燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある

事故（想定事故２） 

 

※成立性の確認を行う班を構成する要員について

は，毎年特定の役割に偏らないように配慮する。 

（ｄ）成立性の確認の評価方法 

Ⅰ 技術的能力の成立性確認は，有効性評価の重要事

故シーケンスに係る対応手段について，役割に応

じた対応が必要な要員数で想定時間内に実施する

ために必要とする手順に沿った訓練結果をもと

に，算出された訓練時間と表２０に記載した対応

手段ごとの想定時間を比較し評価する。 

Ⅱ 机上訓練による有効性評価の成立性確認は，有効

性評価の重要事故シーケンスについて，必要な役

割に応じて求められる現場作業等ができることの

確認事項を手順書に定め，満足することを評価す

る。 

Ⅲ 現場訓練による有効性評価の成立性確認は，有効

性評価の成立性担保のために必要な操作が完了す

べき時間であるホールドポイントを手順書に定

め，満足することを評価する。 

Ⅳ （ａ）および（ｃ）の成立性の確認は，多くの訓

練項目に対して効果的に行うため，以下の条件に

より実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・重要事故シーケンス

の類似性および操作

の網羅性の観点から

選定した重要事故シ

ーケンスの相違 

TS-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
8
5



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

なお，（ⅲ）の成立性確認は（四），（五）は適用し

ない。 

（一）実施にあたっては，原則，一連で実施することと

するが，長時間を要する成立性の確認については，

分割して実施する。 

（二）弁の開閉操作，水中ポンプの海水への投入，機器

の起動操作等により，原子炉施設の系統や設備に悪

影響を与えるもの，訓練により設備が損傷または劣

化を促進するおそれのあるもの等については，模擬

操作を実施する。 

（三）訓練用のモックアップがある場合は，（二）の模

擬操作ではなく，モックアップを使用した訓練を実

施する。実施にあたっては，移動時間を考慮する。 

 

（四）他の訓練の作業・操作待ちがある場合は，連携の

訓練を確実に行ったのち，次工程の作業・操作を実

施する。 

（五）同じ作業の繰り返しを行う訓練については，一部

の時間を測定し，その時間をもとに訓練時間を算出

する。 

 

（ｂ）成立性の確認結果を踏まえた措置 

ⅰ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認，技術的能力

の成立性確認および机上訓練による有効性評価の成立性

確認の場合 

成立性の確認により，役割に応じた必要な力量（以下

（ｂ）において「力量」という。）を確保できていない

と判断した場合は，速やかに以下の措置を講じる。 

（ⅰ）所長および原子炉主任技術者に報告するとともに，そ

の原因を分析，評価し，改善等，必要な措置を講じる。 

 

（ⅱ）力量を確保できていないと判断された者に対して，必

要な措置の結果を踏まえ，力量が確保できていないと判

断された個別の操作および作業を対象に，力量の維持向

上訓練を実施した後，役割に応じた要員により成立性の

確認訓練を実施し，力量が確保できていることを確認

し，所長および原子炉主任技術者に報告する。 

 

なお，（ｃ）の成立性確認は（Ⅳ）項，（Ⅴ）項は適

用しない。 

（Ⅰ）実施にあたっては，原則，一連で実施すること

とするが，長時間を要する成立性の確認について

は，分割して実施する。 

（Ⅱ）弁の開閉操作，水中ポンプの海水への投入，機

器の起動操作等により，原子炉施設の系統や設備

に悪影響を与えるもの，訓練により設備が損傷又

は劣化を促進するおそれのあるもの等について

は，模擬操作を実施する。 

（Ⅲ）訓練用のモックアップがある場合は，（Ⅱ）項の

模擬操作ではなく，モックアップを使用した訓練

を実施する。実施にあたっては，移動時間を考慮

する。 

（Ⅳ）他の訓練の作業・操作待ちがある場合は，連携

の訓練を確実に行ったのち，次工程の作業・操作

を実施する。 

（Ⅴ）同じ作業の繰り返しを行う訓練については，一

部の時間を測定し，その時間をもとに訓練時間を

算出する。 

 

（イ）成立性の確認結果を踏まえた措置 

ａ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認，技術的能力

の成立性確認及び机上訓練による有効性評価の成立性

確認の場合 

成立性の確認により，役割に応じた必要な力量（以下

（イ）において「力量」という。）を確保できていないと

判断した場合は，速やかに以下の措置を講じる。 

（ａ）所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに，そ

の原因を分析，評価し，改善等，必要な措置を講じる。 

 

（ｂ）力量を確保できていないと判断された者に対して，

必要な措置の結果を踏まえ，力量が確保できていない

と判断された個別の操作及び作業を対象に，力量の維

持向上訓練を実施した後，役割に応じた要員により成

立性の確認訓練を実施し，力量が確保できていること

を確認し，所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

なお，（ｃ）の成立性確認は（Ⅳ）項，（Ⅴ）項は適

用しない。 

（Ⅰ）実施にあたっては，原則，一連で実施すること

とするが，長時間を要する成立性の確認について

は，分割して実施する。 

（Ⅱ）弁の開閉操作，水中ポンプの海水への投入，機

器の起動操作等により，原子炉施設の系統や設備

に悪影響を与えるもの，訓練により設備が損傷ま

たは劣化を促進するおそれのあるもの等について

は，模擬操作を実施する。 

（Ⅲ）訓練用のモックアップがある場合は，（Ⅱ）項の

模擬操作ではなく，モックアップを使用した訓練

を実施する。実施にあたっては，移動時間を考慮

する。 

（Ⅳ）他の訓練の作業・操作待ちがある場合は，連携

の訓練を確実に行ったのち，次工程の作業・操作

を実施する。 

（Ⅴ）同じ作業の繰り返しを行う訓練については，一

部の時間を測定し，その時間をもとに訓練時間を

算出する。 

 

（イ）成立性の確認結果を踏まえた措置 

ａ．中央制御室主体の操作に係る成立性確認，技術的能力

の成立性確認および机上訓練による有効性評価の成立

性確認の場合 

成立性の確認により，役割に応じた必要な力量（以下

（イ）において「力量」という。）を確保できていないと

判断した場合は，速やかに以下の措置を講じる。 

（ａ）所長および原子炉主任技術者に報告するとともに，

その原因を分析，評価し，改善等，必要な措置を講じ

る。 

（ｂ）力量を確保できていないと判断された者に対して，

必要な措置の結果を踏まえ，力量が確保できていない

と判断された個別の操作および作業を対象に，力量の

維持向上訓練を実施した後，役割に応じた要員により

成立性の確認訓練を実施し，力量が確保できているこ

とを確認し，所長および原子炉主任技術者に報告す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・TS-43 SA 要員欠損

時のプラント停止判

断に係る記載につい

て 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ⅱ．現場訓練による有効性評価の成立性確認の場合 

成立性の確認により，力量を確保できていないと判断

した場合は，速やかに以下の措置を講じる。 

（ⅰ）所長および原子炉主任技術者に報告するとともに，

その原因を分析，評価し，改善等，必要な措置を講じ

る。 

（ⅱ）成立性の確認を任意の班が代表して実施する場合，

力量を確保できていないと判断された者と同じ役割

の者に対して，必要な措置の結果を踏まえ，力量が確

保できていないと判断された個別の操作および作業

を対象に，役割に応じた成立性の確認訓練を実施し，

力量が確保できていることを確認し，所長および原子

炉主任技術者に報告する。 

（ⅲ）（ⅱ）項の措置により，力量が確保できる見込みが

立たないと判断した場合は，所長および原子炉主任技

術者に報告する。 

（ⅳ）力量を確保できていないと判断された者について

は，必要により，改めて原因を分析，評価し，改善等

の必要な措置を講じ，力量の維持向上訓練を実施した

後，力量を確保できていないと判断された成立性の確

認訓練を実施し，力量が確保できていることを確認す

る。 

（ⅴ）（ⅳ）項の措置により，力量が確保できていると判

断した場合は，所長および原子炉主任技術者に報告す

る。 

ｄ．地下水位低下設備に係る教育訓練 

防災課長は，地下水位低下設備の機能喪失のおそれがあ

る場合または機能喪失の場合に備え，地下水位低下設備の

復旧作業に的確かつ柔軟に対処できるように，教育訓練を

実施する。 

 

（３）資機材の配備 

ａ．各課長は，重大事故の発生および拡大の防止に必要な

措置，アクセスルートの確保，復旧作業および支援等の

原子炉施設の保全のために必要な資機材を配備する。 

ｂ．原子力部長は，支援等の原子炉施設の保全のために必

要な資機材を配備する。 

 

ｂ．現場訓練による有効性評価の成立性確認の場合 

成立性の確認により，力量を確保できていないと判断

した場合は，速やかに以下の措置を講じる。 

（ａ）所長及び原子炉主任技術者に報告するとともに，そ

の原因を分析，評価し，改善等，必要な措置を講じる。 

 

（ｂ）成立性の確認を任意の班が代表して実施する場合，

力量を確保できていないと判断された者と同じ役割

の者に対して，必要な措置の結果を踏まえ，力量が確

保できていないと判断された個別の操作及び作業を

対象に，役割に応じた成立性の確認訓練を実施し，力

量が確保できていることを確認し，所長及び原子炉主

任技術者に報告する。 

（ｃ）（ｂ）項の措置により，力量が確保できる見込みが立

たないと判断した場合は，所長及び原子炉主任技術者

に報告する。 

（ｄ）力量を確保できていないと判断された者について

は，必要により，改めて原因を分析，評価し，改善等

の必要な措置を講じ，力量の維持向上訓練を実施した

後，力量を確保できていないと判断された成立性の確

認訓練を実施し，力量が確保できていることを確認す

る。 

（ｅ）（ｄ）項の措置により，力量が確保できていると判断

した場合は，所長及び原子炉主任技術者に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）資機材の配備 

ア．各ＧＭは，重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置，

アクセスルートの確保，復旧作業及び支援等の原子炉施設

の保全のために必要な資機材を配備する。 

イ．原子力運営管理部長は，支援等の原子炉施設の保全のた

めに必要な資機材を配備する。 

 

ｂ．現場訓練による有効性評価の成立性確認の場合 

成立性の確認により，力量を確保できていないと判断

した場合は，速やかに以下の措置を講じる。 

（ａ）所長および原子炉主任技術者に報告するとともに，

その原因を分析，評価し，改善等，必要な措置を講じ

る。 

（ｂ）成立性の確認を任意の班が代表して実施する場合，

力量を確保できていないと判断された者と同じ役割

の者に対して，必要な措置の結果を踏まえ，力量が確

保できていないと判断された個別の操作および作業

を対象に，役割に応じた成立性の確認訓練を実施し，

力量が確保できていることを確認し，所長および原子

炉主任技術者に報告する。 

（ｃ）（ｂ）項の措置により，力量が確保できる見込みが立

たないと判断した場合は，所長および原子炉主任技術

者に報告する。 

（ｄ）力量を確保できていないと判断された者について

は，必要により，改めて原因を分析，評価し，改善等

の必要な措置を講じ，力量の維持向上訓練を実施した

後，力量を確保できていないと判断された成立性の確

認訓練を実施し，力量が確保できていることを確認す

る。 

（ｅ）（ｄ）項の措置により，力量が確保できていると判断

した場合は，所長および原子炉主任技術者に報告す

る。 

 

 

 

 

 

 

（３）資機材の配備 

ア．各課長は，重大事故の発生および拡大の防止に必要な措

置，アクセスルートの確保，復旧作業および支援等の原子

炉施設の保全のために必要な資機材を配備する。 

イ．電源事業本部部長（原子力管理）は，支援等の原子炉施

設の保全のために必要な資機材を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は地下水低下設

備の対応に必要な教

育訓練を規定してい

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１．２ アクセスルートの確保，復旧作業および支援に係る事   

    項 

（１）アクセスルートの確保 

ａ．土木課長および防災課長は，発電所内の道路および通

路が確保できるよう，以下の実効性のある運用管理を実

施することを品質マネジメント文書に定める。 

（ａ）屋外および屋内において，想定される重大事故等の対

処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設

置場所および接続場所まで運搬するための経路または他

の設備の被害状況を把握するための経路（アクセスルー

ト）は，想定される自然現象，原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によ

るもの（故意によるものを除く。），溢水および火災を

想定しても，運搬，移動に支障をきたすことがないよ

う，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保す

る。 

（ｂ）屋内および屋外アクセスルートに対する自然現象につ

いては，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，

発電所敷地およびその周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風

（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮す

る。これらの事象のうち，発電所敷地およびその周辺で

の発生の可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外

アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象とし

て，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降

水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，

森林火災および高潮を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．２ アクセスルートの確保，復旧作業及び支援に係る事項 

 

（１）アクセスルートの確保 

ア．発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，発電所内の道路及び通路

が確保できるよう，以下の実効性のある運用管理を実施す

ることをマニュアルに定める。 

（ア）屋外及び屋内において，想定される重大事故等の対処

に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設

置場所及び接続場所まで運搬するための経路，又は他の

設備の被害状況を把握するための経路（以下「アクセス

ルート」という。）は，想定される自然現象，原子炉施設

の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの（故意によるものを除く。），溢水

及び火災を想定しても，運搬，移動に支障をきたすこと

のないよう，迂回路も考慮して複数のアクセスルートを

確保する。 

（イ）屋内及び屋外アクセスルートに対する自然現象につい

ては，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，発

電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず，

国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，風（台

風），竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮す

る。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周辺での

発生の可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進

展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外ア

クセスルートに影響を与えるおそれがある事象として，

地震，津波，風（台風），竜巻，低温（凍結），降水，積

雪及び火山の影響を選定する。なお，森林火災の出火原

因となるのは，たき火やタバコ等の人為によるものが大

半であることを考慮し，森林火災については，人為によ

るもの（火災・爆発）として選定する。地滑りについて

は，地震による影響に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

１．２ アクセスルートの確保，復旧作業および支援に係る事

項 

（１）アクセスルートの確保 

ア．各課長は，発電所内の道路および通路が確保できるよう，

以下の実効性のある運用管理を実施することを手順書に

定める。 

（ア）屋外および屋内において，想定される重大事故等の対

処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から

設置場所および接続場所まで運搬するための経路，また

は他の設備の被害状況を把握するための経路（以下「ア

クセスルート」という。）は，想定される自然現象，原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある

事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。），溢水および火災を想定しても，運搬，移動に支障

をきたすことのないよう，迂回路も考慮して複数のアク

セスルートを確保する。 

（イ）屋外および屋内アクセスルートに対する自然現象につ

いては，網羅的に抽出するために，地震，津波に加え，

発電所敷地およびその周辺での発生実績の有無にかか

わらず，国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水，

風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火

山の影響，生物学的事象，森林火災等の事象を考慮する。

これらの事象のうち，発電所敷地およびその周辺での発

生の可能性，屋外アクセスルートへの影響度，事象進展

速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，屋外アク

セスルートに影響を与えるおそれがある事象として，地

震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，

落雷，地滑り・土石流，火山の影響および生物学的事象

を選定する。なお，森林火災の出火原因となるのは，た

き火やタバコ等の人為によるものが大半であることを

考慮し，森林火災については，人為によるもの（火災・

爆発）として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は洪水，落雷，

生物学的事象，飛来

物（航空機落下），

ダムの崩壊，船舶の

衝突，電磁的障害に

ついて，アクセスル

ートに影響を与える

おそれがある事象と

して選定した上で，

影響を与えないこと

を評価しているま

た，島根特有の事象
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｃ）屋外および屋内アクセスルートに対する発電所敷地ま

たはその周辺において想定される原子炉施設の安全性を

損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）については，網羅

的に抽出するために，発電所敷地およびその周辺での発

生実績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づ

き収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆

発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突および電

磁的障害を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地

およびその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルート

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれ

がある事象として飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，

爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突および

電磁的障害を選定する。また，重大事故等時の高線量下

環境を考慮する。 

 

（ｄ）可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，設

計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対処

設備と位置的分散を図り保管し，屋外の可搬型重大事故

等対処設備は複数箇所に分散して保管する。なお，同じ

機能を有する重大事故等対処設備が他にない設備につい

ては，予備も含めて分散させる。 

（ｅ）障害物を除去可能なブルドーザ等の重機を保管，使用

し，それを運転できる重大事故等対策要員（運転員を除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又は

その周辺において想定される原子炉施設の安全性を損

なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）については，網羅的

に抽出するために，発電所敷地及びその周辺での発生実

績の有無に関わらず，国内外の基準や文献等に基づき収

集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣

工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害を

考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地及びその周

辺での発生の可能性，屋外アクセスルートへの影響度，

事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，

屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象

として火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機落下火災等）及び有毒ガスを選定する。また，重

大事故等時の高線量下環境を考慮する。 

 

 

（エ）可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，設

計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対

処設備と位置的分散を図り保管し，屋外の可搬型重大事

故等対処設備は複数箇所に分散して保管する。なお，同

じ機能を有する重大事故等対処設備が他にない設備に

ついては，予備も含めて分散させる。 

（オ）障害物を除去可能なホイールローダ等の重機を保管，

使用し，それを運転できる緊急時対策要員を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）屋外および屋内アクセスルートに対する発電所敷地ま

たはその周辺において想定される原子炉施設の安全性

を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）については，網

羅的に抽出するために，発電所敷地およびその周辺での

発生実績の有無にかかわらず，国内外の基準や文献等に

基づき収集した飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆

発，近隣工場等の火災，有毒ガス，船舶の衝突および電

磁的障害を考慮する。これらの事象のうち，発電所敷地

およびその周辺での発生の可能性，屋外アクセスルート

への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，屋外アクセスルートに影響を与えるおそれ

がある事象として，飛来物（航空機落下），ダムの崩壊，

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空

機落下火災等），有毒ガス，船舶の衝突および電磁的障害

を選定する。また，重大事故等時の高線量下環境を考慮

する。 

（エ）可搬型重大事故等対処設備の保管場所については，設

計基準事故対処設備の配置も含めて常設重大事故等対

処設備と位置的分散を図り保管し，屋外の可搬型重大事

故等対処設備は複数箇所に分散して保管する。なお，同

じ機能を有する重大事故等対処設備が他にない設備に

ついては，予備も含めて分散させる。 

（オ）障害物を除去可能なホイールローダ等の重機を保管，

使用し，それを運転できる緊急時対策要員を確保する。 

として地滑り・土石

流を考慮している。 

【女川との相違】 

・島根は森林火災の出

火原因が，たき火や

タバコ等の人為によ

るものが大半である

ことを考慮し，設置

許可基準規則第６条

第３項のとおり，人

為事象として整理し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は飛来物（航空

機落下），ダムの崩

壊，船舶の衝突，電

磁的障害について，

アクセスルートに影

響を与えるおそれが

ある事象として選定

した上で，影響を与

えないことを評価し

ている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

く。）を確保する。 

（ｆ）被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時

および作業時の状況に応じて着用する。夜間時および停

電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。また，現場との連絡手段を確保

し，作業環境を考慮する。 

 

ｂ．屋外アクセスルートの確保 

防災課長は，屋外のアクセスルートの確保にあたって，

以下の運用管理を実施することを品質マネジメント文書に

定める。 

（ａ）屋外の可搬型重大事故等対処設備の保管場所から目的

地まで運搬するアクセスルートの状況確認，取水箇所の

状況確認およびホース敷設ルートの状況確認を行い，併

せて，軽油タンク，常設代替交流電源設備その他の屋外

設備の被害状況の把握を行う。 

（ｂ）屋外アクセスルートに対する地震による影響，風（台

風）および竜巻による飛来物，積雪ならびに火山の影響

を想定し，複数のアクセスルートの中から早期に復旧可

能なアクセスルートを確保するため，障害物を除去可能

なブルドーザ等の重機を保管，使用する。 

（ｃ）地震による屋外タンクからの溢水および降水に対し

て，道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響

を受けない箇所にアクセスルートを確保する。 

 

（ｄ）津波の影響については，基準津波に対し余裕を考慮し

た高さの防潮堤および防潮壁で防護することにより，複

数のアクセスルートを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｅ）原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

 

（カ）被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時

及び作業時の状況に応じて着用する。夜間時及び停電時

においては，確実に運搬，移動ができるように，照明機

器等を配備する。また，現場との連絡手段を確保し，作

業環境を考慮する。 

 

イ．屋外アクセスルートの確保 

防災安全ＧＭは，屋外のアクセスルートの確保にあたっ

て，以下の運用管理を実施することをマニュアルに定め

る。 

（ア）屋外の可搬型重大事故等対処設備の保管場所から使用

場所まで運搬するアクセスルートの状況確認，取水箇所

の状況確認及びホース敷設ルートの状況確認を行い，併

せて，軽油タンク，常設代替交流電源設備及びその他屋

外設備の被害状況の把握を行う。 

（イ）屋外アクセスルートに対する地震による影響，その他

自然現象による影響を想定し，複数のアクセスルートの

中から早期に復旧可能なアクセスルートを確保するた

め，障害物を除去可能なホイールローダ等の重機を保

管，使用する。 

（ウ）地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して，

道路上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受

けない箇所にアクセスルートを確保する。 

 

（エ）津波の影響については，基準津波による遡上域最大水

位よりも高い位置にアクセスルートを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

 

（カ）被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い，移動時

および作業時の状況に応じて着用する。夜間時および停

電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可

搬型照明を配備する。また，現場との通信連絡手段を確

保し，作業環境を考慮する。 

 

イ．屋外アクセスルートの確保 

課長（保修管理）および課長（土木）は，屋外のアクセ

スルートの確保にあたって，以下の運用管理を実施するこ

とを手順書に定める。 

（ア）屋外の可搬型重大事故等対処設備の保管場所から使用

場所まで運搬するアクセスルートの状況確認，取水箇所

の状況確認およびホース敷設ルートの状況確認を行い，

併せて，軽油タンクおよびその他屋外設備の被害状況の

把握を行う。 

（イ）屋外アクセスルートに対する地震による影響，その他

自然現象による影響を想定し，複数のアクセスルートの

中から早期に復旧可能なアクセスルートを確保するた

め，障害物を除去可能なホイールローダ等の重機を保

管，使用する。 

（ウ）地震による屋外タンクからの溢水および降水に対し

て，道路上への自然流下も考慮した上で，溢水による通

行への影響を受けない箇所にアクセスルートを確保す

る。 

（エ）津波の影響については，基準津波の影響を受けない防

波壁の内側にアクセスルートを確保する。 

 

 

 

 

 

 

（オ）地滑り・土石流に対して，複数のアクセスルート確保

に加え，地滑り・土石流の影響を受けないアクセスルー

トを確保する。 

 

（カ）原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の常設代替交流

電源設備は建物内に

設置しているため，

屋内アクセスルート

の確保側で確認する

こととしている。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・津波に対する防護方

針の相違（島根は，

基準津波が一部敷地

レベルを超えるた

め，防波壁の内側に

アクセスルートを確

保している。） 

【島根固有】 

・島根特有の事象とし

て地滑り・土石流を

考慮している。 

 

【島根固有】 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）のうち，飛来物（航空機落下），爆発，近隣工場

の火災および有毒ガスに対して，迂回路も考慮した複数

のアクセスルートを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｆ）有毒ガスに対しては，複数のアクセスルート確保に加

え，防護具を装備する。 

 

 

 

（ｇ）高潮に対しては，通行への影響を受けない敷地高さに

アクセスルートを確保する。 

 

 

 

（ｈ）森林火災については通行への影響を受けない距離にア

クセスルートを確保する。 

 

 

（ｉ）洪水，地滑りおよびダムの崩壊については，立地的要

因により運用上考慮しない。なお，落雷に対しては道路

面が直接影響を受けることはなく，生物学的事象に対し

ては容易に排除可能であり，船舶の衝突に対してはカー

テンウォールにより船舶の侵入が阻害されること，電磁

的障害に対しては道路面が直接影響を受けることはない

ことからアクセスルートへの影響はないため考慮しな

い。 

（ｊ）周辺構造物等の損壊による障害物については，ブルド

ーザ等の重機による撤去あるいは複数のアクセスルート

による迂回を行う。 

（ｋ）地震の影響による周辺斜面の崩壊や敷地下斜面のすべ

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）のうち，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・

爆発，航空機落下火災等）及び有毒ガスに対して，迂回

路も考慮した複数のアクセスルートを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カ）周辺構造物等の損壊による障害物については，ホイー

ルローダ等の重機による撤去あるいは複数のアクセス

ルートによる迂回を行う。 

（キ）地震の影響による周辺斜面の崩壊や道路面のすべりで

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）のうち，飛来物（航空機衝突），火災・爆発（森林

火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有

毒ガスおよび船舶の衝突に対して，迂回路も考慮した複

数のアクセスルートを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

（キ）有毒ガスに対しては，複数のアクセスルート確保に加

え，防護具を装備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ク）森林火災については，防火帯内側（一部，防火帯外側

のトンネル区間を含む）にアクセスルートを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ケ）周辺構造物等の損壊による障害物については，ホイー

ルローダ等の重機による撤去あるいは複数のアクセス

ルートによる迂回を行う。 

（コ）地震の影響による周辺斜面の崩壊や道路面のすべりで

・島根は洪水，落雷，

生物学的事象，飛来

物（航空機落下），

ダムの崩壊，船舶の

衝突，電磁的障害に

ついて，アクセスル

ートに影響を与える

おそれがある事象と

して選定した上で，

影響を与えないこと

を評価している。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は有毒ガスに対

して，防護具を着用

することとしてい

る。 

【女川との相違】 

・女川は高潮に対して

影響受けない敷地高

さにアクセスルート

を確保している。 

【島根固有】 

・森林火災に対するア

クセスルート設定の

考え方の相違。 

【女川との相違】 

・外部事象における整

理の相違 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

りで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，

可搬型重大事故等対処設備の運搬に必要な幅員を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

（ｌ）液状化，揺すり込みによる不等沈下および地下構造物

の損壊に伴う段差の発生が想定される箇所においては，

これらがアクセスルートに影響を及ぼす可能性がある場

合は段差緩和対策等の実施，迂回または砕石による段差

箇所の仮復旧により，通行性を確保する。 

 

（ｍ）想定を上回る段差が発生した場合は，迂回路を通行す

るか，ブルドーザに積載した角材と土のうによる段差解

消対策により，通行性を確保する。 

 

 

 

（ｎ）アクセスルート上の風（台風）および竜巻による飛来

物に対してはブルドーザによる撤去を行い，積雪または

火山の影響が発生した場合は，ブルドーザによる除雪ま

たは除灰を行う。想定を上回る積雪または火山の影響が

発生した場合は，除雪または除灰の頻度を増加させるこ

とにより対処する。また，凍結および積雪に対して，ア

クセスルートへの融雪剤配備，車両の常時スタッドレス

タイヤ装着ならびに急勾配箇所のすべり止め材配備およ

びすべり止め舗装を施すことにより通行性を確保する。 

 

 

 

 

ｃ．屋内アクセスルートの確保 

防災課長は，屋内のアクセスルートの確保にあたって，

以下の運用管理を実施することを品質マネジメント文書に

定める。 

崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイ

ールローダ等の重機による崩壊箇所の仮復旧を行い，通

行性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

（ク）不等沈下等による通行に支障がある段差の発生が想定

される箇所においては，段差緩和対策等の実施，迂回又

は砕石による段差箇所の仮復旧により，通行性を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ケ）アクセスルート上の風（台風）及び竜巻による飛来物，

積雪並びに火山の影響については，ホイールローダ等の

重機による撤去を行う。想定を上回る積雪又は火山の影

響が発生した場合は，除雪又は除灰の頻度を増加させる

ことにより対処する。また，低温（凍結）及び積雪に対

して，道路については融雪剤を配備し,車両については

走行可能なタイヤを装着することにより通行性を確保

する。 

 

 

 

 

 

ウ．屋内アクセスルートの確保 

発電ＧＭは，屋内のアクセスルートの確保にあたって，

以下の運用管理を実施することをマニュアルに定める。 

 

崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイ

ールローダ等の重機による崩壊箇所の仮復旧を行い，通

行性を確保する。 

 

 

 

 

 

 

（サ）液状化，揺すり込みによる不等沈下および地中埋設物

の損壊に伴う段差の発生が想定される箇所においては，

アクセスルートに影響がある場合は，あらかじめ段差緩

和対策等を実施する。 

 

 

（シ）想定を上回る段差が発生した場合は，迂回路を通行す

るか，ホイールローダ等の重機による段差箇所の復旧に

より，通行性を確保する。 

 

 

 

（ス）アクセスルート上の風（台風）および竜巻による飛来

物，積雪ならびに火山の影響については，ホイールロー

ダ等の重機による撤去を行う。想定を上回る積雪または

火山の影響が発生した場合は，除雪または除灰の頻度を

増加させることにより対処する。また，凍結および積雪

に対して，道路については融雪剤を配備し,車両につい

ては走行可能なタイヤを装着することにより通行性を

確保する。 

 

 

 

 

 

ウ．屋内アクセスルートの確保 

課長（保修管理）は，屋内のアクセスルートの確保にあ

たって，以下の運用管理を実施することを手順書に定め

る。 

 

【女川との相違】 

・女川は周辺斜面の崩

壊が発生した場合で

も，可搬型設位bの

通行に必要な幅員を

確保していることか

ら，土砂復旧作業は

不要と整理。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は通行に支障の

ある段差の発生が想

定される箇所全てに

対してあらかじめ段

差緩和対策を行う。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は想定を上回る

段差が発生した場

合，ホイールローダ

を使用し段差解消を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は凍結および積

雪に対する対応とし

て，「すべり止め材配

備」および「滑り止

め舗装」を実施する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（ａ）屋内の可搬型重大事故等対処設備の保管場所に移動す

るためのアクセスルートの状況確認を行い，併せてその

他屋内設備の被害状況の把握を行う。 

（ｂ）地震，津波その他想定される自然現象による影響およ

び原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれが

ある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた建屋内に確保する。 

（ｃ）重大事故等時に必要となる現場操作を実施する活動場

所まで外部事象による影響を考慮しても移動可能なルー

トを選定する。また，屋内アクセスルート上の資機材に

ついては，必要に応じて固縛または転倒防止措置によ

り，通行に支障をきたさない措置を講じる。 

（ｄ）機器からの溢水が発生した場合については，適切な防

護具を着用し，屋内アクセスルートを通行する。 

（ｅ）アクセスルートの状況を確認し，複数のアクセスルー

トの中から早期に復旧可能なアクセスルートを選定し確

保する。 

（２）復旧作業に係る事項 

ａ．予備品等の確保 

各課長は，重要安全施設の取替え可能な機器，部品等

の復旧作業を優先的に実施するために必要な予備品等を

以下の方針に基づき確保することを品質マネジメント文

書に定める。 

（ａ）事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設

備を復旧する。 

（ｂ）単一の重要安全施設の機能を回復することによって，

重要安全施設の多数の設備の機能を回復することがで

き，事故収束を実施する上で最も効果が大きいサポート

系設備を復旧する。 

（ｃ）復旧が困難な設備についても，復旧するための対策を

検討し実施することとするが，放射線の影響，その他の

作業環境条件の観点を踏まえ，復旧作業の成立性が高い

設備を復旧する。 

（ｄ）地下水位低下設備が機能喪失した場合に復旧作業等を

行うため，必要な資機材として，可搬型設備および予備

品を確保する。 

なお，多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の

（ア）屋内の可搬型重大事故等対処設備の保管場所に移動す

るためのアクセスルートの状況確認を行い，併せて，そ

の他屋内設備の被害状況の把握を行う。 

（イ）地震，津波及びその他想定される自然現象による影響

並びに原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）に対して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた建屋内に確保する。 

（ウ）重大事故等時に必要となる現場操作を実施する活動場

所まで外部事象による影響を考慮しても移動可能なル

ートを選定する。また，屋内のアクセスルート上の資機

材については，必要に応じて固縛又は転倒防止措置によ

り，通行に支障をきたさない措置を講じる。 

（エ）機器からの溢水が発生した場合については，適切な防

護具を着用し，屋内アクセスルートを通行する。 

（オ）アクセスルートの状況を確認し，複数のアクセスルー

トの中から早期に復旧可能なアクセスルートを選定し

確保する。 

（２）復旧作業に係る事項 

ア．予備品等の確保 

保全総括ＧＭは，重要安全施設の取替え可能な機器，部

品等の復旧作業を優先的に実施するために必要な予備品

等を以下の方針に基づき確保することをマニュアルに定

める。 

（ア）事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設

備を復旧する。 

（イ）単一の重要安全施設の機能を回復することによって，

重要安全施設の多数の設備の機能を回復することがで

き，事故収束を実施する上で最も効果が大きいサポート

系設備を復旧する。 

（ウ）復旧が困難な設備についても，復旧するための対策を

検討し実施することとするが，放射線の影響，その他の

作業環境条件の観点を踏まえ，復旧作業の成立性が高い

設備を復旧する。 

 

 

 

なお，多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の

（ア）屋内の可搬型重大事故等対処設備の保管場所に移動す

るためのアクセスルートの状況確認を行い，併せてその

他屋内設備の被害状況の把握を行う。 

（イ）地震，津波およびその他想定される自然現象による影

響ならびに原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）に対して，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋内に確保する。 

（ウ）重大事故等時に必要となる現場操作を実施する活動場

所まで外部事象による影響を考慮しても移動可能なル

ートを選定する。また，屋内アクセスルート上の資機材

については，必要に応じて固縛または転倒防止措置によ

り，通行に支障をきたさない措置を講じる。 

（エ）機器からの溢水が発生した場合については，適切な防

護具を着用し，屋内アクセスルートを通行する。 

（オ）アクセスルートの状況を確認し，複数のアクセスルー

トの中から早期に復旧可能なアクセスルートを選定し

確保する。 

（２）復旧作業に係る事項 

ア．予備品等の確保 

課長（保修管理）は，重要安全施設の取替え可能な機器，

部品等の復旧作業を優先的に実施するために必要な予備

品等を以下の方針に基づき確保することを手順書に定め

る。 

（ア）事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設

備を復旧する。 

（イ）単一の重要安全施設の機能を回復することによって，

重要安全施設の多数の設備の機能を回復することがで

き，事故収束を実施する上で最も効果が大きいサポート

系設備を復旧する。 

（ウ）復旧が困難な設備についても，復旧するための対策を

検討し実施することとするが，放射線の影響，その他の

作業環境条件の観点を踏まえ，復旧作業の成立性が高い

設備を復旧する。 

 

 

 

なお，多様な復旧手段の確保，復旧を想定する機器の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は地下水位低下

設備の復旧に必要な

資機材を配備してい
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

拡大，その他の有効な復旧対策について継続的な検討を

行うとともに，そのために必要な予備品の確保を行う。 

また，予備品の取替え作業に必要な資機材等として，

がれき撤去等のためのブルドーザ等の重機，夜間の対応

を想定した照明機器，その他の作業環境を想定した資機

材をあらかじめ確保する。 

ｂ．保管場所 

各課長は，予備品等について，地震による周辺斜面の崩

壊，敷地下斜面のすべり，津波による浸水等の外部事象の

影響を受けにくい場所に当該重要安全施設との位置的分散

を考慮し保管することならびに地下水位低下設備の可搬型

設備および予備品について，外部事象の影響を受けない場

所に保管することを品質マネジメント文書に定める。 

 

 

 

ｃ．アクセスルートの確保 

（１）「アクセスルートの確保」と同じ。 

（３）支援に係る事項 

防災課長および原子力部長は，支援に係る事項につい

て，以下の方針に基づき実施することを品質マネジメント

文書に定める。 

ａ．防災課長は，事故発生後７日間は継続して事故収束対

応を維持できるよう，重大事故等対処設備，予備品およ

び燃料等の手段を確保する。 

 

また，プラントメーカ，協力企業その他の関係機関と

は平時から必要な連絡体制を整備する等の協力関係を構

築するとともに，あらかじめ重大事故等発生に備え，協

議および合意の上，外部からの支援計画を策定する。重

大事故等が発生した場合，本店対策本部が発足し協力体

制が整い次第，プラントメーカおよび協力企業等から現

場操作対応等を実施する要員の派遣，事故収束に向けた

対策立案等の技術支援や要員の派遣，燃料供給会社から

は燃料の供給支援等，重大事故等発生後に必要な支援お

よび要員の運搬ならびに迅速な物資輸送を可能とすると

ともに，中長期的な物資輸送にも対応できるように支援

計画を策定する。 

拡大，その他の有効な復旧対策について継続的な検討を

行うとともに，そのために必要な予備品の確保に努める。 

また，予備品の取替え作業に必要な資機材等として，

ガレキ撤去等のためのホイールローダ等の重機，夜間の

対応を想定した照明機器等及びその他作業環境を想定し

た資機材を確保する。 

イ．保管場所 

保全総括ＧＭは，予備品等について，地震による周辺斜

面の崩壊，敷地下斜面のすべり，津波による浸水等の外部

事象の影響を受けにくい場所に当該重要安全施設との位

置的分散を考慮し，保管することをマニュアルに定める。 

 

 

 

 

 

ウ．アクセスルートの確保 

（１）「アクセスルートの確保」と同じ。 

（３）支援に係る事項 

防災安全ＧＭ及び原子力運営管理部長は，支援に係る事

項について，以下の方針に基づき実施することをマニュア

ルに定める。 

ア．防災安全ＧＭ及び原子力運営管理部長は，事故発生後７

日間は継続して事故収束対応を維持できるよう，重大事故

等対処設備，予備品及び燃料等の手段を確保する。 

 

また，プラントメーカ，協力会社及びその他の関係機関

とは平時から必要な連絡体制を整備する等，協力関係を構

築するとともに，あらかじめ重大事故等発生に備え，協議・

合意の上，外部からの支援計画を策定する。重大事故等が

発生した場合，緊急時対策本部が発足し協力体制が整い次

第，プラントメーカからは事故収束及び復旧対策に関する

技術支援，協力会社からは事故収束及び復旧対策に必要な

要員等の支援，燃料及び資機材の輸送支援並びに燃料供給

会社等からは燃料の供給支援及び迅速な物資輸送を可能

とするとともに，中長期的な物資輸送にも対応できるよう

に支援計画を策定する。 

 

拡大，その他の有効な復旧対策について継続的な検討を

行うとともに，そのために必要な予備品の確保を行う。 

また，予備品の取替え作業に必要な資機材等として，

がれき撤去等のためのホイールローダ等の重機および夜

間その他の作業環境の対応を想定した照明機器をあらか

じめ確保する。 

イ．保管場所 

課長（保修管理）は，予備品等について，地震による周

辺斜面の崩壊，敷地下斜面のすべり，津波による浸水等の

外部事象の影響を受けにくい場所に当該重要安全施設と

の位置的分散を考慮し，保管することを手順書に定める。 

 

 

 

 

 

ウ．アクセスルートの確保 

（１）「アクセスルートの確保」と同じ。 

（３）支援に係る事項 

各課長および電源事業本部部長（原子力管理）は，支援

に係る事項について，以下の方針に基づき実施することを

手順書に定める。 

ア．各課長および電源事業本部部長（原子力管理）は，事故

発生後７日間は継続して事故収束対応を維持できるよう，

重大事故等対処設備，予備品および燃料等の手段を確保す

る。 

また，プラントメーカ，協力会社およびその他の関係機

関とは平時から必要な連絡体制を整備する等の協力関係

を構築するとともに，あらかじめ重大事故等発生に備え，

協議および合意のうえ，外部からの支援計画を策定する。

重大事故等発生後，緊急時対策本部が発足し，協力体制が

整い次第，プラントメーカからは事故収束および復旧対策

に関する技術支援，協力会社からは事故収束および復旧対

策に必要な要員等の支援，燃料および資機材の輸送支援な

らびに燃料供給会社からは燃料の供給支援および迅速な

物資輸送を可能とするとともに，中長期的な物資輸送にも

対応できるように支援計画を策定する。 

 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は地下水位低下

設備の予備品を外部

事象の影響を受けな

い場所に保管してい

る。 
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緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ｂ．原子力部長は，他の原子力事業者より，支援に係る要

員の派遣，資機材の貸与および環境放射線モニタリング

の支援を受けられるようにするほか，原子力緊急事態支

援組織からは，被ばく低減のために遠隔操作可能なロボ

ットおよび無線重機等の資機材ならびに資機材を操作す

る要員および発電所までの資機材輸送の支援を受けられ

るように支援計画を策定する。 

さらに，発電所外であらかじめ用意された手段（重大

事故等対処設備と同種の設備，予備品，燃料等）につい

て支援を受けることによって，発電所内に配備している

重大事故等対処設備に不具合があった場合の代替手段お

よび燃料等の確保を行い，継続的な重大事故等対策を実

施できるよう事象発生後６日間までに支援を受けられる

体制を確立する。 

また，原子力事業所災害対策支援拠点から，発電所の

支援に必要な資機材として，食料，その他の消耗品およ

び放射線防護資機材を継続的に発電所へ供給できる体制

を確立する。 

 

１．３ 手順書の整備 

（１）各課長は，重大事故等発生時において，事象の種類お

よび事象の進展に応じて，重大事故等に的確かつ柔軟に

対処できるよう手順書を整備する。 

また，使用主体に応じて，運転員が使用する手順書（以

下「運転操作手順書」という。）ならびに重大事故等対策

要員および初期消火要員（消防車隊）が使用する手順書（以

下「発電所対策本部用手順書」という。）を整備する。 

 

 

 

 

 

ａ．発電管理課長および防災課長は，全ての交流動力電源

および常設直流電源系統の喪失，安全系の機器もしくは

計測器類の多重故障または複数号炉の同時被災等の過酷

な状態において，限られた時間の中で２号炉の原子炉施

設の状態の把握および実施すべき重大事故等対策の適切

な判断に必要な情報の種類，その入手の方法および判断

イ．原子力運営管理部長は，他の原子力事業者より，支援に

係る人員の派遣，資機材の貸与及び環境放射線モニタリン

グの支援を受けられる他，原子力緊急事態支援組織から

は，被ばく低減のために遠隔操作可能なロボット及び無線

重機等の資機材並びに資機材を操作する人員及び発電所

までの資機材輸送の支援を受けられるように支援計画を

策定する。 

さらに，発電所外であらかじめ用意された手段（重大事

故等対処設備と同種の設備，予備品，燃料等）について支

援を受けることによって，発電所内に配備している重大事

故等対処設備に不具合があった場合の代替手段及び燃料

の確保を行い，継続的な重大事故等対策を実施できるよう

事象発生後６日間までに支援を受けられる体制を確立す

る。 

また，原子力事業所災害対策支援拠点から，発電所の支

援に必要な資機材として，食料，その他の消耗品及び放射

線防護資機材を継続的に発電所へ供給できる体制を確立

する。 

 

１．３ 手順書の整備 

（１）各ＧＭは，重大事故等発生時において，事象の種類及び

事象の進展に応じて，重大事故等に的確かつ柔軟に対処で

きるようマニュアルを整備する。 

また，使用主体に応じて，運転員が使用するマニュアル

（以下「運転操作手順書」という。）及び緊急時対策要員が

使用するマニュアル（以下「緊急時対策本部用手順書」と

いう。）を整備する。 

さらに，緊急時対策本部用手順書は使用主体に応じて，

緊急時対策本部が使用する手順書，緊急時対策本部のうち

技術支援組織が使用する手順書及び緊急時対策本部のう

ち実施組織（当直以外）が使用する手順書に分類して整備

する。 

ア．発電ＧＭ及び直営作業ＧＭは，全ての交流動力電源及び

常設直流電源系統の喪失，安全系の機器若しくは計測器類

の多重故障又は複数号炉の同時被災等の過酷な状態にお

いて，限られた時間の中で７号炉の原子炉施設の状態の把

握及び実施すべき重大事故等対策の適切な判断に必要な

情報の種類，その入手の方法及び判断基準を運転操作手順

イ．電源事業本部部長（原子力管理）は，他の原子力事業者

より，支援に係る要員の派遣，資機材の貸与および環境放

射線モニタリングの支援を受けられるほか，原子力緊急事

態支援組織からは，被ばく低減のために遠隔操作可能なロ

ボット，無線重機等の資機材ならびに資機材を操作する要

員および発電所までの資機材輸送の支援を受けられるよ

うに支援計画を策定する。 

さらに，発電所外であらかじめ用意された手段（重大事

故等対処設備と同種の設備，予備品，燃料等）について支

援を受けることによって，発電所内に配備している重大事

故等対処設備に不具合があった場合の代替手段および燃

料の確保を行い，継続的な重大事故等対策を実施できるよ

う事象発生後６日間までに支援を受けられる体制を確立

する。 

また，原子力事業所災害対策支援拠点から，発電所の支

援に必要な資機材として，食料，その他の消耗品および放

射線防護資機材を継続的に発電所へ供給できる体制を確

立する。 

 

１．３ 手順書の整備 

（１）各課長は，重大事故等発生時において，事象の種類およ

び事象の進展に応じて，重大事故等に的確かつ柔軟に対処

できるよう手順書を整備する。 

また，使用主体に応じて，運転員が使用する手順書（以

下「運転操作手順書」という。）および緊急時対策要員が使

用する手順書（以下「緊急時対策本部用手順書」という。）

を整備する。 

さらに，緊急時対策本部用手順書は使用主体に応じて，

緊急時対策本部が使用する手順書，緊急時対策本部のうち

技術支援組織が使用する手順書および緊急時対策本部の

うち実施組織（当直以外）が使用する手順書に分類して整

備する。 

ア．課長（第一発電）および課長（燃料技術）は，すべての

交流動力電源および常設直流電源系統の喪失，安全系の機

器または計測器類の多重故障，複数号炉の同時被災等の過

酷な状態において，限られた時間の中で２号炉の原子炉施

設の状態の把握および実施すべき重大事故等対策の適切

な判断に必要な情報の種類，その入手の方法および判断基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は使用主体に応

じて，手順書を分類

している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

基準を運転操作手順書および発電所対策本部用手順書に

定める。 

ｂ．発電管理課長および防災課長は，パラメータを計測す

る計器故障または故障が疑われる場合に原子炉施設の状

態を把握するための手順，パラメータの把握能力を超え

た場合に原子炉施設の状態を把握するための手順および

計測に必要な計器電源が喪失した場合の手順を運転操作

手順書および発電所対策本部用手順書に定める。 

 

具体的には，表１５「１５．事故時の計装に関する手

順等」の内容を含むものとする。 

ｃ．発電管理課長および防災課長は，炉心の著しい損傷お

よび格納容器の破損を防ぐために，最優先すべき操作等

を迷うことなく判断し実施するため，以下の判断基準を

運転操作手順書または発電所対策本部用手順書に定め

る。 

（ａ）原子炉停止機能喪失時においては，迷わずほう酸水注

入を行えるようにする判断基準 

（ｂ）炉心の著しい損傷または格納容器の破損を防ぐために

注水する淡水源が枯渇または使用できない状況において

は，設備への悪影響を懸念することなく，迷わず海水注

水を行えるようにする判断基準 

（ｃ）格納容器圧力が限界圧力に達する前または格納容器か

らの異常漏えいが発生した場合に確実に原子炉格納容器

フィルタベント系等の使用が行えるようにする判断基準 

（ｄ）全交流動力電源喪失時等において，準備に長時間を要

する可搬型重大事故等対処設備を必要な時期に使用可能

とするため，準備に要する時間を考慮した手順着手の判

断基準 

（ｅ）炉心の著しい損傷および格納容器の破損を防ぐために

必要な各操作については，重大事__故等対処設備を必要

な時期に使用可能とするための手順着手の判断基準 

（ｆ）重大事故等対策時においては，設計基準事故時に用い

る操作の制限事項は適用しないようにする判断基準 

ｄ．発電管理課長および防災課長は，財産（設備等）保護よ

りも安全を優先するという社長の方針に基づき，以下の判

断基準を手順書に定める。 

（ａ）発電管理課長は，重大事故等発生時の運転操作におい

書及び緊急時対策本部用手順書に定める。 

 

イ．発電ＧＭ及び直営作業ＧＭは，パラメータを計測する計

器故障時に原子炉施設の状態を把握するための手順，パラ

メータの把握能力を超えた場合に原子炉施設の状態を把

握するための手順及び計測に必要な計器電源が喪失した

場合の手順を運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順

書に定める。 

 

具体的には，表１５「１５．事故時の計装に関する手順

等」の内容を含むものとする。 

ウ．発電ＧＭ及び直営作業ＧＭは，炉心の著しい損傷及び格

納容器の破損を防ぐために，最優先すべき操作等を迷うこ

となく判断し実施するため，以下の判断基準を運転操作手

順書及び緊急時対策本部用手順書に定める。 

 

（ア）原子炉停止機能喪失時においては，迷わずほう酸水注

入を行えるようにする判断基準 

（イ）炉心の著しい損傷又は格納容器の破損を防ぐために注

水する淡水源が枯渇又は使用できない状況においては，

設備への悪影響を懸念することなく，迷わず海水注水を

行えるようにする判断基準 

（ウ）格納容器圧力が限界圧力に達する前，又は，格納容器

からの異常漏えいが発生した場合に，確実に格納容器圧

力逃がし装置等の使用が行えるようにする判断基準 

（エ）全交流動力電源喪失時等において，準備に長時間を要

する可搬型設備を必要な時期に使用可能とするため，準

備に掛かる時間を考慮した手順着手の判断基準 

 

（オ）炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防ぐために必

要な各操作については，重大事故等対処設備を必要な時

期に使用可能とするための手順着手の判断基準 

（カ）重大事故等対策時においては，設計基準事故時に用い

る操作の制限事項は適用しないようにする判断基準 

エ．発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，財産（設備等）保護より

も安全を優先するという社長の方針に基づき，以下の判断

基準を手順書に定める。 

（ア）発電ＧＭは，重大事故等発生時の運転操作において，

準を運転操作手順書および緊急時対策本部用手順書に定

める。 

イ．課長（第一発電）および課長（燃料技術）は，パラメー

タを計測する計器故障または計器故障が疑われる場合に

原子炉施設の状態を把握するための手順，パラメータの把

握能力を超えた場合に原子炉施設の状態を把握するため

の手順および計測に必要な計器電源が喪失した場合の手

順を運転操作手順書および緊急時対策本部用手順書に定

める。 

具体的には，表１５「１５．事故時の計装に関する手順

等」の内容を含むものとする。 

ウ．課長（第一発電）および課長（燃料技術）は，炉心の著

しい損傷，格納容器の破損および水素爆発による原子炉建

物等の損傷を防ぐために，最優先すべき操作等を迷うこと

なく判断し実施するため，以下の判断基準を運転操作手順

書および緊急時対策本部用手順書に定める。 

（ア）原子炉停止機能喪失時においては，迷わずほう酸水注

入を行えるようにする判断基準 

（イ）炉心の著しい損傷または格納容器の破損を防ぐために

注水する淡水源が枯渇または使用できない状況におい

ては，設備への悪影響を懸念することなく，迷わず海水

注水を行えるようにする判断基準 

（ウ）格納容器圧力が限界圧力に達する前，または，格納容

器からの異常漏えいが発生した場合に，確実に格納容器

フィルタベント系の使用が行えるようにする判断基準 

（エ）全交流動力電源喪失時等において，準備に長時間を要

する可搬型設備を必要な時期に使用可能とするため，準

備に掛かる時間を考慮した手順着手の判断基準 

 

（オ）炉心の著しい損傷および格納容器の破損を防ぐために

必要な各操作については，重大事故等対処設備を必要な

時期に使用可能とするための手順着手の判断基準 

（カ）重大事故等対策時においては，設計基準事故時に用い

る操作の制限事項は適用しないようにする判断基準 

エ．課長（第一発電）および課長（燃料技術）は，財産（設

備等）保護よりも安全を優先するという社長の方針に基づ

き，以下の判断基準を手順書に定める。 

（ア）課長（第一発電）は，重大事故等発生時の運転操作に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・設置許可基準規則解

釈の改正に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
9
6



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

て，発電課長が躊躇せず指示できる判断基準を運転操作

手順書に定める。 

（ｂ）防災課長は，重大事故等発生時の発電所対策本部の活

動において，発電所対策本部長が方針に従った判断を実

施するための判断基準を発電所対策本部用手順書に定め

る。 

ｅ．発電管理課長および防災課長は，発電所内の運転員と重

大事故等対策要員（運転員を除く。）が連携し，事故の進

展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するため，

運転操作手順書および発電所対策本部用手順書を適切に定

める。 

（ａ）運転操作手順は，事故の進展状況に応じて以下のよう

に構成し定める。 

ⅰ．警報処置運転手順書 

中央制御室および現場制御盤に警報が発生した際に，

警報発生原因の除去あるいはプラントを安全な状態に維

持するために必要な対応操作に使用 

ⅱ．非常時操作手順書（イベントベース） 

単一の故障等で発生する可能性のある異常または事故

が発生した際に，事故の進展を防止するために必要な対

応操作に使用 

ⅲ．非常時操作手順書（徴候ベース） 

事故の起因事象を問わず，非常時操作手順書（イベン

トベース）では対処できない複数の設備の故障等による

異常または事故が発生した際に，重大事故への進展を防

止するために必要な対応操作に使用 

ⅳ．非常時操作手順書（シビアアクシデント） 

非常時操作手順書（徴候ベース）で対応する状態から

更に事象が進展し炉心損傷に至るおそれがある場合，ま

たは炉心損傷に至った場合に，事故の拡大を防止し影響

を緩和するために必要な対応操作に使用 

ⅴ．非常時操作手順書（設備別） 

非常時操作手順書（徴候ベース）および非常時操作手

順書（シビアアクシデント）で使用する設備に対しての

個別の操作内容を定めた手順 

 

 

 

当直副長が躊躇せず指示できる判断基準を運転操作手

順書に定める。 

（イ）防災安全ＧＭは，重大事故等発生時の緊急時対策本部

の活動において，緊急時対策本部長が方針にしたがった

判断を実施するための判断基準を緊急時対策本部用手

順書に定める。 

オ．発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，発電所内の運転員と緊急

時対策要員が連携し，事故の進展状況に応じて具体的な重

大事故等対策を実施するため，運転操作手順書及び緊急時

対策本部用手順書を適切に定める。 

 

（ア）運転操作手順は，事故の進展状況に応じて以下のよう

に構成し定める。 

ａ．警報発生時操作手順書 

中央制御室及び現場制御盤に警報が発生した際に，警

報発生原因の除去あるいはプラントを安全な状態に維持

するために必要な対応操作に使用 

ｂ．事故時運転操作手順書（事象ベース） 

単一の故障等で発生する可能性のある異常又は事故が

発生した際に，事故の進展を防止するために必要な対応

操作に使用 

ｃ．事故時運転操作手順書（徴候ベース） 

事故の起因事象を問わず，事故時運転操作手順書（事

象ベース）では対処できない複数の設備の故障等による

異常又は事故が発生した際に，重大事故への進展を防止

するために必要な対応操作に使用 

ｄ．事故時運転操作手順書（シビアアクシデント） 

事故時運転操作手順書（徴候ベース）で対応する状態

から更に事象が進展し炉心損傷に至るおそれがある場

合，又は炉心損傷に至った場合に，事故の拡大を防止し

影響を緩和するために必要な対応操作に使用 

 

 

 

 

 

 

 

おいて，当直副長が躊躇せず指示できる判断基準を運転

操作手順書に定める。 

（イ）課長（燃料技術）は，重大事故等発生時の緊急時対策

本部の活動において，緊急時対策本部長が方針にしたが

った判断を実施するための判断基準を緊急時対策本部

用手順書に定める。 

オ．課長（第一発電）および課長（燃料技術）は，発電所内

の運転員と緊急時対策要員が連携し，事故の進展状況に応

じて具体的な重大事故等対策を実施するため，運転操作手

順書および緊急時対策本部用手順書を適切に定める。 

 

（ア）運転操作手順は，事故の進展状況に応じて以下のよう

に構成し定める。 

ａ．設備別運転要領書 別冊 警報発生時の措置 

中央制御室および現場制御盤に警報が発生した際に，

警報発生原因の除去あるいはプラントを安全な状態に維

持するために必要な対応操作に使用 

ｂ．事故時操作要領書（事象ベース） 

単一の故障等で発生する可能性のある異常または事故

が発生した際に，事故の進展を防止するために必要な対

応操作に使用 

ｃ．事故時操作要領書（徴候ベース） 

事故の起因事象を問わず，事故時操作要領書（事象ベ

ース）では対処できない複数の設備の故障等による異常

または事故が発生した際に，重大事故への進展を防止す

るために必要な対応操作に使用 

ｄ．事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

事故時操作要領書（徴候ベース）で対応する状態から

更に事象が進展し炉心損傷に至るおそれがある場合，ま

たは炉心損傷に至った場合に，事故の拡大を防止し影響

を緩和するために必要な対応操作に使用 

ｅ．ＡＭ設備別操作要領書 

事故時操作要領書（徴候ベース）および事故時操作要

領書（シビアアクシデント）で使用する設備に対しての

個別の操作内容を定めた手順 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運

転操作の指揮を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は運転員が使用

する手順書として整

備。 

 TS-10 

 TS-59 
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ⅵ．非常時操作手順書（プラント停止中） 

プラント停止時に発生する可能性のある異常または事

故が発生した際に，事故の進展を防止するために必要な

対応操作に使用 

 

（ｂ）発電所対策本部は，運転員からの要請あるいは発電所

対策本部の判断により，運転員の事故対応の支援を行

う。発電所対策本部用手順書として，事故状況に応じた

戦略の検討および現場での重大事故等対策を的確に実施

するための必要事項を明確に示した手順を定める。 

（ｃ）運転操作手順書は，事故の進展状況に応じて構成を明

確化し，手順書相互間を的確に移行できるよう，移行基

準を明確に定める。 

ⅰ．異常または事故の発生時，警報処置運転手順書により

初期対応を行う。 

ⅱ．警報処置運転手順書による対応において事象が進展し

た場合には，警報処置運転手順書から非常時操作手順書

（イベントベース）に移行する。 

ⅲ．原子炉停止中において，警報処置運転手順書による対

応中に非常時操作手順書（プラント停止中）の導入条件

が成立した場合には，非常時操作手順書（プラント停止

中）に移行する。 

 

ⅳ．警報処置運転手順書および非常時操作手順書（イベン

トベース）による対応中は，パラメータ（炉心の冷却

機能，格納容器の健全性等）を常に監視し，非常時操

作手順書（徴候ベース）の導入条件が成立した場合に

は，非常時操作手順書（徴候ベース）に移行する。 

 

ⅴ．非常時操作手順書（徴候ベース）の導入条件が成立し

た場合でも，原子炉スクラム時の確認事項等，非常時操

作手順書（イベントベース）に具体的内容を定めている

対応については非常時操作手順書（イベントベース）を

参照する。 

ⅵ．異常または事故が収束した場合は，非常時操作手順書

（徴候ベース）に従い復旧の措置を行う。 

ⅶ．非常時操作手順書（徴候ベース）による対応で事故収

 

 

 

 

 

 

（イ）緊急時対策本部は，運転員からの要請あるいは緊急時

対策本部の判断により，運転員の事故対応の支援を行

う。緊急時対策本部用手順書として，事故状況に応じた

戦略の検討及び現場での重大事故等対策を的確に実施

するための必要事項を明確に示した手順を定める。 

（ウ）運転操作手順書は，事故の進展状況に応じて構成を明

確化し，手順書相互間を的確に移行できるよう，移行基

準を明確に定める。 

ａ．異常又は事故の発生時，警報発生時操作手順書により

初期対応を行う。 

ｂ．事象が進展した場合には，警報発生時操作手順書の記

載に従い，事故時運転操作手順書（事象ベース）に移行

する。 

 

 

 

 

 

ｃ．警報発生時操作手順書及び事故時運転操作手順書（事

象ベース）による対応中は，パラメータ（炉心の冷却機

能，格納容器の健全性等）を常に監視し，事故時運転操

作手順書（徴候ベース）の導入条件が成立した場合には，

事故時運転操作手順書（徴候ベース）に移行する。 

 

ｄ．事故時運転操作手順書（徴候ベース）の導入条件が成

立した場合でも，原子炉スクラム時の確認事項等，事故

時運転操作手順書（事象ベース）に具体的内容を定めて

いる対応については事故時運転操作手順書（事象ベー

ス）を参照する。 

ｅ．異常又は事故が収束した場合は，事故時運転操作手順

書（徴候ベース）に従い復旧の措置を行う。 

ｆ．事故時運転操作手順書（徴候ベース）による対応で事

 

 

 

 

 

 

（イ）緊急時対策本部は，運転員からの要請あるいは緊急時

対策本部の判断により，運転員の事故対応の支援を行

う。緊急時対策本部用手順書として，事故状況に応じた

戦略の検討および現場での重大事故等対策を的確に実

施するための必要事項を明確に示した手順を定める。 

（ウ）運転操作手順書は，事故の進展状況に応じて構成を明

確化し，手順書相互間を的確に移行できるよう，移行基

準を明確に定める。 

ａ．異常または事故の発生時，「設備別運転要領書 別冊 

警報発生時の措置」により初期対応を行う。 

ｂ．事象が進展した場合には，「設備別運転要領書 別冊 

警報発生時の措置」の記載に従い，事故時操作要領書（事

象ベース）に移行する。 

 

 

 

 

 

ｃ．「設備別運転要領書 別冊 警報発生時の措置」または

事故時操作要領書（事象ベース）による対応中は，パラ

メータ（未臨界性，炉心の冷却機能，格納容器の健全性）

を常に監視し，事故時操作要領書（徴候ベース）の導入

条件が成立した場合には，事故時操作要領書（徴候ベー

ス）に移行する。 

ｄ．事故時操作要領書（徴候ベース）の導入条件が成立し

た場合でも，原子炉スクラム時の確認事項等，事故時操

作要領書（事象ベース）に具体的内容を定めている対応

については事故時操作要領書（事象ベース）を参照する。 

 

ｅ．異常または事故が収束した場合は，事故時操作要領書

（徴候ベース）に従い復旧の措置を行う。 

ｆ．事故時操作要領書（徴候ベース）による対応で事故収

【女川との相違】 

・島根はプラント運転

中と停止中で使用す

る手順を分けていな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根はプラント運転

中と停止中で使用す

る手順を分けていな

い。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

束せず炉心損傷に至るおそれがある場合，または炉心損

傷に至った場合は，非常時操作手順書（シビアアクシデ

ント）に移行する。 

ｆ．発電管理課長および防災課長は，重大事故等対策実施

の判断基準として確認する水位，圧力，温度等の計測可

能なパラメータを整理し，運転操作手順書および発電所

対策本部用手順書に定めるとともに，以下の重大事故等

に対処するための事項についても定める。 

具体的な手順については，表１５「１５．事故時の計

装に関する手順等」参照。 

（ａ）監視することが必要なパラメータをあらかじめ選定

し，運転操作手順書および発電所対策本部用手順書に定

めること。 

（ｂ）記録の可否，直流電源喪失時における可搬型計測器に

よる計測可否等の情報を発電所対策本部用手順書に定め

ること。 

（ｃ）原子炉施設の状態を監視するパラメータが故障等によ

り計測不能な場合は，他のパラメータにて当該パラメー

タを推定する方法を発電所対策本部用手順書に定めるこ

と。 

（ｄ）パラメータ挙動予測，影響評価すべき項目，監視パラ

メータ等を発電所対策本部用手順書に定めること。 

（ｅ）有効性評価等にて整理した有効な情報について，運転

員が監視すべきパラメータの選定，状況の把握および事

象進展予測ならびに対応処置の参考情報とし，運転操作

手順書に定めること。 

また，有効性評価等にて整理した有効な情報につい

て，重大事故等対策要員（運転員を除く。）が運転操作

を支援するための参考情報とし，発電所対策本部用手順

書に定めること。 

ｇ．各課長は，前兆事象として把握ができるか，重大事故

を引き起こす可能性があるかを考慮して，設備の安全機

能の維持および事故の未然防止対策をあらかじめ検討し

ておき，前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる

体制および手順を整備する。 

（ａ）発電管理課長および防災課長は，大津波警報が発表さ

れた場合，原則として原子炉の停止および冷却操作を行

う手順，また，所員の避難および扉の閉止を行い，取水

故収束せず炉心損傷に至るおそれがある場合，又は炉心

損傷に至った場合は，事故時運転操作手順書（シビアア

クシデント）に移行する。 

カ．発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，重大事故等対策実施の判

断基準として確認する水位，圧力，温度等の計測可能なパ

ラメータを整理し，運転操作手順書及び緊急時対策本部用

手順書に定めるとともに，以下の重大事故等に対処するた

めの事項についても定める。 

具体的な手順については，表１５「１５．事故時の計装

に関する手順等」参照 

（ア）監視することが必要なパラメータを，あらかじめ選定

し，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順書に定め

ること。 

（イ）記録の可否，直流電源喪失時における可搬型計測器に

よる計測可否等の情報を運転操作手順書に定めること。 

 

（ウ）原子炉施設の状態を監視するパラメータが故障等によ

り計測不能な場合は，他のパラメータにて当該パラメー

タを推定する方法を緊急時対策本部用手順書に定める

こと。 

（エ）パラメータ挙動予測，影響評価すべき項目及び監視パ

ラメータ等を緊急時対策本部用手順書に定めること。 

（オ）有効性評価等にて整理した有効な情報について，運転

員が監視すべきパラメータの選定，状況の把握及び事象

進展予測並びに対応処置の参考情報とし，運転操作手順

書に定めること。 

また，有効性評価等にて整理した有効な情報について，

緊急時対策要員が運転操作を支援するための参考情報と

し，緊急時対策本部用手順書に定めること。 

 

キ．各ＧＭは，前兆事象として把握ができるか，重大事故を

引き起こす可能性があるかを考慮して，設備の安全機能の

維持及び事故の未然防止対策をあらかじめ検討しておき，

前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び

手順を整備する。 

（ア）発電ＧＭ及び防災安全ＧＭは，大津波警報が発令され

た場合，原子炉の停止及び冷却操作を行う手順，また，

所員の高台への避難及び扉の閉止を行い，津波監視カメ

束せず炉心損傷に至るおそれがある場合，または炉心損

傷に至った場合は，事故時操作要領書（シビアアクシデ

ント）に移行する。 

カ．課長（第一発電）および課長（燃料技術）は，重大事故

等対策実施の判断基準として確認する水位，圧力，温度等

の計測可能なパラメータを整理し，運転操作手順書および

緊急時対策本部用手順書に定めるとともに，以下の重大事

故等に対処するための事項についても定める。 

具体的な手順については，表１５「１５．事故時の計装

に関する手順等」参照 

（ア）監視することが必要なパラメータを，あらかじめ選定

し，運転操作手順書および緊急時対策本部用手順書に定

めること。 

（イ）記録の可否，直流電源喪失時における可搬型計測器に

よる計測可否等の情報を運転操作手順書に定めること。 

 

（ウ）原子炉施設の状態を監視するパラメータが故障等によ

り計測不能な場合は，他のパラメータにて当該パラメー

タを推定する方法を運転操作手順書および緊急時対策

本部用手順書に定めること。 

（エ）パラメータ挙動予測，影響評価すべき項目，監視パラ

メータ等を緊急時対策本部用手順書に定めること。 

（オ）有効性評価等にて整理した有効な情報について，運転

員が監視すべきパラメータの選定，状況の把握および事

象進展予測ならびに対応処置の参考情報とし，運転操作

手順書に定めること。 

また，有効性評価等にて整理した有効な情報について，

緊急時対策要員が運転操作を支援するための参考情報と

し，緊急時対策本部用手順書に定めること。 

 

キ．各課長は，前兆事象として把握ができるか，重大事故を

引き起こす可能性があるかを考慮して，設備の安全機能の

維持および事故の未然防止対策をあらかじめ検討してお

き，前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制お

よび手順を整備する。 

（ア）課長（第一発電）および課長（技術）は，大津波警報

が発令された場合，原子炉の停止および冷却操作を行う

手順，所員の高台への避難指示，水密扉の閉止確認を行
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ピット水位計および津波監視カメラによる津波の継続監

視を行う手順を整備する。 

 

 

 

 

ただし，以下の場合はその限りではない。 

ⅰ．大津波警報が誤報であった場合。 

ⅱ．発電所から遠方で発生した地震に伴う津波であっ

て，津波が到達するまでの間に大津波警報が解除ま

たは見直された場合。 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）各課長は，台風進路に想定された場合，屋外設備の暴

風雨対策の強化および巡視点検を強化する手順を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｃ）各課長は，前兆事象を伴う事象に対して，気象情報の

収集，巡視点検の強化および前兆事象に応じた事故の未

然防止の対応を行う手順を整備する。 

ｈ．防災課長は，発電所敷地内外の固定源に対して，有毒

化学物質の確認の実施により，運転・対処要員の吸気中

の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下

回るようにする手順と体制を定める。 

 

ラ及び取水槽水位計による津波の継続監視を行う手順

を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）各ＧＭは，台風進路に想定された場合，屋外設備の暴

風雨対策の強化及び巡視点検を強化する手順を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）各ＧＭは，前兆事象を伴う事象に対して，気象情報の

収集，巡視点検の強化及び前兆事象に応じた事故の未然

防止の対応を行う手順を整備する。 

ク．技術計画ＧＭは，発電所敷地内外の固定源に対して，有

毒化学物質の確認の実施により，運転・対処要員の吸気中の

有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回る

ようにする手順と体制を定める。 

 

い，津波監視カメラおよび取水槽水位計による津波の継

続監視を行う手順を整備する。また，引き波により取水

槽水位が低下した場合等，原子炉の運転継続に支障があ

る場合に，原子炉を手動停止する手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）各課長は，降下火砕物の降灰が想定される場合，火山

の情報を把握し，監視体制，連絡体制の強化を行い，降

灰が確認された場合には，除灰等を行う手順を整備す

る。 

（ウ）各課長は，台風進路に想定された場合，屋外設備の暴

風雨対策の強化および巡視点検を強化する手順を整備

する。 

（エ）各課長は，土石流の発生が想定される場合，監視カメ

ラおよび巡視による監視強化を行い，土石流の発生によ

り淡水源が使用できない場合を想定し，海を水源とした

対応手順を整備する。 

 

 

 

 

 

（オ）各課長は，前兆事象を伴う事象に対して，気象情報の

収集，巡視点検の強化および前兆事象に応じた事故の未

然防止の対応を行う手順を整備する。 

ク．各課長は，発電所敷地内外の固定源に対して，有毒化学

物質の確認，防液堤等の運用管理および防液堤等の施設管

理の実施により，重大事故等に対処する要員の吸気中の有

毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよ

うにする手順と体制を定める。 

【島根固有】 

・島根は引き波により

取水槽水位が低下し

た場合は，原子炉を

手動停止する。 

【女川との相違】 

・島根は大津波警報が

発令された場合は原

子炉停止操作を実施

するが，女川は大津

波警報が誤報や見直

された場合の措置を

記載している。 

【島根固有】 

・島根は降下火砕物に

対する対応について

記載している。 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は土石流の発生

が想定される場合，

監視強化を行い，土

石流の発生により淡

水源が使用不可とな

った場合，海を水源

とする対応手順を整

備している。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は有毒ガス影響

を軽減することを期

待する防潮堤があ

る） 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉ．防災課長は，予期せぬ有毒ガスの発生においても，運

転・対処要員のうち初動対応を行う要員に対して配備し

た防護具を着用することおよび防護具のバックアップ体

制を整備することにより，事故対策に必要な各種の指

示，操作を行うことができるよう手順と体制を定める。 

 

ｊ．防災課長は，有毒ガスの発生による異常を検知した場

合に，発電課長等に連絡し，発電課長等は連絡責任者を

経由して通信連絡設備により，有毒ガスの発生を必要な

要員に周知するための手順を定める。 

（２）各課長は，本来の用途以外の用途として重大事故等に

対処するために使用する設備にあっては，通常時に使用

する系統から弁操作により速やかに切り替えられるよう

当該操作等を明確にし，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えるために必要な手順等を手順書に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）防災課長は，地下水位低下設備の機能喪失のおそれが

ある場合または機能喪失の場合に備え，地下水位低下設

備の復旧作業に的確かつ柔軟に対処できるように，手順

を整備する。さらに，地下水位低下設備の機能喪失が外

部からの支援が可能となるまでの一定期間を超え長期に

及ぶ場合を想定し，外部支援等によりアクセスルートの

通行性の確保を図る手順の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ．技術計画ＧＭは，予期せぬ有毒ガスの発生においても，

運転・対処要員に対して配備した防護具を着用すること及

び防護具のバックアップ体制を整備することにより，事故

対策に必要な各種の指示，操作を行うことができるよう手

順と体制を定める。 

 

コ．技術計画ＧＭは，有毒ガスの発生による異常を検知した

場合に，当直長等に連絡し，当直長等は連絡責任者を経由し

て通信連絡設備により，有毒ガスの発生を必要な要員に周

知するための手順を定める。 

（２）各ＧＭは，本来の用途以外の用途として重大事故等に対

処するために使用する設備にあっては，通常時に使用する

系統から弁操作又は工具等の使用により速やかに切替え

られるよう当該操作等を明確にし，通常時に使用する系統

から速やかに切り替えるために必要な手順等を手順書に

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ．各課長は，可動源に対して，立会人の随行，通信連絡手

段による連絡，中央制御室空調換気系および緊急時対策所

換気設備の隔離，防護具の着用ならびに終息活動等により，

運転員および重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員が，事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことが

できるよう手順と体制を定める。 

 

コ．各課長は，予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員

および緊急時対策要員のうち初動対応において重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員に対して配備した

防護具を着用することおよび防護具のバックアップ体制を

整備することにより，事故対策に必要な各種の指示，操作を

行うことができるよう手順と体制を定める。 

サ．課長（放射線管理）は，有毒ガスの発生による異常を検

知した場合に，当直長に連絡し，当直長が通信連絡設備によ

り，有毒ガスの発生を必要な要員に周知するための手順を

定める。 

（２）各課長は，本来の用途以外の用途として重大事故等に対

処するために使用する設備にあっては，通常時に使用する

系統から弁操作または工具等の使用により速やかに切替

えられるよう当該操作等を明確にし，通常時に使用する系

統から速やかに切り替えるために必要な手順等を手順書

に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は可動源に対し

て，中央制御室空調

換気系および緊急時

対策所換気設備の隔

離等の対応を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は工具を使用し

てライン切替えを実

施する。（女川は通常

使用する系統から切

り替える際に，バル

ブ操作のみでライン

切替えを実施するこ

とから工具は使用し

ない。） 

【女川との相違】 

・女川は地下水低下設

備の機能を考慮し，

アクセスルートの確

保を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１．４ 定期的な評価 

（１）各課長は，１．１項から１．３項の活動の実施結果を

取りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行うととも

に，評価結果に基づき必要な措置を講じ，防災課長に報

告する。 

（２）防災課長は，（１）の活動の評価結果を取りまとめ，

１年に１回以上定期的に計画の評価を行うとともに，評

価結果に基づき，より適切な活動となるよう必要に応じ

て，計画の見直しを行う。 

（３）原子力部長は，１．１項および１．２項の実施内容を

踏まえ，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，

評価結果に基づき，より適切な活動となるよう必要に応

じて，計画の見直しを行う。 

１．４ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，１．１項から１．３項の活動の実施結果を取

りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，

評価結果に基づき必要な措置を講じ，防災安全ＧＭに報告

する。 

（２）防災安全ＧＭは，（１）の活動の評価結果を取りまとめ，

１年に１回以上定期的に計画の評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるよう必要に応じて，

計画の見直しを行う。 

（３）原子力運営管理部長は，１．１項及び１．２項の実施内

容を踏まえ，１年に１回以上定期的に評価を行うととも

に，評価結果に基づき，より適切な活動となるよう必要

に応じて，計画の見直しを行う。 

１．４ 定期的な評価 

（１）各課長は，１．１項から１．３項の活動の実施結果を取

りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，

評価結果に基づき必要な措置を講じ，課長（技術）に報告

する。 

（２）課長（技術）は，（１）の活動の評価結果を取りまとめ，

１年に１回以上定期的に計画の評価を行うとともに，評価

結果に基づき，より適切な活動となるよう必要に応じて，

計画の見直しを行う。 

（３）電源事業本部部長（原子力管理）は，１．１項および１．

２項の実施内容を踏まえ，１年に１回以上定期的に評価

を行うとともに，評価結果に基づき，より適切な活動と

なるよう必要に応じて，計画の見直しを行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

重大事故等の発生および拡大の防止に 

必要な措置の運用手順等 

 

表１  緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順

等 

表２  原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却

するための手順等 

表３  原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順

等 

表４  原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却

するための手順等 

表５  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

表６  格納容器内の冷却等のための手順等 

表７  格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

表８  格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

表９  水素爆発による格納容器の破損を防止するための手

順等 

表１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の手順等 

表１１ 使用済燃料プールの冷却等のための手順等 

表１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手

順等 

表１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

表１４ 電源の確保に関する手順等 

表１５ 事故時の計装に関する手順等 

表１６ 中央制御室の居住性等に関する手順等 

表１７ 監視測定等に関する手順等 

表１８ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

表１９ 通信連絡に関する手順等 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の発生および拡大の防止に 

必要な措置の運用手順等 

 

表１  緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順

等 

表２  原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却

するための手順等 

表３  原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順

等 

表４  原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却

するための手順等 

表５  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

表６  格納容器内の冷却等のための手順等 

表７  格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

表８  格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

表９  水素爆発による格納容器の破損を防止するための手

順等 

表１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の手順等 

表１１ 使用済燃料プールの冷却等のための手順等 

表１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手

順等 

表１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

表１４ 電源の確保に関する手順等 

表１５ 事故時の計装に関する手順等 

表１６ 中央制御室の居住性に関する手順等 

表１７ 監視測定等に関する手順等 

表１８ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

表１９ 通信連絡に関する手順等 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の発生および拡大の防止に 

必要な措置の運用手順等 

 

表１  緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順

等 

表２  原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却

するための手順等 

表３  原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順

等 

表４  原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却

するための手順等 

表５  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

表６  格納容器内の冷却等のための手順等 

表７  格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

表８  格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

表９  水素爆発による格納容器の破損を防止するための手

順等 

表１０ 水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するため

の手順等 

表１１ 燃料プールの冷却等のための手順等 

表１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手

順等 

表１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

表１４ 電源の確保に関する手順等 

表１５ 事故時の計装に関する手順等 

表１６ 中央制御室の居住性等に関する手順等 

表１７ 監視測定等に関する手順等 

表１８ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

表１９ 通信連絡に関する手順等 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１ 

操作手順 

１．緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等 

方針目的 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉の運転を緊急に

停止させるための設計基準事故対処設備が機能喪失した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため，代替制御棒挿入

機能による制御棒緊急挿入，原子炉再循環ポンプ停止による原

子炉出力抑制，自動減圧系作動阻止機能による原子炉出力急上

昇防止により，原子炉冷却材圧力バウンダリおよび格納容器の

健全性を維持することを目的とする。 

 

また，自動での原子炉緊急停止および手動による原子炉緊急

停止ができない場合は，原子炉出力の抑制を図った後にほう酸

水注入により未臨界に移行することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入 

 

発電課長は，運転時の異常な過渡変化時において，原子

炉の運転を緊急に停止することができない事象（以下「ス

クラム不能異常過渡事象」という。なお，スクラム不能異

常過渡事象とは，ＡＴＷＳのことをいう。）が発生するお

それがある場合またはスクラム不能異常過渡事象が発生

した場合は，代替制御棒挿入機能により，制御棒が自動で

緊急挿入するため，原子炉が緊急停止したことを確認す

る。 

また，代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊急挿

入しなかった場合は，中央制御室からの手動操作により代

替制御棒挿入機能等を作動させて制御棒を緊急挿入し，原

子炉を緊急停止する。 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉自動スクラム信号が発信した場合または原子

炉手動スクラム操作をした場合。 

 

２．原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

発電課長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

は，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能により原子炉再

表１ 

操作手順 

１．緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等 

方針目的 

運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に

停止させるための設計基準事故対処設備が機能喪失した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため，代替制御棒挿入

機能による制御棒緊急挿入，原子炉冷却材再循環ポンプ停止に

よる原子炉出力抑制，自動減圧系の起動阻止スイッチによる原

子炉出力急上昇防止により，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び

格納容器の健全性を維持することを目的とする。 

 

また，自動での原子炉緊急停止及び手動による原子炉緊急停

止ができない場合は，原子炉出力の抑制を図った後にほう酸水

注入により未臨界に移行することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入 

 

当直副長は，運転時の異常な過渡変化時において，原子

炉の運転を緊急に停止することができない事象（以下「ス

クラム不能異常過渡事象」という。なお，スクラム不能異

常過渡事象とは，ＡＴＷＳのことをいう。）が発生するお

それがある場合又はスクラム不能異常過渡事象が発生し

た場合は，代替制御棒挿入機能により，制御棒が自動で緊

急挿入するため，原子炉が緊急停止したことを確認する。 

 

また，代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊急挿

入しなかった場合は，中央制御室からの手動操作により代

替制御棒挿入機能等を作動させて制御棒を緊急挿入し，原

子炉を緊急停止する。 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉自動スクラム信号が発信した場合又は原子炉

手動スクラム操作をした場合。 

 

２．原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

当直副長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

は，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能により原子炉

表１ 

操作手順 

１．緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等 

方針目的 

運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に

停止させるための設計基準事故対処設備が機能喪失した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため，ＡＴＷＳ緩和設

備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急挿入，原子炉再循

環ポンプ停止による原子炉出力抑制，自動減圧系の起動阻止ス

イッチによる原子炉出力急上昇防止により，原子炉冷却材圧力

バウンダリおよび格納容器の健全性を維持することを目的と

する。 

また，自動での原子炉緊急停止および手動による原子炉緊急

停止ができない場合は，原子炉出力の抑制を図った後にほう酸

水注入により未臨界に移行することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒

緊急挿入 

当直副長は，運転時の異常な過渡変化時において，原子

炉の運転を緊急に停止することができない事象（以下「ス

クラム不能異常過渡事象」という。なお，スクラム不能異

常過渡事象とは，ＡＴＷＳのことをいう。）が発生するお

それがある場合またはスクラム不能異常過渡事象が発生

した場合は，代替制御棒挿入機能により，制御棒が自動で

緊急挿入するため，原子炉が緊急停止したことを確認す

る。 

また，代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊急挿

入しなかった場合は，中央制御室からの手動操作により代

替制御棒挿入機能等を作動させて制御棒を緊急挿入し，原

子炉を緊急停止する。 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉自動スクラム信号が発信した場合または原子

炉手動スクラム操作をした場合。 

 

２．原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

当直副長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

は，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能により原子炉再

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

循環ポンプが自動で停止するため，炉心流量が低下し，原

子炉出力が抑制されたことを確認する。 

また，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能により原子

炉再循環ポンプが自動で停止しなかった場合は，中央制御

室からの手動操作により原子炉再循環ポンプを停止し，原

子炉出力を抑制する。 

［手順着手の判断基準］ 

非常時操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉

出力）の操作を実施しても，未挿入の制御棒が１本より

も多い場合（制御棒位置指示系の故障により，制御棒の

位置が確認できない場合もスクラム不能異常過渡事象

と判断する。）。 

 

３．自動減圧系作動阻止機能による原子炉出力急上昇防止 

 

発電課長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

は，自動減圧系作動阻止機能の手動操作または中性子束高

および原子炉水位低（レベル２）の信号による自動作動に

より，自動減圧系および代替自動減圧回路（代替自動減圧

機能）による自動減圧を阻止し，原子炉圧力容器への冷水

注水量の増加に伴う原子炉出力の急上昇を防止する。 

［手順着手の判断基準］ 

非常時操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉

出力）の操作を実施しても，未挿入の制御棒が１本より

も多い場合（制御棒位置指示系の故障により，制御棒の

位置が確認できない場合もスクラム不能異常過渡事象

と判断する。）。 

 

４．ほう酸水注入 

発電課長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

は，原子炉再循環ポンプ停止により原子炉出力を抑制した

後，中央制御室からの手動操作によりほう酸水注入系を起

動し，原子炉圧力容器へほう酸水を注入することにより原

子炉を未臨界とする。 

［手順着手の判断基準］ 

非常時操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉

出力）の操作を実施しても，未挿入の制御棒が１本より

も多い場合（制御棒位置指示系の故障により，制御棒の

冷却材再循環ポンプが自動で停止するため，炉心流量が低

下し，原子炉出力が抑制されたことを確認する。 

また，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能により原

子炉冷却材再循環ポンプが自動で停止しなかった場合は，

中央制御室からの手動操作により原子炉冷却材再循環ポ

ンプを停止し，原子炉出力を抑制する。 

（１）手順着手の判断基準 

事故時運転操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原

子炉出力）の操作を実施しても，ペアロッド１組又は制

御棒１本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。（制御棒

操作監視系の故障により，制御棒の位置が確認できない

場合もスクラム不能異常過渡事象と判断する） 

 

３．自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇

防止 

当直副長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

は，自動減圧系の起動阻止スイッチにより自動減圧系及び

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）による自動減

圧を阻止し，原子炉圧力容器への冷水注水量の増加に伴う

原子炉出力の急上昇を防止する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

事故時運転操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原

子炉出力）の操作を実施しても，ペアロッド１組又は制

御棒１本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。（制御棒

操作監視系の故障により，制御棒の位置が確認できない

場合もスクラム不能異常過渡事象と判断する） 

 

４．ほう酸水注入 

当直副長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

は，原子炉冷却材再循環ポンプ停止により原子炉出力を抑

制した後，中央制御室からの手動操作によりほう酸水注入

系を起動し，原子炉圧力容器へほう酸水を注入することに

より原子炉を未臨界とする。 

（１）手順着手の判断基準 

事故時運転操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原

子炉出力）の操作を実施しても，ペアロッド１組又は制

御棒１本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。（制御棒

循環ポンプが自動で停止するため，炉心流量が低下し，原

子炉出力が抑制されたことを確認する。 

また，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能により原子

炉再循環ポンプが自動で停止しなかった場合は，中央制御

室からの手動操作により原子炉再循環ポンプを停止し，原

子炉出力を抑制する。 

（１）手順着手の判断基準 

事故時操作要領書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉

出力）の操作を実施しても，制御棒１本よりも多くの制

御棒が未挿入の場合。（制御棒手動操作・監視系の故障

により，制御棒の位置が確認できない場合もスクラム不

能異常過渡事象と判断する） 

 

３．自動減圧系等の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上

昇防止 

当直副長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

は，自動減圧起動阻止スイッチおよび代替自動減圧起動阻

止スイッチにより自動減圧系および代替自動減圧ロジッ

ク（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止し，原子炉

圧力容器への冷水注水量の増加に伴う原子炉出力の急上

昇を防止する。 

（１）手順着手の判断基準 

事故時操作要領書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉

出力）の操作を実施しても，制御棒１本よりも多くの制

御棒が未挿入の場合。（制御棒手動操作・監視系の故障

により，制御棒の位置が確認できない場合もスクラム不

能異常過渡事象と判断する） 

 

４．ほう酸水注入 

当直副長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

は，原子炉再循環ポンプ停止により原子炉出力を抑制した

後，中央制御室からの手動操作によりほう酸水注入系を起

動し，原子炉圧力容器へほう酸水を注入することにより原

子炉を未臨界とする。 

（１）手順着手の判断基準 

事故時操作要領書（徴候ベース）「スクラム」（原子

炉出力）の操作を実施しても，制御棒１本よりも多くの

制御棒が未挿入の場合。（制御棒手動操作・監視系の故

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はペアロッドによ

るＡＴＷＳ判断はない 

 TS-10 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

・女川は自動作動あり

（島根は自動作動な

し）。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はペアロッドによ

るＡＴＷＳ判断はな

い。 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はペアロッドによ
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

位置が確認できない場合もスクラム不能異常過渡事象

と判断する。）。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

運転時の異常な過渡変化の発生時において，原子炉がス

クラムすべき状況にもかかわらず全制御棒が全挿入され

ない場合は，代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊

急挿入するため，原子炉が緊急停止したことを確認する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊急挿入し

なかった場合は，中央制御室からの手動操作により代替制

御棒挿入機能等を作動させて制御棒を緊急挿入し，原子炉

を緊急停止する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒が緊急挿入しなかっ

た場合は，原子炉停止機能喪失と判断し，中央制御室から

の手動操作により原子炉再循環ポンプを停止し，自動減圧

系および代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の自動起

動阻止を行うとともに，ほう酸水注入系を速やかに起動

し，原子炉を未臨界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作監視系の故障により，制御棒の位置が確認できない

場合もスクラム不能異常過渡事象と判断する） 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

運転時の異常な過渡変化の発生時において，原子炉がス

クラムすべき状況にもかかわらず全制御棒が全挿入され

ない場合は，代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊

急挿入するため，原子炉が緊急停止したことを確認する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊急挿入し

なかった場合は，中央制御室からの手動操作により代替制

御棒挿入機能等を作動させて制御棒を緊急挿入し，原子炉

を緊急停止する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒が緊急挿入せず，原子

炉が緊急停止できない場合は，原子炉停止機能喪失と判断

し，中央制御室からの手動操作により原子炉冷却材再循環

ポンプを停止し，原子炉出力を抑制するとともにほう酸水

注入系を速やかに起動し，原子炉を未臨界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障により，制御棒の位置が確認できない場合もスクラム

不能異常過渡事象と判断する） 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

運転時の異常な過渡変化の発生時において，原子炉がス

クラムすべき状況にもかかわらず全制御棒が全挿入され

ない場合は，代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊

急挿入するため，原子炉が緊急停止したことを確認する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒が自動で緊急挿入し

なかった場合は，中央制御室からの手動操作により代替制

御棒挿入機能等を作動させて制御棒を緊急挿入し，原子炉

を緊急停止する。 

代替制御棒挿入機能により制御棒が緊急挿入しなかっ

た場合は，原子炉停止機能喪失と判断し，中央制御室から

の手動操作により原子炉再循環ポンプを停止し，自動減圧

系および代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の自

動起動阻止を行うとともに，ほう酸水注入系を速やかに起

動し，原子炉を未臨界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るＡＴＷＳ判断はな

い。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表２ 

操作手順 

２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等 

方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するため，高圧代替注水系に

よる原子炉圧力容器への注水，原子炉隔離時冷却系の現場操作

による原子炉への注水により原子炉を冷却することを目的と

する。 

また，原子炉を冷却するため，原子炉水位を監視および制御

することを目的とする。 

さらに，重大事故等の進展を抑制するため，ほう酸水注入系

により注水することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．高圧代替注水系による原子炉の冷却 

発電課長は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時

冷却系および高圧炉心スプレイ系の故障により原子炉の

冷却ができない場合は，以下の手段により原子炉圧力容器

へ注水し，原子炉を冷却する。 

①中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を

起動し，原子炉圧力容器へ注水する。 

②中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を

起動できない場合は，現場での弁の手動操作により高

圧代替注水系を起動し，原子炉圧力容器へ注水する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

復水給水系，原子炉隔離時冷却系および高圧炉心ス

プレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系およ

び原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合は，中央制御室

表２ 

操作手順 

２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等 

方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するため，高圧代替注水系に

よる原子炉圧力容器への注水，原子炉隔離時冷却系の現場操作

による原子炉への注水により原子炉を冷却することを目的と

する。 

また，原子炉を冷却するため，原子炉水位を監視及び制御す

ることを目的とする。 

さらに，重大事故等の進展を抑制するため，ほう酸水注入系

により注水することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．高圧代替注水系による原子炉の冷却 

当直副長は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心注水系の故障により原子炉の冷却が

できない場合は，以下の手段により原子炉圧力容器へ注水

し，原子炉を冷却する。 

（１）中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を

起動し，原子炉圧力容器へ注水する。 

（２）中央制御室からの手動操作により高圧代替注水系を

起動できない場合は，現場で弁の手動操作により高

圧代替注水系を起動し，原子炉圧力容器へ注水する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注

水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である高圧炉心注水系及び原子

炉隔離時冷却系が機能喪失した場合は，中央制御室からの

表２ 

操作手順 

２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等 

方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するため，高圧原子炉代替注

水系による原子炉圧力容器への注水，原子炉隔離時冷却系の現

場操作による原子炉への注水により原子炉を冷却することを

目的とする。 

また，原子炉を冷却するため，原子炉水位を監視および制御

することを目的とする。 

さらに，重大事故等の進展を抑制するため，ほう酸水注入系

により注水することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．高圧原子炉代替注水系による原子炉の冷却 

当直副長は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時

冷却系および高圧炉心スプレイ系の故障により原子炉の

冷却ができない場合は，以下の手段により原子炉圧力容器

へ注水し，原子炉を冷却する。 

（１）中央制御室からの手動操作により高圧原子炉代替注

水系を起動し，原子炉圧力容器へ注水する。 

（２）中央制御室からの手動操作により高圧原子炉代替注

水系を起動できない場合は，現場で弁の手動操作に

より高圧原子炉代替注水系を起動し，原子炉圧力容

器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系および高圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）以上に維持できない場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系およ

び原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場合は，中央制御室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

からの操作により高圧代替注水系を起動し，原子炉を冷却

する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動で

きない場合は，現場での弁の手動操作により高圧代替注水

系を起動し，原子炉を冷却する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策および原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，高圧代替注水系の運転

を継続する。 

サポート系故障時 

１．原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉の冷却 

発電課長および発電所対策本部は，全交流動力電源喪失

および常設直流電源系統喪失により，設計基準事故対処設

備である原子炉隔離時冷却系および高圧炉心スプレイ系

による原子炉の冷却ができない場合は，高圧代替注水系に

よる原子炉の冷却のほか，現場での弁の手動操作により原

子炉隔離時冷却系を起動することで原子炉圧力容器へ注

水し，原子炉を冷却するとともに，排水処理を実施する。 

［手順着手の判断基準］ 

全交流動力電源喪失および常設直流電源系統喪失に

より中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系

および高圧炉心スプレイ系での原子炉圧力容器への注

水ができない場合において，中央制御室からの操作およ

び現場での弁の手動操作により高圧代替注水系を起動

できない場合または高圧代替注水系により原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持で

きない場合。 

 

２．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

発電課長および発電所対策本部は，全交流動力電源が喪

失し，原子炉隔離時冷却系の起動または運転継続に必要な

直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電して

いる場合は，所内常設蓄電式直流電源設備の１２５Ｖ蓄電

池が枯渇する前に以下の手段等により直流電源を確保し，

原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

 

①代替交流電源設備により１２５Ｖ充電器に給電し，直

流電源を供給する。 

操作により高圧代替注水系を起動し，原子炉を冷却する。 

 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動で

きない場合は，現場での弁の手動操作により高圧代替注水

系を起動し，原子炉を冷却する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷

却対策の準備が整うまでの期間，高圧代替注水系の運転を

継続する。 

サポート系故障時 

１．原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉の冷却 

当直副長及び緊急時対策本部は，全交流動力電源及び常

設直流電源系統の喪失により設計基準事故対処設備であ

る原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系による原子炉

の冷却ができない場合は，高圧代替注水系による原子炉の

冷却の他，現場で弁の手動操作により原子炉隔離時冷却系

を起動することで原子炉圧力容器へ注水し，原子炉を冷却

するとともに，排水処理を実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心注水系での原子炉圧力容器への注水ができ

ない場合において，中央制御室からの操作及び現場での

弁の手動操作により高圧代替注水系を起動できない場

合，又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

 

 

２．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

当直副長は，全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷

却系の起動又は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式

直流電源設備を用いて給電している場合は，所内蓄電式直

流電源設備の蓄電池が枯渇する前に以下の手段等により

直流電源を確保し，原子炉隔離時冷却系の運転を継続す

る。 

 

（１）代替交流電源設備等により充電器を受電し，直流電源

を供給する。 

からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，原子炉

を冷却する。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を

起動できない場合は，現場での弁の手動操作により高圧原

子炉代替注水系を起動し，原子炉を冷却する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策および原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，高圧原子炉代替注水系

の運転を継続する。 

サポート系故障時 

１．原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉の冷却 

当直副長および緊急時対策本部は，全交流動力電源およ

び常設直流電源系統の喪失により設計基準事故対処設備

である原子炉隔離時冷却系および高圧炉心スプレイ系に

よる原子炉の冷却ができない場合は，高圧原子炉代替注水

系による原子炉の冷却の他，現場で弁の手動操作により原

子炉隔離時冷却系を起動することで原子炉圧力容器へ注

水し，原子炉を冷却するとともに，排水処理を実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失および常設直流電源系統喪失に

より中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系

および高圧炉心スプレイ系での原子炉圧力容器への注

水ができない場合において，中央制御室からの操作およ

び現場での弁の手動操作により高圧原子炉代替注水系

を起動できない場合，または高圧原子炉代替注水系によ

り原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

以上に維持できない場合。 

 

２．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

当直副長および緊急時対策本部は，全交流動力電源が喪

失し，原子炉隔離時冷却系の起動または運転継続に必要な

直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電して

いる場合は，所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇

する前に以下の手段等により直流電源を確保し，原子炉隔

離時冷却系の運転を継続する。 

 

（１）代替交流電源設備等により充電器を受電し，直流電源

を供給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は高圧発電機車を

使用した給電は，緊急

時対策本部にて実施す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

②代替交流電源設備により直流電源を確保できない場

合は，可搬型代替直流電源設備等により直流電源を供

給する。 

［手順着手の判断基準］ 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動

または運転継続に必要な所内常設蓄電式直流電源設

備の１２５Ｖ蓄電池が枯渇により機能が喪失すると

予測される場合で，常設代替交流電源設備または可搬

型代替交流電源設備が使用可能な場合。 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

全交流動力電源喪失および常設直流電源系統喪失によ

り設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系およ

び高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷却ができない場

合は，中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動

し，原子炉を冷却する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動で

きない場合は，現場での弁の手動操作により高圧代替注水

系を起動し，原子炉を冷却する。 

いずれの操作によっても高圧代替注水系を起動できな

い場合または高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の

水位を維持できない場合は，現場で弁の手動操作により原

子炉隔離時冷却系を起動し，原子炉を冷却する。 

 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策および原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間，高圧代替注水系または

原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動ま

たは運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電

源設備により給電している場合は，所内常設蓄電式直流電

源設備の１２５Ｖ蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設

備により１２５Ｖ充電器を充電することにより直流電源

を確保し，原子炉隔離時冷却系の運転を継続することによ

り原子炉を冷却する。 

代替交流電源設備による給電ができない場合は，可搬型

（２）代替交流電源設備により直流電源を確保できない場

合は，可搬型直流電源設備により直流電源を供給す

る。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起

動又は運転継続に必要な直流１２５Ｖ蓄電池Ａ，直

流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２及びＡＭ用直流１２５Ｖ蓄

電池が枯渇により機能が喪失すると予測される場合

で，常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備が使用可能な場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失により設

計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧

炉心注水系による原子炉の冷却ができない場合は，中央制

御室からの操作により高圧代替注水系を起動し，原子炉を

冷却する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動で

きない場合は，現場で弁の手動操作により高圧代替注水系

を起動し，原子炉を冷却する。 

いずれの操作によっても高圧代替注水系を起動できな

い場合，又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水

位を維持できない場合は，現場で弁の手動操作により原子

炉隔離時冷却系を起動し，原子炉を冷却する。 

 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対

策の準備が整うまでの期間，高圧代替注水系又は原子炉隔

離時冷却系の運転を継続する。 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又

は運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備

を用いて給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備の

蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備等より充電器を

受電することにより直流電源を確保し，原子炉隔離時冷却

系の運転を継続することにより原子炉を冷却する。 

 

代替交流電源設備等を用いて給電できない場合は，可搬

（２）代替交流電源設備により直流電源を確保できない場

合は，可搬型直流電源設備により直流電源を供給す

る。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起

動または運転継続に必要なＢ－１１５Ｖ系蓄電池，

Ｂ１－１１５Ｖ系蓄電池（ＳＡ）および２３０Ｖ系蓄

電池（ＲＣＩＣ）が枯渇により機能が喪失すると予測

される場合で，常設代替交流電源設備または可搬型

交流電源設備が使用可能な場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

全交流動力電源および常設直流電源系統の喪失により

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系および

高圧炉心スプレイ系による原子炉の冷却ができない場合

は，中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を

起動し，原子炉を冷却する。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を

起動できない場合は，現場で弁の手動操作により高圧原子

炉代替注水系を起動し，原子炉を冷却する。 

いずれの操作によっても高圧原子炉代替注水系を起動

できない場合，または高圧原子炉代替注水系により原子炉

圧力容器内の水位を維持できない場合は，現場で弁の手動

操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，原子炉を冷却す

る。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧および原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却

対策の準備が整うまでの期間，高圧原子炉代替注水系また

は原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動ま

たは運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電

源設備により給電している場合は，所内常設蓄電式直流電

源設備の蓄電池が枯渇する前に代替交流電源設備より充

電器を受電することにより直流電源を確保し，原子炉隔離

時冷却系の運転を継続することにより原子炉を冷却する。 

 

代替交流電源設備を用いて給電できない場合は，可搬型

 

【女川との相違】 

・女川は可搬型代替直流

電源設備の他に 125V

代替充電器用電源車接

続設備により直流電源

を供給することが可

能。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交

流電源設備を設置。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

代替直流電源設備等により直流電源を確保し，原子炉隔離

時冷却系の運転を継続することにより原子炉を冷却する。 

代替交流電源設備，可搬型代替直流電源設備等への燃料

補給および復水貯蔵タンクへの補給をすることにより，原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策および原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの

期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続させる。 

◯現場での弁の手動操作による原子炉隔離時冷却系の起

動時の留意事項 

現場での弁の手動操作により原子炉隔離時冷却系を起

動する場合は，発生する排水により原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ本体が水没する前に排水処理を実施する。なお，ＲＣ

ＩＣタービンポンプ室に滞留する排水を処理しない場合

においても，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策およ

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備

が整うまでの間，原子炉隔離時冷却系を水没させずに運転

を継続することが可能である。 

◯現場での弁の手動操作による原子炉隔離時冷却系の起

動時の環境条件 

蒸気漏えいに伴う環境温度の上昇による運転員への影

響を考慮し，ＲＣＩＣタービンポンプ室に現場運転員が入

室するのは原子炉隔離時冷却系起動時のみとし，その後速

やかに退室する。防護具を確実に装着することにより本操

作が可能である。 

監視および制御 

発電課長および発電所対策本部は，「高圧代替注水系によ

る原子炉の冷却」および「原子炉隔離時冷却系の現場操作に

よる原子炉の冷却」により原子炉へ注水する際には，原子炉

を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位（広

帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ広帯域），原

子炉水位（ＳＡ燃料域）等により監視する。 

また，これらの計測機器が故障または計測範囲（把握能力）

を超えた場合は，当該パラメータの値を推定する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動する

場合は，高圧代替注水系の作動状況を原子炉水位（広帯域），

原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ広帯域），原子炉水

位（ＳＡ燃料域），原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧代

替注水系ポンプ出口流量，復水貯蔵タンク水位等により監視

型直流電源設備により直流電源を確保し，原子炉隔離時冷

却系の運転を継続することにより原子炉を冷却する。 

代替交流電源設備，可搬型直流電源設備等への燃料補給

及び復水貯蔵槽への補給をすることにより，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔

離時冷却系の運転を継続させる。 

◯現場での弁の手動操作による原子炉隔離時冷却系の起

動時の留意事項 

現場で弁の手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動

する場合は，発生する排水により原子炉隔離時冷却系ポン

プ本体が水没する前に排水処理を実施する。 

 

 

 

 

 

◯現場での弁の手動操作による原子炉隔離時冷却系の起

動時の環境条件 

蒸気漏えいに伴う環境温度の上昇による運転員への影

響を考慮し，原子炉隔離時冷却系ポンプ室に現場運転員が

入室するのは原子炉隔離時冷却系の起動時のみとし，その

後速やかに退室する。操作の際には防護具を確実に装着す

る。 

監視及び制御 

当直副長は，「高圧代替注水系による原子炉の冷却」及び

「原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉の冷却」によ

り原子炉を冷却する際には，原子炉を冷却するために原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位計（広帯域），原子炉水位計

（燃料域），原子炉水位計（ＳＡ）等により監視する。 

 

また，これらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）

を超えた場合は，当該パラメータの値を推定する。 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動する

場合は，高圧代替注水系の作動状況を原子炉水位計（広帯

域），原子炉水位計（燃料域），原子炉水位計（ＳＡ），原子炉

圧力計，原子炉圧力計（ＳＡ），高圧代替注水系系統流量計，

復水貯蔵槽水位計（ＳＡ）等により監視する。 

直流電源設備により直流電源を確保し，原子炉隔離時冷却

系の運転を継続することにより原子炉を冷却する。 

代替交流電源設備，可搬型直流電源設備等への燃料補給

をすることにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策および原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策

の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継

続させる。 

◯現場での弁の手動操作による原子炉隔離時冷却系の起

動時の留意事項 

現場で弁の手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動

する場合は，発生する排水により原子炉隔離時冷却系ポン

プ本体が水没する前に排水処理を実施する。なお，原子炉

隔離時冷却ポンプ室に滞留する排水を処理しない場合に

おいても，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策および

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が

整うまでの間，原子炉隔離時冷却系を水没させずに運転を

継続することが可能である。 

◯現場での弁の手動操作による原子炉隔離時冷却系の起

動時の環境条件 

蒸気漏えいに伴う環境温度の上昇による運転員への影

響を考慮し，原子炉隔離時冷却ポンプ室に現場運転員が入

室するのは原子炉隔離時冷却系の起動時のみとし，その後

速やかに退室する。操作の際には防護具を確実に装着す

る。 

監視および制御 

当直副長は，「高圧原子炉代替注水系による原子炉の冷却」

および「原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉の冷

却」により原子炉を冷却する際には，原子炉を冷却するため

に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位（広帯域），原子炉

水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ）等により監視する。 

 

また，これらの計測機器が故障または計測範囲（把握能力）

を超えた場合は，当該パラメータの値を推定する。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起

動する場合は，高圧原子炉代替注水系の作動状況を原子炉水

位（広帯域），原子炉水位計（燃料域），原子炉水位（ＳＡ），

原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧原子炉代替注水流量，

サプレッションプール水位（ＳＡ）等により監視する。 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は原子炉隔離時冷

却系の水源をサプレッ

ションチェンバとして

いる。 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・記載方針の相違（設置

許可申請書本文十号ハ

(1)第 10-1 表「重大事

故等対策における手順

書の概要」における記

載の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

・女川は可搬型計測器を

使用することもあるこ

とから，発電所対策本

部も主語に含めてい

る。 

 

 

 

 

【島根固有】 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

する。 

現場での弁の手動操作により高圧代替注水系または原子

炉隔離時冷却系を起動する場合は，高圧代替注水系または原

子炉隔離時冷却系の作動状況を原子炉水位（広帯域），原子

炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ広帯域），原子炉水位（Ｓ

Ａ燃料域），高圧代替注水系ポンプ出口流量等により監視す

る。 

原子炉圧力容器内の水位の調整が必要な場合は，中央制御

室からの操作または現場での弁の操作により原子炉圧力容

器内の水位を制御する。 

［手順着手の判断基準］ 

復水給水系，原子炉隔離時冷却系および高圧炉心スプレ

イ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持でき

ない場合。 

重大事故等の進展抑制 

１．ほう酸水注入系による進展抑制 

発電課長は，原子炉隔離時冷却系および高圧代替注水系

による原子炉への高圧注水により原子炉圧力容器内の水

位が維持できない場合は，重大事故等の進展を抑制するた

め，ほう酸水注入系貯蔵タンク等を水源として，ほう酸水

注入系により原子炉圧力容器へ注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高

圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系および高圧代替

注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）以上に維持できない場合で，ほう酸水注入

系が使用可能な場合。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

発電課長は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時

冷却系または高圧炉心スプレイ系が健全であれば，これら

を重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事

故等の対処に用いる。 

［手順着手の判断基準］ 

復水給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に

維持できない場合。 

 

 

現場で弁の手動操作により高圧代替注水系又は原子炉隔

離時冷却系を起動する場合は，高圧代替注水系又は原子炉隔

離時冷却系の作動状況を原子炉水位計（広帯域），原子炉水

位計（燃料域），原子炉水位計（ＳＡ）等により監視する。 

 

 

原子炉圧力容器内の水位の調整が必要な場合は，中央制御

室からの操作，又は現場での弁の操作により原子炉圧力容器

内の水位を制御する。 

１．手順着手の判断基準 

給水・復水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系

による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない

場合。 

重大事故等の進展抑制 

１．ほう酸水注入系による進展抑制 

当直副長は，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系に

よる原子炉への高圧注水により原子炉圧力容器内の水位

が維持できない場合は，重大事故等の進展を抑制するた

め，ほう酸水貯蔵タンク等を水源として，ほう酸水注入系

により原子炉圧力容器へ注水する。 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高

圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持

できない場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合。 

 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷

却系又は高圧炉心注水系が健全であれば，これらを重大事故

等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対処に

用いる。 

１．手順着手の判断基準 

給水・復水系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合。 

 

 

現場で弁の手動操作により高圧原子炉代替注水系または

原子炉隔離時冷却系を起動する場合は，高圧原子炉代替注水

系または原子炉隔離時冷却系の作動状況を原子炉水位（広帯

域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ）等により監

視する。 

 

原子炉圧力容器内の水位の調整が必要な場合は，中央制御

室からの操作，または現場での弁の操作により原子炉圧力容

器内の水位を制御する。 

１．手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系および高圧炉心スプ

レイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持で

きない場合。 

重大事故等の進展抑制 

１．ほう酸水注入系による進展抑制 

当直副長は，原子炉隔離時冷却系および高圧原子炉代替

注水系による原子炉への高圧注水により原子炉圧力容器

内の水位が維持できない場合は，重大事故等の進展を抑制

するため，ほう酸水貯蔵タンク等を水源として，ほう酸水

注入系により原子炉圧力容器へ注水する。 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高

圧炉心スプレイ系，高圧原子炉代替注水系および原子炉

隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，ほう酸

水注入系が使用可能な場合。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷

却系または高圧炉心スプレイ系が健全であれば，これらを重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付け重大事故

等の対処に用いる。 

１．手順着手の判断基準 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合。 

 

・島根の第一水源はサプ

レッションチェンバ。

（柏崎刈羽，女川は復

水貯蔵槽） 

 

【女川との相違】 

・女川は原子炉圧力容器

への注水量を確認して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

作業性 

高圧代替注水系または原子炉隔離時冷却系の現場操作に

よる起動操作は，通常の弁操作で実施可能である。 

 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備を用いてほう

酸水注入系へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業性 

高圧代替注水系又は原子炉隔離時冷却系の現場操作によ

る起動操作を速やかに開始できるよう，使用する資機材は作

業場所近傍に配備する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いてほ

う酸水注入系へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業性 

高圧原子炉代替注水系または原子炉隔離時冷却系の現場

操作による起動操作は，通常の弁操作で実施可能である。 

 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，常設代替交流電源設備等を用い

てほう酸水注入系へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は可搬型計測器を

使用する際の資機材を

中央制御室に記載。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表３ 

操作手順 

３．原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷および格納容器の破損を防止する

ため，手動操作による減圧および減圧の自動化により原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧することを目的とする。 

また，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態

である場合において，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するこ

とを目的とする。 

さらに，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時におい

て，原子炉冷却材の漏えいを抑制するため，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．手動操作による減圧 

発電課長は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし

安全弁の自動減圧機能が故障等により原子炉の減圧がで

きない場合は，中央制御室からの手動操作により主蒸気逃

がし安全弁を開放し，原子炉を減圧する。 

［手順着手の判断基準］ 

① 原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合 

主復水器が使用不可能であるが，主蒸気逃がし安全

弁の開操作が可能な場合。 

② 急速減圧の場合 

低圧注水系または低圧代替注水系のうち１系統以

上の起動※1 により原子炉圧力容器への注水手段が確

保され，主蒸気逃がし安全弁の開操作が可能な場合。 

 

 

 

 

 

③ 炉心損傷後の減圧の場合 

 

表３ 

操作手順 

３．原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するた

め，手動操作による減圧及び減圧の自動化により原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧することを目的とする。 

また，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態

である場合において，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するこ

とを目的とする。 

さらに，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時におい

て，原子炉冷却材の漏洩を抑制するため，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．手動操作による減圧 

当直副長は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし

安全弁の自動減圧機能が故障等により原子炉の減圧がで

きない場合は，中央制御室からの手動操作により主蒸気逃

がし安全弁を開操作し，原子炉を減圧する。 

（１）手順着手の判断基準 

ａ．原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合 

復水器は使用できないが，主蒸気逃がし安全弁の

開操作が可能な場合。 

ｂ．急速減圧の場合 

低圧注水系１系以上又は低圧代替注水系（常設）の

ポンプ２台以上若しくは代替注水系２系以上の起動

※１により原子炉圧力容器への注水手段が確保され，

主蒸気逃がし安全弁の開操作が可能な場合。 

 

 

 

 

ｃ．炉心損傷後の減圧の場合 

（ａ）低圧注水手段がある場合 

表３ 

操作手順 

３．原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷および格納容器の破損を防止する

ため，手動操作による減圧および減圧の自動化により原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧することを目的とする。 

また，炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態

である場合において，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するこ

とを目的とする。 

さらに，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時におい

て，原子炉冷却材の漏洩を抑制するため，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．手動操作による減圧 

当直副長は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし

安全弁の自動減圧機能が故障等により原子炉の減圧がで

きない場合は，中央制御室からの手動操作により主蒸気逃

がし安全弁を開操作し，原子炉を減圧する。 

（１）手順着手の判断基準 

ａ．原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合 

復水器は使用できないが，主蒸気逃がし安全弁の

開操作が可能な場合。 

ｂ．急速減圧の場合 

低圧で原子炉注水が可能な系統または低圧代替注

水系のうち１系統以上の起動※１により原子炉圧力容

器への注水手段が確保され，主蒸気逃がし安全弁の

開操作が可能な場合。 

ｃ．注水手段がない場合 

原子炉圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効

長底部より燃料棒有効長底部より燃料棒有効長の２

０%上の位置）に到達した場合 

ｄ．炉心損傷後の減圧の場合 

（ａ）低圧注水手段がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・急速減圧に必要として

いる注水系統の相違。 

 TS-10 

【島根固有】 

・島根は炉心損傷前であ

っても当該基準により

急速減圧を実施。 
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高圧注水系は使用できないが，低圧注水系１系統※

2 以上が使用可能である場合で，主蒸気逃がし安全弁

の開操作が可能な場合。 

④ 注水手段がない場合 

炉心損傷後において，原子炉圧力容器への注水手段

が確保できず，原子炉圧力容器内の水位が規定水位

（有効燃料棒底部から燃料棒有効長さの 20%上の位

置）に到達した場合で，主蒸気逃がし安全弁の開操作

が可能な場合。 

 

 

 

 

※1：「低圧注水系または低圧代替注水系のうち１系統

以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心ス

プレイ系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低

圧注水モード）および復水給水系のうち１系統以

上起動すること，また，それができない場合は低

圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代

替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），

低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系およ

びろ過水系のうち１系統以上起動することをい

う。 

 

 

 

※2：「低圧注水系１系統」とは，低圧炉心スプレイ系，

残留熱除去系（低圧注水モード），復水給水系，

代替循環冷却系，低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動

低圧注水系ポンプ），低圧代替注水系（可搬型）

またはろ過水系のいずれか１系統をいう。 

 

 

 

 

 

高圧注水系は使用できないが，低圧注水系１系

※２以上が使用可能である場合で，主蒸気逃がし安

全弁の開操作が可能な場合。 

（ｂ）低圧注水手段がない場合 

原子炉圧力容器への注水手段が確保できず，原

子炉圧力容器内の水位が規定水位（有効燃料棒底

部から有効燃料棒の長さの１０％上の位置）に到

達した場合で，主蒸気逃がし安全弁の開操作が可

能な場合。 

 

 

 

 

※１：「低圧注水系１系以上又は低圧代替注水系（常設）

のポンプ２台以上若しくは代替注水系２系以上

の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時での注水が可能な系統である高圧炉心注水系

及び残留熱除去系（低圧注水系）及び給水・復水

系のうち１系以上起動すること，また，それがで

きない場合は低圧代替注水系（常設）のポンプ２

台以上起動，若しくは低圧代替注水系（常設），

消火系及び低圧代替注水系（可搬型）のうち２系

以上起動することをいう。 

なお，格納容器パラメータ又は原子炉圧力容器内

の水位が規定値に到達した場合は，低圧代替注水

系（常設）のポンプ１台又は代替注水系１系のみ

の起動であっても原子炉の減圧を行う。 

※２：「低圧注水系１系」とは，残留熱除去系（低圧注

水系），給水・復水系，低圧代替注水系（常設），

消火系又は低圧代替注水系（可搬型）のいずれか

１系をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

高圧注水系は使用できないが，低圧注水系統１

系統※２以上が使用可能である場合で，主蒸気逃が

し安全弁の開操作が可能な場合。 

（ｂ）低圧注水手段がない場合 

原子炉圧力容器への注水手段が確保できず，原

子炉圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効長

底部より燃料棒有効長の２０％上の位置）に到達

した場合で，主蒸気逃がし安全弁の開操作が可能

な場合。 

 

 

 

 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統または低圧代替

注水系のうち１系統以上の起動」とは，原子炉冷

却材圧力バウンダリ低圧時での注水が可能な系

統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ

系，低圧注水系および復水・給水系のうち１系統

以上起動すること，また，それができない場合は

低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消

火系および低圧原子炉代替注水系（可搬型）のう

ち１系統以上起動することをいう。 

 

 

 

 

 

※２：「低圧注水系統１系統」とは，低圧炉心スプレイ

系，低圧注水系，低圧原子炉代替注水系（常設），

復水輸送系，消火系または低圧原子炉代替注水

系（可搬型）のいずれか１系をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・感度解析結果の相違

（ジルコニウム－水反

応が著しくなる前に減

圧という考え方は，柏

崎刈羽と同様）。 

 TS-10 

・急速減圧に必要として

いる注水系統の相違。 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある

（ABWRと BWR-5の ECCS

構成の相違）。 

・島根は注水系１系統以

上で減圧する。 

 

 

・ 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は炉心損傷時にお

ける減圧後の注水に復

水・給水系は選定して

いない。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある

（ABWRと BWR-5の ECCS

構成の相違）。 
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２．減圧の自動化 

発電課長は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし

安全弁の自動減圧機能が故障等により原子炉が減圧でき

ない場合は，代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の自

動作動を確認し，原子炉を減圧する。 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁の自

動減圧機能喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動しない

場合は，低圧注水系または低圧代替注水系による原子炉圧

力容器への注水準備が完了していることを確認し，主蒸気

逃がし安全弁の手動操作等により原子炉を減圧する。 

 

なお，原子炉水位低(レベル１)設定点到達１０分後およ

び残留熱除去系（低圧注水モード）または低圧炉心スプレ

イ系が運転している場合は，代替自動減圧機能が自動作動

することを確認し，これにより原子炉を減圧する。 

 

サポート系故障時 

１．常設直流電源系統喪失時の減圧 

発電課長は，常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし

安全弁の作動に必要な直流電源が喪失し，原子炉の減圧が

できない場合は，以下の手段により直流電源を確保し，主

蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復させて原

子炉を減圧する。 

（１）１２５Ｖ代替蓄電池により直流電源を確保する。その

後，１２５Ｖ代替蓄電池の枯渇を防止するため，可搬型

代替直流電源設備により直流電源を継続的に供給する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁

 

 

 

 

 

 

 

２．減圧の自動化 

当直副長は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし

安全弁の自動減圧機能が故障等により原子炉の減圧がで

きない場合は，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）

の自動作動を確認し，原子炉を減圧する。 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁の自

動減圧系機能喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動しな

い場合は，低圧注水系，低圧代替注水系等による原子炉圧

力容器への注水準備が完了していることを確認し，主蒸気

逃がし安全弁の手動操作等により原子炉を減圧する。 

 

なお，残留熱除去系が運転している場合は，原子炉水位

異常低（レベル１）が１０分継続した段階で代替自動減圧

機能が自動作動することを確認し，これにより原子炉を減

圧する。 

 

サポート系故障時 

１．常設直流電源系統喪失時の減圧 

当直副長は，常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし

安全弁の作動に必要な直流電源が喪失し，原子炉の減圧が

できない場合は，以下の手段により直流電源を確保し，主

蒸気逃がし安全弁の機能を回復させて原子炉を減圧する。 

 

（１）常設代替直流電源設備により直流電源を確保する。そ

の後，常設代替直流電源設備のＡＭ用蓄電池の枯渇

を防止するため，可搬型直流電源設備により直流電

源を継続的に供給する。 

ａ．手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁

 

 

 

 

 

 

 

２．減圧の自動化 

当直副長は，設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし

安全弁の自動減圧機能が故障等により原子炉の減圧がで

きない場合は，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）

の自動作動を確認し，原子炉を減圧する。 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である主蒸気逃がし安全弁の自

動減圧系機能喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動しな

い場合は，低圧で原子炉注水が可能な系統または代替注水

系による原子炉圧力容器への注水準備が完了しているこ

とを確認し，主蒸気逃がし安全弁の手動操作等により原子

炉を減圧する。 

なお，原子炉水位低（レベル１）設定点到達１０分後お

よび残留熱除去系ポンプまたは低圧炉心スプレイ系ポン

プが運転している場合は，代替自動減圧ロジック（代替自

動減圧機能）が自動作動することを確認し，これにより原

子炉を減圧する。 

サポート系故障時 

１．常設直流電源系統喪失時の減圧 

当直副長は，常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし

安全弁の作動に必要な直流電源が喪失し，原子炉の減圧が

できない場合は，以下の手段により直流電源を確保し，主

蒸気逃がし安全弁の機能を回復させて原子炉を減圧する。 

 

（１）常設代替直流電源設備により直流電源を確保する。そ

の後，常設代替直流電源設備の蓄電池の枯渇を防止

するため，可搬型直流電源設備により直流電源を継

続的に供給する。 

ａ．手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁

【女川との相違】 

・女川は代替循環冷却

による原子炉注水手

段を整備。また，低

圧代替注水系（常

設）（直流駆動低圧注

水系ポンプ）を設置

している。 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある

（ABWRと BWR-5の ECCS

構成の相違）。 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

・女川は主蒸気逃がし安

全弁（自動減圧機能）

に電源を供給。 
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を中央制御室から遠隔操作できない状態において，以

下の条件が全て成立した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

①炉心損傷前の原子炉の減圧は，低圧注水系または

低圧代替注水系のうち１系統以上の起動※1 によ

り原子炉圧力容器への注水手段が確保されてい

る場合。炉心損傷後の原子炉の減圧は，高圧注水

系が使用できない場合で，低圧注水系１系統※2以

上が使用可能である場合。注水手段がない場合の

原子炉の減圧は，原子炉圧力容器内の水位が規定

水位（有効燃料棒底部から燃料棒有効長さの 20%

上の位置）に到達した場合。 

 

 

 

 

 

②主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必

要な直流電源を可搬型代替直流電源設備から給

電可能な場合。 

 

※1：「低圧注水系または低圧代替注水系のうち

１系統以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時での注水が可能な系統で

ある高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレ

イ系，残留熱除去系（低圧注水モード）およ

び復水給水系のうち１系統以上起動するこ

と，また，それができない場合は低圧代替注

水系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），

低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系

およびろ過水系のうち 1 系統以上起動する

を中央制御室から遠隔操作できない状態において，

以下の条件が全て成立した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）炉心損傷前の原子炉の減圧は，低圧注水系１系

以上又は低圧代替注水系（常設）のポンプ２台以

上若しくは代替注水系２系以上の起動※１により

原子炉圧力容器への注水手段が確保されている

場合。炉心損傷後の原子炉の減圧は，高圧注水系

が使用できない場合で，低圧注水系１系※２以上

が使用可能である場合，又は原子炉圧力容器内

の水位が規定水位（有効燃料棒底部から有効燃

料棒の長さの１０％上の位置）に到達した場合。 

（ｂ）主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能なし）作動

用の窒素ガスが確保されている場合。 

 

 

 

（ｃ）主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能なし）の作

動に必要な直流電源を常設代替直流電源設備か

ら給電可能な場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を中央制御室から遠隔操作できない状態または全交

流動力電源喪失時に，原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧する際に直流電源の切替が必要な状態におい

て，以下の条件がすべて成立した場合。 

 

 

 

 

 

（ａ）炉心損傷前の原子炉の減圧は，低圧で原子炉注

水が可能な系統または低圧代替注水系のうち１

系統以上の起動※１により原子炉圧力容器への注

水手段が確保されている場合。炉心損傷後の原

子炉の減圧は，高圧注水系が使用できない場合

で，低圧注水系統１系統※２以上が使用可能であ

る場合，または原子炉圧力容器内の水位が規定

水位（燃料棒有効長底部より燃料棒有効長の２

０％上の位置）に到達した場合。 

（ｂ）主蒸気逃がし安全弁作動用の窒素ガスが確保

されている場合。 

 

 

 

（ｃ）主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な直流電源

を常設代替直流電源設備から給電可能な場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は RCIC等の水源が

S/C であり，24 時間後

の蓄電池切替前に，

RCIC が機能喪失温度

（100℃）に到達するた

め，急速減圧前に SRV

の電源を切り替えるこ

とを記載。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・急速減圧に必要として

いる注水系統の相違。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・感度解析結果の相違

（ジルコニウム－水反

応が著しくなる前に減

圧という考え方は，柏

崎刈羽と同様） 

【女川との相違】 

・女川は主蒸気逃がし安

全弁（自動減圧機能）

に電源を供給。 

【女川との相違】 

・島根は(2)に合わせて

記載している。 
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ことをいう。 

※2：「低圧注水系１系統」とは，低圧炉心スプレ

イ系，残留熱除去系（低圧注水モード），復

水給水系，代替循環冷却系，低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ），低圧代替注水系

（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），低圧

代替注水系（可搬型）またはろ過水系のいず

れか１系統をいう。 

 

（２）主蒸気逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃がし安全弁

用可搬型蓄電池を接続して直流電源を確保する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁

を中央制御室から遠隔操作できない状態において，可

搬型代替直流電源設備が使用できない場合で，以下の

条件が成立した場合。 

炉心損傷前の原子炉の減圧は，低圧注水系または低

圧代替注水系のうち１系統以上の起動※1 により原子

炉圧力容器への注水手段が確保されている場合。炉心

損傷後の原子炉の減圧は，高圧注水系が使用できない

場合で，低圧注水系１系統※2以上が使用可能である場

合。注水手段がない場合の原子炉の減圧は，原子炉圧

力容器内の水位が規定水位（有効燃料棒底部から燃料

棒有効長さの 20％上の位置）に到達した場合。 

 

 

 

※1：「低圧注水系または低圧代替注水系のうち１系統

以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心ス

プレイ系，低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低

圧注水モード）および復水給水系のうち１系統以

上起動すること，また，それができない場合は低

圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ），低圧代

替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ），

低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却系およ

びろ過水系のうち１系統以上起動することをい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主蒸気逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃がし安全

弁用可搬型蓄電池を接続して直流電源を確保する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁

を中央制御室から遠隔操作できない状態において，

以下の条件が全て成立した場合。 

 

（ａ）炉心損傷前の原子炉の減圧は，低圧注水系１系

以上又は低圧代替注水系（常設）のポンプ２台以

上若しくは代替注水系２系以上の起動※１により

原子炉圧力容器への注水手段が確保されている

場合。炉心損傷後の原子炉の減圧は，高圧注水系

が使用できない場合で，低圧注水系１系※２以上

が使用可能である場合，又は原子炉圧力容器内

の水位が規定水位（有効燃料棒底部から有効燃

料棒の長さの１０％上の位置）に到達した場合。 

（ｂ）主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能なし）作動

用の窒素ガスが確保されている場合。 

※１：「低圧注水系１系以上又は低圧代替注水系

（常設）のポンプ２台以上若しくは代替注

水系２系以上の起動」とは，原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時での注水が可能な系統

である高圧炉心注水系及び残留熱除去系

（低圧注水系）及び給水・復水系のうち１系

以上起動すること，また，それができない場

合は低圧代替注水系（常設）のポンプ２台以

上起動，若しくは低圧代替注水系（常設），

消火系及び低圧代替注水系（可搬型）のうち

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主蒸気逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃がし安全

弁用蓄電池（補助盤室）を接続して直流電源を確保す

る。 

ａ．手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁

を中央制御室から遠隔操作できない状態において，

常設代替直流電源設備が使用できない場合で，以下

の条件が全て成立した場合。 

（ａ）炉心損傷前の原子炉の減圧は，低圧で原子炉注

水が可能な系統または低圧代替注水系のうち１

系統以上の起動※１により原子炉圧力容器への注

水手段が確保されている場合。炉心損傷後の原

子炉の減圧は，高圧注水系が使用できない場合

で，低圧注水系統１系統※２以上が使用可能であ

る場合，または原子炉圧力容器内の水位が規定

水位（燃料棒有効長底部より燃料棒有効長の２

０％上の位置）に到達した場合。 

（ｂ）主蒸気逃がし安全弁作動用窒素ガスが確保さ

れている場合。 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統または低圧

代替注水系のうち１系統以上の起動」とは，

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時での注

水が可能な系統である高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系および

復水・給水系のうち１系統以上起動するこ

と，また，それができない場合は低圧原子炉

代替注水系（常設），復水輸送系，消火系お

よび低圧原子炉代替注水系（可搬型）のうち

１系統以上起動することをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・急速減圧に必要として

いる注水系統の相違。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・感度解析結果の相違

（ジルコニウム－水反

応が著しくなる前に減

圧という考え方は，柏

崎刈羽と同様） 

・急速減圧に必要として

いる注水系統の相違。 
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う。 

 

 

 

 

 

※2：「低圧注水系１系統」とは，低圧炉心スプレイ系，

残留熱除去系（低圧注水モード），復水給水系，

代替循環冷却系，低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動

低圧注水系ポンプ），低圧代替注水系（可搬型）

またはろ過水系のいずれか１系統をいう。 

 

２．高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保 

発電課長は，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータおよび主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキ

ュムレータの供給圧力が喪失した場合は，主蒸気逃がし安

全弁（自動減圧機能）の作動に必要な窒素の供給源を高圧

窒素ガス供給系（非常用）に切り替えることで主蒸気逃が

し安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な窒素を確保し，

主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復させて

原子炉を減圧する。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）からの供給期間中におい

て，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に伴い窒

素の圧力が低下した場合は，予備の窒素ガスボンベに切り

替える。 

［手順着手の判断基準］ 

①高圧窒素ガス供給系（常用）から高圧窒素ガス供給系

（非常用）への切替え 

高圧窒素ガス供給系原子炉格納容器入口圧力低警

報が発生した場合。 

②高圧窒素ガス供給系（非常用）高圧窒素ガスボンベの

切替え 

高圧窒素ガス供給系（非常用）高圧窒素ガスボンベ

から主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）作動用の窒

素を供給している期間において，高圧窒素ガス供給系

窒素ガスボンベ出口圧力低警報が発生した場合。 

 

２系以上起動することをいう。 

なお，格納容器パラメータ又は原子炉圧力

容器内の水位が規定値に到達した場合は，

低圧代替注水系（常設）のポンプ１台又は代

替注水系１系のみの起動であっても原子炉

の減圧を行う。 

※２：「低圧注水系１系」とは，残留熱除去系（低

圧注水系），給水・復水系，低圧代替注水系

（常設），消火系又は低圧代替注水系（可搬

型）のいずれか１系をいう。 

 

 

 

２．高圧窒素ガス供給系による窒素ガス確保 

当直副長は，逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減

圧機能用アキュムレータの供給圧力が喪失した場合は，主

蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスの供給源を高

圧窒素ガス供給系に切り替えることで主蒸気逃がし安全

弁の作動に必要な窒素ガスを確保し，主蒸気逃がし安全弁

の機能を回復させて原子炉を減圧する。 

 

 

高圧窒素ガス供給系からの供給期間中において，主蒸気

逃がし安全弁の作動に伴い窒素ガスの圧力が低下した場

合は，予備の高圧窒素ガスボンベに切り替える。 

 

（１）手順着手の判断基準 

ａ．不活性ガス系から高圧窒素ガス供給系への切替え 

 

高圧窒素ガス供給系ドライウェル入口圧力低警報

が発生した場合。 

ｂ．高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替え 

 

高圧窒素ガスボンベから主蒸気逃がし安全弁作動

用の窒素ガスを供給している期間において，高圧窒素

ガス供給系窒素ガスボンベ出口圧力低警報が発生し

た場合。 

 

 

 

 

 

 

 

※２：「低圧注水系統１系統」とは，低圧炉心スプ

レイ系，低圧注水系，低圧原子炉代替注水系

（常設），復水輸送系，消火系または低圧原

子炉代替注水系（可搬型）のいずれか１系統

をいう。 

 

 

２．逃がし安全弁窒素ガス供給系による窒素ガス確保 

当直副長は，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タおよび逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの

供給圧力が喪失した場合は，主蒸気逃がし安全弁の作動に

必要な窒素ガスの供給源が逃がし安全弁窒素ガス供給系

に切り替わることで主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な

窒素ガスを確保し，主蒸気逃がし安全弁の機能を回復させ

て原子炉を減圧する。 

 

逃がし安全弁窒素ガス供給系からの供給期間中におい

て，主蒸気逃がし安全弁の作動に伴い窒素ガスの圧力が低

下した場合は，予備の主蒸気逃がし安全弁用窒素ガスボン

ベに切り替える。 

（１）手順着手の判断基準 

ａ．窒素ガス制御系から逃がし安全弁窒素ガス供給系へ

の切替え 

ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報が発生した

場合。 

ｂ．主蒸気逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替え  

 

主蒸気逃がし安全弁用窒素ガスボンベから主蒸気

逃がし安全弁作動用の窒素ガスを供給している期間

において，Ｎ２ガスボンベ圧力低警報が発生した場

合。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は注水系１系統以

上で減圧するため記載

不要。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある

（ABWRと BWR-5の ECCS

構成の相違）。 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．代替高圧窒素ガス供給系による減圧 

発電課長は，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータおよび主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキ

ュムレータの供給圧力が喪失した場合は，代替高圧窒素ガ

ス供給系により主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作

動に必要な窒素を確保し，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧

機能）の機能を回復させて原子炉を減圧する。 

代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボンベからの供

給期間中において，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）

の作動に伴い窒素の圧力が低下した場合は，使用可能な高

圧窒素ガスボンベと取り替える。 

主蒸気逃がし安全弁を，想定される重大事故等時におけ

る格納容器内の環境条件においても確実に作動できるよ

う，窒素の供給源を代替高圧窒素ガス供給系に切り替える

ことで主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要

な窒素を確保し，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）に

より原子炉を減圧する。 

［手順着手の判断基準］ 

①代替高圧窒素ガス供給系の中央制御室からの遠隔操

作 

主蒸気逃がし安全弁の駆動源である高圧窒素ガス

供給系（常用）および主蒸気逃がし安全弁（自動減圧

機能）の駆動源である高圧窒素ガス供給系（非常用）

の窒素が喪失し，中央制御室からの遠隔操作により原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．逃がし安全弁窒素ガス供給系による背圧対策 

想定される重大事故等の環境条件を考慮して，格納容器

内の圧力８５３kPa[gage]において確実に逃がし安全弁を

作動させることができるように，逃がし安全弁窒素ガス供

給系の供給圧力を調整する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器内

の圧力が４２７kPa[gage]に到達した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０ 倍を超えた場合又は格納容器雰

囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した場

合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・柏崎はあらかじめ背圧

対策を加味した圧力を

設定しているが，島根

は，設定値到達で圧力

調整を実施する手順を

整備。 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は設定値到達で圧

力調整を実施する手順

としている。（女川は，

代替高圧窒素ガス供給

系に切り替えてより高

い圧力の作動窒素を供

給する。） 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

子炉を減圧できない場合。 

②代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボンベの取替

え 

代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボンベから

主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）作動用の窒素を

供給している期間において，高圧窒素ガスボンベの作

動窒素供給圧力が規定圧力未満となった場合。 

③代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁

（自動減圧機能）開放 

炉 心 損 傷 を 判 断 し ， 格 納 容 器 内 の 圧 力 が

427kPa[gage]を超えるおそれがある状態において原

子炉を減圧する場合。 

 

４．代替電源設備を用いた主蒸気逃がし安全弁の復旧 

発電課長および発電所対策本部は，全交流動力電源喪失

または常設直流電源喪失により主蒸気逃がし安全弁が作

動せず原子炉の減圧ができない場合は，以下の手段により

直流電源を確保し，主蒸気逃がし安全弁の機能を回復させ

て原子炉を減圧する。 

①可搬型代替直流電源設備等により直流電源を確保する。 

［手順着手の判断基準］ 

常設直流電源喪失により，１２５Ｖ直流主母線２Ａ

および２Ｂの電圧喪失を確認した場合において，可搬

型代替直流電源設備または１２５Ｖ代替充電器用電

源車接続設備からの給電が可能な場合。 

 

 

 

②代替交流電源設備により１２５Ｖ充電器に給電するこ

とで直流電源を確保する。 

［手順着手の判断基準］ 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失

し，１２５Ｖ直流主母線２Ａおよび２Ｂの電圧喪失を

確認した場合において，常設代替交流電源設備または

可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．代替電源設備を用いた主蒸気逃がし安全弁の復旧 

当直副長は，全交流動力電源又は常設直流電源の喪失に

より主蒸気逃がし安全弁が作動せず原子炉の減圧ができ

ない場合は，以下の手段により直流電源を確保し，主蒸気

逃がし安全弁の機能を回復させて原子炉を減圧する。 

 

（１）可搬型直流電源設備等により直流電源を確保する。 

ａ．手順着手の判断基準 

常設直流電源喪失により，直流１２５Ｖ主母線

（Ａ）系及び（Ｂ）系の電圧喪失を確認した場合にお

いて，可搬型直流電源設備又は直流給電車いずれか

の設備からの給電が可能な場合。 

 

 

 

（２）代替交流電源設備等により充電器を受電することで

直流電源を確保する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失

し，直流１２５Ｖ主母線（Ａ）系及び（Ｂ）系の電圧

喪失を確認した場合において，常設代替交流電源設

備，第二代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備いずれかの設備からの給電が可能な場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．代替電源設備を用いた主蒸気逃がし安全弁の復旧 

当直副長または緊急時対策本部は，全交流動力電源また

は常設直流電源の喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動

せず原子炉の減圧ができない場合は，以下の手段により直

流電源を確保し，主蒸気逃がし安全弁の機能を回復させて

原子炉を減圧する。 

（１）可搬型直流電源設備により直流電源を確保する。 

ａ．手順着手の判断基準 

常設直流電源喪失により，Ａ－１１５Ｖ系直流盤

およびＢ－１１５Ｖ系直流盤の電圧喪失を確認した

場合において，可搬型直流電源設備として使用する

高圧発電機車およびＳＡ用１１５Ｖ系充電器または

可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備として

使用する直流給電車いずれかの設備からの給電が可

能な場合。 

（２）代替交流電源設備により充電器を受電することで直

流電源を確保する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失

し，Ａ－１１５Ｖ系直流盤およびＢ－１１５Ｖ系直

流盤の電圧喪失を確認した場合において，常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機ま

たは可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発

電機車いずれかの設備からの給電が可能な場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【島根固有】 

・島根は高圧発電機車を

使用した給電は，緊急

時対策本部にて実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交

流電源設備を設置。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁が作

動しない場合は，可搬型代替直流電源設備または主蒸気逃

がし安全弁用可搬型蓄電池により主蒸気逃がし安全弁を

作動させて原子炉を減圧する。 

常設直流電源の喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動

しない場合は，可搬型代替直流電源設備等により主蒸気逃

がし安全弁を作動させて原子炉を減圧する。 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失した

場合は，代替交流電源設備により１２５Ｖ充電器を充電す

ることで直流電源を確保し，主蒸気逃がし安全弁の機能を

回復させて原子炉を減圧する。 

主蒸気逃がし安全弁の駆動源である高圧窒素ガス供給

系（常用）の喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動しない

場合は，高圧窒素ガス供給系（非常用）により主蒸気逃が

し安全弁（自動減圧機能）に必要な窒素を確保し，主蒸気

逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復させて原子炉

を減圧する。 

主蒸気逃がし安全弁の駆動源である高圧窒素ガス供給

系（常用）および主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の

駆動源である高圧窒素ガス供給系（非常用）の窒素が喪失

し，主蒸気逃がし安全弁が作動しない場合は，代替高圧窒

素ガス供給系により主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）

に窒素を供給し，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）に

て原子炉を減圧する。 

主蒸気逃がし安全弁を，想定される重大事故等時におけ

る格納容器内の環境条件においても確実に作動できるよ

う，窒素の供給源を代替高圧窒素ガス供給系に切り替える

ことで主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要

な窒素を確保し，主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）に

より原子炉を減圧する。 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

発電課長は，炉心損傷時，原子炉圧力容器への注水手段が

ない場合は，原子炉圧力容器内が高圧の状態で破損した場合

に溶融物が放出され，格納容器内の雰囲気が直接加熱される

ことによる格納容器の破損を防止するため，主蒸気逃がし安

全弁の手動操作により原子炉を減圧する。 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

常設直流電源系統の喪失により主蒸気逃がし安全弁が

作動しない場合は，可搬型直流電源設備又は主蒸気逃がし

安全弁用可搬型蓄電池により主蒸気逃がし安全弁を作動

させて原子炉を減圧する。 

常設直流電源の喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動

しない場合は，可搬型直流電源設備等により主蒸気逃がし

安全弁を作動させて原子炉を減圧する。 

常設直流電源喪失の原因が全交流動力電源喪失の場合

は，代替交流電源設備等により充電器を受電することで直

流電源を確保し，主蒸気逃がし安全弁の機能を回復させて

原子炉を減圧する。 

主蒸気逃がし安全弁作動窒素ガスの喪失により主蒸気

逃がし安全弁が作動しない場合は，高圧窒素ガス供給系の

高圧窒素ガスボンベにより主蒸気逃がし安全弁の作動に

必要な窒素ガスを確保し，主蒸気逃がし安全弁の機能を回

復させて原子炉を減圧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

当直副長は，炉心損傷時，原子炉圧力容器への注水手段が

ない場合は，原子炉圧力容器が高圧の状態で破損した場合に

溶融物が放出され，格納容器内の雰囲気が直接加熱されるこ

とによる格納容器の破損を防止するため，主蒸気逃がし安全

弁の手動操作により原子炉を減圧する。 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

常設直流電源系統の喪失により主蒸気逃がし安全弁が

作動しない場合は，可搬型直流電源設備または主蒸気逃が

し安全弁用蓄電池（補助盤室）により主蒸気逃がし安全弁

を作動させて原子炉を減圧する。 

常設直流電源の喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動

しない場合は，可搬型直流電源設備により主蒸気逃がし安

全弁を作動させて原子炉を減圧する。 

常設直流電源喪失の原因が全交流動力電源喪失の場合

は，代替交流電源設備により充電器を受電することで直流

電源を確保し，主蒸気逃がし安全弁の機能を回復させて原

子炉を減圧する。 

主蒸気逃がし安全弁作動窒素ガスの喪失により主蒸気

逃がし安全弁が作動しない場合は，逃がし安全弁窒素ガス

供給系の主蒸気逃がし安全弁用窒素ガスボンベにより主

蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを確保し，主蒸

気逃がし安全弁の機能を回復させて原子炉を減圧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

当直副長は，炉心損傷時，原子炉圧力容器への注水手段が

ない場合は，原子炉圧力容器が高圧の状態で破損した場合に

溶融物が放出され，格納容器内の雰囲気が直接加熱されるこ

とによる格納容器の破損を防止するため，主蒸気逃がし安全

弁の手動操作により原子炉を減圧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は設定値到達で圧

力調整を実施する手順

としている。（女川は，

代替高圧窒素ガス供給

系に切り替えてより高

い圧力の作動窒素を供

給する。） 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

［手順着手の判断基準］ 

「対応手段等 フロントライン系故障時 １．手動操作

による減圧 手順着手の判断基準 ③炉心損傷後の減圧

の場合および④注水手段がない場合」と同じ 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時 

発電課長は，インターフェイスシステムＬＯＣＡが発生し

た場合は，格納容器外への原子炉冷却材の漏えいを停止する

ため，漏えい箇所を隔離する。 

 

漏えい箇所の隔離ができない場合は，原子炉を手動停止す

るとともに，主蒸気逃がし安全弁等により原子炉を減圧し，

漏えい箇所を隔離する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材が格納容器外へ漏えいし原子炉建屋原子炉

棟内の圧力が上昇した場合は，原子炉建屋ブローアウトパネ

ルが開放することで，原子炉建屋原子炉棟内の圧力および温

度の上昇を抑制し，環境を改善する。 

［手順着手の判断基準］ 

非常用炉心冷却系および原子炉隔離時冷却系の出口圧

力上昇，原子炉建屋原子炉棟内の温度上昇もしくはエリア

放射線モニタの指示値上昇等漏えいが予測されるパラメ

ータの変化または漏えい関連警報の発生によりインター

フェイスシステムＬＯＣＡの発生を判断した場合。 

（配慮すべき事項） 

◯インターフェイスシステムＬＯＣＡによる溢水の影響 

隔離操作場所および隔離操作場所へのアクセスルート

１．手順着手の判断基準 

「対応手段等 フロントライン系故障時 １．手動操作

による減圧 （１）手順着手の判断基準 ｃ．炉心損傷後

の減圧の場合」と同じ。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時 

当直副長は，インターフェイスシステムＬＯＣＡが発生し

た場合は，原子炉を手動停止するとともに，格納容器外への

原子炉冷却材の漏えいを停止するため，漏えい箇所を隔離す

る。 

中央制御室から速やかに漏えい箇所を隔離できない場合

は，格納容器外への原子炉冷却材の漏えいを抑制するため，

主蒸気逃がし安全弁等により原子炉を減圧し，漏えい箇所を

隔離する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材が格納容器外へ漏えいし原子炉建屋原子炉

区域内の圧力が上昇した場合は，燃料取替床ブローアウトパ

ネルが開放することで，原子炉建屋原子炉区域内の圧力及び

温度の上昇を抑制し，環境を改善する。 

１．手順着手の判断基準 

非常用炉心冷却系の吐出圧力上昇，原子炉建屋内の温度

上昇若しくはエリア放射線モニタの指示値上昇等漏えい

が予測されるパラメータの変化，又は漏えい関連警報の発

生によりインターフェイスシステムＬＯＣＡの発生を判

断した場合。 

（配慮すべき事項） 

◯インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の溢水の影響 

隔離操作場所へのアクセスルートは，インターフェイス

１．手順着手の判断基準 

「対応手段等 フロントライン系故障時 １．手動操作

による減圧 （１）手順着手の判断基準 ｃ．炉心損傷後

の減圧の場合」と同じ。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時 

当直副長は，インターフェイスシステムＬＯＣＡが発生し

た場合は，原子炉を手動停止するとともに，格納容器外への

原子炉冷却材の漏えいを停止するため，漏えい箇所を隔離す

る。 

中央制御室から速やかに漏えい箇所を隔離できない場合

は，格納容器外への原子炉冷却材の漏えいを抑制するため，

主蒸気逃がし安全弁等により原子炉を減圧し，漏えい箇所を

隔離する。 

 

 

 

 

なお，現場の作業環境改善のため，残留熱除去系原子炉停

止時冷却モードによる原子炉除熱を実施する。 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材が格納容器外へ漏えいし原子炉棟内の圧力

が上昇した場合は，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ルが開放することで，原子炉棟内の圧力および温度の上昇を

抑制し，環境を改善する。 

１．手順着手の判断基準 

非常用炉心冷却系および原子炉隔離時冷却系の出口圧

力上昇，原子炉棟内の温度上昇もしくはエリア放射線モニ

タの指示値上昇等漏えいが予測されるパラメータの変化，

または漏えい関連警報の発生によりインターフェイスシ

ステムＬＯＣＡの発生を判断した場合。 

（配慮すべき事項） 

◯インターフェイスシステムＬＯＣＡ時の溢水の影響 

隔離操作場所へのアクセスルートは，インターフェイス

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

【女川との相違】 

・島根はインターフェイ

スシステムＬＯＣＡの

発生判断で原子炉を手

動停止（女川は漏えい

箇所の隔離ができない

場合に原子炉を手動停

止）。 

【島根固有】 

・島根は現場隔離操作等

のアクセスを考慮し，

原子炉棟内の環境緩和

のために，S/P 冷却モ

ードから原子炉停止時

冷却モードへの切替操

作を実施。 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽の ECCSには原

子炉隔離時冷却系があ

る（ABWR と BWR-5 の

ECCS構成の相違）。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

は，インターフェイスシステムＬＯＣＡにより漏えいが発

生する機器よりも上層階に位置し，溢水の影響がないよう

にする。 

◯インターフェイスシステムＬＯＣＡの検知 

インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生は，格納容器

内外のパラメータ等により判断する。非常用炉心冷却系ポ

ンプおよび原子炉隔離時冷却系ポンプ設置室は原子炉建

屋原子炉棟内において各部屋が分離されているため，漏え

い箇所の特定は，床漏えい検出器，放射線モニタおよび火

災感知器により行う。 

◯作業性 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，漏えいし

た水の滞留および蒸気による高湿度環境が想定されるた

め，現場での隔離操作は環境性等を考慮し，防護具を着用

する。 

 

代替自動減圧機能による原子炉の自動減圧時の留意事項 

表１「１．緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための

手順等」における対応操作中は，原子炉の自動減圧による原

子炉圧力容器への注水量の増加に伴う原子炉出力の急上昇

を防止するため，自動減圧系作動阻止機能により自動減圧系

および代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による自動減

圧を阻止する。 

主蒸気逃がし安全弁の背圧対策 

主蒸気逃がし安全弁が想定される重大事故等時における

格納容器内の環境条件においても確実に作動できるよう，窒

素の供給源を代替高圧窒素ガス供給系に切り替えることで

主蒸気逃がし安全弁の作動に必要なより高い圧力の窒素を

供給する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

システムＬＯＣＡにより漏えいが発生する機器よりも上

層階に位置し，溢水の影響がないように選定する。 

 

◯インターフェイスシステムＬＯＣＡの検知 

インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生は，格納容器

内外のパラメータ等により判断する。非常用炉心冷却系ポ

ンプ設置室は原子炉建屋内において各部屋が分離されて

いるため，漏えい箇所の特定は，床漏えい検出器，監視カ

メラ及び火災報知器により行う。 

 

◯作業性 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時において，現

場で漏えい箇所を隔離する場合は，隔離操作場所及び隔離

操作場所へのアクセスルートの環境を考慮して，現場環境

が改善された状態で行い，事故環境下においても作業でき

るよう防護具を確実に装着する。 

代替自動減圧機能による原子炉の自動減圧時の留意事項 

表１「１．緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための

手順等」における対応操作中は，原子炉の自動減圧による原

子炉圧力容器への注水量の増加に伴う原子炉出力の急上昇

を防止するため，自動減圧系の起動阻止スイッチにより自動

減圧系及び代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）によ

る自動減圧を阻止する。 

主蒸気逃がし安全弁の背圧対策 

主蒸気逃がし安全弁は，想定される重大事故等時における

格納容器内の環境条件においても確実に作動できるよう，主

蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス圧力を確保する。 

 

 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

システムＬＯＣＡにより漏えいが発生する機器よりも上

層階に位置し，溢水の影響がないように選定する。 

 

◯インターフェイスシステムＬＯＣＡの検知 

インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生は，格納容器

内外のパラメータ等により判断する。非常用炉心冷却系ポ

ンプ設置室は，原子炉棟内において各部屋がエリアごとに

分離されているため，漏えい箇所の特定は，温度検知器，

漏えい警報，監視カメラおよび火災感知器により行う。 

 

◯作業性 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時において，現

場で漏えい箇所を隔離する場合は，隔離操作場所および隔

離操作場所へのアクセスルートの環境を考慮して，現場環

境が改善された状態で行い，事故環境下においても作業で

きるよう保護具を確実に装着する。 

代替自動減圧機能による原子炉の自動減圧時の留意事項 

表１「１．緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための

手順等」における対応操作中は，原子炉の自動減圧による原

子炉圧力容器への注水量の増加に伴う原子炉出力の急上昇

を防止するため，自動減圧起動阻止スイッチおよび代替自動

減圧起動阻止スイッチにより自動減圧系および代替自動減

圧ロジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

主蒸気逃がし安全弁の背圧対策 

主蒸気逃がし安全弁は，想定される重大事故等時における

格納容器内の環境条件においても確実に作動できるよう，主

蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス圧力を確保する。 

 

 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は代替高圧窒素ガ

ス供給系を使用するこ

とで背圧を考慮しても

主蒸気逃がし安全弁

（自動減圧機能）開放

可能としている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表４ 

操作手順 

４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等 

方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷および格納容器の破損を防止する

ため，低圧代替注水系により原子炉を冷却することを目的とす

る。 

また，炉心が溶融し，原子炉圧力容器の破損に至った場合で，

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存した場合においても格納

容器の破損を防止するため，低圧代替注水系により残存溶融炉

心を冷却することを目的とする。 

対応手段等 

原子炉運転中の場合 

フロントライン系故障時 

１．低圧代替注水系による原子炉の冷却 

発電課長および発電所対策本部は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（低圧注水モード）および低圧炉心

スプレイ系の故障等により原子炉の冷却ができない場合

は，以下の手段により原子炉圧力容器へ注水し，原子炉を

冷却する。 

①復水貯蔵タンクを水源として，低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

復水給水系および非常用炉心冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合

において，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

が使用可能な場合※。 

※：設備に異常がなく，電源および水源（復水貯蔵タ

ンク）が確保されている場合。 

②低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により原子

炉圧力容器へ注水できない場合は，復水貯蔵タンクを水

源として，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水

系ポンプ）により注水する。 

 

表４ 

操作手順 

４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等 

方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び格納容器の破損を防止するた

め，低圧代替注水系により原子炉を冷却することを目的とす

る。 

また，炉心が溶融し，原子炉圧力容器の破損に至った場合で，

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存した場合においても格納

容器の破損を防止するため，低圧代替注水系により残存溶融炉

心を冷却することを目的とする。 

対応手段等 

原子炉運転中の場合 

フロントライン系故障時 

１．低圧代替注水系による原子炉の冷却 

当直副長及び緊急時対策本部は，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（低圧注水系）の故障等により原子炉

の冷却ができない場合は，以下の手段により原子炉圧力容

器へ注水し，原子炉を冷却する。 

 

（１）復水貯蔵槽を水源として，低圧代替注水系（常設）に

より注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４ 

操作手順 

４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等 

方針目的 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷および格納容器の破損を防止する

ため，低圧原子炉代替注水系により原子炉を冷却することを目

的とする。 

また，炉心が溶融し，原子炉圧力容器の破損に至った場合で，

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存した場合においても格納

容器の破損を防止するため，低圧原子炉代替注水系により残存

溶融炉心を冷却することを目的とする。 

対応手段等 

原子炉運転中の場合 

フロントライン系故障時 

１．低圧原子炉代替注水系による原子炉の冷却 

当直副長および緊急時対策本部は，設計基準事故対処設

備である低圧注水系の故障等により原子炉の冷却ができ

ない場合は，以下の手段により原子炉圧力容器へ注水し，

原子炉を冷却する。 

 

（１）低圧原子炉代替注水槽を水源として，低圧原子炉代替

注水系（常設）により注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

・記載位置の相違（島根

は（１）と（２）を合わ

せて記載している。） 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は直流駆動低圧注

水系ポンプを整備して

いる。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

［手順着手の判断基準］ 

復水給水系，非常用炉心冷却系，低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）および代替循環冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できな

い場合で，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注

水系ポンプ）が使用可能な場合※。 

※：設備に異常がなく，電源および水源（復水貯蔵タ

ンク）が確保されている場合。 

 

③低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）

により原子炉圧力容器へ注水できない場合は，淡水貯水

槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）を水源として，低

圧代替注水系（可搬型）等により注水する。 

 

 

なお，低圧代替注水系（可搬型）による注水は，海

を水源として利用できる。 

［手順着手の判断基準］ 

復水給水系および非常用炉心冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合

において，低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な場

合※。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：設備に異常がなく，電源，燃料および水源（淡水

貯水槽（No.1）または淡水貯水槽（No.2））が確

保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）低圧代替注水系（常設）により原子炉圧力容器へ注水

できない場合は，防火水槽又は淡水貯水池を水源と

して，低圧代替注水系（可搬型）等により注水する。

低圧代替注水系（可搬型）による注水の手順着手の判

断基準を以下に示す。 

 

 なお，低圧代替注水系（可搬型）による注水は，海

を水源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原子炉

圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場

合において，低圧代替注水系（常設）及び注入配管が

使用可能な場合※１。 

また，給水・復水系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できな

い場合において，低圧代替注水系（可搬型）及び注入

配管が使用可能な場合※２。 

 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵槽）

が確保されている場合。 

 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽又

は淡水貯水池）が確保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉圧力容器

へ注水できない場合は，輪谷貯水槽（西１）および輪

谷貯水槽（西２）を水源として，低圧原子炉代替注水

系（可搬型）等により注水する。低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による注水の手順着手の判断基準を以下

に示す。 

 なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による注水

は，海を水源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系および非常用炉

心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（常設）および注入配管が使用可能な場合※１。 

また，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系および非

常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水がで

きず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）および注入配管が使用可能な場

合※２。 

※１：設備に異常がなく，電源および水源（低圧原子

炉代替注水槽）が確保されている場合。 

 

※２：設備に異常がなく，燃料および水源（輪谷貯水

槽（西１）または輪谷貯水槽（西２））が確保

されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は電源がある場合

とない場合の対応を記

載しているため，電源

を記載していない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

④交流電源が確保できない場合は，復水貯蔵タンクを水源

として，低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系

ポンプ）により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

「対応手段等 原子炉運転中の場合 フロントラ

イ系故障時 １．低圧代替注水系による原子炉の冷却 

②」と同じ。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モ

ード）および低圧炉心スプレイ系の故障等により原子炉の

冷却機能が喪失した場合において，低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）に異常がなく，交流電源および水源（復

水貯蔵タンク）が確保されている場合は，低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）により原子炉を冷却する。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により原子

炉の冷却ができない場合において，低圧代替注水系（常設）

（直流駆動低圧注水系ポンプ）に異常がなく，交流電源お

よび水源（復水貯蔵タンク）が確保されている場合は，低

圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）によ

り原子炉を冷却する。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）

により原子炉の冷却ができない場合において，低圧代替注

水系（可搬型）に異常がなく，電源，燃料および水源（淡

水貯水槽（No.1）または淡水貯水槽（No.2））が確保され

ている場合は，低圧代替注水系（可搬型）により原子炉を

冷却する。 

なお，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）によ

り原子炉を冷却する場合は，注水流量が多い配管から選択

する。また，交流電源が確保できない場合は，低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）により原子炉

を冷却する。 

原子炉運転中の場合 

サポート系故障時 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モー

ド）および低圧炉心スプレイ系の復旧 

発電課長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

 

 

 

 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水

系）の故障等により原子炉の冷却機能が喪失した場合にお

いて，低圧代替注水系（常設）に異常がなく，交流電源及

び水源（復水貯蔵槽）が確保されている場合は，低圧代替

注水系（常設）により原子炉を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

低圧代替注水系（常設）により原子炉の冷却ができない

場合において，低圧代替注水系（可搬型）等に異常がなく，

燃料及び水源（防火水槽又は淡水貯水池）が確保されてい

る場合は，低圧代替注水系（可搬型）等により原子炉を冷

却する。 

 

なお，低圧代替注水系等により原子炉を冷却する場合

は，中央制御室から弁の操作が可能であって注水流量が多

い配管から選択する。また，中央制御室から弁の操作がで

きない場合は，現場で弁の手動操作を実施する。 

 

原子炉運転中の場合 

サポート系故障時 

１．常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水系）

の復旧 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

 

 

 

 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である低圧注水系の故障等によ

り原子炉の冷却機能が喪失した場合において，低圧原子炉

代替注水系（常設）に異常がなく，交流電源および水源（低

圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合は，低圧原子

炉代替注水系（常設）により原子炉を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉の冷却がで

きない場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

異常がなく，燃料および水源（輪谷貯水槽（西１）または

輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合は，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）により原子炉を冷却する。 

 

なお，低圧原子炉代替注水系等により原子炉を冷却する

場合は，中央制御室から弁の操作が可能であって注水流量

が多い配管から選択する。また，中央制御室から弁の操作

ができない場合は，現場で弁の手動操作を実施する。 

 

原子炉運転中の場合 

サポート系故障時 

１．常設代替交流電源設備による低圧注水系および低圧炉心

スプレイ系の復旧 

当直副長は，設計基準事故対処設備である低圧注水系お

【女川との相違】 

・女川は直流駆動低圧注

水系ポンプを整備して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は直流駆動低圧注

水系ポンプを整備して

いる。 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は電源がある場合

とない場合の対応を記

載しているため，電源

を記載していない。 

 

【女川との相違】 

・島根は中央制御室から

弁の操作ができない場

合は，現場で手動操作

を実施する。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある

6
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（低圧注水モード）および低圧炉心スプレイ系が全交流動

力電源喪失等により使用できない場合は，低圧代替注水系

による原子炉の冷却に加え，常設代替交流電源設備を用い

て非常用所内電気設備へ給電することにより残留熱除去

系（低圧注水モード）および低圧炉心スプレイ系を復旧し，

サプレッションチェンバを水源として，原子炉圧力容器へ

注水し，原子炉を冷却する。また，常設代替交流電源設備

へ燃料を補給し，電源の供給を継続することにより残留熱

除去系（低圧注水モード）および低圧炉心スプレイ系を運

転継続する。原子炉の停止後は，残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）に移行し，長期的に原子炉からの除熱を

行う。 

［手順着手の判断基準］ 

①残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧 

常設代替交流電源設備により非常用高圧母線２Ｃ

系または２Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧

注水モード）が使用可能な状態※に復旧された場合。 

 

 

 

②低圧炉心スプレイ系を使用する場合 

常設代替交流電源設備により非常用高圧母線２Ｃ

系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧注水モード）

が復旧できず，低圧炉心スプレイ系が使用可能な状態

※に復旧された場合。 

 

※：設備に異常がなく，電源，補機冷却水および水源

（サプレッションチェンバ）が確保されている状

態。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

外部電源，常設代替交流電源設備により交流電源が確保

できた場合において，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷

却海水系を含む。）の運転ができる場合は，残留熱除去系

(低圧注水モード)により原子炉を冷却する。残留熱除去系

(低圧注水モード)の運転ができない場合は，低圧炉心スプ

レイ系により原子炉を冷却する。 

（低圧注水系）が全交流動力電源喪失等により使用できな

い場合は，低圧代替注水系による原子炉の冷却に加え，常

設代替交流電源設備等を用いて非常用所内電気設備へ給

電することにより残留熱除去系（低圧注水系）を復旧し，

サプレッションプールを水源として，原子炉圧力容器へ注

水し，原子炉を冷却する。 

また，常設代替交流電源設備等へ燃料を補給し，電源の

供給を継続することにより残留熱除去系（低圧注水系）を

運転継続する。 

原子炉の停止後は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）

に移行し，長期的に原子炉を除熱する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備に

より非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系の受電が完了し，残留

熱除去系（低圧注水系）が使用可能な状態※１に復旧され

た場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源

（サプレッションプール）が確保されている状

態。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

外部電源，常設代替交流電源設備等により交流電源が確

保できた場合において，原子炉補機冷却水系の運転ができ

る場合は，残留熱除去系(低圧注水系)により原子炉を冷却

する。 

 

 

よび低圧炉心スプレイ系が全交流動力電源喪失等により

使用できない場合は，低圧原子炉代替注水系による原子炉

の冷却に加え，常設代替交流電源設備等を用いて非常用所

内電気設備へ給電することにより低圧注水系および低圧

炉心スプレイ系を復旧し，サプレッションチェンバを水源

として，原子炉圧力容器へ注水し，原子炉を冷却する。 

また，常設代替交流電源設備等へ燃料を補給し，電源の

供給を継続することにより低圧注水系および低圧炉心ス

プレイ系を運転継続する。 

原子炉の停止後は，残留熱除去系原子炉停止時冷却モー

ドに移行し，長期的に原子炉を除熱する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

 ａ．低圧注水系の復旧 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン

発電機を用いて緊急用メタクラを受電した後，緊急用メ

タクラから非常用所内電気設備である非常用交流高圧

電源母線Ａ系または非常用交流高圧電源母線Ｂ系の受

電が完了し，低圧注水系が使用可能な状態※１に復旧さ

れた場合。 

ｂ．低圧炉心スプレイ系の復旧 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン

発電機を用いて緊急用メタクラを受電した後，緊急用メ

タクラから非常用所内電気設備である非常用交流高圧

電源母線Ａ系の受電が完了し，低圧炉心スプレイ系が使

用可能な状態※１に復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水および水

源（サプレッションチェンバ）が確保されてい

る状態。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

外部電源，常設代替交流電源設備等により交流電源が確

保できた場合において，原子炉補機冷却水系および原子炉

補機海水系の運転ができる場合は，低圧注水系により原子

炉を冷却する。 

 

 

（ABWRと BWR-5の ECCS

構成の相違）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある

（ABWRと BWR-5の ECCS

構成の相違）。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）

の運転ができない場合は，原子炉補機代替冷却水系を設置

し，残留熱除去系(低圧注水モード)により原子炉を冷却す

る。 

原子炉補機代替冷却水系の設置による残留熱除去系(低

圧注水モード)の復旧に時間を要するため，低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）等による原子炉の冷却を並

行して実施する。その際の優先順位は，フロントライン系

故障時の優先順位と同様である。 

原子炉停止中の場合 

フロントライン系故障時 

低圧代替注水系による原子炉の冷却 

発電課長および発電所対策本部は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の故障

等により原子炉の冷却機能が喪失した場合は，以下の手段

により原子炉圧力容器へ注水し，原子炉を冷却する。 

① 復水貯蔵タンクを水源として，低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉停止中に非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を

維持できない場合において，低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）が使用可能な場合※。 

※：設備に異常がなく，電源および水源（復水貯蔵タ

ンク）が確保されている場合。 

② 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により原

子炉圧力容器へ注水できない場合は，淡水貯水槽（No.1）

および淡水貯水槽（No.2）を水源として，低圧代替注水

系（可搬型）等により注水する。 

 

 

なお，低圧代替注水系（可搬型）による注水は，海を

水源として利用できる。 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉停止中に非常用炉心冷却系による原子炉圧

力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を

維持できない場合において，低圧代替注水系（可搬型）

が使用可能な場合※。 

原子炉補機冷却水系の運転ができない場合は，代替原子

炉補機冷却系を設置し，残留熱除去系(低圧注水系)により

原子炉を冷却する。 

 

代替原子炉補機冷却系の設置による残留熱除去系（低圧

注水系）の復旧に時間を要するため，低圧代替注水系等に

よる原子炉の冷却を並行して実施する。その際の優先順位

は，フロントライン系故障時の優先順位と同様である。 

 

原子炉停止中の場合 

フロントライン系故障時 

１．低圧代替注水系による原子炉の冷却 

当直副長及び緊急時対策本部は，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）の故障等によ

り原子炉の冷却機能が喪失した場合は，以下の手段により

原子炉圧力容器へ注水し，原子炉を冷却する。 

（１）復水貯蔵槽を水源として，低圧代替注水系（常設）に

より注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）低圧代替注水系（常設）により原子炉圧力容器へ注水

できない場合は，防火水槽又は淡水貯水池を水源と

して，低圧代替注水系（可搬型）等により注水する。

低圧代替注水系（可搬型）による注水の手順着手の判

断基準を以下に示す。 

 

なお，低圧代替注水系（可搬型）による注水は，海を水

源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

「対応手段等 原子炉運転中の場合 フロントラ

イン系故障時 １．低圧代替注水系による原子炉の

冷却 ａ．手順着手の判断基準」と同じ。 

 

原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系の運転が

できない場合は，原子炉補機代替冷却系を設置し，低圧注

水系により原子炉を冷却する。 

 

原子炉補機代替冷却系の設置による低圧注水系の復旧

に時間を要するため，低圧原子炉代替注水系等による原子

炉の冷却を並行して実施する。その際の優先順位は，フロ

ントライン系故障時の優先順位と同様である。 

 

原子炉停止中の場合 

フロントライン系故障時 

１．低圧原子炉代替注水系による原子炉の冷却 

当直副長および緊急時対策本部は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの故障等

により原子炉の冷却機能が喪失した場合は，以下の手段に

より原子炉圧力容器へ注水し，原子炉を冷却する。 

（１）低圧原子炉代替注水槽を水源として，低圧原子炉代替

注水系（常設）により注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉圧力容器

へ注水できない場合は，輪谷貯水槽（西１）および輪

谷貯水槽（西２）を水源として，低圧原子炉代替注水

系（可搬型）等により注水する。低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による注水の手順着手の判断基準を以下

に示す。 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による注水は，

海を水源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

「対応手段等 原子炉運転中の場合 フロントラ

イン系故障時 １．低圧原子炉代替注水系による原

子炉の冷却 ａ．手順着手の判断基準」と同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は原子炉運転中の

判断基準と同様。（女川

は原子炉運転中の判断

基準と一部異なる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は原子炉運転中の

判断基準と同様。（女川

は原子炉運転中の判断
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※：設備に異常がなく，電源，燃料および水源（淡水

貯水槽（No.1）または淡水貯水槽（No.2））が確

保されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）の故障等により原子炉の冷却機能が喪失し

た場合において，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）に異常がなく，交流電源および水源（復水貯蔵タンク）

が確保されている場合は，低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）により原子炉を冷却する。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により原子

炉の冷却ができない場合において，低圧代替注水系（可搬

型）に異常がなく，電源，燃料および水源（淡水貯水槽

（No.1）または淡水貯水槽（No.2））が確保されている場

合は，低圧代替注水系（可搬型）により原子炉を冷却する。 

なお，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）によ

り原子炉を冷却する場合は，注水流量が多い配管から選択

する。 

 

原子炉停止中の場合 

サポート系故障時 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）の復旧 

発電課長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）が全交流動力電源喪失等によ

り使用できない場合は，低圧代替注水系による原子炉の冷

却に加え，常設代替交流電源設備を用いて非常用所内電気

設備へ給電することにより残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）を復旧し，原子炉の除熱を実施する。また，常

設代替交流電源設備へ燃料を補給し，電源の供給を継続す

ることにより残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を

運転継続する。 

［手順着手の判断基準］ 

常設代替交流電源設備により非常用高圧母線２Ｃ系

および２Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）が使用可能な状態※に復旧された場合。 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）の故障等により原子炉の冷却機能が喪失した場

合において，低圧代替注水系（常設）に異常がなく，交流

電源及び水源（復水貯蔵槽）が確保されている場合は，低

圧代替注水系（常設）により原子炉を冷却する。 

 

低圧代替注水系（常設）により原子炉の冷却ができない

場合において，低圧代替注水系（可搬型）等に異常がなく，

燃料及び水源（防火水槽又は淡水貯水池）が確保されてい

る場合は，低圧代替注水系（可搬型）等により原子炉を冷

却する。 

なお，低圧代替注水等により原子炉を冷却する場合は，

中央制御室から弁の操作が可能であって注水流量が多い

配管から選択する。また，中央制御室から弁の操作ができ

ない場合は，現場で弁の手動操作を実施する。 

原子炉停止中の場合 

サポート系故障時 

１．常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止

時冷却系）の復旧 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系）が全交流動力電源喪失等により使

用できない場合は，低圧代替注水系による原子炉の冷却に

加え，常設代替交流電源設備等を用いて非常用所内電気設

備へ給電することにより残留熱除去系（原子炉停止時冷却

系）を復旧し，原子炉の除熱を実施する。 

また，常設代替交流電源設備等へ燃料を補給し，電源の

供給を継続することにより残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系）を運転継続する。 

（１）手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備に

より非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系の受電が完了し，残留

熱除去系（原子炉停止時冷却系）が使用可能な状態※１に

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系原子炉停止

時冷却モードの故障等により原子炉の冷却機能が喪失し

た場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）に異常が

なく，交流電源および水源（低圧原子炉代替注水槽）が確

保されている場合は，低圧原子炉代替注水系（常設）によ

り原子炉を冷却する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉の冷却がで

きない場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

異常がなく，燃料および水源（輪谷貯水槽（西１）または

輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合は，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）により原子炉を冷却する。 

なお，低圧原子炉代替注水等により原子炉を冷却する場

合は，中央制御室から弁の操作が可能であって注水流量が

多い配管から選択する。また，中央制御室から弁の操作が

できない場合は，現場で弁の手動操作を実施する。 

原子炉停止中の場合 

サポート系故障時 

１．常設代替交流電源設備による残留熱除去系原子炉停止時

冷却モードの復旧 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

原子炉停止時冷却モードが全交流動力電源喪失等により

使用できない場合は，低圧原子炉代替注水系による原子炉

の冷却に加え，常設代替交流電源設備等を用いて非常用所

内電気設備へ給電することにより残留熱除去系原子炉停

止時冷却モードを復旧し，原子炉の除熱を実施する。 

また，常設代替交流電源設備等へ燃料を補給し，電源の

供給を継続することにより残留熱除去系原子炉停止時冷

却モードを運転継続する。 

（１）手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン

発電機を用いて緊急用メタクラを受電した後，緊急用メ

タクラから非常用所内電気設備である非常用交流高圧

基準と一部異なる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は電源がある場合

とない場合の対応を記載

しているため，電源を記

載していない。 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

※：設備に異常がなく，電源および補機冷却水が確保さ

れており，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベ

ル３）以上で維持され，かつ原子炉圧力指示値が規

定値以下の状態。 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

外部電源，常設代替交流電源設備により交流電源が確保

できた場合において，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷

却海水系を含む。）の運転ができる場合は，残留熱除去系

(原子炉停止時冷却モード)により原子炉を除熱する。 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）

の運転ができない場合は，原子炉補機代替冷却水系を設置

し，残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)により原子炉

を除熱する。 

原子炉補機代替冷却水系の設置による残留熱除去系(原

子炉停止時冷却モード)の復旧に時間を要するため，低圧

代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）等による原子炉の

冷却を並行して実施する。その際の優先順位は，フロント

ライン系故障時の優先順位と同様である。 

原子炉運転中の場合 

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合 

低圧代替注水系による残存溶融炉心の冷却 

発電課長および発電所対策本部は，溶融炉心が原子炉圧

力容器を破損し格納容器下部へ落下するものの，溶融炉心

が原子炉圧力容器内に残存した場合は，以下の手段により

原子炉圧力容器へ注水し，残存溶融炉心を冷却する。 

① サプレッションチェンバを水源として，代替循環冷却

系により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水が

可能な場合※2。 

復旧された場合。 

 

 

※１：設備に異常がなく，電源及び補機冷却水が確保さ

れており，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レ

ベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維

持され，かつ原子炉圧力指示値が規定値以下の状

態。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

外部電源，常設代替交流電源設備等により交流電源が確

保できた場合において，原子炉補機冷却水系の運転ができ

る場合は，残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)により原子

炉を除熱する。 

原子炉補機冷却水系の運転ができない場合は，代替原子

炉補機冷却系を設置し，残留熱除去系(原子炉停止時冷却

系)により原子炉を除熱する。 

 

代替原子炉補機冷却系の設置による残留熱除去系（原子

炉停止時冷却系）の復旧に時間を要するため，低圧代替注

水系等による原子炉の冷却を並行して実施する。その際の

優先順位は，フロントライン系故障時の優先順位と同様で

ある。 

原子炉運転中の場合 

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合 

１．低圧代替注水系による残存溶融炉心の冷却 

当直副長及び緊急時対策本部は，溶融炉心が原子炉圧力

容器を破損し格納容器下部へ落下するものの，溶融炉心が

原子炉圧力容器内に残存した場合は，以下の手段により原

子炉圧力容器へ注水し，残存溶融炉心を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

電源母線Ａ系または非常用交流高圧電源母線Ｂ系の受

電が完了し，残留熱除去系原子炉停止時冷却モードが使

用可能な状態※１に復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源および補機冷却水が確保

されており，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レ

ベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維

持され，かつ原子炉圧力指示値が規定値以下の状

態。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

外部電源，常設代替交流電源設備等により交流電源が確

保できた場合において，原子炉補機冷却水系および原子炉

補機海水系の運転ができる場合は，残留熱除去系原子炉停

止時冷却モードにより原子炉を除熱する。 

原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系の運転が

できない場合は，原子炉補機代替冷却系を設置し，残留熱

除去系原子炉停止時冷却モードにより原子炉を除熱する。 

 

原子炉補機代替冷却系の設置による残留熱除去系原子

炉停止時冷却モードの復旧に時間を要するため，低圧原子

炉代替注水系等による原子炉の冷却を並行して実施する。

その際の優先順位は，フロントライン系故障時の優先順位

と同様である。 

原子炉運転中の場合 

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合 

１．低圧原子炉代替注水系による残存溶融炉心の冷却 

当直副長および緊急時対策本部は，溶融炉心が原子炉圧

力容器を破損し格納容器下部へ落下するものの，溶融炉心

が原子炉圧力容器内に残存した場合は，以下の手段により

原子炉圧力容器へ注水し，残存溶融炉心を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

流電源設備を設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は新設する代替循

環冷却系の注水手順を

記載している。 
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※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部温度の上昇もしくは指示値

の喪失，原子炉圧力容器内の圧力の低下，格納容

器内の圧力の上昇，格納容器下部の雰囲気温度の

低下または格納容器内の水素濃度の上昇により

確認する。 

※2：代替循環冷却系により原子炉圧力容器への注水

に必要な流量（崩壊熱相当）が確保できる場合。

なお，原子炉圧力容器への注水と同時に代替循環

冷却ポンプによるドライウェルスプレイまたは

格納容器下部への注水が必要となった場合の優

先順位は，以下のとおりとする。 

優先１：ドライウェルスプレイおよび原子炉圧

力容器への注水 

優先２：ドライウェルスプレイ 

優先３：原子炉圧力容器への注水 

優先４：格納容器下部への注水 

 

② 代替循環冷却系により残存溶融炉心の冷却ができな

い場合は，復水貯蔵タンクを水源として，低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，代替循環冷却系が使用できず，低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注

水が可能な場合※2。 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部温度の上昇もしくは指示値

の喪失，原子炉圧力容器内の圧力の低下，格納容

器内の圧力の上昇，格納容器下部の雰囲気温度の

低下または原子炉格納容器内の水素濃度の上昇

により確認する。 

※2：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）によ

り原子炉圧力容器への注水に必要な流量（崩壊熱

相当）が確保できる場合。なお，原子炉圧力容器

への注水と同時に復水移送ポンプによるドライ

ウェルスプレイまたは格納容器下部への注水が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）復水貯蔵槽を水源として，低圧代替注水系（常設）に

より注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）低圧原子炉代替注水槽を水源として，低圧原子炉代替

注水系（常設）により注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は外部水源を使用

する低圧代替注水より

内部水源を使用する代

替循環冷却系を優先し

ている。 
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必要となった場合の優先順位は，以下のとおりと

する。 

優先１：ドライウェルスプレイ 

優先２：原子炉圧力容器への注水 

優先３：原子炉格納容器下部への注水 

 

③低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により残存

溶融炉心の冷却ができない場合は，淡水貯水槽（No.1）

および淡水貯水槽（No.2）を水源として，低圧代替注水

系（可搬型）等により注水する。なお，低圧代替注水系

（可搬型）による注水は，海を水源として利用できる。 

 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※1

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水が可能な場合※2。 

 

 

 

 

 

※1：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部温度の上昇もしくは指示値

の喪失，原子炉圧力容器内の圧力の低下，格納容

器内の圧力の上昇，格納容器下部の雰囲気温度の

低下または格納容器内の水素濃度の上昇により

確認する。 

※2：低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容

器への注水に必要な流量（崩壊熱相当）が確保で

きる場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）低圧代替注水系（常設）により残存溶融炉心の冷却が

できない場合は，防火水槽又は淡水貯水池を水源と

して，低圧代替注水系（可搬型）等により注水する。

低圧代替注水系（可搬型）による注水の手順着手の判

断基準を以下に示す。 

 

なお，低圧代替注水系（可搬型）による注水は，海

を水源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水が可能な場合※２。 

また，原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化※１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合

において，低圧代替注水系（常設）及び消火系が使用

できず，低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合※３。 

※１：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化｣は，原子炉圧力指示値の低下，格納容器内圧

力指示値の上昇，ドライウェル雰囲気温度指示

値の上昇により確認する。 

 

 

※２：格納容器内へのスプレイ及び格納容器下部へ

の注水に必要な流量（１４０ｍ３／ｈ，３５～７

０ｍ３／ｈ）が確保され，更に低圧代替注水系（常

設）により原子炉圧力容器への注水に必要な流

量（３０ｍ３／ｈ）が確保できる場合。 

※３：格納容器内へのスプレイ及び格納容器下部へ

の注水に必要な流量（１４０ｍ３／ｈ，３５～７

０ｍ３／ｈ）が確保され，更に低圧代替注水系（可

 

 

 

 

 

 

（２）低圧原子炉代替注水系（常設）により残存溶融炉心の

冷却ができない場合は，輪谷貯水槽（西１）および輪

谷貯水槽（西２）を水源として，低圧原子炉代替注水

系（可搬型）等により注水する。低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による注水の手順着手の判断基準を以下

に示す。 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による注水

は，海を水源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合におい

て，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水が可能な場合。 

また，原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化※１により原子炉圧力容器の破損を判断した場合

において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

 

※１：｢原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化｣は，原子炉圧力指示値の低下，ドライウェル

圧力指示値の上昇，ペデスタル温度指示値の上

昇，ペデスタル水温度指示値の上昇または喪失

により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は流量バランスの

管理性を考慮し，同時

注水は実施しない 
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（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存した場合において，

代替循環冷却系に異常がなく，交流電源および水源（サプ

レッションチェンバ）が確保されている場合は，代替循環

冷却系により残存溶融炉心を冷却する。 

代替循環冷却系により残存溶融炉心の冷却ができない

場合において，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

に異常がなく，交流電源および水源（復水貯蔵タンク）が

確保されている場合は，低圧代替注水系（常設）（復水移

送ポンプ）により残存溶融炉心を冷却する。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により残存

溶融炉心の冷却ができない場合において，低圧代替注水系

（可搬型）に異常がなく，燃料および水源（淡水貯水槽

（No.1）または淡水貯水槽（No.2））が確保されている場

合は，低圧代替注水系（可搬型）により残存溶融炉心を冷

却する。 

なお，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）によ

り原子炉を冷却する場合は，注水流量が多い配管から選択

する。 

◯残存溶融炉心の冷却における留意事項 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）等により十

分な注水量が確保できない場合は，格納容器内へのスプレ

イを優先する。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

発電課長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（低圧注水モードまたは原子炉停止時冷却モード）または低

圧炉心スプレイ系が健全であれば，これらを重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［手順着手の判断基準］ 

残留熱除去系（低圧注水系）については，復水給水系，

原子炉隔離時冷却系および高圧炉心スプレイ系による原

搬型）により原子炉圧力容器への注水に必要な

流量（３０ｍ３／ｈ）が確保できる場合。 

なお，十分な注水流量が確保できない場合は

溶融炉心の冷却を優先し効果的な注水箇所を選

択する。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存した場合において，

低圧代替注水系（常設）に異常がなく，交流電源及び水源

（復水貯蔵槽）が確保されている場合は，低圧代替注水系

（常設）により残存溶融炉心を冷却する。 

 

低圧代替注水系（常設）により残存溶融炉心の冷却がで

きない場合において，低圧代替注水系（可搬型）に異常が

なく，燃料及び水源（防火水槽又は淡水貯水池）が確保さ

れている場合は，低圧代替注水系（可搬型）により残存溶

融炉心を冷却する。 

 

なお，低圧代替注水系等により原子炉を冷却する場合

は，注水流量が多い配管から選択する。 

 

◯残存溶融炉心の冷却における留意事項 

低圧代替注水系等により十分な注水流量が確保できな

い場合は，溶融炉心の冷却を優先し，効果的な注水箇所を

選択する。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（低圧注水系又は原子炉停止時冷却系）が健全であれば，こ

れらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大

事故等の対処に用いる。 

１．手順着手の判断基準 

残留熱除去系（低圧注水系）については，給水・復水系，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系による原子炉圧

 

 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存した場合において，

低圧原子炉代替注水系（常設）に異常がなく，交流電源お

よび水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合

は，低圧原子炉代替注水系（常設）により残存溶融炉心を

冷却する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）により残存溶融炉心の冷

却ができない場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）に異常がなく，燃料および水源（輪谷貯水槽（西１）

または輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合は，低

圧原子炉代替注水系（可搬型）により残存溶融炉心を冷却

する。 

なお，低圧原子炉代替注水系等により原子炉を冷却する

場合は，注水流量が多い配管から選択する。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である低圧注水系，残

留熱除去系原子炉停止時冷却モードまたは低圧炉心スプレ

イ系が健全であれば，これらを重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いる。 

１．手順着手の判断基準 

低圧注水系については，復水・給水系，原子炉隔離時冷

却系および高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器へ

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は新設する代替循

環冷却系の注水手順を

記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は流量バランスの

管理性を考慮し，同時

注水は実施しない 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある

（ABWRと BWR-5の ECCS
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子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

低圧炉心スプレイ系については，復水給水系，原子炉隔

離時冷却系および高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力

容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）については，原子

炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）以上で維持され，

かつ原子炉圧力指示値が規定値以下の場合。 

 

作業性 

低圧代替注水系（可搬型）で使用する大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）のホースの接続は，汎用の結合金具を使用し，容易

に操作できるよう十分な作業スペースを確保する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いて低

圧代替注水系等による注水に必要な設備へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）については，原子

炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値が

規定値以下の場合。 

作業性 

低圧代替注水系（可搬型）で使用する可搬型代替注水ポン

プ（Ａ－２級）のホースの接続は，汎用の結合金具を使用し，

容易に操作できるよう十分な作業スペースを確保する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いて低

圧代替注水系等による注水に必要な設備へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）以上に維持できない場合。 

低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水に

ついては，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系および高圧

炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，

原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合。 

残留熱除去系原子炉停止時冷却モードについては，原子

炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値が

規定値以下の場合。 

作業性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）で使用する大量送水車の

ホース接続は，汎用の結合金具を使用し，容易に操作できる

よう十分な作業スペースを確保する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いて低

圧原子炉代替注水系等による注水に必要な設備へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成の相違）。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある

（ABWRと BWR-5の ECCS

構成の相違）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
3
4



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表５ 

操作手順 

５．最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

方針目的 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合において，炉心の著しい損傷および

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるもの

に限る。）を防止するため，原子炉格納容器フィルタベント系

または耐圧強化ベント系による格納容器内の減圧および除熱，

原子炉補機代替冷却水系による除熱により最終ヒートシンク

へ熱を輸送することを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

原子炉格納容器フィルタベント系または耐圧強化ベント系

による格納容器内の減圧および除熱 

発電課長および発電所対策本部は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード，サプレ

ッションプール水冷却モードおよび格納容器スプレイ冷

却モード）の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送で

きない場合は，以下の手段により格納容器内に蓄積した熱

を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送する。 

 

 

①原子炉格納容器フィルタベント系により輸送する。 

②原子炉格納容器フィルタベント系が使用できない場合

は，耐圧強化ベント系により輸送する。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系および耐圧強化ベ

ント系の隔離弁（電動弁）を中央制御室から操作できな

い場合は，隔離弁を遠隔で手動操作することにより格納

容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大

気へ輸送する。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷※ 1 前において，格納容器内の圧力が

0.384MPa[gage]に到達した場合。 

 

 

 

表５ 

操作手順 

５．最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

方針目的 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合において，炉心の著しい損傷及び格

納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに

限る。）を防止するため，格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強

化ベント系による格納容器内の減圧及び除熱，代替原子炉補機

冷却系による除熱により最終ヒートシンクへ熱を輸送するこ

とを目的とする。 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による

格納容器内の減圧及び除熱 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（サプレッションプール冷却系，格納容器スプレイ冷却

系又は原子炉停止時冷却系）の故障等により最終ヒート

シンクへ熱を輸送できない場合は，以下の手段により格

納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大

気へ輸送する。 

 

 

（１）格納容器圧力逃がし装置により輸送する。 

（２）格納容器圧力逃がし装置が使用できない場合は，耐圧

強化ベント系により輸送する。 

 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の

隔離弁（空気作動弁，電動弁）の駆動源や制御電源が

喪失した場合は，隔離弁を遠隔で手動操作すること

により格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃が

し場である大気へ輸送する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，格納容器内の冷却を実施

しても，格納容器内の圧力を規定圧力（２７９

kPa[gage]）以下に維持できない場合。 

 

 

表５ 

操作手順 

５．最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

方針目的 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合において，炉心の著しい損傷および

格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるもの

に限る。）を防止するため，格納容器フィルタベント系による

格納容器内の減圧および除熱，原子炉補機代替冷却系による除

熱により最終ヒートシンクへ熱を輸送することを目的とする。 

 

対応手段等 

フロントライン系故障時 

１．格納容器フィルタベント系による格納容器内の減圧お

よび除熱 

当直副長は，設計基準事故対処設備である格納容器冷

却系，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モー

ド），残留熱除去系原子炉停止時冷却モードの故障等によ

り最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は，格納容

器フィルタベント系により格納容器内に蓄積した熱を最

終的な熱の逃がし場である大気へ輸送する。 

 

 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系の隔離弁（電動弁）の駆動源

や制御電源が喪失した場合は，隔離弁を遠隔で手動操作

することにより格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の

逃がし場である大気へ輸送する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，格納容器冷却系，残留熱

除去系（サプレッションプール水冷却モード），残留

熱除去系原子炉停止時冷却モードおよび残留熱代替

除去系による格納容器内の減圧および除熱ができ

ず，格納容器内の圧力が２４５kPa[gage]に到達した

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は耐圧強化ベント

を自主対策設備として

使用する 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う（女

川は，原子炉格納容器

フィルタベント等の使

用に関しては，発電所

対策本部長が責任と権

限により指示し，発電

課長が実施。）。 

【島根固有】 

・島根は，耐圧強化ベン

トを自主対策設備とし

て使用する。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は空気作動弁がな

く電動弁のみで構成。 
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また，炉心損傷※1前において，格納容器内の圧力が

0.384MPa[gage]に到達した場合で，原子炉格納容器フ

ィルタベント系が機能喪失※2した場合。 

 

※1：「炉心損傷」は，格納容器内雰囲気放射線モニ

タで格納容器内のガンマ線線量率が，設計基

準事故相当のガンマ線線量率の１０倍を超え

た場合，または格納容器内雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※2：「原子炉格納容器フィルタベント系が機能喪失」

とは，設備に故障が発生した場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系が機能喪失

した場合は，格納容器フィルタベント系による原子炉格納

容器内の減圧および除熱を実施する。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系が機能喪失した場合

は，耐圧強化ベント系による格納容器内の減圧および除熱

を実施する。 

原子炉格納容器フィルタベント系および耐圧強化ベン

ト系による格納容器ベントの実施に当たり，隔離弁を中央

制御室から操作できない場合は，現場で手動操作を行う。 

なお，原子炉格納容器フィルタベント系または耐圧強化

ベント系により格納容器ベントを実施する場合は，スクラ

ビング効果が期待できるサプレッションチェンバを経由

する経路を第一優先とする。 

サプレッションチェンバ側のベントラインが使用でき

ない場合は，ドライウェルを経由する経路を第二優先とす

る。 

 

 

 

 

 

 

また，炉心損傷※１前において，格納容器内の冷却

を実施しても，格納容器内の圧力を規定圧力（２７９

kPa[gage]）以下に維持できない場合で，格納容器圧

力逃がし装置が機能喪失※２した場合。 

※１：｢炉心損傷｣は，格納容器内雰囲気放射線レベル

（ＣＡＭＳ）で格納容器内のガンマ線線量率が，

設計基準事故相当のガンマ線線量率の１０倍を

超えた場合，又は格納容器内雰囲気放射線レベ

ル（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で３００℃以上を確認した場合。 

※２：「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは，

設備に故障が発生した場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系が機能喪失

した場合は，格納容器圧力逃がし装置により格納容器内の

除熱を実施する。 

 

格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合は，耐圧強

化ベント系により格納容器内の除熱を実施する。 

 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系による

格納容器ベントの実施にあたり，弁の駆動電源及び空気源

がない場合は，現場で手動操作を行う。 

なお，格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系に

より格納容器ベントを実施する場合は，スクラビング効果

が期待できるサプレッション・チェンバを経由する経路を

第一優先とする。 

サプレッション・チェンバ側のベントラインが水没等の

理由で使用できない場合は，ドライウェルを経由する経路

を第二優先とする。 

 

 

 

 

 

場合。 

 

 

 

 

※１：｢炉心損傷｣は，格納容器雰囲気放射線モニタで

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事

故相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場

合，または格納容器雰囲気放射線レベルが使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で３０

０℃以上を確認した場合。 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である格納容器冷却系，残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード），残留熱除去

系原子炉停止時冷却モードが機能喪失した場合は，格納容

器フィルタベント系により格納容器内の除熱を実施する。 

 

 

 

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの実

施にあたり，弁の駆動電源がない場合は，現場で手動操作

を行う。 

なお，格納容器フィルタベント系により，格納容器ベン

トを実施する場合は，スクラビング効果が期待できるサプ

レッションチェンバを経由する経路を第一優先とする。 

 

サプレッションチェンバ側のベントラインが水没等の

理由で使用できない場合は，ドライウェルを経由する経路

を第二優先とする。 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は耐圧強化ベント

を自主対策設備として

使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は耐圧強化ベント

を自主対策設備として

使用する。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は空気作動弁がな

く電動弁のみで構成。 

【島根固有】 

・島根は耐圧強化ベント

を自主対策設備として

使用する。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

サポート系故障時 

原子炉補機代替冷却水系による除熱 

発電課長および発電所対策本部は，設計基準事故対処設

備である原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含

む。）の故障等または全交流動力電源喪失により最終ヒー

トシンクへ熱を輸送できない場合は，原子炉補機代替冷却

水系，残留熱除去系等により，発生した熱を最終的な熱の

逃がし場である海へ輸送する。 

 

 

 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）

の故障または全交流動力電源の喪失により原子炉補機

冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）を使用でき

ない場合。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

発電課長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード，サプレッションプール水冷却

モードまたは格納容器スプレイ冷却モード）および原子炉

補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）が健全で

あれば，これらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）と

位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［手順着手の判断基準］ 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内および格

納容器内の除熱が必要な場合。 

 

 

作業性 

原子炉格納容器フィルタベント系および耐圧強化ベント

系の隔離弁を遠隔で手動操作する場合は，操作に必要な工具

サポート系故障時 

１．代替原子炉補機冷却系による除熱 

当直副長及び緊急時対策本部は，設計基準事故対処設備

である原子炉補機冷却水系の故障等又は全交流動力電源

喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は，

代替原子炉補機冷却系，残留熱除去系等により，発生した

熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送する。代替原子

炉補機冷却系，残留熱除去系による熱輸送の手順着手の判

断基準を以下に示す。 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却水系の故障又は全交流動力電源の喪

失により原子炉補機冷却水系を使用できない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（原子炉停止時冷却系，サプレッションプール冷却系又は

格納容器スプレイ冷却系）及び原子炉補機冷却水系が健全

であれば，これらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）

と位置付け重大事故等の対処に用いる。 

 

（１）手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び格納

容器内の除熱が必要な場合。 

 

 

作業性 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の隔離弁

を遠隔で手動操作する場合は，操作に必要な工具はなく通常

サポート系故障時 

１．原子炉補機代替冷却系による除熱 

当直副長および緊急時対策本部は，設計基準事故対処設

備である原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系の

故障等または全交流動力電源喪失により最終ヒートシン

クへ熱を輸送できない場合は，原子炉補機代替冷却系，格

納容器冷却系，残留熱除去系（サプレッションプール水冷

却モード），残留熱除去系原子炉停止時冷却モード等によ

り，発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送す

る。原子炉補機代替冷却系，格納容器冷却系，残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード），残留熱除去系

原子炉停止時冷却モードによる熱輸送の手順着手の判断

基準を以下に示す。 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系の故障

または全交流動力電源の喪失により原子炉補機冷却水

系および原子炉補機海水系を使用できない場合。ただ

し，原子炉注水手段がない場合は，原子炉注水準備を優

先する※。 

※：常設設備による注水手段がない場合，または低圧

原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水を実

施している場合は大量送水車による注水または

補給準備を実施。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である格納容器冷却

系，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード），

残留熱除去系原子炉停止時冷却モード，原子炉補機冷却水

系および原子炉補機海水系が健全であれば，これらを重大

事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の

対処に用いる。 

（１）手順着手の判断基準 

格納容器冷却系，残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード），残留熱除去系原子炉停止時冷却モー

ドを使用した原子炉圧力容器内および格納容器内の除

熱が必要な場合。 

作業性 

格納容器フィルタベント系の隔離弁を遠隔で手動操作す

る場合は，操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であ

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は同一要員にて作

業を実施するため，可

搬型設備の準備に関す

る優先順位を記載。 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は耐圧強化ベント
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

はなく通常の弁操作と同様であり，原子炉建屋付属棟内で実

施する。 

原子炉補機代替冷却水系により補機冷却水を確保するた

めに使用する各種ホースの接続は，汎用の結合金具であり，

容易に操作できるよう十分な作業スペースを確保する。 

 

電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備等を

用いて格納容器ベントを実施するために必要な電動弁へ給

電する。電源が確保できない場合は，現場において手動で系

統構成を行う。 

 

全交流動力電源が喪失した場合は，常設代替交流電源設備

を用いて残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード，サプレッ

ションプール水冷却モードまたは格納容器スプレイ冷却モ

ード）へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の弁操作と同様であり，原子炉建屋内の原子炉区域外で実施

する。 

代替原子炉補機冷却系により補機冷却水を確保するため

に使用する各種ホースの接続においては，一般的に使用され

る工具を用い，容易に操作できるよう十分な作業スペースを

確保する。 

電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，以下の手段により対応

する。 

・代替交流電源設備等を用いて格納容器ベントを実施す

るために必要な電動弁へ給電する。電源が確保できない

場合は，現場において手動で系統構成を行う。 

・常設代替交流電源設備等を用いて残留熱除去系（サプレ

ッションプール冷却系，格納容器スプレイ冷却系又は原

子炉停止時冷却系）へ給電する。 

 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り，原子炉建物付属棟で実施する。 

 

原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保するため

に使用する各種ホースの接続は，一般的に使用される工具を

用い，容易に操作できるよう十分な作業スペースを確保す

る。 

電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，以下の手段により対応

する。 

・常設代替交流電源設備等を用いて格納容器ベントを実

施するために必要な電動弁へ給電する。電源が確保でき

ない場合は，現場において手動で系統構成を行う。 

・常設代替交流電源設備等を用いて格納容器冷却系，残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード），残留

熱除去系原子炉停止時冷却モードへ給電する。 

 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を自主対策設備として

使用する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表６ 

操作手順 

６．格納容器内の冷却等のための手順等 

方針目的 

設計基準事故対処設備が有する格納容器内の冷却機能が喪

失した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系により格納容器内の圧力およ

び温度を低下させることを目的とする。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

の破損を防止するため，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に

より格納容器内の圧力および温度ならびに放射性物質の濃度

を低下させることを目的とする。 

対応手段等 

炉心損傷前 

フロントライン系故障時 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による格納容器内の冷

却 

発電課長および発電所対策本部は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の

故障等により格納容器内の冷却ができない場合は，以下の

手段により格納容器内へスプレイし，格納容器内の圧力お

よび温度を低下させる。 

①復水貯蔵タンクを水源として，格納容器代替スプレイ冷

却系（常設）によりスプレイする。 

［手順着手の判断基準］ 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）によ

る原子炉格納容器内へのスプレイができない場合に

おいて，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）

が使用可能な場合※1で，格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達※2した場合。 

※1：設備に異常がなく，電源および水源（復水貯蔵

タンク）が確保されている場合。 

※2：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達」とは，ドライウェル圧力，圧力抑制室圧

力，ドライウェル温度または圧力抑制室水位指示

値が，格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に

達した場合。 

 

表６ 

操作手順 

６．格納容器内の冷却等のための手順等 

方針目的 

設計基準事故対処設備が有する格納容器内の冷却機能が喪

失した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，代替

格納容器スプレイ冷却系により格納容器内の圧力及び温度を

低下させることを目的とする。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

の破損を防止するため，代替格納容器スプレイ冷却系により格

納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

ることを目的とする。 

対応手段等 

炉心損傷前 

フロントライン系故障時 

１．代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器内の冷却 

 

当直副長及び緊急時対策本部は，設計基準事故対処設備

である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）の故障等

により格納容器内の冷却ができない場合は，以下の手段に

より格納容器内へスプレイし，格納容器内の圧力及び温度

を低下させる。 

（１）復水貯蔵槽を水源として，代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）によりスプレイする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 

操作手順 

６．格納容器内の冷却等のための手順等 

方針目的 

設計基準事故対処設備が有する格納容器内の冷却機能が喪

失した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，格納

容器代替スプレイ系により格納容器内の圧力および温度を低

下させることを目的とする。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器

の破損を防止するため，格納容器代替スプレイ系により格納容

器内の圧力および温度ならびに放射性物質の濃度を低下させ

ることを目的とする。 

対応手段等 

炉心損傷前 

フロントライン系故障時 

１．格納容器代替スプレイ系による格納容器内の冷却 

 

当直副長および緊急時対策本部は，設計基準事故対処設

備である格納容器冷却系の故障等により格納容器内の冷

却ができない場合は，以下の手段により格納容器内へスプ

レイし，格納容器内の圧力および温度を低下させる。 

 

（１）低圧原子炉代替注水槽を水源として，格納容器代替ス

プレイ系（常設）によりスプレイする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

・記載位置の相違（島根

は，（１）と（２）を合

わせて記載している。 
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②原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により格納

容器内へスプレイできない場合は，淡水貯水槽（No.1）

および淡水貯水槽（No.2）を水源として，原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（可搬型）等によりスプレイする。

なお，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）に

よる格納容器内の冷却は，海を水源として利用できる。 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

 

 

 

 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）によ

る格納容器内へのスプレイができない場合におい

て，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が

使用可能な場合※。 

 

 

※：設備に異常がなく，電源，燃料および水源（淡水

貯水槽（No.1）または淡水貯水槽（No.2））が確

保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）代替格納容器スプレイ冷却系（常設）により格納容器

内へスプレイできない場合は，防火水槽又は淡水貯水

池を水源として，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）等によりスプレイする。代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）によるスプレイの手順着手の判断基準

を以下に示す。 

 なお，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）によ

る格納容器内の冷却は，海を水源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による格

納容器内へのスプレイができない場合において，代

替格納容器スプレイ冷却系（常設）が使用可能な場合

※１で，格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到

達した場合※２。 

また，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系），

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）及び消火系によ

る格納容器内へのスプレイができない場合におい

て，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）が使用可

能な場合※３で，格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵槽）

が確保されている場合。 

※２：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到

達」とは，格納容器内圧力（ドライウェル），格

納容器内圧力（サプレッション・チェンバ），ド

ライウェル雰囲気温度，サプレッション・チェン

バ気体温度又はサプレッションプール水位指示

値が，格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に達した場合。 

※３：設備に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽又

は淡水貯水池）が確保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）格納容器代替スプレイ系（常設）により格納容器内へ

スプレイできない場合は，輪谷貯水槽（西１）および

輪谷貯水槽（西２）を水源として，格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）等によりスプレイする。格納容器代

替スプレイ系（可搬型）によるスプレイの手順着手の

判断基準を以下に示す。 

 なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格

納容器内の冷却は，海を水源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

格納容器冷却系による格納容器内へのスプレイが

できない場合において，格納容器代替スプレイ系（常

設）が使用可能な場合※１で，格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に到達した場合※２。 

 

また，格納容器冷却系による格納容器内へのスプ

レイができない場合において，格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）が使用可能な場合※３で，格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に到達した場合※２。 

 

 

※１：設備に異常がなく，電源および水源（低圧原子

炉代替注水槽）が確保されている場合。 

※２：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到

達」とは，サプレッションチェンバ圧力，ドラ

イウェル温度指示値が，格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に達した場合。 

 

 

 

※３：設備に異常がなく，燃料および水源（輪谷貯水

槽（西１）または輪谷貯水槽（西２））が確保

されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では S/C と D/W が

均圧するまでは D/W 圧

力が高くなること，S/C

のボトムにかかる圧力

がプール水頭圧を考慮

すると PCV の中で一番

大きくなることから，

S/C 圧力を判断基準と

して定めている。 

・島根では S/C 温度

104℃でのスプレイ実

施基準について解析結

果より温度制御するこ

とができず，格納容器
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（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）の故障等により格納容器内の冷却がで

きない場合において，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（常設）に異常がなく，交流電源および水源（復水貯蔵タ

ンク）が確保されている場合は，原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（常設）により格納容器内を冷却する。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により格納

容器内の冷却ができない場合において，原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬型）に異常がなく，電源，燃料お

よび水源（淡水貯水槽（No.1）または淡水貯水槽（No.2））

が確保されている場合は，原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（可搬型）により格納容器内を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷前 

サポート系故障時 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モードおよびサプレッションプール水冷却モード）の

復旧 

発電課長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）が全交流動力電源喪失等

 

 

 

 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）の故障等により格納容器内の冷却ができな

い場合において，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に

異常がなく，交流電源及び水源（復水貯蔵槽）が確保され

ている場合は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）によ

り格納容器内を冷却する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）により格納容器内

の冷却ができない場合において，代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽又

は淡水貯水池）が確保されている場合は，代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）により格納容器内を冷却する。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系により格納容器内の冷却

を実施する場合は，以下の優先順位でスプレイを実施す

る。 

（１）原子炉圧力容器破損前 

ａ．サプレッション・チェンバ内にスプレイ 

ｂ．ドライウェル内にスプレイ 

（２）原子炉圧力容器破損後 

ａ．ドライウェル内にスプレイ 

ｂ．サプレッション・チェンバ内にスプレイ 

炉心損傷前 

サポート系故障時 

１．常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系及びサプレッションプール冷却系）の復旧 

 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却系）が全交流動力電源喪失等によ

 

 

 

 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である格納容器冷却系の故障等

により格納容器内の冷却ができない場合において，格納容

器代替スプレイ系（常設）に異常がなく，交流電源および

水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合は，

格納容器代替スプレイ系（常設）により格納容器内を冷却

する。 

格納容器代替スプレイ系（常設）により格納容器内の冷

却ができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）に異常がなく，燃料および水源（輪谷貯水槽（西１）

または輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合は，格

納容器代替スプレイ系（可搬型）により格納容器内を冷却

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷前 

サポート系故障時 

１．常設代替交流電源設備による格納容器冷却系および残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧 

 

当直副長は，設計基準事故対処設備である格納容器冷却

系が全交流動力電源喪失等により使用できない場合は，格

ベントの実施が早期と

なることから，S/C 期

待温度を基準としてい

ない。また，S/P水位指

示値はスプレイの停止

基準としているため，

実施基準とはしていな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では格納容器圧力

および温度上昇の抑制

効果が高いドライウェ

ル側にスプレイするこ

ととしており，優先順

位を設けない。 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転
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により使用できない場合は，原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系による格納容器内の冷却に加え，常設代替交流電源

設備を用いて非常用所内電気設備へ給電することにより

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を復旧し，

サプレッションチェンバを水源として格納容器内へスプ

レイする。 

また，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプ

レッションプール水冷却モード）が全交流動力電源喪失等

により使用できない場合は，常設代替交流電源設備を用い

て非常用所内電気設備へ給電することにより残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）を復旧し，サプ

レッションプール水を除熱する。 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モードおよびサプ

レッションプール水冷却モード）の復旧に時間を要する場

合は，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）等によ

り格納容器内へのスプレイを並行して実施する。 

［手順着手の判断基準］ 

格納容器内へのスプレイについては，常設代替交流電

源設備により非常用高圧母線２Ｃ系または２Ｄ系の受

電が完了し，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モー

ド）が使用可能な状態※1に復旧された場合で，格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達※2した場合。 

 

 

 

サプレッションプール水の除熱については，常設代替

交流電源設備により非常用高圧母線２Ｃ系または２Ｄ

系の受電が完了し，残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）が使用可能な状態※1 に復旧された場

合。 

 

 

※1：設備に異常がなく，電源，補機冷却水および水源

（サプレッションチェンバ）が確保されている状

態。 

※2：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，圧力抑制室圧力，ドライ

り使用できない場合は，代替格納容器スプレイ冷却系によ

る格納容器内の冷却に加え，常設代替交流電源設備等を用

いて非常用所内電気設備へ給電することにより残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）を復旧し，サプレッショ

ンプールを水源として格納容器内へスプレイする。 

 

また，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプ

レッションプール冷却系）が全交流動力電源喪失等により

使用できない場合は，常設代替交流電源設備等を用いて非

常用所内電気設備へ給電することにより残留熱除去系（サ

プレッションプール冷却系）を復旧し，サプレッションプ

ールを除熱する。 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系及びサプレッシ

ョンプール冷却系）の復旧に時間を要する場合は，代替格

納容器スプレイ冷却系等により格納容器内へのスプレイ

を並行して実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

格納容器内へのスプレイについては，常設代替交流電

源設備又は第二代替交流電源設備により非常用高圧母

線Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却系）が使用可能な状態※１に復旧された場合で，格

納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※

２。 

 

 

サプレッションプールの除熱については，常設代替交

流電源設備又は第二代替交流電源設備により非常用高

圧母線Ｃ系又はＤ系の受電が完了し，残留熱除去系（サ

プレッションプール冷却系）が使用可能な状態※１に復

旧された場合。 

 

 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サ

プレッションプール）が確保されている状態。 

 

※２：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，格納容器内圧力（ドライウェル），格納容器

納容器代替スプレイ系による格納容器内の冷却に加え，常

設代替交流電源設備等を用いて非常用所内電気設備へ給

電することにより格納容器冷却系を復旧し，サプレッショ

ンチェンバを水源として格納容器内へスプレイする。 

 

 

また，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプ

レッションプール水冷却モード）が全交流動力電源喪失等

により使用できない場合は，格納容器代替スプレイ系によ

る格納容器内の冷却に加え，常設代替交流電源設備等を用

いて非常用所内電気設備へ給電することにより残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）を復旧し，サ

プレッションプール水を除熱する。 

格納容器冷却系および残留熱除去系（サプレッションプ

ール水冷却モード）の復旧に時間を要する場合は，格納容

器代替スプレイ系等により格納容器内へのスプレイを並

行して実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

格納容器内へのスプレイについては，常設代替交流電

源設備として使用するガスタービン発電機により緊急

用メタクラを受電した後，緊急用メタクラから非常用所

内電気設備である非常用交流高圧電源母線Ａ系または

非常用交流高圧電源母線Ｂ系の受電が完了し，格納容器

冷却系が使用可能な状態※１に復旧された場合で，格納

容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※

２。 

サプレッションプール水の除熱については，常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機によ

り緊急用メタクラを受電した後，緊急用メタクラから非

常用所内電気設備である非常用交流高圧電源母線Ａ系

または非常用交流高圧電源母線Ｂ系の受電が完了し，残

留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）が使

用可能な状態※１に復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水および水源

（サプレッションチェンバ）が確保されている状

態。 

※２：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，サプレッションチェン

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交

流電源設備を設置。 

・GTG を電源とする場合

の格納容器スプレイ

は，２系列により実施

可能。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交

流電源設備を設置。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ウェル温度，圧力抑制室内空気温度または圧力抑制

室水位指示値が，格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に達した場合。 

 

 

炉心損傷後 

フロントライン系故障時 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による格納容器内の冷

却 

発電課長および発電所対策本部は，設計基準事故対処設

備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の

故障等により格納容器内の冷却ができない場合は，以下の

手段により格納容器内へスプレイし，格納容器内の圧力お

よび温度ならびに放射性物質の濃度を低下させる。 

①復水貯蔵タンクを水源として，原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（常設）によりスプレイする。また，原子炉

圧力容器破損前に原子炉格納容器代替スプレイを実施

することで格納容器内の温度の上昇を抑制し，主蒸気逃

がし安全弁の環境条件を緩和する。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）による格納容器内へ

のスプレイができず，原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（常設）が使用可能な場合※2で，格納容器内への

スプレイ起動の判断基準に到達※3した場合。 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合または格納容器内

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，電源および水源（復水貯蔵

タンク）が確保されている場合。 

※3：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到

達」とは，ドライウェル圧力，圧力抑制室圧力，

ドライウェル温度または原子炉圧力容器下鏡部

温度指示値が，格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に達した場合。 

 

内圧力（サプレッション・チェンバ），ドライウェ

ル雰囲気温度，サプレッション・チェンバ気体温度

又はサプレッションプール水位指示値が，格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。 

 

炉心損傷後 

フロントライン系故障時 

１．代替格納容器スプレイ冷却系による格納容器内の冷却 

 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却系）の故障等により格納容器内の

冷却ができない場合は，以下の手段により格納容器内へス

プレイし，格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の

濃度を低下させる。 

（１）復水貯蔵槽を水源として，代替格納容器スプレイ冷却

系（常設）によりスプレイする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バ圧力，ドライウェル温度，サプレッションチェ

ンバ温度またはサプレッションプール水位指示

値が，格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に

達した場合。 

 

炉心損傷後 

フロントライン系故障時 

１．格納容器代替スプレイ系による格納容器内の冷却 

 

当直副長は，設計基準事故対処設備である格納容器冷却

系の故障等により格納容器内の冷却ができない場合は，以

下の手段により格納容器内へスプレイし，格納容器内の圧

力および温度ならびに放射性物質の濃度を低下させる。 

 

（１）低圧原子炉代替注水槽を水源として，格納容器代替ス

プレイ系（常設）によりスプレイする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

・記載位置の相違（島根

は，（２）に記載してい

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
4
3



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

②原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により格納

容器内へスプレイできない場合は，淡水貯水槽（No.1）

および淡水貯水槽（No.2）を水源として，原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（可搬型）等によりスプレイする。 

 

 

なお，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）に

よる格納容器内の冷却は，海を水源として利用できる。

また，原子炉圧力容器破損前に原子炉格納容器代替スプ

レイを実施することで格納容器内の温度の上昇を抑制

し，主蒸気逃がし安全弁の環境条件を緩和する。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容

器内へのスプレイができず，原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合※2。 

 

 

 

 

 

 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合または格納容器内

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料および水源（淡

水貯水槽（No.1）または淡水貯水槽（No.2））が

確保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

（２）代替格納容器スプレイ冷却系（常設）により格納容器

内へスプレイできない場合は，防火水槽又は淡水貯水

池を水源として，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型）等によりスプレイする。代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）によるスプレイの手順着手の判断基準

を以下に示す。 

 なお，代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）によ

る格納容器内の冷却は，海を水源として利用できる。 

 また，原子炉圧力容器破損前に代替格納容器スプレ

イを実施することで格納容器内の温度の上昇を抑制

し，主蒸気逃がし安全弁の環境条件を緩和する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去

系（格納容器スプレイ冷却系）による格納容器スプレ

イができず，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）が

使用可能な場合※２で，格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合※３。 

また，炉心損傷を判断した場合※１において，残留

熱除去系（格納容器スプレイ冷却系），代替格納容器

スプレイ冷却系（常設）及び消火系による格納容器内

へのスプレイができず，代替格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）が使用可能な場合※４で，格納容器内への

スプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で３

００℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵槽）

が確保されている場合。 

 

※３：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到

達」とは，格納容器内圧力（ドライウェル），格

納容器内圧力（サプレッション・チェンバ），ド

ライウェル雰囲気温度又は原子炉圧力容器下鏡

部温度指示値が，格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に達した場合。 

（２）格納容器代替スプレイ系（常設）により格納容器内へ

スプレイできない場合は，輪谷貯水槽（西１）および

輪谷貯水槽（西２）を水源として，格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）等によりスプレイする。格納容器代

替スプレイ系（可搬型）によるスプレイの手順着手の

判断基準を以下に示す。 

 なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格

納容器内の冷却は，海を水源として利用できる。 

 また，原子炉圧力容器破損前に格納容器代替スプレ

イを実施することで格納容器内の温度の上昇を抑制

し，主蒸気逃がし安全弁の環境条件を緩和する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器冷

却系による格納容器内へのスプレイができず，格納

容器代替スプレイ系（常設）が使用可能な場合※２で，

格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した

場合※３。 

また，炉心損傷を判断した場合※１において，格納

容器冷却系による格納容器内へのスプレイができ

ず，格納容器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な

場合※４で，格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合※３。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガン

マ線線量率の１０倍を超えた場合，または格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場

合に原子炉圧力容器温度で３００℃以上を確

認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源および水源（低圧原子

炉代替注水槽）が確保されている場合。 

 

※３：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到

達」とは，ドライウェル圧力，サプレッション

チェンバ圧力，ドライウェル温度または原子

炉圧力容器下鏡部温度指示値が，格納容器内

へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）の故障等により格納容器内の冷却がで

きない場合において，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（常設）に異常がなく，交流電源および水源（復水貯蔵タ

ンク）が確保されている場合は，原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（常設）により格納容器内を冷却する。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により格納

容器内の冷却ができない場合において，原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬型）に異常がなく，電源，燃料お

よび水源（淡水貯水槽（No.1）または淡水貯水槽（No.2））

が確保されている場合は，原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（可搬型）により格納容器内を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷後 

サポート系故障時 

常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレ

イ冷却モードおよびサプレッションプール水冷却モード）の

復旧 

発電課長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード）が全交流動力電源喪失等

により使用できない場合は，原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系による格納容器内の冷却に加え，常設代替交流電源

設備を用いて非常用所内電気設備へ給電することにより

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を復旧し，

サプレッションチェンバを水源として格納容器内へスプ

※４：設備に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽又

は淡水貯水池）が確保されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系）の故障等により格納容器内の冷却ができな

い場合において，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）に

異常がなく，交流電源及び水源（復水貯蔵槽）が確保され

ている場合は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設）によ

り格納容器内を冷却する。 

代替格納容器スプレイ冷却系（常設）により格納容器内

の冷却ができない場合において，代替格納容器スプレイ冷

却系（可搬型）に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽又

は淡水貯水池）が確保されている場合は，代替格納容器ス

プレイ冷却系（可搬型）により格納容器内を冷却する。 

 

代替格納容器スプレイ冷却系により格納容器内の冷却

を実施する場合は，以下の優先順位でスプレイを実施す

る。 

（１）原子炉圧力容器破損前 

ａ．サプレッション・チェンバ内にスプレイ 

ｂ．ドライウェル内にスプレイ 

（２）原子炉圧力容器破損後 

ａ．ドライウェル内にスプレイ 

ｂ．サプレッション・チェンバ内にスプレイ 

炉心損傷後 

サポート系故障時 

１．常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却系及びサプレッションプール冷却系）の復旧 

 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却系）が全交流動力電源喪失等によ

り使用できない場合は，代替格納容器スプレイ冷却系によ

る格納容器内の冷却に加え，常設代替交流電源設備等を用

いて非常用所内電気設備へ給電することにより残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却系）を復旧し，サプレッショ

ンプールを水源として格納容器内へスプレイする。 

※４：設備に異常がなく，燃料および水源（輪谷貯水

槽（西１）または輪谷貯水槽（西２））が確保

されている場合。 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

設計基準事故対処設備である格納容器冷却系の故障等

により格納容器内の冷却ができない場合において，格納容

器代替スプレイ系（常設）に異常がなく，交流電源および

水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合は，

格納容器代替スプレイ系（常設）により格納容器内を冷却

する。 

格納容器代替スプレイ系（常設）により格納容器内の冷

却ができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）に異常がなく，燃料および水源（輪谷貯水槽（西１）

または輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合は，格

納容器代替スプレイ系（可搬型）により格納容器内を冷却

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷後 

サポート系故障時 

１．常設代替交流電源設備による格納容器冷却系および残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧 

 

当直副長は，設計基準事故対処設備である格納容器冷却

系が全交流動力電源喪失等により使用できない場合は，格

納容器代替スプレイ系による格納容器内の冷却に加え，常

設代替交流電源設備等を用いて非常用所内電気設備へ給

電することにより格納容器冷却系を復旧し，サプレッショ

ンチェンバを水源として格納容器内へスプレイする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は格納容器圧力お

よび温度上昇の抑制効

果が高いドライウェル

側にスプレイすること

としており，優先順位

を設けない。 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

レイする。 

また，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプ

レッションプール水冷却モード）が全交流動力電源喪失等

により使用できない場合は，常設代替交流電源設備を用い

て非常用所内電気設備へ給電することにより残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）を復旧し，サプ

レッションプール水を除熱する。 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モードおよびサプ

レッションプール水冷却モード）の復旧に時間を要する場

合は，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）等によ

り格納容器内へのスプレイを並行して実施する。 

［手順着手の判断基準］ 

格納容器へのスプレイについては，炉心損傷を判断し

た場合※1において，常設代替交流電源設備により非常用

高圧母線２Ｃ系または２Ｄ系の受電が完了し，残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）が使用可能な状態

※2に復旧された場合で，格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達※3した場合。 

 

 

サプレッションプール水の除熱については，炉心損傷

を判断した場合※1において，常設代替交流電源設備によ

り非常用高圧母線２Ｃ系または２Ｄ系の受電が完了し，

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）が

使用可能な状態※2に復旧された場合。 

 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合，または格納容器内雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

※2：設備に異常がなく，電源，補機冷却水および水源

（サプレッションチェンバ）が確保されている状

態。 

※3：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプレッシ

ョンプール冷却系）が全交流動力電源喪失等により使用で

きない場合は，常設代替交流電源設備等を用いて非常用所

内電気設備へ給電することにより残留熱除去系（サプレッ

ションプール冷却系）を復旧し，サプレッションプールを

除熱する。 

 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系及びサプレッシ

ョンプール冷却系）の復旧に時間を要する場合は，代替格

納容器スプレイ冷却系等により格納容器内へのスプレイ

を並行して実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

格納容器へのスプレイについては，炉心損傷を判断し

た場合※１において，常設代替交流電源設備又は第二代

替交流電源設備により非常用高圧母線Ｄ系の受電が完

了し，残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が使用

可能な状態※２に復旧された場合で，格納容器内へのス

プレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

 

 

サプレッションプールの除熱については，炉心損傷を

判断した場合※１において，常設代替交流電源設備又は

第二代替交流電源設備により非常用高圧母線Ｃ系又は

Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（サプレッションプ

ール冷却系）が使用可能な状態※２に復旧された場合。 

 

 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で格

納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当の

ガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，又は格納容

器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）が使用できな

い場合に原子炉圧力容器温度で３００℃以上を確

認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サ

プレッションプール）が確保されている状態。 

 

※３：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（サプレッシ

ョンプール水冷却系）が全交流動力電源喪失等により使用

できない場合は，格納容器代替スプレイ系による格納容器

内の冷却に加え，常設代替交流電源設備等を用いて非常用

所内電気設備へ給電することにより残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）を復旧し，サプレッション

プール水を除熱する。 

格納容器冷却系および残留熱除去系（サプレッションプ

ール水冷却モード）の復旧に時間を要する場合は，格納容

器代替スプレイ系等により格納容器内へのスプレイを並

行して実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

格納容器へのスプレイについては，炉心損傷を判断し

た場合※１において，常設代替交流電源設備として使用

するガスタービン発電機により緊急用メタクラを受電

した後，緊急用メタクラから非常用所内電気設備である

非常用交流高圧電源母線Ａ系または非常用交流高圧電

源母線Ｂ系の受電が完了し，格納容器冷却系が使用可能

な状態※２に復旧された場合で，格納容器内へのスプレ

イ起動の判断基準に到達した場合※３。 

サプレッションプール水の除熱については，炉心損傷

を判断した場合※１において，常設代替交流電源設備と

して使用するガスタービン発電機により緊急用メタク

ラを受電した後，非常用交流高圧電源母線Ａ系または非

常用交流高圧電源母線Ｂ系の受電が完了し，残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）が使用可能な

状態※２に復旧された場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合，または格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で３００℃以上を確認した場合。 

 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水および水源

（サプレッションチェンバ）が確保されている状

態。 

※３：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交

流電源設備を設置。 

・GTG を電源とする場合

の格納容器スプレイ

は，２系列により実施

可能。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交

流電源設備を設置。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

とは，ドライウェル圧力または圧力抑制室圧力指示

値が，格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達

した場合。 

 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

発電課長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モードまたはサプレッションプー

ル水冷却モード）が健全であれば，これらを重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［手順着手の判断基準］ 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）について

は，格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達※した

場合。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）に

ついては，以下のいずれかの状態に該当した場合。 

① 主蒸気逃がし安全弁開固着 

② サプレッションプール水温度指示値が規定温度以上 

③ 圧力抑制室内空気温度指示値が規定温度以上 

 

※：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」と

は，ドライウェル圧力，圧力抑制室圧力，ドライウェ

ル温度，圧力抑制室内空気温度または圧力抑制室水位

指示値が原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に達した場合。 

 

作業性 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）で使用する

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）のホースの接続は，汎用の結

合金具を使用し，容易に操作できるよう十分な作業スペース

を確保する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いて原

子炉格納容器代替スプレイ冷却系等による格納容器内の冷

却に必要な設備へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 
 

とは，格納容器内圧力（ドライウェル）又は格納容

器内圧力（サプレッション・チェンバ）指示値が，

格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した

場合。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却系又はサプレッションプール冷却

系）が健全であれば，これらを重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いる。 

１．手順着手の判断基準 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）については，

格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※

１。 

残留熱除去系（サプレッションプール冷却系）について

は，下記のいずれかの状態に該当した場合。 

（１）主蒸気逃がし安全弁開固着 

（２）サプレッションプール水の温度が規定温度以上 

（３）サプレッション・チェンバの気体温度が規定温度以

上 

※１：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，格納容器内圧力（ドライウェル），格納容器

内圧力（サプレッション・チェンバ），ドライウェ

ル雰囲気温度，サプレッション・チェンバ気体温度

又はサプレッションプール水位指示値が，格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に達した場合。 

作業性 

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）で使用する可搬型

代替注水ポンプ（Ａ－２級）のホースの接続は，汎用の結合

金具を使用し，容易に操作できるよう十分な作業スペースを

確保する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いて代

替格納容器スプレイ冷却系等による格納容器内の冷却に必

要な設備へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 
 

とは，ドライウェル圧力，サプレッションチェン

バ圧力，ドライウェル温度またはサプレッション

チェンバ温度指示値が，格納容器内へのスプレイ

起動の判断基準に達した場合。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である格納容器冷却系

または残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

が健全であれば，これらを重大事故等対処設備（設計基準拡

張）と位置付け重大事故等の対処に用いる。 

１．手順着手の判断基準 

格納容器冷却系については，格納容器内へのスプレイ起

動の判断基準に到達した場合※１。 

 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）に

ついては，下記のいずれかの状態に該当した場合。 

（１）主蒸気逃がし安全弁開固着 

（２）サプレッションプール水の温度が規定温度以上 

（３）サプレッションチェンバの気体温度が規定温度以上 

 

※１：「格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，サプレッションチェン

バ圧力，ドライウェル温度，サプレッションチェ

ンバ温度またはサプレッションプール水位指示

値が，格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に

達した場合。 

作業性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）で使用する大量送水車

からのホース接続は，汎用の結合金具を使用し，容易に操作

できるよう十分な作業スペースを確保する。 

 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いて格

納容器代替スプレイ系等による格納容器内の冷却に必要な

設備へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 
 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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表７ 

操作手順 

７．格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器の破損

を防止するため，原子炉格納容器フィルタベント系および代替

循環冷却系により，格納容器内の圧力および温度を低下させる

ことを目的とする。 

対応手段等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７ 

操作手順 

７．格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器の破損

を防止するため，格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系

により，格納容器内の圧力及び温度を低下させることを目的と

する。 

対応手段等 

１．格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び

除熱 

当直副長は，残留熱除去系及び代替循環冷却系の運転

ができず格納容器内の圧力を６２０kPa[gage]以下に抑

制する見込みがない場合，又は原子炉建屋オペレーティ

ングフロアの天井付近の水素濃度が２．２ｖｏｌ％に到

達した場合は，格納容器の破損を防止するため，格納容器

圧力逃がし装置により格納容器内の圧力及び温度を低下

させる。 

格納容器圧力逃がし装置の隔離弁（空気作動弁，電動

弁）の駆動源や制御電源が喪失した場合は，隔離弁を遠隔

で手動操作することにより格納容器内の圧力及び温度を

低下させる。 

（１）手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，炉心の著しい

損傷の緩和及び格納容器の破損防止のために必要な操

作が完了した場合※２。 

 

 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相

当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，又は

格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で３００℃

以上を確認した場合。 

※２：炉心の著しい損傷を防止するために原子炉圧力

容器への注水を実施する必要がある場合，又は格

納容器の破損を防止するために格納容器内へスプ

レイを実施する必要がある場合は，これらの操作

表７ 

操作手順 

７．格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器の破損

を防止するため，格納容器フィルタベント系および残留熱代替

除去系により，格納容器内の圧力および温度を低下させること

を目的とする。 

対応手段等 

１．格納容器フィルタベント系による格納容器内の減圧お

よび除熱 

当直副長は，残留熱除去系および残留熱代替除去系の

運転によって格納容器内の圧力を８５３kPa[gage]以下

に抑制する見込みがない場合，または原子炉建物水素濃

度が２．５vol%に到達した場合は，格納容器の破損を防止

するため，格納容器フィルタベント系により格納容器内

の圧力および温度を低下させる。 

 

格納容器フィルタベント系の隔離弁（電動弁）の駆動源

や制御電源が喪失した場合，隔離弁を遠隔で手動操作す

ることで格納容器内の圧力および温度を低下させる。 

 

（１）手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系

および残留熱代替除去系による格納容器内の減圧およ

び除熱ができず，格納容器圧力が６４０kPa[gage]に到

達した場合※２，もしくは，原子炉棟内のいずれかの原子

炉建物水素濃度指示値が２．１vol%に到達した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した場

合。 

※２：原子炉の冷却ができない場合，または格納容器

内の温度および圧力の制御ができない場合は，

速やかに格納容器ベントの準備を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載位置の相違（女川

は２．にて原子炉格納

容器フィルタベント系

による格納容器内の減

圧および除熱手段を記

載している。） 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は空気作動弁がな

く電動弁のみで構成。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は格納容器ベント

実施判断を行うタイミ

ング（サプレッション

プール水位指示値が通

常水位＋約1.3m に到

達した場合または原子

炉建物水素濃度指示値

が2.5vol% に到達）ま

でに格納容器ベント準

備を完了させるために

設定した判断基準であ

る。また，格納容器代

替スプレイと並行して

格納容器ベントの準備
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１．代替循環冷却系による格納容器内の減圧および除熱 

発電課長は，格納容器の破損を防止するため，代替循環

冷却系により格納容器内の圧力および温度を低下させ

る。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系の

復旧に見込みがなく※2 格納容器内の減圧および除熱が

困難な状況で，以下の条件が全て成立した場合。 

①代替循環冷却系が使用可能※3であること。 

②原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）

または原子炉補機代替冷却水系のいずれかによる冷

却水供給が可能であること。 

③格納容器内のドライ条件の酸素濃度が 4.3vol％以下

※4であること。 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合または格納容器内雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

※2：設備に故障が発生した場合または駆動に必要な電

源もしくは補機冷却水が確保できない場合。 

 

※3：設備に異常がなく，電源および水源（サプレッシ

ョンチェンバ）が確保されている場合。 

※4：格納容器内雰囲気酸素濃度にてドライ条件の酸素

濃度が 4.3vol％を超過している場合においてウェ

ット条件の酸素濃度が 1.5vol％未満の場合は，代

替循環冷却系によるスプレイを実施することで，ド

ライウェル側とサプレッションチェンバ側のガス

の混合を促進させる。 

 

 

を完了した後に格納容器ベントの準備を開始す

る。ただし，原子炉の冷却ができない場合，又は

格納容器内の冷却ができない場合は，速やかに格

納容器ベントの準備を開始する。 

 

２．代替循環冷却系による格納容器内の減圧及び除熱 

当直副長及び緊急時対策本部は，格納容器の破損を防

止するため，代替循環冷却系により格納容器内の圧力及

び温度を低下させる。 

（１）手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系

の復旧に見込みがなく※２格納容器内の除熱が困難な状

況で，以下の条件が全て成立した場合。 

ａ．復水補給水系が使用可能※３であること。 

ｂ．代替原子炉補機冷却系による冷却水供給が可能で

あること。 

 

ｃ．格納容器内の酸素濃度が４ｖｏｌ％以下※４であ

ること。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で３

００℃以上を確認した場合。 

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な

電源若しくは補機冷却水が確保できない場合。 

 

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッシ

ョンプール）が確保されている場合。 

※４：ドライ条件の酸素濃度を確認する。格納容器内

酸素濃度（ＣＡＭＳ）にて４ｖｏｌ％以下を確

認できない場合は，代替格納容器スプレイを継

続することで，ドライウェル側とサプレッショ

ン・チェンバ側のガスの混合を促進させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．残留熱代替除去系による格納容器内の減圧および除熱 

当直副長および緊急時対策本部は，格納容器の破損を

防止するため，残留熱代替除去系により格納容器内の圧

力および温度を低下させる。 

（１）手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系

の復旧に見込みがなく※２格納容器内の除熱が困難な状

況で，以下の条件が全て成立した場合。 

ａ．残留熱代替除去系が使用可能※３であること。 

ｂ．原子炉補機代替冷却系による冷却水供給が可能で

あること。 

 

ｃ．格納容器内のドライ条件の酸素濃度が４．４vol%

以下※４であること。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した場

合。 

※２：設備に故障が発生した場合，または駆動に必要

な電源もしくは補機冷却水が確保できない場

合。 

※３：設備に異常がなく，電源および水源（サプレッ

ションチェンバ）が確保されている場合。 

※４：格納容器酸素濃度にてドライ条件の酸素濃度が

４．４vol%を超過している場合においてウェッ

ト条件の酸素濃度が１．５vol%未満の場合は，

残留熱代替除去系によるドライウェルスプレイ

を実施することで，ドライウェル側とサプレッ

ションチェンバ側のガスの混合を促進させる。 

 

 

を開始することからサ

プレッションプール水

位は格納容器ベント準

備基準としていない） 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，フィルタベン

トの実施の判断基準に

ウェット条件（１．５

vol%以上）があるた

め，残留熱代替除去系

によるPCV代替スプレ

イの判断基準（１．５
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２．原子炉格納容器フィルタベント系による格納容器内の

減圧および除熱 

発電課長および発電所対策本部は，残留熱除去系の復

旧または代替循環冷却系の運転による格納容器内の減圧

および除熱ができない場合または原子炉建屋地上３階

（原子炉建屋原子炉棟内）の水素濃度が 2.3vol％に到達

した場合は，格納容器の破損を防止するため，原子炉格納

容器フィルタベント系により格納容器内の圧力および温

度を低下させる。原子炉格納容器フィルタベント系の隔

離弁（電動弁）を中央制御室から操作できない場合は，隔

離弁を遠隔で手動操作することにより格納容器内の圧力

および温度を低下させる。 

 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，残留熱除去系お

よび代替循環冷却系による格納容器内の減圧および除

熱ができず，格納容器内の圧力が 0.640MPa[gage]に到

達した場合※2または原子炉建屋地上３階（原子炉建屋原

子炉棟内）の水素濃度が 2.0vol％に到達した場合。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合または格納容器内雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

※2：原子炉の冷却ができない場合または格納容器内の

冷却ができない場合は，速やかに原子炉格納容器ベ

ントの準備を開始する。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

残留熱除去系による格納容器内の除熱機能が喪失した

場合は，代替循環冷却系による格納容器内の減圧および除

熱を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

代替原子炉補機冷却系の設置が完了し，代替循環冷却系

が起動できる場合は，代替循環冷却系により原子炉圧力容

器への注水及び格納容器内へのスプレイを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

原子炉補機代替冷却系の設置が完了し，残留熱代替除去

系が起動できる場合は，残留熱代替除去系により原子炉圧

力容器への注水および格納容器内へのスプレイを実施す

る。 

 

vol%）を設定 

・記載位置の相違（島根

は１．にて格納容器フ

ィルタベント系による

格納容器内の減圧およ

び除熱手段を記載して

いる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は代替循環冷却系

による原子炉圧力容器

への注水は，表４にて

整理。 
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代替循環冷却系が起動できない場合は，原子炉格納容器

フィルタベント系により格納容器内の減圧および除熱を

行う。 

 

原子炉格納容器フィルタベント系の格納容器ベントの

実施に当たり，隔離弁を中央制御室から操作できない場合

は，現場での手動操作を行う。 

なお，原子炉格納容器フィルタベント系による格納容器

ベントを実施する場合は，スクラビング効果が期待できる

サプレッションチェンバを経由する経路を第一優先とす

る。 

サプレッションチェンバ側のベントラインが使用でき

ない場合は，ドライウェルを経由する経路を第二優先とす

る。 

格納容器ベント時の留意事項 

◯原子炉格納容器フィルタベント系の不活性ガスによる

系統内の置換 

原子炉格納容器フィルタベント系により格納容器ベン

トを実施中に，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を

防ぐため，原子炉格納容器フィルタベント系の系統内を不

活性ガス（窒素）であらかじめ置換する。 

◯格納容器の負圧破損の防止 

原子炉格納容器フィルタベント系の使用後に格納容器

スプレイを実施する場合は，格納容器の負圧破損を防止す

るとともに，格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するた

め，可搬型窒素ガス供給装置により格納容器内へ不活性ガ

ス（窒素）を供給する。また，格納容器内の圧力が規定の

圧力まで低下した場合に，格納容器スプレイを停止する。 

◯放射線防護 

原子炉格納容器フィルタベント系を使用する場合は，放

射性雲の影響による被ばくを低減するため，中央制御室待

避所へ待避しプラントパラメータを継続して監視する。現

場運転員の放射線防護を考慮して，遠隔手動弁を操作する

エリアを原子炉建屋付属棟内に設置する。 

 

原子炉圧力容器の破損を判断した後は，代替循環冷却系

により格納容器下部への注水及び格納容器内へのスプレ

イを実施する。 

代替循環冷却系が起動できない場合は，格納容器圧力逃

がし装置により格納容器内の減圧及び除熱を行う。 

 

 

格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの実施

にあたり，弁の駆動電源及び空気源がない場合は，現場で

手動操作を行う。 

なお，格納容器圧力逃がし装置により格納容器ベントを

実施する場合は，スクラビング効果が期待できるサプレッ

ション・チェンバを経由する経路を第一優先とする。 

 

サプレッション・チェンバ側のベントラインが水没等の

理由で使用できない場合は，ドライウェルを経由する経路

を第二優先とする。 

格納容器ベント時の留意事項 

◯格納容器圧力逃がし装置の系統内の不活性ガスによる

置換 

格納容器圧力逃がし装置により格納容器ベントを実施

中に，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐた

め，格納容器圧力逃がし装置の系統内を不活性ガス（窒素

ガス）であらかじめ置換しておく。 

◯格納容器の負圧破損の防止 

格納容器圧力逃がし装置の使用後に格納容器スプレイ

を実施する場合は，格納容器の負圧破損を防止するため，

格納容器内の圧力を監視し，規定の圧力に到達した時点で

格納容器スプレイを停止する。 

 

 

◯放射線防護 

格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，プルームの

影響による被ばくを低減するため，中央制御室待避室へ待

避しプラントパラメータを継続して監視する。 

現場運転員の放射線防護を考慮して，遠隔手動弁を操作

するエリアを原子炉建屋内の原子炉区域外に設置する。 

 

原子炉圧力容器の破損を判断した後は，残留熱代替除去

系により格納容器内へのスプレイによる格納容器下部へ

の注水を実施する。 

残留熱代替除去系が起動できない場合は，サプレッショ

ンプール水位指示値が通常水位＋約１．３m に到達した場

合に，格納容器フィルタベント系により格納容器内の減圧

および除熱を行う。 

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの実

施にあたり，弁の駆動源や制御電源がない場合，現場での

手動操作を行う。 

なお，格納容器フィルタベント系により格納容器ベント

を実施する場合は，スクラビング効果が期待できるサプレ

ッションチェンバを経由する経路を第一優先とする。 

 

サプレッションチェンバ側のベントラインが水没等の

理由で使用できない場合は，ドライウェルを経由する経路

を第二優先とする。 

格納容器ベント時の留意事項 

◯格納容器フィルタベント系の系統内の不活性ガスによ

る置換 

格納容器フィルタベント系により格納容器ベントを実

施中に，排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐた

め，格納容器フィルタベント系の系統内を不活性ガス（窒

素ガス）であらかじめ置換しておく。 

◯格納容器の負圧破損の防止 

格納容器フィルタベント系の使用後に格納容器スプレ

イを実施する場合は，格納容器の負圧破損を防止するた

め，格納容器内の圧力を監視し，規定の圧力に到達した時

点で格納容器スプレイを停止する。 

 

 

◯放射線防護 

格納容器フィルタベント系を使用する場合は，プルーム

の影響による被ばくを低減するため，中央制御室待避室へ

待避しプラントパラメータを継続して監視する。 

現場運転員の放射線防護を考慮して，遠隔弁を遠隔で手

動操作するエリアを二次格納施設外の原子炉建物付属棟

に設置する。 

【女川との相違】 

・女川は圧力容器破損後

の格納容器下部への注

水は表８にて整理。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は空気作動弁がな

く電動弁のみで構成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は可燃性ガス濃度

を低減するための窒素

ガス供給は，表９に記

載している。 
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また，格納容器ベント操作後の汚染の可能性を考慮し

て，防護具を装備して作業を行う。 

◯電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備等

を用いて格納容器ベントに必要な電動弁へ給電する。電源

が確保できない場合は，現場において手動で系統構成を行

う。 

代替循環冷却時の留意事項 

◯放射線防護 

代替循環冷却系の起動およびその後の流量調整等は，中

央制御室で実施する。 

 

また，代替循環冷却系の運転後，長期にわたる系統廻りの

線量低減対策として，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）によ

り系統水を入れ替えることでフラッシングを実施する。 

◯電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，常設代替交流電源設

備等を用いて代替循環冷却系へ給電する。 

作業性 

原子炉格納容器フィルタベント系の隔離弁を遠隔で手動

操作する場合は，操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同

様であり，原子炉建屋付属棟内で実施する。 

 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業員の放射線防護を考慮して，フィルタ装置，よう素

フィルタの周囲及び配管等の周辺に遮蔽体を設ける。 

また，格納容器ベント操作後の汚染の可能性を考慮し

て，防護具を装備し作業を行う。 

◯電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備等

を用いて格納容器ベントに必要な電動弁へ給電する。電源

が確保できない場合は，現場において手動で系統構成を行

う。 

代替循環冷却時の留意事項 

◯放射線防護 

現場での系統構成は，運転開始前に行い，代替循環冷却

系の起動及びその後の流量調整等の操作は，中央制御室で

実施する。 

なお，代替循環冷却系の運転後，長期にわたる系統廻り

の線量低減対策として，可搬型代替注水ポンプにより系統

水を入れ替えることでフラッシングを実施する。 

◯電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備等

を用いて代替循環冷却系へ給電する。 

作業性 

格納容器圧力逃がし装置の隔離弁を遠隔で手動操作する

場合は，操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であ

り，原子炉建屋内の原子炉区域外で実施する。 

 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，格納容器ベント操作後の汚染の可能性を考慮し

て，防護具を装備し作業を行う。 

◯電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備を

用いて格納容器ベントに必要な電動弁へ給電する。電源が

確保できない場合は，現場において手動で系統構成を行

う。 

代替循環冷却時の留意事項 

◯放射線防護 

系統構成，残留熱代替除去系の起動およびその後の流量

調整等の操作は，中央制御室で実施する。 

 

なお，残留熱代替除去系の運転後，長期における系統廻

りの線量低減対策として，大量送水車により系統水を入れ

替えることでフラッシングを実施する。 

◯電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備を

用いて残留熱代替除去系へ給電する。 

作業性 

格納容器フィルタベント系の隔離弁を遠隔で手動操作す

る場合は，操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であ

り，容易に実施可能である。また，作業エリアには電源内蔵

型照明を配備する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の設置位置に伴う

放射線防護対策の相違

（島根：地下，柏崎：屋

外）。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は中央制御室にて

系統構成可能。 
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表８ 

操作手順 

８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器の破損

を防止するため，原子炉格納容器下部注水系により格納容器の

下部に落下した溶融炉心を冷却することにより，溶融炉心・コ

ンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心が拡がり

格納容器バウンダリに接触することを防止することを目的と

する。 

また，溶融炉心の格納容器下部への落下を遅延または防止す

るため，原子炉圧力容器へ注水することを目的とする。 

対応手段等 

格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

原子炉格納容器下部注水系による格納容器下部への注水 

 

 

 

 

 

 

１．発電課長および発電所対策本部は，炉心の著しい損傷

が発生し，原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に達した

場合は，以下の手段により格納容器下部への初期水張り

を実施する。 

①サプレッションチェンバを水源として，代替循環冷却

系により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達

した場合で，代替循環冷却系が使用可能な場合※。 

※：設備に異常がなく，電源，補機冷却水および水

源（サプレッションチェンバ）が確保されてい

る場合。 

②代替循環冷却系により注水できない場合は，復水貯蔵

タンクを水源として，原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（常設）により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

 

表８ 

操作手順 

８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器の破損

を防止するため，格納容器下部注水系により格納容器の下部に

落下した溶融炉心を冷却することにより，溶融炉心・コンクリ

ート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心が拡がり格納容

器バウンダリに接触することを防止することを目的とする。 

 

また，溶融炉心の格納容器下部への落下を遅延又は防止する

ため，原子炉圧力容器へ注水することを目的とする。 

対応手段等 

格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

１．格納容器下部注水系による格納容器下部への注水 

 

 

 

 

 

 

当直副長及び緊急時対策本部は，炉心の著しい損傷が発

生した場合は，格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷却

するため，以下の手段により格納容器下部へ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）復水貯蔵槽を水源として，格納容器下部注水系（常設）

により注水する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

（ａ）格納容器下部への初期水張りの判断基準 

表８ 

操作手順 

８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納容器の破損

を防止するため，ペデスタル代替注水系により格納容器下部に

落下した溶融炉心を冷却することにより，溶融炉心・コンクリ

ート相互作用（ＭＣＣＩ）を抑制し，溶融炉心が拡がり格納容

器バウンダリに接触することを防止することを目的とする。 

 

また，溶融炉心の格納容器下部への落下を遅延または防止す

るため，原子炉圧力容器へ注水することを目的とする。 

対応手段等 

格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

１．ペデスタル代替注水系または格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による格納容器下部への注水 

 

 

 

 

 

当直副長および緊急時対策本部は，炉心の著しい損傷が

発生した場合は，格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷

却するため，以下の手段により格納容器下部へ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）低圧原子炉代替注水槽を水源として，ペデスタル代替

注水系（常設）により注水する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

（ａ）格納容器下部への初期水張りの判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・【島根固有】 

島根は，格納容器下部

への注水とＳＡ時のＳ

ＲＶ健全性確保の観点

からスプレイ管を使用

した格納容器下部への

注水手段を整備。 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

【女川との相違】 

・女川は復水移送ポンプ

とは別に，代替循環冷

却ポンプを設置。 

・島根はそれぞれの対応

手段ごとに，初期水張

り，原子力圧力容器破

損後の注水について記

載している。 

 

 

 

【女川との相違】 
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原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達

した場合で，代替循環冷却系による格納容器下部へ

の注水ができず，原子炉格納容器代替スプレイ系

（常設）が使用可能な場合※。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：設備に異常がなく，電源および水源（復水貯蔵

タンク）が確保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により

注水できない場合は，原子炉格納容器下部注水系（常

設）（代替循環冷却ポンプ），原子炉格納容器下部注水

系（常設）（復水移送ポンプ）等により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）において，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値

が 300℃に達した場合で，代替循環冷却系，原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系（常設）および原子炉

格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）

による原子炉格納容器下部への注水ができず，原子

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，格納容器

下部注水系（常設）が使用可能な場合※２。 

 

 

 

（ｂ）原子炉圧力容器破損後の格納容器下部への注水

操作の判断基準 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損による

パラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，格納容器下部注水系（常設）が

使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値が３００℃に達した

場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵

槽）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表

示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

 

 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力容器内の圧力の低下，

格納容器内の圧力の上昇，格納容器内の温

度の上昇等により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタ

ル代替注水系（常設）が使用可能な場合※２。 

 

 

 

（ｂ）原子炉圧力容器破損後の格納容器下部への注水

操作の判断基準 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３および破損によ

るパラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破

損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常

設）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値が３００℃に達した

場合。 

※２：設備に異常がなく，電源および水源（低圧原

子炉代替注水槽）が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表

示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値の喪失数増加および制御棒駆動機

構温度指示値の喪失数増加により確認す

る。 

※４：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉

圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示

値の上昇，ペデスタル温度指示値の上昇，ペ

デスタル水温度指示値の上昇または喪失に

より確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根はそれぞれの対応

手段ごとに，初期水張

り，原子力圧力容器破

損後の注水について記

載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・原子炉圧力容器の破損

の徴候のマネジメント

の相違 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は代替循環冷却系

による格納容器下部へ

の注水は実施しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）

が使用可能な場合※。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷

却ポンプ）において，原子炉圧力容器下鏡部温度指

示値が 300℃に達した場合で，代替循環冷却系およ

び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）によ

る格納容器下部への注水ができず，原子炉格納容器

下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）が使用

可能な場合※２。 

※1：設備に異常がなく，電源および水源（復水貯

蔵タンク）が確保されている場合。 

※2：設備に異常がなく，電源，補機冷却水および

水源（サプレッションチェンバ）が確保され

ている場合。 

 

２．発電課長および発電所対策本部は，炉心の著しい損傷

が発生し，原子炉圧力容器が破損した場合は，格納容器

下部に落下した溶融炉心を冷却するため，以下の手段に

より格納容器下部へ注水する。 

① サプレッションチェンバを水源として，代替循環冷

却系または原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替

循環冷却ポンプ）により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

代替循環冷却系において，原子炉圧力容器の破損

の徴候※1 および破損によるパラメータの変化※2 に

より原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，代替

循環冷却系が使用可能な場合※3。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷

却ポンプ）において，原子炉圧力容器の破損の徴候

※1 および破損によるパラメータの変化※2 により原

子炉圧力容器の破損を判断した場合で，代替循環冷

却系による格納容器下部への注水ができず，原子炉

格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却水ポン

プ）が使用可能な場合※3。 

※1：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加または原子炉圧力容器下鏡部温度指

示値の喪失数増加により確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は代替循環冷却系

による格納容器下部へ

の注水は実施しない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※2：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部温度の上昇もしくは指示

値の喪失，原子炉圧力容器内の圧力の低下，格

納容器内の圧力の上昇，格納容器下部の雰囲気

温度の低下または格納容器内の水素濃度の上

昇により確認する。 

※3：設備に異常がなく，電源および水源（サプレ

ッションチェンバ）が確保されている場合。 

② 代替循環冷却系または原子炉格納容器下部注水系

（常設）（代替循環冷却ポンプ）により注水できない

場合は，復水貯蔵タンクを水源として，原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（常設）または原子炉格納容器

下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）により注水す

る。 

［手順着手の判断基準］ 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）にお

いて，原子炉圧力容器の破損の徴候※1 および破損

によるパラメータの変化※2 により原子炉圧力容器

の破損を判断した場合で，代替循環冷却系および原

子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）による格納容器下部への注水ができず，原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用可能

な場合※3。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）において，原子炉圧力容器の破損の徴候※1お

よび破損によるパラメータの変化※2 により原子炉

圧力容器の破損を判断した場合で，代替循環冷却

系，原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環

冷却ポンプ）および原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（常設）による格納容器下部への注水ができず，

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）が使用可能な場合※3。 

※1：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加または原子炉圧力容器下鏡部温度指

示値の喪失数増加により確認する。 

※2：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部温度の上昇または指示値
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

の喪失，原子炉圧力容器内の圧力の低下，格納

容器内の圧力の上昇，格納容器下部の雰囲気温

度の低下，格納容器内の水素濃度の上昇により

確認する。 

※3：設備に異常がなく，電源および水源（復水貯

蔵タンク）が確保されている場合。 

③ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）または

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）

により注水できない場合は，淡水貯水槽（No.1）およ

び淡水貯水槽（No.2）を水源として，原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系（可搬型），原子炉格納容器下部

注水系（可搬型）等により注水する。 

なお，原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

および原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による注

水は，海を水源として利用できる。 

［手順着手の判断基準］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器代替スプレイ系（可搬型）におい

て，原子炉圧力容器の破損の徴候※1 および破損に

よるパラメータの変化※2 により原子炉圧力容器の

破損を判断した場合で，原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（可搬型）が使用可能な場合※3。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）格納容器下部注水系（常設）により注水できない場合

は，防火水槽又は淡水貯水池を水源として，格納容器

下部注水系（可搬型）等により注水する。格納容器下

部注水系（可搬型）による注水の手順着手の判断基準

を以下に示す。 

 

なお，格納容器下部注水系（可搬型）による注水は，

海を水源として利用できる。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）格納容器下部への初期水張りの判断基準 

 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，格納容器

下部注水系（常設）及び消火系による格納容器下部

への注水ができず，格納容器下部注水系（可搬型）

が使用可能な場合※４。 

（ｂ）原子炉圧力容器破損後の格納容器下部への注水

操作の判断基準 

 

 

 

 

 

 

（２）ペデスタル代替注水系（常設）により注水できない場

合は，輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）

を水源として，格納容器代替スプレイ系（可搬型）ま

たはペデスタル代替注水系（可搬型）等により注水す

る。格納容器下部注水系（可搬型）による注水の手順

着手の判断基準を以下に示す。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）またはペ

デスタル代替注水系（可搬型）による注水は，海を水

源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

（ａ）格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容

器下部への初期水張りの判断基準 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

（ｂ）原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ

系（可搬型）による格納容器下部への注水操作の

判断基準 

原子炉圧力容器の破損の徴候※２および破損によ

るパラメータの変化※３により原子炉圧力容器の破

損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬

型）による格納容器下部への注水ができず，格納容

器代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※４。 

 

（ｃ）ペデスタル代替注水系（可搬型）による格納容器

下部への初期水張りの判断基準 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタ

ル代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

 

 

（ｄ）原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系

（可搬型）による格納容器下部への注水操作の判

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は格納容器下部へ

の注水とＳＡ時のＳＲ

Ｖ健全性確保の観点か

らスプレイ管を使用し

た格納容器下部の注水

手段を整備。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）において，

原子炉圧力容器の破損の徴候※1 および破損による

パラメータの変化※2 により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（可搬型）による格納容器下部への注水ができ

ず，原子炉格納容器下部注水系（可搬型）が使用可

能な場合※3。 

 

 

 

※1：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧

力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示の喪

失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指示値の

喪失数増加により確認する。 

 

 

※2：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変

化」は，格納容器下部温度の上昇または指示値

の喪失，原子炉圧力容器内の圧力の低下，格納

容器内の圧力の上昇，格納容器下部の雰囲気温

度の低下，格納容器内の水素濃度の上昇により

確認する。 

※3：設備に異常がなく，電源，燃料および水源（淡

水貯水槽（No.1）または淡水貯水槽（No.2））

が確保されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉圧力容器下鏡部温度

が 300℃に達した場合の格納容器下部への初期水張りは，

スプレイ管使用による格納容器下部注水が使用可能な場

合は，代替循環冷却系により格納容器下部への初期水張り

を実施する。代替循環冷却系により格納容器下部への初期

水張りを実施できない場合は，原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（常設）により格納容器下部への初期水張りを実

施する。スプレイ管使用による格納容器下部注水が使用で

きない場合は，原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替

 

原子炉圧力容器の破損の徴候※２及び破損による

パラメータの変化※３により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，格納容器下部注水系（常設），

消火系による格納容器下部への注水ができず，格

納容器下部注水系（可搬型）が使用可能な場合※４。 

 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値が３００℃に達した場

合。 

※２：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表示

の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温度指

示値の喪失数増加により確認する。 

 

 

※３：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力容器内の圧力の低下，格

納容器内の圧力の上昇，格納容器内の温度の

上昇により確認する。 

 

 

※４：設備に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽

又は淡水貯水池）が確保されている場合。 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断基準 

原子炉圧力容器の破損の徴候※２および破損によ

るパラメータの変化※３により原子炉圧力容器の破

損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（可搬

型）が使用可能な場合※４ 

 

 

 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値が３００℃に達した

場合。 

※２：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉

圧力容器内の水位の低下，制御棒の位置表

示の喪失数増加，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値の喪失数増加および制御棒駆動機

構温度指示値の喪失数増加により確認す

る。 

※３：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの

変化」は，原子炉圧力指示値の低下，ドライ

ウェル圧力指示値の上昇，ペデスタル温度

指示値の上昇，ペデスタル温度指示値の上

昇または喪失により確認する。 

 

※４：設備に異常がなく，電源，燃料および水源（輪

谷貯水槽（西１）または輪谷貯水槽（西２））

が確保されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・原子炉圧力容器の破損

の徴候のマネジメント

の相違 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は電動弁の操作に

必要な電源が確保され

ていることを確認す

る。 

 

【女川との相違】 

・島根はそれぞれの対応

手段ごとに，初期水張

り，原子力圧力容器破

損後の注水について記

載している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

循環冷却ポンプ）または原子炉格納容器下部注水系（常設）

（復水移送ポンプ）により格納容器下部への初期水張りを

実施する。 

また，原子炉圧力容器が破損した場合の格納容器下部へ

の注水は，代替循環冷却系に異常がなく，交流電源および

水源（サプレッションチェンバ）が確保されている場合は，

代替循環冷却系または原子炉格納容器下部注水系（常設）

（代替循環冷却ポンプ）により格納容器下部へ注水する。 

代替循環冷却系および原子炉格納容器下部注水系（常

設）（代替循環冷却ポンプ）が使用できない場合は，原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設），原子炉格納容器

下部注水系（常設）（復水移送ポンプ），原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬型）または原子炉格納容器下部注

水系（可搬型）により格納容器下部へ注水する。 

 

 

 

 

 

 

 

溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止 

原子炉圧力容器への注水 

発電課長および発電所対策本部は，炉心の著しい損傷が

発生した場合は，溶融炉心の格納容器下部への落下を遅延

または防止するため，以下の手段により原子炉圧力容器へ

注水する。原子炉圧力容器へ注水する場合は，ほう酸水注

入系による原子炉圧力容器へのほう酸水の注入を並行し

て実施する。 

①原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，復水貯蔵

タンクを水源として，高圧代替注水系により注水する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，復水給水系，

原子炉隔離時冷却系および高圧炉心スプレイ系によ

る原子炉圧力容器への注水ができず，高圧代替注水系

が使用可能な場合※2。 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内の

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器下部注水系（常設）に異常がなく，交流電源及

び水源（復水貯蔵槽）が確保されている場合は，格納容器

下部注水系（常設）により格納容器下部へ注水する。 

格納容器下部注水系（常設）により格納容器下部へ注水

できない状況において，格納容器下部注水系（可搬型）に

異常がなく，燃料及び水源（防火水槽又は淡水貯水池）が

確保されている場合は，格納容器下部注水系（可搬型）に

より格納容器下部へ注水する。 

 

 

 

 

 

溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止 

１．原子炉圧力容器への注水 

当直副長及び緊急時対策本部は，炉心の著しい損傷が発

生した場合は，溶融炉心の格納容器下部への落下を遅延又

は防止するため，以下の手段により原子炉圧力容器へ注水

する。原子炉圧力容器へ注水する場合は，ほう酸水注入系

により原子炉圧力容器へほう酸水の注入を並行して実施

する。 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，復水貯

蔵槽を水源として，高圧代替注水系により注水する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉圧力

容器への高圧注水機能が喪失し，高圧代替注水系が

使用可能な場合※２。 

 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

 

 

 

 

 

 

 

 

ペデスタル代替注水系（常設）に異常がなく，交流電源

および水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場

合は，ペデスタル代替注水系（常設）により格納容器下部

へ注水する。 

ペデスタル代替注水系（常設）により格納容器下部へ注

水できない状況において格納容器代替スプレイ系（可搬

型）およびペデスタル代替注水系（可搬型）に異常がなく，

燃料および水源（輪谷貯水槽（西１）または輪谷貯水槽（西

２））が確保されている場合は，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）またはペデスタル代替注水系（可搬型）により

格納容器下部へ注水する。 

 

 

溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止 

１．原子炉圧力容器への注水 

当直副長および緊急時対策本部は，炉心の著しい損傷が

発生した場合は，溶融炉心の格納容器下部への落下を遅延

または防止するため，以下の手段により原子炉圧力容器へ

注水する。原子炉圧力容器へ注水する場合は，ほう酸水注

入系により原子炉圧力容器へほう酸水の注入を並行して

実施する。 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，サプレ

ッションチェンバを水源として，高圧原子炉代替注水

系により注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水

系，原子炉隔離時冷却系および高圧炉心スプレイ系

による原子炉圧力容器への注水ができず，高圧原子

炉代替注水系が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は格納容器下部へ

の注水とＳＡ時のＳＲ

Ｖ健全性確保の観点か

らスプレイ管を使用し

た格納容器下部の注水

手段を整備。 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合または格納容器内

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

※2：原子炉圧力指示値が規定値以上ある場合におい

て，設備に異常がなく，電源および水源（復水貯

蔵タンク）が確保されている場合。 

 

②原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合は，サプレッ

ションチェンバを水源として，代替循環冷却系により注

水する。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，復水給水系お

よび非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注

水ができず，代替循環冷却系が使用可能な場合※2。 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器内

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

※2：設備に異常がなく，電源，補機冷却水および水

源（サプレッションチェンバ）が確保されている

場合。 

③ 代替循環冷却系により注水できない場合は，復水貯蔵

タンクを水源として，低圧代替注水系（常設）（復水移

送ポンプ）により注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，代替循環冷却

系による原子炉圧力容器への注水ができず，低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用可能な場合

※2。 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器内

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で３

００℃以上を確認した場合。 

※２：原子炉圧力指示値が規定値以上ある場合にお

いて，設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯

蔵槽）が確保されている場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合は，復水貯

蔵槽を水源として，低圧代替注水系（常設）により注

水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，給水・復水

系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への

注水ができず，低圧代替注水系（常設）が使用可能な

場合※２。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で３

００℃以上を確認した場合。 

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガン

マ線線量率の１０倍を超えた場合，または格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場

合に原子炉圧力容器温度で３００℃以上を確

認した場合。 

※２：原子炉圧力指示値が規定値以上ある場合にお

いて，設備に異常がなく，電源および水源（サ

プレッションチェンバ）が確保されている場

合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合は，低圧原

子炉代替注水槽を水源として，低圧原子炉代替注水系

（常設）により注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水

系，原子炉隔離時冷却系および非常用炉心冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉

代替注水系（常設）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガン

マ線線量率の１０倍を超えた場合，または格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場

合に原子炉圧力容器温度で３００℃以上を確

認した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は復水移送ポンプ

とは別に，代替循環冷

却ポンプを設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は復水移送ポンプ

とは別に，代替循環冷

却ポンプを設置。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

※2：設備に異常がなく，電源および水源（復水貯蔵

タンク）が確保されている場合。 

 

④ 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により注

水できない場合は，淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水

槽（No.2）を水源として，低圧代替注水系（可搬型）に

より注水する。 

なお，低圧代替注水系（可搬型）による注水は，海を

水源として利用できる。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，復水給水系お

よび非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注

水ができず，低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合※2。 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合または格納容器内

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

※2：設備に異常がなく，電源，燃料および水源（淡

水貯水槽（No.1）または淡水貯水槽（No.2））が

確保されている場合。 

 

⑤ 炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉圧力容器

へ注水する場合は，ほう酸水注入系により原子炉圧力容

器へほう酸水の注入を並行して実施する。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，損傷炉心へ注

水する場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※2。 

 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器内

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

※2：設備に異常がなく，電源および水源（ほう酸水

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵槽）

が確保されている場合。 

 

（３）低圧代替注水系（常設）により注水できない場合は，

防火水槽又は淡水貯水池を水源として，低圧代替注水

系（可搬型）により注水する。 

 

なお，低圧代替注水系（可搬型）による注水は，海を

水源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧代替注

水系（常設）及び消火系による原子炉圧力容器への注

水ができず，低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合※２。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で３

００℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（防火水槽又

は淡水貯水池）が確保されている場合。 

 

 

（４）炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉圧力容器

へ注水する場合は，ほう酸水注入系により原子炉圧力

容器へほう酸水の注入を並行して実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，損傷炉心へ

注水する場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※

２。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で３

００℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水貯

※２：設備に異常がなく，電源および水源（低圧原子

炉代替注水槽）が確保されている場合。 

 

（３）低圧原子炉代替注水系（常設）により注水できない場

合は，輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）

を水源として，低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

り注水する。 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による注水は，

海を水源として利用できる。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水

系，原子炉隔離時冷却系および非常用炉心冷却系に

よる原子炉圧力容器への注水ができず，低圧原子炉

代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガン

マ線線量率の１０倍を超えた場合，または格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場

合に原子炉圧力容器温度で３００℃以上を確

認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料および水源（輪

谷貯水槽（西１）または輪谷貯水槽（西２））

が確保されている場合。 

 

（４）炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉圧力容器

へ注水する場合は，ほう酸水注入系により原子炉圧力

容器へほう酸水の注入を並行して実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，損傷炉心へ

注水する場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合※

２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガン

マ線線量率の１０倍を超えた場合，または格

納容器雰囲気放射線モニタが使用できない場

合に原子炉圧力容器温度で３００℃以上を確

認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源および水源（ほう酸水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は可搬型設備の準

備時間を考慮して，復

水・給水系，原子炉隔

離時冷却系および非常

用炉心冷却系による注

水ができないと判断し

た時点で着手する。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は電動弁の操作に

必要な電源が確保され

ていることを確認す

る。 
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注入系貯蔵タンク）が確保されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，高

圧代替注水系に異常がなく，直流電源および水源（復水貯

蔵タンク）が確保されている場合は，高圧代替注水系によ

り原子炉圧力容器へ注水する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，代

替循環冷却系に異常がなく，交流電源および水源（サプレ

ッションチェンバ）が確保されている場合は，代替循環冷

却系により原子炉圧力容器へ注水する。 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ない状況において，低圧代替注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）に異常がなく，交流電源および水源（復水貯蔵タン

ク）が確保されている場合は，低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）により原子炉圧力容器へ注水する。 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用でき

ない場合において，低圧代替注水系（可搬型）に異常がな

く，電源，燃料および水源（淡水貯水槽（No.1）または淡

水貯水槽（No.2））が確保されている場合は，低圧代替注

水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

交流電源を確保した場合は，ほう酸水注入系による原子

炉圧力容器へのほう酸水注入を全ての注水手段に併せて

実施する。 

溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止のために，

原子炉圧力容器へ注水している状況において，損傷炉心を

冷却できないと判断した場合は，格納容器下部への注水を

開始する。 

作業性 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型），原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬型）および低圧代替注水系（可搬型）

で使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）のホースの接続は，

汎用の結合金具を使用し，容易に操作できるよう十分な作業

スペースを確保する。 

 

蔵タンク）が確保されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，高

圧代替注水系に異常がなく，直流電源及び水源（復水貯蔵

槽）が確保されている場合は，高圧代替注水系により原子

炉圧力容器へ注水する。 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，低

圧代替注水系（常設）に異常がなく，交流電源及び水源（復

水貯蔵槽）が確保されている場合は，低圧代替注水系（常

設）により原子炉圧力容器へ注水する。 

 

低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

ができない状況において，低圧代替注水系（可搬型）に異

常がなく，燃料及び水源（防火水槽又は淡水貯水池）が確

保されている場合は，低圧代替注水系（可搬型）により原

子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

 

 

 

溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止のために，

原子炉圧力容器へ注水している状況において，損傷炉心を

冷却できないと判断した場合は，格納容器下部への注水を

開始する。 

作業性 

格納容器下部注水系（可搬型）及び低圧代替注水系（可搬

型）で使用する可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級）のホース

の接続は，汎用の結合金具を使用し，容易に操作できるよう

十分な作業スペースを確保する。 

 

 

貯蔵タンク）が確保されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，高

圧原子炉代替注水系に異常がなく，直流電源および水源

（サプレッションチェンバ）が確保されている場合は，高

圧原子炉代替注水系により原子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，低

圧原子炉代替注水系（常設）に異常がなく，交流電源およ

び水源（低圧原子炉代替注水槽）が確保されている場合は，

低圧原子炉代替注水系（常設）により原子炉圧力容器へ注

水する。 

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器へ

の注水ができない状況において，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）に異常がなく，燃料および水源（輪谷貯水槽（西

１）または輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合は，

低圧原子炉代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ

注水する。 

 

 

 

 

溶融炉心の格納容器下部への落下遅延・防止のために，

原子炉圧力容器へ注水している状況において，損傷炉心を

冷却できないと判断した場合は，格納容器下部への注水を

開始する。 

作業性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型），ペデスタル代替注水

系（可搬型）および低圧原子炉代替注水系（可搬型）で使用

する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具を使

用し，容易に操作できるよう十分な作業スペースを確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は復水移送ポンプ

とは別に，代替循環冷

却ポンプを設置。 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は電源がある場合

とない場合の対応を記

載しているため，電源

を記載していない。 

・ほう酸水注入系を明記

している。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は原子炉格納容器

へのスプレイにより原

子炉格納容器内へのス

プレイにより原子炉格

納容器下部への注水が
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電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いて原

子炉格納容器下部注水系または低圧代替注水系による注水

に必要な設備へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いて格

納容器下部注水系及び低圧代替注水系による注水に必要な

設備へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いてペ

デスタル代替注水系および低圧原子炉代替注水系による注

水に必要な設備へ給電する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可能。 
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表９ 

操作手順 

９．水素爆発による格納容器の破損を防止するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－

水反応，水の放射線分解等により発生する水素および酸素が，

格納容器内に放出された場合においても水素爆発による格納

容器の破損を防止するために必要な格納容器内の不活性化，原

子炉格納容器フィルタベント系による格納容器内の水素およ

び酸素の排出ならびに格納容器内の水素濃度および酸素濃度

の監視を行うことを目的とする。 

対応手段等 

１．格納容器内の不活性化 

発電課長は，格納容器内における水素爆発による格納容

器の破損を防止するため，原子炉運転中における格納容器

内の雰囲気は，不活性ガス（窒素）で置換することにより

不活性化した状態とする。 

２．可搬型窒素ガス供給装置および原子炉格納容器フィルタ

ベント系による格納容器水素爆発防止 

発電課長および発電所対策本部は，格納容器内に発生す

る水素および酸素を以下の手段により抑制または排出し，

水素爆発による格納容器の破損を防止する。 

①可搬型窒素ガス供給装置により不活性ガス（窒素）を格

納容器内へ注入する。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※において，可燃性ガス濃

度制御系による水素濃度および酸素濃度の制御がで

きず，格納容器内のドライ条件の酸素濃度が

3.5vol％に到達した場合。 

※：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合または格納容器内雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

表９ 

操作手順 

９．水素爆発による格納容器の破損を防止するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－

水反応及び水の放射線分解による水素ガス及び酸素ガスが，格

納容器内に放出された場合においても水素爆発による格納容

器の破損を防止するために必要な格納容器内の不活性化，格納

容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による格納容器内

の水素ガス及び酸素ガスの排出，及び格納容器内の水素濃度及

び酸素濃度の監視を行うことを目的とする。 

対応手段等 

１．格納容器内の不活性化 

当直副長は，格納容器内における水素爆発による格納容

器の破損を防止するため，原子炉運転中における格納容器

内の雰囲気は，不活性ガス（窒素ガス）で置換することに

より不活性化した状態とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表９ 

操作手順 

９．水素爆発による格納容器の破損を防止するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－

水反応および水の放射線分解による水素ガスおよび酸素ガス

が，格納容器内に放出された場合においても水素爆発による格

納容器の破損を防止するために必要な格納容器内の不活性化，

格納容器フィルタベント系による格納容器内の水素ガスおよ

び酸素ガスの排出，および格納容器内の水素濃度および酸素濃

度の監視を行うことを目的とする。 

対応手段等 

１．格納容器内の不活性化 

当直副長は，格納容器内における水素爆発による格納容

器の破損を防止するため，原子炉運転中における格納容器

内の雰囲気は，不活性ガス（窒素ガス）で置換することに

より不活性化した状態とする。 

 ２．可搬式窒素供給装置による格納容器内の不活性化 

 

当直副長は，残留熱除去系または残留熱代替除去系によ

る格納容器内の減圧および除熱時に，格納容器内で発生す

る水素および酸素の反応による水素爆発を防止するため，

可搬式窒素供給装置により格納容器内を不活性化する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，格納容器内の

除熱を開始した場合※２に，可燃性ガス濃度制御系によ

る水素濃度制御ができない場合。 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０ 倍を超えた場合または格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した

場合。 

※２：残留熱代替除去系または残留熱除去系による格

納容器内の除熱を開始した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は炉心損傷後に耐

圧強化ベントを使用し

ない。 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

【島根固有】 

・島根は炉心損傷が発生

した場合に原子炉格納

容器等の酸素濃度の上

昇を抑制するために，

格納容器の除熱を開始

した後に窒素を供給

し，格納容器フィルタ

ベント系による水素お

よび酸素の排出の遅延

を図る。 

・女川は炉心損傷が発生

した場合に，格納容器

内の酸素濃度上昇を抑

制するために窒素を供

給し，水素および酸素

の排出の遅延を図る。 
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②原子炉格納容器フィルタベント系により排出する。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※1において，可燃性ガス濃

度制御系による水素濃度および酸素濃度の制御がで

きず，格納容器内のドライ条件の酸素濃度が

4.0vol％およびウェット条件の酸素濃度が 1.5vol％

に到達※2した場合※3。 

※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内の

ガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合または格納容器内

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子

炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

※2：格納容器内雰囲気酸素濃度にてドライ条件の酸

素濃度が 4.0vol％に到達した場合において，ウ

ェット条件の酸素濃度が 1.5vol％未満の場合

は，代替循環冷却系または残留熱除去系によるス

プレイを実施することで，ドライウェル側とサプ

レッションチェンバ側のガスの混合を促進させ

る。 

※3：炉心の著しい損傷を防止するために原子炉圧力

容器への注水を実施する必要がある場合または

格納容器の破損を防止するために格納容器内へ

スプレイを実施する必要がある場合は，これらの

操作を完了した後に格納容器ベントの準備を開

始する。ただし，原子炉の冷却ができない場合ま

たは格納容器内の冷却ができない場合は，速やか

に格納容器ベントの準備を開始する。 

 

 

 

 

 

２．格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系による格

納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出 

当直副長は，格納容器内に発生する水素ガス及び酸素ガ

スを以下の手段により大気に排出し，水素爆発による格納

容器の破損を防止する。 

（１）格納容器圧力逃がし装置により排出する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，炉心の著し

い損傷の緩和及び格納容器の破損防止のために必要

な操作が完了した場合※２。 

 

 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で３

００℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

※２：炉心の著しい損傷を防止するために原子炉圧力

容器への注水を実施する必要がある場合，又は格

納容器の破損を防止するために格納容器内へス

プレイを実施する必要がある場合は，これらの操

作を完了した後に格納容器ベントの準備を開始

する。ただし，原子炉の冷却ができない場合，又

は格納容器内の冷却ができない場合は，速やかに

格納容器ベントの準備を開始する。 

 

（２）格納容器圧力逃がし装置が使用できない場合は，耐圧

強化ベント系により排出する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，炉心の著し

３．格納容器フィルタベント系による格納容器内の水素ガス

および酸素ガスの排出 

当直副長は，格納容器内に発生する水素ガスおよび酸素

ガスを以下の手段により大気に排出し，水素爆発による格

納容器の破損を防止する。 

（１）格納容器フィルタベント系により排出する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，可燃性ガス

濃度制御系による水素濃度および酸素濃度の制御が

できず，格納容器内のドライ条件の酸素濃度が４．０

vol%に到達およびウェット条件の酸素濃度が１．５

vol%に到達した場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した

場合。 

 

 

 

 

 

 

 

※２：炉心の著しい損傷を防止するために原子炉圧力

容器への注水を実施する必要がある場合，また

は格納容器の破損を防止するために格納容器

内へスプレイを実施する必要がある場合は，こ

れらの操作を完了した後に格納容器ベントの

準備を開始する。ただし，原子炉の冷却ができ

ない場合，または格納容器内の冷却ができない

場合は，速やかに格納容器ベントの準備を開始

する。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は炉心損傷後に耐

圧強化ベントを使用し

ない。 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は酸素濃度ベント

判断基準の準備におけ

る基準を酸素濃度に設

定。 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は残留熱代替除去

系が起動できる場合

に，格納容器ベントを

実施するため，スプレ

イの実施は記載してい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は炉心損傷後に耐

圧強化ベントを使用し

ない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．格納容器内の水素濃度および酸素濃度の監視 

発電課長は，格納容器内に発生する水素および酸素の濃

度を格納容器内水素濃度(Ｄ／Ｗ)，格納容器内水素濃度

(Ｓ／Ｃ)，格納容器内雰囲気水素濃度および格納容器内雰

囲気酸素濃度を用いて測定し，監視する。 

全交流動力電源または直流電源が喪失した場合は，代替

電源設備から給電されていることを確認後，格納容器内水

素濃度(Ｄ／Ｗ)，格納容器内水素濃度(Ｓ／Ｃ)，格納容器

内雰囲気水素濃度および格納容器内雰囲気酸素濃度を用

いて測定し，監視する。 

［手順着手の判断基準］ 

格納容器内水素濃度による格納容器内の水素濃度監視

については，炉心損傷を判断した場合※1。 

格納容器内雰囲気計装による格納容器内の水素濃度

および酸素濃度監視については，炉心損傷を判断した場

合※1において，格納容器内雰囲気計装が使用可能な場合

※2。 

い損傷の緩和及び格納容器の破損防止のために必要

な操作が完了した場合※２で格納容器圧力逃がし装置

が使用できず※３，耐圧強化ベント系が使用可能な場

合。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相

当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，又は

格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で３０

０℃以上を確認した場合。 

※２：炉心の著しい損傷を防止するために原子炉圧力

容器への注水を実施する必要がある場合，又は格

納容器の破損を防止するために格納容器内へス

プレイを実施する必要がある場合は，これらの操

作を完了した後に格納容器ベントの準備を開始

する。ただし，原子炉の冷却ができない場合，又

は格納容器内の冷却ができない場合は，速やかに

格納容器ベントの準備を開始する。 

※３：「格納容器圧力逃がし装置が使用できない」と

は，設備に故障が発生した場合。 

 

３．格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

当直副長は，格納容器内に発生する水素ガス及び酸素ガ

スの濃度を格納容器内水素濃度計（ＳＡ），格納容器内水

素濃度計，格納容器内酸素濃度計を用いて測定し，監視す

る。 

全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合は，代替電

源設備から給電されていることを確認後，格納容器内水素

濃度計（ＳＡ）を用いて測定し，監視する。 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

格納容器内水素濃度計（ＳＡ）については，炉心損傷

を判断した場合※１。 

格納容器内水素濃度計及び格納容器内酸素濃度計に

ついては，炉心損傷を判断した場合※１において，格納容

器内雰囲気計装が使用可能な場合※２。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．格納容器内の水素濃度および酸素濃度の監視 

当直副長は，格納容器内に発生する水素ガスおよび酸素

ガスの濃度を格納容器水素濃度（ＳＡ），格納容器水素濃

度（Ｂ系），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格納容器酸素濃度

（Ｂ系）を用いて測定し，監視する。 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替電源設備から給

電されていることを確認後，格納容器水素濃度（ＳＡ），

格納容器水素濃度（Ｂ系），格納容器酸素濃度（ＳＡ），格

納容器酸素濃度（Ｂ系）を用いて測定し，監視する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

格納容器水素濃度（ＳＡ）および格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）については，炉心損傷を判断した場合※１。 

格納容器水素濃度（Ｂ系）および格納容器酸素濃度（Ｂ

系）については，炉心損傷を判断した場合※１において，

格納容器内雰囲気計装が使用可能な場合※２。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【島根固有】 

・島根は格納容器水素濃

度（ＳＡ）による水素

濃度測定に併せて，格

納容器酸素濃度（ＳＡ）

による酸素濃度測定が

実施可能な構成。 
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※1：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合，または格納容器内雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

※2：設備に異常がなく，電源および補機冷却水が確保

されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

代替循環冷却系または残留熱除去系により格納容器内

の除熱を開始した場合において，格納容器内のドライ条件

の酸素濃度が 4.0vol％に到達した場合は，可搬型窒素ガ

ス供給装置を用いて不活性ガス（窒素）を格納容器内へ注

入する。 

格納容器内のドライ条件の酸素濃度が 4.3vol％および

ウェット条件の酸素濃度が 1.5vol％に到達した場合は，

原子炉格納容器フィルタベント系を用いて格納容器内に

滞留している水素および酸素を排出する。 

 

 

なお，原子炉格納容器フィルタベント系を用いて格納容

器内に滞留している水素および酸素を排出する場合は，ス

クラビング効果が期待できるサプレッションチェンバを

経由する経路を第一優先とする。サプレッションチェンバ

側のベントラインが使用できない場合は，ドライウェルを

経由する経路を第二優先とする。 

 

 

 

 

 

◯格納容器内の水素および酸素の排出時の留意事項 

 

原子炉格納容器フィルタベント系を使用する場合は，フ

ィルタ装置出口水素濃度にて水素濃度を監視する。また，

原子炉格納容器フィルタベント系を使用する場合は，フィ

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相

当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，又は

格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度で３０

０℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び補機冷却水が確保

されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

 

格納容器内の酸素濃度が規定値に到達した場合は，格納

容器圧力逃がし装置を用いて格納容器内に滞留している

水素ガス及び酸素ガスを排出する。格納容器圧力逃がし装

置が機能喪失した場合は，耐圧強化ベント系を用いて格納

容器内に滞留している水素ガス及び酸素ガスを排出する。 

 

なお，格納容器圧力逃がし装置を用いて格納容器内に滞

留している水素ガス及び酸素ガスを排出する場合は，スク

ラビング効果が期待できるサプレッション・チェンバを経

由する経路を第一優先とする。サプレッション・チェンバ

側のベントラインが水没等の理由で使用できない場合は，

ドライウェルを経由する経路を第二優先とする。 

耐圧強化ベント系を用いて格納容器内に滞留している

水素ガス及び酸素ガスを排出する場合は，スクラビング効

果が期待できるサプレッション・チェンバを経由する経路

のみを使用する。 

 

◯格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出時の留意事

項 

格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系を使用

する場合は，フィルタ装置水素濃度計にて水素濃度を監視

する。また，格納容器圧力逃がし装置を使用する場合は，

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した

場合。 

※２：設備に異常がなく，電源および補機冷却水が確

保されている場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

 

格納容器内の酸素濃度が規定値に到達した場合は，格納

容器フィルタベント系を用いて格納容器内に滞留してい

る水素ガスおよび酸素ガスを排出する。 

 

 

 

なお，格納容器フィルタベント系を用いて格納容器内に

滞留している水素ガスおよび酸素ガスを排出する場合は，

スクラビング効果が期待できるサプレッションチェンバ

を経由する経路を第一優先とする。サプレッションチェン

バ側が水没等の理由で使用できない場合は，ドライウェル

を経由する経路を第二優先とする。 

 

 

 

 

 

◯格納容器内の水素ガスおよび酸素ガスの排出時の留意

事項 

格納容器フィルタベント系を使用する場合は，第１ベン

トフィルタ出口水素濃度にて水素濃度を監視する。また，

格納容器フィルタベント系を使用する場合は，第１ベント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は格納容器への窒

素供給操作と並行して

格納容器ベントの準備

を開始する。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は炉心損傷後に耐

圧強化ベントを使用し

ない。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は炉心損傷後に耐

圧強化ベントを使用し

ない。 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は炉心損傷後に耐

圧強化ベントを使用し
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ルタ装置出口放射線モニタの放射線量率および事前にフ

ィルタ装置出口配管表面の放射線量率と配管内部の放射

性物質濃度から算出した換算係数にて放射性物質濃度を

推定し監視する。 

 

 

 

 

原子炉格納容器フィルタベント系を使用する場合は，放

射性雲の影響による被ばくを低減するため，中央制御室待

避所へ待避しプラントパラメータを継続して監視する。 

 

現場運転員の放射線防護を考慮して，遠隔手動弁を操作

するエリアを原子炉建屋付属棟内に設置する。 

 

 

また，格納容器ベント操作後の汚染の可能性を考慮し

て，防護具を装備して作業を行う。 

 

 

作業性 

原子炉格納容器フィルタベント系の隔離弁を遠隔で手動

操作する場合は，操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同

様であり，原子炉建屋付属棟内で実施する。 

 

電源確保 

全交流動力電源または直流電源が喪失した場合は，代替電

源設備を用いて格納容器内の水素および酸素の排出に必要

な電動弁，格納容器内水素濃度(Ｄ／Ｗ)，格納容器内水素濃

度(Ｓ／Ｃ)，格納容器内雰囲気水素濃度および格納容器内雰

囲気酸素濃度へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタ装置出口放射線モニタの放射線量率及び事前に

フィルタ装置出口配管表面の放射線量率と配管内部の放

射性物質濃度から算出した換算係数にて放射性物質濃度

を推定し監視する。耐圧強化ベント系を使用する場合は，

耐圧強化ベント系放射線モニタの放射線量率及び事前に

耐圧強化ベント系配管表面の放射線量率と配管内部の放

射性物質濃度から算出した換算係数にて放射性物質濃度

を推定し監視する。 

格納容器圧力逃がし装置又は耐圧強化ベント系を使用

する場合は，プルームの影響による被ばくを低減させるた

め，中央制御室待避室へ待避しプラントパラメータを継続

して監視する。 

現場運転員の放射線防護を考慮して，遠隔手動弁を操作

するエリアを原子炉建屋内の原子炉区域外に設置する。 

作業員の放射線防護を考慮して，フィルタ装置，よう素

フィルタの周囲及び配管等の周辺に遮蔽体を設ける。 

また，格納容器ベント操作後の汚染の可能性を考慮し

て，防護具を装備して作業を行う。 

耐圧強化ベント系を使用する場合は，格納容器内の圧力

が規定値以下であることを確認する。 

作業性 

格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の隔離弁

を遠隔で手動操作する場合は，操作に必要な工具はなく通常

の弁操作と同様であり，原子炉建屋内の原子炉区域外で実施

する。 

電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備等を

用いて格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出に必要な

電動弁，格納容器内水素濃度計及び格納容器内酸素濃度計へ

給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）の放射

線量率および事前にフィルタ装置出口配管表面の放射線

量率と配管内部の放射性物質濃度から算出した換算係数

にて放射性物質濃度を推定し監視する。 

 

 

 

 

格納容器フィルタベント系を使用する場合は，プルーム

の影響による被ばくを低減させるため，中央制御室待避室

へ待避しプラントパラメータを継続して監視する。 

 

 

 

 

 

また，格納容器ベント操作後の汚染の可能性を考慮し

て，防護具を装備して作業を行う。 

 

 

作業性 

格納容器フィルタベント系の隔離弁を遠隔で手動操作す

る場合は，操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であ

り，原子炉建物付属棟で実施する。 

 

電源確保 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替交流電源設備等を

用いて格納容器内の水素ガスおよび酸素ガスの排出に必要

な電動弁および出口放射線モニタ，格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ），格納容器水素濃度（Ｂ系），格納容器酸素濃度（ＳＡ），

格納容器酸素濃度（Ｂ系）へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

ない。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は炉心損傷後に耐

圧強化ベントを使用し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・設備の設置位置に伴う

放射線防護対策の相違

（島根：地下，柏崎：屋

外）。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は炉心損傷後に耐

圧強化ベントを使用し

ない。 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は格納容器水素濃

度（ＳＡ）による水素

濃度測定に併せて，格

納容器酸素濃度（ＳＡ）

による酸素濃度測定が

実施可能な構成。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１０ 

操作手順 

１０．水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手

順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素が格納容器

内に放出され，格納容器から原子炉建屋原子炉棟に漏えいした

場合においても水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す

るため，静的触媒式水素再結合装置による水素濃度抑制および

原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視を行うことを目的とす

る。 

対応手段等 

１．原子炉建屋内の水素濃度監視 

発電課長は，格納容器内で発生し格納容器から原子炉建

屋に漏えいした水素濃度を監視するため，原子炉建屋内水

素濃度を用いて原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度を監視

する。 

全交流動力電源喪失または直流電源が喪失した場合は，

代替電源設備から給電されていることを確認後，原子炉建

屋内水素濃度を用いて監視する。 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※。 

※：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の１０倍を超えた場合または格納容器内雰囲

気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

２．静的触媒式水素再結合装置による水素濃度抑制 

発電課長は，格納容器内で発生した水素が格納容器から

原子炉建屋原子炉棟に漏えいした場合は，静的触媒式水素

再結合装置動作監視装置を用いて原子炉建屋原子炉棟内

の水素濃度上昇を抑制するために設置している静的触媒

式水素再結合装置の作動状態を監視する。 

全交流動力電源喪失または直流電源が喪失した場合は，

代替電源設備から給電されていることを確認後，静的触媒

式水素再結合装置動作監視装置を用いて監視する。 

表１０ 

操作手順 

１０．水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手

順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素ガスが格納

容器内に放出され，格納容器から原子炉建屋に漏えいした場合

においても水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

め，静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制及び原子炉建

屋内の水素濃度監視を行うことを目的とする。 

 

対応手段等 

１．原子炉建屋内の水素濃度監視 

当直副長は，格納容器内で発生し格納容器から原子炉建

屋に漏えいした水素濃度を監視するため，原子炉建屋水素

濃度計を用いて原子炉建屋内の水素濃度を監視する。 

 

全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合は，代替電

源設備から給電されていることを確認後，原子炉建屋内水

素濃度計を用いて監視する。 

（１）手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で格

納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当の

ガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，又は格納容

器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）が使用できな

い場合に原子炉圧力容器温度で３００℃以上を確

認した場合。 

 

２．静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制 

当直副長は，格納容器内で発生した水素ガスが格納容器

から原子炉建屋に漏えいした場合は，静的触媒式水素再結

合器動作監視装置を用いて原子炉建屋内の水素濃度上昇

を抑制するために設置している静的触媒式水素再結合器

の作動状態を監視する。 

全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合は，代替電

源設備から給電されていることを確認後，静的触媒式水素

再結合器動作監視装置を用いて監視する。 

表１０ 

操作手順 

１０．水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための手

順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，水素ガスが格納

容器内に放出され，格納容器から原子炉棟に漏えいした場合に

おいても水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するため，

静的触媒式水素処理装置による水素濃度抑制，原子炉棟内の水

素濃度監視および格納容器フィルタベント系による原子炉棟

内の水素濃度上昇の緩和を行うことを目的とする。 

対応手段等 

１．原子炉建物内の水素濃度監視 

当直副長は，格納容器内で発生し格納容器から原子炉棟

に漏えいした水素濃度を監視するため，原子炉建物水素濃

度を用いて原子炉棟内の水素濃度を監視する。 

 

全交流動力電源が喪失した場合は，代替電源設備から給

電されていることを確認後，原子炉建物水素濃度を用いて

監視する。 

（１）手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合，または格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で３００℃以上を確認した場合。 

 

 

２．静的触媒式水素処理装置による水素濃度抑制 

当直副長は，格納容器内で発生した水素ガスが格納容器

から原子炉棟に漏えいした場合は，静的触媒式水素処理装

置入口温度および静的触媒式水素処理装置出口温度を用

いて原子炉棟内の水素濃度上昇を抑制するために設置し

ている静的触媒式水素処理装置の作動状態を監視する。 

全交流動力電源または直流電源が喪失した場合は，代替

電源設備から給電されていることを確認後，静的触媒式水

素処理装置入口温度および静的触媒式水素処理装置出口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・設置許可基準規則解

釈の改正に伴う変更 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※。 

 

※：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の１０倍を超えた場合または格納容器内雰

囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉

圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯非常用ガス処理系の停止 

非常用ガス処理系の系統内での水素爆発を回避するた

め，原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇を確認した場

合は，非常用ガス処理系を手動操作により停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉建屋の

水素濃度が上昇した場合。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で格

納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当の

ガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，又は格納容

器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）が使用できな

い場合に原子炉圧力容器温度で３００℃以上を確

認した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯非常用ガス処理系の停止 

非常用ガス処理系の系統内での水素爆発を回避させる

ため，原子炉建屋内の水素濃度の上昇を確認した場合は，

非常用ガス処理系を手動操作により停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度を用いて監視する。 

（１）手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１ 

 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合，または格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で３００℃以上を確認した場合。 

 

３．格納容器フィルタベント系による原子炉棟内の水素濃度

上昇の緩和 

当直副長は，原子炉建物水素濃度が２．５vol%に到達し

た場合は，格納容器からの原子炉棟内への水素の漏えい

を抑制し，原子炉棟内の水素濃度の上昇を緩和するため，

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを実施

する。 

格納容器フィルタベント系による格納容器ベント操作

の対応手順等は表７に基づき実施する。 

 

（配慮すべき事項） 

◯非常用ガス処理系の停止 

非常用ガス処理系の系統内での水素爆発を回避させる

ため，原子炉棟内の水素濃度の上昇を確認した場合は，非

常用ガス処理系を手動操作により停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は原子炉建物の水

素濃度が上昇する前か

ら手順を着手。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・設置許可基準規則解

釈の改正に伴う変更 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１１ 

操作手順 

１１．使用済燃料プールの冷却等のための手順等 

方針目的 

使用済燃料プールの冷却機能もしくは注水機能が喪失また

は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料プールの水位が低下した場合において，使用済燃

料プール内の燃料体または使用済燃料（以下「使用済燃料プー

ル内の燃料体等」という。）を冷却し，放射線を遮蔽し，および

臨界を防止するため，燃料プール代替注水，漏えい抑制，使用

済燃料プールの監視を行うことを目的とする。さらに，使用済

燃料プールから発生する水蒸気による重大事故等対処設備へ

の悪影響を防止することを目的とする。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合

において，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し，臨界を防止し，および放射性物質の放出を低減する

ため，使用済燃料プールへのスプレイ，大気への放射性物質の

拡散抑制および使用済燃料プールの監視を行うことを目的と

する。 

対応手段等 

使用済燃料プールの冷却機能もしくは注水機能の喪失時ま

たは使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時 

１．燃料プール代替注水 

発電課長および発電所対策本部は，残留熱除去系（燃料

プール水の冷却）および燃料プール冷却浄化系の有する冷

却機能が喪失した場合，残留熱除去系ポンプによる使用済

燃料プールへの補給機能が喪失した場合または使用済燃

料プールの小規模な水の漏えいにより使用済燃料プール

の水位が低下した場合は，以下の手段により使用済燃料プ

ールへ注水する。 

 

 

なお，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による使用済燃料

プールへの注水は，海を水源として利用できる。 

 

①代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽

（No.2））を水源として，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

表１１ 

操作手順 

１１．使用済燃料プールの冷却等のための手順等 

方針目的 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使

用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該使

用済燃料プールの水位が低下した場合において，使用済燃料プ

ール内の燃料体又は使用済燃料（以下「使用済燃料プール内の

燃料体等」という。）を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防

止するため，燃料プール代替注水，漏えい抑制，使用済燃料プ

ールの監視を行うことを目的とする。さらに，使用済燃料プー

ルから発生する水蒸気による重大事故等対処設備への悪影響

を防止することを目的とする。 

また，使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要

因により当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合

において，使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行

を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減するため，

使用済燃料プールへのスプレイ，大気への拡散抑制，使用済燃

料プールの監視を行うことを目的とする。 

 

対応手段等 

使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又

は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時 

１．燃料プール代替注水 

当直副長及び緊急時対策本部は，残留熱除去系（燃料プ

ール冷却系）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済

燃料プールの冷却機能が喪失した場合，残留熱除去系ポ

ンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失した場

合，又は使用済燃料プール水の小規模な水の漏えいによ

り使用済燃料プールの水位が低下した場合は，防火水槽

又は淡水貯水池を水源として，燃料プール代替注水系に

より常設スプレイヘッダ又は可搬型スプレイヘッダから

使用済燃料プールへ注水する。 

なお，燃料プール代替注水系による使用済燃料プール

への注水は，海を水源として利用できる。 

 

 

 

表１１ 

操作手順 

１１．燃料プールの冷却等のための手順等 

方針目的 

燃料プールの冷却機能または注水機能が喪失し，または燃料

プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プール

の水位が低下した場合において，燃料プール内の燃料体または

使用済燃料（以下「燃料プール内の燃料体等」という。）を冷却

し，放射線を遮蔽し，および臨界を防止するため，燃料プール

代替注水，漏えい抑制および燃料プールの監視を行うことを目

的とする。さらに，燃料プールから発生する水蒸気による重大

事故等対処設備への悪影響を防止することを目的とする。 

 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因によ

り当該燃料プールの水位が異常に低下した場合において，燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止

し，放射性物質の放出を低減するため，燃料プールへのスプレ

イ，大気への放射性物質の拡散抑制および燃料プールの監視を

行うことを目的とする。 

 

対応手段等 

燃料プールの冷却機能もしくは注水機能の喪失時または燃

料プール水の小規模な漏えい発生時 

１．燃料プール代替注水 

当直副長および緊急時対策本部は，残留熱除去系（燃料

プール冷却機能）および燃料プール冷却系の有する燃料

プールの冷却機能が喪失した場合，残留熱除去系ポンプ

による燃料プールへの補給機能が喪失した場合，または

燃料プール水の小規模な水の漏えいにより燃料プールの

水位が低下した場合は輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水

槽（西２）を水源として，燃料プールスプレイ系（常設ス

プレイヘッダ）または燃料プールスプレイ系（可搬型スプ

レイノズル）により燃料プールへ注水する。 

なお，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）ま

たは燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへの注水は，海を水源として利用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は常設スプレイヘ
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により燃料プール代替注水系（常設配管）から注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

・燃料プール水位低警報または燃料プール温度高

警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能または注水機能が

喪失し，復旧が見込めない場合。 

②大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により燃料プール代替注

水系（常設配管）から注水できない場合，代替淡水源（淡

水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2））を水源とし

て，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により燃料プール代

替注水系（可搬型）から注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プール代替注水

系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水がで

きない場合。ただし，燃料取替床へアクセスできる場

合。 

・燃料プール水位低警報または燃料プール温度高

警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能または注水機能が

喪失し，復旧が見込めない場合。 

 

２．漏えい抑制 

発電課長は，使用済燃料プールに接続する配管の破断

等により，燃料プール冷却浄化系戻り配管からサイフォ

ン現象により使用済燃料プール水の漏えいが発生した場

合は，燃料プール冷却浄化系戻り配管上部に設けたサイ

フォンブレーク孔により漏えいが停止したことを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

常設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへ

の注水ができない場合は可搬型スプレイヘッダを使用

した注水とする。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．漏えい抑制 

当直副長は，使用済燃料プールに接続する配管の破断

等により，使用済燃料プールディフューザ配管からサイ

フォン現象により使用済燃料プール水の漏えいが発生し

た場合は，ディフューザ配管上部に設けたサイフォンブ

レーク孔により漏えいが停止したことを確認する。 

さらに，現場で手動弁により隔離操作を実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

燃料プール水位低警報が発生した場合。 

 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへの注水ができない場合は燃料プールスプ

レイ系（可搬型スプレイノズル）を使用した注水とする。 

・燃料プール水位低警報または燃料プール温度高警

報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能または注水機能が喪失し，復

旧が見込めない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．漏えい抑制 

当直副長は，燃料プールに接続する配管の破断等によ

り，燃料プールディフューザ配管からサイフォン現象に

よる燃料プール水漏えいが発生した場合は，サイフォン

ブレイク配管により漏えいが停止したことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ッダと可搬型スプレイ

ノズルからの注水手順

を合わせて記載してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は現場での手

動弁による隔離操作が

あるため，この手順に

着手するための判断基

準を記載。 
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使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時 

１．燃料プールスプレイ 

発電課長および発電所対策本部は，使用済燃料プール

からの大量の水の漏えい発生により使用済燃料プールの

水位が異常に低下した場合は，以下の手段により使用済

燃料プール内の燃料体等に直接スプレイする。 

 

 

 

なお，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による使用済燃料

プールへのスプレイは，海を水源として利用できる。 

 

 

① 代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽

（No.2））を水源として，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

により燃料プールスプレイ系（常設配管）からスプレイ

する。 

［手順着手の判断基準］ 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで

低下し，さらに以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料プールの水位が，使用済燃料貯蔵ラック

上端+6，000mmを下回ったことを使用済燃料プール

水位／温度にて確認した場合。 

② 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により燃料プールスプ

レイ系（常設配管）からスプレイできない場合，代替淡

水源（淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2））を

水源として，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により燃料

プールスプレイ系（可搬型）からスプレイする。 

［手順着手の判断基準］ 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで

低下し，さらに以下のいずれかの状況に至り，燃料プ

ールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プール

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時 

１．燃料プールスプレイ 

当直副長及び緊急時対策本部は，使用済燃料プールか

らの大量の水の漏えい等により使用済燃料プールの水位

が異常に低下した場合は，防火水槽又は淡水貯水池を水

源として，燃料プール代替注水系により常設スプレイヘ

ッダ又は可搬型スプレイヘッダから使用済燃料プール内

の燃料体等に直接スプレイする。 

 

なお，燃料プール代替注水系による使用済燃料プール

へのスプレイは，海を水源として利用できる。 

 

 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低

下し，更に以下のいずれかの状況に至った場合。 

常設スプレイヘッダを使用した使用済燃料プールへ

のスプレイができない場合は可搬型スプレイヘッダを

使用したスプレイとする。 

 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋６０００ｍｍを下回

る水位低下を使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計

にて確認した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プールからの大量の水の漏えい発生時 

１．燃料プールスプレイ 

当直副長および緊急時対策本部は，燃料プールからの

大量の水の漏えい等による燃料プールの水位が異常に低

下した場合は，輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西

２）を水源として，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）または燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノ

ズル）により燃料プール内の燃料体等に直接スプレイす

る。 

なお，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）ま

たは燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイは，海を水源として利用でき

る。 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更

に以下のいずれかの状況に至った場合。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を使用

した燃料プールへのスプレイができない場合は燃料プ

ールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）を使用したス

プレイとする。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続す

る場合。 

・燃料貯蔵ラック上端＋６０００ｍｍを下回る水位

低下を燃料プール水位（ＳＡ）にて確認した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 
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へのスプレイができない場合。ただし，燃料取替床へ

アクセスできる場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が

継続する場合。 

・使用済燃料プールの水位が，使用済燃料貯蔵ラック

上端+6，000mmを下回ったことを使用済燃料プール

水位／温度にて確認した場合。 

 

２．大気への放射性物質の拡散抑制 

発電所対策本部は，使用済燃料プールからの大量の水の

漏えい等による使用済燃料プールの水位の異常な低下に

より使用済燃料プール内の燃料体等が著しい損傷に至っ

た場合は，放水設備により原子炉建屋へ放水する。本対応

手段は，表１２「１２．発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するための手順等」の大気へ放射性物質の拡散抑制と

同様である。 

 

［手順着手の判断基準］ 

表１２「１２．発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するための手順等」参照。 

重大事故等時における使用済燃料プールの監視 

１．使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プール

の状態監視 

発電課長は，使用済燃料プールの冷却機能もしくは注

水機能喪失時または使用済燃料プール水の漏えいが発生

した場合は，使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ

式），使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式），使

用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量）

および使用済燃料プール監視カメラにより，使用済燃料

プールの状態を監視する。 

 

 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線

量）の機能が喪失している場合は，あらかじめ評価した水

位／放射線量の関係により使用済燃料プールの空間線量

率を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．大気への放射性物質の拡散抑制 

緊急時対策本部は，使用済燃料プールからの大量の水

の漏えい等による使用済燃料プールの水位の異常な低下

により使用済燃料プール内の燃料体等が著しい損傷に至

った場合は，原子炉建屋放水設備により海水を原子炉建

屋へ放水する。 

本対応手段は，表１２「１２．発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順等」の大気への放射性物質

の拡散抑制と同様である。 

（１）手順着手の判断基準 

表１２「１２．発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するための手順等」参照。 

重大事故等時の使用済燃料プールの監視 

１．使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プール

の状態監視 

当直副長は，使用済燃料プールの冷却機能又は注水機

能が喪失した場合，又は使用済燃料プール水の漏えいが

発生した場合は，使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計

（ＳＡ），使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計（ＳＡ広

域），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低

レンジ）及び使用済燃料貯蔵プール監視カメラにより使

用済燃料プールの状態を監視する。 

なお，使用済燃料貯蔵プール監視カメラは，耐環境性向

上のため冷気を供給することで冷却する。 

使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）等の機能が喪失している場合は，あらかじめ評価した

水位／放射線量の関係により使用済燃料プールの空間線

量率を推定する。 

（１）手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．大気への放射性物質の拡散抑制 

緊急時対策本部は，燃料プールからの大量の水の漏え

い等による燃料プールの水位の異常な低下により燃料プ

ール内の燃料体等が著しい損傷に至った場合は，原子炉

建物放水設備により海水を原子炉建物へ放水する。 

 

本対応手段は，表１２「１２．発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順等」の大気への放射性物質

の拡散抑制と同様である。 

（１）手順着手の判断基準 

表１２「１２．発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するための手順等」参照。 

重大事故等時における燃料プールの監視 

１．燃料プールの監視設備による燃料プールの状態監視 

 

当直副長は，燃料プールの冷却機能または注水機能が

喪失した場合，または燃料プール水の漏えいが発生した

場合は，燃料プール水位（ＳＡ）燃料プール水位・温度（Ｓ

Ａ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ）（ＳＡ）および燃料プール監視カメラ（ＳＡ）により

燃料プールの状態を監視する。 

 

なお，燃料プール監視カメラは，耐環境性向上のため冷

気を供給することで冷却する。 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）等の機能が喪失している場合は，あらかじめ評価

した水位／放射線量の関係により燃料プールの空間線量

率を推定する。 

（１）手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川はカメラと冷却装

置が一体構造のため，

空冷装置の起動操作は

不要。 
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２．代替電源による給電 

発電課長および発電所対策本部は，全交流動力電源喪

失または直流電源が喪失した状況において使用済燃料プ

ールの状態を監視するため，所内常設蓄電式直流電源設

備，常設代替直流電源設備または可搬型代替直流電源設

備から使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ

式），使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線

量，低線量）へ給電する。 

さらに，代替交流電源設備等から使用済燃料プール水

位／温度（ガイドパルス式），使用済燃料プール監視カ

メラへ給電する。 

［手順着手の判断基準］ 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」参照。 

使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響の防止 

燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 

発電課長は，燃料プール冷却浄化系が全交流動力電源

喪失および原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系

を含む。）の機能喪失により起動できず，使用済燃料プー

ルから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を

及ぼす可能性がある場合は，常設代替交流電源設備等に

より燃料プール冷却浄化系の電源を確保し，原子炉補機

代替冷却水系により冷却水を確保することで燃料プール

冷却浄化系を起動し，使用済燃料プールを除熱する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

全交流動力電源喪失および原子炉補機冷却水系の機

能喪失時，常設代替交流電源設備または可搬型代替交流

電源設備により非常用高圧母線の受電が完了し，原子炉

補機代替冷却水系および燃料プール冷却浄化系が使用

可能な状態※である場合。 

※：設備に異常がなく，電源，水源（スキマサージタン

ク）および原子炉補機代替冷却水系による補機冷却

水が確保されている状態。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報

が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，復旧が見込めない場合。 

 

２．代替電源による給電 

当直副長及び緊急時対策本部は，全交流動力電源又は

直流電源が喪失した状況において使用済燃料プールの状

態を監視するため，所内蓄電式直流電源設備及び可搬型

直流電源設備から使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計

（ＳＡ），使用済燃料貯蔵プール水位計・温度計（ＳＡ

広域），使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）へ給電する。 

さらに，代替交流電源設備等から使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラへ給電する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」参照。 

使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響防止 

１．燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 

当直副長は，燃料プール冷却浄化系が全交流動力電源

喪失により起動できず，使用済燃料プールから発生する

水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性が

ある場合は，常設代替交流電源設備等を用いて非常用所

内電気設備へ給電することにより燃料プール冷却浄化系

の電源を確保し，原子炉補機冷却水系又は代替原子炉補

機冷却系により冷却水を確保することで燃料プール冷却

浄化系を起動し，使用済燃料プールを除熱する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，常設代替交流電源設備又は第

二代替交流電源設備により非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系の受電が完了し，燃料プール冷却浄化系が使用可能な

状態※１である場合。 

 

※１：設備に異常がなく，電源，水源（スキマサージタ

ンク）及び原子炉補機冷却水系又は代替原子炉補

機冷却系による補機冷却水が確保されている状

・燃料プール水位低警報または燃料プール温度高警

報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能または注水機能が喪失し，復

旧が見込めない場合。 

 

２．代替電源による給電 

当直副長および緊急時対策本部は，全交流動力電源ま

たは直流電源が喪失した状況において燃料プールの状態

を監視するため，常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備および可搬型

直流電源設備から燃料プール水位（ＳＡ），燃料プール

水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ）へ給電する。 

さらに，代替交流電源設備等から燃料プール監視カメ

ラへ給電する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」参照。 

燃料プールから発生する水蒸気による悪影響防止 

１．燃料プール冷却系による燃料プールの除熱 

当直副長は，燃料プール冷却系が全交流動力電源喪失

または原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系の機

能喪失により起動できず，燃料プールから発生する水蒸

気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある

場合は，常設代替交流電源設備等を用いて非常用所内電

気設備へ給電することにより燃料プール冷却系の電源を

確保し，原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系ま

たは原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保すること

で燃料プール冷却系を起動し，燃料プールを除熱する。 

（１）手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失または原子炉補機冷却水系およ

び原子炉補機海水系の機能喪失時，常設代替交流電源設

備により非常用交流高圧電源母線Ａ系およびＢ系の受

電が完了し，燃料プール冷却系が使用可能な状態※１で

ある場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，水源（スキマサージタ

ンク）および原子炉補機冷却水系および原子炉補

機海水系または原子炉補機代替冷却系による補

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は燃料プールの状

態を監視するため電源

設備として，常設代替

交流電源設備も使用。 

・ 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は可搬型代替交流

電設備からの給電も可

能。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交

流電源設備を設置。 
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重大事故等時の対応手段の選択 

使用済燃料プールの冷却機能もしくは注水機能が喪失し

た場合または使用済燃料プールの水位が低下した場合は，そ

の程度によらず，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により使用

済燃料プールへ注水またはスプレイ可能となるよう準備す

る。 

 

また，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により使用済燃料プ

ールへ注水またはスプレイする場合は，常設配管を優先して

使用し，常設配管が使用できない場合は，可搬型を使用する。 

 

 

全交流動力電源の喪失および原子炉補機冷却水系（原子炉

補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により燃料プール冷却

浄化系による使用済燃料プールの除熱ができず，使用済燃料

プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響

を及ぼす可能性がある場合は，常設代替交流電源設備等を用

いて燃料プール冷却浄化系の電源を確保し，原子炉補機代替

冷却水系により冷却水を確保するとともに燃料プール代替

注水により水源を確保し，燃料プール冷却浄化系により使用

済燃料プールを除熱する。 

作業性 

燃料プール代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水

系（可搬型），燃料プールスプレイ系（常設配管）および燃

料プールスプレイ系（可搬型）で使用する大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）のホース接続は，汎用の結合金具を使用し，容

易に操作できるよう十分な作業スペースを確保する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

態。 

重大事故等時の対応手段の選択 

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失した

場合，又は使用済燃料プールの水位が低下した場合は，そ

の程度によらず，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級）及び

（Ａ－２級）により使用済燃料プールへ注水又はスプレイ

が可能となるよう準備し，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１

級）を優先して使用する。 

また，可搬型代替注水ポンプにより使用済燃料プールへ

注水又はスプレイする場合は，常設スプレイヘッダを優先

して使用し，常設スプレイヘッダが使用できない場合は，

可搬型スプレイヘッダを使用する。 

 

全交流動力電源の喪失により燃料プール冷却浄化系に

よる使用済燃料プールの除熱ができず，使用済燃料プール

から発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及

ぼす可能性がある場合は，常設代替交流電源設備等を用い

て燃料プール冷却浄化系の電源を確保し，原子炉補機冷却

水系又は代替原子炉補機冷却系により冷却水を確保する

とともに燃料プール代替注水により水源を確保し，燃料プ

ール冷却浄化系により使用済燃料プールを除熱する。 

 

作業性 

燃料プール代替注水系で使用する可搬型代替注水ポンプ

（Ａ－１級）及び（Ａ－２級）のホースの接続は，汎用の結

合金具を使用し，容易に操作できるよう十分な作業スペース

を確保する。 

 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

 

機冷却水が確保されている状態。 

重大事故等時の対応手段の選択 

燃料プールの冷却機能または注水機能が喪失した場合，

または燃料プールの水位が低下した場合は，その程度によ

らず，大量送水車により燃料プールへ注水またはスプレイ

が可能となるよう準備する。 

 

 

また，大量送水車により燃料プールへ注水またはスプレ

イする場合は，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッ

ダ）を優先して使用し，燃料プールスプレイ系（常設スプ

レイヘッダ）が使用できない場合は，燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）を使用する。 

全交流動力電源の喪失または原子炉補機冷却水系およ

び原子炉補機海水系の機能喪失により燃料プール冷却系

による燃料プールの除熱ができず，燃料プールから発生す

る水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性

がある場合は，常設代替交流電源設備を用いて燃料プール

冷却系の電源を確保し，原子炉補機冷却水系および原子炉

補機海水系または原子炉補機代替冷却系により冷却水を

確保するとともに燃料プール代替注水により水源を確保

し，燃料プール冷却系により燃料プールを除熱する。 

作業性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）または燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）で使用する大量

送水車のホースの接続は，汎用の結合金具を使用し，容易に

操作できるよう十分な作業スペースを確保する。 

 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は大量送水車のみ

の使用している。 
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表１２ 

操作手順 

１２．発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷および格納容器の破損または使用済燃料

プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大気

への放射性物質の拡散抑制および海洋への放射性物質の拡散

抑制により発電所外への放射性物質の拡散を抑制することを

目的とする。 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合において，航空機燃料火災への泡消火によ

り火災に対応することを目的とする。 

対応手段等 

炉心の著しい損傷および格納容器の破損または使用済燃料

プール内燃料体等の著しい損傷 

１．大気への放射性物質の拡散抑制 

発電所対策本部は，炉心損傷を判断した場合においてあ

らゆる注水手段を講じても原子炉圧力容器への注水が確

認できない場合，使用済燃料プール水位が低下した場合に

おいてあらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する

場合または大型航空機の衝突等，原子炉建屋の外観で大き

な損傷を確認した場合は，海を水源として，大容量送水ポ

ンプ（タイプⅡ）および放水砲による放水準備を開始する。

その後，格納容器の破損のおそれがある場合，格納容器か

らの異常な漏えいにより原子炉格納容器フィルタベント

系で格納容器の減圧および除熱をしているものの，原子炉

建屋ベント設備を開放する場合，使用済燃料プールへのス

プレイができない場合またはプラントの異常によりモニ

タリング設備の指示がオーダーレベルで上昇した場合は，

原子炉建屋に海水を放水する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※において，あらゆる注水

手段を講じても原子炉への注水が確認できない場

合 

・使用済燃料プール水位が低下した場合において，あ

らゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場

表１２ 

操作手順 

１２．発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷及び格納容器の破損又は使用済燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大気への放

射性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制により発

電所外への放射性物質の拡散を抑制することを目的とする。 

 

また，原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合において，航空機燃料火災への泡消火によ

り火災に対応することを目的とする。 

対応手段等 

炉心の著しい損傷及び格納容器の破損又は使用済燃料プー

ル内燃料体等の著しい損傷 

１．大気への放射性物質の拡散抑制 

緊急時対策本部は，炉心損傷を判断した場合においてあ

らゆる注水手段を講じても原子炉圧力容器への注水が確

認できない場合，使用済燃料プール水位が低下した場合に

おいてあらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する

場合，又は大型航空機の衝突等，原子炉建屋で大きな損傷

を確認した場合は，海を水源として，大容量送水車（原子

炉建屋放水設備用）及び放水砲により放水準備を開始す

る。その後，格納容器の破損のおそれがある場合，格納容

器からの異常な漏えいにより格納容器圧力逃がし装置で

格納容器の減圧及び除熱をしているものの，原子炉建屋ト

ップベントを開放する場合，使用済燃料プールへのスプレ

イが出来ない場合，又は，プラントの異常によりモニタリ

ングポストの指示がオーダーレベルで上昇した場合は，原

子炉建屋に海水を放水する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※１において，あらゆる注水

手段を講じても原子炉への注水が確認できない場

合。 

・使用済燃料プール水位が低下した場合において，あ

らゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場

表１２ 

操作手順 

１２．発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

方針目的 

炉心の著しい損傷および格納容器の破損または燃料プール

内燃料体等の著しい損傷に至った場合において，大気への放射

性物質の拡散抑制，海洋への放射性物質の拡散抑制により発電

所外への放射性物質の拡散を抑制することを目的とする。 

 

また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合において，航空機燃料火災への泡消火によ

り火災に対応することを目的とする。 

対応手段等 

炉心の著しい損傷および格納容器の破損または燃料プール

内燃料体等の著しい損傷 

１．大気への放射性物質の拡散抑制 

緊急時対策本部は，炉心損傷を判断した場合においてあ

らゆる注水手段を講じても原子炉圧力容器への注水が確

認できない場合，燃料プール水位が低下した場合において

あらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場合，ま

たは大型航空機の衝突等，原子炉建物外観で大きな損傷を

確認した場合は，海を水源として，大型送水ポンプ車およ

び放水砲により放水準備を開始する。その後，格納容器の

破損のおそれがある場合，格納容器からの異常漏えいによ

り格納容器フィルタベント系で格納容器の減圧および除

熱をしているものの，原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネルを開放する場合，燃料プールスプレイ系（可搬型ス

プレイノズル）による燃料プールへのスプレイができない

場合，または，プラントの異常によりモニタリングポスト

の指示がオーダーレベルで上昇した場合は，原子炉建物に

海水を放水する。 

（１）手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※１において，あらゆる注水

手段を講じても原子炉への注水が確認できない場

合。 

・燃料プール水位が低下した場合において，あらゆる

注水手段を講じても水位低下が継続する場合。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

合 

・大型航空機の衝突等，原子炉建屋の外観で大きな損

傷を確認した場合 

※：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内

のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガ

ンマ線線量率の１０倍を超えた場合または格

納容器内雰囲気放射線モニタが使用できない

場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確

認した場合。 

 

２．海洋への放射性物質の拡散抑制 

発電所対策本部は，大容量送水ポンプ（タイプⅡ）およ

び放水砲により原子炉建屋へ海水を放水する場合は，放射

性物質を含む汚染水が発生するため，南側排水路排水桝，

タービン補機放水ピット，北側排水路排水桝および取水口

の合計４箇所にシルトフェンスを設置することで，海洋へ

の放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置にあたっては，放水した汚染水が直接流れ込む南側

排水路排水桝およびタービン補機放水ピットの２箇所を

優先する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放

射性物質の拡散抑制を行う手順の着手を判断した場合。 

 

 

航空機燃料火災への泡消火 

発電所対策本部は，原子炉建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災が発生した場合は，海を水源として，大

容量送水ポンプ（タイプⅡ），放水砲および泡消火薬剤混合

合。 

・大型航空機の衝突等，原子炉建屋の外観で大きな損

傷を確認した場合。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で３００℃以上を確認した場合。 

 

２．海洋への放射性物質の拡散抑制 

緊急時対策本部は，大容量送水車（原子炉建屋放水設備

用）及び放水砲により原子炉建屋へ海水を放水する場合

は，放射性物質を含む汚染水が発生するため，以下の手段

により海洋への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

（１）防潮堤内側の合計６箇所に放射性物質吸着材を設置

する。設置にあたっては，放水した汚染水が流れ込む

７号炉近傍の構内雨水排水路の集水桝を優先する。 

ａ．手順着手の判断基準 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲に

よる大気への放射性物質の拡散抑制を行う手順の着

手を判断した場合。 

 

（２）小型船舶（汚濁防止膜設置用）を用いて取水口３箇所，

放水口１箇所の合計４箇所に汚濁防止膜を設置す

る。設置にあたっては，放水した汚染水が海洋に流れ

込むルートにある放水口１箇所を優先する。 

ａ．手順着手の判断基準 

放射性物質吸着材の設置作業が完了した後におい

て，汚濁防止膜の設置が可能な状況（大津波警報，津

波警報が出ていない又は解除された等）である場合。 

 

航空機燃料火災への泡消火 

緊急時対策本部は，原子炉建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災が発生した場合は，海を水源として，大

容量送水車（原子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液搬送

 

・大型航空機の衝突など，原子炉建物の外観で大きな

損傷を確認した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した

場合。 

 

２．海洋への放射性物質の拡散抑制 

緊急時対策本部は，大型送水ポンプ車および放水砲によ

り原子炉建物へ海水を放水する場合は，放射性物質を含む

汚染水が発生するため，以下の手段により海洋への放射性

物質の拡散を抑制する。 

 

 

（１）防波壁内側の雨水排水路集水枡３箇所に放射性物質

吸着材を設置する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

大型送水ポンプ車および放水砲による大気への放

射性物質の拡散抑制を行う手順の着手を判断した場

合。 

 

（２）人力にて２号炉放水接合槽に，小型船舶を用いて輪谷

湾にシルトフェンスを設置する。 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

放射性物質吸着材の設置作業が完了した後におい

て，シルトフェンスの設置が可能な状況（大津波警

報，津波警報が出ていないまたは解除された等）であ

る場合。 

航空機燃料火災への泡消火 

緊急時対策本部は，原子炉建物周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災が発生した場合は，海を水源として，大

型送水ポンプ車および放水砲により，泡消火を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は放水砲による放

水開始前にシルトフェ

ンスを設置することで

海洋への放射性物質の

拡散抑制対策が可能な

ため，放射性物質吸着

材は自主対策設備と位

置付けている。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

装置により，泡消火を実施する。 

［手順着手の判断基準］ 

航空機燃料火災が発生した場合。 

操作性 

放水砲は風向き等の天候状況およびアクセス状況に応じ

て，最も効果的な方角から原子炉建屋の破損口等，放射性物

質の放出箇所に向けて放水する。 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで放水形

状を直線状または噴霧状に調整でき，放水形状は，直線状と

するとより遠くまで放水できるが，噴霧状とすると直線状よ

りも放射性物質の拡散抑制効果が期待できることから，なる

べく噴霧状を使用する。 

作業性 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）および放水砲の準備にあた

り，プラント状況や周辺の現場状況，ホースの敷設時間等を

考慮し，複数あるホース敷設ルートから作業時間が短くなる

よう適切なルートを選択する。 

ホース等の取り付けは，速やかに作業ができるように大容

量送水ポンプ（タイプⅡ）の保管場所に使用工具およびホー

スを配備する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と

同様である。 
 

車及び泡原液混合装置により，泡消火を実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

操作性 

放水砲は風向き等の天候状況及びアクセス状況に応じて，

最も効果的な方角から原子炉建屋の破損口等，放射性物質の

放出箇所に向けて放水する。 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで放水形

状を直線状又は噴霧状に調整でき，放水形状は，直線状とす

るとより遠くまで放水できるが，噴霧状とすると直線状より

も放射性物質の拡散抑制効果が期待できることから，なるべ

く噴霧状を使用する。 

作業性 

大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び放水砲の準備

にあたり，プラント状況や周辺の現場状況，ホースの敷設時

間等を考慮し，複数あるホース敷設ルートから作業時間が短

くなるよう適切なルートを選択する。 

ホース等の取り付けは，速やかに作業ができるように大容

量送水車（原子炉建屋放水設備用）の保管場所に使用工具及

びホースを配備する。 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 

 

 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

操作性 

放水砲は風向き等の天候状況およびアクセス状況に応じ

て，最も効果的な方角から原子炉建物の破損口等，放射性物

質の放出箇所に向けて放水する。 

放水砲による放水は，噴霧ノズルを調整することで放水形

状を直線状または噴霧状に調整でき，放水形状は，直線状と

するとより遠くまで放水できるが，噴霧状とすると直線状よ

りも放射性物質の拡散抑制効果が期待できることから，なる

べく噴霧状を使用する。 

作業性 

大型送水ポンプ車および放水砲の準備にあたり，プラント

状況や周辺の現場状況，ホースの敷設時間等を考慮し，複数

あるホース敷設ルートから作業時間が短くなるよう適切な

ルートを選択する。 

ホース等の取付けは，速やかに作業ができるように大型送

水ポンプ車の保管場所に使用工具およびホースを配備する。 

 

燃料補給 

表１４「１４．電源の確保に関する手順等」の燃料補給と同

様である。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１３ 

操作手順 

１３．重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

方針目的 

設計基準事故の収束に必要な水源であるサプレッションチ

ェンバおよび復水貯蔵タンクとは別に，重大事故等の収束に必

要となる水源として，ほう酸水注入系貯蔵タンク等を確保する

ことを目的とする。さらに，代替淡水源として淡水貯水槽

（No.1）および淡水貯水槽（No.2）を確保するとともに，海を

水源として確保することを目的とする。 

設計基準事故対処設備および重大事故等対処設備に対して，

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するため，

復水貯蔵タンク，サプレッションチェンバ，淡水貯水槽（No.1），

淡水貯水槽（No.2），海およびほう酸水注入系貯蔵タンクを水

源として対応し，ならびに復水貯蔵タンク，淡水貯水槽（No.1）

および淡水貯水槽（No.2）への水の補給を行うことを目的とす

る。 

対応手段等 

水源を利用した対応手順 

１．復水貯蔵タンクを水源とした対応手段 

発電課長は，サプレッションチェンバを水源として利用

できない場合は，復水貯蔵タンクを水源として，以下の手

段により対応する。 

（１）重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔

離時冷却系または高圧炉心スプレイ系により原子炉圧

力容器へ注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原

子炉を冷却するための手順等」と同様である。 

（２）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時において，原子

炉隔離時冷却系および高圧炉心スプレイ系の故障等に

より原子炉の冷却ができない場合は，高圧代替注水系に

より原子炉圧力容器へ注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原

子炉を冷却するための手順等」または表８「８．格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同様

である。 

（３）原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時において，残留

熱除去系（低圧注水モード）および低圧炉心スプレイ系

の故障等により原子炉の冷却ができない場合は，低圧代

替注水系（常設）（復水移送ポンプ）または低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）により原子

炉圧力容器へ注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

表１３ 

操作手順 

１３．重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

方針目的 

設計基準事故の収束に必要な水源であるサプレッションプ

ール及び復水貯蔵槽とは別に，重大事故等の収束に必要となる

水源として，ほう酸水貯蔵タンク等を確保することを目的とす

る。さらに，代替淡水源として防火水槽及び淡水貯水池を確保

するとともに，海を水源として確保することを目的とする。 

 

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するため，復

水貯蔵槽，サプレッションプール，防火水槽，淡水貯水池，海

及びほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段，並びに復水貯

蔵槽，防火水槽等へ水を補給することを目的とする。 

 

 

対応手段等 

水源を利用した対応手順 

１．復水貯蔵槽を水源とした対応手段 

当直副長は，サプレッションプールを水源として利用で

きない場合は，復水貯蔵槽を水源として，以下の手段によ

り対応する。 

（１）重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔

離時冷却系及び高圧炉心注水系により原子炉圧力容

器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原

子炉を冷却するための手順等」と同様である。 

（２）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時において，原子

炉隔離時冷却系及び高圧炉心注水系の故障等により

原子炉の冷却ができない場合は，高圧代替注水系に

より原子炉圧力容器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原

子炉を冷却するための手順等」又は表８「８．格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同様

である。 

（３）原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時において，残留

熱除去系（低圧注水系）の故障等により原子炉の冷却

ができない場合は，低圧代替注水系（常設）により原

子炉圧力容器へ注水する。 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

表１３ 

操作手順 

１３．重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

方針目的 

設計基準事故の収束に必要な水源であるサプレッションチ

ェンバおよび復水貯蔵タンクとは別に，重大事故等の収束に必

要となる水源として，低圧原子炉代替注水槽およびほう酸水貯

蔵タンクを確保することを目的とする。さらに，代替淡水源と

して輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）を確保する

とともに，海を水源として確保することを目的とする。 

設計基準事故対処設備および重大事故等対処設備に対して，

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するため，

サプレッションチェンバ，低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽

（西１），輪谷貯水槽（西２），海およびほう酸水貯蔵タンクを

水源とした対応手段，ならびに低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯

水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）へ水を補給することを

目的とする。 

対応手段等 

水源を利用した対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の復水貯蔵タンク

は，重大事故等対処設

備ではなく，自主対策

設備として整理。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

子炉を冷却するための手順等」または表８「８．格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同様

である。 

（４）残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の故障

等により格納容器内の冷却ができない場合は，原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（常設）により格納容器内へ

スプレイする。 

［手順着手の判断基準］ 

表６「６．格納容器の冷却等のための手順等」と同

様である。 

（５）格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷却するため，

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）

または格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により格納

容器下部へ注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

 

２．サプレッションチェンバを水源とした対応手段 

発電課長は，復水貯蔵タンクを水源として利用できない

場合は，サプレッションチェンバを水源として，以下の手

段により対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重大事故等対処設備（設計基準拡張）である高圧炉心

スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）および低

圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器へ注水する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原

子炉を冷却するための手順等」または表４「４．原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する

ための手順等」と同様である。 

（２）重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）により格納容器内

を除熱する。 

［手順着手の判断基準］ 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（３）重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）によりサプ

子炉を冷却するための手順等」又は表８「８．格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同様

である。 

（４）残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)の故障等に

より格納容器内の冷却ができない場合は，代替格納

容器スプレイ冷却系（常設）により格納容器内へスプ

レイする。 

ａ．手順着手の判断基準 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（５）格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷却するため，

格納容器下部注水系（常設）により格納容器下部へ注

水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

 

 

２．サプレッションプールを水源とした対応手段 

当直副長及び緊急時対策本部は，復水貯蔵槽を水源とし

て利用できない場合は，サプレッションプールを水源とし

て，以下の手段により対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔

離時冷却系，高圧炉心注水系及び残留熱除去系（低圧

注水系）により原子炉圧力容器へ注水する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原

子炉を冷却するための手順等」又は表４「４．原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等」と同様である。 

（２）重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除

去系(格納容器スプレイ冷却系及びサプレッション

プール冷却系)により格納容器内を除熱する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．サプレッションチェンバを水源とした対応手段 

当直副長は，サプレッションチェンバを水源として，以

下の手段により対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔

離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ

系および低圧注水系により原子炉圧力容器へ注水す

る。 

ａ．手順着手の判断基準 

表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原

子炉を冷却するための手順等」または表４「４．原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却する

ための手順等」と同様である。 

（２）重大事故等対処設備（設計基準拡張）である格納容器

冷却系および残留熱除去系(サプレッションプール

水冷却モード)により格納容器内を除熱する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【島根固有】 

・島根の復水貯蔵タンク

は，重大事故等対処設

備ではなく，自主対策

設備として整理してい

る。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある

（ABWRと BWR-5の ECCS

構成の相違）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は，１．（２）に包

6
8
1
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

レッションプールを除熱する。 

［手順着手の判断基準］ 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）残存溶融炉心の冷却および格納容器の破損を防止する

ため，代替循環冷却系により原子炉圧力容器への注水お

よび格納容器内を除熱する。 

［手順着手の判断基準］ 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

子炉を冷却するための手順等」，表７「７．格納容器

の過圧破損を防止するための手順等」または表８「８．

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と

同様である。 

（５）格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷却するため，

代替循環冷却系または格納容器下部注水系（常設）（代

替循環冷却ポンプ）により格納容器下部へ注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）格納容器の破損を防止するため，代替循環冷却系によ

り原子炉圧力容器及び格納容器内を除熱する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表７「７．格納容器の過圧破損を防止するための手

順等」と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時において，原子

炉隔離時冷却系および高圧炉心スプレイ系の故障等

により原子炉の冷却ができない場合は，高圧原子炉

代替注水系により原子炉圧力容器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原

子炉を冷却するための手順等」と同様である。 

 

（４）格納容器の破損を防止するため，残留熱代替除去系に

より原子炉圧力容器および格納容器内を除熱する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表７「７．格納容器の過圧破損を防止するための手

順等」と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手段 

当直副長はサプレッションチェンバを水源として利用

できない場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源として，以

下の手段により対応する。 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時において，低圧

注水系，残留熱除去系原子炉停止時冷却モードおよ

び低圧炉心スプレイ系の故障等により原子炉の冷却

ができない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設）に

より原子炉圧力容器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

子炉を冷却するための手順等」と同様である。 

（２）格納容器冷却系の故障等により格納容器内の冷却が

できない場合は，格納容器代替スプレイ系（常設）に

より格納容器内へスプレイする。 

ａ．手順着手の判断基準 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（３）格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するため，ペ

含している。 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は，高圧原子炉代

替注水系の水源をサプ

レッションチェンバと

している。柏崎刈羽の

高圧代替注水系は，復

水貯蔵槽を水源として

いる。 

【女川との相違】 

・女川は代替循環冷却系

による原子炉圧力容器

への注水および圧力容

器破損後の格納容器下

部への注水を整備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は重大事故等対処

設備として，低圧原子

炉代替注水槽を設置。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

３．淡水貯水槽を水源とした対応手段 

 

発電課長および発電所対策本部は，復水貯蔵タンクおよ

びサプレッションチェンバを水源として利用できない場

合は，淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）を水

源として，以下の手段により対応する。 

なお，淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）が

枯渇する可能性がある場合は，海水を補給するか，海を水

源として利用する。原子炉格納容器フィルタベント系を使

用した時にフィルタ装置への水の補給が必要な場合は，淡

水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）を水源として，

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により補給する。 

（１）低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注

水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

子炉を冷却するための手順等」または表８「８．格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同様

である。 

（２）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により

格納容器内へスプレイする。 

［手順着手の判断基準］ 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（３）原子炉格納容器下部注水系（可搬型）または原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により格納容器下

部へ注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

（４）燃料プール代替注水系（常設配管）または燃料プール

代替注水系（可搬型）により使用済燃料プールへ注水す

る。 

［手順着手の判断基準］ 

表１１「１１．使用済燃料プールの冷却等のための

手順等」と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．防火水槽を水源とした対応手段 

 

当直副長及び緊急時対策本部は，復水貯蔵槽及びサプレ

ッションプールを水源として利用できない場合は，防火水

槽を水源として，以下の手段により対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注

水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

子炉を冷却するための手順等」又は表８「８．格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同様

である。 

（２）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により格納容

器内へスプレイする。 

ａ．手順着手の判断基準 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（３）格納容器下部注水系（可搬型）により格納容器下部へ

注水する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

（４）燃料プール代替注水系により使用済燃料プールへ注

水及びスプレイする。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

表１１「１１．使用済燃料プールの冷却等のための

手順等」と同様である。 

なお，防火水槽に淡水を補給できない場合は，海水を補

給するか，海を水源として利用する。 

 

 

デスタル代替注水系（常設）により格納容器下部へ注

水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

 

３．輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）を水源と

した対応手段 

当直副長および緊急時対策本部は，サプレッションチェ

ンバおよび低圧原子炉代替注水槽を水源として利用でき

ない場合は，輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）

を水源として，以下の手段により対応する。 

 

 

 

 

 

 

（１）低圧原子炉代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容

器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

子炉を冷却するための手順等」または表８「８．格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同

様である。 

（２）格納容器代替スプレイ系（可搬型）により格納容器内

へスプレイする。 

ａ．手順着手の判断基準 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（３）格納容器代替スプレイ系（可搬型）およびペデスタル

代替注水系（可搬型）により格納容器下部へ注水す

る。 

ａ．手順着手の判断基準 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

（４）燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）または

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

り燃料プールへ注水およびスプレイする。 

ａ．手順着手の判断基準 

表１１「１１．燃料プールの冷却等のための手順

等」と同様である。 

なお，輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）に

淡水を補給できない場合は，海水を補給するか，海を水源

として利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

【女川との相違】 

・島根は３．（４）の後に

記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は格納容器下部へ

の注水とＳＡ時のＳＲ

Ｖ健全性確保の観点か

ら，スプレイ管を使用

した格納容器下部への

注水手段を整備 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（５）燃料プールスプレイ系（常設配管）または燃料プール

スプレイ系（可搬型）により使用済燃料プールへスプレ

イする。 

［手順着手の判断基準］ 

表１１「１１．使用済燃料プールの冷却等のための

手順等」と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．海を水源とした対応手段 

発電課長および発電所対策本部は，復水貯蔵タンク，サ

プレッションチェンバおよび淡水貯水槽（No.1）および淡

 

 

 

 

 

 

格納容器圧力逃がし装置を使用した時にフィルタ装置

へ水の補給が必要な場合は，防火水槽を水源として，可搬

型代替注水ポンプ（Ａ－２級）により補給する。 

 

４．淡水貯水池を水源とした対応手段 

当直副長及び緊急時対策本部は，復水貯蔵槽，サプレッ

ションプール及び防火水槽を水源として利用できない場

合は，淡水貯水池を水源として，以下の手段により対応す

る。 

（１）低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注

水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

子炉を冷却するための手順等」又は表８「８．格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同様

である。 

（２）代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）により格納容

器内へスプレイする。 

ａ．手順着手の判断基準 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（３）格納容器下部注水系（可搬型）により格納容器下部へ

注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

（４）燃料プール代替注水系により使用済燃料プールへ注

水及びスプレイする。 

ａ．手順着手の判断基準 

表１１「１１．使用済燃料プールの冷却等のための

手順等」と同様である。 

 

格納容器圧力逃がし装置を使用した時にフィルタ装置

へ水を補給する際に防火水槽を水源として利用できない

場合は，淡水貯水池を水源として，可搬型代替注水ポンプ

（Ａ－２級）により補給する。 

 

５．海を水源とした対応手段 

当直副長は，復水貯蔵槽，サプレッションプール，防火

水槽及び淡水貯水池を水源として利用できない場合は，海

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．海を水源とした対応手段 

当直副長は，サプレッションチェンバ，低圧原子炉代替

注水槽，輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）を

【女川との相違】 

・島根は，３．（４）に包

含して記載。 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はスクラビング水

の水位挙動評価によ

り，事故発生後７日間

はスクラビング水の補

給は不要。 

・柏崎は防火水槽を使用

した手段が取れない場

合の対応として淡水貯

水池から直接注水等を

行うし手段を整備。島

根は大量送水車の水中

ポンプを１台ずるつ輪

谷貯水槽（西１）およ

び（西２）に投入し取

水するため，輪谷貯水

槽（西１）／（西２）間

の補給操作が不要な設

計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

6
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

水貯水槽（No.2）を水源として利用できない場合は，海を

水源として，以下の手段により対応する。 

（１）低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注

水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

子炉を冷却するための手順等」または表８「８．格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同様

である。 

（２）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により

格納容器内へスプレイする。 

 

［手順着手の判断基準］ 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（３）原子炉格納容器下部注水系（可搬型）または原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により格納容器下

部へ注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

（４）燃料プール代替注水系（常設配管）または燃料プール

代替注水系（可搬型）により使用済燃料プールへ注水す

る。 

 

［手順着手の判断基準］ 

表１１「１１．使用済燃料プールの冷却等のための

手順等」と同様である。 

（５）燃料プールスプレイ系（常設配管）または燃料プール

スプレイ系（可搬型）により使用済燃料プールへスプレ

イする。 

［手順着手の判断基準］ 

表１１「１１．使用済燃料プールの冷却等のための

手順等」と同様である。 

（６）原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）

により補機冷却水を確保する。 

［手順着手の判断基準］ 

表５「５．最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

手順等」と同様である。 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）

が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場

合は，原子炉補機代替冷却水系を使用し，残留熱除去系等

の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ

輸送する。本対応手段は，表５「５．最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための手順等」の原子炉補機代替冷却水系に

よる除熱と同様である。 

を水源として，以下の手順により対応する。 

 

（１）大容量送水車（海水取水用）及び低圧代替注水系（可

搬型）により原子炉圧力容器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

子炉を冷却するための手順等」又は表８「８．格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同様

である。 

（２）大容量送水車（海水取水用）及び代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）により格納容器内へスプレイす

る。 

ａ．手順着手の判断基準 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（３）大容量送水車（海水取水用）及び格納容器下部注水系

（可搬型）により格納容器下部へ注水する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

（４）大容量送水車（海水取水用）及び燃料プール代替注水

系により使用済燃料プールへ注水及びスプレイす

る。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

表１１「１１．使用済燃料プールの冷却等のための

手順等」と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却水系の故障等により最終ヒートシンク

へ熱を輸送できない場合は，代替原子炉補機冷却系を使用

し，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃

がし場である海へ輸送する。 

本対応手段は，表５「５．最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための手順等」の代替原子炉補機冷却系による除熱と

同様である。 

水源として利用できない場合は，海を水源として，以下の

手順により対応する。 

（１）大量送水車および低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

より原子炉圧力容器へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表４「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原

子炉を冷却するための手順等」または表８「８．格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と同

様である。 

（２）大量送水車および格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により格納容器内へスプレイする。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

表６「６．格納容器内の冷却等のための手順等」と

同様である。 

（３）大量送水車および格納容器代替スプレイ系（可搬型），

大量送水車およびペデスタル代替注水系（可搬型）に

より格納容器下部へ注水する。 

ａ．手順着手の判断基準 

表８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」と同様である。 

（４）大量送水車および燃料プールスプレイ系（常設スプレ

イヘッダ）または燃料プールスプレイ系（可搬型スプ

レイノズル）により燃料プールへ注水およびスプレ

イする。 

ａ．手順着手の判断基準 

表１１「１１．燃料プールの冷却等のための手順

等」と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水系の故障等

により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は，原子

炉補機代替冷却系により，発生した熱を最終的な熱の逃が

し場である海へ輸送する。 

本対応手段は，表５「５．最終ヒートシンクへ熱を輸送

するための手順等」の原子炉補機代替冷却系による除熱と

同様である。 

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は格納容器下部へ

の注水とＳＡ時のＳＲ

Ｖ健全性確保の観点か

ら，スプレイ管を使用

した格納容器下部への

注水手段を整備 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は４．（４）に包含

して記載。 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は原子炉補機冷却

水系が喪失した場合の

対応を表５に記載して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

6
8
5



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

炉心の著しい損傷が発生した場合においてあらゆる注

水手段を講じても原子炉圧力容器への注水が確認できな

い場合，使用済燃料プールの水位が低下した場合において

あらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場合ま

たは大型航空機の衝突等，原子炉建屋の外観で大きな損傷

を確認した場合は，海を水源として，大容量送水ポンプ（タ

イプⅡ）および放水砲により放水する。 

本対応手段は，表１２「１２．発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順等」の大気への放射性物質の

拡散抑制と同様である。 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合は，海を水源として，大容量送水ポン

プ（タイプⅡ），放水砲および泡消火薬剤混合装置により

泡消火を実施する。 

本対応手段は，表１２「１２．発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順等」の航空機燃料火災への泡

消火と同様である。 

 

５．ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした対応手段 

発電課長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場合

または重大事故等の進展抑制および溶融炉心の格納容器

下部への落下を遅延・防止が必要となる場合は，ほう酸水

注入系貯蔵タンクを水源として，ほう酸水注入系により原

子炉圧力容器へほう酸水を注水する。 

［手順着手の判断基準］ 

表１「１．緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするた

めの手順等」，表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時に原子炉を冷却するための手順等」または表８

「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順

等」と同様である。 

 

水源へ水を補給するための対応手段 

１．復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手段 

発電所対策本部は，水源として復水貯蔵タンクを利用す

る場合は，淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）

の水を大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により復水貯蔵タン

クへ補給する。 

また，海水を利用する場合は，海水取水箇所（取水口ま

たは海水ポンプ室）から大容量送水ポンプ（タイプⅡ）に

より淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）へ補給

した海水または大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により送水

された海水を復水貯蔵タンクへ補給する。 

［手順着手の判断基準］ 

①淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）による復水貯蔵タンクへの補給 

復水貯蔵タンクへ補給が必要な場合で，淡水貯水槽を

炉心損傷を判断した場合においてあらゆる注水手段を

講じても原子炉圧力容器への注水が確認できない場合，使

用済燃料プール水位が低下した場合においてあらゆる注

水手段を講じても水位低下が継続する場合，又は大型航空

機の衝突等，原子炉建屋で大きな損傷を確認した場合は，

海を水源として，大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

及び放水砲により放水する。 

本対応手段は，表１２「１２．発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順等」の大気への放射性物質の

拡散抑制と同様である。 

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合は，海を水源として，大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用），放水砲，泡原液搬送車及び泡原液

混合装置により泡消火を実施する。 

本対応手段は，表１２「１２．発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順等」の航空機燃料火災への泡

消火と同様である。 

 

６．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段 

当直副長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場

合，又は重大事故等の進展抑制や溶融炉心の格納容器下部

への落下遅延・防止が必要となる場合は，ほう酸水貯蔵タ

ンクを水源として，ほう酸水注入系により原子炉圧力容器

へほう酸水を注入する。 

（１）手順着手の判断基準 

表１「緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするため

の手順等」，表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高

圧時に原子炉を冷却するための手順等」又は表８「８．

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」と

同様である。 

 

水源へ水を補給するための対応手段 

１．復水貯蔵槽への補給 

 

緊急時対策本部は，水源として復水貯蔵槽を利用する場

合は，防火水槽及び淡水貯水池の水を可搬型代替注水ポン

プ（Ａ－２級）により復水貯蔵槽へ補給する。 

また，海水を利用する場合は，防火水槽に補給した海水，

大容量送水車（海水取水用）から送水された海水を可搬型

代替注水ポンプ（Ａ－２級）により復水貯蔵槽へ補給する。 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

復水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等

の各種注水が開始され，以下のいずれかから補給が可能

な場合。 

炉心損傷を判断した場合においてあらゆる注水手段を

講じても原子炉圧力容器への注水が確認できない場合，燃

料プール水位が低下した場合においてあらゆる注水手段

を講じても水位低下が継続する場合，または大型航空機の

衝突等，原子炉建物外観で大きな損傷を確認した場合は，

海を水源として，大型送水ポンプ車および放水砲により放

水する。 

本対応手段は，表１２「１２．発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順等」の大気への放射性物質の

拡散抑制と同様である。 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災が発生した場合は，海を水源として，大型送水ポンプ

車，放水砲および泡消火薬剤容器により泡消火を実施す

る。 

本対応手段は，表１２「１２．発電所外への放射性物質

の拡散を抑制するための手順等」の航空機燃料火災への泡

消火と同様である。 

 

５．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段 

当直副長は，スクラム不能異常過渡事象が発生した場

合，または重大事故等の進展抑制や溶融炉心の格納容器下

部への落下遅延・防止が必要となる場合は，ほう酸水貯蔵

タンクを水源として，ほう酸水注入系により原子炉圧力容

器へほう酸水を注入する。 

（１）手順着手の判断基準 

表１「１．緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にする

ための手順等」，表２「２．原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に原子炉を冷却するための手順等」または表

８「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手

順等」と同様である。 

 

水源へ水を補給するための対応手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の復水貯蔵タンク

は，重大事故等対処設

備ではなく，自主対策

設備として整理。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水

貯蔵タンクへの補給が可能な場合。 

②海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による

復水貯蔵タンクへの補給 

淡水貯水槽（No.1），淡水貯水槽（No.2）および淡水

タンクから復水貯蔵タンクへの補給が実施できない

場合で，海を水源とした大容量送水ポンプによる復水

貯蔵タンクへの補給が可能な場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．淡水貯水槽へ水を補給するための対応手段 

発電所対策本部は，水源として淡水貯水槽（No.1）およ

び淡水貯水槽（No.2）を使用する場合は，大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）の付属水中ポンプを淡水貯水槽（No.1）お

よび淡水貯水槽（No.2）へ１台ずつ投入することにより，

淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）の淡水を利

用する手段がある。 

また，海水を利用する場合は，海水取水箇所（取水口ま

たは海水ポンプ室）から大容量送水ポンプ（タイプⅡ）に

より淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）へ補給

する。 

［手順着手の判断基準］ 

淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）を水源

とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉圧力

容器への注水等の各種注水／補給を実施している場合

に，淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽（No.2）が枯

渇するおそれがある場合。 

送水ルートの選択 

水源と接続口の距離が最短となる組み合わせを優先して

選定する。 

 

 

 

・防火水槽に淡水又は海水が補給されている場合は

防火水槽から補給する。 

・淡水貯水池が使用可能で，淡水貯水池から防火水槽

の間にあらかじめ敷設してあるホースが使用でき

ない場合は淡水貯水池から補給する。 

・防火水槽及び淡水貯水池が使用できない場合は海

から補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．防火水槽への補給 

緊急時対策本部は，水源として防火水槽を利用する場合

は，淡水貯水池の淡水を防火水槽へ補給する。 

また，枯渇等により淡水の補給が継続できない場合は，

海水を大容量送水車（海水取水用）により防火水槽へ補給

する。 

 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

 防火水槽を水源として可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１

級又はＡ－２級)による原子炉圧力容器への注水等の各種

注水を行う場合で，淡水貯水池の水が枯渇するおそれがあ

り，可搬型代替注水ポンプ（Ａ－２級)により海水を防火

水槽へ補給できない場合。 

送水ルートの選択 

水源から接続口までの距離により可搬型代替注水ポンプ

の必要台数及び設置場所，ホースの必要本数を選定し，水源

と接続口の距離が最短となる組み合わせを優先して選択す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．低圧原子炉代替注水槽への補給 

緊急時対策本部は，水源として低圧原子炉代替注水槽を

利用する場合は，輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西

２）の水を大量送水車により低圧原子炉代替注水槽へ補給

する。 

また，海水を利用する場合は，輪谷貯水槽（西１）また

は輪谷貯水槽（西２）に補給した海水，海水取水箇所の海

水を大量送水車により低圧原子炉代替注水槽へ補給する。 

（１）手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器

への注水等の各種注水が必要で，輪谷貯水槽（西１）ま

たは輪谷貯水槽（西２）が使用可能な場合。 

なお，輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）

が使用できない場合は海から補給する。 

 

２．輪谷貯水槽（西１）または輪谷貯水槽（西２）への補給 

緊急時対策本部は，水源として輪谷貯水槽（西１）また

は輪谷貯水槽（西２）を利用している場合，海水を大量送

水車により補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

 輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水槽（西２）を水源

とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水等の各

種注水が開始され，淡水を水源とした補給ができない場

合。 

 

送水ルートの選択 

接続口の選択は，各作業時間（出動準備，移動，水源の蓋

開放，ポンプ設置，ホース敷設，ホース接続および送水準備）

を考慮し，送水開始までの時間が最短となる組み合わせを優

先して選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は重大事故等対処

設備として，低圧原子

炉代替注水槽を設置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根の大量送水車はタ

イプが分かれていな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は送水開始までの

時間が短くなる手段を

優先。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

切替え性 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の水源は，淡水貯水槽（No.1）

（淡水）および淡水貯水槽（No.2）（淡水）を優先して使用す

る。淡水の供給が継続できないおそれがある場合は，海水の

供給に切り替えるが，淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水槽

（No.2）を経由することにより，供給を中断することなく淡

水から海水への切替えが可能である。 

サプレッションチェンバ（内部水源）を水源として使用で

きない場合，復水貯蔵タンク（外部水源）から注水するが，

サプレッションチェンバ（内部水源）が使用可能となった場

合は，外部水源から切り替える。 

 

 

 

成立性 

海水取水時には，大容量送水ポンプ（タイプⅠ）および大

容量送水ポンプ（タイプⅡ）付属水中ポンプの吸込部にはス

トレーナを設置し異物の混入を防止する。 

 

作業性 

復水貯蔵タンクまたは淡水貯水槽（No.1）および淡水貯水

槽（No.2）への補給で使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

または大容量送水ポンプ（タイプⅡ）のホース敷設等はホー

ス延長回収車を使用し，ホースの接続は汎用の結合金具を使

用し容易に操作できるよう十分な作業スペースを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切替え性 

可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級及びＡ－２級）の水源は，

防火水槽（淡水）を優先する。淡水の供給が継続できないお

それがある場合は，海水の供給に切り替えるが，防火水槽を

経由することにより，供給を継続しながら淡水から海水へ切

替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成立性 

海水取水時には，ホース先端にストレーナを取り付け，海

面より低く着底しない位置に取水部分を固定することによ

り，ホースへの異物の混入を防止する。 

 

作業性 

復水貯蔵槽への補給，可搬型代替注水ポンプによる送水で

使用する可搬型代替注水ポンプ（Ａ－１級）及び（Ａ－２級）

のホースの接続は，汎用の結合金具を使用し，容易に操作で

きるよう十分な作業スペースを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切替え性 

大量送水車の水源は，輪谷貯水槽（西１）および輪谷貯水

槽（西２）を優先する。淡水の供給が継続できないおそれが

ある場合は，海水の供給に切り替えるが，輪谷貯水槽（西１）

または輪谷貯水槽（西２）から供給している場合は，供給を

中断することなく，淡水から海水への切替えが可能である。 

 

サプレッションチェンバ（内部水源）を水源として使用で

きない場合，低圧原子炉代替注水槽（外部水源）から注水す

るが，サプレッションチェンバ（内部水源）が使用可能とな

った場合は，外部水源から切替える。 

 

 

 

成立性 

海水取水時には，大量送水車または大型送水ポンプ車付属

の水中ポンプユニット吸込み部にストレーナを設置してお

り，海面より低く着底しない位置に取水部分を固定すること

により，ホースへの異物の混入を防止する。 

作業性 

低圧原子炉代替注水槽への補給，大量送水車による送水で

使用する大量送水車のホースの接続は，汎用の結合金具を使

用し，容易に操作できるよう十分なスペースを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は雰囲気圧力・温

度による静的負荷（格

納容器過圧・過温破損）

で想定される事故対応

は，外部水源から内部

水源に切り替える。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・ストレーナの設置位置

の相違。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１４ 

操作手順 

１４．電源の確保に関する手順等 

方針目的 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合にお

いて，炉心の著しい損傷，格納容器の破損，使用済燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷および運転停止中における原子炉

内の燃料体の著しい損傷を防止するため，必要な電力を確保す

るために重大事故等対処設備として，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設

代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備および代替所内電

気設備を確保することを目的とする。 

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させるた

め，燃料補給設備により補給することを目的とする。 

対応手段等 

交流電源喪失時 

代替交流電源設備による給電 

発電課長および発電所対策本部は，全交流動力電源が喪

失した場合は，以下の手段により非常用所内電気設備また

は代替所内電気設備へ給電する。 

① 常設代替交流電源設備を用いて給電する。 

② 常設代替交流電源設備を用いて給電できない場合は，

可搬型代替交流電源設備等を用いて給電する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

外部電源および非常用ディーゼル発電機（Ａ系，Ｂ

系および高圧炉心スプレイ系）によるメタクラ２Ｃ系

およびメタクラ２Ｄ系への給電ができない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１４ 

操作手順 

１４．電源の確保に関する手順等 

方針目的 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合にお

いて，炉心の著しい損傷，格納容器の破損，使用済燃料プール

内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における原子炉内

の燃料体の著しい損傷を防止するため，代替交流電源設備，所

内蓄電式直流電源設備，可搬型直流電源設備及び代替所内電気

設備により必要な電力を確保することを目的とする。 

 

 

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させるた

め，燃料補給設備により給油することを目的とする。 

対応手段等 

交流電源喪失時 

１．代替交流電源設備による給電 

当直副長及び緊急時対策本部は，全交流動力電源が喪失

した場合は，以下の手段により非常用所内電気設備又は代

替所内電気設備へ給電する。 

（１）常設代替交流電源設備を用いて給電する。 

（２）常設代替交流電源設備等を用いて給電できず，号炉間

電力融通により給電できない場合は，可搬型代替交

流電源設備等を用いて給電する。 

ａ．手順着手の判断基準 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失

により非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系

へ給電できない場合。 

 

 

 

 

 

２．電力融通による給電 

当直副長及び緊急時対策本部は，全交流動力電源が喪失

し，さらに常設代替交流電源設備等を用いて給電できない

場合において，他号炉の非常用交流電源設備から給電でき

る場合は，以下の手段により自号炉の非常用高圧母線を受

電する。 

（１）号炉間電力融通ケーブル（常設）を用いて受電する。 

（２）号炉間電力融通ケーブル（常設）を用いて受電できな

い場合は，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を用い

て受電する。 

ａ．手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，第

一ガスタービン発電機及び第二ガスタービン発電機

表１４ 

操作手順 

１４．電源の確保に関する手順等 

方針目的 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合にお

いて，炉心の著しい損傷，格納容器の破損，燃料プール内燃料

体等の著しい損傷および運転停止中における原子炉内の燃料

体の著しい損傷を防止するため，常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替

直流電源設備，可搬型直流電源設備および代替所内電気設備に

より必要な電力を確保することを目的とする。 

 

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させるた

め，燃料補給設備により給油することを目的とする。 

対応手段等 

交流電源喪失時 

１．代替交流電源設備による給電 

当直副長および緊急時対策本部は，全交流動力電源が喪

失した場合は，以下の手段により非常用所内電気設備また

は代替所内電気設備へ給電する。 

（１）常設代替交流電源設備を用いて給電する。 

（２）常設代替交流電源設備を用いて給電できず，号炉間電

力融通により給電できない場合は，可搬型代替交流

電源設備を用いて給電する。 

ａ．手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機の機能喪失に

より非常用交流高圧電源母線Ａ系，非常用交流高圧

電源母線Ｂ系および非常用交流高圧電源母線高圧炉

心スプレイ系へ給電できない場合。なお，ガスタービ

ン発電機の現場起動については，ガスタービン発電

機の中央制御室起動が失敗した場合および要員が確

保されている場合に，他の手段と同時並行で実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は所内常設蓄電式

直流電源設備と常設代

替直流電源設備の組み

合わせで 24 時間にわ

たり直流母線へ給電す

る設計。 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

・島根は可搬型代替交流

電源設備を用いた給電

の着手判断時に，号炉

間電力融通による給電

の可否も確認する。 

 

 

 

【島根固有】 

・島根はガスタービン発

電機の現場起動につい

て記載している。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は複数号炉申

請であることから，各

号炉間電力融通による

給電を SA 設備として

いるのに対し，島根は

２号炉のみの単独号炉

申請であることから，

号炉間電力融通による

給電は，自主対策設備

としている。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

直流電源喪失時 

代替直流電源設備による給電 

発電課長および発電所対策本部は，全交流動力電源が喪

失した場合において，充電器を経由して直流電源設備へ給

電できない場合は，以下の手段により直流電源設備へ給電

する。 

１．代替交流電源設備等を用いて給電を開始するまでの

間，所内常設蓄電式直流電源設備および常設代替直流電

源設備を用いて給電する。 

（１）所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

［手順着手の判断基準］ 

①所内常設蓄電式直流電源設備による１２５Ⅴ直

流主母線盤２Ａおよび１２５Ⅴ直流主母線盤２

Ｂへの給電の判断基準 

全交流動力電源喪失により，１２５Ⅴ充電器２

Ａおよび１２５Ⅴ充電器２Ｂの交流入力電源の

喪失が発生した場合。 

②必要な負荷以外の切離しの判断基準 

１２５Ⅴ蓄電池２Ａおよび１２５Ⅴ蓄電池２Ｂ

から１２５Ⅴ直流主母線盤２Ａおよび１２５Ⅴ

直流主母線盤２Ｂへの自動給電開始から１時間

以内にガスタービン発電機による給電がなく，

ガスタービン発電機による１２５Ⅴ充電器２Ａ

および１２５Ⅴ充電器２Ｂの交流入力電源の復

旧が見込めない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③１２５Ⅴ充電器２Ａ，１２５Ⅴ充電器２Ｂの受

電および中央制御室監視計器の復旧確認の判断

基準 

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，

号炉間電力融通ケーブルまたは電源車により，

モータコントロールセンタ２Ｃ系およびモータ

コントロールセンタ２Ｄ系の受電が可能となっ

た場合。 

 

 

による給電ができない状況において，他号炉の非常

用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電

機Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

直流電源喪失時 

１．代替直流電源設備による給電 

当直副長及び緊急時対策本部は，全交流動力電源が喪失

した場合において，充電器を経由して直流電源設備へ給電

できない場合は，以下の手段により直流電源設備へ給電す

る。 

（１）代替交流電源設備等を用いて給電を開始するまでの

間，所内蓄電式直流電源設備を用いて給電する。 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

 

 

 

全交流動力電源喪失により，直流１２５Ｖ充電器

Ａ，直流１２５Ｖ充電器Ｂ，直流１２５Ｖ充電器Ｃ及

び直流１２５Ｖ充電器Ｄの交流入力電源の喪失が発

生した場合。 

直流１２５Ｖ蓄電池Ａから直流１２５Ｖ蓄電池Ａ

－２への切替えについては，全交流動力電源喪失後，

８時間以内に第一ガスタービン発電機，第二ガスタ

ービン発電機，号炉間電力融通ケーブル若しくは電

源車による給電操作が完了する見込みがない場合又

は直流１２５Ｖ蓄電池Ａの電圧が放電電圧の最低値

を下回る可能性がある場合。 

 

直流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２からＡＭ用直流１２５

Ｖ蓄電池への切替えについては，全交流動力電源喪

失後，１９時間以内に第一ガスタービン発電機，第二

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル若し

くは電源車による給電操作が完了する見込みがない

場合又は直流１２５Ｖ蓄電池Ａ－２の電圧が放電電

圧の最低値を下回る可能性がある場合。 

直流１２５Ｖ充電器盤Ａ，Ｂ，Ａ－２，ＡＭ用直流

１２５Ｖ充電器盤の受電及び中央制御室監視計器Ｃ

系及びＤ系の復旧については，全交流動力電源喪失

時に，第一ガスタービン発電機，第二ガスタービン発

電機，号炉間電力融通ケーブル又は電源車による給

電により，Ｐ／Ｃ Ｃ系及びＰ／Ｃ Ｄ系の受電が

完了している場合。 

 

 

 

 

 

 

直流電源喪失時 

１．代替直流電源設備による給電 

当直副長および緊急時対策本部は，全交流動力電源が喪

失した場合において，充電器を経由して直流電源設備へ給

電できない場合は，以下の手段により直流電源設備へ給電

する。 

（１）代替交流電源設備等を用いて給電を開始するまでの

間，所内常設蓄電式直流電源設備および常設代替直

流電源設備を用いて給電する。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

 

 

 

全交流動力電源喪失により，Ｂ－１１５Ｖ系充電

器，Ｂ１－１１５Ｖ系充電器（ＳＡ），ＳＡ用１１５

Ｖ系充電器および２３０Ｖ系充電器（ＲＣＩＣ）の交

流入力電源の喪失が発生した場合。 

Ｂ－１１５Ｖ系蓄電池からＢ１－１１５Ｖ系蓄電

池（ＳＡ）への切替えについては，全交流動力電源喪

失から８時間が経過した時点で，ガスタービン発電

機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車

または号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電

操作が完了していない場合。または全交流動力電源

喪失後に，Ｂ－１１５Ｖ系蓄電池の電圧が放電電圧

の最低値を下回るおそれがあると判断した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ－１１５Ｖ系充電器盤の受電および中央制御室

監視計器Ｃ系の復旧については，全交流動力電源喪

失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル（常設），高圧発電機車または号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型）による給電により，メタクラ，ロード

センタ，コントロールセンタの非常用母線Ａ系の受

電が完了している場合。 

Ｂ－１１５Ｖ系充電器盤，Ｂ１－１１５Ｖ系充電

器盤（ＳＡ），ＳＡ用１１５Ｖ系充電器盤および２３

０Ｖ系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電ならびに中央制御

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は所内常設蓄電式

直流電源設備と常設代

替直流電源設備の組み

合わせで 24 時間にわ

たり直流母線へ給電す

る設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は直流 125V蓄

電池 Aから直流 125V蓄

電池 A-2 に切り替えた

のち，さらに AM 直流

125V 蓄電池へ切り替

えを行う。島根は B-

115V 系蓄電池から B1-

115V系蓄電池（SA）へ

の切替えのみ。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交

流電源設備を設置。 

【島根固有】 

・島根は区分Ⅰと区分Ⅱ
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（２）常設代替直流電源設備による給電 

［手順着手の判断基準］ 

① １２５Ⅴ代替蓄電池から１２５Ⅴ直流主母線

盤２Ｂ－１および１２５Ⅴ直流主母線盤２Ａ－

１への給電の判断基準 

全交流動力電源喪失後，所内常設蓄電式直流

電源設備による給電ができない場合。 

② ２５０Ｖ蓄電池から２５０Ｖ直流主母線盤へ

の給電の判断基準 

全交流動力電源喪失により，２５０Ｖ充電器

の交流入力電源の喪失が発生した場合。 

 

２．所内常設蓄電式直流電源設備を用いて給電できない場

合は，常設代替直流電源設備および可搬型代替直流電源

設備を用いて給電する。 

（１）常設代替直流電源設備による給電 

［手順着手の判断基準］ 

「１．（２）」に同じ。 

（２）可搬型代替直流電源設備による給電 

［手順着手の判断基準］ 

全交流動力電源喪失後，所内常設蓄電式直流電

源設備による給電ができない場合。 

 

 

 

非常用所内電気設備機能喪失時 

代替所内電気設備による給電 

発電課長および発電所対策本部は，設計基準事故対処設

備である非常用所内電気設備が喪失した場合は，代替所内

電気設備を用いて電路を確保し，代替交流電源設備等から

必要な設備へ給電する。 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

パワーセンタ２Ｇ系およびモータコントロールセン

タ２Ｇ系受電準備開始の判断基準：非常用所内電気設備

であるメタクラ２Ｃ系およびメタクラ２Ｄ系が同時に

機能喪失した場合で，ガスタービン発電機，号炉間電力

融通ケーブルを使用した３号炉非常用ディーゼル発電

機（Ａ系またはＢ系）による非常用交流高圧電源母線２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）所内蓄電式直流電源設備を用いて給電できない場合

は，可搬型直流電源設備等を用いて給電する。 

 

 

 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後，２４時間以内に第一ガス

タービン発電機，第二ガスタービン発電機，号炉間電

力融通ケーブル又は電源車による給電操作が完了す

る見込みがない場合。 

 

非常用所内電気設備機能喪失時 

１．代替所内電気設備による給電 

当直副長及び緊急時対策本部は，設計基準事故対処設備

である非常用所内電気設備が喪失した場合は，代替所内電

気設備を用いて電路を確保し，代替交流電源設備等から必

要な設備へ給電する。 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

非常用所内電気設備である非常用高圧母線Ｄ系が機

能喪失した場合で，第一ガスタービン発電機，第二ガス

タービン発電機，号炉間電力融通ケーブル又は電源車か

らＡＭ用ＭＣＣへ給電が可能な場合。 

 

 

室監視計器Ｄ系の復旧については，全交流動力電源

喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケー

ブル（常設），高圧発電機車または号炉間電力融通ケ

ーブル（可搬型）による給電により，メタクラ，ロー

ドセンタ，コントロールセンタの非常用母線Ｂ系の

受電が完了している場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）所内常設蓄電式直流電源設備および常設代替直流電

源設備を用いて給電できない場合は，可搬型直流電

源設備を用いて給電する。 

 

 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後，２４時間以内にガスター

ビン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）または

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電操作が

完了する見込みがない場合。 

 

非常用所内電気設備機能喪失時 

１．代替所内電気設備による給電 

当直副長および緊急時対策本部は，設計基準事故対処設

備である非常用所内電気設備の機能が喪失し，必要な設備

へ給電できない場合または代替所内電気設備に接続する

重大事故等対処設備が必要な場合は，代替所内電気設備に

て電路を確保し，代替交流電源設備等から必要な設備へ給

電する。 

（１）手順着手の判断基準 

非常用所内電気設備である非常用交流高圧電源母線

Ａ系および非常用交流高圧電源母線Ｂ系が機能喪失し

た場合，または代替所内電気設備に接続する重大事故等

対処設備が必要な場合で，ガスタービン発電機または高

圧発電機車からＳＡロードセンタおよびＳＡコントロ

ールセンタへ給電が可能な場合。なお，ガスタービン発

について個別に記載。 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は所内常設蓄電式

直流電源設備と常設代

替直流電源設備の組み

合わせで２４時間にわ

たり直流母線へ給電す

る設計。 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は所内常設蓄電式

直流電源設備と常設代

替直流電源設備の組み

合わせで 24 時間にわ

たり直流母線へ給電す

る設計。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は自主対策設

備として，第二代替交

流電源設備を設置。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

Ｃ系または２Ｄ系の受電もしくは電源車からパワーセ

ンタ２Ｇ系およびモータコントロールセンタ２Ｇ系へ

の給電が可能な場合。 

 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

発電課長は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備および非常用直流電源設備が健全であれば，これらを重

大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け，重大事故等

の対処に用いる。 

［手順着手の判断基準］ 

① 非常用交流電源設備による給電 

外部電源が喪失した場合またはメタクラ２Ｃ系，メタ

クラ２Ｄ系またはメタクラ２Ｈ系の電圧がないことを

確認した場合。 

② 非常用直流電源設備による給電 

全交流動力電源喪失により，１２５Ⅴ充電器２Ａ，１

２５Ⅴ充電器２Ｂおよび１２５Ⅴ充電器２Ｈの交流入

力電源の喪失が発生した場合。 

 

 

 

負荷容量 

重大事故等対策の有効性を確認する事故シーケンス等の

うち必要な負荷が最大となる「雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循環冷却系を使用

する場合）」の対処のために必要な設備へ給電する。 

 

重大事故等対処設備による代替手段を用いる場合，常設

代替交流電源設備等の負荷容量を確認し，代替手段が使用

可能であることを確認する。 

悪影響防止 

代替交流電源設備等を用いて給電する場合は，受電前準備

としてパワーセンタおよびモータコントロールセンタの負

荷の遮断器を「切」とし，非常用高圧母線およびパワーセン

タの動的負荷の自動起動防止のため，操作スイッチを「停止」

または「引ロック」とする。 

 

 

 

成立性 

所内常設蓄電式直流電源設備または常設代替直流電源設

備から給電されている２４時間以内に，代替交流電源設備等

を用いて非常用所内電気設備または代替所内電気設備へ十

分な余裕を持って直流電源設備へ給電する。 

作業性 

可搬型照明（ヘッドライトおよび懐中電灯）の配備により，

 

 

 

 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備並びに非常用直流電源設備Ｃ系及びＤ系が健全であれ

ば，これらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付

け，重大事故等の対処に用いる。 

（１）手順着手の判断基準 

非常用交流電源設備による給電については，外部電源

が喪失した場合又は非常用高圧母線の電圧がないこと

を確認した場合。 

 

また，非常用直流電源設備による給電については，全

交流動力電源喪失により，直流１２５Ｖ充電器Ａ，直流

１２５Ｖ充電器Ｂ，直流１２５Ｖ充電器Ｃ及び直流１２

５Ｖ充電器Ｄの交流入力電源の喪失が発生した場合。 

 

 

 

負荷容量 

有効性評価において最大負荷となる崩壊熱除去機能喪失

（取水機能が喪失した場合）を想定するシナリオにおいて

も，常設代替交流電源設備により必要最大負荷以上の電力

を確保し，原子炉を安定状態に収束するための設備へ給電

する。 

重大事故等対処設備による代替手段を用いる場合，常設

代替交流電源設備等の負荷容量を確認し，代替手段が使用

可能であることを確認する。 

悪影響防止 

代替交流電源設備等を用いて給電する場合は，受電前準備

として非常用高圧母線及びＡＭ用ＭＣＣの負荷の遮断器を

「切」とし，動的機器の自動起動防止のため，コントロール

スイッチを「切」又は「切保持」とする。 

 

ＡＭ用ＭＣＣを受電する場合は，受電時の急激な負荷上昇

防止のため，動的機器である復水移送ポンプのコントロール

スイッチを「切保持」とする。 

成立性 

所内蓄電式直流電源設備から給電されている２４時間以

内に，代替交流電源設備等を用いて非常用所内電気設備又は

代替所内電気設備へ十分な余裕を持って直流電源設備へ給

電する。 

作業性 

可搬型照明を作業エリアに配備し，建屋内照明の消灯時に

電機の現場起動については，ガスタービン発電機の中央

制御室起動が失敗した場合および要員が確保されてい

る場合に，他の手段と同時並行で実施する。 

 

重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

当直副長は，設計基準事故対処設備である非常用交流電源

設備および非常用直流電源設備が健全であれば，重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として位置付け，重大事故等の対

処に用いる。 

（１）手順着手の判断基準 

非常用交流電源設備による給電については，外部電源

が喪失した場合または非常用交流高圧電源母線の電圧

がないことを確認した場合。 

 

また，非常用直流電源設備による給電については，全

交流動力電源喪失により，Ａ－１１５Ｖ系充電器，Ｂ－

１１５Ｖ系充電器，高圧炉心スプレイ系充電器，Ｂ１－

１１５Ｖ系充電器（ＳＡ），２３０Ｖ系充電器（ＲＣＩ

Ｃ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器およびＢ－原子炉

中性子計装用充電器の交流入力電源の喪失が発生した

場合。 

負荷容量 

重大事故等対策の有効性を確認する事故シーケンス等の

うち必要な負荷が最大となる「全交流動力電源喪失（長期

ＴＢ）」を想定するシナリオにおいても，常設代替電源設備

により必要最大負荷以上の電力を確保し，原子炉を安定状

態に収束するための設備へ給電する。 

重大事故等対処設備による代替手段を用いる場合，常設

代替交流電源設備等の負荷容量を確認し，代替手段が使用

可能であることを確認する。 

悪影響防止 

代替交流電源設備等を用いて給電する場合は，受電前準備

として非常用交流高圧電源母線，非常用低圧母線のロードセ

ンタおよびコントロールセンタの負荷の遮断器を「切」とし，

動的機器の自動起動防止のため，操作スイッチを「停止引ロ

ック」または「停止」とする。 

 

 

 

成立性 

所内常設蓄電式直流電源設備および常設代替直流電源設

備から給電されている２４時間以内に，代替交流電源設備を

用いて非常用所内電気設備または代替所内電気設備へ十分

な余裕を持って直流電源設備へ給電する。 

作業性 

電源内蔵型照明を作業エリアに設置し，建物内照明の消灯

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は負荷の遮断器を

「切」とせずに操作ス

イッチを「停止引ロッ

ク」または「停止」とす

る運用。 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，所内常設蓄電

式直流電源設備と常設

代替直流電源設備の組

み合わせで 24 時間に
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建屋内照明の消灯時における作業性を確保する。 

 

 

燃料補給 

重大事故等の対処で使用する設備を必要な期間継続して

運転させるため，タンクローリ等の燃料補給設備を用いて各

設備の燃料が枯渇するまでに補給する。 

タンクローリの補給は，軽油タンクまたはガスタービン発

電設備用軽油タンクの軽油を使用する。 

 

 

多くの補給対象設備が必要となる事象を想定し，重大事故

等発生後７日間，それらの設備の運転継続に必要な燃料（軽

油）を確保するため，軽油タンク１基あたり約 110kLを６基

および約 170kL を１基，ガスタービン発電設備用軽油タンク

１基あたり約 110kLを３基とし，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おける作業性を確保する。 

 

 

燃料補給 

重大事故等の対処で使用する設備を必要な期間継続して

運転させるため，タンクローリ等の燃料補給設備を用いて各

設備の燃料が枯渇するまでに給油する。 

タンクローリの補給は，復旧が見込めない非常用ディーゼ

ル発電機が接続されている軽油タンクの軽油を使用する。 

 

 

多くの給油対象設備が必要となる事象を想定し，重大事故

等発生後７日間，それらの設備の運転継続に必要な燃料（軽

油）を確保するため，７号炉の軽油タンク１基あたり５１０

ｋＬ以上を管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時における作業性を確保する。また，ヘッドライトおよび懐

中電灯を携行している。 

 

燃料補給 

重大事故等の対処で使用する設備を必要な期間継続して

運転させるため，タンクローリ等の燃料補給設備を用いて各

設備の燃料が枯渇するまでに給油する。 

タンクローリの補給は，ガスタービン発電機軽油タンクま

たは非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクおよび高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクの軽油を使

用する。 

多くの給油対象設備が必要となる事象を想定し，重大事故

等発生後７日間，それらの設備の運転継続に必要な燃料（軽

油）を確保するため，ガスタービン発電機用軽油タンクは約

５６０m3を１基，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは

１基あたり約１７０m3 を２基および１基あたり約１００m3

を３基，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タン

クは約１７０m3を１基とし，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたり直流母線へ給電

する設計。 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は燃料補給する設

備としてガスタービン

発電機用軽油タンクお

よび非常用ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンク

等を設置しておりそれ

ぞれ可搬型設備へ給油

することが可能。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１５ 

操作手順 

１５．事故時の計装に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生し，計測機器の故障等により，当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合に，当該パラメータを推定する

ために有効な情報を把握するため，計器故障時の対応，計器の

計測範囲を超えた場合の対応，計器電源喪失時の対応，計測結

果を記録することを目的とする。 

パラメータの選定および分類 

重大事故等に対処するために監視することが必要となるパ

ラメータを技術的能力に係る表１～１４の手順着手の判断基

準および操作手順に用いるパラメータならびに有効性評価の

判断および確認に用いるパラメータから抽出し，これを抽出パ

ラメータとする。 

抽出パラメータのうち，炉心損傷防止対策，格納容器破損防

止対策等を成功させるために把握することが必要な原子炉施

設の状態を直接監視するパラメータを主要パラメータとする。 

 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過およ

び計器電源の喪失により，主要パラメータを計測することが困

難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラ

メータを代替パラメータとする。 

一方，抽出パラメータのうち，原子炉施設の状態を直接監視

することはできないが，電源設備の受電状態，重大事故等対処

設備の運転状態およびその他の設備の運転状態により原子炉

施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメータ

とする。 

主要パラメータは，以下のとおり分類する。 

① 重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性および耐環境性を有

し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計

器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

② 有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計

測されるが，計測することが困難となった場合にその代

替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項

を満たした計器で計測されるパラメータをいう。 

 

代替パラメータは，以下のとおり分類する。 

① 重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が

重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器

を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

② 有効監視パラメータ（代替） 

表１５ 

操作手順 

１５．事故時の計装に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生し，計測機器の故障により，当該重大事故

等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において，当該パラメータを推定

するために有効な情報を把握するため，計器故障時の対応，計

器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源喪失時の対応，

計測結果を記録することを目的とする。 

パラメータの選定及び分類 

重大事故等に対処するために監視することが必要となるパ

ラメータを技術的能力に係る表１～１５の手順着手の判断基

準及び操作手順に用いるパラメータ並びに有効性評価の判断

及び確認に用いるパラメータから抽出し，これを抽出パラメー

タとする。 

抽出パラメータのうち，炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために把握することが必要な原子炉

施設の状態を直接監視するパラメータを主要パラメータとす

る。 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び

計器電源の喪失により，主要パラメータを計測することが困難

となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラメ

ータを代替パラメータとする。 

一方，抽出パラメータのうち，原子炉施設の状態を直接監視

することはできないが，電源設備の受電状態，重大事故等対処

設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により原子炉施

設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメータと

する。 

主要パラメータは，以下のとおり分類する。 

１．重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大

事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少な

くとも１つ以上有するパラメータをいう。 

２．有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測

されるが，計測することが困難となった場合にその代替パ

ラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満た

した計器で計測されるパラメータをいう。 

 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

１．重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重

大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少

なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

２．有効監視パラメータ（代替） 

表１５ 

操作手順 

１５．事故時の計装に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生し，計測機器の故障により，当該重大事故

等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において，当該パラメータを推定

するために有効な情報を把握するため，計器故障時の対応，計

器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源喪失時の対応，

計測結果を記録することを目的とする。 

パラメータの選定および分類 

重大事故等に対処するために監視することが必要となるパ

ラメータを技術的能力に係る表１～１５の手順着手の判断基

準および操作手順に用いるパラメータならびに有効性評価の

判断および確認に用いるパラメータから抽出し，これを抽出パ

ラメータとする。 

抽出パラメータのうち，炉心損傷防止対策，格納容器破損防

止対策等を成功させるために把握することが必要な原子炉施

設の状態を直接監視するパラメータを主要パラメータとする。 

 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過およ

び計器電源の喪失により，主要パラメータを計測することが困

難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラ

メータを代替パラメータとする。 

一方，抽出パラメータのうち，原子炉施設の状態を直接監視

することはできないが，電源設備の受電状態，重大事故等対処

設備の運転状態およびその他の設備の運転状態により原子炉

施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメータ

とする。 

主要パラメータは，以下のとおり分類する。 

１．重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大

事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少な

くとも１つ以上有するパラメータをいう。 

２．有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測

されるが，計測することが困難となった場合にその代替パ

ラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満た

した計器で計測されるパラメータをいう。 

 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

１．重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重

大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少

なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

２．有効監視パラメータ（代替） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は技術的能力に関

わる審査基準 1.15 に

おいて手順着手の判断

基準および操作手順に

関する記載があるた

め，表 14も対象として

いる。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の

計器のみで計測されるパラメータをいう。 

対応手段等 

監視機能喪失時 

計器故障時 

１．他チャンネルによる計測 

発電課長および発電所対策本部は，主要パラメータを計

測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測す

ることが困難となった場合において，他チャンネルの重要

計器により計測できる場合は，当該計器を用いて計測を行

う。 

［手順着手の判断基準］ 

重大事故等に対処するために原子炉施設の状態を把

握するために必要な重要監視パラメータを計測する重

要計器が故障した場合※。 

※：重要計器の指示値に，以下のような変化があった場

合 

・通常時および事故時に想定される値から，大きな

変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差

が大きい場合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にあ

る場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した

場合 

 

２．代替パラメータによる推定 

発電課長および発電所対策本部は，主要パラメータを計

測する計器の故障により主要パラメータの監視機能が喪

失した場合は，代替パラメータにより主要パラメータを推

定する。推定に当たり，使用する計器が複数ある場合は，

代替パラメータと主要パラメータの関連性，検出器の種

類，使用環境条件，計測される値の不確かさ等を考慮し，

使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。代替

パラメータによる主要パラメータの推定は，以下の方法で

行う。 

①同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度

および中性子束）により推定。 

②水位を注水源もしくは注水先の水位変化，注水量または

出口圧力により推定。 

③流量を注水源または注水先の水位変化を監視すること

により推定。 

④除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定。 

 

 

 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計

器のみで計測されるパラメータをいう。 

対応手段等 

監視機能喪失時 

計器故障時 

１．他チャンネルによる計測 

当直副長は，主要パラメータを計測する多重化された重

要計器が，計器の故障により計測することが困難となった

場合において，他チャンネルの重要計器により計測できる

場合は，当該計器を用いて計測を行う。 

 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視

パラメータを計測する重要計器が故障した場合※１。 

 

※１：重要計器の指示値に，以下のような変化があっ

た場合 

・通常時や事故時に想定される値から，大きな

変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値

の差が大きい場合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外

にある場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅

した場合 

 

２．代替パラメータによる推定 

当直副長は，主要パラメータを計測する計器の故障によ

り主要パラメータの監視機能が喪失した場合は，代替パラ

メータにより主要パラメータを推定する。 

推定にあたり，使用する計器が複数ある場合は，代替パ

ラメータと主要パラメータの関連性，検出器の種類，使用

環境条件，計測される値の不確かさ等を考慮し，使用する

パラメータの優先順位を定める。 

代替パラメータによる主要パラメータの推定は，以下の

方法で行う。 

（１）同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃

度及び中性子束）により推定。 

（２）水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量

及び吐出圧力により推定。 

（３）流量を注水源又は注水先の水位変化を監視すること

により推定。 

（４）除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定。 

 

（５）必要なｐＨが確保されていることを，フィルタ装置水

位の水位変化により推定。 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計

器のみで計測されるパラメータをいう。 

対応手段等 

監視機能喪失時 

計器故障時 

１．他チャンネルによる計測 

当直副長は，主要パラメータを計測する多重化された重

要計器が，計器の故障により計測することが困難となった

場合において，他チャンネルの重要計器により計測できる

場合は，当該計器を用いて計測を行う。 

 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視

パラメータを計測する重要計器が故障した場合※１。 

 

※１：重要計器の指示値に，以下のような変化があっ

た場合 

・通常時や事故時に想定される値から，大きな

変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値

の差が大きい場合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外

にある場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅

した場合 

 

２．代替パラメータによる推定 

当直副長は，主要パラメータを計測する計器の故障によ

り主要パラメータの監視機能が喪失した場合は，代替パラ

メータにより主要パラメータを推定する。 

推定にあたり，使用する計器が複数ある場合は，代替パ

ラメータと主要パラメータの関連性，検出器の種類，使用

環境条件，計測される値の不確かさ等を考慮し，使用する

パラメータの優先順位を定める。 

代替パラメータによる主要パラメータの推定は，以下の

方法で行う。 

（１）同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃

度，中性子束および酸素濃度）により推定。 

（２）水位を注水源もしくは注水先の水位変化または注水

量およびポンプ出口圧力により推定。 

（３）流量を注水源または注水先の水位変化を監視するこ

とにより推定。 

（４）除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は原子炉格納容器

内の酸素濃度につい

て，同一物理量である

格納容器酸素，格納容

器酸素（ＳＡ）により

推定する手段を整備。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はベント時のスク
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

⑤圧力または温度を水の飽和状態の関係により推定。 

⑥注水量を注水先の圧力および温度の傾向監視により推

定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定。 

⑧酸素濃度をあらかじめ評価したパラメータの相関関係

により推定。 

⑨水素濃度を装置の作動状況により推定。 

⑩エリア放射線モニタの傾向監視により，格納容器バイパ

ス事象が発生したことを推定。 

⑪格納容器への空気（酸素）の流入の有無を格納容器の圧

力により推定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定。 

（７）注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推

定。 

 

 

 

 

 

 

 

（８）格納容器内の水位を格納容器内圧力（ドライウェル）

と格納容器内圧力（サプレッション・チェンバ）の差

圧により推定。 

（９）未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定。 

（１０）酸素濃度をあらかじめ評価したパラメータの相関

関係により推定。 

（１１）水素濃度を装置の作動状況により推定。 

（１２）エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バ

イパス事象が発生したことを推定。 

（１３）格納容器への空気（酸素）の流入の有無を格納容器

内圧力により推定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）圧力または温度を水の飽和状態の関係により推定。 

（６）注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推

定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定。 

（８）酸素濃度をあらかじめ評価したパラメータの相関関

係により推定。 

（９）水素濃度を装置の作動状況により推定。 

（１０）エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バ

イパス事象が発生したことを推定。 

（１１）格納容器への空気（酸素）の流入の有無を格納容器

内圧力により推定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラビング水の水位変動

を考慮しても放射性物

質の除去性能を維持

し，ベント開始後７日

間は水補給が不要とな

るよう設定しているた

め，ベント中のｐＨ監

視は不要であることか

ら自主対策設備として

いる。 

【柏崎刈羽との相違】 

・本推定手段は，サプレ

ッションプール水位を

推定するものであり，

柏崎刈羽はサプレッシ

ョンチェンバ圧力の検

出点高さよりサプレッ

ションプール水位が高

くなった場合に，水頭

圧を測定することで，

ドライウェル圧力とサ

プレッションチェンバ

圧力の差圧から水位を

推定することが可能で

ある（サプレッション

チェンバ圧力の検出点

高さ以上が推定可能範

囲） 

島根はサプレッション

チェンバ圧力（ＳＡ）

の検出点はサプレッシ

ョンチェンバ上部より

取り出しており，ま

た，サプレッションプ

ール水位が最も上昇す

る有効性評価シナリオ

でも真空破壊装置下端

付近までで水位管理し

ているため，サプレッ

ションプール水位がサ

プレッションチェンバ

圧力（ＳＡ）の検出点

高さまで高くなること

はないことから，ドラ

イウェル圧力（ＳＡ）

とサプレッションチェ
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫使用済燃料プールの状態を同一物理量（水位および温

度），あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関関係

およびカメラによる監視により，使用済燃料プールの水

位または必要な水遮蔽が確保されていることを推定。 

 

⑬原子炉圧力容器内の圧力と格納容器内の圧力（圧力抑制

室圧力）の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推

定。 

［手順着手の判断基準］ 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パ

ラメータの監視機能が喪失した場合。 

監視機能喪失時 

計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

１．代替パラメータによる推定 

原子炉圧力容器内の温度，圧力および水位ならびに原子

炉圧力容器および格納容器への注水量を監視するパラメ

ータのうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるも

のは原子炉圧力容器内の温度および水位である。 

 

これらのパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場

合に原子炉施設の状態を推定するための手順を以下に示

す。 

 

 

 

①発電課長および発電所対策本部は，原子炉圧力容器内の

温度のパラメータである原子炉圧力容器温度が計測範

囲を超える（500℃以上）場合は，可搬型計測器により

原子炉圧力容器温度を計測する。 

②発電課長および発電所対策本部は，原子炉圧力容器内の

水位を監視するパラメータである原子炉水位が計測範

囲を超えた場合は，高圧代替注水系ポンプ出口流量，残

留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレ

イライン洗浄流量），残留熱除去系洗浄ライン流量（残

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１４）使用済燃料プールの状態を同一物理量（温度及び水

位），あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関

関係及びカメラによる監視により，使用済燃料プ

ールの水位又は必要な水遮蔽が確保されているこ

とを推定。 

（１５）原子炉圧力容器内の圧力と格納容器内の圧力（サプ

レッション・チェンバ）の差圧により原子炉圧力

容器の満水状態を推定。 

ａ．手順着手の判断基準 

主要パラメータを計測する計器の故障により主要

パラメータの監視機能が喪失した場合。 

監視機能喪失時 

計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

１．代替パラメータによる推定 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉

圧力容器及び格納容器への注水量を計測するパラメータ

のうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超えるもの

は，原子炉圧力容器内の温度及び水位，並びに原子炉圧力

容器及び格納容器への注水量である。 

これらのパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場

合に原子炉施設の状態を推定するための手順を以下に示

す。 

 

 

 

なお，原子炉圧力容器内の温度のパラメータである原子

炉圧力容器温度が計測範囲を超えた場合は，炉心損傷状態

と推定して対応する。 

 

（１）当直副長は，原子炉圧力容器内の水位のパラメータで

ある原子炉水位が計測範囲を超えた場合は，高圧代替

注水系系統流量，原子炉隔離時冷却系系統流量，高圧

炉心注水系系統流量，復水補給水系流量（残留熱除去

系Ａ系代替注水流量），復水補給水系流量（残留熱除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１２）燃料プールの状態を同一物理量（水位），あらかじ

め評価した水位と放射線量率の相関関係およびカ

メラによる監視により，燃料プールの水位または

必要な水遮蔽が確保されていることを推定。 

 

（１３）原子炉圧力容器内の圧力とサプレッションチェン

バの差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推

定。 

ａ．手順着手の判断基準 

主要パラメータを計測する計器の故障により主要

パラメータの監視機能が喪失した場合。 

監視機能喪失時 

計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

１．代替パラメータによる推定 

原子炉圧力容器内の温度，圧力および水位，ならびに原

子炉圧力容器および格納容器への注水量を監視するパラ

メータのうち，パラメータの値が計器の計測範囲を超える

ものは，原子炉圧力容器内の温度および水位である。 

 

原子炉圧力容器内の温度および水位の値が計器の計測

範囲を超過した場合，原子炉施設の状態を推定するための

手順を以下に示す。 

 

 

 

なお，原子炉圧力容器内の温度のパラメータである原子

炉圧力容器温度が計測範囲を超える（５００℃以上）場合

は，可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。  

 

（１）当直副長は，原子炉圧力容器内の水位のパラメータで

ある原子炉水位が計測範囲を超えた場合は，高圧原子

炉代替注水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，

高圧炉心スプレイポンプ出口流量，代替注水流量（常

設），低圧原子炉代替注水流量，残留熱除去ポンプ出

ンバ圧力（ＳＡ）の差

圧から水位を推定する

ことはできない。な

お，島根はサプレッシ

ョンプール水位（Ｓ

Ａ）を注水流量および

水源の水位で推定する

手段を整備している。

（柏崎は注水流量，水

源の水位および格納容

器内圧力の差圧により

推定） 

【島根固有】 

・島根は熱電対による水

位・温度の監視および

ガイドパルス式による

水位の監視を整備して

いるため，同一物理量

が水位となることに対

して，柏崎刈羽は熱電

対による水位・温度を

監視する設備を複数整

備しているため，同一

物理量が温度および水

位となる。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は計測範囲を超え

るものは，原子炉圧力

容器内の温度と水位に

対し，柏崎はその他に

原子炉圧力容器および

格納容器への注水量が

ある。 

・島根は原子炉圧力容器

温度が計測範囲を超え

た場合でも，可搬型計

測器にて計測が可能 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【柏崎刈羽との相違】 

6
9
7



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

留熱除去系Ｂ系格納容器冷却ライン洗浄流量），直流駆

動低圧注水系ポンプ出口流量，代替循環冷却ポンプ出口

流量，原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量，高圧炉心ス

プレイ系ポンプ出口流量，残留熱除去系ポンプ出口流量

および低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量のうち，機器

動作状態にある流量計から崩壊熱除去に必要な水量の

差を算出し，直前まで判明していた水位に変換率を考慮

することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。 

なお，原子炉圧力容器内が満水状態であることは，原子

炉圧力(ＳＡ)と圧力抑制室圧力の差圧により，また原子炉

圧力容器内の水位が有効燃料棒頂部以上であることは，原

子炉圧力容器温度により推定可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位を監視する

パラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が確認で

きない場合。 

 

 

２．可搬型計測器による計測 

発電課長および発電所対策本部は，原子炉圧力容器内の

温度，圧力および水位ならびに原子炉圧力容器および格納

容器への注水量を計測するパラメータ以外で計器の計測

範囲を超えた場合には，可搬型計測器により計測すること

も可能である。 

［手順着手の判断基準］ 

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を

超過し，指示値が確認できない場合。 

計器電源喪失時 

発電課長および発電所対策本部は，全交流動力電源喪失，

直流電源喪失等が発生した場合は，以下の手段により計器へ

給電し，重要監視パラメータおよび重要代替監視パラメータ

を計測または監視する。 

去系Ｂ系代替注水流量），残留熱除去系系統流量のう

ち，機器動作状態にある流量計から崩壊熱除去に必要

な水量の差を算出し，直前まで判明していた水位に変

換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位

を推定する。 

 

   

 

なお，原子炉圧力容器内が満水状態であることは，

原子炉圧力（ＳＡ）と格納容器内圧力（サプレッショ

ン・チェンバ）の差圧により，原子炉圧力容器内の水

位が有効燃料棒頂部以上であることは，原子炉圧力容

器温度により推定する。 

（２）当直副長は，原子炉圧力容器への注水量を監視するパ

ラメータである復水補給水系流量（残留熱除去系Ａ

系代替注水流量）が計測範囲を超えた場合において，

低圧代替注水系使用時は，水源である復水貯蔵槽の

水位又は注水先である原子炉圧力容器内の水位変化

により注水量を推定する。 

また，代替循環冷却系使用時は，注水先である原子炉

圧力容器内の水位変化により注水量を推定する。 

（３）当直副長は，格納容器への注水量を監視するパラメー

タである復水補給水系流量（格納容器下部注水流量）

が計測範囲を超えた場合は，水源である復水貯蔵槽

の水位又は注水先である格納容器内の水位変化によ

り注水量を推定する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位，原子炉

圧力容器又は格納容器への注水量を監視するパラメ

ータが計器の計測範囲を超過し，指示値が確認でき

ない場合。 

 

２．可搬型計測器による計測 

当直副長は，原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，

並びに原子炉圧力容器及び格納容器への注水量を計測す

るパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合は，可搬

型計測器により計測する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を

超過し，指示値が確認できない場合。 

計器電源喪失時 

当直副長は，全交流動力電源喪失が発生した場合は，以下

の手段により計器へ給電し，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータを計測又は監視する。 

 

口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代

替除去系原子炉注水流量のうち，機器動作状態にある

流量計より崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し，直

前まで判明していた水位に変換率を考慮することに

より原子炉圧力容器内の水位を推定する。  

 

 

 

なお，原子炉圧力容器内が満水状態であることは，

原子炉圧力または原子炉圧力（ＳＡ）とサプレッショ

ンチェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により，原子炉圧力容

器内の水位が燃料棒有効長頂部以上であることは，原

子炉圧力容器温度（ＳＡ）により推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位を監視

するパラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値

が確認できない場合。 

 

 

２．可搬型計測器による計測 

当直副長は，原子炉圧力容器内の温度および水位を計測

するパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合は，可

搬型計測器により計測する。 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を

超過し，指示値が確認できない場合。 

計器電源喪失時 

当直副長は，全交流動力電源喪失および直流電源喪失等が

発生した場合は，以下の手段により計器へ給電し，重要監視

パラメータおよび重要代替監視パラメータを計測または監

視する。 

・島根の ECCSには低圧炉

心スプレイ系がある。

（ABWRと BWR-5の ECCS

構成の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は計測範囲を

超えた場合の推定方法

を記載。島根は原子炉

圧力容器および原子炉

格納容器への注水量で

計測範囲を超過する計

器はない。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は計測範囲を超え

るものは，原子炉圧力

容器内の温度と水位に

対し，柏崎刈羽はその

他に原子炉圧力容器お

よび格納容器への注水

量が対象。 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【島根固有】 

・島根は計測範囲を超え

るものは，原子炉圧力

容器内の温度と水位に

対し，柏崎および女川

は，その他に原子炉圧

力容器および格納容器

への注水量が対象。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・所内常設蓄電式直流電源設備から給電する。 

・常設代替交流電源設備から給電する。 

・可搬型代替交流電源設備等から給電する。 

・直流電源が枯渇するおそれがある場合は，常設代替直流

電源設備，可搬型代替直流電源設備等から給電する。 

発電課長および発電所対策本部は，代替電源（交流，直流）

からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が

不能となった場合は，重要監視パラメータおよび重要代替監

視パラメータのうち，手順着手の判断基準および操作に必要

なパラメータを可搬型計測器により計測または監視する。 

［手順着手の判断基準］ 

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータの監視がで

きない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラメータ記録 

発電課長および発電所対策本部は，重要監視パラメータお

よび重要代替監視パラメータについて，安全パラメータ表示

システム(ＳＰＤＳ)により計測結果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要

パラメータ（使用した計測結果を含む。）の値および可搬型

計測器で計測されるパラメータの値は，記録用紙に記録す

る。 

［手順着手の判断基準］ 

重大事故等が発生した場合。 

原子炉施設の状態把握 

重要監視パラメータおよび重要代替監視パラメータの計

測範囲，個数，耐震性および非常用電源からの給電の有無

を示し，設計基準を超える状態における原子炉施設の状態

を把握する能力を明確化する。 

確からしさの考慮 

圧力のパラメータおよび温度のパラメータを水の飽和状

態の関係から推定する場合は，水が飽和状態でないと不確か

さが生じるため，計器が故障するまでの原子炉施設の状況お

よび事象進展状況を踏まえ，複数の関連パラメータを確認

し，有効な情報を得た上で推定する。 

推定にあたっては，代替パラメータの誤差による影響を考

慮する。 

１．所内蓄電式直流電源設備から給電する。 

 

２．代替交流電源設備等から給電する。 

３．直流電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型直流電

源設備等から給電する。 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制

御室でのパラメータ監視が不能となった場合は，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータのうち手順着手の判

断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器により

計測又は監視する。 

（１）手順着手の判断基準 

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視がで

きない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラメータ記録 

当直副長は，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメ

ータは，安全パラメータ表示システム（SPDS）により計測結

果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要

パラメータ（使用した計測結果を含む）の値，現場操作時の

み監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパ

ラメータの値は，記録用紙に記録する。 

（１）手順着手の判断基準 

重大事故等が発生した場合。 

原子炉施設の状態把握 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測

範囲，個数，耐震性及び非常用電源からの給電の有無を示

し，設計基準を超える状態における原子炉施設の状態を把

握する能力を明確にする。 

確からしさの考慮 

圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の

関係から推定する場合は，水が飽和状態でないと不確かさが

生じるため，計器が故障するまでの原子炉施設の状況及び事

象進展状況を踏まえ，複数の関連パラメータを確認し，有効

な情報を得た上で推定する。 

推定にあたっては，代替パラメータの誤差による影響を考

慮する。 

１．所内常設蓄電式直流電源設備および常設代替直流電源設

備から給電する。 

２．常設代替交流電源設備等から給電する。 

３．直流電源が枯渇するおそれがある場合は，可搬型直流電

源設備等から給電する。 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制

御室でのパラメータ監視が不能となった場合は，重要監視パ

ラメータおよび重要代替監視パラメータのうち手順着手の

判断基準および操作に必要なパラメータを可搬型計測器に

より計測または監視する。 

（１）手順着手の判断基準 

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視がで

きない場合。 

 

４．設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計

装設備へ常設代替直流電源設備から給電する。 

 （１）手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失から８時間が経過した時点で，ガ

スタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），

高圧発電機車または号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

による給電操作が完了していない場合。または全交流動

力電源喪失後に，Ｂ－１１５Ｖ 系蓄電池の電圧が放電

電圧の最低値を下回るおそれがあると判断した場合。 

パラメータ記録 

当直副長は，重要監視パラメータおよび重要代替監視パラ

メータは，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）により

計測結果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要

パラメータ（使用した計測結果を含む。）の値，現場操作時

のみ監視する現場の指示値および可搬型計測器で計測され

るパラメータの値は，記録用紙に記録する。 

（１）手順着手の判断基準 

重大事故等が発生した場合。 

原子炉施設の状態把握 

重要監視パラメータおよび重要代替監視パラメータの計

測範囲，個数，耐震性および非常用電源からの給電の有無

を示し，設計基準を超える状態における原子炉施設の状態

を把握する能力を明確にする。 

確からしさの考慮 

圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の

関係から推定する場合は，水が飽和状態でないと不確かさが

生じるため，計器が故障するまでの原子炉施設の状況および

事象進展状況を踏まえ，複数の関連パラメータを確認し，有

効な情報を得た上で推定する。 

推定にあたっては，代替パラメータの誤差による影響を考

慮する。 

【島根固有】 

・島根は所内常設蓄電式

直流電源設備と常設代

替直流電源設備から給

電できる設計としてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は常設代替直流電

源設備であるＳＡ用

115V 系蓄電池からの

給電が必要な計装設備

の電源切替え手順を整

備。 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

【女川との相違】 

・島根は現場操作時のみ

監視する現場の指示値

がある。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

可搬型計測器による計測または監視の留意事項 

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメ

ータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適切な

パラメータを選定し計測または監視する。同一の物理量につ

いて，複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切

なパラメータを選定し計測または監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器による計測又は監視の留意事項 

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメ

ータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適切な

チャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量につい

て複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切なパ

ラメータを選定し計測又は監視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器による計測または監視の留意事項 

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメ

ータにチャンネルが複数ある場合は，いずれか１つの適切な

チャンネルを選定し計測または監視する。同一の物理量につ

いて複数のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切な

パラメータを選定し計測または監視する。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１６ 

操作手順 

１６．中央制御室の居住性等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合において，運転員が中央制御室に

とどまるために必要な設備および資機材を活用した居住性の

確保ならびに汚染の持込み防止を目的とする。 

対応手段等 

居住性確保 

発電課長は，中央制御室にとどまる運転員の被ばく量を７

日間で 100mSv を超えないようにするため，中央制御室遮蔽

および中央制御室待避所遮蔽，中央制御室再循環送風機，中

央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）等により，中央制御

室の空気を清浄に保ち，環境に放出された放射性物質等によ

る放射線被ばくから運転員を防護するため中央制御室の居

住性を確保する。 

 

１．中央制御室換気空調系は，原子炉冷却材圧力バウンダリ

からの１次冷却材の漏えい等により通常運転から閉回

路循環運転（以下「事故時運転モード」という。）に切り

替わり，環境に放出された放射性物質による放射線被ば

くから運転員を防護する。 

 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

中央制御室換気空調系の電源が，外部電源または非常

用ディーゼル発電機（Ａ系またはＢ系）から供給可能な

場合で隔離信号の発信を確認した場合。 

 

 

 

 

 

２．炉心損傷時は，放射性物質が環境に放出されるおそれが

ある原子炉格納容器フィルタベント系を使用する前に，中

央制御室換気空調系による事故時運転モードを実施し，中

央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）により中央制御室

待避所の加圧を実施する。 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

炉心損傷を判断した場合※において，原子炉格納容器

フィルタベント系を作動させる必要がある場合。 

 

 

表１６ 

操作手順 

１６．中央制御室の居住性等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合において，運転員が中央制御室に

とどまるために必要な対処設備及び資機材を活用した居住性

の確保，汚染の持ち込み防止を目的とする。 

対応手段等 

居住性の確保 

当直副長は，中央制御室にとどまる運転員の被ばく量を７

日間で１００ミリシーベルトを超えないようにするため，中

央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室換気空調

系給排気隔離弁，中央制御室可搬型陽圧化空調機及び中央制

御室待避室陽圧化装置等により中央制御室隣接区域からの

インリークを防止し，環境に放出された放射性物質等による

被ばくから運転員を防護するため中央制御室の居住性を確

保する。 

１．中央制御室換気空調系は，原子炉冷却材圧力バウンダリ

からの１次冷却材の漏えい等により通常運転モードか

ら再循環運転モードに切り替わり，環境に放出された放

射性物質等による放射線被ばくから運転員等を防護す

る。再循環運転モードが停止した場合や再循環運転モー

ド運転中に中央制御室内放射線量が異常上昇した場合

は，中央制御室可搬型陽圧化空調機により中央制御室の

陽圧化を実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

中央制御室換気空調系再循環運転モード使用時に中

央制御室内放射線量が上昇した場合。 

 

 

 

 

 

 

２．炉心損傷時は，放射性物質等が環境に放出されるおそれ

がある格納容器圧力逃がし装置を使用する前に，中央制御

室可搬型陽圧化空調機により中央制御室の陽圧化を実施

し，中央制御室待避室陽圧化装置により中央制御室待避室

の陽圧化を実施する。 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１。 

 

 

 

表１６ 

操作手順 

１６．中央制御室の居住性等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合において，運転員が中央制御室に

とどまるために必要な対処設備および資機材を活用した居住

性の確保，汚染の持ち込み防止を目的とする。 

対応手段等 

居住性の確保 

当直副長は，中央制御室にとどまる運転員の被ばく量を７

日間で１００ミリシーベルトを超えないようにするため，中

央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室非常用循

環系，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）等により，

中央制御室隣接区域からのインリークを防止し，環境に放出

された放射性物質による放射線被ばくから運転員等を防護

するため中央制御室の居住性を確保する。 

 

１．中央制御室非常用循環系は，原子炉冷却材圧力バウンダ

リからの一次冷却材の漏えい等により通常運転から系

統隔離運転に自動的に切り替わり，環境に放出された放

射性物質による放射線被ばくから運転員等を防護する。 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

中央制御室非常用循環系の電源が，外部電源または非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を除く。）から供給可能な場合で，原子炉冷却材

圧力バウンダリからの一次冷却材の漏えい等により，燃

料取替階放射線高，原子炉棟排気放射線高，換気系放射

線高のいずれかの中央制御室換気系隔離信号の発信を

確認した場合。 

 

２．炉心損傷時は，放射性物質等が環境に放出されるおそれ

がある格納容器フィルタベント系を使用する前に，中央制

御室非常用循環系により中央制御室の正圧化を実施し，中

央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）により中央制御

室待避室の正圧化を実施する。また，格納容器ベント時の

プルーム通過中には中央制御室非常用循環系を系統隔離

運転とすることで放射性物質の侵入を防止する。 

（１）手順着手の判断基準 

中央制御室非常用循環系加圧運転および中央制御室

待避室の加圧準備の実施については，炉心損傷を当直副

長が判断した場合※１。 

炉心損傷後に格納容器ベントを実施する際の中央制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はプルーム通過

中，通過前後は，中央

制御室非常用循環系に

より中央制御室の環境

を維持する。柏﨑刈羽

は常設の中央制御室換

気空調系を使用せず，

中央制御室可搬型陽圧

化空調機にて居住性を

確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はプルーム通過

中，通過前後は，中央

制御室非常用循環系に

より中央制御室の環境

を維持する。柏﨑刈羽

は常設の中央制御室換

気空調系を使用せず，

中央制御室可搬型陽圧

化空調機にて居住性を
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※：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の

１０倍を超えた場合または格納容器内雰囲気放射線

モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

 

 

３．全交流動力電源喪失時は，常設代替交流電源設備を用い

て中央制御室換気空調系へ給電し，中央制御室換気空調系

の事故時運転モードを実施する。 

［手順着手の判断基準］ 

全交流動力電源喪失等により，中央制御室換気空調系

が自動で事故時運転モードに切り替わらない場合。全交

流動力電源喪失後には，常設代替交流電源設備により非

常用低圧母線ＭＣＣ ２Ｃ系または非常用低圧母線Ｍ

ＣＣ ２Ｄ系が受電完了した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．中央制御室換気空調系が事故時運転モードで運転中等，

中央制御室が隔離されている状態となった場合は，中央制

御室内の酸素濃度および二酸化炭素濃度の測定を行い，酸

素濃度の低下または二酸化炭素濃度の上昇により許容濃

度を満足できない場合は，外気を取り入れる。中央制御室

待避所における酸素濃度および二酸化炭素濃度の測定も

中央制御室同様に行い，許容濃度を満足できない場合は，

中央制御室待避所加圧設備の加圧空気供給ライン流量調

整弁，室圧調整弁により調整および管理を行う。 

［手順着手の判断基準］ 

 

 

 

 

 

 

 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相

当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，又は

格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）が使

用できない場合に原子炉圧力容器温度計で３０

０℃以上を確認した場合。 

 

３．全交流動力電源喪失時は，常設代替交流電源設備等を用

いて中央制御室可搬型陽圧化空調機へ給電し，中央制御室

の陽圧化を実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

中央制御室換気空調系再循環運転モードが停止し，復

旧の見込みがない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．中央制御室換気空調系が再循環運転モードで運転中等，

中央制御室が隔離されている状態となった場合は，中央制

御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行い，酸素

濃度の低下又は二酸化炭素濃度の上昇により許容濃度を

満足できない場合は，外気を取り入れる。中央制御室待避

室における酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定も中央制

御室同様に行い，許容濃度を満足できない場合は，中央制

御室待避室給・排気弁により調整及び管理を行う。 

 

（１）手順着手の判断基準 

御室非常用循環系系統隔離運転については，中央制御室

待避室正圧化装置（空気ボンベ）による中央制御室待避

室の加圧操作が完了した場合。 

中央制御室待避室から退室した後の中央制御室非常

用循環系による加圧運転については，炉心損傷後の格納

容器ベント実施による中央制御室待避室への待避が終

了し，中央制御室待避室から退出した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した

場合。 

 

３．全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備等を用いて

中央制御室非常用循環系へ給電し，中央制御室の系統隔離

運転または加圧運転を実施する。 

（１）手順着手の判断基準 

中央制御室非常用循環系系統隔離運転については，全

交流動力電源喪失等により中央制御室非常用循環系が

自動で系統隔離運転に切り替わらない場合。全交流動力

電源喪失後には，代替交流電源設備により非常用母線

（緊急用メタクラ含む）が受電完了した場合。 

 

 

中央制御室非常用循環系加圧運転については，全交流

動力電源喪失発生後に炉心損傷を判断した場合※１。全

交流動力電源喪失後には，代替交流電源設備により非常

用母線（緊急用メタクラ含む）が受電完了した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した

場合。 

 

４．中央制御室非常用循環系が系統隔離運転で運転中，中央

制御室が隔離されている状態となった場合は，中央制御室

内の酸素濃度および二酸化炭素濃度の測定を行い，酸素濃

度の低下または二酸化炭素濃度の上昇により許容濃度を

満足できない場合は，外気を取り入れる。中央制御室待避

室における酸素濃度および二酸化炭素濃度の測定も中央

制御室同様に行い，許容濃度を満足できない場合は，中央

制御室空気供給系の流量調節弁により調整および管理を

行う。 

（１）手順着手の判断基準 

確保する。 

【島根固有】 

・島根は炉心損傷を判断

した場合，中央制御室

を加圧する運用として

いる。また，格納容器

ベントによるプルーム

通過中は加圧運転から

系統隔離運転に切替え

る。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はプルーム通過

中，通過前後は，中央

制御室非常用循環系に

より中央制御室の環境

を維持する。柏﨑刈羽

は常設の中央制御室換

気空調系を使用せず，

中央制御室可搬型陽圧

化空調機にて居住性を

確保する。 

【島根固有】 

・島根は炉心損傷を判断

した場合，中央制御室

を加圧する運用として

いる。 
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中央制御室換気空調系が事故時運転モードで運転中

等，中央制御室外気取入ダンパ，中央制御室少量外気取

入ダンパおよび中央制御室排風機出口ダンパが全閉の

場合。 

 

中央制御室待避所の濃度測定については，中央制御室

待避所へ待避した場合。 

 

５．全交流動力電源喪失時に，中央制御室の照明が使用でき

ない場合，可搬型照明(ＳＡ)により照明を確保し，チェン

ジングエリア設置場所の照明が使用できない場合は，乾電

池内蔵型照明により照明を確保する。 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

全交流動力電源喪失や電気系統の故障により，中央制御

室の照明が使用できない場合。 

汚染持込み防止 

発電所対策本部は，中央制御室の汚染の持込みを防止する

ため，「原子力災害対策特別措置法」第１０条特定事象が発

生した場合は，モニタリング，作業服の着替え等を行うため

のチェンジングエリアを設置する。 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

「原子力災害対策特別措置法」第１０条特定事象が発

生した後，放射線管理班長が，事象進展の状況（炉心損傷

を判断した場合※等），参集済みの要員数を考慮して，チェ

ンジングエリア設営を行うと判断した場合。 

 

 

※：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガンマ

線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の１

０倍を超えた場合，または格納容器内雰囲気放射線モ

ニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

 

運転員等の被ばく低減 

 

１．発電課長は，非常用ガス処理系により原子炉建屋原子炉

棟内を負圧に維持することにより，格納容器から原子炉建

屋原子炉棟内に漏えいしてくる放射性物質が，原子炉建屋

原子炉棟から直接環境へ放出されることを防止し，被ばく

から運転員を防護する。 

全交流動力電源の喪失により非常用ガス処理系が起動

できない場合は，常設代替交流電源設備を用いて非常用ガ

中央制御室の濃度測定については，中央制御室換気空

調系が再循環運転モードで運転中等，中央制御室換気空

調系給排気隔離弁が全閉の場合で，中央制御室可搬型陽

圧化空調機による中央制御室の加圧操作を実施してい

ない場合。 

中央制御室待避室の濃度測定については，中央制御室

待避室へ待避した場合。 

 

５．全交流動力電源喪失時に中央制御室の照明が使用できな

い場合は，可搬型蓄電池内蔵型照明により中央制御室の照

明を確保し，チェンジングエリア設置場所の照明が使用で

きない場合は，乾電池内蔵型照明により照明を確保する。 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失や電気系統の故障により，中央制

御室の照明が使用できない場合。 

汚染の持ち込み防止 

緊急時対策本部は，中央制御室へ汚染の持ち込みを防止す

るため，原子力災害対策特別措置法第１０条特定事象が発生

した場合は，モニタリング及び作業服への着替え等を行うた

めのチェンジングエリアを設置する。 

 

 

１．手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第１０条特定事象が発生し

たと判断した後，事象進展の状況（格納容器内雰囲気放射

線レベル（ＣＡＭＳ）等により炉心損傷※１を判断した場合

等），参集済みの要員数及び保安班が実施する作業の優先

順位を考慮して，チェンジングエリア設営を行うと判断し

た場合。 

※１：格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で格

納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当の

ガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，又は格納容

器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）が使用できな

い場合に原子炉圧力容器温度計で３００℃以上を

確認した場合。 

運転員等の被ばく低減 

１．非常用ガス処理系起動 

当直副長は，非常用ガス処理系により原子炉建屋原子炉

区域内を負圧に維持することにより，格納容器から原子炉

建屋原子炉区域内に漏えいしてくる放射性物質が，原子炉

建屋原子炉区域から直接環境へ放出されることを防止し，

被ばくから運転員等を防護する。 

全交流動力電源の喪失により非常用ガス処理系が起動で

きない場合は，常設代替交流電源設備等を用いて非常用ガ

中央制御室の濃度測定については，中央制御室非常用

循環系の系統隔離運転中等において，中央制御室外気取

入調節弁，中央制御室給気外側隔離弁，中央制御室給気

内側隔離弁のうちいずれかが全閉となったことを確認

した場合。 

中央制御室待避室の濃度測定については，中央制御室

待避室へ待避した場合。 

 

５．全交流動力電源喪失時に中央制御室の照明が使用できな

い場合は，内蔵蓄電池または代替交流電源設備から給電可

能なＬＥＤライト（三脚タイプ）により中央制御室の照明

を確保し，チェンジングエリア設営場所の照明が使用でき

ない場合は，チェンジングエリア設営場所に設置するチェ

ンジングエリア用照明により照明を確保する。 

（１）手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失や電気系統の故障により，中央制

御室の照明が使用できない場合。 

汚染の持ち込み防止 

緊急時対策本部は，中央制御室へ汚染の持ち込みを防止す

るため，「原子力災害対策特別措置法」第十条第一項に該当

する事象または「原子力災害対策特別措置法」第十五条第一

項に該当する事象が発生した場合は，モニタリングおよび作

業服の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設営す

る。 

１．手順着手の判断基準 

「原子力災害対策特別措置法」第十条第一項に該当する

事象または「原子力災害対策特別措置法」第十五条第一項

に該当する事象が発生したと判断した後，事象進展の状況

（炉心損傷を判断した場合※１等），参集済みの要員数およ

び緊急時対策要員が実施する作業の優先順位を考慮して，

チェンジングエリア設営を行うと判断した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合，または格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で３００℃以上を確認した場合。 

 

運転員等の被ばく低減 

１．非常用ガス処理系起動 

当直副長は，非常用ガス処理系により原子炉棟を負圧に

維持することにより，格納容器から原子炉棟に漏えいして

くる放射性物質が，原子炉棟から直接環境へ放出されるこ

とを防ぎ，運転員等の被ばくを低減する。 

 

全交流動力電源の喪失により非常用ガス処理系が起動で

きない場合は，代替交流電源設備を用いて非常用ガス処理

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根はプルーム通過

中，通過前後は，中央

制御室非常用循環系に

より中央制御室の環境

を維持する。柏﨑刈羽

は常設の中央制御室換

気空調系を使用せず，

中央制御室可搬型陽圧

化空調機にて居住性を

確保する。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ス処理系へ給電する。 

［手順着手の判断基準］ 

① 交流動力電源が確保されている場合 

原子炉水位低（Ｌ－３），ドライウェル圧力高，原

子炉建屋原子炉棟排気放射能高，燃料取替エリア放射

能高および原子炉建屋原子炉棟換気空調系全停のい

ずれかの信号が発生した場合。 

 

② 全交流動力電源が喪失した場合 

全交流動力電源喪失時において，常設代替交流電源

設備からの受電により非常用ガス処理系が自動起動

しない場合。 

 

 

 

 

２．発電課長は，原子炉建屋ブローアウトパネルが非常用ガ

ス処理系運転時に開放状態となっている場合は，内部の負

圧を確保するために閉止する。全交流動力電源が喪失し，

炉心が健全であることを確認した場合は，現場で閉止操作

を行う。 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

① 中央制御室での原子炉建屋ブローアウトパネル部

の閉止 

原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態で交流

動力電源が健全な場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 現場での原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止 

原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態で全交

流動力電源が喪失および炉心が健全であることを確

認した場合。 

 

 

 

ス処理系へ給電する。 

（１）手順着手の判断基準 

原子炉区域排気放射能高，燃料取替エリア放射能高，

ドライウェル圧力高，原子炉水位低（レベル３）及び原

子炉区域・タービン区域換気空調系全停のいずれかの信

号が発生した場合又は，原子炉区域・タービン区域換気

空調系が全停している場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．燃料取替床ブローアウトパネルの閉止 

当直副長又は緊急時対策本部は，燃料取替床ブローアウ

トパネルが非常用ガス処理系起動時に開放状態となって

いる場合は，内部の負圧を確保するために閉止する。全交

流動力電源が喪失し，炉心が健全であることを確認した場

合は，現場で閉止操作を行う。 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

中央制御室からの閉止については，燃料取替床ブローア

ウトパネルが開放状態で交流動力電源が健全な場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場での閉止については，燃料取替床ブローアウトパネ

ルが開放状態で全交流動力電源が喪失及び炉心が健全で

あることを確認した場合。 

 

 

 

 

系へ給電する。 

（１）手順着手の判断基準 

交流電源が正常な場合においては，原子炉棟排気放射

線高，燃料取替階放射線高，格納容器圧力高および原子

炉水位低（レベル３）のいずれかの信号が発生した場合。 

 

 

 

全交流動力電源が喪失した場合においては，非常用ガ

ス処理系が自動起動せず，原子炉棟換気系が全停してい

る場合。全交流動力電源喪失後には，代替交流電源設備

により緊急用メタクラが受電され，緊急用メタクラから

ＣコントロールセンタまたはＤコントロールセンタが

受電完了した場合。 

 

２．原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの閉止 

当直副長または緊急時対策本部は，炉心損傷時に非常用

ガス処理系を起動する場合で，原子炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネルが開放している場合は，原子炉棟内の負圧

を確保するために原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル閉止装置を閉止する。全交流動力電源が喪失し，炉心

が健全であることを確認した場合は，現場で閉止操作を行

う。 

（１）手順着手の判断基準 

中央制御室からの閉止については，以下の条件がすべて

成立した場合。 

・非常用ガス処理系が運転中または起動操作が必要な

場合。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリが破損した状況におい

ては，漏えい箇所の隔離または原子炉圧力容器の減圧

が完了している場合。 

・炉心損傷を判断した場合※１。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルが開放し

ている場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガン

マ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の１０倍を超えた場合，または格納容器雰囲気

放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力

容器温度で３００℃以上を確認した場合。 

現場での閉止については，以下の条件がすべて成立した

場合。 

・炉心が健全であることを確認した場合。 

・非常用ガス処理系が運転中または起動操作が必要な

場合。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリが破損した状況におい

ては，漏えい箇所の隔離または原子炉圧力容器の減圧

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は常設代替交流電

源設備からの受電によ

り非常用ガス処理系が

自動起動しない場合の

手順も作成。 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は炉心損傷判断お

よび漏えい箇所の隔離

等も，中央制御室から

の閉止の判断基準に加

えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は漏えい箇所の隔
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

放射線管理 

チェンジングエリア内では放射線管理班員等がモニタリ

ングを行い，汚染が確認された場合は，チェンジングエリ

ア内に設ける除染エリアにおいてウェットティッシュ等に

より除染を行う。除染による汚染水は，ウエスに染み込ま

せることで固体廃棄物として廃棄する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，常設代替交流電源設備を用い

て中央制御室外気取入ダンパ，中央制御室少量外気取入ダ

ンパ，中央制御室排風機出口ダンパ等へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線管理 

チェンジングエリア内では運転員等がモニタリングを行

い，汚染が確認された場合は，チェンジングエリア内に設

ける除染エリアにおいてウェットティッシュ等により除染

を行う。除染による汚染水は，ウエスに染み込ませること

で固体廃棄物として廃棄する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，常設代替交流電源設備等を用

いて中央制御室換気空調系給排気隔離弁等へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が完了している場合。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルが開放し

ている場合。 

・中央制御室からの原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネル閉止装置の閉止操作ができない場合。 

放射線管理 

チェンジングエリア内では運転員等がモニタリングを行

い，汚染が確認された場合は，チェンジングエリア内に設

ける除染エリアにおいてウェットティッシュ等により除染

を行う。除染による汚染水は，ウエスに染み込ませる等に

より固体廃棄物として廃棄する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備を用いて中

央制御室非常用循環系等へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離等も，現場での閉止

の判断基準に加えてい

る。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１７ 

操作手順 

１７．監視測定等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合に，発電所およびその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において，原子炉施設から放出される

放射性物質の濃度および放射線量を監視し，および測定し，な

らびにその結果を記録するため，放射性物質の濃度および放射

線量を測定することを目的とする。また，発電所において風向，

風速その他の気象条件を測定し，およびその結果を記録するた

め，風向，風速その他の気象条件を測定することを目的とする。 

対応手段等 

放射性物質の濃度および放射線量の測定 

１．発電所対策本部は，モニタリングポストによる放射線量

の測定機能が喪失した場合は，可搬型モニタリングポスト

を用いて監視し，および測定し，ならびにその結果を記録

する。また，「原子力災害対策特別措置法」第１０条特定

事象が発生した場合は，モニタリングポストが設置されて

いない海側に可搬型モニタリングポストを設置し，放射線

量を測定する。さらに，緊急時対策所の加圧判断のため，

緊急時対策建屋屋上に可搬型モニタリングポストを設置

し，放射線量を測定する。 

 

 

 

 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

緊急時対策所でモニタリングポストの指示値および

警報表示を確認し，モニタリングポストの放射線量の測

定機能が喪失したと判断した場合。 

また，海側および緊急時対策建屋屋上への設置につい

ては，発電所対策本部長が，「原子力災害対策特別措置

法」第１０条特定事象が発生したと判断した場合。 

 

 

 

 

２．発電所対策本部は，放射能観測車による空気中の放射性

物質の濃度は，放射能観測車を用いて測定するが，空気中

の放射性物質の濃度の測定機能が喪失した場合は，可搬型

放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ，γ線サ

ーベイメータおよびβ線サーベイメータ）等を用いて監視

し，および測定し，ならびにその結果を記録する。 

［手順着手の判断基準］ 

表１７ 

操作手順 

１７．監視測定等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発電所

の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射

性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するため，放射性物質の濃度及び放射線量を測定す

ることを目的とする。また，発電所において風向，風速その他

の気象条件を測定し，及びその結果を記録するため，風向，風

速その他の気象条件を測定することを目的とする。 

対応手段等 

放射性物質の濃度及び放射線量の測定 

１．緊急時対策本部は，モニタリングポストによる放射線量

の測定機能が喪失した場合は，可搬型モニタリングポスト

を用いて監視し，及び測定し，並びにその結果を記録する。

また，原子力災害対策特別措置法第１０条特定事象が発生

した場合は，モニタリングポストが設置されていない海側

等に可搬型モニタリングポストを配置し，放射線量を測定

する。さらに，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所の陽圧化

の判断のため，５号炉原子炉建屋付近に可搬型モニタリン

グポストを配置し，放射線量を測定する。 

 

 

 

 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所でモニタリングポス

トの指示値及び警報表示を確認し，モニタリングポスト

の放射線量の測定機能が喪失したと判断した場合。 

また，海側等及び５号炉原子炉建屋付近への配置につ

いては，当直副長が原子力災害対策特別措置法第 １０

条特定事象が発生したと判断した場合。 

 

 

 

 

２．緊急時対策本部は，放射能観測車による空気中の放射性

物質の濃度の測定機能が喪失した場合は，可搬型放射線計

測器（可搬型ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレー

ションサーベイメータ，ＧＭ汚染サーベイメータ）を用い

て監視し，及び測定し，並びにその結果を記録する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

表１７ 

操作手順 

１７．監視測定等に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合に，発電所およびその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度および放射線量を監視し，および測定し，なら

びにその結果を記録するため，放射性物質の濃度および放射線

量を測定することを目的とする。また，発電所において風向，

風速その他の気象条件を測定し，およびその結果を記録するた

め，風向，風速その他の気象条件を測定することを目的とする。 

対応手段等 

放射性物質の濃度および放射線量の測定 

１．緊急時対策本部は，モニタリングポストによる放射線量

の測定機能が喪失した場合は，可搬式モニタリングポスト

を用いて監視し，および測定し，ならびにその結果を記録

する。また，「原子力災害対策特別措置法」第十条第一項

に該当する事象もしくは「原子力災害対策特別措置法」第

十五条第一項に該当する事象が発生した場合，または，「原

子力災害対策特別措置法」第十条第一項に該当する事象も

しくは「原子力災害対策特別措置法」第十五条第一項に該

当する事象発生前であっても，放射線管理班員の活動状況

や天候，時間帯等を考慮し，先行して実施すると判断した

場合，モニタリングポストが設置されていない海側に可搬

式モニタリングポストを配置し，放射線量を測定する。さ

らに，緊急時対策所の正圧化の判断のため，緊急時対策所

付近に可搬式モニタリングポストを配置し，放射線量を測

定する。 

（１）手順着手の判断基準 

緊急時対策所でモニタリングポストの指示値およびデ

ータ状態を確認し，モニタリングポストの放射線量の測

定機能が喪失したと判断した場合。 

また，海側および緊急時対策所付近への配置について

は，当直副長が「原子力災害対策特別措置法」第十条第一

項に該当する事象または「原子力災害対策特別措置法」第

十五条第一項に該当する事象発生前であっても，放射線

管理班長が放射線管理班員の活動状況や天候，時間帯等

を考慮し，先行して実施すると判断した場合。 

 

２．緊急時対策本部は，放射能観測車による空気中の放射性

物質の濃度の測定機能が喪失した場合は，放射能測定装置

（可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーショ

ンサーベイメータ，ＧＭ汚染サーベイメータ）を用いて監

視し，および測定し，ならびにその結果を記録する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根のモニタリングポ

ストは，中央制御室に

指示値および警報を発

信し，緊急時対策所で

は指示値およびデータ

の受信状態（データ伝

送不良，欠測がないこ

との確認）を確認する。 
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可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の

濃度の代替測定 

放射能観測車に搭載しているダスト・よう素サンプラ

の使用可否，放射性よう素測定装置および放射性ダスト

測定装置の指示値を確認し，放射能観測車による空気中

の放射性物質の濃度のいずれかの測定機能が喪失した

と判断した場合。 

 

３．発電所対策本部は，重大事故等時に，発電所およびその

周辺（発電所の周辺海域を含む。）における放射性物質の

濃度（空気中，水中，土壌中）および放射線量を可搬型放

射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ，γ線サー

ベイメータ，β線サーベイメータ，α線サーベイメータお

よび電離箱サーベイメータ）を用いて監視し，および測定

し，ならびにその結果を記録する。 

発電所の周辺海域は，小型船舶を用いて海上モニタリン

グを行う。 

［手順着手の判断基準］ 

①可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の

濃度の測定 

スタック放射線モニタの指示値および警報表示を

確認し，スタック放射線モニタの放射性物質の濃度の

測定機能が喪失したと判断した場合またはスタック

放射線モニタの測定機能が喪失しておらず，指示値に

有意な変動を確認する等，原子炉施設から気体状の放

射性物質が放出されたおそれがあると判断した場合。 

②可搬型放射線計測装置による水中の放射性物質の濃

度の測定 

放射性廃棄物放出水モニタの指示値および警報表

示を確認し，放射性廃棄物放出水モニタの放射性物質

の濃度の測定機能が喪失したと判断した場合または

放射性廃棄物放出水モニタの測定機能が喪失してお

らず，指示値に有意な変動を確認する等，原子炉施設

から発電所の周辺海域へ放射性物質が含まれる水が

放出されたおそれがあると判断した場合。 

③可搬型放射線計測装置による土壌中の放射性物質の

濃度の測定 

スタック放射線モニタ等により気体状の放射性物

質が放出されたと判断した場合（放射性雲通過後）。 

④海上モニタリング 

スタック放射線モニタ等により気体状または液体

状の放射性物質が放出されたと判断した場合（放射性

雲通過後）。 

風向，風速その他 

発電所対策本部は，気象観測設備による風向，風速その他

の測定機能が喪失した場合は，代替気象観測設備を用いて測

 

 

放射能観測車に搭載しているダスト・よう素サンプラ

の使用可否，よう素測定装置及びＧＭ計数装置の指示値

を確認し，放射能観測車による空気中の放射性物質の濃

度のいずれかの測定機能が喪失したと判断した場合。 

 

 

３．緊急時対策本部は，発電所及びその周辺（発電所の周辺

海域を含む。）における放射性物質の濃度（空気中，水中，

土壌中）及び放射線量は，可搬型放射線計測器（可搬型ダ

スト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーションサーベイ

メータ，ＧＭ汚染サーベイメータ，ＺｎＳシンチレーショ

ンサーベイメータ及び電離箱サーベイメータ）を用いて監

視し，及び測定し，並びにその結果を記録する。 

発電所の周辺海域は，小型船舶（海上モニタリング用）

を用いて海上モニタリングを行う。 

（１）手順着手の判断基準 

 

 

空気中の放射性物質の濃度測定については，主排気筒

モニタの指示値及び警報表示を確認し，主排気筒モニタ

の放射性物質の濃度の測定機能が喪失したと判断した場

合，又は主排気筒モニタの測定機能が喪失しておらず，指

示値に有意な変動を確認する等，原子炉施設から気体状

の放射性物質が放出されたおそれがあると判断した場

合。 

 

水中の放射性物質の濃度測定については，液体廃棄物

処理系排水モニタの指示値及び警報表示を確認し，液体

廃棄物処理系排水モニタの放射性物質の濃度の測定機能

が喪失したと判断した場合，又は液体廃棄物処理系排水

モニタの測定機能が喪失しておらず，指示値に有意な変

動を確認する等，原子炉施設から発電所の周辺海域へ放

射性物質が含まれる水が放出されたおそれがあると判断

した場合。 

 

土壌中の放射性物質の濃度測定については，主排気筒

モニタ等により気体状の放射性物質が放出されたと判断

した場合（プルーム通過後）。 

海上モニタリングについては，主排気筒モニタ等によ

り気体状又は液体状の放射性物質が放出されたと判断し

た場合（プルーム通過後）。 

風向，風速その他 

緊急時対策本部は，気象観測設備による風向，風速その他

の測定機能が喪失した場合は，可搬型気象観測装置を用いて

 

 

放射能観測車に搭載しているダスト・よう素サンプラ

の使用可否，よう素モニタおよびダストモニタの指示値

を確認し，放射能観測車による空気中の放射性物質の濃

度のいずれかの測定機能が喪失したと判断した場合。 

 

 

３．緊急時対策本部は，発電所およびその周辺（発電所の周

辺海域を含む。）における放射性物質の濃度（空気中，水

中，土壌中）および放射線量は，放射能測定装置（可搬式

ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーションサーベ

イメータ，ＧＭ汚染サーベイメータ，α・β線サーベイメ

ータおよび電離箱サーベイメータ）を用いて監視し，およ

び測定し，ならびにその結果を記録する。 

発電所の周辺海域は，小型船舶を用いて海上モニタリン

グを行う。 

（１）手順着手の判断基準 

 

 

空気中の放射性物質の濃度測定については，排気筒モ

ニタの指示値およびデータ状態を確認し，排気筒モニタ

の放射性物質の濃度の測定機能が喪失したと判断した場

合，または排気筒モニタの測定機能が喪失しておらず，指

示値に有意な変動を確認する等，原子炉施設から気体状

の放射性物質が放出されたおそれがあると判断した場

合。 

 

水中の放射性物質の濃度測定については，液体廃棄物

処理系排水モニタの指示値および警報表示を確認し，液

体廃棄物処理系排水モニタの放射性物質の濃度の測定機

能が喪失したと判断した場合，または液体廃棄物処理系

排水モニタの測定機能が喪失しておらず，指示値に有意

な変動を確認する等，原子炉施設から発電所の周辺海域

へ放射性物質が含まれる水が放出されたおそれがあると

判断した場合。 

 

土壌中の放射性物質の濃度測定については，排気筒モ

ニタ等により気体状の放射性物質が放出されたと判断し

た場合（プルーム通過後）。 

海上モニタリングについては，排気筒モニタ等により

気体状または液体状の放射性物質が放出されたと判断し

た場合（プルーム通過後）。 

風向，風速その他 

緊急時対策本部は，気象観測設備による風向，風速その他

の測定機能が喪失した場合は，可搬式気象観測装置を用いて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の排気筒モニタ

は，中央制御室に指示

値および警報を発信

し，緊急時対策所では，

指示値およびデータの

受信状態（データ伝送

不良，欠測がないこと

の確認）を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
0
7



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

定し，およびその結果を記録する。 

［手順着手の判断基準］ 

緊急時対策所で気象観測設備の指示値を確認する等，気

象観測設備による風向・風速・日射量・放射収支量・降水

量のいずれかの測定機能が喪失したと判断した場合。 

 

測定頻度 

可搬型モニタリングポストを用いた放射線量の測定は，連

続測定とする。 

放射性物質の濃度の測定（空気中，水中，土壌中）および

海上モニタリングは，１回／日以上とするが，原子炉施設の

状態，放射性物質の放出状況および海洋の状況を考慮し，測

定しない場合もある。 

風向，風速その他の気象条件の測定は，連続測定とする。 

バックグラウンド低減対策 

周辺汚染によりモニタリングポストを用いて測定できな

くなることを避けるため，モニタリングポストの検出器保

護カバーを交換する等のバックグラウンド低減対策を行

う。同様に可搬型モニタリングポストを用いて測定できな

くなることを避けるため，可搬型モニタリングポストの養

生シートを交換する等のバックグラウンド低減対策を行

う。また，必要に応じて除草，周辺の土壌撤去等により，

周辺のバックグラウンドレベルを低減する。 

周辺汚染により放射性物質の濃度の測定時のバックグラ

ウンドレベルが上昇し，可搬型放射線計測装置が測定不能

となるおそれがある場合は，可搬型放射線計測装置の検出

器を遮蔽材で囲む等のバックグラウンド低減対策を行う。

ただし，可搬型放射線計測装置の検出器を遮蔽材で囲んだ

場合においても可搬型放射線計測装置が測定不能となる場

合は，バックグラウンドレベルが低い場所に移動して，放

射性物質の濃度を測定する。 

他の機関との連携 

敷地外でのモニタリングは，国が地方公共団体と連携して

策定するモニタリング計画に従い，資機材，要員および放出

源情報を提供するとともにモニタリングに協力する。 

電源確保 

非常用交流電源設備からの給電の喪失によりモニタリン

グポストの機能が喪失した場合は，自主対策設備であるモニ

タリングポスト専用の無停電電源装置が自動でモニタリン

グポストへ給電し，その間に常設代替交流電源設備による給

電の操作を実施する。モニタリングポストは，電源が喪失し

た状態で代替電源設備から給電した場合，自動的に放射線量

の連続測定を開始する。 

 

 

 

測定し，及びその結果を記録する。 

１．手順着手の判断基準 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所で気象観測設備の

指示値を確認する等，気象観測設備による風向・風速・

日射量・放射収支量・雨量のいずれかの測定機能が喪失

したと判断した場合。 

測定頻度 

可搬型モニタリングポストを用いた放射線量の測定は，連

続測定とする。 

放射性物質の濃度の測定（空気中，水中，土壌中）及び海

上モニタリングは，１回／日以上とするが，原子炉施設の状

態，放射性物質の放出状況及び海洋の状況を考慮し，測定し

ない場合もある。 

風向，風速その他の気象条件の測定は，連続測定とする。 

バックグラウンド低減対策 

周辺汚染によりモニタリングポストを用いて測定できな

くなることを避けるため，モニタリングポストの検出器保

護カバーを交換する等のバックグラウンド低減対策を行

う。同様に可搬型モニタリングポストを用いて測定できな

くなることを避けるため，可搬型モニタリングポストの養

生シートを交換する等のバックグラウンド低減対策を行

う。また，必要に応じて除草，周辺の土壌撤去等により，

周辺のバックグラウンドレベルを低減する。 

周辺汚染により放射性物質の濃度の測定時のバックグラ

ウンドレベルが上昇し，可搬型放射線計測器が測定不能と

なるおそれがある場合は，可搬型放射線計測器の検出器を

遮蔽材で囲む等のバックグラウンド低減対策を行う。ただ

し，可搬型放射線計測器の検出器を遮蔽材で囲んだ場合に

おいても可搬型放射線計測器が測定不能となるおそれがあ

る場合は，バックグラウンドレベルが低い場所に移動して，

放射性物質の濃度を測定する。 

他の機関との連携 

敷地外でのモニタリングは，国が地方公共団体と連携して

策定するモニタリング計画に従い，資機材，要員及び放出源

情報を提供するとともにモニタリングに協力する。 

電源確保 

常用所内電源喪失によりモニタリングポストの機能が喪

失した場合は，自主対策設備である無停電電源装置が自動で

モニタリングポストへ給電し，その間にモニタリングポスト

用発電機による給電の操作を実施する。モニタリングポスト

は，電源が喪失した状態でモニタリングポスト用発電機から

給電した場合，切替え操作を行うことで放射線量の連続測定

を開始する。 

 

 

 

測定し，およびその結果を記録する。 

１．手順着手の判断基準 

緊急時対策所で気象観測設備の指示値を確認する

等，気象観測設備による風向・風速・日射量・放射収支

量・雨量のいずれかの測定機能が喪失したと判断した

場合。 

測定頻度 

可搬式モニタリングポストを用いた放射線量の測定は，連

続測定とする。 

放射性物質の濃度の測定（空気中，水中，土壌中）および

海上モニタリングは，１回／日以上とするが，原子炉施設の

状態，放射性物質の放出状況および海洋の状況を考慮し，測

定しない場合もある。 

風向，風速その他の気象条件の測定は，連続測定とする。 

バックグラウンド低減対策 

周辺汚染によりモニタリングポストを用いて測定できな

くなることを避けるため，モニタリングポストの検出器保

護カバーを交換する等のバックグラウンド低減対策を行

う。同様に可搬式モニタリングポストを用いて測定できな

くなることを避けるため，可搬式モニタリングポストの養

生シートを交換する等のバックグラウンド低減対策を行

う。また，必要に応じて除草，周辺の土壌撤去等により，

周辺のバックグラウンドレベルを低減する。 

周辺汚染により放射性物質の濃度の測定時のバックグラ

ウンドレベルが上昇し，放射能測定装置が測定不能となる

おそれがある場合は，放射能測定装置の検出器を遮蔽材で

囲む等のバックグラウンド低減対策を行う。ただし，放射

能測定装置の検出器を遮蔽材で囲んだ場合においても放射

能測定装置が測定不能となるおそれがある場合は，バック

グラウンドレベルが低い場所に移動して，放射性物質の濃

度を測定する。 

他の機関との連携 

敷地外でのモニタリングは，国が地方公共団体と連携して

策定するモニタリング計画に従い，資機材，要員および放出

源情報を提供するとともにモニタリングに協力する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失によりモニタリングポストの機能が

喪失した場合は，自主対策設備である無停電電源装置および

モニタリングポスト用発電機が自動でモニタリングポスト

へ給電し，その間に常設代替交流電源設備による給電の操作

を実施する。モニタリングポストは，電源が喪失した状態で

常設代替交流電源設備から給電した場合，自動的に放射線量

の連続測定を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根のモニタリングポ

ストは，非常用所内電

源に接続。また，全交

流動力電源喪失時は常

設代替交流電源設備か

ら給電可能 

・島根は非常用交流電源

設備からの給電の喪失

時は常設代替交流電源
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備から給電し，切替

操作は不要 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１８ 

操作手順 

１８．緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

方針目的 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合においても，

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が緊急

時対策所にとどまり，重大事故等に対処するために必要な指示

を行うとともに，発電所の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡し，重大事故等に対処するために必要な数の要員

を収容する等の発電所対策本部としての機能を維持するため

に必要な居住性の確保，必要な指示および通信連絡，必要な数

の要員の収容，代替電源設備から給電することを目的とする。 

 

対応手段等 

居住性の確保 

発電所対策本部は，緊急時対策所遮蔽および緊急時対策所

加圧設備（空気ボンベ）を用いた希ガス等の放射性物質の侵

入防止等により，重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等の被ばく線量を７日間で 100mSv を超えないよう

にするため，以下の手順等により緊急時対策所の居住性を確

保する。 

 

（１）緊急時対策所を立ち上げる場合は，緊急時対策所非常

用送風機を起動するとともに，酸素濃度および二酸化炭

素濃度の測定を開始する。 

 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備であるガスタ

ービン発電機または電源車（緊急時対策所用）を用いて

給電し，緊急時対策所非常用送風機を起動する。 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

① 緊急時対策所換気空調系運転：緊急時対策所を立

ち上げた場合。 

② 緊急時対策所内の酸素濃度および二酸化炭素濃

度の測定：緊急時対策所の使用を開始した場合。 

 

（２）「原子力災害対策特別措置法」第１０条特定事象が発

生した場合，緊急時対策所に緊急時対策所可搬型エリア

モニタを設置し，放射線量の測定を実施する。 

 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

発電所対策本部長が「原子力災害対策特別措置法」

第１０条特定事象が発生したと判断した場合。 

表１８ 

操作手順 

１８．緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

方針目的 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所には，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等が緊急時対策所にとどまり，重大事故等に対処する

ために必要な指示を行うとともに，発電所の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡し，重大事故等に対処するため

に必要な数の要員を収容する等の発電所緊急時対策本部とし

ての機能を維持するために必要な居住性の確保，必要な指示及

び通信連絡，必要な数の要員の収容，代替交流電源設備から給

電することを目的とする。 

対応手段等 

居住性の確保 

緊急時対策本部は，緊急時対策所遮蔽及び緊急時対策所陽

圧化装置（空気ボンベ）を用いた希ガス等の放射性物質の侵

入防止等により，重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員等の被ばく線量を７日間で１００ミリシーベルト

を超えないようにするため，以下の手順等により緊急時対策

所の居住性を確保する。 

 

１．緊急時対策所を立ち上げる場合は，５号炉原子炉建屋内

緊急時対策所対策本部及び待機場所の可搬型陽圧化空調

機を起動するとともに，酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定を開始する。 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備である５号

炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備を用いて

給電し，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所可搬型陽圧化空

調機を起動する。 

 

（１）手順着手の判断基準 

可搬型陽圧化空調機の起動については，５号炉原子炉

建屋内緊急時対策所を立ち上げた場合。 

酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定については，５号

炉原子炉建屋内緊急時対策所の使用を開始した場合。 

 

２．原子力災害特別措置法第１０条事象が発生した場合，５

号炉原子炉建屋内緊急時対策所対策本部及び待機場所に

可搬型エリアモニタを設置し，放射線量の測定を実施す

る。 

 

 

（１）手順着手の判断基準 

原子力災害対策特別措置法第１０条特定事象が発生

したと判断した場合。 

表１８ 

操作手順 

１８．緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

方針目的 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合においても，

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が緊急

時対策所にとどまり，重大事故等に対処するために必要な指示

を行うとともに，発電所の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡し，重大事故等に対処するために必要な数の要員

を収容する等の発電所緊急時対策本部としての機能を維持す

るために必要な居住性の確保，必要な指示および通信連絡，必

要な数の要員の収容，代替交流電源設備から給電することを目

的とする。 

対応手段等 

居住性の確保 

緊急時対策本部は，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気

浄化装置および空気ボンベ加圧設備を用いた希ガス等の放

射性物質の侵入防止等により，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７日間で 100 ミリ

シーベルトを超えないようにするため，以下の手順等により

緊急時対策所の居住性を確保する。 

 

１．緊急時対策所を立ち上げる場合は，緊急時対策所空気浄

化装置を起動するとともに，酸素濃度および二酸化炭素濃

度の測定を開始する。 

 

外部電源，常用母線および非常用ディーゼル発電機Ａ系

の機能喪失により，２号炉の非常用低圧母線より受電でき

ない場合で，早期の電源回復が不能な場合は，代替交流電

源設備である緊急時対策所用発電機を用いて給電し，緊急

時対策所空気浄化装置を起動する。 

（１）手順着手の判断基準 

緊急時対策所空気浄化装置の起動については，緊急時

対策所を立ち上げた場合。 

酸素濃度および二酸化炭素濃度の測定については，緊

急時対策所の使用を開始した場合。 

 

２．「原子力災害対策特別措置法」第十条第一項に該当する

事象または「原子力災害対策特別措置法」第十五条第一項

に該当する事象が発生した場合，緊急時対策本部に可搬式

エリア放射線モニタを設置し，放射線量の測定を実施す

る。また，空気ボンベ加圧設備による空気供給準備を実施

する。 

（１）手順着手の判断基準 

「原子力災害対特別措置法」第十条第一項に該当する

事象または「原子力災害対策特別措置法」第十五条第一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の緊急時対策所は

複数箇所に分かれてい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は空気供給準備に

時間を要することか

ら，原災法該当事象の

発生を着手の判断基準
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

（３）格納容器ベント等により放射性物質の放出のおそれが

ある場合は，緊急時対策所において，緊急時対策所加圧

設備（空気ボンベ）を用いて加圧を行うとともに，酸素

濃度計および二酸化炭素濃度計を用いて緊急時対策所

内の酸素濃度および二酸化炭素濃度を測定する。その

後，発電所敷地内に設置する可搬型モニタリングポスト

等の指示値により周辺環境中の放射性物質が十分減少

したと判断した場合は，緊急時対策所加圧設備（空気ボ

ンベ）から緊急時対策所非常用送風機へ切り替える。 

 

 

［手順着手の判断基準］ 

①緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）を用いた正圧

化 

以下のＡ，Ｂのいずれかの場合。 

Ａ．以下の【条件 1-1】および【条件 1-2】が満

たされた場合 

【条件 1-1】：２号炉の炉心損傷※および格納容器

破損の評価に必要なパラメータの

監視不可 

【条件 1-2】：可搬型モニタリングポスト（緊急

時対策建屋屋上に設置するもの，

以下同じ）の指示値が上昇し

30mGy/h となった場合または緊急

時対策所可搬型エリアモニタの指

示値が上昇し 0.1mSv/hとなった場

合 

Ｂ．以下の【条件 2-1-1】または【条件 2-1-2】，

および【条件 2-2】が満たされた場合 

 

【条件 2-1-1】：２号炉において炉心損傷※後に格

納容器ベントの実施を判断した

場合 

【条件 2-1-2】：２号炉において炉心損傷※後に格

納容器破損徴候が発生した場合 

 

 

 

 

【条件 2-2  】：可搬型モニタリングポストの指

示値が上昇し 30mGy/h となった

場合または緊急時対策所可搬型

エリアモニタの指示値が上昇し

 

 

 

３．格納容器ベント等により放射性物質の放出のおそれがあ

る場合は，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所対策本部及び

待機場所において，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所陽圧

化装置（空気ボンベ）を用いて加圧を行うとともに，酸素

濃度計及び二酸化炭素濃度計を用いて緊急時対策所内の

酸素濃度及び二酸化炭素濃度を測定する。その後，発電所

敷地内に設置する可搬型モニタリングポスト等の指示値

により周辺環境中の放射性物質が十分減少したと判断し

た場合は，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所陽圧化装置

（空気ボンベ）から５号炉原子炉建屋内緊急時対策所可搬

型陽圧化空調機へ切り替える。 

（１） 手順着手の判断基準 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所陽圧化装置（空気ボ

ンベ）を用いた陽圧化については以下の条件が満たされ

た場合に実施する。 

① 以下の【条件１－１】及び【条件１－２】が満た

された場合 

【条件１－１】：７号炉の炉心損傷※１及び格納容器破

損の評価に必要なパラメータの監視

不可 

【条件１－２】：可搬型モニタリングポスト（５号炉

近傍に設置するもの，以下同じ），５

号炉原子炉建屋内緊急時対策所可搬

型エリアモニタいずれかのモニタ値

が急上昇し警報発生 

 

 

② 以下の【条件２－１－１】又は【条件２－１－２】，

及び【条件２－２－１】又は【条件２－２－２】が

満たされた場合 

【条件２－１－１】：７号炉において炉心損傷※１後に

格納容器ベントの実施を判断し

た場合 

【条件２－１－２】：７号炉にて炉心損傷※１後に格納

容器破損徴候が発生した場合 

【条件２－２－１】：格納容器ベント実施の直前 

 

 

 

【条件２－２－２】：可搬型モニタリングポスト，５

号炉原子炉建屋内緊急時対策所

可搬型エリアモニタいずれかの

モニタ値が急上昇し警報発生 

項に該当する事象が発生したと判断した場合。 

 

 

３．格納容器ベント等により放射性物質の放出のおそれがあ

る場合は，空気ボンベ加圧設備を用いて加圧を行うととも

に，酸素濃度計および二酸化炭素濃度計を用いて緊急時対

策所内の酸素濃度および二酸化炭素濃度を測定する。その

後，発電所敷地内に設置する可搬式モニタリングポスト等

の指示値により周辺環境中の放射性物質が十分減少した

と判断した場合は，空気ボンベ加圧設備から緊急時対策所

空気浄化装置へ切り替える。 

 

 

 

（１） 手順着手の判断基準 

空気ボンベ加圧設備を用いた正圧化については以下

の条件が満たされた場合に実施する。 

 

① 以下の【条件１－１】および【条件１－２】が満

たされた場合 

【条件１－１】：２号炉の炉心損傷※１および格納容器

破損の評価に必要なパラメータの監

視不可 

【条件１－２】：可搬式モニタリングポストの指示値

が上昇し３０mGy/h となった場合※２

または可搬式エリア放射線モニタの

指示値が上昇し０．１mSv/hとなった

場合 

 

 

② 以下の【条件２－１－１】または【条件２－１－

２】，および【条件２－２－１】または【条件２－

２－２】が満たされた場合 

【条件２－１－１】：２号炉にて炉心損傷※１後にサプ

レッションプール水位が通常水

位＋約１．２mに到達した場合 

【条件２－１－２】：２号炉にて炉心損傷※１後に格納

容器破損徴候が発生した場合 

【条件２－２－１】：格納容器ベント実施判断基準で

あるサプレッションプール水

位が通常水位＋約１．３m 到達

の約２０分前実施の直前 

【条件２－２－２】：可搬式モニタリングポストの指

示値が上昇し３０mGy/h※２とな

った場合または可搬式エリア放

射線モニタの指示値が上昇し

として，空気ボンベ加

圧設備による空気供給

準備を実施する。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の緊急時対策所は

複数箇所に分かれてい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は具体的な判断基

準（数値）を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は具体的な判断基

準（数値）を記載。 

 

 

【島根固有】 

・島根は具体的な指示値

を記載し，この条件に

て加圧を開始する。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は具体的な判断基

準（数値）を記載。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

0.1mSv/h となった場合 

※：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を越えた

場合または格納容器内雰囲気放射線モニ

タが使用できない場合に，原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合 

 

 

 

 

 

 

 

②緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）から緊急時対

策所非常用送風機への切替え 

可搬型モニタリングポストまたは緊急時対策所

可搬型エリアモニタの線量率の指示が上昇した後

に，減少に転じ，更に線量率が安定的な状態にな

り，周辺環境中の放射性物質が十分減少し，緊急時

対策建屋屋上に設置する可搬型モニタリングポス

トの値が 0.5mGy/h※を下回った場合。 

 

※：保守的に 0.5mGy/hを 0.5mSv/hとして換算し，

仮に７日間被ばくし続けたとしても，

0.5mSv/h×168h＝84mSv と 100mSv に対して余

裕があり，緊急時対策所の居住性評価である

約 0.7mSv に加えた場合でも 100mSv を超える

ことのない値として設定 

 

 

必要な指示および通信連絡 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等は，

緊急時対策所の安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）お

よび通信連絡設備を用いて必要なプラントパラメータ等を

監視または収集し，重大事故等に対処するために必要な情報

を把握するとともに重大事故等に対処するための対策の検

討を行う。 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を

緊急時対策所に整備する。当該資料は，常に最新となるよう

通常時から維持，管理する。 

緊急時対策所の通信連絡設備により，発電所内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

 

［手順着手の判断基準］ 

緊急時対策所を立ち上げた場合。 

 

※１ 格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭＳ）で

格納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故

相当のガンマ線線量率の１０倍を超えた場合，

又は格納容器内雰囲気放射線レベル（ＣＡＭ

Ｓ）が使用できない場合に，原子炉圧力容器温

度計で３００℃以上を確認した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所陽圧化装置（空気ボ

ンベ）から５号炉原子炉建屋内緊急時対策所可搬型陽圧

化空調機への切替えについては，可搬型モニタリングポ

スト等の線量率の指示が上昇した後に，減少に転じ，更

に線量率が安定的な状態になり，周辺環境中の放射性物

質が十分減少し，５号炉原子炉建屋屋上階の階段室近傍

（可搬型外気取入送風機の外気吸込場所）に設置する可

搬型モニタリングポストの値が０．２ｍＧｙ／ｈ※２を

下回った場合。 

※２ 保守的に０．２ｍＧｙ／ｈを０．２ｍＳｖ／ｈ

として換算し，仮に７日間被ばくし続けたとして

も，０．２ｍＳｖ／ｈ×１６８ｈ＝３３．６ｍＳ

ｖ≒３４ｍＳｖ程度と１００ｍＳｖに対して十

分余裕があり，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所

の居住性評価である約５８ｍＳｖに加えた場合

でも１００ｍＳｖを超えることのない値として

設定 

必要な指示及び通信連絡 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等は，緊急時対策所の安全パラメータ

表示システム（SPDS）及び通信連絡設備を用いて必要なプラ

ントパラメータ等を監視又は収集し，重大事故等に対処する

ために必要な情報を把握するとともに重大事故等に対処す

るための対策の検討を行う。 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所に整備する。当該資料は，

常に最新となるよう通常時から維持，管理する。 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所の通信連絡設備により，

発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う。 

１．手順着手の判断基準 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所を立ち上げた場合。 

０．１mSv/h となった場合 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタで格納容器内のガ

ンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線

線量率の１０倍を超えた場合，または格納容器

雰囲気放射線モニタが使用できない場合に，原

子炉圧力容器温度で３００℃以上を確認した

場合。 

※２：格納容器破損防止の有効性評価「雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」（残留熱代替除去系を使用しない場合）に

おいて想定するプルーム通過時の敷地内の線

量率よりも十分に低い値として３０mGy/h を

設定。 

 

空気ボンベ加圧設備から緊急時対策所空気浄化装置

への切替えについては，可搬式モニタリングポストまた

は可搬式エリア放射線モニタの線量率の指示値が上昇

した後に，減少に転じ，更に線量率が安定な状態になり，

周辺環境中の放射性物質が十分減少し，可搬式モニタリ

ングポストの値が０．５mGy/h※３を下回った場合。 

 

 

 

※３：保守的に０．５mGy/h を０．５mSv/h として換

算し，仮に７日間被ばくし続けたとした場合の

被ばく線量は８４mSv（０．５mSv/h×１６８h）

となる。これは，１００mSv に対して余裕があ

り，また，緊急時対策所の居住性評価における

１．７mSv に加えた場合でも１００mSv を超え

ることのない値として設定。 

 

必要な指示および通信連絡 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等は，緊急時対策所の安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）および通信連絡設備を用いて必要

なプラントパラメータ等を監視または収集し，重大事故等に

対処するために必要な情報を把握するとともに重大事故等

に対処するための対策の検討を行う。 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を

緊急時対策所に整備する。当該資料は，常に最新となるよう

通常時から維持，管理する。 

緊急時対策所の通信連絡設備により，発電所内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

 

１．手順着手の判断基準 

緊急時対策所を立ち上げた場合。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・具体的な指示値の設定

根拠を記載。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

必要な数の要員の収容 

緊急時対策所には，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員に加え，格納容器の破損等による発電所外への

放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために

必要な要員を含めた重大事故等に対処するために必要な数

の要員を収容する。 

これらの要員を収容するため，以下の手順等により必要な

放射線管理を行うための資機材，飲料水，食料等を整備し，

維持，管理するとともに，放射線管理等の運用を行う。 

 

① ７日間外部からの支援がなくとも要員が使用する十

分な数量の装備（汚染防護服，個人線量計，全面マスク

等）およびチェンジングエリア用資機材を配備するとと

もに，通常時から維持，管理し，重大事故等時には，防

護具等の使用および管理を適切に運用し，十分な放射線

管理を行う。 

 

② 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したよ

うな状況下において，緊急時対策所への汚染の持込みを

防止するため，「原子力災害対策特別措置法」第１０条

特定事象が発生したと判断した後，事象進展の状況，参

集済みの要員数および作業の優先順位を考慮して，上記

資機材を用いて，モニタリングおよび汚染防護服の着替

え等を行うためのチェンジングエリアを設置する。 

 

 

③ 少なくとも外部からの支援なしに７日間活動するた

めに必要な飲料水および食料等を備蓄するとともに，通

常時から維持，管理し，重大事故等が発生した場合は，

緊急時対策所内の環境を確認した上で，飲食の管理を行

う。 

［手順着手の判断基準］ 

「原子力災害対策特別措置法」第１０条特定事象が発生

した後，事象進展の状況（格納容器内雰囲気放射線モニタ

等により炉心損傷※を判断した場合等），参集済みの要員数

を考慮して，チェンジングエリアの設営を行うと判断した

場合。 

※：格納容器内雰囲気放射線モニタで格納容器内のガンマ

線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の１０

倍を越えた場合または格納容器内雰囲気放射線モニタ

が使用できない場合に，原子炉圧力容器温度で 300℃以

上を確認した場合 

 

 

 

 

必要な数の要員の収容 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所には，重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員に加え，格納容器の破損等

による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対

策に対処するために必要な数の要員を含めた重大事故等に

対処するために必要な数の要員を収容する。 

緊急時対策本部は，これらの要員を収容するため，以下の

手順等により必要な放射線管理を行うための資機材，飲料

水，食料等を整備し，維持，管理するとともに，放射線管理

等の運用を行う。 

１．７日間外部からの支援がなくとも緊急時対策要員が使用

する十分な数量の装備（汚染防護服，個人線量計，全面マ

スク等）及びチェンジングエリア用資機材を配備するとと

もに，通常時から維持，管理し，重大事故等時には，防護

具等の使用及び管理を適切に運用し，十分な放射線管理を

行う。 

 

２．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所の外側が放射性物質に

より汚染したような状況下において，緊急時対策所への汚

染の持ち込みを防止するため，原子力災害対策特別措置法

第１０条特定事象が発生したと判断した後，事象進展の状

況，参集済みの要員数及び作業の優先順位を考慮して，上

記資機材を用いて，モニタリング及び汚染防護服の着替え

等を行うためのチェンジングエリアを設置する。 

 

 

３．少なくとも外部からの支援なしに７日間活動するために

必要な飲料水及び食料等を備蓄するとともに，通常時から

維持，管理し，重大事故等が発生した場合は，緊急時対策

所内の環境を確認した上で，飲食の管理を行う。 

 

（１）手順着手の判断基準 

チェンジングエリアの設置は，原子力災害対策特別措

置法第１０条特定事象が発生したと判断した後，事象進

展の状況，参集済みの要員数及び保安班が実施する作業

の優先順位を考慮して，チェンジングエリア設営を行う

と判断した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な数の要員の収容 

緊急時対策所には，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員に加え，格納容器の破損等による発電所外への

放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために

必要な数の要員を含めた重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容する。 

緊急時対策本部は，これらの要員を収容するため，以下の

手順等により必要な放射線管理を行うための資機材，飲料

水，食料等を整備し，維持，管理するとともに，放射線管理

等の運用を行う。 

１．７日間外部からの支援がなくとも緊急時対策要員が使用

する十分な数量の装備（汚染防護服，個人線量計，全面マ

スク等）およびチェンジングエリア用資機材を配備すると

ともに，通常時から維持，管理し，重大事故等時には，防

護具等の使用および管理を適切に運用し，十分な放射線管

理を行う。 

 

２．緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において，緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止

するため，「原子力災害対策特別措置法」第十条第一項に該

当する事象または「原子力災害対策特別措置法」第十五条

第一項に該当する事象が発生したと判断した後，事象進展

の状況，参集済みの要員数および作業の優先順位を考慮し

て，上記資機材を用いて，モニタリングおよび防護服の着

替え等を行うためのチェンジングエリアを設置する。 

 

３．少なくとも外部からの支援なしに７日間活動するために

必要な飲料水および食料等を備蓄するとともに，通常時か

ら維持，管理し，重大事故等が発生した場合は，緊急時対

策所内の環境を確認した上で，飲食の管理を行う。 

 

（１）手順着手の判断基準 

チェンジングエリアの設置は，「原子力災害対策特別

措置法」第十条第一項に該当する事象または「原子力災

害対策特別措置法」第十五条第一項に該当する事象が発

生したと判断した後，事象進展の状況，参集済みの要員

数および放射線管理班が実施する作業の優先順位を考

慮して，チェンジングエリア設営を行うと判断した場

合。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

代替電源設備からの給電 

緊急時対策所の必要な負荷は，２号炉の非常用高圧母線よ

り受電されるが，当該母線より受電できない場合は，代替電

源設備であるガスタービン発電機を用いて給電する。また，

ガスタービン発電機による給電ができない場合は，電源車

（緊急時対策所用）を用いて給電する。 

 

［手順着手の判断基準］ 

外部電源および非常用ディーゼル発電機（Ｂ系）の機能

喪失により給電ができない場合。 

 

 

 

配置 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員と現

場作業を行う要員等との輻輳を避けるレイアウトとなるよ

う考慮する。また，要員の収容が適切に行えるようトイレ

や休憩スペース等を整備する。 

放射線管理 

除染は，ウェットティッシュでの拭取りを基本とするが，

拭取りにて除染できない場合は，簡易シャワーにて水洗によ

る除染を行う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応

じてウエスへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄

する。 

運転中の緊急時対策所換気空調系が故障する等，切替えが

必要となった場合は，待機側への切替えを行う。 

 

緊急時対策所換気空調系の緊急時対策所非常用フィルタ

装置は使用することにより非常に高線量になるため，適切な

遮蔽が設置されている緊急時対策建屋内に設置する。 

 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備からの給電によ

り，緊急時対策所の安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

および通信連絡設備へ給電する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替電源設備からの給電 

緊急時対策本部は，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所の必

要な負荷は，５号炉の共通用高圧母線，及び６号炉若しくは

７号炉の非常用高圧母線より受電されるが，当該母線より受

電できない場合は，可搬型代替交流電源設備である５号炉原

子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備を用いて給電す

る。 

１．手順着手の判断基準 

５号炉の共通用高圧母線，及び６号炉若しくは７号炉の

非常用高圧母線より受電できない場合。 

 

 

 

配置 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員と現

場作業を行う要員等との輻輳を避けるレイアウトとなるよ

う考慮する。また，要員の収容が適切に行えるようトイレ

や休憩スペース等を整備する。 

放射線管理 

除染は拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除染できな

い場合は，簡易シャワーにて水洗による除染を行う。簡易シ

ャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエスへ染み込ま

せる等により固体廃棄物として廃棄する。 

 

運転中の５号炉原子炉建屋内緊急時対策所可搬型陽圧化

空調機が故障する等，切替えが必要となった場合は，待機側

への切替えを行う。 

使用済の可搬型陽圧化空調機のフィルタ部分は非常に高

線量になるため，フィルタ交換や使用済空調機を移動するこ

とによる被ばくを避けるため，放射線量が減衰して下がるま

で，適切な遮蔽が設置されているその場所で一時保管する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備からの給電によ

り，緊急時対策所の安全パラメータ表示システム（SPDS）及

び通信連絡設備へ給電する。 

燃料補給 

５号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の運

転開始後，負荷運転時における燃料給油手順着手時間に達し

た場合は，軽油タンクからタンクローリ（４ｋＬ）へ補給し

た燃料を当該設備に給油する。 

なお，重大事故等時７日間運転継続するために必要な燃料

（軽油）の備蓄量については，表１４「１４．電源の確保に

関する手順等」参照。 

 

 

 

代替電源設備からの給電 

緊急時対策所の必要な負荷は，２号炉の非常用母線より受

電されるが，当該母線より受電できない場合は，代替交流電

源設備である緊急時対策所用発電機を用いて給電する。 

 

 

 

１．手順着手の判断基準 

緊急時対策所用発電機の準備については，緊急時対策所

を立ち上げる場合。給電については，外部電源，常用母線

および非常用ディーゼル発電機Ａ系の機能喪失により２

号炉の非常用低圧母線より受電できない場合で，早期の電

源回復が不能な場合。 

配置 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員と現

場作業を行う要員等との輻輳を避けるレイアウトとなるよ

う考慮する。また，要員の収容が適切に行えるようトイレ

や休憩スペース等を整備する。 

放射線管理 

除染は拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除染できな

い場合は，簡易シャワーにて水洗による除染を行う。簡易シ

ャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエスへ染み込ま

せる等により固体廃棄物として廃棄する。 

 

運転中の緊急時対策所空気浄化装置が故障する等，切替え

が必要となった場合は，待機側への切替えを行う。 

 

使用済の緊急時対策所空気浄化フィルタユニットの線量

が高い場合は，フィルタ交換による被ばくを避けるため，放

射線量が減衰して下がるまで，適切な遮蔽が設置されている

その場所で一時保管する。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替交流電源設備からの給電に

より，緊急時対策所の安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）および通信連絡設備へ給電する。 

燃料補給 

緊急時対策所用発電機の運転開始後，負荷運転時における

燃料給油作業着手時間に達した場合は，緊急時対策所用燃料

地下タンクからタンクローリへ補給した燃料を当該設備に

給油する。 

なお，重大事故等時７日間運転継続するために必要な燃料

（軽油）の備蓄量として，緊急時対策所用燃料地下タンク（４

５ｋＬ）を管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は緊急時対策所の

使用を判断した時点で

緊急時対策所用発電機

の準備を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根のフィルタユニッ

トは屋外に設置してい

る。 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川はタンクローリか

ら給油を行わないが， 

島根はタンクローリか

ら給油するため燃料補

給について記載。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は緊急時対策所用

発電機の専用のタンク

を設置。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表１９ 

操作手順 

１９．通信連絡に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，発電所内の通

信連絡設備（発電所内），発電所外（社内外）との通信連絡設備

（発電所外）により通信連絡を行うことを目的とする。 

対応手段等 

発電所内の通信連絡 

発電課長および発電所対策本部は，中央制御室，中央制御

室待避所，屋内外の現場および緊急時対策所との間で相互に

通信連絡を行う場合は，衛星電話設備，無線連絡設備および

携行型通話装置等を使用する。 

 

 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備（充電式電池およ

び乾電池を含む。）を用いてこれらの設備へ給電する。 

また，緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要な

データを伝送し，パラメータを共有する場合は，安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）を使用する。 

直流電源喪失時等，可搬型の計測器を用いて炉心損傷防止

および格納容器破損防止に必要なパラメータ等の特に重要

なパラメータを計測し，その結果を発電所内の必要な場所で

共有する場合は，以下の手段により実施する。 

①現場（屋内）と中央制御室との連絡には，携行型通話装

置等を使用する。 

②現場（屋外）と緊急時対策所との連絡には，無線連絡設

備等を使用する。 

③中央制御室と緊急時対策所との連絡には，衛星電話設備

および無線連絡設備等を使用する。 

④中央制御室待避所と緊急時対策所との連絡には，衛星電

話設備および無線連絡設備等を使用する。 

 

⑤現場（屋外）間の連絡には，無線連絡設備等を使用する。 

 

 

⑥ 放射能観測車と緊急時対策所との連絡には，衛星電話

設備等を使用する。 

［手順着手の判断基準］ 

①発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信

連絡：重大事故等が発生した場合において，通信連絡

設備（発電所内）および安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ）により，発電所内の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行う場合。 

②計測等を行った特に重要なパラメータの発電所内の

表１９ 

操作手順 

１９．通信連絡に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，発電所内の通

信連絡設備（発電所内），発電所外（社内外）との通信連絡設備

（発電所外）により通信連絡を行うことを目的とする。 

対応手段等 

発電所内の通信連絡 

当直副長及び緊急時対策本部は，中央制御室，中央制御室

待避室，屋内外の現場，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所及

び５号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）との間で相

互に通信連絡を行う場合は，衛星電話設備，無線連絡設備，

携帯型音声呼出電話設備，５号炉屋外緊急連絡用インターフ

ォン等を使用する。 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備（充電式電池及び

乾電池を含む。）を用いてこれらの設備へ給電する。 

また，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所へ重大事故等に対

処するために必要なデータを伝送し，パラメータを共有する

場合は，安全パラメータ表示システム（SPDS）を使用する。 

直流電源喪失時等は，可搬型の計測器を用いて炉心損傷防

止及び格納容器破損防止に必要なパラメータ等の特に重要

なパラメータを計測し，その結果を発電所内の必要な場所で

共有する場合は，以下の手段により実施する。 

１．現場（屋内）と中央制御室との連絡には，携帯型音声

呼出電話設備等を使用する。 

２．現場（屋外）と５号炉原子炉建屋内緊急時対策所との

連絡には，無線連絡設備等を使用する。 

３．中央制御室と５号炉原子炉建屋内緊急時対策所との連

絡には，衛星電話設備，無線連絡設備等を使用する。 

４．中央制御室待避室と５号炉原子炉建屋内緊急時対策所

との連絡には，衛星電話設備及び無線連絡設備を使用す

る。 

５．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所と５号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（待機場所）との連絡には，携帯型音声

呼出電話設備等を使用する。 

６．放射能観測車と５号炉原子炉建屋内緊急時対策所との

連絡には，衛星電話設備を使用する。 

（１）手順着手の判断基準 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備

（発電所内）及び安全パラメータ表示システム（SPDS）

により，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行う場合。 

 

 

表１９ 

操作手順 

１９．通信連絡に関する手順等 

方針目的 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，発電所内の通

信連絡設備（発電所内），発電所外（社内外）との通信連絡設備

（発電所外）により通信連絡を行うことを目的とする。 

対応手段等 

発電所内の通信連絡 

当直副長および緊急時対策本部は，中央制御室，中央制御

室待避室，屋内外の現場および緊急時対策所との間で相互に

通信連絡を行う場合は，衛星電話設備，無線通信設備，有線

式通信設備等を使用する。 

 

 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備（充電式電池およ

び乾電池を含む。）を用いてこれらの設備へ給電する。 

また，緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要な

データを伝送し，パラメータを共有する場合は，安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）を使用する。 

直流電源喪失時等は，可搬型の計測器を用いて炉心損傷防

止および格納容器破損防止に必要なパラメータ等の特に重

要なパラメータを計測し，その結果を発電所内の必要な場所

で共有する場合は，以下の手段により実施する。 

１．現場（屋内）と中央制御室との連絡には有線式通信設

備等を使用する。 

２．現場（屋外）と緊急時対策所との連絡には，衛星電話

設備および無線通信設備等を使用する。 

３．中央制御室と緊急時対策所との連絡には，衛星電話設

備および無線通信設備等を使用する。 

４．中央制御室待避室と緊急時対策所との連絡には，衛星

電話設備および無線通信設備を使用する。 

 

５．現場（屋外）間の連絡には，衛星電話設備および無線

通信設備等を使用する。 

 

６．放射能観測車と緊急時対策所との連絡には，衛星電話

設備を使用する。 

（１）手順着手の判断基準 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備

（発電所内）および安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）により，発電所内の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡を行う場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は 5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策本

部と待機場所から構成

される。 

・柏崎刈羽は 5 号炉原子

炉建屋屋外と 5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策

所および 5 号炉中央制

御室との通話でインタ

ーフォンを使用する。

島根は現場（屋外）と

中央制御室および緊急

時対策所との通話は無

線通信設備を使用。ま

た，現場（屋内）と中央

制御室との通話には有

線式通話設備を使用す

る設計としている。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は現場（屋外）間

の連絡に使用する通信

連絡設備を記載。柏崎

刈羽は 5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策本部と

待機場所から構成され

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

必要な場所での共有：特に重要なパラメータを可搬型

の計測器にて計測し，その結果を通信連絡設備（発電

所内）により，発電所内の必要な場所で共有する場合。 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

中央制御室，中央制御室待避所，屋内外の現場および緊

急時対策所との間で操作・作業等の通信連絡を行う場合

は，通常，屋内外で使用が可能である送受話器（ページン

グ）（警報装置を含む。），電力保安通信用電話設備および

移動無線設備を使用するが，これらが使用できない場合

は，衛星電話設備，無線連絡設備および携行型通話装置を

使用する。 

 

なお，特に重要なパラメータを計測し，その結果を発電

所内の必要な場所で共有する場合も同様である。 

 

 

 

発電所外（社内外）との通信連絡 

発電課長および発電所対策本部は，本店，国，地方公共団

体，その他関係機関等および社内関係箇所との間で通信連絡

を行う場合は，衛星電話設備および統合原子力防災ネットワ

ークを用いた通信連絡設備等を使用する。 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備（充電式電池およ

び乾電池を含む。）を用いてこれらの設備へ給電する。 

国の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータ

を伝送し，パラメータを共有する場合は，データ伝送設備を

使用する。 

直流電源喪失時等，可搬型の計測器を用いて，炉心損傷防

止および格納容器破損防止に必要なパラメータ等の特に重

要なパラメータを計測し，その結果を発電所外（社内外）の

必要な場所で共有する場合は，以下の手段により実施する。 

①中央制御室とその他関係機関等および社内関係箇所と

の連絡には，衛星電話設備等を使用する。 

②緊急時対策所と本店，地方公共団体，その他関係機関等

との連絡には，衛星電話設備および統合原子力防災ネッ

トワークを用いた通信連絡設備等を使用する。 

 

③緊急時対策所と国との連絡には，統合原子力防災ネット

ワークを用いた通信連絡設備および衛星電話設備等を

使用する。 

④緊急時対策所と社内関係箇所との連絡には，衛星電話設

備等を使用する。 

［手順着手の判断基準］ 

①発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所

との通信連絡：重大事故等が発生した場合において，

また，特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計

測し，その結果を通信連絡設備（発電所内）により，発

電所内の必要な場所で共有する場合。 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

中央制御室，中央制御室待避室，屋内外の現場，５号炉

原子炉建屋内緊急時対策所及び５号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（待機場所）との間で操作・作業等の通信連絡を

行う場合は，通常，屋内外で使用が可能である送受話器（警

報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備を使用する

が，これらが使用できない場合は，衛星電話設備，無線連

絡設備，携帯型音声呼出電話設備及び５号炉屋外緊急連絡

用インターフォンを使用する。 

なお，特に重要なパラメータを計測し，その結果を発電

所内の必要な場所で共有する場合も同様である。 

 

 

 

発電所外（社内外）との通信連絡 

緊急時対策本部は，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所と本

社，国，自治体，その他関係機関等及び所外関係箇所（社内

向）との間で通信連絡を行う場合は，衛星電話設備，統合原

子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備等を使用する。 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備（充電式電池及び

乾電池を含む。）を用いてこれらの設備へ給電する。 

国の緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必要なデータを

伝送し，パラメータを共有する場合は，データ伝送設備を使

用する。 

直流電源喪失時等，可搬型の計測器を用いて，炉心損傷防

止及び格納容器破損防止に必要なパラメータ等の特に重要

なパラメータを計測し，その結果を発電所外（社内外）の必

要な場所で共有する場合は，以下の手段により実施する。 

 

 

１．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所と本社，自治体，そ

の他関係機関等との連絡には，衛星電話設備，統合原子

力防災ネットワークを用いた通信連絡設備等を使用す

る。 

２．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所と国との連絡には，

衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用い

た通信連絡設備を使用する。 

３．５号炉原子炉建屋内緊急時対策所と所外関係箇所（社

内向）との連絡には，衛星電話設備を使用する。 

（１）手順着手の判断基準 

 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備

また，特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計

測し，その結果を通信連絡設備（発電所内）により，発

電所内の必要な場所で共有する場合。 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

中央制御室，中央制御室待避室，屋内外の現場，緊急時

対策所との間で操作・作業等の通信連絡を行う場合は，通

常，屋内外で使用が可能である所内通信連絡設備（警報装

置を含む。）および電力保安通信用電話設備を使用するが，

これらが使用できない場合は，衛星電話設備，無線連絡設

備および有線式通信設備を使用する。 

 

 

なお，特に重要なパラメータを計測し，その結果を発電

所内の必要な場所で共有する場合も同様である。 

 

 

 

発電所外（社内外）との通信連絡 

当直副長および緊急時対策本部は，緊急時対策所と本社，

国，自治体，その他関係機関等および所外関係箇所（社内向）

との間で通信連絡を行う場合は，衛星電話設備および統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等使用する。 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備（充電式電池およ

び乾電池を含む。）を用いてこれらの設備へ給電する。 

国の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデー

タを伝送し，パラメータを共有する場合は，データ伝送設備

を使用する。 

直流電源喪失時等，可搬型の計測器を用いて，炉心損傷防

止および格納容器破損防止に必要なパラメータ等の特に重

要なパラメータを計測し，その結果を発電所外（社内外）の

必要な場所で共有する場合は，以下の手段により実施する。 

 

 

１．緊急時対策所と本社，国，自治体，その他関係機関等

との連絡には，衛星電話設備および統合原子力防災ネッ

トワークに接続する通信連絡設備等を使用する。 

 

 

 

 

２．緊急時対策所と所外関係箇所（社内向）との連絡には，

衛星電話設備等を使用する。 

（１）手順着手の判断基準 

 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は 5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策本

部と待機場所から構成

される。 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は 5 号炉原子

炉建屋屋外と 5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策

所および 5 号炉中央制

御室との通話でインタ

ーフォンを使用する。 

 

【女川との相違】 

・島根は当直副長が運転

操作の指揮を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は中央制御室から

の通信連絡手段を（配

慮すべき事項）に記載。 

 

 

【島根固有】 

・島根は国との連絡につ

いて，１．にまとめて

記載。 

 

 

 

 

7
1
6



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

通信連絡設備（発電所外）およびデータ伝送設備によ

り，発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行う場合。 

②計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社

内外）の必要な場所での共有：特に重要なパラメータ

を可搬型の計測器にて計測し，その結果を通信連絡設

備（発電所外）により，発電所外（社内外）の必要な

場所で共有する場合。 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

その他関係機関等および社内関係箇所との間で通信連

絡を行う場合は，通常，電力保安通信用電話設備または局

線加入電話設備を使用するが，これらが使用できない場

合は，衛星電話設備を使用する。 

本店との間で通信連絡を行う場合は，通常，社内テレビ

会議システム，電力保安通信用電話設備または局線加入

電話設備を使用するが，これらが使用できない場合は，衛

星電話設備または統合原子力防災ネットワークを用いた

通信連絡設備を使用する。 

 

 

国との間で通信連絡を行う場合は，通常，電力保安通信

用電話設備または局線加入電話設備を使用するが，これ

らが使用できない場合は，統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備または衛星電話設備を使用する。 

地方公共団体，その他関係機関等との間で通信連絡を

行う場合は，通常，電力保安通信用電話設備，局線加入電

話設備または専用電話設備（地方公共団体向ホットライ

ン）を使用するが，これらが使用できない場合は，統合原

子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備または衛星

電話設備を使用する。 

社内関係箇所との間で通信連絡を行う場合は，通常，電

力保安通信用電話設備または局線加入電話設備を使用す

るが，これらが使用できない場合は，衛星電話設備を使用

する。 

なお，特に重要なパラメータを計測し，その結果を発電

所外の必要な場所で共有する場合も同様である。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備を用いて，衛星

電話設備（固定型），無線連絡設備（固定型），統合原子力

防災ネットワークを用いた通信連絡設備，安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）およびデータ伝送設備へ給電す

る。 
 

（発電所外）及びデータ伝送設備により，発電所外（社

内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

う場合。 

 

また，特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計

測し，その結果を通信連絡設備（発電所外）により，発

電所外（社内外）の必要な場所で共有する場合。 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

 

 

 

 

本社との間で通信連絡を行う場合は，通常，テレビ会議

システム及び衛星電話設備（社内向）を使用するが，これ

らが使用できない場合は，衛星電話設備又は統合原子力防

災ネットワークを用いた通信連絡設備を使用する。 

 

 

 

国との間で通信連絡を行う場合は，統合原子力防災ネッ

トワークを用いた通信連絡設備又は衛星電話設備を使用

する。 

 

自治体，その他関係機関等との間で通信連絡を行う場合

は，通常，専用電話設備を使用するが，これらが使用でき

ない場合は，統合原子力防災ネットワークを用いた通信連

絡設備又は衛星電話設備を使用する。 

 

 

所外関係箇所（社内向）との間で通信連絡を行う場合は，

衛星電話設備を使用する。 

 

 

なお，特に重要なパラメータを計測し，その結果を発電

所外の必要な場所で共有する場合も同様である。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備を用いて，衛星

電話設備（常設），無線連絡設備（常設），５号炉屋外緊急

連絡用インターフォン，統合原子力防災ネットワークを用

いた通信連絡設備，安全パラメータ表示システム（SPDS）

及びデータ伝送設備へ給電する。 
 

（発電所外）およびデータ伝送設備により，発電所外（社

内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

う場合。 

 

また，特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計

測し，その結果を通信連絡設備（発電所外）により，発

電所外（社内外）の必要な場所で共有する場合。 

 

 

（配慮すべき事項） 

◯重大事故等時の対応手段の選択 

中央制御室の重大事故等に対処する要員が，本社および

その関係機関等の間で通信連絡を行う場合は，専用電話設

備を使用する。 

 

緊急時対策所の重大事故等に対処する要員が本社との

間で通信連絡を行う場合は，通常，局線加入電話設備，電

力保安通信用電話設備，テレビ会議システム（社内向），

専用電話設備および衛星電話設備（社内向）を使用するが，

これらが使用できない場合は，衛星電話設備および統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を使用す

る。 

国との間で通信連絡を行う場合は，通常，局線加入電話

設備，電力保安通信用電話設備を使用するが，これらが使

用できない場合は，衛星電話設備および統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備を使用する。 

自治体，その他関係機関等との間で通信連絡を行う場合

は，通常，局線加入電話設備，電力保安通信用電話設備お

よび専用電話設備を使用するが，これらが使用できない場

合は，衛星電話設備および統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備を使用する。 

 

所外関係箇所（社内向）との間で通信連絡を行う場合は，

通常，局線加入電話設備および電力保安通信用電話設備を

使用するが，これらが使用できない場合は，衛星電話設備

を使用する。 

なお，特に重要なパラメータを計測し，その結果を発電

所外の必要な場所で共有する場合も同様である。 

電源確保 

全交流動力電源喪失時は，代替電源設備を用いて，衛星

電話設備（固定型），無線通信設備（固定型），統合原子力

防災ネットワークに接続する通信連絡設備，安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）およびデータ伝送設備へ給電

する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は中央制御室から

関係機関等および社内

関係箇所間で使用する

通信連絡設備を記載。 

・発電所外への通信連絡

については，柏崎は衛

星電話設備（社内向け）

を使用するのに対し，

島根は局線加入電話設

備，電力保安通信用電

話設備および専用電話

設備で多様性を確保す

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

差異に記載の番号は，以下の有効性評価における重要事故シ

ーケンスを示す。 

2.1  高圧・低圧注水機能喪失 

2.2  高圧注水・減圧機能喪失 

2.3.1 全交流動力電源喪失（長期 TB） 

2.3.2 全交流動力電源喪失（TBU） 

 

2.3.3 全交流動力電源喪失（TBD） 

 

2.3.4 全交流動力電源喪失（TBP） 

 

2.4.1 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失場合） 

2.4.2 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

2.5  原子炉停止機能喪失 

2.6  LOCA時注水機能喪失 

2.7  格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

3.1.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）代替循環冷却系を使用する場合 

3.1.3 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）代替循環冷却系を使用しない場合 

3.2  高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

3.3  原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

3.4  水素燃焼 

3.5  溶融炉心・コンクリート相互作用 

4.1  想定事故１ 

4.2  想定事故２ 

5.1  崩壊熱除去機能喪失 

5.2  全交流動力電源喪失 

5.3  原子炉冷却材の流出 

5.4  反応度の誤投入 

差異に記載の番号は，以下の有効性評価における重要事故シ

ーケンスを示す。 

2.1  高圧・低圧注水機能喪失 

2.2  高圧注水・減圧機能喪失 

2.3.1 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失） 

2.3.2 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋RCIC

失敗 

2.3.3 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）+直流

電源喪失 

2.3.4 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG喪失）＋SRV

再閉失敗 

2.4.1 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失場合） 

2.4.2 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

2.5  原子炉停止機能喪失 

2.6  LOCA時注水機能喪失 

2.7  格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

3.1.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）代替循環冷却系を使用する場合 

3.1.3 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）代替循環冷却系を使用できない場合 

3.2  高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

3.3  原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

3.4  水素燃焼 

3.5  溶融炉心・コンクリート相互作用 

4.1  想定事故１ 

4.2  想定事故２ 

5.1  崩壊熱除去機能喪失 

5.2  全交流動力電源喪失 

5.3  原子炉冷却材の流出 

5.4  反応度の誤投入 

差異に記載の番号は，以下の有効性評価における重要事故シ

ーケンスを示す。 

2.1  高圧・低圧注水機能喪失 

2.2  高圧注水・減圧機能喪失 

2.3.1 全交流動力電源喪失（長期 TB） 

2.3.2 全交流動力電源喪失（TBU） 

 

2.3.3 全交流動力電源喪失（TBD） 

 

2.3.4 全交流動力電源喪失（TBP） 

 

2.4.1 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失場合） 

2.4.2 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

2.5  原子炉停止機能喪失 

2.6  LOCA時注水機能喪失 

2.7  格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

3.1.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）残留熱代替除去系を使用する場合 

3.1.3 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損）残留熱代替除去系を使用しない場合 

3.2  高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

3.3  原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

3.4  水素燃焼 

3.5  溶融炉心・コンクリート相互作用 

4.1  想定事故１ 

4.2  想定事故２ 

5.1  崩壊熱除去機能喪失 

5.2  全交流動力電源喪失 

5.3  原子炉冷却材の流出 

5.4  反応度の誤投入 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表２０ 重大事故等対策における操作の 

成立性（１／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１ － － － － 

２ 

高圧代替注水系の現場

操作による原子炉の冷

却 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
35 分以

内 

２ 

原子炉隔離時冷却系の

現場操作による原子炉

の冷却 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

5 
110分以

内 

２ 

代替交流電源設備によ

る原子炉隔離時冷却系

への給電 

操作手順１４と同様 

２ 

可搬型代替直流電源設

備による原子炉隔離時

冷却系への給電 

操作手順１４と同様 

   

表２０ 重大事故等対策における操作の 

成立性（１／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１ － － － － 

２ 

高圧代替注水系の現場

操作による原子炉の冷

却 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

5 約 40 分 

２ 

原子炉隔離時冷却系の

現場操作による原子炉

の冷却（運転員操作） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

5 約 90 分 

２ 

代替交流電源設備によ

る原子炉隔離時冷却系

への給電 

操作手順１４と同様 

２ 

可搬型直流電源設備に

よる原子炉隔離時冷却

系への給電 

操作手順１４と同様 

２ 

ほう酸水注入系による

進展抑制（ほう酸水貯蔵

タンクを水源とした原

子炉圧力容器へのほう

酸水注入） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 20 分 

３ 

常設代替直流電源設備

による主蒸気逃がし安

全弁機能回復 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 約 35 分 

     

表２０ 重大事故等対策における操作の 

成立性（１／１１） 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１ － － － － 

２ 

高圧原子炉代替注水系

の現場操作による原子

炉の冷却 

運転員 

（現場） 
４ 

35 分以

内 

２ 

原子炉隔離時冷却系の

現場操作による原子炉

の冷却 

運転員 

（現場） 
４ 

１時間

以内 

２ 

代替交流電源設備によ

る原子炉隔離時冷却系

への給電 

操作手順１４と同様 

２ 

可搬型直流電源設備に

よる原子炉隔離時冷却

系への給電 

操作手順１４と同様 

   

３ 

可搬型直流電源設備に

よる主蒸気逃がし安全

弁開放（常設代替直流電

源設備による復旧）※ 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
40 分以

内 

・設置変更許可本文第

10-2 表に基づき記

載している。 

設置変更許可記載事

項の相違による場合

は記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要シーケンスのう

ち，「2.3.1～2.3.4」

において，解析上考
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

３ 

可搬型代替直流電源設

備による主蒸気逃がし

安全弁（自動減圧機能）

開放 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
30 分以

内 

３ 

主蒸気逃がし安全弁用

可搬型蓄電池による主

蒸気逃がし安全弁（自

動減圧機能）開放 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
45 分以

内 

３ 

高圧窒素ガス供給系

（非常用）による主蒸

気逃がし安全弁（自動

減圧機能）駆動源確保

（高圧窒素ガス供給系

（常用）から高圧窒素

ガス供給系（非常用）へ

の切替え）※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
50 分以

内 

     

３ 

高圧窒素ガス供給系

（非常用）による主蒸

気逃がし安全弁（自動

減圧機能）駆動源確保

（高圧窒素ガスボンベ

切替え） 

運転員（現場） 2 
35 分以

内 

３ 

高圧窒素ガス供給系

（非常用）による主蒸

気逃がし安全弁（自動

減圧機能）駆動源確保

（高圧窒素ガスボンベ

取替え） 

運転員（現場） 2 
105分以

内 

３ 

代替高圧窒素ガス供給

系による主蒸気逃がし

安全弁（自動減圧機能）

開放 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
25 分以

内 

３ 

可搬型直流電源設備に

よる主蒸気逃がし安全

弁機能回復 

操作手順１４と同様 

３ 

主蒸気逃がし安全弁用

可搬型蓄電池による主

蒸気逃がし安全弁機能

回復 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 約 55 分 

３ 

高圧窒素ガス供給系に

よる窒素ガス確保（不活

性ガス系から高圧窒素

ガス供給系への切替え） 

運転員（中央制

御室，現場） 
4 約 20 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

３ 

可搬型直流電源設備に

よる主蒸気逃がし安全

弁開放（可搬型直流電源

設備による復旧） 

操作手順１４と同様 

３ 

主蒸気逃がし安全弁用

蓄電池（補助盤室）によ

る逃がし安全弁開放 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ １時間

20 分 

以内 緊急時対策要

員 
２ 

３ 

逃がし安全弁窒素ガス

供給系による窒素ガス

確保 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
25 分以

内 

３ 
逃がし安全弁窒素ガス

供給系による背圧対策 

運転員 

（中央制御

室） 

１ １時間 

10 分 

以内 緊急時対策要

員 
２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

慮した対応手段とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は有効性評価の

重要シーケンスのう

ち，「2.3.1～2.3.4」

において，解析上考

慮した対応手段とし

ている 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

３ 

代替高圧窒素ガス供給

系による主蒸気逃がし

安全弁（自動減圧機能）

開放（高圧窒素ガスボ

ンベ取替え） 

運転員（現場） 2 
80 分以

内 

３ 
代替直流電源設備によ

る復旧 
操作手順１４と同様 

３ 
代替交流電源設備によ

る復旧 
操作手順１４と同様 

※１ 有効性評価の重要事故シーケンスに係る対応手段

（以下，本表において同じ。） 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（２／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

３ 

インターフェイスシス

テムＬＯＣＡ発生時の

対応（中央制御室からの

遠隔操作による漏えい

箇所の隔離ができない

場合）※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

5 
300分以

内 

４ 

低圧代替注水系（常設）

（直流駆動低圧注水系

ポンプ）による原子炉圧

力容器への注水※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
35 分以

内 

４ 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容

器への注水 

運転員 

(中央制御室，

現場) 

3 

385分以

内 

重大事故等対

応要員 
10 

     

３ 
代替直流電源設備によ

る復旧 
操作手順１４と同様 

３ 
代替交流電源設備によ

る復旧 
操作手順１４と同様 

 

 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（２／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

３ 

インターフェイスシス

テムＬＯＣＡ 発生時の

対応（現場での隔離操

作）※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 
約 240

分 

     

４ 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉の冷却

（交流電源が確保され

ていて防火水槽を水源

とした送水） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 125

分 

緊急時対策要

員 
3 

     

３ 
代替直流電源設備によ

る復旧 
操作手順１４と同様 

３ 
代替交流電源設備によ

る復旧※ 
操作手順１４と同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

インターフェイスシス

テムＬＯＣＡ発生時の

対応（現場での隔離操

作）※ 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
10 時間

以内 

     

４ 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉

の冷却（交流電源が確保

されている場合） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

２時間 

10 分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は有効性評価の

重要シーケンスのう

ち，「2.3.4」におい

て，解析上考慮した

対応手段としている 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

   

４ 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉の冷却

（交流電源が確保され

ていて淡水貯水池を水

源とした送水（あらかじ

め敷設してあるホース

が使用できない場合））

※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 330

分 

緊急時対策要

員 
6 

４ 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉の冷却

（全交流動力電源が喪

失していて防火水槽を

水源とした送水） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 150

分 

緊急時対策要

員 
3 

４ 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉の冷却

（全交流動力電源が喪

失していて淡水貯水池

を水源とした送水（あら

かじめ敷設してあるホ

ースが使用できない場

合）） ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 330

分 ※２ 

緊急時対策要

員 

6 ※

２ 

 

 

   

     

４ 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉

の冷却（全交流動力電源

が喪失している場合）※ 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

２時間 

10 分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 

     

４ 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉

の冷却（交流電源が確保

されている場合）（故意

による大型航空機の衝

突その他のテロリズム

による影響がある場合） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

３時間 

１0分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 

※ 有効性評価の重要事故シーケンスに係る対応手段（以下，

本表において同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「2.3.4，

3.1.2，3.4」におい

て，解析上考慮した

対応手段としてい

る。 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「 2.3.1～

2.3.4」において，解

析上考慮した対応手

段としている。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は SA要員数

が 6 名または 10 名

で実施する場合があ

り，それぞれの想定

時間が異なることか

ら，注釈を記載。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

   

 

 

   

４ 

代替交流電源設備によ

る残留熱除去系（原子炉

停止時冷却系）の復旧※

１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 
20 分以

内 

４ 

残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）による原子

炉からの除熱（設計基準

拡張）※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 
20 分以

内 

※１ 有効性評価の重要事故シーケンスに係る対応手段（以

下，本表において同じ。） 

※２ 重要事故シーケンス「全交流動力電源喪失（外部電源喪

失＋ＤＧ喪失）＋主蒸気逃がし安全弁再閉失敗」におい

ては，緊急時対策要員 10 名で想定時間は約 225 分であ

る。（以下，本表において同じ。） 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（３／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

     

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（２／１１） 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

４ 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉

の冷却（全交流動力電源

が喪失している場合）（故

意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに

よる影響がある場合） 

運転員 

（ 中 央 制 御

室，現場） 

３ 
３時間 

10分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 

     

     

５ 
原子炉補機代替冷却系に

よる除熱※ 

運転員 

（ 中 央 制 御

室，現場） 

５ 

７時間 

20分 

以内 緊急時対策要

員 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「5.2」

において，解析上考

慮した対応手段とし

ている。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「2.2，

5.1，5.3」において解

析上考慮した対応手

段としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載位置の相違（柏

崎刈羽は（４／２２）

に記載） 

【島根固有】 

7
2
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

   

５ 

原子炉格納容器フィル

タベント系による格納

容器内の減圧および除

熱（現場操作）（系統構

成） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
75 分以

内 

５ 

原子炉格納容器フィル

タベント系による格納

容器内の減圧および除

熱（現場操作）（ベント

操作：Ｓ／Ｃ側ベントの

場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
95 分以

内 

     

５ 
フィルタ装置への水補

給 

運転員 

(中央制御室，

現場) 

3 

380分以

内 

重大事故等対

応要員 
9 

     

     

５ 

格納容器圧力逃がし装

置による格納容器内の

減圧及び除熱 ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 40 分 

     

５ 
格納容器ベント弁駆動

源確保（予備ボンベ） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 45 分 

５ 
フィルタ装置ドレン移

送ポンプ水張り ※１ 

緊急時対策要

員 
2 

45 分以

内 

５ 

フィルタ装置水位調整

（水張り）（水源が防火

水槽の場合） 

緊急時対策要

員 
2 

約 125

分 

５ 

フィルタ装置水位調整

（水張り） 

（水源が淡水貯水池で

あらかじめ敷設してあ

るホースが使用できな

い場合） 

緊急時対策要

員 
6 

約 155

分 

５ 
フィルタ装置水位調整

（水抜き） 

緊急時対策要

員 
2 

約 150

分 

５ 

原子炉補機代替冷却系に

よる除熱（故意による大

型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響が

ある場合） 

運転員 

（ 中 央 制 御

室，現場） 

５ 

７時間 

以内 

緊急時対策要

員 
６ 

５ 

格納容器フィルタベント

系による格納容器内の減

圧および除熱※ 

操作手順７と同様 

   

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「2.4.1，5.2」

において，解析上考

慮した対応手段とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「2.1，

2.4.2，2.6」におい

て，解析上考慮した

対応手段としてい

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

５ 

可搬型窒素ガス供給装

置による格納容器への

窒素供給 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

315分以

内 

重大事故等対

応要員 
5 

５ 

原子炉格納容器フィル

タベント系停止後の窒

素パージ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

315分以

内 
重大事故等対

応要員 
5 

    

 

    

 

     

５ 

格納容器圧力逃がし装

置停止後の窒素ガスパ

ージ 

運転員（中央制

御室） 
2 

約 270

分 
緊急時対策要

員 
6 

     

５ 
フィルタ装置スクラバ

水ｐＨ調整 

運転員（中央制

御室） 
1 

約 85 分 

緊急時対策要

員 
6 

５ 
ドレン移送ライン窒素

ガスパージ 

緊急時対策要

員 
2 

約 135

分 

５ ドレンタンク水抜き 
緊急時対策要

員 
2 約 80 分 

５ 

耐圧強化ベント系によ

る格納容器内の減圧及

び除熱 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 55 分 

５ 

格納容器圧力逃がし装

置による 

格納容器内の減圧及び

除熱（現場操作）※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 約 70 分 

   

５ 

格納容器フィルタベント

系停止後の窒素ガスパー

ジ 

操作手順７と同様 

５ 

格納容器フィルタベント

系停止後の窒素ガスパー

ジ （故意による大型航空

機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響がある場

合） 

操作手順７と同様 

   

５ 

格納容器フィルタベント

系による格納容器内の減

圧および除熱（現場操作） 

操作手順７と同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

7
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

    

 

５ 

耐圧強化ベント系によ

る格納容器内の減圧お

よび除熱（現場操作）（系

統構成） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
80 分以

内 

５ 

耐圧強化ベント系によ

る格納容器内の減圧お

よび除熱（現場操作）（ベ

ント操作：Ｓ／Ｃ側ベン

トの場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
95 分以

内 

５ 

原子炉補機代替冷却水

系による補機冷却水確

保※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

540分以

内 
重大事故等対

応要員 
6 

    

 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（３／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

６ 

原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系（可搬型）

による格納容器内への

スプレイ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3※２ 

385分以

内 

重大事故等対

応要員 

10※

２ 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（４／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

５ 

耐圧強化ベント系によ

る格納容器内の減圧及

び除熱（現場操作） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 
約 135

分 

５ 

代替原子炉補機冷却系

による 

除熱 ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 540

分 

緊急時対策要

員 
13 

５ 

残留熱除去系（原子炉停

止時冷却系）による原子

炉除熱（設計基準拡張） 

操作手順４と同様 

   

６ 

代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）による

格納容器内の冷却（交流

電源が確保されていて

防火水槽を水源とした

送水） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 125

分 

緊急時対策要

員 
3 

   

   

６ 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による格納容

器内の冷却（交流電源が

確保されている場合）※ 

運転員 

（ 中 央 制 御

室，現場） 

３ 

２時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「2.3.1

～2.3.4」において，

解析上考慮した対応

手段としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載位置の相違（島

根は（２／１１）に

記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「2.1，2.4.2，

7
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

６ 

代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）による

格納容器内の冷却（交流

電源が確保されていて

淡水貯水池を水源とし

た送水（あらかじめ敷設

してあるホースが使用

できない場合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 330

分※２ 

緊急時対策要

員 

6 ※

２ 

６ 

代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）による

格納容器内の冷却（全交

流動力電源が喪失して

いて防火水槽を水源と

した送水） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 125

分 

緊急時対策要

員 
3 

     

     

６ 

代替格納容器スプレイ

冷却系（可搬型）による

格納容器内の冷却（全交

流動力電源が喪失して

いて淡水貯水池を水源

とした送水（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）） ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 330

分 
緊急時対策要

員 
6 

     

６ 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による格納容

器内の冷却（全交流動力

電源が喪失している場

合）※ 

運転員 

（ 中 央 制 御

室，現場） 

３ ２時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

６ 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による格納容

器内の冷却（交流電源が

確保されている場合）（故

意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムに

よる影響がある場合） 

運転員 

（ 中 央 制 御

室，現場） 

３ 
３時間 

10分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 

６ 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）による格納容

器内の冷却（全交流動力

電源が喪失している場

合）（故意による大型航空

機の衝突その他のテロリ

ズムによる影響がある場

合） 

運転員 

（ 中 央 制 御

室，現場） 

３ 

３時間 

10分 

以内 

緊急時対策要

員 
12 

     

2.6，3.1.3」におい

て，解析上考慮した

対応手段としてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「 2.3.1～

2.3.4」において，解

析上考慮した対応手

段としている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

７ 

原子炉格納容器フィル

タベント系による格納

容器内の減圧および除

熱（現場操作）（系統構

成） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
75 分以

内 

     

 

 

   

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（５／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

７ 

格納容器圧力逃がし装

置による格納容器内の

減圧及び除熱 ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 45 分 

７ 

格納容器圧力逃がし装

置による格納容器内の

減圧及び除熱 

（一次隔離弁を全開状

態で保持） 

運転員（現場） 2 約 40 分 

     

７ 

残留熱代替除去系使用時

における原子炉補機代替

冷却系による補機冷却水

確保※ 

運転員 

（ 中 央 制 御

室，現場） 

３ 
７時間 

20分 

以内 緊急時対策要

員 
15 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（３／１１） 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定時

間 

７ 

残留熱代替除去系使用

時における原子炉補機

代替冷却系による補機

冷却水確保（故意による

大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる

影響がある場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

３ 

７時間 

以内 

緊急時対策要

員 
６ 

     

７ 

格納容器フィルタベン

ト系による格納容器内

の減圧および除熱※ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

３ 

55分 

以内 

緊急時対策要

員 
２ 

７ 

格納容器フィルタベン

ト系停止後の窒素ガス

パージ 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 

２時間 

以内 

緊急時対策要

員 
４ 

 

・記載位置の相違（柏

崎刈羽は（５／２２）

に記載） 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「3.1.2，3.2，

3.3，3.4，3.5」にお

いて，解析上考慮し

た対応手段としてい

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

７ 

原子炉格納容器フィル

タベント系による格納

容器内の減圧および除

熱（現場操作）（ベント

操作：Ｓ／Ｃ側ベント

の場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
115分以

内 

     

７ 
フィルタ装置への水補

給 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

380分以

内 

重大事故等対

応要員 
9 

     

７ 

可搬型窒素ガス供給装

置による格納容器への

窒素供給 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

315分以

内 
重大事故等対

応要員 
5 

     

７ 

格納容器圧力逃がし装

置による格納容器内の

減圧及び除熱（現場操

作） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 約 75 分 

７ 
フィルタ装置ドレン移

送ポンプ水張り ※１ 

緊急時対策要

員 
2 

45 分以

内 

７ 

フィルタ装置水位調整

（水張り）（水源が防火

水槽の場合） 

運転員（中央制

御室） 
1 

約 125

分 
緊急時対策要

員 
6 

７ 

フィルタ装置水位調整

（水張り）（水源が淡水

貯水池であらかじめ敷

設してあるホースが使

用できない場合） 

運転員（中央制

御室） 
1 

約 155

分 
緊急時対策要

員 
10 

７ 
フィルタ装置水位調整

（水抜き） 

運転員（中央制

御室） 
1 

約 130

分 
緊急時対策要

員 
10 

     

７ 

格納容器フィルタベン

ト系停止後の窒素ガス

パージ （故意による大

型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影

響がある場合） 

運転員 

（中央制御室） 
１ 

６時間 

40分 

以内 緊急時対策要

員 
４ 

７ 

格納容器フィルタベン

ト系による格納容器内

の減圧および除熱（現場

操作） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

３ 

２時間 

50分 

以内 緊急時対策要

員 
２ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「3.1.3」

において，解析上考

慮した対応手段とし

ている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

７ 

原子炉格納容器フィル

タベント系停止後の窒

素パージ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

315分以

内 
重大事故等対

応要員 
5 

    

 

７ 

代替循環冷却系使用時

における原子炉補機代

替冷却水系による補機

冷却水確保※１ 

操作手順５と同様 

   

７ 

格納容器圧力逃がし装

置停止後の窒素ガスパ

ージ 

運転員（中央制

御室） 
2 

約 270

分 
緊急時対策要

員 
6 

７ 
フィルタ装置スクラバ

水ｐＨ調整 

運転員（中央制

御室） 
1 

約 85 分 

緊急時対策要

員 
10 

７ 
ドレン移送ライン窒素

ガスパージ 

緊急時対策要

員 
8 

約 130

分 

７ ドレンタンク水抜き 

運転員（中央制

御室） 
1 

約 80 分 

緊急時対策要

員 
4 

７ 

代替循環冷却系による

格納容器内の減圧及び

除熱 ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 約 90 分 

７ 

代替循環冷却系使用時

における代替原子炉補

機冷却系による除熱 ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 540

分 
緊急時対策要

員 
13 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（６／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

     

 
 

 
   

８ 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型）による格納

容器下部への注水※ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

３ 

２時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載位置の相違（島

根は（２／１１）に

記載） 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「3.2，3.3，

7
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

   

８ 

原子炉格納容器下部注

水系（可搬型）による格

納容器下部への注水 

運転員 

(中央制御室，

現場) 

3 

385分以

内 

重大事故等対

応要員 
9 

     

８ 

原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系（可搬型）

による格納容器下部へ

の注水※１ 

運転員 

(中央制御室，

現場) 

3※２ 

385分以

内 

重大事故等対

応要員 
9 

８ 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力

容器への注水 

運転員 

(中央制御室，

現場) 

3 

385分以

内 
重大事故等対

応要員 
9 

     

８ 

格納容器下部注水系（常

設）による格納容器下部

への注水※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 
35 分以

内 

８ 

格納容器下部注水系（可

搬型）による格納容器下

部への注水（防火水槽を

水源とした送水） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 125

分 

緊急時対策要

員 
3 

８ 

格納容器下部注水系（可

搬型）による格納容器下

部への注水（淡水貯水池

を水源とした送水（あら

かじめ敷設してあるホ

ースが使用できない場

合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 330

分 

緊急時対策要

員 
6 

     

８ 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容

器への注水（防火水槽を

水源とした送水） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 125

分 
緊急時対策要

員 
3 

８ 

格納容器代替スプレイ

系（可搬型）による格納

容器下部への注水（故意

による大型航空機の衝

突その他のテロリズム

による影響がある場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

３ 
３時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

     

８ 

ペデスタル代替注水系

（可搬型）による格納容

器下部への注水※ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

３ 
２時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

８ 

ペデスタル代替注水系

（可搬型）による格納容

器下部への注水（故意に

よる大型航空機の衝突

その他のテロリズムに

よる影響がある場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

３ 
３時間 

10分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 

     

８ 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水 

操作手順４と同様 

3.5」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「3.2，

3.3，3.5」において，

解析上考慮した対応

手段としている。 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「3.2，3.3，

3.5」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「3.2，3.3，

3.5」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

※２ 有効性評価の重要事故シーケンスにおいては，運転員 1

名および重大事故等対応要員 9名で想定時間は 385分

以内である。 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（４／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

     

９ 

可搬型窒素ガス供給装

置による格納容器への

窒素供給 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
315分以

内 
重大事故等対

応要員 
5 

     

８ 

低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容

器への注水（淡水貯水池

を水源とした送水（あら

かじめ敷設してあるホ

ースが使用できない場

合）） ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 330

分 

緊急時対策要

員 
6 

８ 

ほう酸水注入系による

原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 20 分 

     

９ 

格納容器圧力逃がし装

置による格納容器内の

水素ガス及び酸素ガス

の排出 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 45 分 

     

８ 

低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉

圧力容器への注水（故意

による大型航空機の衝

突その他のテロリズム

による影響がある場合） 

操作手順４と同様 

   

 

 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（４／１１） 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

９ 

格納容器フィルタベン

ト系による格納容器内

の水素ガスおよび酸素

ガスの排出 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
55分 

以内 
緊急時対策要

員 
２ 

９ 

可搬式窒素供給装置に

よる格納容器への窒素

ガス供給※ 

緊急時対策要

員 
２ 

２時間 

以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「3.1.2，

3.4」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「3.1.2，3.4」

において，解析上考
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

９ 
フィルタ装置への水補

給 
操作手順７と同様 

   

９ 

原子炉格納容器フィル

タベント系停止後の窒

素パージ 

操作手順７と同様 

   

     

９ 
格納容器ベント弁駆動

源確保（予備ボンベ） 
操作手順５と同様 

９ 
フィルタ装置ドレン移

送ポンプ水張り※１ 
操作手順７と同様 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（７／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

９ 
フィルタ装置水位調整

（水張り） 
操作手順７と同様 

９ 
フィルタ装置水位調整

（水抜き） 
操作手順７と同様 

９ 

格納容器圧力逃がし装

置停止後の窒素ガスパ

ージ 

操作手順７と同様 

９ 
フィルタ装置スクラバ

水ｐＨ調整 
操作手順７と同様 

９ 
ドレン移送ライン窒素

ガスパージ 
操作手順７と同様 

９ ドレンタンク水抜き 操作手順７と同様 

９ 

可搬式窒素供給装置に

よる格納容器への窒素

ガス供給（故意による大

型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影

響がある場合） 

緊急時対策要

員 
２ 

６時間 

40分 

以内 

     

慮した対応手段とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「3.1.3」

において，解析上考

慮した対応手段とし

ている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

   

９ 
代替電源による必要な

設備への給電 
操作手順１４と同様 

   

１０ 
代替電源による必要な

設備への給電 
操作手順１４と同様 

   

１１ 

燃料プール代替注水系

（常設配管）による使用

済燃料プールへの注水 

運転員 

(中央制御室，

現場) 

3 

380分以

内 
重大事故等対

応要員 
10 

９ 

耐圧強化ベント系（Ｗ/

Ｗ）による格納容器内の

水素ガス及び酸素ガス

の排出 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 60 分 

９ 
耐圧強化ラインの窒素

ガスパージ 

緊急時対策要

員 
4 

約 360

分 

９ 

水素濃度及び酸素濃度

の監視（格納容器内雰囲

気計装による格納容器

内の監視） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 25 分 

９ 
代替電源による必要な

設備への給電 
操作手順１４と同様 

９ 
代替原子炉補機冷却系

による冷却水確保 ※１ 
操作手順５と同様 

１０ 
代替電源による必要な

設備への給電 
操作手順１４と同様 

   

１１ 

燃料プール代替注水系

による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済

燃料プールへの注水（防

火水槽を水源とした送

水） 

運転員（中央制

御室） 
1 

110分 

以内 

緊急時対策要

員 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

９ 
代替電源設備による必

要な設備への給電 
操作手順１４と同様 

   

１０ 
代替電源設備による必

要な設備への給電 
操作手順１４と同様 

１０ 

格納容器フィルタベン

ト系による原子炉棟内

の水素濃度上昇の緩和 

操作手順７と同様 

１１ 

燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）

による燃料プールへの

注水 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 

２時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・設置許可基準規則解

釈の改正に伴う変更 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１１ 

燃料プール代替注水系

（可搬型）による使用済

燃料プールへの注水※１ 

運転員 

(中央制御室，

現場) 

3 

380分以

内 

重大事故等対

応要員 
10 

     

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（８／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１１ 

燃料プール代替注水系

による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済

燃料プールへの注水（淡

水貯水池を水源とした

送水（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用で

きない場合））※１ 

運転員（中央制

御室） 
1 

330分 

以内 

緊急時対策要

員 
6 

１１ 

燃料プール代替注水系

による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用

済燃料プールへの注水

（防火水槽を水源とし

た送水（ＳＦＰ可搬式接

続口を使用した場合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 110

分 

緊急時対策要

員 
2 

１１ 

燃料プール代替注水系

による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用

済燃料プールへの注水

（防火水槽を水源とし

た送水（原子炉建屋大物

搬入口から接続した場

合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 120

分 

緊急時対策要

員 
2 

     

１１ 

燃料プールスプレイ系

（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへ

の注水※ 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 

２時間 

50分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「4.1，

4.2」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１１ 

燃料プールスプレイ系

（常設配管）による使用

済燃料プールへのスプ

レイ 

運転員 

(中央制御室，

現場) 

3 

380分以

内 
重大事故等対

応要員 
10 

１１ 

燃料プール代替注水系

による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用

済燃料プールへの注水

（淡水貯水池を水源と

した送水（あらかじめ敷

設してあるホースが使

用できない場合）でＳＦ

Ｐ可搬式接続口を使用

した場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 330

分 

緊急時対策要

員 
6 

１１ 

燃料プール代替注水系

による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用

済燃料プールへの注水

（淡水貯水池を水源と

した送水（あらかじめ敷

設してあるホースが使

用できない場合）で原子

炉建屋大物搬入口から

接続した場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 340

分 

緊急時対策要

員 
6 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（９／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１１ 漏えい抑制 ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 
90 分 

以内 

１１ 

燃料プール代替注水系

による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済

燃料プールへのスプレ

イ（防火水槽を水源とし

た送水） 

運転員（中央制

御室） 
1 

125分 

以内 

緊急時対策要

員 
3 

     

１１ 

燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）

による燃料プールへの

スプレイ 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 
２時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「4.2」

において，解析上考

慮した対応手段とし

ている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

     

１１ 

燃料プールスプレイ系

（可搬型）による使用済

燃料プールへのスプレ

イ 

運転員 

(中央制御室，

現場) 

3 

380分以

内 

重大事故等対

応要員 
10 

     

１１ 

燃料プール代替注水系

による常設スプレイヘ

ッダを使用した使用済

燃料プールへのスプレ

イ（淡水貯水池を水源と

した送水（あらかじめ敷

設してあるホースが使

用できない場合）） 

運転員（中央制

御室） 
1 

330分 

以内 

緊急時対策要

員 
6 

１１ 

燃料プール代替注水系

による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用

済燃料プールへのスプ

レイ（防火水槽を水源と

した送水（ＳＦＰ可搬式

接続口を使用した場

合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 125

分 

緊急時対策要

員 
2 

１１ 

燃料プール代替注水系

による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用

済燃料プールへのスプ

レイ（防火水槽を水源と

した送水（原子炉建屋大

物搬入口から接続した

場合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 135

分 

緊急時対策要

員 
2 

１１ 

燃料プール代替注水系

による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用

済燃料プールへのスプ

レイ（淡水貯水池を水源

とした送水（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）でＳ

ＦＰ可搬式接続口を使

用した場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 330

分 

緊急時対策要

員 
6 

     

     

１１ 

燃料プールスプレイ系

（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへ

のスプレイ 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 

２時間 

50分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１１ 
大気への放射性物質の

拡散抑制 
操作手順１２と同様 

   

１１ 代替電源による給電 操作手順１４と同様 

   

１２ 

放水設備（大気への拡散

抑制設備）による大気へ

の放射性物質の拡散抑

制（海水ポンプ室からの

取水） 

保修班員 6 
280分以

内 

１２ 

放水設備（大気への拡散

抑制設備）による大気へ

の放射性物質の拡散抑

制（取水口からの取水） 

保修班員 6 
395分以

内 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１０／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１１ 

燃料プール代替注水系

による可搬型スプレイ

ヘッダを使用した使用

済燃料プールへのスプ

レイ（淡水貯水池を水源

とした送水（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）で原

子炉建屋大物搬入口か

ら接続した場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 340

分 

緊急時対策要

員 
6 

１１ 
大気への放射性物質の

拡散抑制 
操作手順１２と同様 

１１ 

使用済燃料貯蔵プール

監視カメラ用空冷装置

起動 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 約 20 分 

１１ 代替電源による給電 操作手順１４と同様 

１１ 

代替交流電源設備を使

用した燃料プール冷却

浄化系による使用済燃

料プールの除熱 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 約 45 分 

１２ 

大容量送水車（原子炉建

屋放水設備用）及び放水

砲による大気への放射

性物質の拡散抑制 

緊急時対策要

員 
8 

約 160

分 

     

     

１１ 
大気への放射性物質の

拡散抑制 
操作手順１２と同様 

１１ 
燃料プール監視カメラ

用冷却設備起動 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
25分以

内 

１１ 
代替電源設備による給

電 
操作手順１４と同様 

   

１２ 

大型送水ポンプ車およ

び放水砲による大気へ

の放射性物質の拡散抑

制 

緊急時対策要

員 
12 

４時間 

30分 

以内 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１２ 

海洋への拡散抑制設備

（シルトフェンス）によ

る海洋への放射性物質

の拡散抑制 

保修班員 10 
190分以

内 

     

１２ 

放水設備（泡消火設備）

による航空機燃料火災

への泡消火 

重大事故等対

応要員 
6 

205分以

内 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（５／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

復水貯蔵タンクを水源

とした高圧代替注水系

による原子炉圧力容器

への注水（現場手動操

作） 

操作手順２と同様 

１２ 

放射性物質吸着材によ

る海洋への放射性物質

の拡散抑制 

緊急時対策要

員 
4 

約 180

分 

１２ 

汚濁防止膜による海洋

への放射性物質の拡散

抑制（北放水口への設

置） 

緊急時対策要

員 
6 

約 190

分 

１２ 

汚濁防止膜による海洋

への放射性物質の拡散

抑制（取水口への設置） 

緊急時対策要

員 
13 

約 24 時

間  

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１１／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１２ 

大容量送水車（原子炉建

屋放水設備用），放水砲，

泡原液搬送車及び泡原

液混合装置による航空

機燃料火災への泡消火 

緊急時対策要

員 
8 

約 160

分 

     

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時の復水貯

蔵槽を水源とした原子

炉圧力容器への注水（高

圧代替注水系による注

水（現場手動操作）） 

操作手順２と同様 

１２ 

放射性物質吸着材によ

る海洋への放射性物質

の拡散抑制 

緊急時対策要

員 
５ 

４時間 

20分 

以内 

１２ 

シルトフェンスによる

海洋への放射性物質の

拡散抑制（２号炉放水接

合槽への設置） 

緊急時対策要

員 
７ 

３時間 

以内 

１２ 

シルトフェンスによる

海洋への放射性物質の

拡散抑制（輪谷湾への設

置） 

緊急時対策要

員 
７ 

24時間

以内 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（５／１１） 

 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１２ 

大型送水ポンプ車およ

び放水砲による航空機

燃料火災への泡消火 

緊急時対策要

員 

１

２ 

５時間 

10分 

以内 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１３ 

復水貯蔵タンクを水源

とした原子炉隔離時冷

却系による原子炉圧力

容器への注水（現場手動

操作） 

操作手順２と同様 

１３ 

復水貯蔵タンクを水源

とした低圧代替注水系

（常設）（直流駆動低圧

注水系ポンプ）による原

子炉圧力容器への注水※

１ 

操作手順４と同様 

   

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時の復水貯

蔵槽を水源とした原子

炉圧力容器への注水（原

子炉隔離時冷却系によ

る注水（現場手動操作）） 

操作手順２と同様 

   

１３ 

復水貯蔵槽を水源とし

た格納容器下部への注

水（格納容器下部注水系

（常設）による注水）※

１ 

操作手順８と同様 

   

１３ 

サプレッションプール

を水源とした原子炉圧

力容器及び格納容器の

除熱（代替循環冷却系に

よる減圧及び除熱）※１ 

操作手順７と同様 

     

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時のサプレ

ッションチェンバを水

源とした原子炉圧力容

器への注水（高圧原子炉

代替注水系による注水

（現場手動操作）） 

操作手順２と同様 

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時のサプレ

ッションチェンバを水

源とした原子炉圧力容

器への注水（原子炉隔離

時冷却系による注水（現

場手動操作）） 

操作手順２と同様 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「2.3.4」にお

いて，解析上考慮し

た対応手段としてい

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「3.2，

3.3，3.5」において，

解析上考慮した対応

手段としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

7
4
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１３ 

サプレッションチェン

バを水源とした代替循

環冷却系使用時におけ

る補機冷却水確保※１ 

操作手順７と同様 

１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）による送水 

重大事故等対

応要員 
9 

380分以

内 

１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た低圧代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容

器への注水 

操作手順４および操作手順８と

同様 

   

１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系（可搬

型）による格納容器内の

冷却※１ 

操作手順６と同様 

   

１３ 

サプレッションプール

を水源とした原子炉圧

力容器及び格納容器の

除熱（代替循環冷却系使

用時における代替原子

炉補機冷却系による除

熱）※１ 

操作手順７と同様 

   

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の防火水

槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水（低圧

代替注水系（可搬型）に

よる注水） 

操作手順４及び操作手順８と同

様 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１２／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要員

数 

想定 

時間 

１３ 

防火水槽を水源とした

格納容器内の冷却（代替

格納容器スプレイ冷却

系（可搬型）による冷却） 

操作手順６と同様 

   

１３ 

サプレッションチェン

バを水源とした格納容

器内の減圧および除熱

（残留熱代替除去系使

用時における原子炉補

機代替冷却系による除

熱）※ 

操作手順７と同様 

   

１３ 

輪谷貯水槽（西１）およ

び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした原子炉圧力

容器への注水（低圧原子

炉代替注水系（可搬型）

による注水）※ 

操作手順４および８と同様 

   

１３ 

輪谷貯水槽（西１）およ

び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした格納容器内

の冷却（格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）によ

る冷却）※ 

操作手順６と同様 

１３ 

輪谷貯水槽（西１）およ

び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした格納容器下

部への注水（格納容器代

替スプレイ系（可搬型）

による注水）※ 

操作手順８と同様 

ンスのうち，「3.1.2，

3.2，3.3，3.5」にお

いて，解析上考慮し

た対応手段としてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「 2.3.1～

2.3.4」において，解

析上考慮した対応手

段としている。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「2.1，2.3.1

～2.3.4，2.4.2，2.6，

3.1.3」において，解

析上考慮した対応手

段としている。 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス
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１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）による原子炉格

納容器フィルタベント

系フィルタ装置への水

補給 

操作手順５および操作手順７と

同様 

１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た原子炉格納容器下部

注水系（可搬型）による

格納容器下部への注水 

操作手順８と同様 

１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系（可搬

型）による格納容器下部

への注水※１ 

操作手順８と同様 

１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た燃料プール代替注水

系（常設配管）による使

用済燃料プールへの注

水 

操作手順１１と同様 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（６／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た燃料プール代替注水

系（可搬型）による使用

済燃料プールへの注水※

１ 

操作手順１１と同様 

１３ 

防火水槽を水源とした

フィルタ装置への補給

（可搬型代替注水ポン

プによる水位調整（水張

り）） 

操作手順５及び７と同様 

１３ 

防火水槽を水源とした

格納容器下部への注水

（格納容器下部注水系

（可搬型）による注水） 

操作手順８と同様 

   

１３ 

防火水槽を水源とした

使用済燃料プールへの

注水/スプレイ（燃料プ

ール代替注水系による

常設スプレイヘッダを

使用した注水） 

操作手順１１と同様 

   

１３ 

防火水槽を水源とした

使用済燃料プールへの

注水/スプレイ（燃料プ

ール代替注水系による

可搬型スプレイヘッダ

を使用した注水） 

操作手順１１と同様 

   

１３ 

輪谷貯水槽（西１）およ

び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした格納容器下

部への注水（ペデスタル

代替注水系（可搬型）に

よる注水）※ 

操作手順８と同様 

   

１３ 

輪谷貯水槽（西１）およ

び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした燃料プール

への注水／スプレイ（燃

料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）によ

る注水） 

操作手順１１と同様 

   

１３ 

輪谷貯水槽（西１）およ

び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした燃料プール

への注水／スプレイ（燃

料プールスプレイ系（可

搬型スプレイノズル）に

よる注水）※ 

操作手順１１と同様 

のうち，「3.2，3.3，

3.5」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「3.2，3.3，

3.5」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 

【女川との相違】 

・女川は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「3.2，3.3，

3.5」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 
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１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た燃料プールスプレイ

系（常設配管）による使

用済燃料プールへのス

プレイ 

操作手順１１と同様 

１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た燃料プールスプレイ

系（可搬型）による使用

済燃料プールへのスプ

レイ 

操作手順１１と同様 

   

１３ 

防火水槽を水源とした

使用済燃料プールへの

注水/スプレイ（燃料プ

ール代替注水系による

常設スプレイヘッダを

使用したスプレイ） 

操作手順１１と同様 

１３ 

防火水槽を水源とした

使用済燃料プールへの

注水/スプレイ（燃料プ

ール代替注水系による

可搬型スプレイヘッダ

を使用したスプレイ） 

操作手順１１と同様 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１３／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の淡水貯

水池（あらかじめ敷設し

てあるホースが使用で

きない場合）を水源とし

た原子炉圧力容器への

注水 

（低圧代替注水系（可搬

型）による注水） ※１ 

操作手順４及び８と同様 

１３ 

淡水貯水池（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）を水

源とした格納容器内の

冷却 

（代替格納容器スプレ

イ冷却系（可搬型）によ

る冷却） ※１ 

操作手順６と同様 

１３ 

輪谷貯水槽（西１）およ

び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした燃料プール

への注水／スプレイ（燃

料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）によ

るスプレイ） 

操作手順１１と同様 

１３ 

輪谷貯水槽（西１）およ

び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした燃料プール

への注水／スプレイ（燃

料プールスプレイ系（可

搬型スプレイノズル）に

よるスプレイ） 

操作手順１１と同様 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（６／１１） 

 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「2.3.4，

3.1.2，3.4」におい

て，解析上考慮した

対応手段としてい

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「2.3.4」

において，解析上考
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１３ 

淡水貯水池（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）を水

源としたフィルタ装置

への補給（可搬型代替注

水ポンプによる水位調

整（水張り）） 

操作手順５及び７と同様 

１３ 

淡水貯水池（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）を水

源とした格納容器下部

への注水（格納容器下部

注水系（可搬型）による

注水） 

操作手順８と同様 

１３ 

淡水貯水池（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）を水

源とした使用済燃料プ

ールへの注水/スプレイ 

（燃料プール代替注水

系による常設スプレイ

ヘッダを使用した注水）

※１ 

操作手順１１と同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

慮した対応手段とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「4.1，

4.2」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 
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表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１４／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

淡水貯水池（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）を水

源とした使用済燃料プ

ールへの注水/スプレイ

（燃料プール代替注水

系による可搬型スプレ

イヘッダを使用した注

水） 

操作手順１１と同様 

１３ 

淡水貯水池（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）を水

源とした使用済燃料プ

ールへの注水/スプレイ

（燃料プール代替注水

系による常設スプレイ

ヘッダを使用したスプ

レイ） 

操作手順１１と同様 

１３ 

淡水貯水池（あらかじめ

敷設してあるホースが

使用できない場合）を水

源とした使用済燃料プ

ールへの注水/スプレイ

（燃料プール代替注水

系による可搬型スプレ

イヘッダを使用したス

プレイ） 

操作手順１１と同様 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
4
5



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１３ 

海を水源とした大容量

送水ポンプによる送水

（各種注水）（取水口か

ら海水を取水する場合） 

重大事故等対

応要員 
9 

380分以

内 

１３ 

海を水源とした大容量

送水ポンプによる送水

（各種注水）（海水ポン

プ室から海水を取水す

る場合） 

重大事故等対

応要員 
9 

370分以

内 

１３ 

海を水源とした大容量

送水ポンプによる送水

（各種供給）（取水口か

ら海水を取水する場合） 

重大事故等対

応要員 
6 

540分以

内 

１３ 

海を水源とした大容量

送水ポンプによる送水

（各種供給）（海水ポン

プ室から海水を取水す

る場合） 

重大事故等対

応要員 
6 

485分以

内 

１３ 

海を水源とした低圧代

替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への

注水 

操作手順４および操作手順８と

同様 

   

   

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の海を水

源とした原子炉圧力容

器への注水（低圧代替注

水系（可搬型）による注

水（交流電源が確保され

ている場合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 315

分 

緊急時対策要

員 
10 

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の海を水

源とした原子炉圧力容

器への注水（低圧代替注

水系（可搬型）による注

水（全交流動力電源が喪

失している場合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 315

分 

緊急時対策要

員 
10 

     

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の海を水

源とした原子炉圧力容

器への注水（低圧原子

炉代替注水系（可搬

型）による注水（交流

電源が確保されている

場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

２時間 

10分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の海を水

源とした原子炉圧力容

器への注水（低圧原子

炉代替注水系（可搬

型）による注水（全交

流動力電源が喪失して

いる場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

２時間 

10分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 
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１３ 

海を水源とした原子炉

格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）による

格納容器内の冷却 

操作手順６と同様 

     

     

 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（１５／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

海を水源とした格納容

器内の冷却（代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬

型）による冷却（交流電

源が確保されている場

合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 315

分 
緊急時対策要

員 
10 

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の海を水

源とした原子炉圧力容

器への注水（低圧原子

炉代替注水系（可搬

型）による注水（交流

電源が確保されている

場合）（故意による大型

航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響

がある場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

３時間 

10分 

以内 

緊急時対策要

員 
12 

１３ 

原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の海を水

源とした原子炉圧力容

器への注水（低圧原子

炉代替注水系（可搬

型）による注水（全交

流動力電源が喪失して

いる場合）（故意による

大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる

影響がある場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

３時間 

10分 

以内 

緊急時対策要

員 
12 

     

１３ 

海を水源とした格納容

器内の冷却（格納容器

代替スプレイ系（可搬

型）による冷却（交流

電源が確保されている

場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
２時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

   

１３ 

海を水源とした格納容

器内の冷却（代替格納容

器スプレイ冷却系（可搬

型）による冷却（全交流

動力電源が喪失してい

る場合）） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 315

分 
緊急時対策要

員 
10 

     

１３ 

海を水源とした格納容

器内の冷却（格納容器

代替スプレイ系（可搬

型）による冷却（全交

流動力電源が喪失して

いる場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
２時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

１３ 

海を水源とした格納容

器内の冷却（格納容器

代替スプレイ系（可搬

型）による冷却（交流

電源が確保されている

場合）（故意による大型

航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響

がある場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

３時間 

10分 

以内 

緊急時対策要

員 
12 

１３ 

海を水源とした格納容

器内の冷却（格納容器

代替スプレイ系（可搬

型）による冷却（全交

流動力電源が喪失して

いる場合）（故意による

大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる

影響がある場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

３時間 

10 分 

以内 

緊急時対策要

員 
12 

１３ 

海を水源とした格納容

器下部への注水（格納

容器代替スプレイ系

（可搬型）による注

水） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ ２時間 

10分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

   

１３ 

海を水源とした原子炉

格納容器下部注水系（可

搬型）による格納容器下

部への注水 

操作手順８と同様 

１３ 

海を水源とした原子炉

格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）による

格納容器下部への注水 

操作手順８と同様 

１３ 

海を水源とした燃料プ

ール代替注水系（常設配

管）による使用済燃料プ

ールへの注水 

操作手順１１と同様 

 

 

 

     

１３ 

海を水源とした格納容

器下部への注水（格納容

器下部注水系（可搬型）

による注水） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 

約 315

分 
緊急時対策要

員 
10 

     

１３ 

海を水源とした使用済

燃料プールへの注水/ス

プレイ（燃料プール代替

注水系による常設スプ

レイヘッダを使用した

注水） 

運転員 

（中央制御室） 
1 

約 305

分 
緊急時対策要

員 
10 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（７／１１） 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

海を水源とした格納容

器下部への注水（格納

容器代替スプレイ系

（可搬型）による注水

（故意による大型航空

機の衝突その他のテロ

リズムによる影響があ

る場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

３時間 

10 分 

以内 

緊急時対策要

員 
12 

１３ 

海を水源とした格納容

器下部への注水（ペデス

タル代替注水系（可搬

型）による注水） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
２時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

１３ 

海を水源とした格納容

器下部への注水（ペデス

タル代替注水系（可搬

型）による注水（故意に

よる大型航空機の衝突

その他のテロリズムに

よる影響がある場合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

３時間 

10 分 

以内 

緊急時対策要

員 
12 

１３ 

海を水源とした燃料プ

ールへの注水／スプレ

イ（燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッ

ダ）による注水） 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 
２時間 

10 分 

以内 緊急時対策要

員 
12 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（７／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

海を水源とした燃料プ

ール代替注水系（可搬

型）による使用済燃料プ

ールへの注水 

操作手順１１と同様 

１３ 

海を水源とした燃料プ

ールスプレイ系（常設配

管）による使用済燃料プ

ールへのスプレイ 

操作手順１１と同様 

１３ 

海を水源とした燃料プ

ールスプレイ系（可搬

型）による使用済燃料プ

ールへのスプレイ 

操作手順１１と同様 

   

１３ 

海を水源とした原子炉

補機代替冷却水系によ

る補機冷却水確保※１ 

操作手順５と同様 

１３ 

海を水源とした放水設

備（大気への拡散抑制設

備）による大気への放射

性物質の拡散抑制 

操作手順１２と同様 

     

１３ 

海を水源とした使用済

燃料プールへの注水/ス

プレイ（燃料プール代替

注水系による可搬型ス

プレイヘッダを使用し

た注水） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 305

分 
緊急時対策要

員 
10 

１３ 

海を水源とした使用済

燃料プールへの注水/ス

プレイ（燃料プール代替

注水系による常設スプ

レイヘッダを使用した

スプレイ） 

運転員 

（中央制御室） 
1 

約 315

分 
緊急時対策要

員 
10 

１３ 

海を水源とした使用済

燃料プールへの注水/ス

プレイ（燃料プール代替

注水系による可搬型ス

プレイヘッダを使用し

たスプレイ） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 315

分 
緊急時対策要

員 
10 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１６／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

海を水源とした最終ヒ

ートシンク（海）への代

替熱輸送（代替原子炉補

機冷却系による除熱）※

１ 

操作手順５と同様 

１３ 

海を水源とした大気へ

の放射性物質の拡散抑

制（大容量送水車（原子

炉建屋放水設備用）及び

放水砲による拡散抑制） 

操作手順１２と同様 

     

１３ 

海を水源とした燃料プ

ールへの注水／スプレ

イ（燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズ

ル）による注水） 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 
２時間 

50 分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

１３ 

海を水源とした燃料プ

ールへの注水／スプレ

イ（燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッ

ダ）によるスプレイ） 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 
２時間 

10 分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

１３ 

海を水源とした燃料プ

ールへの注水／スプレ

イ（燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズ

ル）によるスプレイ） 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 
２時間 

50 分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

     

１３ 

海を水源とした最終ヒ

ートシンク（海）への代

替熱輸送（原子炉補機代

替冷却系による除熱）※ 

操作手順５と同様 

１３ 

海を水源とした大気へ

の放射性物質の拡散抑

制（大型送水ポンプ車お

よび放水砲による拡散

抑制） 

操作手順１２と同様 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１３ 

海を水源とした放水設

備（泡消火設備）による

航空機燃料火災への泡

消火 

操作手順１２と同様 

   

１３ 

淡水貯水槽を水源とし

た大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）による復水貯蔵

タンクへの補給※１ 

運転員(中央制

御室) 
1 

380分以

内 
重大事故等対

応要員 
9 

     

  

 

 

 

  

１３ 

海を水源とした航空機

燃料火災への泡消火（大

容量送水車（原子炉建屋

放水設備用），放水砲，泡

原液搬送車及び泡原液

混合装置による泡消火） 

操作手順１２と同様 

１３ 

ほう酸水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力

容器へのほう酸水注入

（ほう酸水注入系によ

る注水） 

操作手順２と同様 

１３ 

ほう酸水貯蔵タンクを

水源とした原子炉圧力

容器へのほう酸水注入

（ほう酸水注入系によ

るほう酸水注入） 

操作手順８と同様 

１３ 

防火水槽を水源とした

可搬型代替注水ポンプ

による復水貯蔵槽への

補給 

運転員（中央制

御室） 
1 

145分 

以内 
緊急時対策要

員 
3 

１３ 

淡水貯水池を水源とし

た可搬型代替注水ポン

プによる復水貯蔵槽へ

の補給（あらかじめ敷設

してあるホースが使用

できない場合）※１ 

運転員（中央制

御室） 
1 

340分 

以内 
緊急時対策要

員 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 

海を水源とした航空機

燃料火災への泡消火（大

型送水ポンプ車，放水砲

による泡消火） 

操作手順１２と同様 

   

１３ 

輪谷貯水槽（西１）およ

び輪谷貯水槽（西２）を

水源とした大量送水車

による低圧原子炉代替

注水槽への補給※ 

運転員 

（中央制御

室） 

１ ２時間 

10 分 

以内 
緊急時対策要

員 
12 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１３ 

海を水源とした大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）

による復水貯蔵タンク

への補給（取水口から海

水を取水する場合） 

運転員(中央制

御室) 
1 

380分以

内 
重大事故等対

応要員 
9 

１３ 

海を水源とした大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）

による復水貯蔵タンク

への補給（海水ポンプ室

から海水を取水する場

合） 

運転員(中央制

御室) 
1 

370分以

内 
重大事故等対

応要員 
9 

１３ 

海を水源とした大容量

送水ポンプ（タイプⅡ）

による淡水貯水槽への

補給（取水口から海水を

取水する場合） 

重大事故等対

応要員 
9 

270分以

内 

１３ 

海を水源とした大容量

送水ポンプ（タイプⅡ）

による淡水貯水槽への

補給（海水ポンプ室から

海水を取水する場合） 

重大事故等対

応要員 
9 

295分以

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１７／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

海を水源とした大容量

送水車（海水取水用）及

び可搬型代替注水ポン

プによる復水貯蔵槽へ

の補給 

運転員（中央制

御室） 
1 

約 325

分 
緊急時対策要

員 
10 

     

１３ 

海から防火水槽への補

給（大容量送水車（海水

取水用）による補給） 

緊急時対策要

員 
8 

約 300

分 

     

     

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（８／１１） 

 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１３ 

海を水源とした大量送

水車（２台）による低圧

原子炉代替注水槽への

補給 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 
２時間 

10 分 

以内 緊急時対策要

員 
12 

     

１３ 

海から輪谷貯水槽（西

１）または輪谷貯水槽

（西２）への補給（大量

送水車による補給） 

緊急時対策要

員 
12 

２時間 

30 分 

以内 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（８／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１４ 

常設代替交流電源設備

による給電（ガスタービ

ン発電機よるメタクラ

２Ｃ系およびメタクラ

２Ｄ系受電） 

運転員（中央制

御室） 
2 

45 分以

内 
保修班員 2 

     

１４ 

可搬型代替交流電源設

備による給電（電源車に

よるメタクラ２Ｃ系お

よびメタクラ２Ｄ系受

電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

125分以

内 

重大事故等対

応要員 
3 

     

     

１４ 

常設代替交流電源設備

による給電（非常用高圧

母線Ｄ系受電） ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 
20 分以

内 

１４ 

常設代替交流電源設備

による給電（非常用高圧

母線Ｃ系受電） ※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

6 
50 分以

内 

１４ 

可搬型代替交流電源設

備による給電（Ｐ/Ｃ Ｃ

系動力変圧器の一次側

に接続し，Ｐ/Ｃ Ｃ系及

びＰ/Ｃ Ｄ系を受電す

る場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 340

分 

緊急時対策要

員 
6 

１４ 

可搬型代替交流電源設

備による給電（緊急用電

源切替箱接続装置に接

続し，Ｐ/Ｃ Ｃ系及びＰ

/Ｃ Ｄ系を受電する場

合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 285

分 

緊急時対策要

員 
6 

     

１４ 

常設代替交流電源設備

による給電（非常用交流

高圧電源母線Ｂ系受電）

※ 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
40 分 

以内 

１４ 

常設代替交流電源設備

による給電（非常用交流

高圧電源母線Ａ系受電）

※ 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

10 分 

以内 

１４ 

可搬型代替交流電源設

備による非常用交流高

圧電源母線Ａ系または

非常用交流高圧電源母

線Ｂ系受電（原子炉建物

西側の高圧発電機車接

続プラグ収納箱に接続

し，非常用交流高圧電源

母線Ａ系またはＢ系を

受電する場合） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

４時間 

35 分 

以内 
緊急時対策要

員 
３ 

１４ 

可搬型代替交流電源設

備による非常用交流高

圧電源母線Ａ系または

非常用交流高圧電源母

線Ｂ系受電（原子炉建物

南側の高圧発電機車接

続プラグ収納箱に接続

し，非常用交流高圧電源

母線Ａ系またはＢ系を

受電する場合） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

４時間 

35 分 

以内 
緊急時対策要

員 
３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7
5
3



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１４ 

所内常設蓄電式直流電

源設備による給電※ １

（不要直流負荷の切離

し操作） 

運転員（現場） 2 
60 分以

内 

     

１４ 

電力融通による給電（号

炉間電力融通ケーブル

（常設）を使用し，非常

用高圧母線Ｃ系又は非

常用高圧母線Ｄ系を受

電する場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

10 

約 115

分 

緊急時対策要

員 
6 

１４ 

電力融通による給電（号

炉間電力融通ケーブル

（可搬型）を使用し，非

常用高圧母線Ｃ系又は

非常用高圧母線Ｄ系を

受電する場合） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

10 

約 245

分 
緊急時対策要

員 
6 

１４ 

可搬型代替交流電源設

備による非常用交流高

圧電源母線Ａ系または

非常用交流高圧電源母

線Ｂ系受電（緊急用メタ

クラ接続プラグ盤に接

続し，非常用交流高圧電

源母線Ａ系または非常

用交流高圧電源母線Ｂ

系受電の場合）（故意に

よる大型航空機の衝突

その他のテロリズムに

よる影響がある場合） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

４時間 

40 分 

以内 

緊急時対策要

員 
３ 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「 2.3.1，

2.3.2，2.3.4，2.4.1，

3.1.2，3.1.3，3.4，

5.2」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１４ 

所内蓄電式直流電源設

備による給電（直流１２

５Ｖ蓄電池Ａから直流

１２５Ｖ蓄電池Ａ－２

への受電切替え）※１ 

 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 
20 分以

内 

１４ 

所内蓄電式直流電源設

備による給電（直流１２

５Ｖ蓄電池Ａ－２から

ＡＭ用直流１２５Ｖ蓄

電池への受電切替え）※

１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 
25 分以

内 

１４ 

代替交流電源設備によ

る所内蓄電式直流電源

設備への給電（直流１２

５Ｖ充電器盤Ａの受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 40 分 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１８／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１４ 

代替交流電源設備によ

る所内蓄電式直流電源

設備への給電（直流１２

５Ｖ充電器盤Ｂの受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 40 分 

１４ 

代替交流電源設備によ

る所内蓄電式直流電源

設備への給電（直流１２

５Ｖ充電器盤Ａ－２の

受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 40 分 

１４ 

代替交流電源設備によ

る所内蓄電式直流電源

設備への給電（ＡＭ用直

流１２５Ｖ充電器盤の

受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 35 分 

１４ 

所内常設蓄電式直流電

源設備による給電（Ｂ－

115V系蓄電池からＢ１

－115V系蓄電池（ＳＡ）

への受電切替え）※ 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
30 分 

以内 

     

１４ 

代替交流電源設備によ

る所内常設蓄電式直流

電源設備への給電（Ａ－

115V系充電器盤への受

電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

20 分 

以内 

     

１４ 

代替交流電源設備によ

る所内常設蓄電式直流

電源設備への給電（Ｂ－

115V系充電器盤への受

電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

20 分 

以内 

１４ 

代替交流電源設備によ

る所内常設蓄電式直流

電源設備への給電（Ｂ１

－115V系充電器盤（Ｓ

Ａ）への受電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

20 分 

以内 

１４ 

代替交流電源設備によ

る所内常設蓄電式直流

電源設備への給電（ＳＡ

用115V系充電器盤への

受電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

20 分 

以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「2.3.1，

2.3.2，2.3.3，2.3.4，

2.4.1，3.1.2，3.1.3，

3.4，5.2」において，

解析上考慮した対応

手段としている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１４ 

所内常設蓄電式直流電

源設備による給電（１２

５Ｖ蓄電池２Ａおよび

１２５Ｖ蓄電池２Ｂ給

電を２４時間継続する

ため切り離していた１

２５Ｖ直流負荷の復旧

操作） 

運転員（現場） 2 
30 分以

内 

１４ 
常設代替直流電源設備

による給電※１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
50 分以

内 

１４ 

可搬型代替直流電源設

備による給電（電源車に

よる１２５Ｖ代替充電

器および２５０Ｖ充電

器への給電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
130分以

内 
重大事故等対

応要員 
3 

１４ 

可搬型代替直流電源設

備による給電（１２５Ｖ

代替蓄電池を２４時間

継続するため切り離し

ていた１２５Ｖ直流負

荷の復旧操作） 

運転員（現場） 2 
40 分以

内 

１４ 

代替所内電気設備によ

る給電（電源車によるパ

ワーセンタ２Ｇ系およ

びモータコントロール

センタ２Ｇ系受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
130分以

内 
重大事故等対

応要員 
3 

     

１４ 
中央制御室監視計器Ｃ

系及びＤ系の復旧 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 50 分 

     

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（９／１１） 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１４ 

代替交流電源設備による

所内常設蓄電式直流電源

設備への給電（230V系充

電器盤（ＲＣＩＣ）への

受電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

20 分 

以内 

１４ 
中央制御室監視計器Ｃ系

およびＤ系の復旧 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
40 分 

以内 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女川との相違】 

・女川は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「2.3.3」にお

いて，解析上考慮し

た対応手段としてい

る。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１４ 

可搬型直流電源設備に

よる給電（ＡＭ用動力変

圧器への接続によるＡ

Ｍ用直流１２５Ｖ充電

器盤の受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 455

分 
緊急時対策要

員 
6 

１４ 

可搬型直流電源設備に

よる給電（緊急用電源切

替箱接続装置への接続

によるＡＭ用直流１２

５Ｖ充電器盤の受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 410

分 
緊急時対策要

員 
6 

     

１４ 

常設直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保 

（ＡＭ用直流１２５Ｖ

蓄電池による直流１２

５Ｖ主母線盤Ａ受電）※

１ 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 
25 分以

内 

１４ 

常設直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保

（常設代替交流電源設

備による直流１２５Ｖ

主母線盤Ｂ受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 40 分 

 

 

 

 

 

 

１４ 

可搬型直流電源設備によ

る給電（原子炉建物西側

の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱への接続による

受電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

５時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
３ 

１４ 

可搬型直流電源設備によ

る給電（原子炉建物南側

の高圧発電機車接続プラ

グ収納箱への接続による

受電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
５時間 

10分 

以内 緊急時対策要

員 
３ 

１４ 

可搬型直流電源設備によ

る給電（緊急用メタクラ

接続プラグ盤への接続に

よる受電）（故意による大

型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響が

ある場合） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

５時間 

50分 

以内 緊急時対策要

員 
３ 

１４ 

非常用直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保

（ＳＡ用115V系蓄電池に

よる直流Ｂ－115V系直流

盤受電） 

運転員 

（現場） 
２ 

30分 

以内 

１４ 

非常用直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保

（常設代替交流電源設備

によるＡ－115V系直流盤

受電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

25分 

以内 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・柏崎刈羽は有効性評

価の重要事故シーケ

ンスのうち，「2.3.3」

において，解析上考

慮した対応手段とし

ている。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１９／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１４ 

常設直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保

（可搬型代替交流電源

設備（緊急用電源切替箱

接続装置に接続）による

直流１２５Ｖ主母線盤

Ｂ受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

3 

約 40 分 

緊急時対策要

員 
6 

１４ 

常設直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保

（号炉間電力融通ケー

ブルによる直流１２５

Ｖ主母線盤Ｂ受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

5 約 40 分 

１４ 

常設直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保

（可搬型代替交流電源

設備（Ｐ/Ｃ Ｃ系動力変

圧器の一次側に接続）に

よる直流１２５Ｖ主母

線盤Ｂ受電） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 80 分 

緊急時対策要

員 
6 

     

     

１４ 

非常用直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保

（可搬型代替交流電源設

備（原子炉建物西側の高

圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＡ－

115V系直流盤受電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

30分 

以内 

緊急時対策要

員 
３ 

     

１４ 

非常用直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保

（可搬型代替交流電源設

備（原子炉建物南側の高

圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＡ－

115V系直流盤受電） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

30分 

以内 
緊急時対策要

員 
３ 

１４ 

非常用直流電源喪失時の

遮断器用制御電源確保

（可搬型代替交流電源設

備（緊急用メタクラ接続

プラグ盤への接続）によ

るＡ－115V系直流盤受電

（故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズ

ムによる影響がある場

合）） 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 

１時間 

30分 

以内 

緊急時対策要

員 
３ 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１４ 

常設代替交流電源設備

によるＡＭ用ＭＣＣへ

の給電 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 25 分 

１４ 

号炉間電力融通ケーブ

ル（常設）によるＡＭ用

ＭＣＣへの給電 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

8 
約 110

分 
緊急時対策要

員 
6 

１４ 

号炉間電力融通ケーブ

ル（可搬型）によるＡＭ

用ＭＣＣへの給電 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

8 
約 240

分 
緊急時対策要

員 
6 

１４ 

可搬型代替交流電源設

備（ＡＭ用動力変圧器に

接続）によるＡＭ用ＭＣ

Ｃへの給電 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 315

分 
緊急時対策要

員 
6 

１４ 

可搬型代替交流電源設

備（緊急用電源切替箱接

続装置に接続）によるＡ

Ｍ用ＭＣＣへの給電 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 

約 270

分 
緊急時対策要

員 
6 

     

     

１４ 

可搬型代替交流電源設備

（原子炉建物西側の高圧

発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＳＡロ

ードセンタおよびＳＡコ

ントロールセンタ受電 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 
４時間 

35分 

以内 緊急時対策要

員 
３ 

１４ 

可搬型代替交流電源設備

（原子炉建物南側の高圧

発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＳＡロ

ードセンタおよびＳＡコ

ントロールセンタ受電 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 
４時間 

35分 

以内 緊急時対策要

員 
３ 

 

 

 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１０／１１） 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１４ 

軽油タンクまたはガス

タービン発電設備軽油

タンクからタンクロー

リへの補給※１ 

重大事故等対

応要員 
2 

135分以

内 

１４ 
タンクローリから各機

器への補給※１ 

重大事故等対

応要員 
2 

40 分以

内 

     

１４ 

タンクローリからガス

タービン発電設備軽油

タンクへ補給※１ 

重大事故等対

応要員 
2 

50 分以

内 

     

１４ 

燃料補給設備による給

油（軽油タンクからタン

クローリ（４ｋＬ）への

補給） ※１ 

緊急時対策要

員 
2 

105分 

以内 

１４ 

燃料補給設備による給

油（軽油タンクからタン

クローリ（１６ｋＬ）へ

の補給） ※１ 

緊急時対策要

員 
2 

120分 

以内 

１４ 

燃料補給設備による給

油（タンクローリ（４ｋ

Ｌ）による給油対象設備

への給油） ※１ 

緊急時対策要

員 
2 約 15 分 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（２０／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１４ 

燃料補給設備による給

油（タンクローリ（１６

ｋＬ）による第一ガスタ

ービン発電機用燃料タ

ンクへの給油） ※１ 

緊急時対策要

員 
2 約 90 分 

１４ 

可搬型代替交流電源設

備（緊急用メタクラ接続

プラグ盤への接続）によ

るＳＡロードセンタお

よびＳＡコントロール

センタ受電（故意による

大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる

影響がある場合） 

運転員 

（中央制御

室） 

１ 

４時間 

40分 

以内 緊急時対策要

員 
３ 

１４ 

燃料補給設備による給

油（ガスタービン発電

機用軽油タンクからタ

ンクローリへの補給） 

緊急時対策要

員 
２ 

１時間 

50分 

以内 

１４ 

燃料補給設備による給

油（非常用ディーゼル

発電機燃料貯蔵タンク

等からタンクローリへ

の補給）※ 

緊急時対策要

員 
２ 

２時間 

30分 

以内 

１４ 

燃料補給設備による給

油（タンクローリから

各機器等への給油）※ 

緊急時対策要

員 
２ 

30分 

以内 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１５ 
代替電源（交流，直流）

からの給電※１ 
操作手順１４と同様 

１５ 
可搬型計測器による計

測 

運転員（中央制

御室） 
1 

55 分以

内 

重大事故等対

策要員 

（運転員を除

く。） 

1 

     

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性（９／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

     

１６ 
チェンジングエリアの

設置および運用手順 

放射線管理班

員 
2 

90 分以

内 

     

１５ 

計器の計測範囲を超え

た場合に状態を把握す

るための手段（可搬型計

測器（現場）による計測） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

4 約 18 分 

１５ 
計器電源が喪失した場

合の手段 
操作手順１４と同様 

   

１６ 

中央制御室換気空調系

設備の運転手順等（中央

制御室可搬型陽圧化空

調機への切替え手順） 

運転員 

（中央制御室，

現場） 

8 約 30 分 

１６ 

中央制御室換気空調系

設備の運転手順等（全交

流動力電源が喪失した

場合の隔離弁現場閉操

作） 

運転員（現場） 4 約 30 分 

１６ 

中央制御室待避室の準

備手順（中央制御室待避

室陽圧化装置による加

圧準備操作） 

運転員（現場） 2 約 30 分 

１６ 
チェンジングエリアの

設置及び運用手順 

緊急時対策要

員 
2 約 60 分 

     

１５ 

計器の計測範囲を超え

た場合に状態を把握す

るための手段（可搬型計

測器によるパラメータ

計測または監視） 

運転員 

（現場） 
２ 

20分以

内 

１５ 
計器電源が喪失した場

合の手段 
操作手順１４と同様 

１５ 

設計基準事故対処設備

と重大事故等対処設備

を兼用する計装設備へ

の給電※ 

運転員 

（現場） 
２ 

10分以

内 

     

１６ 

炉心損傷の判断時の中

央制御室換気系加圧運

転手順※ 

運転員 

（中央制御

室，現場） 

３ 
40分以

内 

１６ 
中央制御室待避室の準

備手順※ 

運転員 

（現場） 
２ 

30分以

内 

１６ 
チェンジングエリアの

設営および運用手順 

緊急時対策要

員 
２ 

２時間

以内 

 

【女川との相違】 

・女川は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「 2.3.1，

2.3.2，2.3.3，2.3.4，

2.4.1，2.6，3.1.2，

3.1.3，3.4，5.2」に

おいて，解析上考慮

した対応手段として

いる。 

 

 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「 2.3.1～

2.3.4」において，解

析上考慮した対応手

段としている。 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「 3.1.2，

3.1.3，3.2，3.3，3.4，

3.5」において，解析

上考慮した対応手段

としている。 

・島根は有効性評価の

重要事故シーケンス

のうち，「3.1.3，3.4」

において解析上考慮

した対応手段として

いる。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

１６ 

現場での原子炉建屋ブ

ローアウトパネル部の

閉止手順 

運転員（現場） 2 
200分以

内 

１７ 

可搬型モニタリングポ

ストによる放射線量の

測定および代替測定

（モニタリングポスト

の代替測定） 

放射線管理班

員 
4 

270分以

内 

     

１７ 

可搬型モニタリングポ

ストによる放射線量の

測定および代替測定

（海側での測定） 

放射線管理班

員 
2 

90 分以

内 

１７ 

可搬型モニタリングポ

ストによる放射線量の

測定および代替測定

（緊急時対策建屋屋上

での測定） 

重大事故等対

応要員 
2 

40 分以

内 

     

１７ 

可搬型放射線計測装置

による空気中の放射性

物質の濃度の代替測定 

放射線管理班

員 
2 

100分以

内 

１７ 

可搬型放射線計測装置

による空気中の放射性

物質の濃度の測定 

放射線管理班

員 
2 

100分以

内 

 

 

   

１７ 

可搬型放射線計測装置

による水中の放射性物

質の濃度の測定 

放射線管理班

員 
2 

70 分以

内 

１６ 

非常用ガス処理系によ

る運転員等の被ばく防

止手順（現場での燃料取

替床ブローアウトパネ

ルの閉止手順） 

運転員（現場） 

緊急時対策要

員 

4 

1 枚あた

り 

約 10 時

間 

１７ 

可搬型モニタリングポ

ストによる放射線量の

測定及び代替測定 

緊急時対策要

員 
2 

約 435

分 

     

１７ 

可搬型放射線計測器に

よる空気中の放射性物

質の濃度の代替測定 

緊急時対策要

員 
2 約 95 分 

     

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（２１／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１７ 

可搬型放射線計測器に

よる空気中の放射性物

質の濃度の測定 

緊急時対策要

員 
2 約 95 分 

     

１７ 

可搬型放射線計測器に

よる水中の放射性物質

の濃度の測定 

緊急時対策要

員 
2 約 65 分 

１６ 

現場での原子炉建物燃

料取替階ブローアウト

パネル部の閉止手順 

緊急時対策要

員 
２ 

１個あ

たり 

２時間

以内 

１７ 

可搬式モニタリングポ

ストによる放射線量の

測定および代替測定 

緊急時対策要

員 
２ 

６時間 

30分 

以内 

１７ 

放射能観測車による空

気中の放射性物質の濃

度の測定 

緊急時対策要

員 
２ 

１時間 

30分 

以内 

１７ 

放射能測定装置による

空気中の放射性物質の

濃度の代替測定 

緊急時対策要

員 
２ 

１時間 

30分 

以内 

     

     

１７ 

放射能測定装置による

空気中の放射性物質の

濃度の測定 

緊急時対策要

員 
２ 

１時間 

40分 

以内 

     

１７ 

放射能測定装置による

水中の放射性物質の濃

度の測定 

緊急時対策要

員 
２ 

１時間 

20分 

以内 
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１７ 

可搬型放射線計測装置

による土壌中の放射性

物質の濃度の測定 

放射線管理班

員 
2 

70 分以

内 

１７ 海上モニタリング 
放射線管理班

員 
3 

200分以

内 

     

１７ 

モニタリングポストの

バックグラウンド低減

対策 

放射線管理班

員 
2 

390分以

内 

１７ 

可搬型モニタリングポ

ストのバックグラウン

ド低減対策 

放射線管理班

員 
2 

400分以

内 

１７ 

放射性物質の濃度の測

定時のバックグラウン

ド低減対策 

放射線管理班

員 
2 

20 分以

内 

１７ 

代替気象観測設備によ

る気象観測項目の代替

測定 

放射線管理班

員 
2 

210分以

内 

１７ 

モニタリングポストの

電源を代替交流電源設

備から給電する手順等 

操作手順１４と同様 

１８ 

緊急時対策所立上げの

手順（緊急時対策所換

気空調系運転手順） 

保修班員 1 5 分以内 

１７ 

可搬型放射線計測器に

よる土壌中の放射性物

質の濃度の測定 

緊急時対策要

員 
2 約 65 分 

１７ 海上モニタリング 
緊急時対策要

員 
4 

約 260

分 

     

１７ 

可搬型モニタリングポ

ストのバックグラウン

ド低減対策 

緊急時対策要

員 
2 

約 335

分 

１７ 

放射性物質の濃度の測

定時のバックグラウン

ド低減対策 

緊急時対策要

員 
2 約 25 分 

１７ 

可搬型気象観測装置に

よる気象観測項目の代

替測定 

緊急時対策要

員 
2 約 90 分 

１７ 

モニタリングポストの

電源をモニタリングポ

スト用発電機から給電

する手順等 

緊急時対策要

員 
2 

約 110

分 

１８ 

緊急時対策所立ち上げ

の手順（５号炉原子炉建

屋内緊急時対策所可搬

型陽圧化空調機の手順） 

緊急時対策要

員 
2 約 60 分 

１７ 

放射能測定装置による

土壌中の放射性物質の

濃度の測定 

緊急時対策要

員 
２ 

１時間 

30分 

以内 

１７ 海上モニタリング 
緊急時対策要

員 
３ 

５時間 

20分 

以内 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１１／１１） 

操作

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１７ 

モニタリングポストの

バックグラウンド低減

対策 

緊急時対策要

員 
２ 

７時間 

20分 

以内 

１７ 

可搬式モニタリングポ

ストのバックグラウン

ド低減対策 

緊急時対策要

員 
２ 

４時間 

以内 

１７ 

放射性物質の濃度の測

定時のバックグラウン

ド低減対策 

緊急時対策要

員 
２ 

30分 

以内 

１７ 

可搬式気象観測装置に

よる気象観測項目の代

替測定 

緊急時対策要

員 
２ 

３時間 

10分 

以内 

１７ 

モニタリングポストの

電源を代替交流電源設

備から給電する手順等 

操作手順１４と同様 

１８ 

緊急時対策所立ち上げ

の手順（緊急時対策所空

気浄化送風機運転手順） 

緊急時対策要

員 
２ 

１時間 

30分 

以内 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１８ 

緊急時対策所立上げの

手順（緊急時対策所可

搬型エリアモニタの設

置手順） 

放射線管理班

員 
2 

10 分以

内 

１８ 

可搬型モニタリングポ

ストによる放射線量の

測定手順 

操作手順１７と同様 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（１０／１０） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１８ 

放射線防護等に関する

手順等（緊急時対策所非

常用送風機から緊急時

対策所加圧設備（空気ボ

ンベ）への切替手順） 

保修班員 1 3 分以内 

１８ 

放射線防護等に関する

手順等（緊急時対策所加

圧設備（空気ボンベ）か

ら緊急時対策所非常用

送風機への切替手順） 

保修班員 1 5 分以内 

     

１８ 

緊急時対策所立ち上げ

の手順（５号炉原子炉建

屋内緊急時対策所可搬

型エリアモニタの設置

手順） 

緊急時対策要

員 
2 約 20 分 

１８ 

可搬型モニタリングポ

ストによる放射線量の

測定手順 

操作手順１７と同様 

 

表２０ 重大事故等対策における操作の成立性 

（２２／２２） 

操作 

手順 
対応手段 要員 

要

員

数 

想定 

時間 

１８ 

放射線防護等に関する

手順等（５号炉原子炉建

屋内緊急時対策所可搬

型陽圧化空調機から陽

圧化装置（空気ボンベ）

への切替え手順） 

緊急時対策要

員 
3 約 5分 

１８ 

放射線防護等に関する

手順等（５号炉原子炉建

屋内緊急時対策所陽圧

化装置（空気ボンベ）か

ら可搬型陽圧化空調機

への切替え手順） 

緊急時対策要

員 
2 約 30 分 

１８ 

緊急時対策所立ち上げ

の手順（緊急時対策所正

圧化装置（空気ボンベ）

による空気供給準備手

順） 

緊急時対策要

員 
２ 

２時間

以内 

１８ 

緊急時対策所立ち上げ

の手順（可搬式エリア放

射線モニタの設置手順） 

緊急時対策要

員 
１ 

20分以

内 

１８ 

可搬式モニタリングポ

ストによる放射線量の

測定手順 

操作手順１７と同様 

   

１８ 

重大事故等が発生した

場合の放射線防護等に

関する手順等（緊急時対

策所正圧化装置（空気ボ

ンベ）による加圧手順） 

緊急時対策要

員 
５ 

５分 

以内 

１８ 

重大事故等が発生した

場合の放射線防護等に

関する手順等（緊急時対

策所正圧化装置（空気ボ

ンベ）から緊急時対策所

空気浄化送風機への切

替え手順） 

緊急時対策要

員 
５ 

５分 

以内 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

     

１８ 

必要な数の要員の収容

に係る手順等（チェンジ

ングエリアの設置およ

び運用手順） 

放射線管理班

員 
2 

20 分以

内 

１８ 

必要な数の要員の収容

に係る手順等（緊急時対

策所換気空調系の切替

手順） 

保修班員 1 5 分以内 

１８ 

代替電源設備からの給

電手順（電源車による給

電） 

重大事故等対

応要員 
3 

30 分以

内 

     

     

     

１９ 
代替電源設備による通

信連絡設備への給電 

操作手順１４および操作手順１

８と同様 

 

１８ 

放射線防護等に関する

手順等（５号炉原子炉建

屋内可搬型外気取入送

風機による通路部のパ

ージ手順） 

緊急時対策要

員 
2 約 30 分 

１８ 

要員の収容に係る手順

等（チェンジングエリア

の設置及び運用手順） 

緊急時対策要

員 
2 約 90 分 

     

１８ 

代替電源設備からの給

電手順（５号炉原子炉建

屋内緊急時対策所用可

搬型電源設備による給

電） 

緊急時対策要

員 
2 約 25 分 

１８ 

代替電源設備からの給

電手順（５号炉原子炉建

屋内緊急時対策所用可

搬型電源設備の燃料タ

ンクへの燃料給油手順） 

緊急時対策要

員 
2 

約 130

分 

     

     

１９ 
代替電源設備から給電

する手順等 
操作手順１４及び１８と同様 

 

     

１８ 

必要な数の要員の収容

に係る手順等（チェンジ

ングエリアの設営およ

び運用手順） 

緊急時対策要

員 
１ 

20分以

内 

１８ 

必要な数の要員の収容

に係る手順等（緊急時対

策所空気浄化送風機お

よび緊急時対策所空気

浄化フィルタユニット

の切替え手順） 

緊急時対策要

員 
３ 

６分 

以内 

１８ 

代替電源設備からの給

電手順（緊急時対策所用

発電機準備手順） 

緊急時対策要

員 
３ 

40分以

内 

１８ 

代替電源設備からの給

電手順（緊急時対策所用

発電機起動手順） 

緊急時対策要

員 
３ 

20分以

内 

１８ 

代替電源設備からの給

電手順（緊急時対策所用

発電機への燃料給油手

順） 

緊急時対策要

員 
２ 

２時間 

50分 

以内 

１８ 

代替電源設備からの給

電手順（緊急時対策所用

発電機の切替え手順） 

緊急時対策要

員 
２ 

20分 

以内 

１９ 
代替電源設備から給電

する手順等 

操作手順１４および１８と同

様 
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２．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応における事項 

 

（１）防災課長は，大規模な自然災害または故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大

規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生するお

それがある場合または発生した場合における体制の整備

に関し，品質マネジメント文書を適切に整備し，また，

当該品質マネジメント文書にしたがって活動を行うため

の体制および資機材を整備する。 

（２）各課長は，大規模損壊発生時における原子炉施設の保

全のための活動を行う体制の整備として，次の２．２項

に示す手順を整備し，２．１（１）の要員にこの手順を

遵守させる。 

（３）原子力部長は，本店が行う支援に関する活動を行う体

制の整備として，次の２．１項を含む計画を策定すると

ともに，計画に基づき，本店が行う支援に関する活動を

行うために必要な体制の整備を実施する。 

 

 

２．１ 体制の整備，教育訓練の実施および資機材の配備 

防災課長および原子力部長は，大規模損壊が発生するお

それがある場合または発生した場合における体制について

は，重大事故等時の対応体制を基本とするが，大規模損壊

の発生により，要員の被災等による緊急時の体制が部分的

に機能しない場合（中央制御室の機能喪失含む。）でも流動

性を持って柔軟に対応できる体制を確立する。 

 

また，防災課長は，重大事故等を超えるような状況を想

定した大規模損壊対応のための体制を整備，充実するため

に，大規模損壊対応に係る必要な計画を策定し，ならびに

重大事故等に対処する要員に対して必要な教育訓練を付加

して実施し，体制の確立を図る。 

 

（１）体制の整備 

大規模損壊の発生に備えた発電所対策本部および本店

対策本部の体制は，重大事故等対策に係る体制を基本と

する体制を整備する。 

発電所対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する

実施組織およびその支援組織から構成されており，それ

ぞれの機能ごとに責任者を定め，役割分担を明確にし，

効果的な大規模損壊の緩和措置を実施し得る体制とす

る。また，停止号炉の同時被災の場合においても，重大

事故等対処設備を使用して炉心損傷や格納容器の破損等

に対応できる体制とする。 

大規模損壊の発生により要員の被災等による緊急時の

２．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応における事項 

 

（１）防災安全ＧＭは，大規模な自然災害又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の

大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生する

おそれがある場合又は発生した場合における体制の整備

に関し，マニュアルを適切に整備し，また，当該マニュ

アルにしたがって活動を行うための体制及び資機材を整

備する。 

（２）各ＧＭは，大規模損壊発生時における原子炉施設の保

全のための活動を行う体制の整備として，次の２．２項

に示す手順を整備し，２．１（１）の要員にこの手順を

遵守させる。 

（３）原子力運営管理部長は，本社が行う支援に関する活動

を行う体制の整備として，次の２．１項を含む計画を策

定するとともに，計画に基づき，本社が行う支援に関す

る活動を行うために必要な体制の整備を実施する。 

 

 

２．１ 体制の整備，教育訓練の実施及び資機材の配備 

防災安全ＧＭ及び原子力運営管理部長は，大規模損壊が

発生するおそれがある場合又は発生した場合における体制

については，重大事故等時の対応体制を基本とするが，大

規模損壊の発生により，要員の被災等による緊急時の体制

が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失含む。）

でも流動性を持って柔軟に対応できる体制を確立する。 

 

また，防災安全ＧＭは，重大事故等を超えるような状況

を想定した大規模損壊対応のための体制を整備，充実する

ために，大規模損壊対応に係る必要な計画の策定，並び

に，運転員，緊急時対策要員，及び自衛消防隊に対して必

要な教育訓練を付加して実施し体制の確立を図る。 

 

（１）体制の整備 

大規模損壊の発生に備えた緊急時対策本部及び本社対

策本部の体制は，重大事故等対策に係る体制を基本とす

る体制を整備する。 

緊急時対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する

実施組織及びその支援組織から構成されており，それぞ

れの機能ごとに責任者を定め，役割分担を明確にし，効

果的な大規模損壊の緩和措置を実施し得る体制とする。

また，複数号炉の同時被災の場合においても，重大事故

等対処設備を使用して炉心損傷や格納容器の破損等に対

応できる体制とする。 

大規模損壊の発生により要員の被災等による緊急時の

２．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応における事項 

 

（１）課長（技術）は，大規模な自然災害または故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設

の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生す

るおそれがある場合または発生した場合における体制の

整備に関し，手順書を適切に整備し，また，当該手順書

にしたがって活動を行うための体制および資機材を整備

する。 

（２）各課長は，大規模損壊発生時における原子炉施設の保

全のための活動を行う体制の整備として，次の２．２項

に示す手順を整備し，２．１（１）の要員にこの手順を

遵守させる。 

（３）電源事業本部部長（原子力管理）は，本社が行う支援

に関する活動を行う体制の整備として，次の２．１項を

含む計画を策定するとともに，計画に基づき，本社が行

う支援に関する活動を行うために必要な体制の整備を実

施する。 

 

２．１ 体制の整備，教育訓練の実施および資機材の配備 

課長（技術）および電源事業本部部長（原子力管理）

は，大規模損壊が発生するおそれがある場合または発生し

た場合における体制については，重大事故等時の対応体制

を基本とするが，大規模損壊の発生により，要員の被災等

による緊急時の体制が部分的に機能しない場合（中央制御

室の機能喪失含む。）でも流動性を持って柔軟に対応できる

体制を確立する。 

また，課長（技術）は，重大事故等を超えるような状況

を想定した大規模損壊対応のための体制を整備，充実する

ために，大規模損壊対応に係る必要な計画の策定，ならび

に，重大事故等に対処する要員に対して必要な教育訓練を

付加して実施し体制の確立を図る。 

 

（１）体制の整備 

大規模損壊の発生に備えた緊急時対策本部および緊急

時対策総本部の体制は，重大事故等対策に係る体制を基

本とする体制を整備する。 

緊急時対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する

実施組織およびその支援組織から構成されており，それ

ぞれの機能ごとに責任者を定め，役割分担を明確にし，

効果的な大規模損壊の緩和措置を実施し得る体制とす

る。また，複数号炉の同時被災の場合においても，重大

事故等対処設備を使用して炉心損傷や格納容器の破損等

に対応できる体制とする。 

大規模損壊の発生により要員の被災等による緊急時の
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体制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失

を含む。）でも流動性を持って柔軟に対応できるよう体制

を確立する。 

夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）においても

発電所構内に発電所対策本部要員６名，重大事故等対応

要員１７名，運転員１５名（２号炉運転員７名※，１号

炉および３号炉運転員８名）および初期消火要員（消防

車隊）６名の計４４名を常時確保し，大規模損壊発生時

は総括責任者が初動の指揮を執る体制を整備する。 

さらに，発電所構内に常駐する要員により交替要員が

到着するまでの間も事故対応を行えるよう体制を整備す

る。 

※２号炉が原子炉運転停止中については，中央制御室の

運転員を５名とする。 

 

ａ．大規模損壊発生時の要員確保および通常とは異なる指

揮命令系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指

揮命令系統が機能しない場合も考えられる。このような

状況においても，発電所構内に勤務している重大事故等

対策要員により指揮命令系統を確立できるよう，大規模

損壊発生時に対応するための体制を確立する。 

（ａ）夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）における

重大事故等対策要員，１号炉運転員，３号炉運転員お

よび初期消火要員（消防車隊）は，地震，津波等の大

規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムが発生した場合にも対応できるよ

う，分散して待機する。また，建物の損壊等により要

員が被災するような状況においても，発電所構内に勤

務している他の要員を活用する等の柔軟な対応をとる

ことを基本とする。 

（ｂ）放射性雲通過時は，大規模損壊対応への指示を行う

重大事故等対策要員（２号炉運転員を除く。），１号炉

運転員，３号炉運転員および初期消火要員（消防車

隊）と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な重大事故等対策要員は緊急時対策所，２号炉

運転員は中央制御室待避所にとどまり，その他の重大

事故等対策要員は発電所構外へ一時退避し，その後，

発電所対策本部の指示に基づき再参集する。 

（ｃ）大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場

合，発電所対策本部の火災対応の指揮命令系統の下,初

期消火要員（消防車隊）は消火活動を実施する。ま

た，発電所対策本部長が，事故対応を実施または継続

するために，放水砲等による泡消火の実施が必要と判

断した場合は，発電所対策本部の指揮命令系統の下，

放水砲等の対応を行う要員を消火活動に従事させる。 

体制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失

を含む。）においても，対応できるよう体制を確立する。 

 

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても発

電所構内に緊急時対策要員５０名，運転員３５名※及び自

衛消防隊１０名の計９５名を常時確保し，大規模損壊発

生時は本部長代行が初動の指揮を執る体制を整備する。 

 

 

さらに，発電所構内に常駐する要員により交代要員が

到着するまでの間も事故対応を行えるよう体制を整備す

る。 

※７号炉運転中の場合 

 

 

ア． 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮

命令系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指

揮命令系統が機能しない場合も考えられる。このような

状況においても，発電所構内に勤務している緊急時対策

要員により指揮命令系統を確立できるよう，大規模損壊

発生時に対応するための体制を確立する。 

（ア）夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における運

転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊初期消火班は，

地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合にも

対応できるよう，分散して待機する。また，建物の損

壊等により要員が被災するような状況においても，発

電所構内に勤務している他の要員を活用する等の柔軟

な対応をとることを基本とする。 

 

（イ）プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う

緊急時対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するために必要な緊急時対策要員及び５号炉運転員

は緊急時対策所，６／７号炉運転員は中央制御室待避

室にとどまり，その他の緊急時対策要員及び自衛消防

隊は発電所構外へ一時退避し，その後，緊急時対策本

部の指示に基づき再参集する。 

 

（ウ）大規模損壊と同時に大規模火災が発生している場

合，緊急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の下,自

衛消防隊は消火活動を実施する。また，緊急時対策本

部長が，事故対応を実施又は継続するために，放水砲

等による泡消火の実施が必要と判断した場合は，緊急

時対策要員を火災対応の指揮命令系統の下で活動する

自衛消防隊の指揮下で消火活動に従事させる。 

体制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪失

を含む。）においても，対応できるよう体制を確立する。 

 

夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）においても

発電所構内に緊急時対策要員３１名，運転員９名※および

自衛消防隊７名の計４７名を常時確保し，大規模損壊発

生時は指示者が初動の指揮を執る体制を整備する。 

 

 

さらに，発電所構内に常駐する要員により交替要員が

到着するまでの間も事故対応を行えるよう体制を整備す

る。 

※２号炉原子炉運転停止中については，中央制御室の運

転員を５名とする。 

 

ア． 大規模損壊発生時の要員確保および通常とは異なる指

揮命令系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指

揮命令系統が機能しない場合も考えられる。このような

状況においても，発電所構内に勤務している重大事故等

に対処する要員により指揮命令系統を確立できるよう，

大規模損壊発生時に対応するための体制を確立する。 

（ア）夜間および休日（平日の勤務時間帯以外）における

重大事故等に対処する要員は，地震，津波等の大規模

な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合にも対応できるよう，分

散して待機する。また，建物の損壊等により要員が被

災するような状況においても，発電所構内に勤務して

いる他の要員を活用する等の柔軟な対応をとることを

基本とする。 

 

（イ）プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う

緊急時対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するために必要な緊急時対策要員は緊急時対策所，

運転員は中央制御室待避室および緊急時対策所にとど

まり，その他の緊急時対策要員および自衛消防隊は発

電所構外へ一時退避し，その後，緊急時対策本部長の

指示に基づき再参集する。 

 

（ウ）大規模損壊と同時に大規模火災が発生している場

合，緊急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の下,自

衛消防隊は消火活動を実施する。また，緊急時対策本

部長が，事故対応を実施または継続するために，放水

砲等による泡消火の実施が必要と判断した場合は，緊

急時対策要員を火災対応の指揮命令系統の下で活動す

る自衛消防隊の指揮下で消火活動に従事させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は格納容器破損

のおそれがない場合

におけるベント実施

に伴うプルーム通過

時は，運転員９名の

うち，５名は中央制

御室待避室に待避

し,４名は緊急時対

策所に待避する。 
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ｂ．対応拠点 

発電所対策本部長を含む重大事故等対策要員（運転員

を除く。）等が対応を行う拠点は，緊急時対策所を基本と

する。緊急時対策所の健全性（居住性確保，通信連絡機

能等）が確認できない場合は，代替可能なスペースを有

する建屋を活用することにより発電所対策本部の指揮命

令系統を維持する。 

 

ｃ．支援体制の確立 

（ａ）本店対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本店対策本部の設置による

発電所への支援体制は，「１．１（１）体制の整備」で

整備する支援体制と同様である。 

（ｂ）外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「１．２

（３）支援に係る事項」で整備する原子力災害発生時の

外部支援体制と同様である。 

 

（２）対応要員への教育訓練の実施 

防災課長は，大規模損壊発生時において，事象の種類

および事象の進展に応じて的確かつ柔軟に対処するため

に必要な力量を確保するため，重大事故等に対処する要

員への教育訓練については，重大事故等対策の対処に係

る教育訓練に加え，過酷な状況下においても柔軟に対処

できるよう大規模損壊発生時に対応する手順および事故

対応用の資機材の取扱い等を習得するための教育訓練を

実施する。 

また，原子力防災管理者およびその代行者を対象に，

通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した個別の

教育訓練を実施する。さらに，運転員および重大事故等

対応要員の役割に応じて付与される力量に加え，流動性

をもって柔軟に対応できるような力量を確保していくこ

とにより，本来の役割を担う要員以外の要員でも対応で

きるよう教育訓練の充実を図る。 

ａ．力量の付与のための教育訓練 

（ａ）重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応 

「添付１－３ １．１（２）教育訓練の実施 ａ．力

量の付与のための教育訓練」と同じ。なお，大規模損壊

に特化した多様な設備を柔軟に用いる対応訓練について

は，次のとおり。 

 

ⅰ．注水用ヘッダを活用した放水 

ⅱ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接続口への直接接

続 

ⅲ．淡水タンクを水源とした放水砲による消火 

 

イ．対応拠点 

本部長を含む緊急時対策本部の緊急時対策要員等が対

応を行う拠点は，５号炉原子炉建屋内緊急時対策所を基

本とする。５号炉原子炉建屋内緊急時対策所の健全性

（居住性確保，通信連絡機能等）が確認できない場合

は，代替可能なスペース及び必要に応じて風雨を凌ぐた

めの資機材を活用する。 

 

ウ．支援体制の確立 

（ア）本社対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本社対策本部の設置による

発電所への支援体制は，「１．１（１）体制の整備」で

整備する支援体制と同様である。 

（イ）外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「１．２

（３）支援に係る事項」で整備する原子力災害発生時の

外部支援体制と同様である。 

 

（２）対応要員への教育訓練の実施 

防災安全ＧＭは，大規模損壊発生時において，事象の

種類及び事象の進展に応じて的確かつ柔軟に対処するた

めに必要な力量を確保するため，運転員，緊急時対策要

員及び自衛消防隊への教育訓練については，重大事故等

対策の対処に係る教育訓練に加え，過酷な状況下におい

ても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時に対応する

手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得するため

の教育訓練を実施する。 

また，原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通

常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した個別の教

育訓練を実施する。さらに，運転員及び緊急時対策要員

の役割に応じて付与される力量に加え，流動性をもって

柔軟に対応できるような力量を確保していくことによ

り，本来の役割を担う要員以外の要員でも対応できるよ

う教育訓練の充実を図る。 

ア. 力量の付与のための教育訓練 

（ア）重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応 

「添付３ １．１（２）教育訓練の実施 ア. 力量の

付与のための教育訓練」と同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．対応拠点 

緊急時対策本部長を含む緊急時対策本部の緊急時対策

要員および自衛消防隊が対応を行う拠点は，緊急時対策

所を基本とする。緊急時対策所の健全性（居住性確保，

通信連絡機能等）が確認できない場合は，代替可能なス

ペースを有する建物を活用することにより緊急時対策本

部の指揮命令系統を維持する。 

 

ウ．支援体制の確立 

（ア）緊急時対策総本部体制の確立 

大規模損壊発生時における緊急時対策総本部の設置に

よる発電所への支援体制は，「１．１（１）体制の整

備」で整備する支援体制と同様である。 

（イ）外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「１．２

（３）支援に係る事項」で整備する原子力災害発生時の

外部支援体制と同様である。 

 

（２）対応要員への教育訓練の実施 

課長（技術）および課長（第一発電）は，大規模損壊

発生時において，事象の種類および事象の進展に応じて

的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保するた

め，重大事故等に対処する要員への教育訓練について

は，重大事故等対策の対処に係る教育訓練に加え，過酷

な状況下においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発

生時に対応する手順および事故対応用の資機材の取扱い

等を習得するための教育訓練を実施する。 

また，原子力防災管理者およびその代行者を対象に，

通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した個別の

教育訓練を実施する。さらに，緊急時対策要員の役割に

応じて付与される力量に加え，流動性をもって柔軟に対

応できるような力量を確保していくことにより，本来の

役割を担う要員以外の要員でも対応できるよう教育訓練

の充実を図る。 

ア. 力量の付与のための教育訓練 

（ア）重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応 

「添付３ １．１（２）教育訓練の実施 ア. 力量の

付与のための教育訓練」と同じ。なお，大規模損壊に特

化した多様な設備を柔軟に用いる対応訓練については，

次のとおり。 

 

ⅰ．現場での可搬型計測器によるパラメータ計測およ

び監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根で想定する代替

可能なスペースは，

重大事故等に対処す

る要員を収容可能な

スペースを有する免

震重要棟または管理

事務所 

 TS-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根の運転員は中央

制御室および現場

（屋内）において，

プラント対応に傾注

しているため，多能

化については考慮し

ていない。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では大規模損壊

に特化した手順を整

備。 

【島根固有】 

・島根では中央制御室

が機能喪失した場合

に現場での可搬型計

測器によるパラメー
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（ｂ）その他の大規模損壊対応 

防災課長は，運転員，重大事故等対策要員（運転員を

除く。）または初期消火要員（消防車隊）を新たに認定

する場合は，第１２条第２項および第４項の体制に入る

までに，以下の教育訓練について，品質マネジメント文

書に基づき実施する。 

 

ⅰ．初期消火要員（消防車隊） 

大型化学高所放水車，化学消防自動車を用いた大型航

空機の衝突による航空機燃料火災を想定した泡消火およ

び延焼防止のための消火訓練 

 

ⅱ．運転員および重大事故等対応要員 

要員の役割に応じて付与される力量に加え，要員の多

能化 

ⅲ．原子力防災管理者およびその代行者 

大規模損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能しない

場合等の事象を想定した個別の教育訓練 

（ｃ）防災課長は，（ｂ）項に係る設備を設置または改造す

る場合，当該設備の使用を開始するまでに，技術的能

力の確認訓練の要素を考慮した確認方法により，力量

付与の妥当性を確認する。 

ｂ．力量の維持向上のための教育訓練 

防災課長は，力量の維持向上のための教育訓練の実施

計画を作成する。 

また，運転員，重大事故等対策要員（運転員を除く。）

および初期消火要員（消防車隊）に対し，大規模損壊発

生時に対処するために必要な力量の維持向上を図るた

め，以下の教育訓練について，品質マネジメント文書に

基づき実施する。 

なお，力量の維持向上のために有効と判断される新た

な知見等が発生した場合には，以下の内容に限定せず，

教育訓練を行う。 

（ａ）初期消火要員（消防車隊）に対する以下の操作の教

育訓練が，年１回以上実施されていることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）その他の大規模損壊対応 

 防災安全ＧＭは，運転員，緊急時対策要員又は自衛消

防隊を新たに認定する場合は，第１２条第４項の体制に

入るまでに，以下の教育訓練について，マニュアルに基

づき実施する。 

 

 

ａ.自衛消防隊 

（ａ）大型化学高所放水車，化学消防自動車及び水槽付

消防ポンプ自動車を用いた大型航空機の衝突による

航空機燃料火災を想定した泡消火並びに延焼防止の

ための消火訓練 

ｂ.運転員及び緊急時対策要員（復旧班員） 

（ａ）要員の役割に応じて付与される力量に加え，要員

の多能化 

ｃ. 原子力防災管理者及びその代行者 

（ａ）大規模損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能し

ない場合等の事象を想定した個別の教育訓練 

 （ウ）防災安全ＧＭは，（イ）項に係る設備を設置又は改造

する場合，当該設備の使用を開始するまでに，技術的

能力の確認訓練の要素を考慮した確認方法により，力

量付与の妥当性を確認する。 

イ．力量の維持向上のための教育訓練 

防災安全ＧＭは，力量の維持向上のための教育訓練の

実施計画を作成する。 

また，運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊に対

し，大規模損壊発生時に対処するために必要な力量の維

持向上を図るため，以下の教育訓練について，マニュア

ルに基づき実施する。 

 

なお，力量の維持向上のために有効と判断される新た

な知見等が発生した場合には，以下の内容に限定せず，

教育訓練を行う。 

（ア）自衛消防隊に対する以下の操作の教育訓練が，年１

回以上実施されていることを確認する。 

 

 

 

 

ⅱ．中央制御室損傷時の通信連絡 

 

 

 

 

 

 

（イ）その他の大規模損壊対応 

 各課長は，重大事故等に対処する要員（運転員を除

く。）を新たに認定する場合は，第１２条第４項の体制

に入るまでに，以下の教育訓練について，手順書に基づ

き実施する。 

 

 

ａ．自衛消防隊 

（ａ）小型放水砲，小型動力ポンプ付水槽車および化学

消防自動車を用いた大型航空機の衝突による航空機

燃料火災を想定した泡消火ならびに延焼防止のため

の消火訓練 

ｂ．緊急時対策要員 

（ａ）要員の役割に応じて付与される力量に加え，要員

の多能化 

ｃ．原子力防災管理者およびその代行者 

（ａ）大規模損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能し

ない場合等の事象を想定した個別の教育訓練 

 （ウ）課長（技術）は，（イ）項に係る設備を設置または改

造する場合，当該設備の使用を開始するまでに，技術

的能力の確認訓練の要素を考慮した確認方法により，

力量付与の妥当性を確認する。 

イ．力量の維持向上のための教育訓練 

課長（技術）および課長（第一発電）は，力量の維持

向上のための教育訓練の実施計画を作成する。 

また，重大事故等に対処する要員（運転員を除く。）

に対し，大規模損壊発生時に対処するために必要な力量

の維持向上を図るため，以下の教育訓練について，手順

書に基づき実施する。 

 

なお，力量の維持向上のために有効と判断される新た

な知見等が発生した場合には，以下の内容に限定せず，

教育訓練を行う。 

（ア）自衛消防隊に対する以下の操作の教育訓練が，年１

回以上実施されていることを確認する。 

 

タ監視手順を整備 

 TS-10 

 

【島根固有】 

・島根では中央制御室

が機能喪失した場合

に現場と緊急時対策

所が直接連絡できる

手段を整備 

 TS-10 

 

【島根固有】 

・島根の運転員は中央

制御室および現場

（屋内）において，

プラント対応に傾注

しているため，多能

化については考慮し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・大規模損壊の教育訓

練は SA 側の教育訓練

と同様の内容があり、

運転員の教育訓練を

課長（第一発電）が計

画する。 

【島根固有】 

・島根の運転員は中央

制御室および現場

（屋内）において，

プラント対応に傾注

しているため，多能
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・大型化学高所放水車，化学消防自動車を用いた大型航

空機の衝突による航空機燃料火災を想定した泡消火お

よび延焼防止のための消火訓練 

 

（ｂ）運転員および重大事故等対応要員については，要員

の役割に応じて付与される力量に加え，要員の多能化

を計画的に実施する。 

（ｃ）原子力防災管理者およびその代行者を対象に，大規

模損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能しない場合

等の事象を想定した個別の教育訓練を，年１回以上実

施する。 

ｃ．技術的能力の確認訓練 

防災課長は，技術的能力を満足することを確認するた

めの訓練の実施計画を作成し，原子炉主任技術者の確認

を得て，所長の承認を得る。 

防災課長は，重大事故等対策要員に対し，大規模損壊

発生時に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

を満足することを確認するための以下の訓練について，

品質マネジメント文書に基づき実施する。 

・大規模損壊発生時のプラント状況の把握，情報収集，

的確な対応操作の選択および指揮者等と各要員との連

携を含めた実効性等を確認するための総合的な訓練に

ついて，任意の指揮者等を対象※に年１回以上実施す

る。 

※毎年特定の者に偏らないように配慮する。 

 

（３）設備および資機材の配備 

ａ．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムへの対応に必要な設備の配備および

当該設備の防護の基本的な考え方 

各課長は，可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等

対策で配備する設備の基本的な考え方を基に配備し，同

等の機能を有する設計基準事故対処設備および常設重大

事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう外

部事象の影響を受けにくい場所に保管する。 

また，大規模な自然災害または故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の

可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないように保管

場所を分散しかつ十分離して配備する。 

（ａ）屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を

超える地震動に対して，地震により生ずる敷地下斜面

のすべり，液状化および揺すり込みによる不等沈下，

地盤支持力の不足および地下構造物の損壊等の影響を

受けない場所に保管する。また，敷地に遡上する津波

に対して，裕度を有する高台に保管する。 

 

ａ．大型化学高所放水車，化学消防自動車及び水槽付消

防ポンプ自動車を用いた大型航空機の衝突による航空

機燃料火災を想定した泡消火並びに延焼防止のための

消火訓練 

（イ）運転員及び緊急時対策要員（復旧班員）について

は，要員の役割に応じて付与される力量に加え，要員

の多能化を計画的に実施する。 

（ウ）原子力防災管理者及びその代行者を対象に，大規模

損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能しない場合等

の事象を想定した個別の教育訓練を，年１回以上実施

する。 

ウ．技術的能力の確認訓練 

防災安全ＧＭは，技術的能力を満足することを確認す

るための訓練の実施計画を作成し，原子炉主任技術者の

確認を得て，所長の承認を得る。 

防災安全ＧＭは，緊急時対策要員に対し，大規模損壊

発生時に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

を満足することを確認するための以下の訓練について，

マニュアルに基づき実施する。 

（ア）大規模損壊発生時のプラント状況の把握，情報収

集，的確な対応操作の選択及び指揮者等と各要員との

連携を含めた実効性等を確認するための総合的な訓練

について，任意の指揮者等を対象※に年１回以上実施す

る。 

※毎年特定の者に偏らないように配慮する。 

 

（３）設備及び資機材の配備 

ア．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応に必要な設備の配備及び当該

設備の防護の基本的な考え方 

各ＧＭは，可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等

対策で配備する設備の基本的な考え方を基に配備し，同

等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重大事

故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう外部

事象の影響を受けにくい場所に保管する。 

また，大規模な自然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の可

搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないように保管場

所を分散しかつ十分離して配備する。 

（ア）屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を

超える地震動に対して，地震により生ずる敷地下斜面

のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地

盤支持力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受け

ない場所に保管する。また，基準津波又はそれを超え

る津波に対して，裕度を有する高台に保管する。 

 

ａ．小型放水砲，小型動力ポンプ付水槽車および化学消

防自動車を用いた大型航空機の衝突による航空機燃料

火災を想定した泡消火ならびに延焼防止のための消火

訓練 

（イ）緊急時対策要員については，要員の役割に応じて付

与される力量に加え，要員の多能化を計画的に実施す

る。 

（ウ）原子力防災管理者およびその代行者を対象に，大規

模損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能しない場合

等の事象を想定した個別の教育訓練を，年１回以上実

施する。 

ウ．技術的能力の確認訓練 

課長（技術）は，技術的能力を満足することを確認す

るための訓練の実施計画を作成し，原子炉主任技術者の

確認を得て，所長の承認を得る。 

課長（技術）は，緊急時対策要員に対し，大規模損壊

発生時に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

を満足することを確認するための以下の訓練について，

手順書に基づき実施する。 

（ア）大規模損壊発生時のプラント状況の把握，情報収

集，的確な対応操作の選択および指揮者等と各要員と

の連携を含めた実効性等を確認するための総合的な訓

練について，任意の指揮者等を対象※に年１回以上実施

する。 

※毎年特定の者に偏らないように配慮する。 

 

（３）設備および資機材の配備 

ア．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムへの対応に必要な設備の配備および

当該設備の防護の基本的な考え方 

各課長は，可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等

対策で配備する設備の基本的な考え方を基に配備し，同

等の機能を有する設計基準事故対処設備および常設重大

事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう外

部事象の影響を受けにくい場所に保管する。 

また，大規模な自然災害または故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の

可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないように保管

場所を分散しかつ十分離して配備する。 

（ア）屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を

超える地震動に対して，地震により生ずる敷地下斜面

のすべり，液状化および揺すり込みによる不等沈下，

地盤支持力の不足および地下構造物の損壊等の影響を

受けない場所に保管する。また，少なくとも１セット

は，基準津波を超える津波に対して，裕度を有する高

台に保管する。 

化については考慮し

ていない。 

 

 

【島根固有】 

・島根の運転員は中央

制御室および現場

（屋内）において，

プラント対応に傾注

しているため，多能

化については考慮し

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は原子炉建物外

から電力又は水を供

7
7
0



島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（ｂ）屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響を考慮して，原子炉建屋および制御建屋から 100ｍ以

上離隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故

等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準対象

施設および常設重大事故等対処設備から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した上で，当該建屋および当該設備と同

時に影響を受けない場所に分散して配備する。 

 

（ｃ）可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離し

て複数箇所に分散して保管する。原子炉建屋外から電

力または水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，

アクセスルートを確保した複数の接続口を設ける。ま

た，アクセスルートを確保するために，速やかに消火

およびがれき撤去ができる資機材を当該事象による影

響を受けにくい場所に保管する。 

ｂ．大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方 

各課長は，大規模損壊発生時の対応に必要な資機材に

ついては，重大事故等対策で配備する資機材の基本的な

考え方を基に，高線量の環境，大規模な火災の発生およ

び外部支援が受けられない状況を想定し配備する。ま

た，そのような状況においても使用を期待できるよう，

原子炉建屋および制御建屋から 100ｍ以上離隔をとった場

所に分散して配備する。 

（ａ）全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するため

に必要な照明機能を有する資機材を配備する。 

（ｂ）地震および津波のような大規模な自然災害による油

タンク火災または故意による大型航空機の衝突に伴う

大規模な航空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活

動を実施するために着用する防護具，消火薬剤等の資

機材および大容量送水ポンプ（タイプⅡ）や放水砲等

の消火設備を配備する。 

（ｃ）炉心損傷および格納容器の破損による高線量の環境

下において，事故対応のために着用する全面マスク，

高線量対応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配

備する。 

 

 

（ｄ）大規模な自然災害により外部支援が受けられない場

合も事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の

資機材を確保する。 

（ｅ）大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電

所外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するた

め，多様な複数の通信連絡設備を整備する。 

また，通常の通信連絡設備が使用不能な場合を想定し

（イ）屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響を考慮して，原子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物

処理建屋から１００ｍ以上離隔距離を確保するととも

に，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替

する屋外の設計基準対象え及び常設重大事故等対処設

備から１００ｍ以上の離隔距離を確保した上で，当該

建屋及び当該設備と同時に影響を受けない場所に分散

して配備する。 

（ウ）可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離し

て複数箇所に分散して保管する。原子炉建屋外から電

力又は水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，ア

クセスルートを確保した複数の接続口を設ける。ま

た，速やかに消火及びがれき撤去ができる資機材を当

該事象による影響を受けにくい場所に保管する。 

 

イ．大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方 

各ＧＭは，大規模損壊発生時の対応に必要な資機材に

ついては，重大事故等対策で配備する資機材の基本的な

考え方を基に，高線量の環境，大規模な火災の発生及び

外部支援が受けられない状況を想定し配備する。また，

そのような状況においても使用を期待できるよう，原子

炉建屋及びコントロール建屋から１００ｍ以上離隔をと

った場所に分散して配備する。 

（ア）全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するため

に必要な照明機能を有する資機材を配備する。 

（イ）地震及び津波のような大規模な自然災害による油タ

ンク火災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大

規模な航空機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動

を実施するために着用する防護具，消火薬剤等の資機

材及び大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）や放水

砲等の消火設備を配備する。 

（ウ）炉心損傷及び格納容器の破損による高線量の環境下

において，事故対応のために着用するマスク，高線量

対応防護服及び個人線量計等の必要な資機材を配備す

る。 

 

 

（エ）大規模な自然災害により外部支援が受けられない場

合も事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の

資機材を確保する。 

（オ）大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電

所外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するた

め，多様な複数の通信連絡設備を整備する。 

また，通常の通信連絡設備が使用不能な場合を想定し

（イ）屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響を考慮して，原子炉建物，タービン建物および廃棄

物処理建物から１００ｍ以上離隔距離を確保するとと

もに，当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代

替する屋外の設計基準事故対処設備および常設重大事

故等対処設備から１００ｍ以上の離隔距離を確保した

うえで，当該建物および当該設備と同時に影響を受け

ない場所に分散して配備する。 

（ウ）可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離し

て複数箇所に分散して保管する。原子炉建物外から電

力または水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，

アクセスルートを確保した複数の接続口を設ける。ま

た，速やかに消火およびがれき撤去ができる資機材を

当該事象による影響を受けにくい場所に保管する。 

 

イ．大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考

え方 

各課長は，大規模損壊発生時の対応に必要な資機材に

ついては，重大事故等対策で配備する資機材の基本的な

考え方を基に，高線量の環境，大規模な火災の発生およ

び外部支援が受けられない状況を想定し配備する。ま

た，そのような状況においても使用を期待できるよう，

原子炉建物，制御室建物および廃棄物処理建物から１０

０ｍ以上離隔をとった場所に分散して配備する。 

（ア）全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するため

に必要な照明機能を有する資機材を配備する。 

（イ）地震および津波のような大規模な自然災害による油

タンク火災，または故意による大型航空機の衝突に伴

う大規模な航空機燃料火災の発生に備え，必要な消火

活動を実施するために着用する防護具，消火薬剤等の

資機材および大型送水ポンプ車や放水砲等の消火設備

を配備する。 

（ウ）炉心損傷および格納容器の破損による高線量の環境

下において，事故対応のために着用する全面マスク，

高線量対応防護服および個人線量計等の必要な資機材

を配備する。 

（エ）化学薬品等が流出した場合に備えて，マスク，長靴

等の資機材を配備する。 

（オ）大規模な自然災害により外部支援が受けられない場

合も事故対応を行うための防護具，線量計，食料等の

資機材を確保する。 

（カ）大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電

所外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するた

め，多様な複数の通信連絡設備を整備する。 

また，通常の通信連絡設備が使用不能な場合を想定し

給する可搬型設備の

うち少なくとも１セ

ットは高台保管とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根は化学薬品の流

出に備えた資機材を

配備。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

た通信連絡設備として，衛星電話設備，無線連絡設備，

携行型通話装置および統合原子力防災ネットワークを用

いた通信連絡設備を配備する。 

さらに，消火活動専用の通信連絡が可能な無線連絡設

備を配備する。 

 

 

 

 

（ｆ）大規模損壊に特化した手順に使用する資機材を配備

する。 

 

 

 

 

 

２．２ 手順書の整備 

各課長は，大規模損壊発生時の手順書を整備するにあた

っては，大規模損壊を発生させる可能性のある外部事象と

して，設計基準を超えるような規模の自然災害および故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定する。 

また，原子炉施設の被災状況を把握するための手順およ

び被災状況を踏まえた優先実施事項の実行判断を行うため

の手順を整備する。 

（１）自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性

のある自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手

順書の有効性を確認する。確率論的リスク評価の結果に

基づく事故シーケンスグループの選定にて抽出しなかっ

た地震および津波特有の事象として発生する事故シーケ

ンスについても対応できる手順書として整備する。 

（２）故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにつ

いては，施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能

喪失および大規模な火災が発生して原子炉施設に大きな

影響を与える事象を前提とした対応手順書を整備する。 

（３）大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害への対

応における考慮 

各課長は，原子炉施設の安全性に影響を与える可能性

のある自然災害のうち，事前予測が可能な竜巻，凍結，

積雪，火山の影響，森林火災については，影響を低減す

るための必要な安全措置を講じることを考慮する。 

 

（４）故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの

対応における考慮 

各課長は，故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応手順書を整備するにあたっては，施設の

広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失および大規

た通信連絡設備として，衛星電話設備，無線連絡設備，

携帯型音声呼出電話設備及び統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．２ 手順書の整備 

各ＧＭは，大規模損壊発生時の手順書を整備するにあた

っては，大規模損壊を発生させる可能性のある外部事象と

して，設計基準を超えるような規模の自然災害及び故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定する。 

また，原子炉施設の被災状況を把握するための手順及び

被災状況を踏まえた優先実施事項の実行判断を行うための

手順を整備する。 

（１）自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性

のある自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手

順書の有効性を確認する。確率論的リスク評価の結果に

基づく事故シーケンスグループの選定にて抽出しなかっ

た地震及び津波特有の事象として発生する事故シーケン

スについても対応できる手順書として整備する。 

（２）故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにつ

いては，施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能

喪失及び大規模な火災が発生して原子炉施設に大きな影

響を与える事象を前提とした対応手順書を整備する。 

（３）大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害への対

応における考慮 

各ＧＭは，原子炉施設の安全性に影響を与える可能性

のある自然災害のうち，事前予測が可能な風（台風），低

温（凍結），積雪，火山については，影響を低減するため

の必要な安全措置を講じることを考慮する。 

 

（４）故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの

対応における考慮 

各ＧＭは，故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応手順書を整備するにあたっては，施設の

広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模

た通信連絡設備として，衛星電話設備，無線通信設備，

有線式通信設備および統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備を配備する。 

 

 

 

 

 

 

（キ）大規模損壊に特化した手順に使用する資機材を配備

する。 

 

 

 

 

 

２．２ 手順書の整備 

各課長は，大規模損壊発生時の手順書を整備するにあた

っては，大規模損壊を発生させる可能性のある外部事象と

して，設計基準を超えるような規模の自然災害および故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定する。 

また，原子炉施設の被災状況を把握するための手順およ

び被災状況を踏まえた優先実施事項の実行判断を行うため

の手順を整備する。 

（１）自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性

のある自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手

順書の有効性を確認する。確率論的リスク評価の結果に

基づく事故シーケンスグループの選定にて抽出しなかっ

た地震および津波特有の事象として発生する事故シーケ

ンスについても対応できる手順書として整備する。 

（２）故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにつ

いては，施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能

喪失および大規模な火災が発生して原子炉施設に大きな

影響を与える事象を前提とした対応手順書を整備する。 

（３）大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害への対

応における考慮 

各課長は，原子炉施設の安全性に影響を与える可能性

のある自然災害のうち，事前予測が可能な竜巻，凍結，

積雪，火山については，影響を低減するための必要な安

全措置を講じることを考慮する。 

 

（４）故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの

対応における考慮 

各課長は，故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応手順書を整備するにあたっては，施設の

広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失および大規

 

 

 

【女川との相違】 

・島根は消火活動専用

の通信連絡設備はな

く重大事故等と同一

のものを使用してい

る。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は，大規模損壊

に特化した手順に使

用する資機材を配備

する。 

 TS-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は風（台風）は

竜巻に包含される事

象として整理 

【女川との相違】 

・森林火災は事前予測

が難しいため考慮し

ていない。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

模な火災が発生して原子炉施設に大きな影響を与えるこ

とを想定し，その上で多様性および柔軟性を有する手段

を構築する。 

各課長は，大規模損壊時に対応する手順の整備にあた

っては，大規模損壊の発生によって，多量の放射性物質

が環境中に放出されるような万一の事態に至る可能性も

想定し，原子炉施設において使える可能性のある設備，

資機材および要員を最大限に活用した多様性および柔軟

性を有する手段を構築する。 

（５）大規模損壊発生時の対応手順書の整備およびその対応

操作 

各課長は，大規模損壊の対応にあたっては，発電所外

への放射性物質放出の防止および抑制を最優先とする。 

 

ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロ

ー 

発電課長は，大規模損壊が発生するおそれがある場合

または発生した場合は，発電所対策本部長の指揮の下

で，非常時操作手順書（イベントベース，徴候ベース，

シビアアクシデント等），重大事故等対応要領書，アクシ

デントマネジメントガイドに基づいて対応操作すること

を基本とする。 

 

原子力防災管理者は，大規模な自然災害または故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生につい

て，緊急地震速報，大津波警報，外部からの情報連絡，

衝撃音，衝突音等により検知した場合，中央制御室の状

況，プラント状態の大まかな確認および把握（火災発生

の有無，建屋の損壊状況等）を行うとともに，大規模損

壊の発生（または発生が疑われる場合）の判断を行う。 

 

 

 

 

 

なお，大規模損壊の発生は，大規模な自然災害または

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより

発電用原子炉施設が以下のいずれかの状態となった場合

または疑われる場合をいう。 

・プラント監視機能または制御機能の喪失によりプラン

ト状態把握に支障が発生した場合（中央制御室の機能

喪失や中央制御室と連絡が取れない場合を含む。） 

・使用済燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，

使用済燃料プールの水位が維持できない場合 

・炉心冷却機能および放射性物質閉じ込め機能に影響を

与える可能性があるような大規模な損壊（建屋損壊に

な火災が発生して原子炉施設に大きな影響を与えること

を想定し，その上で多様性及び柔軟性を有する手段を構

築する。 

各ＧＭは，大規模損壊時に対応する手順の整備にあた

っては，大規模損壊の発生によって，多量の放射性物質

が環境中に放出されるような万一の事態に至る可能性も

想定し，原子炉施設において使える可能性のある設備，

資機材及び要員を最大限に活用した多様性及び柔軟性を

有する手段を構築する。 

（５）大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操

作 

各ＧＭは，大規模損壊の対応にあたっては，発電所外

への放射性物質放出の防止及び抑制を最優先とする。 

 

ア．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロ

ー 

当直長は，大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムにより，発電所における緊

急時態勢発令に至る事象が発生した場合は，事故時運転

操作手順書（事象ベース，徴候ベース，シビアアクシデ

ント等）に基づいて対応操作することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

模な火災が発生して原子炉施設に大きな影響を与えるこ

とを想定し，その上で多様性および柔軟性を有する手段

を構築する。 

各課長は，大規模損壊時に対応する手順の整備にあた

っては，大規模損壊の発生によって，多量の放射性物質

が環境中に放出されるような万一の事態に至る可能性も

想定し，原子炉施設において使える可能性のある設備，

資機材および要員を最大限に活用した多様性および柔軟

性を有する手段を構築する。 

（５）大規模損壊発生時の対応手順書の整備およびその対応

操作 

各課長は，大規模損壊の対応にあたっては，発電所外

への放射性物質放出の防止および抑制を最優先とする。 

 

ア．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロ

ー 

課長（燃料技術）は，原子炉施設の状況把握が困難で

事故対応の判断ができない場合は，プラント状態が悪化

した等の安全側に判断した措置をとるように判断フロー

を定める。また，手順書を有効，かつ効果的に使用する

ため，適用開始条件を明確化するとともに，判断フロー

を明示することにより必要な個別戦略への移行基準を定

める。 

原子力防災管理者または当直副長は，大規模な自然災

害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムの発生について，緊急地震速報，大津波警報，外部か

らの情報連絡，衝撃音，衝突音等により検知した場合，

中央制御室の状況，プラント状態の大まかな確認および

把握（火災発生の有無，建物の損壊状況等）を行うとと

もに，大規模損壊の発生（または発生が疑われる場合）

の判断材料となる情報連携を行う。 

原子力防災管理者または当直副長が以下の適用開始条

件に該当すると判断した場合は，大規模損壊時に対応す

る手順に基づく事故の進展防止および影響を緩和するた

めの活動を開始する。 

（ア）大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムにより原子炉施設が以下のいず

れかの状態となった場合または疑われる場合 

 

 ⅰ プラント監視機能または制御機能の喪失によりプラ

ント状態把握に支障が発生した場合（中央制御室の機

能喪失を含む） 

  ⅱ 燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，燃料

プールの水位が維持できない場合 

  ⅲ 炉心冷却機能および放射性物質閉じ込め機能に影響

を与える可能性があるような大規模な損壊（建物損壊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根はプラント状態

等により大規模損壊

発生を判断し，大規

模損壊発生時の対応

手順書に移行する。

また，大規模損壊時

に使用できるものは

使用するといった柔

軟な対応を行うた

め，重大事故等時か

ら使用する手順に加

えて大規模損壊に特

化した手順を整備す

る。 
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

伴う広範囲な機能喪失等）が発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，発電所対策本部は，原子炉施設の影響予測を行

い，その結果を基に各機能班の責任者は必要となる対応

を予想して先行的に準備を行う。 

自然災害が大規模になり，常設の設備では事故収束が

行えない場合，発電所対策本部は，重大事故等対応要領

書等の判断基準を明確化して整備する手順を使用する。

また，非常招集を行った場合，重大事故等対策要員（運

転員を除く。）は，緊急時対策所へ移動する。ただし，緊

急時対策所が使用できない場合は，屋内の利用できる施

設を緊急時対策所として利用する。 

 

 

 

 

 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確

認チェックシート」および対応操作の優先順位付けや対

策決定の判断をするために発電所対策本部で使用する対

応フローを定める。 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に発

電所対策本部長が行う。発電課長または対応操作の責任

者が実施した監視や操作については，発電所対策本部に

報告し，各機能班の責任者（班長）は，その時点におけ

る他号炉の状況，人的リソースや資機材の確保状況，対

応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，緊急時対策本部は，原子炉施設の影響予測を行

い，その結果を基に各機能班の責任者は必要となる対応

を予想して先行的に準備を行う。 

自然災害が大規模になり，常設の設備では事故収束が

行えない場合は，緊急時対策本部の支援を受け，運転操

作手順書及び緊急時対策本部用手順書で判断基準を明確

化して整備する手順を使用する。また，非常召集を行っ

た場合，初動対応要員は，５号炉原子炉建屋内緊急時対

策所へ移動する。ただし，地震発生後防潮堤を超える津

波により５号炉原子炉建屋内緊急時対策所も使用できな

い場合は，屋内外の利用できる施設を緊急時対策所とし

て利用する。 

 

 

 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確

認チェックシート」及び各号炉における対応操作の優先

順位付けや対策決定の判断をするために緊急時対策本部

で使用する対応フローを定める。 

当該号炉に関する対応操作の優先順位付けや実施の判

断は，一義的に事故発生号炉の当直副長が行う。万一，

中央制御室の機能喪失時や中央制御室から運転員が撤退

する必要が生じた場合等，当直副長の指揮下で対応でき

ない場合については，次に掲げる（ア），（イ）及び

（ウ）項を実施し，それ以外の場合については，次に掲

げる（イ）及び（ウ）項を実施する。 

当直副長又は当該号炉の対応操作の責任者が判断した

結果及びそれに基づき実施した監視や操作については，

緊急時対策本部に報告し，各機能班の責任者（統括又は

班長）は，その時点における他号炉の状況，人的リソー

スや資機材の確保状況，対応の優先順位付け等を判断

し，必要な支援や対応を行う。 

（ア）当直副長の指揮下での対応操作が困難な場合 

中央制御室の機能喪失時や中央制御室との連絡が取れ

ない場合等，当直副長の指揮下で対応できない場合に

に伴う広範囲な機能喪失等）が発生した場合 

  ⅳ 大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場

合 

（イ）原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活

用した支援が必要と判断した場合※ 

（ウ）当直副長が大規模損壊に対応する手順を活用した支

援が必要と判断した場合※ 

※大規模損損壊に対応する手順を活用した支援が必要と

判断した場合とは，重大事故等時に期待する設備等が

機能喪失し，事故の進展防止および影響緩和が必要と

判断した場合をいう。 

また，緊急時対策本部は，原子炉施設の影響予測を行

い，その結果を基に各班の責任者は必要となる対応を予

想して先行的に準備を行う。 

 

 

 

非常招集を行った場合，緊急時対策要員および自衛消

防隊は緊急時対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所

が使用できない場合は，屋内の利用できる施設を緊急時

対策所として利用する。 

 

 

 

 

 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確

認チェックシート」を定める。 

 

 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に緊

急時対策本部長が行う。大規模損壊時の対応にあたって

は，次に掲げる（エ），（オ）項を実施する。 

 

 

 

 

当直副長または対応操作の責任者が実施した監視や操

作については，緊急時対策本部に報告し，各班の責任者

（統括または班長）は，その時点における人的リソース

や資機材の確保状況，対応の優先順位付け等を判断し，

必要な支援や対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島根固有】 

・島根はプラント状態

等により大規模損壊

発生を判断し，大規

模損損壊発生時の対

応手順書に移行。 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根の緊急時対策所

は高台に設置してい

ることから，津波の

影響は受けないと整

理。 

【島根固有】 

・島根は（３）ア．に記

載。 

 

【島根固有】 

・大規模損壊対応にお

ける対応操作判断の

責任者は緊急時対策

本部長。また，当直

副長の指揮下で対応

できない場合は，大

規模損壊として整

理。 

 

 

 

 

【柏崎刈羽と相違】 

・島根では大規模損壊

発生時の指揮は緊急
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（ａ）当面達成すべき目標の設定 

発電所対策本部は，プラント状況，対応可能な要員

数，使用可能な設備，屋外の放射線量率，建屋の損傷状

況および火災発生状況等を把握し，チェックシートに記

載した上で，その情報を基に当面達成すべき目標を設定

し，優先すべき戦略を決定する。 

 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。 

活動にあたっては，重大事故等対策要員の安全確保を

最優先とする。 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに原

子炉を停止し，注水することである。炉心損傷に至っ

た場合においても原子炉への注水は必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は，格納容器の破損を回

避する。 

・使用済燃料プールの水位が低下している場合は，速や

かに注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心損

傷かつ格納容器の破損または使用済燃料プール水位の

異常低下の回避が困難な場合は放射性物質の拡散抑制

を行う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケー

スも想定される。また，プラント状況に応じて，設定

する目標も随時見直していくこととする。 

（ｂ）個別戦略を選択するための判断フロー 

発電所対策本部は，（ａ）項で決定した目標設定に基

づき，個別戦略を実施していく。設定目標と実施する個

別戦略の考え方を次に示す。 

ⅰ．設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器へ

の注水 

原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に実施す

る。 

ⅱ．設定目標：格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉

圧力容器への注水は継続して必要となるが，使用可能な

設備や対応可能要員の観点から，一時的に格納容器の破

は，緊急時対策本部長は当該号炉の運転員又は号機班の

中から当該号炉の対応操作の責任者を定め対応にあたら

せる。当直副長の指揮下での対応操作不可の判断基準は

次のとおりとする。 

・中央制御室の監視機能又は制御機能が喪失した場合 

・中央制御室と連絡が取れない場合 

・運転員による対応操作では限界があり，緊急時対策本

部の指揮下で対応操作を行う必要があると当直副長が

判断した場合 

 

（イ）当面達成すべき目標の設定 

緊急時対策本部は，プラント状況，対応可能な要員

数，使用可能な設備，屋外の放射線量率，建屋の損傷状

況及び火災発生状況等を把握し，チェックシートに記載

した上で，その情報を基に当面達成すべき目標を設定

し，優先すべき号炉及び戦略を決定する。 

 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。 

活動にあたっては，緊急時対策要員の安全確保を最優

先とする。 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに原

子炉を停止し，注水することである。炉心損傷に至っ

た場合においても原子炉への注水は必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は，格納容器の破損を回

避する。 

・使用済燃料プールの水位が低下している場合は，速や

かに注水する。 

これらの努力を最大限行った場合においても，炉心

損傷かつ格納容器の破損又は使用済燃料プール水位の

異常低下の回避が困難な場合は放射性物質の拡散抑制

を行う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケー

スも想定される。また，プラント状況に応じて，設定

する目標も随時見直していくこととする。 

（ウ）個別戦略を選択するための判断フロー 

緊急時対策本部は，（イ）項で決定した目標設定に基

づき，個別戦略を実施していく。設定目標と実施する個

別戦略の考え方を次に示す。 

ａ．設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器へ

の注水 

原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に実施す

る。 

ｂ．設定目標：格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉

圧力容器への注水は継続して必要となるが，使用可能な

設備や対応可能要員の観点から，一時的に格納容器の破

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）当面達成すべき目標の設定 

緊急時対策本部は，プラント状況，対応可能な要員

数，使用可能な設備，屋外の放射線量率，建物の損傷状

況および火災発生状況等を把握し，チェックシートに記

載したうえで，その情報を基に当面達成すべき目標を設

定し，環境への放射性物質の放出低減を最優先に，優先

すべき戦略を決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。 

活動にあたっては，重大事故等に対処する要員の安全

確保を最優先とする。 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに原

子炉を停止し，注水することである。炉心損傷に至っ

た場合においても原子炉への注水は必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は，格納容器の破損を回

避する。 

・燃料プールの水位が低下している場合は，速やかに注

水する。 

これらの努力を最大限行った場合においても，炉心

損傷かつ格納容器の破損または燃料プール水位の異常

低下の回避が困難な場合は放射性物質の拡散抑制を行

う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケー

スも想定される。また，プラント状況に応じて，設定

する目標も随時見直していくこととする。 

（オ）個別戦略を選択するための判断フロー 

緊急時対策本部は，（エ）項で決定した目標設定に基

づき，個別戦略を実施していく。設定目標と実施する個

別戦略の考え方を次に示す。 

ａ．設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器へ

の注水 

原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に実施す

る。 

ｂ．設定目標：格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉

圧力容器への注水は継続して必要となるが，使用可能な

設備や対応可能要員の観点から，一時的に格納容器の破

時対策本部で行う。

柏﨑は，重大事故等

発生時の対応と同様

に大規模損壊発生時

においても中央制御

室にて指揮を執るこ

ととしており，中央

制御室が機能しない

場合には，緊急時対

策本部から責任者を

定めることから記載

している。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

損回避の対応を優先せざるを得ない状況になることが想

定される。この際に「閉じ込め」機能を維持するための

個別戦略を実施する。 

格納容器の損傷が発生し，原子炉建屋内に放射性物質

が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物質拡散

抑制戦略を実施する。 

ⅲ．設定目標：使用済燃料プール水位確保 

使用済燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を

実施する。使用済燃料プール内の燃料損傷が発生し，原

子炉建屋内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定され

る場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

ⅳ．設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに原子炉圧力容器への注水

が行えない場合，使用済燃料プール水位の低下が継続し

ている場合または原子炉建屋が損傷している場合は，放

射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

ｂ．大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

各課長は，大規模損壊が発生するおそれがある場合ま

たは発生した場合に対応する手順については，重大事故

等対策で整備する設備を活用した手順等に加えて共通要

因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対

処設備等を用いた手順，中央制御室での監視および制御

機能が喪失した場合でも対応できるよう現場にてプラン

トパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にて

プラントパラメータを監視するための手順，建物や設備

の状況を目視にて確認するための手順および現場にて直

接機器を作動させるための手順等を整備する。 

 

（ａ）５つの活動または緩和対策を行うための手順書 

ⅰ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関

する手順等 

防災課長は，故意による大型航空機の衝突による航

空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡消火につい

ての手順書を定める。 

また，防災課長は，地震および津波のような大規模

な自然災害においては，施設内の油タンク火災等の複数

の危険物内包設備の火災が発生した場合においても，同

様な対応が可能なように多様な消火手段を整備する。 

 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場

合における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡

消火について速やかに準備し，早期に準備が可能な化学

消防自動車および大型化学高所放水車による泡消火およ

び延焼防止のための消火を実施する。 

 

消火活動にあたっては，事故対応とは独立した通信

損回避の対応を優先せざるを得ない状況になることが想

定される。この際に「閉じ込め」機能を維持するための

個別戦略を実施する。 

格納容器の損傷が発生し，原子炉建屋内に放射性物質

が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物質拡散

抑制戦略を実施する。 

ｃ．設定目標：使用済燃料プール水位確保 

使用済燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を

実施する。使用済燃料プール内の燃料損傷が発生し，原

子炉建屋内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定され

る場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

ｄ．設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに原子炉圧力容器への注水

が行えない場合，使用済燃料プール水位の低下が継続し

ている場合又は原子炉建屋が損傷している場合は，放射

性物質拡散抑制戦略を実施する。 

イ．大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

各ＧＭは，大規模損壊が発生するおそれがある場合又

は発生した場合に対応する手順については，重大事故等

対策で整備する設備を活用した手順等に加えて共通要因

で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処

設備等を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機能

が喪失した場合でも対応できるよう現場にてプラントパ

ラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラ

ントパラメータを監視するための手順，建物や設備の状

況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を

作動させるための手順等を整備する。 

 

（ア）５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

ａ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関

する手順等 

タービンＧＭは，故意による大型航空機の衝突によ

る航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡消火に

ついての手順書を定める。 

また，タービンＧＭ及び防災安全ＧＭは，地震及び

津波のような大規模な自然災害においては，施設内の油

タンク火災等の複数の危険物内包設備の火災が発生した

場合においても，同様な対応が可能なように多様な消火

手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場

合における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた

泡消火について速やかに準備し，早期に準備が可能な

大型化学高所放水車あるいは化学消防自動車，水槽付

消防ポンプ自動車による泡消火並びに延焼防止のため

の消火を実施する。 

自衛消防隊による消火活動を行う場合でも，消防用

損回避の対応を優先せざるを得ない状況になることが想

定される。この際に「閉じ込め」機能を維持するための

個別戦略を実施する。 

格納容器の損傷が発生し，原子炉建物内に放射性物質

が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物質拡散

抑制戦略を実施する。 

ｃ．設定目標：燃料プール水位確保 

燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を実施す

る。燃料プール内の燃料損傷が発生し，原子炉建物内の

放射性物質濃度が上昇する状況が想定される場合は，放

射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

ｄ．設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに原子炉圧力容器への注水

が行えない場合，燃料プール水位の低下が継続している

場合または原子炉建物が損傷している場合は，放射性物

質拡散抑制戦略を実施する。 

イ．大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

各課長は，大規模損壊が発生するおそれがある場合ま

たは発生した場合に対応する手順については，重大事故

等対策で整備する設備を活用した手順等に加えて共通要

因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対

処設備等を用いた手順，中央制御室での監視および制御

機能が喪失した場合でも対応できるよう現場にてプラン

トパラメータを監視するための手順，可搬型計測器にて

プラントパラメータを監視するための手順，建物や設備

の状況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機

器を作動させるための手順等を整備する。 

 

（ア）５つの活動または緩和対策を行うための手順書 

ａ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関

する手順等 

課長（保修管理）は，故意による大型航空機の衝突

による航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡消

火についての手順書を定める。 

また，課長（保修管理）は，地震および津波のよう

な大規模な自然災害においては，施設内の油タンク火災

等の複数の危険物内包設備の火災が発生した場合におい

ても，同様な対応が可能なように多様な消火手段を整備

する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場

合における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた

泡消火について速やかに準備し，早期に準備が可能な

小型放水砲，小型動力ポンプ付水槽車および化学消防

自動車による泡消火ならびに延焼防止のための消火を

実施する。 

自衛消防隊による消火活動を行う場合でも，消防用
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女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

手段を用いるために，消火活動専用の無線連絡設備の回

線を使用する。 

 

 

 

ⅱ．炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順

等 

各課長は，炉心の著しい損傷を緩和するための対策に

関する手順書について，以下の（ｂ）項から（ｆ）項お

よび（ｍ）項から（ｏ）項に該当する手順等を含むもの

として整備する。 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のと

おりとする。 

（ⅰ）原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動ス

クラム，原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力

抑制，ほう酸水注入，代替制御棒挿入機能または手

動挿入による制御棒緊急挿入および原子炉水位低下

による原子炉出力抑制を試みる。 

 

（ⅱ）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高

圧炉心スプレイ系および原子炉隔離時冷却系の故障

により原子炉の冷却が行えない場合に，高圧代替注

水系により原子炉を冷却する。全交流動力電源喪失

または常設直流電源系統喪失により原子炉の冷却が

行えない場合は，常設代替直流電源設備より給電さ

れる高圧代替注水系による原子炉の冷却または原子

炉隔離時冷却系の現場起動による原子炉の冷却を試

みる。 

（ⅲ）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が

喪失している状態において，原子炉内低圧時に期待

している注水機能が使用できる場合は，主蒸気逃が

し安全弁による原子炉減圧操作を行う。 

 

（ⅳ）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子

炉冷却材喪失事象が発生している場合は，残留熱除

去系（低圧注水モード）または低圧炉心スプレイ系

を優先し，全交流動力電源喪失により原子炉の冷却

が行えない場合は，低圧代替注水系（常設）（復水移

送ポンプ），低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧

注水系ポンプ），低圧代替注水系（可搬型），代替循

環冷却系およびろ過水系による原子炉の冷却を試み

る。 

 

 

 

 

に使用する無線連絡設備の回線と事故対応用の無線連

絡設備の回線は同一であることから，緊急時対策本部

との継続した連絡が可能である。 

 

 

ｂ．炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順

等 

各ＧＭは，炉心の著しい損傷を緩和するための対策に

関する手順書について，以下の（イ）項から（カ）項，

（ス）項及び（セ）項に該当する手順等を含むものとし

て整備する。 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のと

おりとする。 

（ａ）原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動ス

クラム，原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子

炉出力抑制，ほう酸水注入，代替制御棒挿入機能又

は手動挿入による制御棒緊急挿入及び原子炉水位低

下による原子炉出力抑制を試みる。 

 

（ｂ）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高

圧炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系の故障により

原子炉の冷却が行えない場合に，高圧代替注水系に

より原子炉を冷却する。全交流動力電源喪失又は常

設直流電源系統喪失により原子炉の冷却が行えない

場合は，常設代替直流電源設備より給電される高圧

代替注水系による原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷

却系の現場起動による原子炉の冷却を試みる。 

 

（ｃ）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が

喪失している状態において，原子炉内低圧時に期待

している注水機能が使用できる場合は，主蒸気逃が

し安全弁による原子炉減圧操作を行う。 

 

（ｄ）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子

炉冷却材喪失事象が発生している場合は，残留熱除

去系ポンプ（低圧注水系）を優先し，全交流動力電

源喪失により原子炉の冷却が行えない場合は，低圧

代替注水系（常設），消火系及び低圧代替注水系（可

搬型）による原子炉の冷却を試みる。 

 

 

 

 

 

 

 

に使用する無線通信設備の回線と事故対応用の無線通

信設備の回線は同一であることから，緊急時対策本部

との継続した連絡が可能である。 

 

 

ｂ．炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順

等 

各課長は，炉心の著しい損傷を緩和するための対策に

関する手順書について，以下の（イ）項から（カ）項，

（ス）項および（セ）項に該当する手順等を含むものと

して整備する。 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のと

おりとする。 

（ａ）原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動ス

クラム，原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力

抑制，ほう酸水注入，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御

棒挿入機能）または手動挿入による制御棒緊急挿入

および原子炉水位低下による原子炉出力抑制を試み

る。 

（ｂ）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高

圧炉心スプレイ系および原子炉隔離時冷却系の故障

により原子炉の冷却が行えない場合に，高圧原子炉

代替注水系により原子炉を冷却する。全交流動力電

源喪失または常設直流電源系統喪失により原子炉の

冷却が行えない場合は，常設代替直流電源設備より

給電される高圧原子炉代替注水系による原子炉の冷

却または原子炉隔離時冷却系の現場起動により原子

炉の冷却を試みる。 

（ｃ）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が

喪失している状態において，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に期待している注水機能が使用できる

場合は，主蒸気逃がし安全弁による原子炉減圧操作

を行う。 

（ｄ）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子

炉冷却材喪失事象が発生している場合は，低圧注水

系または低圧炉心スプレイ系を優先し，全交流動力

電源喪失により原子炉の冷却が行えない場合は，低

圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系お

よび低圧原子炉代替注水系（可搬型）により原子炉

を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

・島根は消火活動専用

の通信連絡設備はな

く重大事故等と同一

のものを使用してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根は炉心の著しい

損傷を緩和するため

の対策に関する手順

については，技術的

能力1.4において整

理した設備を使用し

た手順により対応す

る方針としている。 

・TS-10 
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ⅲ．格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順

等 

各課長は，格納容器の破損を緩和するための対策に関

する手順書について，以下の（ｃ）項から（ｊ）項およ

び（ｍ）項から（ｏ）項に該当する手順等を含むものと

して整備する。 

格納容器の破損を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

（ⅰ）残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

故障または全交流動力電源喪失により機能が喪失し

た場合は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設），代

替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）およびろ過水

系により格納容器内の圧力および温度を低下させ

る。 

（ⅱ）最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した

場合は，原子炉補機代替冷却系によりサプレッショ

ンチェンバから最終ヒートシンク（海洋）へ熱を輸

送する。 

（ⅲ）格納容器の過圧破損を防止するため，原子炉格納

容器フィルタベント系により，格納容器内の減圧お

よび除熱を行う。 

（ⅳ）炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納

容器の破損を防止するため，代替循環冷却系により

格納容器の圧力および温度を低下させる。 

（ⅴ）炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融

炉心・コンクリート相互作用や溶融炉心と格納容器

バウンダリの接触による格納容器の破損を防止する

ため，格納容器下部へ注水を行う。 

（ⅵ）格納容器内に水素が放出された場合においても水

素爆発による格納容器の破損を防止するためにプラ

ント運転中の格納容器内は不活性ガス（窒素）置換

により格納容器内雰囲気を不活性化した状態になっ

ているが，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコニウ

ム－水反応，水の放射線分解等による水素および酸

素の発生によって水素濃度が可燃限界を超えるおそ

れがある場合は，可燃性ガス濃度制御系により水素

および酸素の濃度を抑制する。また，可搬型窒素ガ

ス供給装置により格納容器への窒素注入を行うこと

で酸素濃度を抑制し，さらに，原子炉格納容器フィ

ルタベント系により水素を格納容器外に排出する手

段を有している。 

 

ⅳ．使用済燃料プールの水位を確保するための対策およ

び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する

手順等 

各課長は，使用済燃料プールの水位を確保するための

ｃ. 格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順

等 

各ＧＭは，格納容器の破損を緩和するための対策に関

する手順書について，以下の（ウ）項から（コ）項,

（ス）項及び（セ）項に該当する手順等を含むものとし

て整備する。 

格納容器の破損を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

（ａ）残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却系）

が故障又は全交流動力電源喪失により機能が喪失し

た場合は，代替格納容器スプレイ冷却系，消火系及

び可搬型代替注水ポンプにより格納容器内の圧力及

び温度を低下させる。 

 

（ｂ）最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した

場合は，代替原子炉補機冷却系によりサプレッショ

ン・チェンバから最終ヒートシンク（海洋）へ熱を

輸送する。 

（ｃ）格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器圧

力逃がし装置により，格納容器内の減圧及び除熱を

行う。 

（ｄ）炉心の著しい損傷が発生した場合において格納容

器の破損を防止するため，代替循環冷却系により格

納容器の圧力及び温度を低下させる。 

（ｅ）炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融

炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）や溶融炉

心と格納容器バウンダリの接触による格納容器の破

損を防止するため，格納容器下部注水を行う。 

（ｆ）格納容器内に水素ガスが放出された場合において

も水素爆発による格納容器の破損を防止するために

プラント運転中の格納容器内は不活性ガス（窒素）

置換により格納容器内雰囲気を不活性化した状態に

なっているが，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコ

ニウム－水反応及び水の放射線分解等による水素ガ

ス及び酸素ガスの発生によって水素濃度が可燃限界

を超えるおそれがある場合は，可燃性ガス濃度制御

系による水素ガス又は酸素ガスの濃度を抑制する。

さらに，格納容器圧力逃がし装置により水素ガスを

格納容器外に排出する手段を有している。 

 

 

 

ｄ．使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び

燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する手

順等 

各ＧＭは，使用済燃料プールの水位を確保するための

ｃ. 格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順

等 

各課長は，格納容器の破損を緩和するための対策に関

する手順書について，以下の（ウ）項から（コ）項,

（ス）項および（セ）項に該当する手順等を含むものと

して整備する。 

格納容器の破損を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

（ａ）格納容器冷却系が故障または全交流動力電源喪失

により機能喪失した場合は，格納容器代替スプレイ

系（常設），消火系，復水輸送系，格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）により格納容器内の圧力および温

度を低下させる。 

 

（ｂ）最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した

場合は，原子炉補機代替冷却系によりサプレッショ

ンチェンバから最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送

する。 

（ｃ）格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器フ

ィルタベント系により，格納容器内の減圧および除

熱を行う。 

（ｄ）炉心の著しい損傷が発生した場合において，格納

容器の破損を防止するため，残留熱代替除去系によ

り格納容器の圧力および温度を低下させる。 

（ｅ）炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融

炉心・コンクリート相互作用や溶融炉心と格納容器

バウンダリの接触による格納容器の破損を防止する

ため，原子炉格納容器下部への注水を行う。 

（ｆ）格納容器内に水素ガスが放出された場合において

も水素爆発による格納容器の破損を防止するために

プラント運転中の格納容器内は不活性ガス（窒素）

置換により格納容器内雰囲気を不活性化した状態に

なっているが，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコ

ニウム－水反応，水の放射線分解等による水素ガス

および酸素ガスの発生によって水素濃度が可燃限界

を超えるおそれがある場合は，可燃性ガス濃度制御

系により水素ガスまたは酸素ガスの濃度を抑制す

る。また，可搬式窒素供給装置により格納容器への

窒素注入を行うことで酸素濃度を抑制し，さらに，

格納容器フィルタベント系により水素ガスおよび酸

素ガスを格納容器外に排出する手段を有している。 

 

ｄ．燃料プールの水位を確保するための対策および燃料

体の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 

各課長は，燃料プールの水位を確保するための対策お

 

 

 

 

 

 

 

・島根は格納容器の破

損を緩和するための

対策に関する手順に

ついては，技術的能

力1.6において整理

した設備を使用した

手順により対応する

方針としている。 

 TS-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根は格納容器フィ

ルタベント系による

排出前に，窒素供給

による濃度上昇抑制

手段を整備。 
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対策および燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に

関する手順書について，以下の（ｋ）項，（ｍ）項およ

び（ｏ）項に該当する手順等を含むものとして整備す

る。 

使用済燃料プールの水位を確保するための対応手段お

よび燃料体の著しい損傷を緩和するための対応手段は次

のとおりとする。 

（ⅰ）使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済

燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式），使用済燃

料プール水位／温度（ガイドパルス式），使用済燃料

プール上部空間放射線モニタ（高線量，低線量），使

用済燃料プール監視カメラを使用する。 

（ⅱ）使用済燃料プールの注水機能の喪失または使用済

燃料プールからの水の漏えいその他の要因により使

用済燃料プールの水位が低下した場合は，燃料プー

ル代替注水系（常設配管），燃料プール代替注水系

（可搬型）およびろ過水系により使用済燃料プール

へ注水することにより，使用済燃料プール内の燃料

体等を冷却し，放射線を遮蔽し，臨界を防止する。 

（ⅲ）使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他

の要因により使用済燃料プールの水位維持が行えな

い場合，燃料プールスプレイ系（常設配管）または

燃料プールスプレイ系（可搬型）により直接スプレ

イを実施することで，使用済燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止すると

ともに，環境への放射性物質の放出を可能な限り低

減させる。 

（ⅳ）原子炉建屋の損壊または放射線量率の上昇により

原子炉建屋に近づけない場合は，放水砲により燃料

体の著しい損傷の進行を緩和する。 

ⅴ．放射性物質の放出を低減するための対策に関する手

順等 

各課長は，炉心の著しい損傷および格納容器の破損ま

たは使用済燃料プール内燃料体の著しい損傷に至った場

合において，放射性物質の放出を低減するための対策に

関する手順書について，以下の（ｋ）項，（ｌ）項およ

び（ｏ）項に該当する手順等を含むものとして整備す

る。 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のと

おりとする。 

（ⅰ）原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）および放水砲により

原子炉建屋に海水を放水し，大気への放射性物質の

拡散を抑制する。 

（ⅱ）その際，放水することで放射性物質を含む汚染水

が南側排水路排水桝およびタービン補機放水ピット

対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関

する手順書について，以下の（サ）項及び（ス）項に該

当する手順等を含むものとして整備する。 

 

使用済燃料プールの水位を確保するための対応手段及

び燃料体の著しい損傷を緩和するための対応手段は次の

とおりとする。 

（ａ）使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済

燃料貯蔵プール水位計，使用済燃料貯蔵プール温度

計，燃料取替機エリア放射線モニタ，使用済燃料貯

蔵プール監視カメラを使用する。 

 

（ｂ）使用済燃料プールの注水機能の喪失又は使用済燃

料プールからの水の漏えい，その他の要因により使

用済燃料プールの水位が低下した場合は，燃料プー

ル代替注水系（常設），燃料プール代替注水系（可搬

型）及び消火系により使用済燃料プールへ注水する

ことにより，使用済燃料プール内の燃料体等を冷却

し，放射線を遮蔽し，臨界を防止する。 

（ｃ）使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他

の要因により使用済燃料プールの水位維持が行えな

い場合，常設スプレイヘッダ又は可搬型スプレイヘ

ッダを使用したスプレイを実施することで，使用済

燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し，臨界を防止するとともに，環境への放射性物質

の放出を可能な限り低減させる。 

 

（ｄ）原子炉建屋の損壊又は放射線量率の上昇により原

子炉建屋に近づけない場合は，放水砲により燃料体

の著しい損傷の進行を緩和する。 

ｅ．放射性物質の放出を低減するための対策に関する手

順等 

各ＧＭは，炉心の著しい損傷及び格納容器の破損又は

使用済燃料プール内燃料体の著しい損傷に至った場合に

おいて，放射性物質の放出を低減するための対策に関す

る手順書について，以下の（サ）項及び（シ）項に該当

する手順等を含むものとして整備する。 

 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のと

おりとする。 

（ａ）原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，

大容量送水車，放水砲により原子炉建屋に海水を放

水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

（ｂ）その際，防潮堤の内側で放射性物質吸着材を設置

することにより汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 

よび燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する

手順書について，以下の（サ）項および（ス）項に該当

する手順等を含むものとして整備する。 

 

燃料プールの水位を確保するための対応手段および燃

料体の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

（ａ）燃料プールの状態を監視するため，燃料プール水

位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プ

ールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ）および燃料プール監視カメラ（ＳＡ）を使用す

る。 

（ｂ）燃料プールの注水機能の喪失または燃料プールか

らの水の漏えい，その他の要因により燃料プールの

水位が低下した場合は，消火系，燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイヘッダ）および燃料プールスプ

レイ系（可搬型スプレイノズル）により燃料プール

へ注水することにより，燃料プール内の燃料体等を

冷却し，放射線を遮蔽し，臨界を防止する。 

（ｃ）燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因

により燃料プールの水位維持が行えない場合，燃料

プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）または燃

料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールスプレイを実施することで，燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界

を防止するとともに，環境への放射性物質の放出を

可能な限り低減させる。 

（ｄ）原子炉建物の損壊または放射線量率の上昇により

原子炉建物に近づけない場合は，放水砲により燃料

体の著しい損傷の進行を緩和する。 

ｅ．放射性物質の放出を低減するための対策に関する手

順等 

各課長は，炉心の著しい損傷および格納容器の破損ま

たは燃料プール内燃料体の著しい損傷に至った場合にお

いて，放射性物質の放出を低減するための対策に関する

手順書について，以下の（サ）項および（シ）項に該当

する手順等を含むものとして整備する。 

 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のと

おりとする。 

（ａ）原子炉建物から直接放射性物質が拡散する場合，

大型送水ポンプ車，放水砲により原子炉建物に海水

を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

（ｂ）その際，防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置

することにより汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 
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下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

を通って南側排水路または放水口から海へ流れ出す

ため，シルトフェンスを設置することで，海洋への

拡散範囲を抑制する。 

（ⅲ）防潮堤の内側で放射性物質吸着材を設置すること

により汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 

（ⅳ）また，シルトフェンスの設置が困難な状況（大津

波警報や津波警報が出ている状況）である場合，大

津波警報または津波警報が解除された後にシルトフ

ェンスの設置を開始する。 

（ｂ）「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を

冷却するための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表２「原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等」の手順を整備する。 

（ｃ）「３．原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表３「原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」の

手順を整備する。 

（ｄ）「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を

冷却するための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表４「原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等」の手順を整備する。 

（ｅ）「５．最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表５「最終

ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」の手順を

整備する。 

（ｆ）「６．格納容器内の冷却等のための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表６「格納容

器内の冷却等のための手順等」の手順を整備する。 

（ｇ）「７．格納容器の過圧破損を防止するための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表７「格納

容器の過圧破損を防止するための手順等」の手順を整

備する。 

 

（ｈ）「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順

等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表８「格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」の手順

を整備する。 

 

（ｉ）「９．水素爆発による格納容器の破損を防止するため

の手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表９「水素

（ｃ）放水することで放射性物質を含む汚染水が構内排

水路を通って北放水口から海へ流れ出すため，汚濁

防止膜を設置することで，海洋への拡散範囲を抑制

する。 

 

（ｄ）また，汚濁防止膜の設置が困難な状況（大津波警

報や津波警報が出ている状況）である場合，大津波

警報又は津波警報が解除された後に汚濁防止膜の設

置を開始する。 

（イ）「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を

冷却するための手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表２「原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等」の手順を整備する。 

（ウ）「３．原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表３「原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」の

手順を整備する。 

（エ）「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を

冷却するための手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表４「原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等」の手順を整備する。 

（オ）「５．最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表５「最終

ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」の手順を

整備する。 

（カ）「６．格納容器内の冷却等のための手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表６「格納容

器内の冷却等のための手順等」の手順を整備する。 

（キ）「７．格納容器の過圧破損を防止するための手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表７「格納

容器の過圧破損を防止するための手順等」の手順を整

備する。 

 

（ク）「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順

等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表８「格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」の手順

を整備する。 

 

（ケ）「９．水素爆発による格納容器の破損を防止するため

の手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表９「水素

（ｃ）放水することで放射性物質を含む汚染水が雨水排

水路および２号炉放水接合槽から海へ流れ出すため

シルトフェンスを設置することで，海洋への拡散範

囲を抑制する。 

 

（ｄ）また，シルトフェンスの設置が困難な状況（大津

波警報や津波警報が出ている状況等）である場合，

大津波警報または津波警報等が解除された後にシル

トフェンスの設置を開始する。 

（イ）「２．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を

冷却するための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表２「原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等」の手順を整備する。 

（ウ）「３．原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表３「原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」の

手順を整備する。 

（エ）「４．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を

冷却するための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表４「原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するた

めの手順等」の手順を整備する。 

（オ）「５．最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表５「最終

ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」の手順を

整備する。 

（カ）「６．格納容器内の冷却等のための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表６「格納容

器内の冷却等のための手順等」の手順を整備する。 

（キ）「７．格納容器の過圧破損を防止するための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表７「格納

容器の過圧破損を防止するための手順等」の手順を整

備する。 

 

（ク）「８．格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順

等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表８「格納

容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」の手順

を整備する。 

 

（ケ）「９．水素爆発による格納容器の破損を防止するため

の手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表９「水素
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爆発による格納容器の破損を防止するための手順等」

の手順を整備する。 

（ｊ）「１０．水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す

るための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１０「水

素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手

順等」の手順を整備する。 

（ｋ）「１１．使用済燃料プールの冷却等のための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１１「使

用済燃料プールの冷却等のための手順等」の手順を整

備する。 

（ｌ）「１２．発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１２「発

電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順

等」の手順を整備する。 

（ｍ）「１３.重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１３「重

大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」の手順

を整備する。 

（ｎ）「１４.電源の確保に関する手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１４「電

源の確保に関する手順等」の手順を整備する。 

（ｏ）「２．１ 可搬型設備等による対応手順等」 

各課長は，大規模損壊発生時に重大事故等対策で定

めている（ｂ）項から（ｎ）項の手順に加えて，以下

の手順等を定める。 

ⅰ．注水用ヘッダを活用した放水手順 

ⅱ．大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を直接接続口に接続

し使用する手順 

ⅲ．淡水タンクを水源とした放水砲による消火手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）各課長は，大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮

し中央制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整

備する。 

爆発による格納容器の破損を防止するための手順等」

の手順を整備する。 

（コ）「１０．水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す

るための手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表１０「水

素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手

順等」の手順を整備する。 

（サ）「１１．使用済燃料プールの冷却等のための手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表１１「使

用済燃料プールの冷却等のための手順等」の手順を整

備する。 

（シ）「１２．発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表１２「発

電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順

等」の手順を整備する。 

（ス）「１３. 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表１３「重

大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」の手順

を整備する。 

（セ）「１４. 電源の確保に関する手順等」 

各ＧＭは，重大事故等対策にて整備する表１４「電

源の確保に関する手順等」の手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）各ＧＭは，大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮

し中央制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整

備する。 

爆発による格納容器の破損を防止するための手順等」

の手順を整備する。 

（コ）「１０．水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止す

るための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１０「水

素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための手

順等」の手順を整備する。 

（サ）「１１．燃料プールの冷却等のための手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１１「燃

料プールの冷却等のための手順等」の手順を整備す

る。 

（シ）「１２．発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１２「発

電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順

等」の手順を整備する。 

（ス）「１３. 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１３「重

大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」の手順

を整備する。 

（セ）「１４. 電源の確保に関する手順等」 

各課長は，重大事故等対策にて整備する表１４「電

源の確保に関する手順等」の手順を整備する。 

 （ソ）「２．１ 可搬型設備等による対応手順等」 

各課長は，大規模損壊発生時に重大事故等対策で定

めている（イ）項から（セ）項の手順に加えて，以下

の手順等を定める。 

  ⅰ．現場での可搬型計測器によるパラメータ計測および

監視手順 

 

 

 

 

 

 

  ⅱ．中央制御室損傷時の通信連絡手順 

 

 

 

 

 

 

（６）各課長は，大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮

し中央制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎刈羽との相違】 

・島根では大規模損壊

に特化した手順を整

備 

【島根固有】 

・島根では中央制御室

が機能喪失した場合

に現場での可搬型計

測器によるパラメー

タ監視手順を整備 

 TS-10  

 

・島根では中央制御室

が機能喪失した場合

に現場と緊急時対策

所が直接連絡できる

手段を整備 

 TS-10 
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島根原子力発電所原子炉施設保安規定比較表 

赤字：設備，運用等の相違（実質的な相違あり） 

緑字：記載表現，記載箇所，名称等の相違（実質的な相違なし，従前からの条文構成の相違等） 

下線：島根変更前（旧条文）からの変更箇所 

〇〇：補正申請（2023.1.31）からの変更箇所 

 

女川原子力発電所（2023.2.25 施行） 柏崎刈羽原子力発電所 ７号炉（2020.11.9 施行） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（７）各課長は，大規模損壊発生時の手順書を整備するにあ

たっては，同等の機能を有する可搬型重大事故等対処設

備，常設重大事故等対処設備および設計基準事故対処設

備が同時に機能喪失することなく，炉心注水，電源確

保，放射性物質拡散抑制等の各対策が上記設備のいずれ

かにより達成できるよう構成する。 

 

２．３ 定期的な評価 

（１）各課長は，２．１項および２．２項の活動の実施結果

を取りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行うとと

もに，評価結果に基づき必要な措置を講じ，防災課長に

報告する。 

（２）防災課長は，（１）の評価結果を取りまとめ，１年に１

回以上定期的に評価を行うとともに，評価結果に基づ

き，より適切な活動となるよう必要に応じて，計画の見

直しを行う。 

（３）原子力部長は，２．１項の実施内容を踏まえ，１年に

１回以上定期的に評価を行うとともに，評価結果に基づ

き，より適切な活動となるよう必要に応じて，計画の見

直しを行う。 

 

（７）各ＧＭは，大規模損壊発生時の手順書を整備するにあ

たっては，同等の機能を有する可搬型重大事故等対処設

備，常設重大事故等対処設備及び設計基準事故対処設備

が同時に機能喪失することなく，原子炉圧力容器への注

水，電源確保，放射性物質拡散抑制等の各対策が上記設

備のいずれかにより達成できるよう構成する。 

 

２．３ 定期的な評価 

（１）各ＧＭは，２．１項及び２．２項の活動の実施結果を

取りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行うととも

に，評価結果に基づき必要な措置を講じ，防災安全ＧＭ

に報告する。 

（２）防災安全ＧＭは，（１）の評価結果を取りまとめ，１年

に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価結果に基

づき，より適切な活動となるよう必要に応じて，計画の

見直しを行う。 

（３）原子力運営管理部長は，２．１項の実施内容を踏まえ，

１年に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価結果に

基づき，より適切な活動となるよう必要に応じて，計画の

見直しを行う。 

 

（７）各課長は，大規模損壊発生時の手順書を整備するにあ

たっては，同等の機能を有する可搬型重大事故等対処設

備，常設重大事故等対処設備および設計基準事故対処設

備が同時に機能喪失することなく，原子炉圧力容器への

注水，電源確保，放射性物質拡散抑制等の各対策が上記

設備のいずれかにより達成できるよう構成する。 

 

２．３ 定期的な評価 

（１）各課長は，２．１項および２．２項の活動の実施結果

を取りまとめ，１年に１回以上定期的に評価を行うとと

もに，評価結果に基づき必要な措置を講じ，課長（技

術）に報告する。 

（２）課長（技術）は，（１）の評価結果を取りまとめ，１年

に１回以上定期的に評価を行うとともに，評価結果に基

づき，より適切な活動となるよう必要に応じて，計画の

見直しを行う。 

（３）電源事業本部部長（原子力管理）は，２．１項の実施内

容を踏まえ，１年に１回以上定期的に評価を行うととも

に，評価結果に基づき，より適切な活動となるよう必要に

応じて，計画の見直しを行う。 

 

7
8
2




